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序
論 

 

一
．
問
題
の
設
定
と
研
究
の
方
法 

 

イ
ン
ド
に
起
源
を
も
つ
仏
教
は
、
中
国
へ
伝
来
し
た
後
、
儒
教
や
道
教
な
ど
の
中
国
思
想
を
摂
取
し
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
最
大
の
先
進
文
明
で
あ
る
中
国
の
漢
字
、

絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
、
建
築
、
土
木
、
鋳
造
技
術
な
ど
と
融
合
し
、
イ
ン
ド
仏
教
と
は
異
な
る
独
自
の
中
国
的
変
容
を
と
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
仏
教
は
一

つ
の
大
き
な
文
明
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
韓
半
島
の
国
々
と
日
本
が
中
国
の
仏
教
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
先
進
文
明
を
受
容
す
る

こ
と
を
意
味
し
た
１

。
し
か
し
、
中
国
の
先
進
文
化
は
自
然
に
周
辺
国
家
へ
と
拡
散
し
た
の
で
は
な
く
、
周
辺
国
家
の
置
か
れ
た
状
況
と
必
要
性
に
よ
っ
て
選
択

的
に
、
ま
た
形
を
変
え
て
受
容
さ
れ
た
２

。
仏
教
と
い
う
新
た
な
思
想
体
系
と
そ
れ
に
随
伴
し
た
多
様
な
技
術
文
明
の
拡
散
過
程
は
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
変
化
を

見
せ
る
で
あ
ろ
う
。 

本
稿
で
は
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
伝
播
過
程
に
お
い
て
一
つ
の
基
軸
と
な
っ
た
百
済
を
中
心
に
し
て
、
特
に
仏
教
寺
院
の
成
立
と
展
開
過
程
、
そ
の
文
化
系
統

に
対
す
る
検
討
を
通
じ
て
、
百
済
的
な
仏
教
寺
院
の
特
性
を
抽
出
し
、
そ
の
よ
う
な
百
済
的
仏
教
寺
院
の
造
営
技
術
の
伝
播
過
程
を
把
握
す
る
。
四
世
紀
後
半
に

仏
教
を
受
容
し
た
百
済
で
は
、
六
世
紀
に
な
る
と
本
格
的
な
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
仏
教
教
学
に
関
す
る
研
究
が
本
格
化
す
る
な
ど
仏
教
が
急
速
に
発
展
す
る
。
六

世
紀
前
半
と
後
半
に
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
を
公
認
し
た
新
羅
と
日
本
で
は
、
そ
の
後
仏
教
が
急
速
に
普
及
し
、
社
会
思
潮
の
主
流
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
六
世
紀
代

の
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
仏
教
の
拡
散
過
程
に
お
い
て
、
中
国
南
朝
、
特
に
梁
武
帝
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
３

。
熊
津
期
末
と
泗
沘
期
初
に
百
済
は
梁
武
帝

と
の
交
流
を
通
し
て
国
家
を
発
展
さ
せ
た
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
仏
教
は
重
要
な
媒
介
と
し
て
機
能
し
た
。
六
世
紀
代
、
百
済
が
積
極
的
に
新
羅
や
日
本
へ
仏

教
を
紹
介
し
た
り
公
伝
し
た
こ
と
は
高
度
の
思
想
体
系
を
持
っ
た
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
伝
達
し
た
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
梁
武
帝
の
歓
心
を
買
う
た
め
の
外
交

上
の
戦
略
と
し
て
「
仏
教
的
朝
貢
」
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
そ
の
よ
う
な
点
で
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
４

。 

し
か
し
、
百
済
で
は
武
寧
王
代
と
聖
王
代
に
梁
武
帝
の
支
援
と
協
力
の
も
と
積
極
的
に
文
物
を
輸
入
す
る
な
ど
緊
密
な
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
、
政
治
的
安
定
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と
文
化
的
発
展
を
成
し
遂
げ
た
。
さ
ら
に
百
済
は
習
得
し
た
先
進
文
物
を
周
辺
の
新
羅
や
日
本
と
の
外
交
関
係
を
強
化
し
、
彼
ら
の
協
力
を
引
き
出
す
た
め
の
資

産
と
し
て
活
用
し
た
。
こ
の
点
で
六
～
七
世
紀
代
の
新
羅
と
日
本
の
仏
教
受
容
お
よ
び
定
着
過
程
に
お
い
て
百
済
が
果
た
し
た
主
体
的
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ

り
、
百
済
的
な
仏
教
文
化
を
周
辺
国
家
に
伝
え
た
と
い
う
側
面
か
ら
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
５

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
百
済
は
単
に
中
国
文
化
の
伝
達
者
や
経
由
地

で
は
な
く
、
新
羅
や
日
本
の
初
期
寺
院
を
建
設
す
る
う
え
で
技
術
者
を
派
遣
し
て
支
援
す
る
な
ど
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
の
拡
散
を
実
質
的
に
主
導
し
て
い
た
た
め

で
あ
る
。 

 

（
一
） 

研
究
動
向
と
問
題
点 

百
済
の
仏
教
や
仏
教
寺
院
に
関
す
る
研
究
は
、
発
掘
調
査
の
進
展
や
研
究
動
向
か
ら
大
き
く
四
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
。
そ
の
中
で
第
一
期
は
植
民
地
期
に

日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
百
済
故
地
の
廃
寺
址
に
関
す
る
地
表
調
査
や
発
掘
が
初
め
て
行
わ
れ
た
時
期
、
第
二
期
は
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
後
半
ま
で

韓
国
の
研
究
者
を
中
心
に
地
表
調
査
や
部
分
的
な
発
掘
が
行
わ
れ
た
も
の
の
若
干
沈
滞
し
た
時
期
、
第
三
期
は
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
期
に
該

当
し
、
扶
余
や
公
州
、
益
山
地
域
の
廃
寺
址
に
関
す
る
広
範
囲
な
調
査
が
行
わ
れ
た
時
期
、
第
四
期
は
一
九
九
〇
年
代
中
半
か
ら
現
在
に
該
当
し
、
扶
余
と
益
山

地
域
の
廃
寺
址
発
掘
で
以
前
に
発
掘
さ
れ
た
廃
寺
址
の
再
発
掘
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
研
究
が
本
格
化
し
た
時
期
で
あ
る
。
各
段
階
別
の
主
な
研
究
成
果
と
問
題

点
を
提
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

第
一
期
は
植
民
地
期
に
扶
余
と
益
山
地
域
に
対
す
る
廃
寺
址
の
地
表
調
査
と
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
活
動
は
一

九
〇
九
年
か
ら
一
九
一
五
年
ま
で
行
わ
れ
た
関
野
貞
一
行
の
古
蹟
調
査
を
嚆
矢
と
す
る(

本
稿
の
補
論
参
照)

。
初
期
に
は
百
済
の
都
城
址
に
比
定
さ
れ
る
ソ
ウ
ル

(

当
時
は
広
州
郡)

・
扶
余
・
公
州
・
益
山
な
ど
に
対
す
る
地
表
調
査
が
中
心
で
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
古
墳
に
対
す
る
関
心
が
高
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
古
蹟
調

査
事
業
を
主
導
し
た
関
野
貞
は
そ
の
後
「
飛
鳥
寺
・
法
隆
寺
な
ど
の
境
内
よ
り
朝
鮮
の
扶
余
よ
り
出
土
せ
る
者
と
形
式
手
法
全
く
一
致
せ
る
者
を
発
見
」
し
た
と

し
、
百
済
と
日
本
の
初
期
瓦
の
関
係
を
初
め
て
指
摘
し
た
６

。
こ
の
時
期
に
は
、
朝
鮮
総
督
府
の
古
蹟
調
査
活
動
と
は
別
途
に
藤
島
亥
治
郎
が
、
益
山
弥
勒
寺
址

の
地
表
調
査
を
実
施
し
、
西
塔
院
と
東
塔
院
の
後
方
に
大
規
模
な
伽
藍
（
中
塔
院
）
が
位
置
す
る
品
字
形
伽
藍
配
置
案
を
提
示
し
て
い
る
７

。 
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そ
の
後
、
石
田
茂
作
た
ち
は
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
の
財
政
的
な
支
援
を
受
け
て
一
九
三
五
年
か
ら
扶
余
軍
守
里
寺
址
・
外
里
寺
址
・
東
南
里
寺
址
な
ど
扶
余
地
域

の
お
も
な
廃
寺
址
の
本
格
的
な
発
掘
を
実
施
す
る
。
扶
余
軍
守
里
寺
址
の
調
査
は
韓
半
島
の
「
廃
寺
址
」
に
対
す
る
最
初
の
発
掘
調
査
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
慶

州
や
平
壌
の
「
古
墳
」
を
中
心
に
し
た
発
掘
と
は
若
干
性
格
を
異
に
す
る
。
調
査
の
結
果
、
百
済
の
伽
藍
配
置
が
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
一
致
す
る
点

と
、
出
土
遺
物
が
飛
鳥
文
化
と
直
接
関
連
す
る
点
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
８

。
し
か
し
、
扶
余
地
域
の
廃
寺
址
に
対
す
る
発
掘
は
、
当

時
日
本
の
学
界
に
お
け
る
関
心
事
で
あ
っ
た
飛
鳥
文
化
の
源
流
に
関
す
る
解
明
や
「
法
隆
寺
再
建
非
再
建
」
論
争
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
に
な
り
、
扶
余
と
飛

鳥
、
両
地
域
の
寺
院
の
共
通
性
の
み
が
過
度
に
強
調
さ
れ
た
た
め
、
朝
鮮
総
督
府
の
植
民
地
支
配
の
論
理
を
正
当
化
す
る
と
い
う
問
題
を
有
し
て
い
る(

本
稿
の

補
論
参
照
の
こ
と)

。 

一
方
、
関
野
貞
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
官
学
者
は
飛
鳥-

百
済-

梁
の
交
渉
に
注
目
し
な
が
ら
も
百
済
に
お
い
て
内
在
化
し
た
南
朝
の
文
化
が
日
本
に
伝
え
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
南
朝
の
文
化
が
百
済
を
経
由
し
て
そ
の
ま
ま
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
理
解
し
た
９

。
当
時
、
扶
余
地
域
の
古
蹟
調
査
に
直
接
参
加
し
た

藤
澤
一
夫
は
、
戦
後
飛
鳥
時
代
の
瓦
当
が
南
梁
百
済
様
式
、
高
句
麗
百
済
様
式
と
い
う
二
つ
の
系
統
か
ら
な
る
と
し
、
百
済
様
式
自
体
も
中
国
南
梁
や
高
句
麗
と

の
文
化
交
渉
の
中
で
成
立
し
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し
た
１
０

。
百
済
の
仏
教
文
化
を
東
ア
ジ
ア
交
流
史
の
中
で
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
点
で
評
価
で
き
る
が
、

百
済
文
化
の
実
体
を
否
定
し
、
飛
鳥
文
化
が
南
朝
文
化
を
直
接
受
容
し
て
形
成
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
誤
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
植
民
地
期
の
扶
余
地

域
に
対
す
る
廃
寺
址
の
調
査
や
出
土
遺
物
に
関
す
る
研
究
は
あ
く
ま
で
も
他
者
の
視
角
か
ら
実
施
さ
れ
た
た
め
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
。 

第
二
期
は
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
後
半
ま
で
で
、
百
済
の
廃
寺
址
に
関
す
る
小
規
模
発
掘
や
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
遺
物
が
紹
介
さ
れ
る

時
期
で
あ
る
。
特
に
一
九
五
〇
年
代
末
の
瑞
山
磨
崖
三
尊
仏
像
と
泰
安
磨
崖
三
尊
仏
像
の
発
見
、
一
九
六
四
年
の
扶
余
恩
山
金
剛
寺
址
と
扶
余
臨
江
寺
址
の
発
掘
、

そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
の
公
州
西
穴
寺
址
と
益
山
弥
勒
寺
址
東
塔
址
、
保
寧
聖
住
寺
址
の
発
掘
調
査
が
注
目
に
値
す
る
１
１

。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
百
済
寺
院

址
に
関
す
る
調
査
内
容
は
秦
弘
燮
と
金
正
基
、
大
川
清
、
北
野
耕
平
な
ど
に
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
植
民
地
期
に
発
掘
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
百
済
寺
院
に
対
す
る
調
査
内
容
も
藤
澤
一
夫
に
よ
っ
て
こ
の
時
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
１
２

。 

秦
弘
燮
は
百
済
寺
院
が
山
の
中
腹
の
傾
斜
面
に
石
窟
を
伴
っ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
、
平
地
に
南
北
あ
る
い
は
東
西
を
主
軸
と
す
る
一
塔
式
伽
藍
の
寺
院
、
南
北
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を
主
軸
に
伽
藍
を
配
置
す
る
も
の
の
塔
を
建
立
し
な
い
寺
院
の
三
形
式
に
区
分
で
き
る
と
し
た
。
百
済
寺
院
の
中
で
石
窟
を
伴
う
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
と
考
え
た

の
は
、
公
州
西
穴
寺
址
な
ど
公
州
地
域
の
「
穴
寺
」
と
い
う
名
前
を
持
つ
寺
院
址
が
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
州
地
域
で
こ
れ
ま
で
百
済
の
廃

寺
址
と
し
て
知
ら
れ
た
遺
跡
で
は
少
数
の
地
表
収
集
品
以
外
に
、
百
済
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
が
発
掘
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
統
一
新
羅
時
代
に

造
営
さ
れ
た
寺
刹
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
１
３

。
ま
た
藤
島
亥
治
郎
以
来
、
韓
国
の
学
界
で
踏
襲
さ
れ
て
い
た
堂
塔
中
心
の
配
置
形
式
論

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
限
界
が
あ
る
。
た
だ
し
、
堂
塔
の
配
置
形
式
論
の
立
場
か
ら
古
代
寺
院
遺
跡
を
整
理
し
、
軍
守
里
寺
址
や
定
林
寺
址
の
よ

う
に
講
堂
の
左
右
に
別
途
の
建
物
址
が
あ
る
の
は
百
済
寺
院
の
変
形
で
は
な
い
か
と
い
う
金
正
基
の
指
摘
１
４

は
、
そ
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
近
年
の
斯
界
の
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
極
め
て
先
駆
的
な
見
解
と
い
え
よ
う
。 

北
野
耕
平
は
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
扶
余
・
公
州
・
益
山
地
域
の
寺
院
は
も
ち
ろ
ん
百
済
時
代
の
仏
像
や
蓮
華
文
瓦
当
が
収
拾
さ
れ
た
地
域
ま

で
含
め
て
全
五
四
箇
所
の
寺
院
址
の
分
布
図
を
作
成
し
、
百
済
寺
院
址
の
分
布
と
立
地
的
な
特
性
を
整
理
し
た
。
彼
は
扶
余
と
そ
の
周
辺
の
寺
院
址
を
三
個
群
に

分
類
し
、
地
方
の
寺
院
は
重
要
な
交
通
路
上
に
立
地
し
て
お
り
、
百
済
中
央
の
影
響
力
が
次
第
に
地
方
に
拡
大
す
る
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う

な
見
解
は
堂
塔
を
中
心
に
し
た
配
置
形
式
論
を
越
え
て
、
古
代
寺
院
の
立
地
や
景
観
に
基
づ
い
て
そ
の
性
格
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
点
で
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

し
か
し
、
百
済
故
地
の
廃
寺
址
を
す
べ
て
百
済
当
時
の
も
の
と
把
握
し
た
点
に
研
究
の
限
界
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
当
時
の
研
究
資
料
が
抱
え
て
い
た
根
本

的
な
問
題
で
も
あ
る
。 

一
方
、
こ
の
時
期
に
は
百
済
地
域
で
出
土
し
た
瓦
当
を
集
大
成
し
て
分
類
を
試
み
た
作
業
１
５

と
、
扶
余
佳
塔
里
出
土
一
光
三
尊
仏
や
益
山
蓮
洞
里
石
造
如
来

坐
像
な
ど
に
関
す
る
図
像
分
析
も
行
わ
れ
て
い
る
１
６

。
そ
の
他
に
一
九
七
一
年
公
州
武
寧
王
陵
か
ら
出
土
し
た
王
妃
の
頭
枕
表
面
に
描
写
さ
れ
た
図
像
が
南
朝

系
の
天
人
誕
生
図
に
該
当
す
る
た
め
、
少
な
く
と
も
武
寧
王
陵
を
築
造
す
る
段
階
に
は
南
朝
で
創
案
さ
れ
た
仏
教
図
像
が
直
接
百
済
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
重
要

な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
１
７

。 

第
三
期
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
半
ま
で
に
扶
余
や
公
州
、
益
山
地
域
に
関
す
る
発
掘
調
査
が
急
増
し
て
、
新
た
な
資
料
が
確
保
さ
れ
た

時
期
で
あ
る
。
慶
州
地
域
の
主
要
古
墳
と
寺
院
の
整
備
事
業
の
影
響
を
受
け
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
ソ
ウ
ル
・
公
州
・
扶
余
・
益
山
地
域
に
対
す
る
百
済
文
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化
圏
開
発
事
業
が
立
案
さ
れ
１
８

、
百
済
の
古
都
に
関
す
る
発
掘
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
一
九
七
九
年
、
扶
余
定
林
寺
址
を
皮
切
り
に
扶
蘇

山
城
と
官
北
里
推
定
王
宮
址
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
や
公
州
の
公
山
城
、
益
山
の
弥
勒
寺
址
、
王
宮
里
遺
跡
な
ど
の
長
期
に
お
よ
ぶ
発
掘
が
始
ま
っ
た
。 

こ
の
う
ち
益
山
弥
勒
寺
址
と
扶
余
定
林
寺
址
の
発
掘
は
最
も
重
要
な
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
し
て
益
山
弥
勒
寺
址
の
三
院
並
列
式
伽
藍
配
置
が

初
め
て
明
ら
か
に
な
り
、
扶
余
定
林
寺
址
に
つ
い
て
も
伽
藍
配
置
や
出
土
遺
物
に
関
す
る
多
く
の
新
た
な
情
報
が
得
ら
れ
た
１
９

。
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
学
界
で

は
異
例
な
こ
と
で
あ
る
が
、
発
掘
調
査
の
結
果
に
関
す
る
論
争
が
起
き
た
。
そ
れ
は
弥
勒
寺
址
石
塔
と
定
林
寺
址
石
塔
の
時
期
的
な
前
後
問
題
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
。
一
九
七
九
年
か
ら
定
林
寺
址
の
発
掘
を
担
当
し
た
尹
武
炳
は
定
林
寺
址
五
層
石
塔
の
基
壇
部
に
対
す
る
調
査
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
に
創
建
期
か
ら
石
塔
が

立
て
ら
れ
て
い
た
と
主
張
し
た
２
０

。
こ
れ
に
対
し
て
建
築
史
家
で
あ
る
金
正
基
は
、
弥
勒
寺
址
石
塔
が
定
林
寺
址
石
塔
よ
り
木
塔
の
様
式
に
忠
実
に
沿
っ
て
お

り
、
特
に
石
塔
の
基
壇
部
に
見
ら
れ
る
版
築
土
層
の
存
在
は
こ
こ
に
本
来
木
塔
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
反
論
を
提
起
し
た
２
１

。
そ
の
後
、

韓
国
の
学
界
で
は
研
究
者
ご
と
に
多
様
な
見
解
が
披
瀝
さ
れ
た
が
明
確
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

最
近
、
筆
者
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
が
創
建
期
の
木
塔
に
奉
安
さ
れ
た
塔
内
塑
像
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
新
見
解
を
提
起
し
た(

本
稿
第
二
章
第
一

節)

２
２

。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
論
争
が
、
石
塔
自
体
の
様
式
的
な
問
題
に
終
始
し
、
同
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
共
伴
遺
物
を
等
閑
視
し
、
遺
跡
全
体
で
こ
の
問
題
を

考
究
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
に
反
省
を
逼
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址
を
は
じ
め
と
し
て
礼
山
四
面
石
仏
と
そ
の
周
辺
遺
跡
、

井
邑
普
化
里
石
仏
立
像
と
周
辺
遺
跡
、
扶
余
錦
城
山
瓦
積
基
壇
建
物
址
、
龍
井
里
寺
址
、
旧
衙
里
寺
址
、
保
寧
聖
住
寺
址
、
青
陽
本
義
里
陶
製
仏
像
台
座
、
扶
余

亭
岩
里
窯
址
な
ど
に
対
す
る
発
掘
調
査
が
持
続
的
に
実
施
さ
れ
、
百
済
の
仏
教
寺
院
や
そ
れ
と
関
連
し
た
資
料
が
多
数
確
認
さ
れ
た
２
３

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
新
資
料
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
百
済
寺
院
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
研
究
成
果
は
さ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
発
掘
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
る

以
前
に
は
重
要
な
発
掘
成
果
を
学
術
大
会
で
発
表
し
た
り
学
術
誌
に
掲
載
し
た
り
す
る
が
、
本
報
告
書
の
刊
行
後
に
そ
れ
以
上
の
再
検
討
を
行
わ
な
い
韓
国
学
界

の
特
異
な
風
土
と
関
連
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
に
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
は
現
段
階
の
百
済
寺
院
や
関
連
遺
物
を
研
究
す
る
際
重
要
な

分
析
対
象
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
ふ
ま
え
て
巨
視
的
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
う
ち
国
立
扶
余
博
物
館
な
ど
に
収
集
・
保
管
さ
れ
て
い
る
百
済
の
瓦
当
を
集
大
成
し
瓦
当
の
型
式
分
類
と
相
対
編
年
、
製
作
技
法
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
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亀
田
修
一
の
研
究
と
、
平
瓦
・
丸
瓦
の
文
様
な
ら
び
に
銘
文
の
内
容
、
製
作
技
法
な
ど
を
通
史
的
に
整
理
し
た
徐
五
善
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
こ
の
分
野

に
お
け
る
重
要
な
指
標
と
な
っ
た
２
４

。
ま
た
、
仏
教
彫
刻
の
分
野
で
は
扶
余
地
域
で
多
数
発
見
さ
れ
た
捧
宝
珠
菩
薩
像
の
図
像
研
究
を
通
し
て
南
朝-

百
済-

日

本
の
仏
教
文
化
の
伝
播
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
論
考
と
半
跏
思
惟
像
な
ど
に
関
す
る
研
究
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
２
５

。 

第
四
期
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
現
在
に
該
当
し
、
扶
余
陵
山
里
寺
址
の
発
掘
が
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
扶
余
陵
山
里
寺
址
の
調
査
は
本
来
陵
山
里
古

墳
群
の
駐
車
場
を
建
設
す
る
た
め
の
行
政
発
掘
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
出
土
し
た
百
済
金
銅
大
香
炉
や
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
、
木
簡
な
ど
の
遺
物
は
百
済
仏
教
に

関
す
る
既
存
の
認
識
を
改
め
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
の
調
査
は
、
既
存
の
城
郭
や
古
墳
中
心
の
発
掘
か
ら
次
第
に
都
城

や
寺
院
に
対
す
る
発
掘
へ
と
方
向
転
換
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
調
査
さ
れ
た
代
表
的
な
遺
跡
と
し
て
は
扶
余
官
北
里
推
定
王
宮
址
を
は
じ
め
と
し
て

陵
山
里
寺
址
、
東
南
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
定
林
寺
址
、
王
興
寺
址
と
益
山
王
宮
里
遺
跡
、
弥
勒
寺
址
、
帝
釈
寺
址
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
２
６

。
特
に
最
近
発

掘
さ
れ
た
王
興
寺
址
と
弥
勒
寺
址
の
舎
利
器
は
、
こ
れ
ま
で
わ
ず
か
な
文
献
史
料
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
、
詳
細
が
不
明
で
あ
っ
た
百
済
仏
教
文
化

の
優
秀
性
を
実
際
の
遺
物
・
遺
跡
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
、
一
般
人
だ
け
で
な
く
国
内
外
の
学
界
の
意
識
を
改
め
る
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
多
様
な
分
野
で
百
済
仏
教
や
寺
院
を
再
検
証
す
る
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
考
古
学
や
建
築
史
分
野
で
は
研
究
テ
ー
マ
が
、
建

築
基
壇
や
礎
石
、
建
築
道
具
、
造
営
技
術
な
ど
拡
大
・
深
化
し
て
い
る
２
７

。
特
に
扶
余
定
林
寺
址
の
再
発
掘
を
契
機
に
既
存
の
堂
塔
を
主
と
し
た
伽
藍
配
置
論

か
ら
、
次
第
に
寺
院
の
附
属
施
設
や
空
間
構
成
に
つ
い
て
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
２
８

。
し
か
し
、
植
民
地
期
に
調
査
さ
れ
た
遺
構
図
面
や
出
土

遺
物
が
全
く
公
開
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
、
新
た
に
発
掘
さ
れ
た
資
料
の
み
に
依
拠
し
て
自
身
の
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

定
林
寺
址
や
軍
守
里
寺
址
な
ど
扶
余
地
域
の
重
要
寺
院
は
植
民
地
期
に
す
で
に
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
た
め
現
在
、
国
立
博
物
館
や
日
本
の
様
々
な
機
関
に
散

在
す
る
遺
物
や
関
連
情
報
を
総
合
的
に
収
集
し
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

美
術
史
の
分
野
で
は
、
近
年
の
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
扶
余
官
北
里
金
銅
光
背
や
双
北
里
金
銅
菩
薩
立
像
の
製
作
時
期
や
系
統
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
２
９

。

し
か
し
、
百
済
仏
像
の
数
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
国
籍
も
ま
た
明
確
で
は
な
い
た
め
、
様
式
や
系
統
、
編
年
さ
え
依
然
と
し
て
容
易
で
は
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。 

陵
山
里
寺
址
や
王
興
寺
址
の
木
塔
址
か
ら
出
土
し
た
舎
利
器
と
金
属
工
芸
品
、
ま
た
益
山
弥
勒
寺
址
西
石
塔
か
ら
発
見
さ
れ
た
舎
利
奉
安
記
を
は
じ
め
と
す
る
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華
麗
な
金
属
工
芸
品
、
そ
し
て
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
工
房
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
多
様
な
工
房
廃
棄
物
は
金
属
工
芸
や
ガ
ラ
ス
な
ど
の
研
究
の
活
力
源
と
な
っ
て
い

る
３
０

。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
金
属
工
芸
品
に
関
す
る
研
究
が
、
出
土
品
自
体
に
対
す
る
現
状
把
握
や
銘
文
の
釈
読
と
解
釈
、
舎
利
の
安
置
方
式
な
ど
に
限
定

さ
れ
て
い
た
嫌
い
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
古
墳
や
工
房
出
土
遺
物
と
の
比
較
、
瓦
当
を
は
じ
め
と
す
る
共
伴
遺
物
と
の
関
係
、
中
国
や
日
本
と
の
比
較
研
究
な

ど
、
も
う
少
し
巨
視
的
か
つ
総
合
的
な
検
討
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

百
済
の
仏
教
思
想
や
信
仰
に
関
す
る
研
究
も
深
化
し
た
。
百
済
の
仏
教
信
仰
に
お
い
て
重
要
な
法
華
信
仰
と
弥
勒
信
仰
、
観
音
信
仰
な
ど
に
対
す
る
研
究
と
と

も
に
仏
教
と
政
治
的
動
向
に
つ
い
て
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
３
１

。
最
近
で
は
聖
王
代
か
ら
武
王
代
に
い
た
る
時
期
の
仏
教
教
学
思
想
と
弥
勒
信
仰
の
検
討

を
通
し
て
梁
の
仏
教
学
の
主
流
的
流
れ
で
あ
っ
た
成
実
涅
槃
学
が
百
済
後
期
仏
教
学
の
基
礎
を
な
し
、
五
七
〇
年
頃
中
国
に
留
学
し
た
玄
光
に
よ
っ
て
慧
思
の
弥

勒
信
仰
が
受
容
さ
れ
る
と
と
も
に
よ
り
一
層
活
発
に
な
り
、
七
世
紀
に
再
び
三
論
学
が
受
容
さ
れ
、
弥
勒
信
仰
を
三
論
学
の
立
場
か
ら
哲
学
的
に
解
釈
し
よ
う
と

す
る
流
れ
が
あ
ら
わ
れ
、
三
論
学
と
弥
勒
信
仰
が
結
合
し
た
百
済
の
独
特
な
弥
勒
思
想
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
３
２

。
特
に
『
大
乗
四

論
玄
義
記
』
と
い
う
三
論
学
の
文
献
が
、
七
世
紀
初
め
頃
に
百
済
で
撰
述
さ
れ
た
も
の
と
確
認
さ
れ
、
こ
れ
を
通
じ
て
三
論
学
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
百
済
仏

教
界
の
教
学
の
状
況
も
あ
る
程
度
の
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
３
３

。
し
か
し
、
問
題
は
、
仏
教
思
想
や
信
仰
が
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
発
掘
成
果
や
出
土
遺

物
と
い
か
な
る
関
連
性
を
持
つ
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
後
よ
り
積
極
的
に
解
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

最
近
で
は
百
済
泗
沘
期
の
瓦
当
だ
け
で
な
く
平
瓦
に
関
す
る
研
究
も
相
当
進
展
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
瓦
当
の
文
様
だ
け
で
な
く
製
作
技
法
に
関
す
る
研
究
、

同
笵
品
の
推
定
を
通
し
た
生
産
と
流
通
の
問
題
、
瓦
製
作
の
系
統
に
関
す
る
問
題
、
個
別
寺
院
の
事
例
分
析
な
ど
に
議
論
が
拡
大
し
て
い
る
３
４

。
そ
の
中
で
清

水
昭
博
は
公
州
大
通
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
文
様
と
製
作
技
法
に
注
目
し
、
そ
れ
が
南
朝
に
淵
源
を
も
ち
、
泗
沘
期
初
半
と
日
本
最
初
の
寺
院
で
あ
る
飛
鳥

寺
の
星
組
系
統
の
瓦
当
の
源
流
と
な
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
さ
ら
に
百
済
の
造
瓦
技
術
だ
け
で
な
く
瓦
生
産
体
制
ま
で
も
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
な
ど
こ
の
分
野
の
研
究
を
一
層
深
化
さ
せ
た
３
５

。
こ
う
し
た
研
究
は
韓
国
の
学
界
に
も
影
響
を
与
え
、
扶
余
地
域
の
ど
の
遺
跡
で
製
作
・
使
用
さ
れ

た
瓦
が
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
源
流
に
該
当
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
注
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
３
６

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
視
角
は
日
本
に
お
け
る
初
期
寺
院

の
造
瓦
術
の
源
流
や
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
造
瓦
術
の
伝
播
が
百
済
社
会
内
部
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
つ
い
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て
は
関
心
の
対
象
外
で
あ
っ
た
。
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
の
出
現
過
程
を
、
百
済
地
域
の
瓦
の
展
開
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
な
が
ら
考
究
す
る
視
角
が
共
に
必
要
と
な

る
で
あ
ろ
う
。 

 

（
二
）
研
究
方
法
と
観
点 

植
民
地
期
の
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
百
済
寺
院
に
関
す
る
研
究
は
一
九
四
五
年
以
後
し
ば
ら
く
沈
滞
期
を
経
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
発
掘
調
査

が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
再
度
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
重
要
な
背
景
に
は
扶
余
陵
山
里
寺
址
を
は
じ
め
と
す
る
、
王
興
寺
址
や
益
山
弥
勒
寺
址
な
ど
の
廃
寺

址
に
対
す
る
発
掘
が
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
三
〇
年
代
に
扶
余
軍
守
里
寺
址
の
発
掘
を
通
し
て
扶
余
地
域
の
廃
寺
址
が
世
間

の
耳
目
を
集
め
た
こ
と
と
も
同
様
で
あ
る
。
考
古
学
的
発
掘
に
よ
る
新
資
料
が
こ
の
分
野
の
研
究
を
推
進
さ
せ
る
起
爆
剤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
一
次
的
に
発
掘
調
査
を
通
し
て
新
た
に
知
ら
れ
た
遺
構
や
遺
物
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
し
か
し
、
廃
寺
址
に
対
す
る
発
掘
調
査
の
内
容

は
考
古
学
的
な
視
角
や
方
法
論
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
古
代
東
ア
ジ
ア
仏
教
寺
院
に
関
す
る
研
究
は
、
仏
教
の
教
理
や
思
想
の
伝
播
に
伴
う
多
様

な
人
的
・
物
的
資
源
の
交
流
を
含
む
の
で
、
歴
史
学
や
建
築
史
、
美
術
史
、
仏
教
史
な
ど
多
方
面
の
協
力
な
し
で
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本

稿
で
は
百
済
寺
院
の
特
性
や
そ
の
影
響
を
如
実
に
示
す
と
考
え
ら
れ
る
素
材
を
選
ん
で
こ
れ
を
よ
り
積
極
的
に
利
用
し
て
新
た
な
歴
史
資
料
と
し
て
活
用
し
、
こ

れ
を
百
済
寺
院
や
百
済
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
考
究
し
た
。 

既
存
の
古
代
寺
院
研
究
で
は
、
具
体
的
な
資
料
や
根
拠
を
提
示
し
な
い
ま
ま
研
究
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
学
問
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に

よ
っ
て
分
析
す
る
素
材
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
先
入
観
を
排
除
し
、
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
遺
物
や
遺
跡
と
遺
物
の
関
係
、
遺
跡
相
互

間
の
関
係
な
ど
を
よ
り
一
層
重
要
視
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
美
術
史
研
究
で
こ
れ
ま
で
度
外
視
さ
れ
て
き
た
破
片
と
な
り
形
態
さ
え
分
か
ら
な
い
塑
像
に
つ
い
て

そ
の
製
作
技
法
を
再
検
討
し
、
他
の
遺
跡
の
事
例
と
比
較
し
て
そ
れ
ら
が
奉
安
さ
れ
た
場
所
を
推
定
し
た
。
ま
た
、
判
読
問
題
の
み
に
こ
だ
わ
っ
て
来
た
木
簡
と

い
っ
た
文
字
資
料
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
出
土
し
た
情
況
を
重
視
し
た
。
木
簡
の
記
載
内
容
の
み
な
ら
ず
共
に
出
土
し
た
遺
物
の
様
相
や
遺
跡
全
体

の
状
況
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
。
特
に
こ
れ
ま
で
文
様
の
型
式
分
類
に
の
み
拘
泥
し
て
い
た
瓦
当
に
つ
い
て
製
作
技
法
や
建
物
址
ご
と
の
分
布
様
相
、
需
給
関
係
、
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系
統
関
係
な
ど
に
注
目
し
、
新
た
な
歴
史
資
料
と
し
て
の
活
用
の
可
能
性
を
摸
索
し
た
。 

そ
れ
と
共
に
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
も
東
ア
ジ
ア
各
国
の
資
料
を
幅
広
く
活
用
し
て
寺
院
の
景
観
や
各
建
物
の
機
能
に
つ
い
て
も
新
た
に
再
検
討
し

て
み
た
。
都
城
の
内
外
部
に
散
在
す
る
重
要
な
寺
院
は
、
国
王
が
居
住
す
る
都
城
を
荘
厳
す
る
重
要
な
施
設
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
た
め
、
都
城
プ
ラ
ン
や
景
観
と

い
う
側
面
か
ら
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
型
高
塚
古
墳
の
消
滅
と
仏
教
寺
院
の
始
ま
り
を
同
等
に
考
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
が
３
７

、
両
者
が
一
定
期
間
共
存

し
次
第
に
寺
院
が
古
墳
の
代
わ
り
を
な
す
象
徴
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
東
ア
ジ
ア
三
国
で
ほ
ぼ
共
通
し
た
流
れ
で
あ
る
３
８

。
し
た
が
っ
て
、
寺
院
建
築
の
部

材
で
あ
る
瓦
を
分
析
し
つ
つ
、
そ
れ
が
葺
か
れ
た
建
物
の
建
立
順
序
や
各
建
物
の
性
格
、
そ
の
よ
う
な
寺
院
が
都
城
内
で
占
め
る
位
相
や
象
徴
性
に
つ
い
て
も
注

目
し
た
。
国
王
が
居
住
す
る
都
城
で
瓦
葺
き
の
大
形
建
物
が
整
然
と
配
置
さ
れ
た
寺
院
は
王
宮
や
官
庁
と
と
も
に
王
権
を
象
徴
す
る
最
も
重
要
な
記
念
碑
的
施
設

物
の
一
つ
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

百
済
仏
教
寺
院
の
展
開
過
程
や
特
性
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
史
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
十
分
に
照
明
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
百

済
仏
教
の
受
容
や
展
開
、
新
た
な
文
化
要
素
の
登
場
、
そ
の
伝
播
過
程
に
つ
い
て
中
国
の
み
な
ら
ず
高
句
麗
や
新
羅
、
日
本
の
比
較
資
料
を
積
極
的
に
活
用
し
た
。

た
だ
し
、
仏
教
や
仏
教
寺
院
の
交
流
と
い
う
も
の
が
単
純
な
「
モ
ノ
」
の
移
動
で
な
く
「
ヒ
ト
」
や
「
情
報
」
の
移
動
を
伴
い
、
か
つ
互
恵
的
で
あ
る
た
め
、
そ

れ
を
授
受
す
る
人
々
の
政
治
的
な
立
場
や
技
術
的
な
水
準
の
差
異
に
よ
っ
て
受
容
過
程
に
変
化
が
生
じ
る
点
に
も
注
意
し
た
。 

本
稿
で
は
公
州
大
通
寺
址
や
扶
余
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
と
い
っ
た
事
例
分
析
を
重
要
視
し
、
新
羅
の
興
輪
寺
や
日
本
の
飛
鳥
寺
な
ど
の
初
期
の
寺
院
に
、

具
体
的
に
い
か
な
る
技
術
的
な
要
素
が
百
済
か
ら
伝
授
さ
れ
た
か
を
探
索
す
る
。
た
だ
し
、
百
済
の
い
か
な
る
技
術
が
周
辺
国
家
の
寺
院
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ

れ
る
の
か
と
い
う
側
面
に
注
目
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
技
術
の
伝
授
が
可
能
で
あ
っ
た
百
済
社
会
内
部
の
問
題
に
も
注
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
百
済

の
仏
教
寺
院
が
周
辺
国
家
に
与
え
た
影
響
に
論
及
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
百
済
史
や
百
済
仏
教
寺
院
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
か
ど
う
か
を
重
要

視
し
た
い
の
で
あ
る
。
寺
院
の
造
営
は
古
墳
の
築
造
と
は
異
な
り
、
各
部
門
別
の
技
術
の
相
互
依
存
度
や
提
携
度
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
造
営
の
技
術
を
伝
授
す

る
た
め
に
は
百
済
社
会
内
部
で
そ
れ
に
関
す
る
技
術
が
成
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
組
織
的
で
か
つ
体
系
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
３
９

。
そ
の
た

め
、
百
済
か
ら
新
羅
や
日
本
に
寺
院
造
営
技
術
を
伝
授
す
る
過
程
を
検
討
す
る
の
み
な
ら
ず
百
済
内
部
の
官
営
工
房
シ
ス
テ
ム
や
中
央
行
政
組
織
の
整
備
過
程
の
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問
題
も
共
に
検
討
し
た
。 

本
稿
で
は
古
代
寺
院
に
関
す
る
文
献
史
料
だ
け
で
な
く
発
掘
を
通
し
て
出
土
し
た
資
料
も
あ
わ
せ
て
分
析
し
、
百
済
仏
教
寺
院
の
展
開
過
程
に
お
け
る
百
済
的

な
寺
院
の
特
性
と
形
成
、
そ
し
て
そ
れ
が
周
辺
国
家
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
時
期
的
に
は
百
済
で
最
初
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
た
漢
城
期
か
ら
百
済

滅
亡
期
ま
で
を
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
を
前
後
に
展
開
し
た
仏
教
寺
院
の
様
相
と
そ
の
後
の
変
化
の
過
程
を
中
心
に
考
察
す
る
。

六
世
紀
代
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
仏
教
拡
散
過
程
で
百
済
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
本
稿
で
は
百
済
の
仏
教
寺
院
の
展
開
過
程
に
対
す
る
検
討
を

通
し
て
、
百
済
寺
院
の
特
性
を
把
握
し
、
そ
れ
が
新
羅
や
日
本
な
ど
周
辺
国
家
に
ど
の
よ
う
に
波
及
し
た
か
を
推
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
役
割
と
位
相
を

照
明
す
る
こ
と
に
最
も
重
要
な
目
的
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
南
朝
と
百
済
、
百
済
と
新
羅
、
百
済
と
日
本
と
い
う
仏
教
文
化
の
伝
播
ル
ー
ト
や
パ
タ
ー
ン
を
歴
史
考

古
学
的
な
観
点
か
ら
新
た
に
眺
望
し
つ
つ
、
そ
の
中
で
百
済
寺
院
の
内
在
的
な
発
展
過
程
や
固
有
の
特
性
を
見
出
し
、
百
済
の
主
導
的
な
役
割
を
示
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
通
し
て
、
古
代
東
ア
ジ
ア
の
対
外
交
渉
に
お
い
て
百
済
が
有
し
た
位
相
と
百
済
の
対
外
交
渉
に
お
い
て
仏
教
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も

あ
る
程
度
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

二
．
本
文
の
構
成 

本
稿
は
二
部
六
章
と
、
補
論
か
ら
な
る
。 

第
一
部
で
は
漢
城
期
の
仏
教
受
容
か
ら
百
済
滅
亡
期
ま
で
の
百
済
寺
院
の
展
開
過
程
を
検
討
し
、
百
済
的
な
仏
教
寺
院
の
特
性
の
形
成
過
程
を
整
理
す
る
。 

第
一
章
で
は
漢
城
期
と
熊
津
期
の
仏
教
受
容
過
程
と
仏
教
関
連
遺
物
を
検
討
し
初
期
寺
院
の
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
節
で
は
漢
城
期
の
仏
教
受
容
関
連

の
文
献
史
料
と
仏
教
関
連
遺
物
を
検
討
し
、
漢
城
期
の
仏
教
伝
来
説
が
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
節
で
は
寺
院
の
重
要
な
建
築
部

材
の
一
つ
で
あ
る
瓦
当
の
分
析
を
通
し
て
、
熊
津
期
の
寺
院
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
系
統
問
題
を
検
討
し
た
。
百
済
の
本
格
的
な
伽
藍
と
い
え
る
大
通
寺

の
建
設
を
通
じ
て
製
作
し
た
い
わ
ゆ
る
大
通
寺
式
瓦
当
は
、
梁
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
、
泗
沘
遷
都(

五
三
八
年)

以
後
最
も
重
要
な
笵
型
と
な
る
。
こ
の
よ
う

な
大
通
寺
式
瓦
当
の
成
立
に
は
百
済
の
官
営
造
瓦
工
房
の
成
立
過
程
と
い
う
問
題
も
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
共
に
検
討
し
た
。  
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第
二
章
で
は
泗
沘
都
城
の
中
心
部
に
建
立
さ
れ
た
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
遺
物
と
伽
藍
配
置
の
特
徴
を
分
析
し
、
百
済
式
寺
院
の
成
立
過
程
と
泗
沘
都
城
に

お
い
て
定
林
寺
址
が
持
つ
位
相
を
考
察
し
た
。
第
一
節
で
は
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
多
量
の
塑
像
に
つ
い
て
、
塑
像
自
体
に
対
す
る
分
析
の
み
な
ら
ず
、
共
伴
遺
物

や
文
献
記
録
、
他
国
の
類
似
事
例
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
製
作
技
法
と
製
作
時
期
、
奉
安
場
所
、
系
統
の
問
題
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
近
年
の
発
掘
調
査
を
通
し

て
新
た
に
分
か
っ
た
建
物
址
の
遺
構
配
置
状
況
を
再
検
討
し
た
。
そ
の
中
で
も
泗
沘
遷
都
以
後
、
最
初
に
建
立
さ
れ
た
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
が
持
つ
特
徴
を
明

ら
か
に
し
、
百
済
式
寺
院
の
成
立
過
程
を
説
明
し
た
。
第
二
節
で
は
、
泗
沘
都
城
内
部
で
発
見
さ
れ
た
道
路
遺
跡
の
開
設
時
期
と
木
簡
や
文
字
瓦
、
地
籍
図
な
ど

の
分
析
を
通
し
て
泗
沘
期
の
王
宮
区
域
を
設
定
し
た
後
、
泗
沘
期
の
王
宮
と
定
林
寺
址
が
非
常
に
有
機
的
な
関
係
を
持
っ
て
意
図
的
に
配
置
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
都
城
内
の
中
心
的
な
寺
院
と
し
て
定
林
寺
址
の
地
位
を
再
確
認
し
、
泗
沘
遷
都
以
降
、 

定
林
寺
址
が
新
都
の
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
三
章
で
は
泗
沘
期
の
王
陵
群
で
あ
る
扶
余
陵
山
里
古
墳
群
に
連
接
し
て
建
立
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
の
性
格
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
陵
山
里
寺
址
の
中
門
址
南

側
で
は
多
量
の
木
簡
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
未
だ
定
説
に
至
っ
て
い
な
い
部
分
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
節
で
は
木
簡
の
記
載
内
容
の

み
な
ら
ず
出
土
情
況
を
再
検
討
し
て
陵
山
里
木
簡
の
使
用
お
よ
び
廃
棄
時
点
を
把
握
し
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
も
新
た
に
検
証
し
た
。
こ
れ
を
通
し
て
陵
山
里
木

簡
は
北
側
に
あ
っ
た
寺
院
の
造
営
や
運
営
と
密
接
な
関
連
を
有
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
節
と
第
三
節
で
は
伽
藍
中
心
部
か
ら
出
土
し
た
五
〇
〇
点
余
り
の

瓦
当
の
型
式
分
類
と
相
対
編
年
、
分
布
様
相
を
分
析
し
て
主
要
建
物
の
建
立
順
序
を
よ
り
詳
細
に
推
定
し
た
。
陵
山
里
寺
址
の
初
期
の
段
階
で
は
、
講
堂
を
中
心

に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
、
若
干
木
塔
や
金
堂
に
先
ん
じ
て
建
立
さ
れ
る
特
異
な
現
状
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
伽
藍
中
心
部
の
変
遷
過
程
を
第
一
節
で
分

析
し
た
陵
山
里
木
簡
の
記
載
内
容
と
関
連
づ
け
る
と
、
初
期
の
建
物
址
群
が
機
能
し
た
段
階
と
木
塔
な
ど
が
建
立
さ
れ
寺
院
と
し
て
機
能
し
た
段
階
の
性
格
が
、

若
干
異
な
る
可
能
性
が
み
え
て
く
る
。
中
国
や
高
句
麗
の
事
例
を
参
考
に
そ
の
性
格
や
機
能
の
問
題
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
。 

第
四
章
で
は
泗
沘
遷
都
以
後
に
展
開
し
た
百
済
寺
院
の
様
々
な
様
相
に
つ
い
て
伽
藍
配
置
と
塑
像
を
中
心
に
検
討
し
た
。
第
一
節
で
は
泗
沘
遷
都
以
後
最
初
に

造
営
さ
れ
た
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
が
六
世
紀
後
半
の
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
、
七
世
紀
前
半
の
弥
勒
寺
址
を
建
立
し
つ
つ
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て

い
っ
た
の
か
を
把
握
し
、
変
化
の
様
相
や
影
響
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。
第
二
節
で
は
百
済
故
地
の
寺
院
や
窯
址
で
出
土
し
た
塑
像
を
集
大
成
し
、
そ
の
製
作
技
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法
と
奉
安
場
所
、
技
術
系
統
を
分
析
し
、
そ
れ
が
高
句
麗
や
新
羅
、
日
本
で
出
土
し
た
塑
像
と
い
か
な
る
関
連
性
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
調
べ
た
。 

第
二
部
は
百
済
の
仏
教
寺
院
や
技
術
が
新
羅
や
日
本
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 

第
五
章
で
は
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
址
で
出
土
し
た
瓦
を
中
心
に
そ
こ
に
見
ら
れ
る
百
済
の
造
瓦
術
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
新
羅
で
は
六
世

紀
前
半
に
百
済
系
造
瓦
術
の
影
響
を
受
け
て
瓦
を
生
産
し
た
こ
と
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
百
済
系
造
瓦
術
の
段
階
別
導
入
過
程
に
つ
い
て
は
適
切
な

編
年
資
料
が
な
く
不
明
確
な
点
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
興
輪
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
や
平
瓦
の
分
析
を
通
し
て
そ
れ
が
南
朝-

百
済
系
、
特
に
熊
津
期
の
百

済
瓦
が
直
接
的
な
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
を
確
認
し
た
。
い
わ
ゆ
る
興
輪
寺
式
瓦
当
と
呼
ば
れ
る
こ
の
瓦
は
新
羅
の
初
期
仏
教
受
容
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
百
済
の
影
響
を
、
実
物
か
ら
確
認
で
き
た
と
い
う
点
で
一
定
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

第
六
章
で
は
百
済
の
仏
教
寺
院
や
造
瓦
術
が
飛
鳥
寺
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
初
期
寺
院
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
一
章
で
は
飛
鳥
寺
三
金
堂

の
高
句
麗
起
源
説
を
否
定
し
て
百
済
起
源
説
を
提
示
し
た
。
六
世
紀
代
の
百
済
で
は
、
多
方
面
に
お
い
て
高
句
麗
系
の
文
化
要
素
が
確
認
さ
れ
、
特
に
王
陵
群
で

あ
る
陵
山
里
古
墳
群
に
は
高
句
麗
系
の
古
墳
壁
画
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
高
句
麗
の
寺
院
文
化
が
日
本
の
飛
鳥
寺
に
直
接
伝
来
し
た
の
で
は
な
く
、
百

済
を
経
由
し
て
、
百
済
文
化
の
一
部
と
し
て
伝
播
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
六
世
紀
中
後
半
の
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
で
は
回
廊
の
外
郭
に
新
た
な
性
格
の

建
物
を
築
造
す
る
な
ど
、
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
と
い
う
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
は
異
な
る
新
要
素
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
出
現
背
景

と
し
て
、
中
国
の
多
院
式
寺
院
や
高
句
麗
寺
院
の
影
響
に
注
目
し
、
上
記
の
分
析
と
当
時
の
文
献
記
録
を
総
合
し
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
を
は
じ
め
と
し
た
寺
院
の

造
営
は
百
済
に
お
い
て
組
織
・
派
遣
さ
れ
た
臨
時
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
総
合
的
に
企
画
・
実
施
さ
れ
た
可
能
性
を
提
起
し
た
。
一
方
、
日
本
の

初
期
寺
院
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
と
類
似
す
る
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
百
済
の
そ
れ
と
で

は
、
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
既
存
の
発
掘
図
面
を
再
検
討
し
、
大
阪
の
四
天
王
寺
や
新
堂
廃
寺
の
事
例
を
通
し
て
、
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
も

百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
と
非
常
に
類
似
す
る
形
態
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
二
節
で
は
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
の
製
作
の
た
め
に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
瓦
博
士
の
性
格
を
検
討
し
た
。
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
は
花
組
系
列
と
星
組
系
列
に
大
別

さ
れ
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
そ
の
よ
う
な
笵
型
が
百
済
の
ど
こ
に
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
主
な
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
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百
済
泗
沘
期
の
瓦
当
を
寺
院
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
と
王
宮
区
域
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
に
大
別
し
た
後
、
そ
の
展
開
過
程
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
泗

沘
期
の
瓦
当
は
新
し
い
寺
院
が
創
建
さ
れ
る
時
に
必
ず
新
し
い
創
建
瓦
を
製
作
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
王
宮
の
場
合
は
特
定
文
様
の
瓦
当
が
持
続
的

に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
飛
鳥
寺
の
花
組
や
星
組
と
い
っ
た
文
様
が
選
択
さ
れ
た
背
景
を
あ
る
程
度
推
定
し
た
。
ま
た
、

飛
鳥
寺
に
派
遣
さ
れ
た
百
済
の
瓦
博
士
は
王
宮
や
寺
院
の
瓦
を
供
給
し
た
技
術
系
官
僚
で
あ
り
実
務
責
任
者
と
し
て
国
家
が
組
織
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の

一
員
と
い
う
こ
と
も
あ
わ
せ
て
説
明
し
た
。 

補
論
で
は
植
民
地
期
に
行
な
わ
れ
た
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
事
業
の
展
開
過
程
を
論
じ
た
。
百
済
寺
院
の
研
究
は
、
植
民
地
期
に
始
ま
る
が
、
重
要
な

遺
跡
の
大
部
分
が
こ
の
時
期
に
初
め
て
発
掘
さ
れ
、
そ
の
後
の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
現
在
で
も
こ
の
分
野
を
研
究
す
る
一
次
資
料
と
な
っ
て
い

る
。
植
民
地
期
に
百
済
故
地
で
行
わ
れ
た
古
蹟
調
査
事
業
は
大
き
く
四
時
期
に
区
分
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
第
四
期
の
扶
余
軍
守
里
寺
址
を
嚆
矢
と
す
る
廃
寺
址

調
査
が
実
施
さ
れ
た
背
景
に
注
目
し
た
。
こ
の
時
期
に
慶
州
や
平
壌
の
古
墳
を
中
心
と
し
た
古
蹟
調
査
事
業
が
扶
余
の
廃
寺
址
に
対
す
る
調
査
に
転
換
し
た
背
景

と
し
て
、
飛
鳥
文
化
の
源
流
の
解
明
と
い
う
日
本
学
界
の
要
求
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
百
済
寺
院
に
対
す
る
他
者
化
し
た
視
角(

外
在
的
問

題
意
識)

が
戦
後
も
続
い
て
い
た
こ
と
を
批
判
的
に
検
討
し
た
。  

百
済
の
仏
教
寺
院
は
中
国
の
南
朝
や
北
朝
だ
け
で
な
く
高
句
麗
の
影
響
も
受
け
て
お
り
、
百
済
は
そ
れ
を
日
本
だ
け
で
な
く
新
羅
に
も
伝
授
し
た
。
新
羅
で
は

百
済
の
み
な
ら
ず
高
句
麗
を
通
し
て
も
仏
教
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
六
世
紀
代
の
韓
半
島
は
「
仏
教
」
を
媒
介
と
し
て
一
つ
の
文
化
共
同
体

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
高
句
麗
と
百
済
、
新
羅
は
政
治
・
軍
事
的
な
対
決
構
図
の
中
で
も
多
様
な
方
面
の
文
化
交
流
を
通
し
て
中
国
や
日
本
と
は
異

な
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
仏
教
や
仏
教
寺
院
は
思
想
体
系
だ
け
で
な
く
、
技
術
文
明
の
共
有
と
い
う
側
面
で
も
大
き
く
寄

与
し
た
と
い
え
る
４
０

。
さ
ら
に
百
済
滅
亡
後
に
は
大
多
数
の
住
民
た
ち
が
統
一
新
羅
の
体
制
内
に
吸
収
さ
れ
て
統
一
新
羅
の
文
化
を
形
成
す
る
の
に
貢
献
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
百
済
の
仏
教
寺
院
の
研
究
は
東
ア
ジ
ア
の
交
流
史
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
韓
国
古
代
史
の
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
持

つ
。 日

本
の
初
期
寺
院
は
百
済
寺
院
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
展
開
し
、
こ
の
分
野
の
研
究
は
植
民
地
期
の
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
ま
ず
始
め
ら
れ
た
。
一
九
四
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五
年
以
後
に
も
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
重
要
な
視
角
や
方
法
論
が
提
示
さ
れ
た
。
筆
者
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
の
研
究
者
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
を
通
し

て
多
く
の
学
術
的
成
果
を
得
た
り
問
題
意
識
が
触
発
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
稿
は
韓
国
人
研
究
者
の
立
場
か
ら
百
済
史
に
お
け
る
百
済
寺
院
の
展
開
過

程
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
日
本
人
研
究
者
を
重
要
な
読
者
と
考
え
て
い
る
。
百
済
仏
教
文
化
の
特
性
や
飛
鳥
寺
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
の
初
期
寺
院
の
問
題
は
、
東
ア
ジ
ア
史
と
い
う
大
き
な
視
角
か
ら
両
国
の
研
究
者
が
共
に
討
論
し
、
意
志
疎
通
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確

に
理
解
で
き
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
本
稿
が
こ
の
分
野
を
研
究
す
る
両
国
の
研
究
者
と
問
題
意
識
を
共
有
し
、
学
際
的
研
究
や
比
較
史
的
研
究
を
遂
行
す
る

う
え
で
少
し
で
も
寄
与
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。 

 

                                        

  

 

１ 

大
橋
一
章
「
中
国
仏
教
美
術
の
受
容
」(
『
奈
良
美
術
成
立
史
論
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年)

。 

２ 

李
成
市
『
東
ア
ジ
ア
文
化
圈
の
形
成
』(

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

３ 

梁
武
帝
の
崇
仏
活
動
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

森
三
樹
三
郞
『
梁
武
帝-

仏
教
王
朝
の
悲
劇
』(

平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
六
年)

。 

諏
訪
義
純
『
中
国
南
朝
仏
教
史
の
研
究
』(

法
蔵
館
、
一
九
九
七
年)

。 

梁
銀
景
「
梁
武
帝
時
期
仏
教
寺
刹
、
仏
教
彫
刻
と
社
会
変
化
」(

『
美
術
史
学
』
二
三
、
二
〇
〇
九
年)

。  

蘇
賢
淑
「
梁
武
帝
の
仏
教
政
策｣

(

『
仏
教
学
報
』
五
四
、
二
〇
一
〇
年)
。 

４ 

河
上
麻
由
子
『
古
代
ア
ジ
ア
世
界
の
対
外
交
渉
と
仏
教
』(

山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年)

。 

５ 

百
済
が
日
本
の
み
な
ら
ず
、
新
羅
の
初
期
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
研
究
と
し
て
は
、
次
の
論
文
が
注
目
さ
れ
る
。 

薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
と
受
容｣(

『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
二
二
、
一
九
八
九
年)

。 

崔
鈆
植
「
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
地
域
の
仏
教
拡
散
過
程
に
対
す
る
再
検
討｣(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
一
三
、
二
〇
一
一
年)

。  
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６ 
関
野
貞
『
瓦-

考
古
学
講
座
』(

雄
山
閣
、
一
九
二
八
年)

。 

７ 

藤
島
亥
治
郞
「
朝
鮮
建
築
史
論-

其
三
」(

『
建
築
雑
誌
』
二
、
一
九
三
〇
年) ; 

『
朝
鮮
建
築
史
論
』(

一
九
六
九
年)

。 

８ 

石
田
茂
作
「
百
済
寺
院
と
法
隆
寺
」(

『
朝
鮮
学
報
』
五
、
一
九
五
三
年) ; 

『
法
隆
寺
雑
記
帖
』(

学
生
社
、
一
九
六
九
年)

。 

９ 

関
野
貞
「
塼
か
ら
見
た
る
百
済
と
支
那
南
北
朝
特
に
梁
と
の
文
化
関
係
」(

『
宝
雲
』
一
〇
、
一
九
三
四
年
九
月)) ; 

『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

岩
波
書
店
、
一
九 

四
一
年
、
四
八
九
～
四
九
〇
頁)

。 

１
０ 

藤
澤
一
夫
「
日
鮮
古
代
屋
瓦
の
系
譜
」(

『
世
界
美
術
全
集
』
二
、
角
川
書
店
、
一
九
六
一
年)

。 

１
１ 

一
九
九
〇
年
代
以
前
の
韓
半
島
の
寺
院
址
に
関
す
る
発
掘
年
表
は
次
に
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
が
参
考
と
な
る
。  

張
慶
浩
「
韓
国
古
代
寺
院
跡
の
発
掘｣

(
『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
一
九
九
三
年
、
三
一
～
四
二
頁)

。 

１
２ 

秦
弘
燮
「
百
済
寺
院
の
伽
藍
制
度
」(

『
百
済
研
究
』
二
、
一
九
七
一
年) ; 

『
古
代
を
考
え
る
五-

古
代
の
日
本
と
朝
鮮Ⅰ

』(

古
代
を
考
え
る
会
、
一
九
七
六
年)

。 

藤
澤
一
夫
「
古
代
寺
院
の
遺
構
に
見
る
韓
日
の
関
係
」(

『
ア
ジ
ア
文
化
』
八-

二
、
一
九
七
一
年)

。 

金
正
基
「
韓
国
の
寺
院
遺
跡
に
つ
い
て
」(

『
仏
教
芸
術
』
八
三
、
一
九
七
一
年)

。 

大
川
清
編
『
百
済
の
考
古
学
』(

雄
山
閣
、
一
九
七
二
年)
。 

北
野
耕
平
「
百
済
時
代
寺
院
址
の
分
布
と
立
地｣(

『
百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』
、
黃
寿
永
・
田
村
圓
澄
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

。 

１
３ 

こ
れ
ま
で
百
済
の
廃
寺
址
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
公
州
地
域
の
主
要
寺
院
は
全
て
統
一
新
羅
時
代
に
属
す
る
と
い
う
。 

趙
源
昌
「
公
州
地
域
寺
址
研
究-

伝
百
済
寺
址
を
中
心
に
」(

『
百
済
文
化
』
二
八
、
一
九
九
九
年)

。 

１
４ 

金
正
基
「
韓
国
の
寺
院
遺
跡
に
つ
い
て
」(

『
仏
教
芸
術
』
八
三
、
一
九
七
一
年
、
八
四
頁)

。 

１
５ 

朴
容
塡
「
百
済
瓦
当
の
体
系
的
分
類-

軒
丸
瓦
を
中
心
に
」(

『
百
済
文
化
』
九
、
一
九
七
六
年) ; 

『
百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』(

前
掲
書)

。 

１
６ 

大
西
修
也
「
百
済
の
石
仏
坐
像-

蓮
洞
里
石
造
如
来
像
を
め
ぐ
っ
て-

」(

『
仏
教
芸
術
』
一
〇
七
、
一
九
七
六
年)

。 

大
西
修
也
「
百
済
仏
立
像
と
一
光
三
尊
形
式
」
（
『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
三
一
五
、
一
九
七
七
年)
。
二
編
と
も
『
日
韓
古
代
彫
刻
史
論
』(

中
国
書
店
、
二
〇
〇
二
年
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に
再
収
録)

。 

１
７ 

吉
村
怜
「
百
済
武
寧
王
妃
木
枕
に
画
か
れ
た
仏
教
図
像
に
つ
い
て
」(

『
美
術
史
研
究
』
一
四
、
一
九
七
七 

年) 
; 

『
中
国
仏
教
図
像
の
研
究
』(

東
方
書
店
、
一

九
八
三
年)
。 

１
８ 

文
化
財
管
理
局
『
百
済
古
都
文
化
圈
文
化
遺
跡
整
備
計
画(

案)

』(

一
九
七
九
年)

。 

１
９ 

当
時
の
調
査
成
果
は
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
次
の
論
考
を
通
し
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
。  

張
慶
浩
「
弥
勒
寺
跡
の
発
掘
」
（
『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
一
九
九
三
年)

。 

申
光
燮
・
洪
性
彬
「
扶
蘇
山
廃
寺
跡
の
発
掘
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
一
九
九
三
年)

。 

崔
孟
植
・
尹
根
一
「
王
宮
里
廃
寺
跡
の
発
掘
」
（
『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
一
九
九
三
年)

。 

金
正
基
「
韓
国
か
ら
見
た
日
本
古
代
寺
院
跡
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
九
、
一
九
九
三
年)

。 

２
０ 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
忠
南
大
学
校
博
物
館
、
一
九
八
一
年
、
六
八
頁)

。 

２
１ 

金
正
基
「
弥
勒
寺
塔
と
定
林
寺
塔-

建
立
時
期
の
先
後
に
関
し
て-

」(

『
考
古
美
術
』
一
六
四
、
一
九
八
四
年
、
二
～
八
頁)

。  

２
２ 

李
炳
鎬
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
技
法
と
奉
安
場
所
」
（
『
美
術
資
料
』
七
二
・
七
三
合
集
、
二
〇
〇
五
年)

。 

李
炳
鎬
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
時
期
と
系
統
」(
『
美
術
資
料
』
七
四
、
二
〇
〇
六
年)

。 

２
３ 

国
立
文
化
財
研
究
所
『
全
国
文
化
遺
跡
発
掘
調
査
年
表-

増
補
版Ⅱ

』(
二
〇
〇
一
年)

。 

２
４ 

亀
田
修
一
「
百
済
古
瓦
考
」(

『
百
済
研
究
』
一
二
、
一
九
八
一
年) ; 

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六)

。 

徐
五
善
「
韓
国
平
瓦
文
様
の
時
代
的
変
遷
に
対
す
る
研
究｣(

忠
南
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
一
九
八
五
年)

。 

２
５ 

金
理
那
「
三
国
時
代
の
捧
持
宝
珠
形
菩
薩
立
像
研
究
」(

『
美
術
資
料
』
三
七
、
一
九
八
五
年) ; 

『
韓
国
古
代
仏
教
彫
刻
史
研
究
』(

一
潮
閣
、
一
九
八
九
年)

。 

大
西
修
也
「
百
済
半
跏
像
の
系
譜
に
つ
い
て
」(

『
仏
教
芸
術
』
一
五
八
、
一
九
八
五
年) ; 
『
日
韓
古
代
彫
刻
史
論
』(

前
掲
書)

。 

２
６ 

扶
余
地
域
を
中
心
に
し
た
百
済
廃
寺
址
に
関
す
る
基
礎
資
料
と
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
次
の
文
献
が
参
考
と
な
る
。 
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国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
廃
寺
址-

学
術
調
査
報
告
書
』
（
二
〇
〇
八
年)

。 
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
韓
中
日
古
代
寺
址
比
較
研
究(Ⅰ

)-

木
塔
址
編
』
（
二
〇
〇
九
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
韓
中
日
古
代
寺
址
比
較
研
究(Ⅱ

)-

金
堂
址
編
』(

二
〇
一
〇
年)

。 

２
７ 

李
王
基
『
百
済
寺
刹
建
築
の
造
形
と
技
術
』
（
周
留
城
、
二
〇
〇
六
年)

。 

韓
郁
「
遺
構
を
通
し
た
六
・
七
世
紀
百
済
伽
藍
建
物
の
復
原
的
研
究｣(

弘
益
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
八
年)

。 

卓
京
柏
「
百
済
泗
沘
期
仏
塔
の
造
形
技
術
研
究｣

（
明
知
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
〇
年)

。 

趙
恩
慶
「
弥
勒
寺
址
石
塔
の
構
造
体
系
と
築
造
解
釈｣(

弘
益
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
一
年)

。 

２
８ 

鄭
子
英
「
六
～
七
世
紀
百
済
寺
刹
内
講
堂
左
右
建
物
址
の
変
遷
過
程
考
察
」(

『
建
築
歴
史
研
究
』
七
三
、
二
〇
一
〇
年)

。 

金
洛
中
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
と
造
営
の
特
徴｣(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
四
、
二
〇
一
一
年)

。  

閔
庚
仙
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
変
化
様
相
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
古
文
化
』
七
八
、
二
〇
一
一
年)

。 

鄭
子
英
「
扶
余
定
林
寺
址
伽
藍
配
置
と
編
年
的
検
討
」(
『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
六
、
二
〇
一
二
年)

。 

金
洛
中
「
百
済
定
林
寺
の
創
建
年
代｣

(

『
文
化
財
』
四
五-
四
、
二
〇
一
二
年)

。 

２
９ 

郭
東
錫
「
百
済
泗
沘
期
仏
像
の
特
徴
と
日
本
の
飛
鳥
彫
刻
と
の
関
係
」(

『
百
済
泗
沘
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

。 

金
理
那
「
七
世
紀
百
済
の
仏
教
彫
刻
」(

『
百
済
の
美
術
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
四
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年)

。 

３
０ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
王
興
寺
址
出
土
舍
利
器
の
意
味
』(

二
〇
〇
八
年)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
古
代
東
ア
ジ
ア
上
の
百
済
金
属
工
芸
』(

香
炉
発
掘
一
五
周
年
記
念
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
二
〇
〇
八
年)

。 

鈴
木
靜
民
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

。  

国
立
文
化
財
研
究
所
『
百
済
仏
教
文
化
の
宝
庫
、
弥
勒
寺
』(

国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
、
二
〇
一
〇
年)

。 

３
１ 

趙
景
徹
「
百
済
仏
教
史
の
展
開
と
政
治
変
動｣(

韓
国
学
中
央
研
究
院
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
六
年)

。 
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吉
基
泰
『
百
済
泗
沘
時
代
の
仏
教
信
仰
研
究
』(

書
景
、
二
〇
〇
六
年)

。 
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
編
『
百
済
の
祭
儀
と
宗
教
』(

百
済
文
化
史
大
系
一
三
、
二
〇
〇
七
年)

。 

３
２ 

崔
鈆
植
「
百
済
後
期
弥
勒
思
想
の
展
開
過
程
と
特
性｣

（
『
韓
国
思
想
史
学
』
三
七
、
二
〇
一
一
年)

。 

３
３ 

崔
鈆
植
「
百
済
撰
述
文
献
と
し
て
の
『
大
乗
四
論
玄
義
記
』｣(

『
韓
国
史
研
究
』
一
三
六
、
二
〇
〇
七
年)

。 

崔
鈆
植
「
『
大
乗
四
論
玄
義
記
』
百
済
撰
述
再
論｣(

『
韓
国
史
研
究
』
一
三
八
、
二
〇
〇
七
年)

。 

３
４ 

成
正
鏞
「
瓦
」(

『
聖
住
寺
』
、
忠
南
大
博
物
館
、
一
九
九
八
年)

。 

崔
孟
植
『
百
済
平
瓦
新
研
究
』(
学
研
文
化
社
、
一
九
九
九
年)

。 

金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
文
様
の
形
式
と
年
代
観｣(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅱ

、
二
〇
〇
〇
年)

。 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年)

。 

３
５ 

清
水
昭
博
『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』
（
清
文
堂
、
二
〇
一
二
年)

。 

３
６ 

趙
源
昌
『
百
済
建
築
技
術
の
対
日
伝
播
』(

書
景
、
二
〇
〇
四
年)

。 

李
タ
ウ
ン
「
百
済
瓦
博
士
考
」(

『
湖
南
考
古
学
報
』
二
十
、
二
〇
〇
四
年)

。 

３
７ 

白
石
太
一
郞
「
古
墳
の
終
末
と
寺
院
造
営
の
始
ま
り｣(

『
河
内
古
代
寺
院
巡
礼
』
、
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
、
八
四
～
九
一
頁)

。 

３
８ 

そ
の
中
で
も
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
塔
を
重
視
し
、
日
本
の
初
期
寺
院
の
感
覚
的
側
面
を
強
調
し
た
見
解
が
あ
り
参
考
と
な
る
。 

本
郷
真
紹
「
古
代
寺
院
の
機
能
」(

『
律
令
国
家
仏
教
の
研
究
』
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
、
五
～
十
三
頁)

。 

３
９ 

東
ア
ジ
ア
三
国
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
過
程
を
現
代
の
原
子
力
の
発
展
で
比
喩
し
た
石
井
公
成
の
見
解
は
傾
聴
す
る
に
値
す
る(

石
井
公
成
「
仏
教
受
容
期
の
国
家

と
仏
教
」(

『
東
ア
ジ
ア
社
会
と
仏
教
文
化
』
、
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
、
六
八
～
七
一
頁
。)

。
原
子
力
発
電
は
先
進
国
の
み
が
持
つ
先
進
技
術
で
あ
り
、
国
家

の
発
展
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
容
す
る
の
か
否
か
を
巡
っ
て
多
く
の
衝
突
と
論
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
を
受
容
し
た
後
に
も
多
様
な
問
題

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
を
公
伝
す
る
こ
と
は
当
時
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
先
進
技
術
を
供
与
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
あ
る
一
つ
の
国
家
か
ら
他
の
国
家
に
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仏
像
や
経
典
、
僧
侶
な
ど
を
送
る
場
合
、
そ
れ
を
維
持
・
持
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
は
極
め
て
政
治
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
仏

教
を
正
式
に
伝
え
た
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
活
動
で
き
る
時
ま
で
僧
侶
の
派
遣
や
留
学
僧
の
受
容
な
ど
そ
の
他
の
方
面
の
協
力
を

約
束
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
教
と
関
連
し
た
援
助
を
通
し
て
相
互
持
続
的
な
友
好
関
係
が
維
持
さ
れ
、
周
辺
国
に
も
こ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

こ
の
よ
う
に
仏
教
公
伝
や
仏
教
寺
院
の
建
立
は
そ
れ
を
伝
授
し
た
側
や
受
け
手
と
も
に
複
雑
な
事
情
が
内
包
さ
れ
た
極
め
て
複
合
的
な
政
治
的
・
外
交
的
行
為
と

い
え
る
の
で
あ
る
。 

４
０ 

七
世
紀
代
の
中
国
の
史
書
で
は
三
国
を
三
韓
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
韓
半
島
の
三
国
が
中
国
や
日
本
と
は
異
な
る
と
い
う
認
識
を
反
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
六

～
七
世
紀
代
の
高
句
麗
と
百
済
、
新
羅
の
仏
教
を
通
し
た
文
化
交
流
は
そ
う
し
た
点
で
韓
半
島
の
古
代
国
家
が
中
国
や
日
本
と
異
な
る
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
共
有
し
、
認
識
さ
せ
る
う
え
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
次
の
論
考
に
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。 

盧
泰
敦
「
三
韓
に
対
す
る
認
識
の
変
遷｣

(
『
韓
国
史
研
究
』
三
八
、
一
九
八
二
年) 

; 

『
韓
国
史
を
通
し
て
み
た
我
々
と
世
界
に
対
す
る
認
識
』(

プ
ル
ビ
ッ
、
一

九
九
八
年
に
再
収
録)

。 
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第
一
部 

百
済
式
寺
院
の
成
立
と
展
開 
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第
一
章 

百
済
の
仏
教
受
容
と
初
期
寺
院 

 

は
じ
め
に 

百
済
の
仏
教
寺
院
に
関
す
る
研
究
は
、
泗
沘
期
の
遺
跡
が
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
漢
城
・
熊
津
期
の
仏
教
寺
院
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料
か
ら
そ

の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
実
際
に
確
認
さ
れ
た
遺
跡
が
皆
無
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
枕
流
王
代
の
百
済
仏
教
伝
来
説
に
否
定
的
な
見
解
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
韓
国
の
学
界
で
は
、
仏
教
寺
院
の
存
在
を
史
実

と
し
て
認
め
る
見
解
が
よ
り
優
勢
で
あ
る
。
本
稿
も
こ
の
立
場
か
ら
枕
流
王
代
の
仏
教
受
容
の
様
相
と
そ
れ
以
後
の
推
移
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

ま
ず
第
一
節
で
は
、
枕
流
王
代
の
仏
教
受
容
と
仏
寺
の
建
立
に
対
す
る
文
献
記
録
、
ま
た
漢
城
期
の
百
済
地
域
か
ら
出
土
し
た
仏
教
的
要
素
が
見
ら
れ
る
遺
物

を
整
理
す
る
。
第
二
節
で
は
熊
津
期
の
寺
院
の
う
ち
、
本
格
的
な
仏
教
寺
院
と
い
え
る
公
州
大
通
寺
址
を
中
心
に
、
創
建
前
後
の
時
期
に
お
け
る
瓦
当
の
様
相
と

そ
の
系
統
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
熊
津
期
の
寺
院
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

第
一
節 

漢
城
期
百
済
の
仏
教
受
容 

 (

一)
 

枕
流
王
代
の
仏
教
受
容
と
仏
寺
の
建
立 

百
済
に
仏
教
が
初
め
て
伝
わ
っ
た
の
は
枕
流
王
元
年(

三
八
四)

で
あ
り
、
関
連
記
録
を
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

史
料
一-

一: 

秋
七
月
、
遣
使
入
晋
朝
貢
。
九
月
、
胡
僧
摩
羅
難
陀
自
晋
至
、
王
迎
致
宮
内
礼
敬
焉
、
仏
法
始
於
次
。(

『
三
国
史
記
』
巻
二
四 

百
済
本
紀 

第
二 

枕
流
王 

即
位
年
条)

 
  

史
料
一-

二: 

二
年 

春
二
月
、
創
仏
寺
於
漢
山
、
度
僧
十
人
。(

『
三
国
史
記
』
巻
二
四 

百
済
本
紀 

第
二 

枕
流
王 

二
年
条)  
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史
料
一-

三: 

百
済
本
記
云
、
第
十
五(

僧
伝
云
十
四
誤)

枕
流
王
卽
位
甲
申(

東
晋
孝
武
帝
大
元
九
年)

、
胡
僧
摩
羅
難
至
自
晋
、
迎
置
宮
中
礼
敬
。
明
年
乙
酉
、
創

仏
寺
於
新
都
漢
山
州
、
度
僧
十
人
、
此
百
済
仏
法
之
始
。
又
阿
莘
王
卽
位
大
元
十
七
年
二
月
、
下
教
崇
信
仏
法
求
福
。
摩
羅
難
陀
、
訳
云
童
学
。(

其
異
迹
詳
見
僧

伝) 
(

『
三
国
遺
事
』
巻
三 

興
法 

摩
羅
難
陀
条) 

 

百
済
か
ら
は
三
八
四
年
七
月
に
東
晋
に
使
臣
を
送
り
、
二
ヶ
月
後
に
東
晋
か
ら
は
胡
僧
摩
羅
難
陀
を
送
っ
て
い
る
。
彼
は
、
東
晋
か
ら
百
済
に
帰
国
す
る
使
臣

と
と
も
に
同
行
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
百
済
王
は
彼
を
宮
殿
に
迎
え
て
礼
遇
・
敬
拜
し
、
こ
の
と
き
か
ら
百
済
の
仏
教
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
記
録
に
つ
い
て

は
、
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
三
二
年(

六
二
四)

条
の
百
済
僧
観
勒
の
上
表
文
に
１

、
百
済
に
仏
教
が
伝
来
し
た
の
は
そ
れ
よ
り
「
一
〇
〇
年
前
」
の
五
二
四
年

頃
に
該
当
す
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
『
三
国
史
記
』
に
伝
わ
る
仏
教
伝
来
の
年
次
は
信
じ
が
た
い
と
い
う
主
張
が
早
く
か
ら
提
起
さ
れ
、
一
部
の
支
持
を

得
て
き
た
２

。
こ
れ
は
、
三
八
四
年
以
後
、
聖
王
一
九
年(

五
四
一)

ま
で
百
済
の
仏
教
に
関
す
る
記
録
と
、
漢
城
期
の
仏
教
遺
跡
や
遺
物
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
が

ひ
と
つ
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
日
の
韓
国
の
学
界
で
は
、
史
料
批
判
の
深
化
と
考
古
学
的
な
資
料
の
増
加
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は

も
は
や
認
め
が
た
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
３

。 

史
料
一-

一
の
百
済
仏
教
初
伝
記
録
に
は
三
宝
の
う
ち
、
僧
宝
の
み
が
言
及
さ
れ
、
残
り
の
仏
像
と
経
典
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
史
料
一-

二
に
摩
羅
難
陀

が
百
済
に
着
い
た
翌
年
の
三
八
五
年
、
漢
山
に
仏
寺
を
創
建
し
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
寺
院
と
は
僧
侶
た
ち
が
集
ま
る
礼
拝
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
経
典
を

読
誦
し
、
ま
た
学
ぶ
講
経
空
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
で
史
料
一-
二
を
通
し
て
百
済
に
お
け
る
仏
教
受
容
当
時
、
僧
宝
以
外
の
も
の
も
備
わ
っ
た
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
史
料
一-

二
と
三
の
度
僧
一
〇
人
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
正
式
に
僧
侶
と
な
る
た
め
に
は
、
具
足
戒
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
具
足
戒
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
最
小
限
の
構
成
人
員
が
一
〇
名
で
あ
る
。
仏
教
を
受
容
し
た
翌
年
の
三
八
五
年
に
仏
寺
を
建

て
一
〇
人
を
度
僧
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
百
済
仏
教
が
僧
侶
を
輩
出
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
枕
流
王
代
の
仏
教
伝
来
記
録
は

仏
教
が
初
め
て
百
済
へ
伝
来
し
た
記
録
と
し
て
信
頼
し
う
る
と
考
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
理
解
を
ふ
ま
え
て
、
三
八
四
年
、
百
済
に
仏
教
が
初
伝
し
た
国
内
外
的
な
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
百
済
と
高
句
麗
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
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過
程
は
、
新
羅
の
場
合
と
異
な
り
公
伝
の
是
非
を
巡
る
内
部
的
な
対
立
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
田
村
圓
澄
は
三
国
と
日
本
の
仏
教
を
下
賜
説
と
贈
与
説

の
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
る
４

。
し
か
し
、
百
済
と
高
句
麗
の
仏
教
伝
来
は
「
宗
主
国
か
ら
朝
貢
国
へ
下
賜
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
た
め
両
者
択
一
的
に
選
択
す

る
余
地
が
な
く
、
た
だ
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
る
が
５

、
こ
の
見
解
も
ま
た
受
け
入
れ
が
た
い
６

。
こ
の
よ
う
な
視
角
は
六
世
紀
代
の
東
ア
ジ
ア
仏
教

史
に
関
す
る
見
解
が
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
時
代
や
国
家
の
王
権
の
強
弱
お
よ
び
国
家
の
発
展
段
階
の
違
い
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
受
容
の

内
在
的
要
因
や
政
治
・
外
交
的
側
面
を
度
外
視
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

百
済
と
高
句
麗
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
過
程
は
相
互
に
連
動
し
て
い
る
。
ま
ず
、
百
済
と
東
晋
の
関
係
を
み
る
と
、
百
済
は
近
肖
古
王
二
七
年(

三
七
二)

東
晋

に
初
め
て
使
臣
を
派
遣
し
、
そ
の
翌
年
の
三
七
三
年
に
も
使
臣
を
派
遣
し
て
い
る
。
百
済
の
使
臣
派
遣
は
『
晋
書
』
簡
文
帝
紀
で
も
確
認
さ
れ
、
最
初
の
遣
使
に

対
す
る
答
礼
と
し
て
鎭
東
将
軍
領
楽
浪
太
守
と
い
う
爵
号
を
受
け
る
７

。
近
仇
首
王
五
年(

三
七
九)

に
も
東
晋
に
使
臣
を
派
遣
す
る
が
、
海
上
で
暴
風
に
会
い
到

達
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
梁
書
』
に
は
晋
太
元
年
間(

三
七
六
～
三
九
六)

に
百
済
王
須
が
生
口
を
奉
じ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
８

。
そ
れ
ゆ
え
枕

流
王
元
年(

三
八
四)

の
百
済
の
使
臣
派
遣
は
三
七
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
朝
貢
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
東
晋
の
摩
羅
難
陀
派
遣
は
そ
れ
に
対
す
る
答
礼
的
な
性
格
が

あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。 

百
済
に
仏
教
を
伝
え
た
東
晋
の
皇
帝
は
孝
武
帝(

在
位
三
七
三
～
三
九
六)

で
あ
っ
た
。
彼
は
太
元
六
年(

三
八
一)

春
正
月
に  

 

史
料
一-

四: 

帝
初
奉
仏
法
、
立
精
舍
於
殿
内
、
引
諸
沙
門
以
居
之
。(
『
晋
書
』
巻
九 

帝
紀 

第
九 

孝
武
帝 

六
年
春
正
月
条) 

 

と
い
う
『
晋
書
』
の
記
録
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
東
晋
の
皇
帝
た
ち
の
中
で
最
初
の
公
式
的
な
仏
教
信
者
と
評
価
さ
れ
、
そ
の
後
江
南
地
方
で
は
、
仏
教
が
大
き

な
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
９

。
こ
の
よ
う
な
東
晋
の
孝
武
帝
が
公
式
的
に
摩
羅
難
陀
を
送
っ
た
時
、
百
済
の
枕
流
王
は
彼
を
「
宮
に
迎
え
て
礼
敬
し
た
」
と

い
う(

史
料
一-

一)

。
百
済
王
が
彼
を
宮
闕
で
礼
遇
し
た
こ
と
は
単
純
に
彼
を
歓
迎
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
東
晋
皇
室
の
雰
囲
気
を
す
で
に
把
握
し
て
い

た
た
め
に
取
ら
れ
た
措
置
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
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次
に
百
済
と
高
句
麗
の
関
係
を
み
る
と
、
近
肖
古
王
は
二
六
年(

三
七
一)

、
高
句
麗
の
平
壤
城
を
攻
撃
し
て
故
国
原
王
を
戦
死
さ
せ
た
。
高
句
麗
は
そ
の
翌
年

の
小
獣
林
王
二
年(

三
七
二)

六
月
に
前
秦
か
ら
仏
教
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
時
百
済
は
三
七
二
年
正
月
に
東
晋
に
初
め
て
使
臣
を
派
遣

し
、
同
年
六
月
に
鎭
東
将
軍
領
楽
浪
太
守
と
い
う
爵
号
を
受
け
た
。
高
句
麗
が
前
秦
か
ら
仏
教
を
受
容
し
た
時
期
と
百
済
が
東
晋
か
ら
爵
号
を
受
け
た
時
期
は
三

七
二
年
六
月
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
百
済
と
高
句
麗
が
戦
争
を
通
じ
て
あ
る
い
は
、
外
交
を
通
じ
て
熾
烈
に
対
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
１
０

。 

小
獣
林
王
二
年
の
高
句
麗
に
お
け
る
仏
教
伝
来
と
受
容
の
問
題
は
よ
り
複
雑
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
が
１
１

、
そ
の
背
景
に
は
前
秦
と
の
外
交
的
な
問
題
も

関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
丸
都
城
を
陥
落
さ
せ
る
な
ど
高
句
麗
に
圧
力
を
加
え
た
前
燕
は
三
七
〇
年
に
前
秦
王
符
堅
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
が
、
こ
の
時
、
高
句

麗
は
自
国
に
亡
命
し
て
き
た
前
燕
の
太
傅
慕
容
評
を
捕
ら
え
符
堅
に
押
送
す
る
こ
と
で
平
和
的
関
係
を
標
榜
し
た
。
慕
容
評
は
四
〇
万
の
大
軍
を
率
い
て
符
堅
と

戦
い
慘
敗
し
た
主
将
で
あ
っ
た
。
慕
容
評
を
押
送
し
た
背
景
に
は
、
慕
容
伏
の
か
つ
て
の
怨
恨
に
対
す
る
報
復
と
と
も
に
、
前
秦
の
南
下
を
外
交
的
に
防
ご
う
と

い
う
高
句
麗
の
意
図
も
あ
っ
た
と
考
え
る
１
２

。
華
北
の
新
た
な
覇
者
と
な
っ
た
符
堅
は
、
高
句
麗
に
対
す
る
答
礼
と
し
て
仏
像
・
経
文
と
と
も
に
順
道
を
送
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
高
句
麗
の
仏
教
受
容
と
は
、
対
前
秦
関
係
と
の
友
好
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
百
済
の
立
場
か
ら
高
句
麗
に
お
け
る
仏
教
公
認
の
対
外
的
な
流
れ
を
再
度
整
理
し
て
み
る
と
、
高
句
麗
と
前
秦
の
外
交
的
な
接
近
に
は
、
三
七
一
年
の

百
済
と
高
句
麗
の
衝
突
に
よ
る
故
国
原
王
の
戦
死
問
題
が
関
与
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
七
二
年
六
月
の
前
秦
の
仏
教
伝
授
と
東
晋
の
爵
号
授
与
の

問
題
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
七
〇
年
に
前
燕
を
滅
ぼ
し
華
北
の
新
た
な
覇
者
と
な
っ
た
前
秦
と
高
句
麗
の
外
交
的
接
近
は
、

東
晋
に
と
っ
て
も
負
担
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
三
七
一
年
に
高
句
麗
の
故
国
原
王
を
戦
死
さ
せ
た
百
済
と
い
う
存
在
を
決
し
て
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
１
３

。
そ
の
後
、
百
済
と
東
晋
は
持
続
的
な
交
流
を
通
し
て
親
密
な
紐
帯
関
係
を
維
持
し
、
仏
法
を
信
奉
し
て
宮
殿
内
に
寺
院
を
建
て
た
孝
武
帝
代
に
な

る
と
、
百
済
に
も
仏
教
を
伝
授
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

史
料
一-

一
～
三
を
改
め
て
見
る
と
、
百
済
の
枕
流
王
は
胡
僧
摩
羅
難
陀
を
歓
待
し
て
宮
闕
内
に
迎
え
て
礼
遇
す
る
一
方
で
、
翌
年
二
月
に
は
漢
山
に
仏
寺
を

建
て
て
一
〇
人
の
度
僧
を
許
諾
し
て
い
る
。
仏
教
に
対
す
る
識
見
が
な
い
状
態
で
彼
を
宮
闕
に
迎
え
て
礼
遇
し
、
そ
の
翌
年
す
ぐ
に
漢
山
に
仏
寺
を
建
て
た
と
考

え
が
た
い
。
ま
た
、
東
晋
か
ら
僧
侶
が
到
来
し
て
か
ら
わ
ず
か
半
年
で
一
〇
名
の
百
済
僧
侶
を
輩
出
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
枕
流
王
代
以
前
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に
す
で
に
百
済
に
仏
教
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
初
伝
記
録
は
公
認
や
公
伝
に
該
当
す
る
と
い
う
見
解
１
４

も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

実
際
、
百
済
は
内
部
的
に
も
仏
教
を
受
容
で
き
る
力
量
を
備
え
て
い
た
。
高
句
麗
や
新
羅
の
場
合
、
仏
教
の
受
容
と
前
後
し
て
律
令
の
制
定
、
教
育
機
関
の
設

立
、
国
史
編
纂
、
対
外
関
係
の
発
展
と
い
う
共
通
点
が
確
認
さ
れ
る
。
百
済
の
場
合
も
近
肖
古
王
代
に
高
興
が
『
書
記
』
を
編
纂
し
た
こ
と
や
高
興
が
博
士
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
こ
の
共
通
点
と
関
連
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
１
５

。
独
特
な
思
想
体
系
と
宇
宙
観
を
体
系
化
す
る
仏
教
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
相
応

し
い
知
的
水
準
が
必
要
で
あ
る
。
百
済
で
受
容
し
た
仏
教
は
漢
字
に
翻
訳
さ
れ
た
漢
訳
経
典
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
に
漢
字
や
漢
文
に
対
す

る
素
養
が
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
肖
古
王
代
の
博
士
高
興
の
歷
史
書
編
纂
お
よ
び
三
七
二
年
以
後
の
持
続
的
な
使
臣
の
派
遣
は
、
当
時
の
百
済
人

の
文
字
解
読
能
力
や
知
的
水
準
、
そ
し
て
中
国
に
関
す
る
理
解
が
か
な
り
の
水
準
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

特
に
、
百
済
の
漢
字
や
漢
文
に
対
す
る
理
解
は
楽
浪
郡
の
廃
置
と
関
連
が
あ
ろ
う
。
四
世
紀
初
以
後
、
帯
方
郡
と
楽
浪
郡
が
段
階
的
に
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
漢
人
の
一
部
は
高
句
麗
や
百
済
に
吸
収
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
後
代
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
百
済
に
も
中
国
人
が
多
か
っ
た
と
す

る
『
隋
書
』
百
済
伝
の
記
事
１
６

は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
七
支
刀
銘
文
が
楽
浪·

帯
方
の
遺
民
と
関
係
が

あ
る
と
い
う
推
定
や
１
７

、
江
田
船
山
古
墳
出
土
銘
文
大
刀
の
作
成
者
で
あ
る
「
渡
来
人
」
張
安
が
、
百
済
系
楽
浪
遺
民
で
あ
る
と
い
う
推
定
１
８

も
こ
れ
と
関
連

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

百
済
に
お
け
る
楽
浪
系
遺
民
が
、
漢
文
に
習
熟
し
て
い
た
た
め
、
外
交
の
方
面
で
一
層
活
発
に
活
動
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
１
９

。
景
平
二
年(

四
二

四)

に
百
済
王
余
映
が
宋
に
派
遣
し
た
長
史
張
威
、
元
嘉
二
七
年(

四
五
〇)

に
派
遣
さ
れ
た
馮
野
夫
、
そ
し
て
蓋
鹵
王
代
と
東
城
王
代
に
官
爵
賜
与
を
要
求
す
る

百
済
官
吏
と
し
て
登
場
す
る
高
達
、
楊
茂
、
王
茂
な
ど
は
中
国
系
百
済
官
僚
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
姓
氏
は
楽
浪
地
域
で
出
土
す
る
瓦
塼
銘
か
ら
す
べ
て
確

認
で
き
る
の
で
、
楽
浪
系
遺
民
で
あ
る
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
。
『
南
斉
書
』
百
済
伝
に
は
東
城
王
十
二
年(

四
九
〇)

、
牟
大
が
再
度
表
文
を
奉
り
、
高
達
、
楊

茂
、
會
邁
た
ち
三
人
は
「
去
る
泰
始
年
間(

四
六
五~

四
七
一)

に
共
に
宋
朝
へ
使
臣
と
し
て
赴
き
、
今
は
臣(

東
城
王)

の
使
臣
の
任
務
を
受
け
、
険
し
い
波
を
押

し
き
っ
て
海
を
渡
り
ま
し
た
」
と
い
う
記
録
２
０

か
ら
、
彼
ら
が
長
期
間
中
国
と
の
使
節
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
２
１

。
こ
の
よ
う
に
百
済
で

は
仏
教
を
受
容
す
る
以
前
、
す
で
に
中
国
系
遺
民
の
包
摂
を
通
し
て
漢
字
や
漢
文
、
中
国
に
関
す
る
理
解
が
相
当
な
水
準
に
達
し
て
い
た
と
い
え
る
。 
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一
方
、
四
世
紀
後
半
と
い
う
時
期
そ
れ
自
体
が
、
対
外
関
係
の
側
面
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
対
中
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
百
済
が

近
肖
古
王
代
に
二
回(

三
七
二
・
三
七
三
年)

、
近
仇
首
王
代
に
一
回(

三
七
九
年)

東
晋
へ
遣
使
し
て
お
り
、
日
本
と
も
外
交
交
涉
が
成
立
し
た
た
め
で
あ
る
２
２

。

ソ
ウ
ル
夢
村
土
城
と
華
城
社
倉
里
で
出
土
し
た
晋
式
帯
金
具
や
２
３

、
風
納
土
城
と
夢
村
土
城
、
石
村
洞
古
墳
群
を
は
じ
め
と
し
て
洪
城
神
衿
城
、
原
州
法
泉
里

古
墳
群
、
天
安
花
城
里
古
墳
群
・
龍
院
里
古
墳
群
、
公
州
水
村
里
古
墳
群
、
益
山
笠
店
里
古
墳
群
、
扶
安
竹
幕
洞
祭
祀
遺
跡
な
ど
か
ら
出
土
し
た
多
量
の
中
国
製

青
磁
は
こ
の
よ
う
な
活
発
な
対
中
交
流
を
証
明
し
て
い
る
２
４

。 

と
こ
ろ
で
、
西
晋
代
の
中
国
製
青
磁
は
銭
文
が
あ
る
施
釉
陶
器
な
ど
大
形
器
種
で
あ
り
、
生
活
遺
跡
か
ら
お
も
に
出
土
し
て
い
る
が
、
東
晋
代
に
は
青
磁
お
よ

び
黒
磁
鷄
首
壺
・
盤
口
壺
・
罐
・
硯
・
羊
形
器
な
ど
精
製
さ
れ
た
器
形
に
多
様
な
器
種
が
大
挙
流
入
し
、
中
央
と
地
方
の
古
墳
に
副
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
。
こ
の
よ
う
な
展
開
様
相
は
四
世
紀
中
半
を
重
要
な
画
期
と
し
て
い
る
が
、
百
済
の
成
長
と
地
方
支
配
方
式
の
変
化
と
と
も
に
、
楽
浪
郡·

帯
方
郡
の
廃
置
に

よ
っ
て
中
国
系
遺
移
民
が
百
済
地
域
に
大
挙
流
入
し
た
結
果
、
中
国
文
物
に
対
す
る
理
解
が
百
済
の
支
配
層
に
深
く
浸
透
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
２
５

。
こ
の
よ
う

に
百
済
で
は
四
世
紀
中
後
半
の
近
肖
古
王
代
を
経
て
、
内
部
的
に
仏
教
を
受
容
で
き
る
充
分
な
力
量
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。 

さ
て
、
仏
教
初
伝
関
連
史
料
に
戻
る
と
、
百
済
は
仏
教
が
伝
来
し
た
翌
年
の
三
八
五
年
、
漢
山
に
仏
寺
を
建
て
一
〇
人
を
度
僧
し
た
。
こ
れ
は
高
句
麗
で
小
獣

林
王
二
年(

三
七
二)

に
仏
教
を
公
認
し
た
後
、
同
王
五
年(
三
七
五)

に
省
門
寺
と
伊
弗
蘭
寺
を
建
て
順
道
と
阿
道
を
住
ま
わ
せ
た
と
い
う
内
容
と
対
比
さ
れ
る
。

漢
山
に
お
け
る
仏
寺
建
立
は
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
づ
け
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
漢
山
の
位
置
に
つ
い
て
、
近
肖
古
王
二
六
年(

三
七
一)

の
「
移
都
漢
山
」
と

い
う
記
録
が
注
目
さ
れ
る
２
６

。
こ
の
時
の
漢
山
は
四
七
五
年
以
後
、
高
句
麗
が
軍
士
駐
屯
地
と
し
て
活
用
し
つ
づ
け
た
南
城
つ
ま
り
現
在
の
夢
村
土
城
に
比
定

さ
れ
て
い
る(

図
一-

一)

。
ま
た
、
枕
流
王
の
長
子
で
あ
る
阿
莘
王
は
「
漢
城
別
宮
」
で
誕
生
し
た
と
す
る
２
７

。
こ
の
時
、
漢
城
の
「
別
宮
」
は
漢
山
移
都
と
関

連
づ
け
て
み
る
と
、
漢
山
で
あ
る
夢
村
土
城
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
２
８

。
し
た
が
っ
て
、
枕
流
王
の
王
子
が
「
漢
城
別
宮
」
で
あ
る
漢
山
で
生
ま
れ
、
仏
寺
が

最
初
に
建
立
さ
れ
た
漢
山
が
別
宮
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。 

そ
れ
ゆ
え
に
史
料
一-

二
の
漢
山
に
仏
寺
を
創
建
し
た
こ
と
を
「
高
句
麗
と
の
対
決
が
容
易
く
終
わ
ら
ず
、
三
八
〇
年
以
後
に
は
む
し
ろ
守
勢
に
ま
わ
り
、
王

都
を
荘
厳
な
も
の
と
す
る
た
め
の
核
心
建
築
物
の
一
つ
で
あ
る
寺
刹
を
漢
山
に
創
建
し
た
も
の
」
と
理
解
す
る
見
解
は
説
得
力
を
持
つ
２
９

。
つ
ま
り
、
百
済
で
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は
仏
教
を
受
容
し
た
当
時
す
で
に
仏
教
寺
院
は
漢
山
を
象
徵
す
る
記
念
碑
的
な
建
築
物
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
３
０

。
た
だ
し
、

後
述
す
る
が
、
漢
城
期
に
は
四
世
紀
中
後
半
段
階
に
図
一-

七
の
一
の
南
朝
系
獣
面
文
瓦
当
が
使
用
さ
れ
、
図
一-

七
の
二
・
図
一-

八
の
よ
う
な
蓮
華
文
瓦
当
は
、

五
世
紀
中
後
半
頃
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
る
た
め
、
漢
山
の
仏
寺
に
葺
か
れ
た
瓦
当
は
蓮
華
文
で
は
な
く
銭
文
や
獣
面
文
瓦
当
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い

う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
３
１

。 

こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
の
他
の
国
と
同
様
に
、
百
済
の
場
合
も
仏
教
の
受
容
と
寺
院
の
建
立
は
単
純
な
外
来
宗
教
の
教
理
や
思
想
の
伝
播
以
上
の
意
味
を
持
っ

て
い
た
。
史
料
一
の
百
済
へ
の
仏
教
伝
来
記
録
は
仏
教
を
通
し
た
交
流
に
伴
う
人
と
モ
ノ
、
情
報
の
総
体
的
な
伝
来
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
る
。
当
時
、
漢
山
に
創
建
さ
れ
た
仏
寺
は
、
東
晋
の
建
康
に
建
て
ら
れ
た
仏
教
寺
院
と
類
似
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
た
め
、
『
三
国
史
記
』
に
は
仏

僧
の
派
遣
以
外
の
記
録
は
な
い
が
、
東
晋
の
造
寺
工
や
造
仏
工
も
派
遣
さ
れ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

(

二)
 

漢
城
期
の
仏
教
関
連
資
料 

漢
城
期
百
済
仏
教
の
関
連
史
料
に
つ
い
て
は
、
枕
流
王
代
の
仏
教
関
連
記
録
と
阿
莘
王
即
位
年
の
仏
教
弘
布
の
教
書
以
外
に
、
五
二
七
年
の
大
通
寺
創
建
時
ま

で
記
録
や
遺
跡
・
遺
物
が
ほ
ぼ
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
三
九
六
年
に
高
句
麗
の
廣
開
土
王
が
阿
利
水
を
渡
り
百
済
の
国
城
を
攻
撃
し
た

後
、
百
済
は
再
度
平
常
時
の
居
城
で
あ
る
王
城
つ
ま
り
北
城
に
還
都
し
、
そ
の
結
果
南
城
で
あ
る
漢
城
は
非
常
時
の
軍
事
防
禦
城
と
し
て
の
み
活
用
さ
れ
た
と
い

う
点
が
注
目
さ
れ
る
３
２

。
つ
ま
り
、
三
七
一
年
の
漢
山
移
都
以
後
、
漢
城
の
別
宮
の
よ
う
に
機
能
し
た
期
間
は
二
五
年
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
三
八
五
年
に
創
建

さ
れ
た
漢
山
の
仏
寺
も
ま
た
、
そ
の
象
徵
性
が
相
対
的
に
減
少
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点
で
仏
教
関
連
遺
跡
・
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
、
漢
城
期
の
百
済
で
仏
教
が
受
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
評
価
す

る
の
は
早
急
で
あ
る
。
阿
莘
王
即
位
年
条
の
「
下
教
崇
信
仏
法
求
福
」
と
い
う
記
録
以
外
に
も
３
３

、
断
片
的
で
あ
る
が
仏
教
と
関
連
す
る
記
録
が
残
っ
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
高
句
麗
の
僧
侶
道
琳
に
関
す
る
記
録
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
百
済
の
僧
侶
発
正
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。 

ま
ず
、
道
琳
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
彼
は
囲
碁
を
好
ん
だ
蓋
鹵
王
に
近
づ
い
て
王
の
心
を
捉
え
た
後
、
彼
を
誘
っ
て
城
を
築
か
せ
、
宮
殿
を
修
理
す
る
な
ど
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の
工
事
を
行
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
国
の
倉
庫
が
み
な
空
と
な
り
人
民
が
困
窮
し
た
。
そ
の
隙
に
乗
じ
て
長
寿
王
は
四
七
五
年
に
漢
城
を
攻
撃
し
て
王
を
殺
し
、

男
女
八
千
名
を
捕
え
て
い
っ
た
。
道
琳
の
建
議
内
容
は
、
蓋
鹵
王
の
土
木
工
事
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
、
『
三
国
史
記
』
の
記
録
を
単
純
な
失

政
と
み
な
す
よ
り
は
、
対
内
的
な
体
制
整
備
と
も
関
連
付
け
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
３
４

。 

道
琳
の
建
議
内
容
は
城
郭
と
宮
室
の
修
理
、
墓
制
・
百
姓
の
住
居
と
関
連
す
る
も
の
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
。
そ
の
中
で
「
蒸
土
」
工
法
を
利
用
し
て
城
郭
を

堅
固
に
築
造
し
た
と
い
う
記
録
は
注
目
さ
れ
る
が
、
北
朝
と
の
交
流
か
ら
工
法
の
淵
源
を
求
め
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
３
５

。
し
か
し
、
初
期
の
仏
教
僧
侶

た
ち
が
仏
教
の
教
理
の
み
な
ら
ず
医
療
や
各
種
の
技
術
を
所
持
す
る
事
例
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
道
琳
も
ま
た
単
純
に
土
木
事
業
を
建
議
す
る
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
技
術
的
な
側
面
か
ら
一
定
の
寄
与
を
し
た
可
能
性
が
高
い
。
高
句
麗
の
僧
侶
で
あ
る
道
琳
の
事
例
は
、
極
め
て
例
外
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
に
関

連
し
た
記
録
を
通
し
て
枕
流
王
代
の
仏
教
伝
来
以
後
に
も
百
済
で
は
綿
々
と
仏
教
を
崇
尚
し
て
お
り
、
僧
侶
た
ち
が
王
宮
を
出
入
り
で
き
る
ほ
ど
の
身
分
と
国
政

運
営
に
も
一
定
の
関
与
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。 

次
に
百
済
で
最
初
の
中
国
留
学
僧
で
あ
る
発
正
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
彼
は
天
監
年
間(

五
〇
一
～
五
二
三)

に
梁
に
渡
り
師
匠
を
求
め
て
仏
道
を
学
び
、
三
〇

余
年
ぶ
り
に
帰
国
し
た
。
彼
が
百
済
に
帰
国
し
た
の
は
、
お
お
よ
そ
聖
王
一
五
年(

五
三
七)

か
ら
威
徳
王
一
年(

五
五
四)

に
い
た
る
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
３
６

。

彼
は
高
句
麗
の
僧
侶
僧
朗
を
除
く
と
中
国
で
名
を
広
め
再
度
帰
国
し
た
最
初
の
三
国
時
代
の
僧
侶
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
発
正
が
天
監
年
間
に
中
国
に
留

学
で
き
た
仏
教
史
的
背
景
に
関
し
て
で
あ
る
。
六
世
紀
初
め
に
発
正
が
留
学
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
百
済
内
部
で
仏
教
に
対
す
る
理
解
が
あ
る

程
度
成
熟
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
武
寧
王
一
二
年(

五
一
二)

に
百
済
を
発
ち
聖
王
二
〇
年(

五
四
二)

に
帰
国
し
た
と
い
う
謙
益
の
印
度
求
法
活
動
と
訳
経
事

業
を
認
定
し
な
く
と
も
３
７

、
そ
れ
以
前
の
漢
城
期
末
か
ら
熊
津
期
初
の
百
済
仏
教
寺
院
の
運
営
と
僧
侶
の
活
動
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。 

文
献
記
録
と
考
古
学
的
な
側
面
か
ら
百
済
仏
教
、
特
に
仏
教
寺
院
の
実
体
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
公
州
大
通
寺
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
若
干
先
行
す
る
公

州
武
寧
王
陵
の
段
階
で
す
で
に
仏
教
的
性
格
が
強
い
遺
物
が
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
。
武
寧
王
陵
か
ら
出
土
し
た
冠
飾
と
飾
履
、
頭
枕
と
足
座
、
銅
托
銀
盞
、
蓮

花
文
塼
な
ど
は
全
て
中
国
南
朝
の
仏
教
文
化
の
影
響
を
考
慮
せ
ず
に
説
明
し
が
た
い
。
そ
の
中
で
も
特
に
王
妃
の
頭
枕
表
面
に
描
写
さ
れ
た
図
像
が
注
目
さ
れ
る

(

図
一-

二)

。
こ
の
頭
枕
は
表
面
に
朱
漆
を
施
し
金
箔
で
輪
廓
を
描
い
た
後
、
そ
の
内
側
を
亀
甲
文
で
区
画
し
た
。
表
面
に
描
か
れ
た
亀
甲
文
の
中
に
は
、
鳳
凰
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や
飛
龍
な
ど
と
と
も
に
天
の
蓮
華
や
変
化
生
、
雲
に
乗
っ
て
飛
ぶ
天
人
な
ど
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
南
朝
系
天
人
誕
生
図
に
該
当
す
る
３
８

。
つ
ま
り
、

武
寧
王
陵
築
造
段
階
に
は
南
朝
で
創
案
さ
れ
た
仏
教
図
像
が
直
接
百
済
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
３
９

。 

し
か
し
、
武
寧
王
陵
以
前
の
段
階
に
仏
像
や
仏
教
的
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
仏
像
の
場
合
、
ソ
ウ
ル
ト

ゥ
ク
ソ
ム
出
土
金
銅
如
来
坐
像(

図
一-

三)

と
扶
余
新
里
出
土
銅
如
来
坐
像
、
瑞
山
普
願
寺
址
出
土
金
銅
如
来
立
像
な
ど
が
初
期
の
事
例
に
該
当
す
る
４
０

。
た
だ

し
、
小
型
金
銅
仏
が
ど
の
国
の
も
の
で
あ
る
か
が
依
然
と
し
て
議
論
と
な
っ
て
お
り
、
少
数
の
事
例
し
か
な
い
た
め
積
極
的
な
意
味
付
け
が
難
し
い
。
だ
が
、
た

と
え
そ
れ
が
伝
世
品
で
あ
る
と
し
て
も
、
百
済
の
故
地
に
て
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
初
め
に
該
当
す
る
様
式
的
な
特
性
を
見
出
し
う
る
の
で
、
こ
の
時
期
す
で
に
百

済
地
域
に
お
い
て
仏
教
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

四
世
紀
末
～
五
世
紀
代
の
百
済
地
域
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
遺
物
を
見
る
と
、
ま
だ
仏
教
が
公
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
羅
と
比
較
し
て
も
そ
の
数
が
制
限
的

で
あ
る
４
１

。
そ
の
中
で
原
州
法
泉
里
四
号
墳
出
土
青
銅
蓋
と
羅
州
新
村
里
九
号
墳
出
土
金
銅
冠
、
天
安
龍
院
里
Ｃ
地
区
か
ら
出
土
し
た
青
磁
蓮
花
文
碗
、
ソ
ウ

ル
風
納
土
城
出
土
青
磁
蓮
花
文
碗
な
ど
は
仏
教
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
蓮
華
文
が
裝
飾
さ
れ
た
代
表
的
な
事
例
と
い
え
よ
う
。 

原
州
法
泉
里
四
号
墳
の
場
合
、
横
口
式
石
室
墳
か
ら
金
銅
飾
履
片
と
コ
ッ
プ
形
漆
器
、
漆
耳
杯
、
管
玉
、
ガ
ラ
ス
玉
、
魚
骨
、
棺
釘
と
鎹
な
ど
が
出
土
し
て
い

る
が
、
古
墳
の
中
心
年
代
は
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
め
に
比
定
さ
れ
て
い
る
４
２

。
図
一-

四
の
蓮
華
文
が
裝
飾
さ
れ
た
青
銅
蓋
は
後
代
に
追
加
葬
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
百
済
・
新
羅
地
域
か
ら
出
土
す
る
蓮
華
文
瓦
当
と
比
較
す
る
と
六
世
紀
第
４
四
半
期
に
編
年
で
き
る
と
い
う
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
４
３

。
し

か
し
、
発
掘
報
告
書
に
よ
る
と
、
法
泉
里
四
号
墳
は
追
加
葬
の
痕
跡
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
法
泉
里
古
墳
群
一
帯
で
確
認
さ
れ
る
新
羅
古
墳
は
、
そ
れ
ま
で
の

百
済
古
墳
と
は
異
な
る
墓
域
に
造
営
さ
れ
て
い
る
。
特
に
規
模
が
小
さ
く
副
葬
品
が
極
め
て
貧
弱
で
あ
る
法
泉
里
四
号
墳
は
、
そ
の
次
の
段
階
で
あ
る
法
泉
里
一

号
墳
と
遺
物
の
副
葬
様
相
が
類
似
し
て
お
り
、
青
銅
蓋
の
蓮
華
文
も
ま
た
南
朝
の
都
城
で
あ
る
建
康
城
一
帯
で
出
土
す
る
蓮
華
文
瓦
当
の
展
開
様
相
を
見
て
も

４
４

、
年
代
的
に
十
分
に
想
定
で
き
る
。
法
泉
里
四
号
墳
か
ら
出
土
し
た
青
銅
蓋
は
共
伴
し
た
遺
物
の
年
代
と
近
い
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
半
に
編
年
で
き
、

そ
の
よ
う
な
点
か
ら
四
世
紀
後
半
の
仏
教
伝
来
以
後
、
百
済
の
地
方
社
会
で
も
仏
教
的
な
モ
チ
ー
フ
あ
る
い
は
仏
教
に
対
す
る
理
解
が
始
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。 
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羅
州
新
村
里
九
号
墳
乙
号
甕
棺
か
ら
は
金
銅
冠
と
金
銅
飾
履
、
環
頭
大
刀
、
漆
器
、
鉄
器
を
は
じ
め
と
し
て
多
量
の
曲
玉
が
出
土
し
た
。
そ
の
中
で
金
銅
冠
は

帯
冠
と
冠
帽
を
全
て
備
え
て
い
る(

図
一-

五)

。
冠
帽
の
表
面
に
は
大
き
な
蓮
華
文
が
打
出
さ
れ
て
お
り
、
台
輪
に
も
六
葉
ま
た
は
七
葉
の
蓮
華
文
が
打
出
さ
れ

て
い
る
が
、
三
つ
の
草
花
形
立
飾
は
宝
珠
形
蕾
裝
飾
で
仕
上
が
っ
て
い
る
。
羅
州
新
村
里
出
土
金
銅
冠
の
年
代
に
つ
い
て
は
多
様
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が

４
５

、
武
寧
王
陵
出
土
金
銅
冠
お
よ
び
金
銅
飾
履
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
若
干
古
い
五
世
紀
後
半
頃
に
編
年
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
４
６

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
漢

城
期
の
末
期
か
ら
熊
津
期
の
初
期
に
も
百
済
の
地
方
社
会
で
は
仏
教
的
な
モ
チ
ー
フ
が
出
現
し
普
及
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
４
７

。 

天
安
龍
院
里
Ｃ
地
区
か
ら
出
土
し
た
青
磁
蓮
花
文
碗
と
ソ
ウ
ル
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
青
磁
蓮
花
文
碗
も
注
目
さ
れ
る
４
８

。
図
一-

六
の
よ
う
に
二
点
と
も

陽
刻
で
蓮
華
文
を
表
現
し
て
い
る
が
、
蓮
弁
の
端
が
尖
り
、
蓮
弁
と
蓮
弁
の
間
に
は
間
弁
が
と
も
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
青
磁
は
宋
の
永
初
元
年(

四

二
〇)

出
土
品
や
元
微
二
年(

四
七
四)
出
土
品
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
お
お
よ
そ
五
世
紀
中
半
頃
の
越
州
窯
で
生
産
さ
れ
た
製
品
と
考
え
ら
れ
る
。
天
安
龍

院
里
出
土
品
の
場
合
、
考
え
え
ら
れ
る
横
穴
式
石
室
の
構
造
と
共
伴
遺
物
か
ら
み
て
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
に
埋
納
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
青
磁
碗
は

そ
の
用
途
が
酒
や
茶
と
い
っ
た
飮
料
を
入
れ
て
飲
む
実
用
器
と
し
て
の
性
格
が
強
い
た
め
４
９

、
威
信
財
と
し
て
の
機
能
の
み
な
ら
ず
、
実
用
器
と
し
て
の
性
格

も
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
青
磁
碗
に
裝
飾
さ
れ
た
蓮
華
文
も
ま
た
当
時
の
百
済
人
の
仏
教
理
解
に
対
す
る
小
さ
な
端
緖
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。 

公
州
大
通
寺
址
創
建
以
前
の
仏
教
寺
院
に
関
し
て
、
各
建
物
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
が
注
目
さ
れ
る
。
漢
城
期
の
瓦
当
を
中
心
に
し
た
瓦
研
究
は
、
資
料
の
制

約
に
よ
っ
て
制
限
的
に
進
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
５
０

。
そ
の
中
で
漢
城
期
の
百
済
瓦
当
研
究
の
論
点
は
、
瓦
製
作
の
開
始
さ
れ
た
時
期
と
製
作
技
術
の
系
統
と

い
う
二
点
に
あ
る
。
特
に
、
百
済
瓦
の
製
作
技
術
の
系
統
に
つ
い
て
は
楽
浪
系
統
な
の
か
、
高
句
麗
系
統
な
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
第
三
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た

の
か
に
つ
い
て
多
様
な
意
見
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
最
近
、
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
獣
面
文
瓦
当
と
蓮
花
文
瓦
当
が
注
目
さ
れ
る(

図
一-

七)

５
１

。 

図
一-

七
の
一
の
獣
面
文
瓦
当
の
場
合
、
南
京
地
域
で
出
土
す
る
東
晋
時
期
の
獣
面
文
瓦
当
に
最
も
類
似
し
た
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
ま
で
紹
介

さ
れ
た
資
料
を
参
考
に
す
る
と
、
ま
だ
同
じ
文
様
や
同
笵
品
と
断
定
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
賀
云
翶
が
分
類
し
た
獣
面
文
瓦
当
の
な
か
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で
Ａ
型Ⅰ

式
と
Ａ
型Ⅱ

式
、
Ｂ
ａ
型
が
最
も
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
５
２

。
こ
れ
ら
の
型
式
は
東
晋
時
代
早
期
か
ら
中
晩
期
、
南
朝
時
期
に
か
か
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
今
後
よ
り
緻
密
な
比
較
․
検
討
を
要
す
る
が
、
楽
浪
や
高
句
麗
と
全
く
異
な
る
南
朝
系
統
の
造
瓦
技
術
が
漢
城
期
に
す
で
に
流
入
し
て
い
た
こ
と

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
５
３

。 

本
稿
で
は
東
晋
か
ら
の
仏
教
伝
来
が
単
純
な
仏
教
教
理
の
伝
播
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
寺
建
立
に
必
要
な
人
材
と
物
資
、
情
報
を
含
ん
だ
も
の
と
推
定
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
瓦
当
が
三
八
四
年
以
前
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
時
期
の
東
晋
と
の
技
術
交
流
を
直
接
的
に
証
明
す
る
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
直

後
の
も
の
で
あ
れ
ば
筆
者
の
推
定
を
証
明
す
る
決
定
的
な
資
料
と
な
り
、
一
・
二
段
階
新
し
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
南
朝
と
の
持
続
的
な
技
術
交
流
を

示
す
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
風
納
土
城
か
ら
共
伴
し
た
出
土
遺
物
と
の
相
対
編
年
と
、
夢
村
土
城
や
石
村
洞
古
墳
群
な
ど
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
と
の
比

較
を
通
し
て
、
技
術
者
の
流
入
や
技
術
伝
授
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
検
討
が
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
５
４

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
晋
か

ら
仏
教
を
受
容
し
た
後
、
漢
山
に
仏
寺
を
建
立
し
た
百
済
で
東
晋
代
に
流
行
し
た
獣
面
文
瓦
当
が
出
土
し
た
こ
と
は
、
当
時
東
晋
代
の
造
瓦
術
や
造
寺
術
が
百
済

に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
持
も
っ
て
い
る
。 

図
一-

七
の
二
の
蓮
花
文
瓦
当
は
、
漢
城
期
の
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
発
掘
を
通
し
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、
熊
津
遷
都
以
前
の
百
済
で
も

蓮
華
文
瓦
当
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
は
、
共
通
し
て
中
房
が
円
形
で
あ
り
、
内
部
に
蓮

子
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
六
葉
の
蓮
弁
文
は
陽
刻
の
線
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
各
蓮
弁
は
稜
線
が
あ
る
単
弁
蓮
花
文
で
あ
り
、
若
干
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
が
残
っ

て
い
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た
事
例
と
し
て
、
大
同
方
山
の
思
遠
仏
寺
と
推
定
さ
れ
る
白
仏
台
遺
跡
お
よ
び
草
堂
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
八
葉
の
複
弁
蓮
花
文
瓦
当

と
北
魏
洛
陽
城
内
城
の
建
春
門
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
五
葉
の
複
弁
蓮
花
文
瓦
当
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
５
５

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
瓦
当
の
文
様
形
態
は

北
朝
系
蓮
華
文
瓦
当
の
影
響
と
い
え
る
５
６

。
し
か
し
、
そ
の
製
作
技
法
は
瓦
当
が
非
常
に
薄
く
、
周
縁
部
が
瓦
当
面
よ
り
顕
著
に
高
い
た
め
、
そ
の
前
に
導
入

さ
れ
た
南
朝
の
製
作
技
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
瓦
当
は
北
朝
的
な
文
様
要
素
と
南
朝
的
な
製
作
技
術
が
混
在
し
て
い
る
と
い
え
、
そ
の
製

作
時
期
は
熊
津
遷
都
以
前
の
五
世
紀
中
後
半
と
み
て
も
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
の
み
な
ら
ず
夢
村
土
城
か
ら
出
土
し
た
蓮
花
文
瓦
当
に
つ
い
て
も
新
た
な
検
討
を
必
要
と
す
る(

図
一-

八)

。
夢
村
土
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城
東
北
地
区
八
七-

一
号
住
居
址
の
東
側
約
一
五
メ
ー
ト
ル
の
傾
斜
面
か
ら
出
土
し
た
こ
の
瓦
当
は
単
弁
六
葉
蓮
花
文
瓦
当
で
あ
る
。
亀
田
修
一
は
中
房
と
蓮
弁

の
形
態
、
六
葉
と
い
う
点
な
ど
か
ら
高
句
麗
の
瓦
当
製
作
技
術
の
影
響
と
と
も
に
、
石
村
洞
四
号
墳
出
土
銭
文
瓦
当
の
技
術
的
な
属
性
も
見
ら
れ
る
と
し
た
。
ま

た
、
年
代
的
に
は
集
安
太
王
陵
な
ど
で
出
土
す
る
蓮
蕾
文
瓦
当
の
出
現
期
で
あ
る
四
世
紀
中
半
以
後
と
推
定
し
た
５
７

。
と
こ
ろ
で
、
風
納
土
城
と
夢
村
土
城
か

ら
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
を
互
い
に
比
較
し
て
み
る
と
中
房
に
蓮
子
が
な
く
圈
線
で
中
房
を
表
現
し
た
点
、
圈
線
で
六
葉
の
蓮
華
文
を
表
現
し
た
点
、
蓮
弁
の
中

央
に
稜
線
を
置
い
た
点
な
ど
の
共
通
性
を
持
つ
。
復
元
直
径
は
一
二
セ
ン
チ
前
後
と
類
似
し
、
残
存
し
て
い
る
周
縁
の
形
態
も
ま
た
似
て
い
る
。
蓮
弁
文
様
や
蓮

弁
の
形
態
、
大
き
さ
な
ど
は
高
句
麗
や
北
魏
の
蓮
華
文
瓦
当
と
類
似
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
製
作
技
法
や
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
、
石
村
洞
四
号
墳

を
は
じ
め
と
し
た
漢
城
期
の
ソ
ウ
ル
地
域
で
出
土
す
る
瓦
当
と
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
様
の
モ
チ
ー
フ
は
高
句
麗
や
北
魏
系
統
の
新
た
な
要
素
で

あ
る
が
製
作
技
法
は
既
存
の
在
地
的
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。 

こ
の
よ
う
に
熊
津
遷
都
以
前
の
ソ
ウ
ル
地
域
で
は
、
中
国
南
・
北
朝
や
高
句
麗
の
瓦
当
と
区
別
さ
れ
る
独
特
な
蓮
華
文
瓦
当
を
製
作
・
使
用
し
た
可
能
性
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
枕
流
王
代
の
仏
教
伝
来
以
後
に
も
、
百
済
地
域
に
断
続
的
で
は
あ
る
が
外
部
か
ら
新
た
な
造
瓦
術
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
漢
城
期
に
は
枕
流
王
代
の
仏
寺
建
立
以
後
も
、
持
続
的
に
仏
教
と
関
連
し
た
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 



 

 

 

 

33 

第
二
節 

熊
津
期
の
瓦
当
と
寺
院 

 

枕
流
王
代
の
仏
教
伝
来
記
事
と
阿
莘
王
代
の
教
書
以
後
、
百
済
の
仏
教
に
つ
い
て
最
も
信
頼
で
き
る
記
録
は
大
通
寺
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
通

寺
址
は
百
済
仏
教
史
の
展
開
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
大
通
寺
に
関
す
る
記
録
は
『
三
国
遺
事
』
に
簡
略
に
残
っ
て
い
る
。 

 

史
料
一-

五:
 

又
於
大
通
元
年
丁
未
、
爲
梁
帝
創
寺
於
熊
川
州
、
名
大
通
寺
。
熊
川
卽
公
州
也
。
時
属
新
羅
故
也
。
然
恐
非
丁
未
也
。
乃
中
大
通
元
年
己
酉
歲
所
創

也
。
始
創
興
輪
之
丁
未
、
未
可
及
於
他
郡
立
寺
也
。(

『
三
国
遺
事
』
巻
三 

興
法 

原
宗
興
法
厭
觸
滅
身
条)  

 

こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
大
通
寺
は
大
通
元
年
の
五
二
七
年
に
建
て
ら
れ
た
寺
で
あ
る
。
大
通
は
梁
武
帝
が
使
用
し
た
三
番
目
の
年
号
で
五
二
七
年
三
月
か
ら
五

二
九
年
一
〇
月
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
史
料
一-

五
で
一
然
は
分
註
を
付
け
て
大
通
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
異
な
る
見
解
を
共
に
提
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
本
文
で
言
及
し
た
五
二
七
年
は
新
羅
の
法
興
王
が
興
輪
寺
を
創
建
し
た
五
二
七
年
と
重
複
し
て
い
る
た
め
に
同
時
に
二
カ
所
の
寺
を
建
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
通
と
年
号
が
同
じ
中
大
通
元
年
で
あ
る
五
二
九
年
に
大
通
寺
が
建
て
ら
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
三
国
遺

事
』
に
は
大
通
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
五
二
七
年
と
五
二
九
年
を
提
示
し
て
い
る
が
、
大
部
分
の
研
究
者
た
ち
は
本
文
の
五
二
七
年
と
考
え
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
近
年
、
大
通
元
年(

五
二
七)

に
百
済
か
ら
梁
武
帝
の
た
め
そ
の
年
号
を
取
っ
て
寺
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

「
大
通
」
と
い
う
言
葉
は
梁
武
帝
の
年
号(

五
二
七
～
五
二
九)

以
外
に
五
二
三
年
に
発
行
さ
れ
た
「
大
通
銭
」
な
ど
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
必
ず
し
も
年
号
か
ら

と
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
『
法
華
経
』
化
城
喩
品
に
登
場
す
る
大
通
仏(

大
通
智
勝
如
来)

か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
通
寺
は
聖
王
が
五
二

五
年
に
亡
き
父
武
寧
王
の
冥
福
を
祈
り
、
次
の
王
位
を
継
ぐ
余
昌(

威
徳
王)

の
た
め
建
て
た
も
の
と
い
う
も
の
で
あ
る
５
８

。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
す
る
再
反
論
も
あ
る
。
大
通
寺
の
大
通
が
梁
の
年
号
で
は
な
く
と
も
、
『
法
華
経
』
の
一
節
と
断
定
す
る
根
拠
は
不
足
し
て

い
る
。
ま
た
、
百
済
王
が
他
国
の
皇
帝
の
た
め
寺
院
を
創
建
し
た
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
に
も
、
こ
れ
と
い
っ
た
根
拠
が
な
い
。
そ
の
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た
め
、
記
録
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
梁
武
帝
の
た
め
の
寺
院
創
建
も
、
梁
の
文
化
伝
授
に
対
す
る
敬
意
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
５
９

。 

公
州
大
通
寺
址
が
い
つ
、
い
か
な
る
背
景
で
建
立
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
図
一-

九
の
「
大
通
」
銘
文
字
瓦
は
、
梁
の
年
号
と
関
連
し
て

い
る
可
能
性
は
高
い
た
め
、
そ
の
創
建
期
の
瓦
当
は
五
二
〇
年
代
中
後
半
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
６
０

。
こ
の
寺
址
は
公
州
市
班
竹
洞
に
位

置
し
、
付
近
か
ら
講
堂
址
と
推
定
さ
れ
る
石
築
基
壇(

五
三×

二
五
メ
ー
ト
ル)

の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
そ
の
南
側
に
金
堂
と
塔
が
配

置
さ
れ
た
一
塔
一
金
堂
式
の
伽
藍
配
置
が
行
わ
れ
た
と
い
う
図
一-

一
〇
の
よ
う
な
推
定
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
６
１

、
建
物
址
が
確
認
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
。
現
在
、
統
一
新
羅
時
代
の
幢
竿
支
柱
が
残
っ
て
お
り
、
国
立
公
州
博
物
館
に
は
講
堂
址
横
に
あ
っ
た
石
槽
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
発
掘
調

査
で
は
百
済
関
連
の
遺
跡
や
遺
物
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
出
土
瓦
当
を
通
し
て
み
た
場
合
、
近
隣
の
地
域
に
百
済
熊
津
期
か
ら
高
麗
時
代
に
か
け
て
寺
院
が

存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
６
２

。
よ
っ
て
公
州
大
通
寺
址
は
百
済
の
寺
院
の
中
で
寺
名
が
知
ら
れ
た
最
初
の
寺
院
と
し
て
、
蓮
華
文
瓦
当
を
使
用
し
た
瓦

葺
き
建
物
が
整
然
と
配
置
さ
れ
た
本
格
的
な
寺
院
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
『
日
本
書
紀
』
推
古
紀
三
二
年
の
百
済
僧
観
勒
が
、
仏
教
が
百
済
に
伝
来
し
て
ま

だ
一
〇
〇
年
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
も
、
大
通
寺
の
よ
う
な
本
格
的
な
伽
藍
が
こ
の
頃
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
。 

一
方
、
淸
水
昭
博
は
日
本
最
初
の
本
格
的
な
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
が
造
営
さ
れ
た
時
、
百
済
か
ら
日
本
に
造
寺
技
術
者
を
派
遣
し
た
よ
う
に
南
朝
梁
か
ら
技
術

者
を
派
遣
し
て
造
営
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
６
３

。
大
通
寺
址
の
創
建
期
と
推
定
さ
れ
る
瓦
当
の
中
で
蓮
華
文
瓦
当
は
、
そ
の
製
作
技
法
や
文
様
モ
チ

ー
フ
が
南
朝
の
梁
か
ら
始
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
南
朝
の
造
瓦
技
術
が
導
入
さ
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
こ
れ
ら
の
瓦
当
は
素
弁
蓮
華
文
で
中
房

が
蓮
弁
よ
り
低
く
、
一
＋
六
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
蓮
弁
の
端
が
反
転
し
な
が
ら
突
起
形
態
と
な
っ
て
い
る(

図
一-

一
三
の
六)

。
瓦
当
裏
面
に

回
転
ナ
デ
を
施
し
て
成
形
し
、
瓦
当
部
と
丸
瓦
部
を
結
合
さ
せ
る
際
に
瓦
当
裏
面
の
一
部
と
丸
瓦
の
先
端
部
の
一
部
を
傾
け
て
切
っ
た
後
、
接
合
さ
せ
た(

図
一-

一
一
のⅡ

2a

技
法
、
所
謂
「
片
ほ
ぞ
形
」
６
４)

。
大
通
寺
址
で
は
こ
の
よ
う
な
様
式
の
蓮
華
文
瓦
当
が
最
も
多
く
確
認
さ
れ
、
公
州
市
中
洞
、
班
竹
洞
な
ど
大
通

寺
址
の
周
辺
地
域
と
扶
余
旧
衙
里
寺
址
、
東
南
里
遺
跡
で
も
同
笵
品
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
州
艇
止
山
遺
跡
、
扶
余
扶
蘇
山
城
、
東
南
里
遺
跡
、
金
徳

里
窯
址
、
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
官
北
里
遺
跡
、
錦
城
山
瓦
積
基
壇
建
物
址
、
佳
塔
里
寺
址
な
ど
で
同
笵
・
同
系
品
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。 
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し
た
が
っ
て
、
公
州
大
通
寺
址
か
ら
出
土
し
た
軒
丸
瓦
を
祖
形
と
し
、
こ
れ
を
同
笵
・
同
系
関
係
お
よ
び
同
じ
製
作
技
術
を
持
っ
た
瓦
当
を
「
大
通
寺
式
瓦

当
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
６
５

。
こ
の
よ
う
な
大
通
寺
式
瓦
当
は
蓮
弁
文
様
や
製
作
技
法
な
ど
の
観
察
を
通
し
て
確
認
さ
れ
る
諸
々
の
属
性
が
南
朝

地
域
の
瓦
当
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
南
朝
系
造
瓦
集
団
の
直
接
的
な
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
６
６

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
瓦
を
葺

い
た
建
築
物
に
も
南
朝
系
の
寺
院
造
営
技
術
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。 

一
方
、
公
州
地
域
で
発
掘
さ
れ
た
廃
寺
址
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
統
一
新
羅
時
代
以
後
に
属
し
て
い
る
６
７

。
熊
津
期
の
百
済
瓦
当
が
出
土
し
た
の
は
公
山
城
、

艇
止
山
遺
跡
、
五
仁
里
山
城
、
西
穴
寺
址
、
大
通
寺
址
、
新
元
寺
址
と
扶
余
龍
井
里
寺
址
な
ど
少
数
に
過
ぎ
な
い(

図
一-

一
二)

。
こ
の
う
ち
西
穴
寺
址
、
大
通

寺
址
、
扶
余
龍
井
里
寺
址
は
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
百
済
時
代
の
遺
構
は
ほ
ど
ん
ど
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
に
熊
津
期
の
寺
院
に
つ
い

て
、
大
通
寺
式
瓦
当
が
製
作·

使
用
さ
れ
た
前
後
の
瓦
当
に
見
ら
れ
る
技
術
的
な
系
統
や
生
産
体
制
に
関
す
る
検
討
を
通
し
て
、
熊
津
期
の
百
済
寺
院
の
一
側
面

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

百
済
の
瓦
製
作
・
使
用
に
は
い
く
つ
か
の
画
期
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
最
大
の
画
期
は
漢
城
期
の
草
花
文
や
銭
文
、
獣
面
文
な
ど
多
様
な
瓦
当
文
様
を
使
用
し

た
点
で
あ
り
、
そ
の
後
、
蓮
華
文
瓦
当
と
し
て
統
一
さ
れ
た
点
を
指
摘
で
き
る
。
近
年
、
ソ
ウ
ル
風
納
土
城
や
夢
村
土
城
か
ら
少
数
の
蓮
華
文
瓦
当
が
出
土
し
て

い
る
が(

図
一-

七
の
二
と
図
一-

八)

、
熊
津
期
の
瓦
当
と
は
文
様
や
製
作
技
法
が
断
絶
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
熊
津
期
の
瓦
当
の
画
期
と
系
統
を
求
め
る
こ
と
が

非
常
に
重
要
な
課
題
と
な
る
。 

熊
津
期
の
瓦
当
の
う
ち
、
公
山
城
推
定
王
宮
址
の
出
土
品
が
最
も
古
い(

図
一-

一
三
の
一
～
四)

。
こ
の
瓦
当
に
つ
い
て
、
文
周
王
三
年(

四
七
七)

の
重
修
宮

室
記
録
に
注
目
し
て
、
劉
宋
・
南
斉
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
寺
址
か
ら
出
土
す
る
も
の
は
梁
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
す
る
見
解
が

あ
る
６
８

。
し
か
し
、
四
七
七
年
二
月
の
重
修
宮
室
記
録
を
劉
宋(

四
二
〇
～
四
七
九)

と
関
連
付
け
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
四
七
五
年
の
漢
城
陥

落
以
後
、
百
済
と
劉
宋
・
南
斉
の
交
流
は
、
非
常
に
制
限
的
に
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
６
９

。
ま
た
、
百
済
と
劉
宋
は
漢
城
期
か
ら
活
発
に
交
流
し

て
い
た
が
、
風
納
土
城
と
夢
村
土
城
か
ら
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
の
場
合
、
文
様
は
北
朝
系
統
で
あ
る
が
製
作
技
法
はⅠ

1

式
で
南
朝
の
劉
宋
と
関
連
付
け
ら
れ

る
７
０

。
そ
の
た
め
、
文
様
と
製
作
技
法
が
異
な
る
公
山
城
出
土
瓦
当
の
成
立
に
は
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
系
統
の
影
響
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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公
山
城
出
土
の
創
建
期
瓦
当
の
場
合
、
直
径
が
約
一
八
～
一
九
セ
ン
チ
と
大
き
く
、
色
調
は
赤
色
と
灰
色
系
統
が
混
在
し
て
い
る
７
１

。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合

手
法
は
先
端
を
加
工
し
な
い
丸
瓦
を
接
合
さ
せ
るⅢ

1

技
法(

丸
瓦
被
覆
接
合
法)

で
あ
る
が(

図
一-

一
三
の
一
～
三)

、
こ
れ
を
「
公
山
城
式
瓦
当
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
７
２

。
こ
の
よ
う
な
様
式
の
瓦
当
の
出
現
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
三
国
史
記
』
東
城
王
八
年
条(

四
八
六)

に
見
ら
れ
る
一
連
の
記
録
で
あ
る

７
３

。
東
城
王
は
四
八
六
年
二
月
、
漢
城
か
ら
下
っ
て
き
た
旧
貴
族(

真
氏)

勢
力
を
牽
制
す
る
た
め
苩
加
を
衛
士
佐
平
に
任
命
す
る
な
ど
政
治
的
安
定
を
図
っ
た
。

同
年
三
月
、
南
斉
に
使
臣
を
送
り
、
七
月
に
は
宮
室
を
重
修
し
、
一
〇
月
に
は
大
闕
の
南
側
で
軍
隊
を
査
閲
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
三
月
の
南
斉
へ
の
使
臣
派

遣
は
、
七
月
の
王
宮
重
修
に
必
要
な
技
術
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
一
〇
月
に
大
闕
南
側
で
閲
兵
し
た
こ
と
は
王
宮
の
重
修
工
事
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
公
山
城
式
瓦
当
を
四
八
六
年
に
南
斉
の
技
術
支
援
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
と
推
定
し
た
い
。
そ
の
後
、

公
山
城
式
瓦
当
は
、
大
通
寺
式
瓦
当
と
は
異
な
り
主
流
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
がⅢ

1

技
法
は
七
世
紀
代
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
た
。 

熊
津
遷
都
後
、
最
初
に
宮
室
を
重
修
し
た
文
周
王
三
年(

四
七
七)

は
、
漢
城
陥
落
直
後
の
急
迫
し
た
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
外
部
か
ら
新
た
な
技
術
を
受
け
入

れ
て
王
宮
を
造
営
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
漢
城
期
の
製
瓦
術
や
技
術
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
急
造
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
公
山
城
内
部
か
ら
は
ま
だ
漢
城
期

と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
図
一-

一
三
の
五
の
西
穴
寺
址
出
土
瓦
当
の
場
合
、
漢
城
期
に
見
ら
れ
るⅠ

1

技
法(

泥
条
盤
築
技
法)

の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
る
７
４

。
こ
れ
を
見
る
と
、
熊
津
遷
都
以
後
に
も
一
定
期
間
漢
城
期
の
主
流
的
技
術
で
あ
るⅠ

1

技
法
が
し
ば
ら
く
維
持
さ
れ
た
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

熊
津
期
の
瓦
製
作
の
も
う
ひ
と
つ
の
画
期
と
し
て
大
通
寺
址
瓦
当
の
出
現
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
こ
の
瓦
当
は
図
一-

一
三
の
六

の
よ
う
に
八
葉
素
弁
で
弁
端
を
反
転
す
る
突
起
で
表
現
し
、
小
さ
く
て
低
い
中
房
、
回
転
ナ
デ
を
利
用
し
た
成
形
と
先
端
部
の
凹
面
を
斜
め
に
切
り
出
し
た
丸
瓦

を
瓦
当
と
接
合
さ
せ
るⅡ

2
a

技
法
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
文
様
と
製
作
技
法
は
、
大
通
寺
の
建
立
を
契
機
に
南
朝
梁
の
造
瓦
技
術
が
導
入
さ
れ
な
が
ら
成

立
し
た
も
の
で
、
泗
沘
遷
都
以
後
に
は
主
流
的
な
瓦
笵
型
と
な
り
、
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
一
つ
で
あ
る
星
組
の
原
型
と
な
る
７
５

。 

百
済
で
最
初
の
本
格
的
寺
院
と
い
え
る
大
通
寺
址
の
場
合
、
南
朝
梁
か
ら
造
瓦
技
術
が
導
入
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
在
ま
で
知
ら
れ
て
い

る
南
朝
の
瓦
当
の
中
に
は
類
似
し
た
も
の
が
あ
る
も
の
の
同
じ
で
は
な
い
た
め
、
直
接
的
な
祖
形
を
探
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
日
本
の
飛
鳥
寺
の
瓦
当
文
様
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が
百
済
と
共
通
す
る
と
は
い
え
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
と
い
う
点
を
参
考
に
す
る
と
、
百
済
で
一
定
の
変
形
が
起
こ
っ
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
王
宮
で
使
用
さ
れ
た
公
山
城
式
で
は
な
く
、
大
通
寺
式
が
主
流
的
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は

大
通
寺
式
瓦
当
が
官
営
造
瓦
工
房
で
製
作
さ
れ
た
瓦
当
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
る
７
６

。
つ
ま
り
、
泗
沘
遷
都
以
前
か
ら
大
通
寺
式
瓦
当
を
生
産
し
た
造
瓦
集
団

が
新
都
の
造
営
を
担
当
し
た
行
政
組
織
の
一
部
で
活
動
し
た
た
め
、
そ
の
後
主
流
的
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

泗
沘
期
の
中
央
行
政
機
関
で
あ
る
二
二
部
司
は
蓋
鹵
王
、
武
寧
王
代
を
経
な
が
ら
順
次
成
立
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
家
政
的
で
あ
る
内
官
と
国
政
的

で
あ
る
外
官
に
区
別
さ
れ
る
７
７

。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
官
営
造
瓦
工
房
は
、
名
称
か
ら
み
る
と
内
官
一
二
部
の
功
徳
部
や
、
外
官
一
〇
部
の
司
空
部
の
部
署
に
所

属
し
て
い
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
成
立
時
期
や
過
程
に
つ
い
て
は
ま
だ
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。 

し
か
し
、
公
州
宋
山
里
六
号
墳
出
土
「
梁
官
瓦
為
師
矣
」
銘
塼
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
そ
の
前
後
の
時
期
に
一
定
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
で
き
る

７
８

。
こ
の
銘
文
で
さ
ら
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
「
師
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
そ
の
前
後
の
字
と
連
結
さ
せ
「
師
匠
と
す
る
」
、
「
模
範
と
す
る
」

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
「
実
際
に
そ
れ
を
製
作
し
た
技
術
者
」
に
付
け
る
接
尾
辞
と
見
る
余
地
が
あ
る
７
９

。
中
国
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
の
銘
文
塼

は
、
梁
の
官
営
工
房
所
属
の
技
術
者
で
あ
る
「
師
」
が
参
与
し
、
指
導
し
た
と
推
測
で
き
る
８
０

。 

宋
山
里
六
号
墳
や
武
寧
王
陵
の
文
様
塼
は
、
扶
余
井
洞
里
窯
址(

Ａ
地
区)

で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
８
１

。
井
洞
里
窯
址
で
は
土
器
と
瓦
塼
を

共
に
生
産
し
て
い
る
が
、
大
通
寺
式
瓦
当
は
出
土
し
な
い
。
こ
の
窯
址
は
地
表
調
査
の
み
実
施
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
大
通
寺
址
所
用
瓦
を
生
産
し
た
可
能
性
は

残
っ
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
の
資
料
か
ら
は
、
大
通
寺
式
瓦
当
は
不
明
窯
Ａ
１
で
生
産
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
井
洞
里
窯
址
の
場
合
、
王
陵

の
築
造
と
関
連
す
る
窯
址
で
あ
る
た
め
官
営
工
房
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
将
作
大
匠
の
よ
う
な
臨
時
機
構
で
運
営
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
塼
築
墳
の

築
造
に
必
要
な
塼
を
生
産
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
ま
さ
に
官
営
造
瓦
工
房
で
あ
っ
た
と
断
定
し
難
い
側
面
が
あ
る
８
２

。 

五
二
三
年
の
武
寧
王
の
後
を
継
い
で
即
位
し
た
聖
王
は
武
寧
王
陵
を
築
造
し
た
当
事
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
五
二
六
年
一
〇
月
、
熊
津
城
を
修
葺
し
本
格
的
な
寺

院
で
あ
る
大
通
寺
を
五
二
七
年
に
建
立
す
る
。
王
陵
の
築
造
と
王
宮
で
あ
る
熊
津
城
の
修
理
、
大
通
寺
の
創
建
は
聖
王
に
よ
っ
て
一
貫
し
て
推
進
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
官
営
造
瓦
工
房
の
成
立
と
い
う
側
面
か
ら
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
通
寺
式
瓦
当
は
梁
の
直
接
的
な
技
術
支
援
を
受
け
て
王
陵
を
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築
造
し
た
後
、
王
宮
を
再
び
修
理
す
る
過
程
を
経
な
が
ら
順
次
製
作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
井
洞
里
窯
址
は
、
瓦
塼
を
共
に
生
産
し
た
遺
跡

で
あ
り
、
そ
こ
で
製
作
・
供
給
さ
れ
た
武
寧
王
陵
蓮
華
文
塼
は
大
通
寺
址
瓦
当
と
文
様
が
相
通
ず
る
点
が
あ
る
。
ま
た
、
公
山
城
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
中
に
は
、

文
様
は
既
存
の
公
山
城
式
に
従
い
な
が
ら
も
、
接
合
技
法
は
大
通
寺
式
のⅡ

2a

技
法
に
従
っ
た
事
例
が
確
認
さ
れ
る(

李
南
奭
分
類
のⅣ

型
式
、
図
一-

一
三
の

四)

８
３

。
こ
れ
を
見
る
と
、
大
通
寺
式
瓦
当
は
王
陵
の
築
造
や
王
宮
の
修
理
と
い
っ
た
梁
の
技
術
導
入
過
程
で
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
土

木
工
事
が
聖
王
代
の
初
期
に
連
続
し
た
こ
と
を
見
る
と
百
済
で
は
塼
築
墳
を
築
造
す
る
こ
と
で
梁
の
技
術
者
で
あ
る
「
師
」
か
ら
技
術
を
伝
受
さ
れ
、
そ
の
後
、

王
宮
の
修
理
や
寺
院
の
造
営
を
経
な
が
ら
官
営
造
瓦
工
房
が
成
立
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

一
方
、
慶
州
で
発
見
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
興
輪
寺
式
瓦
当
は
、
最
近
の
調
査
の
結
果
か
ら
大
通
寺
式
瓦
当
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た(

本
稿
の

第
五
章
参
照)

。
図
一-

一
三
の
九
の
瓦
当
は
、
文
様
と
製
作
技
法
だ
け
で
な
く
平
瓦
・
丸
瓦
の
製
作
技
法
が
大
通
寺
式
瓦
当
や
公
州
艇
止
山
遺
跡
な
ど
で
発
見
さ

れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
百
済
の
造
瓦
工
が
派
遣
さ
れ
て
製
作
し
た
も
の
と
い
え
、
そ
の
源
流
と
な
る
大
通
寺
式
瓦
当
が
南
朝
の
影
響
を
受
け

て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
南
朝-

百
済
系
瓦
製
作
技
術
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『
三
国
史
記
』
や
『
三
国
遺
事
』
に
は
興
輪
寺
の
創
建
過

程
に
お
い
て
百
済
や
南
朝
の
影
響
に
つ
い
て
な
ん
ら
言
及
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
中
古
期
新
羅
の
仏
教
は
高
句
麗-

北
朝
系
統
の
影
響
が
強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
、

百
済-

南
朝
系
、
特
に
百
済
の
直
接
的
支
援
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
興
輪
寺
式
瓦
当
は
、
新
羅
の
仏
教
受
容
過
程
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
百
済
の
影
響
を
実
物
資

料
と
し
て
示
し
、
南
朝
仏
教
の
影
響
を
再
認
識
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
８
４

。 

百
済
か
ら
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
の
建
立
に
瓦
工
な
ど
の
技
術
者
を
派
遣
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
部
で
官
営
造
瓦
工
房
の
よ
う
な
も
の
が
成
立
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
技
術
系
統
が
大
通
寺
式
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
通
寺
式
瓦
当
を
製
作
し
た
工
人
集
団
が
官
営
工
房

所
属
の
工
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
百
済
で
は
泗
沘
遷
都
以
前
に
こ
の
よ
う
な
官
営
造
瓦
工
房
が
成
立
し
て
い
た
た
め
、

新
都
造
営
に
必
要
な
大
量
の
瓦
を
安
定
的
に
供
給
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
大
通
寺
式
瓦
当
が
主
流
的
位
置
を
占
め
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
官
営

造
瓦
工
房
で
生
産
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
方
、
大
通
寺
式
瓦
当
の
成
立
以
後
、
艇
止
山
遺
跡
や
龍
井
里
寺
址
で
こ
れ
と
は
若
干
異
な
る
瓦
当
が
製
作
・
使
用
さ
れ
た
。
図
一-

一
三
の
七
の
艇
止
山
遺
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跡
出
土
品
は
大
通
寺
式
瓦
当
の
文
様
を
使
用
し
、
裏
面
に
回
転
ナ
デ
の
痕
迹
が
観
察
で
き
る
が
、
接
合
技
法
は
先
端
無
加
工
の
丸
瓦
を
接
合
さ
せ
るⅢ

1

技
法
で

あ
る
。
艇
止
山
遺
跡
は
殯
殿
と
推
定
さ
れ
る
場
所
で
王
陵
の
築
造
と
深
い
関
連
を
持
つ
８
５

。
し
た
が
っ
て
、
熊
津
期
末
期
の
官
営
造
瓦
工
房
で
は
典
型
的
な
大

通
寺
式
瓦
当
だ
け
で
な
く
、Ⅲ

1

技
法
を
持
つ
瓦
当
も
生
産
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

図
一-

一
三
の
八
の
扶
余
龍
井
里
寺
址
の
場
合
、
文
様
だ
け
で
な
く
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
手
法
が
、Ⅳ

1

技
法
で
大
通
寺
式
瓦
当
と
は
全
く
異
な
る
高
句
麗
系
瓦

当
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
数
派
と
い
え
る
が
、
熊
津
期
末
や
泗
沘
期
初
に
高
句
麗
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
で
、
大
通
寺
式
を
作
る
官
営
工
房
以
外

の
造
瓦
集
団
が
別
途
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
龍
井
里
寺
址
は
、
扶
余
地
域
に
位
置
す
る
寺
院
で
あ
る
も
の
の
、
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都

以
前
か
以
後
か
を
判
断
す
る
の
は
容
易
で
な
い
８
６

。
し
か
し
、
扶
余
官
北
里
、
双
北
里
一
帯
で
も
高
句
麗
系
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
熊
津
期
末
や

泗
沘
期
初
に
高
句
麗
系
統
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
だ
ろ
う
。
泗
沘
遷
都
以
後
、
最
初
に
建
立
さ
れ
た
定
林
寺
址
で
南
朝
系
の
技
術
だ
け
で
な
く
高

句
麗
系
の
文
化
要
素
が
共
に
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
と
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い(

本
稿
の
第
六
章
第
一
節
参
照)

。 

熊
津
期
の
蓮
華
文
瓦
当
は
漢
城
期
末
の
劉
宋
の
影
響
と
と
も
に
新
た
に
南
斉
の
影
響
を
受
け
て
出
現
す
る
が
、
大
通
寺
の
建
立
を
契
機
に
梁
の
影
響
を
受
け
て

本
格
的
に
生
産
・
使
用
さ
れ
る
。
大
通
寺
式
瓦
当
が
泗
沘
遷
都
以
後
主
流
と
な
っ
て
、
新
羅
の
興
輪
寺
式
瓦
当
の
成
立
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
官
営
造
瓦
工
房
で
生
産
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
成
立
し
た
公
山
城
式
瓦
当
の
影
響
が
持
続
し
、
少
数
派
で
あ
る
が
高

句
麗
の
影
響
を
受
け
た
瓦
当
も
共
存
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
熊
津
期
の
寺
院
は
大
通
寺
を
創
建
し
な
が
ら
南
朝
梁
の
寺
院
造
営
技
術
を
積
極
的
に

導
入
し
な
が
ら
も
、
そ
の
後
は
次
第
に
高
句
麗
の
影
響
も
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

ま
と
め 

百
済
は
四
世
紀
後
半
、
枕
流
王
代
に
東
晋
か
ら
仏
教
を
初
め
て
受
容
し
た
。
当
時
、
百
済
国
内
で
は
、
歴
史
書
を
編
纂
し
、
ま
た
中
国
と
使
臣
が
往
来
す
る
な

ど
漢
字
や
漢
文
に
関
す
る
理
解
が
相
当
な
水
準
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
楽
浪
郡
の
廃
置
に
伴
う
多
数
の
中
国
系
遺
民
の
移
住
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

百
済
の
仏
教
受
容
は
、
対
外
的
に
は
高
句
麗
が
仏
教
を
通
し
て
前
秦
と
の
協
力
を
強
化
し
た
こ
と
に
対
応
し
、
仏
教
を
信
奉
し
た
東
晉
の
孝
文
帝
と
の
紐
帯
強
化
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の
た
め
に
受
容
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
仏
教
伝
来
以
後
、
百
済
は
新
都
で
あ
る
漢
山
に
仏
寺
を
建
立
し
た
が
、
こ
れ
は
高
句
麗
と
の
対
決
構
図
の
中
で
都
城
を
荘

厳
に
す
る
た
め
の
象
徴
物
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

漢
城
期
の
仏
教
と
関
連
す
る
遺
物
は
蓮
華
文
を
モ
チ
ー
フ
に
す
る
金
属
器
や
磁
器
、
瓦
当
以
外
に
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
熊
津
期
初
期
に
活
躍
し
た
発
正
の
事

例
を
見
る
と
、
漢
城
期
末
期
や
熊
津
期
初
期
に
お
け
る
百
済
の
仏
教
活
動
を
認
め
ら
れ
る
。
ソ
ウ
ル
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
獣
面
文
瓦
当
や
蓮
華
文
瓦
当
は
、

百
済
が
楽
浪
や
高
句
麗
以
外
に
も
中
国
南
北
朝
の
諸
国
家
と
幅
広
く
交
流
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
交
流
を
通
し
て
仏
教
文
化
を
輸
入
し

た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
、
百
済
に
お
い
て
仏
教
活
動
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
一
層
高
く
な
る
。 

熊
津
期
に
な
る
と
、
武
寧
王
陵
か
ら
出
土
し
た
多
様
な
遺
物
の
中
で
南
朝
仏
教
の
要
素
を
具
体
的
に
確
認
で
き
る
。
武
寧
王
陵
を
完
成
さ
せ
た
聖
王
に
よ
っ
て

建
立
さ
れ
た
大
通
寺
は
百
済
の
本
格
的
な
仏
教
寺
院
と
い
え
る
が
、
そ
れ
と
関
連
し
た
遺
構
が
全
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
出
土
瓦
当
を
中
心
に
そ
の
技
術

的
な
系
統
を
推
定
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
に
は
、
中
国
南
京
地
域
で
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
瓦
製
作
技
術
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
「
梁
官
瓦

為
師
矣
」
銘
塼
を
通
し
て
、
南
朝
梁
の
影
響
を
明
瞭
に
確
認
で
き
る
。
大
通
寺
址
よ
り
古
い
段
階
の
瓦
当
、
特
に
王
宮
で
あ
る
公
山
城
で
発
見
さ
れ
た
瓦
当
の
場

合
、
文
献
記
録
を
検
討
し
て
み
る
と
、
南
斉
と
の
関
連
性
を
類
推
で
き
る
。
し
か
し
、
泗
沘
都
城
や
慶
州
興
輪
寺
址
か
ら
大
通
寺
式
瓦
当
と
同
じ
文
様
と
製
作
技

術
が
多
数
確
認
さ
れ
る
た
め
、
百
済
で
は
大
通
寺
を
造
営
す
る
過
程
で
、
官
営
造
瓦
工
房
の
よ
う
な
官
営
手
工
業
体
制
が
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
百

済
で
は
大
通
寺
式
瓦
当
と
は
異
な
る
公
山
城
式
瓦
当
が
持
続
し
て
生
産
さ
れ
、
少
数
と
は
い
え
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
た
瓦
当
も
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
高
句
麗
の
造
瓦
術
の
影
響
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

                                        

  

 

１ 

於
是
百
済
観
勒
僧
、
上
表
以
言
、
夫
仏
法
自
西
国
至
于
漢
、
経
三
百
歲
、
乃
伝
之
至
於
百
済
国
、
而
僅
一
百
年
矣
。(

『
日
本
書
紀
』
巻
二
二 

推
古
天
皇 

三
二
年
条) 

２ 

末
松
保
和
「
新
羅
仏
教
伝
来
伝
説
考
」(

『
新
羅
史
の
諸
問
題
』
、
東
洋
文
庫
、
一
九
五
四
年)
。 

田
村
圓
澄
「
百
済
仏
教
史
序
説｣

(

『
百
済
文
化
と
日
本
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)
。 
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３ 
李
基
白
「
百
済
仏
教
受
容
年
代
の
検
討｣

(

『
震
檀
学
報
』
七
一
・
七
二
合
集
、
一
九
九
一
年) ; 

『
韓
国
古
代
政
治
社
会
史
研
究
』
、
一
潮
閣
、
一
九
九
六
年)

。 

辛
鍾
遠
「
百
済
仏
教
美
術
の
思
想
的
背
景｣

(

『
百
済
の
彫
刻
と
美
術
』
、
公
州
大
、
一
九
九
一
年)

。 

４ 

高
句
麗
の
場
合
、
三
七
二
年
に
前
秦
の
符
堅
が
仏
教
を
下
賜
し
た
こ
と
は
、
前
燕
の
滅
亡
に
協
力
し
た
こ
と
に
対
す
る
恩
賞
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
小
獣

林
王
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
た
ち
は
積
極
的
に
反
対
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
理
解
し
た
。
百
済
の
場
合
も
三
七
二
年
に
東
晋
の
冊
封
体
制
に
編
入
さ
れ
た
た
め
、
三

八
四
年
の
仏
教
伝
来
は
単
に
政
治
次
元
の
下
賜
で
あ
り
、
百
済
王
と
そ
の
貴
族
た
ち
は
仏
教
の
受
容
に
異
議
を
提
起
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

田
村
圓
澄
『
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年)

。 

５ 

田
村
圓
澄
「
漢
訳
仏
教
圈
の
仏
教
伝
来｣(

『
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
』(

前
掲
書))

。 

６ 

李
基
白
「
三
国
時
代
仏
教
受
容
の
実
際-
仏
教
「
下
賜
説
」
批
判｣(

『
百
済
研
究
』
二
九
、
一
九
九
九
年)

。 

７ 

咸
安
二
年
春
正
月
辛
丑
、
百
済
林
邑
王
、
各
遣
使
貢
方
物
。(

『
晋
書
』
巻
九 

本
紀 

簡
文
帝) 

咸
安
二
年
六
月
、
遣
使
拝
百
済
王
余
句
、
為
鎮
東
将
軍
領
楽
浪
太
守
。(

『
晋
書
』
巻
九 

本
紀 

簡
文
帝) 

８ 

晋
太
元
中
、
王
須
、
義
熙
中
、
王
余
映
。
宋
元
嘉
中
、
王
余
毗
、
並
遣
献
生
口
。(

『
梁
書
』
巻
五
四 

諸
夷
伝 

百
済
条) 

９ 

鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
二-

受
容
期
の
仏
教
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年)

。 

１
０ 

趙
景
徹
「
百
済
仏
教
史
の
展
開
と
政
治
変
動
」(

韓
国
学
中
央
研
究
院
博
士
論
文
、
二
〇
〇
六
年
、
九
～
一
〇
頁)

。 

１
１ 

高
句
麗
の
仏
教
受
容
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

木
村
宣
彰
「
曇
始
と
高
句
麗
仏
教
」
（
『
仏
教
学
百
セ
ミ
ナ
』
三
一
、
一
九
八
〇
年)

。 

金
相
鉉
「
中
国
文
献
所
載
高
句
麗
仏
教
史
記
録
の
検
討｣(

『
高
句
麗
の
思
想
と
文
化
』
、
高
句
麗
研
究
財
団
、
二
〇
〇
五
年)

。 

辛
鍾
遠
「
三
国
の
仏
教
初
伝
者
と
初
期
仏
教
の
性
格｣

（
『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
四
、
二
〇
〇
六
年)

。 

１
２ 

鄭
珖
鎬
「
高
句
麗
仏
教
受
容
の
国
際
社
会
的
背
景｣(

『
人
文
研
究
』
九
、
仁
荷
大
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
三
年)

。 

李
龍
範
「
北
朝
前
・
後
期
仏
教
の
高
句
麗
伝
来｣

（
『
論
文
集
』
一
二
、
東
国
大
、
一
九
七
三
年) ; 

『
韓
満
交
流
史
研
究
』(

同
和
出
版
社
、
一
九
八
九
年)

。 



 

 

 

 

42 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                  

 
余
昊
奎
「
四
世
紀
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
と
高
句
麗
対
外
政
策
の
変
化｣

（
『
歴
史
と
現
実
』
三
六
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

１
３ 

こ
の
時
期
の
東
ア
ジ
ア
の
力
関
係
は
前
秦
、
高
句
麗
と
高
句
麗
の
勢
力
圏
に
あ
っ
た
新
羅
が
連
盟
状
態
を
な
し
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
百
済
は
東
晋(

後
に
南
朝)

と
連
結
し
、
百
済
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
倭
を
引
き
入
れ
対
抗
さ
せ
る
こ
と
で
自
ず
か
ら
南
北
両
勢
力
の
対
立
関
係
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る(

金
哲
埈
『
韓
国
古

代
社
会
研
究
』
（
ソ
ウ
ル
大
出
版
部
、
一
九
九
〇
、
九
八
頁)

）
。 

１
４ 

睦
楨
培
『
三
国
時
代
の
仏
教
』
（
東
国
大
出
版
部
、
一
九
八
九
年
、
三
九
～
四
〇
頁)

。 

１
５ 

李
基
白
「
三
国
時
代
仏
教
受
容
の
実
際-

仏
教
「
下
賜
説
」
批
判｣(

前
掲
誌
、
七
六
～
七
九
頁)

。 

１
６ 

其
人
雑
有
新
羅 

高
麗 

倭
等 
亦
有
中
国
人
。(

『
隋
書
』
東
夷
伝 

百
済
条) 

１
７ 

鈴
木
靖
民
「
石
上
神
宮
七
支
刀
銘
に
つ
い
て
の
一
試
論
」(

『
坂
本
太
郞
博
士
頌
寿
記
念
日
本
史
学
論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年)

。 

１
８ 

李
成
珪
「
韓
国
古
代
国
家
の
形
成
と
漢
字
受
容｣

(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
三
二
、
二
〇
〇
三
年)

。 

１
９ 

李
成
市
「
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
人
口
移
動｣(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年)

。 

尹
龍
九
「
中
国
系
官
僚
と
そ
の
活
動｣
(

『
百
済
の
対
外
交
渉
』
、
百
済
文
化
史
大
系
九
、
二
〇
〇
七
年)

。 

２
０ 

牟
大
又
表
曰(

牟
大
又
表
曰
、
按
牟
大
通
志
及
元
亀
並
作
牟
太
。
又
元
亀
九
百
六
十
三
、
斎
武
帝
、
永
明
八
年
正
月
、
百
済
王
牟
太
遣
使
上
表
、
遣
謁
僕
射
孫
副
策

命
、
知
上
此
表
在
永
明
八
年
正
月
也
。)

臣
所
遣
行
建
威
将
軍
広
陽
太
守
兼
長
史
臣
高
達
、
行
建
威
将
軍
朝
鮮
太
守
兼
司
馬
臣
楊
茂
、
行
宣
威
将
軍
兼
参
軍
臣
会
邁

等
三
人
、
志
行
清
亮
、
忠
款
夙
著
。
往
泰
始
中(

往
泰
始
中
、
泰
始
原
譌
太
始
、
各
本
並
譌
、
今
改
正)

。
比
使
宋
朝
、
今
任
臣
使
、
冒
渉
波
險
、
尋
其
至
効
、
宜

在
進
爵
、
謹
依
先
例
、
各
假
行
職
。(

『
南
斉
書
』
巻
五
八 

東
南
夷
列
伝 
第
三
九 

伝
東
夷
伝 

百
済
国
条) 

２
１ 

一
方
、
楽
浪
郡
の
段
階
に
仏
教
が
導
入
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
資
料
が
不
足
し
て
い
る
た
め
判
断
し
が
た
い
が
、
中
国
漢
代
の
仏
教
史
の
展

開
過
程
を
参
考
に
す
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
残
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。 

２
２ 

百
済
と
倭
の
対
外
交
流
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后 

四
四
年(

三
六
四)

か
ら
五
二
年(

三
七
二)

条
が
伝
え
る
記
録
自
体
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
あ

る
が
、
七
支
刀
の
存
在
を
通
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
に
両
国
の
外
交
交
渉
に
お
い
て
か
な
り
の
進
展
が
あ
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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２
３ 
朴
淳
発
「
漢
城
期
百
済
対
中
交
渉
の
一
例-

夢
村
土
城
出
土
金
銅
銙
帯
金
具
推
考｣(

『
湖
西
考
古
学
』
一
一
、
二
〇
〇
四
年)

。 
権
五
栄
・
権
度
希
「
社
倉
里
山
一
〇-

一
番
地
出
土
遺
物
の
紹
介
」
（
『
吉
城
里
土
城
』
、
韓
神
大
学
校
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年)

。 

２
４ 

権
五
栄
「
考
古
資
料
を
通
し
て
み
た
百
済
と
中
国
の
文
物
交
渉
」(

『
震
檀
学
報
』
六
六
、
一
九
九
八
年)

。 

成
正
鏞
「
百
済
と
中
国
の
貿
易
陶
磁｣

(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年)

。 

韓
芝
守
「
百
済
風
納
土
城
出
土
施
釉
陶
器
研
究｣(

『
百
済
研
究
』
五
一
、
二
〇
一
〇
年)

。 

林
永
珍
「
中
国
六
朝
磁
器
の
百
済
導
入
背
景｣(

『
韓
国
考
古
学
報
』
八
三
、
二
〇
一
二
年)

。 

２
５ 

成
正
鏞
「
百
済
と
中
国
の
貿
易
陶
磁｣

(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
～
三
〇
頁)

。 

李
漢
祥
『
裝
身
具
賜
与
体
制
か
ら
み
た
百
済
の
地
方
支
配
』(

書
景
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
七
～
一
三
四
頁)

。 

２
６ 

『
三
国
史
記
』
巻
二
四 

百
済
本
紀
二 

近
肖
古
王 

二
六
年
条
。 

２
７ 

阿
莘
王
、
枕
流
王
之
元
子
、
初
生
於
漢
城
別
宮
。(
『
三
国
史
記
』
巻
二
五 

百
済
本
紀 

第
三 

阿
莘
王
即
位
年
条) 

２
８ 

田
中
俊
明
「
百
済
漢
城
時
代
に
お
け
る
王
都
の
変
遷｣(
『
朝
鮮
古
代
研
究
』
一
、
一
九
九
七
年
、
三
四
頁)

。 

２
９ 

余
昊
圭
「
漢
城
時
期
百
済
の
都
城
制
と
防
御
体
系｣(

『
百
済
研
究
』
三
六
、
二
〇
〇
二
年
、
一
五
～
一
六
頁)

。 

３
０ 

た
だ
し
、
漢
山
の
仏
寺
が
瓦
葺
建
物
が
整
然
と
配
置
さ
れ
た
泗
沘
時
期
の
寺
院
と
は
異
な
る
形
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
な
形
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
高

句
麗
長
川
一
号
墳
の 

壁
画
を
参
考
に
す
る
と
、
百
済
の
場
合
も
仏
教
尊
像
を
礼
拝
す
る
新
た
な
形
式
の
建
物
が
建
立
さ
れ
た
可
能
性
は
排
除
し
が
た
い
だ
ろ
う
。 

３
１ 

漢
山
の
仏
寺
全
体
が
瓦
が
葺
か
れ
た
建
物
な
の
か
、 

部
分
的
に
の
み
葺
か
れ
た
建
物
な
の
か
、
ま
た
は
草
屋
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
城
時
期
の
瓦

出
土
事
例
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
部
分
的
な
瓦
葺
き
は
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
過
去
に
使
用
さ
れ
た
瓦
当
は
時
期
的
に

蓮
華
文
瓦
当
が
使
用
さ
れ
る
以
前
で
あ
る
た
め
、
蓮
華
文
以
外
の
別
の
文
様
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
２ 

余
昊
圭
「
漢
城
時
期
百
済
の
都
城
制
と
防
御
体
系｣(

前
掲
誌
、
一
六
～
一
七
頁)

。 

３
３ 

趙
景
徹
は
、
阿
莘
王
の
教
書
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
辰
斯
王
の
即
位
が
仏
教
の
受
容
に
反
対
す
る
勢
力
と
関
連
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
見
解
を
提
起
し
て
い
る
。 
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趙
景
徹
「
百
済
仏
教
史
の
展
開
と
政
治
変
動｣(

前
掲
誌
、
四
七
頁)

。 

３
４ 

李
道
学
「
漢
城
末
熊
津
時
代
百
済
王
位
継
承
と
王
権
の
性
格｣(

『
韓
国
史
研
究
』
五
〇
・
五
一
合
集
、
一
九
八
五
年
、
六
～
七
頁)

。 

３
５ 

烝
土
と
い
う
用
語
は
『
魏
書
』
や
『
水
経
注
』
な
ど
中
国
の
史
料
の
中
で
五
胡
十
六
国
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
大
夏
の
築
城
に
関
す
る
事
例
が
見
ら
れ
、
大
夏
の
赫
連

勃
勃
が
築
い
た
統
万
城
遺
跡
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。
蒸
土
は
石
灰
を
主
材
料
と
し
、
粘
土
と
石
を
混
ぜ
て
堅
固
に
す
る
方
法
で
日
本
で
は
三
和
土
と
呼

ば
れ
る
。
ま
た
、
蓋
鹵
王
代
に
蒸
土
築
城
し
た
背
景
に
は
北
魏
や
五
胡
十
六
国
と
の
交
流
が
あ
っ
た
と
し
た
。 

門
田
誠
一
「
三
国
史
記
百
済
本
紀
所
載
の
築
城
用
語
考
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研
究
』
、
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年)

。 

３
６ 

安
啓
賢
「
百
済
仏
教
に
関
す
る
諸
問
題｣

(

『
百
済
仏
教
文
化
の
研
究
』
、
一
九
九
四
年
、
一
八
八
～
一
八
九
頁)

。 

３
７ 

謙
益
の
求
法
活
動
を
信
頼
で
き
る
と
い
う
見
解(

小
玉
大
圓
「
求
法
僧
謙
益
と
そ
の
周
辺(

上
・
下)

」(

『
馬
韓
百
済
文
化
』
八
・
一
〇
、
一
九
八
五
・
一
九
八
七

年)

も
あ
る
が
、
根
拠
と
な
る
「
弥
勒
仏
光
寺
事
蹟｣

に
後
代
の
用
語
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
反
論
も
あ
る
。 

３
８ 

吉
村
怜
「
百
済
武
寧
王
妃
木
枕
に
画
か
れ
た
仏
教
図
像
に
つ
い
て｣

(

『
美
術
史
研
究
』
一
四
、
一
九
七
七
年) ; 

『
中
国
仏
教
図
像
の
研
究
』(

東
方
書
店
、
一
九

八
三
年)

。 

姜
友
邦
「
武
寧
王
妃
頭
枕
と
足
座
の
霊
気
化
生
の
造
形
解
釈
と
図
像
解
釈｣

(

『
武
寧
王
陵
を
格
物
す
る-

武
寧
王
陵
発
掘
四
〇
周
年
記
念
特
別
展
』
、
国
立
公
州
博

物
館
、
二
〇
一
一
年)

。 

３
９ 

武
寧
王
陵
の
墓
誌
石
や
蓮
華
文
塼
な
ど
出
土
遺
物
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
が
南
朝
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
吉
村

怜
は
聖
王
代
に
日
本
へ
伝
ら
れ
た
日
本
最
初
の
仏
教
は
南
朝
系
の
仏
教
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。 

吉
村
怜
「
仏
教
美
術
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
伝
播｣(

『
東
ア
ジ
ア
社
会
と
仏
教
文
化
』
、
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
、
一
八
三
～
一
八
六
頁)

。 

４
０ 

金
理
那
「
百
済
初
期
仏
像
様
式
の
成
立
と
中
国
の
仏
像
」(

『
百
済
史
の
比
較
研
究
』
、
一
九
九
三
年)

 ; 

『
韓
国
古
代
仏
教
彫
刻
比
較
研
究
』(

文
芸
出
版
社
、
二

〇
〇
三
年)

。 

４
１ 

新
羅
地
域
で
出
土
し
た
仏
教
関
連
遺
物
に
対
す
る
検
討
は
次
の
文
献
が
参
考
と
な
る
。  
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朴
光
烈
「
新
羅
瑞
鳳
冢
と
壺
衧
塚
の
絶
対
年
代
考｣(

『
仏
教
考
古
学
』
二
、
二
〇
〇
二
年)

。 
朴
光
烈
「
新
羅
積
石
木
槨
墳
出
土
黃
金
遺
物
と
初
伝
仏
教｣(

『
文
化
史
学
』
二
七
、
二
〇
〇
七
年)

。 

４
２ 

宋
義
政
・
尹
炯
元
『
法
泉
里Ⅰ

』(

国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

４
３ 

趙
源
昌
「
法
泉
里
四
号
墳
出
土
青
銅
蓋
蓮
花
突
帯
文
の
意
味｣(

『
百
済
文
化
』
三
三
、
二
〇
〇
三
年)

。 

４
４ 

賀
云
翶
「
南
朝
時
代
建
康
地
域
蓮
花
文
瓦
当
の
変
遷
過
程
お
よ
び
関
連
問
題
の
研
究｣(

『
漢
城
期
百
済
の
物
流
シ
ス
テ
ム
と
対
外
交
渉
』
、
韓
神
大
学
術
院
、
二
〇

〇
三
年)

。 

４
５ 

穴
澤

光
・
馬
目
順
一
「
羅
州
潘
南
面
古
墳
群｣(

『
古
代
学
研
究
』
七
〇
、
一
九
七
三
年)

。 

朴
普
鉉
「
金
銅
冠
か
ら
み
た
羅
州
新
村
里
九
号
墳
乙
棺
の
年
代｣(

『
百
済
研
究
』
二
八
、
一
九
九
八
年)

。 

毛
利
光
俊
彦
「
古
代
朝
鮮
冠(

百
済)

」(
『
瓦
衣
千
年-

森
郁
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』
、
一
九
九
九
年)

。 

４
６ 

李
漢
祥
『
裝
身
具
賜
与
体
制
か
ら
み
た
百
済
の
地
方
支
配
』(

書
景
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年)

。 

４
７ 

そ
の
他
に
も
栄
山
江
流
域
で
は
羅
州
伏
岩
里
三
号
墳
か
ら
朱
漆
で
「
卍
」
が
書
か
れ
た
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。 

４
８ 

ソ
ウ
ル
大
博
物
館
『
龍
院
里
遺
跡
Ｃ
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
』(

ソ
ウ
ル
大
人
文
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年)

。 

韓
芝
仙
「
風
納
土
城
慶
堂
地
区
再
発
掘
調
査
成
果｣(

『
様
式
の
考
古
学
』
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

。 

４
９ 

文
東
錫
「
漢
城
百
済
の
茶
文
化
と
茶
確｣

(

『
百
済
研
究
』
五
六
、
二
一
一
二
年)

。 

５
０ 

漢
城
時
期
の
瓦
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

権
五
栄
「
漢
城
期
百
済
瓦
の
製
作
伝
統
と
発
展
の
画
期｣(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年)

。 

鄭
治
泳
「
漢
城
期
百
済
瓦
製
作
技
術
の
展
開
様
相｣(

『
韓
国
考
古
学
報
』
六
三
、
二
〇
〇
七
年)

。 

鄭
治
泳
「
百
済
漢
城
期
瓦
当
の
形
成
と
系
統｣(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
六
四
、
二
〇
〇
九
年)
。 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年)

。 
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山
崎
信
二
「
百
済
の
瓦
生
産
」(

『
古
代
造
瓦
史-

東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
、
雄
山
閣
、
二
〇
一
一
年)

。 

５
１ 

蘇
哉
潤
「
百
済
軒
丸
瓦
製
作
技
法
と
生
産
体
制
の
変
化-

風
納
土
城
出
土
品
を
中
心
に｣(

『
百
済
学
報
』
四
、
二
〇
一
〇
年)

。 

５
２ 

賀
云
翶
『
六
朝
瓦
当
与
六
朝
都
城
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
～
三
二
頁)

。 

５
３ 

鄭
治
泳
は
四
世
紀
中
盤
前
後
と
推
定
し
て
い
る(

鄭
治
泳
「
百
済
漢
城
期
瓦
当
の
形
成
と
系
統｣(

前
掲
誌
、
一
一
〇
頁)

。 

５
４ 

た
だ
、
筆
者
は
獣
面
文
瓦
当
が
出
土
し
た
慶
堂
地
区
二
〇
六
号
遺
構
、
つ
ま
り
井
戸
址
出
土
土
器
の
中
心
年
代(

権
五
栄
「
聖
な
る
井
戸
の
祭
祀
」(

『
地
方
史
と
地

方
文
化
』
一
一
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年)

と
旧
ミ
レ
集
落
敷
地
の
地
貯
蔵
用
竪
穴
か
ら
出
土
し
た
青
磁
碗
な
ど
を
通
し
て
み
る
と
、
獣
面
文
瓦
当
の
年
代
は
三
八
四

年
よ
り
若
干
古
い
四
世
紀
中
後
半
段
階
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。 

５
５ 

岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
編
「
北
魏
方
山
永
固
陵
の
研
究｣(

『
東
方
学
報
』
八
〇
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
八
～
一
三
九
頁(

図
七-

八
、
図
八-

二
五))

。 

申
云
艶
『
中
国
古
代
瓦
当
研
究
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
八
頁(

図
一
一
一-

一))

。 

５
６ 

中
国
に
お
け
る
蓮
華
文
瓦
当
の
出
現
は
南
朝
の
場
合
、
東
晋
晩
期
、
北
朝
の
場
合
は
北
魏
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

銭
国
祥
「
漢
魏
洛
陽
城
出
土
瓦
当
的
分
期
与
研
究｣(
『
考
古
』
一
九
九
六-

一
〇
期
、
一
九
九
六
年)

。 

銭
国
祥
「
中
国
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
瓦
当｣(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
三
国
の
対
外
交
渉
』
、
国
立
慶
州
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

賀
云
翶
「
南
朝
時
代
建
康
地
域
蓮
花
文
瓦
当
の
変
遷
過
程
お
よ
び
関
連
問
題
の
研
究｣(

前
掲
書)

。 

賀
云
翶
「
蓮
花
文
瓦
当｣

『
六
朝
瓦
当
与
六
朝
都
城
』(

前
掲
書)

。 

５
７ 

亀
田
修
一
「
漢
城
時
代
の
瓦｣

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書
、
三
一
頁)
。 

た
だ
し
、
趙
源
昌
は
百
済
の
漢
城
陥
落
以
後
で
あ
る
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
に
編
年
し
つ
つ
、
高
句
麗
の
も
の
と
把
握
し
て
い
る(

趙
源
昌
「
夢
村
土
城
出

土
伝
百
済
瓦
当
の
製
作
主
体
検
討｣(

『
先
史
と
古
代
』
二
九
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
二
頁)

」
。 

５
８ 

趙
景
徹
「
百
済
聖
王
代
大
通
寺
創
建
の
思
想
的
背
景｣(

『
国
史
館
論
叢
』
九
八
、
二
〇
〇
二
年)

。 

文
東
錫
「
梁
武
帝
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て-

百
済
と
関
連
性
を
中
心
に｣

(

『
東
亞
考
古
論
壇
』
二
、
二
〇
〇
六
年)

。 
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５
９ 
近
藤
浩
一
「
百
済
時
期
の
孝
思
想
受
容
と
そ
の
意
義｣(

『
百
済
研
究
』
四
二
、
二
〇
〇
五
年)

。 

６
０ 

図
一-
九
の
「
大
通
」
銘
文
字
瓦
は
公
州
大
通
寺
址
と
扶
余
の
扶
蘇
山
城
か
ら
同
笵
の
文
字
瓦
が
出
土
し
た
。
共
伴
し
た
瓦
当
や
他
の
遺
物
と
の
相
対
年
代
を
考
慮

す
る
と
、
五
二
〇
年
代
後
半
と
見
て
も
無
理
は
な
い
と
考
え
る
。 

６
１ 

軽
部
慈
恩
『
百
済
美
術
』(

宝
雲
舍
、
一
九
四
六
年)

。 

６
２ 

朴
容
塡
「
公
州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
研
究｣(

『
考
古
美
術
』
一
二
一
・
一
二
二
合
集
、
一
九
七
四)

。 

李
南
奭
・
徐
程
錫
『
大
通
寺
址
』(

公
州
大
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年)

。 

６
３ 

清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開｣(

『
日
本
考
古
学
』
一
七
、
二
〇
〇
四
年) ; 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、
二
〇
一

二
年)

。 

６
４ 

本
稿
で
は
瓦
当
の
接
合
技
法
に
つ
い
て
、
第
三
章
第
二
節
を
除
く
と
、
全
て
図
一-

一
一
の
模
式
図
を
使
用
し
た
。Ⅰ

技
法
：
円
筒
接
合
後
分
割
法
は
瓦
当
背
面
に

円
筒
形
の
丸
瓦
を
接
合
し
た
後
、
不
必
要
な
丸
瓦
の
下
部
を
切
削
す
る
方
式
で
、
泥
条
盤
築
技
法
、
背
面
接
合
法
と
も
呼
ば
れ
る
。Ⅱ

技
法
：
丸
瓦
加
工
接
合
法

は
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
の
先
端
部
を
一
度
ま
た
は
二
度
調
整
し
て
付
着
さ
せ
る
方
式
で
、
百
済
瓦
当
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
丸
瓦
先
端
部
の
形
態
は
今
後
、

よ
り
細
分
化
で
き
る
余
地
が
あ
る
。Ⅲ

技
法
：
丸
瓦
被
覆
接
合
法
は
瓦
当
背
面
に
無
加
工
の
丸
瓦
を
連
結
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
丸
瓦
先
端
部
が
瓦
当
上
部
の

周
縁
部
を
な
す
方
式
で
、
Ｓ
Ｒ(

S
i
de
 
R
ou
n
d
 T
i
l
e)

技
法
、
周
縁
接
合
法
と
も
い
う
。 

６
５ 

朴
容
塡
「
百
済
瓦
当
の
体
系
的
分
類-

軒
丸
瓦
を
中
心
と
し
て｣(

『
百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

。 

６
６ 

北
朝
と
対
比
さ
れ
る
南
朝
瓦
当
の
特
徴
と
し
て
は
、
瓦
当
裏
面
の
回
転
ナ
デ
調
整
、
丸
瓦
接
合
時
に
瓦
当
裏
面
に
刻
み
目
が
無
い
、
瓦
当
の
外
緣
高
が
高
い
、
蓮
華

文
が
平
た
く
外
区
内
緣
に
珠
文
が
無
い
点
な
ど
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

佐
川
正
敏
「
南
北
朝
時
代
か
ら
明
時
代
ま
で
造
瓦
技
術
の
変
遷
と
変
革｣(

『
古
代
』
一
二
九
・
一
三
〇
合
併
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
～
八
頁)

。 

６
７ 

こ
れ
ま
で
百
済
の
廃
寺
址
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
公
州
地
域
の
主
要
寺
院
は
全
て
統
一
新
羅
時
代
に
属
す
る
と
い
う
。 

趙
源
昌
「
公
州
地
域
寺
址
研
究-

伝
百
済
寺
址
を
中
心
に｣(

『
百
済
文
化
』
二
八
、
一
九
九
九
年)
。 
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６
８ 
李
タ
ウ
ン
「
百
済
の
瓦
生
産-

熊
津
時
代
・
泗
沘
時
代
を
中
心
と
し
て
」(

『
韓
半
島
考
古
学
論
叢
』
、
西
谷
正
編
、
す
ず
さ
わ
書
店
、
二
〇
〇
二
年)

。 

６
９ 

四
七
五
年
の
漢
城
陥
落
後
、
百
済
は
四
七
七
年
三
月
、
劉
宋
に
使
臣
を
派
遣
し
た
が
、
高
句
麗
が
道
を
塞
ぎ
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
南
斉(

四
七
九
～
五
〇
二)

建
立

以
後
の
四
八
四
年
七
月
に
も
南
斉
に
使
臣
を
派
遣
し
た
が
、
西
海
で
高
句
麗
の
軍
師
と
出
会
い
、
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。 

７
０ 

鄭
治
泳
「
百
済
漢
城
期
瓦
当
の
形
成
と
系
統｣(

前
掲
誌)

。 

７
１ 

公
州
師
範
大
学
博
物
館
『
公
山
城
百
済
推
定
王
宮
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
八
七
年)

。 

李
南
奭
「
百
済
蓮
華
文
瓦
当
の
一
研
究-

公
山
城
王
宮
址
出
土
品
を
中
心
に
」(

『
古
文
化
』
三
二
、
一
九
八
八
年)

。 

７
２ 

戸
田
有
二
「
百
済
の
鐙
瓦
製
作
技
法
に
つ
い
て(Ⅰ

)｣(

『
百
済
文
化
』
三
〇
、
二
〇
〇
一
年)

。 

７
３ 

八
年
春
二
月
、
拝
苩
加
為
衛
士
佐
平
。
三
月
、
遣
使
南
斉
朝
貢
。
秋
七
月
、
重
修
宮
室 

築
牛
頭
城
。
冬
十
月
、
大
閱
於
宮
南
。(

『
三
国
史
記
』
巻
二
四 

百
済
本

紀 

第
三 

東
城
王 

八
年
条) 

７
４ 

戸
田
有
二
「
百
済
の
鐙
瓦
製
作
技
法
に
つ
い
て(

Ⅳ
)
｣
(

『
百
済
文
化
』
三
七
、
二
〇
〇
七
年)

。
一
方
、
慶
州
月
城
垓
字
か
ら
出
土
し
た
百
済
系
瓦
当(

六
世
紀
前

半)

で
もⅠ

一
技
法
が
確
認
さ
れ
て
い
る(

本
稿
の
第
五
章
参
照)

。 

７
５ 

清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開｣(
前
掲
誌)

。 

７
６ 

公
山
城
式
の
接
合
技
法(

Ⅲ
1

技
法)

は
泗
沘
時
期
に
も
継
続
し
て
使
用
さ
れ
、
慶
州
地
域
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
中
に
も
公
山
城
式
の
接
合
技
法
を
持
つ
事
例
が
確

認
さ
れ
る
こ
と
を
見
る
と(

本
稿
の
第
五
章
参
照)

、
公
山
城
式
も
継
続
し
て
命
脈
を
維
持
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
泗
沘
遷
都
以
後
に
建
立
さ
れ

た
建
物
址
の
大
部
分
か
ら
大
通
寺
式
瓦
当
が
例
外
な
く
出
土
し
て
い
る
状
況
を
見
る
と
、
公
山
城
式
よ
り
最
新
の
技
術
が
反
映
さ
れ
た
大
通
寺
式
が
、
そ
の
後
よ

り
主
流
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
泗
沘
遷
都
前
後
、
中
央
行
政
官
署
の
整
備
過
程
に
お
い
て
、
大
通
寺
式
が
官
営
工
房
の
成
立
過
程
で
よ
り
中
心
的
な

位
置
を
占
め
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
、
泗
沘
時
期
の
造
瓦
工
房
が
内
官
一
二
部
の
う
ち
功
德
部
や
外
官
一
〇
部
の
中
の
司
空
部
な
ど
二
元
的

な
体
制
を
維
持
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
公
山
城
式
瓦
当
も
官
営
工
房
で
生
産
さ
れ
た
可
能
性
自
体
は
残
る
。
泗
沘
遷
都
以
後
、
王
宮
区
域
で
使
用
さ
れ
た
瓦
当
の

型
式
と
製
作
技
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
よ
り
明
確
に
言
及
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
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７
７ 
武
田
幸
男
「
六
世
紀
に
お
け
る
朝
鮮
三
国
の
国
家
体
制｣(

『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
四
、
学
生
社
、
一
九
八
〇
年)

。 

７
８ 

こ
の
銘
文
塼
に
つ
い
て 

「
梁
宣
以
為
師
矣｣

と
判
読
し
、
「
梁
人
宣
が
塚
師
と
し
て
墳
墓
の
築
造
を
監
制
し
た
」
と
解
釈
す
る
見
解
も
あ
る(

趙
胤
宰
「
公
州
宋
山

里
六
号
墳
銘
文
塼
判
読
に
対
す
る
管
見｣

（
『
湖
西
考
古
学
報
』
一
九
、
二
〇
〇
八
年))

。
「
梁｣

と
「
為
師
矣｣

と
い
う
文
字
に
つ
い
て
は
異
見
が
な
い
が
、
他
の

二
文
字
は 

「
官
品｣

や
「
良
瓦｣

な
ど
と
判
読
さ
れ
て
い
る
。 

７
９ 

漢
魏
洛
陽
城
か
ら
「
吏｣
「
師｣

と
い
う
文
字
瓦
が
多
く
出
土
し
て
い
る
が
、
「
吏｣

は
監
督
の
役
割
を
し
た
監
作
吏
で
あ
り
、
「
師｣

は
実
際
に
瓦
を
製
作
し
た
工
人

で
、
少
府
や
将
作
大
匠
に
所
属
し
た
も
の
と
推
定
し
た
見
解
が
あ
る(

向
井
佑
介
「
魏
の
洛
陽
城
建
設
と
文
字
瓦｣

(

『
待
兼
山
考
古
学
論
集Ⅱ

』
、
大
阪
大
学
考
古

学
研
究
室
編
、
二
〇
一
〇
年))
。
ま
た
、
南
京
出
土
「
張
承
世
師
」
銘
塼
を
塼
製
作
匠
師
の
職
級
と
理
解
す
る
見
解
が
あ
り(

趙
胤
宰
「
公
州
宋
山
里
六
号
墳
銘
文

塼
判
読
に
対
す
る
管
見｣

(

前
掲
誌)

)
、
最
近
南
京
で
は
「
官
瓦｣

や
「
官
窯｣

、
「
官｣

が
押
捺
さ
れ
た
文
字
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と(

鎮
江
古

城
考
古
所
・
鎮
江
博
物
館
「
鎮
江
鐵
甕
城
南
門
遺
址
発
掘
報
告｣(

『
考
古
学
報
』
四
期
、
二
〇
一
〇
年))

、
宋
山
里
出
土
銘
文
塼
の
「
師｣

も
古
墳
築
造
の
監
督
者

で
あ
る
塚
師
で
は
な
く
、
塼
の
製
作
者
を
指
す
も
の
と
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

８
０ 

こ
の
銘
文
を
「
梁
官
以
為
師
矣
」
と
釈
読
す
る
と
、
「
梁
官
が
師
と
な
っ
た
」
。
つ
ま
り
、
梁
の
官
営
工
房
に
い
た
技
術
工
人
が
塼
を
作
る
「
師
」
で
あ
っ
た
と
解

釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
「
以
」
を
「
品
」
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
確
実
で
は
な
い
。 

８
１ 

金
誠
亀
「
扶
余
の
百
済
窯
址
と
出
土
遺
物
に
つ
い
て｣(

『
百
済
研
究
』
二
一
、
一
九
九
一
年)

。 

８
２ 

南
朝
に
お
い
て
国
家
的
な
造
営
事
業
に
関
与
し
た
官
署
と
し
て
は
少
府
と
将
作
大
匠
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
少
府
傘
下
の
甄
官
署
で
瓦
塼
の
製
作
を
担
当
し
た
が
、

将
作
大
匠
の
場
合
、
「
有
事
即
置 

無
事
即
罷｣

す
る
臨
時
的
性
格
が
あ
り
、
宮
殿
や
宗
廟
、
皇
帝
陵
な
ど
大
規
模
事
業
時
に
置
か
れ
た
。
梁
で
は
天
監
七
年(

五
〇

八)

に
少
府
を
少
府
卿
、
将
作
卿
に
改
称
し
た
。
一
方
、
本
稿
で
述
べ
る
官
営
造
瓦
工
房
と
は
、
中
央
行
政
機
関
で
あ
る
二
二
部
司
傘
下
に
常
設
さ
れ
て
い
た
官
署

を
指
す
。
百
済
の
場
合
、
瓦
博
士
の
存
在
を
通
し
て
見
る
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
官
営
造
瓦
工
房
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。  

８
３ 

李
南
奭
「
百
済
蓮
華
文
瓦
当
の
一
研
究-

公
山
城
王
宮
址
出
土
品
を
中
心
に｣(

前
掲
誌)

。 

８
４ 

新
羅
の
仏
教
受
容
過
程
に
お
け
る
梁
と
百
済
の
影
響
を
強
調
し
た
見
解
が
あ
っ
た
が(

薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
と
受
容｣

(

『
関
西
大
学
東
西
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学
術
研
究
所
紀
要
』
二
二
、
一
九
八
九
年
、
一
七
頁))

、
比
較
対
象
が
適
切
で
な
か
っ
た(

本
稿
の
第
五
章
参
照)

。 

８
５ 

李
漢
祥
「
百
済
の
葬
礼
風
習｣

(

『
百
済
の
生
活
と
文
化
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
二
、
二
〇
〇
七
年)

。 

８
６ 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
龍
井
里
寺
址
』(

一
九
九
三
年)

。 
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第
二
章 

泗
沘
遷
都
と
百
済
式
寺
院
の
成
立-

定
林
寺
址-

 

 

は
じ
め
に 

現
在
の
忠
清
南
道
扶
余
邑
一
円
に
は
、
百
済
時
代
の
寺
院
址
が
二
五
ヶ
所
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る(

図
二-

一)

１

。
そ
の
う
ち
定
林
寺
址
は
扶
余
の
中
心
部
に
位

置
す
る
百
済
泗
沘
期
の
代
表
的
な
寺
址
で
あ
る
。
こ
の
時
の
中
心
部
と
い
う
概
念
は
扶
余
郡
や
扶
余
邑
と
い
っ
た
現
在
の
行
政
区
域
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
な

く
、
羅
城
と
白
馬
江
を
境
界
に
す
る
そ
の
内
部
地
域
の
中
心
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
五
三
八
年
の
遷
都
当
時
の
泗
沘
都
城
は
羅
城
と
白
馬
江
を
境
界
に
し
て
、
そ

の
内
側
に
主
要
施
設
が
位
置
し
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
た
め
、
定
林
寺
址
が
そ
の
地
理
的
な
中
心
部
に
位
置
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
定
林
寺
址
の
こ
の
よ
う

な
立
地
的
特
性
は
こ
の
寺
址
が
都
城
内
部
で
非
常
に
重
要
な
地
位
と
役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
注
目
さ
れ
る
。 

定
林
寺
址
に
つ
い
て
は
朝
鮮
後
期
の
地
理
書
で
あ
る
『
輿
地
図
書
』
や
『
大
東
地
志
』
に
平
済
塔(

五
層
石
塔)

に
関
す
る
記
録
が
見
ら
れ
、
呉
慶
錫
の
『
三
韓

金
石
録
』(

一
八
五
八
年
刊
行)

に
「
大
唐
平
百
済
国
碑
銘
」
が
収
録
さ
れ
る
な
ど
比
較
的
早
く
か
ら
百
済
の
廃
寺
址
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
２

。
二
〇
世
紀
前
半

に
は
喜
田
貞
吉
・
杉
山
信
三
・
米
田
美
代
治
な
ど
日
本
人
の
学
者
に
よ
っ
て
五
層
石
塔
に
刻
ま
れ
た
銘
文
と
石
塔
に
対
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
３

。
一
九
四
二
～

四
三
年
に
は
藤
澤
一
夫
に
よ
っ
て
講
堂
址
と
金
堂
址
一
帯
に
対
す
る
試
掘
調
査
も
実
施
さ
れ
た
４

。
一
九
四
五
年
以
後
、
五
層
石
塔
の
年
代
や
伽
藍
配
置
な
ど
に

対
す
る
部
分
的
な
議
論
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
遺
跡
に
対
す
る
本
格
的
な
研
究
は
一
九
七
九
年
の
忠
南
大
学
校
博
物
館
に
よ
る
発
掘
調
査
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。 

忠
南
大
学
校
博
物
館
に
よ
る
調
査
の
結
果
は
尹
武
炳
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
報
告
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
伽
藍
配
置
と
建
物
の
平
面
計
画
、
基
壇
の

構
造
を
は
じ
め
と
し
て
仏
像
と
塑
像
、
瓦
、
土
器
な
ど
に
対
す
る
貴
重
な
資
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
５

。
そ
の
後
、
定
林
寺
址
周
辺
の
遺
跡
整
備
の
た
め
に
発
掘

調
査
が
行
わ
れ
、
方
形
蓮
池
が
新
た
に
確
認
さ
れ
た
６

。
一
連
の
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
尹
武
炳
は
、
定
林
寺
址
五
層
石
塔
の
基
壇
部
に
対
す
る
調
査
を
根
拠
に

し
て
、
こ
の
寺
址
に
は
創
建
期
か
ら
石
塔
が
立
て
ら
れ
て
い
た
と
主
張
し
た
７

。
彼
の
主
張
は
弥
勒
寺
址
石
塔
と
定
林
寺
址
石
塔
の
前
後
問
題
、
つ
ま
り
「
百
済

石
塔
の
前
後
問
題
」
に
関
す
る
論
争
の
端
緒
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
金
正
基
の
反
論
と
他
の
学
者
の
再
反
論
が
続
く
な
ど
こ
れ
以
降
、
定
林
寺
址
に
関
す
る
研
究

は
五
層
石
塔
の
編
年
問
題
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
８

。 
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五
層
石
塔
以
外
に
も
定
林
寺
址
出
土
遺
物
と
遺
跡
に
つ
い
て
の
部
分
的
な
検
討
が
あ
っ
た
。
美
術
分
野
に
お
い
て
文
明
大
は
陶
俑
と
仏
像
な
ど
出
土
遺
物
を
簡

略
に
紹
介
し
た
９

。
彼
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
仏
・
菩
薩
像
と
陶
俑
が
北
魏
時
代
の
も
の
と
類
似
す
る
た
め
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
中
半
に
製
作
さ
れ
た
北
朝
系

統
の
彫
刻
品
で
あ
る
と
し
た
。
金
理
那
は
三
国
時
代
の
捧
持
宝
珠
形
菩
薩
立
像(

以
下
、
捧
宝
珠
菩
薩
像)

に
対
す
る
研
究
の
中
で
蝋
石
製
三
尊
仏
片
と
塑
造
菩
薩

像
片
を
六
世
紀
後
半
と
比
定
し
、
中
国
・
日
本
の
棒
宝
珠
菩
薩
像
と
比
較
し
て
い
る
１
０

。 

出
土
量
が
最
も
多
い
瓦
に
つ
い
て
は
、
蓮
華
文
瓦
当
の
蓮
弁
文
様
と
製
作
技
法
を
中
心
に
泗
沘
期
に
お
け
る
瓦
当
の
分
類
と
編
年
、
同
笵
・
同
文
関
係
を
把
握

し
た
亀
田
修
一
の
研
究
が
あ
る
１
１

。
平
瓦
と
丸
瓦
の
文
様
と
銘
文
の
内
容
、
製
作
技
法
な
ど
を
通
時
的
に
整
理
し
た
徐
五
善
の
研
究
も
特
筆
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
１
２

。
そ
の
他
に
「
大
唐
平
百
済
国
碑
銘
」
の
訳
註
お
よ
び
銘
文
の
作
成
背
景
に
対
す
る
文
献
史
的
研
究
１
３

と
籠
冠
を
か
ぶ
っ
た
陶
俑
を
中
心
に
南
北
朝
時
代

の
服
飾
や
冠
飾
と
比
較
し
た
服
飾
史
分
野
の
研
究
も
あ
る
１
４

。 

定
林
寺
址
に
つ
い
て
の
既
存
の
研
究
は
、
三
国
や
泗
沘
期
全
体
を
扱
い
な
が
ら
部
分
的
に
定
林
寺
址
出
土
遺
物
を
言
及
す
る
水
準
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
研
究
者

が
関
心
を
持
つ
資
料
を
取
捨
選
択
し
て
利
用
し
た
た
め
全
体
的
な
脈
絡
を
度
外
視
し
て
い
た
。
最
も
多
く
の
研
究
論
文
が
発
表
さ
れ
た
五
層
石
塔
の
編
年
問
題
に

つ
い
て
も
様
式
的
な
側
面
と
遺
構
の
層
位
問
題
に
の
み
関
心
が
集
中
し
、
遺
跡
全
体
に
お
け
る
遺
物
の
組
合
せ
や
遺
構
と
遺
物
の
関
係
に
つ
い
て
は
無
関
心
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
定
林
寺
址
の
発
掘
過
程
で
確
認
さ
れ
た
遺
跡
と
遺
物
の
関
係
を
共
に
考
慮
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
、
重
要
視
さ
れ
て
い
る
伽

藍
配
置
に
つ
い
て
も
東
西
回
廊
址
北
側
の
い
わ
ゆ
る
付
属
建
物
址
の
存
在
を
浮
き
彫
り
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
１
５

、
以
前
に
発
掘
さ
れ
た
資
料
と
新
た
な
遺

構
を
ど
の
よ
う
に
合
理
的
に
解
釈
す
る
の
か
に
つ
い
て
よ
り
綿
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
本
章
で
は
定
林
寺
址
出
土
遺
物
と
遺
構
の
関
係
を
新
た
に
把
握
し
、
定
林
寺
址
が
泗
沘
遷
都
以
後
、
最
初
に
完
成
し
た
百
済
式
寺
院
で
あ
る
と
い
う
点

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
第
一
節
で
は
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
を
中
心
に
そ
の
製
作
技
法
と
奉
安
場
所
、
製
作
時
期
と
系
統
を
は
じ
め
と
し
て

定
林
寺
址
の
創
建
期
に
見
ら
れ
る
伽
藍
配
置
の
特
徴
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
塑
像
は
、
塔
の
建
立
時
期
だ
け
で
な
く
、
こ
の
寺
院
の
創
建
時
期
を
推

定
で
き
る
最
も
有
用
な
資
料
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
定
林
寺
址
出
土
塑
像
と
『
日
本
書
紀
』
の
丈
六
尊
像
造
成
記
録
が
一
定
の
関
連
性
を
有
し
て
い
る
こ

と
を
推
論
し
、
こ
れ
を
基
に
創
建
の
背
景
と
目
的
、
泗
沘
都
城
内
で
定
林
寺
址
が
持
つ
地
位
と
役
割
に
つ
い
て
推
定
す
る
。 
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第
一
節 

定
林
寺
址
出
土
塑
像
と
伽
藍
配
置
の
特
徴 

 

(

一)
 

塑
像
の
奉
安
場
所
と
製
作
時
期
・
系
統 

一
九
七
九
年
に
実
施
さ
れ
た
定
林
寺
址
の
再
調
査
で
は
西
回
廊
址
南
西
側
の
瓦
廃
棄
竪
穴
と
金
堂
址
外
郭
か
ら
一
〇
〇
点
を
越
え
る
塑
像
片
が
出
土
し
た
。
最

初
の
発
掘
報
告
書
で
報
告
者
は
土
で
作
ら
れ
た
人
物
の
頭
部
像
や
上
半
身
、
下
半
身
な
ど
多
様
な
形
態
の
泥
像
を
「
陶
俑
」
と
呼
ん
だ
１
６

。
し
か
し
、
俑
と
は

本
来
葬
送
儀
礼
に
用
い
る
明
器
を
指
す
１
７

。
定
林
寺
址
は
廃
寺
址
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
小
型
の
塑
像
を
陶
俑
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
し

た
が
っ
て
本
稿
で
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
包
括
的
な
用
語
で
あ
る
「
塑
像
」
あ
る
い
は
「
塑
造
人
物
像
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
定
林
寺
址
の
よ
う
に
塑
像
あ
る
い

は
塑
造
人
物
像
が
出
土
し
た
事
例
と
し
て
は
洛
陽
永
寧
寺
や
日
本
の
法
隆
寺
五
重
塔
、
平
城
薬
師
寺
木
塔
址
な
ど
が
参
考
と
な
り
、
日
本
で
は
こ
れ
を
影
塑
像
あ

る
い
は
塔
本
塑
像
、
塑
壁
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
１
８

。
こ
れ
ま
で
泗
沘
期
の
百
済
古
墳
で
は
陶
俑
や
塑
造
人
物
像
が
一
点
も
出
土
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
点
か

ら
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
古
墳
の
副
葬
品
で
な
く
、
寺
院
を
荘
厳
し
た
彫
刻
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
遺
物
の
名
称
を
新
た
に
命
名
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
や
奉
安
場
所
と
い
っ
た
全
く
異
な
る
次
元
の
主
題
を
検
討
す
る
余
地
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 

定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
そ
の
大
部
分
が
西
回
廊
址
と
南
回
廊
址
が
接
す
る
南
隅
の
大
型
竪
穴
か
ら
赤
色
の
焼
土
、
瓦
片
と
共
に
出
土
し
た(

図
二-

二)

。
瓦
廃
棄
竪
穴
は
南
北
九
・
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
・
八
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
不
定
形
を
呈
し
、
北
側
に
い
く
ほ
ど
幅
が
広
く
な
り
深
さ

も
深
く
な
る
。
一
九
八
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
発
掘
報
告
書
で
紹
介
さ
れ
た
九
〇
点
余
り
の
塑
像
片
と
報
告
か
ら
漏
れ
た
五
〇
点
余
り
の
塑
像
片
、
そ
し
て
最
近
再

調
査
さ
れ
た
塑
像
は
大
部
分
が
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
１
９

。
た
だ
し
、
報
告
書
で
瓦
製
仏
耳
破
片
、
瓦
製
仏
身
破
片
Ａ
・
Ｂ
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
大
型
塑
像
の
場

合
、
金
堂
址
の
東
北
隅
外
郭
、
金
堂
址
の
西
側
と
東
回
廊
址
の
南
側
で
発
見
さ
れ
た
。 

こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
大
き
さ
に
よ
っ
て
基
本
的
な
分
類
が
可
能
で
あ
り
、
大
型
塑
像
の
場
合
、
瓦
製
仏
耳
破
片
と
瓦
製
仏
身
破
片
Ａ
と
Ｂ
が
あ
る(

図

二-

三)

。
と
こ
ろ
で
、
瓦
製
仏
身
破
片
Ａ
と
Ｂ
は
金
堂
址
の
東
西
か
ら
直
線
距
離
で
四
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
場
所
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
現
在
は
図
二-

三
の
二
の
よ
う
に
二
点
が
互
い
に
接
合
し
た
ま
ま
保
管
さ
れ
て
い
た
。
大
型
塑
像
の
場
合
、
少
数
し
か
出
土
し
て
お
ら
ず
、
色
調
や
製
作
技
法
が
瓦
廃
棄
竪
穴
か
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ら
出
土
し
た
塑
像
と
違
う
た
め
、
そ
の
奉
安
場
所
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。 

定
林
寺
址
の
瓦
廃
棄
竪
穴
か
ら
出
土
し
た
塑
像
に
は
大
型
の
も
の
は
な
く
、
中
型
塑
像
、
小
型
塑
像
、
情
景
塑
像(

影
塑
像)

の
破
片
が
あ
る
２
０

。
等
身
大
よ

り
小
さ
い
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
中
型
塑
像
の
場
合
、
捧
宝
珠
菩
薩
像
片
と
螺
髪
、
仏
手
・
仏
足
片
、
衣
褶
片
な
ど
が
あ
る(

図
二-

四)

。
そ
の
中
で
捧
宝
珠
菩
薩

像
片
の
場
合
、
残
存
高
二
五
セ
ン
チ
で
左
手
を
上
に
し
て
宝
珠
を
捧
げ
て
い
る
が
、
金
堂
址
と
西
回
廊
址
の
間
か
ら
出
土
し
た
蝋
石
製
三
尊
仏
片
の
左
側
脇
侍
菩

薩
像
で
も
捧
宝
珠
菩
薩
像
が
確
認
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る(

図
二-

五)

。
中
型
塑
像
に
は
未
報
告
資
料
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
が
、
仏
足
片
と
衣
褶
片
が
代
表

的
で
あ
る(

図
二-

四
の
四)
。
仏
足
片
の
場
合
、
正
面
中
央
に
〇
・
五
セ
ン
チ
大
の
穴
が
あ
け
ら
れ
て
お
り
、
右
側
に
は
二
条
の
衣
文
が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。
衣

褶
片
の
場
合
、
流
麗
な
曲
線
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
天
衣
と
考
え
ら
れ
る
が
、
端
部
に
は
黒
色
の
漆
痕
が
残
っ
て
い
る
。
中
型
塑
像
の
場
合
、
芯
木
を
使
用
し
て

骨
組
を
作
っ
た
後
、
粘
土
を
付
け
加
え
て
形
作
り
、
彫
刻
刀
で
衣
文
な
ど
を
施
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
焼
成
後
に
は
白
色
や
黒
色
の
彩
色
を
施
し
た
。
こ
の

よ
う
な
製
作
工
程
は
洛
陽
永
寧
寺
の
手
捏
法
に
よ
る
成
形
方
式
と
同
じ
で
あ
る
２
１

。 

小
型
塑
像
は
大
き
さ
が
五
〇
セ
ン
チ
前
後
で
仏
頭
や
頭
冠
が
大
部
分
で
あ
る(

図
二-

六)

。
そ
の
中
で
仏
頭
Ａ
と
Ｂ
、
Ｄ+

Ｅ
は
同
じ
胎
土
と
形
態
、
製
作
技
法

で
作
ら
れ
た
同
笵
品
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
仏
頭
の
頭
部
に
は
小
さ
な
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
宝
冠
な
ど
の
装
飾
を
結
合
し
た
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
仏
頭
は
如
来
像
と
い
う
よ
り
は
菩
薩
像
や
天
部
像
の
頭
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
仏
頭
Ｃ
は
顔
の
右
側
部
分
の
一
部
の
み
残
っ
て
い

る
が
、
仏
頭
Ａ
よ
り
大
き
く
写
実
的
で
あ
る(

図
二-

六
の
四)
。
裏
面
は
平
ら
で
あ
る
が
右
耳
部
分
に
仏
頭
Ａ
の
左
耳
が
結
合
し
て
配
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
小
型
塑
像
の
場
合
、
同
笵
関
係
の
仏
頭
が
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
笵
型
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
笵
抜
の
場
合
、
背
面
が

平
ら
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
形
態
が
少
し
ず
つ
異
な
る
こ
と
か
ら
片
面
笵
を
利
用
し
た
単
模
製
と
考
え
ら
れ
る
。
小
型
塑
像
の
製
作
技
法
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
仏
頭
Ａ
の
同
笵
品
に
お
い
て
黄
褐
色
の
釉
薬
が
施
釉
さ
れ
た
痕
跡
が
観
察
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
施
釉
工
程
は
他
の
塑
像
の
彩
色
過
程
と
同
じ
も

の
と
考
え
ら
れ
、
小
型
塑
像
の
製
作
過
程
に
お
い
て
焼
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。 

情
景
塑
像
は
大
き
さ
が
二
〇
セ
ン
チ
前
後
で
頭
像
と
身
像(

上
半
身
と
下
半
身)

に
区
分
で
き
る(

図
二-

七)

。
頭
像
の
場
合
、
籠
冠
の
よ
う
な
冠
を
か
ぶ
っ
て

い
る
も
の
と
巻
髪
、
剃
髪
を
し
た
も
の
が
混
ざ
っ
て
い
る
。
上
半
身
の
場
合
、
合
掌
し
た
り
拱
手
の
姿
勢
を
し
た
も
の
、
払
子
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
た
も
の
、
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腕
に
布
を
か
け
て
い
る
も
の
、
盾
を
持
っ
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
下
半
身
の
場
合
、
多
様
な
形
態
の
衣
文
と
履
き
物
が
確
認
さ
れ
、
盾
を
持
っ
た
武
人
像
と

文
官
の
下
半
身
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
２
２

。
ま
た
、
下
半
身
Ｑ
の
よ
う
に
半
跏
像
片
や
浄
瓶
を
持
っ
て
い
る
胴
体
片
も
混
ざ
っ
て
い
る(

図
二-

八)

。
そ
の

他
の
塑
像
と
し
て
は
動
物
と
植
物
装
飾
が
あ
る
が
、
動
物
像
の
場
合
、
獣
足
・
獣
眼
片
な
ど
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
植
物
像
の
場
合
、
二
種
以
上
の
木
葉
装
飾

が
精
巧
に
表
現
さ
れ
て
い
る(

図
二-

八
の
三)

。 

情
景
塑
像
は
精
選
さ
れ
た
胎
土
を
使
用
し
、
片
面
笵
を
用
い
た
単
模
製
で
作
ら
れ
て
お
り
、
黒
色
と
白
色
、
紫
色
な
ど
彩
色
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
大
部
分
、

半
損
し
た
り
切
断
し
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
た
め
製
作
技
法
の
観
察
は
容
易
で
あ
り
、
頭
部
と
胴
部
を
別
に
作
っ
た
後
で
接
合
す
る
頭
体
別
製
式
で
製
作
さ
れ
、

そ
の
内
部
に
は
芯
木
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
頭
像
の
場
合
、
頚
部
が
円
筒
形
を
な
す
が
、
上
半
身
の
場
合
、
胸
部
上
側
に
窪
み
を
作
っ
て
差
し
込
む

こ
と
が
で
き
る(

図
二-

九)

。
こ
の
よ
う
な
製
作
方
式
は
小
型
塑
像
や
中
型
塑
像
の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
芯
木
は
頭
部
と
胴
部
の
連
結
だ
け

で
な
く
、
上
半
身
と
下
半
身
を
連
結
す
る
場
合
に
も
使
用
さ
れ
た
。
芯
木
の
材
料
は
大
部
分
円
形
の
木
材
を
用
い
る
が
、
小
型
・
中
型
塑
像
に
は
角
材
を
用
い
た
。 

前
述
し
た
よ
う
に
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
完
形
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
関
心
を
引
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
破
片
の
状
態
で
残
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
容
易
に
製
作
技
法
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
２
３

。
そ
の
塑
像
の
製
作
技
法
を
整
理
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
塑
像
に
は
、
不

純
物
が
ほ
と
ん
ど
混
ざ
っ
て
い
な
い
精
選
さ
れ
た
胎
土
を
利
用
し
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
が
頭
部
と
身
体
を
別
途
に
製
作
し
て
接
合
す
る
頭
体
別
製
式
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
型
塑
像
や
情
景
塑
像
は
木
質
の
芯
木
を
使
用
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
が
、
中
型
塑
像
は
葦
や
藁
を
束
ね
る
か
、
木
材
に
藁
縄
を
巻
き

つ
け
た
も
の
を
骨
組
に
し
て
粘
土
を
付
け
加
え
る
方
式
を
取
っ
て
い
る
。
塑
像
の
大
部
分
は
黒
色
や
白
色
、
紫
色
な
ど
彩
色
の
痕
跡
が
見
ら
れ
、
一
部
の
仏
頭
で

は
黄
褐
色
の
釉
薬
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
観
察
で
き
る(

図
二-
六
の
一)

。 

塑
像
の
成
形
方
式
を
見
る
と
、
大
型
や
中
型
塑
像
は
手
捏
法
を
使
用
し
て
い
る
が
、
小
型
・
情
景
塑
像
に
は
笵
型
を
活
用
し
て
い
る
。
笵
型
を
利
用
す
る
成
形

は
正
面
と
背
面
を
前
後
に
接
合
さ
せ
た
合
模
製
は
見
ら
れ
ず
、
片
面
の
笵
型
を
利
用
す
る
単
模
製
が
主
流
を
な
す
。
正
面
観
を
重
視
し
た
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。 

塑
像
の
製
作
地
も
推
定
し
う
る
。
ま
ず
、
硬
度
が
低
く
破
損
し
や
す
い
と
い
う
特
性
、
次
に
、
中
国
製
陶
俑
や
塑
像
と
比
較
す
る
と
細
部
の
表
現
に
見
ら
れ
る



 

 

 

 

56 

質
的
な
違
い
、
そ
し
て
瓦
陶
兼
業
窯
で
あ
る
青
陽
汪
津
里
窯
址
や
本
義
里
窯
址
か
ら
塑
像
片
と
台
座
片
が
出
土
し
た
点
な
ど(

本
稿
の
第
四
章
第
二
節
参
照)

を
考

慮
す
る
と
、
塑
像
は
泗
沘
都
城
隣
近
の
窯
址
や
瓦
工
房
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
塑
像
と
い
う
新
た
な
技
術
と
様
式
の
紹
介
は
外
部
か
ら
そ

れ
を
専
門
的
に
製
作
で
き
る
技
術
者
集
団
の
移
住
を
想
定
す
る
こ
と
が
適
切
だ
と
お
も
わ
れ
る
が
、
技
術
的
に
は
瓦
工
の
よ
う
な
現
地
の
工
人
を
動
員
し
た
可
能

性
も
な
く
は
な
い
２
４

。 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
塑
像
は
ど
こ
に
安
置
さ
れ
た
の
で
あ
う
か
。
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
奉
安
場
所
と
し
て
最
も
有
力
な
場
所
は
木
塔
で
あ
る
。
北
魏
の
洛
陽

永
寧
寺
や
日
本
の
法
隆
寺
五
重
塔
初
層
の
塔
本
塑
像
の
事
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
泗
沘
期
の
木
塔
関
連
遺
跡
で
塑
像
片
が
共
伴
し
て
い
る
点
が
最
も
重
要
な
根
拠

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
中
国
南
北
朝
地
域
で
出
土
し
た
塑
像
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
木
塔
址
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
大
同
市
方
山
思
遠
仏
寺
遺
跡
や
朝
陽
市

北
塔
下
層
遺
跡
、
内
蒙
古
固
陽
県
北
魏
城
址
、
河
南
省
洛
陽
永
寧
寺
址
、
河
北
省
趙
彭
城
廃
寺
址
な
ど
現
存
す
る
北
朝
の
仏
教
寺
院
遺
跡
で
は
、
遺
構
が
不
明
な

内
蒙
古
固
陽
県
北
魏
城
址
を
除
く
と
、
全
て
木
塔
と
塑
像
と
い
う
組
合
せ
関
係
が
確
認
さ
れ
る
２
５

。 

こ
の
よ
う
に
仏
塔
の
内
部
に
塑
像
を
安
置
す
る
方
式
は
、
中
国
南
北
朝
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
法
苑
珠
林
』
に
は
「
江
陵
長
沙
寺
殿
前
の
塔
内

に
は
劉
宋
の
譙
王
義
季(

元
嘉
二
四
年
、
四
四
七
年
卒)
が
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
塑
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
お
り
２
６

、
そ
の
起
源
が

五
世
紀
中
半
以
前
に
遡
る
。
特
に
最
近
、
南
朝
地
域
で
は
鍾
山
二
号
寺
址(

伝
上
定
林
寺)

を
は
じ
め
と
し
て
２
７

、
南
京
市
内
の
紅
頭
橋
付
近
の
寺
址(

伝
延
興

寺)
 

２
８

、
そ
の
他
に
秦
淮
河
一
帯
の
推
定
寺
址
で
も
塑
造
仏
頭
片
と
身
体
片
が
新
た
に
確
認
さ
れ
た(

図
二-

一
〇)

。
こ
の
よ
う
に
少
数
の
事
例
で
は
あ
る
が
南

京
地
域
で
塑
像
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
、
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
系
統
や
奉
安
場
所
を
考
慮
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
２
９

。 

ま
た
、
泗
沘
期
に
お
け
る
仏
教
寺
院
の
木
塔
址
付
近
か
ら
塑
像
を
共
伴
す
る
事
例
が
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る(<

表
二-

一>

お
よ
び
本
稿
の
第
四

章
第
二
節
参
照)

。
そ
の
中
で
六
世
紀
中
後
半
に
建
立
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
や
旧
衙
里
寺
址
の
木
塔
址
付
近
か
ら
出
土
し
た
事
例
は
、
定
林
寺
址
や
洛
陽
永
寧
寺

出
土
品
と
非
常
に
類
似
す
る
。
こ
れ
を
通
し
て
定
林
寺
址
創
建
期
に
塔
内
塑
像
で
荘
厳
さ
れ
た
木
塔
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
技
術
が
百
済
滅
亡
期
ま
で
続
い
た
こ

と
を
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
法
隆
寺
五
重
塔
の
塔
本
塑
像
と
類
似
す
る
形
態
で
、
木
塔
の
初
層
塔
身
を
装
飾
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
。 
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定
林
寺
址
の
木
塔
内
部
を
荘
厳
す
る
塔
内
塑
像
は
本
来
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
の
か
。
木
塔
に
奉
安
さ
れ
た
塔
内
塑
像
の
大
部
分
が
破
片
で
出
土
し
て
い
る

た
め
、
完
全
に
復
元
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
し
か
し
、
中
国
や
日
本
、
韓
国
の
木
塔
関
連
資
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、
塔
内
塑
像
は
木
塔
の
心
柱
や
四
天

柱
の
周
囲
に
位
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
姿
は
数
的
に
最
も
多
く
出
土
し
て
い
る
情
景
塑
像
を
通
し
て
少
し
で
は
あ
る
が
推
定
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
籠
冠
や
小
冠
を
か
ぶ
っ
た
人
物
像
、
僧
祇
支
を
着
て
合
掌
す
る
人
物
像
、
盾
を
持
っ
て
い
る
武
人
像
、
木
葉
装
飾
片
な
ど
は
ス
ト-

リ-

が
あ
る

な
ん
ら
か
の
場
面
が
演
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。 

そ
こ
で
南
朝
の
伝
顧
愷
之
作
「
洛
神
賦
図
」
や
南
朝
の
墳
墓
で
確
認
さ
れ
る
塼
画
、
四
川
省
綿
陽
市
平
楊
府
君
闕
上
の
闕
身
造
像(<

図
二-

一
一>)

３
０

を
は
じ

め
と
し
て
北
朝
の
龍
門
石
窟
賓
陽
中
洞
前
壁
浮
彫
や
鞏
県
石
窟
第
一
・
三
・
四
窟
の
礼
仏
図(<

図
二-

一
二>)

、
北
朝
の
墳
墓
の
壁
画
な
ど
に
見
ら
れ
る
出
行
図

や
礼
仏
図
が
注
目
さ
れ
る
。
周
知
の
と
お
り
中
国
の
南
北
朝
時
代
に
は
多
様
な
種
類
と
主
題
を
持
つ
出
行
図
が
流
行
す
る
。
一
般
的
に
主
人
公
を
中
心
に
左
右
に

仕
え
る
人
と
護
衛
武
人
を
一
定
の
基
準
に
沿
っ
て
配
置
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
林
寺
址
の
情
景
塑
像
も
こ
の
よ
う
な
行
列
図
や
礼
仏
図
を
構
成
す
る
場

面
の
一
部
を
演
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。 

最
近
、
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
、
筆
者
の
論
旨
を
補
完
す
る
資
料
が
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
図
二-

一
三
は
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
発
掘

さ
れ
た
も
の
で
、
一
九
七
九
年
に
発
掘
さ
れ
た
西
回
廊
址
付
近
の
瓦
廃
棄
竪
穴
と
同
じ
場
所
か
ら
追
加
で
収
拾
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
３
１

。
残
存
高
一
七
・
六
セ

ン
チ
で
中
央
の
人
物
像
が
両
腕
を
広
げ
て
い
て
、
そ
の
左
右
に
侍
衛
す
る
人
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
塑
像
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
塑
像
と
胎
土

や
焼
成
度
が
同
じ
で
あ
り
、
頭
部
と
胴
部
を
別
途
に
製
作
し
た
後
で
接
合
す
る
頭
体
別
製
式
、
裏
面
が
平
ら
な
片
面
笵
を
使
用
し
た
単
模
製
な
ど
製
作
技
法
も
ま

た
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
三
人
の
人
物
を
一
つ
の
笵
を
用
い
て
製
作
し
た
も
の
は
こ
れ
が
唯
一
で
あ
る
。 

一
方
、
図
二-

一
四
は
一
九
七
九
年
に
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
塑
像
片
で
、
発
掘
報
告
書
に
は
未
掲
載
の
も
の
で
あ
る
。
残
存
高
一
一
・
六
セ

ン
チ
の
こ
の
塑
像
は
人
物
像
の
下
半
身
片
で
、
下
半
身
の
服
飾
と
右
脚
部
分
の
み
残
っ
て
い
る
。
こ
の
塑
像
は
他
の
情
景
塑
像
と
異
な
り
、
衣
文
の
一
部
を
陰
刻

し
て
処
理
し
、
手
捏
法
で
製
作
し
た
よ
う
な
若
干
粗
い
印
象
を
与
え
る
が
、
服
飾
が
他
の
情
景
塑
像
と
違
い
を
見
せ
る
。  

こ
の
よ
う
な
人
物
像
片
が
本
来
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
共
に
発
見
さ
れ
た
僧
侶
像
や
侍
衛
像
、
武
人
像
、
木
葉
装
飾
の
破
片
な
ど
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の
情
景
塑
像
を
参
考
に
す
る
と
、
先
に
述
べ
た
中
国
鞏
県
石
窟
や
敦
煌
石
窟
に
見
ら
れ
る
皇
帝
・
皇
后
礼
仏
図
の
場
面
が
連
想
さ
れ
る(

図
二-

一
二)

。
特
に
図

二-
一
三
の
場
合
、
中
央
の
人
物
は
両
腕
を
広
げ
て
堂
々
と
立
っ
て
お
り
、
両
腕
か
ら
長
く
伸
ば
た
裾
が
印
象
的
で
あ
る
。
顔
や
冠
が
残
っ
て
お
ら
ず
断
定
で
き

な
い
が
、
非
常
に
高
位
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
図
二-

一
三
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
と
服
飾
は
図
二-

一
五
の
一
の
唐
閻
立
本
の

『
王
会
図
』
に
見
え
る
人
物
像
の
形
態
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。 

図
二-

一
五
の
一
は
『
梁
職
貢
図
』
に
描
写
さ
れ
た
人
物
の
中
で
一
番
前
に
登
場
し
、
五
代
南
唐
顧
徳
謙
模
の
『
梁
元
帝
番
客
入
朝
図
』
に
は
「
魯
国
」
の
使

臣
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る(
図
二-

一
五
の
二)

。
こ
の
「
魯
国
」
は
東
ロ-

マ
、
北
魏
、
東
魏
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
で
は
北
魏
を
指
す
も

の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
３
２

。
こ
の
人
物
は
北
魏(

魯
国)

の
使
臣
で
あ
る
が
、
漢
族
の
服
装
を
し
て
お
り
、
図
二-

一
三
の
人
物
と
服
飾
、
図
像
が
そ
れ
と
非
常
に

類
似
す
る
の
で
あ
る
。 

図
二-

一
三
の
こ
の
よ
う
な
図
像
は
閻
立
本
の
伝
称
作
で
あ
る
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の
『
帝
王
図
巻
』
に
表
現
さ
れ
た
皇
帝
の
姿
勢
、
服
装
、
侍
従
を
両
側

に
率
い
て
い
る
姿
と
も
関
連
付
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
３
３

。
特
に
図
二-

一
三
は
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
た
情
景
塑
像
よ
り
大
き
く
服
飾
が
異
な

る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
総
合
し
て
み
る
と
、
定
林
寺
址
塔
内
塑
像
に
は
武
人
像
や
侍
衛
像
、
僧
侶
像
や
文
人
像
以
外
に
も
よ
り
格
の
高
い
人
物
像
が
含
ま
れ
て
い

た
と
い
え
る
。
そ
の
原
型
を
完
全
に
復
原
で
き
な
い
が
、
定
林
寺
址
塔
内
塑
像
の
四
天
柱
の
壁
面
に
は
図
二
一
一
・
一
二
・
一
五
の
よ
う
な
行
列
図
の
場
面
の
よ

う
な
も
の
が
立
体
的(

半
浮
彫)

に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
見
て
も
大
き
な
無
理
は
な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
図
二-

一
三
の
塑
像
片
が
そ
れ
に
該
当
す
る
の
か
は
断

定
で
き
な
い
が
、
中
国
の
事
例
を
参
考
す
る
と
、
そ
の
行
列
図
や
礼
仏
図
の
場
面
に
は
発
願
者
で
あ
る
聖
王
の
姿
が
な
ん
ら
か
の
方
式
で
表
現
さ
れ
て
い
た
も
の

と
推
測
で
き
る
。
定
林
寺
址
よ
り
新
し
く
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
扶
余
陵
山
里
寺
址
や
旧
衙
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
礼
仏
図

の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
人
物
像
片
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
が
参
考
と
な
る(

図
二-
一
六)

。
こ
の
よ
う
に
定
林
寺
址
の
塔
内
塑
像
に
礼
仏
図
の
場
面
の
よ
う
な
も

の
が
演
出
さ
れ
た
こ
と
は
発
願
者
で
あ
る
聖
王
自
身
が
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
を
表
わ
す
と
同
時
に
多
様
な
人
間
群
像
を
率
い
る
姿
を
具
体
化
し
て
、
自
身
の
権

威
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
方
、
定
林
寺
址
か
ら
は
、
中
型
塑
像
で
捧
宝
珠
菩
薩
像
片
が
出
土
し
た(

図
二-

四
の
一)
。
捧
宝
珠
菩
薩
像
は
南
朝
梁
代
と
百
済
泗
沘
期
、
日
本
の
飛
鳥
時
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代
に
流
行
し
た
仏
教
造
像
の
一
様
式
で
あ
り
、
観
音
菩
薩
で
あ
る
可
能
性
が
早
く
か
ら
提
示
さ
れ
３
４

、
最
近
で
は
捧
宝
珠
菩
薩
像
が
本
来
は
舎
利
供
養
の
図
像

を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
見
解
も
共
に
提
起
さ
れ
て
い
る
３
５

。
つ
ま
り
、
南
朝
や
百
済
地
域
で
発
見
さ
れ
た
捧
宝
珠
菩
薩
像
の
中
に
は
当
初
宝
珠
と
さ
れ
て
い
た

が
実
際
に
は
舎
利
壷
や
舎
利
盒
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
が
次
第
に
宝
珠
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
定
林
寺
址
出
土
捧
宝
珠
菩
薩
像
片
や
舎
利
盒
の

よ
う
な
持
物
を
持
っ
て
い
る
陵
山
里
寺
址
出
土
塑
造
仏
坐
像
は
全
て
木
塔
を
壮
厳
し
た
塔
内
塑
像
で
あ
る
。
仏
の
真
身
舎
利
を
奉
安
し
た
塔
に
舎
利
を
供
養
す
る

図
像
を
表
現
し
た
こ
と
は
一
見
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
舎
利
の
地
位
が
そ
の
よ
う
に
補
助
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
点

を
考
慮
す
る
と
同
意
し
が
た
い
部
分
も
な
く
は
な
い
３
６

。 

捧
宝
珠
菩
薩
像
の
持
物
が
舎
利
と
関
連
す
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
定
林
寺
址
木
塔
の
一
面
に
捧
宝
珠
菩
薩
像
と
関
連
し
た
な
ん
ら
か
の
図
像
が
表

現
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
図
二-
五
の
蝋
石
製
三
尊
仏
片
に
も
捧
宝
珠
菩
薩
像
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
定
林
寺
址
の
塑
像
は
南
朝
の
仏
教

造
像
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
型
塑
像
の
一
つ
で
あ
る
捧
宝
珠
菩
薩
像
片
を
通
し
て
四
川
省
成
都
地
域
で
出
土
す
る
群

像
型
式
の
仏
教
造
像
や
変
相
図
の
よ
う
な
場
面
も
含
ま
れ
た
可
能
性
を
検
討
で
き
る(

図
二-

一
七)

３
７

。
つ
ま
り
、
定
林
寺
址
の
瓦
廃
棄
竪
穴
か
ら
出
土
し
た
塑

像
は
法
隆
寺
五
重
塔
と
類
似
し
た
形
態
で
初
層
塔
身
を
装
飾
し
、
そ
の
う
ち
他
の
一
方
の
壁
面
に
は
四
川
省
成
都
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
た
南
朝
系
統
の
仏
教
造
像

と
類
似
す
る
場
面
が
立
体
的
に
視
覚
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

定
林
寺
址
の
塑
像
が
木
塔
の
塔
内
塑
像
で
あ
る
と
す
る
と
、
現
存
す
る
五
層
石
塔
と
の
関
係
が
問
題
視
さ
れ
る
３
８

。
金
正
基
は
定
林
寺
址
創
建
時
に
本
来
木

塔
が
あ
っ
た
が
焼
失
し
て
木
塔
が
な
く
な
り
、
そ
の
場
所
に
現
在
の
石
塔
が
建
立
さ
れ
た
と
考
え
た
３
９

。
彼
は
も
し
創
建
時
か
ら
石
塔
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
広
い
面
積
を
版
築
す
る
必
要
が
な
く
、
石
塔
の
基
壇
は
石
材
や
土
石
混
築
を
利
用
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
石
塔
下
部
か
ら
発

見
さ
れ
た
版
築
土
層
は
地
表
上
に
隆
起
し
た
版
築
部
分
を
石
塔
建
立
時
に
削
平
し
た
結
果
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
金
堂
址
や
講
堂
址
付
近
か
ら
焼
土
層
が
幅
広
く

確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
こ
れ
は
十
分
に
納
得
で
き
る
と
考
え
る
４
０

。  

梁
武
帝
の
長
干
寺
舎
利
収
拾
過
程
と
双
塔
建
立
経
緯
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
仏
塔
の
毀
損
に
よ
っ
て
そ
の
場
所
に
新
た
に
仏
塔
を
再
建
す
る
こ
と
は
当
時
決
し

て
特
別
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
４
１

。
北
朝
系
統
の
木
塔
は
夯
土
積
心
を
利
用
し
て
建
立
さ
れ
た
た
め
、
火
災
時
に
多
量
の
建
築
廃
棄
物
が
発
生
す
る
が
、
南
朝
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で
は
木
造
架
構
が
主
流
で
あ
る
た
め
、
よ
り
簡
単
に
そ
れ
ま
で
の
跡
地
を
再
利
用
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
遺
跡
４
２

や
日
本
の
川

原
寺
裏
山
遺
跡
の
事
例
も
こ
れ
と
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
４
３

。 

そ
う
し
た
点
か
ら
現
存
す
る
五
層
石
塔
は
弥
勒
寺
址
石
塔
よ
り
若
干
新
し
い
時
期
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
最
近
発
掘
さ
れ
た
弥
勒
寺

址
西
石
塔
出
土
の
舎
利
奉
安
記
の
六
三
九
年
よ
り
若
干
新
し
い
武
王
代
後
半
や
義
慈
王
代
初
半
の
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
定
林
寺
址
で
は
七
世
紀
前
半
～

中
半
に
編
年
さ
れ
る
単
弁
七
葉
蓮
華
文
瓦
当
が
多
量
に
収
拾
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
裏
付
け
る(

図
二-

一
八)

。 

定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
時
期
は
版
築
土
層
か
ら
出
土
し
た
三
足
土
器
や
中
国
製
青
磁
壷
片
と
い
っ
た
共
伴
遺
物
を
見
る
と
、
そ
の
上
限
が
泗
沘
遷
都(

五

三
八
年)

以
前
ま
で
遡
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
講
堂
址
周
辺
か
ら
出
土
し
た
青
磁
壷
片
は
、
胴
体
片
で
あ
り
、
残
存
高
八
・
八
セ
ン
チ
、
最
大
幅
一
二
・
一
セ
ン

チ
、
厚
さ
〇
・
八
～
一
・
〇
セ
ン
チ
で
胎
土
は
灰
白
色
を
呈
し
、
光
沢
の
あ
る
黄
緑
色
の
釉
薬
が
施
さ
れ
て
い
る(

図
二-

一
九)

。
こ
の
遺
物
は
武
寧
王
陵
出
土

青
磁
六
耳
壷
と
類
似
す
る
が
、
蓮
華
文
が
上
下
に
向
か
い
合
っ
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、
蓮
弁
の
形
態
が
若
干
異
な
る
。
こ
れ
と
最
も
類
似
す
る
事
例
と
し
て
南
京

対
文
山
南
朝
墓
出
土
の
青
磁
蓮
華
文
壷
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る(

図
二-

一
九
の
二)

４
４

。
対
文
山
南
朝
墓
出
土
品
は
上
腹
と
下
腹
を
区
分
す
る
浅
い
線
が
巡
っ

て
お
り
、
一
一
弁
の
覆
蓮
と
仰
蓮
が
蓮
弁
の
端
を
向
き
合
っ
て
い
て
、
黄
褐
色
の
釉
薬
が
か
か
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
蓮
弁
の
間
に
間
弁
が
あ
っ
て
、
蓮
花
が
上

下
に
長
く
線
刻
さ
れ
て
い
る
点
は
定
林
寺
址
出
土
品
と
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
墓
の
年
代
に
つ
い
て
報
告
者
は
南
京
燕
子
機
梁
普
通
二
年
墓(

五
二
一
年)

と
墓

の
構
造
、
平
面
形
態
や
結
構
手
法
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
と
同
時
期
と
推
定
し
た
４
５

。 

そ
う
し
た
点
か
ら
定
林
寺
址
の
上
限
を
五
二
〇
年
代
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
年
代
が
そ
の
ま
ま
塑
像
の
製
作
時
期
や
定
林
寺
址
の
創
建
を
意

味
し
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
青
磁
片
は
生
活
容
器
と
し
て
の
性
格
が
強
く
伝
世
し
た
可
能
性
が
高
い
た
め
で
あ
る
。
定
林
寺
址
で
数
的
に
最

も
多
く
出
土
し
て
い
る
瓦
当
と
土
器
に
は
泗
沘
遷
都(

五
三
八
年)

以
前
に
遡
る
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
五
二
〇
～
五
三
〇
年
代
の
熊
津
都
城
に
は
大
通

寺
が
建
立
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
で
泗
沘
地
域
に
お
い
て
寺
院
の
建
立
が
始
ま
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
泗
沘
遷
都
当
時
、
都
城
内
部
は
扶

蘇
山
城
と
羅
城
を
は
じ
め
と
す
る
防
御
施
設
と
王
宮
や
官
衙
と
い
っ
た
主
要
施
設
だ
け
が
備
わ
っ
た
状
態
で
あ
り
、
寺
院
や
貴
族
の
邸
宅
な
ど
は
遷
都
以
後
に

徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
点
も
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
４
６

。
石
塔
下
部
の
版
築
土
層
か
ら
発
見
さ
れ
た
三
足
土
器
と
講
堂
址
周
辺
か
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ら
発
見
さ
れ
た
青
磁
片
は
、
定
林
寺
址
の
創
建
が
泗
沘
遷
都
以
前
ま
で
遡
る
可
能
性
を
示
す
資
料
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。 

定
林
寺
址
の
建
立
時
期
を
議
論
す
る
際
、
最
も
多
く
活
用
さ
れ
た
資
料
は
塑
造
人
物
像
、
そ
の
中
で
も
特
に
籠
冠
を
か
ぶ
っ
た
人
物
像
で
あ
る
。
初
期
の
研
究

者
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
籠
冠
を
か
ぶ
っ
た
頭
像
が
北
魏
の
陶
俑(

特
に
元
邵
墓)

と
類
似
す
る
点
か
ら
、
定
林
寺
址
が
泗
沘
遷
都
直
後
に
建
立
さ
れ
、
北
魏
系
統

と
理
解
し
た
４
７

。
し
か
し
、
籠
冠
を
か
ぶ
っ
た
陶
俑
の
み
で
製
作
時
期
と
系
統
を
断
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
北
魏
や
東
魏
墓
か
ら
出
土
し
た
籠
冠
を
か
ぶ

っ
た
陶
俑
の
頭
像
と
身
像
の
形
態
は
時
期
が
新
し
く
な
る
ほ
ど
次
第
に
豊
満
に
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
４
８

、
全
て
両
面
笵
を
用
い
た
合
模
製
で
製
作
さ
れ
た
と
い

う
。
南
朝
地
域
で
も
蕭
斉
時
期(

四
七
九
～
五
〇
二)

と
推
定
さ
れ
る
丹
陽
県
胡
橋
呉
家
村
墓
で
籠
冠
を
か
ぶ
っ
た
石
俑
が
出
土
し
て
お
り
４
９

、
最
近
、
南
京
霊

山
墓
か
ら
は
籠
冠
を
か
ぶ
っ
た
陶
俑
が
新
た
に
紹
介
さ
れ
て
い
る(

図
二-

二
〇)

５
０

。
現
在
ま
で
の
資
料
の
み
を
見
る
と
、
定
林
寺
址
の
塑
造
人
物
像
は
、
北
魏

末
期
か
ら
東
魏
の
陶
俑
、
ま
た
は
梁
末
か
ら
陳
初
の
陶
俑
と
類
似
す
る
と
言
え
る
５
１

。
し
た
が
っ
て
、
定
林
寺
址
の
塑
造
人
物
像
は
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
前

後
の
あ
る
時
期
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
系
統
も
単
純
に
北
朝
系
統
の
遺
物
で
あ
る
と
は
断
定
し
が
た
い
。  

以
上
、
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
と
共
伴
遺
物
に
対
す
る
検
討
を
通
し
て
、
そ
の
製
作
時
期
が
泗
沘
遷
都
直
前
・
直
後
の
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
と
推
定
し

た
。
そ
こ
で
、
『
梁
書
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
次
の
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

史
料
二-

一: 

中
大
通
六
年
、
大
同
七
年
、
累
遣
使
献
方
物
。
并
請
涅
盤
等
経
義
、
毛
詩
博
士
并
工
匠
画
師
等
、
勅
並
給
之
。(

『
梁
書
』
列
伝
巻
五
四
百
済
条)

５
２  

 

こ
の
記
録
は
百
済
聖
王
一
九
年(

五
四
一
年)

に
梁
武
帝
が
百
済
の
要
請
に
よ
っ
て
涅
槃
経
な
ど
の
経
義
と
毛
詩
博
士
、
工
匠
・
画
師
な
ど
を
送
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
ま
ず
、
百
済
か
ら
梁
に
五
四
一
年
に
使
節
を
派
遣
し
た
こ
と
は
泗
沘
遷
都
以
後
、
最
初
の
朝
貢
記
録
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
を
断
行
し
た
聖
王
は
あ
る
程
度
都
城
の
整
備
が
進
む
と
す
ぐ
に
梁
に
公
式
の
遷
都
の
事
実
を
知
ら
せ
た
可
能
性
が
あ
る
５
３

。
五
四
一
年

に
は
任
那
復
興
会
議
が
泗
沘
の
王
庭
で
開
催
さ
れ
た
点
を
見
て
も
こ
の
時
期
に
は
泗
沘
都
城
内
部
の
主
要
施
設
が
あ
る
程
度
整
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た

め
で
あ
る
５
４

。 
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
史
料
を
通
し
て
み
る
と
、
百
済
で
は
梁
に
遷
都
の
事
実
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
新
た
な
都
城
の
運
営
に
必
要
な
制
度
や
技
術
・
文
物
を
具
体

的
に
要
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
梁
武
帝
が
送
っ
た
工
匠
と
画
師
は
百
済
か
ら
日
本
に
派
遣
し
た
諸
博
士
の
よ
う
に
５
５

、
高
度
の
専
門
技
術
者

や
知
識
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
百
済
で
は
泗
沘
遷
都
以
後
、
都
城
の
整
備
、
例
え
ば
国
家
的
な
象
徴
物
を
建
立
す
る
う
え
で
必
要
な
専
門
技
術
者
を
要
請
し
、
仏
教

経
典
と
毛
詩
博
士
、
工
匠
・
画
師
は
こ
れ
に
必
要
な
専
門
知
識
と
技
術
諮
問
、
伝
受
者
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
で
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
梁
か

ら
渡
っ
て
き
た
工
匠
・
画
師
の
活
動
の
結
果
が
定
林
寺
址
の
建
立
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
特
に
木
塔
の
建
立
と
塔
内
塑
像
の
製
作
は
彼
ら
の
指
導
と
百
済
工
人
の
協

力
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
５
６

。 

こ
れ
ま
で
定
林
寺
址
塑
像
の
系
統
に
つ
い
て
は
北
朝
の
陶
俑
や
洛
陽
永
寧
寺
出
土
塑
像
と
の
類
似
性
か
ら
北
朝
系
統
と
把
握
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
『
梁

書
』
な
ど
の
記
録
が
扶
余
定
林
寺
址
の
創
建
と
関
連
す
る
と
い
う
推
定
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
そ
の
系
統
は
北
朝
で
な
く
南
朝
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
五

世
紀
後
半
か
ら
五
六
七
年
ま
で
百
済
と
北
朝
の
国
家
間
に
公
式
的
な
使
臣
の
往
来
が
皆
無
で
あ
っ
た
点
や
定
林
寺
址
に
捧
宝
珠
菩
薩
像
と
い
っ
た
南
朝
特
有
の
仏

教
造
像
が
共
に
発
見
さ
れ
た
点
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

南
京
の
上
定
林
寺
は
扶
余
の
定
林
寺
址
の
モ
デ
ル
と
推
定
さ
れ
て
い
る
５
７

。
と
こ
ろ
で
、
上
定
林
寺
と
推
定
さ
れ
る
鍾
山
二
号
寺
址
か
ら
出
土
し
た
図
二-

一

〇
の
一
の
塑
像
片
は
、
片
面
笵
を
用
い
た
頭
体
別
製
式
の
製
作
方
式
、
手
に
胎
土
が
つ
く
ほ
ど
低
い
焼
成
度
、
彩
色
の
痕
跡
と
色
彩
、
一
部
の
頭
像
に
黄
褐
色
の

釉
薬
が
使
用
さ
れ
た
点
、
立
像
の
場
合
、
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
底
部
に
小
さ
な
穴
を
あ
け
た
点
な
ど
、
そ
の
製
作
技
法
が
定
林
寺
址
塑
像
と
一
致
し
て
い
る
。
こ

れ
は
扶
余
定
林
寺
址
の
塑
像
製
作
に
南
朝
系
技
術
工
人
が
参
加
し
た
可
能
性
を
さ
ら
に
高
め
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
、
扶
余
定
林
寺
址
か
ら
発
見
さ
れ
た
奉
宝
珠

菩
薩
像
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
型
式
の
塑
像
は
、
現
在
空
白
と
し
て
残
っ
て
い
る
南
朝
の
仏
教
美
術
を
解
明
し
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
南
朝
仏
教
文
化

の
位
相
を
定
立
す
る
う
え
で
重
要
な
資
料
と
し
て
活
用
で
き
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。 

一
方
、
五
四
一
年
の
文
物
交
流
は
塑
像
の
み
な
ら
ず
蓮
華
文
瓦
当
の
製
作
や
緑
釉
製
品
の
生
産
の
よ
う
な
場
合
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
ず
、
蓮
華
文
瓦
当
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
定
林
寺
址
で
は
大
き
く
三
つ
の
型
式
の
素
弁
八
葉
蓮
華
文
瓦
当
が
出
土
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る(

図
二-

二
一

の
一
～
三)

５
８

。
こ
の
中
で
最
も
多
く
出
土
し
た
Ａ
類
型(

亀
田
修
一
分
類Ⅰ

Ｂ
類
型)

と
Ｃ
類
型(
亀
田
修
一
分
類Ⅰ

Ａ
類
型)

の
場
合
、
蓮
弁
の
形
態
や
中
房
に



 

 

 

 

64 

圏
線
が
あ
る
点
、
蓮
弁
と
周
縁
の
間
が
広
い
点
か
ら
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
る
５
９

。
し
か
し
、
Ｂ
類
型
に
つ
い
て
は
若
干
の
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
蓮
華
文
瓦
当
は
中
房
が
小
さ
く
、
蓮
弁
が
浅
く
彫
刻
さ
れ
て
お
り
、
端
部
に
は
細
い
稜
線
の
痕
跡
が
あ
る
。
間
弁
は
Ｔ
字
形
を
呈
し
連
続
す
る
よ

う
な
印
象
を
与
え
、
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
南
京
の
梁
南
平
王
蕭
偉
墓
闕
と
南
京
鍾
山
二
号
寺
院
遺
跡
で
も
こ
れ
と
類
似
し
た
蓮
華
文
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る(

図
二-

二
一
の
四
・
五)

６
０

。
定

林
寺
址
の
Ｂ
類
型
は
南
朝
瓦
当
の
特
徴
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
瓦
当
部
裏
面
の
回
転
ナ
デ
技
法
が
確
認
さ
れ
、
大
通
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
と
同
じ
く
瓦
当
部
と

丸
瓦
部
を
接
合
す
る
際
、
端
部
を
斜
め
に
切
り
出
し
た
後
に
接
合
さ
せ
るⅡ

2a

製
作
技
法
が
確
認
さ
れ
る
６
１

。
南
朝
早
期
の
蓮
華
文
瓦
当
の
特
徴
で
あ
る
端
部

が
尖
っ
た
た
蓮
弁
と
蓮
弁
に
稜
線
の
よ
う
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
も
の
は
Ｂ
類
型
で
の
み
確
認
さ
れ
る
６
２

。
Ｂ
類
型
瓦
当
は
熊
津
期
に
流
行
す
る
、
い
わ
ゆ
る

大
通
寺
式(Ⅱ

1
a

技
法
、
図
一-

一
三
の
六)

蓮
華
文
瓦
当
と
製
作
技
法
の
上
で
は
繋
が
る
が
、
蓮
弁
の
型
式
は
全
く
異
な
る
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
筆
者
は
Ｂ
類
型
が
定
林
寺
址
創
建
期
の
瓦
と
し
て
五
四
一
年
の
南
朝
系
工
人
が
新
た
に
導
入
し
た
瓦
当
文
様
と
推
測
す
る
。 

定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
中
に
は
仏
頭
Ａ
や
Ｆ
の
よ
う
に
黄
褐
色
系
統
の
釉
薬
が
施
釉
さ
れ
た
塑
像
が
多
数
発
見
さ
れ
る(

図
二-

六
の
一
と
三)

。
小
型
塑
像
の

仏
頭
類
は
部
分
的
に
釉
薬
が
剥
が
れ
て
い
る
が
、
黄
褐
色
の
鉛
釉
が
よ
く
残
っ
て
お
り
、
泗
沘
期
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
百
済
鉛
釉
の
先
駆
的
な
姿
を
見
せ
て
い

る
。
百
済
鉛
釉
製
品
は
定
林
寺
址
の
仏
頭
類
以
外
に
も
陵
山
里
寺
址
出
土
緑
釉
瓶
片
や
扶
余
錦
城
山
出
土
緑
釉
器
台
片
、
扶
余
東
南
里
遺
跡
出
土
緑
釉
瓶
片
と
緑

釉
碗
片
、
羅
州
伏
岩
里
一
号
墳
出
土
緑
釉
托
盞
、
順
天
剣
丹
山
城
出
土
緑
釉
陶
硯
片
と
緑
釉
瓶
片
、
麗
水
鼓
楽
山
城
出
土
緑
釉
碗
、
弥
勒
寺
址
出
土
緑
釉
瓦
当
の

よ
う
に
多
様
な
種
類
が
製
作
さ
れ
流
通
し
た(

図
二-

二
二)

６
３

。
泗
沘
遷
都
以
後
の
六
世
紀
中
半
か
ら
出
現
し
て
七
世
紀
代
か
ら
は
そ
の
種
類
が
多
様
化
し
て
地

域
的
に
も
拡
大
す
る
傾
向
を
見
せ
る
。 

そ
の
中
で
扶
余
錦
城
山
出
土
緑
釉
器
台
片
の
場
合
、
公
州
宋
山
里
出
土
の
鼓
腹
型
器
台
と
類
似
す
る
蕨
手
文
が
装
飾
さ
れ
て
お
り
、
熊
津
期
ま
で
遡
る
余
地
は

な
い
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る(

図
二-

二
二
の
一
と
二)

６
４

。
前
者
は
後
者
に
比
べ
て
蕨
手
装
飾
が
よ
り
退
化
し
た
型
式
で
あ
り
、
首
部
分
の
円
形
透
窓
や
器

を
支
え
る
部
分
の
形
態
が
変
わ
る
な
ど
扶
余
新
里
出
土
器
台
と
の
類
似
性
が
高
い
６
５

。
緑
釉
の
発
色
が
柔
ら
か
く
精
製
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
定
林
寺

址
塑
造
仏
頭
よ
り
新
し
い
六
世
紀
中
半
以
後
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
定
林
寺
址
塑
像
の
中
に
見
ら
れ
る
緑
釉
製
品
は
現
在
ま
で
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百
済
地
域
で
発
見
さ
れ
た
最
も
古
い
時
期
の
事
例
と
い
え
る
。
定
林
寺
址
の
塑
像
は
大
部
分
整
形
以
後
に
彩
色
工
程
を
経
る
が
、
そ
の
よ
う
な
工
程
が
施
釉
・
焼

成
す
る
方
式
と
共
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
６
６

。
し
た
が
っ
て
、
塑
像
の
施
釉
を
含
ん
だ
百
済
鉛
釉
の
出
現
背
景
に
も
五
四
一
年
に
南
朝
か
ら
渡
っ
て
き
た

工
人
に
よ
る
技
術
伝
授
が
あ
っ
た
可
能
性
は
充
分
あ
る
。
五
四
一
年
に
百
済
に
渡
っ
て
き
た
工
匠
・
画
師
は
定
林
寺
址
塑
像
の
製
作
だ
け
で
な
く
、
蓮
華
文
瓦
当

と
緑
釉
製
作
技
術
を
含
ん
だ
多
様
な
方
面
に
お
い
て
新
た
な
技
術
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。 

史
料
二-

一
の
五
四
一
年
の
梁
武
帝
に
よ
る
技
術
者
派
遣
は
国
家
と
国
家
間
の
公
式
的
な
交
流
の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
当
時
、
百
済
に
派
遣
さ
れ
た
工

匠
・
画
師
は
梁
の
中
央
行
政
官
署
に
所
属
し
た
技
術
工
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
６
７

。
公
州
武
寧
王
陵
か
ら
出
土
し
た
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
は
「
尚
方
作

鏡
」
と
い
う
銘
文
が
残
っ
て
お
り
、
尚
方
で
製
作
さ
れ
た
青
銅
鏡
が
百
済
に
伝
来
し
た
こ
と
が
分
か
る
６
８

。
尚
方
は
漢
代
に
設
置
さ
れ
た
官
名
で
あ
り
、
少
府

と
い
う
中
央
行
政
官
署
の
属
官
で
あ
っ
た
。
本
来
、
天
子
の
御
物
を
製
作
し
保
管
す
る
こ
と
を
担
当
し
た
が
、
魏
晉
代
に
な
る
と
左
・
右
・
中
尚
方
に
分
化
す
る

６
９

。
梁
代
に
も
そ
の
よ
う
な
伝
統
が
続
い
て
お
り
、
少
府
に
は
尚
方
と
甄
官
署
な
ど
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。
少
府
と
と
も
に
重
要
な
中
央
官
営
手
工
業
官
署
と

し
て
将
作
大
匠
が
あ
る
。
将
作
大
匠
で
は
主
に
土
木
工
事
と
関
連
し
た
業
務
を
担
っ
た
が
、
建
築
材
料
や
磚
瓦
の
製
造
と
造
船
な
ど
を
管
理
し
た
７
０

。
こ
の
よ

う
な
点
か
ら
、
五
四
一
年
に
百
済
に
渡
っ
て
き
た
工
匠
・
画
師
に
は
梁
の
少
府
や
将
作
大
匠
に
所
属
し
た
技
術
者
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
百
済
に
渡

っ
て
き
た
梁
の
官
営
手
工
業
所
属
の
技
術
者
は
、
瓦
工
の
よ
う
な
百
済
の
在
地
工
人
を
幅
広
く
動
員
し
て
任
務
を
遂
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
様
々
な

部
門
の
技
術
の
伝
授
が
行
わ
れ
、
彼
ら
が
次
第
に
百
済
内
部
に
お
い
て
瓦
博
士
や
寺
工
、
画
師
と
い
っ
た
技
術
系
官
僚
に
成
長
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

(

二)
 

定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
成
立 

前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
扶
余
定
林
寺
址
は
泗
沘
遷
都
以
後
に
最
も
早
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
寺
址
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
泗
沘
期
の
百
済
の

伽
藍
配
置
は
基
本
的
に
定
林
寺
址
が
重
要
な
モ
デ
ル
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
稿
で
は
「
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
」
と

い
う
概
念
を
設
定
し
て
、
百
済
伽
藍
配
置
の
特
徴
と
変
遷
を
説
明
す
る
。
こ
の
用
語
は
日
本
の
飛
鳥
寺
式
伽
藍
配
置
や
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
、
法
隆
寺
式
伽
藍

配
置
な
ど
を
参
考
に
し
て
作
っ
た
造
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
様
式
の
伽
藍
配
置
は
第
四
章
第
一
節
で
述
べ
る
よ
う
に
泗
沘
遷
都
以
後
、
定
林
寺
址
で
成
立
し
て
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以
後
、
百
済
滅
亡
期
ま
で
持
続
し
た
た
め
、
そ
の
成
立
過
程
や
特
徴
、
展
開
過
程
は
百
済
式
寺
院
の
成
立
お
よ
び
展
開
過
程
を
代
弁
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

こ
れ
ま
で
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
は
藤
澤
一
夫
が
発
掘
し
た
図
二-

二
三
の
一
が
最
も
原
形
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
一
九
七
九
年

の
尹
武
炳
の
発
掘
調
査
で
も
こ
れ
を
再
確
認
し
た 

(

図
二-

二
三
の
二)

７
１

。
定
林
寺
址
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
は
中
門
と
石
塔
、
金
堂
、
講
堂
が

南
北
一
直
線
上
に
位
置
し
、
周
囲
を
回
廊
で
区
画
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
尹
武
炳
は
伽
藍
中
心
部
を
囲
む
回
廊
の
形
態
に
つ
い
て
若

干
の
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
伽
藍
中
心
部
を
囲
む
回
廊
の
全
形
が
長
方
形
を
な
さ
ず
、
北
に
行
く
ほ
ど
東
・
西
両
回
廊
間
の
間
隔
が
広
が
る
、
言

い
換
え
る
と
非
常
に
軽
微
な
程
度
で
あ
る
が
、
そ
の
平
面
形
が
梯
形
を
な
し
て
い
た
」
と
し
、
一
九
七
九
年
の
発
掘
調
査
で
も
北
回
廊
の
痕
跡
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
と
述
べ
て
い
る
７
２

。 

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
度
の
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
の
再
調
査
で
新
た
な
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
局
面
を
迎

え
る
こ
と
に
な
る
７
３

。
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
の
三
度
目
の
発
掘
調
査
で
は
東
西
回
廊
の
北
側
が
北
回
廊
を
通
し
て
講
堂
で
直
接
連
結
す
る
の
で
は
な
く
、

別
の
「
付
属
建
物
」
に
よ
っ
て
連
結
し
て
い
る
こ
と
が
新
た
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る(

図
二-

二
三
の
三)

。
ま
た
、
講
堂
と
東
西
回
廊
が
、
北
回
廊
の
よ
う
な

も
の
で
直
接
連
結
の
で
は
な
く
、
講
堂
の
東
西
に
独
立
し
た
別
途
建
物
が
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

定
林
寺
址
の
再
調
査
で
新
た
に
あ
ら
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
付
属
建
物
に
関
し
て
は
、
植
民
地
期
に
発
掘
さ
れ
た
軍
守
里
寺
址
と
東
南
里
寺
址
を
は
じ
め
と
し
て

一
九
九
〇
年
代
に
調
査
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
発
掘
さ
れ
た
王
興
寺
址
と
帝
釈
寺
址
で
も
こ
れ
と
類
似
し
た
建
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
再
認
識

あ
る
い
は
再
確
認
す
る
契
機
と
な
っ
た
７
４

。
こ
の
建
物
址
は
こ
れ
ま
で
高
句
麗
や
新
羅
、
日
本
の
古
代
寺
院
で
は
実
体
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
非
常
に
特
徴
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
で
は
、
百
済
寺
院
の
回
廊
北
端
の
い
わ
ゆ
る
「
付
属
建
物
」
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
建
物
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
初
に
見
解
を
提
示
し
た
の

は
佐
川
正
敏
で
あ
る
。
彼
は
六
～
七
世
紀
前
半
の
日
本
で
は
回
廊
に
僧
房
が
配
置
さ
れ
た
例
が
な
く
、
僧
房
は
別
途
に
設
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
建
物
が
日

本
の
飛
鳥
寺
で
は
東
・
西
金
堂
に
変
形
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
７
５

。
こ
の
見
解
は
日
本
最
初
の
本
格
的
な
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
源
流
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
高
句
麗
か
ら
求
め
よ
う
と
し
た
学
説
を
批
判
し
な
が
ら
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
は
や
は
り
百
済
に
根
源
を
持
つ
可
能
性
を
提
示
し
た
点
で
評
価
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
百
済
寺
院
の
付
属
建
物
址
は
細
長
い
形
態
を
呈
し
な
が
ら
い
く
つ
か
の
室
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
伽
藍
の
中
心
軸
か
ら
外
れ
て
東
西
に
互
い
に
対
称
と

な
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
点
か
ら
金
堂
の
よ
う
な
中
心
的
な
殿
閣
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
。 

扶
余
地
域
の
廃
寺
址
の
中
で
付
属
建
物
の
性
格
を
把
握
で
き
る
の
は
陵
山
里
寺
址
の
み
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
伽
藍
中
心
部
だ
け
で
な
く
周
辺
部
に
つ
い
て
調

査
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
部
か
ら
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
を
は
じ
め
と
す
る
多
量
の
遺
物
、
特
に
多
量
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
各
建
物
址
の
性
格
を
あ
る
程
度

類
推
で
き
る(

図
三-
二)
。
具
体
的
に
は
、
陵
山
里
寺
址
の
中
門
址
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
多
量
の
木
簡
が
出
土
し
た
７
６

。
そ
れ
ら
の
木
簡
は
五
六
七
年

に
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
段
階
を
前
後
し
て
使
用
さ
れ
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
北
側
の
建
物
群
で
使
用
さ
れ
た
も
の
が
流
れ
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
陵
山
里
寺
址
に
対
す
る
土
層
調
査
の
結
果
、
こ
こ
は
本
来
北
高
南
低
の
地
形
で
あ
り
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
大
規
模
な
盛
土
作
業
を
実
施
し
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
谷
間
か
ら
水
が
湧
き
続
け
る
た
め
、
二
重
の
大
型
排
水
路
と
多
数
の
暗
渠
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
人
工
的
な
排

水
施
設
が
設
置
さ
れ
る
以
前
、
初
期
の
自
然
排
水
路
の
み
機
能
し
て
い
た
段
階
に
そ
の
北
側
に
何
ら
か
の
施
設
が
あ
り
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
た
木
簡
と
木
簡
の
削

屑
が
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る(

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照)

。 

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
記
載
内
容
と
出
土
様
相
か
ら
見
る
と
、
五
五
四
年
の
管
山
城
の
戦
い
で
聖
王
が
戦
死
し
た
後
、
こ
の
一
帯
で

行
わ
れ
た
各
種
の
儀
礼
や
物
品
の
移
動
、
行
政
行
為
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
木
簡
は
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
の
前
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
部
、
六
世
紀
後
半
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
陵
山
里
出
土
木
簡
は
「
陵
山
里
寺
址
の
造
営
・
整
備
過
程
」

に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
７
７

。
一
方
、
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
に
対
す
る
分
析
の
結
果
、
こ
の
寺
院
の
伽
藍
中
心
部

は
他
の
寺
院
と
は
異
な
り
、
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
左
右
側
の
別
途
建
物
址(

工
房
址Ⅱ

・
不
明
建
物
址Ⅰ

)

と
回
廊
址
北
端
の
付
属
建
物
址(

工
房
址

Ⅰ

・
不
明
建
物
址Ⅱ

)

が
ま
ず
建
立
さ
れ
、
そ
の
後
に
木
塔
と
金
堂
、
中
門
、
回
廊
な
ど
が
次
々
と
建
立
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
７
８

。
講
堂
址
を
中

心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
は
建
物
の
構
造
と
配
置
、
仏
教
関
連
内
容
は
も
ち
ろ
ん
各
種
祭
祀
関
連
記
録
が
共
に
見
ら
れ
る
木
簡
の
記
載
内
容
な
ど
を
総
合
的
に
考

慮
す
る
と
、
陵
山
里
古
墳
群
、
特
に
聖
王
陵
の
祠
廟
あ
る
い
は
祠
堂
と
い
っ
た
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
７
９

。 

第
三
章
第
一
節
の
図
三-

二
の
よ
う
に
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
大
部
分
は
中
門
址
を
基
準
に
し
て
南
西
側
の
自
然
排
水
路
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
し
か
し
、
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中
門
址
東
南
側
の
自
然
排
水
路
か
ら
二
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
て
い
る(

二
九
九
号
・
二
〇
〇
一-

八
号)

。
そ
れ
ら
の
木
簡
は
出
土
し
た
脈
絡
か
ら
み
る
と
、
そ

の
北
側
に
あ
っ
た
不
明
建
物
址Ⅱ

で
使
用
さ
れ
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
九
九
号
の
場
合
、
祭
祀
儀
礼
と
関
連
が
あ
り
、
二
〇
〇
一-

八
号

は
仏
教
と
関
連
す
る
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
８
０

。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
書
写
し
た
空
間
で
あ
る
不
明
建
物
址Ⅱ

は
そ
う
し
た
儀
礼
を
準
備
し
た
場
所
や
儀
礼
の

担
当
者
が
滞
在
し
た
建
物
と
推
定
で
き
る
８
１

。 

一
方
、
付
属
建
物
と
い
う
名
称
は
主
建
物
に
付
属
し
た
建
物
を
意
味
す
る
た
め
、
回
廊
の
北
側
に
独
立
的
に
配
置
さ
れ
た
こ
の
建
物
を
指
し
示
す
に
は
適
切
な

用
語
で
は
な
い
。
こ
の
建
物
は
配
置
上
東
西
に
対
称
に
あ
ら
わ
れ
、
礎
石
の
配
置
上
い
く
つ
か
の
室
で
構
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
の
重
要
な
殿
閣

は
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
、
付
随
的
な
建
物
は
東
西
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
点
を
勘
案
す
る
と
、
金
堂
や
木
塔
よ
り
そ
の
格
が
低
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
中
国
の
寺
院
の
「
配
殿
」
の
よ
う
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
と
、
百
済
寺
院
の
付
属
建
物
は
現
在
ま
で
の
伽
藍

配
置
に
関
す
る
議
論
で
は
「
僧
房
」
と
命
名
さ
れ
た
建
物
址
と
最
も
類
似
す
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
講
堂
址
北
側
の
僧
房
（
二
建
物
址
）
と
区
分
す
る
必
要
が

あ
り
、
建
物
の
構
造
や
配
置
か
ら
見
て
「
東
堂
・
西
堂
」(

ま
た
は
「
東
室
・
西
室
」)

と
呼
ぶ
こ
と
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

筆
者
が
付
属
建
物
で
あ
る
「
東
堂
と
西
堂
」
を
仏
教
儀
式
や
各
種
儀
礼
の
準
備
、
事
務
処
理
と
い
っ
た
こ
と
が
執
り
行
わ
れ
た
公
的
な
性
格
が
強
い
僧
房
と
推

定
す
る
の
は
、
益
山
弥
勒
寺
址
や
日
本
の
川
原
寺
址
に
類
似
す
る
事
例
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
益
山
弥
勒
寺
址
の
場
合
、
講
堂
址
北
側
に
僧
房
が
あ
る
が
、
講
堂

南
側
の
東
西
に
も
僧
房
状
建
物
址
が
配
置
さ
れ
て
い
る(

図
四-
九
の
二)

。
第
四
章
第
一
節
で
再
び
検
討
す
る
が
、
こ
の
建
物
址
は
弥
勒
寺
址
以
前
に
百
済
寺
院

に
見
ら
れ
る
講
堂
址
北
端
の
付
属
建
物
が
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
川
原
寺
址
に
は
講
堂
址
南
側
の
東
西
に
僧
房
が
位
置
す
る
が
、
こ
れ
は
興
福

寺
・
東
大
寺
な
ど
大
寺
に
見
ら
れ
る
三
面
僧
房
の
源
流
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
三
面
僧
房
の
配
置
も
や
は
り
百
済
寺
院
の
付
属
建
物
と
類
似
す
る
配

置
と
構
造
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
伽
藍
配
置
に
関
す
る
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
東
堂
と
西
堂
は
僧
房
の
よ
う
な
も
の
と
推
定

す
る
こ
と
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る
。 

そ
れ
で
は
、
東
堂
と
西
堂
は
百
済
寺
院
の
独
創
的
な
要
素
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
筆
者
は
定
林
寺
址
が
五
四
一
年
に
梁
武
帝
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
工
匠
・
画
師

の
直
接
的
な
支
援
の
下
で
建
立
さ
れ
た
も
の
と
見
た
。
当
時
、
梁
か
ら
派
遣
さ
れ
た
工
匠
・
画
師
な
ど
の
技
術
者
は
塔
内
塑
像
や
木
塔
の
建
立
以
外
に
も
伽
藍
配
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置
や
緑
釉
製
作
技
術
と
い
っ
た
多
様
な
方
面
に
お
い
て
百
済
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
だ
南
朝
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
対
す
る
発

掘
資
料
は
皆
無
で
あ
る
が
、
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
は
南
朝
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
り
、
北
朝
寺
院
に
は
見
ら
れ
な
い
東
堂
と
西
堂
は
そ
う
し
た
南
朝
の

影
響
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
定
林
寺
址
の
全
て
の
も
の
が
南
朝
に
淵
源
を
持
つ
と
は
考
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
六
章
第
一
節
で
詳
述
す
る
が
、
例
え
ば
定
林
寺
址
金
堂

址
か
ら
発
見
さ
れ
た
二
重
基
壇
を
見
て
み
た
い(

図
六-

四
参
照)

。
二
重
基
壇
は
五
～
七
世
紀
の
寺
院
の
金
堂
や
木
塔
に
主
に
利
用
さ
れ
る
基
壇
型
式
で
あ
る
が
、

初
期
の
二
重
基
壇
に
は
下
成
部
に
礎
石(

い
わ
ゆ
る
下
成
礎
石)

が
見
ら
れ
る
。
下
成
礎
石
は
高
句
麗
の
清
岩
里
寺
址
の
八
角
建
物
址(

木
塔
と
推
定)

を
は
じ
め
、

百
済
の
定
林
寺
址
金
堂
址
、
軍
守
里
寺
址
金
堂
址
、
新
羅
の
黄
龍
寺
址
三
金
堂
址
、
飛
鳥
寺
東
西
金
堂
址
な
ど
で
確
認
さ
れ
て
い
る
８
２

。
百
済
寺
院
で
発
見
さ

れ
る
下
成
礎
石
の
場
合
、
時
期
的
に
最
も
古
い
高
句
麗
の
影
響
に
よ
っ
て
出
現
し
た
と
み
ら
れ
る
。
下
成
礎
石
は
定
林
寺
址
の
金
堂
址
で
も
明
確
に
確
認
さ
れ
た

た
め
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
や
寺
院
造
営
の
技
術
に
は
南
朝
だ
け
で
な
く
高
句
麗
の
影
響
も
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

講
堂
址
の
東
西
に
配
置
さ
れ
た
別
途
建
物
址
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
建
物
址
は
百
済
寺
院
の
み
な
ら
ず
平
壌
清
岩
里
寺
址
、
慶
州
皇
龍
寺
址
重
建
伽
藍
、

四
天
王
寺
址
、
感
恩
寺
址
、
千
軍
里
寺
址
な
ど
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
も
古
い
時
期
に
建
立
さ
れ
た
清
岩
里
寺
址
の
場
合
、
中
金
堂
址
の
後
方
か

ら
四
基
の
建
物
址
群
が
発
見
さ
れ
た
が
８
３

、
こ
れ
ま
で
高
麗
時
代
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た(

図
六-

一
五)

。
し
か
し
、
同
寺
院
の
八
角
建
物
址
や
中
金
堂
址
で
も

高
麗
時
代
の
瓦
片
が
混
ざ
っ
て
出
土
し
、
定
陵
寺
址
で
も
敷
塼
建
物
址
が
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
の
み
で
後
代
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

建
物
址
群
は
百
済
や
新
羅
寺
院
に
見
ら
れ
る
講
堂
と
そ
の
東
西
の
別
途
建
物
お
よ
び
僧
房
に
該
当
す
る
と
い
え
る
。
図
六-

一
五
の
よ
う
に
高
句
麗
寺
院
の
講
堂

址
は
古
い
段
階
か
ら
そ
の
東
西
に
別
途
建
物
址
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
定
林
寺
址
を
は
じ
め
と
す
る
百
済
寺
院
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
。 

扶
余
定
林
寺
址
は
塔
内
塑
像
の
製
作
や
製
瓦
術
、
緑
釉
製
作
技
術
、
木
塔
の
建
立
を
は
じ
め
と
し
て
東
堂
と
西
堂
と
い
っ
た
伽
藍
配
置
に
至
る
ま
で
南
朝
の
影

響
を
よ
り
多
く
受
け
た
と
い
え
る
。
史
料
二-

一
は
こ
の
よ
う
な
事
実
を
最
も
端
的
に
示
し
て
お
り
、
こ
こ
で
出
土
し
た
各
種
遺
物
と
遺
構
は
こ
れ
を
裏
付
け
て

い
る
。
し
か
し
、
定
林
寺
址
は
南
朝
的
な
文
化
要
素
以
外
に
も
部
分
的
に
高
句
麗
の
影
響
も
受
け
て
い
た
。
二
重
基
壇
の
下
成
礎
石
や
講
堂
址
の
東
西
に
あ
る
別

途
建
物
と
い
っ
た
要
素
は
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
る
と
、
定
林
寺
址
は
南
朝
文
化
を
主
と
し
な
が
ら
も
高
句
麗
文
化
を
付
随
的
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に
吸
収
し
な
が
ら
成
立
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

最
後
に
定
林
寺
と
い
う
寺
名
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
現
在
の
定
林
寺
と
い
う
名
称
は
「
大
平
八
年
戊
辰
定
林
寺
大
蔵
当
草
」
と
い
う
高
麗
時
代
の
銘
文

瓦
に
基
づ
く(
図
二-

二
四)

。
大
平
は
遼
の
年
号
で
あ
り
、
大
平
八
年
は
高
麗
顕
宗
一
九
年(

一
〇
二
八)

で
戊
辰
年
に
該
当
す
る
。
「
大
蔵
当
草
」
に
つ
い
て
は

「
大
蔵
堂
草
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
て
、
草
は
「
새(

セ)

」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
瓦
を
意
味
す
る
文
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
見
解
が

注
目
さ
れ
る
８
４

。
高
麗
時
代
の
文
字
瓦
の
中
に
は
武
珍
古
城
や
竹
州
山
城
、
奉
業
寺
址
、
安
国
寺
址
、
永
同
稽
山
里
遺
跡
な
ど
で
「
草
」
、
「
瓦
草
匠
」
、

「
草
匠
」
な
ど
の
文
字
瓦
が
し
ば
し
ば
出
土
し
て
い
る
８
５

。
こ
の
時
の
「
草
」
を
「
始
め
る
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
た
見
解
も
あ
る
が
８
６

、
中
世
国
語
で
は

草
を
「
새(

セ)

」
と
刻
む
用
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
８
７

。
し
た
が
っ
て
、
瓦
の
銘
文
に
使
用
さ
れ
た
草
は
草
屋
に
対
比
さ
れ
る
瓦
屋
に
使
用
さ
れ
た
屋
根
の
材

料
を
意
味
す
る
接
尾
語
と
い
え
、
軒
平
瓦(

암
막
새)

や
瓦
当(

수
막
새)

、
鬼
瓦(

망
새)

の
「
새(

セ)

」
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
の
草
は
「
새(

セ)

」
と
読
ん
で
、
「
瓦
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。
一
方
、
当
は
聖
住
寺
址
千
仏
殿
址
か
ら
出
土
し
た
「
聖
住
千
仏
当
草
」
の
事
例
か
ら

分
か
る
よ
う
に
「
堂
」
の
誤
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
銘
文
の
「
大
蔵
当
草
」
は
大
蔵
堂
、
つ
ま
り
大
蔵
殿
と
い
う
殿
閣
に
使
用
さ
れ
た
瓦
を

意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
銘
文
は
「
大
平
八
年
戊
辰
年
に
作
ら
れ
た
定
林
寺
の
大
蔵
殿(

堂)

に
使
用
す
る
瓦
」
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
銘
文

は
需
要
者
や
需
要
先
を
考
慮
し
た
も
の
で
高
麗
時
代
に
こ
の
廃
寺
址
が
定
林
寺
と
呼
ば
れ
、
大
蔵
殿
と
い
う
殿
閣
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う

８
８

。 そ
れ
で
は
、
高
麗
時
代
の
定
林
寺
は
泗
沘
期
に
も
同
じ
よ
う
に
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
扶
余
王
興
寺
址
や
益
山
弥
勒
寺
址
、
帝
釈
寺
址
な
ど
の
事
例
を
見
る

と
、
定
林
寺
址
の
場
合
も
高
麗
時
代
の
寺
名
が
百
済
ま
で
遡
る
可
能
性
を
排
除
し
が
た
い
。
特
に
、
同
時
期
に
中
国
南
朝
と
日
本
に
も
定
林
寺
と
い
う
寺
名
が
あ

っ
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
よ
り
一
層
高
い
。
定
林
寺
の
「
定
林
」
は
「
禅
定
之
林
」
か
ら
と
っ
た
用
語
で
、
南
京
の
鍾
山
に
は
上
定
林
寺
と
下
定

林
寺
が
あ
っ
た
８
９

。
こ
の
寺
に
は
僧
祐(

四
三
五
～
五
一
八)

な
ど
の
高
僧
が
主
席
し
、
『
文
心
雕
龍
』
の
著
者
で
あ
る
劉
勰(

四
六
五
～
五
二
一)

が
滞
在
し
て

当
代
の
一
流
の
文
士
た
ち
と
交
流
し
た
。
一
方
、
元
嘉
元
年(

四
二
四)

に
創
建
さ
れ
た
定
林
寺
は
元
嘉
一
二
年(

四
三
五)

に
上
定
林
寺
が
創
建
さ
れ
る
と
と
も
に

下
定
林
寺
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
下
定
林
寺
の
場
合
、
地
勢
が
低
い
渓
谷
の
間
に
位
置
し
、
劉
宋
末
期
、
特
に
梁
代
に
は
ほ
ぼ
廃
棄
さ
れ
る
。
こ
れ
を
通
し
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て
見
る
と
、
六
世
紀
前
半
の
建
康
の
定
林
寺
は
上
定
林
寺
を
称
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
う
し
た
点
か
ら
泗
沘
都
城
の
定
林
寺
址
も
上
定
林
寺
を
意
識
し
た
名
称
で

あ
る
可
能
性
を
排
除
し
難
い
９
０

。 

飛
鳥
の
西
南
部
に
も
定
林
寺
と
い
う
廃
寺
址
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
寺
址
は
聖
徳
太
子
が
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
塔
址
な
ど
に
対
す
る
小
規
模
の
発
掘
が
行

わ
れ
、
木
塔
址
心
礎
石
の
周
囲
か
ら
塑
造
菩
薩
像
の
頭
像
片
が
収
拾
さ
れ
て
い
る
９
１

。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
現
在
の
定
林
寺
址
が
建
立
・
運
営
さ
れ
た
時

期
に
中
国
の
建
康
や
日
本
の
飛
鳥
に
は
「
定
林
寺
」
と
い
う
寺
名
を
持
つ
寺
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
高
麗
時
代
の
銘
文
瓦
に
見
ら
る
れ
定

林
寺
と
い
う
寺
名
は
泗
沘
期
ま
で
遡
っ
て
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
定
林
寺
址
出
土
の
塑
造
像
が
五
四
一
年
に
南
朝
か
ら
渡
っ
て
き
た
工
匠
・
画
師

と
関
連
し
て
南
朝
系
統
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
本
稿
の
推
論
が
妥
当
な
ら
ば
、
定
林
寺
と
い
う
寺
名
も
建
康
の
定
林
寺
址
、
特
に
上
定
林
寺
を
意
識
し
て
付
け
ら

れ
た
名
前
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
９
２

。 
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第
二
節 

都
城
に
お
け
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
定
林
寺
址 

 

(

一)
 

定
林
寺
址
の
創
建
目
的
と
そ
の
背
景 

五
三
八
年
に
泗
沘
へ
遷
都
し
た
時
の
都
城
は
、
羅
城
と
白
馬
江
を
境
界
に
し
て
、
そ
の
内
部
に
国
家
の
主
要
施
設
を
配
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
現
在
の
定

林
寺
址
は
そ
の
中
心
部
に
位
置
し
て
い
る
。
定
林
寺
址
の
こ
の
よ
う
な
立
地
的
特
性
は
、
こ
の
寺
院
が
都
城
内
部
で
非
常
に
重
要
な
位
相
と
役
割
を
担
っ
て
い
た

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
節
で
は
こ
れ
ま
で
陶
俑
と
呼
ば
れ
て
き
た
塑
像
が
本
来
木
塔
の
初
層
塔
身
を
荘
厳
し
た
塔
内
塑
像
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
史

料
二-

一
を
見
る
と
、
泗
沘
遷
都
以
後
に
百
済
に
お
い
て
国
家
的
な
象
徴
物
を
建
立
す
る
う
え
で
必
要
な
専
門
技
術
者
集
団
を
梁
に
要
請
し
、
梁
の
武
帝
が
こ
れ

を
派
遣
す
る
こ
と
で
成
立
し
、
い
わ
ゆ
る
「
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
」
に
は
南
朝
の
み
な
ら
ず
高
句
麗
の
影
響
も
受
け
て
造
営
さ
れ
た
と
見
た
。
そ
れ
で
は
、
百
済

の
聖
王
は
な
に
ゆ
え
に
泗
沘
遷
都
直
後
に
都
城
の
中
心
部
に
定
林
寺
址
を
創
建
し
、
都
城
内
で
定
林
寺
址
が
占
め
る
位
相
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
本
節
で
は
、
定
林
寺
址
の
発
掘
調
査
を
通
し
て
確
認
さ
れ
た
出
土
遺
物
と
文
献
史
料
を
総
合
し
、
植
民
地
期
に
作
成
さ
れ
た
地
図
類
、
泗
沘
都
城
内
部
に
対

す
る
発
掘
の
成
果
を
参
考
に
し
て
王
宮
区
域
を
設
定
し
た
後
、
王
宮
と
定
林
寺
址
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
接
近
す
る
。 

前
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
史
料
二-

一
を
通
し
て
み
る
と
、
定
林
寺
址
が
造
営
さ
れ
塔
内
塑
像
な
ど
の
新
た
な
施
設
物
が
作
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
梁
と
百
済
王

室
の
公
式
的
な
政
治
・
外
交
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
定
林
寺
址
の
創
建
に
百
済
王
室
の
絶
対
的
な
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
を 

意
味
す
る

と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
図
二-

一
三
の
人
物
像
片
を
通
し
て
、
こ
こ
の
塔
内
塑
像
に
梁
職
貢
図
や
龍
門
石
窟
と
鞏
県
石
窟
の
礼
仏
図
の
場
面
と
類
似
す
る
も
の

が
演
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
発
願
者
で
あ
る
百
済
聖
王
が
自
ら
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
多
様
な
人
間
群
像
を
率
い
る
姿
を
具
体
化
し
て
、
発

願
者
自
身
の
権
威
と
威
厳
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
定
林
寺
址
の
建
立
に
は
泗
沘
遷
都
を
断
行
し
た
聖
王
が
王
権
の
権
威
を
高

め
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
記
念
碑
的
施
設
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
史
料
二-

一
を
見
る
と
、
五
四
一
年
に
梁
武
帝
は
工
匠
・
画
師
と
い
っ
た
技
術
者
の
み
な
ら
ず
、
「
涅
槃
経
等
義
疏
」
と
毛
詩
博
士
を
共
に
送
っ

て
い
る
。
梁
の
武
帝
代
に
は
多
く
の
仏
教
経
典
の
註
釈
書
と
仏
教
論
書
が
編
纂
さ
れ
た
が
、
当
時
の
仏
教
学
の
内
容
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
の
一
つ
が
『
涅
槃
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経
』
に
対
す
る
註
釈
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
梁
の
武
帝
は
五
二
九
年
に
第
二
回
の
捨
身
の
際
に
同
泰
寺
で
自
ら
『
涅
槃
経
』
を
講
じ
た
９
３

。
ま
た
、
後
述
す
る

史
料
二-
二
を
見
る
と
、
吐
谷
渾
に
梁
武
帝
自
身
が
直
接
著
述
し
た
註
釈
書
で
あ
る
『
制
旨
涅
槃
経
講
疏
』
を
送
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
四
一
年
に
百
済

に
入
っ
て
き
た
経
疏
に
は
『
制
旨
涅
槃
経
講
疏
』
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
９
４

。
当
時
、
百
済
で
は
梁
の
仏
教
界
の
主
要
な
思
想
的
動
向
に
つ
い

て
相
当
な
情
報
を
有
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
梁
の
仏
教
学
を
理
解
で
き
る
重
要
な
文
献
を
具
体
的
に
要
請
し
た
も
の
と
い
え
る
９
５

。 

こ
れ
と
共
に
『
詩
経
』
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
毛
詩
博
士
を
要
請
し
た
こ
と
を
見
る
と
、
儒
教
を
通
し
た
制
度
の
整
備
に
対
す
る
欲
求
も
非
常
に
大
き
か
っ
た

こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
後
、
百
済
か
ら
講
礼
博
士
を
願
い
出
て
、
礼
学
に
造
詣
が
深
い
陸
詡
が
梁
の
武
帝
の
命
に
よ
っ
て
五
四
〇
年
代
か
ら
五
五
〇
年
代
前

半
の
あ
る
時
期
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
９
６

。
そ
う
し
た
点
か
ら
五
四
一
年
に
工
匠
・
画
師
と
い
っ
た
技
術
者
が
仏
教
経
典
に
対
す
る
註
釈
書
や
儒
教
の
専
門
家
と

と
も
に
渡
っ
て
き
た
こ
と
は
、
泗
沘
遷
都
以
後
、
国
家
体
制
を
整
備
す
る
過
程
に
お
い
て
一
つ
の
重
要
な
画
期
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
産
物
は
、

新
都
や
王
権
の
重
要
な
象
徴
物
に
な
っ
た
と
い
う
点
も
類
推
で
き
る
だ
ろ
う
。 

五
四
一
年
段
階
に
百
済
が
見
せ
た
こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
一
部
で
一
年
前
の
吐
谷
渾
の
河
南
王
と
類
似
し
て
い
る
。 

 

史
料
二-

二:
 

河
南
王
遣
使
朝
、
献
馬
及
方
物
、
求
釈
迦
像
并
経
論
十
四
條
。
勅
付
像
并
制
旨
涅
槃
般
若
金
光
明
講
疏
一
百
三
卷
。(

『
南
史
』
巻
七 

梁
武
帝 

大
同

六
年
五
月
条) 

 

五
世
紀
半
ば
頃
か
ら
仏
教
を
受
容
し
は
じ
め
た
吐
谷
渾
は
、
五
四
〇
年
に
は
梁
に
釈
迦
像
と
経
論
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
武
帝
は
『
制
旨
涅
槃
・
般
若
・

金
光
明
講
疏
』
を
送
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
五
四
一
年
に
百
済
が
梁
の
武
帝
に
遣
使
し
て
方
物
を
捧
げ
る
と
と
も
に
仏
教
経
典
を
要
請
し
て
い
る
様
子
は
、
五
四

〇
年
の
吐
谷
渾
の
態
度
と
共
通
す
る
９
７

。
し
か
し
、
当
時
の
百
済
で
は
泗
沘
遷
都
以
後
の
国
家
体
制
改
革
の
た
め
に
は
仏
教
だ
け
で
は
充
分
で
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
史
料
二-

一
に
毛
詩
博
士
や
工
匠
・
画
師
が
共
に
記
録
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
百
済
で
は
四
五
〇
年
に
劉
宋
に
上
表
し
て
易
林
・
式
占
・

腰
弩
を
求
め
た
こ
と
が
あ
り
９
８

、
高
昌
国
の
場
合
も
北
魏
末
の
五
二
〇
年
に
自
分
た
ち
に
不
足
し
て
い
る
典
籍
を
補
充
し
て
統
治
に
活
用
し
た
こ
と
が
あ
る
９
９

。
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し
た
が
っ
て
、
史
料
二-

一
は
百
済
で
仏
教
寺
院
の
み
な
ら
ず
国
家
体
制
の
整
備
と
い
う
自
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
国
際
関
係
に
お
い
て
仏
教
を
積
極
的

に
活
用
し
た
具
体
的
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
１
０
０

。 

一
方
、
『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
六
年(

五
四
五)

九
月
条
の
記
録
は
定
林
寺
址
の
創
建
と
関
連
し
て
新
た
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

史
料
二-

三: 

秋
九
月
、
百
済
遣
中
部
護
徳
菩
提
等
、
使
于
任
那
。
贈
呉
財
於
日
本
府
臣
及
諸
旱
岐
、
各
有
差
。 

史
料
二-

四:
 

是
月
、
百
済
造
丈
六
仏
像
。
製
願
文
曰
、
蓋
聞
、
造
丈
六
仏
、
功
徳
甚
大
。
今
敬
造
。
以
此
功
徳
、
願
天
皇
獲
勝
善
之
徳
。
天
皇
所
用
、
弥
移
居

国
、
倶
蒙
福
祐
。
又
願
、
普
天
之
下
一
切
衆
生
、
皆
蒙
解
脱
。
故
造
之
矣
。(

『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
六
年
九
月
お
よ
び
是
月
条) 

 

こ
れ
ら
の
史
料
は
欽
明
紀
六
年(

五
四
五)
九
月
条
と
同
じ
月
の
是
月
条
に
続
く
記
録
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
同
じ
レ
ベ
ル
で
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
前
後
の
脈
絡
を
み
て
、
二
つ
の
史
料
は
と
も
に
史
料
二-

一
の
五
四
一
年
の
百
済
と
中
国
の
交
流
と
関
連
す
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
ず
、
史
料
二-

三
を

見
る
と
、
「
呉
財
」
の
呉
は
江
南
を
示
す
た
め
、
南
朝
か
ら
入
手
し
た
財
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
１
０
１

。
史
料
二-

一
に
よ
る
と
、
百
済
は
四
年
前
の
五
四
一
年
に

梁
の
武
帝
か
ら
経
義
や
博
士
・
工
人
な
ど
を
譲
り
受
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
百
済
は
五
四
一
年
に
南
朝
か
ら
入
手
し
た
も
の
を
加
耶
の
王
族
や
群
臣
に
贈
与
・
分

配
し
、
そ
こ
に
は
技
術
者
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
１
０
２

。
し
か
し
、
史
料
二-

四
も
ま
た
史
料
二-

一
と
関
連
す
る
も
の
と
考
え
る

と
、
こ
の
問
題
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。 

『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
六
年
三
月
条
に
は
倭
か
ら
膳
臣
巴
提
便
を
百
済
に
使
臣
と
し
て
送
り
、
彼
は
同
年
一
一
月
に
帰
国
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

同
年
五
月
と
九
月
に
百
済
は
倭
や
任
那
に
使
臣
を
派
遣
し
て
い
る
。
史
料
二-
三
の
九
月
条
に
続
い
て
記
録
さ
れ
た
史
料
二-

四
の
「
是
月
条
」
は
、
百
済
に
派
遣

さ
れ
た
倭
の
使
臣
が
百
済
現
地
で
直
接
見
聞
し
た
内
容
を
復
命
し
た
も
の
で
あ
り
、
信
憑
性
が
高
い
史
料
と
考
え
ら
れ
る
１
０
３

。
し
た
が
っ
て
、
史
料
二-

四
か

ら
、
五
四
五
年
九
月
に
百
済
で
丈
六
尊
像
を
作
っ
た
こ
と
は
、
史
実
と
見
て
も
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
百
済
で
丈
六
尊
像
の
よ
う
な
巨
大
な
仏
像
を
製
作
し

た
の
は
こ
の
時
が
最
初
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
順
調
に
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
外
部
か
ら
の
先
進
技
術
が
流
入
し
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
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つ
ま
り
、
史
料
二-

一
の
南
朝
系
技
術
工
人
の
活
動
結
果
が
、
史
料
二-

四
の
丈
六
尊
像
の
製
作
に
あ
ら
わ
れ
た
可
能
性
が
提
起
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点

か
ら
史
料
二-

一
の
梁
の
武
帝
に
よ
る
工
匠
・
画
師
派
遣
記
録
は
史
料
二-

四
と
も
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。 

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
史
料
二-

一
を
根
拠
に
し
て
五
四
一
年
に
梁
か
ら
渡
っ
て
き
た
工
匠
・
画
師
が
定
林
寺
址
の
木
塔
や
塔
内
塑
像
の
製
作
に
関

与
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
五
四
五
年
九
月
の
丈
六
尊
像
造
成
記
録
も
ま
た
定
林
寺
址
と
関
連
し
た
も
の
と
推
定
し
て
み

よ
う
。
史
料
二-

一
と
史
料
二-

四
を
定
林
寺
址
の
建
立
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
う
一
つ
の
根
拠
は
こ
れ
ま
で
発
掘
さ
れ
た
泗
沘
都
城
内
の
仏
教
遺
跡
の

中
で
遷
都
直
後
に
遡
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
遺
跡
を
定
林
寺
址
以
外
に
探
す
こ
と
が
難
し
い
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
寺
址
で
丈
六
尊
像
の
一
部
と
考
え
ら
れ

る
瓦
質
の
大
型
塑
像
片
が
小
数
で
は
あ
る
が
出
土
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 

定
林
寺
址
出
土
塑
像
は
大
部
分
西
回
廊
址
付
近
の
瓦
廃
棄
竪
穴
で
出
土
し
た
が
、
大
型
塑
像
で
あ
る
瓦
製
仏
耳
片
と
衣
褶
片
は
金
堂
址
附
近
か
ら
出
土
し
た

(

図
二-

三)

。
こ
れ
ら
の
大
型
塑
像
は
大
き
さ
だ
け
で
な
く
色
調
、
胎
土
、
製
作
技
法
に
お
い
て
中
型
や
小
型
の
塑
像
と
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
出

土
位
置
と
製
作
技
法
の
違
い
は
そ
の
奉
安
場
所
の
違
い
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
中
で
図
二-

三
の
一
の
仏
耳
片
は
大
型
仏
像
の
左
耳
と
考
え
ら
れ
る
。
残

存
高
二
七
・
五
セ
ン
チ
で
、
耳
殻
の
輪
郭
が
残
っ
て
い
る
が
大
き
さ
は
一
八
セ
ン
チ
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。
図
二-

三
の
二
の
瓦
製
仏
身
片
Ａ
と
Ｂ
は
金
堂
址
の

東
西
か
ら
四
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
離
れ
て
発
見
さ
れ
て
お
り
、
発
掘
調
査
報
告
書
で
は
別
個
の
遺
物
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
接
合
し
た
ま
ま
保
管
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
大
型
塑
像
は
木
塔
の
塔
内
塑
像
で
な
く
、
金
堂
に
奉
安
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た
史
料
二-

四
の
丈
六
尊
像
と

関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
定
林
寺
址
に
た
と
え
高
麗
時
代
の
も
の
と
は
い
え
丈
六
尊
の
石
仏
座
像
が
残
っ
て
い
る
の
も
こ
の
よ
う
な
脈

絡
か
ら
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
か
ら
史
料
二-

四
の
丈
六
尊
像
関
連
記
録
や
発
願
文
は
定
林
寺
址
の
創
建
目
的
や
背
景
を
理
解
す
る
史
料
と
し
て
新

た
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。  

史
料
二-

四
の
丈
六
尊
像
発
願
文
に
は
そ
の
造
成
目
的
を
「
天
皇
が
立
派
な
徳
を
得
て
、
天
皇
が
治
め
る
弥
移
居
の
国
が
皆
同
じ
く
福
と
助
け
を
得
る
こ
と
を

願
い
、
一
切
衆
生
が
全
て
解
脱
す
る
こ
と
を
願
う
」
こ
と
と
明
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
発
願
文
の
「
功
徳
甚
大
」
以
下
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
十

方
菩
薩
讃
歎
品
の
文
章
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
『
日
本
書
紀
』
編
纂
者
の
潤
色
と
考
え
ら
れ
て
き
た
１
０
４

。
し
か
し
、
文
中
に
あ
る
「
弥
移
居
」
と
い
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う
用
字
に
注
目
し
て
『
百
済
本
記
』
の
文
章
を
転
載
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
１
０
５

が
あ
る
た
め
、
簡
単
に
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ

う
で
あ
る
１
０
６

。
ま
た
、
「
願
わ
く
は
天
下
の
一
切
衆
生
が
全
て
解
脱
す
る
こ
と
を
願
う
」
と
い
う
の
は
常
套
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
五
四
一
年
に
註
釈
書
が

伝
来
し
た
『
涅
槃
経
』
の
根
本
思
想
で
あ
る
「
仏
身
の
常
住
と
一
切
衆
生
の
悉
有
仏
性
」
を
翻
案
し
た
も
の
と
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
発
願
者
と
し
て

出
て
く
る
「
天
皇
」
は
日
本
王
を
指
す
と
い
う
よ
り
は
百
済
王
に
読
み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
聖
王
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る

１
０
７

。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
丈
六
尊
像
の
造
成
、
つ
ま
り
定
林
寺
址
の
創
建
に
は
百
済
王(

聖
王)

が
徳
を
得
る
こ
と
と
加
耶
諸
国
な
ど
の
ミ
ヤ
ケ
が
百
済
王
に

頼
る
こ
と
、
す
べ
て
の
百
姓
が
解
脱
を
得
る
こ
と
と
い
う
三
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

史
料
二-

四
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
加
耶
諸
国
な
ど
の
ミ
ヤ
ケ
が
皆
共
に
福
と
助
け
を
得
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
内
容
、
つ
ま
り
ミ
ヤ
ケ
が
百
済
王
に
頼

る
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
定
林
寺
址
の
創
建
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
端
緒
と
し
て
も
活
用
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
五
四
五

年
以
前
に
新
た
な
都
城
で
あ
る
泗
沘
の
王
庭
で
は
五
四
一
年
と
五
四
四
年
、
二
度
に
わ
た
っ
て
聖
王
が
主
宰
す
る
い
わ
ゆ
る
任
那
復
興
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

聖
王
の
泗
沘
遷
都
は
高
句
麗
の
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
の
軍
事
的
な
側
面
や
政
治
・
経
済
的
な
側
面
が
考
慮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
泗
沘
へ
の
遷
都
は
百

済
の
加
耶
地
域
に
対
す
る
積
極
的
な
進
出
意
志
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
五
三
八
年
前
後
の
百
済-

加
耶
の
関
係
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

六
世
紀
前
半
の
百
済
と
加
耶
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
様
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
百
済
の
立
場
か
ら
単
純
化
さ
せ
て
み
る
と
、
六
世
紀
初
半

の
蟾
津
江
流
域
の
占
領(

い
わ
ゆ
る
任
那
四
県
と
己
汶
・
帯
沙
の
進
出)

、
五
三
〇
年
代
の
加
耶
南
部
地
域
へ
の
軍
隊
駐
屯(

郡
令
・
城
主
の
設
置)

、
五
四
〇
年
代

の
加
耶
全
地
域
の
付
庸
化
な
ど
に
整
理
で
き
よ
う
１
０
８

。
特
に
、
五
四
一
年
四
月
と
五
四
四
年
一
一
月
に
百
済
の
聖
王
は
安
羅
な
ど
加
耶
小
国
の
代
表
た
ち
と
安

羅
倭
臣
館
の
官
人
た
ち
を
泗
沘
に
呼
ん
で
任
那
復
興
会
議
を
主
宰
し
た
が
、
こ
の
国
際
会
議
の
主
な
目
的
は
加
耶
全
域
を
一
括
的
に
附
庸
化
さ
せ
る
合
意
を
試
み

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

百
済
の
聖
王
が
加
耶
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
た
目
的
は
、
韓
半
島
南
部
に
い
る
郡
令
・
城
主
を
出
て
い
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
説
明
す
る
部
分
に

如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
百
済
が
下
韓(

韓
半
島
南
部)

に
郡
令
・
城
主
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
「
北
敵(

高
句
麗)

は
強
大
で

あ
る
が
百
済
は
微
弱
で
南
韓
に
郡
令
・
城
主
を
置
い
て
防
護
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
強
敵
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
新
羅
を
制
御
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
今
は
郡
令
と
城
主
を
置
い
て
新
羅
を
打
っ
て
任
那
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
告
白
し
て
い
る
１
０
９

。
し
か
し
、
任
那
復
興
会
議
は
最

終
的
に
決
裂
し
た
。
以
後
、
百
済
は
五
四
五
年
か
ら
三
年
に
わ
た
り
加
耶
諸
国
と
倭
国
に
文
物
を
贈
与
す
る
な
ど
百
済
文
物
の
優
秀
性
を
立
証
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
三
つ
の
計
画
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
五
四
九
年
頃
に
は
つ
い
に
加
耶
聯
盟
に
対
す
る
附
庸
化
を
終
え
、
倭
国
に
も
先
進
文
物

を
媒
介
に
し
て
一
定
の
影
響
力
を
与
え
る
大
盟
主
の
位
置
に
立
つ
こ
と
に
な
る
１
１
０

。 

し
た
が
っ
て
、
史
料
二-

四
の
丈
六
尊
像
発
願
文
に
出
て
く
る
「
百
済
王
が
治
め
る
弥
移
居
国
が
皆
共
に
福
と
助
け
を
得
る
こ
と
を
願
う
」
と
い
う
内
容
は
当

時
の
歴
史
的
状
況
と
符
合
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
丈
六
尊
像
が
定
林
寺
址
に
奉
安
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
筆
者
の
推
定
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
史
料
二

-

四
を
通
し
て
定
林
寺
址
の
創
建
背
景
と
目
的
を
よ
り
確
実
に
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
定
林
寺
址
は
百
済
の
聖
王
が
対
内
的
な
政
治
的
安

定
を
通
し
て
立
派
な
徳
を
得
て
、
加
耶
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る
ミ
ヤ
ケ
に
も
そ
の
徳
が
及
ん
で
彼
ら
が
附
庸
化
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
こ
れ
を
通
し
て
百
姓
た
ち

が
安
ら
か
に
生
活
し
て
解
脱
す
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
目
的
か
ら
創
建
さ
れ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
史
料
二-

四
の
丈
六
尊
像
の

発
願
文
は
百
済
の
聖
王
の
造
仏
功
徳
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
１
１
１

。 

こ
れ
は
定
林
寺
址
木
塔
の
塔
内
塑
像
に
表
現
さ
れ
た
礼
仏
図
の
場
面
が
、
俗
世
の
支
配
者
で
あ
る
聖
王
が
仏
教
界
の
支
配
者
を
夢
見
た
姿
を
象
徴
的
に
表
現
し

た
と
い
う
推
論
と
も
よ
く
符
合
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
四
一
年
の
梁
へ
の
使
臣
派
遣
に
は
、
遷
都
以
後
あ
る
程
度
都
城
の
整
備
が
完
備
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
せ

る
目
的
が
あ
り
、
そ
の
後
す
ぐ
に
新
都
で
あ
る
泗
沘
の
王
庭
で
任
那
復
興
会
議
を
開
催
す
る
一
連
の
事
件
と
も
脈
絡
を
共
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
で
丈
六
尊

像
と
塔
内
塑
像
で
荘
厳
し
た
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
定
林
寺
址
は
以
後
、
泗
沘
都
城
の
最
も
重
要
な
景
観
で
あ
り
象
徴
物
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

史
料
二-

一
の
五
四
一
年
に
梁
か
ら
渡
っ
て
き
た
技
術
工
人
た
ち
は
史
料
二-
四
に
出
て
く
る
丈
六
尊
像
を
完
成
さ
せ
た
技
術
者
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
具
体
的
に
現
在
残
っ
て
い
る
定
林
寺
址
の
大
型
塑
像
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
史
料
二-

三

の
「
呉
財
」
は
五
四
一
年
に
入
手
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
伝
達
し
た
と
す
る
よ
り
は
、
そ
れ
か
ら
五
四
五
年
九
月
の
間
に
百
済
で
製
作
さ
れ
た
物
品
も
含
ん
だ

「
呉
財
」
と
表
現
し
て
伝
え
た
可
能
性
も
排
除
し
難
い
。
五
四
五
年
九
月
に
丈
六
尊
像
が
完
成
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
う
盛
大
な
行
事
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

り
、
そ
の
過
程
で
珍
し
く
貴
重
な
宝
物
が
製
作
さ
れ
贈
与
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
二-

三
は
史
料
二-

一
と
史
料
二-

四
の
関
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連
性
の
中
で
よ
り
明
確
に
解
釈
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
二-

四
の
弥
移
居
国
は
史
料
二-

三
で
呉
財
を
受
け
る
主
体
で
あ
る
「
日
本
府
の
臣
お
よ
び
任
那
の

諸
旱
岐
」
に
該
当
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
は
史
料
二-

一
の
結
果
の
一
部
を
別
途
に
記
録
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
１
１
２

。 

 

(

二)
 

泗
沘
都
城
内
に
お
け
る
定
林
寺
址
の
位
相 

一)
 

都
城
内
道
路
遺
跡
に
対
す
る
再
検
討 

泗
沘
都
城
に
お
い
て
定
林
寺
祉
は
、
ど
の
よ
う
な
位
相
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
泗
沘
都
城
内
部
で
発
見
さ
れ
た
道
路
遺

跡
と
定
林
寺
址
の
関
係
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
、
羅
城
内
部
で
確
認
さ
れ
た
百
済
の
遺
跡
は
、
遷
都
当
時
の
も
の
も
あ
る
が
、
遷
都
以
後
に
整
備
さ
れ

た
り
増
改
築
さ
れ
た
り
し
た
も
の
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
１
１
３

。
筆
者
は
、
泗
沘
遷
都
当
時
の
都
城
は
、
扶
蘇
山
城
や
羅
城
な
ど
防
御
施
設
の
築
造
と
、

王
宮
と
行
政
官
署
の
一
部
の
み
が
整
備
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
、
五
四
一
年
に
梁
へ
使
臣
を
派
遣
し
て
任
那
復
興
会
議
を
開
催
し
た
時
点
で
は
都
城
整
備
事
業
が
一

段
落
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
泗
沘
都
城
の
内
部
構
造
に
関
す
る
問
題
で
最
も
議
論
と
な
る
の
は
、
中
心
地
域
が
条
坊
制
の
よ
う
な
整
然
と
し
た

街
路
区
画
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
道
路
網
が
遷
都
前
後
に
す
で
に
完
備
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
と
い
え
る
。 

遷
都
当
時
、
泗
沘
都
城
が
整
然
と
し
た
街
路
区
画
で
整
備
さ
れ
た
と
み
る
研
究
者
は
、
次
の
三
つ
の
事
実
に
注
目
し
て
い
る
。
第
一
に
、
扶
余
官
北
里
遺
跡
か

ら
南
北
大
路
と
南
北
小
路
、
東
西
小
路
な
ど
で
区
画
さ
れ
た
長
方
形
の
区
画
が
確
認
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
扶
余
官
北
里
の
長
方
形
区
画
で
確
認
さ
れ
た

南
北
大
路
が
、
延
長
す
る
と
現
在
の
定
林
寺
址
の
西
側
塀
と
一
致
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
扶
余
の
宮
南
池
、
軍
守
里
、
陵
山
里
、
佳
塔
里
地
点
、
双

北
里
北
浦
・
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
な
ど
羅
城
内
部
で
発
見
さ
れ
た
道
路
遣
跡
が
、
官
北
里
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
道
路
の
大
き
さ
や
方
向
と
相
関
性
を
持
つ
と
い

う
点
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
道
路
の
開
設
時
期
は
お
お
よ
そ
泗
沘
遷
都
の
前
後
と
把
握
さ
れ
て
い
る
１
１
４

。 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
、
ど
の
程
度
妥
当
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
官
北
里
の
長
方
形
区
画
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
官
北
里
一
帯

で
確
認
さ
れ
た
長
方
形
区
画
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
発
掘
報
告
書
に
は
全
体
平
面
図
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
朴
淳
発
は
こ
の
一
帯
で
確
認
さ
れ
た
遺

構
平
面
図
を
組
み
合
わ
せ
て
、
東
西
八
六
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
平
面
を
図
上
復
元
し
た
１
１
５

。
こ
の
数
値
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
測
量
の
結
果
、
東
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西
九
五
・
五
メ-

ト
ル
、
南
北
一
一
三
・
一
メ-

ト
ル
に
修
正
さ
れ
た
１
１
６

。
申
鍾
国
が
作
成
し
た
官
北
里
「
ナ
」
地
区
現
況
図
を
み
る
と
、
こ
う
し
た
数
値
が
ど

の
よ
う
に
算
定
さ
れ
た
か
を
推
定
で
き
る(

図
二-

二
五)

１
１
７

。
と
こ
ろ
で
図
二-

二
五
を
み
る
と
、
南
北
大
路
の
大
き
さ
と
し
て
想
定
し
た
線
と
、
実
際
の
発
掘

調
査
で
確
認
さ
れ
た
南
北
大
路
の
幅
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
、
図
二-

二
五
の
北
側
で
発
見
さ
れ
た
二
ヶ
所
の
石
築
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か

に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
た
め
１
１
８

、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
測
量
を
通
し
て
算
定
さ
れ
た
数
値
は
非
常
に
不
安
定
で
作
為
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。 

発
掘
調
査
を
通
し
て
確
認
さ
れ
た
唯
一
の
区
画
と
い
え
る
官
北
里
の
長
方
形
区
画
は
、
泗
沘
遷
都
当
時
か
ら
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
図
二-

二
五
の
扶
蘇
山

石
築
か
ら
南
北
小
路
が
繋
が
る
地
域
で
は
、
泗
沘
期
の
瓦
窯
址
と
鉄
器
製
作
所
と
推
定
さ
れ
る
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
１
１
９

。
ま
た
、
官
北
里
ナ
地
区
の
内
部

か
ら
は
、
鉄
器
製
作
所
に
関
わ
る
小
型
の
炉
施
設
と
、
炭
、
灰
、
柑
塙
な
ど
の
工
房
関
連
施
設
が
確
認
さ
れ
た
。
南
北
小
路
と
工
房
関
連
施
設
は
重
複
し
て
い
る

が
、
南
北
小
路
と
推
定
さ
れ
る
道
路
の
下
層
面
に
工
房
関
連
施
設
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
工
房
関
連
遺
構
で
は
、
深
鉢
形
土
器
、
三
足
土
器
、
高
杯
、

蓋
杯
な
ど
、
扶
余
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
い
比
較
的
古
い
時
期
の
遺
物
が
確
認
さ
れ
た
１
２
０

。
し
た
が
っ
て
、
ナ
地
区
東
側
の
南
北
小
路
は
、
鉄
器
製
作

所
や
工
房
施
設
よ
り
新
し
い
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
泗
沘
遷
都
前
後
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
１
２
１

。
一
方
、
官
北
里
の
工
房
関
連
施
設

で
出
土
し
た
坩
堝
の
中
に
は
、
「
官
」
と
い
う
文
字
が
押
さ
れ
た
甜
塙
と
そ
の
蓋
が
出
土
し
て
い
る(

図
二-

二
六)

１
２
２

。
こ
れ
は
、
遷
都
当
時
、
こ
の
一
帯
に

官
営
工
房
が
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
的
に
証
明
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。 

官
北
里
の
長
方
形
区
画
の
道
路
開
設
時
期
は
、
こ
う
し
た
官
営
工
房
の
廃
棄
時
点
と
関
連
し
て
遺
跡
全
体
の
変
化
過
程
を
考
慮
す
る
と
、
盛
土
敷
地
の
造
成
時

点
と
深
い
関
連
が
あ
る
と
い
え
る
。
官
北
里
一
帯
に
対
す
る
一
一
次
に
及
ぶ
調
査
の
結
果
、
以
前
に
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
が
あ
っ
た
場
所
の
南
側
の
カ-

ラ

地
区
で
は
、
金
や
銀
、
青
銅
、
鉄
を
生
産
し
た
工
房
施
設
と
、
木
槨
・
石
槨
の
貯
蔵
施
設
、
竪
穴
遺
構
な
ど
が
最
初
に
形
成
さ
れ
た
後
、
遺
跡
全
体
に
対
し
て
盛

土
に
よ
る
敷
地
造
成
工
事
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
、
東
西-

南
北
の
道
路
、
築
台
と
排
水
路
、
瓦
積
基
壇
建
物
と
蓮
池
な
ど
が
配
置
さ
れ
た
と
い
う
１
２
３

。
こ
の

う
ち
、
ラ
地
区
の
大
型
殿
閣
建
物
の
下
層
で
発
見
さ
れ
た
蓮
華
文
瓦
当
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
遺
物
は
、
大
型
殿
閣
建
物
の
盛
土
敷
地
層
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
官
北
里
一
帯
の
盛
土
層
の
年
代
を
推
定
す
る
端
緒
と
し
て
活
用
で
き
る
た
め
で
あ
る(

図
二-

二
七)

。 

こ
こ
で
は
、
大
き
く
分
け
て
三
種
類
の
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
。
図
二-

二
七
の
一
は
大
通
寺
址
出
土
品
と
同
笵
品
で
あ
り
、
図
二-

二
七
の
二
は
官
北
里
と
王
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宮
里
一
帯
で
多
数
発
見
さ
れ
る
ハ-

ト
形
連
弁
の
瓦
当
で
、
日
本
の
飛
鳥
寺
の
花
組
系
と
関
連
し
、
図
二-

二
七
の
三
は
、
亭
岩
里
窯
址
Ａ
地
区
一
号
瓦
窯
出
土
品

と
同
笵
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
瓦
当
の
中
心
年
代
は
、
図
二-

二
七
の
一
と
図
二-

二
七
の
三
の
場
合
、
お
お
よ
そ
六
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
と
考
え
ら
れ
る
。
図
二-

二
七
の
二
は
、
五
八
八
年
に
瓦
博
士
が
派
遣
さ
れ
る
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
１
２
４

、
五
六
七
年
頃
に
建
立
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
で
は
発

見
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
れ
よ
り
も
若
干
新
し
い
六
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
使
用
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
所
の
盛
土
作
業
は
、
図
二-

二
七

の
二
が
廃
棄
さ
れ
た
六
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
頃
に
は
姶
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
方
、
二
〇
〇
八
年
度
の
官
北
里
遺
跡
の
北
西
側
一
帯
に
対
す
る
調
査(

バ
地
区)

で
は
、
敷
地
造
成
の
時
期
を
推
定
で
き
る
中
国
製
青
磁
片
が
出
土
し
て
お
り

注
目
さ
れ
る(

図
二-

二
八)

。
こ
の
遺
物
は
、
青
磁
缶
片
で
あ
り
、
中
国
の
陳
代
や
隋
代
に
類
似
す
る
器
形
と
文
様
の
青
磁
が
出
土
し
て
い
る
１
２
５

。
図
二-

二
八

の
場
合
、
蓮
弁
の
端
が
整
え
ら
れ
て
お
ら
ず
散
漫
な
た
め
、
器
形
と
文
様
か
ら
両
者
の
中
間
段
階
で
あ
る
六
世
紀
第
２
四
半
期
に
比
定
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、

官
北
里
一
帯
の
盛
土
作
業
は
六
世
紀
中
後
半
、
特
に
六
世
紀
第
４
四
半
期
以
降
に
な
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
道
路
は
そ
れ
と
同
時
期
も
し
く
は
直
後
の
六
世
紀

後
半
頃
に
開
設
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
１
２
６

。
こ
う
し
た
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
官
北
里
の
長
方
形
区
画
は
、
そ
の
形
態
が
非
常
に
不
完
全
な
だ
け
で
な
く
、
遷
都

当
時
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

次
に
、
官
北
里
の
長
方
形
区
画
で
確
認
さ
れ
た
南
北
大
路
が
、
定
林
寺
址
と
関
連
が
あ
る
と
い
う
仮
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
れ
を
最
初
に
提
起
し

た
尹
武
炳
は
、
官
北
里
遺
跡(

ナ
地
区)

で
確
認
さ
れ
た
南
北
大
路
を
延
長
す
る
と
現
在
の
定
林
寺
址
の
西
側
塀
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
た
め
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
帯

ま
で
は
整
然
と
し
た
道
路
網
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
１
２
７

。
し
か
し
、
植
民
地
期
を
は
じ
め
、
一
九
七
九
年
か
ら
数
次
に
わ
た
り
調
査
さ
れ
た

定
林
寺
址
に
対
す
る
発
掘
で
は
、
寺
域
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
は
一
度
も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
尹
武
炳
が
い
う
定
林
寺
址
の
西
側
塀
は
、
現
在
の
扶
余
市
街

地
に
設
置
さ
れ
た
定
林
寺
址
の
西
側
塀
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
泗
沘
都
城
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
探
索
に
よ
っ
て
、
官
北
里
遺
跡
の
南
北
大
路
は
、
定
林
寺
址
の
西
回
廊
や

石
塔
と
一
致
す
る
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
と
い
う
結
果
が
出
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
主
張
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

現
在
、
官
北
里
遣
跡
の
南
北
大
路
と
定
林
寺
址
の
外
郭
の
関
係
を
検
証
で
き
る
資
料
と
し
て
は
、
地
籍
図(

図
二-

二
九)

と
扶
余
市
街
地
計
画
平
面
図(

図
二-

三
〇)

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
扶
余
地
域
に
対
す
る
地
籍
調
査
は
、
一
九
一
四
年
に
初
め
て
実
施
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
以
後
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
五
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万
分
の
一
地
形
図
が
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
図
二-

二
九
の
一
二
〇
〇
分
の
一
地
籍
図
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
扶
余
市
街
地
の
状
況
を
も

っ
と
も
よ
く
反
映
す
る
資
料
と
い
え
よ
う
。
図
二-

三
〇
は
、
扶
余
地
域
に
対
す
る
最
初
の
近
代
的
都
市
計
画
案
を
含
む
都
市
計
画
図
で
あ
り
、
一
九
三
九
年
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
朝
鮮
総
督
府
で
は
内
鮮
一
体
の
象
徴
物
で
あ
る
扶
余
神
宮
の
建
立
の
た
め
に
こ
う
し
た
都
市
計
画
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
な

っ
た
１
２
８

。
と
こ
ろ
で
図
二-

三
〇
と
現
在
の
扶
余
邑
地
図
を
比
較
し
て
み
る
と
、
幹
線
道
路
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
た
め
１
２
９

、
図
二-

二
九
と
の
比
較
を
通
し

て
前
近
代
の
扶
余
市
街
地
の
道
路
網
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。 

図
二-

二
九
を
み
る
と
、
官
北
里
の
長
方
形
区
画
で
確
認
さ
れ
た
南
北
大
路
が
、
後
述
す
る
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
の
東
側
を
通
っ
て
ま
っ
す
ぐ
南
に
下
り
て

か
ら
、
定
林
寺
址
の
北
側
一
帯
で
若
干
曲
が
っ
て
南
西
側
に
折
れ
た
後
、
現
在
の
定
林
寺
址
の
寺
域
北
側
で
再
び
真
南
に
繋
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
一
〇

年
代
の
地
籍
図
か
ら
確
認
さ
れ
る
こ
う
し
た
事
実
は
、
官
北
里
遺
跡
の
南
北
大
路
と
定
林
寺
址
西
側
塀
が
、
な
ん
ら
関
連
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
図
二-

二
九
を
み
る
と
、
現
在
の
定
林
寺
址
西
側
塀
の
横
を
通
る
南
北
道
路
は
、
一
九
三
九
年
の
都
市
計
画
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
道
路
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
、
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
官
北
里
の
長
方
形
区
画
の
南
北
大
路
が
定
林
寺
址
の
寺
域
と
関
係
す
る
と

い
う
仮
説
は
根
拠
が
な
い
と
い
え
よ
う
。 

次
に
、
扶
余
宮
南
池
、
軍
守
里
地
点
、
陵
山
里
・
佳
塔
里
地
点
、
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
・
北
浦
遺
跡
な
ど
扶
余
市
街
地
で
発
見
さ
れ
た
道
路
遺
跡
が
、
官

北
里
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
幅
八
・
九
メ-

ト
ル
の
南
北
大
路
や
幅
三
・
九
メ-

ト
ル
の
南
北
小
路
お
よ
び
東
西
小
路
と
、
そ
の
大
き
さ
と
方
向
に
お
い
て
一
定
の
相

関
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。 

ま
ず
、
宮
南
池
の
東
西
道
路
の
場
合
、
幅
八
～
九
メ-

ト
ル
ほ
ど
の
道
路
が
約
四
五
メ-

ト
ル
確
認
さ
れ
て
い
る(

図
二-

三
一)

。
こ
の
道
路
の
幅
は
、
そ
れ
よ

り
も
後
に
造
成
さ
れ
た
東
西
水
路Ⅳ

の
幅
を
勘
案
す
る
と
、
本
来
は
一
〇
メ-
ト
ル
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
方
向
が
官
北
里
の
東
西
道
路
と
一
致
す

る
た
め
に
こ
れ
と
関
連
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
１
３
０

。
宮
南
池
の
道
路
遺
構
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
道
路
の
幅
は
、

あ
く
ま
で
も
推
定
値
に
過
ぎ
ず
、
数
値
に
も
差
が
あ
り
、
特
に
そ
の
開
設
時
期
が
明
確
で
な
い
た
め
、
こ
れ
を
泗
沘
遷
都
当
時
の
も
の
と
遡
ら
せ
て
理
解
す
る
に

は
無
理
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 
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軍
守
里
地
点
で
は
、
長
さ
二
〇
メ-

ト
ル
の
東
西
道
路
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
側
溝
を
含
む
道
路
の
幅
が
四
・
六
メ-

ト
ル
に
達
す
る
と
い
う
１
３
１

。
と
こ
ろ
で
、

こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
東
西
道
路
と
二
基
の
大
壁
建
物(

壁
柱
建
物)

、
四
基
の
掘
立
柱
建
物
、
工
房
施
設
、
埋
納
遺
構
な
ど
は
、
区
画
中
軸
線
に
沿
っ
て
非
常
に
整

然
と
し
た
配
置
を
み
せ
て
い
る(

図
二-

三
二)

。
軍
守
里
地
点
の
建
物
址
群
は
、
水
田
と
隣
接
す
る
東
側
部
分
の
み
木
柵
列
で
区
分
し
て
、
残
り
の
西
・
南
・
北

側
は
、
全
て
道
路
に
よ
っ
て
整
然
と
区
画
さ
れ
た
単
位
空
間
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
推
定
規
模
は
、
建
物
区
画
が
南
北
一
九
・
六
メ-

ト
ル
、
東
西
一
七
・
二
メ-

ト
ル
で
あ
る
。
ま
た
、
側
溝
を
含
む
幅
四
・
六
メ-

ト
ル
の
道
路
中
心
線
か
ら
の
単
位
区
画
は
、
南
北
二
八
・
三
メ-

ト
ル
、
東
西
二

五
・
八
メ-

ト
ル
に
な
る
た
め
、
こ
れ
を
官
北
里
一
帯
で
確
認
さ
れ
た
南
北
一
一
三
・
一
メ-

ド
ル
、
東
西
九
五
・
五
メ-

ト
ル
の
長
方
形
区
画
と
比
較
す
る
と
約

一
六
分
の
一
に
な
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
で
軍
守
里
地
点
で
確
認
さ
れ
た
単
位
区
画
は
泗
沘
都
城
の
最
小
単
位
区
画
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
１
３
２

。 

し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
う
し
た
最
小
単
位
区
画
が
新
羅
王
京
の
最
小
単
位
区
画
で
あ
る
一
坊
の
大
き
さ(

東
西
一
六
七
・
五
メ-

ト
ル
、
南
北
一
七
二
・
五
メ-

ト
ル)

と
比
較
す
る
と
あ
ま
り
に
も
狭
い
た
め
、
こ
れ
を
泗
沘
都
城
全
体
に
適
用
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
１
３
３

。
し
た
が
っ
て
、
軍
守
里
地

点
で
想
定
し
た
単
位
区
画
も
、
官
北
里
の
長
方
形
区
画
を
意
識
し
て
算
出
さ
れ
た
理
想
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
も
し
、
軍
守
里
地
点
の
単
位
区

画
を
想
定
す
る
と
し
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
官
北
里
の
長
方
形
区
画
が
遷
都
当
時
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
地
点
の
単
位
区
画
を
遷
都
前
後
の
時
期
の
も

の
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
点
か
ら
軍
守
里
地
点
で
確
認
さ
れ
た
建
物
址
は
、
あ
た
か
も
中
枢
伽
藍
に
様
々
な
建
物
が
整
然
と
配
置
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
性
格
を
も
つ
建
物
群
が
計
画
的
に
配
置
さ
れ
た
事
例
と
い
う
程
度
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

扶
余
陵
山
里
・
佳
塔
里
地
点
で
も
道
路
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
の
場
合
、
五
ヶ
所
で
道
路
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
第
二
地
点

で
は
南
北
四
〇
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
五
〇
メ-

ト
ル
ほ
ど
の
道
路
交
差
地
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る(

図
二-

三
三)

１
３
４

。
道
路
網
の
開
設
時
点
は
、
第
二
生
活
面
か

ら
隋
代
の
五
銖
銭
が
出
土
し
て
い
る
た
め
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
め
以
後
に
比
定
で
き
る
１
３
５

。
ま
た
、
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
と
北
浦
遺
跡
か
ら
も
道

路
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
１
３
６

。
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
の
場
合
、
全
部
で
六
ヶ
所
の
道
路
遺
跡
が
あ
り
、
東
西
方
向
と
南
北
方
向
の
道
路
が
す
べ
て
確
認
さ

れ
、
時
期
に
よ
っ
て
道
路
の
幅
や
方
向
に
違
い
が
あ
る
。
道
路
の
開
設
時
期
を
推
定
し
う
る
資
料
と
し
て
は
、
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
二
区
域
の
堤
防
施
設
で
出

土
し
た
北
斉
の
上
平
五
銖
銭
と
、
四
区
域
で
出
土
し
た
木
簡
が
あ
る
。
上
平
五
銖
銭
は
、
図
二-
三
四
の
よ
う
に
堤
防
施
設
の
北
端
で
確
認
さ
れ
た
。
五
五
三
年
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か
ら
北
斉
で
発
行
し
は
じ
め
た
上
平
五
銖
銭
は
、
五
七
七
年
に
埋
め
ら
れ
た
王
興
寺
の
木
塔
址
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
百
済
と
北
斉
は
五
六
七
年
以
後
、

使
臣
の
往
来
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
上
平
五
銖
銭
も
そ
れ
以
降
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
３
７

。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
四
区
域
で
出
土
し
た
木

簡
の
場
合
、
近
隣
で
出
土
し
た
戊
寅
年(

六
一
八)

の
「
佐
官
貸
食
記
」
木
簡
と
出
土
の
脈
絡
や
共
伴
遺
物
の
性
格
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
六
世
紀
末
や

七
世
紀
初
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
で
発
見
さ
れ
た
道
路
遺
跡
の
開
設
時
期
も
、
遷
都
前
後
で
は
な
く
、
六
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
以

降
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
北
浦
遺
跡
の
場
合
、
道
路
の
側
溝
か
ら
出
土
し
た
印
花
文
土
器
や
巴
文
・
素
文
瓦
当
、
「
官
」
「
斯
」
「
辰
」
な
ど
の
文
宇
が
刻
印

さ
れ
た
文
字
瓦
を
参
考
に
す
る
と
、
道
路
の
開
設
時
期
は
七
世
紀
前
半
を
遡
り
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。 

以
上
、
扶
余
地
域
で
確
認
さ
れ
た
道
路
遺
跡
の
検
討
を
通
し
て
、
そ
れ
が
遷
都
以
後
、
一
定
期
間
が
過
ぎ
だ
後
に
開
設
さ
れ
、
羅
城
内
部
が
整
然
と
し
た
街
路

区
画
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
１
３
８

。
こ
れ
を
官
北
里
遺
跡
の
盛
土
敷
地
造
成
お
よ
び
道
路
の
開
設
時
点
が
六
世
紀
後
半
で
あ
る
と

い
う
検
討
結
果
と
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
そ
れ
と
同
時
期
で
あ
る
か
、
一
・
二
段
階
遅
れ
て
開
設
さ
れ
た
道
路
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
点

か
ら
、
こ
う
し
た
道
路
遺
跡
は
泗
沘
都
城
造
営
の
計
画
性
と
、
段
階
的
な
整
備
過
程
を
示
す
資
料
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
羅
城
内
部
全
体
が
遷
都
前
後
か

ら
整
然
と
し
た
道
路
網
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
た
だ
、
官
北
里
の
長
方
形
区
画
以
外
の

異
な
る
区
画
案
が
提
示
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
検
証
す
る
手
段
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
都
城
内
部
に
対
す
る
基
本
企
画
案
と
実
際
の
実

行
案
の
違
い
を
説
明
す
る
資
料
と
し
て
は
活
用
し
う
る
で
あ
ろ
う
。 

 

二)
 

泗
沘
期
の
王
宮
区
域
と
定
林
寺
址 

こ
れ
ま
で
、
泗
沘
都
城
の
内
部
構
造
を
推
定
し
う
る
も
っ
と
も
重
要
な
根
拠
は
、
官
北
里
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
長
方
形
区
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
こ
の
区
画
は
泗
沘
遷
都
前
後
の
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
後
半
以
降
に
造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
王
宮
の
位
置
を
含

む
内
部
区
画
に
対
す
る
新
た
な
模
索
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
籍
図
、
滅
亡
期
の
考
古
資
料
、
木
簡
の
三
つ
の
側
面
か
ら
こ
の
問
題
に
迫
っ
て
い
く
。 

ま
ず
、
植
民
地
期
に
製
作
さ
れ
た
地
籍
図
を
検
討
す
る
。
図
二-

二
九
の
地
籍
図
を
み
る
と
、
官
北
里
遺
跡
の
カ
地
区
の
下
層
か
ら
正
方
形
に
近
い
四
つ
の
区
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画
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
画
は
、
旧
衙
里
と
官
北
里
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
が
、
官
北
里
遺
跡
の
長
方
形
単
位
区
画
と
区
分
す
る
た
め
、
「
旧
衙
里
正

方
形
区
画
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
１
３
９

。
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
の
規
模
は
右
側
下
段
の
方
形
区
画
を
地
籍
図
か
ら
算
定
し
て
み
る
と
、
一
辺
の
内
側
の
広
さ
は
、

八
二
・
二
～
八
二
・
八
メ-

ト
ル
で
、
平
均
八
二
・
五
メ-

ト
ル
に
な
り
、
道
路
と
道
路
間
の
中
心
間
の
距
離
は
、
八
八
・
二
メ-

ト
ル
、
各
道
路
の
幅
は
、
五
・

七
メ-

ト
ル
と
い
う
数
値
を
得
ら
れ
る
。
一
辺
の
長
さ
は
官
北
里
の
長
方
形
区
画
に
比
べ
て
縮
小
し
た
が
、
平
面
区
画
の
形
態
が
正
方
形
に
な
っ
て
い
る
点
や
、

道
路
の
幅
が
五
・
七
メ-
ト
ル
で
あ
る
こ
と
は
、
官
北
里
ナ
地
区
で
確
認
さ
れ
た
東
西
小
路
お
よ
び
南
北
小
路
の
五
・
三
～
五
・
六
メ
ー
ト
ル
と
類
似
す
る
。
特

に
、
地
籍
図
か
ら
算
出
さ
れ
た
八
八
・
ニ
メ-

ト
ル
は
、
南
朝
尺
を
適
用
す
る
と
三
六
〇
尺
と
い
う
完
数
を
え
ら
れ
る
１
４
０

。
三
六
〇
南
朝
尺
は
、
六
十
歩
と
い

う
ま
た
別
の
完
数
を
得
ら
れ
る
た
め
、
非
常
に
意
味
の
あ
る
数
値
で
あ
り
、
泗
沘
都
城
の
内
部
構
造
を
理
解
す
る
う
え
で
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
大
き
さ
が
全
体
の
四
分
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
一
辺
一
六
六
・
四
メ-

ト
ル
、
七
二
〇
南
朝
尺
、
一
二
〇
歩
と
い
う
数
値
が
算
出
さ
れ
、
こ

の
数
値
が
泗
沘
都
城
の
最
も
基
本
的
な
単
位
区
画
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
可
能
性
も
提
起
し
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
数
値
は
慶
州
皇
龍
寺
址
東
側
王
宮
区
画
の
一
区

域
の
大
き
さ
で
あ
る
東
西
道
路
の
中
心
軸
の
距
離
一
六
七
・
五
メ-

ト
ル
、
南
北
道
路
の
中
心
軸
間
距
離
一
七
二
・
五
メ-

ト
ル
と
も
類
似
す
る
１
４
１

。
そ
う
し
た

点
で
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
は
、
こ
の
一
帯
が
泗
沘
期
の
王
宮
址
で
あ
っ
た
可
能
性
を
新
た
に
提
示
し
て
い
る
。 

次
に
、
百
済
滅
亡
期
の
唐
軍
の
進
駐
と
関
連
す
る
遺
物
と
し
て
、
「
大
唐
」
銘
瓦
当
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る(

図
二-

三
五)

。
「
大
唐
」
銘
瓦
当
は
扶
蘇
山
城

と
双
北
里
で
出
土
し
て
お
り
、
文
様
や
製
作
技
法
が
在
来
の
百
済
瓦
や
新
羅
瓦
と
は
全
く
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
遺
物
が
出
土
し
た
扶
蘇
山
城
や
双
北
里

に
は
、
唐
の
百
済
占
領
の
た
め
の
中
心
的
な
建
物
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
、
さ
ら
に
は
泗
沘
期
の
王
宮
の
中
心
的
な
建
物
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
１
４
２

。
双
北

里
遺
跡
の
場
合
、
発
掘
調
査
で
は
三
つ
の
礎
石
が
出
土
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
赤
く
焼
け
た
焼
土
塊
が
多
数
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
瓦
窯
址
と
推
定
さ
れ

た
１
４
３

。
し
か
し
、
そ
の
付
近
に
は
大
型
礎
石
が
散
在
し
、
図
二-

二
七
の
三
の
同
笵
瓦
や
緑
釉
片
が
共
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
大
唐
」
銘
瓦

当
を
参
考
に
す
る
と
、
王
宮
区
域
の
一
部
と
み
て
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
年
代
的
に
六
世
紀
半
ば
に
該
当
す
る
遺
物
が
な
く
、
近
隣
地
域
で
七
世
紀

前
半
代
の
遺
物
が
集
中
す
る
こ
と
か
ら
、
官
北
里
一
帯
よ
り
若
干
遅
れ
て
開
発
さ
れ
、
王
宮
の
東
側
区
域
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。 

官
北
里
遺
跡
の
ラ
地
区
東
側
か
ら
は
、
百
済
滅
亡
直
後
に
唐
軍
の
使
用
し
た
瓦
窯
址
が
発
見
さ
れ
て
い
る
１
４
４

。
内
部
か
ら
発
見
さ
れ
た
瓦
当
の
場
合
、
低
い
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周
縁
の
な
か
に
連
珠
文
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
瓦
当
の
接
合
方
式
は
「
大
唐
」
銘
瓦
当
と
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
百
済
の
王
宮
区
域
は
、
唐
式
瓦
窯
が
発
見

さ
れ
た
地
点
よ
り
南
側
あ
る
い
は
東
側
に
位
置
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

一
方
、
木
簡
な
ど
の
文
字
資
料
を
通
し
て
も
、
王
宮
の
範
囲
を
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
ま
で
羅
城
内
部
で
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
地
点
を

み
る
と
、
官
北
里(
忠
南
大
学
校
博
物
館
・
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所)

、
宮
南
池(

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所)

、
旧
衙
里(

中
央
聖
潔
教
会
遺
跡
、
扶
余
郡
文
化

財
保
存
セ
ン
タ
ー)
、
双
北
里
一
円
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
双
北
里
一
円
で
は
、
一
〇
二
番
地(

住
公
ア
パ-

ト
、
忠
南
大
博
物
館
、
図
二-

三
五
の
双
北
里
一)

、

二
八
〇-

五
番
地(

新
星
電
気
倉
庫
敷
地
、
百
済
文
化
財
研
究
院
、
図
二-

三
五
の
双
北
里
二)

、
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡(

忠
清
文
化
財
研
究
院
、
図
二-

三
五
の
双

北
里
三)

、
一
七
三-

八
番
地(
一
一
九
セ
ン
タ-

新
築
敷
地
、
東
方
文
化
財
研
究
院
、
図
二-

三
五
の
双
北
里
四)

、
テ
ィ
ッ
ケ
遺
跡(

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ-

、

図
二-

三
五
の
双
北
里
五)

で
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。 

こ
の
う
ち
、
官
北
里
の
木
簡
は
、
す
べ
て
力
地
区
の
蓮
池
か
ら
出
土
し
た
。
蓮
池
は
、
六
世
紀
末
や
七
世
紀
前
半
に
造
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
四
面

の
石
壁
は
二
度
に
わ
た
っ
て
造
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
１
４
５

。
蓮
池
の
内
部
か
ら
開
元
通
宝
が
発
見
さ
れ
、
木
簡
が
出
土
し
た
層
位
と
対
照
し
て
み

る
と
、
お
お
よ
そ
七
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
一
部
滅
亡
期
に
使
用
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
八
三
三
号
の

「
兵
与
記
」
「
中
方
向
」
と
書
か
れ
た
木
簡
な
ど
を
み
る
と
、
近
隣
に
国
王
の
命
令
を
遂
行
す
る
中
央
行
政
官
署
が
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。

旧
衙
里
の
中
央
聖
潔
教
会
遺
跡
の
場
合
、
遺
跡
の
性
格
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
都
城
の
行
政
区
域
名
称(

下
部
、
中
部
、
前
部)

と
官
位(

奈
率)

、
人
名(

得
進)

、

物
品(

赤
米)

な
ど
の
記
さ
れ
た
木
簡
と
と
も
に
、
隋
代
の
青
磁
多
足
硯
が
確
認
さ
れ
た
１
４
６

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
遺
跡
の
付
近
に
も
中
央
行
政
官
署
の
よ
う
な

主
要
施
設
が
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

双
北
里
一
円
で
は
、
六
ヶ
所
の
遺
跡
で
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
双
北
ア
パ-
ト
敷
地
に
対
す
る
発
掘
で
は
、
唐
尺
と
推
定
さ
れ
る
尺
と
と
も
に
、
倭
国
の
調
度

品
な
ど
に
付
け
ら
れ
た
付
札
と
考
え
ら
れ
る
「
那
尔
波
連
公
」
木
簡
が
出
土
し
た
１
４
７

。
双
北
里
二
八
〇-

五
番
地
遺
跡
か
ら
は
出
挙
に
関
連
す
る
帳
簿
と
中
央

行
政
機
関
で
あ
る
「
外
椋
卩
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
、
そ
し
て
題
籤
軸
が
発
見
さ
れ
て
い
る
１
４
８

。
ま
た
、
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
の
場
合
、
成
人
男
性
で
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あ
る
「
丁
」
の
数
を
記
し
た
木
簡
と
、
「
上
卩
」
と
記
し
た
付
札
が
出
土
し
た
１
４
９

。
そ
の
他
に
双
北
里
一
七
三-

八
番
地
・
一
一
九
セ
ン
タ
ー
新
築
敷
地
の
木

簡
か
ら
は
、
「
五
石
」
や
「
部
」
字
が
確
認
さ
れ
１
５
０

、
双
北
里
テ
ィ
ッ
ケ
遺
跡
か
ら
は
未
詳
の
木
簡
一
点
が
出
土
し
て
い
る
１
５
１

。 

双
北
里
一
帯
で
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
地
点
は
、
扶
蘇
山
を
基
準
に
す
る
と
、
そ
の
東
側
や
東
南
側
一
帯
に
当
た
る
。
そ
の
中
心
時
期
は
、
戊
寅
年(

六
一
八)

と

記
さ
れ
た
「
佐
官
貸
食
記
」
木
簡
や
共
伴
遺
物
か
ら
、
お
お
よ
そ
七
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
双
北
里
一
帯
で
こ
れ
ほ
ど
木

簡
の
出
土
頻
度
が
高
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
双
北
里
二
八
〇
―
五
番
地
遺
跡
で
出
土
し
た
三
点
の
木
簡
で
あ
る
。
特
に
、

出
挙
と
関
連
す
る
「
佐
官
貸
食
記
」
と
と
も
に
、
題
籤
軸
と
「
外
椋
卩
」
と
い
う
中
央
行
政
機
関
の
名
称
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
少
数
で
は
あ
る
が
こ
う
し
た
木
簡
を
通
し
て
、
こ
の
付
近
で
一
連
の
文
書
行
政
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
た
め
で
あ
る
。 

も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
双
北
里
二
八
〇-

五
番
地
一
帯
の
「
佐
官
貸
食
記
」
や
他
の
下
札
に
使
用
す
る
た
め
の
木
簡
型
木
製
品
の
内
、
そ
の
樹
種

に
日
本
産
の
木
材
で
あ
る
ス
ギ
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
１
５
２

。
こ
の
遺
跡
で
は
須
恵
器
片
一
点
が
出
土
し
て
お
り
、
隣
近
の
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
で
も
須

恵
器
片
が
共
に
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
日
本
産
の
遺
物
は
双
北
里
住
公
ア
パ
ー
ト
敷
地
に
対
す
る
調
査
で
出
土
し
た
「
那
尔
波
連
公
」
と
い
う
木
簡
と
も
関
連
が

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
双
北
里
一
帯
の
木
簡
や
日
本
の
須
恵
器
片
が
発
見
さ
れ
た
周
辺
地
域
は
、
単
純
な
貴
族
の
邸
宅
と
言
う
よ
り
は
、
国
内
外
の
物

資
が
集
積
さ
れ
た
り
搬
出
さ
れ
る
官
庁
と
い
っ
た
性
格
を
有
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
他
に
、
官
北
里
遺
跡
の
蓮
池
や
宮
南
池
の
水
路
か
ら
も
木
簡
と
共
に
日

本
産
の
須
恵
器
や
須
恵
器
系
統
の
遺
物
の
発
見
さ
れ
て
い
る
点
が
参
考
と
な
る
１
５
３

。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
か
ら
輸
入
し
た
須
恵
器
や
ス
ギ
製

の
木
簡
な
ど
が
共
に
発
見
さ
れ
た
双
北
里
一
帯
は
、
官
庁
や
そ
れ
と
深
い
関
連
の
あ
る
遺
跡
が
隣
近
に
立
地
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
現
段

階
で
こ
の
一
帯
に
外
椋
部
と
い
う
官
署
が
あ
っ
た
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
一
帯
が
羅
城
東
側
や
扶
蘇
山
城
北
東
側
の
道
路
を
利
用
し
や
す
い
場
所
に
立
地

し
て
お
り
、
隣
接
地
域
で
共
に
出
土
し
た
遺
物
に
尺
や
量
器
と
い
っ
た
度
量
衡
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
と
、
現
在
の
扶
余
女
子
中
学
校
一
円
、
双
北
里
住
公
ア
パ

-

ト
一
円
、
扶
蘇
山
城
東
南
側
区
間
は
、
外
椋
部
を
は
じ
め
中
央
行
政
官
署
が
位
置
し
た
可
能
性
が
か
な
り
高
い
と
い
え
る
１
５
４

。 

こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
西
側
地
帯
は
、
中
央
行
政
官
署
と
関
連
す
る
重
要
施
設
で
あ
る
王
宮
の
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る(

図
二-

三
五)

。
王
宮
の
東
側
地
域
に
中
央
の
行
政
官
署
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
南
側
一
帯
に
は
定
林
寺
址
を
は
じ
め
寺
院
が
位
置
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し
て
お
り
、
西
側
に
は
白
馬
江
が
流
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
一
帯
で
出
土
し
た
遺
物
の
大
部
分
が
、
七
世
紀
前
半
以
後
に

属
す
る
こ
と
を
み
る
と
、
武
王
代
以
後
に
な
っ
て
双
北
里
一
帯
に
対
す
る
開
発
が
本
格
化
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
１
５
５

。
そ
う
し
た
点
か
ら
六
一
二
年
の
大
洪
水

の
記
録
や
六
五
五
年
に
東
宮
を
修
理
し
た
記
録
は
、
こ
の
一
帯
の
発
掘
調
査
の
内
容
と
一
定
の
関
わ
り
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
挟
余
市
街
地
内
で
出
土
し
た
木
簡

か
ら
も
中
央
行
政
機
関
の
位
置
を
推
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
都
城
の
核
心
施
設
で
あ
る
王
宮
の
位
置
を
推
測
し
て
み
た
。 

以
上
の
検
討
の
結
果
、
泗
沘
期
の
王
宮
区
域
は
扶
蘇
山
城
南
側
の
旧
衙
里
・
官
北
里
・
双
北
里
一
帯
に
位
置
し
た
も
の
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
範
囲
は
、
西

側
は
官
北
里
大
型
建
物
址
の
近
く
で
唐
式
瓦
窯
が
発
見
さ
れ
た
地
点
が
一
定
の
指
標
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
東
側
は
扶
余
初
等
学
校
や
扶
余
女
子
高
校
付
近
で
「
大

唐
」
銘
瓦
当
が
発
見
ざ
れ
た
双
北
里
遺
跡
付
近
、
南
側
は
定
林
寺
址
の
北
側
を
境
界
と
し
た
一
定
区
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
図
二-

三
五
を
み
る

と
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
が
想
定
さ
れ
る
地
点
が
よ
り
中
心
的
な
位
置
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
大
唐
」
銘
瓦
当
が
発
見
さ
れ
た
双
北
里
遺
跡
の
近
隣
で
二
つ

の
古
道
が
合
流
し
て
い
る
が
、
そ
の
東
北
側
に
あ
る
地
籍
図
の
線
は
、
旧
衙
里
付
近
の
地
籍
図
の
線
と
方
向
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
違
い

が
前
述
し
た
双
北
里
一
帯
の
開
発
が
遅
れ
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
か
、
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
で
は
、
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
あ
る
い
は
王
宮
区
画
は
、
定
林
寺
址
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
図
二-

三
六
は
旧
衙
里
の
正
方
形
区

画
を
等
分
し
て
地
籍
図
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
定
林
寺
址
は
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
か
ら
南
側
に
一
八
〇
歩
離
れ
た
東
側
に
位
置
す
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る(

図
二-

三
六
の
Ａ)

。
た
だ
、
地
籍
図
に
表
示
さ
れ
た
定
林
寺
址
の
位
置
は
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
今
後
よ
り
精
密
な
補
正
作
業
が

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
図
二-

三
六
を
通
し
て
定
林
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
が
正
方
形
区
画
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
確
認
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
現
在

ま
で
の
発
掘
の
結
果
あ
ら
わ
れ
た
北
端
の
講
堂
址
と
南
端
の
蓮
池
は
、
方
形
区
画
の
内
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
先
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
定
林
寺
址
の
外
郭
線(

南
門
や
西
門
、
塀
な
ど)

は
全
く
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
大
き
さ
は
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
旧
衙
里

の
正
方
形
区
画
と
定
林
寺
址
が
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
図
二-

三
六
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
推
論
し
て
み
る
と
、
旧
衙
里
正
方
形
区
画
あ
る
い
は
王
宮
区
域
が
定
林
寺
址
の
寺
域
と
な
ん
ら
関
係
が
な
い
と
も

言
い
難
い
。
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
を
東
西
南
北
に
六
十
歩
ず
つ
拡
大
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
発
掘
さ
れ
た
官
北
里
の
長
方
形
区
画
や
官
北
里
ラ
地
区
の
大
型
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殿
閣
建
物
址
を
含
む
こ
と
に
な
る(

図
二-

三
六
の
Ｂ)

。
そ
し
て
、
そ
の
外
郭
線
の
一
二
〇
歩
南
側
に
王
宮
の
四
分
の
一
程
度
の
大
き
さ
で
定
林
寺
址
の
伽
藍
中

心
部
建
物
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
定
林
寺
址
の
創
建
時
点
を
筆
者
の
よ
う
に
五
四
一
年
前
後
と
把
握
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
配
置
は
王
宮
や
王
宮

区
画
と
の
関
係
を
考
慮
し
た
非
常
に
意
図
的
な
も
の
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。 

一
方
、
定
林
寺
祉
の
発
掘
で
は
、
泗
沘
遷
都
以
前
に
遡
る
三
足
土
器
と
中
国
青
磁
片(

図
二-

一
九
の
一)

が
発
見
さ
れ
て
い
る
１
５
６

。
こ
れ
は
寺
院
の
敷
地
造

成
や
配
置
の
よ
う
な
基
礎
作
業
が
遷
都
前
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
う
し
た
準
備
過
程
が
あ
っ
た
た
め
、
五
四
一
年
の
梁
武
帝
の
工
匠
・
画

師
の
派
遣
を
通
し
て
、
比
較
的
短
期
聞
に
木
塔
や
塔
本
塑
像
、
丈
六
尊
像
な
ど
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
定
林
寺
址
は
遷
都
当
時
か
ら

王
宮
や
官
衙
の
よ
う
な
国
家
施
設
の
一
部
と
し
て
計
画
さ
れ
、
聖
王
の
意
志
通
り
に
建
立
が
実
現
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
王
宮
の
位
置
を
確
定
で
き

ず
、
定
林
寺
址
の
寺
域
も
未
詳
で
あ
る
た
め
推
論
の
域
を
で
な
い
。
と
は
い
え
、
定
林
寺
址
式
伽
藍
配
置
が
泗
沘
期
に
お
け
る
百
済
の
伽
藍
配
置
の
原
型
と
し
て

滅
亡
期
ま
で
続
い
た
こ
と
を
み
る
と
、
そ
の
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
だ
ろ
う
。 

泗
沘
都
城
に
お
け
る
定
林
寺
址
の
立
地
条
件
や
位
相
は
、
北
魏
の
洛
陽
永
寧
寺
や
南
京
同
泰
寺
に
比
肩
し
う
る
。
洛
陽
永
寧
寺
の
場
合
、
仏
塔
を
中
心
と
し
て

周
囲
に
主
要
な
建
物
を
配
置
し
て
い
る
が
、
仏
殿
の
形
態
が
太
極
殿
と
共
通
し
、
寺
院
の
塀
も
宮
墻
と
同
様
で
、
南
門
の
形
態
と
構
造
を
宮
殿
の
正
門(

端
門)

の

よ
う
に
作
る
な
ど
、
当
時
の
官
庁
の
建
物
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
１
５
７

。
ま
た
、
「
釈
老
志
」
に
は
洛
陽
城
内
に
永
寧
寺
し
か
建
立
で
き
な
い
よ
う
規

制
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
１
５
８

、
洛
陽
永
寧
寺
の
建
立
が
徹
底
し
た
計
画
と
統
制
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
永
寧
寺
に
対
す
る
発
掘
の
結
果
、
こ
の
寺

院
は
朱
雀
大
路
の
西
側
に
位
置
し
、
南
北
大
路
や
東
西
大
路
な
ど
の
街
路
区
画
の
中
で
整
然
と
配
置
さ
れ
た
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
１
５
９

。 

南
京
同
泰
寺
は
、
普
通
二
年(

五
二
一)

九
月
に
建
立
さ
れ
は
じ
め
、
普
通
八
年
つ
ま
り
大
通
元
年(

五
二
七)

三
月
に
完
成
し
た
寺
で
あ
る
１
６
０

。
梁
の
武
帝
は
、

こ
こ
で
捨
身
や
無
遮
大
会
・
講
経
と
い
っ
た
仏
事
を
何
度
も
執
り
行
っ
た
。
武
帝
は
行
幸
の
便
宜
の
た
め
に
台
城
の
北
側
に
大
通
門
を
つ
く
っ
た
が
、
大
通
門
は

世
俗
の
空
間
で
あ
る
台
城
か
ら
、
聖
な
る
空
聞
で
あ
る
寺
院
に
入
る
通
路
で
あ
っ
た
。
武
帝
が
三
回
ま
た
は
四
回
に
わ
た
り
同
泰
寺
で
捨
身
を
行
な
っ
た
と
き
、

必
ず
こ
の
門
を
通
過
し
た
が
、
こ
れ
は
世
俗
の
統
治
者
と
し
て
の
皇
帝
権
の
消
失
と
復
活
を
意
味
す
る
象
徴
的
な
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
１
６
１

。
同
泰
寺
に

は
建
康
で
最
も
高
い
九
層
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
洛
陽
永
寧
寺
の
九
層
木
塔
を
意
識
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
永
寧
寺
や
同
泰
寺
は
、
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発
願
者
の
信
仰
心
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
こ
こ
が
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
仏
教
の
都
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
、
帝
都
の
ラ
ン
ド
マ-

ク
的
役
割
を

果
し
た
の
で
あ
る
１
６
２

。 

こ
う
し
た
洛
陽
永
寧
寺
と
南
京
同
泰
寺
の
事
例
は
、
定
林
寺
址
の
都
城
内
に
お
け
る
位
相
と
も
よ
く
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
林
寺
址
は
、
王
宮
の
南
側

に
遷
都
以
前
か
ら
一
定
の
計
画
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
た
寺
院
で
あ
り
、
王
宮
と
と
も
に
都
城
の
最
も
際
だ
っ
た
ラ
ン
ド
マ-

ク
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
景
観
的
な
特
性
は
、
定
林
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
に
建
て
ら
れ
て
木
塔
を
初
め
と
す
る
塔
本
塑
像
と
金
堂
の
丈
六
尊
像
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ら
に
華
麗
に
荘
厳
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
定
林
寺
址
は
地
理
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
景
観
的
、
機
能
的
に
も
泗
沘
遷
都
直
後
の
都
城
に
お
け
る
最
も
核
心
的
な
寺
刹
と
し
て
機
能
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
ゆ
え
に
唐
の
将
軍
蘇
定
方
は
百
済
を
滅
亡
さ
せ
た
後
、
戦
勝
記
念
文
で
あ
る
「
大
唐
平
百
済
国
碑
銘
」
を
五
層
石
塔
に
意

図
的
に
刻
ん
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
定
林
寺
址
の
塔
内
塑
像
の
製
作
と
寺
院
の
建
立
は
、
泗
沘
遷
都
直
後
に
お
け
る
聖
王
の
王
権
強
化
の
努
力
に
伴
う
記
念
碑

的
な
造
形
物
製
作
の
一
環
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
う
し
た
国
家
的
な
象
徴
物
が
泗
沘
遷
都
直
後
に
聖
王
の
積
極
的
な
支
援
の
下
に
な
さ
れ
た
点
で
、
定
林

寺
址
の
建
立
目
的
と
泗
沘
遷
都
の
目
的
は
関
連
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
１
６
３

。 

王
宮
と
寺
院
の
配
置
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
泗
沘
期
の
王
宮
と
定
林
寺
址
の
関
係
は
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
聖
王
は
、
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都

を
通
し
て
、
政
治
空
間
と
宗
教
空
間
を
計
画
的
に
一
体
化
さ
せ
た
と
評
価
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
代
、
日
本
の
都
城
と
寺
院
で
は
小
墾
田

宮
と
飛
鳥
寺
を
は
じ
め
、
斑
鳩
宮
と
若
草
伽
藍
、
百
済
宮
と
百
済
大
寺
、
前
期
難
波
宮(

小
郡
宮
・
豊
碕
宮)

と
四
天
王
寺
の
よ
う
に
王
宮
と
寺
院
が
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
１
６
４

。
こ
の
よ
う
に
王
宮
と
の
密
接
な
関
連
の
下
で
運
営
さ
れ
た
寺
院
は
、
王
権
の
統
合
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
統
合
中
枢
と
し
て

機
能
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
的
な
姿
は
、
泗
沘
都
城
の
王
宮
と
定
林
寺
址
の
関
係
や
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
離
宮
と
推
定
さ
れ
る
益

山
王
宮
里
遺
跡
と
帝
釈
寺
祉
の
関
係
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う(

本
稿
第
四
章
第
一
節
参
照)

。 

 

ま
と
め 

扶
余
定
林
寺
址
は
泗
沘
遷
都
以
後
、
都
城
の
中
央
に
建
立
さ
れ
た
最
初
の
寺
院
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
奉
安
場
所
と
製
作
時
期
、



 

 

 

 

90 

系
統
と
伽
藍
配
置
の
特
徴
を
調
べ
た
。
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
共
伴
遺
物
と
史
料
二-

一
な
ど
の
文
献
記
録
か
ら
み
る
と
、
五
四
一
年
に
梁
の
工
匠
・

画
師
の
よ
う
な
技
術
者
の
直
接
的
な
援
助
を
受
け
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
創
建
当
初
に
は
木
塔
の
塔
内
塑
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
定
林
寺
址
は
塔
内
塑

像
の
製
作
や
製
瓦
術
、
緑
釉
製
作
技
術
、
木
塔
の
建
立
を
は
じ
め
と
し
て
東
堂
と
西
堂
と
い
っ
た
伽
藍
配
置
に
い
た
る
ま
で
南
朝
の
影
響
を
多
く
受
け
た
と
い
え

る
。
し
か
し
、
二
重
基
壇
の
下
成
礎
石
や
講
堂
址
の
東
西
に
あ
る
別
途
建
物
址
の
よ
う
な
要
素
は
高
句
麗
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
林
寺
址
は

南
朝
文
化
を
主
と
し
な
が
ら
も
高
句
麗
文
化
を
部
分
的
に
受
容
し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

泗
沘
都
城
で
最
初
に
建
立
さ
れ
た
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
は
、
百
済
滅
亡
期
ま
で
持
続
的
に
影
響
を
与
え
た
た
め
百
済
泗
沘
期
の
寺
院
は
「
定
林
寺
式
伽
藍
配

置
」
の
成
立
と
展
開
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
、
そ
う
し
た
点
で
こ
の
寺
院
の
創
建
を
契
機
に
百
済
式
寺
院
が
成
立
し
た
と
評
価
で
き
る
。
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
は

日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
同
じ
く
中
門
と
塔
、
金
堂
、
講
堂
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
な
さ
れ
、
そ
れ
を
回
廊
が
囲
む
型
式
を
い
う
。
た
だ
し
、
講
堂
と

回
廊
の
連
結
方
式
は
北
回
廊
に
連
結
す
る
の
で
は
な
く
、
回
廊
北
端
の
付
属
建
物
や
講
堂
の
東
西
に
あ
る
別
途
建
物
に
連
結
す
る
型
式
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
回

廊
北
端
で
共
通
し
て
見
ら
れ
る
付
属
建
物
は
金
堂
よ
り
は
格
が
低
い
建
物
で
、
僧
房
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
寝
食
が
行
わ
れ
る
生
活
空
間
で

あ
る
講
堂
北
側
の
僧
房
よ
り
は
や
や
公
的
性
格
が
強
い
こ
と
か
ら
こ
れ
を
区
分
す
る
た
め
に
「
東
堂
・
西
堂
」(

ま
た
は
「
東
室
・
西
室
」)

と
い
う
用
語
の
使
用

を
提
案
し
た
。
そ
の
他
に
、
東
西
回
廊
と
南
回
廊
は
Ｌ
字
型
に
す
ぐ
に
連
結
さ
れ
ず
に
断
絶
し
、
南
回
廊
は
東
西
回
廊
よ
り
や
や
長
く
突
出
し
て
い
る
こ
と
も
確

認
さ
れ
た
。 

第
二
節
で
は
定
林
寺
址
建
立
の
背
景
と
目
的
、
泗
沘
都
城
内
で
の
地
位
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
定
林
寺
址
の
塔
内
塑
像
に
は
礼
仏
図
の
場
面
の
よ
う
な
も
の
が

含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
俗
世
の
支
配
者
を
越
え
て
仏
教
界
の
支
配
者
を
志
向
し
た
聖
王
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
二-

一
は
定
林
寺
址
の
建
立
に
梁
の
専
門
技
術
と
百
済
王
室
の
絶
対
的
な
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
史
料
二-

三
の
丈
六
尊
像
造
成
記

録
と
も
関
連
す
る
。
史
料
二-

三
は
百
済
の
当
時
の
事
情
を
反
映
し
た
信
憑
性
が
あ
る
記
録
で
、
定
林
寺
址
の
創
建
や
大
型
塑
像
の
造
営
は
聖
王
の
造
像
を
通
し

た
功
徳
の
実
践
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
つ
ま
り
、
定
林
寺
址
の
創
建
目
的
は
百
済
王
が
徳
を
得
る
こ
と
と
加
耶
諸
国
な
ど
の
ミ
ヤ
ケ
が
百
済
王
に
頼
る
こ
と
、

全
て
の
百
姓
が
解
脱
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
で
き
る
。  
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泗
沘
都
城
内
部
で
定
林
寺
址
が
持
つ
地
位
を
検
討
す
る
た
め
、
泗
沘
都
城
内
部
で
発
見
さ
れ
た
道
路
遺
跡
の
開
設
時
期
と
王
宮
の
位
置
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。

こ
れ
ま
で
泗
沘
都
城
は
遷
都
当
時
か
ら
整
然
と
し
た
街
路
区
画
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
た
と
把
握
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
根
拠
の
な
い
推
定
で
あ
り
、
実
際

発
掘
さ
れ
た
資
料
を
見
る
と
、
そ
の
大
部
分
は
六
世
紀
後
半
頃
に
開
設
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
植
民
地
期
に
製
作
さ
れ
た
地
籍
図
と
滅
亡
期
の

「
大
唐
」
銘
瓦
、
出
土
木
簡
な
ど
を
通
し
て
泗
沘
期
の
王
宮
や
王
宮
区
域
を
図
二-

三
六
の
よ
う
に
推
定
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
旧
衙
里
の
正
方
形
区
画
を
中

心
に
し
た
王
宮
区
域
と
定
林
寺
址
は
非
常
に
密
接
な
関
連
性
を
持
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た(

図
二-

三
六)

。 

し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
よ
う
に
定
林
寺
址
の
創
建
時
点
を
五
四
一
年
前
後
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
五
三
八
年
の
遷
都
時
に
王
宮
と
の
関
係
を
考
慮
し
て

非
常
に
意
図
的
に
配
置
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
定
林
寺
址
の
配
置
は
、
洛
陽
永
寧
寺
や
南
京
同
泰
寺
の
よ
う
に
王
宮
の
南
側
に
一
定
の
計
画
に
よ
っ

て
配
置
さ
れ
た
も
の
で
、
王
宮
と
共
に
都
城
の
最
も
特
徴
的
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
定
林
寺
址
を
造
営
し
な
が
ら
行
わ
れ
た
木
塔
の
塔
内
塑
像

や
百
済
式
寺
院
の
建
立
は
、
泗
沘
遷
都
直
後
の
聖
王
に
よ
る
王
権
強
化
の
努
力
に
伴
う
記
念
碑
的
な
造
形
物
製
作
の
一
環
で
あ
り
、
そ
の
後
百
済
の
最
も
核
心
的

な
寺
刹
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。 

聖
王
が
都
城
の
中
央
に
定
林
寺
址
の
よ
う
な
大
規
模
寺
刹
と
大
型
の
木
塔
を
建
設
し
た
こ
と
は
、
転
輪
聖
王
を
自
称
し
な
が
ら
大
規
模
寺
刹
と
多
数
の
木
塔
を

建
設
し
た
梁
の
武
帝
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
。
梁
の
武
帝
は
建
康
に
同
泰
寺
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
寺
院
を
建
立
し
た
が
、
こ
れ
は
印
度
の
阿
育
王
、
つ
ま
り
後

代
に
仏
教
の
理
想
君
主
で
あ
る
転
輪
聖
王
と
さ
れ
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
行
為
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
聖
王
は
梁
の
武
帝
と
の
外
交
で
仏
教
を
積
極
的

に
活
用
し
、
そ
の
呼
称
は
転
輪
聖
王
を
意
味
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
１
６
５

。
百
済
の
聖
王
は
こ
れ
を
通
し
て
自
ら
が
必
要
と
す
る
知
識
や
技
術
を
習
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
史
料
二-

一
に
羅
列
し
た
事
項
は
そ
の
成
果
物
で
あ
る
と
い
え
、
扶
余
定
林
寺
址
と
そ
の
出
土
品
は
こ
れ
を
具
体
的
に
傍
証
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
定
林
寺
址
の
建
立
、
特
に
木
塔
の
塔
内
塑
像
に
聖
王
自
身
を
主
人
公
に
し
た
行
列
図
の
よ
う
な
場
面
を
演
出
し
た
り
王
宮
と
共
に
定
林
寺
址
を
都
城
の

中
心
部
に
配
置
し
た
こ
と
は
、
彼
の
政
治
的
意
図
と
仏
教
、
外
交
的
努
力
が
結
合
し
た
産
物
で
あ
る
と
い
え
、
こ
れ
は
新
た
な
都
城
の
優
れ
た
舞
台
装
置
に
な
っ

た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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１ 
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
廃
寺
址-

学
術
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
八
年)

。 

２ 

扶
余
文
化
院
『
扶
余
の
地
理
志
・
邑
誌
』Ⅰ

・Ⅱ
(

一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
年)

。 

３ 

喜
田
貞
吉
「
大
唐
平
百
済
国
碑
に
関
す
る
疑
問
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
一
五
巻
五
号
、
一
九
二
五
年)

。 

杉
山
信
三
「
大
唐
平
百
済
塔
の
比
例
に
就
い
て
」(

『
考
古
学
』
八
巻
六
号
、
一
九
三
八
年)

。 

米
田
美
代
治
「
扶
余
百
済
五
層
石
塔
の
意
匠
計
画｣(

『
韓
国
上
代
建
築
の
研
究
』
、
秋
田
屋
、
一
九
四
四
年)

。 

４ 

一
九
四
二
～
四
三
年
度
の
試
掘
調
査
の
結
果
は
、
一
九
七
一
年
に
藤
澤
一
夫
に
よ
っ
て
簡
略
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
出
土
遺
物
や
関
連
遺
構
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

藤
澤
一
夫
「
古
代
寺
院
の
遺
構
に
見
る
韓
日
の
関
係｣(

『
ア
ジ
ア
文
化
』
八
巻
二
号
、
一
九
七
一
年)

。 

５ 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

忠
南
大
学
校
博
物
館
、
一
九
八
一
年)

。 

６ 

尹
武
炳
「
扶
余
定
林
寺
址
蓮
池
遺
跡
発
掘
報
告
書
」(
『
百
済
研
究
』
一
八
、
一
九
八
七
年)

。 

７ 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
六
八
頁)

。 

８ 

定
林
寺
址
五
層
石
塔
と
弥
勒
寺
址
石
塔
の
前
後
問
題
に
関
す
る
研
究
史
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

嚴
基
杓
「
百
済
石
塔
の
先
後
に
対
す
る
考
察｣

(

『
文
化
史
学
』
一
六
、
二
〇
〇
一
年
、
三
二
～
四
四
頁)

。 

９ 

文
明
大
「
扶
余
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
仏
像
と
陶
俑｣(

『
季
刊
美
術-
冬
号
』
、
中
央
日
報
社
、
一
九
八
一
年)

。 

１
０ 

金
理
那
「
三
国
時
代
の
捧
持
宝
珠
形
菩
薩
立
像
研
究｣(

『
韓
国
古
代
仏
教
彫
刻
史
研
究
』
、
一
潮
閣
、
一
九
八
九
年)

。 

金
理
那
「
宝
珠
捧
持
形
菩
薩
の
系
譜｣

(

『
法
隆
寺
か
ら
薬
師
寺
へ
』
、
講
談
社
、
一
九
九
〇 

年)

。 

１
１ 

亀
田
修
一
「
百
済
古
瓦
考｣(

『
百
済
研
究
』
一
二
、
一
九
八
一
年) ; 

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年)

。 

１
２ 

徐
五
善
「
韓
国
平
瓦
文
様
の
時
代
的
変
遷
に
対
す
る
研
究｣(

忠
南
大
碩
士
学
位
論
文
、
一
九
八
五
年)

。 

１
３ 

金
英
心
「
唐
平
済
碑｣(

『
訳
註
韓
国
古
代
金
石
文
』Ⅰ

、
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
、
一
九
九
二
年)
。 
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李
道
学
「
定
林
寺
址
五
層
塔
碑
銘
と
そ
の
作
成
背
景｣(

『
先
史
と
古
代
』
八
、
一
九
九
七
年)

。 

１
４ 

権
兌
遠
「
百
済
の
籠
冠
考｣(

『
尹
武
炳
博
士
回
甲
紀
念
論
叢
』
、
一
九
八
四
年)

。 

金
東
旭
『
百
済
の
服
飾
』(

百
済
文
化
開
発
研
究
院
、
一
九
八
五
年)

。 

パ
ク
ヒ
ョ
ン
ジ
ョ
ン
「
扶
余
定
林
寺
址
陶
俑
復
元
の
た
め
の
籠
冠
服
飾
研
究｣(

『
服
飾
』
五
一
巻
六
号
、
二
〇
〇
一
年)

。 

１
５ 

鄭
子
英
「
六
～
七
世
紀
百
済
寺
刹
内
講
堂
左
右
建
物
址
の
変
遷
過
程
考
察｣(

『
建
築
歴
史
研
究
』
七
三
、
二
〇
一
〇
年)

。 

金
洛
中
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
と
造
営
の
特
徴
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
四
、
二
〇
一
一
年)

。 

鄭
子
英
「
扶
余
定
林
寺
址
伽
藍
配
置
と
編
年
的
検
討
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
六
、
二
〇
一
二
年)

。 

１
６ 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
二
頁)

。 

１
７ 

其
曰
明
器
、
神
明
之
也
。
塗
車
芻
霊
、
自
古
有
之
。
明
器
之
道
也
。
孔
子
謂
為
芻
霊
者
善
、
謂
為
備
者
不
仁
。
注 : 

俑
偶
人
也
、
有
面
目
機
発
、
有
似
于
生
人
。

(

『
礼
記
』
檀
弓 

下
編) 

仲
尼
曰
、
始
作
俑
者
、
其
無
後
乎
。
為
其
象
人
而
用
之
也
。
趙
岐
注
云
、
俑
偶
人
也
、
用
之
送
死
。(

『
孟
子
』
梁
惠
王
編) 

１
８ 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
薬
師
寺
発
掘
調
査
報
告
』(

一
九
八
七
年)

。 

飛
鳥
資
料
館
『
日
本
と
韓
国
の
塑
像
』(

一
九
八
五
年)

。 

１
９ 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
一
七
頁)
。
国
立
扶
余
博
物
館
に
は
一
九
八
一
年
の
発
掘
調
査
報
告
書
か
ら
漏
れ
た
五
〇
余
点
の
塑

像
片
が
あ
り
、
ま
た
最
近
の
再
調
査
で
も
同
じ
場
所
か
ら
二
五
点
ほ
ど
の
塑
像
が
追
加
で
確
認
さ
れ
る
な
ど(

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調

査
報
告
書
』
、
二
〇
一
一
年
、
三
一
〇
～
三
一
六
頁)

、
こ
こ
で
は
一
六
〇
余
点
ほ
ど
の
塑
像
が
発
見
さ
れ
た
。 

２
０ 

定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
分
類
は
北
魏
の
洛
陽
永
寧
寺
の
事
例
を
参
考
に
し
て
大
き
さ
に
よ
っ
て
区
分
で
き
る
。
洛
陽
永
寧
寺
の
分
類
案
と
用
語
は
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
の
用
例
を
参
考
に
し
た
。  

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺-

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
発
掘
報
告
』(
一
九
九
八
年)

。 
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李
炳
鎬
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
技
法
と
奉
安
場
所
」(

『
美
術
資
料
』
七
二
・
七
三
合
集
、
二
〇
〇
五
年)

。 

２
１ 

山
崎
隆
之
「
永
寧
寺
塔
内
塑
像
の
製
作
技
法
に
つ
い
て
」
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺
』(

前
掲
書)

。 

２
２ 

下
半
身
Ｋ
・
Ｌ
・
Ｍ
を
文
官
の
下
半
身
と
推
定
し
た
見
解
が
あ
る
。  

飛
鳥
資
料
館
『
日
本
と
韓
国
の
塑
像
』(

前
掲
書
、
四
頁)

。 

２
３ 

定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
技
法
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
で
詳
論
し
て
お
り
、
参
考
さ
れ
た
い
。  

李
炳
鎬
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
技
法
と
奉
安
場
所
」(

前
掲
誌
、
五
一
～
五
九
頁)

。 

２
４ 

定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
胎
土
は
共
伴
し
た
瓦
や
土
器
の
胎
土
と
非
常
に
類
似
す
る
。
特
に
、
瓦
当
製
作
の
場
合
、
瓦
笵
を
用
い
て
製
作
さ
れ
た
た
め
、
笵
型
を
用
い

た
塑
像
の
製
作
技
術
を
よ
り
容
易
に
習
得
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

２
５ 

梁
銀
景
「
遼
寧
省
朝
陽
北
塔
出
土
塑
造
像
研
究｣(

『
美
術
史
学
研
究
』
二
五
六
、
二
〇
〇
七
年)

。 

向
井
佑
介
「
北
魏
平
城
時
代
の
仏
教
寺
院
と
塑
像｣(

『
仏
教
芸
術
』
三
一
六
、
二
〇
一
一
年)

。 

２
６ (

長
沙
寺)

殿
前
塔
。
宋
譙
王
義
季
所
造
。
塔
内
素
像
忉
利
天
工
所
造
。
仏
殿
中
多
金
銅
像
。
宝
帳
飛
仙
真
珠
華
珮
。
幷
是
四
天
王
天
人
所
作
。(

『
法
苑
珠
林
』
第

三
九(

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
三
巻 

二
一
二
二
、
五
九
八
頁))

。 

２
７ 

賀
云
翶
「
南
京
鍾
山
二
号
寺
遺
址
出
土
瓦
当
初
探｣(

『
東
亞
考
古
論
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
五
年)

。 

賀
云
翶
「
南
京
鍾
山
二
号
寺
遺
址
出
土
南
朝
瓦
当
及
与
南
朝
定
林
寺
関
係
研
究｣(

『
考
古
与
文
物
』
一
期
、
二
〇
〇
七
年)

。 

２
８ 

王
志
高
・
王
光
明
「
南
京
紅
土
橋
出
土
的
南
朝
泥
塑
像
及
相
関
問
題
研
討｣(
『
東
南
文
化
』
三
期
、
二
〇
一
〇
年)

。 

２
９ 

本
稿
の
第
四
章
第
二
節
参
照
。 

３
０ 

孫
華
「
四
川
綿
陽
平
楊
府
君
闕
闕
身
造
像｣(

『
漢
唐
之
間
的
宗
教
芸
術
与
考
古
』
、
巫
泓
主
編
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
九
～
一
三
五
頁)

。 

３
１ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
一
年
、
三
一
〇
～
三
一
一
頁)

。 

３
２ 

最
近
、
梁
職
貢
図
の
題
記
が
追
加
で
発
見
さ
れ
、
魯
国
は
内
容
上
、
「
北
魏
」
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。 
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趙
燦
鵬
「
南
朝
梁
元
帝
職
貢
図
題
記
佚
文
続
拾｣(

『
文
史
』
四
期
、
二
〇
一
一
年)

。 

３
３ 

図
二-
一
三
が
図
二-

一
五
の
「
梁
職
貢
図｣

の
図
像
と
類
似
し
、
ま
た 

「
帝
王
図
巻｣

や
「
維
摩
経
変｣

な
ど
と
も
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
定

林
寺
址
の
塑
像
の
年
代
や
塔
内
塑
像
の
政
治
的
意
味
を
考
慮
す
る
際
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
。
「
維
摩
経
変｣

と
「
帝
王
図
巻｣

、
「
梁
職
貢

図｣

に
見
ら
れ
る
図
像
の
意
味
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
が
参
考
と
な
る
。
金
惠
瑗
「
敦
煌
莫
高
窟
唐
代<

維
摩
経
変>

に
見
ら
れ
る
世
俗
人
聴
衆
の
図
像
と
意
味｣

(

『
美
術
史
の
鼎
立
と
拡
散(

二
巻)

-

韓
国
お
よ
び
東
洋
の
美
術
』
、
社
会
評
論
、
二
〇
〇
六
年
、
三
五
八
～
三
六
一
頁)

。 

３
４ 

金
理
那
「
三
国
時
代
の
捧
持
宝
珠
形
菩
薩
立
像
研
究｣(

前
掲
書
、
八
五
～
一
四
三
頁)

。 

金
理
那
「
宝
珠
捧
持
形
菩
薩
の
系
譜｣(

前
掲
書
、
一
九
五
～
二
〇
〇
頁)

。 

３
５ 

大
西
修
也
「
宝
珠
捧
持
形
菩
薩
の
成
立
過
程
に
つ
い
て｣(

『
日
韓
古
代
彫
刻
史
論
』
、
中
国
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
一
～
一
八
九
頁)

。 

車
侖
貞
「
三
国
時
代
菩
薩
像
に
対
す
る
一
考
察-

持
物
を
中
心
に｣

(

『
仏
教
美
術
史
学
』
二
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
九
～
一
一
二
頁)

。 

３
６ 

中
国
南
北
朝
時
期
の
仏
舍
利
信
仰
と
荘
厳
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

周
炅
美
『
中
国
古
代
仏
舍
利
荘
厳
研
究
』(

一
志
社
、
二
〇
〇
二
年
、
六
〇
～
九
五
頁)

。 

３
７ 

そ
の
中
で
成
都
市
西
安
路
か
ら
出
土
し
た
梁
中
大
通
二
年(
五
三
〇)

銘
仏
造
像
と
成
都
万
仏
寺
出
土
梁 

中
大
通
五
年(

五
三
三)

銘
仏
造
像
が
最
も
類
似
す
る
と
考

え
ら
れ
る(

図
二-

一
七
の
一)

。
こ
れ
ら
の
仏
教
造
像
の
背
面
に
は
淨
土
図
の
よ
う
な
も
の
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
定
林
寺
址
木
塔
の
塔

内
塑
像
に
は
捧
宝
珠
菩
薩
像
が
含
ま
れ
た
群
像
や
政
経
塑
像
で
組
み
合
わ
さ
れ
た
行
列
図
以
外
に
、
経
典
に
基
づ
い
た
変
相
図
の
一
部
が
他
の
壁
面
を
装
飾
し
た

可
能
性
も
推
定
で
き
る
。 

３
８ 

定
林
寺
址
五
層
石
塔
の
建
立
時
期
を
推
定
す
る
際
、
ま
ず
最
初
に
考
慮
す
る
点
は
初
層
塔
身
に
彫
ら
れ
た
「
大
唐
平
百
済
国
碑
銘
」
で
あ
る
。
こ
の
銘
文
を
根
拠
に

蘇
定
方
が
百
済
を
滅
亡
さ
せ
た
後
、
そ
れ
を
紀
念
す
る
た
め
に
五
層
石
塔
を
建
て
碑
銘
を
刻
ん
だ
可
能
性
を
提
起
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
銘
文
の
作
成
時
期

は
顕
慶
五
年(

六
六
〇)

八
月
一
五
日
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
羅
唐
連
合
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
熊
津
城
に
移
っ
た
義
慈
王
が
泗
沘
に
戻
っ
て
降
伏
し
た
の
は
六
六
〇

年
七
月
一
八
日
で
、
同
年
九
月
三
日
に
蘇
定
方
は
劉
仁
願
に
泗
沘
城
を
守
ら
せ
て
唐
に
戻
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
義
慈
王
の
降
伏
と
碑
銘
が
作
成
さ
れ
た
時
差
は
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わ
ず
か
一
ヶ
月
し
か
な
い
。
戦
乱
期
と
い
う
特
殊
性
を
勘
案
す
る
と
、
一
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
に
五
層
石
塔
を
建
立
し
碑
銘
を
刻
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
蘇

定
方
は
泗
沘
都
城
の
中
心
部
に
位
置
し
百
済
を
象
徴
す
る
最
も
核
心
的
な
寺
刹
で
あ
る
定
林
寺
址
の
象
徴
性
を
認
識
し
て
い
た
た
め
意
図
的
に
そ
こ
に
戦
勝
記
念

文
を
刻
ん
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

３
９ 

金
正
基
「
弥
勒
寺
塔
と
定
林
寺
塔-

建
立
時
期
の
先
後
に
つ
い
て｣(

『
考
古
美
術
』
一
六
四
、
一
九
八
四
年
、
二
～
八
頁)

。 

４
０ 

最
近
の
金
堂
址
に
対
す
る
発
掘
の
結
果
、
百
済
創
建
期
の
金
堂
基
壇
土
は
約
三
〇
セ
ン
チ
残
っ
た
ま
ま
削
平
さ
れ
、
そ
の
上
に
高
麗
時
代
の
金
堂
址
の
積
心
石
が
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
高
麗
時
代
の
金
堂
址
の
積
心
石
が
発
見
さ
れ
た
地
点
の
レ
ベ
ル
と
石
塔
の
地
面
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
塔

の
基
礎
部
は
中
心
寺
域
内
部
よ
り
高
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
現
在
の
石
塔
の
地
面
が
創
建
当
時
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
一

方
、
中
門
址
か
ら
蓮
池
に
つ
な
が
る
付
近
の
ト
レ
ン
チ
調
査
の
結
果
、
中
門
址
の 

北
側
部
分
は
創
建
当
時
に
盛
土
さ
れ
た
が
、
そ
の
南
側
一
帯
は
後
代
に
再
び
盛

土
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
創
建
以
後
、
特
に
七
世
紀
中
半
に
金
堂
と
塔
、
中
門
な
ど
の
建
物
址
の
基
盤
土
が
削
平
さ
れ
た
後
、
木
塔
の
位

置
に
石
塔
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。  

朴
淳
発
『
百
済
の
都
城
』(

忠
南
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
二
～
二
八
四
頁)

。 

４
１ 

長
干
寺
に
つ
い
て
は
早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
美
術
史
編
「
美
術
史
料
と
し
て
読
む
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』-

釈
読
と
研
究(

二)

東
晋
金
陵
長
干
塔
縁
二｣(

『
奈

良
美
術
研
究
』
八
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照)

。 

４
２ 

円
光
大
学
校
博
物
館
『
益
山
王
宮
里
伝
瓦
窯
址(

帝
釈
寺
廃
棄
場)

試
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
六
年)

。 

４
３ 

綱
干
善
教
「
飛
鳥
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
出
土
遺
物
」(

『
仏
教
芸
術
』
九
九
、
一
九
七
四
年)

。 

松
下
隆
章
編
『
研
究
発
表
と
座
談
会-

川
原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
品
に
つ
い
て
』(
仏
教
美
術
研
究
上
野
記
念
財
団
助
成
研
究
会
、
一
九
七
七
年)

。 

関
西
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
「
飛
鳥
・
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
東
ア
ジ
ア
資
料
集
」(
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
二
年)

。 

４
４ 

南
京
市
文
物
保
存
委
員
会
「
南
京
郊
区
両
座
南
朝
墓
清
理
簡
報｣(

『
文
物
』
二
期
、
一
九
八
〇
年
、
二
六
頁)

。 

４
５ 

一
方
、
南
京
燕
子
機
の
梁
普
通
二
年
墓
と
対
文
山
南
朝
墓
は
、
そ
の
規
模
や
構
造
が
公
州
武
寧
王
陵
と
最
も
類
似
す
る
と
い
う
見
解(

権
五
栄
「
喪
葬
制
を
中
心
と
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し
た
武
寧
王
陵
と
南
朝
墓
の
比
較｣

(

『
百
済
文
化
』
三
一
、
二
〇
〇
二
年
、
六
〇
頁))

を
参
考
に
す
る
と
、
こ
の
遺
物
は
武
寧
王
陵
を
築
造
し
た
当
時
に
伝
来
し

た
可
能
性
も
あ
る
。 

４
６ 

李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
造
営
過
程｣

(

『
韓
国
史
論
』
四
七
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〇
四
～
一
二
一
頁)

。 

４
７ 

文
明
大
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
仏
像
と
陶
俑
」(

『
季
刊
美
術-

冬
号
』
、
一
九
八
一
年
、
一
一
八
～
一
一
九
頁)

。 

４
８ 

南
北
朝
時
代
の
仏
像
や
塑
像
、
壁
画
に
描
写
さ
れ
た
人
物
造
形
は
梁
武
帝
中
期
を
前
後
に
顧
愷
之
と
陸
探
微
の
「
秀
骨
清
像
」
か
ら
張
僧
繇
の
「
骨
気
奇
偉
」
に
変

化
し
、
北
魏
末
か
ら
は
肉
感
的
な
肉
体
表
現
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
る
。 

宿
白
「
五
・
六
世
紀
、
北
中
国
に
お
け
る
人
物
造
形
上
の
変
化
と
諸
問
題｣(

『
中
国
国
宝
展
』
、
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
三
～
二
五
八
頁)

。 

４
９ 

南
京
博
物
院
「
江
蕭
丹
陽
県
胡
橋
、
建
山
両
座
南
朝
墓
葬｣(

『
文
物
』
二
期
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
六
頁)

。 

５
０ 

南
京
市
博
物
館
『
六
朝
風
采
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
九
四
頁(

図
版
二
三
八))

。
南
京
霊
山
墓
は
五
五
一
年
に
亡
く
な
っ
た
陳
文
帝
の
墓
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。 

５
１ 

最
近
、
南
北
朝
時
代
の
墳
墓
か
ら
出
土
し
た
籠
冠
俑
の
分
析
結
果
も
こ
れ
と
符
合
し
て
い
る
。  

朴
淳
発
「
百
済
籠
冠
俑
研
究｣(

『
百
済
研
究
』
四
八
、
二
〇
〇
八
年)

。 

５
２ 

同
じ
内
容
が
『
南
史
』
列
伝
巻
六
九
百
済
條
と
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
四
聖
王
一
九
年
條
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

５
３ 

そ
の
よ
う
な
点
か
ら
中
大
通
六
年(

五
三
四)

の
使
臣
派
遣
は
五
三
八
年
に
百
済
が
遷
都
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
を
梁
に
通
報
し
た
可
能
性
も
排
除
し
が
た
い
。 

５
４ 

李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
構
造
と
運
営｣(

『
韓
国
の
都
城-

都
城
造
営
の
伝
統
』
、
ソ
ウ
ル
学
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、
三
八
頁)

。 

５
５ 

山
尾
幸
久
「
ヤ
マ
ト
国
家
の
形
成
と
日
朝
関
係｣(

『
古
代
の
日
朝
関
係
』
、
塙
書
房
、
一
九
八
九
年
、
三
一
三
～
三
一
六
頁)

。 

５
６ 

た
だ
し
、
定
林
寺
址
か
ら
泗
沘
遷
都
以
前
に
遡
る
遺
物
が
出
土
し
た
り
、
第
二
章
第
二
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
寺
院
が
王
宮
を
意
識
し
て
意
図
的
に
配
置
さ

れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
泗
沘
遷
都
当
時
か
ら
こ
の
場
所
に
寺
院
を
建
立
し
よ
う
と
い
う
企
画
案
が
あ
り
、
そ
の
過
程
で
百
済
内
部
で
は
足
り
な
い
技
術
を
梁
に
具

体
的
に
要
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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５
７ 
楊
泓
「
百
済
定
林
寺
遺
址
初
論｣(

『
宿
白
先
生
八
秩
華
誕
紀
念
文
集
』
、
二
〇
〇
二
年) ; 

『
中
国
古
兵
与
美
術
考
古
論
集
』(

文
物
、
二
〇
〇
七
年)

。 

５
８ 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
三
三
～
三
四
頁)

。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
の
発
掘
品
は
も
ち
ろ
ん
、
一
九
四
二
年
度
の
発
掘
調

査
で
も
多
数
の
単
弁
蓮
花
文
瓦
当
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
最
小4

型
式
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

５
９ 

亀
田
修
一
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
類
型
の
全
て
を
六
世
紀
後
半
か
ら
末
期
と
把
握
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
Ｂ
類
型
が
古
式
に
属
す
る
も
の
と
見
た
。
Ｂ
類
型
の
年
代
は

塑
像
の
製
作
時
期
を
六
世
紀
後
半
と
し
、
こ
れ
と
同
時
期
で
あ
る
と
理
解
し
た
。  

亀
田
修
一
「
熊
津
・
泗
沘
時
代
の
瓦｣

(

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』
、
前
掲
書
、
五
九
頁)

。 

６
０ 

定
林
寺
址
の
Ａ
・
Ｃ
類
型
は
梁
蕭
偉
墓
のⅠ

・Ⅱ

型
式(

図
一
六
・
一
七)

と
、
Ｂ
類
型
はⅢ

型
式(

図
一
〇-

二
・
図
二
二-

三)

と
類
似
し
、
南
京
鍾
山
出
土
品
の
う

ち
、
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｊ
・
Ｆ
型
と
類
似
す
る
。
特
に
定
林
寺
址
Ｂ
類
型
は
鍾
山
出
土
Ｅ
類
型(

図
一
一
、
一
三)

と
類
似
点
が
あ
る
。 

南
京
市
文
物
研
究
所
・
南
京
栖
霞
区
文
化
局
「
南
京
梁
南
平
王
簫
偉
墓
闕
発
掘
簡
報｣(

『
文
物
』
七
期
、
二
〇
〇
二
年
、
六
三
～
六
九
頁)

。 

賀
云
翶
「
南
京
鍾
山
二
号
寺
遺
址
出
土
瓦
当
初
探｣(

前
掲
誌
、
四
〇
七
頁)

。 

６
１ 

清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開｣(

『
日
本
考
古
学
』
一
七
、
二
〇
〇
四
年) ; 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、
二
〇
一

二
年)

。 

６
２ 

最
近
の
南
朝
地
域
で
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
に
関
す
る
研
究
と
新
資
料
の
紹
介
に
つ
い
て
は
次
の
論
著
を
参
考
に
し
た
。  

賀
云
翶
『
六
朝
瓦
当
与
六
朝
都
城
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年)
。 

賀
云
翶
「
南
朝
瓦
総
論｣

(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
造
瓦
技
術
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

。 

王
志
高
「
六
朝
建
康
城
遺
跡
出
土
陶
瓦
の
観
察
と
研
究｣(

『
韓
国
瓦
学
会
第
八
回
定
期
学
術
大
会
瓦
の
生
産
と
流
通
』
、
二
〇
一
一
年)

。  

井
内
潔
『
井
内
古
文
化
研
究
室
所
蔵
中
国
六
朝
瓦
図
譜
』(

井
内
古
文
化
研
究
室
、
二
〇
一
二
年)

。 

６
３ 

金
英
媛
「
百
済
時
代
中
国
陶
磁
の
輸
入
と
倣
製｣(

『
百
済
文
化
』
二
七
、
一
九
九
八
年
、
七
六
～
七
九
頁)

。 

６
４ 

国
立
中
央
博
物
館
編
『
特
別
展
百
済
』(

一
九
九
九
年
、
一
四
三
頁(

図
版
二
六
七)

、
一
七
七
頁(
図
版
三
二
六)

、
一
八
四
頁(

図
版
三
四
一))

。 
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６
５ 
松
井
忠
春
「
韓
国
の
土
器
文
化
に
つ
い
て-

百
済
の
長
鼓
形
器
台
と
そ
の
性
格｣(

『
激
動
の
古
代
東
ア
ジ
ア-

六
・
七
世
紀
を
中
心
に
』
、
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
、

一
九
九
五
年
、
一
三
三
頁)

。 

６
６ 

李
炳
鎬
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
技
法
と
奉
安
場
所
」(

前
掲
誌
、
五
八
頁)

。 

６
７ 

も
ち
ろ
ん
、
百
済
で
は
外
交
の
一
環
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
他
の
ル
ー
ト
を
通
し
て
も
外
国
の
技
術
者
た
ち
を
導
入
し
た
の
で
あ
ろ
う(

窪
添
慶
文
「
南
北
朝
時
代

の
国
際
関
係
と
仏
教｣

(
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
二
八
七
頁))

。
し
か
し
、
定
林
寺
址
か
ら
初
め
て
確
認
さ
れ
た
新
た

な
文
物
や
技
術
は
五
四
一
年
の
技
術
導
入
過
程
に
お
い
て
百
済
に
入
っ
て
き
た
も
の
と
見
て
も
無
理
は
無
い
と
考
え
る
。 

６
８ 

樋
口
隆
康
「
百
済
武
寧
王
陵
出
土
鏡
と
七
子
鏡｣

(

『
史
林
』
五
五
巻
四
号
、
一
九
七
二
年
、
四
一
四
～
四
一
五
頁)

。 

６
９ 

佐
藤
武
敏
『
中
国
古
代
工
業
史
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
、
八
〇
～
八
六
頁)

。 

桃
崎
祐
輔
「
七
支
刀
の
金
象
嵌
銘
技
術
に
み
る
中
国
尚
方
の
影
響｣(

『
文
化
財
と
技
術
』
四
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
七
～
一
六
二
頁)

。 

７
０ 

高
敏
『
魏
晋
南
北
朝
経
済
史
』
下(

上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
八
一
一
頁)

。 

７
１ 

藤
澤
一
夫
「
古
代
寺
院
の
遺
構
に
見
る
韓
日
の
関
係｣(
前
掲
誌)

。 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)
。 

７
２ 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

上
掲
書
、
六
〇
頁)

。 

７
３ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
八
九
～
九
五
頁)

。 

７
４ 

李
炳
鎬
「
植
民
地
期
に
お
け
る
扶
余
地
域
の
寺
址
調
査
に
対
す
る
再
検
討｣(
『
奈
良
美
術
研
究
』
一
一
、
二
〇
一
一
年)

。 

百
済
寺
院
を
は
じ
め
と
し
た
韓
国
の
古
代
寺
院
に
お
い
て
、
北
回
廊
の 

導
入
時
期
に
対
す
る
問
題
の
重
要
性
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
金
正
基
で
あ
り
、
一
九
七

〇
年
代
初
半
の
こ
と
で
あ
る(

金
正
基
「
韓
国
の
寺
院
遺
跡
に
つ
い
て｣(

『
仏
教
芸
術
』
八
三
、
一
九
七
一
年))

。
そ
の
後
、
一
九
八
八
年
に
発
表
さ
れ
た
次
の
論

文
を
通
し
て
継
続
し
て
自
説
を
補
完
し
た
が(

金
正
基
「
韓
国
古
代
伽
藍
の
実
態
と
考
察｣(
『
蕉
雨
黃
寿
永
博
士
古
稀
紀
念
美
術
史
学
論
叢
』
、
通
文
館
、
一
九
八

八
年)

、
最
近
ま
で
も
こ
れ
に
関
す
る
こ
れ
と
い
っ
た
議
論
の
進
展
が
な
か
っ
た
の
が
事
実
で
あ
る
。 
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７
５ 
佐
川
正
敏
「
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
、
木
塔
心
礎
施
設
、
舍
利
奉
安
形
式
の
系
譜｣(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
二
〇
一
〇
年
、
一
六
四
頁)

。 

７
６ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
七
年)

。 

７
７ 

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照
。 

７
８ 

本
稿
の
第
三
章
第
三
節
参
照
。 

７
９ 

本
稿
の
第
三
章
第
三
節
参
照
。 

８
０ 

二
九
九
号
の
場
合
、
祭
祀
儀
礼
の
位
牌
と
す
る
見
解(

尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討｣(

『
東
国
史
学
』
四
〇
、
二
〇
〇
四
年))

と
人
名
簿
の
記

録
簡
と
す
る
見
解(

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
出
土
木
簡
と
泗
沘
都
城
関
連
施
設｣

(

『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
二
五
、
二
〇
〇
五
年))

、
祓
禊
行
事
の
中
で
も

大
禊
と
い
っ
た
祭
祀
儀
礼
で
用
い
ら
れ
た
と
い
う
見
解(

方
国
花
「
扶
余
陵
山
里
出
土
二
九
九
号
木
簡｣(

『
木
簡
と
文
字
』
六
、
二
〇
一
〇
年)

な
ど
が
あ
る
。
裏

面
に
乙
の
よ
う
な
記
号
を
反
復
し
て
羅
列
し
た
点
や
、
表
面
は
空
間
を
作
り
、
裏
面
は
外
郭
に
枠
線
を
設
け
て
い
る
な
ど
か
ら
呪
符
木
簡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
一-

八
号
の
場
合
、
四
面
か
ら
「
迦｣

と
若
干
の
空
白
を
置
い
て
「
葉｣

が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
「
釈
迦｣

や
「
迦
葉｣

と
い
っ
た
仏
教
的

な
文
章
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る(

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照)

。
こ
の
木
簡
は
三
〇
四
号
宝
憙
寺
、
三
一
三
号
子
基
寺
銘
木
簡
と
と
も
に
陵
山
里
出
土
木
簡
が

仏
教
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
直
接
的
に
示
し
て
い
る
。 

８
１ 

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照
。
中
門
址
南
側
で
は
青
磁
硯
足
片
を
は
じ
め
と
し
た
多
様
な
形
態
の
硯
足
片
と
削
刀
、
削
屑
な
ど
が
共
に
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
を
見
る

と
、
陵
山
里
寺
址
で
は
初
期
段
階
か
ら
持
続
的
に
書
写
や
行
政
行
為
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
明
建
物
址Ⅱ

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
向

か
い
側
に
あ
る
工
房
址Ⅰ

(

西
側
付
属
建
物)

も
類
似
し
た
機
能
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

８
２ 

趙
源
昌
「
百
済
二
重
基
壇
築
造
術
の
日
本
飛
鳥
寺
伝
播｣

(

『
百
済
研
究
』
三
五
、
二
〇
〇
二
年)

。 

清
水
重
敦
・
山
下
秀
樹
「
古
代
寺
院
建
築
に
お
け
る
特
異
な
基
壇
、
平
面
と
そ
の
構
造｣(

『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
八
』
、
二
〇
〇
九
年)

。 

裵
秉
宣
「
弥
勒
寺
の
造
営
と
東
ア
ジ
ア
建
築｣(

『
百
済
仏
教
文
化
の
宝
庫
、
弥
勒
寺
』
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

。 

８
３ 

米
田
美
代
治
「
朝
鮮
上
代
の
建
築
と
伽
藍
配
置
に
及
ぼ
せ
る
天
文
思
想
の
影
響｣(

『
朝
鮮
上
代
建
築
の
研
究
』
、
一
九
四
四
年)

。 
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８
４ 
尹
武
炳
「
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
記｣(

『
仏
教
美
術
』
一
〇
、
一
九
九
一
年
、
三
九
頁)

。 

８
５ 

盧
明
鎬
ほ
か
『
韓
国
古
代
中
世
地
方
制
度
の
諸
問
題
』(

集
文
堂
、
一
九
九
四)

。 

８
６ 

李
道
学
「
抱
川
半
月
山
城
出
土
「
高
句
麗
」
瓦
銘
文
の
再
検
討｣(

『
高
句
麗
研
究
』
三
、
一
九
九
七
年
、
三
五
頁)

。 

８
７ 

金
栄
晃
『
中
世
語
辞
典
』(

科
学
百
科
事
典
綜
合
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
二
一
頁)

。
こ
の
本
で
は
『
杜
詩
諺
解
』
と
『
三
訳
総
解
』
か
ら
「
새
」
が
「
草
」
を
意

味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
『
杜
詩
諺
解
』
巻
七
の
狂
夫
編
に
は
「
万
里
橋
西
一
草
堂
」
を
「
万
里
橋
ㅅ
西
ㅅ
녀
긔
새
지
비
로
소
니
」
と
し
て
い
る
。 

８
８ 

高
麗
時
代
の
扶
余
定
林
寺
に
お
い
て
大
蔵
殿(

堂)

の
位
置
は
明
確
で
は
な
い
が
、
講
堂
址
北
東
側
の
東
北
区
一
帯
建
物
址
が
そ
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る(

国

立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
』(

前
掲
書
、
一
二
七
頁
お
よ
び
図
面
三
八)

。 

８
９ 

文
東
錫
「
梁
武
帝
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て｣(

『
東
亞
考
古
論
壇
』
二
、
二
〇
〇
六
年)

。 

９
０ 

南
京
鍾
山
二
号
寺
址
を
上
定
林
寺
と
推
定
し
た
研
究
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。  

楊
泓
「
百
済
定
林
寺
遺
址
初
論｣(

前
掲
書)

。 

賀
云
翶
「
南
京
鍾
山
二
号
寺
遺
址
出
土
南
朝
瓦
当
及
与
南
朝
定
林
寺
関
係
研
究｣(

前
掲
誌)

。 

趙
胤
宰
「
扶
余
定
林
寺
寺
名
の
由
来
と
意
味
に
対
す
る
検
討｣(

『
韓
国
史
学
報
』
四
五
、
二
〇
一
一
年)

。 

９
１ 

石
田
茂
作
「
橘
寺
、
定
林
寺
の
発
掘｣(

『
飛
鳥
』
、
近
畿
日
本
叢
書
三
、
一
九
六
三
年
、
一
二
七
～
一
四
〇
頁)

。  

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
定
林
寺
調
査｣

(

『
飛
鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
槪
報
』
八
、
一
九
七
八
年
、
六
〇
～
六
二
頁)

。 

飛
鳥
資
料
館
『
日
本
と
韓
国
の
塑
像
』(

前
掲
書
、
一
六
頁
と
五
二
～
五
三
頁)

。 

９
２ 

扶
余
定
林
寺
址
の
寺
名
が
百
済
当
時
の
も
の
で
中
国
南
朝
の
上
定
林
寺
に
由
来
し
た
と
し
て
も
、
第
二
章
第
二
節
で
説
明
す
る
よ
う
に
都
城
内
の
プ
ラ
ン
や
位
相
は

建
康
同
泰
寺
や
洛
陽
永
寧
寺
に
よ
り
類
似
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
点
を
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
お
願
い
し
た
い
。 

９
３ 

森
三
樹
三
郞
『
梁
武
帝-

仏
教
王
朝
の
悲
劇
』(

平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
六
年
、
一
五
〇
～
一
五
一
頁)

。 

９
４ 

五
四
一
年
、
百
済
が
梁
に
要
請
し
た
『
涅
槃
経
』
な
ど
註
釈
書
は
梁
武
帝
代
に
編
纂
さ
れ
た
註
釈
書
、
つ
ま
り
宝
亮
の
『
涅
槃
経
義
疏
』
と
僧
朗
が
編
集
し
た
『
涅



 

 

 

 

102 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                  

 
槃
経
集
解
』(

全
七
二
巻)

な
ど
を
指
す
も
の
と
見
る
場
合
も
あ
る
。  

崔
鈆
植
「
百
済
後
期
仏
教
教
学
の
変
遷
と
弥
勒
思
想
の
性
格｣(

『
百
済
仏
教
文
化
の
宝
庫
、
弥
勒
寺
』
、
二
〇
一
〇
年
、
七
八
頁)

。 

９
５ 

薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
と
受
容｣(

『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
二
二
、
一
九
八
九
年
、
一
一
頁)

。 

９
６ 

李
基
東
「
百
済
国
の
政
治
理
念
に
対
す
る
一
考
察｣(

『
百
済
史
研
究
』
、
一
潮
閣
、
一
九
九
六
年
、
一
七
七
～
一
七
八
頁
。 

９
７ 

窪
添
慶
文
「
南
北
朝
時
期
の
国
際
関
係
と
仏
教｣(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
二
八
六
～
二
八
七
頁)

。 

９
８ 

二
十
七
年(

四
五
〇)

、
毗
上
書
献
方
物
、
私
假
台
使
馮
野
夫
西
河
太
守
、
表
求
易
林
式
占
腰
弩
、
太
祖
並
与
之
。(

『
宋
書
』
夷
蠻
列
伝 

第
五
七 

百
済
伝) 

９
９ 

正
光
元
年(

五
二
〇)

、
明
帝
遣
假
員
外
将
軍
趙
義
等
使
於
嘉
。
嘉
朝
貢
不
絕
、
又
遣
使
奉
表
、
自
以
辺
遐
、
不
習
典
誥
、
求
借
五
経
諸
史
、
并
請
国
子
助
教
劉
燮
以

為
博
士
、
明
帝
許
之
。(

『
北
史
』
列
伝 

第
八
五 

高
昌
伝) 

こ
の
よ
う
な
見
解
は
次
の
論
考
で
提
示
さ
れ
て
い
る(

窪
添
慶
文
「
南
北
朝
時
期
の
国
際
関
係
と
仏
教｣(

前
掲
書
、
二
九
〇
頁))

。 

１
０
０ 

百
済
が
梁
か
ら
も
ら
い
受
け
た
涅
槃
経
関
係
と
毛
詩
博
士
の
構
成
の
組
み
合
わ
せ
は
、
五
五
四
年(

欽
明
一
五)

に
百
済
か
ら
日
本
へ
五
経
博
士
と
僧
を
一
緒
に
送

っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
み
る
場
合
も
あ
る
。 

新
川
登
亀
男
「
百
済
と
日
本
の
飛
鳥
・
奈
良
に
お
け
る
仏
教
文
化
」(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
一
三
、
二
〇
一
一
年
、
九
五
～
九
七
頁)

。 

１
０
１ 

坂
本
太
郞
等
校
注
『
日
本
書
紀
』
下(

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
九
二
頁)

。 

１
０
２ 

田
中
史
生
『
倭
国
と
渡
来
人
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
四
七
頁)

。 

こ
の
時
の
呉
財
を
欽
明
四
年(

五
四
三)

九
月
条
の
「
扶
南
財
物｣

と
す
る
見
解
も
あ
り(

新
川
登
亀
男
「
百
済
と
日
本
の
飛
鳥
・
奈
良
に
お
け
る
仏
教
文
化
」(

前
掲

誌
、
九
三
～
九
四
頁))

、
ま
た
史
料
二-

三
の
任
那
の
使
臣
に
「
呉
財
」
を
与
え
た
五
四
五
年(

欽
明
六)

前
後
を
日
本
の
仏
教
伝
来
の
年
代
と
推
定
す
る
見
解
も
あ

る(

薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
と
受
容
」(

前
掲
誌
、
二
八
頁))
。 

１
０
３ 

有
働
智
奘
「
六
世
紀
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
問
題
」(

『
国
学
院
雑
誌
』
一
一
二-

七
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
～
一
六
頁)

。 

１
０
４ 

坂
本
太
郞
等
校
注
『
日
本
書
紀
』
下(

前
掲
書
、
九
三
頁)

。 
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１
０
５ 
池
内
宏
「
安
羅
に
お
け
る
わ
が
官
家
の
沒
落
」(

『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
〇
年
、
一
八
五
頁)

。 

１
０
６ 

最
近
、
史
料
二-

四
に
つ
い
て
百
済
三
書
に
基
づ
い
た
記
事
と
し
て
「
丈
六
仏
」
の
造
像
技
術
を
通
し
て
大
陸
の
先
進
文
化
を
受
容
し
た
こ
と
を
日
本
に
知
ら
せ
た

記
録
と
見
て
、
『
阿
含
経
』
な
ど
原
始
仏
典
を
参
考
し
て
作
文
し
た
も
の
と
い
う
見
解
が
あ
り
参
考
と
な
る
。 

有
働
智
奘
「
六
世
紀
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
問
題
」(

前
掲
誌
、
十
六
～
十
八
頁)

。 

１
０
７ 

『
日
本
書
紀
』
は
多
分
に
日
本
の
天
皇
を
中
心
に
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
聖
王
が
そ
の
国
家(

百
済)

と
国
民(

蒼
生)

の
た
め
丈
六
尊
像
を
造
成
し
た
も
の
と
読

み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。  

金
煐
泰
「
威
德
王
当
時
の
仏
教
」(

『
百
済
仏
教
思
想
研
究
』
、
東
国
大
出
版
部
、
一
九
八
五
年
、
六
二
頁)

。 

１
０
８ 

延
敏
洙
「
六
世
紀
前
半
加
耶
諸
国
を
め
ぐ
る
百
済
・
新
羅
の
動
向
」(

『
新
羅
文
化
』
七
、
一
九
九
〇
年)

。 

李
永
植
「
百
済
の
加
耶
進
出
過
程
」(

『
韓
国
古
代
史
論
叢
』
七
、
一
九
九
五
年)

。 

金
泰
植
「
百
済
の
加
耶
地
域
関
係
史-

交
渉
と
征
服
」(

『
百
済
の
中
央
と
地
方
』
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
七
年)

。 

１
０
９ 

北
敵
強
大
、
我
国
微
弱
。
若
不
置
南
韓
、
郡
令
城
主
、
修
理
防
護
、
不
可
以
禦
此
強
敵
。
亦
不
可
以
制
新
羅
。
故
猶
置
之
、
逼
新
羅
、
撫
存
安
羅
。
（
『
日
本
書

紀
』 

欽
明
天
皇 

五
年 

一
一
月
條
） 

１
１
０ 

金
泰
植
「
百
済
の
加
耶
地
域
関
係
史-

交
渉
と
征
服
」(

前
掲
書
、
七
四
頁)

。 

１
１
１ 

史
料
二-

四
を
南
朝
か
ら
百
済
へ
「
造
仏
功
德
」
を
説
い
た
大
乗
経
典
が
伝
来
し
た
結
果
と
み
る
場
合
も
あ
る
。
有
働
智
奘
「
六
世
紀
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
問

題
」(

前
掲
誌
、
二
〇
～
二
三
頁)

。 

１
１
２ 

そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
百
済
は
南
朝
文
物
の
単
純
な
伝
達
者
で
は
な
か
っ
た
。
百
済
は
加
耶
諸
国
と
倭
国
に
文
物
を
贈
与
し
た
が
、
南
朝
か
ら
受
容
し
た
も
の

を
百
済
文
化
の
一
部
と
し
て
内
在
化
し
て
、
そ
の
文
物
の
優
秀
性
を
立
証
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
た
と
評
価
し
た
い
。 

１
１
３ 

泗
沘
都
城
の
整
備
過
程
や
拡
大
過
程
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。 

李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
造
営
過
程
」(

前
掲
誌
、
一
〇
四
～
一
二
一
頁)

。 
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１
１
４ 
泗
沘
都
城
の
研
究
現
況
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
研
究
の
現
段
階
」(

『
東
ア
ジ
ア
都
城
の
比
較
研
究
』
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
１
５ 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
の
構
造
に
つ
い
て
」(

『
百
済
研
究
』
三
一
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
九
～
一
二
四
頁)

。 

１
１
６ 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
空
間
区
画
予
察
」(

『
湖
西
地
方
史
研
究
』
、
湖
雲
崔
近
黙
教
授
定
年
記
念
論
叢
刊
行
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年
、
五
二
～
五
四
頁)

。 

１
１
７ 

申
鍾
国
「
泗
沘
都
城
発
掘
調
査
の
成
果
と
意
義
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
、
七
九
～
八
一
頁)

。 

１
１
８ 

扶
余
官
北
里
遺
跡
の
ナ
地
区
北
側
か
ら
は
二
ヶ
所
の
石
築
が
発
見
さ
れ
た
。
旧
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
の
下
側
に
第
一
石
築
が
あ
る
が
、
そ
の
下
側
に
幅
約
二

メ
ー
ト
ル
の
道
路
と
六
〇
セ
ン
チ
の
側
溝
が
あ
る
。
第
一
石
築
と
東
西
小
路
を
間
に
お
い
て
若
干
北
側
に
第
二
石
築
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
朴
淳
発
は
第
一
石

築
の
下
端
線
と
第
二
石
築
下
端
線
の
間
隔
が
五
・
三
～
五
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
石
築
は
東
西
小
路
の
中
心
軸
線
の
役
割
を
果
た
し
た
と
見
た

(

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
の
研
究
現
況
と
課
題
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
二
頁))

。
し
か
し
、
官
北
里
長
方
形
区
画
の
場
合
、

東
西
小
路
の
み
確
認
さ
れ
、
東
西
大
路
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
南
北
大
路
と
南
北
小
路
間
の
中
心
軸
間
距
離
と
東
西
小
路
間
の
中
心
軸
間
の
距
離
を
同
じ

方
式
で
算
出
す
る
こ
と
が
適
切
な
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

１
１
９ 

尹
武
炳
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告
』Ⅱ

(

忠
南
大
博
物
館
、
一
九
九
九
年
、
三
六
～
三
九
頁)

。 

１
２
０ 

申
鍾
国
「
泗
沘
都
城
発
掘
調
査
の
成
果
と
意
義
」(

前
掲
書
、
八
〇
～
八
一
頁)

。 

１
２
１ 

南
北
大
路
も
ま
た
、
ナ
地
区
に
対
す
る
本
格
的
な
盛
土
が
行
わ
れ
た
段
階
に
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
泗
沘
時
期
末
に
は
存
続
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
て
い
る(

国
立
扶

余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅲ

』(

二
〇
〇
九
年
、
一
〇
八
頁))

。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
官
北
里
長
方
形
区
画
は
短
期
間
の
間
の
み

存
続
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
度
の
カ
・
ナ
地
区
南
側
に
対
す
る
調
査
で
は
南
北
大
路
が
旧
衙
里
正
方
形
区
画
と
推
定
し
た
北
東
側
一
帯
で
途

切
れ
る
状
況
が
確
認
さ
れ
た(

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
「
扶
余
泗
沘
宮
址
発
掘
調
査
第
一
次
現
場
説
明
会
資
料｣

、(

二
〇
一
一
年))

。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
南
北
大
路
が
定
林
寺
址
一
帯
ま
で
延
長
し
た
と
い
う
推
定
は
無
理
が
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。 

１
２
２ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
工
房
』(

二
〇
〇
六
年
、
二
〇
～
二
一
頁)

。 
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１
２
３ 
金
成
南
「
百
済
泗
沘
王
宮
の
拡
大
と
変
貌
過
程
試
論｣

(

第
五
七
回
忠
南
大
百
済
研
究
所
公
開
講
座
発
表
文
、
二
〇
〇
七
年)

。 

１
２
４ 

亀
田
修
一
「
熊
津
・
泗
沘
時
代
の
瓦｣(

前
掲
書
、
七
八
～
七
九
頁)

。 

１
２
５ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅳ

』(

二
〇
〇
九
年
、
二
三
〇
頁)

。
報
告
書
で
は
陝
西
省
泰
州
市
泰
西
鄕
魯
莊
村
か
ら
出
土
し
た

陳
代
遺
物
と
陝
西
省
西
安
市
李
靜
訓
墓
出
土
品
を
例
示
し
て
い
る
。 

１
２
６ 

扶
余
官
北
里
遺
跡
の
パ
地
区
に
対
す
る
調
査
結
果
も
こ
れ
と
符
合
し
て
い
る
。  

南
浩
鉉
「
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
の
性
格
と
時
間
的
位
置-

二
〇
〇
八
年
度
調
査
区
域
を
中
心
に
」(

『
百
済
研
究
』
五
一
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
２
７ 

尹
武
炳
「
百
済
王
都
泗
沘
城
研
究
」(

『
学
術
院
研
究
論
文
集(

人
文
・
社
会
編)

』
三
三
、
一
九
九
四
年
、
一
四
五
～
一
四
六
頁)

。 

１
２
８ 

孫
楨
睦
「
日
帝
下
扶
余
神
宮
造
営
と
い
わ
ゆ
る
扶
余
神
都
建
設
」(

『
日
帝
強
占
期
都
市
計
画
研
究
』
、
一
志
社
、
一
九
九
〇
年)

。 

１
２
９ 

扶
余
郡
の
都
市
計
画
沿
革
を
見
る
と
、
一
九
三
九
年
「
総
督
府
告
示
」
第
九
〇
〇
号
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
扶
余
市
街
地
開
発
計
画
案
は
一
九
四
五
年
以
後
に
も

大
き
な
変
化
無
く
、
続
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。  

扶
余
郡
『
二
〇
一
一
年
扶
余
都
市
計
画
再
整
備
用
役
結
果
報
告
書
』(

二
〇
〇
四
年)

。 

１
３
０ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
宮
南
池Ⅱ

-

現
宮
南
池
西
北
便
一
帯
』(

二
〇
〇
一
年
、
二
九
一
頁)

。 

１
３
１ 

忠
南
大
百
済
研
究
所
『
泗
沘
都
城-

陵
山
里
お
よ
び
軍
守
里
地
点
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
三
年
、
六
一
頁)

。 

１
３
２ 

李
亨
源
「
泗
沘
都
城
内
軍
守
里
地
点
の
空
間
区
画
お
よ
び
性
格
」(
『
湖
西
考
古
学
』
八
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
六
頁)

。 

１
３
３ 

図
二-

三
二
の
軍
守
里
地
点
を
都
城
内
の
最
小
単
位
区
画
と
想
定
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
北
側

を
除
く
と
西
側
と
南
側
か
ら
道
路
の
痕
跡
が
な
ん
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
東
西
道
路
の
右
側
端
部
は
直
角
に
曲
が
っ
て
下
る
の
で
は
な
く
、
斜
め
方
向

に
斜
線
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
遺
構
狀
況
を
根
拠
に
方
形
の
単
位
区
画
を
設
定
で
き
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
二
つ
目
、
推
定
木
柵
列
の
方
向
が
建
物
群
の

中
心
軸
線
と
方
向
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
一
部
は
東
西
道
路
の
上
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
木
柵
の
築
造
と
東
西
道
路
が
時
期
差
が
あ
る
か
、
な
ん
ら
か

の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
推
定
南
北
道
路
線
と
木
柵
列
間
の
関
係
が
説
明
さ
れ
な
い
。
三
つ
目
、
区
画
中
軸
線
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の
役
割
を
す
る
Ｓ
４
号
大
柱
建
物
の
北
側
と
東
側
は
柱
穴
が
四
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
離
れ
て
二
重
に
巡
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
建
物
の
改
修
や
増
築
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ

る
が
、
こ
れ
を
区
画
中
軸
線
と
把
握
で
き
る
の
か
に
対
す
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
建
物
区
画
の
推
定
南
側
線
が
工
房
址
と
推
定
さ
れ
る
Ｓ
３
の
端
を
通

っ
て
い
る
が
、
Ｓ
３
遺
構
を
そ
の
端
部
と
断
定
で
き
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
四
つ
目
、
こ
の
建
物
址
群
の
築
造
時
期
、
あ
る
い
は
中
心
時
期
を
遷
都
前
後
と
想
定

す
る
ほ
ど
の
証
拠
が
な
い
。
特
に
、
Ｓ
４
号
大
壁
建
物
の
場
合
、
出
土
遺
物
か
ら
み
る
と
六
世
紀
中
後
半
を
遡
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
３
４ 

丘
冀
鍾
・
李
眅
燮
「
扶
余
佳
塔
里
チ
ャ
ン
グ
モ
ク
ド
ゥ
ル
百
済
遺
跡
調
査
槪
報
」(

『
湖
西
地
域
文
化
遺
跡
発
掘
の
成
果
』
第
一
二
回
湖
西
考
古
学
会
学
術
大
会
発

表
集
、
二
〇
〇
五
年)

。 

(

財)

忠
清
文
化
財
研
究
院
『
扶
余
陵
山
里
東
羅
城
内
外
部
百
済
遺
跡
』(

二
〇
〇
六
年)

。 

１
３
５ 

忠
清
文
化
財
研
究
院
が
発
掘
し
た
南
側
地
帯
に
対
す
る
発
掘
で
も
図
二-

二
三
と
連
結
す
る
道
路
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
道
路
も
ま
た
六
世
紀
第
４
四

半
期
以
後
か
ら
七
世
紀
初
半
の
道
路
遺
構
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

(

財)

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
『
扶
余
佳
塔
里
百
済
遺
跡
』(

二
〇
一
〇
年)

。  

１
３
６ 

(

財)

忠
清
文
化
財
研
究
院
『
扶
余
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
・
北
浦
遺
跡
』(

二
〇
〇
九
年)

。 

１
３
７ 

上
平
五
銖
銭
を
根
拠
に
し
て
六
世
紀
中
半
に
は
こ
の
遺
跡
の
道
路
が
開
設
さ
れ
た
と
見
る
場
合
も
あ
る(

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
研
究
の
現
段
階
」(

前
掲
書
、
五
三

頁))

。
し
か
し
、
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
全
体
の
編
年
的
な
位
置
は
そ
れ
よ
り
新
し
い
六
世
紀
中
後
半
以
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
３
８ 

最
近
、
扶
余
官
北
里
や
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
、
佳
塔
里
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
道
路
の
中
に
は
磁
北
を
軸
と
す
る
道
路
と
異
な
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。 

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
「
扶
余
泗
沘
宮
址
発
掘
調
査
第
一
次
現
場
説
明
会
資
料｣(

二
〇
一
一
年)

。 

錦
江
文
化
遺
産
研
究
院
『
扶
余
佳
塔
里
佳
塔
ド
ゥ
ル
遺
跡
』(

二
〇
一
二
年)
。 

１
３
９ 

李
炳
鎬
「
泗
沘
都
城
の
構
造
と
築
造
過
程
」(

『
百
済
の
建
築
と
土
木
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
五
、
二
〇
〇
七
年)

。 

１
４
０ 

百
済
で
は
六
世
紀
後
半
ま
で
南
朝
尺
を
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
官
北
里
遺
跡
か
ら
実
物
が
出
土
し
て
い
る
。 

盧
重
国
「
百
済
の
度
量
衡
と
そ
の
運
用
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
〇
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
三
～
一
一
七
頁)

。 
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１
４
１ 
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
新
羅
王
京
発
掘
調
査
報
告
書
』Ⅰ

(

二
〇
〇
二
年
、
五
五
三
～
五
五
四
頁)

。 

１
４
２ 

亀
田
修
一
「
扶
余
「
大
唐
」
銘
軒
丸
瓦
の
語
る
も
の
」(

『
古
代
文
化
』
五
六-

一
一(

通
巻
五
五
〇
号)

、
二
〇
〇
四
年)

。
百
済
滅
亡
以
後
、
扶
余
地
域
に
五
都
督

府
と
熊
津
都
督
府
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と(

千
寬
宇
「
馬
韓
諸
国
の
位
置
試
論
」(

『
東
洋
学
』
九
、
一
九
七
九
年 ; 

『
古
朝
鮮
史
・
三
韓
史
研

究
』
、
一
潮
閣
、
一
九
八
九
年
、
三
九
五
～
三
九
七
頁)

、
「
大
唐
」
銘
軒
丸
瓦
は
扶
余
に
あ
っ
た
唐
の
五
都
督
府
や
熊
津
都
督
府
の
主
要
殿
閣
に
使
用
さ
れ
た

瓦
当
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。 

１
４
３ 

尹
武
炳
「
扶
余
双
北
里
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」(

『
百
済
研
究
』
一
三
、
一
九
八
二
年)

。 

１
４
４ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅲ

』(

前
掲
書
、
一
二
六
頁)

。 

１
４
５ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅲ

』(

前
掲
書
、
八
四
～
八
八
頁)

。 

１
４
６ 

沈
相
六
・
李
美
賢
・
李
孝
重
「
扶
余
中
央
聖
潔
教
会
遺
跡
お
よ
び
テ
ィ
ッ
ケ
遺
跡
出
土
木
簡
報
告
」(

『
木
簡
と
文
字
』
七
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
４
７ 

李
康
承
「
百
済
時
代
の
尺
に
対
す
る
研
究-

扶
余
双
北
里
遺
跡
出
土
尺
を
中
心
に
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
四
三
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

平
川
南
「
百
済
の
都
出
土
の
連
公
木
簡
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
三
、
二
〇
〇
九
年)

。 

１
４
８ 

朴
泰
祐
・
鄭
海
濬
・
尹
智
熙
「
扶
余
双
北
里
二
八
〇-

五
番
地
出
土
木
簡
報
告
」(

『
木
簡
と
文
字
』
二
、
二
〇
〇
八
年)

。 

早
稲
田
大
学
朝
鮮
文
化
研
究
所
・
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
双
北
里
木
簡
」(

『
日
韓
共
同
研
究
資
料
集
咸
安
城
山
山
城
木
簡
』
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四

九
～
一
五
五
頁)

。 

李
成
市
「
東
ア
ジ
ア
の
木
簡
文
化-

伝
播
の
過
程
を
読
み
と
く
」(

『
木
簡
か
ら
古
代
が
み
え
る
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年)

。 

鄭
海
濬
・
尹
智
熙
『
扶
余
双
北
里
二
八
〇-

五
遺
跡
』(

百
済
文
化
財
研
究
院
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
４
９ 

李
眅
燮
・
尹
善
泰
「
扶
余
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
・
北
浦
遺
跡
の
調
査
成
果
」(
『
木
簡
と
文
字
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
八
年)

。 

１
５
０ 

孫
浩
成
「
扶
余
双
北
里
一
一
九
安
全
セ
ン
タ
ー
敷
地
出
土
木
簡
の
内
容
と
判
読
」(

『
木
簡
と
文
字
』
七
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
５
１ 

沈
相
六
・
李
美
賢
・
李
孝
重
「
扶
余
中
央
聖
潔
教
会
遺
跡
お
よ
び
テ
ィ
ッ
ケ
遺
跡
出
土
木
簡
報
告
」(

前
掲
誌)

。 
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１
５
２ 
こ
こ
で
は
「
佐
官
貸
食
記
」
木
簡
を
含
む3

点
の
木
簡
形
木
製
品
が
ス
ギ
製
で
あ
る
と
い
う
。
姜
煥
九
「
扶
余
双
北
里
二
八
〇-

五
遺
跡
出
土
木
製
遺
物
及
び
木
柱

樹
種
分
析
」(

『
扶
余
双
北
里
二
八
〇-

五
遺
跡
』
、(

財)

百
済
文
化
財
研
究
院
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
５
３ 

土
田
純
子
「
百
済
遺
跡
出
土
倭
系
遺
物
に
対
す
る
検
討
」(

『
百
済
と
周
辺
世
界
』
、
成
周
鐸
教
授
追
慕
論
叢
刊
行
委
員
会
、
二
〇
一
二
年)

。 

１
５
４ 

朴
泰
祐
「
木
簡
資
料
を
通
し
て
み
た
泗
沘
都
城
の
空
間
構
造
」(

『
百
済
学
報
』
創
刊
号
、
二
〇
一
〇
年)

。 

１
５
５ 

た
だ
、
一
九
一
〇
年
代
の
地
籍
図
を
見
る
と
、
双
北
里
一
帯
の
場
合
、
官
北
里
・
旧
衙
里
一
帯
の
真
北
方
向
と
は
中
心
軸
を
異
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
一
帯
が
七
世
紀
前
半
以
後
に
本
格
的
に
開
発
さ
れ
た
と
し
て
も
官
北
里
・
旧
衙
里
一
帯
で
の
よ
う
に
中
心
軸
を
変
え
る
大
規
模
的
な
開
発
で
あ
っ
た
と
い
う
よ

り
は
既
存
の
道
路
網
や
土
地
区
画
を
基
本
に
し
た
開
発
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
５
６ 

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
参
照
。 

１
５
７ 

浮
図
北
有
仏
殿
一
所
、
形
如
太
極
殿
。(
中
略)

寺
院
牆
皆
施
短
椽
、
以
瓦
覆
之
、
若
今
宮
牆
也
。
四
面
各
開
一
門
、
南
門
樓
三
重
通
、
三
道
去
地
二
十
丈
、
形
製 

似
今
端
門
。
（
楊
衒
之
、
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一 

永
寧
寺
條
） 

１
５
８ 

故
都
城
制
云
、
城
内
唯
擬
一
永
寧
寺
地
、
郭
内
唯
擬
尼
寺
一
寺
、
余
悉
城
郭
之
外
。(

『
魏
書
』
巻
一
一
四 

釈
老
志
一
五
五) 

１
５
９ 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺
』(

前
掲
書
、
六
～
八
頁)

。 

１
６
０ 

諏
訪
義
純
「
梁
武
帝
仏
教
関
係
史
蹟
年
譜
考｣

(

『
中
国
南
朝
仏
教
史
の
研
究
』
、
法
蔵
館
、
一
九
九
七
年
、
五
四
～
五
七
頁)

。 

１
６
１ 

船
山
徹
「
捨
身
の
思
想-

六
朝
仏
教
史
の
一
断
面
」(

『
東
方
学
報
』
七
四
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
、
七
八
～
七
九
頁)

。 

１
６
２ 

下
倉
渉
「
南
北
朝
の
帝
都
と
寺
院
」(

『
東
北
学
院
大
学
論
集: 

歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
東
北
学
院
大
学
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
七
頁)

。 

１
６
３ 

百
済
聖
王
が
都
城
に
大
規
模
寺
刹
と
舍
利
塔
で
あ
る
木
塔
を
建
設
し
た
こ
と
は
、
転
輪
聖
王
を
自
負
し
な
が
ら
大
規
模
寺
刹
と
舍
利
塔
を
多
数
建
設
し
た
梁
武
帝

を
模
倣
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
聖
王
と
い
う
呼
称
は
転
輪
聖
王
を
意
味
す
る
も
の
と
把
握
さ
れ
る
が
、
す
で
に
聖
王
が
モ
デ
ル
と
し
た
梁
武
帝
が
転
輪
聖
王
の
姿

を
演
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
聖
王
は
転
輪
聖
王
を
自
負
し
な
が
ら
仏
教
を
政
治
に
積
極
的
に
活
用
し
、
さ
ら
に
仏
教
を
国
教
化
し
た
の
で
あ
る
。 

１
６
４ 

山
中
章
「
古
代
宮
都
城
立
期
の
都
市
性
」(

『
新
体
系
日
本
史
六-

都
市
社
会
史
』
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

。 
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清
水
昭
博
「
斑
鳩
か
ら
み
た
飛
鳥
」(

『
都
城-

古
代
日
本
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
七
年)

。  
古
市
晃
「
統
合
中
枢
の
成
立
と
変
遷
」(

『
日
本
古
代
王
権
の
支
配
論
理
』
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年)

。 

１
６
５ 

趙
景
徹
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
式
王
号
比
較
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
三
、
二
〇
〇
六
年)

。 
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第
三
章 

祀
廟
か
ら
陵
寺
へ-

陵
山
里
寺
址-

 

 

は
じ
め
に 

五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
以
後
、
扶
余
定
林
寺
址
の
建
設
に
よ
っ
て
百
済
式
伽
藍
配
置
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
扶
余
定
林
寺
址
は
後
代
の
破
壊
が
激
し
く
、
そ

の
実
状
が
よ
く
分
か
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
定
林
寺
址
の
直
後
に
建
設
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
の
遺
構
や
出
土
遺
物
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
細

部
的
な
姿
や
変
化
様
相
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
扶
余
陵
山
里
寺
址
は
、
王
陵
群
と
推
定
さ
れ
る
陵
山
里
古
墳
群
と
羅
城
の
間
に
位
置
す
る
百

済
泗
沘
時
代
の
廃
寺
址
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
か
ら
一
一
次
に
わ
た
り
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
金
銅
大
香
炉
、
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
な
ど
多
量
の
金
属
工
芸
品

と
土
器
類
、
瓦
類
が
出
土
し
、
木
塔
址
や
金
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
建
物
址
が
確
認
さ
れ
た(

図
三-

一)

。
そ
れ
に
対
す
る
発
掘
調
査
の
内
容
は
発
掘
報

告
書
を
は
じ
め
と
し
て
、
当
時
発
掘
を
担
当
し
た
研
究
者
の
個
別
研
究
を
通
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
１

。 

こ
れ
ま
で
文
献
史
的
立
場
か
ら
は
陵
山
里
寺
址
と
木
簡
の
性
格
に
対
す
る
問
題
が
主
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
金
寿
泰
と
金
相
鉉
は
こ
の
寺
址
の
立
地
的
な
特
性
と

昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
銘
文
を
根
拠
に
こ
こ
が
陵
山
里
古
墳
群
の
願
刹
と
し
て
聖
王
を
追
福
す
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
と
し
た
２

。
陵
山
里
出
土
木
簡
の
発
掘
を

担
当
し
た
朴
仲
煥
は
陵
山
里
寺
址
と
の
関
連
性
を
言
及
し
た
が
、
近
藤
浩
一
と
尹
善
泰
は
羅
城
や
羅
城
禁
衛
と
関
連
す
る
も
の
と
理
解
し
た
３

。
こ
の
よ
う
な
研

究
は
陵
山
里
出
土
木
簡
の
記
載
内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
を
通
し
て
確
認
さ
れ
た
考
古
学
的
な
資
料
と
い
う
属
性
を
持
つ
木
簡
を
さ
ら

に
理
解
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
出
土
脈
絡
と
遺
跡
の
性
格
に
関
す
る
理
解
が
重
要
で
あ
る
。
陵
山
里
木
簡
の
場
合
、
そ
の
大
部
分
が
陵
山
里
寺
址
中
門
の
南
側

低
湿
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
と
直
接
連
結
す
る
伽
藍
中
心
部
の
変
遷
過
程
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
４

。
し
た
が
っ
て
、
第
一
節
で
は
、
木
簡
が

出
土
し
た
状
況
を
再
検
討
し
、
そ
の
廃
棄
時
点
や
製
作
・
使
用
時
期
、
記
載
内
容
を
通
し
て
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。 

扶
余
陵
山
里
寺
址
か
ら
は
百
済
の
寺
院
と
し
て
は
異
例
の
五
〇
〇
点
を
越
え
る
多
量
の
瓦
当
が
出
土
し
て
お
り
、
調
査
者
に
よ
る
基
本
的
な
型
式
分
類
案
と
相

対
編
年
案
も
提
示
さ
れ
て
い
る
５

。
し
か
し
、
既
存
の
相
対
編
年
案
に
は
若
干
の
問
題
が
あ
り
、
特
に
各
型
式
別
の
分
布
様
相
に
関
す
る
情
報
が
欠
落
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
第
二
節
と
第
三
節
で
は
先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
瓦
当
の
型
式
別
分
布
様
相
に
対
す
る
分
析
を
行
い
、
伽
藍
中
心
部
の
主
要
建
物
の
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建
立
順
序
を
推
定
し
、
こ
れ
を
通
し
て
陵
山
里
寺
址
の
性
格
変
化
を
推
定
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
６

。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
当
初
こ
こ
に
は
陵
山
里
古
墳

群
の
築
造
と
関
連
し
た
祠
廟
の
よ
う
な
施
設
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
次
第
に
陵
寺
の
よ
う
な
も
の
へ
と
性
格
が
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
７

。 

 

第
一
節 

陵
山
里
出
土
木
簡
の
性
格 

 

(

一)
  

木
簡
の
出
土
状
況
と
出
土
位
置 

扶
余
陵
山
里
木
簡
が
出
土
し
た
地
域
は
、
当
初
寺
院
の
中
門
址
南
側
に
あ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
南
門
を
探
索
す
る
た
め
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
場
所
で
あ

る
。
し
か
し
、
期
待
と
は
異
な
り
南
門
は
確
認
さ
れ
ず
、
多
様
な
時
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
排
水
路
や
排
水
施
設
と
共
に
多
量
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
こ
か

ら
出
土
し
た
木
簡
は
発
掘
調
査
報
告
書
の
刊
行
以
前
に
も
略
報
告
書
や
図
録
の
形
態
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
８

。
そ
れ
に
よ
っ
て
陵

山
里
出
土
木
簡
に
対
す
る
釈
読
作
業
と
内
容
分
析
、
製
作
お
よ
び
廃
棄
時
期
と
全
般
的
な
性
格
に
対
す
る
議
論
も
か
な
り
進
め
ら
れ
た
。
最
近
で
は
発
掘
報
告
書

が
刊
行
さ
れ
、
未
公
開
木
簡
が
追
加
で
紹
介
さ
れ
て
発
掘
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
も
か
な
り
補
足
さ
れ
た
９

。 

陵
山
里
出
土
木
簡
に
対
す
る
研
究
史
を
簡
略
に
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
発
掘
を
担
当
し
た
朴
仲
換
は
、
こ
れ
ら
の
木
簡
を
陵
山
里
寺
址
と
関

連
す
る
も
の
と
紹
介
し
、
共
伴
遺
物
や
書
体
を
根
拠
と
し
て
、
泗
沘
遷
都
直
後
で
あ
る
五
四
〇
年
前
後
か
ら
威
徳
王
代
半
ば(

五
七
〇
年)

の
問
に
製
作
・
使
用
さ

れ
た
も
の
と
推
定
し
た
１
０

。
そ
の
後
、
多
く
の
研
究
者
は
、
こ
れ
ら
の
木
簡
が
陵
山
里
寺
址
の
中
門
の
南
側
で
出
土
し
た
た
め
、
当
然
、
寺
院
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
八
次
調
査
以
後
、
新
た
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
。
八
次
現
場
説
明
会
で
は
、
六
・

七
次
調
査
時
に
木
簡
が
集
中
し
て
出
土
し
た
初
期
自
然
排
水
路
が
、
陵
山
里
寺
址
の
西
大
排
水
路
よ
り
古
い
時
期
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
の
上
限

が
東
羅
城
の
築
造
時
期
ま
で
遡
り
う
る
と
い
う
見
解
を
提
起
し
た
た
め
で
あ
る
１
１

。 

そ
の
後
、
近
藤
浩
一
は
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
内
容
を
全
面
的
に
検
討
し
て
「
羅
城
築
造
木
簡
説
」
を
提
起
し
、
作
成
時
期
を
東
羅
城
の
築
造
工
事
が
始
ま
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
五
二
七
年
頃
と
推
定
し
た
１
２

。
彼
が
根
拠
と
し
た
の
は
、
八
次
調
査
で
確
認
さ
れ
た
初
期
自
然
排
水
路
と
西
大
排
水
路
の
層
位
関
係
、
そ
し
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て
食
米
・
道
使
な
ど
が
記
録
さ
れ
た
四
面
木
簡(

二
〇
〇
〇-

一
号)

で
あ
る
。
彼
は
四
面
木
簡
を
東
羅
城
築
造
と
関
連
す
る
帳
簿
で
理
解
し
、
こ
こ
に
羅
城
築
造

工
事
の
責
任
を
負
っ
た
拠
点
施
設
が
存
在
し
た
と
見
た
。 

近
藤
浩
一
が
提
起
し
た
羅
城
築
造
木
簡
説
は
尹
善
泰
に
よ
っ
て
再
び
批
判
を
受
け
る
。
彼
は
八
次
調
査
時
、
陵
山
里
寺
院
の
建
立
以
前
遺
構
で
も
縄
目
叩
き
を

も
つ
瓦
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
陵
山
里
寺
院
以
前
に
こ
の
一
帯
に
瓦
を
葺
い
た
な
ん
ら
か
の
施
設
が
あ
り
、
そ
う
い
う
水
準
の
施
設
で
あ
れ
ば
単

純
に
羅
城
築
造
を
目
的
と
し
た
臨
時
施
設
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
陵
山
里
木
簡
の
中
で
仏
教
や
祭
祀
・
儀
礼
と
関
連
す
る
木
簡
が
多
数
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
単
純
に
羅
城
築
造
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
た
１
３

。
特
に
男
根
形
木
簡(

二
九
五
号
木
簡)

１
４

は
百
済
の
道
祭
に
使
用
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
百
済
で
も
都
城
の
四
方
の
入
口
や
外
郭
の
周
辺
道
路
で
路
神
に
幣
帛
を
捧
げ
、
王
京
に
入
っ
て
く
る
疫
病
な
ど
邪
悪
な
気
運
を
防
ぐ
た
め
の
国
家
儀
礼

が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
資
料
で
あ
る
と
見
た
。
ま
た
、
八
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た
四
面
木
簡
を
分
析
し
、
こ
れ
を
羅
城
大
門
の
禁
衛
と
関
連
す
る
も
の
と

主
張
し
た
１
５

。
た
だ
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
施
設
が
以
前
の
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
国
家
儀
礼
と
同
時
期
に
機
能
し
た
も
の
と
理
解
す
る
の
か
、
ま
た
、
本
来

沼
地
で
あ
る
こ
こ
に
敷
地
造
成
以
前
に
寺
院
と
性
格
を
異
に
す
る
別
途
の
施
設
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
い
。 

そ
の
他
に
木
簡
の
書
体
に
対
す
る
研
究
１
６

と
二
九
五
号
男
根
形
木
簡
を
日
本
古
代
の
道
饗
祭
と
比
較
し
た
研
究
１
７

、
三
〇
五
号
木
簡
を
中
心
に
し
た
百
済
吏

読
に
対
す
る
研
究
１
８

、
三
〇
四
号
「
宝
憙
寺
」
銘
木
簡
に
基
づ
い
た
仏
教
史
的
研
究
１
９

、
地
方
統
治
体
制
に
関
す
る
研
究
２
０

な
ど
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の

研
究
は
陵
山
里
出
土
木
簡
全
体
を
扱
っ
た
も
の
も
あ
る
が
断
片
的
に
言
及
し
た
も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
木
簡
を
通
し
て
多
様
な
方
面
の
研
究
を
進
め
る

こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
提
示
し
た
点
で
意
義
が
大
き
い
。 

本
章
の
第
一
節
で
は
ま
ず
陵
山
里
出
土
木
簡
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。
既
存
の
研
究
で
は
木
簡
の
記
載
内
容
に
関
す
る
分
析
の
み
を
深
く
掘
り
下
げ
、
出
土

位
置
や
層
位
、
共
伴
遺
物
な
ど
出
土
脈
絡
と
木
簡
の
使
用
・
廃
棄
年
代
に
関
す
る
問
題
を
等
閑
視
し
て
き
た
。
そ
の
間
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
性
格
に
関
す
る
議

論
の
核
心
は
、
初
期
自
然
排
水
路
と
西
大
排
水
路
の
前
後
関
係
に
対
す
る
問
題
と
食
米
・
道
使
な
ど
豊
富
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
四
面
木
簡
の
記
載
内
容
に
対
す

る
視
角
の
違
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
初
期
自
然
排
水
路
が
西
大
排
水
路
よ
り
先
行
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
そ
の
段
階
に
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
に
何
ら
施

設
も
な
か
っ
た
と
は
断
定
し
難
い
。
ま
た
、
四
面
木
簡
の
記
載
内
容
を
羅
城
や
推
定
東
門
址
と
関
連
づ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
廃
棄
年
代
と
共
伴
遺
物
に
関
す
る
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理
解
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
こ
で
ま
ず
、
陵
山
里
木
簡
の
出
土
状
況
と
出
土
位
置
を
検
討
し
て
み
た
い
。
木
簡
の
出
土
位
置
は
木
簡
の
廃
棄
時
点
や
記
載
内
容
の
違
い
を
反
映
す
る
で
あ

ろ
う
し
、
そ
の
性
格
を
把
握
す
る
う
え
で
重
要
な
諸
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
後
、
寺
院
内
部
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
分
析
を
通
し
て
主
要
建
物
の

建
立
順
序
を
推
論
し
、
暗
渠
施
設
を
中
心
に
し
た
排
水
施
設
の
配
置
様
相
を
検
討
す
る
。
こ
の
結
果
、
陵
山
里
寺
址
の
性
格
が
よ
り
鮮
明
と
な
り
、
初
期
自
然
排

水
路
の
整
備
と
関
連
し
た
西
大
排
水
路
の
築
造
時
点
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
八
次
調
査
で
出
土
し
た
二
〇
〇
二-

一
号
四
面
木
簡
の

層
位
関
係
と
陵
山
里
最
下
層
遺
構
か
ら
発
見
さ
れ
た
中
国
製
磁
器
片
お
よ
び
硯
片
の
相
対
編
年
を
通
し
て
木
簡
の
廃
棄
時
期
を
推
定
す
る
。
木
簡
の
廃
棄
年
代
と

伽
藍
中
心
部
の
整
備
過
程
、
木
簡
記
載
内
容
に
関
す
る
分
析
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
性
格
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
最
後
に

八
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た
二
〇
〇
二-
一
号
四
面
木
簡
の
記
載
内
容
を
詳
細
に
分
析
し
た
。
三
〇
〇
号
、
三
〇
六
号
、
三
一
〇
号
木
簡
な
ど
廃
棄
様
相
と
記
載
内

容
が
類
似
す
る
木
簡
を
比
較
し
つ
つ
、
木
簡
の
廃
棄
時
点
も
考
慮
し
て
食
米
と
関
連
し
た
内
容
が
記
載
さ
れ
た
背
景
と
意
義
を
説
明
し
た
い
。 

扶
余
陵
山
里
木
簡
が
出
土
し
た
地
域
は
、
陵
山
里
寺
址
の
中
門
址
東
南
側
と
西
南
側
に
該
当
す
る
。
木
簡
が
最
初
に
出
土
し
た
六
次
調
査
で
は
三
一
〇
号
木
簡

を
は
じ
め
七
点
の
木
簡
と
木
簡
片
八
点
の
計
一
五
点
が
出
土
し
た
２
１

。
七
次
調
査
で
は
二
九
六
号
木
簡
を
は
じ
め
と
し
て
墨
書
の
あ
る
木
簡
一
九
点(

既
報
告
で

一
四
点
、
追
加
五
点
、
未
報
告
一
点)

、
木
簡
片
一
点(

三
〇
二
号)

、
墨
書
が
な
い
木
簡
形
木
製
品
二
点
な
ど
計
二
三
点
以
上
が
出
土
し
た
。
八
次
調
査
で
は
食

米
・
道
使
な
ど
が
記
録
さ
れ
た
四
面
木
簡(

二
〇
〇
二-

一
号)
一
点
の
み
出
土
し
た
。
し
か
し
、
最
近
発
刊
さ
れ
た
発
掘
調
査
報
告
書
に
は
、
一
部
の
木
簡
と
木

簡
片
に
遺
漏
が
あ
り
、
今
後
補
完
を
必
要
と
す
る
２
２

。 

<

表
三-

一>

は
今
後
の
議
論
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
の
刊
行
物
と
発
掘
調
査
報
告
書
の
番
号
を
再
整
理
し
た
も
の
で
、
図
三-

二
は
出

土
地
点
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
連
番
は
発
掘
野
帳
を
通
し
て
出
土
日
時
を
把
握
し
そ
の
順
序
に
従
っ
た
が
、
最
も
多
く
の
木
簡
が
出
土
し
た
七
次
調
査
出

土
品
の
場
合
、
二
九
六
号
、
三
一
三
号
、
二
〇
〇
一-

八
号
を
除
く
と
、
出
土
日
時
や
位
置
を
正
確
に
判
定
し
づ
ら
く
、
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
刊
行
の
図
録

と
発
掘
報
告
書
の
順
序
を
適
用
し
た
。
木
簡
の
出
土
地
点
と
関
連
し
て
発
掘
当
時
の
野
帳
と
現
場
写
真
、
関
連
者
に
対
す
る
聞
き
取
り
な
ど
を
基
に
作
成
し
た
。 
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七
次
調
査
出
土
品
の
場
合
、
出
土
地
点
が
正
確
で
な
い
が
、
発
掘
担
当
者
に
よ
る
と
当
時
出
土
し
た
木
簡
の
大
部
分
が
中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
、
特

に
Ｓ
一
一
〇
、
Ｗ
六
〇
地
点
で
収
拾
さ
れ
た
た
め
、
別
途
に
明
記
し
な
か
っ
た
と
い
う
。 

六
～
八
次
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
の
出
土
地
点
は
一
定
の
傾
向
性
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
六
次
調
査
で
発
掘
さ
れ
た
木
簡
は
三
〇
六
号
と
三
一
〇
号
木
簡

を
除
く
と
、
全
て
Ｓ
一
一
〇
～
一
二
〇
、
Ｗ
五
〇
～
四
〇
区
間
の
黒
色
砂
泥
層
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
二
九
五
号
木
簡
の
場
合
、
第
二
木
柵
列
東
端
と
第
三
木
柵
列

東
端
か
ら
発
見
さ
れ
た
背
負
子
用
籠
出
土
地
点
の
北
側
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
〇
九
号
と
三
一
四
号
、
二
〇
〇
〇-

一
～
一
〇
号
木
簡
と
木
簡
片
は
背
負

子
用
籠
の
東
側
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
六
次
調
査
で
収
集
さ
れ
た
木
簡
群
は
、
中
門
址
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
同
じ
脈
絡
で
出
土
し
た
と

い
え
る
。 

た
だ
、
三
〇
六
号
と
三
一
〇
号
木
簡
の
場
合
、
Ｓ
一
三
〇
～
一
四
〇
、
Ｗ
四
〇
～
五
〇
区
間
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
前
者
は
割
石
集
水
槽
の
内
部
、
後
者
は

第
二
石
築
排
水
施
設
の
南
端
か
ら
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
排
水
施
設
の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
中
門
址
の
南
側
で
確
認
さ
れ
た
初
期
自
然
排
水
路
よ
り
一
段
階
遅

い
時
期
に
築
造
さ
れ
て
、
一
連
の
木
簡
群
が
出
土
し
た
地
点
よ
り
二
〇
～
三
〇
メ
ー
ト
ル
南
側
か
ら
発
見
さ
れ
た
た
め
に
出
土
脈
絡
が
異
な
る
と
い
え
る
。
こ
う

し
た
事
実
は
、
こ
の
木
簡
の
廃
棄
時
点
、
さ
ら
に
記
載
内
容
や
性
格
の
違
い
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

七
次
調
査
で
出
土
し
た
二
三
点
の
木
簡
と
未
報
告
木
簡
は
、
ほ
と
ん
ど
が
Ｓ
一
一
〇
、
Ｗ
六
〇
地
点
の
第
二
木
柵
列
と
第
三
木
柵
列
の
東
北
側
、
特
に
木
材
片

が
大
量
に
残
っ
て
い
た
地
点
で
集
中
し
て
発
見
さ
れ
た
。
中
門
址
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
流
れ
て
き
た
水
が
、
こ
の
付
近
で
ゆ
る
や
か
に
折
れ
て
東
流
す

る
。
水
路
変
更
地
点
に
は
、
比
較
的
大
き
な
木
材
が
大
量
に
残
っ
て
い
た
が
、
木
簡
の
大
部
分
は
そ
の
北
側
付
近
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
中
門
址
東
南

側
の
別
の
排
水
路
か
ら
も
二
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
二
九
九
号
は
、
Ｓ
一
〇
〇
～
一
一
〇
、
Ｗ
二
〇
地
点
、
中
門
址
東
南
側
の
初
期
自

然
排
水
路
と
Ｙ
字
形
の
石
築
排
水
施
設
が
東
側
で
合
流
す
る
地
点
か
ら
出
土
し
た
。
七
次
調
査
の
公
式
の
発
掘
が
終
了
し
て
最
後
の
整
理
作
業
を
し
て
い
た
段
階

で
収
集
さ
れ
た
と
い
い
、
当
時
の
現
場
写
真
に
よ
っ
て
出
土
地
点
を
確
認
で
き
る
。
未
公
開
木
簡
で
あ
る
二
〇
〇
一-

八
号
の
場
合
、
Ｓ
一
〇
〇
、
Ｗ
二
〇
地
点
、

中
門
址
東
南
側
の
初
期
排
水
路
か
ら
発
見
さ
れ
た
２
３

。
こ
の
よ
う
に
七
次
調
査
で
は
、
中
門
址
南
西
側
の
木
橋
北
側
区
間
か
ら
木
簡
が
集
中
し
て
発
見
さ
れ
た



 

 

 

 

116 

が
、
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
も
発
見
さ
れ
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
陵
山
里
出
土
木
簡
が
、
陵
山
里
寺
址
の
西
側
に
存
在
し
た
な
ん
ら
か
の
施
設
だ
け

で
な
く
、
東
側
に
あ
っ
た
施
設
と
も
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
る
。 

八
次
調
査
で
は
、
二
〇
〇
二-

一
号
の
四
面
木
簡
の
み
が
出
土
し
た
。
こ
の
木
簡
は
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
な
か
で
出
土
位
置
と
層
位
が
最
も
正
確
に
分
か
る

た
め
、
木
簡
の
廃
棄
時
点
を
推
定
し
う
る
重
要
な
資
料
と
な
る
。
こ
の
木
簡
の
場
合
、
Ｓ
九
〇
、
Ｗ
六
〇
～
七
五
地
点
の
ト
レ
ン
チ
の
北
側
で
黒
色
粘
土
と
有
機

物
層
に
刺
さ
っ
た
ま
ま
で
出
土
し
た
が
、
共
伴
遺
物
と
層
位
、
相
対
編
年
案
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。 

陵
山
里
木
簡
の
出
土
状
況
で
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
木
簡
が
排
水
路
や
排
水
施
設
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
有
機
物

で
あ
る
木
が
腐
ら
ず
に
残
り
う
る
保
存
環
境
と
関
わ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
発
見
さ
れ
た
木
簡
は
、
一
定
に
集
ま
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
排

水
路
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て
き
た
木
が
、
そ
の
場
所
に
溜
ま
っ
て
い
る
状
態
で
沈
ん
だ
り
突
然
埋
没
し
た
り
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｓ
一
一
〇
～
一
二
〇
、
Ｗ

五
〇
～
四
〇
区
問
の
背
負
子
用
籠
が
発
見
地
点
と
、
Ｓ
一
一
〇
、
Ｗ
六
〇
付
近
の
大
型
木
材
片
の
発
見
地
点
が
、
こ
う
し
た
状
況
と
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
二
点

の
木
簡
が
出
土
し
た
Ｓ
一
〇
〇
、
Ｗ
二
〇
地
点
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
の
場
合
、
付
近
で
ほ
か
の
木
材
片
が
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
ず
、
他
の
木
簡
の
廃
棄
様

相
と
は
若
干
異
な
っ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
初
期
自
然
排
水
路
と
し
て
機
能
し
た
時
期
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
〇
六
号
と
三
一
〇
号
の
場
合
、

初
期
自
然
排
水
路
と
は
関
係
な
い
地
域
で
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
場
合
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
初
期
自
然
排
水
路
が
機
能
し
た
時
期
と
は
異
な
る
。

そ
う
し
た
点
で
こ
れ
ら
三
点
の
木
簡
は
、
他
の
木
簡
と
は
廃
棄
時
点
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。 

一
方
、
木
簡
の
出
土
状
況
と
関
連
し
て
、
最
も
重
要
な
排
水
路
や
排
水
施
設
の
調
査
内
容
を
さ
ら
に
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
２
４

。
こ
の
一
帯
で
最
初
に

確
認
さ
れ
た
排
水
施
設
は
、
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
の
調
査
で
す
で
に
検
出
さ
れ
て
い
た
東
・
西
大
排
水
路
で
あ
っ
た(

図
三-

一)

。
こ
れ
ら
大
排
水
路
は
、

寺
址
の
東
側
と
西
側
に
ほ
ぼ
南
北
一
直
線
上
に
対
称
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
西
大
排
水
路
は
、
大
小
の
石
を
利
用
し
て
整
然
と
積
み
上
げ
て
お
り
、
幅

一
六
〇
～
二
〇
〇
セ
ン
チ
、
深
さ
五
〇
～
八
○
セ
ン
チ
で
、
南
側
に
行
く
ほ
ど
し
だ
い
に
深
く
広
く
な
り
、
西
石
橋
の
南
側
二
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
で
は
水
路
面
の

上
部
最
大
幅
二
メ
ー
ト
ル
、
底
の
幅
一
・
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
広
く
な
る
。
こ
の
排
水
路
か
ら
は
、
工
房
址Ⅱ

の
前
庭
に
繋
が
る
部
分
の
南
回
廊
南
側
三
二
・
五

メ
ー
ト
ル
地
点
の
木
橋
、
そ
の
南
側
の
石
橋
な
ど
三
箇
所
で
橋
が
確
認
さ
れ
た
。 
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東
大
排
水
路
は
、
西
大
排
水
路
と
同
様
に
、
北
側
か
ら
南
回
廊
址
付
近
ま
で
は
よ
く
整
え
ら
れ
た
割
石
を
利
用
し
て
整
然
と
積
み
上
げ
る
が
、
そ
の
南
側
は
石

築
施
設
が
な
く
、
断
面
が
Ｖ
字
形
を
な
す
溝
と
な
り
、
南
回
廊
の
南
側
五
メ
ー
ト
ル
地
点
で
ふ
た
た
び
二
つ
に
分
か
れ
る
２
５

。
と
こ
ろ
で
、
七
次
調
査
で
は
中

門
址
の
東
南
側
方
向
で
東
大
排
水
路
に
繋
が
る
初
期
自
然
排
水
路
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
初
期
自
然
排
水
路
は
、
中
門
址
の
南
西
側
区
問
の
初
期
自
然
排
水
路
と

対
称
と
な
り
、
溝
状
遺
構
と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
合
流
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
排
水
路
は
、
中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
と
同
じ
よ
う
に
石
築

施
設
が
な
い
自
然
水
路
で
あ
り
、
黒
色
泥
質
土
の
砂
泥
層
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
内
部
か
ら
土
器
片
と
瓦
当
片
が
出
土
し
た
。 

中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
を
み
る
前
に
、
中
門
址
南
側
の
溝
状
遺
構
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
遺
構
は
東
石
橋
と
西
石
橋
を
東
西
方
向
に
結

ぶ
線
上
に
か
か
っ
て
お
り
、
水
路
の
断
面
が
Ｕ
字
形
を
呈
す
る
。
溝
の
最
大
幅
七
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
八
○
セ
ン
チ
で
あ
り
、
底
に
は
砂
利
が
敷
か
れ
て
い
て
、
縁

を
補
強
す
る
小
型
の
木
柵
施
設
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
溝
状
遺
構
は
、
東
西
大
排
水
路
と
は
異
な
り
断
面
が
Ｕ
字
形
を
呈
し
て
お
り
、
層
位
か
ら
み
て
も
西
側
に

あ
る
第
二
石
築
排
水
施
設
よ
り
も
先
行
す
る
た
め
、
比
較
的
古
い
時
期
に
造
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
そ
の
内
部
の
砂
利
の
間
か
ら
黒
褐
釉
陶
硯

台
脚
片
一
点
が
出
土
し
て
い
る(

図
三-

六
の
二
参
照)

。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
こ
の
溝
状
遺
構
は
寺
院
の
南
側
区
間
の
初
期
排
水
施
設
を
整
備
す
る
過
程
で
造
成

さ
れ
た
、
か
な
り
古
い
時
期
の
初
期
中
心
排
水
路
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

溝
状
遺
構
の
北
端
で
は
、
木
橋
の
北
側
か
ら
東
側
に
流
れ
る
自
然
水
路
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
水
路
は
、
八
次
調
査
の
結
果
、
南
回
廊
西
側
付
近
か
ら
は
じ
ま

り
、
木
橋
北
側
を
経
て
東
側
に
流
れ
、
溝
状
遺
構
に
繋
が
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
中
門
址
の
南
西
側
区
間
の
初
期
自
然
排
水
路
で
あ
り
、
水
路
の

北
側
と
南
側
に
は
、
木
柵
列
状
の
い
わ
ゆ
る
柵
状
遺
構
が
東
西
方
向
に
三
列
設
置
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
木
橋
の
す
ぐ
北
側
の
西
大
排
水
路
近
く
の
地
点
か

ら
は
、
太
い
木
を
並
べ
て
作
っ
た
東
西
方
向
の
木
柵
が
南
北
二
ヶ
所
で
確
認
さ
れ
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
第
二
木
柵
列
と
第
三
木
柵
列
の
北
側
の
初
期
排
水
路
内

部
か
ら
多
量
の
木
簡
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
。
初
期
自
然
排
水
路
の
付
近
で
発
見
さ
れ
た
柵
状
遺
構
は
、
軟
弱
な
地
盤
を
補
強
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
が
、
第
二
木
柵
列
と
第
三
木
柵
列
が
木
橋
の
幅
に
該
当
す
る
た
め
、
木
橋
と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
る
。 

南
回
廊
の
下
を
通
過
し
て
い
る
石
築
暗
渠(

第
一
石
築
排
水
施
設)

は
、
さ
ら
に
続
い
て
南
側
に
繋
が
り
、
中
門
址
の
南
側
三
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
で
南
回
廊
東
南

側
区
間
か
ら
下
っ
て
き
た
石
築
暗
渠
と
合
流
す
る
。
第
一
石
築
排
水
施
設
は
全
体
的
に
Ｙ
字
形
を
し
て
お
り
、
一
つ
に
合
流
し
た
後
、
溝
状
遺
構
の
北
端
で
終
わ
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っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
一
石
築
排
水
施
設
は
、
寺
院
内
部
で
あ
る
講
堂
址
南
側
か
ら
発
し
て
金
堂
址
と
木
塔
址
西
側
を
す
ぎ
て
南
下
す
る
西
側
暗
粟
と
繋
が

っ
て
い
る
。
伽
藍
中
心
部
の
敷
地
造
成
工
事
や
中
門
址
南
側
一
帯
の
整
備
工
事
が
、
直
接
的
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
重
要
な
遺
構
と
思
わ
れ
る
。 

第
二
石
築
排
水
施
設
は
溝
状
遺
構
の
三
メ
ー
ト
ル
西
側
に
位
置
し
、
川
原
石
と
割
石
を
混
ぜ
て
積
み
上
げ
た
施
設
が
九
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
遺

構
は
、
暗
渠
の
よ
う
に
内
部
に
空
間
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
然
石
を
南
北
方
向
に
長
く
積
ん
で
、
そ
の
間
に
水
が
流
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
南
端
に
は
、
割
石
を
利
用
し
て
整
然
と
作
っ
た
長
方
形
の
集
水
槽
が
あ
る
。
こ
の
割
石
集
水
槽
は
、
長
さ
二
六
〇
セ
ン
チ
、
内
部
幅
七
〇
セ
ン
チ
、
深
さ
七

〇
セ
ン
チ
ほ
ど
で
、
層
位
上
、
東
側
の
溝
状
遺
構
よ
り
一
段
階
新
し
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 

一
方
、
多
数
の
木
簡
が
出
土
し
た
中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
の
北
側
に
対
す
る
八
次
調
査
で
は
、
南
北
方
向
の
石
築
基
壇
と
、
多
量
の
瓦
が
散
布
し

て
い
る
建
物
址
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
２
６

。
こ
の
石
築
基
壇
は
、
水
路
か
ら
西
側
に
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
南
北
方
向
に
繋
が
る
。
基
壇
は
、
五
〇
セ
ン
チ

ほ
ど
の
石
材
を
利
用
し
て
二
段
に
積
ん
で
い
る
。
こ
の
石
築
基
壇
は
、
二
次
調
査
の
際
に
発
見
さ
れ
た
西
大
排
水
路
西
側
の
南
北
石
列
と
一
致
し
て
い
る
た
め
、

全
体
の
長
さ
は
約
五
五
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
石
築
基
壇
が
最
後
ま
で
繋
が
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
上
に
ど
の
よ
う
な
建
物

が
存
在
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
調
査
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。 

以
上
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
出
土
脈
絡
を
理
解
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
遺
構
で
あ
る
排
水
施
設
の
整
備
状
況
を
整
理
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
陵
山
里
出
土
木
簡

に
関
す
る
研
究
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
は
、
中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
だ
け
で
な
く
、
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
、
そ
し
て
、
第
二
石
築
排
水
施

設
や
割
石
集
水
槽
か
ら
も
木
簡
が
出
土
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
陵
山
里
出
土
木
簡
を
羅
城
と
関
連
さ
せ
る
研
究
者
の
場
合
、
八
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た
約
五

五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
南
北
方
向
石
築
基
壇
を
活
用
し
た
何
ら
か
の
建
物
で
木
簡
を
使
用
し
て
廃
棄
し
た
も
の
と
み
て
、
そ
の
建
物
の
性
格
を
羅
城
築
造
に
関
わ
る

施
設
と
理
解
し
て
い
る
２
７

。
し
か
し
、
中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
と
全
く
異
な
る
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
も
木
簡
が
出
土
し
た
事
実
は
、

中
門
址
東
側
や
東
北
側
に
も
こ
れ
ら
木
簡
と
関
連
す
る
な
ん
ら
か
の
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
初
期
自
然
排
水
路
が
整
備
さ
れ
て

か
ら
築
造
さ
れ
た
第
二
石
築
排
水
施
設
や
割
石
集
水
槽
で
も
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
事
実
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
地
点
で
出
土
し
た
木
簡
の
廃
棄
時
点
は
、
陵
山
里

寺
院
の
創
建
以
降
に
あ
た
り
、
羅
城
築
造
で
は
な
く
陵
山
里
寺
院
の
整
備
と
関
連
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
陵
山
里
木
簡
の
性
格
を
羅
城
築
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造
や
羅
城
城
門
の
禁
衛
と
関
連
づ
け
て
き
た
先
行
研
究
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

(

二)
 

排
水
施
設
と
主
要
建
物
の
整
備
過
程 

扶
余
陵
山
里
出
土
木
簡
に
関
す
る
初
期
の
研
究
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
西
大
排
水
路
と
中
門
址
南
西
側
の
自
然
排
水
路
と
の
前
後
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

八
次
調
査
で
は
、
初
期
自
然
排
水
路
が
西
大
排
水
路
の
下
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
層
位
上
の
前
後
関
係
に
基
づ
い
て
、
研
究
者

た
ち
は 

初
期
自
然
排
水
路
が
整
備
さ
れ
て
西
大
排
水
路
が
作
ら
れ
る
以
前
に
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
、
そ
れ
は
陵
山
里
寺
院
の
創
建
以
前
に
あ
た
る
と
断
定
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
初
期
自
然
排
水
路
が
西
大
排
水
路
よ
り
先
行
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
木
簡
の
廃
棄
時
点
を
寺
院
創
建
以
前
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
初
期
自
然
排
水
路
の
内
部
で
発
見
さ
れ
た
木
簡
の
廃
棄
時
点
を
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
年
代
で
あ
る
五
六
七
年
以
前
、
あ
る
い
は
泗
沘
遷
都
以
前
に

遡
ら
せ
て
考
え
る
た
め
に
は
、
西
大
排
水
路
の
築
造
時
点
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
陵
山
里
寺
院
の
伽
藍
中
心
部
の
建
物
が
ど
の
よ
う
な
過
程
で

築
造
さ
れ
た
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。 

周
知
の
と
お
り
、
古
代
寺
院
の
築
造
は
長
期
間
に
お
よ
ぶ
作
業
で
あ
り
、
特
に
伽
藍
の
外
郭
を
巡
る
排
水
路
の
整
備
は
最
後
の
段
階
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
。
陵
山
里
寺
址
は
、
も
と
も
と
低
湿
地
で
あ
っ
た
た
め
、
敷
地
造
成
に
多
く
の
労
力
を
傾
け
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
五
次
調
査
で
は
、
寺
院
全
体
の
土

層
を
確
認
す
る
た
め
に
、
講
堂
址
南
側
基
壇
か
ら
南
北
に
長
さ
一
〇
七
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
ト
レ
ン
チ
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
南
回

廊
を
基
準
と
し
て
北
側
と
南
側
に
一
定
の
断
層
が
あ
り
、
寺
址
内
部
で
も
木
塔
北
側
を
境
界
と
し
て
さ
ら
に
断
層
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
２
８

。
敷
地
造
成

作
業
は
細
か
い
砂
と
粘
土
を
交
互
に
し
て
傾
斜
を
つ
け
な
が
ら
北
か
ら
南
へ
と
盛
土
さ
れ
た
。
盛
土
層
の
高
さ
は
、
最
も
浅
い
講
堂
の
南
側
基
壇
部
分
が
○
・
一

メ
ー
ト
ル
、
最
も
深
い
南
回
廊
付
近
が
約
二
・
三
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
な
ど
、
南
低
北
高
と
い
う
地
形
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
回
廊
の
内
側
で
は
、
低
湿
地
の
水
を
処
理
す
る
た
め
の
暗
渠
を
設
け
て
い
る
。
伽
藍
中
心
部
か
ら
は
、
図
三-

三
の
よ
う
に
三
ヵ
所
の
暗
渠
が
確
認
さ

れ
て
お
り
、
西
側
暗
渠
と
北
側
・
東
側
暗
渠
は
異
な
る
時
期
に
造
成
さ
れ
た
２
９

。
北
側
と
東
側
の
暗
渠
は
、
す
で
に
盛
土
し
た
敷
地
を
再
び
掘
っ
て
造
ら
れ
て

い
る
た
め
、
寺
院
内
部
に
な
ん
ら
か
の
建
物
が
建
て
ら
れ
た
後
に
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
西
側
暗
渠
は
、
盛
土
の
下
の
泥
土
と
み
ら
れ
る
灰
黒
色
粘
土
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の
上
に
造
ら
れ
た
た
め
、
敷
地
造
成
以
前
に
そ
の
水
を
処
理
す
る
た
め
に
造
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
側
暗
渠
を
設
置
し
た
の
と
同
時
ま
た
は
そ
の
後
に
敷

地
を
造
成
し
て
何
ら
か
の
建
物
を
建
て
た
後
、
北
側
と
東
側
の
暗
渠
を
設
置
し
そ
れ
ま
で
の
西
側
暗
渠
と
繋
げ
た
の
で
あ
る
。 

最
初
の
建
物
が
建
ち
並
ん
だ
後
に
作
ら
れ
た
東
側
の
暗
渠
施
設
は
、
東
回
廊
址
と
南
回
廊
址
の
問
を
通
っ
て
東
大
排
水
路
と
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
回
廊

や
南
回
廊
が
他
の
建
物
よ
り
も
遅
れ
て
造
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
回
廊
と
回
廊
の
間
に
一
定
の
空
間
が
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に

あ
る
が
、
建
物
が
完
成
し
た
後
に
幅
二
五
～
三
五
セ
ン
チ
、
高
さ
三
五
～
五
〇
セ
ン
チ
の
暗
渠
を
追
加
で
設
置
し
た
と
は
考
え
に
く
い
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
た

点
か
ら
、
東
側
暗
渠
と
繋
が
る
東
大
排
水
路
の
整
備
も
、
そ
れ
と
同
時
期
で
あ
る
か
若
干
遅
れ
る
も
の
と
推
定
で
き
る
。 

西
回
廊
址
で
も
寺
内
の
水
を
回
廊
の
外
に
出
す
た
め
の
暗
渠
施
設
を
設
け
て
お
り
、
長
さ
一
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
五
六
セ
ン
チ
、
深
さ
三
〇
セ
ン
チ
前
後
で
あ
っ

た
３
０

。
こ
の
暗
渠
は
、
回
廊
の
基
壇
土
を
幅
一
〇
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
掘
っ
た
後
に
雑
石
を
利
用
し
て
作
ら
れ
て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も
西
回
廊
の
建
立
と
同
時

期
で
あ
る
か
、
そ
れ
よ
り
も
若
干
早
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
伽
藍
中
心
部
の
全
体
的
な
整
備
過
程
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
暗
渠
は
東
回
廊
址
と
南
回
廊
址

の
間
を
通
過
す
る
東
側
暗
渠
と
似
た
脈
絡
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
点
か
ら
こ
の
暗
渠
と
繋
が
る
西
大
排
水
路
も
、
東
大
排
水
路
と
同
じ
時
期
に
築

造
さ
れ
た
も
の
と
想
定
し
う
る
。 

さ
き
に
説
明
し
た
と
お
り
、
最
も
古
い
時
期
に
作
ら
れ
た
西
側
暗
渠
は
、
南
回
廊
址
の
西
側
の
下
を
通
り
す
ぎ
て
、
六
・
七
次
調
査
で
検
出
さ
れ
た
第
一
石
築

排
水
施
設
と
す
ぐ
に
繋
が
る
。
こ
う
し
た
配
置
は
寺
院
内
部
の
整
備
と
中
門
址
南
側
の
排
水
施
設
の
整
備
が
直
接
的
に
繋
が
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
第
一
石
築
排
水
施
設
と
そ
の
南
側
の
溝
状
遺
構
は
、
中
門
址
南
側
で
確
認
さ
れ
た
最
も
古
い
時
期
の
人
工
的
な
痕
跡
と
判
定
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
東
西
大
排
水
路
の
整
備
が
こ
れ
ら
初
期
排
水
施
設
よ
り
遅
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
排
水
施
設
と
木
簡
が
出
土
し
た
初
期
自
然
排
水
路
は
、
一

定
期
間
共
存
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

伽
藍
中
心
部
の
整
備
過
程
を
さ
ら
に
具
体
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
伽
藍
申
心
部
の
主
要
な
建
物
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
建
立
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。 

そ
こ
で
筆
者
は
、
発
掘
調
査
報
告
書
に
収
録
さ
れ
た
遺
物
だ
け
で
な
く
、
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
破
片
を
含
む
、
一
～
五
次
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
瓦
当
五
〇
〇

点
余
り
を
全
面
的
に
再
調
査
し
た(

第
三
章
第
二
節
よ
び
第
三
節
参
照)

。
そ
の
結
果
、
講
堂
址
と
不
明
建
物
址Ⅰ

、
工
房
址Ⅱ

、
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房
址Ⅰ

な
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ど
が
ま
ず
建
立
さ
れ
、
そ
の
後
、
木
塔
址
と
金
堂
址
、
中
門
址
、
回
廊
址
な
ど
が
次
々
と
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
た
。
一
般
的
な
古
代
寺
院
に
お
け
る
建

物
の
建
立
順
序
は
木
塔
や
金
堂
を
ま
ず
建
立
し
、
そ
の
後
に
中
門
・
回
廊
、
講
堂
を
建
立
す
る
３
１

。
し
か
し
、
陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
講
堂
址
と
不
明
建
物
址

Ⅰ

、
工
房
址Ⅱ

、
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房
址Ⅰ

な
ど
が
ま
ず
建
立
さ
れ
、
木
塔
址
と
金
堂
址
、
中
門
址
・
回
廊
址
が
後
に
建
て
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
北
側
と
西

側
、
東
側
の
排
水
路
が
整
備
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
木
塔
址
や
金
堂
址
よ
り
さ
き
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
こ
の

建
物
址
が
寺
院
と
は
異
な
る
特
殊
な
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

こ
こ
で
講
堂
址
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
建
物
址
が
最
も
古
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
寺
院
の
性
格
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
陵
山

里
寺
址
の
講
堂
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
が
高
句
麗
の
東
台
子
遺
跡
と
似
て
い
る
点
を
挙
げ
て
、
平
常
時
に
は
祖
王
を
祀
る
神
廟
で
あ
り
、
王
室
の
葬
送
儀
礼
ま

た
は
殯
宮
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
推
定
す
る
見
解
が
す
で
に
提
起
さ
れ
て
い
る
３
２

。
こ
れ
ま
で
陵
山
里
寺
院
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
は
、
木
塔
址
か
ら
出
土
し

た
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
埋
納
年
代
で
あ
る
五
六
七
年
を
絶
対
視
し
て
、
こ
れ
を
完
工
年
代
と
み
な
そ
う
と
す
る
傾
向
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
五
五
四
年
の
管
山

城
の
敗
戦
と
威
徳
王
の
出
家
発
言
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
る
一
〇
〇
名
の
度
僧
を
だ
し
た
事
件
な
ど
を
み
る
と
、
こ
の
寺
院
の
創
建
は
、
そ
れ
よ
り
も
若
干
古
か
っ

た
可
能
性
が
あ
る
３
３

。
木
塔
建
立
の
は
じ
ま
り
を
知
ら
せ
る
舎
利
龕
埋
納
の
前
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
事
件
と
関
連
し
た
な
ん
ら
か
の
施
設
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
講
堂
が
木
塔
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
事
実
は
、
こ
う
し
た
状
況
と
関
連
が
あ
り
、
初
期
の
講
堂
が
す

で
に
そ
れ
と
関
連
す
る
な
ん
ら
か
の
特
殊
な
機
能
を
果
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
三
章
第
三
節
で
は
こ
れ
を
祠
廟
や
祠
堂
の
よ
う
な
も
の
と
推
定

し
た
。 

五
五
四
年
前
後
か
ら
五
六
七
年
前
後
ま
で
、
陵
山
里
一
帯
に
存
在
し
た
施
設
の
機
能
を
推
定
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
五
六
七
年
に
木
塔
の
建

立
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
、
こ
こ
は
聖
王
陵
の
造
営
や
そ
れ
と
関
連
す
る
儀
礼
を
司
っ
た
願
刹
と
し
て
陵
山
里
寺
院
が
存
在
し
た
。
第
二
に
、
威
徳
王
の
出
家
発
言

以
後
、
度
僧
と
な
っ
た
一
〇
〇
名
の
僧
侶
が
活
動
し
て
様
々
な
功
徳
を
捧
げ
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
が
な
ん
ら
か
の
形
で
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、

そ
の
施
設
は
王
陵
の
祭
祀
と
関
連
し
た
祠
廟
の
よ
う
な
性
格
も
同
時
に
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
三
つ
の
機
能
は
同
時
期
に
併
存
し
た
の
で
は
な

く
、
一
部
は
順
番
に
展
開
し
て
相
互
補
完
的
な
側
面
が
あ
っ
た
。
特
に
、
伽
藍
中
心
部
で
講
堂
が
最
初
に
建
立
さ
れ
た
点
と
、
隔
壁
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
い
わ
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ゆ
る
一
堂
二
室
建
物
と
い
う
独
特
な
建
物
の
構
造
は
、
こ
う
し
た
展
開
様
相
と
緊
密
に
関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
五
四
年
の
聖
王
の
死
後

か
ら
五
六
七
年
に
木
塔
建
立
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
、
こ
の
場
所
に
は
聖
王
陵
の
造
営
や
祭
祀
な
ど
特
殊
な
機
能
を
担
っ
た
施
設
が
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
、
講
堂

と
呼
ば
れ
る
初
期
施
設
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

講
堂
址
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
不
明
建
物
址Ⅱ

の
性
格
に
対
す
る
推
論
も
あ
る
程
度
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
東
回
廊
北
端
に
繋
が
る
こ
の
建

物
は
、
後
代
の
破
壊
に
よ
り
遺
構
の
状
況
が
明
確
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
建
物
と
そ
の
東
側
を
流
れ
る
東
大
排
水
路
の
間
に
あ
る
木
柵
施
設
の
よ
う
に
一
定
の

間
隔
で
柱
を
打
ち
込
ん
だ
施
設
が
留
意
さ
れ
る
３
４

。
こ
う
し
た
現
象
は
、
中
門
址
の
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
付
近
か
ら
発
見
さ
れ
る
柵
状
遺
構
と
類
似
す

る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
中
門
址
の
東
南
側
区
間
の
初
期
自
然
排
水
路
が
、
不
明
建
物
址Ⅱ

が
運
営
さ
れ
て
い
る
時
期
に
も
機
能
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る

と
、
こ
の
一
帯
で
発
見
さ
れ
た
木
簡
は
こ
の
建
物
と
一
定
の
関
連
が
あ
る
可
能
性
が
提
起
し
う
る
た
め
で
あ
る
。 

中
門
址
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
は
、
二
九
九
号
、
二
〇
〇
一-

八
号
木
簡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
二
九
九
号
木
簡
の
場
合
、
祭
祀
儀
礼
の
位
牌
で
あ

る
可
能
性
３
５

と
、
人
名
簿
の
記
録
簡
と
す
る
見
解
３
６

が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
に
「
乙
」
の
よ
う
な
記
号
を
反
復
し
て
羅
列
し
て
い
る
点
、
オ
モ
テ
面
は
段

を
作
っ
て
裏
面
は
外
郭
の
枠
の
線
を
書
い
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
符
籍
や
呪
符
木
簡
で
あ
る
可
能
性
が
よ
り
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
尹
善
泰
が
す
で
に
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
木
簡
の
半
分
を
刃
物
の
よ
う
な
道
具
を
利
用
し
て
意
図
的
に
割
っ
て
廃
棄
し
た
こ
と
は
、
儀
礼
の
最
終
過
程
と
関
連
し
た
廃
棄
行
為
と
み
る

余
地
が
あ
る
。 

二
〇
〇
一-

八
号
木
簡
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
、
不
明
建
物
址Ⅱ

の
性
格
、
さ
ら
に
は
、
陵
山
里
出
土
木
簡
全
体
の
性
格
を
把
握
す
る
う

え
で
注
目
さ
れ
る(

図
三-

四)

。 

 

(

一)
 
 

「
太
歲
□
□ 

 
 
 ×

 

(

二)
 
 

「..
.
.
.
.
..
.
.
.
 ×

 

(

三)
 
 

「
一
□
□  

 
 
 
 ×

 



 

 

 

 

123 

(

四)
 
 

「
迦
□ 

 
 

葉 
 
 ×

 

(

一
六
・
五×

三
・
九×

三
・
八) 

 

四
面
に
墨
書
が
あ
る
こ
の
木
簡
は
、
四
隅
の
角
を
と
っ
て
八
角
形
の
よ
う
に
加
工
し
て
い
る
。
上
部
は
完
形
で
あ
る
が
、
下
端
は
欠
失
し
て
い
る
。
確
定
で
き

る
墨
書
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ど
の
面
を
一
面
と
し
う
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
最
も
多
く
の
墨
痕
が
残
っ
て
い
る
面
を
一
面
と
し
て
提
示
し
た
。
一
面

は
全
部
で
四
文
字
が
書
か
れ
て
お
り
、
最
初
の
二
字
は
「
太
歳
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
二
面
は
、
墨
痕
は
あ
る
が
確
認
で
き
る
文
字
は
な
い
。
三
面
は
、
三

文
字
が
残
っ
て
い
る
が
、
第
一
字
目
以
外
は
確
定
し
が
た
い
。
四
面
は
、
発
掘
過
程
で
木
簡
の
一
部
が
傷
つ
い
て
し
ま
っ
た
が
、
現
在
、
全
三
字
が
確
認
さ
れ
る
。

第
一
字
目
は
「
迦
」
と
推
定
さ
れ
、
し
ん
に
ょ
う
は
「
Ｌ
」
に
近
い
。
第
二
字
目
は
す
で
に
削
ら
れ
て
痕
跡
の
み
残
っ
て
い
る
。
最
後
の
文
字
は
、
こ
れ
ら
二
字

と
若
干
の
空
白
を
お
い
て
書
か
れ
て
い
て
、
「
葉
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
文
字
の
下
半
分
は
発
掘
当
時
か
ら
破
損
し
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
に
二
〇
〇
一-

八
号
木
簡
は
、
「
太
歳
」
「
迦
」
「
葉
」
な
ど
し
か
確
定
で
き
な
い
が
、
文
書
木
簡
で
あ
り
、
仏
教
と
関
連
す
る
内
容
を
も
っ
て
い

た
と
推
定
で
き
る
。
太
歳
と
い
う
筆
者
の
釈
読
が
誤
り
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
、
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
「
百
済
昌
王
十
三
季
太
歳
在
、
丁
亥
妹
兄
公
主
供
養
舎

利
」
に
見
ら
れ
る
太
歳
と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
太
歳
は
、
木
星
が
天
球
を
運
行
す
る
の
に
一
二
年
か
か
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
十
二
支
の
順
序
に
よ
っ

て
年
を
表
記
す
る
方
法
を
い
う
３
７

。
こ
の
木
簡
を
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
と
直
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
太
歳
紀
年
法
が
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
四

面
の
「
迦
」
と
「
葉
」
の
二
字
は
、
非
常
に
断
片
的
で
あ
る
。
た
だ
、
出
土
位
置
や
後
述
す
る
廃
棄
年
代
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
「
迦
」
と
繋
が
り
う
る
文
字
は

「
釈
迦
」
や
「
迦
葉
」
の
よ
う
な
仏
教
的
な
名
称
以
外
に
は
想
定
し
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
迦
や
葉
の
二
文
字
の
間
に
相
当
な
空
白
が
あ
り
、
「
迦
葉
」
と
断
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
二
番
目
の
文
字
の
下
端
部
が
発
見
当
時
か
ら
す
で
に
削
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
下
側
の
「
葉
」
字
が
再
度
習
書
さ
れ
た
可
能

性
も
排
除
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
木
簡
は
、
三
〇
四
号(

宝
憙
寺)

、
三
一
三
号(

子
基
寺)

木
簡
と
と
も
に
、
陵
山
里
出
土
木
簡
が
仏
教
と
密
接
な
関
連

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
り
直
接
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。 

二
九
九
号
木
簡
が
呪
符
木
簡
と
し
て
儀
礼
と
関
わ
る
も
の
で
、
二
〇
〇
一-

八
号
が
仏
教
と
関
連
す
る
木
簡
で
あ
る
と
す
る
時
、
不
明
建
物
址Ⅱ

は
、
そ
う
し
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た
儀
礼
を
司
り
準
備
し
た
場
所
や
、
儀
礼
担
当
者
が
滞
在
し
た
建
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
３
８

。
筆
者
の
こ
う
し
た
推
定
は
、
中
門
址
南
側
一
帯
が
整
備
さ

れ
る
以
前
か
ら
不
明
建
物
址Ⅱ

が
機
能
し
て
い
た
も
の
と
み
て
、
そ
こ
で
使
用
し
た
物
品
が
中
門
址
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
に
よ
っ
て
流
れ
下
っ
て
廃
棄
さ

れ
た
も
の
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
不
明
建
物
址Ⅱ

の
外
郭
で
木
柵
列
が
発
見
さ
れ
た
点
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
と
、
不
明
建
物
址Ⅱ

が
瓦
葺
き
建
物
と

し
て
建
立
さ
れ
る
以
前
に
も
、
こ
こ
に
掘
立
柱
建
物
の
よ
う
な
他
の
建
物
が
存
在
し
て
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
も
排
除
し
難
い
３
９

。 

以
上
で
陵
山
里
木
簡
が
出
土
し
た
地
点
の
排
水
施
設
と
伽
藍
中
心
部
の
整
備
過
程
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
陵
山
里
寺
址
は
も
と
も
と
地
形
が
沼
地
で
あ
っ
た
た

め
、
別
途
の
敷
地
造
成
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
敷
地
造
成
の
直
前
に
排
水
の
た
め
の
西
側
暗
渠
施
設
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
西
側
暗
渠
施
設
は
中
門
址
南
側
に
続
い

て
い
き
、
Ｙ
字
形
の
第
一
石
築
排
水
施
設
と
溝
状
遺
構
に
繋
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
門
址
の
初
期
排
水
施
設
は
、
東
南
側
と
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
と
一

定
期
間
共
存
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
寺
院
内
部
の
主
要
建
物
の
建
立
順
序
は
、
出
土
瓦
当
の
型
式
別
の
分
布
様
相
を
通
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
推
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
講
堂
を
は
じ
め
と
し
た
初
期
建
物
群
が
木
塔
址
や
金
堂
址
よ
り
先
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
４
０

。
陵
山
里
寺
院
で
講
堂
が
最
初
に

建
立
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
祠
廟
や
陵
寺
と
い
う
本
寺
院
の
性
格
と
関
連
が
あ
る
。
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
以
前
に
建
立
さ
れ
運
営
さ
れ
た
初
期
の
施
設
は
聖

王
陵
の
造
営
や
祭
祀
な
ど
な
ん
ら
か
の
特
殊
な
機
能
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 (

三)
 

木
簡
の
廃
棄
時
期
と
性
格 

扶
余
陵
山
里
出
土
木
簡
は
、
い
つ
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
次
調
査
で
明
ら
か
と
な
っ
た
木
簡
出
土
地
点
の
土
層
調
査
の
内
容
を
中
心
に
、
こ
の
問
題

に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。
図
三-

五
は
、
Ｓ
九
〇
、
Ｗ
六
五
～
七
五
区
間
の
土
層
図
で
あ
る
。
こ
こ
の
最
下
層
に
あ
る
の
は
灰
色
砂
と
粘
土
の
層(

一
五
番)

で
あ
り
、
伽
藍
中
心
部
の
最
下
層
土
層
で
あ
る
沼
地
と
同
じ
様
相
で
あ
る
。
初
期
自
然
排
水
路
は
、
六
～
一
一
番
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
〇

〇
二-

一
号
木
簡
は
そ
う
し
た
初
期
自
然
排
水
路
が
埋
没
し
た
後
に
形
成
さ
れ
た
六
番
層
に
刺
さ
っ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
七
番
の
黄
色
砂
層
で

は
第
三
章
第
二
節
の
型
式
分
類
案
の
１
ｂ
型
式
の
瓦
当
が
発
見
さ
れ
、
一
一
番
の
灰
色
砂+
有
機
物Ⅳ

層
で
は
縄
目
文
様
が
施
さ
れ
た
平
瓦
片
と
２
型
式
の
瓦
当

三
点
が
発
見
さ
れ
た
４
１

。
土
層
調
査
の
結
果
の
み
み
る
と
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
は
、
七
番
や
一
一
番
層
か
ら
発
見
さ
れ
た
瓦
よ
り
も
後
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
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が
明
ら
か
で
あ
る
。 

前
章
で
説
明
し
た
と
お
り
、
中
門
址
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
の
廃
棄
は
、
西
大
排
水
路
の
整
備
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
初
期
自
然
排
水
路
の
内
部
で
発
見

さ
れ
た
瓦
は
、
瓦
当
だ
け
で
な
く
丸
瓦
・
平
瓦
な
ど
す
べ
て
伽
藍
中
心
部
で
す
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
型
式
で
あ
る
４
２

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
瓦
片
は
、

西
大
排
水
路
を
整
備
す
る
過
程
で
そ
れ
ま
で
の
初
期
自
然
排
水
路
を
埋
め
る
た
め
に
捨
て
ら
れ
た
建
築
用
廃
棄
物
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、

六
～
一
一
番
土
層
は
、
若
干
の
時
間
幅
が
あ
る
と
は
い
え
、
初
期
自
然
排
水
路
を
埋
め
る
過
程
で
非
常
に
短
期
間
に
形
成
さ
れ
た
層
位
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

特
に
、
六
番
層
で
発
見
さ
れ
た
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
は
、
七
番
層
で
発
見
さ
れ
た
１
ｂ
型
式
や
一
一
番
層
で
発
見
さ
れ
た
２
型
式
の
使
用
年
代
と
密
接
な
関
連

を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
ｂ
型
式
の
場
合
、
第
三
章
第
二
節
で
述
べ
る
よ
う
に
陵
山
里
寺
院
の
創
建
瓦
で
あ
り
、
１
ａ
型
式
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

２
型
式
の
場
合
、
陵
山
里
寺
址
を
除
く
と
扶
余
で
発
見
さ
れ
た
事
例
が
な
い
た
め
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
２
型
式
は
、
中
房
に
一
＋
六
の
蓮
子
が
配

置
さ
れ
て
お
り
、
中
房
が
低
く
て
平
ら
で
あ
り
、
圏
線
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
蓮
弁
文
様
だ
け
を
み
る
と
、
１
ａ
・
１
ｂ
型
式
と
連
続
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
製
作
技
法
と
胎
土
、
焼
成
温
度
は
若
干
異
な
る
。
伽
藍
中
心
部
の
調
査
で
は
、
全
五
二
点
が
発
見
さ
れ
、
１
ａ
・
１
ｂ
型
式
以
外
で
は
最
も
大
量
に
出
土
し

て
い
る
。
泗
沘
期
の
瓦
当
で
中
房
が
低
く
圏
線
が
配
置
さ
れ
た
も
の
は
、
お
お
よ
そ
七
世
紀
以
降
に
出
現
す
る
た
め
、
２
型
式
の
製
作
時
期
は
ひ
と
ま
ず
六
世
紀

後
半
か
ら
七
世
紀
前
半
こ
ろ
と
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
２
型
式
が
陵
山
里
寺
址
以
外
で
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
寺
院
の
創
建
瓦
で
あ
る
可
能
性

を
排
除
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
２
型
式
瓦
当
の
使
用
年
代
は
、
五
六
七
年
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
後
半
段
階
を
遡
る
こ
と
は
難
し
く
、
こ
の
年
代
は
２
型
式

の
上
限
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
で
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
廃
棄
時
点
は
、
１
ｂ
型
式
よ
り
は
２
型
式
瓦
当
の
廃
棄
と
よ
り
深
い
関
連
が
あ
る
。
さ

き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
２
型
式
は
金
堂
址
で
半
分
程
度
が
発
見
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
廃
棄
時
点
は
、
２
型
式
が
最
も
多
く
製
作
・

使
用
さ
れ
た
金
堂
の
完
工
や
補
修
時
点
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
年
代
は
六
世
紀
後
半
以
降
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

一
方
、
三
〇
六
号
と
三
一
〇
号
木
簡
は
初
期
自
然
排
水
路
で
は
な
く
、
第
二
石
築
排
水
施
設
と
割
石
形
集
水
槽
付
近
で
発
見
さ
れ
た(

図
三-

二)

。
こ
の
排
水

施
設
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
東
側
の
溝
状
遺
構
と
比
較
す
る
と
、
層
位
上
、
一
段
階
新
し
い
時
期
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
最
も
古
い
時
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期
の
排
水
施
設
と
考
え
ら
れ
る
金
堂
址
と
木
塔
址
西
側
の
暗
渠
が
南
回
廊
下
部
を
通
過
し
て
中
門
址
南
西
側
に
下
っ
て
く
る
地
点
、
す
な
わ
ち
Ｓ
九
〇
、
Ｗ
四
五

～
五
〇
地
点
の
北
端
暗
渠
付
近
で
も
、
１
ｂ
型
式
瓦
当
片
が
発
見
さ
れ
た
４
３

。
こ
れ
を
み
る
と
、
創
建
期
の
敷
地
造
成
と
関
連
す
る
西
側
暗
渠
施
設
と
、
そ
の

南
側
の
延
長
線
に
位
置
す
る
第
一
石
築
排
水
路
お
よ
び
溝
状
遺
構
は
、
少
な
く
と
も
１
ｂ
型
式
の
瓦
当
が
使
用
さ
れ
た
時
点
で
は
地
下
に
埋
没
し
て
い
た
こ
と
が

予
想
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
溝
状
遺
構
西
側
の
第
二
石
築
排
水
施
設
は
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
新
し
い
段
階
に
該
当
し
、
具
体
的
な
時
点
は
寺
院
南
側
の
低
湿

地
に
対
す
る
整
備
作
業
も
伽
藍
中
心
部
の
整
備
と
関
連
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
廃
棄
年
代
と
大
き
な
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
二
〇
〇
二-
一
号
木
簡
と
三
〇
六
号
、
三
一
〇
号
木
簡
は
、
陵
山
里
寺
院
に
一
次
の
建
物
群
が
建
ち
並
ん
で
一
定
期
間
が
経
過
し
た
後
に
廃
棄
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
土
層
図
分
析
の
結
果
や
西
大
排
水
路
と
関
連
す
る
排
水
施
設
の
配
置
関
係
を

総
合
し
て
み
る
と
、
金
堂
に
対
す
る
工
事
が
着
工
し
た
か
完
工
し
て
、
回
廊
が
建
立
さ
れ
た
時
点
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
絶
対
年
代
と
し
て
は
木
塔
の
心
礎

石
が
置
か
れ
た
五
六
七
年
以
降
、
一
定
期
間
が
過
ぎ
た
六
世
紀
後
半
頃
に
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
代
は
陵
山
里
出
土
木
簡
の
下
限
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
中
門
址
の
東
南
側
と
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
で
発
見
さ
れ
た
大
部
分
の
木
簡
は
、
沼
地
の
す
ぐ
上
の
黒
色
有
機
物
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
た

め
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
よ
り
は
一
段
階
早
く
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
も
ち
ろ
ん
、
中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
が
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
が

出
土
し
た
初
期
自
然
排
水
路
と
同
じ
水
路
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
木
簡
の
廃
棄
時
点
も
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
そ
れ
を
大
き
く
遡
ら
な
い

だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
そ
の
具
体
的
な
時
点
が
木
塔
の
心
礎
石
埋
納
年
代
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

問
題
は
木
簡
の
製
作
時
期
と
関
わ
り
、
陵
山
里
寺
址
に
お
け
る
伽
藍
中
心
部
の
建
立
年
代
の
上
限
や
木
簡
の
記
載
内
容
に
関
す
る
分
析
を
通
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
で

き
る
も
の
と
考
え
る
。 

ま
ず
、
陵
山
里
木
簡
が
製
作
さ
れ
流
通
し
た
時
期
を
推
定
し
て
み
よ
う
。
陵
山
里
寺
址
の
五
次
調
査
と
六
次
調
査
で
は
、
盛
土
敷
地
の
下
の
沼
地
か
ら
三
点
の

中
国
青
磁
片
が
出
土
し
、
そ
の
上
限
年
代
の
問
題
に
つ
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
っ
た(

図
三-

六)

。
つ
ま
り
、
講
堂
址
か
ら
南
に
約
四
三
メ
ー
ト
ル
離
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
青
磁
貼
花
人
物
文
樽
片
一
点
、
溝
状
遺
構
の
礫
の
問
か
ら
黒
褐
釉
陶
硯
台
脚
片
一
点
、
Ｓ
一
〇
〇
、
Ｗ
六
四
～
六
〇
地
点
の
初
期
自
然
排
水
路
の

内
部
か
ら
青
磁
蓋
片
一
点
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
青
磁
貼
花
人
物
文
樽
片
は
青
磁
蓮
花
樽
の
口
縁
部
片
で
あ
り
、
中
国
河
南
省
景
県
封
氏
墓
群
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(
そ
の
う
ち
封
子
絵
墓
は
五
六
四
年
に
死
去
し
て
五
六
五
年
に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
墓
誌
が
あ
る)

や
、
陳
の
文
帝(

五
三
五
～
五
五
一
年)

陳
蒨
の
永
安
陵
に
比
定

さ
れ
る
南
京
霊
山
大
墓
、
河
南
省
上
菜
出
土
の
蓮
花
樽
と
の
比
較
を
通
し
て
、
お
お
よ
そ
六
世
紀
半
ば
に
該
当
す
る
と
い
う
研
究
が
参
考
と
な
る
４
４

。 

黒
褐
釉
陶
硯
台
脚
片
の
場
合
、
山
本
孝
文
に
よ
る
分
類
で
１
ｂ
型
式
で
あ
る
陽
刻
蓮
弁
文
様
獣
足
硯
に
該
当
す
る
４
５

。
こ
う
し
た
型
式
の
硯
は
、
隋
代
以
降

に
流
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
四
川
省
成
都
の
青
羊
宮
窯
址
で
比
較
的
古
い
型
式
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
窯
址
の
年
代
は
、
窯
構
築
以
前
の
文
化
層
か
ら
北

周
の
五
行
大
布
銭
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
北
周
最
末
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
４
６

。
南
朝
で
も
同
型
式
の
青
磁
硯
が
出
土
し
て
い
る
が
、
出
土

状
況
や
年
代
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
４
７

。
陽
刻
蓮
弁
文
様
獣
足
硯
は
隋
代
以
降
に
流
行
す
る
が
、
南
朝
以
前
か
ら
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る

資
料
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
南
朝
末
期
の
梁
・
陳
代
に
は
、
泗
沘
期
の
最
も
古
い
時
期
の
硯
で
あ
る
伝
扶
余
出
土
青
磁
硯
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
水
滴
形

多
足
硯
が
主
流
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
陵
山
里
出
土
品
の
場
合
も
南
朝
末
期
で
あ
る
六
世
紀
半
ば
以
降
と
比
定
で
き
る
４
８ 

青
磁
盞
片
の
場
合
、
内
側
に
薄
緑
色
の
釉
薬
が
残
っ
て
お
り
、
氷
裂
が
多
い
。
盞
の
外
側
に
は
中
腹
以
上
に
の
み
釉
薬
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
口
縁
部
は
破
損

し
て
い
る
。
底
部
の
高
台
は
直
角
に
近
い
が
、
若
干
内
傾
す
る
印
象
を
与
え
る
。
青
磁
盞
の
場
合
、
時
期
を
判
定
す
る
観
察
属
性
を
探
す
の
が
難
し
い
が
、
中
国

洪
州
窯
出
土
盞
や
杯
、
碗
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
三
期(
南
朝)

以
降
に
比
定
で
き
る
４
９

。
こ
の
よ
う
に
沼
地
で
発
見
さ
れ
た
中
国
青
磁
片
は
大
部
分
六
世
紀
半

ば
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
年
代
は
寺
院
造
営
の
初
築
の
上
限
や
木
簡
製
作
・
使
用
の
上
限
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
方
、
陵
山
里
六
～
八
次
調
査
で
は
多
様
な
型
式
の
硯
片
が
出
土
し
て
い
る
が
、
硯
は
木
簡
と
い
う
書
写
材
料
と
直
接
的
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
木

簡
の
製
作
・
廃
棄
年
代
を
推
定
す
る
う
え
で
良
好
な
資
料
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六
～
八
次
調
査
で
は
、
山
本
孝
文
が
分
類
し
た
泗
沘
期
の
硯
型
式
の
大
部
分

が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
陽
刻
蓮
弁
文
獣
足
硯
片(

図
三-

七-
四)
を
は
じ
め
、
公
山
城
出
土
三
足
硯
と
類
似
す
る
製
品
が
含
ま
れ
て
い
る(

図
三-

七)

５
０

。
ま
ず
、
図
三-

七-

四
の
場
合
、
初
期
自
然
排
水
路
の
内
部
で
木
簡
と
と
も
に
出
土
し
た
が
、
先
に
説
明
し
た
黒
褐
釉
陶
硯
台
脚
片(

図
三-

六-

二)

と
の

比
較
や
、
扶
余
宮
南
池
、
軍
守
里
で
出
土
し
た
獣
足
蓮
弁
文
硯
片
と
比
較
す
る
と
、
六
世
紀
中
後
半
を
遡
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
図
三-

七
の
二
の
場
合
、

硯
堤
と
硯
池
の
一
部
と
台
脚
の
み
残
っ
て
い
る
が
、
台
脚
に
は
削
っ
た
痕
跡
が
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
。
図
三-

七-

三
は
硯
堤
が
内
傾
し
、
そ
の
内
側
の
硯
岡
と
硯

池
の
区
分
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
、
台
脚
は
三
足
器
の
脚
部
の
よ
う
に
削
っ
た
痕
跡
が
鮮
明
で
あ
る
。
図
三-

七-

二
・
三
の
硯
片
の
場
合
、
図
三-

七-

一
の
公
山
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城
出
土
品
と
同
じ
型
式
で
あ
る
。
公
山
城
出
土
品
の
場
合
、
山
本
孝
文
は
共
伴
遺
物
と
中
国
資
料
と
の
比
較
を
通
し
て
、
そ
の
年
代
を
熊
津
期
末
か
ら
泗
沘
期
初

め
に
比
定
し
て
い
る
５
１

。
と
こ
ろ
で
、
図
三-

七
の
二
・
三
の
硯
片
の
台
脚
は
、
公
山
城
出
土
品
と
は
異
な
り
、
何
度
も
削
っ
た
痕
跡
が
鮮
明
に
見
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
製
作
技
法
は
三
足
土
器
の
台
脚
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
技
術
属
性
で
あ
り
、
熊
津
期
か
ら
泗
沘
期
の
全
て
に
わ
た
り
確
認
さ
れ
る
５
２

。
台
脚
の
形
態

や
硯
岡
と
硯
池
の
形
態
を
見
る
と
、
陵
山
里
出
土
品
は
公
山
城
出
土
品
よ
り
若
干
新
し
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
陵
山
里
出
土
硯
片
の
製
作

年
代
は
、
六
世
紀
半
ば
こ
ろ
と
比
定
で
き
よ
う
５
３

。 

こ
の
よ
う
に
陵
山
里
寺
址
の
造
営
の
上
限
を
推
定
で
き
る
資
料
は
六
世
紀
半
ば
を
大
き
く
遡
ら
ず
、
特
に
木
簡
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
硯
の
年
代
も
六
世
紀
中

半
前
後
に
該
当
す
る
５
４

。
し
た
が
っ
て
、
中
門
址
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
を
廃
棄
し
た
年
代
の
上
限
、
さ
ら
に
は
木
簡
廃
棄
の
上
限
も
、
こ
れ
と
大
き
く
異

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
扶
余
陵
山
里
出
土
木
簡
の
性
格
を
論
じ
る
と
き
に
、
三
つ
の
重
要
な
絶
対
年
代
が
あ
る
。
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
、
五
五
四
年
の
菅

山
城
の
戦
い
で
の
聖
王
の
死
、
五
六
七
年
の
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
埋
納
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
陵
山
里
寺
址
が
羅
城
と
隣
接
し
て
い
て
、
初
期
自
然
排
水

路
が
西
大
排
水
路
よ
り
古
い
と
い
う
点
に
根
拠
を
置
い
て
、
木
簡
の
使
用
・
廃
棄
年
代
を
漠
然
と
五
二
七
年
や
五
三
八
年
に
遡
ら
せ
よ
う
と
い
う
傾
向
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
以
上
の
検
討
の
結
果
は
、
そ
の
上
限
が
遷
都
以
前
ま
で
遡
る
こ
と
は
難
し
く
、
む
し
ろ
、
五
五
四
年
の
事
件
と
関
連
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
初
期
自
然
排
水
路
で
出
土
し
た
陵
山
里
木
簡
の
使
用
・
廃
棄
年
代
は
、
五
五
四
年
頃
か
ら
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
五
六
七
年
前
後
の
間
の
あ
る
時
期
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
う
し
た
推
論
は
、
木
簡
の
記
載
内
容
と
も
大
き
く
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
出
土
し
た
木
簡
は
二
九
五
号
や
二
九
九
号
木
簡
の
よ
う
に
儀
礼
と
関
連
す

る
も
の
、
三
〇
四
号
木
簡
と
三
一
三
号
木
簡
の
よ
う
に
他
の
寺
院
と
の
人
的
・
物
的
交
流
を
証
明
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
三
〇
九
号
木
簡
の
よ
う
に
死
者
へ
の

儀
礼
と
関
連
す
る
木
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
５
５

。
ま
た
、
二
九
六
号
、
三
〇
三
号
木
簡
の
梨
田
・
竹
山
の
よ
う
に
生
産
地
と
関
連
す
る
も
の
や
、
三
〇
〇
号
木
簡

の
よ
う
に
倉
庫
関
連
の
も
の
、
二
〇
〇
二-

一
号
の
よ
う
に
食
米
を
支
給
す
る
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一-

五
号
に
は
「
伏
願
」
と
い
う
特
異
な
表
現
が

み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
王
関
連
文
書
で
主
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
５
６

。
こ
の
よ
う
に
陵
山
里
出
土
木
簡
の
記
載
内
容
は
仏
教
や
祭
祀
と
関
連
す
る
も
の
、

物
品
の
生
産
地
や
物
品
の
移
動
、
帳
簿
の
よ
う
な
も
の
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
陵
山
里
出
土
木
簡
を
羅
城
や
羅
城
門
の
出
入
と
関
連
づ
け
る
こ
と
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は
難
し
く
、
そ
の
廃
棄
年
代
を
と
も
に
考
慮
す
る
と
き
、
陵
山
里
寺
址
と
の
関
連
性
が
さ
ら
に
高
く
な
る
と
い
え
よ
う
。 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
性
格
を
一
律
に
規
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
陵
山
里
出
土
木
簡
は
、
出
土
位
置
や
時
期
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
群
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
離
れ
た
地
域
で
発
見
さ
れ
た
三
〇
六
号
、
三
一
〇
号
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
で
あ
る
５
７

。
第
二
に
、
中

門
址
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
で
出
土
し
た
二
九
九
号
と
二
〇
〇
一-

八
号
で
あ
る
。
第
三
に
、
六
次
調
査
時
に
中
門
址
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
で
出
土
し

た
二
九
五
号
、
三
〇
九
号
、
三
一
四
号
、
二
〇
〇
〇-

一
～
一
五
号
で
あ
る
。
第
四
に
、
中
門
址
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
で
発
見
さ
れ
た
二
九
六
号
、
二
九

七
号
、
三
一
三
号
を
は
じ
め
と
す
る
七
次
調
査
の
出
土
品
で
あ
る(

表
三-

一
の
連
番
一
六
・
一
七
、
一
九
～
三
七)

。 

こ
の
う
ち
第
一
群
は
、
さ
き
に
検
討
し
た
よ
う
に
木
塔
建
立
以
後
で
あ
る
六
世
紀
後
半
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
た
め
、
陵
山
里
寺
院
の
運
営
と
関

連
す
る
も
の
と
い
え
る
。
第
二
群
は
、
不
明
建
物
址Ⅱ

の
性
格
に
関
す
る
推
論
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
年
代
的
に
は
木
塔
建
立
前
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
陵

山
里
寺
院
の
初
期
施
設
に
関
連
す
る
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
群
・
第
四
群
は
同
じ
水
路
で
同
一
の
出
土
脈
絡
を
も
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
初
期
自

然
排
水
路
の
廃
棄
年
代
が
六
世
紀
半
ば
か
ら
五
六
七
年
前
後
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
二
群
は
陵
山
里
寺
院
の
初
期
施
設
だ
け
で
な
く
木
塔
建
立
と
い
っ
た

寺
院
と
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
の
出
土
位
置
と
記
載
内
容
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
補
完
し
て
い
き
た
い
。 

以
上
を
総
合
し
て
み
る
と
、
陵
山
里
出
土
木
簡
は
五
五
四
年
の
聖
王
の
死
後
、
こ
の
一
帯
で
行
な
わ
れ
た
各
種
の
行
事
と
儀
礼
、
物
品
の
移
動
、
行
政
行
為
と

関
連
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
多
数
の
木
簡
は
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
工
事
の
前
後
に
は
廃
棄
さ
れ
た
た
め
、
陵
山
里
寺
院
の
初
期
施
設
で
あ
る
講
堂
の
活

動
や
性
格
と
関
連
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
部
、
六
世
紀
後
半
に
廃
棄
さ
れ
た
木
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
陵
山
里
寺
院
の
建
立
や
運
営

と
関
連
す
る
側
面
も
同
時
に
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
陵
山
里
出
土
木
簡
全
体
を
「
陵
山
里
寺
址
出
土
木
簡
」
と
単
純
化
す
る
の
は
や
や
無
理
が
あ
る
。

特
に
、
初
期
の
陵
山
里
寺
院
、
講
堂
を
は
じ
め
と
す
る
少
数
の
建
物
の
み
が
存
在
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
、
初
期
講
堂
の
性
格
も
寺
院
本
来
の
建
築
物
で
は
な
い

祠
廟
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
点
を
勘
案
す
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
念
を
強
く
す
る
。
陵
山
里
寺
院
の
場
合
、
初
期
講
堂
が
建
立
さ
れ
て
か
ら
木
塔
が
建
立
さ
れ
る
ま

で
若
干
の
時
間
差
が
あ
り
、
そ
の
間
に
初
期
施
設
の
性
格
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
う
し
た
問
題
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
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の
講
堂
は
木
塔
建
立
以
後
、
結
果
的
に
陵
山
里
寺
院
の
伽
藍
中
心
部
の
一
部
と
な
り
、
そ
の
性
格
も
願
刹
や
陵
寺
と
い
う
寺
院
の
性
格
と
符
合
す
る
。
そ
う
し
た

点
か
ら
陵
山
里
出
土
木
簡
は
巨
視
的
な
観
点
で
は
、
す
べ
て｢

陵
山
里
寺
院
の
造
営
や
運
営
過
程
で
派
生
し
た
木
簡｣

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
木
塔
建
立

以
前
に
廃
棄
さ
れ
た
木
簡
は
、
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
今
後
、
初
期
講
堂
の
性
格
や
活
動
を
分
析
す
る
資
料
と
し
て
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

(

四)
 

二
〇
〇
二-
一
号
四
面
木
簡
の
分
析 

扶
余
陵
山
里
寺
址
に
対
す
る
八
次
調
査
で
は
、
四
角
柱
状
の
四
面
木
簡
［
觚
］
一
点
が
発
見
さ
れ
た
。
現
存
長
四
三
・
八
セ
ン
チ
、
各
面
の
幅
一
・
九
～
二
・

二
セ
ン
チ
で
あ
り
、
左
方
向
へ
と
墨
書
の
内
容
が
続
い
て
い
て
、
元
来
の
長
さ
は
五
〇
～
五
五
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、

最
近
、
尹
善
泰
の
釈
読
と
解
釈
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
簡
略
に
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
５
８

。 

こ
の
木
簡
は
、
内
容
上
、
一
・
二
面
と
三
面
、
四
面
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
う
ち
一
・
二
面
は
、
「
支
薬
児
食
米
記
」
と
命
名
し
う
る
帳
簿
で
あ
り
、
三
面
は
、

こ
れ
と
は
性
格
の
異
な
る
別
の
帳
簿
が
記
さ
れ
て
い
た
。
四
面
は
、
一
～
三
面
と
書
写
方
向
が
反
対
と
な
っ
て
お
り
、
「
又
十
二
石
」
と
い
う
文
句
が
反
復
し
て

書
か
れ
て
い
る
。
一
・
二
面
の
支
薬
児
食
米
記
は
、
「
支
薬
児
に
与
え
た
食
米
の
記
録
簿
」
と
理
解
さ
れ
、
支
薬
児
は
「
薬
材
を
支
給
す
る
仕
事
を
担
当
す
る
使

役
人
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
三
面
は
大
き
く
二
つ
の
段
落
に
な
っ
て
お
り
、
「
口
、
道
使(

で
あ
る)

口
次(

と)

如
逢
、
小
吏(

で
あ
る)

猪
耳(

ら
は)

其
身
者

如
黒
也
。/

道
使(

で
あ
る)

復
口
、
弾
耶
方(

の)

牟
氏(

と)

牟
口
、
口
耶(

方
の
誰
は
ど
う
で
あ
る)

」
と
解
釈
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
「
職
名(

ま
た
は
地
名)+

人

名
」
の
形
式
で
人
物
を
羅
列
し
て
、
彼
ら
の
身
体
的
特
徴
や
そ
れ
に
類
し
た
事
実
を
記
し
た
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
三
面
に
羅
列
さ
れ
た
人
物
は
、
県
ク

ラ
ス
で
あ
る
城
に
派
遣
さ
れ
た
道
使
と
い
う
地
方
官
、
そ
し
て
、
弾
耶
方
に
籍
を
置
く
地
方
人
で
あ
り
、
す
べ
て
「
地
方
居
住
者
」
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ

る
。 一

方
、
一
・
二
面
の
支
薬
児
食
米
記
と
三
面
の
帳
簿
は
、
一
つ
の
木
簡
に
連
続
し
て
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
別
個
の
も
の
で
は
な
く
互
い
に
関
連
性
が
あ
る
も

の
と
把
握
し
た
。
特
に
「
薬
の
支
給
」
と
関
連
す
る
支
薬
児
と
「
其
身
者
如
黒
也(

そ
の
身
が
黒
い
よ
う
で
あ
る)

」
は
、
互
い
に
密
接
に
照
応
す
る
た
め
、
そ
の

前
に
羅
列
さ
れ
た
人
物
の
病
状
を
記
し
た
も
の
と
理
解
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
面
の
内
容
は
、
木
簡
出
土
地
点
が
羅
城
大
門(

東
羅
城
第
三
門
址)

と
近
い
こ
と



 

 

 

 

131 

を
考
え
る
と
、
羅
城
門
を
管
轄
す
る
官
人
が
各
地
方
か
ら
都
城
に
上
京
す
る
人
物
を
統
制
し
た
痕
跡
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
地
方
社
会
で
疫
病
が
蔓
延
し
た
際

に
は
、
羅
城
大
門
で
は
上
京
す
る
地
方
官
を
は
じ
め
地
方
居
住
者
を
よ
り
徹
底
し
て
統
制
し
た
が
、
こ
の
時
、
薬
部
か
ら
は
彼
ら
の
治
療
に
必
要
な
薬
材
を
支
給

す
る
た
め
に
、
都
城
外
の
薬
草
畑
に
そ
の
供
給
を
要
請
し
て
、
羅
城
大
門
を
統
制
す
る
官
吏
が
薬
材
を
運
搬
し
て
き
た
支
薬
児
に
食
米
を
支
給
し
、
そ
の
出
納
の

事
実
を
「
支
薬
児
食
米
記
」
と
し
て
整
理
し
た
と
み
た
。 

し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
二
つ
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
ま
ず
、
先
述
し
た
よ
う
に
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
は
、
木
塔
建
立
以
後
に
廃
棄
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
羅
城
大
門
の
禁
衛
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
内
容
に
違
い
の
あ
る
一
・
二
面
と
三
面
、

特
に
「
支
薬
児
」
と
「
其
身
者
如
黒
也
」
を
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
木
簡
の
赤
外
線
写
真
を
参
考
に
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う(

図
三-

八)

。
こ
こ
に
提
示
す
る
の
は
、
筆
者
が
作
成
し
た
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
釈
読
案
で
あ
る
。 

一
・
二
・
四
面
の
釈
読
結
果
は
、
こ
れ
ま
で
の
釈
読
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。
た
だ
、
支
薬
児
食
米
記
の
上
部
に
文
章
符
号
の
よ
う
な
「
＜
」
と
い
う
標
示
が

確
認
さ
れ
、
五
日
の
食
米
記
録
の
最
後
に
「
一
」
が
追
加
で
確
認
さ
れ
た
。
問
題
は
三
面
で
あ
り
、
冒
頭
は
こ
れ
ま
で
未
読
字
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
図
三

-

九
の
一
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
文
字
は
、
「
食
」
の
下
部
が
消
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
・
二
面
と
三
面
の
関
係
を
捉
え

る
と
き
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
来
三
面
に
も
食
米
と
関
連
す
る
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が(

一
次
木
簡)

、
そ
れ
を
削
り
取
っ
て
現
在
の

よ
う
な
内
容(

二
次
木
簡)

が
記
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
た
め
で
あ
る
。
三
面
が
そ
れ
ま
で
の
一
次
木
簡
を
再
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
証
拠
は
、

道
使
の
下
に
あ
る
未
確
認
の
文
字
か
ら
も
確
認
さ
れ
る(

図
三-

九
の
二)
。
こ
の
部
分
は
木
簡
が
破
損
し
て
文
字
の
判
読
が
非
常
に
難
し
い
が
、
墨
書
の
濃
度
か

ら
二
回
以
上
文
字
を
書
い
た
こ
と
が
分
か
る
５
９

。
し
た
が
っ
て
、
一
・
二
面
と
三
面
は
、
一
定
の
関
連
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
作
成
時
期
の
異
な
る
帳
簿
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
面
「
其
身
者
如
黒
也
道
使
」
の
下
の
二
文
字
は
確
定
し
が
た
い
が
、
「
弾
耶
方
」
の
下
の
「
牟
氏
」
の
左
側
が
「
牟
祋
」
で
あ
り
、
そ

の
下
の
「
祋
耶
」
と
同
じ
文
字
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
に
対
す
る
釈
読
と
検
討
の
結
果
、
一
・
二
面
と
三
面
は
作
成
時
期
の
異
な
る
帳
簿
で
あ
り
、
四
面
は
習
書
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で

き
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
・
二
面
の
支
薬
児
食
米
記
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
支
薬
児
を
人
名
と
み
る
こ
と
も
で
き
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る
が
、
な
ん
ら
か
の
建
物
や
施
設
の
名
称
と
解
釈
す
る
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
倉
庫
や
米
、
綿
衣
な
ど
物
品
の
保
管
や
移
動
と
関
連
す
る

内
容
が
記
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
三
〇
〇
号
、
三
〇
六
号
、
三
一
〇
号
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

三
〇
〇
号  (
一)

   

「 ∨
 

三
月
仲
椋
內
上

 

」 

(

二)
 
  

「 
∨
 

□
□
□ 

 
 
 

 

」 

三
〇
六
号  (

一)
  
×
 
 
 

□
斗 

 

之
末
米 

□
□
升 

」 

(

二)
 
 
×
  
(

墨
痕
な
し)

   
 
 
 

 

」  

(

三)
 
 ×

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

□ 
 
 

□
也 

 

」    

(

四)
 
 
×
  
(

墨
痕
な
し)

   
 
 
 

 

」 

三
一
〇
号  (

一)
  
×
 
 
 

□
卄
両
斑
綿
衣 

   
 ×

 
  

(

二)
 
 ×

  
 
 
 
 
  

己 
 
   

 
 
 
 
 ×

 

 

三
〇
〇
号
木
簡
の
場
合
、
「
仲
椋
」
と
「

(

籾)

」
字
か
ら
こ
の
木
簡
が
出
土
し
た
地
点
の
近
く
に
倉
庫
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
６
０

。
三
〇
六
号
木

簡
の
場
合
、
一
面
の
「
之
末
」
の
右
側
下
段
に
細
字
で
「
米
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
米
」
の
部
分
は
、
右
側
面
が
削
ら
れ
て
い
る
が
、
残
っ
て
い
る
字
画
を
二

〇
〇
二-

一
号
木
簡
と
比
較
す
る
と
「
米
」
と
確
定
で
き
る
。
「
斗
」
や
「
升
」
は
、
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
と
の
比
較
を
通
し
て

推
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
〇
六
号
木
簡
は
廃
棄
時
点
が
二
〇
〇
二-

一
号
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
た
め
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
よ
う
に
米
の
支
給
と
関
連
す
る

何
ら
か
の
内
訳
を
整
理
し
た
伝
票
や
帳
簿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
一
〇
号
木
簡
は
、
「
斑
綿
衣
」
と
い
う
物
品
と
関
連
が
あ
る
が
、
そ
の

前
の
「
卄
両
」
は
物
品
の
数
量
単
位
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
６
１

。
斑
綿
衣
は
、
斑
模
様
の
綿
衣
ほ
ど
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
『
三
国
志
』
魏
志
倭
人
伝
に

は
、
倭
の
使
者
が
中
国
に
綿
衣
を
献
上
し
た
事
例
が
確
認
さ
れ
る
６
２

。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
斑
綿
衣
は
、
非
常
に
珍
し
い
物
品
で
あ
る
か
、
倭
の
特
産
品
で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
６
３

。
一
方
で
、
斑
綿
衣
を
綿
ま
た
は
広
義
の
布
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
『
周
書
』
に
よ
る
と
、
百
済
で
は
米
と
と
も
に
麻
布
、
絹
、
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糸
、
麻
を
租
調
と
し
て
徴
収
し
た
と
い
う
。
六
・
七
世
紀
代
、
三
国
で
は
穀
物
と
織
物
を
現
物
貨
幣
と
し
て
使
用
し
て
い
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
木
簡
に
記

さ
れ
た
斑
綿
衣
も
そ
れ
に
類
す
る
機
能
を
も
っ
た
物
品
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
一
〇
号
木
簡
は
、
斑
綿
衣
二
〇
両
の
保
管
や
移
動
と

関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
う
し
た
検
討
を
通
し
て
み
る
と
、
陵
山
里
一
帯
に
は
倉
庫
施
設
が
あ
り
、
そ
れ
と
関
連
し
て
米
の
支
給
や
物
品
の
保
管
を
担
当
す
る
何
ら
か
の
建
物
や
施
設

が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
６
４

。
特
に
、
三
〇
六
号
と
三
一
〇
号
は
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
と
廃
棄
時
期
が
近
い
た
め
、
そ
の
可
能
性
を
更
に
高
め
て
く
れ

る
。
し
た
が
っ
て
支
薬
児
食
米
記
は
「
支
薬
児
に
与
え
た
食
米
の
記
録
簿
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
支
薬
児(

で)

の
食
米
関
連
記
録
簿
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と

思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
支
薬
児
を
人
名
と
捉
え
る
余
地
も
な
く
は
な
い
が
、
他
の
木
簡
と
の
関
連
性
か
ら
そ
の
よ
う
な
建
物
や
施
設
あ
る
い
は
行
政
官
署
の
名
称
で

あ
る
可
能
性
が
よ
り
高
い
と
考
え
る
６
５

。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
は
こ
の
遺
跡
の
近
隣
に
存
在
し
た
食
糧
支
給
に
関
す
る
管
理
業
務
を
担
当
し
た

所
が
作
成
主
体
と
な
り
、
米
を
支
給
す
る
度
に
作
成
し
た
メ
モ
で
あ
り
、
一
定
期
間
保
管
し
て
か
ら
他
の
木
簡
と
と
も
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
６
６

。 

一
方
、
「
支
薬
児
」
の
名
称
に
「
薬
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
建
物
や
施
設
が
薬
の
取
り
扱
い
と
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る

と
、
ま
ず
、
百
済
二
二
部
司
の
一
つ
で
あ
る
薬
部
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
中
央
行
政
官
署
が
羅
城
外
郭
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
６
７

。
ま
た
、
二
〇
〇
二-

一

号
木
簡
が
木
塔
心
礎
石
を
埋
め
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
木
簡
の
記
載
内
容
は
、
何
ら
か
の
形
で
寺
院
と
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
陵
山
里
一
帯
に
薬
と
関
連
す
る
何
ら
か
の
建
物
や
施
設
が
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
は
、
百
済
仏
教
に
医
学
的
な
要
素
が
多
い
と
い
う

点
を
考
慮
す
る
と
、
さ
ほ
ど
問
題
と
は
な
ら
な
い
６
８

。 

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
五
七
七
年
に
倭
の
使
臣
が
本
国
に
帰
る
際
、
律
師
の
ほ
か
に
禅
師
と
比
丘
尼
、
呪
噤
師
、
造
仏
工
、
造
寺
工
な
ど
六
人
を
付
け
て
送
り
、

彼
ら
を
難
波
の
大
別
王
寺
に
安
置
し
た
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
６
９

。
こ
の
う
ち
、
呪
噤
師
と
い
う
人
物
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
、
律
師
、
禅
師
な
ど
と

と
も
に
日
本
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
人
物
、
つ
ま
り
僧
侶
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
呪
噤
師
は
、
日
本
の
養
老
令
に
規

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
医
薬
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
彼
自
身
が
医
療
技
術
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
７
０

。
彼
の
主
た
る
任
務
は
「
祓
除
爲
厲

者
」
と
あ
り
、
呪
文
と
祈
祷
を
通
し
て
兵
士
を
治
療
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
鬼
神
を
追
い
出
す
行
為
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
呪
噤
師
は
「
仏
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法
の
呪
を
唱
え
て
病
災
を
斥
け
る
者
」
と
い
え
る
７
１

。
と
こ
ろ
で
、
陵
山
里
寺
院
の
創
建
、
特
に
初
期
講
堂
は
五
五
四
年
の
菅
山
城
の
戦
い
で
戦
死
し
た
聖
王

と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
。
呪
噤
師
の
任
務
は
、
そ
の
よ
う
な
恨
み
を
も
っ
て
死
ん
だ
聖
王
の
行
跡
と
関
連
す
る
。 

陵
山
里
出
土
木
簡
の
う
ち
、
二
九
五
号
や
二
九
九
号
木
簡
な
ど
祭
祀
と
関
連
す
る
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
呪
噤
師
の
任
務
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ

う
。
特
に
、
二
九
五
号
木
簡
の
場
合
、
そ
れ
が
道
饗
祭
や
道
祭
祀
と
関
連
す
る
と
は
い
え
、
出
土
位
置
が
中
門
址
の
南
側
、
第
二
木
柵
列
の
北
側
で
あ
る
た
め
、

羅
城
と
関
連
し
た
道
路
と
い
う
よ
り
は
中
門
址
前
の
道
路
と
関
連
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
図
三-

一
〇
は
六
～
七
次
調
査
で
検
出
さ
れ
た
道
路
遺
構

を
概
念
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
大
排
水
路
方
向
の
木
橋
を
越
え
て
北
側
に
む
か
う
道
路
は
中
門
址
南
側
を
過
ぎ
た
あ
と
、
再
び
東
石
橋
の
ほ
う
に
曲
が
っ
て
陵

山
里
古
墳
群
の
方
向
に
繋
が
っ
て
い
る
７
２

。
二
九
五
号
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
中
門
址
南
側
の
東
西
道
路
の
開
設
時
点
は
断
定
し
が
た
い
が
、
初
期
講
堂
を
中
心

と
し
た
な
ん
ら
か
の
施
設
が
機
能
し
て
い
た
段
階
に
、
こ
こ
に
は
そ
の
初
期
施
設
や
陵
山
里
古
墳
群
へ
と
繋
が
る
道
路
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
二
九
五
号
木
簡
は
、
都
城
外
郭
に
あ
っ
た
陵
山
里
寺
院
の
初
期
講
堂
と
陵
山
里
古
墳
群
の
連
結
道
路
で
行
な
わ
れ
た
祭
祀
に
関
連
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
７
３

、
そ
う
し
た
儀
礼
過
程
に
呪
噤
師
が
あ
る
程
度
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
想
定
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
初
期
講
堂
を
筆
者
の
よ
う
に
祠
廟
や

祠
堂
の
よ
う
な
も
の
と
把
握
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
道
路
は
祠
廟
や
王
陵
へ
と
向
う
「
神
道
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
二
九
五
号
木
簡
は
、
神
道
の
傍
で
行
な

わ
れ
た
な
ん
ら
か
の
儀
礼
を
意
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
三
面
の
道
使
以
下
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
最
も
上
に
あ
る
「
食
」
と
小
吏
の
「
小
」
は
、
木
簡
の
一
次
使

用
の
痕
跡
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
道
使
以
下
は
大
き
く
二
つ
の
段
落
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
「
道
使
□
□
次
如
逢
吏
猪
耳
」
は
、
「
そ
の
体
が
黒
い
よ
う
で

あ
る(

其
身
者
如
黒
也)

。
道
使
□
□
、
弾
耶
方
の
牟
氏
と
牟
祋
、
祋
耶(

方)
の
某
が
…
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
解
釈
さ
れ
る
。
最
初
の
文
章
の
道
使
以
下
は
ど

こ
ま
で
が
人
名
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
職
名
で
あ
る
か
、
い
く
つ
か
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
二
番
目
の
文
章
の
道
使
以
下
は
、
「
道
使
某
、
弾
耶
方(

出
身)

の
牟

氏
と
牟
祋
、
祋
耶(

方)

…
」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
・
二
面
と
三
面
が
異
な
る
時
点
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
る
と
は
い
え
、
完
全
に
関
係
の
な

い
記
録
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
四
面
の
場
合
、
一
・
二
面
に
み
ら
れ
る
食
米
の
量
と
関
連
す
る
「
又
十
二
石
」
と
い
う
習
書
が
反
復
し
て
記
さ
れ
た
こ
と
を
み
る

と
、
さ
ら
に
そ
の
可
能
性
が
高
い
。 
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前
述
し
た
と
お
り
、
一
・
二
面
の
食
米
関
連
記
録
は
、
米
を
支
給
す
る
度
に
作
成
さ
れ
た
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
正
式
な
帳
簿
を
作
成
し
た
後
に

は
廃
棄
さ
れ
た
り
再
活
用
さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
７
４

。
と
こ
ろ
で
、
食
米
記
を
作
成
し
た
人
物
が
、
「
其
身
者
如
黒
也
」
の
よ
う
な
身
体
的
特
徴
を
記
し

た
の
は
、
そ
れ
を
受
領
し
た
人
物
、
つ
ま
り
道
使
を
よ
く
知
ら
な
い
た
め
に
、
一
次
木
簡
の
三
面
を
活
用
し
て
メ
モ
用
紙
の
よ
う
に
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
７
５

。
同
じ
メ
モ
と
い
っ
て
も
、
一
・
二
面
は
情
報
を
他
の
人
に
伝
達
す
る
機
能
を
も
つ
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
比
べ
、
三
面
は
情
報
を
自
分
に
伝
達
す

る
機
能
を
果
し
た
、
よ
り
主
観
的
で
自
己
認
識
的
な
機
能
を
も
つ
も
の
と
い
う
違
い
が
あ
る
７
６

。 

支
薬
児
で
食
米
の
支
給
を
受
け
た
道
使
や
弾
耶
方
の
牟
氏
と
牟
祋
ら
は
、
地
方
か
ら
泗
沘
都
城
に
派
遣
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、
官
人
で
あ
る
道
使
の
場
合
に

は
、
そ
の
麾
下
に
一
定
の
人
員
を
率
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
食
米
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
こ
こ
で
一
定
期
間
な
ん
ら

か
の
労
働
に
従
事
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
７
７

。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
木
簡
が
六
世
紀
後
半
頃
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
時
の
労
働
は
羅
城
築
造

で
は
な
く
陵
山
里
寺
院
の
建
立
や
運
営
に
関
連
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
は
、
支
薬
児
と
い
う
な
ん
ら
か
の
建
物
や
施
設

に
お
い
て
、
寺
院
の
建
立
に
力
役
と
し
て
動
員
さ
れ
た
地
方
民
に
米
を
支
給
し
て
、
そ
の
内
訳
を
記
録
し
た
伝
票
あ
る
い
は
一
次
帳
簿
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
支
薬
児
は
な
ぜ
食
米
を
支
給
し
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
７
８

。
食
米
は
文
字
通
り
食
べ
る
米
を
意
味
す
る
が
、
一
・
二

面
の
記
録
は
こ
の
地
域
に
食
米
支
給
作
業
を
遂
行
す
る
行
政
組
織
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
三
〇
〇
号
や
三
〇
六
号
木
簡
も
こ
れ
と
関
連
が
あ
る
こ
と
は
前
述

し
た
通
り
で
あ
る
。
支
薬
児
で
支
給
さ
れ
た
食
米
の
量
に
、
日
ご
と
に
差
が
あ
る
こ
と
は
、
道
使
な
ど
そ
れ
を
受
領
す
る
集
団
内
部
の
人
員
に
変
動
が
あ
っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
・
二
面
の
食
米
量
に
関
す
る
記
録
の
う
ち
、
一
日
と
二
日
に
小
升
一
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
が
食
米
の
日
当
に
対

す
る
最
小
単
位
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
７
９

。 

と
こ
ろ
で
、
食
米
を
受
領
す
る
人
物
は
地
方
官
で
あ
る
道
使
某
と
弾
耶
方
の
牟
氏
と
牟
祋
と
記
さ
れ
て
い
る
。
道
使
は
城
主
の
異
称
で
あ
り
、
城
は
五
方
制
の

下
で
第
三
段
階
の
統
治
単
位
に
当
た
る
８
０

。
城
の
長
官
で
あ
る
道
使
と
、
弾
耶
方
に
籍
を
置
く
牟
氏
と
牟
祋
と
い
う
人
名
が
一
緒
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者

の
場
合
、
道
使
の
よ
う
な
官
人
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
個
人
の
資
格
で
食
米
を
受
領
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
ら
が
食
米
を
支
給
さ
れ
る
理
由
は
、
陵

山
里
寺
院
の
建
立
と
い
う
国
家
的
な
事
業
に
動
員
さ
れ
て
、
一
定
期
間
力
役
に
従
事
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
の
食
米
は
、
そ
う
し
た
力
役
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を
遂
行
す
る
た
め
の
現
地
生
活
費
や
代
価
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
そ
れ
を
受
領
し
た
側
の
立
場
か
ら
は
日
給
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
８
１

。
個

人
の
資
格
で
食
米
を
受
領
し
て
い
る
牟
氏
と
牟
祋
と
い
う
人
物
の
力
役
は
、
国
家
や
地
方
官
庁
に
動
員
さ
れ
て
無
償
で
労
役
す
る
単
純
な
用
役
で
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
寺
院
の
敷
地
造
成
の
よ
う
な
単
純
労
働
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
専
門
的
な
技
術
や
特
別
な
才
能
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
８
２

。

そ
う
し
た
点
で
弾
耶
方
の
牟
氏
と
牟
祋
と
い
う
人
物
は
な
ん
ら
か
の
特
別
な
専
門
技
術
を
も
つ
個
人
や
集
団
の
代
表
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
８
３

。
彼
ら
は
力

役
遂
行
の
た
め
の
現
地
生
活
費
や
対
価
と
し
て
、
実
際
の
勤
務
日
数
に
よ
っ
て
米
を
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

一
方
で
、
こ
の
時
の
力
役
動
員
単
位
は
、
道
使
と
い
う
地
方
官
が
派
遣
さ
れ
た
城
や
、
弾
耶
方
と
い
う
行
政
区
域
と
関
連
が
あ
る
。
こ
の
時
の
弾
耶
方
に
つ
い

て
、
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
一
三
年(

五
五
二)

条
に
み
ら
れ
る
「
牛
頭
方
」
と
「
尼
弥
方
」
を
根
拠
に
し
て
、
百
済
で
は
六
世
紀
前
半
に
す
で
に
広
域
行
政
区

画
で
あ
る
五
方
制
と
は
性
格
の
異
な
る
「
方
」
と
い
う
地
方
行
政
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
資
料
と
し
て
解
釈
す
る
場
合
も
あ
る
８
４

。
し
か

し
、
四
面
木
簡
の
廃
棄
時
点
を
筆
者
の
よ
う
に
六
世
紀
後
半
と
把
握
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
資
料
は
む
し
ろ
六
世
紀
半
ば
に
確
立
さ
れ
た
五
方
制
が
、
実
施
以
降
に

も
そ
れ
と
は
性
格
の
異
な
る
「
方
」
と
い
う
地
方
行
政
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
資
料
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
８
５

。
し
た
が
っ
て
、

陵
山
里
寺
院
の
建
立
に
は
城
単
位
や
特
殊
な
性
格
の
方
単
位
で
編
成
さ
れ
た
地
方
民
の
力
役
動
員
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。 

二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
は
、
支
薬
児
と
い
う
建
物
や
施
設
に
お
い
て
陵
山
里
寺
院
の
建
立
に
動
員
さ
れ
た
地
方
民
に
米
を
支
給
し
て
、
そ
の
内
訳
を
記
録
し
た

一
次
帳
簿
で
あ
り
、
六
世
紀
後
半
、
こ
の
寺
院
の
整
備
過
程
に
お
け
る
力
役
動
員
と
そ
の
運
営
方
式
を
表
わ
す
資
料
と
評
価
で
き
る
。
毎
日
支
給
さ
れ
る
食
米
の

量
や
動
員
さ
れ
た
人
員
に
対
す
る
記
録
は
、
そ
の
後
、
正
式
な
帳
簿
に
整
理
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
８
６

。
仏
国
寺
の
「
西
石
塔
重
修
形
止
記
」
と
「
無
垢
浄
光
塔
形

止
記
」
の
内
容
に
は
、
石
塔
重
修
作
業
の
進
行
状
況
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
特
に
日
付
ご
と
に
作
業
内
容
と
飲
食
提
供
の
状
況
が
共
通
し
て
確
認
さ
れ
て
興

味
深
い
８
７

。
た
と
え
後
代
の
記
録
で
あ
る
と
は
い
え
、
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
も
こ
の
よ
う
な
形
で
再
整
理
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。 

一
方
、
日
本
で
は
平
城
京
の
西
隆
寺
や
但
馬
国
分
寺
、
安
芸
国
分
寺
に
お
い
て
、
寺
院
の
造
営
と
関
連
し
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
を
通
し
て
寺
院
の

造
営
過
程
や
寺
院
を
構
成
す
る
施
設
、
寺
司
の
組
織
、
造
営
の
財
源
や
資
材
な
ど
に
関
す
る
具
体
的
な
推
定
が
行
わ
れ
て
い
る
８
８

。
陵
山
里
出
土
木
簡
の
場
合

も
こ
の
よ
う
な
事
例
と
の
比
較
分
析
を
通
し
て
、
今
後
、
寺
院
の
造
営
過
程
や
運
営
、
景
観
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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第
二
節 

陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
の
分
類
と
需
給
体
系 

 

(

一)
  

出
土
瓦
当
の
再
検
討 

百
済
泗
沘
期
の
瓦
当
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
蓮
弁
文
と
中
房
、
蓮
子
な
ど
の
形
態
変
化
に
関
す
る
流
れ
を
把
握
で
き
、
同
笵
関
係
を
通
し
た
生
産

と
流
通
の
問
題
、
瓦
当
面
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
を
中
心
に
し
た
製
作
技
法
の
問
題
な
ど
が
あ
る
程
度
解
明
さ
れ
て
き
た
８
９

。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
泗
沘
期
の

瓦
当
研
究
は
、
研
究
者
個
人
が
設
定
し
た
一
つ
の
分
類
体
系
に
よ
っ
て
瓦
当
全
体
を
包
括
で
き
る
と
い
う
前
提
の
下
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
瓦
当
面
と
丸

瓦
の
接
合
方
式
を
中
心
に
し
た
製
作
技
法
に
つ
い
て
の
研
究
で
も
、
そ
れ
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
適
切
な
解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

瓦
当
文
様
と
製
作
技
法
は
、
一
つ
の
建
物
址
を
発
掘
し
た
だ
け
で
も
一
〇
余
個
以
上
の
多
様
な
型
式
が
確
認
さ
れ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
で
一
つ
の
瓦
当
に
つ
い
て
研
究
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
型
式
分
類
案
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
数
十
種
類
の
型
式
を
単
純
に
羅
列
す
る
場
合
も
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
の
型
式
分
類
や
類
型
の
設
定
で
は
個
別
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
多
様
な
型
式
の
瓦
当
を
包
括
し
が
た
く
、
こ
れ
を
基
に
し
た
相
対
編
年
の
設
定
に
つ

い
て
も
こ
れ
以
上
の
議
論
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
百
済
瓦
当
研
究
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
様
々
な
遺
跡
で
出
土
し
た
全
て
の
資
料
を
包
括
で
き

る
型
式
分
類
と
そ
れ
に
対
す
る
分
析
が
今
ま
さ
に
切
実
な
段
階
に
あ
る
と
い
え
る
。
個
々
の
遺
跡
に
対
す
る
事
例
分
析
が
増
加
し
た
後
、
今
後
よ
り
進
展
し
た
総

合
的
な
議
論
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
銘
文
か
ら
五
六
七
年
と
い
う
絶
対
年
代
が
確
認
さ
れ
、
印
花
文
土
器
片
な
ど
の
遺
物
と
遺
構
状
況
か
ら
見

る
と
、
六
六
〇
年
の
百
済
滅
亡
期
に
廃
寺
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
９
０

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
は
泗
沘
期
の
他
の
遺
跡
と
は
異
な
り
、
統

一
新
羅
時
代
や
高
麗
時
代
の
遺
物
が
全
く
混
入
し
て
い
な
い
百
済
時
代
の
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
の
特
徴
は
約
一
〇
〇
年
間
存
続
し
た
こ
の
古
代
寺

院
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
創
建
さ
れ
、
維
持
・
補
修
さ
れ
て
き
た
の
か
を
把
握
で
き
る
良
好
な
事
例
と
な
る
だ
ろ
う
。 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
に
対
す
る
発
掘
調
査
の
内
容
は
す
で
に
報
告
書
と
し
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
９
１

。
し
か
し
、
報
告
書
で
提
示
さ
れ
た
型
式
分

類
案
は
極
め
て
一
部
の
資
料
の
み
を
対
象
と
し
た
試
案
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
型
式
分
類
案
と
編
年
案
を
提
示
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し
た
金
鍾
萬
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
９
２

。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
金
鍾
萬
の
先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
筆
者
の
修
正
案
を
提
示
し
た
。
瓦
当
の
型

式
分
類
に
お
い
て
は
瓦
当
文
様
と
接
合
技
法
、
瓦
当
と
連
結
し
た
丸
瓦
部
の
違
い
に
注
目
し
、
瓦
当
の
接
合
技
法
が
持
つ
意
味
に
対
す
る
筆
者
の
所
見
を
明
ら
か

に
す
る
。
次
に
、
筆
者
の
型
式
分
類
案
を
基
に
し
た
相
対
編
年
案
を
提
示
し
、
こ
れ
を
通
し
て
創
建
期
の
瓦
当
と
補
修
用
瓦
当
を
区
別
す
る
。
さ
ら
に
陵
山
里
寺

址
出
土
瓦
の
生
産
と
供
給
体
系
に
つ
い
て
も
把
握
し
て
い
く
。 

扶
余
陵
山
里
寺
址
で
は
多
様
な
型
式
の
瓦
当
と
平
瓦
、
丸
瓦
、
垂
木
瓦
、
鴟
尾
な
ど
の
瓦
類
が
大
量
に
出
土
し
た
。
金
鍾
萬
は
陵
山
里
寺
址
出
土
の
瓦
当
三
四

〇
点
を
対
象
に
型
式
分
類
案
と
年
代
観
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を<

表
三-

二>

に
整
理
し
た
。
彼
は
ま
ず
蓮
弁
文
を
基
準
と
し
て
蓮
華
文
瓦
当(

Ⅰ
)

と
巴
文

(
Ⅱ
)

、
素
文(

Ⅲ
)

に
区
分
し
た
後
、
蓮
華
文
瓦
当
を
再
び
蓮
華
の
形
態
と
中
房
を
基
準
と
し
て
細
分
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
蓮
華
の
形
態
を
弁
端
尖
形(

Ａ)

、
弁

端
反
転
突
起
形(

Ｂ)

、
弁
端
反
転
形(
Ｃ)

、
弁
端
三
角
反
転
形(

Ｄ)

、
弁
端
有
角
反
転
形(

Ｅ)

に
区
分
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
中
房
の
高
低
、
圏
線
の
有
無
、
蓮
子

の
数
を
基
準
に
五
型
式
一
六
種
に
細
分
し
た
の
で
あ
る
。 

泗
沘
期
の
蓮
華
文
瓦
当
研
究
と
比
較
し
て
み
る
と
、
蓮
弁
と
中
房
の
形
態
を
基
準
と
し
て
瓦
当
型
式
を
細
分
し
た
こ
と
は
妥
当
性
を
持
つ
。
蓮
弁
文
様
を
尖
形
、

反
転
形
、
三
角
形
、
有
角
形
に
分
類
し
た
こ
と
は
用
語
上
理
解
す
る
う
え
で
難
し
い
部
分
が
あ
る
が
、
再
検
討
の
結
果
、
各
型
式
別
の
類
似
性
と
差
別
性
は
認
め

ら
れ
る
。
し
か
し
、
蓮
弁
文
様
に
よ
る
分
類
と
中
房
な
ど
他
の
観
察
属
性
に
よ
る
分
類
が
同
じ
範
疇
に
設
定
さ
れ
９
３

、
ま
た
一
次
的
に
設
定
さ
れ
た
蓮
弁
文
様

に
二
次
的
な
観
察
属
性
を
図
式
的
に
代
入
す
る
と
各
型
式
別
の
関
連
性
が
弱
く
な
る
た
め
補
完
す
る
必
要
が
あ
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
瓦
当
の
型
式
分
類
の
た
め
、
編
年
と
系
統
設
定
に
最
も
重
要
な
蓮
弁
文
様
を
一
次
的
な
基
準
と
し
、
中
房
の
大
き
さ
や
形
態
、
圏
線
の
有
無
、

蓮
子
の
数
、
製
作
技
法
な
ど
を
二
次
的
な
基
準
と
し
た
９
４

。
ま
た
、
蓮
弁
の
形
態
を
反
転
型
、
隆
起
型
、
三
角
形
と
い
っ
た
用
語
で
表
現
す
る
よ
り
も
客
観
化

し
た
数
字
で
表
記
し
、
蓮
弁
文
様
の
類
似
性
が
高
い
も
の
を
出
土
頻
度
が
高
い
順
に
配
列
し
た
。
こ
の
過
程
で
問
題
と
な
る
の
は
瓦
当
面
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
で

あ
る
製
作
技
法
を
い
か
に
処
理
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
蓮
弁
文
様
や
中
房
の
形
態
が
同
じ
同
笵
品
の
場
合
、
お
お
よ
そ
同
じ
型
式
の
接

合
方
式
を
使
用
し
て
い
る
が
、
一
部
の
瓦
当
の
場
合
、
異
な
る
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
同
笵
品
で
あ
り
同
じ
接
合
技
法
を

用
い
た
と
し
て
も
、
瓦
当
と
連
結
し
た
丸
瓦
の
内
面
処
理
方
式
や
釘
穴
の
位
置
が
異
な
る
場
合
が
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
他
の
型
式
に
分
類
す
る
の
か
が
問
題 
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と
な
る
。 

本
稿
で
は
瓦
笵
の
形
態
が
異
な
る
も
の
は
、
ひ
と
ま
ず
一
つ
の
型
式
に
分
類
し
、
製
作
技
法
と
関
連
す
る
属
性
の
違
い
は
そ
の
型
式
内
部
の
変
形
と
理
解
し
た
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
細
か
な
変
形
を
一
つ
一
つ
表
現
し
て
し
ま
う
と
過
度
に
煩
雑
な
分
類
案
と
な
る
た
め
、
こ
の
場
合
は
観
察
結
果
を
本
文
で
簡
単
に
言
及
す
る

に
と
ど
め
た
９
５

。 

本
稿
で
述
べ
る
接
合
技
法
の
分
類
案
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る(

図
三-

一
一)

。
ま
ず
、
金
鍾
萬
の
研
究
に
よ
る
と
全
部
で
九
型
式
の
接
合
技
法
が
確
認
さ
れ

る
と
い
う
９
６

。
し
か
し
、
各
型
式
別
の
接
合
技
法
に
対
す
る
再
検
討
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
は
若
干
の
相
違
点
が
看
取
さ
れ
、
瓦
当
周
縁
の
上
段
部
と

丸
瓦
先
端
部
の
処
理
方
式
に
つ
い
て
よ
り
明
確
な
概
念
を
提
示
す
る
必
要
を
感
じ
た
９
７

。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
瓦
当
周
縁
上
段
部
の
処
理
方
式
と
丸
瓦

先
端
部
の
処
理
方
式
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
図
三-

一
一
の
よ
う
に
全
部
で
九
型
式
の
接
合
技
法
が
確
認
さ
れ
た
。 

Ａ
型
式
の
場
合
、
瓦
当
周
縁
と
周
縁
上
段
部
の
一
部
を
残
し
た
ま
ま
周
縁
上
段
部
裏
面
を
削
っ
た
後
、
丸
瓦
を
接
合
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
中
で
Ａ
１
式

は
瓦
当
裏
面
を
一
度
削
っ
て
、
丸
瓦
先
端
部
を
斜
め
に
一
度
削
っ
て
接
合
さ
せ
た
も
の
を
い
う(

金
鍾
萬
Ｂ
２
式)

。
Ａ
２
式
は
瓦
当
裏
面
を
一
度
削
っ
て
い
る
、

二
度
加
工
し
た
丸
瓦
先
端
部
を
接
合
さ
せ
た
も
の
を
指
す
。 

Ｂ
型
式
は
瓦
当
周
縁
上
段
部
を
残
し
た
ま
ま
、
そ
の
端
部
か
ら
削
っ
た
も
の
で
、
Ｃ
型
式
は
瓦
当
周
縁
上
段
部
の
一
部
を
削
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
Ｂ
１
式
は
周
縁
上
段
部
端
部
か
ら
斜
め
に
一
度
削
っ
た
後
、
一
度
加
工
し
た
丸
瓦
先
端
部
を
接
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
り(

金
鍾
萬
Ｂ
１
式)

、
Ｂ
２
式
は
周
縁
の

上
段
部
端
部
か
ら
一
度
削
っ
た
後
、
二
度
加
工
し
た
丸
瓦
先
端
部
を
接
合
さ
せ
た
も
の
を
指
す(

金
鍾
萬
Ａ
１
式)

。
一
方
、
Ｃ
１
式
は
瓦
当
周
縁
の
一
部
を
斜
め

に
削
っ
た
後
、
一
度
加
工
し
た
丸
瓦
先
端
部
を
接
合
さ
せ
た
も
の
で(

金
鍾
萬
Ｂ
３
式)

、
Ｃ
２
式
は
瓦
当
周
縁
の
一
部
を
残
し
た
ま
ま
二
度
加
工
し
た
丸
瓦
先
端

部
を
接
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る(

金
鍾
萬
Ｂ
４
式)

。 

Ｄ
型
式
は
瓦
当
周
縁
部
を
残
す
こ
と
は
Ａ
型
式
と
類
似
す
る
が
、
瓦
当
裏
面
の
一
部
を
二
度
削
り
出
し
て
丸
瓦
部
を
接
合
さ
せ
た
点
が
異
な
る
。
そ
の
中
で
Ｄ

１
式
と
Ｄ
２
式
は
丸
瓦
先
端
部
を
二
度
削
る
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
Ｄ
１
式
は
斜
め
に
削
っ
た
後
、
垂
直
に
整
え
て
お
り
、
一
方
Ｄ
２
式
は
Ｌ
字
形
に
削
っ
て
い

る
点
で
異
な
る
。
Ｅ
型
式
は
瓦
当
周
縁
部
を
残
さ
ず
削
り
出
し
た
後
、
加
工
し
て
い
な
い
丸
瓦
部
を
差
し
込
ん
だ
も
の
を
い
う(

金
鍾
萬
Ｃ
２
式)

。 
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本
稿
で
検
討
対
象
と
し
た
瓦
当
資
料
は
五
〇
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
数
量
に
お
い
て
違
い
が
生
じ
た
理
由
は
、
筆
者
の
場
合
、
破
片
も
一
点
と
し

て
処
理
し
た
た
め
で
あ
る
。
瓦
当
片
の
場
合
、
三
分
の
一
や
四
分
の
一
程
度
だ
け
残
っ
て
い
て
も
、
他
の
出
土
事
例
を
通
し
て
型
式
分
類
が
可
能
で
あ
り
、
各
破

片
が
ほ
ぼ
接
合
さ
れ
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
た
め
、
一
点
と
処
理
し
て
も
大
き
な
問
題
は
な
い
と
判
断
し
た
。
筆
者
は
瓦
当
の
型
式
と
型
式
別
出
土
位
置
を
確
認

す
る
た
め
に
国
立
扶
余
博
物
館
で
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
、
瓦
当
の
裏
面
に
記
録
さ
れ
た
注
記
と
遺
物
採
集
カ
ー
ド
、
発
掘
野
帳
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
こ
れ
を
全

面
的
に
再
確
認
す
る
作
業
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
本
稿
で
検
討
し
た
瓦
当
に
対
す
る
型
式
分
類
と
出
土
位
置
、
発
掘
報
告
書
の
図
面
と
図
版
、
遺
物
番
号
な
ど
に

つ
い
て
は
付
録
を
参
考
さ
れ
た
い
９
８

。 

 

(

二)
  

出
土
瓦
当
の
型
式
分
類 

陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
の
場
合
、
大
き
く
蓮
華
文
と
巴
文
、
素
文
に
区
分
で
き
る
。
そ
の
中
で
蓮
華
文
瓦
当
は
一
三
の
型
式
に
細
分
さ
れ
、
巴
文
瓦
は
二
型
式
、

素
文
瓦
当
は
一
型
式
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
蓮
華
文
瓦
当
を
中
心
に
各
型
式
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
１
型
式
瓦
当
は

蓮
弁
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
端
部
が
若
干
尖
っ
て
お
り
中
房
が
大
き
い
。
瓦
当
周
縁
上
段
部
に
は
斜
格
子
文
の
痕
跡
が
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
丸

瓦
先
端
部
に
斜
格
子
の
形
態
に
刻
み
を
加
え
た
後
に
接
合
さ
せ
た
も
の
で
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
効
果
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
金
鍾
萬
は
１
型
式
瓦
当
を

大
き
さ
と
接
合
方
式
の
違
い
か
ら
二
つ
の
型
式
に
細
分
し
て
い
る
が
、
両
者
の
違
い
は
大
き
さ
や
接
合
技
法
の
違
い
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

瓦
当
の
大
き
さ
は
焼
成
時
の
収
縮
率
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
接
合
技
法
に
お
い
て
も
両
者
を
厳
格
に
区
分
し
に
く
い
た
め
で
あ
る
９
９

。 

筆
者
は
１
型
式
瓦
当
の
胎
土
と
焼
成
度
、
蓮
弁
と
周
縁
部
の
処
理
方
式
、
接
合
方
式
、
瓦
当
裏
面
の
処
理
方
式
、
特
に
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
の
型
式
に
よ
り

五
つ
型
式
に
細
分
し
た(

図
三-

一
二)

１
０
０

。
そ
の
中
で
１
ａ
式
は
南
回
廊
址
東
側
窯
址
で
出
土
し
た
瓦
当
と
同
笵
品
で
胎
土
に
砂
が
多
く
混
じ
っ
て
お
り
、
濃

い
灰
色
を
呈
し
て
お
り
硬
質
で
あ
る
。
全
部
で
九
七
点
が
確
認
さ
れ
た
。
蓮
弁
文
様
と
周
縁
が
互
い
に
連
接
す
る
も
の
を
整
え
ず
、
そ
の
ま
ま
連
結
し
た
状
態
で

あ
る
点
が
１
型
式
の
他
の
瓦
当
と
異
な
る
。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
Ｃ
１
式
で
あ
る
。
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
は
有
段
式
で
あ
り
、
縄
目
叩
き
の
後
、
ナ
デ

を
施
し
て
い
る
。
丸
瓦
内
面
に
は
玉
縁
端
部
ま
で
麻
布
の
痕
跡
が
残
り
、
瓦
刀
は
内
側
か
ら
外
側
に
ひ
い
て
い
る
。
瓦
の
背
面
に
は
四
角
形
の
釘
穴
が
瓦
当
と
連
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結
す
る
部
分
か
ら
一
三
セ
ン
チ
の
所
に
あ
り
、
丸
瓦
の
長
さ
は
三
〇
セ
ン
チ
前
後
で
あ
る
。
釘
穴
の
外
郭
に
は
四
角
形
の
枠
が
確
認
さ
れ
、
外
か
ら
内
方
向
に
開

け
ら
れ
て
い
る
。 

１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
は
１
ａ
式
に
比
べ
て
胎
土
に
相
対
的
に
砂
の
量
が
少
な
く
、
明
る
い
灰
色
を
呈
し
て
軟
質
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
蓮
弁
文
様
と
周
縁
が
連
接

し
た
部
分
を
一
回
以
上
瓦
刀
で
整
え
て
お
り
、
若
干
の
間
隙
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
１
ｂ
式
は
八
葉
の
蓮
弁
の
一
部
が
周
縁
と
連
接
し
て
お
り
、
１
ｃ
式
と
１

ｄ
式
は
蓮
弁
と
周
縁
の
間
を
き
ち
ん
と
整
え
て
い
る
。
１
ｄ
式
の
場
合
、
瓦
当
裏
面
の
下
段
部
を
数
回
に
わ
た
っ
て
瓦
刀
で
整
え
る
こ
と
が
１
ｃ
式
と
区
分
さ
れ

る
点
で
あ
る
。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
１
ｂ
式
の
場
合
、
Ｂ
１
式
と
Ｃ
１
式
が
共
に
見
ら
れ
、
１
ｃ
式
と
１
ｄ
式
は
Ｅ
式
で
あ
る
が
、
１
ｅ
式
は
Ｂ
１
式
な

の
か
Ｃ
１
式
な
の
か
明
確
で
な
い
。
１
ｅ
式
の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
１
ｂ
式
と
瓦
当
文
様
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
が
、
残
存
す
る
丸
瓦
の
形
態
に
お
い
て

違
い
が
見
ら
れ
る
。
１
ｂ
式
は
最
も
多
い
一
三
一
点
が
確
認
さ
れ
、
１
ｃ
式
は
二
一
点
、
１
ｄ
式
は
一
九
点
、
１
ｅ
式
は
一
点
が
出
土
し
た
１
０
１

。 

一
方
、
１
型
式
の
場
合
、
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
の
型
式
の
違
い
が
明
確
に
確
認
さ
れ
る(

図
三-

一
三)

。
１
ｂ
式
の
場
合
、
１
ａ
式
と
接
合
技
法
の
違
い
も

見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
の
違
い
が
目
立
つ
。
１
ｂ
式
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
は
無
文
の
灰
白
色
軟
質
で
あ
り
、
有
段
式
で
あ
る
が
内

面
の
麻
布
痕
が
玉
縁
段
部
ま
で
残
っ
て
い
る
。
玉
縁
は
粘
土
帯
で
整
形
し
若
干
、
斜
方
向
に
接
合
し
て
い
る
。
瓦
の
背
面
に
は
釘
穴
が
残
っ
て
お
り
、
瓦
当
と
連

結
さ
れ
た
所
か
ら
一
一
セ
ン
チ
地
点
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
１
ａ
式
で
観
察
さ
れ
る
釘
穴
周
辺
の
枠
は
確
認
さ
れ
ず
、
全
体
の
長
さ
も
三
二
セ
ン
チ
程
度
で

若
干
大
き
い
。 

１
ｃ
式
と
１
ｄ
式
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
丸
瓦
を
連
結
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
報
告
書
の
図
面
一
四
九-

二(

図
版
一
七
五-

二)

の
丸
瓦
は
瓦
当
接

合
面
を
整
え
ず
、
丸
瓦
端
部
に
斜
格
子
形
の
陽
刻
線
文
が
残
っ
て
お
り
、
１
型
式
の
瓦
当
の
中
で
Ｅ
式
接
合
技
法
と
関
連
す
る
丸
瓦
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
丸
瓦

は
有
段
式
で
あ
り
、
無
文
の
灰
青
色
硬
質
を
呈
す
る
。
内
面
の
麻
布
痕
は
玉
縁
段
部
ま
で
残
っ
て
お
り
、
玉
縁
は
粘
土
帯
で
整
形
さ
れ
て
お
り
１
ｂ
式
と
類
似
す

る
。
全
体
の
長
さ
は
三
二
・
七
セ
ン
チ
、
釘
穴
の
位
置
は
瓦
当
連
結
部
分
で
二
〇
・
四
セ
ン
チ
地
点
に
配
置
さ
れ
た
点
が
１
ｂ
式
瓦
の
丸
瓦
部
と
異
な
る
。
こ
の

丸
瓦
が
１
ｃ
式
と
１
ｄ
式
の
う
ち
、
ど
の
型
式
と
接
合
さ
れ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
Ｂ
１
式
や
Ｃ
１
式
接
合
技
法
を
見
せ
る
１
ａ
式
、
１
ｂ
式
、
１
ｅ
式
と

は
全
く
異
な
る
丸
瓦
を
連
結
し
て
使
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 
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１
ｅ
式
の
場
合
、
灰
色
硬
質
の
有
段
式
丸
瓦
が
接
合
さ
れ
て
い
る
。
丸
瓦
内
面
の
麻
布
痕
は
玉
縁
段
部
ま
で
残
っ
て
お
り
、
玉
縁
を
粘
土
帯
で
整
形
し
て
い
る

が
、
１
ｂ
式
連
結
丸
瓦
と
は
異
な
り
、
玉
縁
段
部
の
内
面
を
数
回
瓦
刀
で
整
え
、
直
角
に
近
い
角
度
で
接
合
さ
せ
て
い
る
。
丸
瓦
の
長
さ
は
二
八
・
五
セ
ン
チ
程

度
と
短
く
、
釘
穴
も
瓦
当
接
合
面
か
ら
一
八
・
七
セ
ン
チ
地
点
に
四
角
形
に
あ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
周
辺
に
四
角
形
の
枠
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
点
し
か

確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
細
部
型
式
の
一
つ
と
し
て
設
定
し
た
。 

と
こ
ろ
で
、
１
ｂ
式
と
１
ｃ
式
お
よ
び
１
ｄ
式
は
蓮
弁
文
様
と
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
、
瓦
当
裏
面
の
処
理
方
式
な
ど
に
よ
っ
て
大
別
で
き
る
が
、
い
く
つ

か
の
例
外
が
み
ら
れ
る
。
報
告
書
の
図
面
一
六
七-

八(

図
版
一
九
三-

八)

瓦
当
の
場
合
、
そ
の
裏
面
に
瓦
刀
痕
が
残
っ
て
お
り
、
１
ｄ
式
に
分
類
し
た
が
、
Ｃ
１

式
接
合
技
法
が
確
認
さ
れ
る
。
図
面
一
二
八-

三(

図
版
一
五
九-

三)

の
場
合
、
Ｅ
式
接
合
で
あ
り
、
蓮
弁
と
周
縁
部
を
非
常
に
整
然
と
仕
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら

１
ｄ
式
に
分
類
し
た
が
、
瓦
当
裏
面
下
段
の
周
縁
部
を
削
ら
ず
丸
く
仕
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
図
面
一
六
〇-

四(

図
版
一
八
四-

四)

や
図
面
一
六
七-

二(

図
版
一

九
三-

二)

の
場
合
、
ひ
と
ま
ず
１
ｃ
式
に
分
類
し
た
が
、
Ｃ
１
式
と
Ｅ
式
接
合
技
法
が
共
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
瓦
当
面
と
丸
瓦
が
接
合
さ
れ
は
じ
め
る
両

側
部
分
は
周
縁
の
一
部
を
残
す
Ｃ
１
式
で
あ
る
が
、
中
央
部
分
は
周
縁
を
残
さ
な
い
Ｅ
式
に
な
っ
て
い
る
。 

そ
う
し
た
点
で
こ
れ
ら
を
１
ｅ
式
の
よ
う
に
新
た
な
型
式
に
設
定
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
例
外
的
な
亜
型
式
と
し
て
処
理
す
る
の
か
が

問
題
と
な
る
。
１
ａ
式
～
１
ｄ
式
瓦
当
の
接
合
方
式
や
製
作
方
式
に
は
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
主
流
的
な
傾
向
性
が
確
認
さ
れ
る
。
Ｂ
１
式
と
Ｃ
１
式
、
Ｅ

式
接
合
方
式
は
瓦
当
周
縁
上
部
を
残
し
た
の
か
否
か
に
よ
る
区
分
で
あ
る
が
、
Ｃ
１
式
と
Ｅ
式
が
一
つ
の
遺
物
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
両
者
の
区
分
は
瓦
の
製
作

工
程
で
発
生
し
た
違
い
と
考
え
ら
れ
る
１
０
２

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
も
う
一
つ
の
型
式
と
し
て
設
定
す
る
よ
り
は
、
同
じ
瓦
製
作
集
団
部
の
工
人
差
と
把
握
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。 

し
か
し
、
１
ｅ
式
の
場
合
、
瓦
と
接
合
し
た
丸
瓦
の
長
さ
と
玉
縁
の
製
作
方
式
、
釘
穴
の
形
態
な
ど
に
お
い
て
そ
の
他
の
１
型
式
瓦
当
と
比
較
的
大
き
い
違
い

が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
単
純
な
工
人
差
と
考
え
ら
れ
ず
、
瓦
製
作
工
程
を
総
括
す
る
造
瓦
組
織
や
工
程
の
違
い
、
つ
ま
り
工
房
の
違
い
か
ら
発
生

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
１
ａ
～
１
ｅ
式
瓦
当
の
間
に
は
単
純
な
工
人
差
以
上
の
型
式
的
な
違
い
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
１
型
式

瓦
当
は
全
て
木
材
で
作
っ
た
瓦
笵
を
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
一
部
瓦
当
の
蓮
弁
に
残
っ
て
い
る
木
目
痕
を
通
し
て
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
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１
型
式
瓦
当
内
部
に
は
祖
型
と
な
る
瓦
笵
の
移
動
や
部
分
的
な
改
笵
の
可
能
性
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
胎
土
と
硬
度
の
違
い(

１
ａ
式
と
１
ｂ
式
～
１

ｅ
式
の
間)

、
蓮
弁
と
周
縁
連
接
部
の
処
理
方
式
の
違
い
、
ま
た
瓦
当
に
接
合
す
る
丸
瓦
の
接
合
方
式
だ
け
で
な
く
丸
瓦
自
体
の
型
式
差
を
確
認
で
き
る
。
そ
う

し
た
点
で
１
型
式
内
部
に
は
工
人
差
以
外
に
工
房
差
、
さ
ら
に
は
製
作
年
代
の
違
い
が
存
在
し
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
る
。 

２
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
の
形
態
が
１
型
式
瓦
当
と
類
似
す
る
が
、
中
房
の
形
態
と
接
合
方
式
に
お
い
て
違
い
が
見
ら
れ
る(

図
三-

一
四)

１
０
３

。
２
型
式
瓦
当
は

中
房
に
一+

六
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
中
房
は
低
く
圏
線
が
あ
る
。
ま
た
、
胎
土
に
砂
が
ほ
と
ん
ど
混
入
し
て
お
ら
ず
、
軟
質
で
あ
る
場
合
が
多
く
、

全
部
で
五
二
点
が
確
認
さ
れ
る
。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
こ
れ
ま
で
Ｃ
１
式
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
Ａ
１
式
に
設
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
報
告
書
の
図
面
と
図
版
を
詳
し
く
観
察
し
て
み
る
と
、
瓦
当
周
縁
上
段
部
の
一
部
を
残
し
て
斜
め
に
削
り
出
し
た
後
、
丸
瓦
部
を
接
合
さ
せ
た
た
め

で
あ
る
。
瓦
上
段
部
の
削
り
だ
し
た
部
分
に
は
陰
刻
や
陽
刻
の
跡
が
全
く
な
く
、
瓦
当
裏
面
に
も
ナ
デ
の
痕
跡
は
全
く
確
認
さ
れ
な
い
。 

３
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
が
若
干
厚
く
、
蓮
弁
端
部
が
隆
起
し
て
お
り
、
中
房
は
凸
形
に
突
出
し
、
一+

八
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
１
０
４

。
非
常
に
精
選
さ

れ
た
胎
土
を
使
用
し
て
お
り
、
灰
青
色
硬
質
の
も
の
が
多
い
。
全
部
で
四
一
点
が
出
土
し
て
い
る
。
丸
瓦
接
合
方
式
は
Ｃ
２
式
で
あ
る
が
、
瓦
当
周
縁
上
段
の
切

り
出
し
た
部
分
に
は
な
ん
ら
痕
跡
が
な
い
。
３
型
式
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
型
式
の
丸
瓦
が
連
結
さ
れ
た
の
か
は
完
形
品
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
た
だ
、
報
告
書
図
面
一
五
三-

二
・
三(

図
版
一
七
九-
二
・
三)

を
参
考
に
す
る
と
、
１
型
式
瓦
当
と
連
結
し
た
丸
瓦
と
は
全
く
異
な
る
型
式
の
丸
瓦
が
接
合

さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る(

図
三-

一
五)

。
こ
の
丸
瓦
は
縄
目
叩
き
後
、
ナ
デ
を
施
し
て
お
り
、
そ
の
痕
跡
が
比
較
的
よ
く
残
っ
て
い
て
、
砂
が
混
入
し
て

い
な
い
精
選
さ
れ
た
粘
土
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
灰
青
色
硬
質
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
も
内
面
に
は
麻
布
痕
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
連
結
丸
瓦
の
型

式
は
後
述
す
る
４
型
式
瓦
当
と
非
常
に
類
似
す
る
。 

４
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
豊
か
で
端
部
が
点
珠
状
に
近
い
尖
形
を
な
し
、
中
房
に
圏
線
が
あ
り
、
一+

八
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
非
常

に
精
選
さ
れ
た
胎
土
を
使
用
し
て
お
り
、
灰
青
色
硬
質
が
多
く
て
、
瓦
当
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
１
０
５

。
全
部
で
二
七
点
が
出
土
し
た
。
瓦

当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
３
型
式
瓦
当
と
同
じ
Ｃ
２
式
で
あ
る
。
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
部
は
縄
目
叩
き
後
、
ナ
デ
を
施
し
た
有
段
式
丸
瓦
で
、
砂
が
混
入
し
て

い
な
い
精
選
さ
れ
た
粘
土
を
使
用
し
て
お
り
、
灰
青
色
硬
質
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
報
告
書
図
面
一
二
三-

一(

図
版
一
五
四-

一)

と
図
面
一
五
〇-

二(

図
版
一
七
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六-
二)

を
比
較
す
る
と
、
４
型
式
に
連
結
さ
れ
た
丸
瓦
の
間
に
も
若
干
の
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
図
面
一
二
三-

一
の
連
結
丸
瓦
部
は
瓦
当
と
連
結
す

る
地
点
か
ら
二
六
セ
ン
チ
地
点
に
四
角
形
の
釘
穴
が
あ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
図
面
一
五
〇-

二
の
場
合
、
二
三
セ
ン
チ
地
点
に
釘
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
た
め

で
あ
る(
図
三-

一
五)

。
こ
の
二
点
は
瓦
が
半
損
し
て
お
り
丸
瓦
が
接
合
さ
れ
た
ま
ま
残
っ
て
い
る
が
、
軟
質
と
硬
質
と
い
う
点
を
除
く
と
細
部
の
文
様
や
接
合

技
法
の
違
い
を
見
い
出
し
が
た
い
。
連
結
丸
瓦
部
が
同
じ
型
式
で
、
釘
穴
の
位
置
は
瓦
製
作
工
程
で
発
生
し
う
る
微
細
な
違
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず

同
じ
型
式
に
分
類
し
た
。 

５
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
と
間
弁
が
三
角
形
を
な
し
、
中
房
に
は
一+

四
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
１
０
６

。
比
較
的
精
選
さ
れ
た
胎
土
を
使
用
し
、
灰
青
色
と

灰
白
色
が
共
に
見
ら
れ
る
。
全
部
で
二
九
点
が
出
土
し
た
。
瓦
当
裏
面
に
は
丸
瓦
の
接
着
効
果
を
高
め
る
た
め
に
別
途
の
補
強
土
を
使
用
し
た
痕
跡
が
あ
り
、
瓦

当
裏
面
下
段
部
に
は
ケ
ズ
リ
調
整
を
施
し
た
痕
跡
が
観
察
さ
れ
る
。
瓦
当
と
丸
瓦
当
連
結
方
式
は
こ
れ
ま
で
Ｂ
１
式
で
見
ら
れ
た
が
、
瓦
当
周
縁
の
一
部
を
残
し

た
後
、
丸
瓦
を
二
度
調
整
し
て
接
合
す
る
Ｃ
２
式
と
考
え
ら
れ
る
。
瓦
当
に
連
結
さ
れ
た
丸
瓦
は
無
段
式
で
あ
り
、
背
面
に
は
太
線
文
が
打
捺
さ
れ
釘
穴
が
な
い

(

図
三-

一
六)

。
蓮
弁
文
様
の
形
態
や
接
合
技
法
、
灰
白
色
の
別
途
補
強
土
を
使
用
し
た
痕
跡
な
ど
は
５
型
式
瓦
当
が
亭
岩
里
窯
址
で
生
産
・
供
給
さ
れ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。 

６
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
が
厚
く
て
端
部
が
円
形
を
呈
し
、
大
き
く
隆
起
し
て
い
る
１
０
７

。
胎
土
は
精
選
さ
れ
て
お
り
、
灰
青
色
硬
質
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
中
房

は
平
面
的
で
あ
り
圏
線
が
あ
っ
て
一+

七
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
全
部
で
二
一
点
が
出
土
し
た
。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
Ｅ
式
と
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
、
Ｃ
１
式
と
考
え
ら
れ
る
１
０
８

。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
部
分
に
は
斜
格
子
文
が
陽
刻
さ
れ
た
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
瓦
当
裏
面
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
痕
跡
は
観

察
さ
れ
な
い
が
、
一
部
の
瓦
当
で
は
瓦
刀
で
削
り
出
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。 

７
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
が
短
く
鈍
重
で
、
中
房
に
は
一+

七
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
瓦
当
面
全
体
の
厚
さ
が
他
の
瓦
当
に
比
べ
て
厚
い
１
０
９

。
中
房

が
広
く
て
凸
形
に
膨
ら
ん
で
い
る
た
め
、
蓮
弁
が
相
対
的
に
短
く
見
え
る
。
胎
土
に
は
砂
が
一
部
混
入
し
て
お
り
灰
白
色
や
灰
青
色
を
呈
す
る
。
全
部
で
一
九
点

が
出
土
し
た
。
瓦
当
と
丸
瓦
接
合
方
式
は
こ
れ
ま
で
Ａ
１
式
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｃ
１
式
が
主
流
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
７
型
式
の
瓦
当
周

縁
の
上
部
に
は
接
合
技
法
を
確
認
で
き
な
い
五
点
を
除
く
と
、
斜
格
子
文
が
陽
刻
さ
れ
た
も
の(
八
点)

と
直
線
の
線
文
が
陽
刻
さ
れ
た
も
の(

三
点)

、
無
文(

三
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点)
な
ど
三
種
類
の
接
合
痕
が
確
認
さ
れ
る
１
１
０

。
こ
の
中
で
斜
格
子
文
や
線
文
が
陽
刻
さ
れ
た
も
の
は
Ｃ
１
式
接
合
技
法
で
あ
る
が
、
無
文
の
も
の
は
Ｂ
１
式

で
あ
る
。
斜
格
子
文
の
中
で
一
部
Ｂ
１
式
接
合
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
両
者
を
厳
格
に
区
分
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
違

い
は
瓦
当
と
連
結
し
た
丸
瓦
先
端
部
の
処
理
方
式
の
違
い
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
丸
瓦
端
部
に
斜
格
子
文
や
線
文
の
刻
み
を
施
し
て
加
工
す
る
場
合
と

そ
う
で
は
な
い
場
合
は
製
作
工
人
の
差
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

８
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
に
角
が
あ
り
、
中
房
に
一+

六
課
が
配
置
さ
れ
、
瓦
当
周
縁
の
外
郭
を
数
度
瓦
刀
で
整
え
た
痕
跡
が
観
察
さ
れ
る(

図
三-

一
七)

。
８
型
式

瓦
当
の
場
合
、
二
つ
の
型
式
に
細
分
で
き
る
が
、
８
ａ
式
と
８
ｂ
式
は
焼
成
度
と
接
合
方
式
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
８
ａ
式
の
場
合
、
灰
青
色
の
硬
質
焼
成
で
あ

り
、
Ｂ
２
式
接
合
方
式
で
製
作
さ
れ
て
お
り
、
８
ｂ
式
は
灰
色
の
軟
質
焼
成
で
あ
り
、
Ａ
２
式
の
接
合
方
式
で
あ
る
１
１
１

。
８
ａ
式
は
八
点
、
８
ｂ
式
は
六
点
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
型
式
の
場
合
、
瓦
当
と
連
結
し
た
丸
瓦
部
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
確
に
区
分
で
き
る(

図
三-

一
八)

。
８
ａ

式
の
場
合
、
報
告
書
の
図
面
一
一
九-

二(
図
版
一
五
〇-

二)

の
よ
う
に
縄
目
叩
き
後
、
ナ
デ
を
施
し
た
丸
瓦
が
連
結
さ
れ
る
。
丸
瓦
部
の
玉
縁
部
分
は
残
っ
て
い

な
い
が
、
瓦
当
連
結
部
分
か
ら
一
九
セ
ン
チ
の
地
点
に
円
形
の
釘
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
１
１
２

。
８
ｂ
式
の
場
合
、
報
告
書
の
図
面
七
四-

一(

図
版
一
〇
四-

一)

の
よ
う
に
破
損
し
た
丸
瓦
が
残
っ
て
い
る
が
、
丸
瓦
の
背
面
に
は
格
子
叩
き
後
、
ナ
デ
を
施
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
丸
瓦
部
の
残
存
長
が
二
一
・
五
セ
ン
チ
で

あ
る
が
、
釘
穴
の
痕
跡
は
確
認
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
連
結
丸
瓦
部
の
違
い
は
８
型
式
内
部
に
存
在
す
る
焼
成
度
と
接
合
方
式
の
違
い
を
よ
り
鮮
明
に
示
し
て

お
り
、
そ
れ
は
工
人
の
違
い
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

９
型
式
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
の
端
部
が
若
干
反
転
し
て
中
房
に
一+
六
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
瓦
当
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
あ
り
、
若
干
膨

ら
ん
だ
形
態
を
呈
す
る
。
こ
の
瓦
は
蓮
弁
端
部
の
形
態
に
よ
っ
て
９
ａ
式
と
９
ｂ
式
に
分
け
ら
れ
る
。
９
ａ
式
の
場
合
、
蓮
弁
の
端
部
が
突
起
の
よ
う
に
若
干
反

転
す
る
が
、
９
ｂ
式
の
場
合
、
反
転
が
鈍
く
て
蓮
弁
が
平
た
い
１
１
３

。
両
型
式
と
も
細
か
い
砂
が
一
部
混
入
し
て
お
り
灰
色
を
呈
す
る
。
接
合
方
式
は
若
干
の
違

い
が
あ
り
９
ａ
式
は
Ａ
１
式
、
９
ｂ
式
は
Ａ
２
式
に
な
っ
て
お
り
、
前
者
は
四
点
、
後
者
は
二
点
出
土
し
た
。
９
型
式
瓦
当
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
大
通
寺
式
瓦
当

で
、
蓮
弁
の
反
転
の
程
度
や
蓮
子
の
大
き
さ
お
よ
び
笵
傷
の
程
度
に
よ
っ
て
微
細
な
変
化
を
見
せ
る
た
め
、
極
め
て
細
か
い
観
察
が
要
求
さ
れ
る
。 

１
０
型
式
瓦
当
の
場
合
、
９
型
式
瓦
当
と
類
似
す
る
が
、
蓮
弁
と
中
房
の
変
形
し
た
大
通
寺
系
瓦
で
あ
る
１
１
４

。
蓮
弁
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
な
く
平
ら
で
蓮
弁
端
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部
が
点
珠
状
に
尖
っ
て
い
る
。
中
房
に
は
圏
線
が
あ
り
、
一+

八
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
お
り
Ａ
１
式
接
合
方
式
を
見
せ
る
。
全
部
四
点
が
確
認
さ
れ
た
。 

１
１
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
端
部
を
三
角
形
と
円
形
で
装
飾
し
、
中
房
が
小
さ
く
一+

五
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
１
１
５

。
灰
白
色
軟
質
で
砂
が
混
入
し
て
お

り
瓦
当
裏
面
を
数
度
瓦
刀
で
削
っ
た
。
全
部
で
六
点
出
土
し
た
。
Ｅ
式
接
合
技
法
を
見
せ
る
が
、
瓦
当
周
縁
上
段
部
を
切
り
出
し
た
後
、
瓦
当
部
分
に
針
線
を
入

れ
て
丸
瓦
を
連
結
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。 

１
２
型
式
瓦
当
は
蓮
弁
端
部
が
三
角
形
に
近
い
が
、
端
部
が
若
干
隆
起
し
て
い
る(

図
三-

一
九)

１
１
６

。
蓮
弁
は
ス
マ
ー
ト
な
印
象
を
与
え
、
中
房
が
小
さ
く

一+

六
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
１
１
型
式
瓦
当
と
類
似
す
る
が
、
蓮
子
数
が
異
な
り
中
房
の
形
態
と
蓮
弁
の
形
が
は
る
か
に
粗
雑
で
あ
る
。
全
部
で
二

点
出
土
し
た
。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
Ａ
１
式
と
紹
介
さ
れ
た
が
、
六
・
七
次
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
事
例
を
見
る
と
Ｃ
２
式
と
考
え
ら
れ
る
１
１
７

。
瓦
当

の
蓮
弁
と
周
縁
が
接
す
る
地
点
を
斜
め
に
整
え
、
周
縁
上
段
部
に
斜
格
子
形
の
針
線
を
入
れ
て
丸
瓦
と
の
接
合
効
果
を
高
め
た
。
連
結
丸
瓦
は
有
段
式
で
長
さ
は

三
一
・
八
セ
ン
チ
で
あ
り
背
面
は
無
文
で
あ
る
。
瓦
当
と
連
結
す
る
所
か
ら
二
〇
・
二
セ
ン
チ
地
点
に
四
角
形
の
釘
穴
が
あ
る
が
、
丸
瓦
内
面
に
も
四
角
形
の
釘

穴
痕
が
あ
る(

図
三-

二
〇)

。
こ
れ
を
見
る
と
、
こ
の
丸
瓦
は
内
側
か
ら
外
側
に
穴
を
あ
け
、
工
程
上
、
瓦
当
部
を
接
合
す
る
以
前
に
丸
瓦
部
に
穴
を
あ
け
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
１
３
型
式
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
と
間
弁
が
三
角
形
で
あ
り
、
九
葉
の
蓮
華
文
瓦
当
に
復
元
さ
れ
る
１
１
８

。
中
房
は
膨
ら
ん
で
お
り
太
い
圏
線

が
巡
り
、
一+

五
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
二
点
の
破
片
の
み
出
土
し
た
。
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
は
不
明
で
あ
る
が
、
扶
余
東
南
里
や
中
井
里
遺
跡

出
土
同
笵
品
の
事
例
を
見
る
と
Ｃ
２
式
と
推
定
さ
れ
る
。 

巴
文
瓦
当
の
場
合
、
報
告
書
の
図
面
一
七
〇-

八(

図
版
一
九
六-

八)
と
図
面
七
三-

三(

図
版
一
〇
三-

三)

の
よ
う
に
二
点
の
破
片
の
み
確
認
さ
れ
る
。
扶
余
地

域
で
発
見
さ
れ
た
同
笵
品
と
比
較
す
る
と
、
巴
文
１
・
２
式
に
細
分
で
き
る
。
巴
文
１
式
の
場
合
、
Ｃ
２
式
接
合
技
法
で
上
部
に
斜
格
子
文
が
確
認
さ
れ
る
。
巴

文
２
式
の
場
合
、
陵
山
里
寺
址
出
土
品
の
み
で
は
接
合
技
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
扶
蘇
山
城
出
土
品
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
Ｄ
１
式
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
。
一
方
、
巴
文
１
式
瓦
当
の
場
合
、
井
洞
里
窯
址(

Ｃ
地
区)

で
同
笵
品
が
出
土
し
て
い
る
。 

素
文
瓦
当
の
場
合
、
円
板
に
周
縁
部
を
別
途
に
作
っ
た
後
、
丸
瓦
を
差
し
込
ん
だ
も
の
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
瓦
当

と
連
結
し
た
丸
瓦
部
の
背
面
に
は
直
線
の
太
線
文
を
ナ
デ
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る(

図
面
一
五
四-
一
、
図
版
一
八
〇-

一)

。
全
部
で
九
点
が
確
認
さ
れ
、
扶
余
扶
蘇
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山
城
出
土
事
例
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
Ｄ
２
式
接
合
技
法
と
考
え
ら
れ
る
。
素
文
瓦
当
は
青
陽
汪
津
里
窯
址
で
出
土
し
て
い
る
が
、
汪
津
里
窯
址
出
土
品
の
場

合
、
接
合
方
式
が
Ｂ
２
式
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
た
め
若
干
の
違
い
が
あ
る
。 

以
上
で
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
五
〇
二
点
の
瓦
当
に
対
す
る
筆
者
の
分
類
案
を
紹
介
し
た
。
金
鍾
萬
に
よ
る
型
式
分
類
案
と
の
違
い
は
、
１
型
式
瓦
当
を

五
つ
に
細
分
し
た
こ
と
と
こ
れ
ま
で
別
個
の
型
式
と
し
て
き
た
８
・
９
型
式
瓦
当
を
一
つ
の
型
式
の
中
で
二
種
類
に
細
分
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
各
型
式
別

の
接
合
技
法
が
既
存
の
研
究
と
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
訂
正
し
た
。
特
に
一
つ
の
型
式
の
中
に
類
似
す
る
接
合
方
式
が
混
在
し
て
い
る
場
合(

１

ｂ
式
～
１
ｄ
式
の
場
合)
や
連
結
丸
瓦
の
釘
穴
の
位
置
が
異
な
る
場
合(

４
型
式
の
場
合)

、
連
結
丸
瓦
の
端
部
の
処
理
方
式
が
異
な
る
場
合(

７
型
式
の
場
合)

が

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
蓮
弁
文
様
や
接
合
技
法
が
同
じ
で
あ
る
と
は
い
え
、
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
の
型
式
に
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
た

１
１
９

。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
一
つ
の
造
瓦
組
織
内
部
に
存
在
す
る
工
人
差
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

(

三)
  

出
土
瓦
当
の
相
対
編
年
と
需
給
体
系 

扶
余
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
１
３
型
式
の
蓮
華
文
瓦
当
と
巴
文
・
素
文
瓦
当
は
各
型
式
別
に
い
か
な
る
序
列
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
瓦
の
年
代
に
は

製
作
年
代
と
供
給
年
代
、
廃
棄
年
代
が
あ
る
。
陵
山
里
寺
院
の
場
合
、
六
六
〇
年
の
百
済
滅
亡
期
に
ほ
ぼ
同
時
に
廃
寺
と
な
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
た
め
、
問
題
に

な
る
の
は
製
作
年
代
と
供
給
年
代
で
あ
る
。
ま
た
、
約
一
〇
〇
年
間
、
一
つ
の
建
物
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
創
建
以
後
一
定
の
補
修
が
必
須
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
事
項
を
考
慮
し
な
が
ら
次
に
出
土
瓦
当
の
相
対
編
年
案
を
提
示
し
、
創
建
期
の
瓦
当
と
補
修
用
瓦
当
を
区
分
し
て
み
た
い
１
２
０

。 

ま
ず
、
陵
山
里
寺
院
の
創
建
期
瓦
当
は
い
か
な
る
も
の
か
を
検
討
し
よ
う
。
消
費
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
瓦
当
の
中
で
創
建
期
瓦
当
を
抽
出
す
る
場
合
に
し
ば
し

ば
採
用
さ
れ
る
の
は
、
「
絶
対
多
数
の
論
理
」
で
あ
る
１
２
１

。
あ
る
建
物
址
や
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
中
で
最
も
多
数
を
占
め
る
瓦
当
型
式
が
創
建
当
時
に

主
に
採
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
計
二
七
〇
点
が
出
土
し
た
１
型
式
瓦
当
は
陵
山
里
寺
址
創
建
期
に
使
用
さ
れ
た
創
建
瓦
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
南
回
廊
址
前
の
東
大
排
水
路
連
接
区
間
か
ら
発
見
さ
れ
た
窯
址
出
土
品
か
ら
も
確
認
で
き
る(

図
三-

二
一)

１
２
２

。
伽
藍
中
心
部
の

隣
接
地
域
で
陵
山
里
寺
院
に
瓦
を
供
給
し
た
窯
址
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
１
ａ
式
瓦
当
二
点
が
出
土
し
て
い
る
。
１
型
式
瓦
当
は
扶
余
地
域
の
遺
跡
の
う
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ち
陵
山
里
寺
址
を
除
い
て
一
点
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
１
型
式
瓦
当
は
陵
山
里
寺
址
式
瓦
当
、
あ
る
い
は
陵
寺
式
瓦
当
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、

こ
の
寺
院
に
供
給
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
専
用
の
瓦
型
式
と
い
え
る
。
そ
の
製
作
年
代
は
地
下
式
心
礎
石
で
あ
る
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
埋
立
年
代
か
ら
五
六

七
年
以
前
と
考
え
ら
れ
る
１
２
３

。 

と
こ
ろ
で
陵
山
里
窯
址
で
は
１
ａ
型
式
の
瓦
の
み
出
土
し
、
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
瓦
当
は
出
土
し
て
い
な
い
。
１
ａ
式
と
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
は
胎
土
と
焼
成
度
、

接
合
方
式
、
瓦
当
裏
面
の
処
理
方
式
、
連
結
丸
瓦
の
型
式
、
釘
穴
の
位
置
と
形
態
な
ど
に
お
い
て
明
確
な
違
い
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
１
型
式
内
部

の
細
部
型
式
の
間
に
い
か
な
る
違
い
を
反
映
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
普
通
、
胎
土
や
焼
成
度
の
違
い
は
生
産
地
の
違
い
と
認
識
す
る
場
合
が
多
く
、
接
合
方
式
や
瓦

当
裏
面
の
処
理
方
式
、
丸
瓦
釘
穴
の
位
置
と
形
態
な
ど
の
違
い
は
製
作
工
人
の
違
い
を
反
映
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

の
間
に
は
造
瓦
集
団
内
部
の
工
人
差
は
も
ち
ろ
ん
生
産
地
の
違
い
、
つ
ま
り
工
房
差
が
存
在
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
工
房
差
と
工
人
差
は
年
代
差
を
反
映
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
陵
山
里
窯
址
全
体
が
発
掘
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
即
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
結
論

か
ら
述
べ
る
と
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
陵
山
里
窯
址
は
一
次
発
掘
調
査
時
、
南
回
廊
址
隣
接
区
間
で
灰
原
が
発
見
さ
れ
た
が
、
六
・
七
次
調
査
時
、
窯

址
か
ら
南
側
三
〇
余
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
東
石
橋
付
近
の
丘
陵
か
ら
窯
址
と
推
定
さ
れ
る
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
陵
山
里
寺
址

近
隣
の
窯
址
は
大
規
模
で
長
期
間
に
か
け
て
操
業
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
１
型
式
瓦
当
が
比
較
的
長
期
間
に
か
け
て
生
産
さ
れ
、
そ
の
内
部
で
胎
土

と
焼
成
度
、
丸
瓦
の
型
式
の
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
１
型
式
を
生
産
す
る
工
人
集
団
が
最
小
で
二
つ
以
上
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
製
作
時
期
や
供
給

時
期
に
時
間
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
南
回
廊
址
近
隣
地
域
の
窯
址
で
１
ａ
式
瓦
当
の
み
出
土
し
て
い
る
事
実
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
南
回
廊
址
付
近
窯
址
は
建
物
址
か
ら
わ
ず
か
数

十
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
。
火
災
に
脆
弱
な
木
造
建
物
の
特
性
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
地
域
の
窯
址
が
持
続
的
に
操
業
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い

１
２
４

。
少
な
く
と
も
南
回
廊
址
が
建
立
さ
れ
た
当
時
に
は
初
期
の
窯
址
が
閉
鎖
さ
れ
、
南
側
に
移
動
し
た
り
全
く
別
個
の
窯
か
ら
瓦
を
供
給
し
た
可
能
性
が
あ
る

の
で
あ
る
。
陵
山
里
寺
址
近
隣
の
窯
址
は
南
回
廊
址
隣
接
区
間
か
ら
次
第
に
南
側
に
移
動
し
な
が
ら
運
営
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し

た
点
で
１
ａ
式
は
１
型
式
部
で
も
最
も
古
い
型
式
の
瓦
当
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
１
２
５

。 
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１
ａ
式
と
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
グ
ル
ー
プ
間
の
前
後
関
係
は
瓦
当
文
様
か
ら
も
あ
る
程
度
類
推
で
き
る
。
筆
者
は
ま
だ
両
者
間
に
存
在
す
る
木
材
瓦
笵
の
損
傷

〔
笵
傷
〕
や
瓦
笵
の
変
形
〔
改
笵
〕
の
痕
跡
を
明
確
に
把
握
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
蓮
弁
と
周
縁
の
間
の
処
理
方
式
の
み
見
る
と
、
前
者
が
後
者
よ
り
遅
く

出
現
し
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。
前
者
の
場
合
、
蓮
弁
一
ヶ
所
、
ま
た
は
二
ヶ
所
で
必
ず
周
縁
と
直
接
接
触
し
粗
雑
に
処
理
さ
れ
た
場
合
が
確
認
さ
れ
る
の

に
対
し
、
後
者
の
場
合
、
間
弁
と
周
縁
の
間
を
瓦
刀
で
整
然
と
整
え
て
い
る
。
中
房
の
場
合
、
後
者
が
前
者
よ
り
若
干
突
出
し
た
凸
形
で
、
蓮
子
の
配
置
も
よ
り

鮮
明
な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
前
者
の
場
合
、
中
房
の
一
部
が
蓮
弁
一
ヶ
所
で
若
干
突
き
出
て
不
定
形
を
な
す
が
、
後
者
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
痕
跡
を
観
察

で
き
な
い
。
し
か
し
、
両
者
の
区
別
が
計
量
的
属
性
で
は
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
間
の
工
人
差
と
工
房
差
、
生
産
地
の
違
い
は
さ

ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
１
ａ
式
は
１
ｂ
式
よ
り
若
干
先
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
が
次
第
に
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
と
共
存
し
な
が
ら
代

替
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
１
型
式
瓦
当
の
中
で
１
ａ
式
よ
り
１
ｂ
式
瓦
当
が
相
対
的
に
多
数
を
占
め
る
理
由
も
こ
の
よ
う
な
状
況
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。 

創
建
期
の
瓦
当
以
外
に
比
較
的
古
い
段
階
に
設
定
で
き
る
も
の
が
３
・
４
型
式
と
９
型
式
瓦
当
で
あ
る
。
そ
の
中
で
３
・
４
型
式
の
場
合
、
１
型
式
の
よ
う
に

陵
山
里
寺
址
以
外
で
は
発
見
さ
れ
ず
、
相
対
編
年
を
設
定
す
る
う
え
で
多
く
の
困
難
を
伴
う
が
１
２
６

、
泗
沘
期
の
瓦
当
蓮
弁
文
様
の
流
れ
と
比
べ
る
と
、
比
較
的

古
い
段
階
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
３
・
４
型
式
の
胎
土
や
Ｃ
２
式
の
接
合
方
式
、
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
の
背
面
の
文
様
や
そ
の
内
面
の
麻

布
痕
が
非
常
に
類
似
す
る
点
は
二
つ
の
型
式
が
ほ
ぼ
同
じ
生
産
地
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
３
・
４
型
式
と
１
型
式
瓦
当
を
比
較
す
る
と

よ
り
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
瓦
当
が
少
な
く
と
も
１
型
式
瓦
当
と
は
全
く
別
個
の
工
房
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

一
方
、
１
ｂ
式
瓦
当
の
出
現
過
程
で
説
明
し
た
よ
う
に
南
回
廊
址
隣
接
区
間
に
存
在
し
た
陵
山
里
窯
址
の
閉
鎖
時
点
は
単
純
に
１
型
式
瓦
当
内
部
の
工
人
差
や

工
房
差
、
年
代
差
だ
け
で
な
く
、
陵
山
里
寺
院
全
体
の
瓦
生
産
と
供
給
体
系
の
変
化
を
伴
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
陵
山
里
窯
址
内
部
で
１
ａ
式
が

１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
瓦
当
の
生
産
を
も
た
ら
し
た
こ
と
と
は
別
に
、
全
く
異
な
る
不
明
窯
址
で
３
型
式
と
４
型
式
瓦
当
が
新
た
に
生
産
さ
れ
、
陵
山
里
寺
院
に
供
給

さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
時
点
に
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
の
建
立
が
最
高
潮
に
達
し
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
３
型
式
と
４
型
式

で
は
、
４
型
式
が
若
干
古
い
時
期
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
泗
沘
期
の
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
端
部
が
若
干
隆
起
す
る
蓮
弁
文
様
は
点
珠
状
よ
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り
新
し
い
時
期
に
出
現
し
、
３
型
式
瓦
当
は
６
・
７
・
１
１
・
１
２
型
式
な
ど
そ
の
後
の
段
階
に
も
似
た
系
統
の
蓮
弁
文
様
が
製
作
さ
れ
つ
づ
け
る
が
、
４
型
式

瓦
当
は
断
絶
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
総
合
し
て
み
る
と
、
３
型
式
と
４
型
式
瓦
当
の
製
作
時
期
は
五
六
七
年
以
後
と
推
定
さ
れ
る
。 

９
型
式
瓦
当
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
大
通
寺
式
瓦
当
で
、
特
に
９
ｂ
型
式
は
舒
川
金
徳
里
窯
址
出
土
品
と
同
笵
品
で
あ
る
。
舒
川
金
徳
里
窯
址
出
土
品
の
製
作
年

代
は
泗
沘
遷
都
以
後
か
ら
六
世
紀
後
半
ま
で
と
そ
の
年
代
幅
が
非
常
に
広
く
、
そ
の
中
心
時
期
に
つ
い
て
は
陵
山
里
寺
址
出
土
品
を
根
拠
と
し
て
活
用
す
る
場
合

が
あ
っ
た
１
２
７

。
つ
ま
り
、
９
ｂ
型
式
瓦
当
が
中
門
址
付
近
か
ら
出
土
す
る
た
め
、
そ
の
製
作
時
期
を
五
六
七
年
前
後
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陵
山

里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
内
部
で
も
各
建
物
の
建
立
時
期
に
違
い
が
存
在
す
る
た
め
、
９
型
式
瓦
当
の
供
給
時
期
は
少
な
く
と
も
五
六
七
年
以
後
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
９
型
式
は
創
建
期
瓦
当
で
あ
る
１
型
式
よ
り
若
干
新
し
い
時
期
に
製
作
・
供
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
３
・
４
型
式
と
同
時
期

か
若
干
新
し
い
時
期
に
相
対
編
年
で
き
る
だ
ろ
う
。
９
ａ
式
と
９
ｂ
式
の
相
対
的
な
順
序
は
扶
余
地
域
で
出
土
す
る
大
通
寺
式
瓦
当
の
出
現
様
相
を
見
た
場
合
、

蓮
弁
端
部
の
反
転
の
程
度
が
大
き
い
９
ａ
式
が
若
干
古
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
型
式
の
瓦
当
が
陵
山
里
寺
院
に
供
給
さ
れ
た
時
期
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

以
上
の
検
討
の
結
果
、
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
の
創
建
期
建
物
に
適
用
さ
れ
た
瓦
の
供
給
体
系
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
ま
ず
、
陵
山
里
寺
址
創
建

当
時
に
は
陵
山
里
窯
址
を
中
心
に
し
た
寺
院
専
用
窯
で
小
規
模
の
瓦
生
産
が
行
わ
れ
た(

１
ａ
式
瓦
当
の
生
産)

。
そ
の
後
、
窯
が
南
側
に
移
動
し
な
が
ら
よ
り
大

規
模
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
瓦
を
生
産
し
た(

１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
瓦
当
の
生
産)

。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
か
そ
の
直
後
に
他
の
不
明
窯(

３
・
４
型
式
瓦
当
の
生
産)

と
金
徳
里
窯(

９
型
式
瓦
当
の
生
産)

を
編
入
し
て
瓦
は
供
給
し
た
１
２
８

。
そ
の
よ
う
な
過
程
は
伽
藍
中
心
部
の
建
築
工
事
の
進
行
過
程
と
関
連
が
あ
り
、
南
回
廊

址
東
側
隣
接
部
の
陵
山
里
窯
址
が
廃
棄
さ
れ
る
時
点
と
も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
草
創
期
の
瓦
当
は
最
初
の
製
作
時
期
に
は
前
後
が
あ
る
が
、
あ
る
段
階
に
は
同

時
に
製
作
・
供
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

初
期
の
瓦
当
よ
り
若
干
新
し
い
時
期
に
製
作
さ
れ
た
も
の
が
５
型
式
瓦
当
で
あ
る
。
５
型
式
は
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
効
果
を
高
め
る
た
め
に
別
途
の
補
強
土
を

使
用
し
た
が
、
こ
れ
は
扶
余
亭
岩
里
窯
址
生
産
品
の
特
徴
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
５
型
式
は
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
た
亭
岩
里
窯
址
群
出
土
品
と
は
若
干
異
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
１
２
９

。
そ
の
最
も
大
き
な
違
い
は
瓦
当
裏
面
の
下
段
部
と
周
縁
部
の
外
郭
を
数
度
瓦
刀
で
整
え
た
点
と
太
線
文
が
あ
る
無
段
式
丸
瓦
と
接
合
し
た
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点
で
あ
る
。
亭
岩
里
窯
址
八
号
と
九
号
窯
址
出
土
品
の
中
に
は
瓦
当
周
縁
の
外
郭
を
瓦
刀
で
整
え
た
事
例
が
確
認
さ
れ
、
特
に
九
号
窯
址
で
は
太
線
文
が
あ
る
無

段
式
丸
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
１
３
０

。 

し
か
し
、
瓦
の
焼
成
度
と
厚
さ
、
丸
瓦
の
背
面
文
様
、
厚
さ
な
ど
で
多
く
の
差
異
点
が
確
認
さ
れ
る
た
め
両
者
を
同
笵
品
で
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
１
３
１

。

つ
ま
り
、
５
型
式
瓦
当
が
九
号
窯
址
を
は
じ
め
と
す
る
亭
岩
里
窯
址
出
土
品
と
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た

も
の
と
断
定
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。
亭
岩
里
窯
址
の
場
合
、
広
い
地
域
が
未
発
掘
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
た
め
、
５
型
式
の
生
産
地
と
し
て
他
の
窯
址
を
想
定
す

る
こ
と
も
難
し
い
。
亭
岩
里
窯
址
生
産
品
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
は
蓮
弁
文
様
と
Ａ
・
Ｂ
地
区
で
印
刻
瓦
が
全
く
出
土
し
て
い
な
い
点
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
六

世
紀
中
半
か
ら
後
半
頃
が
操
業
の
中
心
年
代
と
推
定
さ
れ
、
Ｃ
地
区
の
場
合
、
そ
れ
よ
り
新
し
い
七
世
紀
前
半
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
１
３
２

。 

一
方
、
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
亭
岩
里
窯
址
系
統
の
５
型
式
瓦
当
は
工
房
址Ⅰ

で
の
み
出
土
す
る
も
の
と
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
１
型

式
よ
り
一
段
階
遅
れ
た
六
世
紀
後
半
を
供
給
年
代
で
推
定
し
た
。
し
か
し
、<

表
三-

三>

か
ら
分
か
る
よ
う
に
５
型
式
瓦
当
は
金
堂
址
や
木
塔
址
で
よ
り
多
く
の

数
量
が
発
見
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
だ
け
を
根
拠
と
す
る
に
は
不
足
で
あ
る
。
た
だ
、
工
房
址Ⅰ

で
は
５
型
式
が
一
点
し
か
出
土
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
５
型
式
の
丸
瓦
部
と
同
じ
丸
瓦
の
完
形
品
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
る
１
３
３

。
ま
た
、
陵
山
里
寺
址
の
工
房
址Ⅱ

(

図
版
一
三
四-

一
・
二
・
三
・
四)

と
不
明

建
物
址Ⅰ

(

図
版
一
三
五-

三
・
四
、
図
版
一
三
六-

一
～
五
、
図
版
一
三
七-

一
～
三)

、
西
排
水
路(

図
版
一
七
一-

一
、
三
～
五
、
図
版
一
七
二-

一)

な
ど
で
も

こ
れ
と
同
じ
型
式
の
丸
瓦
が
出
土
し
た
。
そ
う
し
た
点
で
５
型
式
に
接
合
さ
れ
た
丸
瓦
と
同
じ
型
式
の
も
の
は
大
部
分
が
建
物
下
部
の
溝
で
配
水
用
と
し
て
使
用

さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
５
型
式
瓦
当
が
各
建
物
の
屋
根
を
装
飾
し
て
い
た
と
は
い
え
、
５
型
式
の
丸
瓦
部
と
同
型
式
の
も
の
は
配
水
用
の
陶
管

と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
点
は
５
型
式
が
創
建
期
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
補
修
用
瓦
当
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
３
４

。
瓦
当
の
裏
面
と
周
縁
部

を
瓦
刀
で
整
え
る
製
作
技
法
は
六
世
紀
中
半
に
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
亭
岩
里
窯
址
の
こ
れ
ま
で
の
発
掘
に
お
い
て
も
少
数
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
陵

山
里
寺
址
で
発
見
さ
れ
た
５
型
式
瓦
当
の
供
給
時
期
は
１
型
式
や
３
・
４
型
式
、
９
型
式
よ
り
一
段
階
新
し
い
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
め
と
推
定
さ
れ
る
。
５

型
式
は
補
修
用
瓦
の
中
で
最
も
古
い
段
階
に
該
当
し
、
そ
う
し
た
点
か
ら
５
型
式
が
供
給
さ
れ
る
段
階
に
は
伽
藍
中
心
部
の
建
物
の
大
部
分
が
完
備
し
て
い
た
も
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の
と
推
定
さ
れ
る
。 

５
型
式
と
と
も
に
２
型
式
、
６
・
７
型
式
、
８
型
式
、
１
０
～
１
３
型
式
、
巴
文
、
素
文
瓦
当
な
ど
は
創
建
当
時
の
五
六
七
年
よ
り
一
段
階
あ
る
い
は
二
段
階

遅
れ
て
作
ら
れ
た
補
修
用
瓦
当
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
型
式
の
瓦
当
は
中
房
が
相
対
的
に
広
く
あ
る
い
は
狭
く
な
り
な
が
ら
平
面
化
し
た
り
突
出
し
て
、
圏
線
が
あ

る
場
合
が
多
い
。
蓮
弁
の
形
態
は
初
期
瓦
当
と
系
統
上
連
結
し
な
が
ら
も
変
形
が
生
じ
、
蓮
弁
が
角
ば
っ
た
り
蓮
弁
の
数
が
多
く
な
り
、
巴
文
や
素
文
な
ど
全
く

新
し
い
文
様
が
登
場
し
た
り
も
す
る
。
こ
れ
ら
の
瓦
当
は
製
作
時
期
が
新
し
く
出
土
量
が
少
な
く
て
、
あ
る
型
式
は
特
定
建
物
に
集
中
分
布
す
る
傾
向
が
確
認
さ

れ
る
。 

各
型
式
別
の
特
徴
を
簡
略
に
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
２
型
式
瓦
当
の
場
合
、
１
型
式
瓦
当
の
蓮
弁
文
様
と
類
似
す
る
が
中
房
の
形
態
、
接
合
方
式
な
ど
が
全
く

異
な
る
。
６
・
７
型
式
と
１
１
・
１
２
型
式
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
の
端
部
が
隆
起
す
る
点
は
３
型
式
瓦
当
と
類
似
す
る
が
、
中
房
の
形
態
と
接
合
方
式
が
異
な
る
。

８
型
式
瓦
当
の
場
合
、
全
く
新
し
い
蓮
弁
文
様
と
接
合
方
式
を
見
せ
て
お
り
、
１
３
型
式
瓦
当
の
場
合
、
５
型
式
と
類
似
し
な
が
ら
も
蓮
弁
の
数
や
中
房
が
全
く

異
な
る
。
１
３
型
式
の
場
合
、
扶
余
東
南
里
遺
跡
と
定
林
寺
址
、
中
井
里
遺
跡
で
同
笵
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
１
０
型
式
瓦
当
の
場
合
、
青
陽
本
義
里
窯
址
で

生
産
さ
れ
た
も
の
で
、
軍
守
里
寺
址
、
定
林
寺
址
、
錦
城
山
建
物
址
な
ど
で
同
笵
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
巴
文
１
式
の
場
合
、
井
洞
里
窯
址(

Ｃ
地
区)

で
同
笵

品
が
出
土
し
、
素
文
瓦
当
の
青
陽
汪
津
里
窯
址
で
同
系
品
が
出
土
し
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
相
対
編
年
が
可
能
で
あ
る
１
３
５

。
こ
の
よ
う
に
同
笵
品
物
が
出
土
し

た
１
０
型
式
、
１
３
型
式
、
巴
文
１
式
瓦
当
は
扶
余
地
域
の
出
土
事
例
か
ら
見
て
、
お
お
よ
そ
七
世
紀
前
半
か
ら
中
半
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
巴
文
２
式
と
素

文
瓦
当
は
瓦
当
部
と
丸
瓦
部
と
も
に
二
度
調
整
さ
れ
た
点
と
扶
余
地
域
で
発
見
さ
れ
た
同
笵
品
の
出
土
様
相
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
新
し
い
七
世
紀
中

半
以
後
に
比
定
さ
れ
る
。 

そ
の
他
の
瓦
当
は
蓮
弁
文
様
や
中
房
の
形
態
を
中
心
に
製
作
時
期
を
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
８
型
式
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
に
角
が
あ
っ
て
、
周
縁
部
外
郭
を

数
回
削
っ
た
点
は
５
型
式
瓦
当
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
近
い
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
め
と
考
え
ら
れ
る
。
瓦
当
の
蓮
弁
が
隆
起
す
る
６
型
式
、
７
型

式
、
１
１
型
式
、
１
２
型
式
の
場
合
、
蓮
弁
文
様
の
型
式
変
化
を
考
慮
す
る
と
、
７
型
式
瓦
当
が
最
も
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
７
型
式
瓦
当
の
場
合
、
３
型

式
と
蓮
弁
の
形
態
が
最
も
類
似
し
、
１
型
式
瓦
当
と
中
房
の
比
率
が
類
似
す
る
こ
と
か
ら
七
世
紀
前
半
に
比
定
で
き
る
。
１
１
型
式
の
場
合
、
蓮
弁
の
形
態
は
７
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型
式
よ
り
先
行
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
瓦
当
周
縁
上
段
部
を
陰
刻
し
丸
瓦
を
接
合
さ
せ
て
、
瓦
当
裏
面
を
瓦
刀
で
削
る
方
式
は
後
期
的
な
要
素
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
７
型
式
と
類
似
す
る
七
世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
２
型
式
の
場
合
、
１
１
型
式
と
蓮
弁
文
様
が
類
似
す
る
が
蓮
弁
端
部
の
表
現
が
粗
雑
で
、
中
房
の
形
態
や
蓮
子
も
稚
拙
で
あ
る
こ
と
か
ら
１
１
型
式
よ
り
新

し
い
七
世
紀
前
半
か
ら
中
半
と
考
え
ら
れ
る
。
６
型
式
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
端
部
が
隆
起
し
て
お
り
、
中
房
が
平
面
的
で
圏
線
が
配
置
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
１
１

型
式
や
７
型
式
よ
り
若
干
新
し
い
七
世
紀
前
半
か
ら
中
半
と
考
え
ら
れ
る
。
２
型
式
瓦
当
の
場
合
、
良
好
な
比
較
資
料
が
な
い
が
、
創
建
期
瓦
当
で
あ
る
１
型
式

と
蓮
弁
の
形
態
に
お
い
て
連
続
性
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
房
が
低
く
平
た
く
て
、
圏
線
が
配
置
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
１
型
式
よ
り
は
一
段
階
新
し
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
補
修
用
瓦
の
中
で
最
も
多
く
出
土
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
５
型
式
瓦
当
と
近
い
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
半
ご
ろ
に
製
作
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
検
討
を
通
し
て
推
定
し
た
陵
山
里
寺
院
補
修
用
瓦
当
の
製
作
と
供
給
時
期
を
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
伽
藍
中
心
部
の
一
次
的
な
完
備
以
後
、

六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
半
に
は
２
型
式
と
５
型
式
、
８
型
式
瓦
当
が
新
た
に
製
作
さ
れ
、
七
世
紀
前
半
に
は
７
型
式
と
１
１
型
式
瓦
当
が
再
び
製
作
さ
れ
る
。

七
世
紀
前
半
か
ら
中
半
に
か
け
て
は
６
型
式
を
は
じ
め
と
し
て
１
０
型
式
、
１
２
型
式
、
１
３
型
式
お
よ
び
巴
文
１
式
が
製
作
さ
れ
、
七
世
紀
中
半
以
後
に
は
巴

文
２
式
と
素
文
瓦
当
が
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
３
６

。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
補
修
用
瓦
当
の
一
部
は<

表
三-

三>
の
よ
う
に
特
定
建
物
址
に
集
中
す
る
傾
向
が
確
認
さ
れ
る
１
３
７

。
５
型
式
の
場
合
、
金
堂
址
か

ら
６
９
％
、
６
型
式
の
場
合
、
木
塔
址
か
ら
９
０
％
、
７
型
式
の
場
合
、
講
堂
址
と
そ
の
周
辺
か
ら
六
６
３
％
が
集
中
的
に
出
土
し
た
。
こ
の
よ
う
な
出
土
様
相

か
ら
み
る
と
、
５
型
式
は
金
堂
址
、
６
型
式
は
木
塔
址
、
７
型
式
は
講
堂
址
を
補
修
す
る
た
め
に
特
別
に
製
作
・
供
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
瓦
当
は
特
定
建
物
を
補
修
す
る
た
め
の
専
用
瓦
当
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
８
型
式
瓦
当
の
場
合
、
各
建
物
址
か
ら
散
発
的
に
発
見
さ
れ
る
た
め
、
特
定
建
物
を
補
修
す
る
た
め
の
瓦
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
８
型
式

瓦
当
が
他
の
補
修
用
瓦
よ
り
若
干
古
い
時
期
に
製
作
さ
れ
た
点
を
勘
案
す
る
と
、
屋
根
を
大
規
模
に
補
修
す
る
前
段
階
に
臨
時
に
修
理
し
た
事
情
を
反
映
す
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
２
型
式
の
場
合
、
金
堂
址
か
ら
４
８
％
が
集
中
的
に
分
布
す
る
た
め
、
金
堂
址
の
補
修
専
用
瓦
と
理
解
す
る
余
地
も
あ
る
が
、
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他
の
建
物
址
か
ら
も
少
数
で
は
あ
る
が
出
土
し
て
い
る
た
め
断
定
し
が
た
い
。
１
０
～
１
３
型
式
と
巴

文
、
素
文
瓦
当
の
場
合
、
出
土
量
が
少
な
く
木
塔
址
や
金
堂
址
、
中
門
址
な
ど
か
ら
散
発
的
に
発
見
さ

れ
る
た
め
、
特
別
な
意
味
を
を
見
い
出
し
難
い
。
巴
文
２
式
と
素
文
瓦
当
の
場
合
、
陵
山
里
寺
の
廃
寺

直
前
に
も
持
続
的
な
屋
根
の
補
修
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

最
後
に
、
補
修
用
瓦
当
は
い
か
な
る
方
式
で
生
産
さ
れ
供
給
さ
れ
た
の
か
を
み
て
お
き
た
い
。
陵
山

里
寺
址
の
５
型
式
、
１
０
型
式
、
１
３
型
式
、
巴
文
、
素
文
瓦
当
の
場
合
、
扶
余
地
域
の
他
の
遺
跡
で

同
笵
品
の
出
土
事
例
が
あ
り
、
１
３
型
式
を
除
く
と
そ
の
生
産
窯
址
も
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
。 

つ
ま
り
、
５
型
式
は
亭
岩
里
窯
址(

推
定)

、
１
０
型
式
は
本
義
里
窯
址
、
巴
文
は
井
洞
里
窯
址(

Ｃ
地

区)

、
素
文
は
汪
津
里
窯
址(

推
定)

で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
２
型
式
、
６
～
８
型

式
、
１
１
～
１
２
型
式
瓦
当
の
場
合
、
泗
沘
期
の
他
の
建
物
址
や
窯
址
で
同
笵
品
が
発
見
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
陵
山
里
寺
院
専
用
の
窯
址
が
一
定
期
間
持
続
的
に
維
持
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
こ

の
場
合
、
窯
址
の
運
営
は
断
続
的
で
小
規
模
で
あ
っ
た
た
め
、
草
創
瓦
は
相
当
な
違
い
が
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
陵
山
里
寺
院
で
は
生
産
地
の
異
な
る
補
修
用
瓦
が
時
期
的
に
重
複
し
な
が
ら
持
続
的
に

出
土
す
る
た
め
、
１
ｂ
式
瓦
当
や
３
・
４
・
９
型
式
瓦
当
が
供
給
さ
れ
る
頃
に
成
立
し
た
複
数
の
瓦
窯-

一
寺
院
型
供
給
体
系
は
滅
亡
期
ま
で
続
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
陵
山
里
寺
院
の
瓦
供
給

体
系
は
１
ａ
式
瓦
当
が
生
産
さ
れ
た
初
期
の
一
瓦
窯-

一
寺
院
型
段
階
を
除
く
と
、
寺
院
専
用
の
窯
と
別

途
の
外
部
窯
で
瓦
を
生
産
・
供
給
す
る
複
数
瓦
窯-

一
寺
院
型
体
系
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 
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第
三
節 

陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
の
変
遷
と
そ
の
意
味 

 (

一)
  

瓦
当
の
分
布
様
相
と
建
物
の
建
立
順
序 

前
節
で
は
陵
山
里
寺
址
伽
藍
中
心
部
の
整
備
と
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
研
究
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
五
〇
〇
点
余
り
の
瓦
当
に
対
す

る
型
式
分
類
と
相
対
編
年
案
を
提
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
基
に
本
節
で
は
各
建
物
址
別
の
瓦
当
の
分
布
様
相
と
各
建
物
の
建
立
順
序
を
把
握
す
る
。
そ
の

過
程
で
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
以
前
に
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
よ
う
な
施
設
の
性
格
や
変
遷
過
程
に
対

す
る
分
析
を
通
じ
て
陵
山
里
寺
院
建
立
の
意
義
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
い
。 

扶
余
陵
山
里
寺
址
は
中
門
址-

木
塔
址-

金
堂
址-

講
堂
址
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
東
・
西
・
南
側
を
回
廊
が
囲
む
典
型
的
な
一
塔
一
金

堂
式
伽
藍
配
置
を
な
し
て
い
る(

図
三-

一)
。
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
は
各
型
式
別
に
い
か
な
る
分
布
様
相
を
見
せ
る
の
か
。
ま
た
、
伽
藍
中
心
部
の

建
物
址
で
は
い
か
な
る
型
式
の
瓦
当
が
分
布
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
分
析
作
業
は
伽
藍
中
心
部
建
物
の
建
立
過
程
を
解
明
す
る
重
要
な
根
拠
と
な
る

だ
ろ
う
１
３
８

。<

表
三-

四>

は
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
型
式
別
出
土
位
置
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
１
３
９

。 

ま
ず
、<

表
三-

四>

を
中
心
に
各
型
式
別
の
分
布
様
相
を
検
討
し
よ
う
。
１
型
式
瓦
当
の
場
合
、
全
二
七
〇
点
が
出
土
し
て
い
る
が
、
講
堂
址(

七
八
点)

と
木

塔
址(

七
〇
点)

、
不
明
建
物
址Ⅱ
(

二
〇
点)

で
最
も
高
い
頻
度
数
を
見
せ
る
。
講
堂
址
の
場
合
、
翼
舎
と
考
え
ら
れ
る
工
房
址Ⅱ

と
不
明
建
物
址
Ⅰ
の
間
か
ら 

出
土
し
た
一
二
点
を
含
め
る
と
、
そ
の
比
率
は
よ
り
一
層
高
ま
り
、
特
に
１
ａ
式
瓦
当
の
４
８
％
が
分
布
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
筆
者
は
１
型

式
瓦
当
中
、
１
ａ
式
が
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
よ
り
古
式
と
推
定
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 

木
塔
址
の
場
合
、
講
堂
址
だ
け
に
多
く
の
数
量
が
出
土
し
た
が
、
１
式
よ
り
は
１
ｂ
・
１
ｃ
・
１
ｄ
式
が
集
中
す
る
点
が
異
な
る
。
不
明
建
物
址
Ⅱ
で
は
１

型
式
が
金
堂
址
よ
り
も
数
量
的
に
多
く
出
土
し
た
。
南
回
廊
址
の
場
合
、
１
ａ
型
式
瓦
当
の
出
土
比
率
が
高
い
が
、
伽
藍
中
心
部
の
地
形
が
北
高
南
低
と
い
う
点

や
中
門
址
か
ら
五
〇
余
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
南
側
一
帯
か
ら
も
１
型
式
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
点
、
東
側
近
隣
に
創
建
期
の
瓦
当
を
生
産
し
た
窯
址
が
運
営
さ
れ
て

い
た
点
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
特
別
な
意
味
を
見
い
出
し
が
た
い
。
創
建
期
瓦
当
で
あ
る
１
型
式
瓦
当
が
伽
藍
中
心
部
の
ほ
ぼ
全
て
の
建
物
址
で
発
見
さ
れ
て
い 
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る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
長
期
間
に
か
け
て
大
規
模
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
推
察
で
き
る
。 

３
型
式
瓦
当
は
全
部
で
四
一
点
が
出
土
し
て
お
り
、
金
堂
址
か
ら
二
六
点
が
出
土
し
た
。
３
型
式
全
体
の
６
３
％
が
金
堂
址
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
金
堂
址
が
最
も
重
要
な
使
用
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
４
・
５
型
式
瓦
当
の
場
合
に
も
確
認
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
。
４
型
式
瓦
当
は
全

体
の
４
４
％(
一
二
点)

、
５
型
式
瓦
当
の
場
合
、
６
９
％(

二
〇
点)

が
金
堂
址
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
項
を
考
慮
す
る
と
、
３
～

５
型
式
瓦
当
は
一
次
的
に
金
堂
址
で
使
用
す
る
目
的
で
生
産
・
供
給
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

９
型
式
瓦
当
の
場
合
、
中
門
址(

三
点)

と
木
塔
址(

一
点)

、
南
回
廊
址(

一
点)

で
少
量
が
出
土
し
て
い
る
た
め
分
布
上
特
別
な
意
味
が
あ
る
と
は
考
え
難
い
。

そ
の
他
の
瓦
当
は
補
修
用
瓦
当
で
５
型
式
は
金
堂
址
、
６
型
式
は
木
塔
址
、
７
型
式
は
講
堂
址
専
用
の
補
修
瓦
当
で
あ
る
と
い
え
る
。 

で
は
、
伽
藍
中
心
部
の
各
建
物
址
で
は
い
か
な
る
型
式
の
瓦
当
が
出
土
し
た
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
講
堂
址
の
場
合
、
全
九
七
点
の
瓦
当
が
発
見
さ
れ

て
お
り
、
１
型
式
七
八
点
、
７
型
式
九
点
、
８
型
式
四
点
、
４
型
式
三
点
、
２
型
式
と
３
型
式
、
６
型
式
各
一
点
が
出
土
し
た
。
１
型
式
瓦
当
は
講
堂
址
出
土
瓦

当
の
８
０
％
を
占
め
る
た
め
、
こ
の
型
式
が
講
堂
址
の
創
建
期
瓦
当
と
い
え
る
。
１
型
式
瓦
当
の
中
で
特
に
１
ａ
式
瓦
当
が
講
堂
址
に
集
中
分
布
す
る
現
象
は
、

こ
の
建
物
址
が
伽
藍
中
心
部
の
様
々
な
建
物
よ
り
さ
ら
に
古
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
事
実
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
７
型
式
が
講
堂
址
に
相
対
的
に
集
中
し
て
分
布
す
る
現
象
を
見
る
と
、
こ
の
型
式
が
講
堂
址
を
補
修
す
る
め
の
専
用
瓦
当
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

時
期
を
異
に
す
る
他
の
型
式
の
瓦
当
も
講
堂
址
の
屋
根
を
補
修
す
る
た
め
使
用
さ
れ
た
。
一
方
、
講
堂
址
の
翼
舎
と
い
え
る
工
房
址Ⅱ

と
不
明
建
物
址Ⅰ

の
場
合
、

１
型
式
瓦
当
が
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
九
点
・
五
点
出
土
し
、
講
堂
址
と
連
接
し
た
区
域
で
も
一
二
点
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
こ
の
翼
舎
建
物
も
講
堂
址
と

ほ
ぼ
同
時
期
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
見
て
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。 

木
塔
址
の
場
合
、
全
部
で
一
〇
九
点
の
瓦
当
が
発
見
さ
れ
た
が
、
１
型
式
七
〇
点
、
６
型
式
一
九
点
、
５
・
１
１
型
式
と
素
文
四
点
、
２
型
式
三
点
、
３
型
式

二
点
、
７
・
９
・
１
０
型
式
各
一
点
が
出
土
し
た
。
１
型
式
瓦
当
は
木
塔
址
出
土
瓦
当
の
６
４
％
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
型
式
が
木
塔
址
の
創
建
期
瓦
当
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
を
見
る
と
、
木
塔
址
と
講
堂
址
は
ほ
ぼ
同
じ
段
階
に
建
立
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
木
塔
址
で
は
１
ａ
式
が
五
点
し
か
出
土
し
て

お
ら
ず
、
１
ｂ
式
四
四
点
、
１
ｃ
式
九
点
、
１
ｄ
式
一
二
点
な
ど
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
の
比
率
が
圧
倒
的
に
高
い
。
筆
者
は
１
型
式
瓦
当
中
、
１
ａ
式
と
１
ｂ
・
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ｃ
・
ｄ
式
が
生
産
地
や
工
人
集
団
の
違
い
の
み
な
ら
ず
年
代
差
が
あ
る
も
の
と
把
握
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
１
ａ
式
が
集
中
分
布
す
る
講
堂
址
と
１
ｂ
式
が

集
中
分
布
す
る
木
塔
址
の
間
に
は
若
干
の
年
代
差
が
あ
る
と
見
ら
れ
、
講
堂
址
が
木
塔
址
よ
り
や
や
古
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
６
型
式
瓦

当
の
場
合
、
木
塔
址
以
外
に
は
ほ
ぼ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
木
塔
を
補
修
す
る
た
め
の
専
用
瓦
当
と
考
え
ら
れ
る
。  

金
堂
址
の
場
合
、
全
部
で
一
〇
三
点
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
１
型
式
一
五
点
、
２
型
式
二
五
点
、
３
型
式
二
六
点
、
４
型
式
一
二
点
、
５
型
式
二
〇
点
、
７
型

式
一
点
、
８
型
式
二
点
、
１
３
型
式
二
点
が
出
土
し
た
。
金
堂
址
の
場
合
、
講
堂
址
や
木
塔
址
と
は
異
な
り
１
型
式
を
は
じ
め
と
す
る
３
・
４
・
９
型
式
な
ど
初

期
の
瓦
当
が
分
散
し
て
分
布
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
陵
山
里
寺
院
創
建
期
瓦
当
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
１
型
式
の
出
土
比
率
が
講
堂
址
と
木
塔

址
に
比
べ
て
非
常
に
低
い
。 

前
節
で
は
１
ｂ
～
１
ｅ
式
瓦
当
と
３
・
４
・
９
型
式
瓦
当
が
供
給
さ
れ
た
段
階
で
陵
山
里
寺
院
の
瓦
供
給
体
系
に
一
定
の
変
化
が
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
陵
山

里
窯
址
の
配
置
問
題
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
と
、
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
瓦
当
と
別
個
に
３
・
４
型
式
と
い
う
全
く
新
た
な

瓦
当
が
外
部
か
ら
供
給
さ
れ
た
背
景
に
は
金
堂
の
建
立
問
題
が
介
在
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
見
る
と
、
金
堂
址
の
創
建
期
瓦
当
は
１
・

３
・
４
型
式
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
５
型
式
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
型
式
の
瓦
は
金
堂
址
の
補
修
用
瓦
と
考
え
ら
れ
る
。 

不
明
建
物
址Ⅱ

の
場
合
、
三
〇
点
の
瓦
当
が
出
土
し
た
が
、
１
型
式
が
二
〇
点
、
２
型
式
三
点
、
３
型
式
二
点
、
４
型
式
二
点
、
７
型
式
二
点
、
８
型
式
一
点

が
確
認
さ
れ
た
。
不
明
建
物
址Ⅱ

の
場
合
、
講
堂
址
や
木
塔
址
、
金
堂
址
の
よ
う
に
規
模
の
大
き
い
重
層
建
物
で
は
な
い
が
、
比
較
的
多
く
の
瓦
当
が
発
見
さ
れ
、

特
に
１
型
式
瓦
当
が
６
９
％
を
占
め
て
い
る
事
実
は
、
こ
の
建
物
が
比
較
的
古
い
時
期
に
建
立
さ
れ
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
不
明
建
物

址Ⅱ

の
創
建
期
瓦
当
は
１
型
式
瓦
当
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
木
塔
址
や
金
堂
址
以
前
の
段
階
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

不
明
建
物
址Ⅱ

の
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ
の
建
物
と
そ
の
東
側
を
通
る
東
大
排
水
路
の
間
か
ら
木
柵
と
類
似
し
た
痕
跡
が
発
見
さ
れ
た
点
と
、
こ
の
よ
う
な
木

柵
施
設
が
中
門
址
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路
付
近
か
ら
発
見
さ
れ
た
柵
状
遺
構
と
類
似
す
る
点(

六
～
七
次
調
査)

、
特
に
中
門
址
東
南
側
の
初
期
自
然
排
水
路

区
間
か
ら
二
九
九
号
木
簡
と
二
〇
〇
一-

八
号
木
簡
な
ど
祭
祀
・
儀
礼
と
関
連
し
た
木
簡
が
出
土
し
た
点
か
ら
、
木
塔
建
立
以
前
か
ら
な
ん
か
の
儀
礼
を
担
当
し

準
備
し
た
所
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
１
４
０

。 
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と
こ
ろ
で
、
第
二
章
第
一
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
二
〇
〇
八
年
度
の
定
林
寺
址
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
講
堂
址
の
東
西
に
別
途
の
付
属
建
物
址
が
東
西
回
廊
址

ま
で
続
く
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
た
事
実
が
新
た
に
確
認
さ
れ
た
１
４
１

。
定
林
寺
址
の
講
堂
址
は
北
回
廊
に
連
結
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
左
右
に
別
途
の
独
立

建
物
を
配
置
し
た
後
、
東
西
回
廊
に
よ
っ
て
連
結
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
付
属
建
物
址
は
そ
の
配
置
が
陵
山
里
寺
址
の
不
明
建
物
址Ⅱ

や
工
房
址Ⅰ

と
類
似

す
る
が
、
王
興
寺
址
の
発
掘
調
査
で
も
同
じ
付
属
建
物
址
二
棟
が
確
認
さ
れ
た
。
陵
山
里
寺
址
の
不
明
建
物
址Ⅱ

と
工
房
址Ⅰ

は
当
初
、
定
林
寺
址
や
王
興
寺
址
、

軍
守
寺
址
の
回
廊
址
北
端
の
付
属
建
物
址
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
性
格
は
弥
勒
寺
址
の
場
合
、
講
堂
址
の
左
右
に
連
結

し
た
付
属
建
物
址
を
「
僧
房
址
」
と
命
名
し
た
こ
と
が
参
考
と
な
る
。
し
か
し
、
陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
九
次
調
査
で
僧
房
址
と
推
定
さ
れ
る
施
設
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
付
属
建
物
址
は
僧
侶
の
寝
食
が
行
わ
れ
た
生
活
空
間
と
し
て
の
僧
房
と
い
う
よ
り
は
、
公
式
の
面
会
や
儀
礼
準
備
な
ど
よ
り
公
的

な
事
務
が
執
り
行
わ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

不
明
建
物
址Ⅱ

と
対
称
を
な
す
工
房
址Ⅰ
の
場
合
、
八
点
の
瓦
当
し
か
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
１
型
式
三
点
、
２
型
式
一
点
、
５
型
式
一
点
、
７
型
式
一
点
、

８
型
式
二
点
で
あ
る
。
瓦
当
の
出
土
量
が
少
な
く
統
計
処
理
に
限
界
が
あ
る
が
、
不
明
建
物
址Ⅱ

が
金
堂
址
よ
り
古
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、

そ
れ
と
対
称
を
な
す
こ
の
建
物
址
も
ま
た
そ
れ
と
似
た
時
期
に
建
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
工
房
址Ⅰ

が
創
建
当
時
か
ら
工
房
と
し

て
機
能
し
た
か
に
つ
い
て
は
建
築
構
造
上
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
た
め
１
４
２

、
建
物
址
内
の
機
能
化
を
共
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

中
門
址
か
ら
は
全
部
で
一
一
点
の
瓦
当
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
１
型
式
三
点
、
３
型
式
一
点
、
４
型
式
二
点
、
９
型
式
三
点
、
一
〇
型
式
二
点
が
出
土
し
た
。

中
門
址
の
場
合
、
出
土
量
は
少
な
い
と
は
い
え
金
堂
址
の
よ
う
に
１
型
式
が
少
な
く
、
３
・
４
型
式
と
９
型
式
が
出
土
し
て
い
る
点
が
留
意
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
瓦
当
の
出
土
様
相
は
、
金
堂
址
建
立
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
陵
山
里
寺
院
の
瓦
供
給
体
系
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
中
門
址

の
場
合
、
他
の
建
物
と
異
な
り
９
型
式
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
が
、
筆
者
の
相
対
編
年
案
の
よ
う
に
９
型
式
瓦
当
が
３
・
４
型
式
瓦
当
よ
り
若
干
遅
く
こ
の
寺
址

に
供
給
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
中
門
址
の
建
立
は
金
堂
址
す
ぐ
次
の
段
階
に
始
ま
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

回
廊
址
の
場
合
、
出
土
瓦
当
が
極
め
て
少
な
く
建
立
時
期
を
推
定
す
る
に
は
困
難
で
あ
る
。
東
回
廊
址
の
場
合
、
１
型
式
三
点
、
２
型
式
二
点
が
出
土
し
、
西

回
廊
址
の
場
合
、
１
型
式
三
点
、
３
型
式
一
点
、
巴
文
一
点
が
出
土
し
た
。
南
回
廊
址
の
場
合
、
１
型
式
一
六
点
、
２
型
式
七
点
、
８
型
式
二
点
、
９
型
式
一
点
、
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素
文
二
点
が
出
土
し
て
い
る
が
、
廃
寺
以
後
、
木
塔
址
や
金
堂
址
に
使
用
さ
れ
た
瓦
が
水
に
流
さ
れ
移
動
し
た
可
能
性
を
排
除
で
き
ず
、
大
き
な
意
味
を
与
え
る

こ
と
は
難
し
い
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
瓦
の
分
布
様
相
か
ら
見
る
と
、
回
廊
の
屋
根
に
瓦
当
が
使
用
さ
れ
た
の
か
疑
問
が
残
る
。 

回
廊
址
の
建
立
時
期
は
東
・
西
回
廊
址
と
南
回
廊
址
が
接
す
る
地
点
で
発
見
さ
れ
た
暗
渠
施
設
な
ど
排
水
施
設
の
整
備
過
程
を
考
慮
す
る
と
１
４
３

、
他
の
建
物

が
あ
る
程
度
完
備
し
た
後
の
、
最
も
新
し
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
西
回
廊
址
外
側
の
小
型
建
物
址
で
は
１
２
型
式
瓦
当
が
一
点
だ
け
発
見

さ
れ
た
た
め
、
こ
の
建
物
も
ま
た
瓦
当
で
飾
ら
れ
た
建
物
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
伽
藍
中
心
部
の
完
備
後
に
一
段
階
遅
く
建
立
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。 以

上
で
陵
山
里
寺
院
に
お
け
る
伽
藍
中
心
部
の
建
物
の
建
立
順
序
を
出
土
瓦
当
の
分
布
様
相
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
伽
藍
中
心
部
の
建
物
は
講
堂
址

と
そ
の
付
属
建
物
が
ま
ず
建
て
ら
れ
、
木
塔
址
と
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房
址Ⅰ

が
そ
の
後
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
。
木
塔
址
と
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房

址Ⅰ

の
前
後
関
係
は
出
土
瓦
当
の
み
で
は
判
断
し
難
い
。
し
か
し
、
不
明
建
物
址Ⅱ

を
筆
者
の
よ
う
に
初
期
講
堂
址
と
関
連
し
た
何
ら
か
の
施
設
と
把
握
で
き
る

な
ら
ば
、
そ
の
状
況
上
、
木
塔
址
よ
り
先
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
講
堂
址
主
屋
と
不
明
建
物
址Ⅰ

、
工
房
址Ⅱ

、
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房
址Ⅰ

な
ど
は
共
通
し
て
退
間
や
庭
を
備
え
て
お
り
、
二
室
、

ま
た
は
三
室
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
建
物
構
造
は
こ
の
建
物
址
の
同
時
期
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
木
塔
建
立
以
後
、
金
堂
址
、
中
門
址

の
順
で
建
立
さ
れ
、
回
廊
址
は
最
後
の
段
階
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
１
４
４

。 

伽
藍
中
心
部
の
建
物
建
立
の
順
序
で
注
目
さ
れ
る
事
実
は
、
講
堂
址
と
そ
の
付
属
建
物
が
木
塔
址
や
金
堂
址
よ
り
古
い
段
階
に
建
立
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
一
般

的
な
古
代
寺
院
の
建
立
過
程
は
木
塔
や
金
堂
が
ま
ず
築
造
さ
れ
、
そ
の
後
に
中
門
と
回
廊
が
作
ら
れ
て
、
講
堂
が
最
も
遅
れ
て
作
ら
れ
る
１
４
５

。
五
八
八
年
か
ら

建
立
が
始
ま
っ
た
飛
鳥
寺
の
場
合
、
五
九
〇
年
に
建
立
に
必
要
な
材
料
を
持
っ
て
き
て
、
五
九
二
年
に
金
堂
と
回
廊
の
工
事
を
始
め
、
五
九
三
年
に
仏
舎
利
を
木

塔
心
礎
石
に
安
置
す
る
。
五
九
六
年
に
伽
藍
の
大
部
分
を
完
成
さ
せ
、
僧
侶
を
駐
在
さ
せ
て
六
〇
六
年(

ま
た
は
六
〇
九)

に
は
丈
六
仏
を
完
成
さ
せ
て
金
堂
に
安

置
す
る
。
伽
藍
中
心
部
の
大
部
分
は
五
九
六
年
に
完
成
し
て
お
り
、
こ
の
時
か
ら
高
句
麗
僧
慧
慈
と
百
済
僧
慧
聡
が
駐
錫
す
る
よ
う
に
な
る
１
４
６

。 

し
か
し
、
陵
山
里
寺
院
の
場
合
、
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
工
房
址Ⅰ

・Ⅱ

、
不
明
建
物
址Ⅰ
・Ⅱ

が
ま
ず
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
に
木
塔
と
金
堂
、
中
門
、
回
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廊
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
木
塔
址
や
金
堂
址
を
中
心
に
し
た
寺
院
と
は
性
格
が
異
な
る
何

ら
か
の
特
殊
な
目
的
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
講
堂
址
と
木
塔
址
の
主
流
瓦
型
式
で
あ
る
１
ａ
式
と
１
ｂ
式
瓦
当
が
ほ
ぼ
同
じ
文
様

を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
代
差
は
大
き
く
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
初
期
建
物
址
群
と
木
塔
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
建
築
物
の
時
期
差
は
さ
ほ
ど
大
き
く

な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
図
三-

二
二
は
こ
の
よ
う
な
陵
山
里
寺
址
伽
藍
中
心
部
の
主
な
殿
閣
に
対
す
る
復
元
鳥
瞰
図
で
あ
る
１
４
７

。 

 (

二)
 

初
期
建
物
址
群
の
性
格 

陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
建
物
の
建
立
に
対
す
る
絶
対
年
代
を
把
握
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
資
料
は
木
塔
址
地
下
の
心
礎
石
で
発
見
さ
れ
た
昌
王
銘
石
造

舎
利
龕
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
建
物
址
の
建
立
順
序
に
対
す
る
分
析
の
結
果
、
舎
利
龕
を
地
下
に
埋
め
た
五
六
七
年
以
前
に
す
で
に
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初

期
建
物
址
群
が
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
初
築
の
上
限
と
性
格
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
１
４
８

。 

発
掘
報
告
書
で
は
「
講
堂
址
か
ら
南
側
に
約
四
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
場
所
か
ら
は
、
こ
の
沼
地
状
の
土
層
上
部
か
ら
一
連
の
遺
物
が
出
土
し
た
が
、
こ
れ
ら
の

遺
物
は
中
国
陶
磁
器
片
、
土
器
片
、
各
種
木
製
品
な
ど
が
カ
キ
や
各
種
の
貝
殻
な
ど
自
然
遺
物
と
共
に
出
土
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
寺
が
建
立
さ
れ
る
以
前
か
ら

こ
の
地
域
は
な
ん
ら
か
の
生
活
空
間
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
し
１
４
９

、
陵
山
里
寺
院
の
創
建
以
前
に
す
で
に
人
為
的
な
使
用
痕
跡
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
北
高
南
低
の
地
形
で
本
来
低
湿
地
で
あ
っ
た
た
め
に
、
敷
地
造
成
と
配
水
に
相
当
な
労
力
を
傾
け
た
が
、
初
期
の
排
水
路
や
最
下
層
遺

構
か
ら
は
比
較
的
古
い
時
期
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
青
磁
貼
花
人
物
文
樽
片
や
青
磁
盞
片
、
黒
褐
釉
陶
硯
台
脚
片
と
い
っ
た
中
国
青
磁
片
や
各
種

硯
片
は
相
対
編
年
が
可
能
で
あ
る
が
、
筆
者
に
よ
る
検
討
の
結
果
、
お
お
よ
そ
六
世
紀
中
半
に
編
年
さ
れ
る(

図
三-

六
・
七)

１
５
０

。
ま
た
、
陵
山
里
寺
址
の
最

下
層
か
ら
出
土
し
た
三
足
土
器
や
蓋
杯
、
器
台
な
ど
土
器
類
に
対
す
る
検
討
か
ら
も
、
泗
沘
遷
都
以
後
か
ら
六
世
紀
中
半
に
か
け
て
の
遺
物
が
多
数
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
１
５
１

。 

こ
の
よ
う
な
遺
物
の
出
土
状
況
は
初
期
建
物
址
群
と
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
扶
余
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群
の
展
開
過
程
を
検
討
す
る
際
、
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考
慮
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
事
件
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
と
東
羅
城
の
築
造
１
５
２

、
五
五
四
年
の
管
山
城
の
戦
い
に
お
け
る
聖
王
の
死
と
陵

山
里
王
陵
の
造
営
、
五
六
七
年
の
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
埋
納
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
陵
山
里
寺
址
最
下
層
で
発
見
さ
れ
た
遺
物
は
六
世
紀
中
半
に
陵

山
里
一
帯
で
活
動
し
た
人
々
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
東
羅
城
の
築
造
や
王
陵
の
造
営
、
寺
院
の
建
立
な
ど
と
関
連
が
あ
る
。 

し
か
し
、
中
国
青
磁
片
や
硯
片
な
ど
は
そ
の
上
限
が
五
三
八
年
段
階
ま
で
遡
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
泗
沘
遷
都
の
問
題
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は

難
し
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
遺
物
が
木
塔
址
心
礎
石
の
埋
め
立
て
年
代
よ
り
若
干
古
い
た
め
、
仏
教
寺
院
の
創
建
問
題
と
し
て
断
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
そ
う

し
た
点
か
ら
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
は
東
羅
城
や
聖
王
陵
の
築
造
、
陵
山
里
寺
址
の
初
期
的
形
態
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
よ
り
適
切

で
あ
る
と
考
え
る
。 

陵
山
里
寺
址
の
中
門
址
南
西
側
と
東
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
か
ら
は
多
数
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
余
地
を
残
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
記
載
内
容
か
ら
仏
教
や
儀
礼
と
関
連
し
た
木
簡
、
移
動
を
伴
っ
た
情
報
伝
達
関
連
木
簡
、
記
録
管
理
関
連
木
簡
な
ど
に
大
き
く

分
類
で
き
る
１
５
３

。
陵
山
里
木
簡
は
出
土
位
置
に
よ
っ
て
廃
棄
年
代
や
記
載
内
容
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
が
、
大
部
分
は
木
塔
の
心
礎
石
埋
め
立
て
以
前
や
そ
の

前
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
木
簡
の
廃
棄
時
期
と
出
土
脈
絡
、
記
載
内
容
を
総
合
し
て
み
る
と
、
五
五
四
年
の
聖
王
の
死
を
前
後
し
て
陵
山
里
一
帯
で
執
り
行

わ
れ
た
各
種
仏
教
行
事
と
儀
礼
、
物
品
の
移
動
、
行
政
行
為
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
１
５
４

。 

筆
者
の
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
近
藤
浩
一
は
羅
城
築
造
関
連
木
簡
説
を
再
度
主
張
し
て
い
る
１
５
５

。
近
藤
浩
一
が
集
中
的
に
批
判
し
た
陵
山
里
木
簡
出

土
遺
構
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
一
節
で
詳
細
に
再
検
討
し
た
。
近
藤
浩
一
が
提
唱
し
た
羅
城
築
造
木
簡
説
の
最
大
の
問
題
は
、
こ
の
一
帯
に
寺
院
建
立

以
前
に
瓦
を
使
用
し
た
施
設
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
水
準
の
施
設
は
単
純
に
羅
城
築
造
を
目
的
と
し
た
臨
時
的
な
施
設
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
教
や
祭
祀
儀
礼
と
関
連
し
た
内
容
が
記
載
さ
れ
た
木
簡
の
出
土
を
羅
城
築
造
と
い
う
問
題
に
限
定
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。 

現
在
ま
で
一
一
次
に
わ
た
っ
て
調
査
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
の
中
心
部
と
周
辺
部
か
ら
出
土
し
た
土
器
類
と
瓦
類
、
各
種
金
属
工
芸
品
と
木
製
品
、
中
国
製
遺
物

な
ど
は
全
て
陵
山
里
寺
址
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
木
簡
も
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
近
、
尹
善
泰
は
陵
山
里
木
簡

の
中
に
仏
教
つ
ま
り
陵
山
里
寺
院
を
作
成
主
体
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
木
簡
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
１
５
６

。
陵
山
里
出
土
木
簡
は
東
羅
城
よ
り
は
陵
山
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里
寺
址
、
そ
の
中
で
も
特
に
初
期
建
物
址
群
と
密
接
に
関
連
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
初
期
建
物
址
群
の
性
格
問
題
は
聖
王
の
死
や
王
陵
の

築
造
、
陵
寺
と
し
て
の
陵
山
里
寺
院
の
建
立
過
程
な
ど
と
関
連
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物
址
は
全
て
退
間
や
庭
を
備
え
て
お
り
、
二
室
、
ま
た
は
三
室
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
共
通
点
が
確
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
初
期
建
物
址
群
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
建
物
の
構
造
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る(

図
三-

二
三)

。
講
堂
址
の
場
合
、
東
西
三
七
・
四
メ
ー
ト

ル
、
南
北
一
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
で
伽
藍
中
心
部
北
側
の
一
番
高
い
場
所
に
位
置
す
る
最
も
大
き
な
建
物
で
重
層
に
復
元
さ
れ
る
１
５
７

。
講
堂
址
の
基
壇
は
木
塔
址

や
金
堂
址
と
は
異
な
り
雑
石
と
瓦
片
を
利
用
し
て
積
ん
で
い
る
。
一
つ
の
屋
根
の
下
に
隔
璧
を
置
い
て
構
造
が
異
な
る
二
つ
の
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が(

い

わ
ゆ
る
一
棟
二
室)

、
二
つ
の
部
屋
の
間
に
は
二
・
二
メ
ー
ト
ル
の
通
路
が
あ
る
。
ま
た
、
主
屋
の
東
室
は
正
面
三
間
、
側
面
二
間
で
あ
る
が
、
内
部
に
礎
石
が

な
い
通
間
構
造
で
あ
り
、
東
・
西
・
北
側
に
壁
体
が
あ
り
、
南
側
か
ら
の
み
内
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
１
５
８

。
西
室
は
東
壁
中
央
に
か
ま
ど
を
設
置
し
、
東
壁

北
側
と
北
壁
に
か
け
て
オ
ン
ド
ル
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
中
央
に
は
方
形
の
花
崗
岩
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
東
南
側
に
は
長
方
形
の
石
槨
形
施
設
と
長
楕

円
系
施
設
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
は
三
ヶ
所
で
二
～
三
セ
ン
チ
程
度
の
焼
土
層
が
発
見
さ
れ
た
が
、
火
災
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
長
期
間
火
を
焚
い
た
結

果
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
西
室
の
石
槨
形
施
設
の
内
部
か
ら
は
図
三-

二
四
の
木
製
漆
器
片
が
発
見
さ
れ
た
が
１
５
９

、
華
麗
な
花
文
の
漆
器

と
い
う
点
か
ら
、
こ
こ
が
非
常
に
位
相
の
高
い
場
所
で
あ
る
こ
と
を
推
察
で
き
る
。  

講
堂
址
の
東
西
に
は
翼
舎
が
位
置
し
て
い
る
が
、
東
側
と
西
側
の
構
造
が
異
な
る
。
工
房
址Ⅱ

と
呼
ば
れ
る
西
側
翼
舎
は
中
央
に
通
路
型
空
間
が
あ
り
、
二
つ

の
部
屋
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
南
側
基
壇
の
前
に
は
庭
が
あ
っ
て
、
庭
の
西
端
に
は
西
排
水
路
に
連
結
し
た
橋
が
確
認
さ
れ
る
。
不
明
建
物
址Ⅰ

と
呼
ば
れ
る
東

側
翼
舎
は
一
つ
の
部
屋
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
工
房
址Ⅱ

よ
り
若
干
小
さ
い
。
工
房
址Ⅱ

と
不
明
建
物
址Ⅰ

と
も
に
翼
舎
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
者
が
よ

り
辞
典
的
な
意
味
に
近
く
、
若
干
非
対
称
を
な
し
て
い
る
。 

そ
の
南
側
に
不
明
建
物
址Ⅱ

と
工
房
址Ⅰ

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
工
房
址Ⅰ

は
、
退
間
が
あ
り
、
三
つ
の
部
屋
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
排
煙
施
設
と
炉
施
設
、

排
水
施
設
、
各
種
金
属
品
と
ガ
ラ
ス
製
品
、
ス
ラ
グ
が
出
土
し
た
。
工
房
址Ⅰ

の
主
屋
の
南
室
と
北
室
入
口
で
は
瓦
積
基
壇
が
確
認
さ
れ
る
１
６
０

。
不
明
建
物
址

Ⅱ

の
場
合
、
破
損
が
激
し
い
が
現
存
し
て
い
る
遺
構
を
見
る
と
、
工
房
址Ⅰ

と
同
じ
構
造
で
あ
り
互
い
に
対
称
を
な
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
建
物
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址
の
東
側
基
壇
外
郭
か
ら
一
二
個
程
の
木
柵
列
が
確
認
さ
れ
た
が
、
報
告
者
は
こ
れ
を
塀
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
た
。 

初
期
建
物
址
群
の
う
ち
、
講
堂
址
は
百
済
は
も
ち
ろ
ん
高
句
麗
・
新
羅
の
古
代
寺
院
で
確
認
さ
れ
る
一
般
的
な
講
堂
建
築
と
は
明
確
に
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な

独
特
な
建
物
構
造
は
集
安
東
台
子
遺
跡
と
類
似
す
る
が
、
一
つ
の
屋
根
の
下
に
隔
壁
を
施
し
た
二
個
の
部
屋
が
あ
る
こ
と
や
オ
ン
ド
ル
施
設
、
用
途
未
詳
の
大
型

板
石
材
な
ど
が
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る(

図
三-

二
五)

。
そ
の
中
で
集
安
東
台
子
遺
跡
の
東
側
部
屋
中
央
に
あ
る
長
方
形
巨
石(

あ
る
い
は
石
座)

は
日
常
生
活
や

官
員
の
活
動
と
は
距
離
が
あ
る
。
あ
る
研
究
者
は
こ
れ
を
祭
祀
と
関
連
し
た
神
主
と
類
似
し
て
お
り
、
『
三
国
史
記
』
故
国
壌
王
九
年(

三
九
二)

春
三
月
条
に
出

て
く
る
「
社
稷
を
た
て
て
宗
廟
を
修
理
す
る
よ
う
に
し
た
」
と
い
う
記
録
を
反
映
す
る
も
の
と
見
た
１
６
１

。
し
た
が
っ
て
、
陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
の
場
合
も
仏

教
寺
院
本
来
の
講
堂
で
な
く
、
神
宮
や
祭
堂
で
あ
る
と
い
う
見
解
１
６
２

、
ま
た
、
平
常
時
に
は
祖
王
を
祭
祀
る
す
る
神
廟
と
し
て
、
王
室
の
喪
葬
儀
礼
時
に
は
殯

宮
と
し
て
使
用
し
た
と
い
う
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
１
６
３

。 

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
陵
山
里
古
墳
群
の
中
下
塚
が
聖
王
陵
に
推
定
さ
れ
て
い
る
点
１
６
４

に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
陵
山
里
寺
院
が
聖
王
を
追
福
し
て
聖
王

陵
を
守
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
功
徳
墳
寺
だ
っ
た
と
の
事
実
は
、
石
造
舎
利
龕
銘
文
を
通
し
て
類
推
で
き
る
。
し
か
し
、
建
物
址
の
建
立
過
程
を
分
析
し
な
が
ら

分
か
っ
た
よ
う
に
五
五
四
年
段
階
か
ら
陵
山
里
寺
院
が
願
刹
や
陵
寺
と
し
て
機
能
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
研
究
者
は
五
六
七
年
を
木
塔
建
立
の
完
成
、

ま
た
は
寺
院
建
立
の
完
成
と
見
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
陵
山
里
寺
院
が
陵
寺
と
し
て
機
能
し
た
と
見
た
。
し
か
し
、
五
六
七
年
は
舎
利
龕
を
地
下
に
埋
め
た
年
で
あ

る
た
め
、
木
塔
建
立
が
始
ま
っ
た
も
の
と
限
定
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

陵
山
里
寺
院
が
陵
寺
と
し
て
機
能
し
た
時
点
は
少
な
く
と
も
五
六
七
年
以
後
か
ら
で
あ
り
、
木
塔
建
立
以
前
と
以
後
に
は
建
物
の
規
模
と
機
能
、
性
格
に
違
い

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
点
で
五
六
七
年
以
前
の
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物
址
群
は
寺
院
の
付
属
建
物
で
な
く
、
陵
墓
祭
祀
と
関
連
し
た
独
立

的
な
施
設
と
し
て
設
計
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
上
限
は
五
五
四
年
の
聖
王
の
死
が
重
要
な
基
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
共
伴
遺
物
の
出
土
状
況
を
見
る
と
、

そ
れ
よ
り
も
う
少
し
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。 

初
期
建
物
址
群
と
古
墳
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
百
済
王
室
の
喪
葬
儀
礼
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
武
寧
王
陵
と
艇
止

山
遺
跡
が
注
目
さ
れ
る
。
艇
止
山
遺
跡
は
、
武
寧
王
陵
の
殯
殿
と
推
定
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
１
６
５

。
武
寧
王
陵
は
、
誌
石
を
通
し
て
二
七
ヶ
月
の
殯
期
が
確
認
さ



 

 

 

 

166 

れ
る
が
１
６
６

、
艇
止
山
遺
跡
で
殯
殿
関
連
施
設
と
し
て
議
論
さ
れ
る
場
所
は
瓦
建
物
址
を
は
じ
め
と
す
る
一
・
三
号
大
壁
建
物
址
で
あ
る(

図
三-

二
六)

１
６
７

。
そ

の
中
で
瓦
建
物
址
は
核
心
的
な
場
所
で
あ
り
、
氷
盤
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
他
に
も
大
型
竪
穴
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
東
側
と
北
側
に
は
広
い
庭
が
位
置

す
る
。
ま
た
、
こ
の
建
物
址
を
中
心
に
多
重
の
木
柵
列
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
一
・
三
号
大
壁
建
物
址
が
品
字
形
を
な
し
な
が
ら
配
置
さ
れ
て
い
た
１
６
８

。 

武
寧
王
陵
と
艇
止
山
遺
跡
の
関
係
は
、
陵
山
里
古
墳
群
の
中
下
塚
と
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群
と
の
関
係
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
図
三-

二
三
と
図
三-

二
六
を
互
い
に
対
比
さ
せ
て
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
艇
止
山

遺
跡
の
瓦
建
物
址
は
講
堂
址
の
主
屋
に
対
応
し
、
一
号
と
三
号
大
壁
建
物
址
は
主
屋
の
左
右
の
翼
舎
に
対
応
し
、
二
号
大
壁
建
物
址
は
不
明
建
物
址Ⅱ

と
工
房
址

Ⅰ

に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
艇
止
山
遺
跡
の
瓦
建
物
址
は
陵
山
里
寺
址
講
堂
址
の
主
屋
の
西
室
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
が
１
６
９

、
暖
房
施
設
が
備
わ
っ
て
い
る
点
か
ら
全
く
異
な
る
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
を
排
除
し
難
い
。 

講
堂
址
の
主
屋
の
東
室
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
内
部
に
礎
石
が
な
い
通
間
構
造
で
あ
り
、
東
・
西
・
北
側
に
は
壁
体
が
あ
り
、
南
側
か
ら
の
み
内
部
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
構
造
で
あ
っ
た
と
い
う
１
７
０

。
こ
の
よ
う
な
施
設
は
艇
止
山
遺
跡
で
は
確
認
さ
れ
な
い
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
特
に
南
側
か
ら
の
み
内
部
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
建
物
構
造
や
東
室
の
東
西
で
発
見
さ
れ
た
大
型
竪
穴
か
ら
厚
い
灰
層
が
発
見
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
祭
祀
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
。 

陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
は
艇
止
山
遺
跡
と
一
定
の
共
通
性
を
持
ち
な
が
ら
も
差
別
性
も
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
講
堂
址
を
艇

止
山
遺
跡
の
殯
殿
と
同
じ
施
設
で
あ
る
と
確
定
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
の
問
題
が
先
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
艇
止
山
遺
跡
の
場
合
、
瓦
建
物
址
を
殯
殿

と
推
論
す
る
に
至
っ
た
決
定
的
な
契
機
は
多
数
の
竪
穴
遺
構
を
氷
庫
と
認
識
し
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
陵
山
里
寺
址
で
は
氷
庫
関
連
遺
構
は
全
く
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
主
屋
の
西
室
に
オ
ン
ド
ル
施
設
が
あ
る
点
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
建
物
址
を
殯
殿
の
よ
う
な
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
暖
房
に
伴
う
遺

体
の
腐
敗
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
『
周
書
』
や
『
北
史
』
高
句
麗
伝
に
見
ら
れ
る
殯
は
埋
葬
時
ま
で
遺
体
を
小
屋
に
安
置
し

た
り
仮
埋
葬
す
る
臨
時
施
設
と
し
て
の
性
格
が
強
い
が
、
こ
こ
の
場
合
、
大
型
の
重
層
瓦
建
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物
址

群
は
艇
止
山
遺
跡
と
似
た
脈
絡
の
祭
祀
関
連
施
設
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
殯
殿
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。 

一
方
、
南
朝
で
は
皇
帝
が
生
前
に
あ
ら
か
じ
め
寿
陵
を
準
備
し
、
陵
の
付
属
建
物
と
し
て
寝
殿
を
建
て
た
。
南
朝
で
は
寝
殿
を
寝
廟
と
呼
ぶ
場
合
が
多
か
っ
た
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が
、
寝
廟
以
外
に
帝
陵
に
は
こ
れ
を
管
理
す
る
人
々
が
泊
ま
る
吏
舎
な
ど
の
建
築
物
が
あ
り
、
仏
教
が
盛
ん
に
な
る
と
陵
墓
の
そ
ば
に
仏
寺
を
建
て
る
場
合
も
あ

る
１
７
１

。
つ
ま
り
、
『
建
康
実
録
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。 

 

史
料
三-

一: 
(

五
四
四
年)

三
月
甲
午
、
幸
蘭
陵
。
庚
子
閼
建
陵
、
陵
上
有
紫
雲
覆
、
久
而
乃
散
。
帝
望
陵
流
涕
、
所
沾
草
木
變
色
、
陵
旁
先
有
枯
泉
、
是
時
流
水

香
潔
。
辛
丑
、
帝
哭
於
修
陵
。
又
於
皇
基
寺
設
法
會
、
賜
蘭
陵
老
少
位
各
一
階
、
所
經
縣
邑
、
放
今
年
租
調
。
因
賦
還
舊
鄕
詩
。(

『
建
康
實
錄
』

巻
一
七 
高
祖
武
皇
帝 

大
同
一
〇
年
条)

１
７
２ 

 

『
南
史
』
巻
七
武
帝
紀
中
に
も
こ
れ
と
類
似
す
る
内
容
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
建
陵
は
父
蕭
順
之
文
帝
、
修
陵
は
武
帝
自
身
の
陵
と
推
定
さ
れ
て
い
る
１
７
３

。

五
四
四
年
三
月
、
武
帝
は
自
身
が
生
ま
れ
た
蘭
陵
に
行
っ
て
、
そ
の
一
六
日
に
は
父
の
陵
で
あ
る
建
陵
に
拝
し
、
翌
日
一
七
日
に
は
自
身
の
墳
墓
で
あ
る
修
陵
に

赴
い
た
。
そ
し
て
、
一
八
日
に
は
そ
の
近
く
に
建
立
さ
れ
た
皇
基
寺
で
法
会
を
開
い
た
１
７
４

。
『
梁
書
』
巻
五
〇
任
孝
恭
伝
に
は
彼
が
武
帝
の
命
に
よ
っ
て
「
建

陵
寺
刹
下
銘
」
を
作
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
が
、
皇
基
寺
が
建
陵
寺
と
も
呼
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
１
７
５

。
そ
う
し
た
点
か
ら
皇
基
寺
は
建
陵

寺
と
し
て
建
陵
の
陵
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
少
な
く
と
も
五
四
四
年
段
階
に
は
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
梁
武
帝
は
亡
く
な
っ
た
両
親
の
た
め
に
大
愛

敬
寺
と
大
智
度
寺
を
建
立
し
て
い
る
が
、
建
陵
の
そ
ば
に
は
別
途
に
皇
基
寺
を
建
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
陵
墓
と
寺
院
が
結
び
つ
い
た
最
も
多
く
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
の
は
北
魏
方
山
永
固
陵
と
思
遠
仏
寺
で
あ
る
。
方
山
に
は
太
和
年
間

に
霊
泉
宮
・
思
遠
仏
寺
・
永
固
陵
な
ど
陵
園
が
造
営
さ
れ
た
が
、
山
西
省
大
同
市
北
方
に
は
現
在
も
北
魏
文
明
皇
后
馮
氏
の
墓
で
あ
る
永
固
陵
と
孝
文
帝
の
寿
陵

が
残
っ
て
い
る
。
孝
文
帝
の
寿
陵
は
文
明
太
后
の
墓
の
東
北
一
里
に
あ
る
が
、
埋
葬
さ
れ
な
い
虚
宮
と
し
て
万
年
堂
と
呼
ば
れ
た
。
寿
陵
の
南
側
に
は
永
固
堂
、

そ
の
西
側
に
は
思
遠
霊
図
、
さ
ら
に
そ
の
西
側
に
は
斎
堂
、
南
側
に
は
石
闕
が
あ
り
、
そ
の
下
の
断
崖
に
は
御
路
が
連
結
し
て
お
り
、
下
に
霊
泉
宮
池
が
見
え
る

と
い
う(

図
三-

-

二
七)

。 

図
三-

二
七
の
Ａ
地
点
を
馮
氏
墓
で
あ
る
永
固
陵
と
見
る
こ
と
に
は
異
見
が
な
い
。
Ｂ
地
点
の
場
合
、
一
部
遺
物
が
散
布
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
永
固
堂
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に
比
定
す
る
研
究
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
Ｃ
地
点
を
永
固
堂
に
比
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
Ｃ
地
点
の
白
仏
台
遺
跡
と
Ｄ
地
点
の
草
堂
山
遺
跡
を
永

固
堂
と
思
遠
霊
図
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
す
る
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
Ｃ
・
Ｄ
地
点
に
そ
れ
ぞ
れ
永
固
堂
と
思
遠
霊
図
を
組
み
合
わ
せ
て
理
解
す
る
の
か
と
い
う
違

い
が
あ
る
。
Ｄ
地
点
で
あ
る
草
堂
山
遺
跡
の
場
合
、
一
九
八
一
年
の
発
掘
結
果
が
最
近
公
表
さ
れ
、
思
遠
仏
寺
遺
跡
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
実
に
推
定
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
１
７
６

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
は
北
魏
時
期
の
塑
造
像
と
文
様
塼
、
正
方
形
木
塔
の
痕
跡
と
塔
心
実
体
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
近
Ｃ
地
点
の
白
仏
台
遺
跡
と
Ｄ
地
点
の
草
堂
山
遺
跡
の
二
ヶ
所
と
も
思
遠
仏
寺
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
提
起
さ
れ
た
１
７
７

。
現
段

階
で
思
遠
寺
の
領
域
が
Ｃ
地
点
と
Ｄ
地
点
を
包
括
す
る
も
の
な
の
か
、
Ｄ
地
点
に
の
み
限
定
さ
れ
る
の
か
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
Ｃ
・
Ｄ
地
点
と
も
寺
院

領
域
で
あ
る
と
確
定
す
る
た
め
に
は
、
二
地
点
で
確
認
さ
れ
た
遺
構
や
遺
物
が
果
た
し
て
一
つ
の
寺
院
内
部
で
い
か
な
る
配
置
を
な
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
１
７
８

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
方
山
一
帯
で
は
思
遠
仏
寺
と
い
う
寺
院
が
ま
ず
建
立
さ
れ
た
後
、
寿
陵
で
あ
る
永
固
陵
が
作
ら
れ
、
そ

の
後
に
永
固
陵
の
清
廟
で
あ
る
永
固
堂
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
陵
墓
と
寺
院
の
結
合
が
進
行
す
る
過
程
を
物
語
る
事
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

高
句
麗
定
陵
寺
の
場
合
、
伝
東
明
王
陵
か
ら
南
側
に
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
所
に
位
置
し
、
「
定
陵
」
、
「
陵
寺
」
な
ど
の
銘
文
が
あ
る
土
器
片
か
ら

見
て
、
伝
東
明
王
陵
の
陵
寺
と
推
定
さ
れ
て
い
る(
図
三-

二
八)

１
７
９

。
伝
東
明
王
陵
の
墓
主
に
つ
い
て
は
移
葬
し
た
東
明
王
陵
１
８
０

、
長
寿
王
陵
１
８
１

、
あ
る
い

は
政
治
・
社
会
的
権
威
の
象
徴
物
や
墟
墓
で
あ
る
可
能
性
１
８
２

な
ど
様
々
な
見
解
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
古
墳
の
築
造
時
期
は
立
地
や
背
後
の
封
土
墳

と
の
分
布
関
係
、
構
造
形
態
、
壁
画
の
内
容
等
を
通
し
て
み
る
と
、
四
二
七
年
の
平
壌
遷
都
以
後
で
あ
る
五
世
紀
後
半
代
の
古
墳
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

１
８
３

。
定
陵
寺
址
と
伝
東
明
王
陵
の
前
後
問
題
は
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
た
資
料
だ
け
で
は
判
断
し
難
い
が
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
前
半
以
前
に
は
陵
墓
と
寺
院
が

結
合
し
た
景
観
が
演
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
１
８
４

。 

こ
の
よ
う
に
中
国
南
北
朝
時
代
と
高
句
麗
で
は
陵
墓
付
近
に
陵
の
修
理
や
管
理
、
各
種
祭
祀
を
執
り
行
う
う
え
で
必
要
な
建
物
が
あ
り
、
そ
れ
が
仏
教
寺
院
と

結
合
し
た
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
百
済
の
場
合
、
陵
山
里
寺
址
一
帯
で
そ
の
よ
う
な
様
相
が
同
じ
よ
う
に
展
開
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

中
国
の
文
献
に
よ
る
と
、
王
陵
付
近
の
祭
祀
関
連
施
設
と
し
て
両
側
に
翼
舎
を
備
え
た
建
物
は
「
廟
」
と
呼
ば
れ
た
。
中
国
の
陵
寝
制
度
に
お
い
て
寝
と
廟
は

位
置
と
機
能
、
建
物
構
造
が
異
な
る
が
、
『
爾
雅
』
「
釈
宮
」
で
は
「
室
の
東
側
と
西
側
に
廂(
副
室)

が
あ
る
も
の
を
廟
と
い
い
、
東
側
と
西
側
に
廂
が
な
く
て
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室
の
み
あ
る
も
の
を
寝
と
い
う
」
と
し
て
い
る
１
８
５

。
廟
に
副
室
が
あ
っ
た
こ
と
は
廟
が
朝
を
真
似
て
建
築
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
朝
に
あ
る
東
西
の
廂
は
臣

下
が
君
主
の
政
務
処
理
を
待
っ
た
り
朝
見
を
準
備
す
る
場
所
で
あ
っ
た
１
８
６

。 

『
爾
雅
』
「
釈
宮
」
で
い
う
廟
は
東
西
の
翼
舎
を
持
つ
講
堂
址
の
全
体
構
造
と
符
合
し
、
南
側
の
み
開
放
さ
れ
た
講
堂
址
の
主
屋
東
室
の
構
造
と
も
連
結
す
る
。

講
堂
址
の
東
西
に
あ
る
不
明
建
物
址Ⅰ

と
工
房
址Ⅱ

は
明
ら
か
に
翼
廊
で
な
く
翼
舎
建
物
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
図
三-

二
三
か
ら
分
か
る
よ
う
に
東
側

翼
舎
は
一
室
で
あ
る
の
に
対
し
、
西
側
翼
舎
は
二
室
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
講
堂
址
と
接
す
る
位
置
も
ま
た
正
確
な
左
右
対
称
を
な
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
建
物
配
置
と
構
造
を
廟
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
軍
守
里
寺
址
の
東
北
基
壇
と
西
北
基
壇
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
遺
構
と
類
似
す
る
配

置
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
陵
山
里
寺
址
特
有
の
独
特
な
伽
藍
配
置
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
宗
廟
や
仇
台
廟
１
８
７

あ
る
い
は

神
宮
１
８
８

の
う
ち
、
ど
れ
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
現
時
点
に
お
い
て
は
無
理
で
あ
る
と
考
え
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物
址
群
の
建
物
構
造
と
配
置
、
そ
の
関
連
内
容
は
も
ち
ろ
ん
各
種
祭
祀
関
連
記
録
が
共
に
記
さ
れ
て

い
る
木
簡
の
記
載
事
項
、
初
期
建
物
址
群
は
結
果
的
に
五
六
七
年
以
後
に
仏
教
寺
院
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
陵
山
里

古
墳
群
、
特
に
聖
王
陵
の
祠
廟
あ
る
い
は
祠
堂
施
設
と
定
義
し
た
い
。
そ
れ
を
宗
廟
や
仇
台
廟
の
よ
う
な
国
家
祭
祀
施
設
と
断
定
し
難
い
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な

国
家
祭
祀
施
設
が
果
た
し
て
王
室
勢
力
に
よ
っ
て
仏
教
寺
院
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
が
疑
問
で
あ
り
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
記
載
内
容
と
解
釈
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
初
期
建
物
址
群
を
は
じ
め
と
す
る
木
塔
址
と
金
堂
址
の
配
置
は
仏
教
寺
院
、
特
に
陵
寺
や
願
刹
の
建
立
と
い
う
巨
視
的
な
基
本
計

画
の
中
で
そ
の
必
要
性
と
重
要
度
に
よ
っ
て
順
次
建
立
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。  

一
方
、
陵
山
里
一
帯
で
聖
王
陵
の
祠
廟
施
設
が
建
立
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
高
句
麗
の
影
響
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
図
三-

二
五
の
東
台

子
遺
跡
や
図
三-

二
八
の
定
陵
寺
で
確
認
さ
れ
る
独
特
な
建
物
構
造
と
板
石
造
の
二
重
屈
折
型
オ
ン
ド
ル
施
設
、
煙
筒
形
土
器
を
は
じ
め
と
し
て
扶
余
地
域
で
発

見
さ
れ
る
高
句
麗
系
土
器
が
重
要
な
根
拠
と
な
る
１
８
９

。
し
か
し
、
陵
墓
と
仏
教
寺
院
の
結
合
様
相
は
高
句
麗
の
み
な
ら
ず
北
魏
と
梁
で
も
確
認
さ
れ
る
現
象
で

あ
る
。
ま
た
、
第
二
章
第
一
節
や
第
六
章
第
一
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
泗
沘
期
の
仏
教
寺
院
に
は
高
句
麗
と
南
朝
の
影
響
が
共
に
確
認
さ
れ
る
た
め
、
南
朝
に
つ

い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 
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そ
こ
で
筆
者
は
、
講
礼
博
士
陸
詡
の
活
動
や
梁
武
帝
の
影
響
も
高
句
麗
の
影
響
と
共
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
陸
詡
は
崔
霊
恩
か
ら
『
三
礼
義

宗
』
を
習
い
、
五
四
一
年
か
ら
五
五
二
年
の
間
に
百
済
で
活
動
し
た
人
物
で
あ
る
１
９
０

。
百
済
で
は
泗
沘
遷
都
を
前
後
し
て
梁
か
ら
祀
典
を
は
じ
め
と
す
る
各
種

制
度
を
受
容
し
た
が
、
周
礼
の
理
念
に
立
脚
し
た
政
治
秩
序
の
確
立
に
は
陸
詡
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
１
９
１

。
陸
詡
は
遷
都
以
後
一
〇
余
年
間
、

講
礼
博
士
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
国
王
と
群
臣
に
多
く
の
影
響
を
与
え
、
祭
儀
体
系
は
も
ち
ろ
ん
具
体
的
な
祭
場
の
選
定
や
儀
礼
の
順
序
に
も
関
与
し
た
で
あ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
陵
山
里
一
帯
で
熊
津
期
と
は
異
な
る
祠
廟
施
設
が
設
立
さ
れ
た
背
景
に
は
陸
詡
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
９
２

。 

梁
の
武
帝
の
影
響
は
よ
り
直
接
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。
彼
は
両
親
に
対
す
る
孝
道
を
表
現
す
る
た
め
大
愛
敬
寺
を
創
建
し
た
が
、
愛
敬
と
は
『
孝
経
』
の
核

心
的
語
句
で
あ
る
。
『
孝
経
』
に
拠
り
な
が
ら
明
孝
道
と
建
寺
、
講
読
が
共
に
行
わ
れ
る
の
は
梁
で
新
た
に
展
開
し
た
孝
思
想
の
姿
で
あ
る
と
い
う
１
９
３

。
陵
山

里
寺
址
一
帯
で
儒
教
的
な
喪
葬
礼
と
関
連
し
た
初
期
施
設
が
寺
院
で
あ
る
願
刹
や
陵
寺
に
転
換
で
き
た
背
景
に
は
梁
か
ら
受
容
さ
れ
た
孝
思
想
と
儒
仏
の
思
想
的

融
合
と
い
う
土
台
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
１
９
４

。 

梁
武
帝
の
影
響
は
威
徳
王
の
捨
身
関
連
発
言
か
ら
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
威
徳
王
は
、
戦
死
し
た
聖
王
の
冥
福
を
祈
る
た
め
出
家
修
道
を
宣
言
す
る
が
、

諸
臣
の
引
き
止
め
に
よ
っ
て
出
家
を
あ
き
ら
め
王
位
に
就
い
た
。
威
徳
王
が
捨
身
の
発
言
を
通
し
て
所
期
の
政
治
的
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
背
景
に
は
梁
の

武
帝
の
捨
身
関
連
行
跡
が
大
き
く
参
考
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

威
徳
王
は
自
身
が
出
家
修
道
す
る
の
を
あ
き
ら
め
る
か
わ
り
に
一
〇
〇
人
を
出
家
さ
せ
よ
う
と
い
う
臣
下
た
ち
の
建
議
を
受
け
入
れ
る
。
そ
こ
で
臣
下
た
ち
は
相

談
し
て
一
〇
〇
人
を
出
家
さ
せ
て
、
多
く
の
幡
蓋
を
作
り
、
様
々
な
功
徳
を
積
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
父
王
の
追
福
を
す
る
た
め
の
国
家
的
な
事
業
の
展

開
と
い
え
る
１
９
５

。
こ
の
時
、
出
家
し
た
度
僧
一
〇
〇
人
は
威
徳
王
の
失
墜
し
た
王
権
を
回
復
す
る
基
盤
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
結
果
的
に
陵
山
里
寺
院
創
建

の
主
役
と
な
っ
た
だ
ろ
う
１
９
６

。
そ
の
時
点
が
五
五
五
年
八
月
の
こ
と
で
あ
り
、
五
六
七
年
の
舎
利
龕
を
埋
め
た
こ
と
と
は
一
三
年
の
時
差
が
あ
る
。
そ
し
て
ま

さ
に
そ
の
頃
、
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
様
々
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
聖
王
陵
の
築
造
や
聖
王
を
追
福
す
る
た
め
の

各
種
祭
祀
を
執
り
行
っ
た
祠
廟
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
１
９
７

。
こ
の
よ
う
な
威
徳
王
の
行
跡
は
、
高
句
麗
を
は
じ
め
と
し
て
梁
武
帝
や
陸
詡
の
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影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
泗
沘
遷
都
以
後
、
百
済
の
祀
典
体
制
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
陸
詡
の
場
合
、
そ
の
師
で
あ
る
崔
霊
銀
が
元
々
、
北
朝
で
官
職
に
つ
い

た
後
、
天
監
一
三
年(

五
一
四)

に
梁
に
や
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
１
９
８

、
王
陵
の
近
隣
に
仏
寺
を
築
造
す
る
こ
と
が
、
あ
る
一
国
の
系

統
や
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
一
つ
の
思
潮
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

(

三)
 

寺
院
の
変
遷
過
程
と
そ
の
意
義 

陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
の
場
合
、
建
物
構
造
の
み
な
ら
ず
建
立
の
順
序
に
お
い
て
独
特
な
位
置
を
占
め
て
い
た
た
め
、
一
般
的
な
仏
教
寺
院
と
異
な
る
特
殊
な

目
的
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物
址
群
は
五
五
四
年
に
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
聖
王
を
追
福
す
る
た
め
の
祭

祀
を
執
り
行
っ
た
祠
廟
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
早
く
か
ら
建
立
さ
れ
た
背
景
に
は
、
聖
王
の
非

正
常
的
な
死
と
い
う
歴
史
的
な
事
件
が
介
在
し
て
い
る
。
次
に
、
陵
山
里
一
帯
で
聖
王
陵
が
築
造
さ
れ
た
経
緯
と
伽
藍
中
心
部
建
物
の
整
備
過
程
お
よ
び
寺
院
建

立
の
意
義
に
つ
い
て
み
て
い
く
。 

陵
山
里
寺
址
最
下
層
か
ら
出
土
し
た
中
国
製
青
磁
片
や
硯
片
、
土
器
片
な
ど
の
上
限
は
六
世
紀
中
半
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
六
世
紀
中
半
と
い
う
年
代

は
極
め
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
五
五
四
年
と
い
う
絶
対
年
代
と
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
陵
山
里
古
墳
群
の
中
下
塚
の
石
室

構
造
や
出
土
遺
物
な
ど
考
古
資
料
か
ら
は
、
そ
れ
が
聖
王
の
生
前
に
作
ら
れ
た
の
か
、
死
後
に
作
ら
れ
た
の
か
は
確
定
し
難
い
。 

た
だ
、
図
三-

二
九
を
見
る
と
、
陵
山
里
古
墳
群
の
周
辺
に
陵
山
里
寺
址
だ
け
で
な
く
防
御
施
設
で
あ
る
東
羅
城
と
羅
城
の
東
門
、
三
山
の
一
つ
で
あ
る
呉
山

な
ど
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
非
常
に
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
陵
山
里
一
帯
は
中
国
や
日
本
の
都
城
制
に
見
ら
れ
る
羅
城
門
と
類
似
し
た

景
観
が
演
出
さ
れ
る
な
ど
、
非
常
に
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
る
１
９
９

。
そ
う
し
た
点
か
ら
五
三
八
年
の
遷
都
時
か
ら
そ
の
よ
う
な
配
置
計
画
案
が
準
備
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
陵
山
里
一
帯
は
聖
王
の
寿
陵
の
有
無
と
関
係
が
な
く
、
王
室
の
埋
葬
地
と
し
て
聖
王
の
生
前
か
ら
す
で
に
指
定
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
２
０
０

。 

五
五
四
年
七
月
の
聖
王
の
死
は
非
常
に
異
例
的
な
事
件
で
あ
り
、
そ
の
遺
体
も
ま
た
非
常
に
特
殊
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
一
五
年
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冬
一
二
月
条
に
は
管
山
城
の
戦
い
の
展
開
過
程
と
聖
王
が
戦
死
す
る
過
程
が
詳
細
に
描
写
し
て
い
る
が
、
聖
王
の
遺
体
処
理
に
関
す
る
次
の
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。 

 
史
料
三-
二: 

(

前
略)

苦
都
斬
首
而
殺
。
掘
坎
而
埋
。
一
本
云
、
新
羅
留
理
明
王
頭
骨
、
而
以
礼
送
余
骨
於
百
済
。
今
新
羅
王
埋
明
王
骨
於
北
庁
階
下
、
名
此
庁
曰

都
堂
。(

『
日
本
書
紀
』
巻
一
九 

欽
明
天
皇
一
五
年
冬
一
二
月
条) 

 

『
日
本
書
紀
』
に
は
飼
馬
奴
苦
都
が
聖
王
を
斬
首
し
た
後
、
そ
の
死
体
を
竪
穴
に
埋
め
た
と
い
う
説
と
頭
蓋
骨
は
新
羅
の
慶
州
に
送
っ
て
、
他
の
骨
は
百
済
に

送
っ
た
と
い
う
説
を
共
に
記
録
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
銘
文
を
通
し
て
陵
山
里
古
墳
群
に
聖
王
の
墓
が
あ
り
、
中
下
塚
が
そ
れ
に
該
当

す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
後
者
の
可
能
性
が
よ
り
高
い
。
前
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
陵
山
里
一
帯
に
仮
墓
が
作
ら
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。 

聖
王
の
亡
骸
は
い
か
な
る
過
程
を
経
て
中
下
塚
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
百
済
の
三
年
服
喪
制
度
は
中
国
側
の
記
録
だ
け
で
な
く
、
武
寧

王
陵
の
誌
石
を
通
し
て
、
二
七
ヶ
月
三
年
喪
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
２
０
１

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
も
、
武
寧
王
陵
が
生
前
に
作
ら
れ
た
寿
陵
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
が
２
０
２

、
聖
王
こ
そ
武
寧
王
陵
の
最
終
的
な
完
成
者
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
と
、
威
徳
王
の
場
合
も
三
年
喪
の
伝
統
を
継
承
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
聖
王
が
五
五
四
年
七
月
に
正
常
な
死
を
迎
え
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
彼
は
五
五
六
年
一
〇
月
前
後
に
は
中
下
塚
に
本
埋
葬
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
管
山
城
の
戦
い
の
過
程
で
派
生
し
た
非
正
常
的
な
状
況
で
い
つ
、
い
か
な
る
手
続
き
で
国
葬
が
執
り
行
わ
れ
た
の
か
を
推
定
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ

不
可
能
で
あ
る
２
０
３

。 

た
だ
、
聖
王
が
亡
く
な
っ
た
後
の
葬
儀
の
手
続
き
と
関
連
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
事
件
が
五
五
五
年
八
月
の
威
徳
王
の
出
家
発
言
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
威

徳
王
は
「
奉
為
考
王
」
を
名
分
に
出
家
修
道
す
る
と
言
い
、
そ
の
結
果
一
〇
〇
人
の
道
僧
と
幡
蓋
を
作
る
な
ど
様
々
な
功
徳
を
積
ん
だ
。
こ
の
時
奉
為
が
持
つ
意

味
や
孝
思
想
が
仏
教
と
結
合
す
る
様
相
に
つ
い
て
は
す
で
に
十
分
な
研
究
が
あ
り
２
０
４

、
幡
蓋
と
功
徳
の
具
体
的
な
様
子
に
対
す
る
推
定
も
あ
る
２
０
５

。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
件
の
裏
面
に
は
五
五
五
年
八
月
頃
に
は
す
で
に
聖
王
の
冥
福
を
祈
る
た
め
に
出
家
修
道
す
る
条
件
が
成
熟
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
含
ま
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れ
て
い
る
。
そ
の
時
点
で
す
で
に
聖
王
の
遺
骸
が
一
定
の
施
設
に
奉
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
類
推
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る

初
期
建
物
址
群
を
殯
殿
関
連
施
設
と
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
り
、
筆
者
の
よ
う
に
王
陵
と
関
連
し
た
祠
廟
施
設
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。 

陵
山
里
寺
院
伽
藍
の
変
遷
と
整
備
過
程
は
大
き
く
三
段
階
に
区
分
で
き
る(

図
三-

三
〇)

。
一
段
階
に
は
講
堂
址
と
東
西
翼
舎
、
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房
址Ⅰ

以
外
に
木
塔
址
西
側
の
西
側
暗
渠
と
中
門
址
東
南
側
と
南
西
側
の
初
期
自
然
排
水
路
、
柵
状
遺
構
、
西
排
水
路
付
近
で
発
見
さ
れ
た
木
橋
、
窯
址
な
ど
が
機
能
し

て
い
た
。
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物
址
群
は
南
側
一
帯
が
開
放
し
て
い
る
構
造
を
見
せ
る
が
、
講
堂
址
前
庭
は
大
き
な
広
場
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
場
は
祠
廟
施
設
と
推
定
さ
れ
る
講
堂
址
と
と
も
に
一
定
の
祭
祀
儀
式
を
執
り
行
う
た
め
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
段
階
に
は
五
六
七
年
の
木
塔
の
心
礎
石
埋
め
立
て
を
基
点
に
木
塔
と
金
堂
な
ど
寺
院
連
施
設
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
段
階
に
は
木
塔
と
金
堂
、
中
門
、
回
廊

な
ど
が
順
に
建
立
さ
れ
て
伽
藍
中
心
部
建
物
が
完
成
し
た
。
そ
の
過
程
で
北
側
と
東
側
暗
渠
、
東
西
大
排
水
路
を
は
じ
め
と
し
て
中
門
址
南
側
一
帯
に
対
す
る

大
々
的
な
整
備
作
業
が
断
行
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
は
講
堂
址
南
側
の
大
き
い
広
場
に
木
塔
を
は
じ
め
金
堂
な
ど
の
中
心
建
物
が
建
て
ら
れ
る
と
と
も
に
陵
山
里
寺

址
が
本
格
的
に
寺
院
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
を
通
し
て
、
五
六
七
年
が
そ
の
よ
う
な
工
事
開
始
の
分
岐
点
と
な
り
、
そ

の
寺
院
は
王
陵
の
陵
寺
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
。 

三
段
階
に
は
伽
藍
周
辺
部
、
特
に
講
堂
址
北
側
と
西
回
廊
址
西
側
一
帯
に
対
す
る
開
発
が
行
わ
れ
た
。
陵
山
里
寺
址
の
九
～
一
〇
次
調
査
で
は
数
基
の
建
物
址

と
水
路
、
作
業
場
お
よ
び
廃
棄
場
、
井
戸
址
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
。
出
土
遺
物
で
は
１
ｂ
型
式
と
１
１
型
式
の
瓦
と
素
文
瓦
当
、
垂
木
瓦
、
「
巳
毛
」
銘
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
印
刻
瓦
、
多
量
の
平
瓦
と
丸
瓦
、
灯
皿
と
一
緒
に
金
銅
製
鉸
具
、
塑
造
像
片
、
器
台
片
、
硯
片
、
鏃
と
鉄
ス
ラ
グ
、
印
花
文
土
器
片
な
ど
が
出
土

し
た
２
０
６

。
伽
藍
周
辺
部
の
建
物
址
で
は
多
量
の
平
瓦
と
丸
瓦
が
出
土
し
た
が
、
瓦
当
の
出
土
量
は
非
常
に
少
な
く
、
一
部
は
基
壇
土
内
部
か
ら
発
見
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
点
か
ら
伽
藍
周
辺
部
の
瓦
葺
き
建
物
は
瓦
当
で
装
飾
し
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。 

伽
藍
周
辺
部
の
施
設
は
寺
院
で
生
活
し
た
僧
侶
の
生
活
空
間
や
事
務
を
担
当
し
た
付
属
施
設
と
推
定
さ
れ
る
。
共
伴
遺
物
を
参
考
に
す
る
と
六
世
紀
後
半
～
七

世
紀
前
半
頃
か
ら
滅
亡
期
ま
で
と
考
え
ら
れ
る
２
０
７

。
こ
の
時
期
に
は
出
土
瓦
当
に
対
す
る
分
析
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
伽
藍
中
心
部
の
主
要
殿
閣
の
大
々

的
な
補
修
が
行
わ
れ
た
２
０
８

。
ま
た
、
西
回
廊
址
外
郭
に
小
型
建
物
址
が
付
加
さ
れ
た
り
工
房
址Ⅰ
が
工
房
と
し
て
機
能
す
る
な
ど
伽
藍
中
心
部
各
建
物
址
の
性
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格
や
機
能
が
再
度
変
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
２
０
９

。 
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群
が
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
を
基
点
に
本
格
的
な
寺
院
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
意
味
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

陵
山
里
古
墳
群
の
祠
廟
と
い
え
る
初
期
建
物
址
群
は
五
六
七
年
以
後
に
な
る
と
、
寺
院
の
付
属
建
物
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
講
堂
址
の
場
合
、
初
期
建

物
址
群
の
核
心
施
設
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
塔
建
立
以
後
に
は
泗
沘
期
の
一
塔
一
金
堂
式
伽
藍
配
置
で
確
認
さ
れ
る
講
堂
址
と
同
じ
配
置
を
見
せ
る
。

つ
ま
り
、
三
段
階
以
前
ま
で
は
通
間
で
な
い
隔
壁
構
造(

所
謂
一
棟
二
室
建
物)

と
左
右
翼
舎
型
式
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
点
で
初
期
建
物
址
群
は
木
塔
建

立
以
後
に
も
一
定
期
間
、
そ
れ
ま
で
の
祭
祀
機
能
を
引
き
続
き
遂
行
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
陵
山
里
寺
院
の
陵
寺
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
一
層
明
ら

か
に
示
し
て
い
る
。 

都
城
の
運
営
と
関
連
し
て
、
五
六
七
年
に
祠
廟
が
仏
教
寺
院
へ
と
性
格
が
変
化
し
た
こ
と
は
、
羅
城
内
部
に
限
定
さ
れ
た
貴
族
の
居
住
地
が
外
郭
に
拡
大
す
る

時
点
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
筆
者
は
扶
余
官
北
里
道
路
遺
跡
、
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
道
路
遺
跡
、
陵
山
里
・
佳
塔
里
道
路
遺
跡
な
ど
、
こ
れ
ま
で
扶
余
地
域

で
発
見
さ
れ
た
道
路
遺
跡
の
大
部
分
が
、
六
世
紀
中
後
半
以
後
に
整
備
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
五
六
七
年
は
都
城
内
外
の
道
路
の
開
設

と
整
備
と
い
っ
た
大
規
模
土
木
工
事
を
開
始
し
た
年
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
２
１
０

。 

五
六
七
年
は
威
徳
王
が
対
内
的
な
体
制
整
備
と
北
朝
と
の
交
渉
を
再
開
す
る
な
ど
王
権
強
化
の
作
業
が
本
格
化
し
た
年
と
評
価
さ
れ
る
２
１
１

。
と
こ
ろ
で
、
五

六
七
年
の
舎
利
供
養
の
主
体
は
妹
兄
公
主
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
妹
兄
公
主
は
威
徳
王
の
「
妹
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
２
１
２

。
こ
れ
を
見
る
と
、
こ
の
段

階
に
は
王
と
王
室
、
貴
族
勢
力
の
間
で
勢
力
均
衡
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
五
七
七
年
に
製
作
さ
れ
た
王
興
寺
址
木
塔
址
で
出

土
し
た
舎
利
函
に
は
「
昌
王
」
が
舎
利
供
養
の
主
体
と
明
示
さ
れ
た
こ
と
と
対
比
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
六
七
年
の
舎
利
龕
の
埋
納
と
木
塔
の

建
立
は
「
舎
利
」
が
持
つ
象
徴
性
を
積
極
的
に
活
用
し
て
陵
山
里
古
墳
群
と
陵
山
里
寺
院
の
神
聖
性
を
高
め
る
一
方
、
貴
族
と
の
勢
力
均
衡
の
中
で
泗
沘
都
城
の

大
規
模
的
な
整
備
事
業
を
対
内
外
に
宣
言
す
る
記
念
碑
的
な
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
陵
山
里
寺
院
の
整
備
と
変
遷
過
程
は
王
陵
の
祭
祀
と
関
連
し
た
祠
廟
施
設
が
仏
教
寺
院
に
置
き
換
わ
る
過
程
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
第
三
章
第
一

節
で
検
討
し
た
陵
山
里
出
土
木
簡
は
こ
れ
を
さ
ら
に
補
完
し
て
証
明
す
る
資
料
と
い
え
る
。 
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二
九
五
号
男
根
形
木
簡
の
場
合
、
日
本
の
道
饗
祭
と
道
祖
神
と
関
連
さ
せ
た
り
２
１
３

、
土
着
信
仰
や
道
教
思
想
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
２
１
４

。
二
九

五
号
や
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
は
呪
噤
師
の
活
動
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
見
解
が
あ
る
２
１
５

。
呪
噤
師
は
「
祓
除
爲
厲
者
」
と
い
い
呪
文
と
祈
祷
を
通
し
て
病

人
を
治
療
す
る
人
で
、
五
五
四
年
に
非
業
の
戦
死
を
遂
げ
た
聖
王
と
そ
の
後
の
威
徳
王
の
行
跡
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
木
簡
が
三
〇
四
号

釈
迦
誕
辰
日
連
木
簡
や
三
一
三
号
寺
院
名
称
が
見
ら
れ
る
木
簡
と
共
に
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
五
六
七
年
を
寺
院
の
完
成
時
点
と
把
握
し
た
既
存

の
研
究
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
建
物
址
群
を
筆
者
の
よ
う
に
把
握
す
る
と
、
木
塔
建
立
前
後
に
聖
王
陵
に
対
す
る
祭

祀
と
仏
教
行
事
が
互
い
に
緊
密
に
連
結
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
資
料
と
評
価
で
き
る
。 

三
〇
五
号
木
簡
の
場
合
、
宿
世
歌
が
記
録
し
た
書
簡
２
１
６

や
婚
書
と
関
連
し
た
も
の
２
１
７

と
議
論
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
趙
海
淑
は
三
〇
五
号
木
簡
が
葬

礼
の
手
続
き
を
歌
に
の
せ
て
厳
粛
に
準
備
さ
れ
た
一
連
の
儀
式
を
行
う
こ
と
で
亡
者
の
魂
を
慰
労
し
て
、
礼
と
敬
意
を
つ
く
し
て
拝
礼
し
な
が
ら
話
者
の
望
み
を

知
ら
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
２
１
８

。
特
に
是
非
相
問
の
「
是
非
」
は
正
確
と
錯
誤
で
『
礼
記
』
に
由
来
し
、
儀
礼
で
是
非
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
「
相

問
」
は
「
互
い
に
送
る
礼
儀(

互
相
贈
送)

」
で
封
墳
を
作
っ
た
後
に
退
く
儀
礼
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
２
１
９

。 

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群
を
陵
山
里
古
墳
群
の
祠
廟
施
設
と
把
握
し
た
筆
者
の
見
解
と
符
合
す
る
。
王
陵
築
造
と
関
連
し
た
祠
廟
施

設
が
運
営
さ
れ
た
と
い
う
筆
者
の
見
解
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
三
〇
五
号
木
簡
の
宿
世
結
業
歌
は
単
純
な
叙
情
詩
と
い
う
よ
り
は
王
陵
築
造
と
関
連
し
た
葬
儀

の
手
続
き
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
と
も
な
う
儀
式
を
遂
行
し
な
が
ら
礼
を
尽
く
し
て
父
王
を
哀
悼
す
る
具
体
的
な
状
況
に
基
づ
い
た
記
録
と
し
て
の
性
格
も
共

に
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
２
２
０

。
今
後
、
陵
山
里
出
土
木
簡
の
記
載
内
容
に
関
す
る
分
析
を
通
し
て
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群
の
機
能
と
運
営
に
関

し
て
よ
り
具
体
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
と
め 

以
上
で
扶
余
陵
山
里
寺
址
の
中
門
址
南
側
か
ら
出
土
し
た
木
簡
や
出
土
瓦
当
の
分
析
を
通
し
て
伽
藍
中
心
部
の
変
遷
過
程
を
把
握
し
、
こ
こ
に
本
来
祠
廟
の
よ

う
な
施
設
が
あ
っ
た
が
、
五
六
七
年
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
陵
寺
へ
と
性
格
が
変
化
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。 
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第
一
節
で
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
中
門
址
南
側
か
ら
多
量
に
発
見
さ
れ
た
木
簡
は
五
五
四
年
の
管
山
城
の
戦
い
で
聖
王
が

戦
死
し
た
事
件
以
後
か
ら
五
六
七
年
に
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
段
階
に
主
に
製
作
・
使
用
・
廃
棄
さ
れ
た
が
、
一
部
の
木
簡
は
六
世
紀
後
半
ま
で
製
作
・
使
用
さ
れ

た
後
、
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
大
部
分
が
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
を
前
後
し
た
時
期
に
廃
棄
さ
れ
た
事
実
は
こ
れ
ら
の
木

簡
が
陵
山
里
寺
址
の
初
期
講
堂
址
に
あ
っ
た
な
ん
ら
か
の
施
設
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
木
簡
に
記
録
さ
れ
た
内
容
が
仏
教
や
死
者

の
儀
礼
と
関
連
し
た
こ
と
、
物
品
の
生
産
地
と
移
動
、
帳
簿
の
よ
う
な
も
の
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
陵
山
里
出
土
木
簡
は
陵
山
里
に
あ
っ
た
寺

院
の
造
営
や
運
営
過
程
で
派
生
し
た
も
の
と
い
え
る
。
八
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た
二
〇
〇
二-

一
号
四
面
木
簡
は
陵
山
里
寺
院
の
建
立
に
動
員
さ
れ
た
人
々
に
食

米
を
支
給
し
た
内
訳
を
記
録
し
た
中
間
帳
簿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
三
〇
〇
号
、
三
〇
六
号
、
三
一
〇
号
木
簡
な
ど
を
総
合
し
て
み
る
と
、
陵
山
里
寺
址
一

帯
に
は
米
と
い
っ
た
物
品
の
移
動
と
関
連
し
た
倉
庫
施
設
や
行
政
組
織
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

第
二
節
と
第
三
節
で
は
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
型
式
分
類
と
相
対
編
年
、
建
物
址
別
の
分
布
様
相
に
注
目
し
て
伽
藍
中
心
部
建
物
の
建
立
順
序
を

把
握
し
た
。
こ
の
寺
址
か
ら
は
五
〇
二
点
の
瓦
当
が
出
土
し
て
お
り
、
型
式
分
類
の
結
果
、
一
三
種
類
の
蓮
華
文
瓦
当
と
二
種
類
の
巴
文
瓦
当
、
一
種
類
の
素
文

瓦
当
が
確
認
さ
れ
た
。
瓦
当
の
型
式
分
類
を
通
し
て
、
１
型
式
と
３
・
４
・
９
型
式
を
創
建
期
瓦
当
に
設
定
し
、
特
に
１
ａ
型
式
が
最
も
古
い
段
階
に
該
当
す
る

と
見
た
。
こ
の
寺
院
で
は
１
ａ
型
式
が
生
産
さ
れ
る
初
期
段
階
に
は
一
窯
址-

一
寺
院
型
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
瓦
当
が
生
産
さ
れ
、

３
・
４
・
９
型
式
が
生
産
・
供
給
さ
れ
た
段
階
に
は
複
数
窯
址-
一
寺
院
型
に
変
化
し
た
も
の
と
把
握
し
た
。
ま
た
時
期
的
に
新
し
く
、
少
量
出
土
す
る
瓦
当
は

補
修
用
瓦
当
と
推
定
し
た
。
５
型
式
は
金
堂
址
、
６
型
式
は
木
塔
址
、
７
型
式
は
講
堂
址
か
ら
集
中
的
に
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
建
物
を
補
修
す
る
た

め
に
特
別
に
製
作
・
供
給
さ
れ
た
瓦
当
で
あ
る
と
把
握
し
た
。 

以
後
、
各
型
式
別
瓦
当
の
建
物
址
別
の
分
布
様
相
と
と
も
に
暗
渠
な
ど
排
水
施
設
の
築
造
過
程
、
建
物
址
の
構
造
、
木
簡
な
ど
の
共
伴
遺
物
な
ど
を
総
合
的
に

考
慮
し
、
伽
藍
中
心
部
の
建
物
の
建
立
順
序
を
把
握
し
た
。
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
は
講
堂
址
と
そ
の
付
属
建
物
で
あ
る
不
明
建
物
址Ⅰ

、
工
房
址Ⅱ

、
そ

し
て
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房
址Ⅰ

な
ど
が
ま
ず
建
立
さ
れ
、
木
塔
址
と
金
堂
址
、
中
門
址
、
回
廊
址
の
順
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
講
堂
址
を
中
心

に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
木
塔
址
や
金
堂
址
よ
り
先
に
建
立
さ
れ
た
事
実
は
、
こ
の
建
物
址
が
仏
教
寺
院
と
は
異
な
っ
た
何
ら
か
の
特
殊
な
目
的
を
有
し
て
い
た
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こ
と
を
示
唆
す
る
。 

陵
山
里
寺
院
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
の
埋
納
年
代
で
あ
る
五
六
七
年
を
完
工
年
代
と
理
解
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
敷

地
造
成
や
初
期
排
水
施
設
の
整
備
と
関
連
す
る
最
下
層
遺
構
か
ら
中
国
製
青
磁
片
と
硯
片
、
土
器
片
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
五
六
七
年
よ
り

若
干
古
い
五
五
〇
年
前
後
に
編
年
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
建
物
址
群
は
木
塔
建
立
以
前
か
ら
機
能
し
な
が
ら
聖
王
陵
の
築
造
と
い
っ
た
問
題
と
さ
ら
に
関

連
し
て
い
る
と
言
え
る
。
初
期
建
物
址
群
は
全
て
退
間
や
庭
を
備
え
て
お
り
、
二
室
、
ま
た
は
三
室
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
講
堂
址
の
場
合
、
一
つ
の
屋
根
の

下
に
二
つ
の
部
屋
が
作
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
一
棟
二
室
建
物
で
、
東
西
に
翼
舎
が
あ
る
独
特
な
構
造
を
な
し
て
い
る
。
講
堂
址
の
こ
の
よ
う
な
建
物
構
造
は
集
安
東

台
子
遺
跡
と
類
似
す
る
も
の
で
、
寺
院
本
来
の
講
堂
で
な
く
祭
祀
関
連
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

中
国
で
は
皇
帝
陵
を
築
造
し
た
後
、
そ
の
付
属
施
設
と
し
て
寝
殿
を
作
っ
た
が
、
仏
教
が
盛
ん
で
あ
っ
た
梁
や
北
魏
で
は
陵
墓
の
そ
ば
に
仏
教
寺
院
を
建
立
す

る
。
高
句
麗
の
場
合
も
伝
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
の
関
係
で
陵
墓
と
寺
院
が
結
合
し
た
事
例
を
確
認
で
き
る
。
百
済
で
は
こ
の
よ
う
な
展
開
様
相
が
陵
山
里
古
墳
群

と
陵
山
里
寺
址
の
関
係
で
確
認
さ
れ
る
。
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群
を
宗
廟
や
始
祖
廟
、
神
宮
な
ど
特
定
の
国
家
祭
祀
施
設
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

建
物
構
造
と
配
置
、
出
土
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
共
伴
遺
物
と
の
関
連
性
、
五
六
七
年
以
後
の
展
開
様
相
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
陵
山
里
古
墳
群
、
特
に
聖
王
陵

の
築
造
や
聖
王
を
追
福
す
る
た
め
の
各
種
祭
祀
を
執
り
行
っ
た
祠
廟
あ
る
い
は
祠
堂
施
設
と
推
定
さ
れ
る
。 

五
五
四
年
の
管
山
城
の
戦
い
に
お
け
る
聖
王
の
死
は
非
常
に
突
然
の
こ
と
で
異
例
的
な
事
件
だ
っ
た
。
し
か
し
、
計
画
的
な
泗
沘
遷
都
過
程
と
陵
山
里
一
帯
の

重
要
遺
跡
の
配
置
状
況
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
王
室
の
埋
葬
地
は
す
で
に
指
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
う
し
た
点
か
ら
初
期
建
物
址
の
上
限
も
ま
た
、

五
五
四
年
以
前
ま
で
遡
る
余
地
が
あ
る
。
陵
山
里
寺
址
は
図
三-

三
〇
の
よ
う
に
大
き
く
三
段
階
に
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
段
階
は
五
五
〇
年
代
か

ら
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
以
前
ま
で
に
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物
址
群
が
王
陵
の
祠
廟
と
し
て
機
能
し
た
段
階
で
あ
る
。
二
段
階
は
五
六
七
年
の
木
塔

の
心
礎
石
埋
め
立
て
を
基
点
に
木
塔
と
金
堂
な
ど
寺
院
関
連
施
設
が
建
て
ら
れ
た
時
期
で
、
伽
藍
中
心
部
の
建
物
が
完
成
す
る
。
そ
の
過
程
で
外
郭
の
排
水
路
と

中
門
址
南
側
一
帯
に
対
す
る
大
々
的
な
整
備
作
業
が
断
行
さ
れ
た
。
三
段
階
は
六
世
紀
後
半
～
七
世
紀
前
半
か
ら
滅
亡
期
ま
で
に
講
堂
址
北
側
と
西
回
廊
址
西
側

一
帯
に
対
す
る
開
発
と
整
備
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
段
階
は
工
房
址Ⅰ

が
工
房
と
し
て
機
能
す
る
な
ど
伽
藍
中
心
部
の
各
建
物
址
の
機
能
が
変
化
し
た
も
の
と
考
え
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ら
れ
る
。
ま
た
、
出
土
瓦
当
に
対
す
る
分
析
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
伽
藍
中
心
部
の
主
な
殿
閣
の
補
修
が
行
わ
れ
た
。 

講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
は
寺
院
成
立
以
後
に
も
引
き
続
き
伽
藍
の
付
属
施
設
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
れ
は
寺
院
建
立
以
後
に
も
、
そ
れ
ま
で
の

陵
墓
に
対
す
る
祭
祀
機
能
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
、
陵
山
里
寺
院
の
陵
寺
と
し
て
の
性
格
を
さ
ら
に
鮮
明
に
見
せ
る
。
五
六
七
年
は
威
徳
王
が
対
内

的
な
体
制
整
備
を
基
に
北
朝
と
の
交
渉
を
再
開
し
た
時
点
で
あ
り
、
羅
城
内
部
に
限
定
さ
れ
た
貴
族
居
住
地
の
拡
大
と
と
も
に
道
路
整
備
な
ど
泗
沘
都
城
の
大
規

模
的
な
土
木
事
業
が
始
ま
っ
た
年
と
評
価
さ
れ
る
。
五
六
七
年
の
舎
利
供
養
と
木
塔
建
立
は
「
舎
利
」
が
持
つ
象
徴
性
を
活
用
し
て
陵
山
里
一
帯
の
神
聖
性
を
高

め
る
記
念
碑
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
陵
山
里
寺
院
の
整
備
と
変
遷
過
程
は
王
陵
の
祭
祀
と
関
連
し
た
祠
廟
施
設
が
寺
院
で
あ
る
陵
寺
に
変
化
し
て
い

く
過
程
を
よ
く
示
し
て
い
る
。 

 

                                        

  

 

１ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

二
〇
〇
〇
年)

。 

金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
に
対
す
る
小
考
」(

『
新
羅
文
化
』
一
七
・
一
八
合
集
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

申
光
燮
「
百
済
泗
沘
時
代
陵
寺
研
究｣

(

中
央
大
史
学
科
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
六
年)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
七
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
一
〇
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
八
年)

。 

韓
国
伝
統
文
化
学
校
『
扶
余
陵
山
里
寺
址-

第
九
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(
二
〇
一
〇
年)

。 

２ 

金
寿
泰
「
百
済
威
德
王
代
扶
余
陵
山
里
寺
院
の
創
建
」(

『
百
済
文
化
』
二
七
、
一
九
九
八
年)

。 

金
相
鉉
「
百
済
威
德
王
の
父
王
の
た
め
の
追
福
と
夢
殿
観
音
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
一
五
、
一
九
九
九
年)

。 

３ 

朴
仲
煥
「
扶
余
陵
山
里
発
掘
木
簡
予
報
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
八
、
二
〇
〇
二
年)
。 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
三
九
、
二
〇
〇
四
年)

。 
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尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(

『
東
国
史
学
』
四
〇
、
二
〇
〇
四
年)

。 

尹
善
泰
「
百
済
泗
沘
都
城
と
嵎
夷-

木
簡
か
ら
み
た
泗
沘
都
城
の
内
と
外
」(

『
東
亞
考
古
論
壇
』
二
、
二
〇
〇
六
年) ; 

『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』
、
ア
ジ
ア
地
域 

文
化
学
叢
書
四
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年)

。 

尹
善
泰
『
木
簡
が
聞
か
せ
て
く
れ
る
百
済
物
語
り
』(

周
留
城
、
二
〇
〇
七
年)

。 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
再
論
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
九
、
二
〇
〇
八
年)

。 

４ 

本
稿
で
述
べ
る
「
伽
藍
中
心
部
」
は
回
廊
で
囲
ま
れ
た
木
塔
と
金
堂
、
講
堂
、
中
門
な
ど
寺
院
の
中
心
施
設
を
指
す
。
陵
山
里
出
土
木
簡
の
場
合
、
伽
藍
中
心
部
南

側
の
低
湿
地
か
ら
大
部
分
が
出
土
し
て
い
る
が
、
木
簡
と
共
伴
し
た
遺
物
の
大
部
分
が
伽
藍
中
心
部
出
土
品
と
類
似
あ
る
い
は
関
連
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
木

簡
の
出
土
脈
絡
と
出
土
遺
跡
の
性
格
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
伽
藍
中
心
部
の
変
遷
過
程
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。 

５ 

金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
文
様
の
形
式
と
年
代
観
」(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅱ

、
二
〇
〇
〇
年)

。 

６ 

本
稿
で
は
陵
山
里
「
寺
址
」
の
建
立
や
整
備
と
い
う
表
現
が
問
題
が
あ
る
か
ら
、
陵
山
里
一
帯
に
あ
っ
た
廃
寺
址
と
い
う
意
味
で
「
陵
山
里
寺
院
」
や
「
陵
山
里
寺

址
」
と
い
う
用
語
を
併
用
し
た
。 

７ 

日
本
の
古
代
史
研
究
に
お
い
て
は
陵
寺
の
誕
生
を
平
安
時
代
に
文
德
天
皇
が
父
の
仁
明
天
皇
を
追
福
す
る
た
め
建
て
た
嘉
祥
寺
か
ら
求
め
て
い
る(

大
江
篤
「
天
曆
期

の
御
願
寺-

『
新
儀
式
』
の
記
載
の
も
つ
意
味
」(

『
人
文
論
究
』
三
五-

四
、
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
、
一
九
八
六
年)

、
西
山
良
平
「
陵
寺
の
誕
生-

嘉
祥
寺
再

考
」(

『
日
本
国
家
の
史
的
特
質(

古
代
・
中
世)

』
、
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
、
一
九
九
七
年))

。
し
か
し
、
奈
良
時
代
以
前
に
も
「
墓
寺
」
が
存
在
し
た(

和

田
萃
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
喪
葬
儀
礼
」(

『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
上
、
塙
書
房
、
一
九
九
五)

、
伊
達
宗
泰
「
古
墳
・
寺
・
氏
族
」(

『
末
永
先
生
古
稀

記
念
古
代
学
論
叢
』
、
一
九
六
七
年) 

;
 

森
浩
一
編
『
論
集
終
末
期
古
墳
』(

塙
書
房
、
一
九
七
三
年
に
再
収
録)

。
本
稿
で
は
日
本
の
槪
念
と
は
異
な
り
、
陵
墓
と

結
合
し
た
寺
院
と
い
う
意
味
で
「
陵
寺
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。 

８ 

朴
仲
煥
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
概
要-

二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
〇
一
年
調
査
内
容
」(

『
東
垣
学
術
論
文
集
』
四
、
二
〇
〇
一
年)

。 

朴
敬
道
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
八
次
発
掘
調
査
槪
要
」(

『
東
垣
学
術
論
文
集
』
五
、
二
〇
〇
二
年)
。 
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国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
文
字
』(

ハ
イ
セ
ン
ス
、
二
〇
〇
二
年)

。 

国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
『
韓
国
の
古
代
木
簡
』(

芸
脈
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)

。 

９ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
木
簡
』(

学
研
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
木
に
残
さ
れ
た
暗
号
、
木
簡
』(

芸
脈
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年)

。 

早
稲
田
大
学
朝
鮮
文
化
研
究
所
・
国
立
伽
倻
文
化
財
研
究
所
『
日
韓
共
同
研
究
資
料
集
咸
安
城
山
山
城
木
簡
』(

雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年)

。 

１
０ 

朴
仲
煥
「
扶
余
陵
山
里
発
掘
木
簡
予
報
」
（
前
掲
誌)

。 

１
１ 

国
立
扶
余
博
物
館
「
第
八
次
扶
余
陵
山
里
寺
址
現
場
説
明
会
資
料｣(

二
〇
〇
二
年)

。 

１
２ 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
三
九
、
二
〇
〇
四
年)

。 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
出
土
木
簡
と
泗
沘
都
城
関
連
施
設
」(

『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
二
五
、
二
〇
〇
五
年)

。 

１
３ 

尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(
『
東
国
史
学
』
四
〇
、
二
〇
〇
四
年)

。 

１
４ 

本
稿
で
使
用
し
た
木
簡
の
一
連
番
号
は
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
韓
国
の
古
代
木
簡
』(

二
〇
〇
四
年)

に
基
づ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
時
紹

介
さ
れ
て
い
な
い
資
料
は
発
掘
年
度
に
よ
っ
て<

表
三-

一>

の
よ
う
に
整
理
し
た
。 

１
５ 

尹
善
泰
「
百
済
泗
沘
都
城
と
嵎
夷
」
（
前
掲
誌)

。 

尹
善
泰
「
泗
沘
都
城
の
境
界
と
儀
礼
」
『
木
簡
が
聞
か
せ
て
く
れ
る
百
済
物
語
り
』
（
前
掲
書)

。 

１
６ 

李
星
培
「
百
済
書
芸
と
木
簡
の
書
風
」(

『
百
済
研
究
』
四
〇
、
二
〇
〇
四
年)
。 

１
７ 

平
川
南
「
百
済
と
古
代
日
本
に
お
け
る
道
の
祭
祀
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五)

。 

平
川
南
「
道
祖
神
信
仰
の
源
流
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
三
、
二
〇
〇
六
年)

。 

１
８ 

金
永
旭
「
百
済
吏
読
に
つ
い
て
」(

『
口
訣
研
究
』
一
一
、
二
〇
〇
三
年)

。 
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１
９ 
崔
鈆
植
「
百
済
撰
述
文
献
と
し
て
の
『
大
乗
四
論
玄
義
記
』
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
三
六
、
二
〇
〇
七
年)

。 

２
０ 

金
英
心
「
百
済
の
地
方
統
治
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
再
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
八
、
二
〇
〇
七
年)

。 

２
１ 

追
加
さ
れ
た
二
点
は
国
立
扶
余
博
物
館
の
二
〇
〇
七
年
発
掘
報
告
書
の
図
面
五
三-

一(

図
版
一
四
一-

一)

と
図
面
五
三-

二(

図
版
一
四
一-

二)

で
あ
る
。
一
方
、
報

告
書
で
は
図
面
五
四-

一
二(

図
版
一
四
一-

二)

、
図
面
五
四-

三(

図
版
一
四
一-

三)

以
外
に
一
四
点
の
削
屑
が
さ
ら
に
あ
る
と
報
告
し
た
。
し
か
し
、
筆
者
は
一

四
点
の
削
屑
の
場
合
、
図
版
一
四
一-

四
に
提
示
し
た
墨
痕
が
あ
る
六
点
の
み
を
算
定
し
た
。
共
に
提
示
さ
れ
た
削
屑
の
場
合
、
墨
痕
が
確
認
さ
れ
な
い
残
片
は
保

存
処
理
や
保
存
過
程
で
破
片
に
変
形
し
た
可
能
性
が
高
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
出
土
当
時
の
発
掘
写
真
を
参
照
す
る
と
、
図
面
五
三-

二
は
図
面
五
四-

二
、
五

四-

三
と
同
じ
場
所
か
ら
出
土
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
木
簡
片
は
同
一
木
簡
か
ら
出
た
削
屑
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

２
２ 

陵
山
里
木
簡
と
関
連
す
る
報
告
書
と
図
録
は
次
の
も
の
が
参
考
と
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
把
握
し
た
も
の
以
外
に
も
七
次
調
査
資
料
の
中
で
木
簡
四
点
、

削
屑
四
件(

三
件
三
点
は
破
片
、
一
件
は
一
二
五
点)

が
追
加
報
告
さ
れ
、
木
簡
三
一
点
、
削
屑
一
三
七
点
の
計
一
六
八
点
が
出
土
し
て
い
る
。  

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)

。  

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
木
簡
』(

学
研
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
木
に
残
さ
れ
た
暗
号
、
木
簡
』(

前
掲
書)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
中
興
を
夢
見
る-

陵
山
里
寺
址
』(

二
〇
一
〇
年)

。 

２
３ 

二
〇
〇
一-

八
号
木
簡
の
場
合
、
筆
者
の
韓
国
木
簡
学
会
で
の
発
表
当
時
、
紫
外
線
写
真
の
み
残
っ
て
お
り
、
そ
の
所
在
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
扶
余

博
物
館
で
の
遺
物
整
理
過
程
で
こ
れ
を
確
認
し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
未
報
告
木
簡
と
削
屑
の
存
在
も
そ
の
過
程
で
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
木
簡
を
保

管
し
た
容
器
の
外
側
に
「
Ｓ
一
〇
〇
、
Ｗ
二
〇
地
点
、
陵
山
里
七
次
、
２
０
０
１
．
７
．
３
」
と
い
う
記
録
を
確
認
で
き
た
。 

２
４ 

六
～
八
次
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
排
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
最
近
発
掘
調
査
報
告
書
が
発
刊
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る(

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里

寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
前
掲
書
、
二
五
～
五
四
頁))

。
し
か
し
、
こ
の
報
告
書
の
み
で
は
こ
れ
ら
の
排
水
施
設
と
伽
藍
中
心
部
の
調
査
内
容
と
の 

関
係
、
排
水
施
設
の
前
後
関
係
や
木
簡
と
の
関
連
性
を
有
機
的
に
把
握
し
が
た
く
、
不
明
な
点
も
あ
る
が
ひ
と
ま
ず
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
。 
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２
５ 
南
回
廊
南
側
の
こ
れ
ら
の
排
水
路
は
寺
刹
が
廃
さ
れ
た
後
の
施
設
と
い
う(

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書
、
五

四
頁)

)
。 

２
６ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
六
九
～
二
七
〇
頁)

。 

２
７ 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

前
掲
誌
、
一
二
三
頁)

。 

２
８ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
〇
～
二
一
頁)

。 

２
９ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-
扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書
、
五
五
頁)

。 

３
０ (

上
掲
書
、
三
六
頁)

。 

３
１ 

田
辺
征
夫
・
森
郁
夫
「
寺
院
の
造
営
」(
『
日
本
歷
史
考
古
学
を
学
ぶ
』
中
、
一
九
八
六
年
、
三
六
～
三
七
頁)

。 

３
２ 

申
光
燮
「
陵
山
里
寺
址
の
発
掘
調
査
と
伽
藍
の
特
徴
」(

『
百
済
金
銅
大
香
炉
と
古
代
東
亞
細
亞
』
、
二
〇
〇
三
年
、
四
五
～
四
六
頁)

。 

３
３ 

金
相
鉉
「
百
済
威
德
王
の
父
王
の
た
め
の
追
福
と
夢
殿
観
音
」(

前
掲
誌
、
五
四
～
六
二
頁)

。 

３
４ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書
、
五
〇
頁)

。 

３
５ 

尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(

前
掲
誌
、
六
五
頁)

。 

３
６ 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

前
掲
誌
、
九
七
頁)

。 

３
７ 

李
道
学
『
生
き
て
い
る
百
済
史
』(

二
〇
〇
三
年
、
五
九
二
～
五
九
三
頁)
。 

３
８ 

不
明
建
物
址Ⅱ

は
最
近
の
百
済
寺
院
に
関
す
る
研
究
で
議
論
と
な
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
付
属
建
物
址｣

に
該
当
す
る
。
筆
者
は
本
稿
で
推
定
し
た
こ
と
を
基
に
不

明
建
物
址Ⅱ

と
い
っ
た
「
付
属
建
物
址｣

を
公
的
性
格
が
強
い
僧
房
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
た
。
本
稿
の
第
二
章
第
一
節
参
照
。 

３
９ 

扶
余
東
南
里
遺
跡
で
は
瓦
建
物
址
の
下
層
か
ら
瓦
建
物
の
以
前
の
段
階
に
使
用
さ
れ
た
掘
立
柱
建
物
址
の
痕
跡
が
発
見
さ
れ
た(

李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
造
営

過
程
」(

『
韓
国
史
論
』
四
七
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
八
～
一
一
九
頁)

。
陵
山
里
寺
址
の
場
合
も
瓦
建
物
以
前
の
段
階
に
掘
立
柱
建
物
を
使
用
し
た
遺
構
の
痕
跡

が
残
っ
て
い
る
可
能
性
を
排
除
し
が
た
い
。 
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４
０ 
本
稿
の
第
三
章
第
三
節
参
照
。 

４
１ 

七
番
の
層
か
ら
国
立
扶
余
博
物
館
の
二
〇
〇
七
年
発
掘
報
告
書
の
図
面
一
一
四-

七
番(

図
版
二
〇
五-

七)

の
１
ｂ
型
式
が
発
見
さ
れ
、
一
一
番
の
層
か
ら
図
面
一
一

四-

三
、
五
、
六
番(

図
版
二
〇
五-

三
・
五
・
六)

の
２
型
式
瓦
当
と
図
面
一
一
六-

一
、
一
一
七-

二
、
一
二
〇-

二(

図
面
二
〇
六-

二
、
二
〇
七-

二
、
二
〇
九-

二)

の 

縄
文
平
瓦
が
出
土
し
た
。 

４
２ 

実
際
、
六
～
八
次
調
査
で
出
土
し
た
瓦
当
、
平
瓦
、
丸
瓦
、
椽
木
瓦
な
ど
の
瓦
類
は
地
表
採
集
品
は
も
ち
ろ
ん
層
位
発
掘
が
行
わ
れ
た
資
料
も
例
外
な
く
寺
院
内
部

で
既
に
出
土
し
た
型
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
筆
者
は
陵
山
里
出
土
木
簡
の
性
格
を
陵
山
里
寺
院
の
築
造
と
関
連
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
。 

４
３ 

国
立
扶
余
博
物
館
の
二
〇
〇
七
年
発
掘
報
告
書
の
図
面
七
四-

三(

図
版
一
五
四-

一
二)

、
図
面
七
四-

六(

図
版
一
五
五-

三)

が
こ
れ
に
該
当
す
る
。 

４
４ 

朴
淳
発
「
公
州
水
村
里
古
墳
群
出
土
中
国
瓷
器
と
交
差
年
代
問
題
」(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
四
、
二
〇
〇
五
年
、
一
九
五
～
一
九
八
頁)

。 

４
５ 

山
本
孝
文
「
百
済
泗
沘
期
の
陶
硯-

分
類
、
編
年
と
歴
史
的
意
義
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
四
～
一
〇
五
頁)

。 

４
６ 

白
井
克
也
「
東
京
国
立
博
物
館
物
保
管
青
磁
獣
脚
硯
」(
『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
六
八
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
七
頁)

。 

４
７ 

王
靖
憲
『
古
硯
拾
零
』(

湖
北
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
頁)

。 

４
８ 

た
だ
し
、
南
朝
出
土
獣
足
硯
が
一
点
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
年
代
も
不
明
確
で
あ
り
、
獣
足
硯
は
隋
代
以
後
に
流
行
し
た
こ
と
か
ら
、
陵
山
里
出
土
品
の
年

代
は
六
世
紀
中
半
の
中
で
も
後
半
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

４
９ 

李
梅
田
「
長
江
中
游
地
区
六
朝
隋
唐
青
磁
分
期
研
究
」(

『
華
夏
考
古
』
四
期
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
九
頁)

。 

５
０ <

図
三-

一-

七
の
二>

は
Ｓ
九
〇
～
一
〇
〇
、
Ｗ
六
五
～
七
五 

地
点
の
黒
灰
色
砂
質
粘
土
層
か
ら
発
見
さ
れ
、<

図
三-

一-

七
の
三>

は
Ｓ
一
〇
〇
、
Ｗ
一
〇
地
点
か

ら
、<

図
三-

一-

七
の
四>

は
Ｓ
一
〇
〇
、
Ｗ
六
〇
南
北
水
路
内
部
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
た
。  

５
１ 

山
本
孝
文
「
百
済
泗
沘
期
の
陶
硯-

分
類
、
編
年
と
歴
史
的
意
義
」(

前
掲
誌
、
八
八
～
八
九
頁)

。 

５
２ 

土
田
純
子
「
百
済
有
蓋
三
足
器
の
編
年
研
究
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
五
二
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
六
～
一
七
一
頁)

。 
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５
３ 
陵
山
里
七
次
調
査
で
は
Ｓ
一
三
〇
、
Ｗ
六
〇
付
近
か
ら
鉄
製
刀
子
一
点
が
出
土
し
た(

報
告
書
図
面
五
〇-

一
九)

。
本
来
、
木
製
鞘
と
共
に
出
土
し
た
と
す
る
が
、

鞘
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
刀
子
は
削
刀
で
あ
り
、
文
房
具
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

５
４ 

陵
山
里
六
～
八
次
調
査
で
は
鉢
形
器
台
や
蓋
、
高
杯
な
ど
の
土
器
類
で
も
五
六
七
年
を
遡
る
こ
と
が
一
部
で
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
泗
沘
遷
都
以
前
ま
で
遡
る
こ

と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

金
鍾
萬
「
聖
王
時
代
の
生
活
土
器
」(

『
百
済
聖
王
と
彼
の
時
代
』
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
一
～
一
五
五
頁)

。 

５
５ 

三
〇
九
号
木
簡
の
一
面
に
は
「
死
」
が
、
二
面
に
は
「
再
拝
」
と
い
う
文
字
が
判
読
さ
れ
る
。
墨
書
の
内
容
の
み
で
も
死
者
の
た
め
の
儀
礼
と
関
連
し
た
こ
と
を
推

測
で
き
る(

尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(

前
掲
誌
、
六
六
頁)

。 

５
６ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
五
五
頁
。)

で
は
こ
の
文
字
を
「
伏
顛
」
と
判
読
し
、
国
王
に
捧
げ
る

上
疏
文
や
外
交
文
書
体
と
推
定
さ
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
「
顛
」
は
「
願
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

５
７ 

七
次
調
査
出
土
品
の
大
部
分
が
発
見
層
位
や
位
置
が
明
確
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
三
〇
〇
号
木
簡
を
は
じ
め
と
し
た
他
の
木
簡
も
こ
の
部
類
に
含
ま
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。 

５
８ 

尹
善
泰
「
百
済
泗
沘
都
城
と
嵎
夷
」(

前
掲
誌
、
二
四
三
～
二
四
九
頁)

。 

５
９ 

一
方
、
「
小
吏
」
の
場
合
も
百
済
で
作
ら
れ
た
造
字
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
「
小
」
の
書
体
が 

一
面
の
小
升
の
「
小
」
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
小
升
」
と

い
う
文
字
の
一
部
が
消
え
ず
残
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

６
０ 

三
〇
〇
号
木
簡
の
最
後
の
文
字
で
あ
る
「

」
を
「
籾｣

の
造
字
と
み
て
、
「
三
月
に
仲(

中)

の
椋
の
内
に
、
上
納
し
た
「

(

籾)

」
に
付
せ
ら
れ
た
付
札
と
す
る

見
解
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
を
一
層
高
め
て
い
る
。  

平
川
南
「
正
倉
院
佐
波
理
加
盤
付
属
文
書
の
再
検
討
」(

『
日
本
歴
史
』
七
五
〇
、
二
〇
一
〇
年
、
九
頁)

。 

６
１ 

本
稿
を
最
初
に
作
成
し
た
時
に
は
「
卄
方
」
と
判
読
し
た
が
、
弥
勒
寺
址
出
土
金
鋌
な
ど
他
の
資
料
を
参
考
に
す
る
と
、
「
両
」
と
判
読
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
判

断
さ
れ
、
こ
こ
で
修
正
す
る
こ
と
に
す
る
。  



 

 

 

 

185 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                  

 
早
稲
田
大
学
朝
鮮
文
化
研
究
所
・
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
陵
山
里
木
簡
」(

『
日
韓
共
同
研
究
資
料
集
咸
安
城
山
山
城
木
簡
』
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四
八
頁)

。 
朴
南
守
「
益
山
弥
勒
寺
址
出
土
金
鋌
と
百
済
の
衡
制
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
四
九
、
二
〇
一
〇
年
、
八
五
～
八
九
頁)

。 

６
２ (

正
始)

其
四
年
、
倭
王
復
遣
使
大
夫
伊
聲
耆
掖
邪
狗
等
八
人
上
献
生
口
、
倭
錦
、
絳
青
縑
、
緜
衣
、
帛
布
、
丹
、
木
彳
付
、
短
弓
矢
、
掖
邪
狗
等
。
壹
拝
率
善
中
郎

将
印
綬
。(

『
三
国
志
』
魏
書 

巻
三
〇 

東
夷 

倭
人
伝 

正
始
四
年
条) 

６
３ 

陵
山
里
出
土
木
製
品
に
対
す
る
樹
種
分
析
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
断
定
し
難
い
が
、
慶
北
大
学
の
朴
相
珍
教
授
に
よ
る
と
、
日
本
産
木
製
品
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
陵
山
里
寺
址
の
位
相
や
出
土
遺
物
の
様
相
か
ら
み
る
と
、
日
本
と
の
交
易
品
も
出
土
す
る
可
能
性
も
十
分
あ
る
だ
ろ
う
。 

６
４ 

陵
山
里
寺
址
北
側
と
西
側
に
対
す
る
九
、
一
〇
次
発
掘
調
査
で
は
伽
藍
中
心
部
よ
り
一
段
階
新
し
い
建
物
址
が
調
査
さ
れ
た
が
、
倉
庫
関
連
遺
構
は
検
出
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
西
回
廊
址
西
側
一
帯
は
ま
だ
調
査
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
一
〇
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
八
年)

。 

韓
国
伝
統
文
化
学
校
『
扶
余
陵
山
里
寺
址-

第
九
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
〇
年)

。 

６
５ 

支
薬
児
を
人
名
や
職
名
と
見
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
食
米
を
支
給
さ
れ
る
人
で
は
な
く
、
支
給
し
た
り
管
理
す
る
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

６
６ 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

前
掲
誌
、
一
〇
一
頁)

。 

６
７ 

こ
の
点
は
尹
善
泰
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る(

尹
善
泰
「
百
済
泗
沘
都
城
と
嵎
夷
」(

前
掲
誌
、
二
四
六
頁))

。
し
か
し
、
李
鎔
賢
は
こ
れ
を
「
薬
児
の
食
米
を
支
給

し
た
記
」
あ
る
い
は
「
薬
児
を
扶
持
す
る
食
米
の
記
」
と
見
て
、
薬
児
は
「
薬
の
調
剤
と
処
方
お
よ
び
薬
剤
な
ど
薬
関
連
の
業
務
に
従
事
す
る
実
務
者
」
と
し
た

（
李
鎔
賢 

「
木
簡
」(

『
百
済
の
文
化
と
生
活
』
、
百
済
文
化
史
体
系
一
二
、
二
〇
〇
七
年
、
二
七
六
～
二
七
八
頁)

）
。 

６
８ 

最
近
、
支
薬
児
食
米
記
を
「
薬
児
に
支
給
し
た
食
米
の
記
録｣

と
解
釈
し
、
薬
児
を
百
済
二
二
部
司
の
中
で
薬
部
と
関
連
し
た
人
物
と
把
握
し
た
見
解
が
提
起
さ
れ

て
お
り
参
考
と
な
る
。  

盧
重
国
「
医
・
薬
技
術
の
発
展
と
医
療
活
動
」(

『
百
済
社
会
思
想
史
』
、
知
識
産
業
社
、
二
〇
一
〇
年)

。  

張
寅
成
「
百
済
の
医
薬
と
道
教
文
化
」(

『
百
済
研
究
』
五
二
、
二
〇
一
〇
年)

。 
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６
９ 
『
日
本
書
紀
』
二
〇
、
敏
達
天
皇
六
年
一
一
月
条
。 

７
０ 

森
郁
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
初
期
寺
院
の
成
立
」(

『
学
叢
』
一
六
、
一
九
九
四
年) ; 

『
日
本
古
代
寺
院
造
営
の
研
究
』(

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
、
二

〇
頁)

。 

７
１ 

張
寅
成
「
古
代
韓
国
人
の
疾
病
観
と
医
療
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
〇
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
九
～
二
六
八
頁)

。  

吉
基
泰
「
呪
噤
師
と
薬
師
信
仰
」(

『
百
済
泗
沘
時
代
の
仏
教
信
仰
研
究
』
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
六
～
二
二
七
頁)

。 

７
２ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-
扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
五
頁)

。 

７
３ 

二
九
五
号
木
簡
と
共
に
発
見
さ
れ
た
三
〇
九
号
木
簡
と
二
〇
〇
〇-

六
号
削
屑
に
「
死
」
の
文
字
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
武
寧
王
陵
の
墓
誌
石
で
は
国
王
の
死

を
「
崩
」
で
表
現
し
て
い
る
た
め
、
「
死
」
と
い
う
表
現
か
ら
聖
王
以
外
の
戦
死
者
た
ち
に
関
す
る
儀
礼
も
共
に
執
り
行
わ
れ
た
可
能
性
も
考
慮
で
き
る
。 

７
４ 

二
九
六
号
木
簡
の
場
合
、
前
面
の
「
三
月
十
二
日
梨
□
□
」
ま
で
一
次
木
簡
で
あ
り
、
そ
れ
以
下
の
「
之
勝
勝
□
勝
勝
□
□
」
は
二
次
木
簡
と
し
て
習
書
に
該
当
す

る
。
陵
山
里
出
土
木
簡
の
中
に
も
こ
の
よ
う
に
再
活
用
木
簡
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

７
５ 

三
面
の
「
猪
耳
」
の
猪
は
「
豸+

者
」
で
人
名
で
な
く
「
イ
ノ
シ
シ
の
耳
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
、
猪
耳
は
相
手
を
卑
下
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
猪
耳
を
百
済
の
吏
読
と
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る(

金
永
旭
「
百
済
の
吏
読
に
つ
い
て
」(

前
掲
誌
、
一
八
三
～
一
八
六

頁)

。 

７
６ 

日
本
古
代
の
古
文
書
で
帳
簿
を
こ
の
よ
う
な
方
式
で
分
類
す
る
場
合
も
あ
る
。  

寺
崎
保
広
「
帳
簿
」(

『
文
字
と
古
代
日
本
一-

支
配
と
文
字
』
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
四
～
二
八
七
頁)

。 

７
７ 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

前
掲
誌
、
一
〇
二
～
一
〇
三
頁)

。 

７
８ 

日
本
と
中
国
に
お
け
る
食
米
に
対
す
る
用
例
と
研
究
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
を
参
考
に
し
た
。 

富
谷
至
「
漢
代
穀
倉
制
度-

エ
チ
ナ
川
流
域
の
食
糧
支
給
よ
り
」(

『
東
方
学
報
』
六
八
、
京
都
大
、
一
九
九
六
年)

。 

勝
浦
令
子
「
長
屋
王
家
の
米
支
給
関
係
木
簡
」(

『
木
簡
研
究
』
二
一
、
一
九
九
九
年)

。 
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山
口
英
男
「
帳
簿
と
木
簡-

正
倉
院
文
書
の
帳
簿
、
継
文
と
木
簡
」(

『
木
簡
研
究
』
二
二
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

７
９ 

尹
善
泰
は
こ
れ
を
支
薬
児
の
個
人
別
食
米
日
当
と
比
例
す
る
数
値
と
理
解
し
た(

尹
善
泰
「
百
済
泗
沘
都
城
と
嵎
夷
」(

前
掲
誌
、
二
四
五
頁)

。 

８
０ 

金
英
心
「
百
済
地
方
統
治
体
制
研
究｣

(

ソ
ウ
ル
大
博
士
学
位
論
文
、
一
九
九
七
年
、
一
六
七
～
一
七
三
頁)

。 

金
寿
泰
「
百
済
の
地
方
統
治
と
道
使
」(

『
百
済
の
中
央
と
地
方
』
、
一
九
九
七
年
、
二
二
一
～
二
二
八
頁)

。  

金
寿
泰
「
百
済
の
聖
王
代
の
郡
令
と
城
主
」(

『
百
済
文
化
』
三
一
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
五
～
一
四
九
頁)

。 

８
１ 

金
立
之
撰
聖
住
寺
碑
片
と
雲
陽
台
吉
祥
塔
記
を
根
拠
に
し
て
九
世
紀
初
葉
に
は
対
価
を
受
け
る
工
人
た
ち
が
登
場
し
た
も
の
と
し
た
見
解
が
参
考
と
な
る
。 

朴
南
守
「
中
・
下
代
の
工
人
の
文
化
と
社
会
経
済
的
地
位
変
動
」(

『
新
羅
手
工
業
史
』
、
一
九
九
六
年
、
二
九
七
～
三
〇
二
頁)

。 

８
２ 

二
〇
〇
〇-

七
号
削
屑
の
場
合
、
「
□
金
四
」
と
判
読
で
き
る
が
、
最
後
の
文
字
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
の
と
き
の
「
金
」
と
い
う
銘
文
は
人
名
の
姓
氏
と
い
う
よ

り
金(

G
ol
d
)

と
い
う
材
質
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
こ
れ
ら
の
人
物
も
金
や
金
属
と
関
連
す
る
材
質
を
扱
う
工
人
で
あ
っ
た
可
能

性
が
考
慮
さ
れ
る
。 

８
３ 

牟
氏
と
牟
祋
は
「
癸
酉
銘
三
尊
千
仏
碑
像
」
の
牟
氏
や
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
出
土
八
五-

八
号
木
簡
の
牟
氏
の
よ
う
に
人
名
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る(

李
眅
燮
・
尹
善
泰
、
二
〇
〇
八
「
扶
余
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
出
土
百
済
木
簡
」(

前
掲
誌
、
二
九
九
～
三
〇
〇
頁))

。
二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
牟
氏

と
仏
碑
像
の
牟
氏
が
な
ん
ら
か
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、 

牟
氏
が
か
な
り
一
般
的
な
人
名
で
あ
る
と
し
て
も
牟
氏
あ
る
い
は
そ
の
集
団
は
仏
像
彫
刻

と
い
っ
た
専
門
技
術
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
る
。 

８
４ 

尹
善
泰
「
百
済
泗
沘
都
城
と
嵎
夷
」(

前
掲
誌
、
二
四
七
頁)

。 

８
５ 

こ
の
場
合
、
三
〇
六
号
木
簡
の
「
六
卩
五
方
」
と
い
う
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
五
方
を
泗
沘
時
期
の
地
方
行
政
区
域
と
理
解
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
可

能
性
は
さ
ら
に
高
ま
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
中
央
行
政
組
織
を
六
部
と
表
現
す
る
こ
と
に
対
す
る
説
明
が
難
し
い
た
め
に
ひ
と
ま
ず
判
断

を
保
留
し
て
お
く
。 

８
６ 

二
〇
〇
二-

一
号
木
簡
の
生
産
と
再
活
用
、
廃
棄
な
ど
文
書
行
政
に
関
す
る
整
理
は
次
の
論
考
に
詳
し
い
。 
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尹
善
泰
「
百
済
の
文
書
行
政
と
木
簡
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
八
、
二
〇
〇
七
年
、
三
一
〇
～
三
一
四
頁) 

; 

「
新
出
木
簡
か
ら
み
た
百
済
の
文
書
行
政
」

(

『
朝
鮮
学
報
』
二
一
五
、
二
〇
一
〇
年
、
五
～
九
頁)

。 

８
７ 

盧
明
鎬
・
李
丞
宰
「
高
麗
顕
宗
、
靖
宗
代
釈
迦
塔
重
修
記
録
の
判
読
・
訳
注
」(

『
釈
迦
塔
発
見
遺
物
調
査
中
間
報
告
』
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年)

。 

崔
鈆
植
「
仏
国
寺
西
石
塔
重
修
形
止
記
の
再
構
成
を
通
し
た
仏
国
寺
石
塔
重
修
関
連
内
容
の
再
検
討
」(

『
震
檀
学
報
』
一
〇
五
、
二
〇
〇
八
年)

。 

８
８ 

今
泉
隆
雄
「
平
城
京
西
隆
寺
の
木
簡
と
そ
の
創
建
」
及
び
「
但
馬
国
分
寺
木
簡
と
国
分
寺
の
創
建
」(

『
古
代
木
簡
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年)

。 

妹
尾
周
三
・
佐
竹
昭
「
二
〇
〇
一
年
出
土
の
木
簡-

広
島
安
芸
国
分
寺
跡
」(

『
木
簡
研
究
』
二
四
、
二
〇
〇
二
年)

。 

渡
辺
昭
人
・
関
広
尙
世
・
佐
竹
昭
「
釈
文
の
修
正
と
追
加-

広
島
安
芸
国
分
寺
跡
」(

『
木
簡
研
究
』
二
六
、
二
〇
〇
四
年)

。 

８
９ 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六)

。 

清
水
昭
博
『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、
二
〇
一
二
年)

。 

９
０ 

金
賢
晶
「
陵
山
里
寺
址
出
土
印
花
文
土
器
に
対
す
る
検
討
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
二
、
二
〇
〇
二
年)

。 

９
１ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書)

。 

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)

。 

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
一
〇
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)

。 

９
２ 

金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
文
様
の
形
式
と
年
代
観
」(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅱ

、
二
〇
〇
〇
年)

。 

９
３ 

例
え
ば
、Ⅰ

B
b
3

ア
型
式
とⅠ

B
b
3

イ
型
式
は
蓮
弁
文
の
反
転
の
程
度
に
よ
る
区
分
で
極
め
て
微
細
な
違
い
に
過
ぎ
な
い
が
、Ⅰ

Cb3

ア
型
式
とⅠ

Cb2

ウ
型
式
は
蓮
弁

文
だ
け
で
な
く
、
中
房
の
形
態
、
製
作
技
法
の
違
い
を
共
に
考
慮
し
て
い
る
。 

９
４ 

保
寧
聖
住
寺
址
出
土
瓦
当
に
対
す
る
事
例
分
析
で
も
軒
丸
瓦
の
分
類
と
編
年
に
蓮
弁
文
様
を
最
も
重
要
な
属
性
と
設
定
し
て
い
る
。
筆
者
は
瓦
当
の
蓮
弁
文
が
型
式

分
類
や
編
年
の
一
次
的
な
属
性
と
な
る
背
景
に
は
瓦
当
文
様
を
考
案
す
る
画
師
、
つ
ま
り
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
関
与
し
て
い
た
た
め
と
理
解
し
て
い
る
。 

成
正
鏞
「
瓦
」(

『
聖
住
寺
』
、
忠
南
大
博
物
館
、
一
九
九
八
年
、
四
〇
三
～
四
〇
九
頁)

。 
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李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
造
営
過
程
」(

『
韓
国
史
論
』
四
七
、
二
〇
〇
二
年
、
六
五
～
六
六
頁)

。 

９
５ 

瓦
当
の
型
式
は
ひ
と
つ
の
遺
物
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
連
鎖
型
と
い
え
る
。
瓦
当
の
型
式
は
瓦
当
文
様
、
焼
成
、
胎
土
、
製
作
技
術
な
ど
の
連
鎖
型
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
本
稿
で
述
べ
る
型
式
は
こ
の
よ
う
な
連
鎖
型
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
型
式
と
い
え
る
。
こ
れ

は
考
古
学
に
お
け
る
土
器
論
で
言
及
さ
れ
る
様
式
と
類
似
し
た
概
念
で
、
こ
れ
を
通
し
て
編
年
論
、
工
房
論
、
流
通
論
、
遺
構
論
の
段
階
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
。

瓦
の
型
式
、
様
式
の
概
念
は
次
の
論
考
を
参
考
に
し
た
。 

上
原
真
人
「
瓦
の
見
方
に
つ
い
て
」(

『
富
山
市
考
古
学
資
料
館
紀
要
』
三
、
一
九
八
四
年
、
七
～
九
頁)

。 

上
原
真
人
『
瓦
を
読
む
』(

歴
史
発
掘
一
一
、
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
六
二
～
七
一
頁)

。 

９
６ 

金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
文
様
の
形
式
と
年
代
観
」(

前
掲
誌
、
三
二
頁)

。 

９
７ 

金
鍾
萬
の
接
合
技
法
に
対
す
る
模
式
図
と
発
掘
報
告
書
の
模
式
図
は
若
干
異
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
瓦
当
の
接
合
技
法
は
同
じ
型
式
の
瓦
当
内
部
で
も
若
干
の
変

形
を
見
せ
る
亞
型
式
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
何
を
主
流
的
な
接
合
技
法
と
し
、
何
を
亜
類
型
と
処
理
す
る
の
か
悩
む
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
後
述
す
る
創
建
期

瓦
当
の
設
定
問
題
の
よ
う
に
「
絶
対
多
数
の
論
理
」
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

９
８ 

最
近
、
国
立
扶
余
博
物
館
で
は
筆
者
の
瓦
当
分
類
案
に
基
づ
い
た
展
示
図
録
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
共
に
参
考
す
る
と
よ
り
理
解
し
や
す
い
。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
中
興
を
夢
見
る-

陵
山
里
寺
址
』(

前
掲
書)

。 

９
９ 

金
鍾
萬
分
類
Ｂ
３
式
と
Ｃ
１
式
の
接
合
方
式
は
瓦
当
周
縁
上
段
部
を
斜
め
に
切
っ
た
の
か
、
水
平
に
切
っ
た
の
か
に
よ
る
区
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
土
遺
物
か
ら

両
者
を
厳
格
に
区
分
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
の
意
味
づ
け
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。 

１
０
０

１
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
国
立
扶
余
博
物
館
の
二
〇
〇
〇
年
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
次
の
遺
物
を
参
考
に
し
た
。
１
ａ
は
図
面
一
二
〇-

二(

図
版
一
五
一-

二)

、

１
ｂ
は
図
面
一
二
二-

二(

図
版
一
五
三-

二)

、
１
ｃ
は
図
面
一
六
八-

五(

図
版
一
六
〇-
五)

、
１
ｄ
は
図
面
一
五
九-

七(

図
版
一
八
五-

七)

、
１
ｅ
は
図
面
一
五
三

-

一(

図
版
一
七
九-

一)

で
あ
る
。
一
方
、
本
稿
で
提
示
し
た
標
識
的
遺
物
は
筆
者
の
観
察
結
果
を
反
映
さ
せ
、
国
立
扶
余
博
物
館
の
二
〇
〇
〇
年
報
告
書
に
掲
載
さ

れ
た
図
面
の
一
部
を
改
変
し
た
。 
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１
０
１ 
１
ｂ
式
の
場
合
、
丸
瓦
部
が
残
っ
て
い
る
事
例
は
全
て
Ｂ
１
式
接
合
技
法
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
１
ｂ
式
の
一
部
は
１
ｅ
式
に
含

ま
せ
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
が
、
１
ｅ
式
の
蓮
弁
文
様
と
接
合
技
法
が
明
確
で
な
く
ひ
と
ま
ず
保
留
し
た
。 

１
０
２ 

戸
田
有
二
は
Ｅ
式
を
公
山
城
技
法Ⅰ

、
Ｃ
１
式
を
公
山
城
技
法Ⅱ

1

に
分
類
し
な
が
ら
、
前
者
は
熊
津
時
期
の
主
流
的
な
製
作
技
法
で
あ
り
、
後
者
は
熊
津
期
末
か

ら
泗
沘
期
初
に
新
た
に
登
場
し
た
も
の
と
見
た(

戸
田
有
二
「
百
済
泗
沘
時
代
に
お
け
る
造
瓦
集
団
の
一
端
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
二
〇
〇
五

年
、
一
九
二
頁))
。
と
こ
ろ
で
、
陵
山
里
寺
址
１
型
式
瓦
当
で
は
二
つ
の
技
法
が
共
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
接
合
技
法
の
み
を
根
拠
に
時
期
差
を
言

及
で
き
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。 

１
０
３ 

２
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
六
八-

四(

図
版
一
九
四-

四)

で
あ
る
。 

１
０
４ 

３
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
五
八-

三(

図
版
一
八
四-

三)

で
あ
り
、
連
結
さ
れ
た
丸
瓦
は
図
面
一
五
三-

二
・
三(

図
版
一
七
九-

二
・
三)

で
あ
る
。 

１
０
５ 

４
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
六
八-

二(

図
版
一
九
四-

二)

で
あ
り
、
連
結
さ
れ
た
丸
瓦
は
図
面
一
二
三-

一(

図
版
一
五
四-

一)

と
図
面
一
五
〇-

二

(

図
版
一
七
六-

二)

で
あ
る
。 

１
０
６ 

５
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
七
三-

二(
図
版
一
〇
三-

二)

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
図
面
七
四-

二(

図
版
一
〇
四-

二)

の
丸
瓦
は
こ
れ
を
互
い
に
連
結

す
る
丸
瓦
部
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た(

図
三-

一
六)
。
４
型
式
瓦
当
よ
り
出
土
量
が
多
い
が
、
３
型
式
と
４
型
式
の
関
連
性
、
４
型
式
と
５
型
式
の
時
期
差

な
ど
を
考
慮
し
て
後
に
配
置
し
た
。 

１
０
７ 

６
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
六
九-

五(

図
版
一
九
五-
五)

で
あ
る
。 

１
０
８ 

６
型
式
瓦
当
の
場
合
、
瓦
当
周
縁
上
段
部
が
破
損
し
た
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
Ｅ
式
と
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
周
縁
上
段
部
が
残
っ
て
い
る
図
面

一
六
四-

四
と
一
六
五-

一
は
Ｃ
１
式
接
合
技
法
と
陽
刻
さ
れ
た
斜
格
子
文
が
観
察
で
き
る
。 

１
０
９ 

７
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
二
四-

五(

一
五
五-

五)

と
図
面
一
三
〇-
七(

図
版
一
六
一-

七)

で
あ
る
。 

１
１
０ 

斜
格
子
文
が
陽
刻
さ
れ
た
も
の
は
報
告
書
の
図
面
一
二
五-

五
、
一
二
六-

二
、
一
二
七-
六
、
一
二
九-

六
、
一
三
〇-

七
、
一
六
三-

八
、
一
六
九-

六
、
未
報
告
一

点
が
あ
り
、
線
文
が
陽
刻
さ
れ
た
も
の
は
図
面
一
二
四-

五
、
一
二
五-

三
、
一
二
五-

八
で
あ
り
、
無
文
の
も
の
は
図
面
一
二
五-

四
、
一
三
〇-

四
、
一
三
〇-

六
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な
ど
が
あ
る
。 

１
１
１ 

８
ａ
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
三
〇-

二(

図
版
一
六
一-

二)

、
８
ｂ
式
は
報
告
書
の
図
面
一
三
〇-

一(

図
版
一
六
一-

一)

で
あ
る
。 

１
１
２ 

報
告
書
の
図
面
一
一
八-

一(

図
版
一
四
九-

三)

は
８
ａ
式
の
丸
瓦
部
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
丸
瓦
は
長
さ
三
五
・
七
セ
ン
チ
で
縄
文
打
捺
後
に
ナ
デ
を
施
し
て
お

り
、
灰
青
色
硬
質
で
あ
る
。
瓦
当
連
結
部
分
か
ら
一
九
。
三
セ
ン
チ
地
点
に
円
形
の
釘
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
。 

１
１
３ 

９
ａ
式
の
標
識
的
遺
物
は
図
面
一
六
〇-

六(

図
版
一
八
六-

六)

、
９
ｂ
式
は
図
面
一
八
六-

一(

図
版
二
一
六-

一)

で
あ
る
。 

１
１
４ 

１
０
型
式
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
八
七-

四(

図
版
二
一
七-

四)

で
あ
る
。 

１
１
５ 

１
１
型
式
瓦
当
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
一
二
八-

二(

図
版
一
五
九-

二) 

で
あ
る
。 

１
１
６ 

１
２
型
式
瓦
当
の
標
識
的
遺
物
は
報
告
書
の
図
面
七
三-

七(

図
版
一
〇
三-

七) 

で
あ
る
。 

１
１
７ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
一
一
五
頁(

図
面
三
九-

三
、
図
版
一
三
〇-

三))

。 

１
１
８ 

１
３
型
式
は
報
告
書
の
図
面
一
五
七-

五(

図
版
一
八
三-

五)

の
み
該
当
す
る
が
、
扶
余
東
南
里
、
中
井
里
遺
跡
で
も
同
笵
品
が
出
土
し
て
い
る
。  

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
瓦
塼
』(

一
九
八
九
年
、
五
一
頁)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
懐
か
し
い
も
の
は
大
地
の
中
に
あ
る
』(

二
〇
〇
七
年
、
一
三
一
頁)

。 

１
１
９ 

清
水
昭
博
は
亭
岩
里
窯
址
の
事
例
を
挙
げ
て
、
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
型
式
の
違
い
を
「
消
費
地
の
要
求
」
に
対
応
し
た
も
の
と
把
握
し
た
が(

清
水
昭
博
「
軍
守

里
廃
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
検
討
」(

『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
九
六
、
二
〇
〇
六
年
、
四
一
～
四
四
頁))

、
陵
山
里
寺
址
の
事
例
を
見
る
と
、
「
技
術
体
系
を
異
に
す

る
工
人
差
」
を
反
映
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
特
に
、
１
型
式
の
細
部
型
式
は
丸
瓦
型
式
の
違
い
が
瓦
当
の
蓮
弁
文
や
接
合

技
法
、
胎
土
、
焼
成
度
の
違
い
と
符
号
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
４
型
式
の
場
合
、
釘
穴
の
位
置
が
異
な
る
も
の
も
一
つ
の
型
式
に
分
類
し
た
。
こ
の
よ
う

な
事
例
は
釘
穴
の
位
置
や
形
態
の
違
い
が
工
人
差
や
工
房
差
を
証
明
す
る
絶
対
的
な
基
準
で
は
な
い
と
い
う
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
瓦
当
と
丸
瓦
の
接

合
技
法
、
胎
土
や
焼
成
度
は
も
ち
ろ
ん
、
丸
瓦
の
型
式
や
釘
穴
の
位
置
も
ま
た
工
人
差
や
工
房
差
を
反
映
す
る
重
要
な
属
性
と
な
る
と
い
う
事
実
を
強
調
し
た
い
。 

１
２
０ 

泗
沘
時
期
の
同
笵
品
が
発
見
さ
れ
た
瓦
当
の
場
合
、
次
の
論
文
を
主
に
参
考
し
て
相
対
編
年
を
提
示
し
た
。 
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亀
田
修
一
「
百
済
古
瓦
考
」(

『
百
済
研
究
』
一
二
、
一
九
八
一
年) ; 

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書)

。 
清
水
昭
博
「
百
済
大
通
寺
式
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年)

。 

李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
造
営
過
程
」(

前
掲
誌)

。 

１
２
１ 

上
原
真
人
『
瓦
を
読
む
』(

前
掲
書
、
七
三
～
七
四
頁)

。
た
だ
し
、
寺
院
の
創
建
期
と
い
う
と
伽
藍
中
心
部
の
主
要
建
物
全
体
が
完
備
し
た
状
態
を
い
う
が
、
本

章
で
は
草
創
期
ま
た
は
創
建
初
期
と
い
う
言
葉
と
類
似
す
る
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。 

１
２
２ 

一
・
二
次
調
査
で
確
認
さ
れ
た
窯
址
の
位
置
は
次
の
論
文
が
参
考
と
な
る
。 

金
鍾
萬
「
泗
沘
時
代
の
瓦
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
相
小
考
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
二
、
二
〇
〇
二
年
、
六
四
頁(

図
面
一))

。 

１
２
３ 

１
型
式
の
上
限
が
い
つ
ま
で
遡
る
の
か
は
共
伴
遺
物
の
相
対
編
年
を
通
し
て
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
中
国
製
青
磁
片
と
硯
片
な
ど
陵
山
里
寺
址
の
最

下
層
出
土
遺
物
か
ら
み
る
と
、
六
世
紀
中
半
の
五
五
〇
年
前
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照)

。 

１
２
４ 

清
水
昭
博
「
瓦
の
伝
来-

百
済
と
日
本
の
初
期
瓦
生
産
体
制
の
比
較
」(

『
百
済
研
究
』
四
一
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
五
頁)

。 

１
２
５ 

１
ｂ
型
式
を
１
ａ
型
式
よ
り
古
い
も
の
と
す
る
見
解(
花
谷
浩
「
飛
鳥
の
瓦
と
百
済
の
瓦｣(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
造
瓦
技
術)

』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一

〇
年)

も
あ
る
が
、
窯
址
の
位
置
な
ど
遺
跡
全
般
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
１
ａ
型
式
が
若
干
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
２
６ 

金
鍾
萬
の
場
合
、
３
型
式
は
公
州
大
通
寺
址
や
西
穴
寺
址
出
土
品
が
変
化
し
た
も
の
と
考
え
、
４
型
式
は
井
洞
里
窯
址
や
龍
井
里
寺
址
出
土
品
と
比
較
し
て
、
六

世
紀
中
半
と
し
た
。
し
か
し
、
４
型
式
の
場
合
、
彼
が
根
拠
と
し
た
縄
蓆
文
が
打
捺
さ
れ
た
平
瓦
が
必
ず
し
も
４
型
式
瓦
当
と
関
連
す
る
と
い
う
根
拠
は
な
い
。 

１
２
７ 

清
水
昭
博
「
百
済
大
通
寺
式
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

前
掲
誌
、
六
七 
～
六
八
頁)

。 

１
２
８ 

こ
れ
は
一
瓦
窯-

一
寺
院
型
か
ら
複
数
瓦
窯-

一
寺
院
型
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
す
。 

亀
田
修
一
「
熊
津
・
泗
沘
時
代
の
瓦
」(

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』
、
前
掲
書
、
一
五
五
頁)

。 

１
２
９ 

清
水
昭
博
は
５
型
式
を
亭
岩
里B

地
区
二
・
三
・
五
・
六
号
窯
址
出
土
品
と
同
じ
も
の
と
把
握
し
て
い
る
。 

清
水
昭
博
「
百
済
泗
沘
時
代
の
瓦
生
産
」(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅹ

、
二
〇
〇
八
年
、
九
八
～
一
〇
一
頁)

。 
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１
３
０ 
国
立
扶
余
博
物
館
『
扶
余
亭
岩
里
窯
址
』Ⅱ

(

一
九
九
二
年
、
一
一
〇
～
一
一
一
頁)

。 

１
３
１ 

一
方
、
軍
守
里
寺
址
と
舒
川
辛
山
里
出
土
品
の
場
合
、
亭
岩
里
窯
址
出
土
瓦
当
に
有
段
式
と
無
段
式
丸
瓦
と
も
に
連
結
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

無
段
式
丸
瓦
が
連
結
し
た
舒
川
辛
山
里
遺
跡
出
土
品
の
場
合
、
蓮
弁
文
と
瓦
当
裏
面
の
処
理
方
式
、
丸
瓦
の
背
面
の
文
様
、
焼
成
度
な
ど
が
陵
山
里
寺
址
出
土
品

と
異
な
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

清
水
昭
博
、
二
〇
〇
六
「
軍
守
里
廃
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
検
討
」(

前
掲
誌
、
二
四
～
三
九
頁)

。 

１
３
２ 

清
水
昭
博
「
瓦
の
伝
来-
百
済
と
日
本
の
初
期
瓦
生
産
体
制
の
比
較
」(

前
掲
誌
、
一
七
六
～
一
七
七
頁)

。 

１
３
３ 

報
告
書
の
図
面
六
〇-

一(

図
版
九
四-

一)

、
図
面
六
一-

一(

図
版
九
四-

三)

、
図
面
六
一-

二
と
六
二-

一
・
二(

図
版
九
五-

一
・
二
・
三)

、
図
面
六
三-

一
・
二

(

図
版
九
六-

一
・
二)

な
ど
は
工
房
址Ⅰ

か
ら
出
土
し
た
丸
瓦
で
全
て
５
型
式
の
丸
瓦
部
と
同
じ
型
式
で
あ
る
。 

１
３
４ 

金
鍾
萬
は
亭
岩
里
窯
址
の
経
営
を
国
家
施
設
物
に
対
す
る
補
修
の
性
格
を
持
っ
て
築
造
さ
れ
た
生
産
施
設
と
推
定
し
て
い
る
。
軍
守
里
寺
址
の
場
合
、
瓦
当
の
み

な
ら
ず
平
瓦
、
塼
な
ど
ほ
ぼ
大
部
分
を
亭
岩
里
窯
址
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
を
み
る
と
、
こ
れ
を
一
般
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
陵
山
里
寺
址
の

場
合
は
十
分
に
想
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。  

金
鍾
萬
「
泗
沘
時
代
の
瓦
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
相
小
考
」(
前
掲
誌
、
一
七
六
頁)

。 

１
３
５ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
工
房
』(

二
〇
〇
六
年
、
一
四
三
頁
お
よ
び
一
四
七
頁)

。 

１
３
６ 

創
建
期
瓦
当
の
中
で
９
型
式
の
場
合
も
出
土
数
量
が
六
点
に
過
ぎ
ず
、
補
修
瓦
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
が
た
い
。 

１
３
７ 

伽
藍
中
心
部
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
全
体
の
建
物
址
別
分
布
様
相
は
本
稿
の
第
三
章
第
三
節
で
検
討
し
た
。 

１
３
８ 

瓦
当
の
型
式
分
類
と
分
布
様
相
を
通
し
て
建
物
の
建
立
順
序
を
把
握
し
た
事
例
と
し
て
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

中
島
正
「
軒
瓦
か
ら
み
た
高
麗
寺
の
沿
革
」(

『
高
麗
寺
跡
』
、
山
城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年)

。 

粟
田
薰
『
新
堂
廃
寺
・
オ
ガ
ン
ジ
池
瓦
窯
出
土
瓦
の
研
究
』(

京
都
大
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年)

。 

１
３
９ 

陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
に
対
す
る
発
掘
報
告
書(

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書))

に
は
瓦
当
の
出
土
位
置
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が
大
部
分
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
国
立
扶
余
博
物
館
で
勤
務
し
な
が
ら
収
蔵
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
瓦
当

の
裏
面
に
記
さ
れ
た
注
記
と
遺
物
採
集
カ
ー
ド
、
発
掘
野
帳
な
ど
を
確
認
し
、
こ
れ
を
発
掘
報
告
書
と
対
照
さ
せ
る
作
業
を
行
い
、<

表
一>

を
作
成
し
た
。<

表

一>

の
詳
し
い
内
容
は
付
録
を
参
考
さ
れ
た
い
。 

１
４
０ 

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照
。 

１
４
１ 

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
参
照
。 

１
４
２ 

趙
源
昌
「
扶
余
陵
寺
第
三
建
物
址(

別
名
工
房
址Ⅰ

)

の
建
築
考
古
学
的
検
討
」(

『
先
史
と
古
代
』
二
四
、
二
〇
〇
六
年
、
四
〇
二
～
四
〇
八
頁))

。
し
か
し
、
仏

法
を
尊
ぶ
僧
侶
階
層
と
工
人
集
団
が
一
つ
の
回
廊
内
で
共
同
生
活
し
た
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
た
点
に
は
同
意
で
き
な
い
。
百
済
を
は
じ
め
と
し
た
古
代
寺

院
の
工
房
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

金
姸
秀
「
韓
国
古
代
の
寺
刹
工
房
施
設
に
つ
い
て
」(

『
美
術
史
の
定
立
と
拡
散
二
』
、
二
〇
〇
六
年)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
工
房
』(

前
掲
書)
。 

１
４
３ 

本
稿
の
第
三
章
第
一
節 

参
照
。 

１
４
４ 

以
上
の
検
討
の
結
果
は
造
営
尺
に
基
づ
い
て
建
物
の
建
立
の
順
序
を
把
握
し
た
申
光
燮
の
見
解
と
類
似
す
る(

申
光
燮
「
百
済
泗
沘
時
代
陵
寺
研
究｣(

前
掲
誌
、
二

七
～
三
五
頁))

。
た
だ
、
筆
者
は
木
塔
址
を
金
堂
址
よ
り
古
い
段
階
に
建
立
し
た
と
考
え
て
い
る
。 

１
４
５ 

田
辺
征
夫
・
森
郁
夫
「
寺
院
の
造
営
」(

『
日
本
歷
史
考
古
学
を
学
ぶ
』
中
、
一
九
八
六
年
、
三
六
～
三
七
頁)

。 

１
４
６ 

大
橋
一
章
「
飛
鳥
寺
の
創
立
と
本
尊
」(

『
奈
良
美
術
成
立
史
論
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
八
二
～
八
六
頁)

。 

１
４
７ 

本
稿
の
復
元
図
は
忠
南
扶
余
郡
百
済
歴
史
再
現
団
地
に
再
現
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
の
鳥
瞰
図(

三
扶
土
建
製
作)

で
あ
る
。 

１
４
８ 

本
稿
で
述
べ
る
初
期
建
物
址
群
は
、
講
堂
址
と
東
西
側
の
不
明
建
物
址Ⅰ

、
工
房
址Ⅱ
を
は
じ
め
と
し
て
不
明
建
物
址Ⅱ

と
工
房
址Ⅰ

を
指
す
。
講
堂
址
の
場
合
、

初
期
に
は
講
堂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
工
房
址
の
場
合
も
創
建
当
時
か
ら
工
房
と
し
て
機
能
し
た
と
は
考
え
な
い
が
、
混
同
を
避
け
る
た
め
発
掘
報
告
書
の
名

称
に
従
っ
た
。 
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１
４
９ 
国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
〇
～
二
一
頁)

。 

１
５
０ 

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照
。 

１
５
１ 

金
鍾
萬
「
聖
王
時
代
の
百
済
の
生
活
土
器
」(

前
掲
書
、
一
二
七
～
一
五
六
頁)

。 

１
５
２ 

東
羅
城
は
そ
の
状
況
か
ら
泗
沘
遷
都
前
後
に
完
備
さ
れ
た
も
の
と
見
て
い
る(

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
の
構
造
に
つ
い
て
」(

『
百
済
研
究
』
三
一
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
一
〇
頁)

)

。
筆
者
は
五
三
八
年
羅
城
完
備
説
は
さ
ら
な
る
資
料
増
加
が
必
要
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
五
五
四
年
以
前
に
完
備
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る

(

李
炳
鎬
「
泗
沘
都
城
と
慶
州
王
京
の
比
較
試
論
」(

『
東
ア
ジ
ア
都
城
と
新
羅
王
京
の
比
較
研
究
』
、
新
羅
文
化
祭
学
術
論
文
集
二
九
、
二
〇
〇
八
年
、
八
～
一

〇
頁)

。 

１
５
３ 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

前
掲
誌
、
九
三
～
九
八
頁)

。 

尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(

前
掲
誌
、
六
〇
～
六
六
頁)

。 

１
５
４ 

本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照
。 

１
５
５ 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
再
論
」(
前
掲
誌
、
三
五
八
頁)

。 

１
５
６ 

尹
善
泰
『
木
簡
が
聞
か
せ
て
く
れ
る
百
済
物
語
り
』(

前
掲
誌
、
一
五
七
～
一
五
九
頁)

。 

１
５
７ 

講
堂
址
西
側
屋
根
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
落
ち
た
よ
う
に
保
存
状
態
が
良
好
で
あ
る
が
、
瓦
当
が
約
一
．
七
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
二
列
に
な
っ
て
お
り(

国
立
扶
余
博
物
館

『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
九
頁))

、
図
三-

二
二
の
よ
う
に
重
層
に
復
元
で
き
る
。 

１
５
８ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(
前
掲
書
、
三
四
頁)

。 

１
５
９ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
中
興
を
夢
見
る-

陵
山
里
寺
址
』(

前
掲
書
、
一
七
二
頁)

。
図
三-

二
四
の
漆
器
の
文
様
は
高
句
麗
古
墳
の
内
里
一
号
墳
玄
室
南
壁
の
天

井
持
送
壁
画
の
装
飾
文
様(

朝
鮮
古
蹟
研
究
会
『
昭
和
一
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
書
』(
一
九
三
七
年
、
図
版
二
〇
お
よ
び
二
三
参
照))

と
最
も
類
似
し
、
双
楹
塚

の
玄
室
天
井
と
真
坡
里
一
号
墳
の
天
井
、
中
国
南
京
地
域
の
塼
な
ど
に
表
現
さ
れ
て
い
る
装
飾
文
様
と
も
相
通
ず
る
。
し
か
し
、
武
寧
王
陵
の
王
や
王
妃
の
冠
飾
、

図
七-

二
の
陵
山
里
古
墳
出
土
の
冠
装
飾
や
銀
花
冠
飾
、
扶
余
下
黄
里
出
土
銀
製
琉
璃
玉
の
文
様
と
も
相
通
ず
る
点
が
あ
る
た
め
、
百
済
的
な
文
様
と
見
る
こ
と
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も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
６
０ 

趙
源
昌
は
こ
こ
が
工
房
と
し
て
機
能
し
た
の
は
七
世
紀
中
半
以
後
、
特
に
印
花
文
土
器
か
ら
み
る
と
滅
亡
期
以
後
と
し
た(

趙
源
昌
「
扶
余
陵
寺
第
三
建
物
址(

別

名
工
房
址Ⅰ

)

の
建
築
考
古
学
的
検
討
」(

前
掲
誌
、
四
一
三
頁))

。
し
か
し
、
出
土
遺
物
か
ら
み
る
と
、
遅
く
と
も
七
世
紀
前
半
以
後
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
６
１ 

方
起
東
「
集
安
東
台
子
高
句
麗
建
築
遺
址
的
性
質
和
年
代
」(

『
東
北
考
古
歴
史
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
二
年) ; 

「
集
安
東
台
子
高
句
麗
建
築
遺
跡
の
性
質

と
年
代
」(

『
高
句
麗
遺
跡
と
遺
物
研
究
』
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
九
年
、
四
四
～
五
五
頁)

。 

集
安
東
台
子
遺
跡
が
位
相
の
高
い
建
物
址
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
瓦
当
の
相
対
編
年
の
結
果
、
五
世
紀
末
以
前
に
遡
ら
な
い
た
め
、
国
社
の
よ
う
な

も
の
と
断
定
で
き
な
い
と
い
う
反
論
も
あ
る
。 

姜
賢
淑
「
中
国
吉
林
省
東
台
子
遺
跡
再
考
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
五
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
一
～
一
九
六
頁)

。 

１
６
２ 

張
慶
浩
『
美
し
い
百
済
建
築
』(

周
留
城
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
二
～
一
五
九
頁)

。 

１
６
３ 

申
光
燮
「
百
済
泗
沘
時
代
陵
寺
研
究｣(

前
掲
誌
、
一
一
三
頁)

。 

１
６
４ 

姜
仁
求
『
百
済
古
墳
研
究
』(

一
志
社
、
一
九
九
七
年
、
八
七
頁)

。 

１
６
５ 

李
漢
祥
「
公
州
艇
止
山
遺
跡
の
編
年
と
性
格
」(

『
百
済
の
王
室
祭
祀
遺
跡
「
公
州 

艇
止
山
」
学
術
発
表
会
』
、
一
九
九
八
年)

。 

権
五
栄
「
艇
止
山
遺
跡
と
百
済
の
喪
葬
儀
礼
」(

『
艇
止
山
』
、
国
立
公
州
博
物
館
、
一
九
九
九
年)

。 

金
吉
植
「
氷
庫
を
通
し
て
み
た
公
州
艇
止
山
遺
跡
の
性
格
」(

『
考
古
学
誌
』
一
二
、
二
〇
〇
一
年)

。 

１
６
６ 

権
五
栄
「
古
代
韓
国
の
喪
葬
儀
礼
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
〇
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
～
一
六
頁)

。 

１
６
７ 

金
吉
植
「
氷
庫
を
通
し
て
み
た
公
州
艇
止
山
遺
跡
の
性
格
」(

前
掲
誌
、
六
三
～
六
九
頁)

。 

１
６
８ 

李
漢
祥
「
百
済
の
葬
礼
風
習
」(

『
百
済
の
生
活
と
文
化
』
、
百
済
文
化
史
体
系
一
二
、
二
〇
〇
七
年
、
四
六
六
～
四
六
七
頁)

。 

１
６
９ 

主
屋
西
室
の
花
崗
岩
製
方
形
礎
石
と
オ
ン
ド
ル
は
高
句
麗
の
東
台
子
遺
跡
と
比
較
す
る
と
、
祭
祀
と
関
連
し
た
な
ん
ら
か
の
施
設
お
よ
び
居
住
に
必
要
な
施
設
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
長
方
形
施
設
と
石
槨
型
施
設
、
長
楕
円
形
施
設
と
焼
土
層
は
艇
止
山
遺
跡
の
瓦
建
物
址
の
大
型
竪
穴
と
対
応
す
る
側
面
が
あ
る
。
一
方
、
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金
吉
植
は
艇
止
山
遺
跡
の
大
型
竪
穴
を
遺
体
の
腐
敗
を
防
ぐ
た
め
氷
を
入
れ
た
氷
盤
が
置
か
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る(

金
吉
植
「
氷
庫
を
通
し
て
み
た
公
州

艇
止
山
遺
跡
の
性
格
」(

前
掲
誌
、
六
六
～
六
八
頁)

。 

１
７
０ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

前
掲
書
、
三
四
頁)

。 

１
７
１ 

張
寅
成
「
南
朝
の
喪
礼
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
三
二
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
五
頁)

。 

王
志
高
「
南
朝
帝
王
陵
寢
初
探
」(

『
南
方
文
物
』
、
一
九
九
九
年
、
六
八
～
六
九
頁)

。 

王
志
高
「
六
朝
帝
王
陵
寢
述
論
」(

『
南
京
曉
庄
学
院
学
報
』
二
〇
巻
二
期
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
～
二
九
頁)

。 

１
７
２ 

許
嵩
『
建
康
実
録
』
巻
一
七(
張
忱
石
点
校
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
六
八
八
頁)

。 

１
７
３ 

朱
偰
『
金
陵
古
蹟
図
考
』(

中
華
書
局
、
一
九
三
六
年
、
一
三
五
～
一
三
七
頁)

。
筆
者
は
二
〇
〇
六
年
の
復
刻
本
を
参
考
に
し
た
。 

１
７
４ 

皇
基
寺
は
江
蘇
省
丹
陽
市
に
あ
る
建
陵
の
北
側
約
二
キ
ロ
付
近
に
所
在
す
る
。  

梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
刹
の
検
討
を
通
し
て
み
た
百
済
泗
沘
期
仏
教
寺
刹
の
諸
問
題
」(

『
百
済
研
究
』
五
〇
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
八
～
一
六
九
頁)

。 

１
７
５ 

諏
訪
義
純
「
梁
武
帝
仏
教
関
係
史
蹟
年
譜
考｣

(

『
中
国
南
朝
仏
教
史
の
研
究
』
、
一
九
九
七
年
、
一
六
九
～
一
七
〇
頁)

。 

１
７
６ 

大
同
市
博
物
館
・
山
西
省
文
物
工
作
委
員
会
「
大
同
方
山
北
魏
永
固
陵
」(

『
文
物
』
七
期
、
一
九
七
八
年)

。 

大
同
市
博
物
館
「
大
同
北
魏
方
山
思
遠
仏
寺
遺
址
発
掘
報
告
」(
『
文
物
』
四
期
、
二
〇
〇
七
年)

。 

１
７
７ 

岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
編
「
北
魏
方
山
永
固
陵
の
研
究
」(

『
東
方
学
報
』
八
〇
、
二
〇
〇
七
年
、
六
五
～
六
六
頁)

。 

１
７
８ 

例
え
ば
、
白
仏
台
遺
跡
で
も
一
辺
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
土
台
と
塑
造
像
が
発
見
さ
れ
て
お
り
塔
基
と
推
定
で
き
る
が
、
草
堂
山
遺
跡
で
も
塔
址
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
一
つ
の
寺
刹
で
互
い
に
異
な
る
二
つ
の
塔
が
建
立
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
塔
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
塔
は
伽
藍

内
部
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
の
か
、
伽
藍
配
置
に
対
す
る
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。 

１
７
９ 

金
日
成
大
学
『
東
明
王
陵
と
そ
の
付
近
の
高
句
麗
遺
跡
』(

金
日
成
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年)

。 

田
中
俊
明
「
高
句
麗
の
寺
院
」(

『
高
句
麗
の
歴
史
と
遺
跡
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五)
。 
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１
８
０ 
チ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ヒ
ョ
ン
『
東
明
王
陵
に
対
す
る
研
究
』(

平
壌
、
一
九
九
四
年)

。 

１
８
１ 

永
島
暉
臣
愼
「
高
句
麗
の
都
城
と
建
築
」(

『
難
波
宮
址
の
研
究
』
七(

論
考
編)

、
一
九
八
一
年)

。  

魏
存
成
『
高
句
麗
考
古
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年)

。 

曺
永
鉉
「
伝
東
明
王
陵
の
墓
主
比
定
」(

『
科
技
考
古
研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
四
年)

。 

１
８
２ 

姜
賢
淑
「
伝
東
明
王
陵
と
真
坡
里
古
墳
群
の
性
格
検
討
」(

『
湖
西
考
古
学
』
一
八
、
二
〇
〇
八
年)

。 

１
８
３ 

高
句
麗
に
寿
陵
制
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
根
拠
が
不
足
し
て
お
り
、
金
製
冠
装
飾
や
棺
釘
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
墟
墓
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と

考
え
ら
れ
る(

鄭
浩
燮
「
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
銘
文
と
被
葬
者
に
関
す
る
諸
問
題
」(

『
高
句
麗
渤
海
研
究
』
三
六
、
二
〇
一
〇
年
、
五
九
～
六
〇
頁))

。 

１
８
４ 

三
国
お
よ
び 

統
一
新
羅
の
陵
寺
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
で
整
理
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る
。  

田
中
俊
明
「
朝
鮮
三
国
の
陵
寺
に
つ
い
て
」(

『
東
ア
ジ
ア
都
城
の
比
較
研
究
』
、
橋
本
義
則
編
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
８
５ 

室
有
東
西
廂
曰
廟
、
無
東
西
廂
有
室
曰
寢
。(
『
爾
雅
』 

「
釈
宮｣)  

李
賢
淑
「
爾
雅
釈
宮
釈
例
考
」(

『
人
文
科
学
研
究
』
一
一
、
西
原
大
人
文
科
学
研
究
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
頁)

。 

１
８
６ 

楊
寬
『
中
国
古
代
陵
寢
制
度
史
研
究
』(

上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
頁)

。 

１
８
７ 

金
吉
植
「
百
済
始
祖
仇
台
廟
と
陵
山
里
寺
址-

仇
台
廟
か
ら
寺
廟
へ
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
六
九
、
二
〇
〇
八
年)

。
こ
の
よ
う
な
仇
台
廟
説
に
対
す
る
批
判
は
次

の
論
考
で
整
理
し
て
い
る(

李
炳
鎬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
伽
藍
中
心
部
の
変
遷
過
程
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
四
三
、
二
〇
〇
八
年
、
五
八
～
五
九
頁))

。 

１
８
８ 

筆
者
は
初
期
施
設
物
が
『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
、
一
六
年
二
月
条
の
祖
上
神
祭
祀
と
関
連
し
た
神
宮
で
あ
る
可
能
性
を
言
及
し
て
い
る
が
、
本
稿
を
通
し
て
そ
れ

を
祠
廟
の
よ
う
な
も
の
と
訂
正
す
る
こ
と
に
す
る
。 

李
炳
鎬
「
扶
余
陵
山
里
出
土
瓦
当
の
性
格
」(

『
木
簡
と
文
字
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
八
年
、
六
六
頁)

。 

１
８
９ 

金
圭
東
「
百
済
土
製
煙
筒
試
論
」(

『
科
技
考
古
研
究
』
八
、
二
〇
〇
二
年
、
五
九
～
六
一
頁)

。 

柳
基
正
「
泗
沘
期
オ
ン
ド
ル
施
設
建
物
址
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
三
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
九
～
一
七
三
頁)

。 
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朴
淳
発
「
高
句
麗
と
百
済: 

泗
沘
様
式
百
済
土
器
の
形
成
背
景
を
中
心
に
」(

『
高
句
麗
と
東
ア
ジ
ア
』
、
高
麗
大
開
校
一
〇
〇
周
年
記
念
国
際
学
術
大
会
発
表
文
、

高
麗
大
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
、
三
六
～
三
七
頁)

。 

１
９
０ 

趙
景
徹
「
百
済
聖
王
代
儒
仏
政
治
理
念-

陸
詡
と
謙
益
を
中
心
に
」(

『
韓
国
思
想
史
学
』
一
五
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
～
一
四
頁)

。 

１
９
１ 

李
基
東
「
百
済
国
の
政
治
理
念
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
震
檀
学
報
』
六
九
、
一
九
九
〇
年
、
一
二
～
一
三
頁)

。 

１
９
２ 

新
川
登
亀
男
は
講
礼
博
士
陸
詡
が
毛
詩
博
士
な
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
陵
山
里
寺
址
に
お
け
る
舍
利
供
養
は
釈
尊
の
舍
利
を
供
養
す
る
だ
け
で
な
く
、
亡
き
父
王

の
遺
形
を
釈
尊
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
あ
る
い
は
釈
尊
の
舍
利
に
仕
立
て
て
供
養
す
る
と
い
う
回
路
を
想
定
で
き
、
こ
れ
は
毛
詩
博
士
の
活
動
と
関
連
が
あ

る
も
の
と
推
定
し
た
。  

新
川
登
亀
男
「
百
済
と
日
本
の
飛
鳥·
奈
良
に
お
け
る
仏
教
文
化
」(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
一
三
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
五
頁)

。 

１
９
３ 

近
藤
浩
一
「
百
済
時
期
の
孝
思
想
受
容
と
そ
の
意
義
」(

『
百
済
研
究
』
四
二
、
二
〇
〇
五
、
一
二
一
～
一
二
三
頁)

。 

１
９
４ 

本
稿
で
筆
者
は
陵
山
里
寺
址
の
性
格
の
変
化
に
高
句
麗
や
梁
の
影
響
が
あ
っ
た
と
主
張
し
た
が
、 

儒
教
と
仏
教
の
喪
葬
儀
礼
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
建
造
物
の
変
化
と
儀
礼
の
内
実
の
変
化
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

李
成
市
「
王
興
寺
の
成
立
と
百
済
仏
教-

高
句
麗

·

新
羅
仏
教
と
の
関
係
を
中
心
に
」
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

。
こ
れ
に
つ
い
て 

筆
者
は
陵
山
里
寺
址
と
陵
山
里
古
墳

群
一
帯
は
遷
都
当
時
か
ら
王
室
の
陵
園
と
陵
寺
が
企
画
さ
れ
て
て
い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
陵
山
里

寺
址
の
講
堂
址
を
は
じ
め
と
し
た
初
期
建
物
址
群
と
そ
の
南
側
の
塔
と
金
堂
な
ど
の
伽
藍
中
心
部
は
ひ
と
つ
の
一
貫
し
た
計
画
を
持
っ
て
配
置
さ
れ
、
順
次
造
営

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
五
五
四
年
、
聖
王
の
突
然
の
死
が
そ
の
よ
う
な
建
物
の
建
立
順
序
や
機
能
に
影
響
を
与
え
、
祠
廟
か
ら
陵
寺
へ
と
変

化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

１
９
５ 

金
相
鉉
「
百
済
威
德
王
の
父
王
の
た
め
の
追
福
と
夢
殿
観
音
」(

前
掲
誌
、
五
六
頁)
。 

１
９
６ 

吉
基
泰
『
百
済
泗
沘
時
代
の
仏
教
信
仰
研
究
』(

書
景
、
二
〇
〇
六
年
、
七
八
～
七
九
頁)
。 

１
９
７ 

趙
源
昌
は
軍
守
里
寺
址
を
五
五
五
～
五
六
七
年
の
間
に
威
徳
王
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
寺
刹
と
把
握
し
た
。(

趙
源
昌
「
百
済
軍
守
里
寺
院
の
築
造
技
法
と 

造
営
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主
体
の
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
五
一
、
二
〇
〇
八
年
、
一
八
〇
～
一
八
五
頁))

。
し
か
し
、
編
年
資
料
と
し
て
提
示
し
た
大
通
寺
系
瓦
当
と
亭
岩
里
窯

址
出
土
品
は
陵
山
里
寺
址
出
土
創
建
期
瓦
当
よ
り
一
段
階
新
し
い
も
の
と
見
ら
れ
る(

清
水
昭
博
「
軍
守
里
廃
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
検
討
」(

前
掲
誌))

。
前
者
の
場

合
、
大
通
寺
址
出
土
品
と
胎
土
や
文
様
が
異
な
り
、
瓦
当
自
体
が
厚
く
、
接
合
技
法
が
異
な
る
た
め
、
六
世 

紀
中
後
半
に
編
年
さ
れ
る
。
亭
岩
里
窯
址
の
場
合
、

少
な
く
と
も
五
六
七
年
以
後
の
六
世
紀
中
後
半
か
ら
操
業
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の  

仮
説
は
成
立
し
が
た
い
。 

１
９
８ 

新
川
登
亀
男
『
日
本
古
代
文
化
史
の
構
想
』(

名
著
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
、
一
三
二
～
一
三
三
頁)

。 

１
９
９ 

李
炳
鎬
「
泗
沘
都
城
の
構
造
と
築
造
過
程
」(

前
掲
書
、
一
二
二
頁)

。 

２
０
０ 

金
吉
植
の
場
合
、
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
高
句
麗
系
土
器
の
中
に
五
三
八
年
前
後
ま
で
遡
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
た(

金
吉
植
「
百
済
始
祖
仇
台
廟
と

陵
山
里
寺
址
」(

前
掲
誌
、
五
九
～
六
四
頁))

。
し
か
し
、
扶
余
一
帯
で
出
土
す
る
高
句
麗
系
土
器
の 

場
合
、
同
じ
時
期
の
ソ
ウ
ル 

阿
且
山
堡
塁
群
や
漣
川
瓠

蘆
古
塁
な
ど
か
ら
出
土
す
る
よ
う
な
高
句
麗
土
器
で
は
な
く
、
五
世
紀
代
の
土
器
製
作
の
伝
統
に
則
っ
て
い
る
こ
と
か
ら 

(

梁
時
恩
「
南
韓
で
確
認
さ
れ
た 

高

句
麗
の
時·

空
間
的
正
体
性
」(

『
考
古
学
』
一
〇
巻
二
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
一
～
一
二
二
頁)

、
二
つ
の
遺
跡
の
土
器
を
同
じ
レ
ベ
ル
で
比
較
す
る
こ
と
は

無
理
が
あ
る
。
一
方
、
筆
者
の
場
合
、
１
型
式
瓦
当
の
展
開
過
程
や
木
簡
の
記
載
内
容
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
な
高
句
麗
系
生
活
用
土
器
が
出
土
す
る
こ
と
と
は

別
途
に
中
心
建
物
の
初
築
時
期
は
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
年
代
を
大
き
く
遡
ら
な
い
五
五
〇
年
代
頃
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。 

２
０
１ 

李
漢
祥
「
百
済
の
葬
礼
風
習
」(

前
掲
書
、
四
四
九
～
四
五
三
頁)
。 

２
０
２ 

武
寧
王
陵
を
寿
陵
と
す
る
決
定
的
な
資
料
は
「
士 

壬
申
年
作
」
銘
文
塼
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
武
寧
王
陵
の
羨
門
を
閉
じ
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
宋
山
里
六
号
墳
か
ら
転
用
さ
れ
た 

可
能
性
が
残
っ
て
い
る
。
実
際
、
出
入
り
口
閉
鎖
用
の
塼
は
武
寧
王
陵
で
主
に
使
用
さ
れ
た
蓮
花
文
塼
以
外

に
も
六
号
墳
に
主
に
使
用
さ
れ
た
銭
文
塼
な
ど
他
の
場
所
か
ら
転
用
さ
れ
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。  

井
内
潔
「
南
朝
梁
と
熊
津
期
百
済
文
化-

宋
山
里
六
号
墳
と
大
通
寺
に
係
わ
る
新
思
考
か
ら
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
八
、
二
〇
〇
七
年
、
四
～
五
頁)

。 

２
０
３ 

聖
王
の
三
年
喪
に
関
す
る
資
料
が
無
く
、
威
德
王
の
即
位
の
過
程
を
通
し
て
こ
れ
を
復
元
し
た
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
威
德
王
の

即
位
を
聖
王
が
戦
死
し
た
三
年
後
の
五
五
七
年
三
月
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
聖
王
が
戦
死
し
た
時
期
は
『
三
国
史
記
』
に
は
五
五
四
年
七
月
、
『
日
本
書
紀
』
に
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は
五
五
四
年
一
二
月
と
違
い
が
見
ら
れ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
五
五
四
年
一
二
月
は
聖
王
の
遺
骸
が
戻
っ
て
き
た
事
情
を 

反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
威
徳
王
は
二
七
ヶ
月
の
三
年
喪
を
済
ま
せ
、
二
七
ヶ
月
後
に
王
位
に
就
い
た
も
の
と
し
た
。 

趙
景
徹
「
百
済
王
室
の
三
年
喪-

武
寧
王
と
聖
王
を
中
心
に
」(

『
東
方
学
志
』
一
四
五
、
二
〇
〇
八
年)

。 

２
０
４ 

近
藤
浩
一
「
百
済
時
期
の
孝
思
想
受
容
と
そ
の
意
義
」(

前
掲
誌
、
一
二
八
～
一
三
一
頁)

。 

２
０
５ 

金
相
鉉
「
百
済
威
德
王
の
父
王
の
た
め
の
追
福
と
夢
殿
観
音
」(

前
掲
誌
、
五
八
～
六
二
頁)

。 

２
０
６ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
一
〇
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)

。 

韓
国
伝
統
文
化
学
校
『
扶
余
陵
山
里
寺
址-

第
九
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)

。 

２
０
７ 

伽
藍
周
辺
部
建
物
址
の
中
で
韓
国
伝
統
文
化
学
校
が
発
掘
し
た
第
二
建
物
址
の
場
合
、
三
室
に
分
け
ら
れ
、
各
室
ご
と
に
オ
ン
ド
ル
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う

な
点
か
ら
第
二
建
物
址
は
僧
房
址
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
伽
藍
中
心
部
の
展
開
過
程
と
関
連
さ
せ
る
と
、
二
段
階
か
ら
機
能
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

２
０
８ 

本
稿
の
第
三
章
第
二
節
参
照
。 

２
０
９ 

最
近
、
金
鍾
萬
は
陵
山
里
寺
址
建
物
群
の
建
物
址
の
構
造
的
特
徴
を
検
討
し
な
が
ら
、
大
き
く
五
段
階
の
変
遷
過
程
を
想
定
す
る
見
解
を
提
示
し
た
が
、
本
稿
の

一
段
階
と
三
段
階
を
細
分
す
る
程
度
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
。
金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
建
物
群
の
性
格
と
変
遷｣

（
『
考
古
学
誌
』
一
七
、
二
〇
一
一
年)

。 

２
１
０ 

李
炳
鎬
「
泗
沘
都
城
と
慶
州
王
京
の
比
較
試
論
」(

前
掲
誌
、
三
二
～
三
三
頁)

。 

２
１
１ 

梁
起
錫
「
百
済
威
德
王
代
王
権
の
存
在
形
態
と
性
格
」(

『
百
済
研
究
』
二
一
、
一
九
九
〇
年)

。 

梁
起
錫
「
百
済
威
德
王
代
の
対
外
関
係
」(

『
先
史
と
古
代
』
一
九
、
二
〇
〇
三
年)

。 

朴
胤
善
「
威
徳
王
代
の
百
済
と
南
北
朝
の
関
係
」(

『
歴
史
と
現
実
』
六
一
、
二
〇
〇
六
年)

。 

２
１
２ 

申
光
燮
「
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
と
伽
藍
の
特
徴
」(

『
百
済
金
銅
大
香
炉
と
古
代
東
亞
世
亞
』
、
百
済
金
銅
大
香
炉
発
掘
一
〇
周
年
記
念
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
、
二
〇
〇
三
年
、
五
〇
頁)

。 

２
１
３ 

尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(

前
掲
誌)

。 
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平
川
南
「
百
済
と
古
代
日
本
に
お
け
る
道
の
祭
祀
」(

前
掲
誌)

。 
平
川
南
「
道
祖
神
信
仰
の
源
流
」(

前
掲
誌)

。 

２
１
４ 

李
鎔
賢
「
木
簡
」(

前
掲
書
、
二
七
〇
～
二
七
六
頁)

。 

２
１
５ 

李
鎔
賢
は
二
九
五
号
木
簡
を
呪
噤
師
と
関
連
さ
せ
て
見
た(

上
掲
書
、
二
七
五
頁)

。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
二
〇
〇
二-

一
号
の
四
面
木
簡
が
呪
噤
師
と
係
わ
る  

可
能
性
を
言
及
し
た(
本
稿
の
第
三
章
第
一
節
参
照)

。 

２
１
６ 

金
永
旭
「
百
済
の
吏
読
に
つ
い
て
」(

前
掲
誌
、
一
四
三
頁)

。 

２
１
７ 

金
完
鎮
「
国
語
学
一
〇
年
先
の
将
来
を
展
望
す
る
」(

『
国
語
国
文
学
の
未
来
へ
の
道
を
問
う
』
、
太
学
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
～
二
七
頁)

。 

２
１
８ 

趙
海
淑
「
百
済
木
簡
記
録
「
宿
世
結
業
…
」
に
つ
い
て
」(

『
冠
嶽
語
文
研
究
』
三
一
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
〇
頁)

。 

２
１
９ 

趙
海
淑
「
百
済
木
簡
記
録
「
宿
世
結
業
…
」
に
つ
い
て
」(

上
掲
誌
、
一
六
七
～
一
六
八
頁)

。 

２
２
０ 

三
〇
五
号
木
簡
は
前
面
を
「
慧
暉
前
」
と
判
読
し
て
書
簡
と
断
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
前
」
の
最
後
の
画
は
右
側
に
曲
が
り
、
「
苑
」
に
近
い
た

め
に
そ
の
よ
う
な
判
読
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
慧
暉
は
人
名
で
、
陵
山
里
寺
院
の
初
期
施
設
に
居
住
し
た
僧
侶
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る (

尹
善
泰

「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(

前
掲
誌
、
六
四
頁))

。
七
次
調
査
で
は
「
会
睴
」
と
い
う
銘
文
が
印
刻
さ
れ
た
土
器
片
が
発
見
さ
れ
て
お
り(

国
立

扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
一
四
〇
頁))

、
こ
の
「
会
睴
」
が
木
簡
の
「
慧
暉
」
と
音
が
似
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
同
一
物
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
会
睴
は
土
器
の
所
有
者
を
表
記
す
る
た
め
に
刻
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 
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第
四
章 

泗
沘
期
に
お
け
る
百
済
寺
院
の
諸
相 

 

は
じ
め
に 

最
近
、
扶
余
と
益
山
地
域
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る
百
済
の
寺
院
址
に
対
す
る
発
掘
で
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
遺
物
と
遺
構
、
編
年
資

料
が
発
見
さ
れ
、
国
内
外
に
お
け
る
百
済
文
化
に
対
す
る
関
心
を
高
め
て
い
る
。
特
に
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
、
帝
釈
寺
址
、
弥

勒
寺
址
な
ど
に
対
す
る
発
掘
成
果
は
、
植
民
地
期
を
は
じ
め
と
す
る
過
去
の
調
査
に
お
い
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
百
済
の
伽
藍
配
置
に
対
す
る
重
要
な
事
実
を
新

た
に
認
識
さ
せ
、
既
存
の
見
解
を
再
検
討
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
章
で
は
泗
沘
期
の
主
要
寺
院
を
対
象
に
し
て
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
資
料
と
最
近
再
調
査
さ
れ
た
成
果
を
整
理
し
て
百
済
寺
院
の
多
様
な

様
相
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
第
一
節
で
は
主
な
寺
院
址
の
伽
藍
配
置
を
中
心
に
分
析
対
象
と
し
、
そ
の
展
開
過
程
を
「
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
」
と
い
う
側
面
か
ら

整
理
す
る
。
そ
の
過
程
で
泗
沘
遷
都
以
後
、
最
初
に
成
立
し
た
百
済
式
寺
院
で
あ
る
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
抽
出
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。
第
二
節
で
は
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
知
ら
れ
て
い
た
塑
像
と
い
う
遺
物
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
第
二
章
第
一
節
で
部
分

的
に
検
討
し
た
が
、
百
済
故
地
で
発
見
さ
れ
た
塑
像
の
場
合
、
現
在
は
破
片
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
木
塔
や
金
堂
に
奉
安
さ
れ
た
主
要
な
仏
教
造
像
で
あ
る

こ
と
に
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
資
料
を
総
合
的
に
集
成
・
整
理
し
た
後
、
そ
の
製
作
技
法
の
特
徴
や
奉
安
場
所
、
系
統
に
関
す

る
問
題
を
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
。
百
済
の
塑
像
は
破
片
の
状
態
で
残
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
六
～
七
世
紀
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
文
物
交
流
の
姿
を
雄
弁
に
物

語
る
極
め
て
重
要
な
遺
物
で
あ
る
。 

 

第
一
節 

定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
展
開
過
程 

 

(

一)
  

主
要
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
関
す
る
調
査
内
容 
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こ
れ
ま
で
百
済
の
寺
院
址
と
し
て
知
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
推
定
さ
れ
る
場
所
は
熊
津
期
の
大
通
寺
址
を
除
け
ば
大
部
分
が
泗
沘
期
に
属
す
る
。
泗
沘
期
の
寺
院

の
大
部
分
は
扶
余
地
域
に
位
置
す
る
が
、
現
在
の
扶
余
邑
と
窺
岩
面
、
恩
山
面
一
帯
に
は
百
済
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
寺
院
址
が
全
二
五
ヶ
所
知
ら
れ
て
い
る

(

図
二-

一
参
照)

１

。
ま
た
、
益
山
の
帝
釈
寺
址
と
弥
勒
寺
址
、
保
寧
の
聖
住
寺
址
、
礼
山
修
徳
寺
な
ど
で
百
済
寺
院
址
が
発
見
さ
れ
た
り
百
済
時
代
の
遺
物
が

出
土
し
て
い
る
。
そ
の
外
に
も
礼
山
花
田
里
四
面
石
仏
と
泰
安
磨
崖
三
尊
仏
、
瑞
山
磨
崖
三
尊
仏
、
益
山
蓮
洞
里
石
仏
坐
像
、
井
邑
普
化
里
石
仏
立
像
、
青
陽
本

義
里
窯
址
で
発
見
さ
れ
た
陶
製
仏
像
台
座
な
ど
が
百
済
の
地
方
で
発
見
さ
れ
た
仏
教
関
連
遺
跡
で
あ
る
。
泗
沘
期
の
仏
教
関
連
遺
跡
は
扶
余
や
公
州
、
益
山
地
域

を
除
く
と
忠
清
南
道
北
西
部
地
域
に
多
数
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
地
域
が
中
国
と
の
交
流
に
お
い
て
重
要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
２

。
ま
た
、
蘆
嶺
山
脈
以
南
の
全
羅
北
道
南
部
地
域
と
全
羅
南
道
地
域
で
仏
教
関
連
遺
物
や
遺
跡
が
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
栄
山
江

流
域
に
永
ら
く
百
済
の
中
央
と
は
区
分
さ
れ
る
甕
棺
古
墳
の
築
造
が
持
続
し
て
い
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
３

。 

百
済
泗
沘
期
の
寺
院
址
の
中
で
伽
藍
配
置
の
型
式
が
分
か
る
の
は
扶
余
定
林
寺
址
と
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
、
東
南
里
寺
址
、
扶
蘇
山
廃
寺

址
、
益
山
の
帝
釈
寺
址
、
弥
勒
寺
址
、
恩
山
金
剛
寺
址
で
あ
る
。
次
に
最
近
の
発
掘
成
果
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
簡
略
に
み
て

い
き
た
い
。 

 

一)
 

扶
余
定
林
寺
址 

本
稿
の
第
二
章
で
詳
し
く
論
じ
た
よ
う
に
泗
沘
遷
都
直
後
、
特
に
五
四
一
年
以
後
本
格
的
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
定
林
寺
址
は
一
九
四
二
年
と
一

九
四
三
年
に
藤
澤
一
夫
、
一
九
七
九
年
に
忠
南
大
学
校
博
物
館
の
尹
武
炳
が
調
査
し
、
二
〇
〇
五
〜
二
〇
一
〇
年
に
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
再
調
査

が
行
な
わ
れ
、
計
三
回
に
わ
た
る
大
規
模
発
掘
が
実
施
さ
れ
た(

図
四-

一)

。
定
林
寺
の
伽
藍
中
心
部
に
つ
い
て
は
第
二
章
第
一
節
で
検
討
し
て
い
る
た
め
、
最

近
の
発
掘
成
果
の
み
を
簡
略
に
整
理
し
た
い
４

。 

ま
ず
、
台
地
造
成
の
た
め
に
高
い
部
分
を
削
っ
て
、
低
い
部
分
を
盛
土
し
て
い
る
。
そ
の
盛
土
は
北
側
か
ら
南
側
へ
四
〇
～
五
〇
度
ほ
ど
傾
斜
を
つ
け
て
い
る
。

寺
域
の
西
側
と
南
側
は
中
心
建
物
が
建
て
ら
れ
た
盛
土
台
地
よ
り
一
・
五
～
二
メ
ー
ト
ル
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
伽
藍
中
心
部
の
景
観
や
威
容
を
強
調
す
る
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た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
５

。
講
堂
址
は
長
辺
三
九
・
一
メ
ー
ト
ル
、
短
辺
一
六
・
三
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
を
呈
し
、
北
面
は
合
掌
式
、
他
の
所
は
平
積
式
で
積
ん

だ
瓦
積
基
壇
を
持
つ
。
東
・
西
の
付
属
建
物
址
は
や
は
り
瓦
積
基
壇
で
石
を
一
部
混
ぜ
た
平
積
式
で
、
東
側
の
付
属
建
物
址
は
南
北
三
九
・
三
メ
ー
ト
ル
、
東
西

十
二
・
一
メ
ー
ト
ル
の
細
長
い
形
態
を
呈
し
、
報
告
書
で
は
こ
れ
を
単
一
建
物
と
推
定
し
て
い
る
。
講
堂
址
北
側
に
は
東
西
方
向
の
瓦
積
基
壇
建
物
址
が
確
認
さ

れ
て
お
り
僧
房
と
推
定
さ
れ
る
。
東
西
回
廊
址
と
南
回
廊
址
の
連
結
は
Ｌ
字
形
に
直
接
連
結
せ
ず
、
石
築
排
水
路
で
区
分
さ
れ
て
い
る
。
南
回
廊
址
西
側
の
石
築

排
水
路
の
西
側
で
は
三
・
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
東
西
石
列
遺
構
と
小
型
炉
址
な
ど
の
工
房
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
。 

一
方
、
東
西
回
廊
址
北
端
の
付
属
建
物
址
が
講
堂
址
付
近
で
断
絶
す
る
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
講
堂
址
の
東
西
に
軍
守
里
寺
址
や
東
南
里
寺
址
の
東
北
基
壇
・

西
北
基
壇
の
よ
う
な
別
途
建
物
址
が
あ
っ
た
の
か
は
残
存
遺
構
の
破
壊
に
よ
っ
て
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
藤
澤
一
夫
が
作
成
し
た
図
面
や
扶
余
地
域
に

お
け
る
他
の
寺
院
遺
跡
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
現
在
、
付
属
建
物
址
と
命
名
さ
れ
て
い
る
建
物
址
は
南
北
三
九
・
一
メ
ー
ト
ル
で
長
く
連
続
し
た
建
物
で
あ

っ
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
講
堂
址
南
側
基
壇
付
近
で
断
絶
し
た
二
棟
の
建
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二)
 

扶
余
陵
山
里
寺
址 

百
済
金
銅
大
香
炉
と
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
が
出
土
し
た
遺
跡
と
し
て
有
名
な
陵
山
里
寺
址
は
五
六
七
年
に
木
塔
の
心
礎
石
が
埋
め
ら
れ
た
が
、
第
三
章
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
若
干
古
い
六
世
紀
中
半
に
建
立
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
寺
院
は
谷
間
に
位
置
し
て
い
る
た
め
台
地
造
成
の
た
め
の

大
規
模
的
盛
土
と
排
水
施
設
設
置
に
多
く
の
努
力
を
傾
け
た
。
台
地
造
成
作
業
は
北
側
か
ら
南
側
へ
と
真
砂
土
と
粘
土
を
交
互
に
傾
斜
を
つ
け
て
盛
土
し
た
。
盛

土
層
の
高
さ
は
最
も
浅
い
講
堂
南
側
基
壇
部
分
が
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
、
最
も
深
い
南
回
廊
付
近
が
約
二
・
三
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
な
ど
南
低
北
高
と
い
う
地
形
を

忠
実
に
補
完
し
た
。
盛
土
台
地
の
中
に
は
石
築
暗
渠
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
排
水
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

伽
藍
配
置
は
図
四-

二
の
よ
う
に
南
門
が
な
い
状
態
で
中
門
と
木
塔
、
金
堂
、
講
堂
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
東
西
回
廊
址
北
端
に
は
工
房

址Ⅰ

と
不
明
建
物
址Ⅱ

と
命
名
さ
れ
た
付
属
建
物
が
あ
り
、
回
廊
址
東
西
側
に
も
工
房
址Ⅱ
と
不
明
建
物
址Ⅰ

と
命
名
さ
れ
た
別
途
建
物
が
あ
る
。
講
堂
址
北
側

に
は
建
物
址
２
と
命
名
さ
れ
た
僧
房
址
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
本
体
が
三
つ
部
屋
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
各
部
屋
ご
と
に
オ
ン
ド
ル
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。



 

 

 

 

206 

ま
た
、
建
物
址
２
の
西
側
に
は
建
物
址
１
が
あ
る
が
全
体
の
規
模
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
建
物
址
１
の
内
部
か
ら
は
オ
ン
ド
ル
と
排
水
施
設
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
建
物
址
３
の
場
合
、
礎
石
の
間
隔
が
一
定
で
な
く
、
二
基
の
オ
ン
ド
ル
が
別
途
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
小
二
棟
の
建
物
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
る
６

。
た
だ
、
筆
者
は
そ
の
部
か
ら
土
器
類
や
玉
製
品
と
と
も
に
８
０
点
余
り
の
灯
皿
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
章
第
一
節
の
陵
山
里

出
土
木
簡
に
関
す
る
議
論
で
説
明
し
た
倉
庫
の
よ
う
な
施
設
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
よ
う
。 

 

三)
 

扶
余
軍
守
里
寺
址 

一
九
三
五
・
一
九
三
六
年
に
石
田
茂
作
・
斎
藤
忠
の
発
掘
調
査
と
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
七
年
に
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
の
再
発
掘
が
実
施
さ
れ
た
。
植
民
地

期
の
調
査
で
は
塔
・
金
堂
・
講
堂
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
伽
藍
配
置
が
大
阪
の
四
天
王
寺
と
同
じ
と
い
う
点
と
中
門
址
と
塔
址
、
金
堂
址
、

講
堂
址
の
中
心
間
の
距
離
が
日
本
の
四
天
王
寺
、
山
田
寺
と
類
似
す
る
と
い
う
点
を
確
認
し
た(

図
四-

三
の
一)

。
ま
た
、
出
土
遺
物
の
中
で
蝋
石
製
如
来
坐
像

と
金
銅
菩
薩
立
像
は
法
隆
寺
や
そ
の
他
の
飛
鳥
時
代
の
遺
物
と
類
似
す
る
点
が
分
か
っ
た
７

。 

二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
七
年
度
の
調
査
で
は
金
堂
址
と
木
塔
址
、
東
回
廊
址
一
帯
に
対
す
る
再
発
掘
を
実
施
し
た(

図
四-

三
の
二)

８

。
そ
の
結
果
、
木
塔
址
の

調
査
で
は
隅
丸
長
方
形
の
掘
立
柱
の
痕
跡
と
一
六
ヶ
所
の
柱
穴
、
心
礎
石
の
安
置
お
よ
び
心
柱
設
置
の
た
め
の
傾
斜
路(

四
七
四×

一
八
〇
セ
ン
チ)

が
確
認
さ
れ
、

金
堂
址
の
調
査
で
は
南
・
北
・
西
側
の
階
段
址
を
は
じ
め
と
し
て
下
層
瓦
積
基
壇
の
内
側
か
ら
別
の
瓦
積
基
壇
の
痕
跡
が
見
つ
か
り
二
重
基
壇
建
物
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
金
堂
址
の
東
側
二
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
で
は
、
東
西
幅
六
メ
ー
ト
ル
の
東
回
廊
址
と
東
側
へ
２
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
か
ら
東
方
基
壇
建

物
址
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
が
、
建
物
址
の
規
模
や
瓦
積
基
壇
の
痕
跡
は
後
代
の
耕
作
に
伴
う
削
平
に
よ
っ
て
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

軍
守
里
寺
址
の
場
合
、
講
堂
址
に
対
す
る
再
調
査
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
建
物
址
内
部
の
礎
石
の
配
置
状
態
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
三
五
・
三
六

年
の
調
査
結
果
を
見
る
と
講
堂
址
基
壇
か
ら
約
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
所
に
経
蔵
址
、
鐘
楼
址
と
推
定
さ
れ
る
東
北
基
壇
と
西
北
基
壇
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ

る
。
東
西
回
廊
址
北
端
の
付
属
建
物
址(

本
稿
の
い
わ
ゆ
る
東
堂
・
西
堂)

は
そ
の
実
体
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
九
三
八
年
度
報
告
書
に
は
西
回
廊
址
北
端
に
二

室
と
推
定
で
き
る
遺
構
の
痕
跡
が
明
瞭
に
残
っ
て
い
る(

図
四
―
三
の
一)

。
ま
た
、
東
回
廊
と
東
方
基
壇
に
対
す
る
再
調
査
で
は
東
回
廊
址
の
東
側
に
二
メ
ー
ト
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ル
の
間
隔
を
置
い
て
東
方
基
壇
建
物
址
が
あ
っ
た
こ
と
を
再
認
識
で
き
た(

図
四
―
三
の
二)

。
こ
の
こ
と
か
ら
軍
守
里
寺
址
は
東
・
西
回
廊
址
北
端
に
東
堂
と
西

堂
、
そ
の
外
郭
周
辺
に
別
の
東
方
基
壇
建
物
址
と
呼
ば
れ
る
別
途
の
建
物
址
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
軍
守
里
寺
址
は
泗
沘
遷
都
以
後
に
定
林
寺

址
の
建
立
過
程
で
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
な
が
ら
も
、
東
西
回
廊
の
外
郭
に
新
た
な
機
能
を
有
し
た
建
物
が
付
加
さ
れ

る
新
し
い
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 四)

 

扶
余
王
興
寺
址 

扶
余
王
興
寺
址
は
白
馬
江
西
側
の
王
興
寺
岑
城(

現
在
の
蔚
城
山
城)

が
あ
る
ト
ゥ
ム
ジ
ェ
山
南
側
の
稜
線
の
間
の
渓
谷
部
に
位
置
す
る
。
『
三
国
史
記
』
と

『
三
国
遺
事
』
に
は
法
王
二
年(

六
〇
〇)

に
創
建
さ
れ
、
武
王
三
五
年(

六
三
四)

に
完
成
し
た
と
推
定
で
き
る
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
百
済
の
武
王
が

度
々
船
に
乗
っ
て
寺
に
入
っ
て
香
を
焚
い
た
と
い
う
。
一
九
三
四
年
に
「
王
興
」
と
刻
ま
れ
た
高
麗
時
代
の
文
字
瓦
片
が
収
集
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
王
興
寺

址
に
比
定
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
年
次
的
な
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
次
第
に
寺
院
の
全
貌
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ

あ
る
９

。 

こ
の
寺
院
は
木
塔
と
金
堂
、
講
堂
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
は
中
門
が
位
置
す
る
場
所
に
Ｔ
字
形
の
石
築
が
あ
り
、
寺
域
の
西
側
境
界

と
考
え
ら
れ
る
地
点
で
は
排
水
路
と
別
途
の
進
入
施
設
が
確
認
さ
れ
て
い
る(

図
四-

四)

。
そ
の
中
で
木
塔
址
は
一
四×

一
四
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
建
物
址
で
二

重
基
壇
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
央
に
心
礎
石
が
残
っ
て
い
た
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
基
壇
土
上
面
か
ら
五
〇
セ
ン
チ
下
に
位
置
す
る
。
こ
の
心
礎
石
の
南

側
中
央
に
舎
利
孔(

一
六×

十
二×

一
六)

を
設
け
て
舎
利
器
を
奉
安
し
、
朱
漆
で
文
様
を
描
い
た
隅
進
閣
屋
根
形
の
花
崗
岩
製
蓋
で
覆
っ
た
。
石
材
の
南
側
に
は

多
量
の
舎
利
供
養
具
が
散
ら
ば
っ
て
い
た
。 

金
堂
址
は
東
西
二
二
・
七
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
六
・
六
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
建
物
址
で
、
高
麗
時
代
に
再
利
用
さ
れ
た
た
め
外
側
の
基
壇
は
百
済
時
代
、
内
側

の
基
壇
は
高
麗
時
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
講
堂
址
は
金
堂
址
北
側
基
壇
か
ら
一
六
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
東
西
四
六
・
八
メ
ー
ト
ル
、

南
北
一
九
・
二
メ
ー
ト
ル
で
南
側
基
壇
は
架
構
式
基
壇
で
あ
る
が
、
残
り
は
割
石
を
利
用
し
て
積
ん
だ
石
築
基
壇
で
あ
る
。
内
部
調
査
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
一
棟
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二
室
建
物
で
あ
っ
た
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
東
西
に
別
途
の
建
物
址
が
対
称
を
な
し
て
配
置
さ
れ
て
い

る
。
東
西
回
廊
の
北
端
に
は
二
棟
の
付
属
建
物
址(

東
堂
・
西
堂)

が
対
称
を
な
し
て
お
り
、
幅
一
三
・
二
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
四
八
メ
ー
ト
ル
を
測
る
。 

こ
の
寺
院
は
渓
谷
部
に
寺
域
を
作
っ
た
た
め
東
西
築
台
と
そ
れ
に
直
角
を
な
す
南
北
築
台
を
積
ん
で
進
入
施
設
と
し
て
活
用
し
た
。
東
西
石
築
の
北
側
で
あ
る

寺
域
中
心
部
の
場
合
、
最
大
四
・
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
盛
土
層
が
確
認
さ
れ
た
が
、
木
塔
址
南
側
基
壇
付
近
を
境
界
に
し
て
若
干
施
工
部
式
が
異
な
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
１
０

。
進
入
路
は
現
在
の
東
西
築
台
の
中
央
と
西
側
の
二
ヶ
所
で
確
認
さ
れ
た
が
、
東
側
に
も
対
称
の
位
置
に
進
入
施
設
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
こ
れ
を
通
し
て
復
元
し
た
中
心
寺
域
の
東
西
規
模
は
約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
中
央
の
進
入
施
設
は
現
在
六
三
・
四
メ
ー
ト
ル
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
幅
は
一
三
メ
ー
ト
ル
で
、
金
堂
側
に
行
く
に
つ
れ
て
徐
々
に
低
く
な
る
。
西
側
進
入
施
設
の
場
合
、
中
央
進
入
路
か
ら
約
六
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
お
り
幅
は

八
メ
ー
ト
ル
を
測
る
。
一
方
、
王
興
寺
に
供
給
さ
れ
た
瓦
を
生
産
し
た
瓦
窯
址
が
中
心
寺
域
か
ら
東
に
約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
丘
陵
に
位
置
し
て
い
た
が
、

こ
れ
ま
で
百
済
時
代
の
瓦
窯
址
十
六
基
、
高
麗
時
代
の
瓦
窯
址
一
基
が
発
掘
さ
れ
た
。 

王
興
寺
址
で
は
青
銅-

銀-

金
製
の
舎
利
容
器
が
発
見
さ
れ
、
青
銅
製
舎
利
盒
の
外
面
か
ら
塔
の
築
造
年
代
と
建
立
理
由
を
記
録
し
た
銘
文
が
確
認
さ
れ
た
。 

 

丁
酉
年
二
月/

十
五
日
百
済/

王
昌
為
亡
王/

子
立
刹
本
舎/
利
二
枚
葬
時/

神
化
為
三 

 

こ
の
銘
文
を
通
し
て
五
七
七
年
に
威
徳
王
が
亡
く
な
っ
た
王
子
の
た
め
に
こ
こ
に
木
塔
を
建
立
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
１
１

。
ま
た
、
周
辺
か
ら
金
銀
玉
で
作

ら
れ
た
耳
飾
り
と
首
飾
り
な
ど
の
装
身
具
、
北
斉
と
の
交
流
を
示
す
上
平
五
銖
銭
、
花
形
雲
母
装
飾
、
鉄
製
冠
飾
な
ど
が
出
土
し
た
。 

と
こ
ろ
で
五
七
七
年
と
い
う
年
代
は
先
に
言
及
し
た
文
献
記
録
に
見
ら
れ
る
王
興
寺
の
創
建
内
容
と
は
異
な
る
た
め
議
論
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
舎
利
容
器
の

銘
文
に
見
ら
れ
る
「
立
刹
」
を
木
塔
の
建
立
に
の
み
限
定
し
て
解
釈
で
き
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
１
２

。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
北
魏
や
梁
代
の
刹
が
「
塔
基
表
示

の
刹
」
を
意
味
す
る
事
例
が
あ
る
点
か
ら
１
３

、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、 

二
〇
〇
八
年
度
の
調
査
で
は
金
堂
と
木
塔
の
前
後
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
土
層
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
金
堂
は
盛
土
層
の
上
に
基
壇
土
を
構
築
し
て
い
る
が
、
木
塔
は
台
地
造
成
層
を
掘
壙
し
て
構
築
し
た
こ
と
が
明
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ら
か
に
な
っ
た(

図
四-

五)

。
木
塔
の
場
合
、
中
層
建
物
の
構
造
的
特
性
上
、
軸
基
部
を
掘
削
し
て
基
壇
土
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
金
堂
の
基
壇
土
と

同
じ
土
層
を
再
度
掘
削
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
堂
が
木
塔
よ
り
若
干
先
に
建
立
さ
れ
た
か
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
築
造
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
１
４

。
木
塔
と

金
堂
周
辺
か
ら
は
同
じ
笵
型
の
瓦
当
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る(

第
六
章
第
二
節
の
図
六-

二
十
八
の
５
型
式
瓦
当
を
指
す)

。
し
た
が
っ

て
、
王
興
寺
址
は
寺
域
全
体
が
一
定
の
企
画
下
に
段
階
的
に
工
事
が
実
施
さ
れ
た
と
い
え
る
。 

一
方
、
最
近
の
調
査
で
は
伽
藍
中
枢
部
外
郭
か
ら
別
の
建
物
址
、
つ
ま
り
東
西
外
郭
建
物
址
が
対
称
を
な
し
つ
つ
配
置
さ
れ
た
新
た
な
変
化
も
共
に
確
認
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
建
物
址
の
正
確
な
規
模
や
構
造
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
が
、
配
置
か
ら
見
る
と
回
廊
内
側
の
建
物
よ
り
は
低
い
が
東
西
境
界
の

築
台
内
側
に
独
立
的
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
一
定
の
格
を
備
え
た
建
物
で
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
性
格
と
意
味
に
つ
い
て
は
第
六
章
第
一
節
で

再
び
検
討
す
る
。 

 

五)
 

扶
余
東
南
里
寺
址 

一
九
三
八
年
に
石
田
茂
作
・
斎
藤
忠
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
、
一
九
九
三
・
九
四
年
に
忠
南
大
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
に
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
に
よ
っ
て

再
発
掘
と
追
加
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
植
民
地
期
の
調
査
で
は
塔
が
確
認
さ
れ
な
い
な
か
中
門
址
、
金
堂
址
、
講
堂
址
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
、
中
門
と

講
堂
の
左
右
の
建
物
址
を
連
結
す
る
回
廊
址
が
確
認
さ
れ
た(
図
四-

六
の
一)

１
５

。
一
九
九
三
・
九
四
年
の
忠
南
大
博
物
館
に
よ
る
再
発
掘
で
は
金
堂
址
と
推
定

さ
れ
る
所
か
ら
方
形
積
心
土(

一
辺
一
六
〇
～
一
八
〇
セ
ン
チ)

を
礎
石
に
し
た
東
西
五
間
、
南
北
三
間
の
建
物
址(

金
堂
址)

が
確
認
さ
れ
た
の
み
で
、
木
塔
や
中

門
、
南
門
、
回
廊
の
痕
跡
は
見
出
せ
な
か
っ
た(

図
四-

六
の
二)

。
た
だ
、
東
回
廊
址
東
側
で
三
基
の
掘
立
柱
建
物
址
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
一
基
の
大
壁
建
物
址

が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
建
物
址
の
東
側
で
は
東
西
の
幅
一
～
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
の
長
さ
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
瓦
列
が
確
認
さ
れ
た
が
、
寺
院
の
東
側
境
界

線
や
塀
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
さ
れ
る
１
６

。
二
〇
〇
五
年
度
の
追
加
調
査
で
は
遺
跡
の
北
東
側
一
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
か
ら
井
戸
址
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
内
部
か

ら
銅
碗
と
扁
瓶
、
木
簡
一
点
が
出
土
し
た
１
７

。
木
簡
の
場
合
、
井
戸
址
内
か
ら
百
済
と
統
一
新
羅
時
代
の
遺
物
が
混
ざ
っ
て
発
見
さ
れ
た
た
め
、
出
土
様
相
を

基
に
し
た
年
代
判
定
は
困
難
で
あ
っ
た
。 
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こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
塔
が
な
い
伽
藍
な
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
金
堂
南
側
の
左
右
に
双
塔
が
あ
っ
た
の
か
に
対
す
る
議
論
が
あ
っ
た
が
、
最
近
の
再
調
査

で
は
い
か
な
る
痕
跡
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
講
堂
址
の
東
西
か
ら
は
経
蔵
址
、
鐘
楼
址
と
推
定
さ
れ
る
東
北
基
壇
と
西
北
基
壇
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の

建
物
址
は
講
堂
址
基
壇
と
平
行
す
る
よ
う
に
基
壇
を
構
築
さ
れ
、
そ
の
規
模
が
縮
小
し
て
い
る
。
金
堂
址
の
場
合
、
積
心
土
を
基
壇
の
礎
石
と
し
て
使
用
し
て
い

る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
扶
余
官
北
里
遺
跡
と
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
東
西
三
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
九
メ
ー
ト
ル
の
大
型
殿
閣
建
物
址
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る

１
８

。
東
回
廊
址
外
郭
の
大
壁
建
物
址
を
は
じ
め
と
す
る
掘
立
柱
建
物
址
の
場
合
、
伽
藍
の
建
立
と
共
に
廃
棄
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
寺
院
に
先
行
す
る

遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

六)
 

益
山
帝
釈
寺
址 

益
山
帝
釈
寺
址
は
『
観
世
音
応
験
記
』
に
百
済
武
康
王(

武
王)

が
枳
慕
密
地
に
遷
都
し
て
帝
釈
精
舎
を
建
て
た
が
、
貞
観
一
三
年(

六
三
九)

に
雷
雨
に
よ
っ
て

仏
堂
と
七
級
浮
屠
お
よ
び
廊
房
が
全
て
焼
け
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
お
り
１
９

、
六
三
九
年
以
前
で
あ
る
七
世
紀
初
半
に
は
七
層
木
塔
と
仏
殿
、
回
廊
お
よ
び

僧
房
な
ど
を
備
え
た
大
規
模
王
室
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
が
早
く
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
２
０

。
こ
の
寺
院
は
北
東-

南
西
側
に
緩
や
か
に
傾
斜
し
た
地
形
を

盛
土
し
て
平
坦
な
台
地
を
造
成
し
た
後
、
磁
北
か
ら
東
に
約
六
度
偏
っ
た
南
北
中
心
軸
線
上
に
中
門
と
木
塔
、
金
堂
、
講
堂
が
配
置
さ
れ
て
い
る(

図
四-

七)

。

一
九
九
三
年
に
円
光
大
学
校
馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
に
よ
っ
て
初
め
て
試
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
四
年
の
調
査
で
は
七
世
紀
前
半
の

瓦
当
と
塑
像
片
、
壁
体
片
な
ど
建
築
用
廃
棄
物
が
捨
て
ら
れ
た
廃
棄
場
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
２
１

。
二
〇
〇
七
年
度
に
は
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ

て
伽
藍
中
心
部
に
対
す
る
全
面
的
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
木
塔
址
と
金
堂
址
、
講
堂
址
、
東
回
廊
と
東
側
付
属
建
物
址
、
僧
房
址
な
ど
が
確
認
さ
れ
た

２
２

。 木
塔
址
の
場
合
、
一
辺
の
長
さ
二
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
基
壇
が
二
重
に
な
っ
て
お
り
、
結
果
的
に
三
重
基
壇
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
心
礎
石
は
地
上

に
置
か
れ
て
い
た
。
金
堂
址
は
下
層
基
壇
が
東
西
三
一
・
八
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
三
・
六
メ
ー
ト
ル
、
上
層
基
壇
は
東
西
二
九
・
六
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
〇
・
八

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
南
側
と
北
側
基
壇
の
中
央
で
は
階
段
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
講
堂
址
は
削
平
が
激
し
い
た
め
明
確
で
は
な
い
が
、
東
西
五
二
・
七
メ
ー
ト
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ル
、
南
北
一
八
・
四
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
る
。 

一
方
、
木
塔
址
と
金
堂
址
の
間
か
ら
は
東
西
二
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
に
な
る
方
形
の
建
物
基
礎
部
が
確
認
さ
れ
た
が
、
木
塔
址
の
基

礎
部
の
規
模
と
築
造
技
法
が
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
ま
だ
こ
れ
と
い
っ
た
意
見
が
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

帝
釈
寺
址
は
東
西
回
廊
の
間
が
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
中
門
か
ら
講
堂
の
間
の
距
離
が
約
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
百
済
泗
沘
期
の
寺
院
の
中
で
は
最

大
級
に
属
す
る
。
講
堂
址
の
左
右
に
別
途
建
物
址
の
痕
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
そ
れ
以
前
の
時
期
の
百
済
寺
院
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
は
多
量
の
瓦
類
と
土
器
類
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
中
で
軒
平
瓦
と
軒
丸
瓦
が
セ
ッ
ト
を
な
し
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
特
記
す
る
に
値
す
る
。
流
麗
な

忍
冬
唐
草
文
が
施
さ
れ
た
軒
平
瓦
お
よ
び
子
房
と
蓮
弁
に
枠
線
が
あ
る
独
特
な
形
の
軒
丸
瓦
は
帝
釈
寺
式
軒
平
瓦
・
軒
丸
瓦
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。 

一
方
、
帝
釈
寺
址
の
位
置
は
別
宮
や
離
宮
と
推
定
さ
れ
る
王
宮
里
遺
跡
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
王
宮
里
遺
跡
の
場
合
、
六
世
紀
末
以
後
、
遅

く
と
も
七
世
紀
前
半
に
は
宮
城
や
工
房
連
施
設
が
運
営
さ
れ
て
い
た
が
２
３

、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
王
宮
里
遺
跡
の
東
側
に
並
ぶ
よ
う
に
帝
釈
寺
址
が
造
営
・

運
営
さ
れ
た
た
め
で
あ
る(

図
四-

八)

。
こ
の
よ
う
に
王
宮
と
寺
院
が
セ
ッ
ト
を
な
す
様
相
は
第
二
章
第
二
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
泗
沘
都
城
と
定
林
寺
址
の
関

係
を
再
現
し
た
も
の
と
い
え
、
時
期
的
に
近
い
日
本
の
百
済
宮
と
百
済
大
寺
と
の
関
係
や
難
破
宮(

小
郡
宮
・
豊
宮)

と
四
天
王
寺
と
も
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

七)
 

益
山
弥
勒
寺
址 

一
九
二
〇
年
代
後
半
、
藤
島
亥
治
郎
は
益
山
弥
勒
寺
址
に
対
す
る
地
表
調
査
を
実
施
し
た
後
、
伽
藍
配
置
と
石
塔
復
元
に
関
す
る
重
要
な
仮
説
を
提
示
し
て
い

る(

図
四-

九
の
一)

２
４

。
彼
は
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
西
塔
院
と
東
塔
院
の
後
方
に
中
塔
院
を
想
定
し
た
品
字
形
伽
藍
配
置
案
を
提
示
し
た
が
、
彼
が
提
示
し
た
仮

説
は
一
九
八
一
年
の
中
院
木
塔
址
と
金
堂
址
が
確
認
さ
れ
る
前
ま
で
は
『
三
国
遺
事
』
の
「
殿
塔
廊
廡
、
各
三
所
創
之
」
と
い
う
記
録
を
最
も
合
理
的
に
解
釈
し

た
も
の
と
評
価
し
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
中
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
半
ま
で
の
数
回
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
通
し
て
、
こ
の
寺
址
は
三
院
並
列
式

伽
藍
配
置
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た(

図
四-

九
の
二)

２
５

。
弥
勒
寺
址
の
中
軸
線
は
中
院
木
塔
址
を
中
心
に
し
た
時
、
真
北
方
向
に
な
く
、
Ｎ
２
６
度
４
６
分
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０
０
秒
で
、
若
干
西
南
向
き
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
院
式
で
弥
勒
三
尊
を
配
置
す
る
と
い
う
特
異
な
伽
藍
配
置
と
南
向
き
に
開
け
た
地
形
的
な
条
件
の

た
め
と
理
解
さ
れ
て
い
る
２
６

。 

と
こ
ろ
で
、
弥
勒
寺
址
の
伽
藍
配
置
を
三
院
並
列
式
と
断
定
す
る
に
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
図
四-

九-

二
の
配
置
図
を
見
る
と
、
中
門
と
塔
、
金

堂
を
基
準
と
す
る
と
三
院
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
講
堂
と
東
西
僧
房
は
中
院
の
北
側
に
の
み
存
在
す
る
た
め
、
中
院
の
領
域
と
よ
り
密
接
な
関
係
の

中
で
配
置
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
北
朝
時
代
の
多
院
式
寺
院
の
場
合
、
各
院
の
中
心
は
仏
塔
と
仏
殿
、
講
堂
が
中
心
を
な
し
、
そ
の
付
属
要
素

と
し
て
僧
房
や
回
廊
が
追
加
さ
れ
る
様
相
が
一
般
的
で
あ
る
２
７

。
特
に
、
東
西
僧
房
の
建
物
中
心
軸
と
東
院
中
門-

東
塔-

東
金
堂
の
軸
は
互
い
に
一
致
し
な
い

こ
と
も
東
西
僧
房
が
そ
れ
ぞ
れ
の
院
を
構
成
す
る
一
つ
の
要
素
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
弥
勒
寺
跡
の
伽
藍
配
置
は
塔
と
金
堂
が
同
等
に
配
列

さ
れ
た
三
院
で
な
く
、
木
塔
と
中
金
堂
、
そ
の
北
側
の
講
堂
と
東
西
僧
房
が
一
つ
の
完
結
し
た
配
置
を
構
成
し
て
お
り
、
東
西
で
さ
ら
に
塔
と
金
堂
を
追
加(

ま

た
は
拡
張)

で
配
置
し
た
後
、
東
西
回
廊
に
よ
っ
て
寺
域
全
体
を
囲
み
な
が
ら
境
界
を
形
成
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
２
８

。
講
堂
址
の
場
合
、
左
右
の
構
造
が

異
な
る
左
右
異
形
平
面
で
あ
る
が
、
西
側
は
壁
体
を
利
用
し
て
内
部
空
間
を
構
成
し
、
東
側
は
柱
を
立
て
て
開
放
さ
れ
た
空
間
を
形
成
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、

東
西
僧
房
址
の
場
合
も
一
棟
二
室
型
式
の
単
位
空
間
を
並
列
さ
せ
て
構
成
し
た
型
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
新
た
に
明
ら
か
に
な
っ
た
２
９

。 

一
方
、
二
〇
〇
九
年
一
月
、
西
石
塔
補
修
整
備
事
業
を
実
施
す
る
過
程
で
心
柱
石
上
面
中
央
か
ら
舎
利
孔
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
内
部
か
ら
舎
利
奉
安
記
を
は
じ

め
と
す
る
多
様
な
舎
利
荘
厳
具
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
韓
国
の
学
界
で
は
七
回
に
わ
た
る
学
術
大
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
多
様
な
方
面
か
ら
の
検
討
が
進
め

ら
れ
た
３
０

。
そ
の
う
ち
、
伽
藍
配
置
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
舎
利
奉
安
記
の
己
亥
年(

六
三
九)

の
「
造
立
伽
藍
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
に
対

す
る
問
題
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
た
３
１

。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
参
考
に
す
る
と
、
弥
勒
寺
址
の
造
営
は
基
本
的
に
同
じ
計
画
の
下
に
順
次
造
営
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
院
の
西
回
廊
址
と
西
石
塔
の
土
層
調
査
の
結
果
は
中
院
回
廊
が
ま
ず
造
営
さ
れ
た
後
、
西
塔
址
で
台
地
盛
土
お
よ
び
掘
壙
基
壇
の

築
造
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
３
２

。
東
塔
と
西
塔
の
場
合
、
残
存
し
て
い
る
塔
部
材
を
比
較
し
た
結
果
、
西
塔
が
ま
ず
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
東
塔

が
建
て
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
３
３

。 

ま
た
、
最
近
行
わ
れ
た
西
石
塔
下
部
に
対
す
る
調
査
で
、
石
塔
の
基
壇
盛
土
層
か
ら
単
弁
六
葉
蓮
華
文
瓦
当
二
点
と
一
緒
に
多
量
の
平
瓦
と
丸
瓦
が
出
土
し
た
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こ
と
が
注
目
さ
れ
る(

図
四-

九-

三)

３
４

。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
単
弁
六
葉
蓮
華
文
瓦
当
は
弥
勒
寺
址
で
の
み
発
見
さ
れ
る
特
徴
的
な
創
建
瓦
で
、
い
わ
ゆ
る

「
弥
勒
寺
式
瓦
当
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
平
瓦
も
弥
勒
寺
址
の
主
要
建
物
址
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弥
勒
寺
の
西
石

塔
は
伽
藍
中
心
部
の
主
要
木
造
建
物
が
建
設
さ
れ
た
以
後
よ
り
や
や
新
し
い
段
階
に
次
々
と
造
営
さ
れ
た
こ
と
を
よ
り
明
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

そ
う
し
た
点
か
ら
六
三
九
年
の
西
石
塔
の
造
成
は
中
院
の
造
営
と
東
院
石
塔
築
造
の
中
間
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
限
は

丁
亥(

六
二
七)

・
己
丑(
六
二
九)

銘
印
刻
瓦
か
ら
六
二
〇
年
代
後
半
ま
で
遡
り
、
下
限
は
西
石
塔
の
建
立
年
代
と
さ
ほ
ど
違
い
が
な
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

中
院
の
木
塔
と
金
堂
、
そ
の
北
側
の
僧
房
と
東
西
僧
房
が
伽
藍
の
完
結
性
を
持
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
本
稿
の
推
定
も
そ
れ
が
ま
ず
建
立
さ
れ
、
西
院
と

東
院
が
順
次
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
上
記
の
見
解
と
も
符
合
し
て
い
る
。 

弥
勒
寺
の
創
建
は
そ
の
名
称
か
ら
分
か
る
よ
う
に
弥
勒
思
想
と
深
い
関
連
が
あ
る
３
５

。
百
済
の
弥
勒
信
仰
は
五
七
〇
年
頃
に
中
国
に
留
学
し
た
玄
光
を
通
し

て
慧
思
の
弥
勒
信
仰
が
受
容
さ
れ
る
と
と
も
に
活
発
に
な
っ
た
。
百
済
王
室
は
こ
の
よ
う
な
弥
勒
思
想
を
積
極
的
に
後
援
す
る
一
方
、
弥
勒
思
想
の
立
場
か
ら
王

権
の
正
当
化
と
神
聖
化
を
試
み
た
。
そ
れ
ゆ
え
益
山
弥
勒
寺
は
弥
勒
の
出
現
を
祈
る
一
方
、
弥
勒
が
出
現
し
た
時
に
正
法
を
広
め
ら
れ
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
た
道

場
で
あ
り
、
同
時
に
弥
勒
と
弥
勒
の
成
仏
の
本
質
に
対
し
て
遂
行
し
て
悟
る
た
め
の
空
間
と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
い
え
る
。
益
山
弥
勒
寺
址
の
三
院
は
未
来
に
弥

勒
が
出
現
し
た
時
の
三
会
説
法
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
空
間
で
、
一
つ
の
講
堂
は
現
在
そ
こ
に
と
ど
ま
る
修
行
者
が
弥
勒
仏
と
そ
の
成
仏
の
本
質
に
つ
い
て
勉
強

し
遂
行
す
る
空
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

八)
 

扶
余
恩
山
金
剛
寺
址 

恩
山
金
剛
寺
址
は
百
済
の
他
の
廃
寺
址
と
は
異
な
り
東
向
き
に
配
置
さ
れ
て
い
る
３
６

。
こ
の
寺
院
は
中
院
と
塔
、
塔
と
金
堂
の
距
離
が
同
じ
で
あ
り
、
金
堂

と
講
堂
の
距
離
は
二
倍
程
離
れ
て
い
る(

図
四-

一
〇)

。
金
堂
址
は
東
西
二
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
七
・
九
メ
ー
ト
ル
で
礎
石
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
石
造

単
層
基
壇
と
推
定
で
き
る
基
壇
部
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
。
木
塔
址
の
場
合
、
版
築
の
規
模
を
元
に
一
四
・
二
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
正
方
形
と
推
定
さ
れ
、
二
層
の

石
造
基
壇
と
推
定
さ
れ
る
。
講
堂
址
は
東
西
四
五
・
四
五
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
九
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
を
測
る
。
講
堂
址
の
北
側
で
は
東
西
八
八
・
四
八
メ
ー
ト
ル
、
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南
北
一
三
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
と
推
定
さ
れ
る
。
金
剛
寺
址
の
場
合
、
百
済
の
他
の
寺
院
と
は
異
な
り
講
堂
と
回
廊
が
北
回
廊
で
連
結
し
た
も
の
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
壇
石
の
型
式
や
基
壇
築
土
か
ら
推
察
す
る
と
、
創
建
当
時
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
後
代
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
北
回
廊
の
存

在
を
認
め
難
い
３
７

。 

 

九)
 

扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址 

一
九
四
二
年
に
藤
澤
一
夫
、
米
田
美
代
治
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
も
の
の
伽
藍
配
置
図
が
公
開
さ
れ
な
い
状
態
が
続
い
た
が
、
一
九
七
六
年
に
伽
藍
配
置
復
元

図
が
公
開
さ
れ
た(

図
四-

一
一-
一)
３
８

。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
度
に
は
こ
の
復
元
図
が
知
ら
れ
な
い
ま
ま
再
発
掘
が
実
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る(

図
四-

一
一

の
二)

。
こ
の
時
の
再
調
査
で
は
既
存
の
発
掘
遺
構
を
再
確
認
し
、
木
塔
址
の
中
央
付
近
か
ら
供
養
品
の
性
格
を
持
つ
唐
式
帯
金
具
を
収
拾
し
た(

図
四-

一
一
の

三)

３
９

。
こ
の
帯
金
具
に
つ
い
て
、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
武
王
三
八
年(

六
三
七)

条
に
唐
太
宗
が
百
済
使
臣
に
錦
袍
と
彩
帛
三
〇
〇
〇
段
を
与
え
た
と
い
う

記
録
に
注
目
し
て
そ
の
造
営
時
期
を
そ
れ
以
後
と
比
定
し
た
研
究
が
あ
り
参
考
と
な
る
４
０

。
こ
の
遺
跡
は
王
宮
の
背
後
の
山
城
と
推
定
さ
れ
る
扶
蘇
山
城
内
部

に
位
置
す
る
立
地
的
な
特
性
と
と
も
に
講
堂
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。 

 (

二)
 

定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
変
遷 

泗
沘
期
の
扶
余
と
益
山
地
域
の
伽
藍
配
置
は
中
門-

塔-

金
堂-

講
堂
が
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
、
伽
藍
中
心
部
を
回
廊
が
囲
む
一
塔
一
金
堂
式
伽
藍
配
置
が
主

流
を
な
す
。
そ
の
う
ち
、
東
南
里
寺
址
や
弥
勒
寺
址
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
場
合
、
塔
や
講
堂
の
有
無
、
多
院
式
伽
藍
な
ど
で
変
形
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
第
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
度
の
定
林
寺
址
再
発
掘
調
査
を
基
点
に
し
て
一
塔
一
金
堂
式
伽
藍
配
置
の
細
部
的
な
問
題
、
特
に
講
堂
址
と

回
廊
址
の
連
結
方
式
や
講
堂
址
の
東
西
に
あ
る
別
途
建
物
址
、
講
堂
の
内
部
構
造
と
い
っ
た
問
題
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
泗
沘
期
に
お
け

る
主
要
寺
院
の
伽
藍
配
置
の
原
型(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)

と
し
て
「
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
」
と
い
う
概
念
を
設
定
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
に

つ
い
て
主
要
寺
院
の
伽
藍
配
置
の
変
遷
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
は
第
二
章
第
一
節
で
も
検
討
し
た
が
、
論
旨
展
開
の
必
要
上
、
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重
複
を
い
と
わ
ず
再
度
検
討
し
た
い
。 

ま
ず
、
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
推
定
し
て
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
寺
院
は
中
門-

塔-

金
堂-

講
堂
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
回
廊
が
囲
む
型
式
で
あ
る(

図
四-

一)

。
大
阪
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
非
常
に
似
て
い
る
が
、
講
堂
と
回
廊
の
連
結
方
式
が
北
回
廊
に

よ
っ
て
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
、
東
西
回
廊
址
北
端
の
付
属
建
物(

以
下
、
東
堂
と
西
堂
と
い
う
名
称
を
混
用
す
る)

、
講
堂
址
の
東
西
に
あ
る
別
途
建
物
で
連
結

す
る
方
式
を
取
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
定
林
寺
址
の
再
調
査
の
結
果
、
講
堂
址
の
左
右
に
は
別
途
建
物
が
な
く
、
東
堂
・
西
堂
が
長
く
配
置
さ
れ
た
形
式
で
あ

っ
た
と
推
定
す
る
見
解
が
台
頭
し
て
お
り
４
１

、
こ
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
遺
跡
に
対
す
る
最
初
の
発
掘
者
で
あ
る
藤
澤
一
夫
が
作
成
し
た
図
四-

一
の
一
を
見
る
と
、
金
堂
址
と
講
堂
址
の
西
側
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
建
物
址
の
痕

迹
が
二
棟
確
認
さ
れ
る
。
二
次
発
掘
者
の
尹
武
炳
が
作
成
し
た
図
四-

一
の
二
を
見
る
と
、
講
堂
址
東
側
と
東
回
廊
を
中
心
で
発
掘
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
は
一
次
調
査
が
伽
藍
中
心
部
の
西
側
一
帯
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
二
次
調
査
で
確
認
さ
れ
た
東
回
廊
北
側
地
域
に
対
す
る
調
査
区
域

は
、
三
次
調
査
の
東
側
付
属
建
物
の
範
囲
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る(

図
四-

一
の
三)

。
つ
ま
り
、
最
近
の
三
次
調
査
は
一
・
二
次
発
掘
調
査
地
域
に
対
す
る
再
調

査
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
先
行
遺
構
が
す
で
に
削
平
さ
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
図
四-

一
の
一
を
見
る
と
講
堂
址
の
東
側
と
西
側
、
金
堂
址
の
西
側
に
そ

れ
ぞ
れ
別
個
の
建
物
址
の
痕
迹
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
最
近
調
査
さ
れ
た
図
四-

一
の
三
で
も
講
堂
址
南
西
隅
の
西
側
付
近
で
排
水
施
設
の
痕
迹
が
発
見
さ
れ
た
。

そ
こ
で
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
遺
構
の
状
況
と
そ
の
後
に
出
現
す
る
百
済
寺
院
の
東
堂
・
西
堂
の
事
例
を
参
考
に
し
て
図
四-

一
の
四
の
よ
う
な
復
元
図
を
作
成
し

た
。
こ
の
図
面
の
よ
う
に
定
林
寺
址
は
回
廊
北
端
に
二
棟
の
建
物
が
配
置
さ
れ
た
と
見
る
の
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
４
２

。
六
世
紀
代
の
他
の
寺
院
と
は

異
な
り
、
回
廊
址
北
端
の
東
堂
・
西
堂
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
は
、
木
塔
の
代
わ
り
に
石
塔
が
建
立
さ
れ
る
重
建
期
に
図
四-

七
の
帝
釈
寺
址
と
類
似
し

た
形
態
に
変
形
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。 

一
方
、
定
林
寺
址
の
東
西
回
廊
北
端
の
建
物
址
を
一
棟
の
建
物
と
想
定
し
て
図
四-
一
の
三
の
よ
う
に
復
元
し
た
研
究
は
定
林
寺
址
の
創
建
時
期
を
泗
沘
遷
都

以
後
で
は
な
く
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
前
半
と
推
定
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
４
３

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
す
る
研
究
者
は
塑
像
を
は

じ
め
と
し
て
中
国
製
青
磁
片
な
ど
六
世
紀
中
半
以
前
に
遡
る
重
要
な
相
対
編
年
資
料
に
つ
い
て
の
言
及
が
無
い
。
本
稿
の
第
二
章
第
一
節
で
詳
し
く
述
べ
た
が
、
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こ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
す
る
当
事
者
が
直
接
参
加
し
て
発
掘
し
た
図
二-

一
三
の
よ
う
な
独
特
な
形
態
の
人
物
像
片
の
場
合
、
そ
の
形
態
は
「
梁
職
貢
図
」
で

「
魯
国
」
と
命
名
さ
れ
た
人
物
と
図
像
的
に
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
世
紀
後
半
の
定
林
寺
址
の
本
格
的
な
造
営
以
前
に
泗
沘
都
城
の
中
心
部
で
あ
る
現
在

の
定
林
寺
址
の
位
置
に
炉
址
を
は
じ
め
と
す
る
小
規
模
の
工
房
関
連
施
設
の
み
が
存
在
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
図
二-

一

の
三
の
よ
う
に
南
北
に
長
い
東
堂
・
西
堂
建
物
は
重
建
さ
れ
た
定
林
寺
址
の
姿
を
示
す
も
の
と
理
解
す
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
六
三
九
年
に
焼
失

し
た
、
つ
ま
り
七
世
紀
前
半
に
建
立
さ
れ
た
図
四-

七
の
帝
釈
寺
址
の
東
堂
・
西
堂
と
非
常
に
類
似
す
る
も
の
で
、
七
世
紀
代
以
後
、
創
建
期
の
定
林
寺
址
の
原

形
が
一
部
変
形
し
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

一
方
、
定
林
寺
址
に
つ
い
て
の
最
近
の
再
調
査
で
は
東
西
回
廊
址
と
南
回
廊
址
の
連
結
方
式
が
Ｌ
字
形
で
あ
り
、
直
ち
に
連
結
せ
ず
石
築
排
水
路
で
区
分
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た(

図
四-
一
の
三)

。
こ
れ
は
屋
根
の
高
低
差
を
利
用
し
て
回
廊
を
連
結
す
る
方
式
で
、
そ
の
後
、
陵
山
里
寺
址
や
新
羅
の
皇
龍
寺
址

で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
南
回
廊
址
西
側
一
帯
に
対
す
る
調
査
で
は
東
西
の
石
列
遺
構
と
と
も
に
工
房
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
遺
構
は
中
心

部
よ
り
一
・
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
低
く
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
定
林
寺
址
建
立
の
た
め
に
大
規
模
的
な
盛
土
作
業
を
行
っ
た
結
果
で
あ
り
、
伽
藍
中
心
部
の
権
威

的
な
建
築
物
と
し
て
の
威
容
を
視
角
的
に
も
よ
り
強
く
誇
示
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
４
４

。 

定
林
寺
址
の
場
合
、
遺
構
の
破
壊
が
激
し
く
伽
藍
配
置
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
や
各
建
物
址
の
機
能
を
把
握
す
る
た
め
に
は
限
界
が
あ
る
。
現
段
階
で
は
定
林
寺
址

に
最
も
忠
実
に
従
い
な
が
ら
、
時
期
的
に
も
近
い
図
四-

二
の
陵
山
里
寺
址
を
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
両
者
を
比
較
し
な
が
ら
定
林
寺
式
伽
藍
配
置

を
定
義
し
て
み
る
と
、
こ
の
寺
院
は
南
門
が
な
い
状
態
で
中
門-

塔-
金
堂-

講
堂
が
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
、
こ
れ
を
回
廊
が
巡
る
型
式
で
あ
っ
た
と
い
え
る
４
５

。

講
堂
と
回
廊
の
連
結
方
式
は
回
廊
址
北
端
の
い
わ
ゆ
る
東
堂
と
西
堂
、
講
堂
址
東
西
側
の
別
途
建
物
で
連
結
さ
れ
る
型
式
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
東
西
回
廊
と
南

回
廊
は
Ｌ
字
形
で
直
ち
に
連
結
せ
ず
断
絶
し
て
お
り
、
南
回
廊
は
東
西
回
廊
よ
り
少
し
長
く
突
出
し
て
い
る
。 

軍
守
里
寺
址
の
場
合
、
瓦
当
を
は
じ
め
と
す
る
出
土
遺
物
、
心
礎
石
と
舎
利
の
安
置
方
式
、
建
物
址
の
配
置
な
ど
か
ら
見
る
と
、
陵
山
里
寺
址
と
王
興
寺
址
の

中
間
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
４
６

。
こ
の
遺
跡
に
対
す
る
戦
前
の
調
査
で
は
塔-

金
堂-

講
堂
が
南
北
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
、
そ
の
伽
藍
配
置
が

大
阪
の
四
天
王
寺
と
同
じ
と
い
う
点
と
中
門
址
と
塔
址
、
金
堂
址
、
講
堂
址
の
中
心
間
距
離
が
四
天
王
寺
、
山
田
寺
な
ど
と
類
似
す
る
と
い
う
点
を
確
認
し
た
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(
図
四-

三
の
一)

。
ま
た
、
最
近
の
木
塔
址
に
対
す
る
再
調
査
で
は
一
六
ヶ
所
の
柱
孔
、
心
礎
石
の
安
置
お
よ
び
心
柱
の
設
置
の
た
め
の
傾
斜
路
が
確
認
さ
れ
、

金
堂
址
の
調
査
で
は
二
重
基
壇
と
下
成
礎
石
を
確
認
し
た(

図
四-

三
の
二)

。
金
堂
址
東
側
の
東
方
基
壇
建
物
址
の
場
合
、
建
物
址
の
痕
跡
は
確
認
さ
れ
た
が
、

そ
の
規
模
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。 

軍
守
里
寺
址
の
場
合
、
講
堂
址
に
対
す
る
再
調
査
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
建
物
址
内
部
礎
石
の
配
置
状
態
が
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
三
五
・
一
九
三

六
年
の
調
査
結
果
を
見
る
と
、
講
堂
址
基
壇
か
ら
約
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
に
東
北
基
壇
と
西
北
基
壇
が
確
認
さ
れ
、
西
回
廊
址
北
端
に
西
室
と
推
定
さ
れ
る

遺
構
の
痕
跡
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
東
回
廊
と
東
方
基
壇
に
対
す
る
再
調
査
で
は
東
回
廊
址
の
東
側
に
二
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
置
い
て
東
方
基
壇
建
物
址
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
陵
山
里
寺
址
と
王
興
寺
址
の
事
例
を
参
考
に
し
て
図
四-

三
の
三
の
よ
う
な
復
元
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
図
面
で
既
存
の
図
四-

三
の

一
と
二
と
異
な
る
点
は
二
点
あ
る
。
ま
ず
西
回
廊
址
北
端
に
西
堂
、
そ
の
反
対
側
に
東
堂
が
あ
っ
た
と
推
定
し
た
点
で
あ
る
。
東
堂
と
西
堂
の
規
模
は
東
回
廊
址

の
内
側
石
列
が
講
堂
址
東
側
の
東
北
基
壇
付
近
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
陵
山
里
寺
址
の
東
堂
・
西
堂
を
参
考
に
し
て
三
間
と
推
定
し
た
。
ま
た
、
東
回
廊
址

外
郭
で
金
堂
址
と
平
行
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
東
方
基
壇
建
物
址
を
参
考
に
し
て
西
側
に
も
同
じ
大
き
さ
の
建
物
を
復
元
し
た
。
図
四-

三
の
一
の
西
方
基
壇

は
東
方
基
壇
と
規
模
や
位
置
が
異
な
り
左
右
対
称
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
図
四-

四
の
王
興
寺
址
の
伽
藍
配
置
を
参
考
に
し
て
東
方
基
壇
と
対
称
す
る

建
物
が
西
側
に
も
あ
っ
た
も
の
と
推
定
し
た
。 

五
七
七
年
に
威
徳
王
が
発
願
し
た
王
興
寺
址
の
場
合
、
木
塔
址
か
ら
舎
利
容
器
と
舎
利
荘
厳
具
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
発
掘
成
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
年
次
的
な
発
掘
を
通
じ
て
伽
藍
配
置
の
全
貌
が
徐
々
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
従
い
な
が
ら
も
い
く
つ
か
の
相
違
点

が
発
見
さ
れ
た(

図
四-

四)

。
ま
ず
、
木
塔
址
南
側
で
は
Ｔ
字
型
の
東
西
石
築
が
配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
東
西
石
築
の
場
合
、
北
側
の
寺
域
を
造
成
す
る

た
め
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
、
他
の
寺
院
で
は
中
門
址
附
近
に
該
当
す
る
部
分
に
施
設
さ
れ
、
南
北
石
築
の
場
合
、
『
三
国
史
記
』
や
『
三
国
遺
事
』
に
記
録
さ

れ
た
王
の
行
幸
と
関
連
し
た
御
道
の
よ
う
な
進
入
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
度
の
調
査
で
は
寺
域
の
中
心
部
か
ら
約
六
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
で
幅

約
八
メ
ー
ト
ル
の
別
途
の
進
入
施
設
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

伽
藍
中
心
部
は
木
塔
と
金
堂
、
講
堂
が
南
北
軸
線
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
東
西
回
廊
址
北
端
に
は
南
北
の
長
さ
約
四
八
メ
ー
ト
ル
の
付
属
建
物
址
が
確
認



 

 

 

 

218 

さ
れ
た
。
講
堂
址
の
場
合
、
そ
の
東
西
側
で
別
途
建
物
址
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
規
模
や
内
部
構
造
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
全
般
的
な
配
置
様
相
は
陵
山
里
寺
址

と
非
常
に
類
似
す
る
。
一
方
、
東
西
回
廊
址
の
外
郭
で
は
東
堂
と
西
堂
の
外
郭
か
ら
実
体
の
分
か
ら
な
い
別
の
外
郭
建
物
址
の
基
壇
が
確
認
さ
れ
た
。
回
廊
址
外

郭
の
東
西
付
属
建
物
址
は
軍
守
里
寺
址
の
東
方
基
壇
と
類
似
し
た
性
格
の
建
物
と
推
定
さ
れ
る
た
め
今
後
の
調
査
結
果
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
軍
守
里
寺

址
と
王
興
寺
址
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
新
た
な
機
能
を
持
つ
建
物
が
増
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。 

六
世
紀
後
半
に
は
東
南
里
寺
址
が
建
立
さ
れ
た
。
こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
初
期
の
発
掘
調
査
か
ら
塔
が
な
い
伽
藍
な
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
金
堂
の
南
側
左

右
に
双
塔
が
存
在
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
っ
た
が(

図
四-

六
の
一)

、
最
近
の
再
調
査
で
は
い
か
な
る
痕
跡
も
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
講
堂
址
の
東
西

か
ら
は
経
蔵
址
、
鐘
楼
址
と
推
定
さ
れ
る
東
北
基
壇
と
西
北
基
壇
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
建
物
址
は
講
堂
址
基
壇
と
平
行
す
る
よ
う
に
基
壇
を
構
築

し
、
そ
の
規
模
が
縮
小
し
て
い
る(
図
四-

六
の
二)

。
最
近
再
調
査
さ
れ
た
金
堂
址
の
場
合
、
方
形
積
心
土
を
基
壇
の
礎
石
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
事
例
は
扶
余
官
北
里
遺
跡
と
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
大
型
殿
閣
建
物
址
の
基
壇
と
類
似
し
、
洛
陽
永
寧
寺
木
塔
址
と
南
門
址
や
城
の
趙
彭
城
廃
寺
址
の
木
塔
址
で

類
似
す
る
痕
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
北
朝
の
礎
石
設
置
方
式
と
の
関
連
性
が
想
定
さ
れ
る
４
７

。
こ
の
寺
院
の
場
合
、
塔
が
建
立
さ
れ
て
お
ら
ず
４
８

、
講
堂
の

東
西
に
あ
る
別
途
建
物
が
縮
小
し
、
回
廊
北
端
の
東
堂
・
西
堂
も
建
立
さ
れ
な
い
と
い
う
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。 

益
山
帝
釈
寺
址
は
『
観
世
音
応
験
記
』
に
六
三
九
年
に
火
災
で
焼
失
し
た
と
い
う
記
録
と
出
土
遺
物
か
ら
七
世
紀
前
半
に
建
立
さ
れ
た
寺
刹
と
考
え
ら
れ
る
。

寺
域
の
北
側
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
で
は
火
が
受
け
た
瓦
片
と
塑
像
片
、
壁
体
片
な
ど
が
出
土
し
た
廃
棄
場
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
記
録
の
信
憑
性
を
高

め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
結
果
、
講
堂
址
の
東
西
に
は
別
途
建
物
址
が
確
認
さ
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
東
西
回
廊
址
北
端
の
東
堂
・
西
堂
が
大
型
化
さ
れ

た(

図
四-

七)

。
帝
釈
寺
址
の
場
合
、
講
堂
址
の
東
西
に
あ
っ
た
別
途
建
物
が
な
く
な
る
と
い
う
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
い
え
る
。 

弥
勒
寺
址
の
場
合
、
三
院
並
列
式
伽
藍
配
置
を
な
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
従
っ
て
い
る(

図
四-

九
の
二)

。
弥
勒
寺
址
の
伽
藍
配

置
は
塔
と
金
堂
が
同
等
に
配
列
さ
れ
た
三
院
で
な
く
、
定
林
寺
址
の
よ
う
に
木
塔
と
中
金
堂
、
そ
の
北
側
の
講
堂
と
東
西
の
僧
房
が
一
つ
の
完
結
し
た
寺
刹
配
置

を
構
成
し
た
後
、
東
西
に
塔
と
金
堂
を
追
加(

ま
た
は
拡
張)

し
て
配
置
し
、
東
西
回
廊
に
よ
っ
て
寺
域
全
体
を
囲
み
な
が
ら
境
界
を
形
成
し
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
４
９

。
特
に
、
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
で
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
東
堂
と
西
堂
が
こ
こ
で
は
講
堂
址
南
側
に
あ
る
東
西
僧
房
址
に
変
形
し
、
講
堂
址
の
東
西
に
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あ
る
別
途
建
物
址
が
な
く
な
る
代
わ
り
に
北
回
廊
に
よ
っ
て
連
結
す
る
様
子
が
初
め
て
確
認
さ
れ
た
５
０

。
つ
ま
り
、
図
四-

八
と
図
四-

九
の
二
を
比
較
し
て
み

る
と
、
帝
釈
寺
址
の
東
堂
と
西
堂
が
弥
勒
寺
址
で
は
僧
房
址
に
変
わ
り
、
弥
勒
寺
址
の
場
合
、
講
堂
と
東
・
西
堂
の
連
結
も
北
回
廊
に
変
形
し
た
こ
と
を
確
認
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
弥
勒
寺
址
の
三
院
並
列
式
伽
藍
配
置
も
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
ベ
ー
ス
に
し
た
百
済
内
部
に
お
け
る
変
化
・
発
展
と
い
う
連
続
性
を
有
し

て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
時
、
三
院
式
と
い
う
要
素
は
南
朝
大
愛
敬
寺
や
東
魏
・
北
斉
の
趙
彭
城
廃
寺
址
な
ど
か
ら
始
ま
り
５
１

、
隋
唐
代
に
本
格
的
に
流
行
す

る
多
院
落
多
仏
殿
の
大
型
院
落
式
寺
院
５
２

の
影
響
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う(

本
稿
の
第
六
章
第
一
節
参
照)

。 

七
世
紀
中
半
に
な
る
と
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
よ
う
に
講
堂
が
省
略
さ
れ
た
型
式
が
出
現
す
る(

図
四-

一
一)

。
こ
の
遺
跡
は
王
宮
の
背
後
山
城
で
あ
り
後
苑
の

機
能
も
担
っ
た
扶
蘇
山
城
内
部
に
位
置
す
る
と
い
う
立
地
的
特
性
か
ら
、
内
仏
堂
の
よ
う
な
性
格
の
寺
刹
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
伽
藍
配
置
上
で
は
講
堂
が

確
認
さ
れ
な
い
と
い
う
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
５
３

。 

以
上
の
検
討
を
総
合
し
て
み
る
と
、
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
伝
統
は
基
本
的
に
百
済
滅
亡
期
ま
で
続
く
が
、
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
が
造
営
さ
れ
た
六
紀
中

後
半
頃
か
ら
一
定
の
変
化
が
生
じ
、
六
世
紀
末
以
後
に
は
付
属
建
物
や
別
途
建
物
、
講
堂
と
い
っ
た
施
設
が
省
略
さ
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。
七
世
紀
前
半

に
あ
ら
わ
れ
た
弥
勒
寺
址
の
三
院
並
列
式
伽
藍
配
置
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
ベ
ー
ス
に
し
た
変
形
と
い
え
る
が
、
こ
こ
に
は
中
国
の
大
型
院
落
式
寺
院
の
影
響

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
六
世
紀
後
半
、
皇
龍
寺
址
の
重
建
伽
藍
や
飛
鳥
寺
に
見
ら
れ
る
三
金
堂
が
造
営
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
百
済
で
は
泗
沘
遷
都
初
期
か
ら
滅
亡
期
ま
で
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
が
造
営
さ
れ
続
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
様
式
の
伽
藍

配
置
は
広
い
意
味
で
「
百
済
式
伽
藍
配
置
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
以
上
の
検
討
は
伽
藍
配
置
の
外
形
に
対
す
る
形
態
的
分
析
に
の
み
依
存
し
て

い
る
た
め
、
今
後
建
物
の
基
壇
構
造
や
規
模
、
建
物
間
の
中
心
距
離
を
は
じ
め
と
す
る
造
営
計
画
の
分
析
、
建
物
址
の
機
能
に
関
す
る
検
討
な
ど
を
通
し
て
補
完

す
る
必
要
が
あ
り
、
中
国
や
新
羅
、
日
本
の
寺
院
と
の
比
較
も
求
め
ら
れ
る
。 

一
方
、
百
済
伽
藍
の
建
物
址
の
中
で
陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
で
確
認
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
一
棟
二
室
建
物
址
」
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
建
物
址
は

中
国
集
安
東
台
子
遺
跡
で
初
め
て
確
認
さ
れ
た
が
、
最
近
で
は
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
第
一
建
物
址
、
弥
勒
寺
址
の
講
堂
址
と
僧
房
址
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る(

図

四-

一
二)

５
４

。
そ
の
う
ち
の
図
四-

十
二
の
三
の
弥
勒
寺
址
講
堂
址
の
場
合
、
東
室
は
礎
石
の
上
に
柱
を
立
て
て
空
間
を
作
り
、
西
室
は
壁
体
を
利
用
し
て
内
部
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空
間
を
構
成
し
た
特
異
な
構
造
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址(

図
四-

一
二
の
一)

と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
図
四-

一
二
の
四
の
弥
勒

寺
址
僧
房
址
の
場
合
、
一
棟
二
室
型
式
の
建
物
を
並
列
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
構
造
は
慶
州
皇
龍
寺
址
の
創
建
伽
藍
の
講
堂
址
下
部
遺
構
と
非
常

に
類
似
し
て
い
る(

図
四-

一
二
の
六)

。
ま
た
、
慶
州
感
恩
寺
址
の
工
房
址
で
も
一
棟
二
室
建
物
址
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
そ
の
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
点
で
一
棟
二
室
建
物
は
百
済
建
築
の
専
有
物
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
寺
院
の
運
営
や
生
活
と
関
連
し
た
百
済
建
築
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、

古
代
寺
院
の
機
能
と
性
格
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
（
所
謂
「
一
棟
二
室
建
物
」
と
日
本
の
初
期
寺
院
と
の
関
連
性
に
対
し
て
は
本
稿

の
第
六
章
第
一
節
参
照
）
。 

  

 



 

 

 

 

221 

第
二
節 

泗
沘
期
塑
像
の
展
開
過
程 

 

(

一)   
塑
像
の
出
土
状
況 

扶
余
と
益
山
を
中
心
に
し
た
百
済
故
地
か
ら
は
こ
れ
ま
で
多
数
の
塑
像
片
が
出
土
し
て
い
る
。
百
済
で
初
め
て
塑
像
が
出
土
し
た
の
は
扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址
で

あ
り
、
一
九
四
二
年
八
月
下
旬
に
米
田
美
代
治
氏
、
藤
澤
一
夫
氏
は
こ
こ
か
ら
壁
画
片
と
塑
像
片
、
風
鐸
の
舌
な
ど
を
発
掘
し
た
。
そ
の
後
、
藤
澤
氏
は
一
九
四

二
年
九
月
と
一
九
四
三
年
十
一
月
に
扶
余
旧
衙
里
一
帯
の
寺
院
遺
跡
を
調
査
し
、
そ
の
際
に
も
多
量
の
塑
像
片
が
出
土
し
た
。
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
出
土
品
に
つ
い

て
は
、
当
時
す
で
に
法
隆
寺
五
重
塔
の
よ
う
な
木
塔
の
内
部
を
荘
厳
す
る
塔
本
塑
像
で
あ
る
と
推
定
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
た
５
５

。 

一
九
四
五
年
以
後
は
、
一
九
六
四
年
三
月
に
扶
余
郡
恩
山
面
金
剛
寺
、
一
九
六
四
年
十
月
に
扶
余
臨
江
寺
址
、
一
九
七
一
年
五
月
に
青
陽
汪
津
里
窯
址
か
ら
塑

像
が
発
掘
さ
れ
た
が
、
目
立
っ
た
注
目
は
あ
び
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
九
年
か
ら
行
な
わ
れ
た
扶
余
定
林
寺
址
の
発
掘
に
お
い
て
、
多
量
の
塑
像
が
出
土

し
研
究
者
の
耳
目
を
集
め
た
が
、
本
格
的
な
研
究
成
果
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
、
益
山
弥
勒
寺
址
か
ら
彩
色
さ
れ
た
塑
像
片
と
塼
片
が
発
掘
さ
れ

て
お
り
、
一
九
八
六
年
に
は
青
陽
本
義
里
窯
址
か
ら
塑
造
の
大
型
台
座
が
発
見
さ
れ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
は
扶
余
陵
山
里
寺
址
と
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場

遺
跡
か
ら
多
量
の
塑
像
片
が
発
掘
さ
れ
、
最
近
で
は
益
山
王
宮
里
遺
跡
と
弥
勒
寺
址
西
石
塔
か
ら
も
塑
造
の
螺
髪
が
発
見
さ
れ
た
５
６

。 

百
済
故
地
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
大
部
分
は
形
態
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
破
壊
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
特
別
な
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
塑
像
は
発
掘
調
査
や
地
表
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
き
た
が
、
塑
像
は
美
術
史
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
た
め
考
古
学
か
ら
は
等

閑
視
さ
れ
、
ま
た
美
術
史
学
分
野
に
お
い
て
も
頭
状
や
相
好
、
手
印
、
衣
文
な
ど
の
特
徴
の
把
握
が
難
し
い
破
片
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
ま
り
関
心
が

払
わ
れ
な
か
っ
た
。
百
済
の
塑
像
発
掘
に
お
い
て
画
期
的
な
転
換
点
と
な
っ
た
定
林
寺
址
の
出
土
品
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
「
陶
俑
」
と
命
名
し
て
墳
墓
に
副
葬

す
る
明
器
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
、
こ
の
分
野
の
研
究
を
遅
延
さ
せ
る
も
う
ひ
と
つ
の
原
因
と
な
っ
た
。 

し
か
し
、
筆
者
は
定
林
寺
址
出
土
の
塑
像
を
再
検
討
し
、
百
済
故
地
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
様
相
と
、
中
国
や
日
本
に
お
け
る
塑
像
の
出
土
事
例
と
の
比
較
を

通
じ
て
、
そ
れ
が
元
来
木
塔
を
荘
厳
し
て
い
た
塔
本
塑
像
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た(

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
参
照)

。
そ
の
過
程
で
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
し
か
知
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ら
れ
て
い
な
か
っ
た
百
済
故
地
出
土
の
塑
像
を
総
合
的
に
整
理
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
百
済
故
地
出
土
塑
像
の
展
開
過
程
と
特
徴
を
整
理

し
て
い
く
。
ま
ず
、
扶
余
と
益
山
な
ど
百
済
故
地
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
塑
像
の
出
土
様
相
を
整
理
し
た
後
、
そ
の
変
遷
過
程
と
奉
安
場
所
と
製
作
技
法
の
特
徴
、

系
統
に
関
す
る
問
題
を
検
討
し
、
高
句
麗
や
新
羅
、
日
本
か
ら
出
土
し
た
塑
像
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
簡
略
に
言
及
す
る
。 

こ
れ
ま
で
百
済
故
地
で
は
全
部
で
十
二
遺
跡
か
ら
塑
像
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
出
土
位
置
、
製
作
技
法
を
中
心
に
紹
介
し
、
そ
の
共

伴
遺
物
と
の
相
対
編
年
を
通
し
て
製
作
時
期
を
推
定
す
る
。
製
作
技
法
に
関
す
る
叙
述
で
は
胎
土
、
成
形
方
法
、
焼
成
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
主
に
検
討
し
た
が
、

特
に
成
形
方
法
の
場
合
、
笵
型
使
用
の
有
無
、
芯
木
の
使
用
痕
、
頭
部
と
胴
体
の
結
合
方
式
な
ど
に
注
目
し
て
検
討
す
る
。 

 

一)
 

扶
余
定
林
寺
址 

定
林
寺
址
出
土
の
塑
像
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
西
回
廊
址
と
南
回
廊
址
が
接
す
る
南
角
の
大
型
瓦
廃
棄
竪
穴
か
ら
赤
色
の
焼
土
・
瓦
片
と
と
も
に
出
土
し
た
。

こ
れ
ま
で
百
六
十
点
余
り
が
出
土
し
て
お
り
、
大
型
塑
像
、
中
型
塑
像
、
小
型
塑
像
、
情
景
塑
像(

影
塑
像)

な
ど
多
様
な
大
き
さ
と
形
態
を
な
す
塑
像
片
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
泗
沘
期
の
塑
像
中
で
最
も
古
い
段
階
に
属
し
、
製
作
時
期
は
泗
沘
遷
都
直
後
、
具
体
的
に
は
『
梁
書
』
、
『
南

史
』
、
『
三
国
史
記
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
五
四
一
年
の
「
梁
武
帝
の
工
匠
・
画
師
の
派
遣
」
を
契
機
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
出
土
し

た
塑
像
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
と
第
二
節
で
詳
細
に
検
討
し
た
。 

 

二)
 

扶
余
陵
山
里
寺
址 

陵
山
里
寺
址
で
は
、
木
塔
址
の
心
礎
石
の
下
層
基
壇
周
辺
か
ら
二
〇
点
余
り
、
中
門
址
南
側
か
ら
二
点
、
講
堂
址
北
側
に
あ
る
推
定
僧
房
址(

第
二
建
物
址)

の

西
側
か
ら
一
点
の
塑
像
片
が
出
土
し
て
お
り
５
７

、
残
存
高
か
ら
情
景
塑
像
と
装
飾
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
塑
造
坐
像
二
点
は
残
存
高
が
二
二

セ
ン
チ
程
度
の
坐
像
で
あ
り
、
頭
部
が
無
く
手
勢
が
違
う
の
み
で
ほ
ぼ
同
じ
形
態
で
あ
る(
図
四-

一
三)

。
頸
に
は
先
の
尖
っ
た
頸
飾
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、

衣
文
は
陰
刻
線
で
表
現
し
て
い
る
。
二
点
と
も
に
頸
部
に
は
別
に
製
作
し
た
頭
部
を
は
め
込
む
た
め
の
凹
み
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。
裏
面
を
見
る
と
背
中
は
平
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ら
で
あ
る
が
、
脚
部
が
何
か
に
固
定
で
き
る
よ
う
に
「
コ
」
字
型
に
曲
が
っ
て
い
る
。
一
点
は
天
衣
が
風
に
翻
っ
て
い
る
よ
う
に
流
麗
で
、
盒
子
の
よ
う
な
持
ち

物
を
さ
さ
げ
て
お
り
、
他
の
一
点
は
両
手
を
長
い
布
で
覆
っ
て
い
る
。
形
態
か
ら
み
る
と
、
如
来
像
と
い
う
よ
り
菩
薩
像
や
供
養
者
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

頭
像
は
、
頭
に
帽
子
を
被
る
も
の
と
剃
髪
相
の
も
の
二
点
が
出
土
し
た
が
、
両
方
と
も
頸
部
に
は
穴
が
穿
た
れ
て
い
る(

図
四-

一
三)

。
後
者
の
場
合
、
定
林

寺
址
と
洛
陽
永
寧
寺
出
土
の
僧
侶
像
と
酷
似
し
て
い
る
。
身
像
は
大
部
分
衣
文
片
で
あ
る
が
、
菩
薩
装
の
下
半
身
片
と
俗
人
装
の
上
半
身
片
が
含
ま
れ
て
い
る
。

前
者
は
Ｘ
形
に
大
き
く
交
叉
す
る
天
衣
や
右
大
腿
部
のΩ

字
型
衣
文
が
残
存
す
る
。
後
者
は
文
官
や
侍
者
の
胴
体
片
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
装
飾
像
と
し
て
は

二
種
類
の
木
葉
装
飾
が
出
土
し
た
。 

陵
山
里
寺
址
の
塑
像
は
全
て
頭
部
と
胴
体
を
別
に
製
作
し
て
接
合
し
た
頭
体
別
製
式
で
あ
り
、
芯
木
を
使
用
し
た
痕
跡
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。
塑
像
の
成
形
に

は
手
捏
法
と
笵
抜
が
同
時
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
点
の
坐
像
は
手
で
捏
ね
て
作
る
手
捏
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
頭
像
や
身
像
、
木
葉
の
よ
う
な
塑
像
は
笵
抜
で
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
笵
抜
の
場
合

は
裏
面
が
平
ら
で
あ
る
た
め
、
片
面
笵
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
塑
像
は
基
本
的
に
焼
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
塑
造
坐
像
の
場
合
は
裏
面
の
形
態
が

「
コ
」
字
形
に
曲
が
っ
て
お
り(

図
四-

一
三
の
最
上
部)
、
骨
組
と
し
て
使
用
さ
れ
た
有
機
物
の
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
、
ど
こ
か
に
像
を
固
定
し
た
後
に
手
捏
法

で
成
形
し
て
乾
燥
さ
せ
た
乾
燥
式
で
製
作
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
塑
像
は
最
終
的
に
白
色
系
統
の
灰
漆
を
塗
っ
て
仕
上
げ
た
後
、
追
加
的
に
彩
色
が

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
塑
像
の
製
作
時
期
は
木
塔
址
心
礎
石
の
内
部
か
ら
出
土
し
た
昌
王
銘
の
石
造
舎
利
龕
の
銘
文
に
見

ら
れ
る
昌
王
十
三
年(

五
六
七)

以
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三)
 

扶
余
旧
衙
里
寺
址 

旧
衙
里
寺
址
は
扶
蘇
山
城
の
南
側
、
官
北
里
推
定
王
宮
址
の
西
側
に
位
置
し
、
一
九
四
二
年
お
よ
び
一
九
四
三
年
に
藤
澤
一
夫
氏
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
。
報

告
書
は
発
刊
さ
れ
て
い
な
い
が
、
藤
澤
氏
に
よ
る
と
、
一
九
四
二
年
九
月
に
旧
衙
里
の
台
地
南
側
の
採
土
場
か
ら
方
形
の
舎
利
孔
が
あ
る
心
礎
と
と
も
に
多
量
の

蓮
華
文
瓦
当
、
「
丁
巳
」
銘
の
印
刻
瓦
、
高
麗
時
代
の
「
天
王
」
銘
の
銘
文
瓦
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
藤
澤
氏
は
丁
巳
を
威
徳
王
四
十
四
年
に
あ
た
る
五
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九
七
年
に
比
定
し
、
高
麗
時
代
の
天
王
銘
瓦
は
『
三
国
史
記
』
義
慈
王
二
十
年
条
に
み
え
る
天
王
寺
と
関
連
し
て
い
る
と
理
解
し
た
５
８

。
ま
た
、
一
九
四
三
年

十
一
月
に
は
旧
衙
里
の
扶
余
警
察
署
の
裏
庭
か
ら
数
種
類
の
型
式
の
瓦
当
と
施
釉
さ
れ
た
陶
製
仏
像
片
、
坩
堝
な
ど
を
収
拾
し
た
と
い
う
５
９

。
そ
の
後
、
こ
の

一
帯
に
対
す
る
再
調
査
が
あ
り
６
０

、
筆
者
が
総
合
的
に
検
討
し
た
結
果
、
一
九
四
二
年
と
一
九
四
三
年
の
二
つ
の
旧
衙
里
遣
跡
は
同
一
遺
跡
で
あ
り
、
旧
衙
里

寺
址
と
命
名
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
６
１

。
筆
者
は
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
片
に
は
「
塔
址
北
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
木
塔

の
心
礎
石
も
残
っ
て
い
る
た
め
塔
本
塑
像
の
一
部
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。 

旧
衙
里
寺
址
か
ら
は
大
型
塑
像
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
型
塑
像
や
情
景
塑
像
の
四
十
余
点
が
出
土
し
た
。
中
型
塑
像
に
分
類
で
き
る
衣
摺
片
が
出
土
し

て
い
る
が
、
そ
の
原
型
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
小
型
塑
像
は
仏
頭
を
は
じ
め
と
す
る
頭
像
片
が
含
ま
れ
て
い
る(

図
四-

一
四)

。
ほ
と
ん
ど
情
景
塑
像
で
、

頭
像
と
身
像
、
衣
摺
片
で
あ
り
、
動
物
装
飾
も
一
緒
に
出
土
し
て
い
る
。
仏
頭
片
は
、
顔
の
四
分
の
一
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
端
正
な
姿
の
鼻
や
口
が
確
認
で

き
る
。
頭
像
片
一
・
二
の
場
合
、
破
損
さ
れ
て
い
る
が
、
口
を
大
き
く
開
い
て
悲
嘆
に
く
れ
て
す
す
り
泣
く
仏
弟
子
の
頭
像
で
、
法
隆
寺
五
重
塔
の
塔
本
塑
像
に

見
ら
れ
る
涅
槃
場
面
の
仏
弟
子
の
様
子
を
連
想
さ
せ
る
。
頭
像
片
９
は
二
弁
形
の
髪
を
結
ん
だ
人
物
の
頭
像
で
あ
り
、
洛
陽
永
寧
寺
の
小
型
及
び
情
景
塑
像
の
髪

飾
と
類
似
す
る
６
２

。 

情
景
塑
像
の
場
合
は
、
剃
髪
の
頭
像
片
と
人
物
像
片
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る(

図
四-

一
四)

。
人
物
像
片
の
中
に
頭
像
は
な
い
が
、
完
形
の
人
物
像
が
残
っ
て
お

り
、
残
高
が
一
五
・
七
セ
ン
チ
で
俗
人
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も
笏
頭
履
を
履
い
た
下
半
身
片
、
合
掌
す
る
供
養
者
像
と
み
ら
れ
る
坐
像
片
、
侍

衛
す
る
姿
の
武
士
像
片
な
ど
が
一
緒
に
発
見
さ
れ
た
。
動
物
装
飾
の
場
合
、
熊
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
６
３

、
後
述
す
る
扶
蘇
山
廃
寺
址
出
土
の
象
像
片
や

四
川
省
成
都
出
土
の
仏
教
造
像
の
事
例
を
参
考
す
る
と
、
獅
子
像
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。 

旧
衙
里
塑
像
の
製
作
技
法
に
つ
い
て
は
、
中
型
塑
像
の
場
合
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
小
型
及
び
情
景
塑
像
の
場
合
は
頭
部
と
胴
体
を
別
々
に
製
作
し
た
後
に
組

み
合
わ
せ
た
頭
体
別
製
式
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
頭
像
片
と
身
像
片
は
芯
木
を
使
用
し
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
頸
と
胴
体
に
小
さ
な
孔
と
凹
み
が

残
っ
て
い
る
。
成
形
方
法
は
中
型
塑
像
の
場
合
は
、
大
型
で
あ
る
た
め
手
捏
法
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
小
型
お
よ
び
情
景
塑
像
の
場
合
は
、
定
林
寺

址
出
土
の
も
の
と
同
様
で
あ
る
た
め
に
笵
抜
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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旧
衙
里
塑
像
の
製
作
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
旧
衙
里
一
帯
の
台
地
造
成
に
よ
る
盛
土
の
様
相
や
蓮
華
文
瓦
当
な
ど
の
共
伴
遺
物
、
特
に
井
戸
址
の
最
下
層

か
ら
出
土
し
た
「
丁
巳
」
銘
印
刻
瓦
を
五
九
七
年
と
考
え
た
場
合
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
に
は
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
旧
衙
里
一
帯
か
ら
は
日

本
の
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
星
組
・
花
組
系
列
の
瓦
当
が
す
べ
て
出
土
し
て
い
る
た
め
、
飛
鳥
寺
よ
り
若
干
古
い
六
世
紀
中
後
半
頃
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

６
４

。 

 

四)
 

扶
余
臨
江
寺
址 

臨
江
寺
址
は
、
東
羅
城
の
東
南
側
の
外
郭
、
錦
江
の
北
側
に
位
置
し
て
お
り
、
東
国
大
博
物
館
に
よ
っ
て
試
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
調
査
の
結
果
、
正
面
五

間
、
側
面
四
間
の
建
物
址
の
周
辺
か
ら
瓦
当
と
塑
像
片
が
出
土
し
た
が
、
略
報
告
書
の
み
刊
行
さ
れ
て
い
る
６
５

。
た
だ
最
近
、
こ
の
寺
址
に
対
す
る
精
密
地
表

調
査
と
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
６
６

。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
一
九
六
四
年
の
試
掘
調
査
で
出
土
し
た
も
の
で
、
こ

れ
ま
で
一
点
し
か
公
開
さ
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
が
再
調
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
塑
造
人
物
像
片
を
は
じ
め
、
三
〇
余
点
の
破
片
が
同
時
に
出
土
し
て
い
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
６
７

。 

臨
江
寺
址
塑
像
は
塑
造
人
物
像
片
と
衣
摺
片
、
足
片
、
装
飾
破
片
な
ど
を
除
く
と
、
す
べ
て
形
態
が
把
握
で
き
な
い
破
片
で
あ
る(

図
四-

一
五)

。
塑
造
人
物

像
片
の
場
合
、
残
存
高
が
一
一
・
七
セ
ン
チ
で
あ
り
、
頸
に
は
穴
が
残
っ
て
お
り
、
膝
ま
で
垂
れ
る
上
衣
を
つ
け
る
が
、
胸
部
に
は
Ｕ
字
形
の
簡
略
な
衣
文
線
が

表
現
さ
れ
て
い
る
。
裏
に
は
陰
刻
線
で
簡
略
な
衣
文
が
施
さ
れ
て
お
り
、
左
右
脚
の
後
部
に
は
芯
木
痕
が
残
っ
て
い
る
。
右
脚
を
若
干
前
に
出
し
て
歩
行
す
る
よ

う
な
姿
勢
を
取
っ
て
お
り
、
定
林
寺
址
出
土
の
下
半
身
Ｎ
と
類
似
し
て
い
る
。
右
靴
に
は
、
足
の
甲
に
黒
色
で
縞
模
様
が
装
飾
さ
れ
て
い
る
。
右
足
は
指
ま
で
き

わ
め
て
精
巧
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
足
下
に
踏
み
お
ろ
し
た
台
座
の
一
部
が
と
も
に
残
存
し
て
い
る
。
装
飾
破
片
の
場
合
、
動
物
の
眼
、
鼻
、
歯
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
お
り
、
胴
体
部
に
は
足
と
み
ら
れ
る
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。
裏
に
は
ど
こ
か
に
付
着
し
て
い
た
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
、
葦
の
よ
う
な
材
料
を
芯
と
し
て
使
用
し

た
痕
跡
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も
蓮
華
座
の
一
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
蓮
華
文
装
飾
片
が
残
っ
て
お
り
、
最
近
の
国
立
扶
余
博
物
館
に
よ
る
発
掘
調
査
で
は
赤

色
と
黒
色
に
装
飾
し
た
壁
体
片
が
収
拾
さ
れ
て
い
る
。 
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塑
像
の
製
作
技
法
は
手
捏
法
で
あ
り
、
頭
部
と
胴
体
を
一
緒
に
製
作
し
た
一
体
式
で
あ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
塑
造
人
物
像
片
の
芯
木
の
痕
跡

か
ら
み
る
と
、
笵
抜
と
頭
体
別
製
式
で
あ
る
可
能
性
も
残
っ
て
い
る
６
８

。
一
部
の
塑
像
の
中
に
は
泗
沘
期
の
塑
像
で
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
芯
木
の
使
用
痕
跡

と
彩
色
痕
跡
が
み
ら
れ
る
。
塑
像
の
製
作
時
期
は
共
伴
し
た
瓦
当
を
通
し
て
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
は
扶
余
亭
岩

里
窯
址
と
同
笵
品
で
あ
り
、
亭
岩
里
窯
址
出
土
品
の
場
合
は
瓦
当
面
と
丸
瓦
を
接
合
す
る
際
に
別
の
白
色
粘
土
を
使
用
し
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、
同
笵
か

ど
う
か
を
簡
単
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
亭
岩
里
窯
址
Ｂ
地
区
の
操
業
時
期
は
六
世
紀
中
後
半
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
６
９

。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は

共
伴
遺
物
と
塑
像
の
様
式
か
ら
、
臨
江
寺
址
塑
像
を
旧
衙
里
寺
址
塑
像
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
後
半
頃
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。 

 

五)
 

青
陽
汪
津
里
窯
址 

青
陽
汪
津
里
窯
址
は
扶
余
市
街
地
か
ら
約
五
・
五
キ
ロ
離
れ
た
錦
江
北
岸
に
位
置
し
、
全
部
で
六
基
が
確
認
さ
れ
、
う
ち
五
基
が
登
窯
、
一
基
が
平
窯
で
あ
る

と
判
明
し
た
７
０

。
塑
像
は
平
窯
で
あ
る
四
号
窯
址
か
ら
瓦
塼
類
、
土
器
と
共
に
出
土
し
た
。
塑
像
は
十
二
点
が
出
土
し
て
お
り
、
す
べ
て
赤
褐
色
の
硬
質
で
、

一
〇
セ
ン
チ
程
度
の
残
片
に
過
ぎ
な
い
。
形
態
に
よ
っ
て
身
像
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
も
の
も
あ
り
、
衣
文
が
簡
略
に
表
現
さ
れ
た
も
の
が
残
っ
て
い
る(

図
四-

一
六)

。
汪
津
里
窯
址
出
土
の
塑
像
か
ら
は
製
作
技
法
や
形
態
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
泗
沘
期
の
塑
像
が
扶
余
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
主
体
的
に
生

産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
汪
津
里
窯
址
の
操
業
時
期
は
蓮
華
文
瓦
当
や
印
刻
瓦
な
ど
の
共
伴
遺
物
か
ら

み
て
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
る
７
１

。
塑
像
も
そ
の
頃
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
旧
衙
里
寺
址
や
臨
江
寺
址
よ
り
若
干
新
し
い
時
期
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

六)
 

青
陽
本
義
里
窯
址 

青
陽
本
義
里
窯
址
は
公
州
市
の
西
側
約
一
〇
キ
ロ
、
扶
余
邑
の
北
北
東
約
二
〇
キ
ロ
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
半
地
下
式
登
窯
で
、
一
九
八
六
年
に
国
立
公

州
博
物
館
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
７
２

。
こ
こ
か
ら
は
塑
造
の
大
型
仏
像
台
座
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
部
で
七
つ
の
部
材
に
分
か
れ
、
前
面
三
つ
、
側
面
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一
つ
、
後
面
二
つ
の
部
材
を
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る(

図
四-

一
七)

。
下
段
の
横
幅
が
二
五
〇
セ
ン
チ
、
高
さ
が
九
〇
セ
ン
チ
で
あ
り
、
元
来
は

大
型
塑
造
仏
像
を
そ
の
上
に
載
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
台
座
に
垂
れ
て
い
る
裳
裾
は
、
正
面
中
央
に
Ｕ
字
形
の
衣
文
線
を
対
称
的
に
並
べ
た
も
の
が
二
、
三

回
重
ね
て
垂
れ
て
お
り
、
両
側
面
に
も
類
似
す
る
形
態
の
衣
文
線
が
台
座
を
覆
っ
て
い
る
。
裳
懸
座
は
い
く
つ
か
の
大
き
な
蓮
弁
で
構
成
さ
れ
た
蓮
華
座
の
上
に

置
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
裳
懸
座
は
扶
余
軍
守
里
寺
址
出
土
の
蝋
石
製
如
来
坐
像
に
も
み
ら
れ
、
こ
の
台
座
は
中
国
の
事
例
に
見
ら
れ
る
も
の
よ
り
か
な
り
単
純

化
し
た
形
態
に
変
化
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
７
３

。 

仏
像
台
座
の
製
作
技
法
は
上
質
の
粘
土
で
基
本
骨
格
を
作
っ
た
後
、
そ
の
上
に
再
び
塑
土
を
か
ぶ
せ
て
文
様
を
彫
刻
す
る
手
捏
法
に
よ
っ
て
成
形
さ
れ
た
。
一

次
成
形
の
厚
さ
は
二
～
三
セ
ン
チ
で
あ
り
、
そ
の
上
に
二
次
成
形
と
し
て
衣
褶
、
蓮
華
文
な
ど
の
文
様
を
刻
ん
だ
塑
土
の
層
を
二
～
三
セ
ン
チ
の
厚
さ
で
か
ぶ
せ

て
成
形
し
て
い
る
。
七
つ
に
分
割
し
て
い
る
の
は
、
大
き
い
の
で
窯
で
一
緒
に
焼
成
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
七
つ
に
分
割
さ
れ
た
台
座
に
は

直
径
一
・
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
孔
が
四
、
五
個
ず
つ
穿
た
れ
て
お
り
、
裏
面
に
は
鎹
状
の
取
っ
手
が
三
つ
ず
つ
付
い
て
い
る
。
こ
れ
は
焼
成
後
に
台
座
を
接
合
さ
せ

る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
鎹
は
、
運
搬
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
像
台
座
の
製
作
時
期
は
台
座
の
様
式
と
共
伴
し

た
蓮
華
文
瓦
当
の
編
年
な
ど
７
４

を
踏
ま
え
る
と
七
世
紀
前
半
か
ら
中
半
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

七)
 

益
山
帝
釈
寺
址
と
廃
棄
場
遺
跡 

益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
は
、
帝
釈
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
か
ら
北
側
に
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
廃
棄
場
遺
跡
で
、
日
本
の
川
原
寺
裏
山
と

非
常
に
類
似
す
る
７
５

。
益
山
帝
釈
寺
址
の
場
合
は
、
最
近
ま
で
木
塔
の
心
礎
石
の
み
残
っ
て
お
り
、
木
塔
と
塑
像
の
関
係
に
つ
い
て
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
最
近
円
光
大
博
物
館
と
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
の
再
調
査
を
通
し
て
伽
藍
配
置
が
確
認
さ
れ
、
瓦
当
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
遺
物
が
収

拾
さ
れ
た
７
６

。
帝
釈
寺
址
は
『
観
世
音
応
験
記
』
に
、
貞
観
一
三
年(

六
三
九)

火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
現
在
帝
釈
寺
址
の
廃

棄
場
か
ら
出
土
さ
れ
た
遺
物
た
ち
は
当
時
の
火
災
に
よ
る
廃
棄
物
と
考
え
ら
れ
る(

本
稿
の
第
四
章
第
一
節
参
照)

。 

帝
釈
寺
址
廃
棄
場
か
ら
は
、
塑
像
は
破
片
を
含
め
て
全
部
で
三
百
四
十
六
点
が
出
土
し
て
お
り
、
報
告
者
に
よ
る
と
、
仏
・
菩
薩
・
天
部
像
類
が
二
百
八
十
二
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点
、
神
将
像
類
が
八
点
、
悪
鬼
お
よ
び
動
物
像
類
が
十
四
点
、
そ
の
他
な
ど
に
分
類
で
き
る
と
い
う
７
７

。
仏
・
菩
薩
・
天
部
像
類
の
場
合
は
頭
像
を
は
じ
め
と

し
て
額
・
耳
・
髪
が
あ
り
、
上
半
身
の
場
合
は
胸
・
肩
・
腰
・
腕
・
手
な
ど
が
あ
り
、
下
半
身
の
場
合
は
脚
、
膝
、
足
な
ど
と
大
衣
や
裾
の
衣
摺
片
が
多
量
出
土

し
た
。
神
将
類
は
頭
像
の
破
片(

眼
、
額
、
鼻)

と
胴
体(

脚
、
足)

が
含
ま
れ
て
い
る
。
悪
鬼
お
よ
び
動
物
像
類
は
頭
部
と
胴
体
片
が
と
も
に
発
見
さ
れ
た
。 

塑
像
は
大
型
の
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
型
の
も
の
が
見
ら
れ
る(

図
四-

十
八)

。
下
半
身
の
破
片
四
点
は
出
土
後
に
接
合
復
元
さ
れ
た
も
の
で
、

残
存
高
は
二
九
・
三
セ
ン
ヂ
あ
る
が
、
本
来
は
五
〇
セ
ン
チ
以
上
の
中
型
塑
像
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
塑
像
は
小
型
で
あ
る
か
情
景
塑
像
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
双
髪
の
天
部
像
の
頭
像
片
や
悪
鬼
像
の
頭
像
片
、
動
物
像
の
頭
像
片
な
ど
は
、
様
式
的
に
非
常
に
優
れ
た
作
品
で
あ
る
。

手
の
破
片
は
仏
菩
薩
の
手
印
と
い
う
よ
り
は
供
養
者
や
侍
者
の
手
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
笏
頭
履
の
よ
う
に
俗
人
像
で
よ
く
見
ら
れ
る
服
飾
も
確
認
さ

れ
る
。 

悪
鬼
頭
像
片
の
場
合
は
眼
、
鼻
、
歯
、
毛
な
ど
が
き
わ
め
て
立
体
的
で
あ
り
、
生
き
生
き
し
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
て
、
右
側
面
は
平
ら
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
立
像
が
そ
の
上
に
踏
み
立
て
る
程
度
の
広
さ
で
あ
り
、
残
存
部
の
形
態
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
形
跡
が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
塑
像
と
と
も
に
六
二

点
の
壁
体
片
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
包
壁
体
、
一
般
壁
体
、
特
殊
壁
体
に
区
分
で
き
、
表
面
の
処
理
方
法
に
よ
っ
て
灰
壁
体
、
壁
画
壁
体
、
砂
壁
体
に

細
分
で
き
る
。
彩
色
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
壁
体
の
場
合
は
表
面
を
灰
漆
し
、
そ
の
上
に
壁
画
を
描
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
破
片
で
あ
る
た
め
に
内
容
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
７
８

。 

塑
像
の
製
作
に
使
用
さ
れ
た
粘
土
は
藁
な
ど
の
た
草
本
類
を
混
ぜ
た
荒
土
と
砂
粒
が
多
く
混
じ
る
粘
土
、
上
質
の
微
細
粘
土
な
ど
の
三
種
類
が
確
認
で
き
る

(

図
四-

十
九)

。
ほ
と
ん
ど
の
塑
像
に
は
芯
木
痕
が
残
っ
て
お
り
、
角
木
や
円
形
、
角
木
と
円
形
を
一
緒
に
使
用
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
塑
像
の
胎
土
と
芯
木

の
関
係
を
詳
し
く
み
て
み
る
と
、
量
感
が
必
要
な
部
分
に
は
中
に
藁
が
ま
ざ
っ
た
胎
土
を
用
い
て
お
り
、
他
に
も
「
芯
木+

藁
が
ま
ざ
っ
た
粘
土
と
砂
粒+

微
細
粘

土
」
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
や
「
芯
木+

微
細
粘
土+

麻
布+

微
細
粘
土
」
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
、
「
芯
木+

微
細
粘
土
」
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て

臨
機
応
変
に
用
い
て
い
る
。
成
形
は
手
捏
法
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
頭
部
と
胴
体
を
別
に
つ
く
っ
て
接
合
し
た
頭
体
別
製
式
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仕

上
げ
の
段
階
に
は
彩
色
の
工
程
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。 
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帝
釈
寺
址
廃
棄
場
出
土
の
塑
像
は
川
原
寺
裏
山
遺
跡
の
事
例
を
参
考
す
る
と
、
当
初
の
七
層
木
塔
に
奉
安
さ
れ
て
い
た
も
の
が
こ
こ
に
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
製
作
の
下
限
は
大
火
事
が
あ
っ
た
六
三
九
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
近
、
帝
釈
寺
木
塔
址
の
北
方
五
キ
ロ
の
地
点
で
、
東
西
一
〇
・
三
メ
ー
ト

ル
に
わ
た
る
大
き
さ
の
廃
棄
竪
穴
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
多
量
の
瓦
片
と
と
も
に
塑
像
片
が
出
土
し
た
７
９

。
塑
像
の
製
作
時
期
は
共
伴
し
て
い
る

瓦
当
の
年
代
や
本
義
里
窯
址
の
仏
像
台
座
と
製
作
技
法
が
類
似
す
る
こ
と
か
ら
七
世
紀
前
半
を
中
心
時
期
と
す
る
も
の
と
推
定
で
き
る
。 

 

八)
 

益
山
弥
勒
寺
址 

弥
勒
寺
址
で
は
中
院
金
堂
址
や
西
院
金
堂
址
、
中
院
木
塔
址
、
東
院
石
塔
址
周
辺
か
ら
彩
色
が
施
さ
れ
た
塑
像
片
が
出
土
し
て
い
る(

図
四-

二
十)

８
０

。
弥
勒

寺
址
の
場
合
は
非
常
に
広
い
地
域
か
ら
断
片
的
に
出
土
し
て
お
り
、
発
掘
報
告
書
に
も
図
版
が
紹
介
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
た
め
実
熊
を
把
握
す
る
に
は
限
界
が
あ

る
。
た
だ
、
西
院
金
堂
址
の
比
較
的
安
定
し
た
層
位
か
ら
螺
髪
片
と
塑
像
片
が
出
土
し
て
お
り
、
中
金
堂
の
内
部
か
ら
も
多
量
の
塑
像
が
出
土
し
て
い
る
た
め
に

両
金
堂
址
に
は
塑
像
が
一
緒
に
奉
安
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
膝
と
み
ら
れ
る
断
片
に
は
衣
文
の
一
部
に
彩
色
の
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
、
赤
褐
色
の
色
調
や

硬
度
が
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
出
土
品
と
類
似
す
る
。
一
方
、
中
院
の
西
回
廊
坑
か
ら
は
塼
仏
片
が
出
土
し
て
お
り
、
菩
薩
像
の
仏
頭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
製
作

時
期
は
統
一
新
羅
時
代
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
８
１

。
し
か
し
、
塼
仏
が
寺
院
の
堂
塔
の
内
部
を
荘
厳
し
た
装
飾
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
点
か

ら
８
２

、
塼
仏
も
塑
像
と
と
も
に
百
済
時
代
に
属
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
８
３

。
最
近
、
西
石
塔
の
解
体
修
理
の
過
程
で
南
側
通
路
の
下
部
か
ら

八
九
点
の
小
形
螺
髪
が
発
見
さ
れ
て
い
る(

図
四-

二
十
一)

。
弥
勒
寺
址
塑
像
の
製
作
時
期
は
、
西
石
塔
出
土
の
舎
利
奉
安
記
に
よ
る
と
六
三
九
年
に
伽
藍
が
建

立
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
前
後
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

九)
 

扶
余
金
剛
寺
址 

扶
余
郡
恩
山
面
琴
公
里
に
位
置
す
る
金
剛
寺
址
は
一
九
六
四
年
お
よ
び
一
九
六
六
年
の
二
度
に
わ
た
り
国
立
博
物
館
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
て
お
り
、
東
西
方
向

を
中
心
軸
に
し
た
一
塔
一
金
堂
式
の
伽
藍
配
置
が
確
認
さ
れ
た
８
４

。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
三
種
類
で
、
人
物
像
の
下
半
身
片
と
足
片
、
螺
髪
な
ど
が
残
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っ
て
い
る(

図
四-

二
十
二)

。
下
半
身
片
と
足
片
は
申
告
品
で
あ
る
が
、
螺
髪
は
金
堂
址
一
帯
か
ら
発
掘
に
よ
っ
て
収
拾
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
８
５

。
足
片
の
場
合

は
右
足
の
一
部
と
台
座
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
爪
ま
で
非
常
に
精
巧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
二
点
の
申
告
品
は
手
捏
法
で
製
作
さ
れ
て
お
り
、
仕
上
げ
の
段
階

で
白
色
漆
を
施
し
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。
円
錐
形
の
螺
髪
は
三
・
五
～
五
・
五
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
笵
抜
き
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

金
剛
寺
址
か
ら
は
二
重
基
壇
の
木
塔
址
が
一
緒
に
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
周
辺
か
ら
は
塑
像
が
収
拾
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
金
剛
寺
址
と
弥

勒
寺
址
の
事
例
は
金
堂
址
と
塑
像
の
組
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
金
剛
寺
址
塑
像
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
共

伴
し
た
瓦
当
の
中
に
は
汪
津
里
窯
址
出
土
品
と
同
笵
品
が
あ
る
。
扶
余
地
域
出
土
瓦
当
の
相
対
編
年
案
を
参
考
に
す
る
と
七
世
紀
前
半
か
ら
中
半
に
あ
た
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

 

十)
 

扶
余
旧
橋
里
寺
址 

旧
橋
里
寺
址
は
、
推
定
西
羅
城
の
外
郭
の
錦
江
辺
に
位
置
し
、
藤
澤
一
夫
氏
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
と
い
う
も
の
の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
韓
国

戦
争
以
後
に
こ
の
一
帯
か
ら
塑
造
仏
頭
片
が
一
点
発
見
さ
れ
て
お
り
、
現
在
国
立
扶
余
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
塑
造
仏
頭
片
は
残
高
が
五
・
七
セ
ン
チ
で
、

黄
褐
色
を
呈
し
頭
の
上
に
は
小
さ
い
穴
が
穿
た
れ
て
い
る(
図
四-

二
十
三)

。
頸
に
は
穴
が
な
く
黒
色
の
漆
痕
が
残
っ
て
お
り
、
鼻
は
破
損
し
て
い
る
が
、
眼
と

唇
、
肉
髪
が
残
っ
て
い
る
。
後
頭
部
は
扁
平
で
あ
る
が
、
仕
上
げ
の
形
状
か
ら
み
て
笵
抜
で
成
形
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
頭
体
別
製
式
の
製
作
技
法
で
は

共
通
し
て
確
認
で
き
る
頸
部
の
芯
木
の
痕
跡
が
み
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
藤
澤
氏
に
よ
る
と
、
こ
こ
か
ら
「
己
丑
」
銘
の
印
刻
瓦
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う

が
８
６

、
己
丑
は
六
二
九
年
に
該
当
す
る
。
塑
造
仏
頭
片
の
様
式
的
な
特
徴
と
共
伴
し
た
蓮
華
文
瓦
当
の
相
対
編
年
案
に
勘
案
す
る
と
、
そ
の
時
期
の
前
後
で
あ

る
七
世
紀
前
半
～
中
半
の
製
作
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

十
一)
 

扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址 

扶
蘇
山
廃
寺
址
は
、
扶
蘇
山
の
西
南
側
に
位
置
し
、
一
九
四
二
年
の
調
査
当
時
に
は
木
塔
址
周
辺
か
ら
塑
像
が
、
金
堂
址
周
辺
か
ら
は
壁
画
片
が
出
土
し
た
。
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ま
た
、
一
九
八
〇
年
に
は
国
立
扶
余
博
物
館
に
よ
っ
て
再
調
査
さ
れ
た
８
７

。
現
在
、
国
立
扶
余
博
物
館
に
は
頭
像
片
四
点
と
動
物
像
片
一
点
、
上
半
身
片
一
点

が
残
っ
て
い
る(

図
四-

二
十
四)

。
頭
像
片
は
仏
菩
薩
像
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
も
の
と
人
物
像
片
が
と
も
に
残
っ
て
い
る
が
、
二
点
は
同
笵
品
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。
動
物
像
は
、
象
の
頭
部
の
み
が
残
存
し
て
お
り
、
主
尊
仏
の
周
囲
に
配
置
さ
れ
荘
厳
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
扶
蘇
山
廃
寺
址
出
土
塑
像
は
芯
木
を

使
用
し
て
お
り
、
頭
体
別
製
式
、
低
火
度
の
焼
成
、
彩
色
痕
な
ど
の
特
徴
が
確
認
さ
れ
る
。
成
形
時
の
笵
抜
で
あ
る
か
、
手
捏
法
で
あ
る
か
判
断
し
難
い
が
、
同

笵
品
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
両
方
が
併
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

扶
蘇
山
廃
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
時
期
と
関
連
し
て
、
一
九
八
〇
年
の
再
調
査
で
木
塔
址
の
心
礎
石
か
ら
東
南
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
か
ら
出
土
し

た
唐
式
帯
金
具
の
年
代
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
武
王
三
十
八
年(

六
三
七)

条
の
唐
太
宗
が
百
済
使
臣
に
錦
袍
と
彩
帛
の

三
千
段
を
与
え
た
と
い
う
記
録
８
８

に
注
目
し
て
、
そ
れ
以
後
に
比
定
し
た
研
究
が
あ
る
８
９

。
こ
れ
と
共
伴
し
た
蓮
華
文
瓦
当
の
相
対
編
年
案
に
勘
案
す
る
と
、

塑
像
は
六
三
七
年
以
後
で
あ
る
七
世
紀
中
半
以
降
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

十
二)

 

益
山
王
宮
里
遺
跡 

益
山
王
宮
里
遺
跡
の
窯
址
５
か
ら
採
取
し
た
土
を
水
洗
選
別
す
る
過
程
で
一
点
の
螺
髪
が
出
土
し
た(

図
四-

二
十
五)

９
０

。
こ
の
遺
構
は
百
済
末
期
の
窯
址
で

あ
る
が
金
属
用
坩
堝
と
金
銀
琉
璃
製
品
、
開
元
通
宝
片
な
ど
が
混
入
し
て
い
た
。
遺
構
の
性
格
と
共
伴
遺
物
を
考
慮
す
る
と
、
百
済
末
期
に
該
当
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。 

 

(

二)   

塑
像
の
変
遷
と
特
徴 

百
済
故
地
で
製
作
さ
れ
た
塑
像
は
泗
沘
期
の
扶
余
と
益
山
地
域
の
寺
址
や
窯
址
で
の
み
発
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
、
帝
釈
寺
址

廃
棄
場
遺
跡
の
場
合
、
文
献
記
録
や
金
石
文
を
通
し
て
絶
対
編
年
の
基
準
と
な
る
資
料
が
得
ら
れ
製
作
時
期
を
推
定
す
る
際
の
手
が
か
り
に
な
る
。
こ
こ
で
は
ま

ず
塑
像
が
出
土
し
た
各
遺
跡
の
相
対
的
な
前
後
関
係
を
推
定
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 
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一
）
塑
像
の
製
作
時
期 

扶
余
定
林
寺
址
は
五
四
一
年
の
梁
武
帝
が
工
匠
・
画
師
を
派
遣
し
た
と
す
る
記
事
と
関
連
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
た
め
、
塑
像
は
そ
れ
以
後
の
あ
る
時
点
に

製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
定
林
寺
址
は
百
済
故
地
に
お
け
る
塑
像
出
土
遺
跡
の
中
で
も
古
い
時
期
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
系
統
を
議
論
す
る
う
え
で
き
わ
め

て
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
。
陵
山
里
寺
址
は
、
昌
王
銘
の
石
造
舎
利
龕
に
昌
王
十
三
年
の
年
記
が
み
ら
れ
る
た
め
、
五
六
七
年
前
後
の
あ
る
時
点
に
製
作
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
製
作
の
絶
対
年
代
が
確
か
め
ら
れ
、
木
塔
と
塑
像
と
の
関
連
性
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
帝
釈
寺
址
廃

棄
場
遺
跡
は
、
『
観
世
音
応
験
記
』
に
よ
る
と
六
三
九
年
に
帝
釈
寺
が
焼
失
し
た
と
記
録
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
よ
り
古
い
七
世
紀
前
半
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
出
土
し
た
塑
像
は
製
作
時
期
、
奉
安
場
所
は
も
と
よ
り
、
そ
の
廃
棄
の
様
相
を
も
よ
く
示
す
も
の
で
、
七
世
紀
代
の
塑
像
に
つ
い
て
の
基
準
資
料

に
な
る
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
。 

百
済
故
地
に
お
け
る
他
の
塑
像
出
土
遺
跡
は
、
前
述
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
塑
像
と
の
比
較
や
瓦
当
な
ど
の
共
伴
遺
物
を
通
し
て
あ
る
程
度
の
相
対
編
年
と
製

作
時
期
を
推
定
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
旧
衙
里
寺
址
の
場
合
、
塑
像
の
形
態
や
製
作
技
法
が
陵
山
里
寺
址
よ
り
は
る
か
に
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
人
物
像
の
表
現
も

よ
り
生
き
い
き
と
し
た
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
衙
里
井
戸
址
か
ら
出
土
し
た
「
丁
巳
」
銘
の
印
刻
瓦
を
五
九
七
年
と
し
、
共
伴
し
た
蓮
華
文
瓦
当
の
文
様
が
飛

鳥
寺
の
創
建
瓦
と
も
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
六
世
紀
中
後
半
頃
、
陵
山
里
寺
址
の
次
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

臨
江
寺
址
は
、
塑
像
だ
け
を
見
る
と
旧
衙
里
寺
址
と
近
い
時
期
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
創
建
期
の
瓦
当
と
み
ら
れ
る
蓮
華
文
瓦
当
が
亭
岩
里
窯
址

の
出
土
品
と
同
笵
で
あ
る
点
が
留
意
さ
れ
る
。
亭
岩
里
窯
址
の
操
業
は
六
世
紀
中
後
半
が
中
心
時
期
で
あ
る
た
め
、
旧
衙
里
寺
址
と
の
前
後
関
係
が
判
断
し
難
い
。

た
だ
、
旧
衙
里
・
官
北
里
一
帯
か
ら
は
亭
岩
里
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
蓮
華
文
瓦
当
の
出
土
事
例
が
少
な
く
、
「
丁
巳
」
銘
の
印
刻
瓦
が
出
土
し
た
井
戸
址
か
ら
も

そ
う
し
た
型
式
の
瓦
当
は
出
土
し
て
い
な
い
。
旧
衙
里
寺
址
の
次
の
段
階
に
築
造
さ
れ
た
官
北
里
大
型
殿
閣
建
物
の
盛
土
層
か
ら
こ
の
型
式
の
瓦
当
が
出
土
し
て

い
る
点
を
勘
案
す
る
と
、
旧
衙
里
寺
址
や
亭
岩
里
窯
址
に
お
け
る
生
産
品
は
補
修
用
の
瓦
当
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
９
１

。
そ
れ
ゆ
え
臨
江
寺
址
は

旧
衙
里
寺
址
の
次
の
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 
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七
世
紀
代
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
扶
余
と
益
山
地
域
に
お
け
る
瓦
当
の
交
差
編
年
作
業
が
不
完
全
で
あ
る
た
め
、
厳
密
に
順
序
立
て
る
こ
と
は
難
し

い
。
そ
の
中
で
も
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
遺
跡
は
出
土
遺
物
の
質
量
に
お
い
て
他
遺
跡
の
相
対
編
年
の
基
準
と
な
る
。
帝
釈
寺
址
の
場
合
、
上
限
が
明
確
で
は
な

い
も
の
の
、
出
土
瓦
当
を
は
じ
め
と
す
る
共
伴
遺
物
の
相
対
編
年
案
と
周
辺
遺
跡
の
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
発
掘
成
果
を
考
慮
す
る
と
９
２

、
武
王
代
初
期
に
あ
た

る
七
世
紀
前
半
を
建
立
の
中
心
時
期
と
み
な
し
て
無
理
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

青
陽
汪
津
里
窯
址
は
塑
像
が
出
土
し
た
四
号
窯
址
は
平
窯
で
、
そ
の
構
造
が
王
興
寺
址
の
三
号
瓦
窯
址
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
両
窯
址
は
二
つ

の
焚
ロ
と
二
つ
の
煙
突
、
オ
ン
ド
ル
式
焼
成
室
を
備
え
た
独
特
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
９
３

。
王
興
寺
址
の
三
号
窯
址
か
ら
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
は
中
房
の
蓮

子
が
一+

八
で
あ
り
、
ハ
ー
ト
形
の
蓮
弁
を
つ
く
っ
て
お
り
、
五
七
七
年
に
創
建
さ
れ
た
王
興
寺
址
の
創
建
瓦
の
中
で
は
若
干
新
し
い
段
階
に
属
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
青
陽
汪
津
里
の
四
号
窯
址
は
王
興
寺
窯
址
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
末
を
上
限
と
し
、
七
世
紀
前
半
を
中
心
時
期
と
比

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
青
陽
汪
津
里
窯
址
と
益
山
帝
釈
寺
址
出
土
の
塑
像
の
製
作
順
序
は
前
者
が
ほ
と
ん
ど
破
片
の
状
態
で
出
土
し
て
い
る
た
め
直
接
的
な
比

較
が
難
し
い
が
、
共
伴
遺
物
と
窯
構
造
な
ど
を
判
断
す
る
と
、
前
者
が
若
干
先
行
す
る
か
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
青
陽
本
義
里
窯
址
出
土
の
塑

造
仏
像
台
座
は
そ
れ
の
み
で
は
相
対
編
年
が
困
難
で
あ
る
が
、
共
伴
し
た
蓮
華
文
瓦
当
の
編
年
を
勘
案
す
る
と
、
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
よ
り
若
干
新
し
い
七
世
紀
前

半
～
中
半
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

弥
勒
寺
址
の
出
土
品
は
、
西
石
塔
出
土
の
舎
利
奉
安
記
に
よ
る
六
三
九
年
を
参
考
す
る
と
、
そ
の
前
後
で
あ
る
七
世
紀
中
半
の
も
の
と
想
定
さ
れ
、
こ
う
し
た

点
か
ら
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
の
出
土
品
よ
り
一
段
階
新
し
い
時
期
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
剛
寺
址
や
旧
橋
里
寺
址
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
出
土
の
塑
像
は
、

帝
釈
寺
址
廃
棄
場
の
出
土
品
と
比
較
し
て
厳
密
な
相
対
順
序
を
確
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
中
で
も
金
剛
寺
址
と
旧
橋
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
、
帝

釈
寺
址
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
併
存
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
は
共
伴
遺
物
や
文
献
記
録
と
の
比
較
検
討
に
よ
り
七
世
紀
中
半
以
後

と
推
定
さ
れ
、
現
在
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
る
百
済
の
塑
像
の
中
で
最
も
新
し
い
時
期
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
百
済
故
地
で

出
土
し
た
塑
像
製
作
の
相
対
序
列
は
定
林
寺
址-

陵
山
里
寺
址-

旧
衙
里
寺
址-

臨
江
寺
址-
汪
津
里
窯
址-

帝
釈
寺
址
廃
棄
場
、
本
義
里
窯
址
、
金
剛
寺
址
、
旧
橋

里
寺
址-

弥
勒
寺
址-

扶
蘇
山
廃
寺
址-

王
宮
里
遺
跡
と
推
定
で
き
よ
う
。 
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二
）
製
作
技
法
の
変
化 

塑
像
の
製
作
時
期
を
考
慮
し
な
が
ら
塑
像
の
製
作
技
法
の
変
化
過
程
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
胎
土
は
最
も
古
い
時
期
に
属
す
る
定
林
寺
址
の
塑
像
を
み

る
と
、
大
小
型
の
す
べ
て
の
塑
像
に
不
純
物
が
混
在
し
な
い
精
選
さ
れ
た
胎
土
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
陵
山
里
寺
址
、
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
遺
跡
出
土
品
で

は
、
小
型
・
中
型
塑
像
に
は
藁
を
混
ぜ
た
荒
土
、
砂
が
多
く
含
ま
れ
た
粗
い
粘
土
、
上
質
の
微
細
な
粘
土
な
ど
が
用
途
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
場
合
に
も
精
密
な
表
現
を
必
要
と
す
る
身
体
部
位
や
装
飾
表
現
、
小
型
の
塑
像
の
製
作
に
は
共
通
し
て
上
質
の
胎
土
を
使
用
し
て
い
る
。 

塑
像
の
製
作
は
基
本
的
に
芯
木
を
使
用
し
て
い
る
。
小
型
や
情
景
塑
像
の
場
合
は
木
材
や
竹
、
葦
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
て
お
り
、
中
型
塑
像
の
以
上
は
藁
や

葦
を
束
ね
る
か
、
木
材
に
藁
縄
を
巻
き
つ
け
た
も
の
を
骨
組
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
一
方
、
青
陽
汪
津
里
窯
量
や
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
遺
跡
出
土
品
に
は
、
成
形

の
過
程
で
麻
布
を
用
い
て
補
強
し
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。 

塑
像
の
成
形
方
法
は
、
手
捏
法
、
笵
抜
、
手
捏
法
と
笵
抜
を
混
用
し
た
も
の
が
す
べ
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
手
捏
法
は
定
林
寺
址
の
中
型
・
大
型
塑
像
か

ら
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
な
ど
全
時
期
の
出
土
例
に
お
い
て
確
認
で
き
る
が
、
笵
抜
が
難
し
い
中
型
以
上
の
塑
像
の
製
作
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
出
土
の
悪
鬼
像
の
場
合
、
手
捏
法
を
利
用
し
て
細
密
で
生
き
い
き
し
た
表
現
す
る
段
階
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
笵
抜
に
は
二
種
類
あ
る

が
、
片
面
の
笵
型
を
利
用
し
た
単
模
製
と
、
両
面
の
笵
型
を
利
用
し
た
合
模
製
が
と
も
に
確
認
さ
れ
た
。
単
模
製
の
場
合
は
、
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
、
旧
衙

里
寺
址
な
ど
か
ら
出
土
し
た
六
世
紀
代
の
小
型
塑
像
・
情
景
塑
像
が
主
流
を
占
め
る
。
し
か
し
、
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
よ
う
な
七
世
紀
代
の
遺

跡
の
場
合
に
は
塑
像
の
背
面
側
に
も
衣
文
が
表
現
さ
れ
る
な
ど
合
模
製
を
利
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
変
容
は
、
金
銅
仏
の
場
合
と
も
軌
を
一
に
す
る

も
の
で
、
六
世
紀
と
七
世
紀
の
金
銅
仏
を
比
較
し
た
場
合
、
七
世
紀
の
金
銅
仏
に
は
背
面
に
衣
文
や
肉
体
の
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
定
林
寺
址

の
大
型
塑
像
は
基
本
的
に
は
手
捏
法
を
使
用
し
て
成
形
し
て
お
り
、
瓔
珞
や
装
飾
表
現
は
笵
抜
を
利
用
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

笵
抜
を
利
用
し
た
場
合
は
基
本
的
に
頭
部
と
胴
体
を
別
々
に
製
作
し
た
後
に
結
合
さ
せ
た
頭
体
別
製
式
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
、

旧
衙
里
寺
址
、
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
な
ど
全
時
期
の
遺
跡
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
臨
江
寺
址
や
旧
橋
里
寺
址
の
よ
う
に
頸
の
凹
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み
や
孔
が
設
け
ら
れ
た
痕
跡
が
な
い
事
例
も
み
ら
れ
、
比
較
的
小
型
で
あ
る
情
景
塑
像
の
中
に
は
頭
部
と
胴
体
を
一
緒
に
製
作
し
た
一
体
式
も
共
存
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。 

成
形
が
終
わ
っ
た
塑
像
は
焼
成
の
過
程
に
入
る
。
し
か
し
、
定
林
寺
址
の
中
型
塑
像
の
場
合
、
現
状
で
も
胎
土
が
手
に
付
着
す
る
程
柔
ら
か
い
た
め
、
焼
成
を

し
な
い
乾
燥
式
で
製
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
乾
燥
式
塑
像
と
は
異
な
り
表
土
と
内
部
土
に
同
一
の
胎
土
を
使

用
し
て
お
り
、
ま
た
表
土
と
内
部
土
の
色
が
均
一
で
あ
る
点
、
玉
ね
ぎ
の
皮
の
よ
う
な
断
層
が
見
え
な
い
点
、
乾
燥
式
で
あ
る
な
ら
地
中
で
発
見
さ
れ
た
も
の
は

現
在
の
よ
う
な
形
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
点
、
紬
薬
が
塗
ら
れ
た
小
型
塑
像(

図
二-

六)

と
色
が
同
じ
で
あ
る
点
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、

低
火
度
で
あ
っ
て
も
焼
成
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
９
４

。 

た
だ
、
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
二
点
の
塑
造
坐
像
を
み
る
と
灰
黒
色
を
呈
し
、
裏
面
に
「
Ｌ
」
字
形
に
曲
が
っ
て
お
り
、
裏
面
に
葦
の
よ
う
な
も
の
を
骨

組
と
し
て
い
た
痕
跡
が
よ
く
残
っ
て
い
る(
図
四-

十
三)

。
こ
れ
は
ど
こ
か
に
像
を
固
定
し
た
後
に
手
で
成
形
し
、
乾
燥
後
に
す
ぐ
安
置
し
た
乾
燥
式
の
製
作
方

法
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
る
と
、
六
世
紀
代
の
塑
像
は
焼
成
式
と
乾
燥
式
が
一
定
期
間
併
存
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

汪
津
里
窯
址
、
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
な
ど
の
七
世
紀
に
属
す
る
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
す
べ
て
非
常
に
硬
質
化
し
て
お
り
、
基
本
的
に
は
焼
成
が
施
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
百
済
故
地
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
最
終
的
に
彩
色
を
施
し
て
仕
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
仕
上
げ
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な
顔
料
を
使
用
し
た
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
白
色
や
灰
色
、
紫
色
、
黒
色
な
ど
の
彩
色
痕
が
確
認
さ
れ
る
。
定
林
寺
址
出
土
の
小
型
塑
像
の
中
で
も
仏
頭
か
ら
は
黄
褐
色
を
施
紬
し
た
痕
跡
が

確
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
施
釉
工
程
は
他
の
塑
像
の
彩
色
過
程
と
同
一
な
性
格
の
工
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
塑
像
に
彩
色
の
代
わ
り
に
釉
薬

を
使
用
し
た
点
が
異
な
る
。
一
方
、
扶
蘇
山
廃
寺
址
出
土
塑
像
の
場
合
、
発
掘
時
に
は
「
風
貌
端
麗
の
小
塑
仏
像
に
金
泥
を
塗
抹
し
た
よ
う
に
所
々
に
金
色
の
残

影
が
確
認
で
き
た
」
と
い
う
９
５

。
現
存
す
る
資
料
の
中
に
そ
う
し
た
痕
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
の
保
存
科
学
的
な
分
析
を
通
し
て
そ
の
よ
う
な
痕

跡
が
確
認
で
き
る
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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三
）
奉
安
場
所 

百
済
の
塑
像
は
廃
寺
址
や
窯
址
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
廃
寺
址
で
発
見
さ
れ
た
塑
像
の
出
土
位
置
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
と
、
興
味
深
い
事

実
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
塑
像
の
奉
安
場
所
の
問
題
に
関
わ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
、
発
掘
調
査
を
通
し
て
発
見
さ
れ
た
塑
像
の
出
土
位
置
は
塑
像
が
廃
棄
さ

れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に
勘
案
し
な
が
ら
奉
安
場
所
の
問
題
に
つ
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
る
。 

ま
ず
、
定
林
寺
址
の
場
合
は
西
回
廊
址
と
南
回
廊
址
が
接
す
る
地
点
の
大
型
瓦
廃
棄
竪
穴
と
金
堂
址
附
近
か
ら
塑
像
が
発
見
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
双
方
で
発

見
さ
れ
た
塑
像
に
は
製
作
技
法
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
前
者
か
ら
は
灰
白
色
を
帯
び
た
大
型
塑
像
の
み
が
発
見
さ
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
か
ら
は
赤
褐

色
で
中
型
以
下
の
塑
像
の
み
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
双
方
か
ら
出
土
し
た
塑
像
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
所
に
奉
安
さ
れ
て
い
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
前
者
は
金
堂
、
後
者
は
木
塔
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る(

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
と
第
二
節
参
照)

。
つ
ま

り
、
定
林
寺
址
の
塑
像
は
木
塔
の
塔
本
塑
像
の
み
な
ら
ず
、
金
堂
の
主
尊
仏
と
し
て
も
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
木
塔
址
の
心
礎
石
付
近
と
中
門
址
の
南
側
、
講
堂
址
北
側
の
推
定
僧
房
址
の
一
帯
か
ら
塑
像
が
発
見
さ
れ
た
。
中
門
址
や
推
定
僧
房
址

か
ら
発
見
さ
れ
た
塑
像
は
木
塔
址
で
発
見
さ
れ
た
も
の
と
製
作
技
法
が
同
一
で
あ
る
た
め
、
廃
寺
と
な
る
過
程
で
移
動
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
発
掘
調
査
者

に
よ
る
と
、
陵
山
里
寺
址
は
六
六
〇
年
の
百
済
滅
亡
期
に
廃
寺
と
な
り
、
昌
王
銘
石
造
舎
利
龕
も
こ
の
時
期
に
毀
損
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
９
６

と
い
う
。

こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
陵
山
里
寺
址
出
土
の
塑
像
は
木
塔
址
に
奉
安
さ
れ
た
塔
本
塑
像
で
あ
る
こ
と
を
示
す
最
も
確
実
な
遺
跡
と
み
な
し
う
る
。 

旧
衙
里
寺
址
の
場
合
、
報
告
書
が
未
刊
で
あ
る
た
め
不
明
確
な
点
が
あ
る
が
、
現
在
も
木
塔
の
心
礎
石
が
残
っ
て
お
り
、
残
存
す
る
塑
像
に
も
「
塔
址
」
や

「
塔
址
北
」
と
い
っ
た
記
録
が
あ
り
、
最
近
の
官
北
里
・
旧
衙
里
一
帯
に
対
す
る
発
掘
の
成
果
を
総
合
的
に
検
討
し
た
結
果
、
木
塔
址
の
塔
本
塑
像
の
一
部
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
９
７

。 

益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
は
日
本
の
川
原
寺
裏
山
遺
跡
の
よ
う
に
中
枢
伽
藍
の
火
災
を
経
て
廃
棄
さ
れ
た
場
所
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
観
世
音
応
験
記
』
の
記
録

や
最
近
の
心
礎
石
周
辺
に
対
す
る
発
掘
調
査
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
塑
像
が
元
来
木
塔
を
荘
厳
し
た
塔
本
塑
像
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
帝
釈
寺
址
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
廃
棄
の
様
相
は
、
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
い
っ
た
日
本
の
類
例
の
み
な
ら
ず
、
羅
末
麗
初
と
推
定
さ
れ
る
南
原
実
相
寺
の
寺
域
外
郭
の
竪
穴
か
ら
数
点
の
塑
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造
仏
頭
片
が
発
見
さ
れ
た
事
例
が
あ
り
、
そ
の
仏
頭
の
大
き
さ
と
形
態
は
い
ず
れ
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
９
８

。
帝
釈
寺
祉
の
よ
う
に
木
塔
焼
失
後

に
塑
像
や
瓦
塼
類
を
寺
院
の
外
郭
に
廃
棄
し
て
か
ら
再
び
中
枢
伽
藍
を
再
建
し
た
事
例
や
、
定
林
寺
址
の
よ
う
に
塔
本
塑
像
の
残
骸
物
を
西
回
廊
付
近
に
埋
め
た

後
、
既
存
の
木
塔
址
に
石
塔
を
再
建
し
た
事
例
９
９

な
ど
は
、
先
行
す
る
木
塔
の
残
骸
物
を
除
去
す
る
作
業
が
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
場
合
に
も
木
塔
址
周
辺
か
ら
塑
像
が
出
土
し
て
お
り
、
塔
本
塑
像
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
旧
橋
里
寺
址
の
場
合
に
は
発
見
申

告
品
で
あ
る
た
め
に
正
確
な
出
土
状
況
は
不
明
で
あ
る
。 

一
方
、
臨
江
寺
址
や
弥
勒
寺
址
、
金
剛
寺
址
の
場
合
、
出
土
し
た
塑
像
が
木
塔
で
は
な
く
金
堂
に
奉
安
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
臨
江
寺
址
の
場
合
、
最

近
の
再
調
査
に
お
い
て
壁
画
が
描
か
れ
た
壁
体
片
一
点
が
出
土
し
て
い
る
１
０
０

。
こ
の
遺
物
が
金
堂
址
付
近
か
ら
収
拾
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
金
堂
に
安

置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
弥
勒
寺
址
の
場
合
、
中
院
金
堂
址
や
西
院
金
堂
址
、
中
院
木
塔
址
、
東
院
石
塔
址
周
辺
か
ら
塑
像
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
金
堂

址
の
場
合
、
中
院
金
堂
と
西
院
金
堂
の
二
か
所
の
比
較
的
安
定
し
た
層
位
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
弥
勒
寺
址
の
場
合
、
西
石
塔
下
部
か
ら
螺
髪
が
発

見
さ
れ
て
お
り
塔
本
塑
像
の
存
在
を
排
除
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
両
金
堂
に
は
塑
像
が
奉
安
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
剛
寺
址
の
場
合
、
二
点
の
収

集
品
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
螺
髪
は
金
堂
址
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
定
林
寺
址
の
金
堂
址
を
は
じ
め
臨
江
寺
址
、
弥
勒
寺
址
、
金
剛
寺
址
の
事

例
は
百
済
の
塑
像
が
木
塔
を
荘
厳
す
る
塔
本
塑
像
の
み
な
ら
ず
、
金
堂
の
主
尊
仏
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

四
）
塑
像
の
系
統 

泗
沘
期
の
塑
像
は
い
か
な
る
背
景
と
系
統
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
百
済
の
塑
像
の
中
で
最
も
古
い
定
林
寺
址
や
陵
山
里
寺
址
塑
像
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
北
朝
の
墳
墓
か
ら
出
土
し
た
陶
俑
や
洛
陽
永
寧
寺
出
土
の
塑
像
と
の
類
似
性
か
ら
中
国
北
朝
系
統
の
影
響
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

五
世
紀
後
半
か
ら
五
六
七
年
ま
で
北
朝
と
百
済
と
の
間
に
は
公
式
使
節
の
往
来
は
途
絶
え
て
い
た
上
に
、
最
近
南
京
霊
山
墓
の
よ
う
に
墳
墓
か
ら
も
籠
冠
を
か
ぶ

っ
た
陶
俑
が
出
土
し
て
お
り
、
定
林
寺
址
か
ら
は
宝
珠
棒
持
菩
薩
像
の
よ
う
な
南
朝
特
有
の
仏
教
造
像
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
定
林
寺
祉
の
創
建
期
の
瓦
当
は
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南
京
の
梁
代
遺
跡
出
土
の
瓦
当
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
含
め
、
南
朝
と
百
済
の
文
物
交
流
の
結
果
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る(

本
稿
の
第
二
章

第
一
節)
。 

特
に
『
梁
書
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
工
匠
・
画
師
の
派
遣
が
定
林
寺
址
と
関
連
す
る
も
の
と
把
握
で
き
る
な
ら
ば
泗
沘
期
初
期
の
仏
教
寺
院
は
北
朝
で
な
く
南

朝
の
仏
教
寺
院
と
よ
り
直
接
的
に
関
連
す
る
と
い
え
る
１
０
１

。
そ
う
し
た
点
か
ら
最
近
上
定
林
寺
と
推
定
さ
れ
る
南
京
鍾
山
二
号
寺
址
１
０
２

、
延
興
寺
と
推
定
さ

れ
る
南
京
建
業
区
紅
土
橋
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
製
作
技
法
が
注
目
さ
れ
る
１
０
３

。
つ
ま
り
最
近
、
南
京
地
域
の
仏
教
寺
院
址
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
片
面
笵
を

利
用
し
た
頭
体
別
製
式
の
製
作
方
法
、
芯
木
の
活
用
方
法
、
彩
色
の
痕
跡
と
色
彩
、
一
部
の
頭
像
に
黄
褐
色
の
釉
薬
が
使
用
さ
れ
た
点
な
ど
、
そ
の
製
作
技
法
が

定
林
寺
址
を
は
じ
め
と
す
る
泗
沘
期
の
塑
像
と
正
確
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る(

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
の
図
二-

十
参
照)

。
こ
の
中
で
釉
薬
を
使
用
し
た
塑

像
の
製
作
事
例
は
、
北
朝
地
域
の
仏
教
寺
院
址
か
ら
は
い
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
点
で
注
目
す
べ
き
要
素
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
献
記
録
と
百
済
と
南
京

地
域
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
製
作
技
法
の
一
致
は
、
い
ず
れ
も
百
済
の
塑
像
製
作
に
南
朝
の
技
術
工
人
の
積
極
的
な
参
与
と
技
術
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
と
い
え
よ
う
１
０
４

。 

一
方
、
中
国
南
朝
の
寺
院
に
対
す
る
発
掘
調
査
の
事
例
は
皆
無
で
あ
る
が
、
百
済
と
北
朝
の
仏
教
寺
院
の
相
違
点
に
つ
い
て
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
一
つ
目
は
永
寧
寺
か
ら
講
堂
址
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
り
、
二
つ
目
は
百
済
の
木
塔
址
か
ら
は
塔
心
実
体
、
ま
た
は
夯
土
塔
心
体
と
呼
ば
れ
る
遺
構

が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
講
堂
の
問
題
を
検
討
す
る
と
、
洛
陽
永
寧
寺
に
代
表
さ
れ
る
北
朝
の
伽
藍
配
置
は
仏
塔
を
中
心
に
仏
殿
が
一
直
線
上

に
配
置
さ
れ
る
が
、
仏
殿
の
後
ろ
に
講
堂
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
南
朝
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
定
林
寺
址
を
は
じ
め
百
済
の
伽
藍
配
置
に
お

い
て
は
共
通
し
て
講
堂
址
が
確
認
さ
れ
る
点
と
対
照
を
な
す
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
つ
い
て
楊
泓
氏
は
「
南
朝
仏
教
は
玄
学
義
理
を
重
視
し
た
。
一
方
、
北
方
仏

教
は
宗
教
行
為
を
重
視
し
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
１
０
５

。
北
朝
の
仏
教
寺
院
遺
跡
の
発
掘
事
例
が
多
く
な
い
た
め
断
定
し
難
い
が
、
伽

藍
配
置
に
つ
い
て
も
南
朝
と
北
朝
の
仏
教
寺
院
に
違
い
が
あ
っ
た
可
能
性
に
言
及
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
相
違
点
と
し
て
は
、
最
近
百

済
の
伽
藍
配
置
に
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
東
西
回
廊
址
の
北
側
の
い
わ
ゆ
る
「
東
堂
・
西
堂
」
の
よ
う
な
建
物
址
の
存
在
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

本
稿

の
第
二
章
第
一
節
お
よ
び
第
四
章
第
一
節
参
照)

。 
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次
に
木
塔
構
造
に
み
ら
れ
る
相
違
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
北
朝
の
木
塔
址
の
場
合
、
そ
の
内
部
に
塑
像
を
設
置
す
る
た
め
、
塔
の
中
央
に
土(

日

干
煉
瓦)
と
木(

柱)

で
混
成
さ
れ
た
方
形
の
塔
心
実
体
、
ま
た
は
夯
土
塔
心
体
と
呼
ば
れ
る
遺
構
が
残
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
１
０
６

。
北
魏
の
方
山
思
遠
仏

寺
１
０
７

、
洛
陽
永
寧
寺
址
、
東
魏
北
齊
時
期
の
趙
彭
城
仏
寺
跡
１
０
８

な
ど
で
は
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
～
三
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
塔
心
実
体
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
洛
陽
永
寧
寺
の
場
合
、
日
干
煉
瓦
を
積
み
上
げ
た
方
形
の
塔
心
実
体
は
、
一
辺
が
約
一
九
・
八
メ
ー
ト
ル
、
残
存
高
が
三
・
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
残

存
す
る
方
形
の
塔
心
実
体
は
日
干
煉
瓦
製
の
壁
柱
状
を
な
し
、
東
・
南
・
西
の
三
面
に
そ
れ
ぞ
れ
五
個
、
弧
形
に
窪
め
ら
れ
た
龕
の
遺
構
が
確
か
め
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
損
壊
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
日
干
煉
瓦
積
み
の
壁
龕
は
い
ず
れ
も
二
本
の
柱
の
間
に
窪
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
仏
像
を
奉
安
す
る
仏
龕
と
み
な
さ
れ

る
。
塔
基
壇
の
発
掘
調
査
時
に
出
土
し
た
多
量
の
仏
・
菩
薩
・
弟
子
の
塑
像
と
多
様
な
情
景
塑
像
は
龕
内
お
よ
び
龕
外
の
壁
面
に
彫
塑
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
１
０
９

。 

と
こ
ろ
で
百
済
故
地
の
木
塔
址
が
調
査
さ
れ
た
遺
跡
で
は
塔
心
実
体
、
ま
た
は
夯
土
塔
心
体
と
い
え
る
遺
構
が
全
く
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
定
林
寺
址
の
塑
像

が
出
土
し
た
西
回
廊
址
の
大
型
竪
穴
か
ら
も
中
小
型
の
塑
像
と
と
も
に
焼
土
の
塊
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
四
天
柱
の
壁
面
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
か
ら
も
瓦
塼
類
、
土
器
類
と
共
に
壁
体
類
が
出
土
し
て
い
る
が
、
建
築
部
材
の
一
部
と
し
て
壁
面
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

『
高
僧
伝
』
な
ど
の
文
献
記
録
を
み
る
と
、
南
朝
の
木
塔
は
刹
柱
を
ま
ず
立
て
た
後
に
中
心
刹
柱
に
依
支
し
な
が
ら
、
一
層
ず
つ
築
き
上
げ
る
か
、
あ
る
い
は

一
層
を
ま
ず
建
立
し
た
後
に
そ
の
上
を
築
き
上
げ
る
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
１
１
０

。
南
朝
地
域
の
仏
教
寺
院
に
関
す
る
考
古
学
的
な
資
料
は
皆
無
で
あ
る
が
１
１
１

、

日
本
の
飛
鳥
地
域
の
木
塔
の
結
構
を
参
考
に
す
る
と
、
南
朝
の
木
塔
も
そ
れ
と
同
じ
く
内
部
に
夯
土
塔
心
体
を
設
置
せ
ず
に
心
柱
を
中
心
と
す
る
木
材
を
架
構
す

る
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
１
１
２

。
こ
の
よ
う
に
百
済
の
木
塔
址
や
飛
鳥
の
現
存
す
る
木
塔
か
ら
は
塔
心
実
体
ま
た
は
夯
土
塔
心
体
と
呼
び
う
る
構
造
は
残

っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
木
塔
基
壇
部
の
構
造
は
北
朝
で
は
な
く
南
朝
を
淵
源
に
持
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

一
方
、
南
朝
の
塼
築
墳
の
中
に
は
、
墓
室
の
後
壁
に
三
層
塔
を
形
象
化
し
た
と
推
定
さ
れ
る
新
資
料
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る(

図
四-

二
十
六)

１
１
３

。

南
京
市
江
寧
区
胡
村
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
塼
築
墳
の
後
壁
中
央
に
は
画
像
塼
と
花
文
塼
を
利
用
し
て
品
字
形
に
配
列
さ
れ
た
塔
型
結
構
が
確
認
さ
れ
た
。
下
の
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二
基
は
三
層
で
、
高
さ
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
両
塔
の
間
に
も
頂
部
に
小
規
模
の
塔
が
あ
る
が
、
単
層
で
高
さ
は
○
・
五
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
墓
室
の

後
壁
に
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
装
飾
が
つ
く
ら
れ
た
事
例
は
河
南
鄧
県
画
像
塼
墓
と
南
京
西
善
橋
南
朝
墓
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
お
り
１
１
４

、
南
朝
晩
期
の
仏
教

盛
行
と
い
う
時
代
的
な
背
景
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
北
朝
の
大
型
木
塔
と
区
別
さ
れ
る
南
朝
的
な
仏
塔
の
具
体
的
な
形
状
を
推
定
で
き

る
資
料
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。 

以
上
を
検
討
し
て
み
る
と
、
中
国
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
木
塔
の
基
壇
と
結
構
方
法
は
「
北
土
南
木
」
、
つ
ま
り
北
朝
で
は
土
を
利
用
し
て
築
造
さ
れ
た
夯
土

積
心
を
基
礎
と
し
て
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
の
に
対
し
、
南
朝
で
は
心
礎
石
の
上
に
刹
柱
を
立
て
た
後
に
木
で
架
構
し
た
木
塔
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
そ

の
技
術
的
な
違
い
を
概
念
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
木
塔
構
造
の
違
い
は
、
塑
像
の
安
置
方
法
の
違
い
も
伴
う
も
の
で
あ
り
、
南
朝
や
百
済

故
地
の
塑
像
の
数
量
が
北
朝
地
域
に
比
べ
て
貧
弱
な
点
を
説
明
す
る
手
が
か
り
と
な
り
う
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
、
木
塔
の
平
面
形
態
や
舎
利
の
埋
納

方
法
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
方
面
か
ら
の
検
討
を
通
し
て
補
完
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

(

三)   

周
辺
国
家
の
塑
像
と
の
関
係 

百
済
故
地
に
お
け
る
塑
像
出
土
遺
跡
は
定
林
寺
址
を
は
じ
め
十
二
か
所
に
も
の
ぼ
る
。
塑
像
の
出
土
位
置
と
製
作
技
法
の
分
析
、
中
国
の
事
例
な
ど
を
総
合
的

に
検
討
し
た
結
果
、
そ
の
奉
安
場
所
が
木
塔
と
関
係
す
る
場
合
が
多
く
、
伝
播
ル
ー
ト
や
系
統
に
つ
い
て
は
南
朝
に
淵
源
を
持
つ
可
能
性
が
高
い
点
が
確
認
で
き

た
。
近
年
、
南
京
地
域
の
鍾
山
二
号
寺
址
や
紅
土
橋
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
事
例
が
そ
の
よ
う
な
推
論
を
根
拠
づ
け
る
実
物
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の

点
に
お
い
て
百
済
故
地
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
、
南
朝-

百
済-

倭
と
つ
な
が
る
仏
教
文
化
の
伝
播
ル
ー
ト
を
証
明
す
る
新
た
な
資
料
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
と
考

え
ら
れ
る
。
以
下
で
百
済
の
塑
像
と
高
句
麗
、
新
羅
、
日
本
の
塑
像
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
い
き
た
い
。 

高
句
麗
故
地
か
ら
は
、
平
安
南
道
平
原
郡
徳
浦
里
万
徳
山
付
近
の
元
五
里
寺
址
出
土
の
塑
像
１
１
５

と
、
平
壌
市
楽
浪
区
域
の
土
城
里
出
土
の
陶
笵
１
１
６

が
知
ら

れ
て
い
る(

図
四-

二
十
七)

。
前
者
の
場
合
、
一
〇
〇
余
点
の
禅
定
印
仏
坐
像
と
二
〇
〇
余
点
の
菩
薩
立
像
が
残
っ
て
い
る
。
彫
刻
手
法
が
柔
ら
か
く
、
衣
文
線

は
端
正
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
丸
い
立
体
感
が
感
じ
ら
れ
、
東
魏
の
仏
像
様
式
と
類
似
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
１
１
７

。
ま
た
、
笵
型
を
利
用
し
て
同
じ
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型
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
延
嘉
七
年
銘
金
銅
仏
立
像
の
銘
文
に
も
見
ら
れ
る
千
仏
造
成
の
信
仰
が
流
行
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
当
時
の
信
仰
形
態
の
一
部
と
し

て
解
釈
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
１
１
８

。
ま
た
後
者
は
、
裳
懸
座
の
下
段
に
覆
蓮
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
形
式
は
青
陽
陶
製
仏
像
の
裳
懸
台
座
や
南
京
栖
霞

寺
の
南
斉
時
期
の
石
造
如
来
坐
像
の
裳
懸
座
に
よ
り
類
似
し
て
お
り
、
高
句
麗
の
仏
像
様
式
に
も
北
魏
の
み
な
ら
ず
南
朝
の
影
響
を
あ
っ
た
と
い
う
見
解
が
提
起

さ
れ
て
い
る
１
１
９

。 

元
五
里
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
技
法
と
奉
安
場
所
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
に
芯
木
を
使
用
し
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、

頭
部
と
胴
体
を
一
緒
に
つ
く
り
出
し
た
一
体
式
で
あ
り
、
成
形
後
に
焼
成
が
な
さ
れ
た
も
の
と
把
握
し
た
１
２
０

。
一
体
式
の
成
形
方
法
は
遼
寧
省
思
燕
仏
図
か
ら

も
出
土
し
た
事
例
が
あ
る
が
、
北
魏
の
塑
像
に
お
い
て
は
ま
だ
焼
成
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
塑
像
の
焼
成
は
南
朝
や
百
済
の
塑
像
に
み

ら
れ
る
特
徴
的
な
要
素
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
元
五
里
寺
址
の
塑
像
は
奉
安
方
法
や
製
作
技
法
の
面
か
ら
北
魏
の
塑
像
と
の
関
連
性
が
あ
る
が
、
「
焼
成
」

と
い
う
要
素
や
仏
像
様
式
の
側
面
か
ら
南
朝
や
百
済
と
の
関
連
性
を
と
も
に
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

新
羅
の
塑
像
の
場
合
、
霊
廟
寺
丈
六
三
尊
を
は
じ
め
十
個
の
事
例
と
彫
刻
僧
で
あ
る
良
志
に
関
す
る
記
録
が
『
三
国
遺
事
』
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
慶
州

四
天
王
寺
址
出
土
の
緑
釉
塑
像
と
錫
杖
寺
址
出
土
の
塑
像
は
、
彼
の
作
品
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る(

図
四-

二
十
八
・
二
十
九)

１
２
１

。
『
三
国
遺
事
』
良
志
使

錫
条
を
み
る
と
、
良
志
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
が
、
善
徳
王
代(

六
三
二
～
六
四
六
年)

に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
塑
造
に
優
れ
て
お
り
、
殿
塔
の
瓦
を
つ
く
り
、
筆
札

に
も
長
け
て
い
た
と
い
う
。
四
天
王
寺
址
の
場
合
、
六
七
〇
年
に
着
工
し
て
六
七
九
年
に
完
成
し
、
彼
の
作
品
と
し
て
「
天
王
寺 

塔
下 

八
部
神
将
」
が
記
録

さ
れ
て
い
る
た
め
、
文
武
王
代
に
も
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
の
美
術
史
学
界
で
は
慶
州
四
天
王
寺
址
の
緑
釉
塑
像
に
つ
い
て
「
四
天

王
像
」
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
「
八
部
神
衆
」
と
み
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
り
、
最
近
の
再
発
掘
以
後
に
は
『
灌
頂
経
』
に
記
載
さ
れ
る
神
王
で
あ
る
「
護

塔
善
神
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
１
２
２

。 

筆
者
は
こ
れ
に
関
す
る
知
見
を
持
た
な
い
が
、
百
済
の
塑
像
と
の
比
較
に
よ
っ
て
提
起
で
き
る
示
唆
点
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
良
志
が
塑
造
の
み
な

ら
ず
、
瓦
、
書
芸
に
も
長
け
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
良
志
、
あ
る
い
は
良
志
に
代
表
さ
れ
た
工
人
集
団
が
塑
像
と
瓦
の
製
作
、
書
芸
に
長
け
て
い
た
こ
と
を

物
語
り
、
青
陽
汪
津
里
窯
址
、
本
義
里
窯
址
出
土
品
の
よ
う
に
百
済
の
塑
像
は
瓦
陶
兼
業
窯
に
お
い
て
焼
成
さ
れ
た
点
と
関
連
づ
け
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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二
つ
目
に
注
目
し
た
い
の
は
、
四
天
王
寺
址
の
緑
釉
塑
像
の
製
作
技
法
に
お
い
て
断
面
に
三
重
の
胎
土
層
が
発
見
さ
れ
た
点
や
、
施
釉
し
て
い
る
点
で
あ
る

１
２
３

。 

慶
州
地
域
で
発
見
さ
れ
た
統
一
新
羅
時
代
の
緑
釉
製
品
の
場
合
、
四
天
王
寺
址
出
土
品
が
最
も
古
い
段
階
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
一
新
羅
の
緑
釉
の
発

生
は
百
済
と
の
関
連
性
の
中
で
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
１
２
４

。
な
ぜ
な
ら
ば
青
陽
本
義
里
の
仏
像
台
座
や
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
出
土
の
塑
像
か
ら
も
二

層
ま
た
は
三
層
の
断
面
が
確
認
さ
れ
、
弥
勒
寺
址
の
緑
紬
橡
木
瓦
な
ど
、
百
済
故
地
で
は
多
様
な
緑
釉
製
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
１
２
５

。
ま
た
、
統

一
新
羅
の
初
期
に
属
す
る
慶
州
陵
只
塔
出
土
塑
像
の
場
合
、
大
型
塑
像
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
焼
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
１
２
６

、
百
済
故

地
で
出
土
し
た
塑
像
と
の
技
術
的
な
関
連
性
が
共
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
１
２
７

。 

三
つ
目
は
四
天
王
寺
址
の
緑
釉
塑
像
の
図
像
と
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
中
で
悪
鬼
像
の
場
合
、
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
で
も
悪
鬼
像
を
踏
ん
で
そ
の
上

に
立
像
が
立
つ
よ
う
考
案
さ
れ
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
出
土
品
の
場
合
、
頭
像
や
持
物
と
推
定
で
き
る
遺
品
が
非
常
に
少
な
い
が
、
こ
れ

ま
で
武
人
像
と
推
定
で
き
る
ほ
ど
の
破
片
が
全
く
確
認
さ
れ
て
い
な
い
点
も
共
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
悪
鬼
の
頭
部
片
も
四
天
王
寺
址
緑
釉
塑

像
の
悪
鬼
と
類
似
性
が
あ
り
今
後
比
較
す
る
余
地
が
あ
る
。 

そ
の
他
に
臨
江
寺
址
出
土
の
装
飾
破
片(

図
四-

十
五)
の
場
合
、
四
天
王
寺
址
塑
像
の
龕
形
周
縁
部
装
飾
と
類
似
す
る
位
置
に
付
着
し
て
飾
っ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
四
天
王
寺
址
塑
像
の
技
術
系
統
や
尊
名
、
良
志
の
出
自
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
統
一
新
羅
の
塑
像
の
問
題
は
百
済
滅
亡
前
後

の
百
済
遺
民
の
動
向
と
関
連
づ
け
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

最
後
に
日
本
で
出
土
し
た
塑
像
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
日
本
に
お
け
る
塑
像
と
関
連
す
る
最
も
古
い
記
録
は
四
天
王
寺
に
関
す
る
次
の
記
録
で
あ
る
。 

 

史
料
四-

一: 

阿
倍
大
臣
、
請
四
重
於
四
天
王
寺
、
迎
仏
像
四
躯
、
使
坐
于
塔
内
、
造
霊
鷲
山
像
、
累
積
鼓
為
之.(

『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
五 

孝
徳
天
皇 

大
化
四

年
二
月
条) 
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こ
こ
に
は
、
大
化
改
新
の
主
役
で
あ
っ
た
左
大
臣
阿
倍
内
麻
呂(

倉
梯
麻
呂)

が
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の
四
衆
を
四
天
王
寺
に
屈
請
し
、
塔
内
に

仏
像
四
躯
を
安
置
ま
た
は
塔
内
に
鼓
を
積
み
重
ね
て
霊
鷲
山
像
を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
に
見
ら
れ
る
塑
像
は
現
存
す
る
法
隆
寺
五
重
塔
初
層
の

塔
本
塑
像
と
非
常
に
類
似
す
る
形
態
で
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
１
２
８

。
第
六
章
第
一
節
で
言
及
す
る
が
大
阪
の
四
天
王
寺
の
伽
藍
配
置
が
百
済
寺
院
の

そ
れ
と
最
も
類
似
し
、
七
世
紀
中
半
と
い
う
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
塑
像
の
製
作
に
中
国
で
な
く
韓
半
島
の
諸
国
の
う
ち
百
済
と
の
関
連
性
を
考
慮
で
き
る

だ
ろ
う
１
２
９

。 

一
方
、
日
本
に
現
存
す
る
最
も
古
い
塑
像
の
遺
品
は
川
原
寺
の
裏
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
塑
像
群
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
一
九
七
四
年
三
月
か
ら
二

ヶ
月
わ
た
り
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
多
量
の
方
形
三
尊
塼
仏
、
塑
像
片
、
方
形
緑
釉
塼
、
銅
製
品
、
貨
銭
、
土
器
片
、
瓦
片
が
検
出
さ
れ
た(

図
四-

三
十)

。
調

査
の
結
果
、
こ
の
遺
跡
は
焼
失
し
た
寺
院
の
仏
像
、
荘
厳
具
な
ど
を
裏
山
の
丘
陵
端
部
に
長
径
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
、
短
径
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
底
径
約
一
・
五

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
の
穴
を
掘
り
、
そ
の
中
に
埋
納
し
た
遺
構
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
１
３
０

。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
廃
棄
様
相
は
前
述
し
た

益
山
帝
釈
寺
址
の
廃
棄
場
遺
跡
と
非
常
に
類
似
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
１
３
１

。 

こ
こ
で
出
土
し
た
塑
像
は
頭
像
と
胴
体
を
別
途
に
製
作
し
て
接
合
し
た
頭
体
別
製
式
で
製
作
さ
れ
て
お
り
、
多
様
な
形
態
の
芯
木
を
使
用
し
た
痕
跡
が
よ
く
残

っ
て
い
た
。
螺
髪
や
耳
の
よ
う
な
場
合
、
笵
を
利
用
し
て
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
塑
像
の
場
合
、
お
お
よ
そ
手
捏
法
を
使
用
し
て
成
形
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
大
型
塑
像
は
荒
土
と
砂
粒
が
多
く
混
ざ
っ
た
粘
土
、
精
選
さ
れ
た
微
細
粘
土
な
ど
を
使
用
し
て
整
形
さ
れ
て
お
り
複
数
の
層
を
な
す
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。
ま
た
、
塑
像
の
断
片
の
中
に
は
唐
草
文
や
花
文
な
ど
を
彩
色
し
た
痕
跡
が
鮮
明
に
残
っ
て
お
り
、
一
部
に
は
金
箔
を
か
ぶ
せ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
成
形
技
法
は
百
済
地
域
の
塑
像
で
確
認
さ
れ
る
点
と
共
通
し
て
お
り
、
特
に
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
遺
跡
出
土
品
と
最
も
類
似
す
る
と
言
え

る
。 川

原
寺
裏
山
遺
跡
で
出
土
し
た
塑
像
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
初
期
塑
像
と
百
済
と
の
関
連
性
を
考
慮
す
る
と
最
も
重
要
な
こ
と
は
「
焼
成
の
可
否
」
で
あ
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
川
原
寺
裏
山
遺
跡
の
場
合
、
火
災
で
焼
失
し
た
も
の
を
廃
棄
し
た
場
所
で
あ
る
た
め
、
焼
成
の
可
否
を
確
認
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
十
二
支
神
将
像
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
ウ
マ
や
ニ
ワ
ト
リ
の
頭
部
片
が
発
見
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
琉
璃
質
の
釉
薬
成
分
が
確
認
さ
れ
る
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(
図
四-

三
十
一)

。
し
か
し
こ
の
場
合
、
目
に
嵌
め
込
ん
だ
琉
璃
の
よ
う
な
物
質
が
火
災
に
よ
っ
て
溶
け
て
流
れ
離
れ
た
と
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
資
料
を
通
し

て
川
原
寺
裏
山
遺
跡
の
塑
像
が
焼
成
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
緑
釉
水
波
文
塼
が
共
に
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
塚
廻
古
墳
出
土
の
緑
釉
棺
台
、
藤
原
京
出
土
の
緑
釉
硯
、
飛
鳥
池
出
土
の
緑
釉
壷
な
ど

い
わ
ゆ
る
「
白
鳳
緑
釉
」
に
属
す
る
も
の
で
、
日
本
で
発
見
さ
れ
た
最
も
古
い
段
階
の
緑
釉
製
品
の
一
つ
で
あ
る
。
川
原
寺
裏
山
遺
跡
で
は
半
肉
彫
り
文
様
の
緑

釉
塼
と
線
彫
り
文
様
の
緑
釉
塼
な
ど
二
種
類
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
創
建
当
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

図
四-

三
十
二)

１
３
２

。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
日
本
へ
の
鉛
釉
技
術
流
入
の
契
機
に
つ
い
て
白
村
江
の
戦
い
以
後
日
本
に
渡
っ
て
い
っ
た
百
済
遺
民
の
影
響
と
把
握
し
た
見
解
が
注
目
さ
れ
る
１
３
３

。
本

稿
の
第
二
章
二
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
百
済
地
域
で
は
扶
余
定
林
寺
址
創
建
以
後
多
様
な
方
面
で
緑
釉
を
使
用
し
た
１
３
４

。
こ
れ
を
見
れ
ば
川
原
寺
が
創
建
さ
れ

た
七
世
紀
後
半
段
階
に
お
い
て
こ
の
寺
院
の
建
立
に
百
済
の
技
術
が
活
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
緑
釉
塼
だ
け
で
な
く
塑
像
の
場
合
に
も
該
当
す
る
可

能
性
も
あ
る
。
川
原
寺
裏
山
遺
跡
の
武
装
天
部
像
腰
部
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
資
料
の
場
合
１
３
５

、
そ
の
下
部
に
金
箔
や
彩
色
痕
と
共
に
緑
釉
と
推
定
さ
れ
る
痕
跡

が
観
察
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
可
能
性
を
全
く
排
除
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る(

図
四-

三
十
三)

。
つ
ま
り
、
緑
釉
水
波
文
塼
や
塑
像
の
製
作
技
術
は
中
国
や

高
句
麗
・
新
羅
で
な
く
百
済
に
淵
源
を
持
つ
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
輸
入
さ
れ
た
契
機
は
緑
釉
塼
の
輸
入
過
程
に
関
す
る
議
論
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
百
済
滅
亡
以
後
の
遺
民
の
活
動
と
関
連
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
点
に
同
意
す
る
が
、
四
天
王
寺
の
記
録
を
参
考
に
す
る
と
塑
像
の
場
合
は
そ
れ

以
前
に
百
済
か
ら
技
術
的
な
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
排
除
し
難
い
だ
ろ
う
１
３
６

。 

 

ま
と
め 

扶
余
と
益
山
地
域
を
中
心
に
百
済
寺
院
址
に
対
す
る
発
掘
調
査
の
進
展
は
既
存
の
堂
塔
を
主
と
し
た
配
置
論
か
ら
抜
け
出
し
て
各
建
物
址
の
機
能
や
性
格
に
関

す
る
問
題
ま
で
議
論
が
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
第
一
節
で
は
伽
藍
配
置
を
中
心
に
し
て
百
済
寺
院
の
展
開
過
程
を
検
討
し
て
。
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
は
日
本

の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
似
て
い
る
が
、
講
堂
と
回
廊
の
連
結
方
式
が
北
回
廊
で
連
結
す
る
の
で
は
な
く
東
・
西
回
廊
北
端
の
付
属
建
物
、
講
堂
址
東
西
側
の

別
途
建
物
に
連
結
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
る
点
が
異
な
る
。
東
・
西
回
廊
北
端
の
付
属
建
物
は
僧
房
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
公
的
な
性
格
が
強
い
た
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め
「
東
堂
と
西
堂
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
様
式
の
伽
藍
配
置
は
塑
像
を
は
じ
め
と
す
る
共
伴
遺
物
と
文
献
記
録
な
ど
を
通
し
て
み

る
と
、
泗
沘
遷
都(

五
三
八
年)

以
後
、
中
国
南
朝
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
が
、
部
分
的
に
高
句
麗
の
影
響
も
共
に
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
六
世
紀
中

後
半
の
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
が
建
立
さ
れ
た
段
階
か
ら
は
東
西
回
廊
の
外
郭
に
建
物
が
増
築
さ
れ
る
か
と
思
え
ば
六
世
紀
末
以
後
に
は
一
部
の
殿
閣
が
建
立

さ
れ
な
い
な
ど
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。
七
世
紀
前
半
に
建
立
さ
れ
た
弥
勒
寺
址
は
三
院
並
列
式
伽
藍
配
置
を
見
せ
る
が
、
こ
れ
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
基
に

し
て
中
国
の
大
型
院
落
式
寺
院
と
弥
勒
思
想
の
影
響
を
受
け
て
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
百
済
の
寺
院
は
泗
沘
遷
都
以
後
か
ら
滅
亡
期
ま
で
基
本
的
に
定
林

寺
式
伽
藍
配
置
で
建
立
さ
れ
た
た
め
で
こ
れ
を
広
義
の
「
百
済
式
伽
藍
配
置
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
節
で
は
百
済
故
地
で
し
ば
し
ば
出
土
す
る
塑
像
の
展
開
過
程
と
周
辺
国
家
の
塑
像
と
の
関
連
性
を
検
討
し
た
。
百
済
の
塑
像
は
こ
れ
ま
で
廃
寺
址
や
窯
址

な
ど
十
二
ヶ
所
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
主
に
寺
院
の
木
塔
や
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
成
形
方
式
は
手
捏
法
、
笵
抜
の
二
種
類
が
全
て

確
認
さ
れ
て
お
り
、
成
形
後
に
焼
成
あ
る
い
は
乾
燥
さ
せ
る
。
釉
薬
が
施
釉
さ
れ
た
塑
像
や
窯
址
で
塑
像
が
出
土
す
る
事
例
は
百
済
で
部
分
的
で
あ
る
が
焼
成
過

程
を
経
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
。
こ
れ
は
中
国
の
南
京
で
発
見
さ
れ
た
塑
像
で
も
確
認
さ
れ
る
点
で
あ
る
た
め
、
そ
の
技
術
的
な
系
統
が
南
朝
と
関
連
し
て
い
る

可
能
性
を
高
め
て
い
る
。 

百
済
の
塑
像
に
見
ら
れ
る
製
作
技
術
の
特
徴
は
、
高
句
麗
の
元
五
里
寺
址
出
土
の
塑
像
や
新
羅
の
四
天
王
寺
の
緑
釉
塼
な
ど
で
も
部
分
的
な
関
連
性
が
確
認
さ

れ
、
日
本
の
場
合
、
四
天
王
寺
に
関
す
る
文
献
記
録
や
川
原
寺
裏
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
塑
像
な
ど
を
見
る
と
百
済
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
川

原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
品
の
場
合
、
廃
棄
様
相
だ
け
で
な
く
製
作
技
法
が
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
と
非
常
に
類
似
し
、
釉
薬
が
施
さ
れ
た
緑
釉
塼
か
ら
は
百
済
滅
亡

以
後
の
遺
民
に
よ
る
技
術
の
伝
播
の
可
能
性
を
想
定
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

                                        

  

 

１ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
廃
寺
址
学
術
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
八
年)

。 

２ 

北
野
耕
平
「
百
済
時
代
寺
院
址
の
分
布
と
立
地
」(

百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』
、
黃
寿
永
・
田
村
圓
澄
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

。 
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３ 
栄
山
江
流
域
が
百
済
中
央
に
完
全
に
編
入
さ
れ
た
の
は
、
百
済
が
熊
津
に
遷
都
し
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
百
済
中
央
の
文
化
が
本
格
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は

泗
沘
時
期
以
後
の
現
象
で
あ
る
。
栄
山
江
流
域
で
は
、
羅
州
新
村
里
九
号
墳
の
金
銅
冠
や
羅
州
伏
岩
里
三
号
墳
の
卍
字
銘
土
器
を
除
く
と
、
漢
城
～
熊
津
時
期
の
仏

教
関
連
遺
物
や
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
最
近
、
高
麗
時
代
の
廃
寺
址
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
康
津
月
南
寺
址
で
七
世
紀
代
と
推
定
さ
れ
る
百
済
の

蓮
華
文
瓦
当
と
多
量
の
平
瓦
が
発
見
さ
れ
た(

民
族
文
化
遺
産
研
究
院
「
康
津
月
南
寺
址
真
覚
国
師
碑
周
辺
文
化
財
精
密
発
掘
調
査
現
場
説
明
会
資
料
」
、
二
〇
一
二

年(

油
印
物))

。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
全
羅
南
道
地
域
に
も
泗
沘
遷
都
以
後
、
一
定
期
間
が
過
ぎ
た
七
世
紀
代
に
百
済
中
央
と
関
連
す
る
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
と
考
え

て
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

４ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
一
年)

。 

５ 

金
洛
中
「
扶
余
泗
沘
都
城
に
対
す
る
研
究
成
果
と
課
題
」(

『
韓
国
の
都
城-

三
国
～
朝
鮮
、
発
掘
調
査
と
成
果
』
、
国
立
慶
州
・
扶
余
・
加
耶
文
化
財
研
究
所
二
〇

周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
二
〇
一
〇
年
、
一
八
～
一
九
頁)

。 

６ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
一
〇
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
八
年)

。 

７ 

石
田
茂
作
「
扶
余
軍
守
里
廃
寺
址
発
掘
調
査(

槪
報)

」(
『
昭
和
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
三
七
年)

。 

石
田
茂
作
「
百
済
寺
院
と
法
隆
寺
」(

『
朝
鮮
学
報
』
五
、
一
九
五
三
年) ; 

『
法
隆
寺
雑
記
帖
』(

学
生
社
、
一
九
六
九
年)

。 

斎
藤
忠
「
扶
余
軍
守
里
廃
寺
跡
に
見
ら
れ
る
伽
藍
配
置
と
そ
の
源
流
」(

百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』(

前
掲
書)

。 

８ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
軍
守
里
寺
址
一-

木
塔
址
、
金
堂
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
〇
年)

。 

９ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
興
寺
址Ⅱ

-

瓦
窯
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
七
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
興
寺
址Ⅲ

-

木
塔
址
・
金
堂
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(
二
〇
〇
九
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址-

第
一
一
次
発
掘
調
査
」(

『
二
〇
一
〇
百
済
文
化
を
探
し
て
』
、
二
〇
一
一
年)

。 

金
容
民
「
王
興
寺
跡
と
舍
利
器
・
荘
厳
具
の
発
掘
調
査
成
果
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

。 

金
洛
中
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
と
運
営
の
特
徴
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
四
、
二
〇
一
一
年)

。 
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１
０ 
木
塔
址
南
側
基
壇
の
北
側
に
は
礫
と
砂
が
混
じ
っ
て
排
水
が
容
易
な
薄
褐
色
真
砂
土
盛
土
層
が
比
較
的
水
平
に
積
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
南
側
か
ら
は
褐
色

礫
層
と
褐
色
砂
質
層
が
三
〇
～
四
〇
度
ほ
ど
の
傾
斜
を
な
し
な
が
ら
盛
土
さ
れ
て
い
た
。 

１
１ 

扶
余
王
興
寺
址
出
土
舍
利
函
の
銘
文
の
文
字
や
用
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

新
川
登
亀
男
「
古
代
朝
鮮
半
島
の
舍
利
と
舍
利
銘
文-

飛
鳥
寺
再
考
の
準
備
と
し
て
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
二
〇
一
〇
年
、
四
九
～
五
三
頁)

。 

１
２ 

李
道
学
「
王
興
寺
址
舍
利
器
銘
文
分
析
を
通
し
て
み
た
百
済
威
德
王
代
の
政
治
と
仏
教
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
四
二
、
二
〇
〇
八
年
、
九
～
一
〇
頁)

。 

１
３ 

小
杉
一
雄
「
六
朝
及
び
隋
代
に
於
け
る
塔
基
表
示
」(

『
中
国
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
、
新
樹
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
〇
～
三
四
頁)

。 

１
４ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
興
寺
址Ⅲ

』(

二
〇
〇
九
年
、
一
四
三
～
一
四
五
頁)

。  

１
５ 

石
田
茂
作
・
斎
藤
忠
「
扶
余
に
於
け
る
百
済
寺
址
の
調
査(

槪
報)

」(

『
昭
和
十
三
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
四
〇
年)

。 

１
６ 

一
九
九
三
・
一
九
九
四
年
の
調
査
内
容
は
報
告
書
が
未
刊
で
あ
り
、
次
の
本
を
参
考
に
し
た
。  

(

財)

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
『
扶
余
東
南
里
寺
址
整
備
基
本
計
画
』(

扶
余
郡
、
二
〇
〇
七
年)

。 

１
７ 

忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
『
扶
余
東
南
里
二
一
六-
七
番
地
遺
跡
』(

二
〇
〇
七
年)

。 

姜
鍾
元
「
扶
余
東
南
里
と
錦
山
栢
嶺
山
城
出
土
文
字
資
料
」(
『
木
簡
と
文
字
』
三
、
二
〇
〇
九
年)

。 

１
８ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
宮
里
発
掘
調
査
中
間
報
告Ⅵ

』(
二
〇
〇
八
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅲ

』(
二
〇
〇
九
年)

。 

１
９ 

百
済
武
康
王
、
遷
都
枳
慕
蜜
地
。
新
営
精
舍
、
以
貞
観
十
三
年
歲
次
、
己
亥
冬
十
一
月
、
天
大
雷
雨
。
遂
災
帝
釈
精
舍
、
仏
堂
七
級
浮
図
乃
至
廊
房
、
一
皆
燒
。
塔

下
礎
石
中
有
種
種
七
宝
、
亦
有
仏
舍
利
彩
水
晶
瓶
。
又
銅
作
紙
写
、
金
剛
波
若
経
、
貯
以
木
柒
函
。
発
礎
石
開
視
、
悉
皆
燒
盡
。
唯
仏
舍
利
瓶
及
波
若
経
漆
函
如

故
。
牧
田
諦
亮
『
観
世
音
應
驗
記
研
究
』(

平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
〇
年)

。 

２
０ 

黃
寿
永
「
百
済
帝
釈
寺
址
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
四
、
一
九
七
三
年)

。 

２
１ 

円
光
大
学
校
馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
、
一
九
九
四
年
『
益
山
帝
釈
寺
址
試
掘
調
査
報
告
書
』
、
遺
跡
調
査
報
告
三
六
集
。 
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円
光
大
学
校
博
物
館
『
益
山
王
宮
里
伝
瓦
窯
址(

帝
釈
寺
廃
棄
場)

試
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
六
年)

。 

２
２ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
帝
釈
寺
址-

発
掘
調
査
報
告
書Ⅰ

』(

二
〇
一
一
年)

。 

２
３ 

田
庸
昊
「
王
宮
里
遺
跡
の
最
近
の
発
掘
成
果
」(

『
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
調
査
成
果
と
意
義
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年)

。  

２
４ 

藤
島
亥
治
郞
「
朝
鮮
建
築
史
論
其
三
」(

『
建
築
雑
誌
』
二
、
一
九
三
〇
年) ; 

『
朝
鮮
建
築
史
論
』(

一
九
六
九
年)

。 

２
５ 

弥
勒
寺
址
の
発
掘
過
程
お
よ
び
成
果
に
対
す
る
研
究
史
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

梁
正
錫
「
弥
勒
寺
址
塔
址
の
調
査
過
程
に
対
す
る
検
討
」(

『
韓
国
史
学
報
』
三
六
、
高
麗
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

。 

２
６ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書Ⅱ

』(

一
九
九
六
年
、
五
二
六
頁)

。 

２
７ 

李
裕
群
「
中
国
伽
藍
配
置
の
変
化
お
よ
び
百
済
に
与
え
た
影
響
」(

『
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
文
化
と
百
済
』
、
ハ
ノ
ル
文
化
遺
産
研
究
院
開
院
五
周
年
記
念
国
際
学
術

大
会
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
～
四
六
頁)
。 

２
８ 

国
立
文
化
財
研
究
所
・
益
山
市
「
弥
勒
寺
の
寺
刹
配
置
」(

『
弥
勒
寺
復
原
考
証
基
礎
調
査
研
究
報
告
書
二
』
、
弥
勒
寺
復
原
研
究
学
術
資
料
叢
書Ⅲ

、
二
〇
一
〇

年
、
一
三
四
～
一
三
八
頁)

。 

２
９ 

裵
秉
宣
「
弥
勒
寺
の
配
置
と
建
築
遺
構
を
通
し
て
み
た
百
済
造
営
技
術
」(

『
百
済
仏
教
文
化
の
宝
庫
、
弥
勒
寺
』
、
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
、
二
〇
一
〇
年
、

三
〇
七
～
三
〇
九
頁)

。 

３
０ 

弥
勒
寺
址
に
関
す
る
韓
国
の
学
界
に
お
け
る
最
近
の
研
究
成
果
は
次
の
論
考
で
総
合
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。 

国
立
文
化
財
研
究
所
・
益
山
市
『
弥
勒
寺
復
原
研
究
学
術
資
料
叢
書Ⅰ

～Ⅳ
』(

二
〇
一
〇
年)

。 

３
１ 

窃
以
法
王
出
世
随
機
赴
感
応
物
現
身
如
水
中
月
。
是
以
託
生
王
宮
示
滅
双
樹
遺
形
八
斛
利
益
三
千
。
遂
使
光
耀
五
色
行
七
遍
神
通
変
化
不
可
思
議
。
我
百
済
王
后
佐

平
沙
宅
積
徳
女
種
善
因
於
曠
劫
受
勝
報
於
今
生
撫
育
万
民
棟
梁
三
宝
。
故
能
謹
捨
浄
財
造
立
伽
藍
以
己
亥
年
正
月
廿
九
日
奉
迎
舎
利
。
願
使
世
世
供
養
劫
劫
無

尽
。
用
此
善
根
仰
資
大
王
陛
下
年
寿
与
党
山
岳
斉
固
宝
歴
共
天
地
同
久
上
弘
正
法
下
化
蒼
生
。 

又
願
王
后
即
身
心
同
水
鏡
照
法
界
而
恒
明
身
若
金
剛
等
虚
空
而
不

滅
。
七
世
久
遠
蒙
福
利
凡
是
有
心
倶
成
仏
道
。 
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弥
勒
寺
址
の
舍
利
奉
安
記
に
関
す
る
銘
文
と
釈
文
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

金
相
鉉
「
百
済
武
王
代
仏
教
界
の
動
向
と
弥
勒
寺
」(

『
韓
国
史
学
報
』
三
七
、
高
麗
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

。 

瀨
間
正
之
「
百
済
弥
勒
寺
「
金
製
舍
利
奉
安
記｣

と<

聖
德
太
子>

」(

『
日
本
書
紀
の
迷
と
聖
德
太
子
』
、
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年)

。 

稲
田
奈
津
子
「
百
済
弥
勒
寺
の
舍
利
奉
安
記
に
つ
い
て
」(

『
朱
』
五
五
、
伏
見
稲
荷
大
社
、
二
〇
一
一
年)

。 

３
２ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
址
西
塔
周
辺
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
一
年
、
二
八
～
三
〇
頁)

。 

３
３ 

塔
身
部
の
組
み
立
て
方
法
に
お
い
て
両
塔
と
も
一
層
で
は
礎
石
と
隅
柱
石
、
面
石
を
別
の
石
材
で
作
っ
た
が
、
東
塔
で
は
二
層
以
上
の
塔
身
石
で
は
隅
柱
石
と
面
石

に
同
じ
部
材
を
用
い
て
塔
身
に
隅
柱
を
模
刻
す
る
型
式
を
と
っ
て
い
る
。 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
益
山
弥
勒
寺
址
東
塔
址
基
壇
お
よ
び
下
部
調
査
報
告
書
』(

一
九
九
二
年
、
五
九
頁)

。 

３
４ 

国
立
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
址
石
塔-

基
壇
部
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
○
一
二
年)

。 

３
５ 

崔
鈆
植
「
百
済
後
期
弥
勒
思
想
の
展
開
過
程
と
特
性
」(

『
韓
国
思
想
史
学
』
三
七
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
～
二
〇
頁)

。 

３
６ 

国
立
博
物
館
『
金
剛
寺
』(

一
九
六
九
年)

。 

３
７ 

裵
秉
宣
「
扶
余
地
域
百
済
建
物
址
の
構
造
」(

『
定
林
寺-
歴
史
文
化
的
価
値
と
研
究
現
況
』
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
四
頁)

。 

３
８ 

古
代
を
考
え
る
会
『
古
代
を
考
え
る
』
五(

古
代
の
日
本
と
朝
鮮Ⅰ
、
一
九
七
六
年
、
二
八
頁)

。 

３
９ 

申
光
燮
「
扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址
考
」(

『
百
済
研
究
』
二
四
、
一
九
九
四
年)

。 

４
０ 

梁
銀
景
「
百
済
扶
蘇
山
寺
址
出
土
品
の
再
検
討
と
寺
刹
の
性
格
」(

『
百
済
研
究
』
五
二
、
二
〇
一
〇
年)

。 

４
１ 

鄭
子
英
「
六
～
七
世
紀
百
済
寺
刹
内
講
堂
左
右
建
物
址
の
変
遷
過
程
考
察
」(

『
建
築
歴
史
研
究
』
七
三
、
二
〇
一
〇
年)

。 

金
洛
中
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
と
運
営
の
特
徴
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
四
、
二
〇
一
一
年)

。 

鄭
子
英
「
扶
余
定
林
寺
址
伽
藍
配
置
と
編
年
的
検
討
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
六
、
二
〇
一
二
年)

。 

４
２ 

創
建
時
講
堂
と
別
途
建
物
は
現
在
の
復
元
図
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
、
保
護
閣
が
あ
り
内
部
構
造
を
調
査
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
で
あ
る
。 
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４
３ 
そ
の
主
要
な
根
拠
は
盛
土
層
下
部
炉
址
の
古
地
磁
気
測
定
値
で
あ
る
。
成
亨
美
「
扶
余
定
林
寺
址
九
次
調
査
地
域
に
対
す
る
考
古
地
磁
気
学
的
研
究
」(

『
扶
余
定

林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

。 

４
４ 

中
門
址
南
側
に
対
す
る
発
掘
で
は
南
門
址
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
か
わ
り
に
蓮
池
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の 

蓮
池
は
伽
藍
中
心
部
と
中
心
軸
を
異
に
し
て
い
る
た
め

に
創
建
期
で
は
な
い
七
世
紀
代
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

４
５ 

定
林
寺
址
で
は
講
堂
址
北
側
か
ら
僧
房
址
が
確
認
さ
れ
た
が
、
配
置
が
陵
山
里
寺
址
と
は
若
干
異
な
る
。
陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
講
堂
址
北
側
の
僧
房
址
が
中
心
軸

か
ら
若
干
西
側
に
位
置
す
る
が
、
こ
れ
は
地
形
的
に
そ
の
東
側
に
丘
陵
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

４
６ 

軍
守
里
寺
址
の
創
建
瓦
は
大
通
寺
式
と
亭
岩
里
窯
址
式
の
二
種
類
で
あ
る
。
そ
の
中
で
亭
岩
里
窯
址
式
は
陵
山
里
寺
址
で
は
補
修
用
瓦
当
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

た
め
、
こ
れ
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
中
半
に
編
年
さ
れ
る
。
軍
守
里
寺
址
出
土
瓦
当
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る(

清
水
昭
博
「
軍
守
里
廃
寺
出
土
軒

丸
瓦
の
検
討
」(

『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
九
六
、
二
〇
〇
六
年) ; 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、
二
〇
一
二
年)

。 

４
７ 

金
洛
中
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
と
運
営
の
特
徴
」(

前
掲
誌
、
二
二
四
頁)

。 

４
８ 

こ
れ
に
つ
い
て
洛
陽
建
中
寺
の
よ
う
に
貴
族
の
邸
宅
を
寺
刹
に
再
活
用
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る(

梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
刹
の
検
討
を

通
し
て
み
た
百
済
泗
沘
期
仏
教
寺
刹
の
諸
問
題
」(

『
百
済
研
究
』
五
〇
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
〇
～
一
七
一
頁))

。
し
か
し
、
日
本
の
国
分
尼
寺
で
塔
が
建
立
さ

れ
な
い
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
「
尼
寺
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

４
９ 

国
立
文
化
財
研
究
所
・
益
山
市
「
弥
勒
寺
の
寺
刹
配
置
」(

前
掲
書
、
一
三
四
～
一
三
八
頁)

。 

５
０ 

前
述
し
た
よ
う
に
、
図
四-

一
〇
の
恩
山
金
剛
寺
址
で
講
堂
と
接
続
す
る
北
回
廊
址
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
創
建
当
時
の
遺
構
と
見
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
百

済
寺
院
に
お
い
て
北
回
廊
は
弥
勒
寺
址
で
最
初
に
出
現
し
た
と
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。 

５
１ 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
・
河
北
省
文
物
研
究
所
鄴
城
考
古
隊
「
河
北
臨
漳
県
鄴
城
遺
址
趙
彭
城
北
朝
仏
寺
遺
址
的
勘
査
与
発
掘
」(

『
考
古
』
七
期
、
二
〇

一
〇
年)

。 

５
２ 

河
利
群
「
北
朝
お
よ
び
隋
唐
代
寺
院
の
考
古
学
的
考
察
」(

『
東
ア
ジ
ア
古
代
寺
址
比
較
研
究Ⅱ

-
金
堂
址
編
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

。 
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５
３ 
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
場
合
、
地
形
的
な
理
由
か
ら
講
堂
が
無
い
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
金
堂
址
北
面
の
広
い
平
坦
面
が
後
代
の
削
平
に
よ
っ

て
無
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
存
在
の
可
能
性
を
認
め
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る(

趙
源
昌
「
百
済
泗
沘
期
扶
余
扶
蘇
山
寺
址
の
築
造
技
法
と
伽
藍
配
置
検
討
」

(

『
歴
史
と
談
論
』
五
九
、
二
〇
一
一
年))

。
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
よ
う
に
講
堂
が
無
い
事
例
と
し
て
は
扶
余
臨
江
寺
址
が
あ
り
、
慶
州
芬
皇
寺
の
場
合
も
金
堂
の
後

ろ
側
が
顕
著
に
低
く
な
る
地
形
を
な
し
て
お
り
、
講
堂
が
よ
り
新
し
い
時
期
に
中
心
軸
を
異
に
し
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
し
て
も

一
定
の
変
形
の
中
で
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。 

５
４ 

裵
秉
宣
は
一
棟
二
室
建
物
に
つ
い
て
、
柱
と
梁
を
組
み
合
わ
せ
る
一
般
的
な
建
築
結
構
と
異
な
り
、
梁
を
使
用
せ
ず
、
柱
が
直
接
桁
を
支
え
る
穿
斗
式
構
造
と
命
名

し
、
こ
れ
を
中
国
南
朝
の
影
響
と
見
た(

裵
秉
宣
「
弥
勒
寺
の
配
置
と
建
築
遺
構
を
通
し
て
み
た
百
済
造
営
技
術
」(

前
掲
書
、
三
〇
九
頁)

。 

５
５ 

杉
三
郞
「
百
済
山
懷
精
舍
址
」(

『
古
美
術
』
一
三
巻
五
号
、
宝
雲
舍
、
一
九
四
三
年)

。 

軽
部
慈
恩
「
扶
蘇
山
南
側
中
腹
廃
寺
址
出
土
の
塑
像
」(

『
百
済
美
術
』
、
宝
雲
舍
、
一
九
四
六
年)

。 

５
６ 

百
済
の
塑
像
を
紹
介
す
る
図
録
や
資
料
集
も
発
刊
さ
れ
た
。
韓
国
で
は
一
九
八
三
年
に
忠
南
大
学
校
博
物
館
が
図
録
の
中
で
定
林
寺
址
の
塑
像
を
集
中
的
に
紹
介
し

た
。
そ
の
後
、
一
九
九
二
年
に(

財)

百
済
文
化
開
発
研
究
院
か
ら
図
録
が
発
刊
さ
れ
、
一
九
九
七
年
に
国
立
扶
余
博
物
館
、
二
〇
〇
五 

年
に
弥
勒
寺
址
遺
物
展
示

館
、
二
〇
〇
六
年
に
東
国
大
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
で
も
部
分
的
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
度
に
は
国
立
扶
余
博
物
館
か
ら
百
済
の
重
要
塑
像
を
紹

介
す
る
図
録
が
発
行
さ
れ
た
。
一
方
、
日
本
で
は
一
九
八
五
年
に
飛
鳥
資
料
館
の
特
別
展
図
録
が
唯
一
で
あ
る
が
、
扶
余
定
林
寺
址
、
益
山
弥
勒
寺
址
、
平
壌
元

五
里
寺
址
、
慶
州
陵
旨
塔
、
保
寧
聖
住
寺
址
、
光
州
元
曉
寺
址
出
土
品
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。  

忠
南
大
学
校
博
物
館
『
忠
南
大
学
校
博
物
館
図
録
』(

一
九
八
三
年)

。 

飛
鳥
資
料
館
『
日
本
と
韓
国
の
塑
像
』(

一
九
八
五
年)

。 

(

財)

百
済
文
化
開
発
研
究
院
『
百
済
工
芸
・
彫
刻
図
録
』(

一
九
九
二
年)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
国
立
扶
余
博
物
館
図
録
』(

三
和
出
版
社
、
一
九
九
七
年)

。 

弥
勒
寺
址
遺
物
展
示
館
『
特
別
展
全
北
の
廃
寺
出
土
遺
物
』(

二
〇
〇
五
年)

。 
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東
国
大
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
『
来
如
哀
反
多
羅-

東
国
大
学
校
建
学
一
〇
〇
週
年
紀
念
塑
造
仏
特
別
展
』(

二
〇
〇
六
年)

。 
国
立
扶
余
博
物
館
・
仏
教
中
央
博
物
館
『
百
済
伽
藍
に
込
め
ら
れ
た
仏
教
文
化
』(

二
〇
〇
九
年)

。 

５
７ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

二
〇
〇
〇
年)

。 

韓
国
伝
統
文
化
学
校
『
扶
余
陵
山
里
寺
址-

第
九
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
〇
年)

。 

５
８ 

藤
澤
一
夫
「
古
代
寺
院
の
遺
構
に
見
る
韓
日
の
関
係
」(

『
ア
ジ
ア
文
化
』
八
巻
二
号
、
一
九
七
一
年
、
六
一
頁)

。  

５
９ 

藤
澤
一
夫
「
百
済
仏
教
遺
跡
の
研
究
」(

『
人
文
』
三
巻
一
号
、
人
文
科
学
委
員
会
、
一
九
四
六
年
、
一
二
九
～
一
三
〇
頁)

。 

６
０ 

旧
衙
里
一
帯
に
対
す
る
再
調
査
の
内
容
は
次
の
文
献
が
参
考
と
な
る
。 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
旧
衙
里
百
済
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
九
三
年)

。 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
伝
天
王
寺
址
文
化
財
保
存
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
九
三
年)

。 

申
鍾
国
「
泗
沘
都
城
発
掘
調
査
の
成
果
と
意
義
」(
『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅲ

』(

二
〇
〇
九
年)

。 

６
１ 

李
炳
鎬
「
扶
余
旧
衙
里
出
土
塑
像
と
そ
の
遺
跡
の
性
格
」(
『
百
済
文
化
』
三
六
、
二
〇
〇
七
年)

。 

６
２ 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺
』(

一
九
九
八
年
、
五
〇
頁
、
図
三
三-

七
・
八
・
六
一
頁 

図
四
〇-

一)

。  

６
３ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
国
立
扶
余
博
物
館
図
録
』(

一
九
九
七
年
、
四
二
頁)
。 

６
４ 

李
炳
鎬
「
扶
余
旧
衙
里
出
土
塑
像
と
そ
の
遺
跡
の
性
格
」(

『
百
済
文
化
』
三
六
、
二
〇
〇
七
年
、
九
二
～
九
五
頁)

。 

６
５ 

申
栄
勳
「
扶
余
臨
江
寺
址
発
掘
参
加
記
」(

『
考
古
美
術
』
五
巻
一
一
号
、
一
九
六
四
年)

。 

曺
永
禄
「
扶
余
臨
江
寺
址
発
掘
記
」(

『
東
国
史
学
』
八
、
一
九
六
五
年)

。 

６
６ 

忠
清
大
学
博
物
館
・
扶
余
郡
『
扶
余
臨
江
寺
址
』(

二
〇
〇
七
年)

。 

尹
龍
熙
「
扶
余
臨
江
寺
址
発
掘
調
査
槪
報
」(

『
考
古
学
誌
』
一
七
、
二
〇
一
一
年)

。 
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６
７ 
李
炳
鎬
「
扶
余
臨
江
寺
址
出
土
塑
像
に
つ
い
て
」(

『
扶
余
臨
江
寺
址
』
、
二
〇
〇
七
年)

。 

６
８ 

筆
者
は
臨
江
寺
址
の
塑
像
を
手
捏
法
を
用
い
て
一
体
式
で
成
形
し
た
も
の
と
報
告
し
た
が
、
出
土
事
例
が
少
な
く 

判
断
し
が
た
い
。
今
後
の
発
掘
調
査
を
通
し
て

修
正
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。 

李
炳
鎬
「
扶
余
臨
江
寺
址
出
土
塑
像
に
つ
い
て
」(

前
掲
書
、
一
二
六
～
一
二
七
頁)

。 

６
９ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
扶
余
亭
岩
里
窯
址
』Ⅱ

(

一
九
九
二
年)

。 

清
水
昭
博
「
百
済
泗
沘
時
代
の
瓦
生
産
」(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅹ

、
二
〇
〇
八
年) 

; 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、 

二
〇
一
二
年)

。 

７
０ 

金
誠
亀
・
金
鍾
萬
・
尹
龍
熙
『
青
陽
汪
津
里
窯
址
』(

二
〇
〇
八
年)

。 

７
１ 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
一
三
二
～
一
三
三
頁)

。 

７
２ 

朴
永
福
「
青
陽
陶
製
仏
像
台
座
調
査
報
告
」(

『
美
術
資
料
』
四
九
、
一
九
九
二
年)

。 

７
３ 

金
理
那
「
七
世
紀
百
済
の
仏
教
彫
刻
」(

『
百
済
の
美
術
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
四
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
六
～
一
一
七
頁)

。 

７
４ 

清
水
昭
博
「
瓦
の
伝
来-

百
済
と
日
本
の
初
期
瓦
生
産
体
制
の
比
較
」(

『
考
古
学
論
攷
』
二
七
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四
～
二
五
頁)

。 

７
５ 

綱
干
善
教
「
飛
鳥
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
出
土
遺
物
」(

『
仏
教
芸
術
』
九
九
、
一
九
七
四
年)

。 

松
下
隆
章
編
『
研
究
発
表
と
座
談
会-

川
原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
品
に
つ
い
て
』(

仏
教
美
術
研
究
上
野
記
念
財
団
助
成
研
究
会
、
一
九
七
七
年)

。 

関
西
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
「
飛
鳥
・
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
東
ア
ジ
ア
資
料
集
」(

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
二
年)

。 

７
６ 

円
光
大
学
校
馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
『
益
山
帝
釈
寺
址
試
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
九
四
年)

。 

円
光
大
学
校
博
物
館
『
益
山
王
宮
里
伝
瓦
窯
址(

帝
釈
寺
廃
棄
場)

試
掘
調
査
報
告
書
』(
二
〇
〇
六
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
帝
釈
寺
址-

発
掘
調
査
報
告
書Ⅰ

』(

二
〇
一
一
年)

。 

７
７ 

円
光
大
学
校
博
物
館
『
益
山
王
宮
里
伝
瓦
窯
址(

帝
釈
寺
廃
棄
場)

試
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
二
三
〇
～
二
三
一
頁)

。 
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梁
銀
景
「
百
済
帝
釈
寺
址
出
土
塑
造
像
の
分
析
と
木
塔
址
を
通
し
て
み
た
奉
安
原
形
推
定
」(

『
湖
西
考
古
学
』
二
三
、
二
〇
一
〇
年)

。 

７
８ 

帝
釈
寺
址
廃
棄
場
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
尊
名
に
つ
い
て
、
帝
釈
寺
址
木
塔
の
塔
内
塑
像
に
は
天
王
像
ま
た
は
神
将
像
、
天
部
像
な
ど
が
奉
安
さ
れ
た
も
の
と
把
握

し
た
見
解
が
あ
る
。  

梁
銀
景
「
百
済
帝
釈
寺
址
出
土
塑
造
像
の
分
析
と
木
塔
址
を
通
し
て
み
た
奉
安
原
形
推
定
」(

前
掲
誌
、
五
〇
～
五
八
頁)

。 

７
９ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
帝
釈
寺
址-

発
掘
調
査
報
告
書Ⅰ

』(

前
掲
書
、
九
九
～
一
〇
一
頁)

。 

８
０ 

文
化
財
管
理
局
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
址-

発
掘
調
査
中
間
略
報
告
』(

一
九
八
二
年)

。 

文
化
財
管
理
局
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺-

発
掘
発
掘
調
査
報
告
書Ⅰ

(

図
版
編)

』(

一
九
八
七
年)

。 

８
１ 

山
田
隆
文
「
韓
国
の
塼
仏
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
一
、
一
九
九
九
年
、
五
二
頁)

。 

８
２ 

日
本
の
塼
仏
の
使
用
方
法
に
対
す
る
研
究
と
し
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

清
水
昭
博
「
出
土
狀
況
か
ら
み
た
塼
仏
用
法
の
検
討
」(

『
考
古
学
論
攷
』
一
九
、
一
九
九
五
年)

。 

白
井
陽
子
「
日
本
出
土
の
三
尊
塼
仏-

そ
の
製
作
の
は
じ
ま
り
」(

『
考
古
学
論
攷
』
三
四
、
二
〇
一
一
年)

。 

８
３ 

こ
の
塼
仏
片
を
弥
勒
寺
址
創
建
期
の
も
の
と
把
握
し
、
出
土
し
た
螺
髮
を
通
し
て
み
た
場
合
、
金
堂
や
木
塔
に
は
塑
像
が
奉
安
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
が
最
近
提

起
さ
れ
た(

崔
聖
銀
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
彫
刻
を
通
し
て
み
た
百
済
弥
勒
寺
の
仏
像
」(

『
百
済
文
化
』
四
三
、
二
〇
一
〇
年))

。 

８
４ 

国
立
博
物
館
『
金
剛
寺-

扶
余
郡
恩
山
面
琴
公
里
百
済
寺
址
発
掘
報
告
』(
一
九
六
九
年)

。 

８
５ 

国
立
扶
余
博
物
館
・
仏
教
中
央
博
物
館
『
百
済
伽
藍
に
込
め
ら
れ
た
仏
教
文
化
』(

前
掲
書
、
一
一
五
頁)

。 

８
６ 

藤
澤
一
夫
「
百
済
仏
教
遺
跡
の
研
究
」(

前
掲
誌
、
一
二
九
頁)

。 

８
７ 

申
光
燮
「
扶
蘇
山
城-

廃
寺
址
発
掘
調
査
報
告(

一
九
八
〇
年)

」(

『
扶
蘇
山
城
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
六
年)

。 

８
８ 

冬
十
二
月
、
遣
使
入
唐
献
鐵
甲
雕
斧
、
太
宗
優
勞
之
、
賜
錦
袍
幷
彩
帛
三
千
段
。(

『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
五 

武
王
三
七
年
条) 

８
９ 

山
本
孝
文
「
韓
半
島
の
唐
式
銙
帯
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」(

『
嶺
南
考
古
学
』
三
四
、
二
〇
〇
四
年)
。 
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梁
銀
景
「
百
済
扶
蘇
山
寺
址
出
土
品
の
再
検
討
と
寺
刹
の
性
格
」(

前
掲
誌)

。 

９
０ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
宮
里Ⅵ

』(

二
〇
〇
八
年)

。 

９
１ 

扶
余
亭
岩
里
窯
址
を
泗
沘
時
期
の
国
家
施
設
物
に
対
す
る
補
修
の
性
格
を
持
っ
て
築
造
さ
れ
た
生
産
施
設
と
推
定
し
た
見
解
と
し
て
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

金
鍾
萬
「
泗
沘
時
代
瓦
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
相
小
考
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
二
、
二
〇
〇
二
年
、
五
四
頁)

。 

９
２ 

金
善
基
「
益
山
帝
釈
寺
址
一
考
察
」(

『
文
物
研
究
』
六
、
東
ア
ジ
ア
文
物
研
究
学
術
財
団
、
二
〇
〇
二
年)

。 

金
善
基
「
益
山
帝
釈
寺
百
済
瓦
に
つ
い
て
」(

『
瓦
学
会
論
文
集
』
三
、
韓
国
瓦
学
会
、
二
〇
〇
七
年)

。 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
と
益
山
王
宮
城
」(

『
馬
韓
百
済
文
化
』
一
七
、
二
〇
〇
七
年)

。 

田
庸
昊
「
王
宮
里
遺
跡
の
最
近
の
発
掘
成
果
」(

前
掲
書)

。 

９
３ 

嚴
基
日
「
泗
沘
期
百
済
瓦
窯
の
構
造
変
化
研
究
」(

『
百
済
文
化
』
四
三
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
一
～
一
一
二
頁)

。 

９
４ 

こ
れ
ま
で
日
本
の
古
代
寺
院
か
ら
出
土
し
た
塑
像
は
基
本
的
に
燒
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
、
こ
れ
が
塼
仏
と
の
違
い
と
知
ら
れ
て
い
る(

西
川
杏
太
郞

『
塑
像
』(

日
本
の
美
術
二
五
五
、
至
文
堂
、
一
九
八
七
年
、
一
八
頁)

)

。
し
か
し
、
百
済
の
事
例
を
通
し
て
み
る
と
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
日

本
の
塑
像
資
料
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
が
参
考
と
な
る
。 

寺
島
典
人
「
日
本
塑
像
分
布
一
覽
表(

日
本
国
内)

」(

『
石
山
寺
境
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
二
〇
〇
六
年)

。 

寺
島
典
人
「
研
究
ノ
ー
ト
大
津
市
内
の
塑
像
に
つ
い
て
」(

『
大
津
市
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
四
、
二
〇
〇
七
年)

。  

９
５ 

杉
三
郞
「
百
済
山
懷
精
舍
址
」(

前
掲
誌
、
八
七
頁)

。 

９
６ 

申
光
燮
「
百
済
泗
沘
時
代
陵
寺
研
究｣

(

前
掲
誌
、
三
六
～
四
〇
頁)

。 

９
７ 

李
炳
鎬
「
扶
余
旧
衙
里
出
土
塑
像
と
そ
の
遺
跡
の
性
格
」(

前
掲
誌
、
八
二
～
八
四
頁)
。 

９
８ 

国
立
中
央
博
物
館
「
博
物
館
新
聞｣(

三
九
八
号
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
、
四
面)

。 

９
９ 

金
正
基
は
石
塔
下
部
か
ら
発
見
さ
れ
た
版
築
土
層
を
根
拠
に
し
て
、
創
建
期
木
塔
建
立
説
を
最
初
に
提
起
し
た
。  
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金
正
基
「
弥
勒
寺
塔
と
定
林
寺
塔-

そ
の
先
後
問
題
に
関
し
て
」
『
考
古
美
術
』
一
六
四
、
一
九
八
四
年)

、
二
～
八
頁
。 

１
０
０ 

尹
龍
熙
「
扶
余
臨
江
寺
址
発
掘
調
査
槪
報
」(

前
掲
誌)

。 

扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址
、
臨
江
寺
址
、
益
山
弥
勒
寺
址
な
ど
で
は
壁
画
片
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
壁
画
片
は
堂
内
を
荘
厳
す
る
裝
飾
の
一
部
で
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
日
本
の
古
代
寺
院
の
事
例
と
と
も
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。  

百
橋
明
穗
「
古
代
寺
院
に
お
け
る
堂
内
壁
画
荘
厳
の
系
譜
」(

『
秋
山
光
和
博
士
古
稀
記
念
美
術
史
論
文
集
』
、
便
利
堂
、
一
九
九
一
年)

。 

１
０
１ 

北
朝
地
域
の
塑
像
出
土
事
例
は
北
魏
方
山
思
遠
仏
寺
址
、
洛
陽
永
寧
寺
址
、
朝
陽
北
塔(

思
燕
仏
図)

遺
跡
、
東
魏
・
北
斉
時
期
の
趙
彭
城
仏
寺
跡
な
ど
が
あ
り
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。  

梁
銀
景
「
遼
寧
省
朝
陽
北
塔
出
土
塑
像
研
究
」(

『
美
術
史
学
研
究
』
二
五
六
、
二
〇
〇
七
年)

。 

向
井
佑
介
「
北
魏
平
城
時
代
の
仏
教
寺
院
と
塑
像
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
一
六
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
０
２ 

賀
云
翶
「
南
京
鍾
山
二
号
寺
遺
址
出
土
南
朝
瓦
当
及
与
南
朝
定
林
寺
関
係
研
究
」(

『
考
古
与
文
物
』
一
期
、
二
〇
〇
七
年)

。  

１
０
３ 

王
志
高
・
王
光
明
「
南
京
紅
土
橋
出
土
的
南
朝
泥
塑
像
及
相
関
問
題
研
討
」(

『
東
南
文
化
』
三
期
、
二
〇
一
〇
年)

。 

１
０
４ 

最
近
、
南
京
市
内
か
ら
出
土
し
た
仏
像
資
料
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

梁
銀
景
「
南
京
地
域
南
朝
金
銅
仏
像
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ａ
研
究
』
一
一
、
釜
山
大
中
国
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

。  

１
０
５ 

楊
泓
「
百
済
定
林
寺
遺
址
初
論
」(

『
宿
白
先
生
八
秩
華
誕
紀
念
文
集
』
、
二
〇
〇
二
年) ; 

『
中
国
古
兵
与
美
術
考
古
論
集
』(

文
物
、
二
〇
〇
七
年)

。 

楊
泓
「
百
済
仏
教
文
化
に
対
す
る
南
朝
の
影
響
」(

『
扶
余
王
興
寺
址
出
土
舍
利
器
の
意
義
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
国
際
学
術
大
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三

二
～
一
三
三
頁)

。 

１
０
６ 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
で
は
「
以
土
坯
砌
成
的
形
実
心
体
」
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
で
は
「
土(

日
干
煉
瓦)

と
木(

柱)

で
混
成
す
る
方
形
の
塔
心
実

体
」
、
梁
銀
景
は
「
木
の
柱
と
土
で
構
成
さ
れ
た
夯
土
塔
心
体
」
と
説
明
し
て
い
る
。  

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺-

一
九
七
九
～
一
九
九
四
年
考
古
発
掘
報
告
』(
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
一
六
～
一
七
頁)

。 
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺-

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
発
掘
報
告
』(

一
九
九
八
年
、
一
九
頁)

。 
梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
刹
の
検
討
を
通
し
て
み
た
百
済
泗
沘
期
仏
教
寺
刹
の
諸
問
題
」(

前
掲
誌
、
一
六
二
頁)

。 

１
０
７ 

岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
編
「
北
魏
方
山
永
固
陵
の
研
究
」(

『
東
方
学
報
』
八
〇
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所)

。 

１
０
８ 

朱
岩
石
「
鄴
城
遺
跡
趙
彭
城
東
魏
北
斉
仏
寺
跡
の
調
査
と
発
掘
」(

前
掲
誌)

。  

１
０
９ 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺
』(

前
掲
書
、
一
九
頁)

。 

銭
国
祥
「
洛
陽
永
寧
寺
と
塔
基
壇
の
発
掘
と
研
究
」(

『
東
北
学
院
大
学
論
集: 

歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
二
〇
〇
六
年
、
二
三
頁)

。 

１
１
０ 

鍾
曉
青
「
北
魏
洛
陽
永
寧
寺
塔
復
原
探
討
」(

『
文
物
』
五
期
、
一
九
九
八
年
、
五
七
～
五
八
頁)

。 

１
１
１ 

江
蘇
省
文
物
工
作
隊
・
鎮
江
市
博
物
館
「
江
蘇
鎮
江
甘
露
寺
鐵
塔
塔
基
発
掘
記
」(

『
考
古
』
六
期
、
一
九
六
一
年)

。 

張
贊
初
「
南
京
六
處
六
朝
仏
寺
遺
址
考
」
及
び
「
関
於
金
陵
長
干
寺
与
禪
衆
寺
之
舍
利
」(

『
長
江
中
下
流
歴
史
考
古
論
文
集
』
、
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

１
１
２ 

梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
刹
の
検
討
を
通
し
て
み
た
百
済
泗
沘
期
仏
教
寺
刹
の
諸
問
題
」(

前
掲
誌
、
一
六
三
頁)

。 

１
１
３ 

南
京
市
博
物
館
「
南
京
市
江
寧
区
胡
村
南
朝
墓
」(
『
考
古
』
六
期
、
二
〇
〇
八
年)

。 

１
１
４ 

河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
『
鄧
県
彩
色
画
像
塼
墓
』(
文
物
科
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年)

。 

南
京
博
物
院
「
南
京
西
善
橋
南
朝
墓
」(

『
東
南
文
化
』
一
期
、
一
九
九
七
年)

。 

１
１
５ 

小
泉
顕
夫
「
泥
仏
出
土
地
元
五
里
廃
寺
址
の
調
査
」(

『
昭
和
十
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
三
八
年)

。  

小
泉
顕
夫
『
朝
鮮
古
代
遺
跡
の
遍
歷-

発
掘
調
査
三
十
年
の
回
想
』(

六
興
出
版
、
一
九
八
六
年)

。 

１
１
６ 

梅
原
末
治
・
藤
田
亮
策
『
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
』
四(

養
德
社
、
一
九
四
七
年
、
三
二
頁)

。 

１
１
７ 

金
理
那
「
高
句
麗
仏
教
彫
刻
様
式
の
展
開
と
中
国
仏
教
彫
刻
」(

『
高
句
麗
美
術
の
対
外
交
渉
』
、
韓
国
美
術
史
学
会
、
一
九
九
六
年) ; 

『
韓
国
古
代
仏
教
彫
刻

比
較
研
究
』(

文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
八
〇
～
八
二
頁)

。 

１
１
８ 

文
明
大
「
元
五
里
寺
址
塑
像
の
研
究
」(

『
考
古
美
術
』
一
五
〇
、
一
九
八
一
年) 

; 

「
元
五
里
寺
址
塑
仏
像-

高
句
麗
千
仏
造
成
と
関
連
し
て
」(

『
観
仏
と
古
拙
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美-
三
国
時
代
仏
教
彫
刻
史
研
究
』
、
礼
耕
、
二
〇
〇
三
年
、
一
七
四
～
一
七
六
頁)

。 

１
１
９ 

金
理
那
「
百
済
初
期
仏
像
様
式
の
成
立
と
中
国
仏
教
」(

『
百
済
史
の
比
較
研
究
』
、
一
九
九
三
年) 

; 

『
韓
国
古
代
仏
教
彫
刻
比
較
研
究
』(

前
掲
書
、
一
一
四

～
一
一
六
頁)
。 

１
２
０ 

梁
銀
景
「
高
句
麗
塑
造
仏
像
と
中
国
塑
造
仏
像
の
関
係
」(

『
東
北
亞
歴
史
論
叢
』
二
四
、
二
〇
〇
九
年
、
三
二
九
～
三
三
八
頁)

。 

１
２
１ 

東
国
大
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
『
来
如
哀
反
多
羅-

東
国
大
学
校
建
学
一
〇
〇
週
年
紀
念
塑
造
仏
特
別
展
』(

前
掲
書)

。 

国
立
慶
州
博
物
館
・
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
特
別
展
四
天
王
寺
』(

芸
脈
、
二
〇
〇
九
年)

。 

１
２
２ 

林
玲
愛
「
四
天
王
寺
址
塑
像
の
尊
名
」(

『
美
術
史
論
壇
』
二
七
、
二
〇
〇
八
年)

。 

１
２
３ 

姜
友
邦
「
四
天
王
寺
址
出
土
彩
釉
四
天
王
浮
彫
像
の
復
元
的
考
察
」(

『
美
術
資
料
』
二
五
、
一
九
八
〇
年) ; 

『
圓
融
と
調
和-

韓
国
古
代
彫
刻
史
研
究
』(

悅
話

堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
七
～
一
九
〇
頁)
。 

１
２
４ 

金
英
媛
「
統
一
新
羅
時
代
鉛
釉
の
発
達
と
磁
器
の
出
現
」(

『
美
術
資
料
』
六
二
、
一
九
九
九
年
、
七
～
一
三
頁)

。 

た
だ
し
、
忠
南
唐
津
九
龍
里
窯
址
か
ら
出
土
し
た
綠
釉
瓶
の
場
合
、
統
一
新
羅
初
期
の
も
の
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が(

李
浩
炯
「
唐
津
九
龍
里
窯
址
収
拾
調
査
槪

要
」(

『
考
古
学
誌
』
四
、
一
九
九
二
年)

)

、
最
近
の
百
済
地
域
に
お
け
る
発
掘
資
料
を
見
る
と
、
百
済
末
期
の
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

１
２
５ 

筆
者
は
百
済
泗
沘
時
期
に
お
け
る
綠
釉
製
品
製
作
の
き
っ
か
け
を
定
林
寺
址
と
同
様
に
五
四
一
年
の
工
匠
・
画
師
の
派
遣
と
関
連
す
る
も
の
と
把
握
し
て
い
る(

本

稿
の
第
二
章
第
一
節
参
照)

。 

１
２
６ 

姜
友
邦
「
陵
旨
塔
四
方
仏
塑
造
像
の
考
察
」(

『
新
羅
文
化
』
一
七
、
一
九
九
六
年) ; 

『
法
空
と
荘
厳-

韓
国
古
代
彫
刻
史
の
原
理Ⅱ

』
、
悅
話
堂
、 

二
〇
〇
二

年
、
一
七
八
～
一
七
九
頁)

。 

１
２
７ 

慶
州
四
天
王
寺
出
土
緑
釉
塼
を
百
済
滅
亡
以
後
の
百
済
系
工
人
の
影
響
と
把
握
し
た
見
解
が
あ
り
、
共
に
参
考
と
な
る
。 

崔
聖
銀
「
百
済
塑
像
の
様
相
と
そ
の
伝
播-

新
羅
と
白
鳳
の
塑
像
と
関
連
し
て-

」(

『
飛
鳥
・
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
東
ア
ジ
ア
資
料
集
』
、
関
西
大
学
文
学
部
考
古

学
研
究
室
、
二
〇
一
二
年
、
九
五
～
九
六
頁)

。 
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１
２
８ 
大
橋
一
章
「
四
天
王
寺
の
発
願
と
造
営
」(

『
奈
良
美
術
成
立
史
論
』
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
六
～
一
六
〇
頁)

。 

１
２
９ 

日
本
で
最
初
に
造
山
造
庭
が
出
現
す
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
一
二
年(

六
一
二)

の
百
済
の
路
子
工
か
ら
求
め
て
い
る
小
杉
一
雄
の
見
解
は
非
常
に
示
唆

的
で
あ
る
。 

小
杉
一
雄
『
中
国
文
様
史
の
研
究
』(

新
樹
社
、
一
九
七
九
年
、
一
四
二
～
一
四
六
頁)

。 

１
３
０ 

綱
干
善
教
「
飛
鳥
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
出
土
遺
物
」(

前
掲
誌)

。 

松
下
隆
章
編
『
研
究
発
表
と
座
談
会-

川
原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
品
に
つ
い
て
』(

前
掲
書)

。 

関
西
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
「
飛
鳥
・
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
東
ア
ジ
ア
資
料
集
」(

前
掲
書)

。 

１
３
１ 

こ
の
よ
う
な
資
料
は
、
七
世
紀
後
半
の
川
原
寺
が
創
建
さ
れ
た
当
時
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
後
に
追
加
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
川
原
寺
裏

山
遺
跡
出
土
塑
像
内
部
に
時
期
差
が
存
在
す
る
も
の
と
想
定
し
た
研
究
と
し
て
は
、
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

市
元
塁
・
輪
田
慧
「
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
る
川
原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
塑
像
の
基
礎
調
査
」(

前
掲
書)

。 

１
３
２ 

田
中
琢
「
三
彩
・
綠
釉
」(

『
世
界
陶
磁
全
集
』
二
、
小
学
館
、
一
九
七
九
年)

。  

１
３
３ 

高
橋
照
彦
「
日
本
古
代
に
お
け
る
三
彩·

綠
釉
陶
の
歴
史
的
特
質
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
九
四
、
二
〇
〇
二
年)

。 

高
橋
照
彦
「
綠
釉
陶
器-

そ
の
変
遷
と
特
質
」(

『
列
島
の
古
代
史
六-

專
門
技
能
と
技
術
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年)

。  

１
３
４ 

百
済
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
た
輸
入
陶
磁
と
そ
れ
を
倣
製
し
た
綠
釉
製
品
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

金
英
媛
「
百
済
時
代
中
国
陶
磁
の
輸
入
と
倣
製
」(

『
百
済
文
化
』
二
七
、
一
九
九
八
年)

。 

１
３
５ 

綱
干
善
教
『
川
原
寺
裏
山
出
土
の
塼
仏
と
塑
像
』(

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
古
京
顕
彰
会
、
一
九
七
六
年
、
一
八
頁(

図
五
四))

。 

１
３
６ 

川
原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
塑
像
を
百
済
滅
亡
以
後
の
遺
民
の
活
動
と
関
連
さ
せ
て
把
握
し
た
見
解
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
共
に
参
考
と
な
る
。 

崔
聖
銀
「
百
済
塑
像
の
様
相
と
そ
の
伝
播-

新
羅
と
白
鳳
の
塑
像
と
関
連
し
て-

」(

前
掲
書)
。 
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第
二
部 

百
済
寺
院
が
周
辺
国
家
に
及
ぼ
し
た
影
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第
五
章 

新
羅
の
初
期
寺
院
に
見
え
る
百
済
の
影
響 

 

は
じ
め
に 

新
羅
に
お
け
る
初
期
仏
教
の
諸
問
題
の
う
ち
、
本
章
で
は
新
羅
に
お
け
る
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
を
中
心
に
、
主
に
造
営
技
術
の
系
統
に
関
す
る
問
題
を

検
討
す
る
。
新
羅
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
過
程
に
は
高
句
麗
や
北
朝
系
統
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
南
朝
系
統
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
１

、 

近
年
で
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
一
歩
進
ん
で
百
済
の
役
割
を
強
調
し
た
論
考
も
発
表
さ
れ
て
い
る
２

。
本
稿
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
寺
院
建
築
の
部
材
の

一
つ
で
あ
る
瓦
の
文
様
と
製
作
技
術
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。 

慶
州
地
域
か
ら
出
土
し
た
中
古
期
新
羅
の
古
式
蓮
華
文
瓦
当
と
平
瓦
・
丸
瓦
に
つ
い
て
は
、
近
年
慶
州
地
域
に
お
い
て
重
要
な
建
物
址
や
窯
址
の
発
掘
が
増
加

す
る
に
つ
れ
、
研
究
成
果
も
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
も
瓦
当
の
場
合
、
文
様
の
型
式
分
類
を
通
し
た
相
対
編
年
の
設
定
と
文
様
の
系
統
に
関
す
る
研
究

が
主
流
を
な
し
、
平
瓦
・
丸
瓦
な
ど
の
場
合
、
製
作
技
法
を
中
心
に
し
た
属
性
の
分
析
と
系
統
、
相
対
編
年
の
問
題
が
中
心
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
中
古
期
新

羅
の
瓦
製
作
は
五
世
紀
末
な
い
し
六
世
紀
前
半
の
高
句
麗
系
、
百
済
系
造
瓦
術
を
基
に
し
て
六
世
紀
後
半
に
は
独
自
の
新
羅
系
瓦
当
を
完
成
さ
せ
た
も
の
と
理
解

さ
れ
て
い
る
３

。 

中
古
期
新
羅
瓦
製
作
に
お
い
て
百
済
の
影
響
を
強
調
し
た
見
解
は
植
民
地
期
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
４

。
梅
原
末
治
ら
は
植
民
地
期
に
慶
州
地
域
で
収
集
さ
れ

た
瓦
当
を
整
理
し
、
新
羅
蓮
華
文
瓦
当
の
製
作
に
高
句
麗
よ
り
は
百
済
の
直
接
的
な
影
響
が
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
の
飛
鳥
時
代
の
瓦
当
と
同
じ
脈
絡
と
見
た
５

。

そ
の
後
、
金
和
英
は
新
羅
の
瓦
当
を
高
句
麗
系
・
百
済
系
と
新
羅
的
な
も
の
に
区
分
し
て
説
明
し
な
が
ら
、
「
慶
州
出
土
百
済
系
瓦
当
は
扶
余
か
ら
出
土
し
た
そ

れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
慶
州
で
出
土
し
た
と
い
う
事
実
の
み
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
、
百
済
の
も
の
と
錯
覚
す
る
ほ
ど
形
態
が
同
じ
で
あ
る
」
と
し
た
６

。

稲
垣
晋
也
は
井
内
功
収
集
資
料
を
中
心
に
し
て
新
羅
瓦
当
に
お
け
る
百
済
や
高
句
麗
様
式
の
影
響
を
段
階
に
分
け
て
説
明
し
た
７

。
金
誠
亀
は
雁
鴨
池
出
土
瓦
当

を
中
心
に
し
て
六
世
紀
中
半
の
高
句
麗
・
百
済
の
一
次
的
な
影
響
以
外
に
も
、
滅
亡
し
た
百
済
瓦
工
の
移
住
と
考
え
ら
れ
る
二
次
的
な
波
及
が
統
一
直
後
に
あ
っ

た
と
い
う
点
を
強
調
し
た
８

。
申
昌
秀
は
皇
龍
寺
址
の
瓦
廃
棄
遺
構
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
を
分
析
し
て
皇
龍
寺
址
の
創
建
瓦
に
高
句
麗
と
百
済
系
統
の
瓦
当
が
共
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に
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
９

。 
こ
の
よ
う
な
初
期
の
研
究
は
中
古
期
新
羅
瓦
当
の
成
立
に
高
句
麗
だ
け
で
な
く
百
済
の
影
響
が
あ
り
、
そ
の
中
で
百
済
の
影
響
は
六
世
紀
前
半
か
ら
新
羅
統
一

期
ま
で
持
続
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
高
句
麗
系
・
百
済
系
瓦
当
の
出
現
時
期
や
新
羅
的
な
瓦
当
型
の
成
立
時
期
が
主
な
論
点
と
な
り
、
百
済
系
瓦
当
の
出
現
背

景
や
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
は
ま
だ
皮
相
的
な
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時
、
慶
州
地
域
に
お
い
て
発
掘
調
査
さ
れ
た
資
料
が
少
な
く
、
比
較
対
象

と
な
る
百
済
地
域
の
瓦
当
の
編
年
や
製
作
技
法
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
半
、
国
立
慶
州
博
物
館
の
『
新
羅
瓦
塼
』
特
別
展
と
月
城
垓
字
、
蓀
谷
洞
・
勿
川
里
窯
址
な
ど
の
発
掘
報

告
書
が
刊
行
さ
れ
る
と
と
も
に
新
た
な
転
機
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
国
立
慶
州
博
物
館
の
『
新
羅
瓦
塼
』
特
別
展
を
契
機
に
刊
行
さ
れ
た
図
録
に
は
、
慶
州

地
域
で
発
掘
、
収
集
さ
れ
た
統
一
新
羅
の
み
な
ら
ず
中
古
期
の
瓦
当
が
網
羅
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
１
０

。
そ
の
後
、
月
城
垓
字
の
発
掘
報
告
書
刊
行
と
と
も
に
、

そ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
型
式
分
類
と
製
作
技
法
、
共
伴
遺
物
を
通
し
た
相
対
編
年
に
関
す
る
研
究
が
試
み
ら
れ
た
。
李
善
姫
は
月
城
垓
字
か
ら
出
土
し
た
最

も
古
い
段
階
の
瓦
当
を
高
句
麗
系
と
百
済
系
に
区
分
し
て
説
明
し
た
１
１

。 

新
羅
瓦
の
出
現
を
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
慶
州
蓀
谷
洞
・
勿
川
里
窯
址
と
花
谷
里
窯
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
が
五
世
紀
後
半
に
編
年
さ
れ
る
土
器
と
共

伴
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
慶
州
花
谷
里
窯
址
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
が
未
刊
で
あ
る
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
１
２

、
慶
州
蓀
谷
洞
・
勿
川
里
窯
址
の
場
合
は
新
羅

瓦
の
出
現
時
期
だ
け
で
な
く
百
済
系
瓦
当
の
出
現
時
点
や
技
術
的
な
前
後
関
係
を
研
究
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
１
３

。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
の
研
究

は
、
平
瓦
・
丸
瓦
な
ど
に
関
す
る
も
の
か
ら
始
ま
っ
た
。
趙
成
允
は
百
済
瓦
の
製
作
に
お
い
て
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
平
瓦
が

混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
慶
州
地
域
で
出
土
し
た
平
瓦
を
段
階
化
し
て
、
そ
の
導
入
時
期
を
六
世
紀
中
半
と
理
解
し
た
１
４

。
金
基
民
は
勿
川
里
Ｃ
地

区
で
出
土
し
た
瓦
と
共
伴
し
た
土
器
を
比
較
し
て
、
こ
れ
を
さ
ら
に
細
く
区
分
し
た
１
５

。
す
な
わ
ち
、
一
段
階(

六
世
紀
前
半
以
前)

は
無
瓦
桶
製
作
法
で
平
瓦

が
製
作
さ
れ
る
時
期
、
二
段
階(

六
世
紀
前
半
末
か
ら
六
世
紀
中
半
初
め)

は
百
済
で
瓦
当
笵
型
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
無
瓦
桶
製
作
法
の
瓦
と
接
合
し
た
時

期
、
三
段
階(

六
世
紀
中
半)

は
平
瓦
に
百
済
系
枠
板
連
結
式
瓦
桶
を
使
用
し
た
時
期
な
ど
に
区
分
し
た
。 

一
方
、
崔
英
姫
は
新
羅
お
よ
び
統
一
新
羅
の
平
瓦
の
製
作
全
般
を
検
討
し
て
、
初
現
期
か
ら
六
世
紀
後
半
ま
で
の
新
羅
瓦
を
「
多
様
な
製
作
系
統
の
登
場
と
共
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存
、
規
模
が
異
な
る
製
作
集
団
の
共
存
期
」
と
説
明
し
た
１
６

。
彼
は
新
羅
の
初
期
平
瓦
を
共
伴
遺
物
や
出
土
遺
構
を
考
慮
し
て
無
瓦
桶
製
作
法-

枠
板
連
結
式
瓦

桶-
非
連
結
式
瓦
桶
の
順
に
登
場
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
三
種
類
の
技
術
は
七
世
紀
前
半
以
後
に
な
る
と
、
非
連
結
式
瓦
桶
が
中
心
と
な
り

な
が
ら
も
規
模
の
違
い
が
あ
る
技
術
系
統(

瓦
工
集
団)

が
相
当
期
間
共
存
し
た
と
す
る
。 

さ
ら
に
崔
英
姫
は
、
古
式
瓦
当
の
文
様
と
製
作
技
法
の
分
析
を
通
し
て
平
瓦
の
製
作
技
法
と
瓦
当
の
文
様
お
よ
び
製
作
技
法(

接
合
技
法)

の
相
関
性
を
検
討
し

た
１
７

。
そ
の
結
果
、
高
句
麗
系
文
様
を
持
つ
瓦
当
の
場
合
も
接
合
技
法
は
百
済
系
の
丸
瓦
被
覆
接
合
法(

Ⅲ

技
法)

で
あ
り
、
百
済
系
瓦
当
の
場
合
、
漢
城
期
に

流
行
し
た
円
筒
接
合
後
分
割
法(

Ⅰ

技
法)

と
熊
津
期
に
流
行
し
た
丸
瓦
加
工
接
合
技
法(

Ⅱ

技
法)

が
共
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
新
羅

初
期
の
瓦
当
や
平
瓦
の
製
作
技
法
は
全
て
百
済
地
域
に
淵
源
を
持
つ
可
能
性
が
高
い
と
主
張
し
た
。
彼
女
の
研
究
は
平
瓦
・
丸
瓦
な
ど
製
作
技
術
と
瓦
当
文
様
お

よ
び
製
作
技
術
の
相
関
性
を
総
合
的
に
整
理
し
、
研
究
の
論
点
を
明
確
に
し
た
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
。 

一
方
、
比
較
的
文
献
記
録
が
多
く
残
っ
て
い
る
皇
龍
寺
址
出
土
品
を
中
心
に
し
た
再
検
討
作
業
も
並
行
し
て
行
わ
れ
た
。
崔
孟
植
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
平
瓦

に
百
済
系
統
の
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
１
８

。
趙
源
昌
は
皇
龍
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
う
ち
、
重
建
伽
藍
の
創
建

瓦
に
比
定
さ
れ
る
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
瓦
当(

申
昌
秀
分
類
Ｃ
・
Ｄ
、
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｋ
型
式)

を
、
同
時
期
の
百
済
地
域
で
発
見
さ
れ
な
い
点
と
当
時
の
対
中
関
係
を

根
拠
に
し
て
新
羅
と
南
朝
陳
が
直
接
交
流
し
て
自
主
的
に
製
作
し
た
も
の
と
理
解
し
た(

後
述
す
る
図
五-

一
八-

三
・
四)

１
９

。
た
だ
、
清
水
昭
博
は
こ
れ
に
対

し
て
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
瓦
当
の
導
入
時
期
に
つ
い
て
興
輪
寺
址
で
も
類
似
す
る
事
例
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
文
様
も
南
京
で
発
見
さ
れ
た
瓦
当
と
類
似
す
る
た
め
、

六
世
紀
中
半
ま
で
遡
及
す
る
可
能
性
を
言
及
言
及
し
て
い
る
２
０

。
そ
れ
ゆ
え
検
討
の
余
地
は
残
っ
て
い
る
と
考
え
る
。 

こ
の
よ
う
に
最
近
の
新
羅
瓦
研
究
は
、
瓦
当
の
文
様
だ
け
で
な
く
製
作
技
法
、
平
瓦
・
丸
瓦
の
製
作
技
法
、
瓦
当
と
平
瓦
の
相
関
性
に
関
す
る
研
究
な
ど
に
深

化
・
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
百
済
地
域
の
瓦
研
究
も
次
第
に
深
化
し
た
。
漢
城
期
の
ソ
ウ
ル
風
納
土
城
で
は
無
瓦
桶
製
作
法
で
作
ら
れ
た
平

瓦
や
円
筒
接
合
後
分
割
法(

Ⅰ

技
法)

で
製
作
さ
れ
た
瓦
当
が
確
認
さ
れ
て
お
り
２
１

、
熊
津
期
の
公
山
城
や
大
通
寺
址
で
は
丸
瓦
被
覆
接
合
法(

Ⅲ

技
法)

、
丸
瓦

加
工
接
合
法(

Ⅱ

技
法)

で
製
作
さ
れ
た
瓦
当
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
２
２

。
こ
れ
ま
で
の
文
様
中
心
の
瓦
当
研
究
か
ら
次
第
に
瓦
当
と
平
瓦
の
製
作
技
法
に

関
す
る
研
究
へ
と
拡
大
し
、
こ
れ
を
基
に
し
た
技
術
系
統
に
関
す
る
研
究
も
深
化
し
て
い
る(

本
書
の
第
一
章
第
二
節
お
よ
び
第
三
章
第
二
節
参
照)

。 
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こ
の
よ
う
な
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
中
古
期
の
新
羅
瓦
導
入
期
に
見
ら
れ
る
百
済
系
造
瓦
術
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
漢
城
期
の
瓦
製
作
技
術
が
導
入
さ
れ
た
段

階
と
熊
津
期
の
造
瓦
術
が
入
っ
て
く
る
段
階
の
区
分
、
文
様
の
み
伝
来
す
る
段
階
と
文
様
と
製
作
技
術
が
共
に
伝
授
さ
れ
る
段
階
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
両
地
域
の
瓦
当
の
相
対
編
年
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
性
が
提
起
さ
れ
た
。
特
に
南
朝
と
百
済
、
新
羅
瓦
の
影
響
関
係
に
お
い
て
も
そ
れ
が
南
朝

か
ら
直
輸
入
さ
れ
た
も
の
か
、
百
済
を
経
由
し
た
も
の
か
と
い
う
系
統
に
つ
い
て
も
新
た
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
２
３

。 

こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
歴
史
記
録
が
確
実
な
個
別
遺
跡
に
関
す
る
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

こ
で
伝
興
輪
寺
址
と
さ
れ
て
い
る
慶
州
工
業
高
等
学
校(

以
下
慶
州
工
高)

の
敷
地
か
ら
出
土
し
た
瓦
を
整
理
・
分
析
し
た
い
。
第
一
節
で
は
慶
州
工
高
一
帯
か
ら

出
土
あ
る
い
は
収
集
さ
れ
た
古
式
蓮
華
文
瓦
当
を
網
羅
し
、
型
式
分
類
と
相
対
編
年
を
試
み
る
２
４

。
第
二
節
で
は
こ
の
よ
う
な
分
析
結
果
を
基
に
百
済
系
瓦
製

作
技
術
の
導
入
過
程
を
段
階
化
し
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
百
済
系
瓦
と
文
献
記
録
の
関
係
を
比
較
・
検
討
し
て
、
こ
こ
が
興
輪
寺
址
で
あ
る
可
能
性
を
再
確
認
し
、

そ
の
歴
史
的
意
義
を
把
握
し
た
い
。 

 

第
一
節 

伝
興
輪
寺
址
出
土
瓦
の
分
析 

 

(

一)   

出
土
瓦
の
型
式
分
類 

興
輪
寺
は
新
羅
で
最
初
の
本
格
的
な
寺
院
で
あ
る
。
『
三
国
史
記
』
に
は
金
大
問
の
『
鶏
林
雑
伝
』
を
引
用
し
て
法
興
王
一
五
年(

五
二
八)

に
興
輪
寺
が
建
立

さ
れ
た
と
い
い
、
『
三
国
遺
事
』
に
は
法
興
王
一
四
年(

五
二
七)

に
建
立
さ
れ
た
と
あ
り
、
一
年
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
完
工
年
度
は
真
興
王
五
年(

五
四
四)

で
一
致
す
る
。
興
輪
寺
の
位
置
に
つ
い
て
は
霊
廟
寺
址
の
位
置
比
定
と
関
連
し
て
多
く
の
議
論
が
あ
っ
た
。
現
在
、
史
跡
第
一
四
号
興
輪
寺
址
に
指
定
さ
れ
て
い

る
慶
州
市
沙
正
洞
二
八
一-

一
番
地
一
帯
が
興
輪
寺
址
で
な
く
霊
廟
寺
址
に
該
当
し
、
慶
州
工
高
一
帯
が
興
輪
寺
址
に
該
当
す
る
と
い
う
反
論
が
早
く
か
ら
提
起

さ
れ
た
た
め
で
あ
る(

図
五-

一)

２
５

。
実
際
に
、
興
輪
寺
址
に
指
定
さ
れ
た
天
鏡
林
興
輪
寺
か
ら
図
五-

二
の
よ
う
な
「
霊
廟
之
寺
」
、
「
大
令
妙
寺
造
瓦
」
と

い
う
文
字
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
こ
が
興
輪
寺
址
で
な
く
霊
廟
寺
址
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
２
６

。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
見
解
は
説
得
力
が
あ
る
と
い
え
る
。 
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霊
廟
寺
址
に
比
定
さ
れ
て
い
る
天
鏡
林
興
輪
寺
一
帯
や
新
た
に
興
輪
寺
址
に
比
定
さ
れ
て
い
る
慶
州
工
高
一
帯
に
つ
い
て
は
、
断
続
的
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

た
２
７

。
前
者
に
つ
い
て
は
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
で
一
九
七
二
・
一
九
七
七
・
一
九
七
八
・
一
九
八
一
年
の
四
回
に
わ
た
っ
て
調
査
が
行
わ
れ
た
２
８

。
後
者

に
つ
い
て
は
一
九
六
五
年
の
慶
州
工
高
運
動
場
整
理
中
に
多
く
の
遺
物
が
収
拾
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
九
年
に
は
慶
尚
北
道
文
化
財
研
究
院
に
よ
っ
て
慶
州
工
高

西
塀
に
隣
接
し
た
住
宅
地
に
対
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
２
９

。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
度
に
は
慶
州
工
高
運
動
場
周
辺
の
排
水
口
設
置
工
事
中
に
数
ヶ
所
の
建
物

址
と
排
水
施
設
が
確
認
さ
れ
、
国
立
慶
州
博
物
館
に
よ
っ
て
緊
急
収
拾
調
査
が
行
わ
れ
た
。
本
稿
は
、
基
本
的
に
こ
の
時
に
収
集
さ
れ
た
遺
物
を
基
に
作
成
し
た
。 

慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
あ
る
い
は
収
集
さ
れ
た
古
式
蓮
華
文
瓦
当
の
型
式
分
類
は
、
蓮
弁
文
様
と
蓮
弁
の
数
を
一
次
的
な
基
準
と
し
、
中
房
の
大
き
さ
と
形
態
、

蓮
子
の
数
、
圏
線
の
有
無
、
製
作
技
法
な
ど
を
二
次
的
な
基
準
と
し
た
。
各
型
式
の
配
列
は
蓮
弁
の
文
様
が
類
似
し
た
り
関
連
性
が
あ
る
も
の
を
結
び
つ
け
て
配

列
し
た
が
、
寺
域
全
体
に
対
す
る
正
式
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
出
土
頻
度
は
考
慮
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
国
立
慶
州
博
物
館
の
調
査
で
出
土
し
た
瓦
当
の

う
ち
、
破
片
し
か
出
土
し
て
お
ら
ず
、
本
来
の
形
態
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
慶
北
文
化
財
研
究
院
で
発
掘
し
た
も
の
や
、
こ
れ
ま
で
に
収
集
さ
れ
た
瓦
当
の
中
で

同
笵
品
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
を
共
に
提
示
し
た
３
０

。
一
方
、
製
作
技
法
に
つ
い
て
は
本
稿
の
第
一
章
の
図
一-

一
一
の
模
式
図
を
参
考
さ
れ
た
い
。 

慶
州
工
高
が
位
置
す
る
沙
正
洞(

旧
塔
正
洞
含
む)
一
帯
で
出
土
し
た
古
式
瓦
当
は
、
図
五-

三
の
よ
う
に
一
一
型
式
一
三
種
に
分
類
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
発

掘
調
査
報
告
書
と
は
異
な
り
、
慶
北
文
化
財
研
究
院
発
掘
品
と
井
内
功
収
集
品
を
参
考
に
し
て
７
型
式
と
１
０
型
式
を
追
加
し
て
５
Ａ
・
５
Ｂ
型
式
を
一
つ
の
型

式
に
統
合
し
た
。
ま
た
、
既
存
の
報
告
書
の
１
０
型
式
は
形
態
が
明
確
で
な
く
て
、
新
羅
統
一
期
以
後
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
て
除
外
し
た
。
１
型
式

か
ら
８
型
式
ま
で
は
稜
線
が
な
い
典
型
的
な
素
弁
蓮
華
文
、
９
型
式
か
ら
１
１
型
式
は
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
素
弁
蓮
華
文
で
、
こ
れ
を
よ
り
詳
し
く
調
べ
て
み
る

と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

１
型
式
は
大
き
く
三
種
類
に
区
分
で
き
る
。
１
Ａ
型
式
は
八
葉
を
基
本
と
し
、
一+

六
の
蓮
子
に
圏
線
が
な
く
、
中
房
は
凸
形
で
あ
り
瓦
当
の
裏
面
に
は
回
転

ナ
デ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
１
Ａ
型
式
は
細
か
い
粘
土
を
使
用
し
て
作
ら
れ
、
色
調
は
灰
白
色
系
統
を
呈
す
る
も
の
が
多
い
。
１
Ａ
ａ
式
は
１
Ｂ
式
と
異
な
り
瓦

当
裏
面
の
外
縁
を
削
り
出
し
た
よ
う
に
凸
形
に
作
っ
た
点
と
回
転
痕
が
よ
り
鮮
明
な
点
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。
一
八
二
番
が
１
Ａ
ａ
型
式
の
標
識
資
料
でⅡ

2a

技

法
に
よ
っ
て
接
合
さ
れ
て
い
る
３
１

。
１
Ａ
ｂ
式
は
一
六
八
番
が
標
識
資
料
で
１
Ａ
ａ
式
と
胎
土
と
色
調
、
形
態
が
す
べ
て
同
じ
だ
が
、Ⅱ

1b

技
法
に
よ
っ
て
接
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合
さ
れ
て
お
り
違
い
を
見
せ
る
。 

１
Ｂ
型
式
は
部
分
的
に
小
さ
い
砂
が
混
ざ
っ
て
お
り
、
色
調
は
灰
青
色
系
統
が
多
い
。
一
八
三
番
が
標
識
資
料
で
あ
り
、
八
葉
の
蓮
弁
と
一+

六
の
蓮
子
、Ⅱ

2
a

技
法
に
よ
る
接
合
な
ど
は
１
Ａ
ａ
型
式
と
非
常
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
図
五-

四
か
ら
分
か
る
よ
う
に
両
者
は
瓦
笵
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
八
三

番
を
基
に
し
て
一
八
二
番
の
中
房
と
蓮
子
、
蓮
弁
を
重
複
さ
せ
て
み
る
と
、
図
五-

四
の
よ
う
に
同
笵
品
で
な
い
別
個
の
瓦
笵
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
蓮
弁
と
間
弁
の
比
較
を
通
し
て
も
分
か
る
が
、
１
Ｂ
型
式
が
１
Ａ
型
式
よ
り
平
た
く
な
り
形
式
化
し
た
印
象
を
与
え
て
い
る
。 

２
型
式
は
全
体
的
な
形
態
や
色
調
が
１
Ａ
型
式
と
類
似
す
る
が
、
灰
白
色
を
基
調
と
し
て
蓮
弁
と
中
房
の
全
体
的
な
形
態
、
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
な
ど
が
同
じ
で

あ
る
。
た
だ
し
、
１
Ａ
ａ
型
式
に
比
べ
中
房
が
若
干
丸
く
蓮
弁
端
部
が
さ
ら
に
滑
ら
か
に
反
転
し
た
印
象
を
与
え
、
蓮
弁
と
周
縁
の
間
が
広
い
。
瓦
当
裏
面
の
回

転
ナ
デ
の
痕
跡
は
共
通
し
て
い
る
が
、
瓦
当
裏
面
の
下
部
と
周
縁
部
が
接
す
る
部
分
を
丸
く
処
理
し
た
点
に
お
い
て
違
い
を
見
せ
る
。
一
八
四
番
が
標
識
資
料
で

あ
り
、
接
合
技
法
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

３
型
式
は
八
葉
の
蓮
弁
、
灰
白
色
の
色
調
、
凸
形
の
中
房
、
一+

六
の
蓮
子
な
ど
か
ら
１
Ａ
型
式
と
類
似
す
る
。
一
八
七
番
が
標
識
資
料
で
１
Ａ
型
式
に
比
べ
、

蓮
子
や
蓮
弁
が
は
る
か
に
鈍
く
な
り
、
２
型
式
よ
り
中
房
と
蓮
弁
の
間
が
広
い
。
そ
う
し
た
点
か
ら
３
型
式
は
１
型
式
や
２
型
式
の
退
化
型
と
い
え
る
が
、
具
体

的
に
ど
の
型
式
が
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
か
は
も
う
少
し
検
討
が
必
要
で
あ
る
３
２

。
こ
の
よ
う
な
文
様
の
退
化
は
木
製
笵
の
持
続
的
な
使
用
に
よ
る
摩
耗
の
結
果
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
接
合
技
法
は
現
在
の
資
料
の
み
で
は
断
定
で
き
な
い
が
、Ⅲ

技
法
で
接
合
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

４
型
式
は
八
葉
の
蓮
弁
、
灰
青
色
の
色
調
、
細
か
い
砂
が
混
ざ
っ
た
胎
土
、
凸
形
の
中
房
、
一+

六
の
蓮
子
、
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
、Ⅱ

2a

式
の
接
合
技
法
な
ど

が
１
Ｂ
型
式
と
形
態
的
、
技
術
的
に
類
似
す
る
。
一
八
一
番
が
標
識
資
料
で
あ
り
、
１
Ｂ
型
式
と
比
較
と
す
る
と
中
房
が
よ
り
際
立
つ
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
蓮
子

の
配
置
が
散
漫
に
な
り
な
が
ら
中
央
に
集
中
し
て
い
る
。
蓮
弁
と
間
弁
の
端
部
が
さ
ら
に
鈍
く
な
り
、
蓮
弁
と
周
縁
の
幅
が
広
く
周
縁
が
相
対
的
に
高
い
。
一
六

七
番
瓦
当
も
こ
の
型
式
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
、Ⅱ

1b

技
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
型
式
は
も
う
少
し
細
か
く
分
類
で
き
る
余
地
が

あ
る
。 

５
型
式
は
蓮
子
が
磨
耗
し
て
見
ら
れ
ず
、
蓮
弁
と
間
弁
が
非
常
に
図
式
的
に
表
現
さ
れ
、
蓮
弁
と
周
縁
の
間
の
幅
が
広
く
て
周
縁
が
高
い
。
一
八
〇
番
が
標
識
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資
料
で
あ
り
、
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
鮮
明
に
残
っ
て
お
り
、
接
合
方
式
はⅡ

1a

技
法
で
あ
る
。
全
体
的
な
形
態
や
技
法
か
ら
見
る
と
、
１
Ａ
・
１
Ｂ
型

式
の
亜
流
と
い
え
る
が
、
文
様
と
技
法
の
側
面
か
ら
は
４
型
式
が
直
接
的
な
祖
形
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

６
型
式
は
八
葉
の
蓮
弁
、
中
房
と
蓮
弁
の
間
の
凹
、
一+

五
の
蓮
子
、Ⅱ

1a

技
法
の
接
合
方
式
を
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
報
告
書
で
は
灰
白
色
と
灰
青
色

系
統
で
両
分
さ
れ
て
い
た
が
、
焼
成
度
の
違
い
と
い
え
る
た
め
区
分
せ
ず
、
ひ
と
つ
の
型
式
に
分
類
し
た
。
一
八
〇
番
が
標
識
資
料
で
あ
り
、
慶
北
文
化
財
研
究

院
の
発
掘
品
の
中
か
ら
完
形
の
同
笵
品
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
３
３

。 

７
型
式
は
既
存
の
報
告
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
た
も
の
で
、
形
態
や
色
調
が
１
Ａ
型
式
と
類
似
す
る
が
、
蓮
弁
端
部
が
丸
く
反
転
し
、
中
房
と
蓮
子
が
大
き
く
て

鈍
い
。
瓦
当
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ
、
一
六
四
番
が
標
識
遺
物
で
あ
る
。
図
五-

五
の
慶
州
校
洞
収
集
品
を
参
考
に
す
る
と
、
本
来
中
房
に
は

一+

六
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、Ⅱ

2
a

技
法
に
よ
っ
て
接
合
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
３
４

。 

８
型
式
は
半
破
し
て
お
り
完
全
な
形
態
は
分
か
ら
な
い
が
、
井
内
功
収
集
瓦
塼
資
料
の
中
に
完
形
品
が
残
っ
て
お
り
、
全
体
的
な
形
態
を
推
察
で
き
る(

図
五-

六)

３
５

。
こ
の
瓦
当
は
蓮
弁
端
部
が
隆
起
し
な
が
ら
尖
っ
た
形
態
を
な
し
、
中
房
が
若
干
膨
ら
み
一+

五
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。Ⅱ

2a

技
法
に
よ
っ
て
接

合
さ
れ
て
お
り
、
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
一
六
三
番
一
点
し
か
出
土
し
な
か
っ
た
。 

９
～
１
１
型
式
は
全
て
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
も
の
で
蓮
弁
と
蓮
子
の
数
に
よ
っ
て
区
分
し
た
。
９
型
式
の
場
合
、
国
立
慶
州
博
物
館
の
調
査
で
は
一
九
三
番
の

よ
う
に
破
片
し
か
出
土
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
慶
北
文
化
財
研
究
院
の
調
査
で
形
態
が
分
か
る
事
例
が
あ
り
、
七
葉
の
蓮
弁
に
中
房
に
圏
線
が
あ
り
、
四
個
の

蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
３
６

。
１
０
型
式
は
八
葉
の
蓮
弁
で
、
中
房
中
央
に
一
つ
の
蓮
子
の
み
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
慶
北
文
化
財
研
究
院
調
査
で
の
み
少
数

発
見
さ
れ
た
３
７

。
１
１
型
式
は
八
葉
の
蓮
弁
で
中
房
に
圏
線
が
あ
り
四
個
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
蓮
弁
に
は
木
の
葉
形
を
刻
ん
だ
よ
う
な
装
飾
が
施

さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
番
一
点
の
み
出
土
し
た
。
９
～
１
１
型
式
の
接
合
技
法
は
慶
州
地
域
で
確
認
さ
れ
る
同
笵
品
の
事
例
か
ら
み
る
と
、
全
てⅢ

1

技
法
で
製

作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
３
８

。 

以
上
が
慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
あ
る
い
は
収
集
さ
れ
た
瓦
当
の
型
式
分
類
案
で
あ
る
。
慶
州
沙
正
洞
や
塔
正
洞
で
収
集
さ
れ
た
資
料
の
中
に
は
こ
れ
よ
り
多
様

な
型
式
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
発
掘
に
よ
っ
て
出
土
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
除
外
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
１
Ａ
ａ
・
１
Ａ
ｂ
・
１
Ｂ
・
２
・
３
・
７
・
８
型
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式
は
文
様
と
製
作
技
法
か
ら
見
る
と
、
百
済
系
瓦
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
４
・
５
・
６
型
式
は
文
様
と
製
作
技
法
が1

型
式
瓦
当
と
関
連
す
る
た
め
、
百

済
系
瓦
当
の
変
形
や
亜
流
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
９
・
１
０
・
１
１
型
式
の
場
合
、
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
特
徴
を
持
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
新
羅
的
な
瓦
当
型

と
評
価
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

一
方
、
国
立
慶
州
博
物
館
と
慶
北
文
化
財
研
究
院
の
発
掘
調
査
で
は
瓦
当
以
外
に
も
多
量
の
平
瓦
と
丸
瓦
が
収
集
・
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
百
済
系

と
み
ら
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
く(

図
五-

七)

。
ま
ず
、
先
に
平
瓦
の
場
合
、
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が
多
数

確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
瓦
は
粘
土
版
を
利
用
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
灰
白
色
や
灰
青
色
系
統
が
多
い
。
表
面
は
無
文
や
太
線
文
で
内
部
に
枠
板
の
痕
跡
が
確
認

さ
れ
、
瓦
刀
痕
は
切
断
面
を
何
度
も
削
っ
て
破
砕
さ
れ
た
面
が
見
え
な
い
場
合
が
多
い
。 

そ
の
中
で
四
一
三
番
平
瓦
の
場
合
、
枠
板
連
結
式
瓦
桶
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ
、
広
端
面
の
裏
面
に
同
心
円
文
が
あ
り
、
表
面
に
は
平
行
線
文
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
平
瓦
を
作
る
過
程
で
広
端
面
を
補
完
す
る
た
め
の
補
足
痕
で
あ
り
、
叩
き
板
を
外
面
に
当
て
、
当
て
具
の
よ
う
な
も
の
で
内
側
か
ら
叩
い
た
痕
跡
と

い
え
る
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
四
五
〇
番
平
瓦
の
場
合
、
枠
板
連
結
式
瓦
桶
の
痕
跡
が
鮮
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右
側
上
端
に
瓦

刀
痕
が
観
察
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
瓦
を
焼
成
す
る
前
に
用
途
を
考
慮
し
て
一
部
分
を
カ
ッ
ト
し
た
痕
跡
と
い
え
る
。
四
五
一
番
平
瓦
の
場
合
、
枠
板
連
結
式
瓦
桶

な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
先
端
部
が
Ｌ
字
形
の
段
を
な
す
、
い
わ
ゆ
る
先
端
有
段
式
平
瓦
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
式
の
平
瓦
は
慶
北
文
化
財
研
究
院
の
発
掘
調

査
で
も
一
点
出
土
し
て
お
り
３
９

、
皇
龍
寺
址
や
六
通
里
瓦
窯
址
、
多
慶
瓦
窯
址
で
も
出
土
し
て
い
る
が
、
泗
沘
期
の
扶
余
地
域
で
類
似
す
る
事
例
が
多
数
確
認

さ
れ
て
い
る
４
０

。
四
五
一
番
平
瓦
で
興
味
深
い
の
は
、
凸
面
に
朱
線
が
観
察
さ
れ
る
点
で
あ
る
４
１

。
こ
れ
は
日
本
の
飛
鳥
池
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
よ
う
に
、
軒

部
分
を
彩
色
す
る
際
に
偶
然
に
つ
い
た
朱
漆
の
痕
跡
で
あ
る
と(

茅
部
の
全
面
を
彩
色
し
た
時
に
偶
然
つ
い
た
ベ
ン
ガ
ラ)

い
え
る
４
２

。
し
た
が
っ
て
、
四
五
一

番
の
先
端
有
段
式
平
瓦
は
初
期
段
階
の
「
軒
平
瓦
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
皇
龍
寺
址
で
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
先
端
有
段
式
平
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、

扶
余
地
域
で
も
こ
の
よ
う
な
先
端
有
段
式
の
平
瓦
が
多
数
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
百
済
の
影
響
下
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
新
羅

の
初
期
寺
院
の
場
合
、
建
物
の
外
部
を
五
彩
の
丹
青
で
彩
色
し
た
の
か
は
資
料
不
足
の
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
日
本
の
飛
鳥
寺
の
よ
う
に
朱
漆
の
み
施
し
た
可
能

性
も
あ
り
、
こ
れ
は
百
済
の
初
期
寺
院
の
場
合
も
類
似
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。   
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丸
瓦
の
場
合
、
有
段
式
と
無
段
式
が
共
に
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
四
〇
〇
番
丸
瓦
は
古
式
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
丸
瓦
は
有
段
式
で
玉
縁
と
玉
縁
段
部

を
別
に
製
作
し
て
接
合
さ
せ
て
い
る
。
玉
縁
段
部
に
は
麻
布
痕
が
見
ら
れ
ず
、
玉
縁
と
玉
縁
段
部
が
接
す
る
表
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
鮮
明
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
丸
瓦
は
公
州
艇
止
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
有
段
式
丸
瓦
と
技
術
的
や
系
統
的
に
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
北
文
化
財
研
究
院
で
発
掘
し
た
資
料
の

中
で
も
玉
縁
と
玉
縁
段
部
を
別
途
に
製
作
し
て
接
合
し
た
有
段
式
丸
瓦
が
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
４
３

。
こ
の
よ
う
に
慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
平
瓦
や
丸
瓦

は
、
そ
の
製
作
技
術
に
お
い
て
百
済
と
関
連
が
深
い
と
言
え
る
。 

 

(

二)   

相
対
編
年
と
創
建
瓦
の
設
定 

慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
瓦
の
相
対
編
年
を
設
定
す
る
た
め
、
ま
ず
同
笵
品
や
同
形
品
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
７
型
式
と
８
型
式
の
場
合
、
破
片
し
か
出
土

し
な
か
っ
た
が
地
表
収
集
品(

図
五-

五
・
六)
が
残
っ
て
お
り
、
六
通
里
瓦
窯
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
と
比
較
が
可
能
で
あ
る(

図
五-

八)

。
六
通
里
瓦
窯
址
で
は

二
点
の
瓦
当
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
４
４

、
そ
の
中
で
図
五-

八
の
一
は
図
五-

三
の
７
型
式
、
図
五-

八
の
二
は
８
型
式
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
図

五-

八
の
一
、
六
通
里
瓦
窯
址
出
土
瓦
と
７
型
式
瓦
当
、
図
五-

五
の
慶
州
校
洞
出
土
瓦
当
は
蓮
弁
と
中
房
、
蓮
子
の
形
態
と
裏
面
の
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
な
ど
が
す

べ
て
同
じ
で
あ
る
が
、
六
通
里
出
土
品
はⅢ

1

技
法
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
７
型
式
はⅡ

2a

技
法
で
接
合
技
法
が
異
な
る
。  

図
五-

三
の
８
型
式(

一
六
三
番)

瓦
当
の
場
合
、
図
五-

六
の
興
輪
寺
址
収
集
品
と
文
様
お
よ
び
製
作
技
法
が
同
じ
で
あ
る
た
め
同
笵
品
で
あ
る
と
い
え
る
が
、

こ
れ
を
図
五-

八
の
二
、
六
通
里
瓦
窯
址
出
土
瓦
当
と
比
較
す
る
と
製
作
技
法
ま
で
も
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
通
里
で
生
産
さ
れ
た
瓦
当
が
供
給
さ
れ
た
と

い
え
る
。
一
方
、
図
五-

七
の
三
の
四
五
一
番
先
端
有
段
式
平
瓦
の
場
合
、
六
通
里
窯
址
で
も
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
先
端
有
段
式
平
瓦
は
扶
余
陵
山

里
寺
址
で
も
出
土
し
て
い
る
４
５

。
こ
の
よ
う
な
点
を
勘
案
す
る
と
、
慶
州
工
高
一
帯
に
は
六
通
里
瓦
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
瓦
の
一
部
が
供
給
さ
れ
た
可
能
性
が

非
常
に
高
い
と
い
え
る
。 

図
五-

八
の
一
、
六
通
里
瓦
窯
址
出
土
瓦
当
の
場
合
、
公
州
大
通
寺
址
で
出
土
し
た
い
わ
ゆ
る
大
通
寺
式
瓦
当
の
文
様
を
基
調
と
し
な
が
ら
もⅢ

1

技
法
で
製
作

さ
れ
た
。
百
済
地
域
で
こ
れ
と
類
似
す
る
文
様
と
接
合
技
法
で
製
作
さ
れ
た
事
例
と
し
て
公
州
艇
止
山
遺
跡
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る(

図
五-

九)

。
こ
の
遺
跡
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は
武
寧
王
の
殯
殿
と
推
定
さ
れ
る
た
め
、
遅
く
と
も
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
以
前
に
使
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
７
型
式
瓦

当
の
場
合
、Ⅱ

2a

技
法
で
製
作
さ
れ
て
い
る
た
め
、
五-

八
の
一
と
は
工
房
差
や
工
人
差
は
も
ち
ろ
ん
若
干
の
時
間
差
も
想
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
図
五-
八
の
二
と
８
型
式
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
端
部
が
若
干
角
張
り
な
が
ら
反
転
し
た
形
態
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
蓮
弁
と
最
も
類
似
す
る
瓦
当
と

し
て
扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当(

本
稿
の
第
三
章
第
二
節
の
３
型
式)

が
あ
る
た
め
で
あ
る
４
６

。
し
た
が
っ
て
、
六
通
里
瓦
窯
址
と
本
遺
跡
の
８
型
式
、
扶
余

陵
山
里
寺
址
の
３
型
式
お
よ
び
有
段
式
平
瓦
、
そ
し
て
後
述
す
る
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
の
出
現
時
期(

五
三
五
年
以
後)

な
ど
を
共
に
考
慮
す
る
と
、
六
通
里
瓦
窯
と

関
連
が
あ
る
７
型
式
と
８
型
式
は
創
建
期
瓦
当
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
中
半
に
比
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
４
７

。 

４
型
式
は
財
買
井
址
出
土
品
と
高
霊
邑
で
収
集
さ
れ
た
瓦
当
が
同
笵
品
と
考
え
ら
れ
る
４
８

。
高
霊
で
収
集
さ
れ
た
瓦
当
の
場
合
、
百
済
的
な
文
様
に
回
転
ナ

デ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
、Ⅱ

2a

技
法
で
製
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
百
済
と
大
加
耶
の
直
接
交
流
の
結
果
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
慶
州
工
高
と
財
買
井

址
で
同
笵
品
が
出
土
し
て
い
る
た
め
慶
州
か
ら
移
動
し
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
４
型
式
は
大
加
耶
滅
亡
以
後
で
あ
る
六
世
紀
中
半
か

ら
後
半
以
後
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
５
型
式
の
場
合
、
４
型
式
の
瓦
笵
が
磨
耗
し
た
も
の
と
思
う
ほ
ど
文
様
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
七

世
紀
前
半
以
後
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
６
型
式
の
場
合
、
同
笵
品
は
な
い
が
蓮
弁
と
中
房
の
間
に
凹
が
あ
り
、
七
葉
に
一+

五
の
蓮
子
を
持
っ
た

も
の
が
芬
皇
寺
と
天
官
寺
址
で
出
土
し
、
八
葉
に
一+

四
の
蓮
子
を
持
っ
た
も
の
が
仁
旺
洞
建
物
址
で
出
土
し
て
い
る
。
慶
州
地
域
で
６
型
式
の
よ
う
に
中
房
と

蓮
弁
の
間
に
凹
が
作
ら
れ
る
も
の
は
七
世
紀
前
半
以
後
に
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
９
～
１
１
型
式
の
場
合
、
月
城
垓
字
、
皇
龍
寺
、
芬
皇
寺
、
雁
鴨
池
な
ど
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
型
式
で
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
中

半
ま
で
多
く
の
同
笵
品
が
存
在
す
る
。
９
型
式
の
よ
う
に
七
葉
で
中
房
に
四
個
の
蓮
子
が
あ
る
も
の
は
皇
龍
寺
址
で
出
土
事
例
が
あ
る
４
９

。
１
０
型
式
の
場
合
、

製
作
時
点
に
若
干
の
議
論
が
あ
る
が
、
慶
北
文
化
財
研
究
院
発
掘
品
の
中
に
同
笵
品
が
混
ざ
っ
て
い
る
５
０

。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
中
房
に
一
つ
の
蓮
子
だ

け
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
殿
廊
址
か
ら
一+

四
の
蓮
子
を
持
つ
同
形
品
が
確
認
さ
れ
る(

図
五-

一
〇)

５
１

。
中
房
に
配
置
さ
れ
た
蓮
子
の
数
が
増
減
す

る
の
は
時
期
的
な
変
化
を
示
す
重
要
な
属
性
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
１
０
型
式
瓦
当
が
た
と
え
南
京
地
域
で
発
見
さ
れ
た
瓦
当
と
類
似
す
る
と
は
い
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え
、
こ
れ
を
興
輪
寺
址
の
創
建
期
で
あ
る
六
世
紀
前
半
や
中
半
ま
で
遡
ら
せ
る
５
２

に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
１
０
型
式
を
皇
龍
寺

址
重
建
伽
藍
の
年
代
を
勘
案
し
て
、
１
０
型
式
を
ひ
と
ま
ず
六
世
紀
中
後
半
以
後
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。 

１
Ａ
・
２
・
３
型
式
の
場
合
、
慶
州
地
域
で
同
笵
品
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
１
Ｂ
型
式
の
場
合
、
慶
州
天
官
寺
址
で
同
笵
品
が
出
土
し
て
い
る(

図

五-

一
一)

５
３

。
図
五-

一
一
の
場
合
、
灰
青
色
硬
質
焼
成
で
胎
土
に
は
砂
が
多
量
含
ま
れ
て
お
り
、Ⅱ

1a

技
法
で
接
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
１
Ｂ
型
式
の
標
識

資
料
で
あ
る
一
八
三
番
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
中
房
と
蓮
子
が
若
干
飛
び
出
す
印
象
を
与
え
、
接
合
技
法
も
若
干
異
な
る
。
１
Ａ
型
式
内
に
も
１
Ａ
ａ
型
式
と

１
Ａ
ｂ
型
式
の
間
で
接
合
技
法
が
異
な
る
も
の
が
確
認
さ
れ
、
実
際
にⅡ

1a

技
法
とⅡ

2
a

技
法
の
技
術
的
な
違
い
は
非
常
に
微
細
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

両
者
の
間
に
は
同
じ
工
房
内
の
工
人
差
や
若
干
の
年
代
差
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
、
２
型
式
と
３
型
式
は
慶
州
工
高
一
帯
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
点
か
ら
こ
の
型
式
の
年
代
は
他

の
資
料
を
通
し
て
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
時
に
注
目
さ
れ
る
も
の
は
公
州
地
域
で
発
見
さ
れ
た
瓦
当
で
あ
る
。
そ
の
中
で
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
の
場
合
、
公

州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
と
文
様
の
み
な
ら
ず
製
作
技
法
ま
で
一
致
し
て
い
る(

図
五-

一
二)

。
公
州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
は
八
葉
素
弁
で
蓮
弁
端
部
を
突
起
で
表

現
し
、
滑
ら
か
に
反
転
す
る
印
象
を
与
え
て
お
り
、
小
さ
く
て
低
い
中
房
に
は
一+

六
や
一+

七
、
一+

八
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
瓦

当
の
裏
面
は
回
転
ナ
デ
で
整
面
し
、
先
端
部
を
な
な
め
に
切
り
出
し
て
調
整
し
た
丸
瓦
を
接
合
さ
せ
る
丸
瓦
加
工
接
合
法(Ⅱ

技
法)

で
製
作
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
特
徴
を
持
つ
瓦
当
を
大
通
寺
式
瓦
当
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
中
国
南
朝
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
五
二
〇
年
代
後
半
か
ら
公
州
地
域
で
生
産
さ
れ
、
泗
沘
遷
都
以
後

に
は
百
済
の
主
流
的
瓦
当
型
と
な
る
５
４

。
と
こ
ろ
で
、
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
は
文
様
と
製
作
技
法
が
大
通
寺
式
瓦
当
と
一
致
す
る
た
め
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て

製
作
さ
れ
た
と
い
え
る
。 

た
だ
し
、
図
五-

一
二
と
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
を
も
う
少
し
比
較
し
て
み
る
と
、
慶
州
地
域
で
出
土
し
た
瓦
当
は
蓮
弁
と
間
弁
の
形
態
が
類
似
す
る
と
は
い
え
、

よ
り
図
式
化
さ
れ
た
印
象
を
与
え
、
中
房
が
よ
り
大
き
く
な
り
飛
び
出
す
。
こ
の
よ
う
な
点
で
公
州
大
通
寺
式
瓦
当
の
出
現
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
前
半
か
ら

中
半
の
間
に
相
対
編
年
で
き
、
後
述
す
る
文
献
資
料
を
参
考
に
す
る
と
五
三
五
年
以
後
に
比
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
５
５

。
ま
た
、
１
Ａ
型
式
と
１
Ｂ
型
式
部
に

も
若
干
の
違
い
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
両
型
式
の
瓦
当
は
文
様
が
非
常
に
似
て
い
る
が
、
蓮
子
の
配
置
、
蓮
弁
と
間
弁
の
形
態
が
異
な
り
、
瓦
当
裏
面
の
回
転



 

 

 

 

272 

ナ
デ
技
法
、
胎
土
と
焼
成
度
な
ど
に
お
い
て
少
し
ず
つ
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
蓮
子
と
蓮
弁
の
形
態
差
は
瓦
笵
の
差
、
瓦
当
裏
面
の
処
理
方
式
は
工
人
の
差
、
色

調
の
違
い
は
焼
成
度
の
違
い
で
あ
り
、
胎
土
と
と
も
に
工
房
差
を
見
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
点
で
１
Ａ
と
１
Ｂ
の
間
に
は
瓦
笵
と
瓦
工
、
工
房
の
違

い
が
存
在
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
両
型
式
の
間
に
年
代
差
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
５
６

。
ま

た
、
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
は
製
作
技
法
や
胎
土
な
ど
が
７
・
８
型
式
と
は
異
な
る
た
め
、
六
通
里
瓦
窯
址
と
は
異
な
る
不
明
窯
で
製
作
・
供
給
さ
れ
た
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

２
型
式
と
３
型
式
の
場
合
、
公
州
公
山
城
出
土
品
と
文
様
や
製
作
技
法
が
類
似
す
る
が
、
百
済
地
域
の
瓦
当
と
直
接
比
較
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
出
土
せ
ず
、

む
し
ろ
１
Ａ
や
１
Ｂ
型
式
瓦
当
と
類
似
度
が
高
い
。
三
型
式
の
場
合
公
山
城
式
瓦
当
の
特
徴
的
な
接
合
技
法
で
あ
るⅢ

技
法
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
文

様
の
全
体
的
な
形
態
は
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
の
延
長
線
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
２
・
３
型
式
は
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式

よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
中
半
に
編
年
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
興
輪
寺
址
と
推
定
さ
れ
る
本
遺
跡
の
創
建
瓦
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
消
費
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
瓦
当
の
中
で
創
建
瓦
を
抽
出
す
る

際
に
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
る
の
は
「
絶
対
多
数
の
論
理
」
で
あ
る
５
７

。
一
つ
の
建
物
址
か
ら
出
土
し
た
資
料
の
中
で
最
も
多
く
出
土
し
た
も
の
が
創
建
時
に
主

体
的
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
慶
州
工
高
一
帯
に
対
す
る
調
査
は
建
物
址
の
部
分
的
な
収
拾
調
査
で
あ
る
た
め
、
出
土
量
を
基
準
と
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
土
品
の
型
式
学
的
分
析
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
中
で
最
も

古
い
も
の
は
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
で
、
そ
の
後
の
２
・
３
型
式
や
７
・
８
型
式
瓦
当
が
相
対
的
に
新
し
く
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
５
８

。 

そ
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
こ
れ
ま
で
の
報
告
書
で
は
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
瓦
当
の
み
を
創
建
瓦
と
見
た
。
し
か
し
、
寺
院
の
創
建
に
は
比
較
的
多
く
の
時
間
が
必
要

と
さ
れ
る
た
め
、
仏
殿
や
木
塔
と
い
っ
た
主
要
建
物
だ
け
で
な
く
回
廊
や
僧
房
と
い
っ
た
周
辺
建
物
が
完
成
し
て
寺
院
が
本
格
的
に
運
営
で
き
る
時
ま
で
を
創
建

期
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
創
建
瓦
の
種
類
も
も
う
少
し
幅
広
く
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式

だ
け
で
な
く
２
・
３
型
式
と
７
・
８
型
式
瓦
当
ま
で
も
創
建
瓦
の
範
疇
で
議
論
で
き
、
本
遺
跡
で
は
こ
の
よ
う
な
型
式
の
瓦
当
が
全
て
百
済
系
瓦
当
に
属
す
る
。

こ
の
遺
跡
の
場
合
、
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
瓦
当
を
主
体
に
し
て
最
初
の
建
物
が
建
立
さ
れ
た
が
、
本
格
的
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
段
階
に
は
２
・
３
型
式
と
７
・
８
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型
式
の
よ
う
に
よ
り
多
様
な
型
式
の
瓦
当
が
製
作
・
供
給
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
第
三
章
第
二
節
や
第
六
章
第
二
節
で
検
討
す
る

よ
う
に
陵
山
里
寺
址
や
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
で
は
二
種
類
以
上
の
創
建
瓦
が
確
認
さ
れ
、
一
つ
の
消
費
遺
跡
で
複
数
の
生
産
地
で
製
作
さ
れ
た
瓦
の
供
給
を

受
け
る
シ
ス
テ
ム
は
百
済
寺
院
で
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
５
９

、
こ
の
遺
跡
の
瓦
供
給
体
制
も
ま
た
百
済
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
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第
二
節 

百
済
系
造
瓦
術
の
導
入
過
程
と
そ
の
意
義  

 

(

一)
 

百
済
系
造
瓦
術
の
導
入
過
程 

慶
州
地
域
で
発
見
さ
れ
た
最
も
古
い
段
階
の
瓦
当
は
月
城
垓
字
出
土
品
と
勿
川
里
窯
址
出
土
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
先
に
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
月
城
垓
字
か
ら
出
土
し
た
古
い
段
階
の
瓦
当
に
は
高
句
麗
系
と
百
済
系
の
も
の
が
共
に
混
ざ
っ
て
い
る(

図
五
‐
一
三)

６
０

。
そ
の
中
で
百
済
系
の
場
合
、

そ
の
瓦
当
文
様
は
六
世
紀
前
半
代
の
百
済
で
流
行
し
た
弁
端
点
珠
状
で
あ
る
が
、
接
合
技
法
に
は
漢
城
期
に
盛
行
し
た
円
筒
接
合
後
分
割
法(Ⅰ

技
法)

を
駆
使
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
漢
城
期
に
流
行
し
たⅠ

技
法
は
熊
津
・
泗
沘
期
に
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
な
い
接
合
技
法
で
あ
り
、
熊
津
期
の
比
較
的
古
い
段
階
で
あ
る

公
州
公
山
城
の
場
合
、Ⅲ

1

技
法
が
主
流
を
な
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
図
五
‐
一
三
の
一
の
百
済
系
瓦
当
は
百
済
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
漢
城
期
の
在
来

的
な
技
術
に
熊
津
期
の
新
た
な
文
様
要
素
が
共
に
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
慶
州
地
域
で
百
済
の
新
旧
技
術
が
共
に
現
れ
る
現
象
は
当
時
の
新
羅
の
瓦
製
作

に
お
い
て
百
済
系
造
瓦
術
を
持
つ
瓦
工
が
直
接
移
動
し
た
の
で
は
な
く
、
瓦
笵
や
製
品
と
い
っ
た
「
道
具
」
の
み
伝
来
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
推
論
は
高
句
麗
系
瓦
当
の
導
入
過
程
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
る
。
先
学
が
指
摘
し
た
よ
う
に
高
句
麗
系
統
の
瓦
当
は
そ
の
文
様
が
高
句

麗
の
蓮
華
文
瓦
当
や
古
墳
壁
画
の
蓮
華
文
と
相
通
じ
る
点
が
あ
る
６
１

。
し
か
し
、
図
五-

一
三
の
二
の
高
句
麗
系
瓦
当
に
見
え
る
接
合
技
法
は
高
句
麗
で
は
確
認

さ
れ
な
い
丸
瓦
被
覆
接
合
法(

Ⅲ

技
法)

で
あ
る
。
こ
れ
ま
でⅢ
技
法
を
高
句
麗
の
技
術
系
統
と
誤
解
し
て
き
た
が
、
現
在
ま
で
の
資
料
を
見
る
と
高
句
麗
よ
り
は

百
済
で
流
行
し
た
と
見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
６
２

。Ⅲ

技
法
は
風
納
土
城
か
ら
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
、
熊
津
期
以
後
に
はⅡ

技
法
と
と
も
に
百
済
で
最
も
多
く

確
認
さ
れ
る
技
法
と
な
る
６
３

。
し
た
が
っ
て
、
図
五-

一
三
の
二
の
事
例
は
高
句
麗
系
文
様
の
瓦
当
を
製
作
し
な
が
ら
も
高
句
麗
の
技
術
で
な
く
百
済
系
の
技
術

を
採
択
し
て
い
た
と
い
う
重
要
な
根
拠
と
な
る
。
つ
ま
り
、
新
羅
で
は
高
句
麗
か
ら
製
瓦
術
を
導
入
す
る
時
も
瓦
笵
や
文
様
だ
け
を
輸
入
し
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
６
４

。 

こ
の
よ
う
に
新
羅
の
瓦
の
中
で
最
も
古
い
段
階
に
該
当
す
る
月
城
垓
字
に
百
済
系
造
瓦
術
が
著
し
く
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
百
済
の
造
瓦
術
が
新
羅
の
初
期
瓦

製
作
技
術
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
新
羅
で
文
様
と
製
瓦
術
を
選
択
的
に
受
容
で
き
た
こ
と
を
意
味
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す
る
と
理
解
で
き
る
た
め
、
当
時
の
新
羅
の
瓦
製
作
技
術
が
こ
の
段
階
に
す
で
に
一
定
の
水
準
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
背
景
と
関
連
し
て
勿
川
里
窯
址
か
ら
出
土
し
た
無
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
瓦
が
注
目
さ
れ
る(

図
五-

一
四)

。
勿
川
里
窯
址
か
ら
は
、
無
瓦
桶
製
作
法
の
平

瓦
と
短
い
玉
縁
を
持
つ
丸
瓦
、
図
五-

一
三
の
一
と
同
笵
で
あ
る
点
珠
状
の
百
済
系
瓦
当
お
よ
び
土
器
口
縁
部
と
似
た
軒
平
瓦
な
ど
が
生
産
さ
れ
る
時
期(

二
段

階)

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
以
前
に
、
無
瓦
桶
製
作
法
の
み
で
瓦
が
製
作
さ
れ
た
段
階(

一
段
階)

が
あ
っ
た
。
そ
の
年
代
は
共
伴
し
た
台

脚
や
蓋
な
ど
の
土
器
の
編
年
と
の
対
照
か
ら
、
五
世
紀
後
半
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
初
期
以
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
６
５

。
金
基
民
が
分
類
し
た
平
瓦
の
１
ａ
と

１
ｂ
・
１
ｃ
の
差
が
時
間
差
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
は
不
明
な
点
が
あ
る
６
６

。
し
か
し
、
勿
川
里
窯
址
で
は
瓦
当
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
種
類
の
瓦
が
製

作
さ
れ
る
以
前
に
、
無
瓦
桶
製
作
法
で
作
ら
れ
た
平
瓦
が
製
作
さ
れ
る
段
階
が
あ
り
、
そ
の
時
期
は
六
世
紀
以
前
で
あ
る
五
世
紀
後
半
段
階
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。 

新
羅
に
は
こ
の
よ
う
な
瓦
製
作
技
術
が
あ
っ
た
た
め
、
瓦
笵
や
文
様
の
輸
入
の
み
で
も
図
五-

一
三
の
よ
う
な
型
式
の
瓦
当
を
製
作
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、

無
瓦
桶
製
作
法
の
技
術
的
な
系
統
は
金
海
府
院
洞
遺
跡
の
事
例
が
あ
る
と
は
い
え
、
ソ
ウ
ル
の
風
納
土
城
か
ら
そ
の
よ
う
な
技
術
で
製
作
さ
れ
た
平
瓦
が
多
量
出

土
し
て
い
る
点
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
技
術
系
統
も
ま
た
百
済
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
６
７

。 

で
は
、
図
五-

一
三
の
一
の
月
城
垓
字
出
土
百
済
系
瓦
当
の
よ
う
な
も
の
は
い
つ
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
型
式
の
瓦
当
は
月
城
垓
字
を
は
じ
め
と

し
て
勿
川
里
窯
址
、
仁
旺
洞
五
五
六
・
五
六
六
番
地
遺
跡
、
花
谷
地
区
な
ど
か
ら
同
笵
品
が
出
土
し
て
い
る
が
、
共
伴
し
た
土
器
の
相
対
編
年
に
基
づ
い
て
五
世

紀
末
ま
で
遡
ら
せ
る
見
解
が
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
６
８

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
公
州
地
域
で
こ
れ
と
類
似
す
る
文
様
を
持
つ
瓦
当
が
六
世
紀
前
半

以
後
か
ら
出
現
し
て
お
り
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。 

百
済
地
域
で
図
五-

一
三
の
一
の
月
城
垓
字
出
土
品
と
最
も
類
似
す
る
瓦
当
は
、
図
五-

一
二
の
大
通
寺
址
出
土
品
で
あ
る
。
両
者
は
同
笵
品
で
は
な
い
が
、
蓮

弁
や
中
房
の
形
態
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
図
五-

一
三
の
一
の
月
城
垓
字
出
土
品
は
漢
城
期
に
流
行
し
たⅠ

1

技
法
で
接
合
さ
れ
、
図
五-

一
二
の
大
通

寺
址
出
土
品
はⅡ

2a

技
法
で
接
合
さ
れ
て
お
り
裏
面
に
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
両
瓦
当
の
製
作
に
お
け
る
技
術
的
な
違
い
を
物
語

っ
て
お
り
、
月
城
垓
字
出
土
百
済
系
瓦
当
が
大
通
寺
址
の
瓦
や
文
様
の
み
を
借
用
し
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
新
羅
で
は
無
瓦
桶
で
製
作
さ
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れ
た
平
瓦
を
使
用
し
て
新
た
に
瓦
当
を
導
入
・
使
用
し
な
が
ら
も
、
最
初
は
単
純
に
瓦
笵
と
い
っ
た
同
じ
道
具
の
み
を
限
定
的
に
受
容
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。 そ

の
時
点
は
図
五-

一
三
の
一
の
よ
う
な
瓦
当
文
様
が
公
州
大
通
寺
址
で
最
初
に
出
現
し
、
新
羅
と
梁
が
五
二
一
年
に
初
め
て
交
流
し
た
点
を
勘
案
す
る
と
、

公
州
大
通
寺
が
建
立
さ
れ
た
五
二
〇
年
代
に
導
入
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
６
９

。
し
た
が
っ
て
、
新
羅
で
百
済
系
統
造
瓦
術
が
受
容
さ
れ
る
初
期

段
階
は
勿
川
里
窯
址
の
一
段
階
の
よ
う
に
無
瓦
桶
製
作
法
の
平
瓦
と
短
い
玉
縁
を
持
つ
丸
瓦
が
製
作
さ
れ
る
段
階(

五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
初
め)

と
図
五-

一

三
の
一
の
よ
う
に
百
済
系
統
の
瓦
当
文
様
にⅠ

技
法
で
製
作
さ
れ
る
段
階(

六
世
紀
前
半)

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
月
城
垓
字
出
土
品
の
場
合
、

新
羅
に
お
け
る
蓮
華
文
瓦
当
の
使
用
が
寺
院
の
建
立
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
の
学
界
で
は
、
飛
鳥
寺

創
建
以
後
に
瓦
の
使
用
が
本
格
化
し
た
た
め
仏
教
の
普
及
と
瓦
当
の
使
用
・
普
及
を
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
新
羅
で
は
王
宮
を
は
じ
め
と
す
る

官
衙
遺
跡
で
瓦
を
使
用
し
た
痕
跡
を
明
確
に
確
認
で
き
る
た
め
で
あ
る
。   

新
羅
で
百
済
系
造
瓦
術
を
導
入
す
る
過
程
に
お
い
て
画
期
を
な
す
も
の
は
慶
州
工
高
一
帯
で
収
集
さ
れ
た
。
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
の
瓦
当
で
あ
る
。
１
Ａ
と
１
Ｂ

型
式
の
瓦
当
は
図
五-

一
二
の
大
通
寺
址
瓦
当
と
比
較
す
る
と
、
文
様
だ
け
で
な
く
丸
瓦
加
工
接
合
法(Ⅱ

技
法)

、
裏
面
の
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
な
ど
製
作
技
術
ま

で
正
確
に
一
致
し
て
い
る
。
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
は
慶
州
地
域
でⅡ

技
法
で
あ
る
丸
瓦
加
工
接
合
法
が
確
認
さ
れ
た
最
も
古
い
事
例
に
該
当
す
る
。
筆
者
は
こ
の
よ

う
な
特
徴
を
持
つ
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
の
瓦
当
を
文
献
記
録
と
の
関
連
性
か
ら
「
興
輪
寺
式
瓦
当
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
た
７
０

。
慶
州
で
出
土
す
る
い
わ
ゆ
る

興
輪
寺
式
瓦
当
は
単
純
な
道
具
の
移
動
だ
け
で
は
説
明
し
が
た
く
、
道
具
の
み
な
ら
ず
熟
練
し
た
瓦
工
の
派
遣
や
指
導
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
瓦
当
の
製
作
に
は
大
通
寺
式
瓦
当
の
製
作
に
関
与
し
た
工
人
集
団
の
一
部
が
派
遣
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
の
根
拠
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
文
様
と
製
作
技
術
だ
け
で
な
く
、
瓦
当
と
共
に
出
土
し
た
丸
瓦
や
平
瓦
の
製
作
に
も
百
済
系
造
瓦
術
の
痕
跡

が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
丸
瓦
四
〇
〇
番
の
有
段
式
丸
瓦
の
場
合
、
玉
縁
と
玉
縁
段
部
を
別
途
に
製
作
し
て
接
合
し
た
後
、
接
合
す
る
部
分
に
回
転
ナ
デ
を
施

し
て
仕
上
げ
た(

図
五-

七)

。
こ
の
よ
う
に
玉
縁
と
玉
縁
段
部
を
別
に
接
合
す
る
事
例
は
慶
北
文
化
財
研
究
院
の
発
掘
品
の
中
で
も
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、

接
合
面
や
表
面
に
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
公
州
艇
止
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
有
段
式
丸
瓦
に
も
、
こ
れ
と
類
似
す
る
製
作
技
法
が
確
認



 

 

 

 

277 

さ
れ
る
。
艇
止
山
遺
跡
で
は
円
柱
状
の
模
骨
に
麻
布
を
か
ぶ
せ
て
玉
縁
部
分
を
粘
土
帯
で
別
途
に
製
作
し
て
接
着
さ
せ
な
が
ら
端
部
を
瓶
形
土
器
の
頸
部
の
よ
う

に
短
く
直
立
さ
せ
た
。
丸
瓦
の
表
面
は
板
状
道
具
を
用
い
て
掻
き
あ
げ
て
面
を
整
え
、
約
三
分
の
二
地
点
か
ら
玉
縁
段
部
ま
で
は
回
転
掻
き
や
回
転
ケ
ズ
リ
で
整

面
し
た
後
、
回
転
ナ
デ
を
施
し
た(

図
五-

九
の
三
・
四)

７
１

。
泗
沘
遷
都
以
後
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
扶
余
定
林
寺
址
と
陵
山
里
寺
址
で
も
玉
縁
段
部
付
近
ま
で

麻
布
を
か
ぶ
せ
て
玉
縁
段
部
を
粘
土
帯
で
別
途
に
製
作
し
て
接
合
し
た
有
段
式
丸
瓦
が
確
認
さ
れ
て
い
る
７
２

。 

玉
縁
と
玉
縁
段
部
を
別
途
に
製
作
し
た
後
に
接
合
し
た
四
〇
〇
番
丸
瓦(

図
五-

七)

の
場
合
、
玉
縁
段
部
の
内
面
に
麻
布
痕
が
な
く
、
玉
縁
と
玉
縁
段
部
が
接

合
さ
れ
る
部
分
の
表
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
金
基
民
が
分
類
し
た
勿
川
里
瓦
窯
址
出
土
の
短
い
玉
縁
段
部
に
平
瓦
と

似
た
曲
が
り
を
持
つ
１
ａ
式
丸
瓦
や
、
玉
縁
段
部
が
直
角
に
降
り
て
き
て
短
い
玉
縁
に
変
わ
り
な
が
ら
半
円
状
の
曲
り
を
持
つ
１
ｂ
式
丸
瓦
は
異
な
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
７
３

。
そ
う
し
た
点
で
四
〇
〇
番
有
段
式
丸
瓦
の
場
合
、
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
の
瓦
当
と
共
に
百
済
で
新
た
な
技
術
が
導
入
さ
れ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と

い
え
る
。 

平
瓦
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
こ
こ
で
は
百
済
の
平
瓦
製
作
に
お
い
て
特
徴
的
に
観
察
さ
れ
る
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
瓦
が

共
に
発
見
さ
れ
た(

図
五-

七)

。
そ
の
中
で
四
一
三
番
平
瓦
の
場
合
、
広
端
面
の
裏
面
に
同
心
円
文
が
あ
り
、
表
面
に
は
平
行
線
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
瓦

を
製
作
す
る
過
程
で
広
端
面
を
補
完
す
る
た
め
の
補
足
痕
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
痕
跡
は
日
本
の
飛
鳥
寺
な
ど
初
期
遺
跡
で
出
土
し
た
平
瓦
で
た
び
た
び
確
認
さ

れ
る(

図
五-

一
五)

。
図
五-

一
五
の
飛
鳥
寺
か
ら
出
土
し
た
平
瓦
の
中
に
は
同
心
円
文
の
当
て
具
を
当
て
た
補
足
痕
が
観
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
痕
跡
は
須

恵
器
、
特
に
甕
の
成
形
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
初
期
の
瓦
工
房
で
須
恵
器
工
人
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
と
評
価
さ
れ
て
い
る
７
４

。
つ
ま
り
、

日
本
に
お
け
る
初
期
瓦
生
産
段
階
に
は
瓦
の
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
須
恵
器
工
人
を
動
員
し
て
労
働
力
と
し
て
依
存
し
た
結
果
、
そ
う
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
四
一
三
番
平
瓦
の
場
合
、
枠
板
連
結
式
瓦
桶
を
利
用
し
た
平
瓦
の
製
作
に
在
地
の
土
器
工
人
を
動
員
し
た
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
現
象
は
慶
州
勿
川
里
窯
址
を
は
じ
め
と
す
る
慶
州
地
域
の
初
期
瓦
窯
が
瓦
陶
兼
業
の
形
態
で
運
営
さ
れ
た
た
め
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
７
５

、

平
瓦
自
体
に
そ
う
し
た
土
器
製
作
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
の
は
本
事
例
が
最
初
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
慶
州
地
域
で
枠
板
連
結
式
瓦
桶
を
用
い
た
平
瓦
は
、
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皇
龍
寺
址
を
は
じ
め
と
し
て
勿
川
里
瓦
窯
址
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
限
年
代
は
明
確
で
な
か
っ
た
７
６

。
そ
う
し
た
点
か
ら
本
遺
跡
の
枠
板
連
結
式

瓦
桶
で
作
ら
れ
た
平
瓦
は
そ
の
上
限
を
示
す
重
要
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
慶
州
工
高
一
帯
で
発
見
さ
れ
た
枠
板
連
結
式
瓦
桶
を
利
用
し
た
平
瓦
は
、
１
Ａ
と
１
Ｂ

型
式
瓦
当
や
四
〇
〇
番
有
段
式
丸
瓦
な
ど
と
一
つ
の
セ
ッ
ト
を
な
し
て
い
る
と
い
え
、
四
一
三
番
平
瓦
の
補
足
痕
を
通
し
て
百
済
か
ら
新
た
な
造
瓦
術
を
教
わ
り

な
が
ら
慶
州
で
活
動
し
て
い
た
在
地
の
土
器
工
人
た
ち
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。 

一
方
、
四
〇
〇
番
の
よ
う
な
有
段
式
丸
瓦
や
枠
板
連
結
式
瓦
桶
を
用
い
た
平
瓦
は
熊
津
期
の
百
済
遺
跡
の
み
な
ら
ず
南
京
地
域
で
も
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

最
近
、
王
志
高
が
報
告
し
た
南
京
地
域
出
土
丸
瓦
の
中
で
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
型
式
丸
瓦
の
場
合
、
玉
縁
と
玉
縁
段
部
を
別
途
に
製
作
し
て
接
合
し
、
玉
縁
段
部
の
内
面

に
麻
布
痕
は
な
く
、
玉
縁
と
玉
縁
段
部
が
接
合
さ
れ
る
部
分
の
表
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ
る
７
７

。
平
瓦
の
場
合
も
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
型
式
で
粘
土
板

を
利
用
し
た
枠
板
連
結
式
瓦
桶
の
成
形
と
分
割
突
帯
痕
が
観
察
さ
れ
る(

図
五-

一
六)

７
８

。
こ
の
よ
う
な
平
瓦
と
丸
瓦
は
南
朝
後
期
の
遺
跡
で
セ
ッ
ト
を
な
し
て 

確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
百
済
の
場
合
も
こ
の
よ
う
な
平
瓦
の
製
作
技
術
は
南
朝
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
枠

板
連
結
式
瓦
桶
を
利
用
し
た
平
瓦
の
製
作
は
風
納
土
城
な
ど
漢
城
期
に
す
で
に
導
入
・
使
用
さ
れ
て
い
た
技
術
で
あ
り
７
９

、
新
羅
で
は
早
く
か
ら
百
済
造
瓦
術

の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
慶
州
地
域
で
確
認
さ
れ
る
平
瓦
の
製
作
技
術
は
南
朝
の
技
術
者
が
直
接
新
羅
に
派
遣
さ
れ
て
成
立
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

瓦
当
と
同
様
に
百
済
を
通
し
た
二
次
的
な
技
術
の
伝
播
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

六
世
紀
中
半
以
後
、
慶
州
地
域
で
は
丸
瓦
被
覆
接
合
法(Ⅲ

技
法)
で
製
作
さ
れ
た
百
済
系
瓦
当
が
登
場
し
、
次
第
に
普
遍
化
し
た
と
見
ら
れ
る
。
慶
州
工
高
一

帯
で
出
土
し
た
３
型
式
や
７
型
式
はⅢ

技
法
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
９
～
１
１
型
式
はⅢ

1

技
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
３
型
式
や
７
型
式
を
六

世
紀
中
半
と
比
定
し
て
い
る
が
、
７
型
式
と
８
型
式
の
場
合
、
慶
州
六
通
里
窯
址
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六
通
里
窯
址
で
は
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作

さ
れ
た
平
瓦
だ
け
で
な
く
、
円
筒
形
瓦
桶
で
成
形
さ
れ
た
平
瓦
が
共
に
出
土
し
た
８
０

。Ⅲ

技
法
で
接
合
し
た
瓦
当
の
場
合
、
円
筒
形
瓦
桶
で
成
形
さ
れ
た
丸
瓦

と
平
瓦
と
組
合
わ
せ
る
場
合
が
多
い
８
１

。
前
述
し
た
よ
う
に
六
通
里
瓦
窯
址
か
ら
出
土
し
た
図
五-

八
の
一
は
大
通
寺
式
瓦
当
の
文
様
を
基
調
と
し
な
が
ら
もⅢ

技
法
で
製
作
さ
れ
た
が
、
公
州
艇
止
山
出
土
瓦
当(

図
五-

九)

と
比
較
す
る
と
、
六
世
紀
中
半
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
８
２

。 

慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
３
・
７
型
式
がⅢ

技
法
な
の
か
は
確
定
し
難
い
が
、Ⅲ

技
法
は
９
～
１
１
型
式
の
よ
う
に
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
独
特
な
文
様
を
持
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つ
、
い
わ
ゆ
る
新
羅
的
な
瓦
笵
に
採
択
さ
れ
て
か
ら
は
皇
龍
寺
址
、
月
城
垓
字
、
雁
鴨
池
、
芬
皇
寺
な
ど
で
幅
広
く
使
用
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、Ⅲ

技
法
は
そ
れ
ま

で
のⅡ
技
法
で
製
作
さ
れ
た
興
輪
寺
式
瓦
当
よ
り
少
し
新
し
く
、
そ
れ
も
既
存
の
興
輪
寺
式
瓦
当
の
文
様
を
基
調
と
し
な
が
ら
別
途
に
採
択
・
使
用
さ
れ
た
。
蓮

弁
に
稜
線
が
あ
る
新
羅
的
な
瓦
型
が
完
成
し
て
か
ら
は
次
第
に
新
た
な
様
式
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
円
筒
形
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
平
瓦
・
丸
瓦

と
結
合
し
て
次
第
に
普
遍
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
七
世
紀
後
半
以
後
、
新
羅
で
は
円
筒
形
瓦
桶
の
み
を
使
用
す
る
よ
う
に
な

り
、
新
た
に
考
案
さ
れ
た
叩
き
板
を
使
用
し
た
新
し
い
規
格
の
平
瓦
が
幅
広
く
製
作
・
使
用
さ
れ
る
に
至
る
８
３

。 

慶
州
か
ら
出
土
し
た
百
済
系
瓦
に
つ
い
て
、
百
済
造
瓦
術
の
対
外
伝
播
と
い
う
側
面
か
ら
日
本
の
飛
鳥
寺
と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
点
が
観
察
さ
れ
る
。
瓦
製

作
技
術
を
導
入
し
な
が
ら
不
足
し
た
労
働
力
を
補
充
す
る
た
め
に
在
地
の
土
器
工
人
を
動
員
し
た
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
創
建
期
瓦
当
の
製
作
に
お
い
て
も
興

味
深
い
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
創
建
期
瓦
当
と
考
え
ら
れ
る
１
型
式
と
２
・
３
型
式
、
７
・
８
型
式
の
間
に
瓦
笵
の
違
い
だ
け
で
な
く
工
人
差
や
工
房

差
、
時
期
差
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
も
古
い
段
階
に
製
作
さ
れ
た
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
の
間
に
も
瓦
笵
や
工
人
差
を
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
百
済
か
ら

派
遣
さ
れ
た
造
瓦
集
団
は
最
小
二
つ
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
様
相
は
百
済
か
ら
瓦
博
士
が
派
遣
さ
れ
た
日
本
の
飛
鳥
寺
の
創

建
瓦
が
文
様
と
製
作
技
術
な
ど
に
お
い
て
花
組
と
星
組
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
さ
れ
る
点
と
類
似
す
る
構
図
で
あ
り
、
百
済
の
造
瓦
体
制
と
関
連
し
た
可
能

性
が
あ
り
、
一
つ
の
寺
院
を
安
定
的
に
造
営
す
る
た
め
は
、
最
小
二
組
以
上
の
造
瓦
集
団
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
８
４

。 

一
方
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
は
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
瓦
当
が
作
ら
れ
て
以
後
、
こ
れ
を
基
本
形
と
し
て
多
様
な
変
形
と
亜
類
型
が
持
続
的
に
出
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
百
済
の
寺
院
址
で
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
飛
鳥
寺
の
瓦
製
作
に
関
与
し
た
花
組
と
星
組
集
団
の
場
合
、
寺
院
の
完
成

以
後
、
改
笵
し
な
が
ら
も
固
有
な
文
様
属
性
と
技
術
系
統
を
維
持
し
な
が
ら
引
き
続
き
活
動
し
て
い
た
８
５

。
百
済
か
ら
技
術
を
伝
授
し
た
新
羅
と
日
本
の
寺
院

で
の
み
こ
の
よ
う
な
様
相
が
観
察
さ
れ
る
の
は
非
常
に
興
味
深
い
現
象
で
あ
り
、
そ
の
違
い
が
百
済
と
新
羅
・
日
本
の
瓦
製
作
技
術
水
準
の
差
を
暗
示
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
。 

 (

二)
 

百
済
系
技
術
導
入
の
意
義 
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慶
州
工
高
一
帯
は
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
址
と
さ
れ
て
お
り
、
出
土
瓦
当
に
対
す
る
分
析
結
果
と
文
献
記
録
の
関
連
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
興
輪
寺
の
創
建
過
程
と
関
連
す
る
重
要
な
史
料
を
提
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

史
料
五-

一: 
真
興
大
王
位
五
年
甲
子
、
造
大
興
輪
寺
。
〔
按
国
史
与
党
郷
伝
、
実
法
興
王
十
四
年
丁
未
、
始
開
、
二
十
一
年
乙
卯
、
大
伐
天
鏡
林
、
始
興
工
、 

梁
棟
之
材
、
皆
於
其
林
中
取
足
、
而
階
礎
石
龕
皆
有
之
、
至
興
王
五
年
甲
子
、
寺
成
、
故
云
甲
子
、
僧
伝
云
七
年
誤
。
〕
（
『
三
国
遺
事
』
興
法 

第
三
原
宗
興
法
厭
髑
滅
身
条
） 

史
料
五-

二: 

王
許
之
、
命
興
工
、
俗
方
質
倹
、
編
茅
葺
屋
、
住
而
講
演
、
時
或
天
花
落
地
、
号
興
輪
寺
。
（
『
三
国
遺
事
』
興
法
第
三
阿
道
基
羅
条
） 

 史
料
五-

一
を
み
る
と
、
興
輪
寺
は
法
興
王
一
四
年(

五
二
七)

に
創
建
さ
れ
は
じ
め
た
が
、
し
ば
ら
く
中
断
し
、
二
一
年(

五
三
四)

乙
卯
に
工
事
が
再
開
さ
れ
、

真
興
王
五
年(

五
四
四)

に
完
成
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
「
二
十
一
年
乙
卯
」
の
「
二
十
一
年
」
は
誤
字
で
あ
る
た
め
、
「
乙
卯
」
を
重
視
し
て
五
三
五
年
に

工
事
が
再
開
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
８
６

。
興
輪
寺
の
創
建
年
代
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
本
稿
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
史
料
五-

二
の
「
編
茅
葺
屋
」
と

い
う
表
現
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
は
建
立
当
初
に
は
瓦
葺
き
で
な
く
茅
を
編
ん
で
屋
根
を
葺
い
た
草
家
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
た
め
で
あ
る
８
７

。
日
本
の
仏
教
展
開
過
程
に
お
い
て
も
五
三
八
年
の
仏
教
の
公
認
と
五
八
八
年
の
飛
鳥
寺
建
立
の
間
に
は
時
差
が
あ
り
、
『
扶
桑
略

記
』
に
は
坂
田
原
に
草
堂
を
建
て
て
仏
像
を
安
置
し
た
事
例
が
あ
る
８
８

。 

史
料
五-

一
と
五-

二
を
総
合
し
て
み
る
と
、
興
輪
寺
は
五
二
七
年
に
創
建
さ
れ
た
が
当
初
は
草
家
か
ら
な
る
微
々
た
る
水
準
で
あ
っ
た
。
五
三
五
年
に
再
び
本

格
的
な
伽
藍
が
建
立
さ
れ
、
五
四
四
年
に
完
成
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
の
瓦
当
が
公
州
大

通
寺
址
の
瓦
当
よ
り
少
し
新
し
い
段
階
の
も
の
と
推
定
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
五
二
七
年
を
前
後
し
て
建
立
さ
れ
た
公
州
大
通
寺
で
使
用
さ
れ
た
製
瓦
術
が
、

興
輪
寺
が
初
め
て
建
立
さ
れ
た
五
二
七
年
頃
に
直
ち
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
格
的
に
工
事
が
再
開
さ
れ
た
五
三
五
年
以
後
に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ

る
。
『
海
東
高
僧
伝
』
に
は
当
時
の
新
羅
の
貴
族
が
仏
教
信
仰
自
体
で
な
く
、
土
木
工
事
に
よ
る
社
会
的
困
難
を
理
由
に
興
輪
寺
の
創
建
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
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を
伝
え
て
い
る
８
９

。
史
料
五-

二
の
「
編
茅
葺
屋
」
と
い
う
表
現
が
こ
の
よ
う
な
事
情
と
関
連
が
あ
り
え
る
が
、
一
方
で
は
百
済
の
大
通
寺
建
立
を
意
識
し
て
大

規
模
寺
刹
に
転
換
し
た
可
能
性
も
考
慮
で
き
る
９
０

。 

新
羅
に
は
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
百
済
か
ら
大
通
寺
式
瓦
当
が
伝
来
し
た
が
、
造
瓦
術
だ
け
で
な
く
寺
院
造
営
に
必
要
な
技
術
に
つ
い
て
も
援
助
を
受
け
た

可
能
性
が
あ
る
。
古
代
寺
院
の
造
営
は
土
木
建
築
の
み
な
ら
ず
彫
刻
・
金
工
・
木
工
・
石
工
な
ど
多
様
な
技
術
が
集
約
さ
れ
て
い
た
た
め
、
技
術
の
相
互
の
依
存

度
や
提
携
度
が
高
い
９
１

。
し
た
が
っ
て
、
興
輪
寺
の
場
合
も
瓦
の
製
作
技
術
の
み
伝
達
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
の
飛
鳥
寺
の
事
例
と
同
様
に
寺
院
造
営
技

術
全
体
が
総
合
的
に
伝
来
し
た
可
能
性
を
排
除
し
難
い
。
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
の
瓦
当
と
百
済
系
統
の
平
瓦
・
丸
瓦
は
史
料
五-

一
・
二
の
歴
史
記
録
と
非
常
に
符

合
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
点
で
こ
の
遺
跡
は
「
興
輪
寺
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
「
王(

？)

興
」(

一
三
〇
番)

や
「
寺
」(

一
三

一
番)

と
読
め
る
文
字
瓦
の
存
在
は
そ
の
可
能
性
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る(

図
五-

一
七)

９
２

。 

こ
こ
を
興
輪
寺
址
と
推
定
で
き
る
な
ら
ば
、
１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
の
創
建
瓦
は
百
済
と
日
本
の
瓦
当
命
名
法
を
参
考
に
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
興
輪
寺
式
瓦
当
」

と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
９
３

。
こ
の
様
式
は
公
州
大
通
寺
式
瓦
当
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
五
三
五
年
以
後
の
興
輪
寺
の
本
格
的
な
建
立
工
事
過
程
で
使
用
さ
れ
た
瓦
を

い
う
。
興
輪
寺
式
瓦
当
は
百
済
系
瓦
製
作
道
具
と
技
術
者
の
直
接
的
な
指
導
を
受
け
て
作
ら
れ
た
が
、
蓮
弁
は
八
葉
で
反
転
を
突
起
で
表
現
し
、
中
房
に
は
一+

六
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
た
。
瓦
当
の
背
面
は
回
転
ナ
デ
で
整
面
し
、
丸
瓦
加
工
接
合
法(

Ⅱ
2a

技
法)

で
接
合
し
、
七
世
紀
中
後
半
ま
で
変
形
や
亜
流
型
が
製
作
さ

れ
続
け
た
。
こ
の
よ
う
な
瓦
当
は
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
平
瓦
と
玉
縁
と
玉
縁
段
部
を
別
途
に
製
作
し
た
後
、
接
合
し
て
外
面
に
回
転
ナ
デ
を
施
し
た

有
段
式
丸
瓦
と
セ
ッ
ト
を
な
し
な
が
ら
製
作
・
使
用
さ
れ
た
。 

以
上
の
推
論
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
慶
州
工
高
一
帯
は
記
録
上
の
興
輪
寺
址
と
い
え
、
「
興
輪
寺
式
瓦
当
」
は
一
定
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
『
三
国
史
記
』
や
『
三
国
遺
事
』
に
は
興
輪
寺
の
創
建
過
程
に
与
え
た
百
済
や
南
朝
の
影
響
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
言
及
が
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
中
古
期
新

羅
の
仏
教
は
高
句
麗
や
北
朝
系
統
仏
教
の
影
響
が
強
か
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
百
済-

南
朝
系
、
特
に
百
済
の
直
接
的
な
支
援
に
よ
っ
て
製

作
さ
れ
た
興
輪
寺
式
瓦
当
は
、
こ
れ
ま
で
新
羅
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
過
程
で
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
百
済
の
影
響
を
実
物
資
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
せ
、
南
朝
仏
教

の
影
響
を
再
認
識
さ
せ
る
契
機
を
作
っ
た
９
４

。
『
梁
書
』
新
羅
伝
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
五
二
一
年
、
新
羅
は
百
済
の
紹
介
で
梁
と
初
め
て
通
交
す
る
こ
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と
が
で
き
た
９
５

。
こ
の
よ
う
な
百
済
の
役
割
は
一
回
性
の
も
の
で
な
く
、
一
定
期
間
持
続
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
百
済
と
新
羅
両
国
に
お
け
る
最
初
の
本

格
的
寺
院
と
い
え
る
大
通
寺
と
興
輪
寺
で
同
じ
文
様
と
技
術
で
製
作
さ
れ
た
瓦
を
使
用
し
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
発
見
で
あ
り
、
異
論
の
多
い
新
羅
の
仏
教

初
伝
記
録
を
再
解
釈
す
る
う
え
で
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。 

一
方
、
図
五-
一
二
の
公
州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
は
泗
沘
遷
都
初
期
、
王
宮
や
寺
院
で
主
に
使
用
さ
れ
た
型
式
で
あ
る
。
扶
余
旧
衙
里
や
官
北
里
、
陵
山
里
寺

址
、
軍
守
里
寺
址
、
東
南
里
遺
跡
な
ど
で
は
大
通
寺
式
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
が
、
日
本
の
飛
鳥
寺
の
星
組
系
列
の
祖
形
ま
た
大
通
寺
式
と
推
定
さ
れ
て
い
る

９
６

。
熊
津
期
の
王
宮
で
使
用
さ
れ
た
公
山
城
式
で
は
な
く
大
通
寺
式
瓦
当
が
泗
沘
時
期
初
め
に
主
流
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
現
象
は
、
興
輪
寺
式
瓦

当
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
。
新
羅
最
初
の
寺
院
を
建
立
す
る
際
に
も
百
済
か
ら
大
通
寺
式
瓦
当
が
伝
来
し
た
た
め
で
あ
る
。 

筆
者
は
そ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
ら
わ
れ
た
背
景
に
は
、
百
済
官
営
造
瓦
工
房
の
成
立
と
い
う
問
題
が
介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る

(

本
稿
の
第
一
章
第
二
節
参
照)

。
つ
ま
り
、
百
済
で
は
大
通
寺
を
建
立
す
る
過
程
で
官
営
造
瓦
工
房
が
樹
立
さ
れ
た
た
め
、
慶
州
の
興
輪
寺
式
瓦
当
で
も
大
通
寺

式
瓦
当
が
採
択
さ
れ
、
新
た
な
都
城
で
あ
る
扶
余
地
域
で
も
大
通
寺
式
瓦
当
が
主
流
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
百
済
か
ら
新
羅

最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
の
建
立
に
瓦
工
と
い
っ
た
技
術
者
を
派
遣
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
部
で
官
営
造
瓦
工
房
の
よ
う
な
も
の
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
百
済
で
は
泗
沘
遷
都
以
前
に
こ
の
よ
う
な
官
営
造
瓦
工
房
が
成
立
し
て
い
た
た
め
新
都
造
営
に
必
要
な
大
量
の
瓦
を
安
定
的
に
供
給
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
。 

興
輪
寺
式
瓦
当
は
玉
縁
段
部
を
別
途
に
接
合
し
た
有
段
式
丸
瓦
や
枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
平
瓦
と
と
も
に
百
済
か
ら
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
、
百
済
の

瓦
製
作
技
術
の
対
新
羅
伝
播
過
程
に
お
い
て
一
つ
の
画
期
を
な
す
。
ま
た
、
五
八
八
年
、
百
済
瓦
博
士
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
を
研
究
す
る
う

え
で
も
良
好
な
比
較
資
料
と
な
る
。
そ
の
源
流
と
な
る
大
通
寺
式
瓦
当
は
南
朝
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
興
輪
寺
式
瓦
当
も
広
い
意
味
で

は
南
朝-

百
済
系
瓦
製
作
技
術
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
大
通
寺
式
瓦
当
の
成
立
過
程
に
百
済
的
な
変
容
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
変
形
し
た

文
様
と
技
術
が
再
度
新
羅
に
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
厳
密
な
意
味
で
は
「
百
済
系
」
技
術
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
六
世
紀
前
半
、
南
朝

-

百
済-

新
羅
の
造
瓦
術
の
伝
播
過
程
に
お
い
て
百
済
が
非
常
に
主
導
的
に
活
動
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
遺
物
で
あ
る
９
７

。 
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百
済
は
先
進
文
明
と
し
て
の
仏
教
を
積
極
的
に
受
容
し
て
外
交
に
利
用
し
た
国
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
六
世
紀
前
半
、
百
済
が
新
羅
や
日
本
に
積
極
的
に
仏
教

を
紹
介
し
た
り
公
伝
し
た
こ
と
は
高
度
の
思
想
体
系
を
持
つ
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
伝
達
し
た
だ
け
で
な
く
、
梁
武
帝
の
歓
心
を
買
う
た
め
の
外
交
上
の
戦
略
で

あ
り
、
新
羅
や
日
本
も
梁
と
の
関
係
を
結
ぶ
た
め
の
手
段
と
し
て
仏
教
を
利
用
し
た
側
面
が
あ
る
。
河
上
麻
由
子
は
こ
れ
を
「
仏
教
的
朝
貢
」
と
呼
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、
梁
武
帝
に
送
る
上
表
文
に
仏
教
的
用
語
を
使
用
し
て
皇
帝
を
称
賛
し
た
り
仏
牙
な
ど
仏
教
的
な
朝
貢
品
を
献
上
す
る
か
と
思
え
ば
、
漢
訳
仏
典
な
ど

を
回
賜
品
と
し
て
要
求
す
る
朝
貢
の
形
態
を
い
う
９
８

。
仏
教
的
朝
貢
は
劉
宋
・
南
斉
・
梁
代
と
北
魏
・
北
斉
・
隋
代
全
て
に
見
ら
れ
る
が
、
梁
武
帝
と
隋
文
帝

が
最
も
多
く
の
仏
教
的
朝
貢
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
朝
貢
を
通
し
て
南
海
諸
国
で
は
貿
易
関
係
の
維
持
と
発
展
、
中
国
で
活
動
す
る
自
国
の
僧
侶
の
安

全
を
確
保
す
る
な
ど
現
実
的
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 

百
済
や
新
羅
の
場
合
、
こ
れ
を
通
し
て
内
政
改
革
や
国
家
体
制
を
整
備
す
る
際
に
支
援
を
受
け
た
と
い
え
る
。
特
に
百
済
は
梁
と
新
羅
の
交
渉
を
仲
介
し
た
り
、

新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
を
建
立
す
る
際
に
自
国
の
技
術
者
を
派
遣
し
て
技
術
を
支
援
す
る
か
と
思
え
ば
、
五
三
八
年
に
は
遷
都
と
い
う
国
家
的
な
大
事

業
を
遂
行
し
つ
つ
日
本
に
仏
教
を
公
伝
し
た
。
そ
う
し
た
点
で
こ
の
時
期
の
百
済
が
自
国
の
技
術
者
集
団
を
新
羅
に
派
遣
し
た
り
日
本
に
仏
教
を
公
伝
し
た
こ
と

は
梁
と
新
羅
、
日
本
と
の
外
交
関
係
の
中
で
百
済
の
影
響
力
と
主
導
権
を
引
き
続
き
維
持
し
た
り
強
化
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
９
９

。
こ
の

よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
百
済
は
五
四
一
年
に
梁
武
帝
に
涅
槃
経
な
ど
の
義
疏
を
要
請
す
る
と
と
も
に
百
済
内
部
で
現
実
的
に
必
要
な
技
術
の
支
援
を
受
け
る
た
め

に
梁
の
技
術
者
で
あ
る
工
匠
・
画
師
の
派
遣
を
要
請
し
、
新
都
の
姿
を
一
新
す
る
こ
と
が
で
き
た(

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
と
第
二
節
参
照)

。 

し
た
が
っ
て
、
百
済
は
梁
と
単
純
に
仏
教
的
朝
貢
の
み
を
実
施
し
た
と
は
断
定
し
難
い
側
面
が
あ
る
。
百
済
は
自
身
た
ち
に
必
要
な
技
術
を
具
体
的
に
要
請
し
、

こ
れ
を
積
極
的
に
実
現
し
た
。
本
稿
の
第
一
章
～
三
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
大
通
寺
址
や
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
の
よ
う
な
寺
院
は
こ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て

い
る
。
そ
の
後
、
百
済
は
造
瓦
術
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
造
営
技
術
を
利
用
し
て
新
羅
や
日
本
と
交
流
し
た
。
そ
の
過
程
で
軍
事
的
・
外
交
的
側
面
か
ら
現
実
的

な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
で
興
輪
寺
式
瓦
当
は
六
世
紀
前
半
の
南
朝
と
百
済
、
新
羅
の
外
交
的
関
係
の
中
で
百
済
の
主
導
的
な

役
割
を
確
認
さ
せ
る
非
常
に
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

一
方
、
興
輪
寺
式
瓦
当
で
確
認
さ
れ
る
百
済
系
造
瓦
術
は
、
そ
の
後
の
皇
龍
寺
創
建
に
も
持
続
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
皇
龍
寺
址
の
創
建
期
に
使
用
さ
れ
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た
瓦
は
大
き
く
高
句
麗
系
と
百
済
系
の
二
種
類
の
瓦
当
が
知
ら
れ
て
い
る(

図
五-

一
八)

。
そ
の
中
で
図
五-

一
八
の
一
の
高
句
麗
系
瓦
当
は
、
文
様
は
高
句
麗
系

統
で
あ
る
が
、
そ
の
接
合
技
法
は
百
済
の
公
山
城
式
で
呼
ば
れ
るⅢ

1

技
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
図
五-

一
八
の
二
の
百
済
系
瓦
当
は
蓮
弁
文
様
の
み
な
ら
ず

接
合
技
法(Ⅱ

2

技
法)

、
背
面
の
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
な
ど
が
大
通
寺
式
瓦
当
や
興
輪
寺
式
瓦
当
と
類
似
す
る
。
つ
ま
り
、
文
献
史
料
の
記
録
と
は
別
個
に
皇
龍
寺

の
創
建
期
に
は
百
済
系
造
瓦
術
が
持
続
的
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
百
済
系
技
術
は
重
建
伽
藍
の
所
用
瓦
に
比
定
さ
れ
る
蓮
弁
に
稜

線
が
あ
る
瓦
当(

図
五-
一
八
の
三
・
四)

が
製
作
さ
れ
て
以
後
に
は
そ
の
数
量
が
減
少
す
る
が
、
雁
鴨
池
や
芬
皇
寺
な
ど
で
は
引
き
続
き
百
済
系
瓦
当
が
出
土
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
百
済
系
造
瓦
術
は
新
羅
の
初
期
寺
院
だ
け
で
な
く
七
世
紀
代
ま
で
持
続
的
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

中
古
期
新
羅
の
伽
藍
配
置
と
関
連
し
て
、
興
輪
寺
址
の
場
合
、
一
塔
一
金
堂
式
の
百
済
式
伽
藍
配
置
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
１
０
０

、
皇
龍
寺
址
創
建
伽
藍
の
場

合
、
一
棟
二
室
建
物
址
が
確
認
さ
れ
て
い
る(

図
四-

一
二
の
六)

。
ま
た
、
皇
龍
寺
址
重
建
伽
藍
の
三
金
堂
は
高
句
麗
よ
り
は
百
済
寺
院
の
影
響
を
受
け
て
成
立

し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(

本
稿
の
第
六
章
第
一
節
参
照)

。
こ
の
よ
う
に
新
羅
で
は
百
済
の
持
続
的
な
影
響
を
受
け
た
た
め
、
六
四
三
年
に
皇
龍
寺
の

九
層
木
塔
が
造
営
さ
れ
る
と
と
も
に
百
済
か
ら
阿
非
知
の
よ
う
な
技
術
者
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
外
に
も
慶
州
地
域
で
は
こ
れ
ま
で
百
済
の
専
有
物
と
理
解
さ
れ
て
き
た
瓦
積
基
壇
建
物
址
が
少
数
で
あ
る
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
慶
州
天
官
寺
址(

一
号

建
物
址)

、
仁
旺
洞
五
五
六
・
五
六
六
番
地
遺
跡(

南
北
塀
石
列
付
属
出
入
施
設)

、
伝
仁
容
寺
址(

一
八
号
建
物
址)

、
清
州
福
台
洞
遺
跡
な
ど
で
は
百
済
の
扶
余

や
益
山
地
域
で
の
み
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
類
似
す
る
型
式
の
瓦
積
基
壇
が
発
見
さ
れ
た(

図
五-

一
九)

。
そ
の
中
で
天
官
寺
址
の
場
合
、
一
号
建
物
址
周
辺

で
は
図
五-

一
一
と
類
似
す
る
百
済
系
瓦
当
が
出
土
し
て
お
り
、
百
済
滅
亡
以
前
に
百
済
系
技
術
が
導
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
１
０
１

。
こ
の
よ

う
な
様
相
は
新
羅
や
日
本
地
域
に
お
け
る
瓦
積
基
壇
の
出
現
を
百
済
滅
亡
以
後
、
百
済
系
遺
民
の
移
住
に
伴
う
技
術
の
伝
播
と
見
る
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
は
全
く

異
な
る
も
の
で
あ
る
１
０
２

。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
少
数
の
事
例
で
は
あ
っ
て
も
、
新
羅
地
域
で
こ
の
よ
う
な
瓦
積
基
壇
が
出
現
す
る
の
は
六
～
七
世
紀
代
の
百

済
と
新
羅
の
持
続
的
な
文
化
交
流
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
章
で
検
討
し
た
百
済
系
造
瓦
術
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
造
営
技
術
の
対
新
羅
伝
播
と
も
関
連
し

て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
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ま
と
め 

慶
州
地
域
で
は
早
く
か
ら
公
州
や
扶
余
地
域
で
発
見
さ
れ
る
瓦
当
と
類
似
す
る
も
の
が
収
集
さ
れ
、
「
百
済
系
瓦
当
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
注
目
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
百
済
系
瓦
製
作
技
術
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
伝
来
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
点
が
多
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る

興
輪
寺
址
に
比
定
さ
れ
る
慶
州
工
高
一
帯
で
そ
の
具
体
的
な
姿
を
推
定
で
き
る
瓦
当
と
平
瓦
、
丸
瓦
が
発
見
さ
れ
た
。
本
章
で
は
国
立
慶
州
博
物
館
が
収
拾
調
査

し
た
資
料
を
中
心
に
し
て
慶
北
文
化
財
研
究
院
の
発
掘
品
と
そ
の
他
蒐
集
資
料
を
網
羅
し
て
百
済
系
瓦
製
作
技
術
の
対
新
羅
伝
播
過
程
を
検
討
し
た
。 

伝
興
輪
寺
址
に
比
定
さ
れ
る
慶
州
工
高
一
帯
で
確
認
さ
れ
た
古
式
蓮
華
文
瓦
当
は
図
五-

三
の
よ
う
に
一
一
の
型
式
に
分
類
で
き
る
。
そ
の
中
で
１
Ａ
と
１
Ｂ

型
式
瓦
当
は
最
も
古
い
段
階
に
製
作
さ
れ
た
瓦
当
で
、
公
州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
と
文
様
お
よ
び
製
作
技
法
が
同
じ
で
あ
る
。
２
型
式
と
３
型
式
、
７
型
式
と
８

型
式
も
比
較
的
古
い
段
階
の
創
建
期
瓦
当
と
い
え
る
が
、
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
と
は
工
人
差
や
工
房
差
、
時
期
差
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
７
・

８
型
式
の
場
合
、
慶
州
六
通
里
瓦
窯
址
で
出
土
し
た
瓦
当
と
同
笵
品
や
同
系
品
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
寺
院
の
創
建
過
程
に
お
い
て
六
通
里
で
生
産
さ
れ
た

瓦
が
部
分
的
に
供
給
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。 

慶
州
地
域
で
発
見
さ
れ
た
百
済
系
瓦
当
の
導
入
過
程
は
慶
州
勿
川
里
瓦
窯
址
か
ら
出
土
し
た
無
瓦
桶
製
作
法
で
製
作
さ
れ
た
平
瓦
が
使
用
さ
れ
る
段
階
、
月
城

垓
字
か
ら
出
土
し
た
百
済
系
瓦
当
文
様
に
円
筒
接
合
後
分
割
法(Ⅰ

1

技
法)

で
接
合
さ
れ
た
瓦
当
が
作
ら
れ
る
段
階
、
慶
州
工
高
一
帯
で
収
拾
さ
れ
た
１
Ａ
・
１

Ｂ
型
式
瓦
当
の
よ
う
に
百
済
系
瓦
当
文
様
に
丸
瓦
加
工
接
合
法(Ⅱ

2a

技
法)

で
製
作
さ
れ
る
段
階
、
３
・
６
型
式
お
よ
び
９
～
１
１
型
式
の
よ
う
に
丸
瓦
被
覆
接

合
法(

Ⅲ

技
法)

で
製
作
さ
れ
る
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
慶
州
勿
川
里
瓦
窯
址
か
ら
出
土
し
た
初
期
の
平
瓦
は
ソ
ウ
ル
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
漢
城
期

の
平
瓦
と
技
術
的
に
つ
な
が
り
、
共
に
出
土
し
た
土
器
を
参
考
に
す
る
と
、
五
世
紀
後
半
段
階
に
は
製
作
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
月
城
垓
字
出
土
品
の
場
合
、

瓦
当
文
様
は
大
通
寺
址
と
類
似
す
る
が
漢
城
期
の
円
筒
接
合
後
分
割
法
で
製
作
さ
れ
た
め
、
瓦
笵
の
よ
う
な
道
具
の
み
伝
え
ら
れ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
百
済
地
域
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
五
二
〇
年
代
で
あ
る
六
世
紀
前
半
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
瓦
当
の
場
合
、
大
通
寺
式
瓦
当
を
モ
デ
ル
に
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
瓦
当
文
様
と
文
献
記
録
か
ら
見
る
と
、

五
三
五
年
頃
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
瓦
当
は
共
に
出
土
し
た
図
五-

七
の
玉
縁
段
部
を
別
途
に
接
合
す
る
有
段
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式
丸
瓦
と
枠
板
連
結
式
瓦
桶
を
利
用
し
た
平
瓦
と
セ
ッ
ト
を
な
す
た
め
、
単
純
な
道
具
の
移
動
だ
け
で
な
く
、
百
済
系
瓦
製
作
技
術
を
保
有
す
る
瓦
工
人
の
移
動

に
伴
う
技
術
の
伝
播
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
四
一
三
番
平
瓦
の
場
合
、
広
端
面
の
裏
面
に
同
心
円
文
が
あ
り
、
表
面
に
は
平
行
線
文
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

百
済
の
造
瓦
術
の
伝
播
過
程
に
お
い
て
慶
州
で
活
動
し
て
い
た
在
地
の
土
器
製
作
工
人
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。 

そ
の
後
の
３
・
６
型
式
や
９
～
１
１
型
式
瓦
当
は
丸
瓦
被
覆
接
合
法
で
接
合
さ
れ
た
瓦
当
で
あ
る
。
６
型
式
の
場
合
、
７
型
式
、
四
五
一
番
平
瓦
と
共
に
六
通

里
瓦
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
六
通
里
瓦
窯
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
場
合
、
公
州
艇
止
山
か
ら
出
土
し
た
丸
瓦
被
覆
接
合
法
で
製
作
さ
れ
た
瓦
当

と
類
似
し
て
お
り
、
軒
平
瓦
と
推
定
さ
れ
る
有
段
式
丸
瓦
の
場
合
、
扶
余
旧
衙
里
遺
跡
、
陵
山
里
寺
址
な
ど
で
出
土
し
た
遺
物
と
類
似
し
て
い
る
た
め
、
六
世
紀

中
半
ま
で
百
済
の
影
響
が
持
続
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
９
～
１
１
型
式
瓦
当
の
場
合
、
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
い
わ
ゆ
る
新
羅
系
瓦
当
で
六
世
紀
中
後
半
頃
に

は
こ
の
よ
う
な
文
様
に
丸
瓦
被
覆
接
合
法
で
接
合
さ
れ
た
瓦
当
が
、
円
筒
形
瓦
桶
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
平
瓦
と
共
に
生
産
さ
れ
、
次
第
に
普
遍
的
な
瓦
製
作
技

術
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。 

１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
瓦
当
の
場
合
、
慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
最
も
古
い
段
階
の
瓦
当
で
、
公
州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
と
文
様
や
製
作
技
法
が
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
瓦
当
は
五
三
五
年
か
ら
興
輪
寺
を
本
格
的
に
建
立
し
た
と
い
う
文
献
記
録
と
符
合
す
る
こ
と
か
ら
興
輪
寺
の
創
建
瓦
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
瓦
当

を
「
興
輪
寺
式
瓦
当
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
た
。
い
わ
ゆ
る
興
輪
寺
式
瓦
当
は
新
羅
に
お
け
る
仏
教
伝
来
の
過
程
で
未
確
認
で
あ
っ
た
百
済
の
影
響
を
初
め
て

実
物
に
よ
っ
て
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
六
世
紀
前
半
の
南
朝-

百
済-
新
羅
の
瓦
製
作
技
術
や
仏
教
の
伝
播
過
程
を
解
明
で
き
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
時
期
、
百
済
か
ら
新
羅
に
技
術
者
集
団
を
派
遣
し
た
こ
と
は
、
梁
を
意
識
し
た
側
面
が
あ
る
が
、
高
句
麗
の
軍
事
的
な
脅
威
の
中
で
新
羅
に
対
す
る
協
力
を

維
持
あ
る
い
は
強
化
し
よ
う
と
す
る
側
面
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

以
上
、
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
址
の
創
建
を
前
後
し
て
展
開
し
た
百
済
系
瓦
製
作
技
術
の
伝
播
過
程
を
整
理
し
た
。
新
羅
で
は
寺
院
建
立
以
前
か
ら

月
城
な
ど
王
宮
で
瓦
当
と
平
瓦
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
点
や
新
羅
最
初
の
本
格
的
な
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
の
瓦
製
作
に
百
済
系
瓦
製
作
工
人
が
直
接

的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
点
は
重
要
な
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
寺
院
の
建
立
は
古
墳
に
比
べ
て
技
術
相
互
間
の
依
存
度
が
非
常
に
高
い
た
め
、
興

輪
寺
址
の
造
営
に
百
済
の
瓦
製
作
技
術
だ
け
が
１
０
３

、
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
今
後
、
発
掘
調
査
が
進
展
す
る
な
ら
ば
他
分
野
に
お
い
て
百
済
の
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技
術
の
影
響
を
確
認
で
き
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。 

 

                                        

  

 

１ 

辛
鍾
遠
「
六
世
紀
新
羅
仏
教
の
南
朝
的
性
格
」(

『
新
羅
初
期
仏
教
史
研
究
』
、
民
族
社
、
一
九
九
二
年)

。 

辛
鍾
遠
「
三
国
仏
教
と
中
国
の
南
朝
文
化
」(

『
講
座
韓
国
古
代
史
九
』
、
文
化
の
受
容
と
伝
播
、
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

。 

２ 

薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
と
受
容
」(

『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
二
二
、
一
九
八
九
年)

。 

崔
鈆
植
「
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
地
域
の
仏
教
拡
散
過
程
に
対
す
る
再
検
討
」(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
一
三
、
二
〇
一
一
年)

。 

３ 

金
誠
亀
「
新
羅
瓦
の
成
立
と
そ
の
変
遷
」(

『
新
羅
瓦
塼
』
、
国
立
慶
州
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

金
有
植
「
五
～
六
世
紀
新
羅
と
周
辺
諸
国
の
瓦
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
造
瓦
技
術
の
変
遷
と
伝
播
』
、
科
学
研
究
補
助
基
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
九
年)

。 

４ 

京
都
帝
国
大
学
『
新
羅
古
瓦
の
研
究
』(

京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
一
三
冊
、
一
九
三
四
年
、
三
〇
～
三
一
頁)

。 

５ 

植
民
地
期
の
新
羅
瓦
に
関
す
る
研
究
史
は
次
の
文
献
で
簡
略
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。  

申
栄
勳
「
既
往
の
新
羅
瓦
の
研
究
」(

『
韓
国
建
築
史
大
系Ⅴ

-

新
羅
の
瓦
』(

東
山
文
化
社
、
一
九
七
六
年
、
三
七
八
～
三
八
〇
頁)

。 

６ 

金
和
英
「
韓
国
蓮
花
紋
研
究｣(

梨
花
女
子
大
博
士
学
位
論
文
、
一
九
七
六
年)

。 

７ 

稲
垣
晋
也
「
新
羅
の
古
瓦
と
飛
鳥
・
白
鳳
時
代
古
瓦
の
新
羅
的
要
素
」(

『
新
羅
と
日
本
の
古
代
文
化
』
、
田
村
圓
澄
・
秦
弘
燮
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年)

。 

８ 

金
誠
亀
「
雁
鴨
池
出
土
古
式
瓦
当
の
形
式
的
考
察
」(

『
美
術
資
料
』
二
九
、
一
九
八
一
年)

。
彼
の
見
解
は
比
較
対
象
と
な
っ
た
百
済
瓦
当
と
の
相
対
編
年
に
問
題

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
皇
龍
寺
址
や
月
城
垓
字
、
勿
川
里
窯
址
な
ど
の
発
掘
資
料
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
百
済
の
影
響
は
六
世
紀
初
半
か
ら
七
世
紀
後
半

ま
で
続
い
て
い
た
と
修
正
し
た(

金
誠
亀
『
百
済
の
瓦
塼
芸
術
』
、
周
留
城
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
四
～
一
六
六
頁)

。 

９ 

申
昌
秀
「
皇
龍
寺
址
瓦
廃
棄
遺
構
出
土
新
羅
瓦
当
」(

『
文
化
財
』
一
八
、
一
九
八
五
年)
。 

申
昌
秀
「
三
国
時
代
新
羅
瓦
の
研
究-

皇
龍
寺
址
出
土
新
羅
瓦
を
中
心
に
」(

『
文
化
財
』
二
〇
、
一
九
八
七
年)

。 

１
０ 

国
立
慶
州
博
物
館
『
美
し
い
新
羅
瓦
、
そ
の
千
年
の
息
遣
い-

新
羅
瓦
塼
』(

二
〇
〇
〇
年)

。 
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１
１ 
つ
ま
り
、
高
句
麗
系
は
桃
の
種
形
の
尖
っ
た
蓮
弁
に
周
縁
接
合
法(

本
稿
の
丸
瓦
被
覆
接
合
技
法
、Ⅲ

技
法)

で
製
作
さ
れ
、
六
世
紀
初
め
以
前
か
ら
製
作
さ
れ
、
多

量
に
出
土
し
て
い
る
百
済
系
は
滑
ら
か
な
蓮
弁
に
突
起
が
あ
る
文
様
に
背
面
接
合
法(

本
稿
の
円
筒
接
合
後
分
割
法
、Ⅰ

一
技
法)

で
製
作
さ
れ
、
五
世
紀
末
か
ら

製
作
・
使
用
さ
れ
た
と
し
た
。 

李
善
姫
「
月
城
垓
字
出
土
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
編
年
研
究
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
〇
、
二
〇
〇
九
年)

。  

１
２ 

聖
林
文
化
財
研
究
院
「
慶
州
花
谷
地
区
地
表
水
補
強
開
発
事
業
地
区
内
遺
跡｣(

文
化
財
発
掘
調
査
略
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年)

。  

１
３ 

韓
国
文
化
財
保
護
財
団
『
慶
州
競
馬
場
予
定
敷
地
Ｃ-Ⅰ

地
区
発
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
九
九
年)

。  

東
国
大
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
『
慶
州
蓀
谷
洞
・
勿
川
里
遺
跡(Ⅲ

)-

競
馬
場
予
定
敷
地
Ｂ
地
区
』(

二
〇
〇
三
年)

。  

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
慶
州
蓀
谷
洞
・
勿
川
里
遺
跡-

慶
州
競
馬
場
予
定
敷
地A

地
区
』(

二
〇
〇
四
年)

。  

１
４ 

趙
成
允
「
慶
州
出
土
新
羅
平
瓦
の
編
年
試
論｣

(
慶
州
大
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
〇
年)

。
彼
は
蓀
谷
洞
出
土
瓦
当
に
関
す
る
再
検
討
の
過
程
で
も
短
脚
高
杯
を
根

拠
に
六
世
紀
中
半
以
後
に
編
年
し
て
い
る(

趙
成
允
「
新
羅
古
式
蓮
花
文
軒
丸
瓦
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
」(

『
釜
山
史
学
』
三
〇
、
二
〇
〇
六
年)

。 

１
５ 

金
基
民
「
新
羅
瓦
製
作
法
に
関
す
る
研
究-

慶
州
勿
川
里
出
土
瓦
を
中
心
に｣(

東
亜
大
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
一
年)

。 

１
６ 

崔
英
姫
「
新
羅
に
お
け
る
平
瓦
・
丸
瓦
製
作
技
術
の
展
開
」(
『
東
ア
ジ
ア
瓦
研
究
』
一
、
東
ア
ジ
ア
瓦
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年)

。 

１
７ 

崔
英
姫
「
新
羅
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
系
統
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
〇
、
二
〇
一
〇
年)

。  

１
８ 

崔
孟
植
「
皇
龍
寺
址
回
廊
外
郭
出
土
平
瓦
調
査
研
究
」(

『
文
化
史
学
』
一
七
、
二
〇
〇
四
年)

。 

１
９ 

趙
源
昌
「
皇
龍
寺
重
建
期
瓦
当
か
ら
み
た
新
羅
の
対
南
朝
交
渉
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
五
二
、
二
〇
〇
六
年)

。  

２
０ 

清
水
昭
博
「
古
新
羅
瓦
の
溯
源
に
関
す
る
検
討-

有
軸
素
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
を
中
心
と
し
て
」(

『
王
権
と
武
器
と
信
仰
』
、
管
谷
文
則
編
、
同
成
社
、
二
〇
〇
八

年)
 
;
 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、
二
〇
一
二
年)

。 

２
１ 

権
五
栄
「
漢
城
時
期
百
済
瓦
の
製
作
伝
統
と
発
展
の
画
期
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年)

。 

鄭
治
泳
「
漢
城
時
期
百
済
瓦
製
作
技
術
の
展
開
様
相
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
六
三
、
二
〇
〇
七
年)

。 
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鄭
治
泳
「
百
済
漢
城
期
瓦
当
の
形
成
と
系
統
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
六
四
、
二
〇
〇
九
年)

。 
蘇
哉
潤
「
百
済
軒
丸
瓦
製
作
技
法
と
生
産
体
制
の
変
化-

風
納
土
城
出
土
品
を
中
心
に
」(

『
百
済
学
報
』
四
、
二
〇
一
〇
年)

。 

２
２ 

戸
田
有
二
「
百
済
の
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
に
つ
い
て(Ⅰ

)

」(

『
百
済
文
化
』
三
〇
、
二
〇
〇
一
年)

。  

戸
田
有
二
「
百
済
の
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
に
つ
い
て(Ⅱ

)

」(

『
百
済
研
究
』
四
〇
、
二
〇
〇
四
年)

。  

清
水
昭
博
「
百
済
大
通
寺
式
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年)

。  

２
３ 

山
崎
信
二
は
新
羅
の
初
期
瓦
製
作
に
お
け
る
高
句
麗
の
影
響
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
初
期
に
は
梁
と
百
済
の
影
響
を
受
け
た
二
つ
の
タ
イ
プ
が
並
存
し
た
後
、
六

世
紀
中
半
段
階
か
ら
陳
の
影
響
を
受
け
て
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
も
の
と
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
、
六
世
紀
前
半
に
新
羅
が
梁
と
直
接
交
流
で
き
た
の
か
、
ま

た
端
部
が
尖
っ
た
い
わ
ゆ
る
高
句
麗
系
瓦
当
が
梁
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。 

山
崎
信
「
七
世
紀
後
半
の
瓦
か
ら
み
た
朝
鮮
三
国
と
日
本
の
関
係
」(

『
韓
日
文
化
財
論
集
』Ⅰ

、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
二
〇
〇
八
年)

。   

山
崎
信
二
「
新
羅
の
瓦
生
産
」(

『
古
代
造
瓦
史-
東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
、
雄
山
閣
、
二
〇
一
一
年)

。  

２
４ 

本
稿
は
基
本
的
に
国
立
慶
州
博
物
館
の
収
拾
調
査
で
出
土
し
た
資
料
を
中
心
に
し
た
が
、
既
存
に
紹
介
さ
れ
た
資
料
の
中
か
ら
参
考
に
な
る
も
の
を
含
め
た
。
こ
れ

ま
で
慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
瓦
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
文
献
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。  

井
内
古
文
化
研
究
室
編
『
朝
鮮
瓦
塼
図
譜Ⅲ

』(

百
済
・
新
羅
一
、
真
陽
社
、
一
九
七
八
年)

。 

国
立
慶
州
博
物
館
『
新
羅
瓦
塼
』(

前
掲
書)

。 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
一
年)

。  

朴
洪
国
「
瓦
塼
資
料
を
通
し
た
霊
廟
寺
址
と
興
輪
寺
址
の
位
置
比
定
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
二
〇
〇
二
年)

。  

李
在
景
「
沙
正
洞
建
物
址
と
興
輪
寺
址
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
二
〇
〇
二
年)

。  

国
立
慶
州
博
物
館
『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
収
拾
調
査
』(

二
〇
一
一
年)

。  

２
５ 

本
稿
で
は
慶
州
市
沙
正
洞
二
八
一-

一
番
地
一
帯
の
寺
址
に
つ
い
て
伝
興
輪
寺
址
に
比
定
さ
れ
る
慶
州
工
高
一
帯
の
寺
址
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
「
天
鏡
林
興
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輪
寺
」
と
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。 

２
６ 

朴
洪
国
「
瓦
塼
資
料
を
通
し
た
霊
廟
寺
址
と
興
輪
寺
址
の
位
置
比
定
」(

前
掲
誌
、
二
二
六
頁)

。 

２
７ 

既
存
の
天
鏡
林
興
輪
寺
と
伝
興
輪
寺
址
に
対
す
る
発
掘
調
査
の
経
緯
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
が
参
考
と
な
る
。
国
立
慶
州
博
物
館
『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
収

拾
調
査
』(

前
掲
書
、
一
四
～
一
六
頁)

。 

２
８ 

申
昌
洙
「
興
輪
寺
の
発
掘
成
果
の
検
討
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
二
〇
〇
二
年)

。  

２
９ 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書)

お
よ
び
李
在
景
「
沙
正
洞
建
物
址
と
興
輪
寺
址
」(

前
掲
誌)

。 

３
０ 

以
下
の
型
式
分
類
は
国
立
慶
州
博
物
館
の
発
掘
報
告
書
の
考
察
編
に
収
録
さ
れ
た
筆
者
の
論
考
を
修
正
・
補
完
し
た
も
の
で
あ
る
。 

李
炳
鎬
「
古
式
蓮
花
文
瓦
当
の
分
類
と
編
年
」(

『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
収
拾
調
査
』
、
前
掲
書)

。  

３
１ 

本
稿
で
述
べ
る
連
番
は
二
〇
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
国
立
慶
州
博
物
館
『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
収
拾
調
査
』(

前
掲
書)

の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る 

遺
物

番
号
で
あ
る
。 

３
２ 

井
内
古
文
化
研
究
室
編
『
朝
鮮
瓦
塼
図
譜Ⅲ

』(

前
掲
書
、
図
版
一
二
八·

一
三
〇)

の
興
輪
寺
址
収
集
品
が
こ
の
型
式
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

３
３ 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
図
面
一
六-

四(

写
真
二
一-

一))

。
一
方
、
嶺
南
大
学
所
蔵
品

の
中
で
出
土
地
不
明
資
料
に
は
６
型
式
と
類
似
す
る
が
、
七
葉
に
な
っ
て
お
り
参
考
と
な
る(

崔
英
姫
「
新
羅
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
系
統
」(

前
掲
誌
、
一

一
六
頁
、
図
一
二-

二))

。 

３
４ 

井
内
古
文
化
研
究
室
編
『
朝
鮮
瓦
塼
図
譜Ⅲ

』(

前
掲
書
、
図
版
一
五
〇(
慶
州
校
洞)

、
一
五
一·

一
五
二(

慶
州
市
内)

、
一
五
三(

慶
州
四
天
王
寺
址))

の
出
土
品

が
参
考
と
な
る
。
一
方
、
慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-
九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
図
面
二
一-

一
三(

写
真
二
五-

七))

も
同
笵
品
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
通
し
てⅡ

2
a

技
法
を
確
認
で
き
る
。 

３
５ 

井
内
古
文
化
研
究
室
編
『
朝
鮮
瓦
塼
図
譜Ⅲ

』(

前
掲
書
、
図
版
一
七
一·

一
七
二)

の
興
輪
寺
址
収
集
品
が
こ
の
型
式
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

３
６ 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
図
面
一
六-

八(

写
真
二
一-

五))

が
標
識
遺
物
で
あ
る
。 
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３
７ (
上
掲
書
、
図
面
一
九-

八(

写
真
二
三-

九)
)

が
標
識
遺
物
で
あ
る
。 

３
８ 

井
内
功
資
料
の
慶
州
興
輪
寺
址
で
収
集
さ
れ
た
瓦
当
の
中
に
は
９
～
１
１
型
式
の
よ
う
に
蓮
弁
に
稜
線
が
あ
る
事
例
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
型
式
の
瓦
当

は
今
後
、
さ
ら
に
増
加
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。 

３
９ 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
図
面
四
四-

一(

写
真
四
九-

一)

参
照)

。 

４
０ 

趙
成
允
「
古
新
羅
有
段
式
瓦
に
つ
い
て
」(

『
古
文
化
』
五
七
、
二
〇
〇
一
年)

。  

崔
孟
植
「
三
国
軒
平
瓦
の
始
原
に
関
す
る
小
考
」(

『
文
化
史
学
』
二
一
、
二
〇
〇
四
年)

。   

沈
相
六
「
百
済
軒
平
瓦
の
出
現
過
程
に
関
す
る
検
討
」(

『
文
化
財
』
三
八
、
二
〇
〇
五
年)

。  

た
だ
、
沈
相
六
の
場
合
、
有
段
式
平
瓦
を
軒
平
瓦
と
見
る
こ
と
に
懐
疑
的
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
が
、
百
済
の
軒
平
瓦
の
展
開
過
程
を
段
階
化
し
た
点
で
注
目
さ
れ

る
。
一
方
、
四
五
一
番
平
瓦
の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
六
通
里
瓦
窯
で
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
興
輪
寺
址
の
初
創
よ
り
一
段
階
新
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

４
１ 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
二
〇
一
二
年
八
月
三
〇
日
、
日
本
古
代
寺
院
研
究
会
の
菱
田
哲
郎(

京
都
府
立
大
学)

教
授
一
行
と
共
に
国
立
慶
州
博
物
館
で
直
接
確
認
し
た
。 

４
２ 

花
谷
浩
「
飛
鳥
寺
豊
浦
寺
の
創
建
瓦
」(

『
古
代
瓦
研
究
』Ⅰ

、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
一
頁)

。  

４
３ 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
図
面
三
二-

二(

写
真
三
七-

三)

、
図
面
三
三-

四(

写
真
三
八-

一)

、
図
面
三
四-

四(

写
真
三
九-

三)

、
図
面
三
七-

三(

写
真
四
二-

三))

な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

４
４ 

金
誠
亀
「
百
済
・
新
羅
の
瓦
窯
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
九
、
一
九
九
三
年
、
八
四
頁)

。 

４
５ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
』(

二
〇
〇
〇
年
、
図
面
七
七-

一(

図
版
一
〇
七-

一)

参
照)

。 

４
６ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
３
型
式
瓦
当
は
創
建
期
瓦
当
と
同
時
期
あ
る
い
は
若
干
新
し
く
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
五
六
七
年
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
中
後
半
に
編
年

さ
れ
る(

本
稿
の
第
三
章
第
二
節
参
照)

。 

４
７ 

一
方
、
７
型
式
瓦
当
の
場
合
、
仁
旺
洞
五
五
六
・
五
六
六
番
地
遺
跡
の
第
二
建
物
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
と
同
笵
品
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が(

国
立
慶
州
文
化
財

研
究
所
『
慶
州
仁
旺
洞
五
五
六
・
五
六
六
番
地
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
三
年
、
図
版
二
八-

一
・
図
版
三
六-

一))

、
そ
の
下
層
か
ら
月
城
垓
字
出
土
百



 

 

 

 

292 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                  

 
済
系
瓦
当(

図
五-

一
三
の
一)

と
同
笵
品
が
出
土
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
７
型
式
を
そ
れ
よ
り
若
干
新
し
い
六
世
紀
中
半
に
比
定
で
き
る
も
う
ひ
と
つ
の
根
拠

と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
軒
平
瓦
と
推
定
さ
れ
る
有
段
式
平
瓦(

四
五
一
番)

と
同
じ
型
式
の
瓦
が
出
土
し
た
扶
余
旧
衙
里
遺
跡
、
陵
山
里
寺
址
、
官
北
里
遺

跡
、
観
音
寺
址
な
ど
百
済
の
遺
跡
が
泗
沘
遷
都
以
後
に
集
中
す
る
こ
と
を
見
て
も
、
六
通
里
瓦
窯
址
の
造
営
時
期
は
六
世
紀
中
半
以
後
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
で
あ
る
。 

４
８ 

国
立
慶
州
博
物
館
『
新
羅
瓦
塼
』(

前
掲
書
、
七
八
頁(

図
二
五
九))

お
よ
び
井
内
古
文
化
研
究
室
編
『
朝
鮮
瓦
塼
図
譜Ⅲ

』(

前
掲
書
、
図
版
一
二
二))

。 

４
９ 

国
立
慶
州
博
物
館
『
新
羅
瓦
塼
』(

前
掲
書
、
一
〇
〇
頁(

図
三
一
五))

。 

５
０ 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
図
面
一
九-

八(

写
真
二
三-

九))

。 

５
１ 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
殿
廊
址·
南
古
塁
発
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
九
五
年
、
八
四
頁)

の
単
弁
蓮
花
文
軒
丸
瓦
Ｂ(

国
立
慶
州
博
物
館
『
新
羅
瓦
塼
』(

前
掲

書
、
七
三
頁(

図
二
三
四)

を
指
す)

。 

５
２ 

清
水
昭
博
「
韓
半
島
南
部
地
域
に
お
け
る
初
期
造
瓦
技
術
の
導
入
・
普
及
と
そ
の
背
景-

百
済
・
新
羅
の
初
期
造
瓦
技
術
と
仏
教
」(

『
市
大
日
本
史
』
一
三
、
大
阪

市
立
大
学
日
本
史
学
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
四
頁)
。 

５
３ 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
慶
州
天
官
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
四
年
、
一
四
五
頁(

図
面 

五
五-

二))

。
た
だ
、
図
面
は
接
合
部
分
を
一
部
修
正
し
た
崔

英
姫
「
新
羅
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
系
統
」(

前
掲
誌
、
一
一
六
頁
の
図
一
二-

三)

を
転
載
し
た
。 

５
４ 

清
水
昭
博
「
百
済
大
通
寺
式
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年
、
六
九
～
七
〇
頁)

。 

５
５ 

国
立
慶
州
博
物
館
が
発
掘
し
た
無
突
帯
一
段
透
窓
高
杯
の
台
脚
片(

五
番)
や
表
面
に
三
角
集
線
文
と
コ
ン
パ
ス
円
点
文
が
施
文
さ
れ
た
蓋
片(

七
番)

、
慶
北
文
化
財

研
究
院
が
発
掘
し
た
二
段
交
互
透
窓
高
杯
の
台
脚
片(

図
面
四-

六
、
写
真
九-
六)
な
ど
六
世
紀
前
半
に
編
年
で
き
る
土
器
片
が
共
に
出
土
し
て
お
り
参
考
と
な
る
。

尹
相
悳
「
考
察-

遺
跡
の
年
代
と
占
有
様
相
」(

『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
収
拾
調
査
』(

前
掲
書
、
一
六
一
～
一
六
二
頁))

。 

慶
尙
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
収
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(
前
掲
書
、
二
九
頁)

。 

５
６ 

日
本
の
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
が
瓦
当
文
様
と
製
作
技
法
に
よ
っ
て
花
組
と
星
組
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
両
者
の
間
に
年
代
差
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
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う
見
解
が
参
考
と
な
る
。 

花
谷
浩
「
飛
鳥
寺
・
豊
浦
寺
の
創
建
瓦
」(

前
掲
誌)

。 

上
原
真
人
「
初
期
瓦
生
産
と
屯
倉
制
」(

『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
二
、
二
〇
〇
三
年)

。 

５
７ 

上
原
真
人
『
瓦
を
読
む
』(

歴
史
発
掘
一
一
、
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
七
三
～
七
四
頁)

。 

５
８ 

た
だ
、
国
立
慶
州
博
物
館
の
収
拾
調
査
は
無
作
為
的
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
の
よ
う
な
方
式
で
調
査
さ
れ
、
出
土
瓦
当
全
体
が
報
告
さ
れ
て
い
る
た
め
、
出
土
比
率

が
無
意
味
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
古
式
蓮
華
文
瓦
当
の
中
で
１
型
式
瓦
当
が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。 

５
９ 

亀
田
修
一
「
熊
津
・
泗
沘
時
代
の
瓦
」(

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
五
～
一
五
六
頁)

。 

清
水
昭
博
「
百
済
の
造
瓦
技
術
と
瓦
生
産
体
制
」(

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』
、
清
文
堂
、
二
〇
一
二
年
、
三
二
六
～
三
二
九
頁)

。 

６
０ 

李
善
姫
「
月
城
垓
字
出
土
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
編
年
研
究
」(

前
掲
誌
、
一
四
二
～
一
四
六
頁)

。 

６
１ 

申
昌
秀
「
皇
龍
寺
址
瓦
廃
棄
遺
構
出
土
新
羅
瓦
当
」(

『
文
化
財
』
一
八
、
一
九
八
五
年)

。 

金
有
植
「
瓦
を
通
し
て
み
た
新
羅
・
高
句
麗
の
対
外
交
渉
」(

『
東
岳
美
術
史
学
』
二
、
二
〇
〇
一
年)

。 

６
２ 

清
水
昭
博
「
韓
半
島
南
部
地
域
に
お
け
る
初
期
造
瓦
技
術
の
導
入
・
普
及
と
そ
の
背
景
」(

前
掲
誌
、
二
四
頁)

お
よ
び
崔
英
姫
「
新
羅
に
お
け
る
平
瓦
・
丸
瓦
製
作

技
術
の
展
開
」(

前
掲
誌
、
一
二
六
頁)

。 

６
３ 

戸
田
有
二
「
百
済
の
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
に
つ
い
て(Ⅱ

)

」(

前
掲
誌)
。 

６
４ 

た
だ
、
高
句
麗
の
影
響
を
否
定
し
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
高
句
麗
系
瓦
当
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
梁
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
が(

山
崎
信
二
、

「
新
羅
の
瓦
生
産
」(

前
掲
誌
、
一
一
三
頁)

、
南
京
で
は
類
似
す
る
瓦
当
文
様
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。 

６
５ 

金
基
民
「
新
羅
瓦
製
作
法
に
関
す
る
研
究
」(

前
掲
誌
、
三
〇
～
三
三
頁)

。 

６
６ 

崔
英
姫
「
新
羅
に
お
け
る
平
瓦·

丸
瓦
製
作
技
術
の
展
開
」(

前
掲
誌
、
七
〇
頁)

。 

６
７ 

こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
四
七
五
年
の
漢
城
陥
落
以
後
に
見
ら
れ
る
百
済
と
新
羅
の
密
着
と
関
連
が
あ
り
、
東
城
王
代
の
四
九
三
年
に
両
国
が
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
こ
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と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
こ
の
時
期
の
金
工
品
を
中
心
に
し
た
百
済
と
新
羅
間
の
交
流
に
関
す
る
研
究
が
あ
り
参
考
と
な
る(

崔
鍾
圭
「
済
羅
耶
の

文
物
交
流-

百
済
金
工Ⅱ

」(

『
百
済
研
究
』
二
三
、
一
九
九
二
年))

。 

６
８ 

李
善
姫
「
月
城
垓
字
出
土
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
編
年
研
究
」(

前
掲
誌
、
一
四
四
～
一
四
六
頁)

。 

６
９ 

た
だ
、
図
一
三-
一
の
文
様
は
武
寧
王
陵
出
土
蓮
華
文
塼
で
も
類
似
す
る
も
の
が
出
土
し
て
い
る
た
め
、
大
通
寺
よ
り
若
干
先
行
す
る
余
地
が
あ
る
。
慶
州
地
域
で

出
土
す
る
古
式
瓦
当
の
中
に
は 

無
瓦
桶
製
作
法
で
作
ら
れ
た
平
瓦
と
連
結
し
た
も
の
が
あ
り
、
五
世
紀
末
ま
で
遡
る
土
器
と
共
伴
す
る
こ
と
が 

確
認
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
、
公
州
地
域
で
大
通
寺
式
の
瓦
当
文
様
を
持
ち
な
が
らⅠ

1

技
法
で
製
作
さ
れ
た
瓦
当
が
出
現
す
る
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
州
西
穴
寺
址
と
新
元
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
はⅠ

1

技
法
で
製
作
さ
れ
た
が(

戸
田
有
二
「
百
済
の
鐙
瓦
の
製
作
技
法
に
つ
い
て

[
Ⅳ
]

」(

『
百
済
文
化
』
三
七
、
二
〇
〇
七
年)

)

、
慶
州
地
域
で
出
土
し
て
い
る
初
期
の
瓦
当
と
は
文
様
が
異
な
る
。 

７
０ 

李
炳
鎬
「
古
式
蓮
花
文
瓦
当
の
分
類
と
編
年
」(

前
掲
書
、
一
八
〇
頁))

。 

７
１ 

李
漢
祥
「
艇
止
山
出
土
土
器
お
よ
び
瓦
の
検
討
」(
『
艇
止
山
』
、
国
立
公
州
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
五
六
～
三
五
九
頁)

。 

７
２ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
一
年
、
一
一
三
・
一
一
四
番(

図
面
六
六
・
六
七
、
写
真
三
一
九)

の
資
料)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
』(

前
掲
書
、
図
面
六
七-

一(

図
版
九
八-

三)

、
図
面
六
七-

二(

図
版
九
九-

一)

、
図
面
一
四
五-

一
・

二(

図
版
一
七
三-

一
・
一
七
二-

六)

、
図
面
一
四
九-

一
・
二(
図
版
一
一
七-

一
・
二))

。
定
林
寺
址
の
一
一
三
番
資
料
に
も
外
面
に
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
確
認
さ

れ
る
。
一
方
、
こ
れ
ま
で
熊
津
時
期
の
丸
瓦
の
中
に
は
無
段
式
丸
瓦
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
定
林
寺
址
で
は
外
面
に
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
あ
る
無
段
式
丸
瓦

が
混
じ
っ
て
い
る(

一
〇
四
・
一
〇
八
番)

。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
百
済
で
は
泗
沘
遷
都
以
前
か
ら
無
段
式
丸
瓦
を
製
作
し
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
慶
州
興
輪
寺
址

を
は
じ
め
と
す
る
慶
州
地
域
に
は
百
済
か
ら
無
段
式
丸
瓦
も
共
に
伝
来
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
今
後
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

７
３ 

金
基
民
「
新
羅
瓦
製
作
法
に
関
す
る
研
究
」(

前
掲
誌
、
一
三
～
一
四
頁)

。 

７
４ 

菱
田
哲
郞
「
畿
内
の
初
期
瓦
生
産
と
工
人
の
動
向
」(

『
史
林
』
六
九-

三
、
一
九
八
六
年)
。  

７
５ 

朴
憲
敏
「
慶
州
地
域
古
新
羅
～
統
一
新
羅
時
代
瓦
研
究
」(

『
瓦
の
生
産
と
流
通
』
、
韓
国
瓦
学
会
第
八
回
定
期
学
術
大
会
、
二
〇
一
一
年)

。 
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７
６ 
崔
英
姫
「
新
羅
に
お
け
る
平
瓦·

丸
瓦
製
作
技
術
の
展
開
」(

前
掲
誌
、
八
〇
頁)

。 

７
７ 

こ
れ
を
南
朝
式
丸
瓦
と
呼
ぶ
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る(

山
崎
信
二
『
古
代
造
瓦
史
』(

前
掲
書
、
一
七
頁))

。 

７
８ 

王
志
高
「
六
朝
建
康
城
遺
跡
出
土
陶
瓦
の
観
察
と
研
究
」(

『
瓦
の
生
産
と
流
通
』
、
韓
国
瓦
学
会
第
八
回
定
期
学
術
大
会
発
表
文
、
二
〇
一
一
年
、
四
九
～
五
八

頁)

。
そ
の
中
で
本
稿
の
図
面
で
提
示
し
た
資
料
は
図
四
三
・
四
四
の
丸
瓦
と
図
一
一
・
一
二
の
平
瓦
で
あ
る
。 

７
９ 

鄭
治
泳
「
漢
城
期
百
済
瓦
製
作
技
術
の
展
開
様
相
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
六
三
、
二
〇
〇
七
年)

。 

８
０ 

国
立
慶
州
博
物
館
『
新
羅
瓦
塼
』(

前
掲
書
、
一
八
六
頁(

図
五
八
八
～
五
九
〇))

。 

８
１ 

崔
英
姫
「
新
羅
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
系
統
」(

前
掲
誌
、
一
二
七
～
一
二
八
頁)

。 

８
２ 

た
だ
、
月
城
垓
字
か
ら
出
土
し
た
図
一
三-

二
の
高
句
麗
系
瓦
当
はⅢ

技
法
で
製
作
さ
れ
て
お
り
、
公
州
公
山
城
か
ら
も
同
じ
接
合
技
法
が
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め
、

Ⅲ

技
法
導
入
の
上
限
は
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
百
済
系
瓦
当
の
変
遷
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
慶
州
工
高
か
ら
出
土
し
た
３
型
式
と
７
型
式
、
六
通
里

瓦
窯
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

８
３ 

崔
英
姫
「
新
羅
に
お
け
る
平
瓦
・
丸
瓦
製
作
技
術
の
展
開
」(

前
掲
誌
、
八
四
頁)

。 

８
４ 

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
付
属
博
物
館
『
蓮
華
百
相
』(
一
九
九
九
年)

。  

上
原
真
人
「
寺
院
造
営
と
生
産
」(

『
記
念
的
建
物
の
成
立
』
、
鈴
木
博
之
・
山
岸
常
人
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年)

。  

清
水
昭
博
『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

前
掲
書)

。 

８
５ 

六
～
七
世
紀
の
百
済
寺
院
の
場
合
、
大
通
寺
式
だ
け
で
な
く
陵
山
里
寺
式
、
王
興
寺
式
、
帝
釈
寺
式
、
弥
勒
寺
式
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
独
特
な
文
様
を
持
つ

創
建
瓦
が
各
寺
院
で
確
認
さ
れ
て
い
る(

本
稿
の
第
六
章
第
二
節
参
照)

。
つ
ま
り
、
百
済
で
は
新
た
な
寺
院
を
創
建
す
る
度
に
新
た
な
瓦
当
文
様
を
使
用
し
て
い

る
。
新
羅
の
初
期
寺
院
や
日
本
の
初
期
寺
院
の
よ
う
に
既
存
の
瓦
当
文
様
を
固
守
あ
る
い
は
再
活
用
す
る
こ
と
と
は
全
く
異
な
る
。 

８
６ 

李
基
白
「
新
羅
の
初
期
仏
教
と
貴
族
勢
力
」(

『
新
羅
思
想
史
研
究
』
、
一
潮
閣
、
一
九
八
六
年
、
七
六
～
七
七
頁)

。 

８
７ 

盧
重
国
「
新
羅
と
百
済
の
交
渉
と
交
流
」(

『
新
羅
文
化
』
一
七
・
一
八
合
集
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
五
～
一
三
六
頁)

。 
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８
８ 
岡
本
東
三
『
古
代
寺
院
の
成
立
と
展
開
』(

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
～
一
四
頁)

。 

８
９ 

大
臣
恭
謁
等
諫
曰
、
近
者
年
不
登
民
不
安
。
加
以
隣
兵
犯
境
、
師
旅
未
息
。
奚
暇
勞
民
作
役
。
作
無
用
之
屋
哉
。
王
憫
左
右
無
信
。(

『
海
東
高
僧
伝
』 

法
空
条) 

９
０ 

崔
鈆
植
「
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
地
域
の
仏
教
拡
散
過
程
に
対
す
る
再
検
討
」(

前
掲
誌
、
七
七
～
七
八
頁)

。 

９
１ 

上
原
真
人
「
寺
院
造
営
と
生
産
」(

前
掲
書
、
九
〇
～
九
一
頁)

。 

９
２ 

国
立
慶
州
博
物
館
『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
収
拾
調
査
』(

前
掲
書
、
七
〇
～
七
一
頁)

。 

９
３ 

古
代
寺
院
か
ら
出
土
し
た
創
建
瓦
を
「
寺
名(

地
名)+

式｣

瓦
当
と
命
名
す
る
こ
と
で
該
当
す
る
瓦
当
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
名
称
の
中
に
編
年
観

と
歴
史
性
を
共
に
付
与
で
き
る
た
め
、
一
定
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

９
４ 

従
来
、
８
型
式
瓦
当
を
根
拠
に
初
期
の
新
羅
仏
教
が
梁
と
百
済
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
把
握
し
た
見
解
が
あ
っ
た(

薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝

来
と
受
容
」(

前
掲
誌
、
一
七
頁)

。
基
本
的
論
旨
は
同
じ
で
あ
る
が
、
８
型
式
瓦
当
は
六
世
紀
中
後
半
に
属
す
る
た
め
、
１
ａ·

１
ｂ
型
式
瓦
当
を
中
心
に
議
論
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

９
５ 

魏
時
曰
新
羅
、
或
曰
斯
羅
。
其
国
小
、
不
能
自
通
使
聘
、
普
通
二
年
、
王
募
名
秦
始
使
、
使
隨
百
済
奉
献
方
物
。(

中
略)

無
文
字
、
刻
木
為
信
、
語
言
待
百
済
以
後

通
焉
。(

『
梁
書
』 

新
羅
伝) 

 

９
６ 

清
水
昭
博
「
百
済
大
通
寺
式
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

前
掲
誌
、
七
一
～
七
二
頁)

。 

９
７ 

一
方
、
新
羅
古
墳
で
も
南
朝-

百
済
系
と
推
定
で
き
る
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
も
参
考
と
な
る
。
飾
履
塚
の
金
銅
履
や
皇
南
大
塚
北
墳
の
熨
斗
お
よ
び
黒
釉

小
瓶
が
そ
れ
に
該
当
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

李
漢
祥
「
新
羅
古
墳
の
中
の
外
来
文
物
の
調
査
と
研
究
」(

『
中
央
考
古
研
究
』
六
、
二
〇
一
〇
年
、
六
九
～
七
〇
頁)

。 

９
８ 

河
上
麻
由
子
「
仏
教
与
朝
貢
的
関
係-

以
南
北
朝
時
期
為
中
心
」(

『
伝
統
中
国
研
究
集
刊
』
一
、
二
〇
〇
六
年)

。 

河
上
麻
由
子
「
遣
隋
使
と
仏
教
」(

『
日
本
歴
史
』
七
一
七
、
二
〇
〇
八
年)

。 

河
上
麻
由
子
「
中
国
南
朝
の
対
外
関
係
に
お
い
て
仏
教
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
」(

『
史
学
雑
誌
』
一
一
七-

一
二
、
二
〇
〇
八
年)

。 
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以
上
は
全
て
河
上
麻
由
子
『
古
代
ア
ジ
ア
世
界
の
対
外
交
渉
と
仏
教
』(

山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
に
再
収
録)

。 

９
９ 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
五
三
二
年
の
新
羅
の
金
官
加
耶
併
合
と
、
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
を
前
後
し
た
済
羅
の
関
係
で
あ
る
。
新
羅
の
金
官
加
耶
併
合
を
契

機
に
百
済
と
新
羅
の
羅
済
同
盟
は
危
機
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
五
四
一
年(

真
興
王
二
年)

に
百
済
が
使
臣
を
送
り
和
親
を
要
請
し
た

際
、
す
ぐ
に
許
諾
し
た
と
い
う
記
録
を
見
る
と
、
同
盟
が
決
裂
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
献
史
料
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
興
輪
寺
の
造

営
に
百
済
の
技
術
者
集
団
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
は
、
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
を
準
備
し
て
い
た
百
済
の
立
場
か
ら
は
高
句
麗
と
の
戦
争
に
備
え
る
た
め
新
羅
と
の

同
盟
維
持
や
強
化
の
た
め
の
側
面
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

１
０
０ 

慶
州
興
輪
寺
址
の
伽
藍
配
置
や
遺
構
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
慶
州
皇
龍
寺
址
や
芬
皇
寺
址
の
事
例
を
通
し
て
一
塔
三
金
堂
式
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
見
解(

金

昌
鎬
「
新
羅
興
輪
寺
の
伽
藍
配
置
問
題
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
三
～
一
四
七
頁))

が
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
た
だ
、

『
三
国
遺
事
』
に
残
っ
て
い
る
記
録
を
通
し
て
統
一
新
羅
時
代
に
こ
こ
に
南
池
、
南
門
、
殿
塔(

金
堂)

、
左
右
廊
廡
、
左
経
樓
、
呉
堂
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
確

認
で
き
る(

田
中
俊
明
「
慶
州
新
羅
廃
寺
考(

一)-
新
羅
王
都
研
究
の
予
備
的
考
察
」(

『
堺
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
三
、
一
九
八
八
年
、
四
～
一
三
頁)

。
こ
れ

を
根
拠
に
し
て
南
池-

南
門-

仏
塔-

仏
殿
が
順
番
に
配
置
さ
れ
、
周
囲
に
回
廊
が
巡
っ
て
い
る
一
塔
一
金
堂
式
の
伽
藍
配
置
を
想
定
し
た
見
解
が
あ
る(

李
康
根

「
慶
州
の
文
化
財
に
対
す
る
再
認
識-

新
羅
最
初
の
寺
、
興
輪
寺
を
中
心
に
」(

『
慶
州
文
化
』
四
、
一
九
九
八
年
、
六
七
～
七
二
頁))

。
と
こ
ろ
で
、
興
輪
寺
址

を
一
塔
一
金
堂
式
の
百
済
式
伽
藍
配
置
と
推
定
し
た
論
者
自
身
も
法
興
王
代
の
新
羅
で
百
済
式
の
伽
藍
配
置
を
採
択
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
章
で
検
討
し
た
内
容
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
興
輪
寺
の
創
建
伽
藍
は
百
済
式
な
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
が
採
択
さ
れ
た
可
能
性
が
よ
り
高
い
と
考
え
る
。 

１
０
１ 

こ
の
瓦
当
を
根
拠
に
し
て
天
官
寺
址
一
号
建
物
址
を
六
世
紀
後
半
に
建
立
さ
れ
た
と
見
る
場
合
も
あ
る
が(

趙
源
昌
「
新
羅
瓦
積
基
壇
の
型
式
と
編
年
」(

『
新
羅

文
化
』
二
八
、
二
〇
〇
六
年
、
九
三
～
九
五
頁))

、
百
済
地
域
の
瓦
積
基
壇
が
お
お
よ
そ
六
世
紀
末
や
七
世
紀
前
半
か
ら
急
増
す
る
様
相
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の

年
代
が
あ
ま
り
に
も
古
い
。
た
だ
し
、
天
官
寺
址
や
伝
仁
容
寺
址
一
八
号
建
物
址(
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
「
慶
州(

伝)

仁
容
寺
址
発
掘
調
査
」(

『
年
報
』
二

〇
、
二
〇
一
〇
年)

)

の
事
例
は
、
新
羅
の
瓦
積
基
壇
が
百
済
滅
亡
以
前
か
ら
出
現
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。 

１
０
２ 

日
本
の
古
代
寺
院
に
見
ら
れ
る
瓦
積
基
壇
は
六
六
〇
年
の
百
済
滅
亡
に
よ
る
遺
民
の
影
響
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た(

田
辺
征
夫
「
古
代
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寺
院
の
基
壇-

切
石
積
基
壇
と
瓦
積
基
壇
」(

『
原
始
古
代
社
会
研
究
』
四
、
校
倉
書
房
、
一
九
七
八
年)

お
よ
び
田
辺
征
夫
「
瓦
積
基
壇
と
渡
来
系
氏
族
」(

『
季

刊
考
古
学
』
六
〇
、
一
九
九
七
年)

)

。
た
だ
、
最
近
で
は
そ
れ
以
前
の
七
世 

中
半
段
階
の
大
阪
の
四
天
王
寺
や
大
津
の
穴
太
廃
寺
で
も
瓦
積
基
壇
建
物
が
造
営
さ

れ
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る(

綱
伸
也
「
日
本
に
お
け
る
瓦
積
基
壇
の
成
立
と
展
開-

畿
内
を
中
心
と
し
て
」(

『
日
本
考
古
学
』
一
九
、
二
〇
〇

五
年)

お
よ
び
小
笠
原
好
彦
「
瓦
積
基
壇
考-

近
江
・
山
背
・
大
和
・
河
内
」(

『
日
本
古
代
寺
院
造
営
氏
族
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年))

。 
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第
六
章 

百
済
寺
院
が
日
本
の
初
期
寺
院
に
及
ぼ
し
た
影
響 

 

は
じ
め
に 

飛
鳥
寺
は
日
本
最
初
の
本
格
的
な
寺
院
で
あ
る
。
瓦
葺
の
礎
石
建
物
と
い
う
新
た
な
形
式
に
よ
る
記
念
的
な
建
築
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
日
本
古
代
史
に
お
い
て

画
期
的
な
意
味
を
持
つ
。
飛
鳥
寺
は
法
興
寺
、
元
興
寺
と
も
呼
ば
れ
、
当
時
最
高
の
実
力
者
で
あ
る
蘇
我
馬
子
が
物
部
守
屋
を
滅
亡
さ
せ
た
翌
年
の
五
八
七
年
に

発
願
し
た
。
飛
鳥
寺
の
造
営
過
程
を
説
明
す
る
際
よ
く
引
用
さ
れ
る
史
料
を
提
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
１

。 

 

史
料
六-

一: 

是
歳
、
百
済
国
遣
使
并
僧
恵
総
、
令
斤
、
恵
寔
等
、
献
仏
舎
利
。
百
済
国
遣
恩
率
首
信
、
徳
率
蓋
文
、
那
率
福
富
味
身
等
、
進
調
并
献
仏
舎
利
、
僧

聆
照
律
師
、
令
威
、
恵
衆
、
恵
宿
、
道
厳
、
令
開
等
、
寺
工
太
良
未
太
、
文
賈
古
子
、
露
盤
博
士
将
徳
白
昧
淳
、
瓦
博
士
麻
奈
文
奴
、
陽
貴
文
、
㥄

貴
文
、
昔
麻
帝
弥
、
画
工
白
加
。(

『
日
本
書
紀
』
卷
二
一 

崇
峻
元
年 

是
歳
条) 

 

史
料
六-

二: 

次
摂
天
皇
治
下
時
、
戊
申
年
送
六
口
僧
、
名
令
照
律
師
、
弟
子
恵
忩
、
令
威
法
師
、
弟
子
恵
勳
、
道
厳
法
師
、
弟
子
令
契
、
及
恩
卒
首
真
等
四
口
工

人
、
并
金
堂
本
様
奉
上
、
今
此
寺
在
是
也
。(
『
元
興
寺
縁
起
』
「
本
文
」) 

 

史
料
六-

三: 

戊
申
始
請
百
済
王
名
昌
王
法
師
及
諸
仏
等
、
改
遣
上
釈
令
照
律
師
、
恵
聰
法
師
、
鏤
盤
師
将
徳
自
昧
淳
、
寺
師
丈
羅
未
大
、
文
賈
古
子
、
瓦
師
麻
那

文
奴
、
陽
貴
文
、
布
陵
貴
、
昔
麻
帝
弥
、
令
作
奉
者
、
山
東
漢
大
費
名
麻
高
垢
鬼
、
名
意
等
加
斯
費
也
、
書
人
百
加
博
士
、
陽
高
博
士
、
丙
辰
年
十

一
月
旣
、
尔
時
使
作
全
人
等
、
意
奴
弥
首
名
辰
星
也
、
阿
沙
都
麻
昔
名
未
沙
乃
也
、
鞍
部
首
名
加
羅
尔
也
、
山
西
首
名
都
鬼
也
、
此
四
部
首
為
将
、

諸
手
使
作
奉
也
。
（
『
元
興
寺
縁
起
』
所
引
「
塔
露
盤
銘
」) 
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以
上
の
史
料
と
関
連
記
録
か
ら
、
五
八
八
年
に
百
済
か
ら
恩
率
首
信
な
ど
の
高
位
官
僚
と
仏
舎
利
を
送
る
と
と
も
に
僧
侶
六
人
、
寺
工
二
人
、
露
盤
博
士
一
人
、

瓦
博
士
四
人
、
画
工
一
人
が
派
遣
さ
れ
、
本
格
的
な
造
営
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
五
九
〇
年(

崇
峻
三)

に
山
か
ら
用
材
を
確
保
し
、
五
九
二
年(

崇
峻
五)

に
金

堂
と
回
廊
の
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
、
五
九
三
年(

推
古
元)

に
は
塔
心
礎
に
仏
舎
利
を
安
置
し
て
刹
柱
を
立
て
た
。
五
九
六
年(

推
古
四)

に
は
露
盤(

塔)

が

完
成
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
は
「
法
興
寺
造
竟
」
と
記
す
。
六
〇
五
年(

推
古
十
三)

に
は
銅
繍
の
丈
六
仏
像
を
製
作
し
は
じ
め
る
が
、
こ
の
際
に
高

句
麗
か
ら
黄
金
三
〇
〇
両
が
送
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。
六
〇
六
年(

推
古
十
四)

ま
た
は
六
〇
九
年(

推
古
十
七)

に
丈
六
仏
像
が
完
成
し
、
こ
れ
を
金
堂
に
安
置
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
飛
鳥
寺
の
造
営
に
関
す
る
史
料
は
一
段
落
す
る
２

。 

と
こ
ろ
が
、
五
九
六
年
の
「
法
興
寺
造
竟
」
と
い
う
記
事
が
寺
院
全
体
の
造
営
工
事
の
完
成
を
意
味
す
る
の
か
、
木
塔
だ
け
の
完
成
を
意
味
す
る
の
か
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
ま
た
、
丈
六
尊
像
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
も
『
日
本
書
紀
』
と
、
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
資
財
帳
』
の
「
丈
六
光
銘
」
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

記
録
が
伝
わ
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
対
す
る
議
論
が
あ
る
。 

飛
鳥
寺
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
六
年
と
一
九
五
七
年
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
伽
藍
中
枢
部
の
概
要
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
発
掘
調

査
に
お
い
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
が
伽
藍
配
置
が
塔
を
中
心
に
中
金
堂
と
東
西
金
堂
を
配
置
す
る
一
塔
三
金
堂
式
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
３

。
百
済
の
技

術
者
の
支
援
が
あ
っ
た
と
い
う
文
献
記
録
と
、
付
近
か
ら
収
集
さ
れ
た
瓦
当
が
扶
余
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
飛
鳥
寺
は
百
済
寺
院
の
一

般
的
な
伽
藍
配
置
で
あ
る
一
塔
一
金
堂
式
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
想
が
大
き
く
は
ず
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
塔
を
中
心
に
三
金
堂
を
配
置
す
る
型
式
は
、
当
時
高
句

麗
の
清
岩
里
廃
寺
で
し
か
見
当
た
ら
ず
、
百
済
か
ら
は
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
学
界
で
は
五
九
六
年
に
日
本
に
渡
っ
た
高
句
麗
の
僧
侶

慧
慈
が
百
済
の
慧
聡
と
共
に
飛
鳥
寺
に
住
席
し
た
こ
と
や
高
句
麗
の
大
興
王(
嬰
陽
王)

が
黄
金
三
百
両
を
貢
上
し
た
こ
と
を
見
て
も
高
句
麗
の
影
響
が
あ
っ
た
と

想
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
伽
藍
配
置
は
百
済
の
み
な
ら
ず
高
句
麗
の
技
術
や
情
報
が
複
合
的
に
受
容
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
学
説
は
一

九
五
八
年
に
飛
鳥
寺
の
発
掘
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
長
ら
く
定
説
と
な
っ
た
。 

飛
鳥
寺
三
金
堂
に
対
す
る
高
句
麗
源
流
説
の
最
大
の
問
題
点
は
、
発
掘
調
査
終
了
後
に
開
催
さ
れ
た
座
談
会
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
三
金
堂

と
い
う
「
プ
ラ
ン
」
し
か
高
句
麗
と
の
類
似
点
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
４

。
特
に
、
高
句
麗
寺
院
の
木
塔
は
八
角
形
で
あ
っ
て
、
飛
鳥
寺
の
方
形
と
は
異
な
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る
。
こ
れ
は
単
に
平
面
形
態
の
差
異
だ
け
で
な
く
、
木
塔
建
立
の
技
術
や
思
想
の
差
異
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
蓮
弁
に
稜
が
あ
る

豊
浦
寺
式
瓦
当
の
一
部
を
、
い
わ
ゆ
る
高
句
麗
系
ま
た
は
高
句
麗
百
済
系
に
分
類
し
て
い
た
が
、
実
際
に
高
句
麗
で
は
同
じ
型
式
の
瓦
当
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
、

最
近
で
は
新
羅
の
影
響
や
日
本
で
創
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
５

。
し
た
が
っ
て
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
前
半
の
日
本
の
初
期
寺
院
で
は
、

高
句
麗
系
の
技
術
の
直
接
的
な
痕
跡
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 

こ
う
し
た
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
代
案
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
ず
一
つ
目
に
、
時
期
差
を
想
定
す
る
立
場
と
し
て
、
初
期
に
は
百
済
式
の
一
塔
一

金
堂
を
計
画
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
二
棟
の
金
堂
が
増
築
さ
れ
、
高
句
麗
式
に
な
っ
た
と
い
う
、
毛
利
久
・
ベ
ル
チ
エ
・
上
原
和
な
ど
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
二
時

期
造
営
説
で
あ
る
６

。
二
時
期
造
営
説
は
、
木
塔
と
中
金
堂
が
壇
上
積
基
壇
を
し
て
い
る
こ
と
と
、
東
西
金
堂
が
二
重
基
壇
と
下
層
礎
石
を
使
用
し
て
い
る
こ
と

と
の
差
異
を
説
明
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
側
面
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
史
料
解
釈
に
問
題
が
あ
り
、
仏
塔
の
よ
う
な
大
規
模
の
建
物

を
建
立
す
る
の
に
少
な
く
と
も
四
・
五
年
は
か
か
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
五
九
六
年(

推
古
四)

に
は
木
塔
が
完
成
し
、
六
〇
九
年(

推
古
十
七)

頃
に
東
西
金
堂
を

は
じ
め
伽
藍
中
枢
部
が
完
成
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
発
掘
調
査
の
結
果
を
み
て
も
、
飛
鳥
寺
の
一
塔
三
金
堂
は
整
然
と

配
置
さ
れ
て
お
り
、
一
貫
し
て
造
営
さ
れ
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
た
め
、
一
時
期
に
造
営
さ
れ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
反
論
も
提
起
さ
れ
た
７

。
現
在
は

一
時
期
造
営
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
が
、
講
堂
や
南
門
が
若
干
遅
れ
て
建
立
さ
れ
た
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。 

二
つ
目
に
、
百
済
の
寺
址
か
ら
は
ま
だ
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
と
同
じ
伽
藍
配
置
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
類
似
す
る
型
式
の
伽
藍
配
置
を
探
す
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
百
済
に
そ
の
源
流
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
大
川
清
・
猪
熊
兼
勝
・
趙
源
昌
・
佐
川
正
敏
な
ど
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を

提
示
し
て
い
る
８

。
初
期
に
は
軍
守
里
寺
址
が
代
案
と
し
て
提
示
さ
れ
た
が
、
最
近
は
王
興
寺
が
新
た
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
は
、
軍
守
里
寺
址
の

東
回
廊
址
の
東
側
か
ら
発
見
さ
れ
た
東
方
基
壇
の
建
物
址
を
東
金
堂
と
み
て
い
る
こ
と
や
、
王
興
寺
の
東
西
回
廊
址
の
北
端
の
付
属
建
物
址
が
東
・
西
金
堂
に
変

形
さ
れ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
現
在
は
少
数
の
意
見
で
あ
る
が
、
最
近
、
百
済
の
寺
院
址
の
調
査
が
増
え
る
に
あ
た
っ
て
こ
れ
を
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。 

三
つ
目
に
、
百
済
と
高
句
麗
間
に
も
技
術
の
交
流
が
あ
っ
た
た
め
、
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
た
百
済
の
技
術
者
が
来
日
し
、
三
金
堂
を
築
造
し
た
と
い
う
見
解
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で
あ
る
９

。
新
羅
の
皇
龍
寺
は
、
最
初
一
塔
一
金
堂
式
に
建
立
さ
れ
た
が
、
五
八
四
年
に
重
建
伽
藍
が
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
東
・
西
金
堂
が
追
加
さ

れ
、
六
四
〇
年
代
に
は
再
び
百
済
の
工
人
を
招
聰
し
て
木
塔
を
建
立
し
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
三
国
が
政
治
的
・
軍
事
的
な
行
動
と
は
別
途
に
文
化
や
技
術
面
で

は
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
百
済
も
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
飛
鳥
寺
に
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
系
統

の
造
営
技
術
や
寺
院
の
プ
ラ
ン
は
、
大
陸
か
ら
個
別
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
百
済
の
寺
工
や
技
術
者
に
よ
っ
て
総
合
的
に
伝
播
し
た
と
み
な
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
。
具
体
的
な
論
証
が
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
伝
播
と
受
容
過
程
を
理
解
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要

な
観
点
で
あ
る
。 

以
上
、
三
つ
の
見
解
は
、
百
済
地
域
か
ら
三
金
堂
式
の
伽
藍
配
置
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
簡
単
に
解
決
で
き
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
大
規
模
な
発
掘
が
多
数
行
な

わ
れ
た
現
在
の
状
況
を
み
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
に
多
く
の
資
料
と
研
究
が
蓄
積
さ
れ
た
瓦
当
の
場
合
、
百
済
の
瓦
当

の
中
に
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
と
類
似
す
る
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
文
様
や
技
法
の
組
み
合
わ
せ
が
一
致
す
る
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い(

本
稿
の
第

六
章
第
二
節
参
照)

。
し
た
が
っ
て
、
伽
藍
配
置
に
お
い
て
も
同
じ
状
況
が
予
想
さ
れ
る
。
飛
鳥
寺
の
建
立
に
お
け
る
瓦
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
百
済
の
技
術
者

の
技
術
供
与
と
は
単
に
高
価
な
も
の
を
伝
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て
高
度
の
技
術
を
伝
授
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
技
術
の
伝
授
と

習
得
の
過
程
で
多
様
な
形
態
の
相
互
作
用
と
変
形
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
そ
の
結
果
物
は
同
じ
形
で
発
見
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
若
干
異
な
る
形
態

と
し
て
変
形
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
梁
の
技
術
者
の
援
助
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
公
州
の
宋
山
里
六
号
墳
や
武
寧
王
陵
の
場
合
も
南
京
地
域
の
塼

築
墓
に
類
似
し
て
は
い
る
も
の
の
、
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
相
通
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
源
流
を
探
る
際
に
、
韓
半
島
や
中
国
で
飛

鳥
寺
三
金
堂
と
一
致
す
る
も
の
を
探
す
よ
り
も
、
微
妙
な
差
異
を
勘
案
し
な
が
ら
脈
絡
的
に
類
似
し
た
も
の
を
探
す
べ
き
で
あ
る
。 

一
方
、
飛
鳥
寺
三
金
堂
が
高
句
麗
の
伽
藍
配
置
と
類
似
し
て
い
る
た
め
、
寺
院
を
建
立
す
る
際
に
百
済
だ
け
で
な
く
、
高
句
麗
な
ど
韓
半
島
各
地
の
文
化
や
技

術
が
飛
鳥
に
結
集
さ
れ
た
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
飛
鳥
寺
を
造
営
す
る
際
に
来
日
し
た
百
済
の
工
人
の
中
で
、
中

世
ペ
ル
シ
ア
語
と
同
一
の
人
名
が
混
じ
っ
て
い
る
た
め
、
ペ
ル
シ
ア
な
ど
の
西
ア
ジ
ア
を
含
む
多
様
な
文
化
と
技
術
が
駆
使
さ
れ
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
飛
鳥
文

化
は
最
初
か
ら
国
際
性
を
持
つ
文
化
と
し
て
出
発
し
た
と
す
る
見
解
へ
拡
大
し
つ
つ
あ
る
た
め
で
あ
る
１
０

。 
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し
か
し
、
古
墳
の
築
造
よ
り
も
技
術
の
相
互
間
の
依
存
や
結
合
度
が
高
い
寺
院
を
造
営
す
る
際
に
、
し
か
も
外
国
の
専
門
技
術
者
の
助
力
を
受
け
て
初
め
て
寺

院
を
建
立
す
る
際
に
、
技
術
を
伝
授
す
る
国
家
の
個
性
的
な
文
化
要
素
を
理
解
し
、
選
択
的
に
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
抱
く
。
こ
う

し
た
視
点
は
百
済
の
内
部
で
も
高
句
麗
的
な
文
化
要
素
が
幅
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
よ
り
問
題
視
さ
れ
る
。
六
世
紀
代
の
百

済
で
は
南
朝
だ
け
で
な
く
、
北
朝
や
高
句
麗
な
ど
と
活
発
に
交
流
し
な
が
ら
多
様
な
文
化
要
素
が
溶
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
い
て
、
第
一
節
で
は
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
の
源
流
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
百
済
寺
院
で
は
飛
鳥
寺
三
金
堂
と
全
く
同
じ
と
は
い
え

な
い
も
の
の
、
類
似
す
る
性
格
の
建
物
が
存
在
す
る
な
ど
新
た
な
要
素
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
句
麗
の
文
化
が
直
接
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

百
済
を
経
由
し
て
伝
播
し
た
可
能
性
を
提
起
し
た
。
こ
の
た
め
に
ま
ず
扶
余
地
域
に
み
ら
れ
る
高
句
麗
系
の
文
化
要
素
を
紹
介
す
る
。
六
世
紀
代
の
百
済
で
は
一

般
民
の
み
な
ら
ず
、
支
配
層
の
文
化
に
至
る
ま
で
幅
広
く
高
句
麗
文
化
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
飛
鳥
寺
三
金
堂
も
百
済
に
お
い
て
高
句

麗
文
化
の
一
部
と
し
て
受
容
さ
れ
た
も
の
が
再
伝
授
さ
れ
た
可
能
性
も
提
起
で
き
る
１
１

。 

次
に
こ
の
よ
う
な
検
討
を
基
に
六
世
紀
中
後
半
の
百
済
寺
院
に
見
ら
れ
る
新
要
素
を
検
討
す
る
。
六
世
紀
中
後
半
の
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
で
は
回
廊
の
外

郭
に
新
た
な
性
格
の
建
物
を
築
造
す
る
な
ど
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
と
い
う
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
は
異
な
る
要
素
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
変
化

の
出
現
背
景
と
し
て
中
国
の
多
院
式
寺
院
や
高
句
麗
寺
院
の
影
響
に
注
目
し
た
。
こ
の
よ
う
な
分
析
と
当
時
の
文
献
記
録
な
ど
を
総
合
し
て
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
を

は
じ
め
と
す
る
寺
院
の
造
営
は
百
済
で
組
織
・
派
遣
さ
れ
た
臨
時
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
き
た
い
。 

さ
ら
に
飛
鳥
寺
建
立
以
後
に
造
営
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
も
簡
略
に
言
及
す
る
。
第
二
章
第
一
節
と
第
四
章
第
一
節

で
検
討
し
た
百
済
泗
沘
期
の
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
と
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
の
同
異
に
対
す
る
相
互
比
較
を
通
し
て
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
伽
藍
配
置

の
原
状
を
再
検
討
す
る
契
機
と
し
た
い 

飛
鳥
寺
で
百
済
寺
院
造
営
技
術
の
伝
播
と
受
容
過
程
を
最
も
よ
く
物
語
る
資
料
は
瓦
当
で
あ
り
、
日
本
の
学
界
で
は
文
様
だ
け
で
な
く
そ
の
製
作
技
術
や
同
笵

関
係
、
生
産
体
制
な
ど
に
関
す
る
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
第
二
節
で
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
参
考
に
、
観
点
を
飛
鳥
寺
の
瓦
当
か
ら
百
済
瓦
当
の
問
題

へ
と
転
じ
て
、
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
源
流
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
。
泗
沘
期
の
各
遺
跡
で
出
土
す
る
全
て
の
瓦
当
を
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
類
し
た
後
、
飛
鳥
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寺
の
瓦
当
と
最
も
類
似
す
る
事
例
を
提
示
す
る
方
法
論
の
代
わ
り
に
、
主
要
遺
跡
の
創
建
瓦
を
抽
出
し
た
後
、
主
要
寺
院
と
王
宮
区
域
で
使
用
さ
れ
た
瓦
当
の
文

様
や
製
作
技
術
、
需
給
体
系
に
い
か
な
る
共
通
性
と
差
異
点
が
あ
っ
た
か
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
基
に
飛
鳥
寺
の
花
組
と
星
組
な
ど
の
創
建
瓦
が

泗
沘
期
の
百
済
瓦
当
と
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
の
か
明
ら
か
に
し
て
、
さ
ら
に
飛
鳥
寺
建
立
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
百
済
の
技
術
者
が
百
済
の
行
政
組
織
体
系
に

お
い
て
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
共
に
言
及
す
る
。 

 

第
一
節 

飛
鳥
寺
三
金
堂
と
日
本
の
初
期
寺
院
の
源
流 

 

(

一)
  

六
世
紀
代
百
済
に
お
け
る
高
句
麗
系
文
化 

六
世
紀
代
の
百
済
は
南
朝
の
み
な
ら
ず
、
北
朝
、
そ
の
後
を
継
い
だ
隋
、
高
句
麗
と
新
羅
、
伽
耶
、
日
本
な
ど
と
活
発
に
交
流
し
な
が
ら
自
国
の
文
化
を
発
展

さ
せ
て
い
っ
た
。
一
般
的
に
百
済
は
六
世
紀
初
め
か
ら
半
ば
に
か
け
て
南
朝
文
化
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
が
、
六
世
紀
中
後
半
か
ら
は
北
朝
の
国
家
と
隋
の
影

響
を
受
け
、
よ
り
多
様
な
文
化
を
受
容
し
て
い
た
。
し
か
し
、
中
国
の
影
響
に
劣
ら
ず
重
要
な
の
が
高
句
麗
の
影
響
で
あ
る
。
熊
津
期
末
期
か
ら
次
第
に
あ
ら
わ

れ
は
じ
め
る
高
句
麗
系
の
文
化
要
素
は
、
泗
沘
遷
都
以
後
に
な
る
と
、
各
種
土
器
類
や
金
工
品
、
オ
ン
ド
ル
、
瓦
当
、
特
殊
な
建
物
址
、
墓
制
な
ど
多
様
な
分
野

で
確
認
で
き
る
。 

ま
ず
、
最
も
多
く
の
研
究
と
資
料
が
蓄
積
さ
れ
た
土
器
類
を
確
認
し
て
み
た
い(

図
六)

。
泗
沘
期
の
百
済
土
器
の
中
で
高
句
麗
土
器
が
起
源
で
あ
る
と
み
ら
れ

る
器
種
は
、
有
顎
土
器(

耳
杯)

、
楳
匙
・
盤
・
帯
状
把
手
付
壼
、
帯
状
把
手
付
蓋
、
暗
文
土
器
、
煙
家
、
甑
な
ど
、
き
わ
め
て
多
種
に
わ
た
っ
て
い
る
１
２

。
そ

れ
ら
の
う
ち
、
有
顎
土
器
や
皿
は
扶
余
官
北
里
、
扶
蘇
山
城
、
宮
南
池
、
花
枝
山
、
陵
山
里
寺
址
、
王
宮
里
遺
跡
な
ど
、
王
宮
や
寺
院
の
よ
う
な
位
相
が
高
い
遺

跡
か
ら
主
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
盤
や
帯
状
把
手
付
壺
、
帯
状
把
手
付
蓋
、
甑
な
ど
の
よ
う
な
日
常
生
活
の
容
器
は
、
扶
余
亭
岩
里
窯
址
、
井
洞
里
建
物
址
、
松

菊
里
、
東
南
里
、
扶
蘇
山
城
、
旧
衙
里
、
宮
南
池
、
王
宮
里
、
弥
勒
寺
址
な
ど
、
各
種
の
建
物
址
だ
け
で
な
く
、
窯
址
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。
高
句
麗
土
器
の

特
徴
的
な
文
様
の
施
文
技
術
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
暗
文
土
器
も
松
菊
里
、
宮
南
池
、
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
、
東
羅
城
一
帯
、
東
南
里
、
双
北
里
で
広
範
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囲
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
高
句
麗
系
土
器
は
六
世
紀
前
半
代
か
ら
出
現
し
、
単
純
に
器
形
だ
け
を
模
倣
し
た
の
で
は
な
く
、
製
作
技
法
や
焼
成
技
術
ま
で
一
致
す
る
た
め
、
高

句
麗
土
器
の
製
作
技
術
を
も
つ
工
人
が
移
住
し
た
と
見
て
い
る
１
３

。
し
か
し
、
六
世
紀
中
後
半
の
亭
岩
里
窯
址
や
青
陽
冠
峴
里
窯
址
か
ら
も
盤
や
帯
状
把
手
付

四
耳
壺
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
百
済
の
内
部
で
も
次
第
に
高
句
麗
系
土
器
を
主
体
的
に
製
作
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
泗
沘
期

の
土
器
の
中
に
は
日
常
生
活
の
容
器
か
ら
高
級
器
種
に
至
る
ま
で
高
句
麗
土
器
の
影
響
が
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
１
４

。
た
だ
し
、
扶
余
を
中
心

に
し
た
泗
沘
期
の
百
済
地
域
か
ら
出
土
す
る
高
句
麗
系
土
器
は
ソ
ウ
ル
阿
且
山
の
堡
塁
群
や
漣
川
瓠
蘆
古
塁
な
ど
で
出
土
し
た
六
世
紀
代
の
高
句
麗
土
器
で
な
く
、

五
世
紀
代
に
流
行
し
た
高
句
麗
土
器
の
伝
統
を
持
っ
て
お
り
、
よ
り
精
選
さ
れ
た
泥
質
の
胎
土
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
見
ら
れ
る
１
５

。 

一
方
、
同
時
期
の
高
句
麗
土
器
の
製
作
に
も
百
済
土
器
の
影
響
が
確
認
さ
れ
る
。
打
捺
さ
れ
た
高
句
麗
土
器
が
そ
の
例
で
あ
る
。
高
句
麗
土
器
に
は
終
始
打
捺

技
法
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
韓
国
の
高
句
麗
遺
跡
で
あ
る
漣
川
瓠
蘆
古
塁
や
隠
垈
里
城
、
坡
州
舟
月
里
、
清
原
南
城
谷
遺
跡
な
ど
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
中

に
は
百
済
土
器
に
観
察
さ
れ
る
打
捺
文
が
残
っ
て
い
た
り
類
似
す
る
器
形
が
混
じ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
百
済
工
人
が
高
句
麗
土
器
の
製
作
に
参
与
し
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
１
６

。 

住
生
活
に
関
し
て
は
煙
家
と
オ
ン
ド
ル
に
注
目
し
た
い
。
煙
家
の
場
合
、
陵
山
里
寺
址
、
官
北
里
、
東
南
里
・
花
枝
山
・
扶
蘇
山
城
・
王
宮
里
、
益
山
の
射
徳

な
ど
か
ら
出
土
し
た
排
煙
施
設
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
の
学
界
で
は
土
製
煙
筒
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
百
済
の
煙
家
は
扶
余
と
益
山
を
中
心
に
寺
院
や
王
宮
、
大

壁
建
物
址
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
集
安
の
禹
山
下
墓
区
Ｍ
二
三
二
五
号
の
出
土
品
の
影
響
を
受
け
、
六
世
紀
中
半
以
降
に
出
現
し
た
も
の
と
見
て
い
る

(

図
六-

二)

１
７

。
こ
の
よ
う
な
煙
家
の
出
現
は
高
句
麗
の
暖
房
施
設
で
あ
る
オ
ン
ド
ル
の
使
用
と
関
連
し
て
い
る
。
扶
余
井
洞
里
や
陵
山
里
寺
址
な
ど
か
ら
は
割

石
や
板
石
を
利
用
し
て
長
い
オ
ン
ド
ル
用
の
石
を
つ
く
り
、
煙
突
を
備
え
た
暖
房
施
設
が
つ
く
ら
れ
て
い
た(

図
六-

五
の
二)

。
集
安
の
東
台
子
遺
跡(

図
六-

五

の
一)

や
平
壌
の
定
陵
寺
址(

図
六-

十
五
のⅠ

区
域
十
号
、Ⅱ

区
域
一
号
、Ⅴ

区
域
一
号)
か
ら
同
様
の
板
石
造
の
二
重
屈
折
の
オ
ン
ド
ル
が
確
認
さ
れ
て
い
る
た

め
、
扶
余
井
洞
里
や
陵
山
里
寺
址
な
ど
で
も
高
句
麗
の
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
１
８

。
オ
ン
ド
ル
が
発
見
さ
れ
た
周
辺
か
ら
は
先
述
の
よ
う
に
煙
家
が
発
見
さ
れ

て
お
り
、
高
句
麗
系
の
盤
な
ど
が
一
緒
に
発
見
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
住
居
生
活
に
も
高
句
麗
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 
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住
生
活
に
お
け
る
高
句
麗
の
影
響
は
瓦
当
や
二
重
基
壇
、
一
棟
二
室
建
物
址
な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
扶
余
地
域
か
ら
出
土
し
た
高
句
麗
系
の
瓦
当
の
場
合

は
龍
井
里
廃
寺
、
双
北
里
一
帯
か
ら
発
見
さ
れ
た
Ａ
グ
ル
ー
プ
、
官
北
里
、
龍
井
里
廃
寺
一
帯
か
ら
発
見
さ
れ
た
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
は

幅
線
で
瓦
当
の
面
を
四
等
分
し
、
杏
仁
状
の
隆
起
し
た
蓮
弁
を
配
置
し
た
も
の
で(

図
六-

三
の
一)

１
９

、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
は
突
出
し
た
子
房
に
尖
形
の
隆
起
に
蓮
弁

を
装
飾
し
た
も
の
で
あ
る(

図
六-

三
の
二)

２
０

。
色
調
は
濃
い
灰
色
系
統
と
赤
褐
色
系
統
の
二
つ
が
確
認
で
き
、
接
合
技
法
は
共
通
し
て
瓦
当
裏
面
の
最
上
部
に

丸
瓦
を
接
合
す
る
た
め
の
切
り
込
み
を
設
け
た
後
に
接
合
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
な
接
合
技
法
は
公
山
城
や
大
通
寺
址
に
見
ら
れ
る
技
術
と
は
異
な
る
も
の
で
、
む
し
ろ
高
句
麗
の
瓦
当
に
見
ら
れ
る
鋭
い
道
具
で
刻
み
を
入
れ
る
技

法
や
多
歯
具
で
掻
き
刻
む
技
法
に
類
似
す
る
２
１

。
た
だ
、
高
句
麗
の
瓦
当
に
見
ら
れ
る
瓦
刀
や
多
歯
具
の
痕
跡
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
文
様
も
若
干
異
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、
高
句
麗
の
平
壌
か
ら
直
接
瓦
工
が
派
遣
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
見
解
が
出
さ

れ
て
い
る
が
、
立
地
的
な
側
面
か
ら
み
る
と
泗
沘
遷
都
の
前
後
で
あ
る
六
世
紀
前
半
と
み
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
２
２

。
扶
余
地
域
か
ら
出
土
し
た
高
句
麗
系

の
瓦
当
は
南
朝
系
の
瓦
当
と
比
較
す
る
と
、
時
期
的
・
地
域
的
に
制
限
さ
れ
た
か
た
ち
で
出
土
す
る
た
め
少
数
派
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
２
３

。 

二
重
基
壇
の
場
合
、
五
～
七
世
紀
の
寺
院
の
金
堂
や
木
塔
に
主
に
利
用
さ
れ
る
基
壇
型
式
で
あ
り
、
初
期
の
二
重
基
壇
に
は
下
成
部
に
礎
石(

以
下
、
下
成
礎

石
と
呼
ぶ)

が
あ
る
事
例
が
発
見
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る(
図
六-

四)

２
４

。
こ
う
し
た
例
は
高
句
麗
の
清
岩
里
廃
寺
の
八
角
建
物
址 (

木
塔
と
推
定)

を
筆
頭
に

百
済
の
定
林
寺
址
の
金
堂
址
・
新
羅
の
皇
龍
寺
址
の
三
金
堂
址
・
四
天
王
寺
址
の
金
堂
址
、
飛
鳥
寺
の
東
・
西
金
堂
址
な
ど
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
百
済
寺
院
で

発
見
さ
れ
る
下
成
礎
石
の
場
合
、
時
期
的
に
古
い
高
句
麗
の
影
響
に
よ
っ
て
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
飛
鳥
寺
東
・
西
金
堂
の
下
成
礎
石
は
高
句
麗
か
ら
直

接
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
百
済
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
２
５

。 

一
棟
二
室
建
物
址
の
場
合
、
陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
を
は
じ
め
益
山
の
王
宮
里
遺
跡
、
弥
勒
寺
址
の
講
堂
址
と
僧
房
址
、
慶
州
の
皇
龍
寺
址
に
お
け
る
創
建
伽

藍
の
講
堂
址
の
下
部
基
壇
、
慶
州
の
感
恩
寺
の
工
房
址
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
最
も
古
い
遺
構
は
集
安
の
東
台
子
遺
跡
の
第
一

建
物
址
で
あ
る(

本
稿
の
第
四
章
第
一
節
参
考)

。
東
台
子
遺
跡
の
第
一
建
物
址
は
図
六-

五
の
よ
う
に
平
面
形
態
と
規
模
、
内
部
に
施
設
さ
れ
た
オ
ン
ド
ル
構
造

お
よ
び
西
室
中
央
部
に
配
置
さ
れ
た
台
石
、
壁
体
構
造
な
ど
が
陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
と
酷
似
し
て
い
る
た
め
、
百
済
の
一
棟
二
室
建
物
址
も
高
句
麗
の
影
響
を
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受
け
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
の
建
物
は
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
宮
城
段
階
で
使
用
さ
れ
た
建
物
址
や
弥
勒
寺
址
、
慶
州
の
皇
龍
寺
址
、
感

恩
寺
址
な
ど
で
も
幅
広
く
使
用
さ
れ
た
２
６

。 

さ
て
、
扶
余
地
域
で
こ
の
よ
う
な
高
句
麗
文
化
の
要
素
が
あ
ら
わ
れ
た
背
景
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
高
句
麗
系
の
土
器
の
製
作
や
オ
ン

ド
ル
と
煙
家
の
使
用
は
道
具
や
技
術
の
移
動
の
み
で
は
説
明
し
難
く
、
人
の
移
動
特
に
高
句
麗
の
住
生
活
や
食
生
活
に
慣
れ
た
集
団
の
移
住
を
想
定
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
四
七
五
年
の
漢
城
陥
落
以
降
に
熾
烈
に
展
開
さ
れ
た
百
済
と
高
句
麗
の
戦
争
関
連
の
記
録
で
あ
る
。
五
世
紀
後
半
か
ら
五
五
一

年
に
百
済
と
新
羅
、
伽
耶
の
連
合
軍
が
漢
江
流
域
を
占
領
す
る
ま
で
、
高
句
麗
と
百
済
は
二
〇
余
回
に
及
ぶ
熾
烈
な
戦
闘
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
２
７

。
そ
の
過
程
で

高
句
麗
の
戦
争
捕
虜
や
収
復
地
域
の
旧
百
済
系
の
住
民
を
移
住
さ
せ
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
て
い
る
２
８

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
高
句
麗
の
領
土
で
あ
っ
た
地

域
か
ら
百
済
系
の
打
捺
文
土
器
が
発
見
さ
れ
る
現
状
や
、
高
句
麗
系
の
瓦
当
が
平
壌
の
も
の
と
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
点
で
武
寧
王
一
〇
年(

五
一
〇)

の
「
址
防
を
固
く
守
り
、
都
と
方
の
遊
食
者
ら
に
農
事
を
さ
せ
た
」
２
９

と
い
う
記
録
も
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
す
る
措

置
と
考
え
ら
れ
る
。 

四
七
五
年
の
漢
城
陥
落
以
降
、
新
羅
が
漢
江
流
域
を
占
領
す
る
六
世
紀
中
半
ま
で
に
百
済
と
高
句
麗
は
頻
繁
に
戦
争
を
繰
り
広
げ
、
そ
の
過
程
で
多
く
の
移
住

を
生
み
だ
し
、
両
地
域
は
次
第
に
相
似
す
る
文
化
を
共
有
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
民
だ
け
で
な
く
、
支
配
層
の
文
化
に
お
い
て
も
高
句
麗

の
文
化
要
素
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
述
し
た
瓦
当
や
二
重
基
壇
、
一
棟
二
室
建
物
以
外
に
も
陵
山
里
寺
址
や
陵
山
里
東
下
塚
で
確
認
さ
れ
る
高
句
麗

系
の
金
属
工
芸
品
や
壁
画
古
墳
が
そ
れ
で
あ
る
。
陵
山
里
寺
址
の
工
房
址
一
か
ら
は
高
句
麗
系
統
の
金
銅
花
形
装
飾
や
三
角
形
透
彫
装
飾
品
、
金
銅
耳
飾
の
中
間

飾
、
横
孔
鉄
斧
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
３
０

。
ま
た
、
東
下
塚
の
壁
画
か
ら
も
四
神
図
と
蓮
華
文
雲
文
図
の
表
現
法
や
構
図
が
平
壌
の
真
坡
里
一
号
墳
や
内
里
一

号
墳
と
極
め
て
類
似
す
る(

図
六-

六)

３
１

。
た
だ
、
東
下
塚
の
天
井
は
抹
角
藻
井
で
は
な
く
平
天
井
で
あ
り
、
石
室
の
構
造
は
百
済
的
な
伝
統
を
持
つ
も
の
で
あ

る
。 熊

津
・
泗
沘
期
に
お
け
る
古
墳
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
宋
山
里
型
か
ら
陵
山
里
型
へ
変
化
す
る
過
程
を
玄
室
の
天
井
の
形
態
、
平
面
プ
ラ
ン
、
壁
面
構
築
法
や

羨
道
の
長
さ
、
石
室
の
閉
鎖
方
式
な
ど
を
基
に
段
階
化
し
た
見
解
が
参
考
に
な
る(

図
六-

七)

３
２

。
陵
山
里
古
墳
群
で
最
も
古
い
時
期
に
築
造
さ
れ
た
の
は
中
下
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塚
で
あ
り
、
石
室
は
玄
室
平
面
が
長
方
形
を
呈
し
ト
ン
ネ
ル
状
の
天
井
を
つ
く
り
、
羨
道
を
前
壁
の
中
央
に
付
け
た
も
の
で
、
宋
山
里
古
墳
群
の
塼
室(

図
六-

七

の
一)
を
石
材
で
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
中
上
塚(

図
六-

七
の
三)

の
よ
う
な
断
面
六
角
形
の
陵
山
里
型
石
室
を
完
成
さ
せ
る
が
、
編
年
上
、
東
下
塚

(

図
六-

七
の
二)

は
中
下
塚
と
中
上
塚
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
墳
の
相
対
年
代
か
ら
中
下
塚
は
聖
王
陵
、
東
下
塚
は
威
徳
王
陵
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
南
朝
の
影
響
を
受
け
て
築
造
さ
れ
た
塼
築
墓
か
ら
板
石
造
の
中
上
塚
へ
変
化
し
た
背
景
、
つ
ま
り
、
大
形
の
板
石
を
材
料
に
選
択
し
た
背
景
に
は

高
句
麗
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
中
下
塚
の
次
に
築
造
さ
れ
た
東
下
塚
で
高
句
麗
系
統
の
壁
画
が
描
か
れ
た
こ
と
や
聖
王
陵
と
推
定
さ
れ
る
中

下
塚
が
築
造
さ
れ
る
頃
に
願
刹
で
あ
り
陵
寺
と
し
て
陵
山
里
寺
址
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
高
句
麗
の
影
響
を
示
唆
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
３
３

。
し
か
し
、

百
済
は
南
朝
や
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
直
後
に
断
面
六
角
形
の
陵
山
里
型
石
室
と
い
う
独
特
な
墳
型
を
完
成
さ
せ
、
六
世
紀
後
半
に
は
百
済
全
域
へ
拡

散
さ
せ
て
い
る
３
４

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
高
句
麗
か
ら
は
壁
画
の
技
法
の
み
を
採
用
し
、
こ
れ
を
す
ぐ
に
百
済
化
さ
せ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
３
５

。 

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
六
世
紀
代
の
百
済
で
は
基
層
文
化
だ
け
で
な
く
、
支
配
層
の
文
化
に
お
い
て
も
高
句
麗
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
五
世

紀
末
や
六
世
紀
前
半
か
ら
開
始
さ
れ
た
高
句
麗
系
文
化
の
流
入
は
、
六
世
紀
中
半
以
後
は
次
第
に
支
配
層
ま
で
拡
大
し
た
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
六
世
紀
後

半
か
ら
七
世
紀
に
編
年
さ
れ
る
東
下
塚
で
図
六-

六
の
よ
う
な
高
句
麗
系
統
の
壁
画
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
威
徳
王
陵
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
示

唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
威
徳
王
は
五
八
八
年
に
飛
鳥
寺
建
立
の
際
に
僧
侶
と
技
術
工
人
を
派
遣
し
た
張
本
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
飛
鳥
寺
三
金

堂
の
源
流
を
論
ず
る
う
え
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
た
め
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
威
徳
王
は
五
六
七
年
を
起
点
に
北
朝
の
国
家
と
の
交
渉
を
再
開
す
る
な
ど
王
権

強
化
の
作
業
を
本
格
化
さ
せ
た(

本
稿
の
第
三
章
第
三
節
参
照)

。
と
こ
ろ
が
、
陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
の
構
造
や
出
土
遺
物
に
高
句
麗
文
化
の
要
素
が
混
じ
っ
て

い
る
こ
と
を
見
る
と
、
北
朝
の
み
な
ら
ず
高
句
麗
と
の
交
渉
も
活
発
に
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
威
徳
王
代
の
後
半
は
南
朝
中
心
の
外
交
か
ら
離
れ
、
北
朝

と
高
句
麗
系
統
の
文
化
が
互
い
に
融
合
さ
れ
る
多
様
な
文
化
の
溶
鉱
炉
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

(

二)
  

百
済
寺
院
の
新
要
素
と
出
現
背
景 
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一
）
六
世
紀
中
後
半
の
百
済
寺
院
に
み
え
る
新
要
素 

百
済
の
本
格
的
な
寺
院
の
造
営
は
公
州
の
大
通
寺
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
遺
構
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
泗
沘
期
の
扶
余
と
益
山
地
域
の
伽
藍
を
中
心

に
そ
の
配
置
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
中
で
最
も
古
い
段
階
で
建
立
さ
れ
る
の
が
定
林
寺
で
あ
る
。
本
稿
の
第
二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
定
林
寺
は
泗
沘

遷
都
以
降
、
特
に
五
四
一
年
の
梁
武
帝
に
よ
る
工
匠
・
画
師
の
派
遣
以
降
に
完
成
し
た
寺
刹
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
は
定
林
寺

を
原
型
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
百
済
の
寺
院
は
南
門
が
な
い
状
態
で
中
門
一
塔
一
金
堂
が
一
直
線
上
に
配
置
さ
れ
、
こ
れ
を
回
廊
が
取
り
囲
む

型
式
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
講
堂
と
回
廊
の
連
結
方
式
が
東
・
西
回
廊
址
の
北
端
の
付
属
建
物
址(

以
下
、
東
堂
と
西
堂
と
す
る)

、
講
堂
址
の
左
右
の
別
途
建

物
址
へ
連
結
す
る
方
式
を
と
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
他
に
東
西
回
廊
と
南
回
廊
は
Ｌ
字
型
に
直
接
繋
が
る
の
で
は
な
く
断
絶
し
て
お
り
、
南
回
廊
が
東
西
回

廊
よ
り
も
長
く
突
出
し
て
い
る(

本
稿
の
第
四
章
第
一
節
参
照)

。 

近
年
、
王
興
寺
址
の
発
掘
の
結
果
、
東
西
回
廊
址
の
北
端
の
東
堂
と
西
堂
を
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
の
源
流
と
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
注
目
さ
れ
て
い
る
３
６

。
そ

れ
ま
で
の
高
句
麗
起
源
説
に
従
わ
ず
、
百
済
か
ら
そ
の
源
流
を
求
め
よ
う
と
し
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
研
究
史
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

陵
山
里
寺
址
の
建
物
配
置
や
出
土
遺
物
、
弥
勒
寺
址
の
伽
藍
配
置
と
建
物
の
機
能
、
日
本
の
古
代
寺
院
の
三
面
僧
房
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
金
堂
よ
り
格
が
低

い
が
公
的
な
性
格
の
強
い
僧
房
の
よ
う
な
も
の
と
み
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う(

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
お
よ
び
第
三
章
第
一
節)

。
百
済
の
寺
院
に
見
ら
れ
る
東
堂

と
西
堂
は
、
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
の
段
階
を
経
て
、
帝
釈
寺
址
と
弥
勒
寺
址
の
段
階
ま
で
そ
の
伝
統
が
継
続
し
て
い
る(

本
稿

の
第
四
章
第
一
節
参
照)

。
こ
の
建
物
は
弥
勒
寺
址
で
は
図
六-

一
〇
の
よ
う
に
講
堂
址
南
側
の
僧
房
址
と
し
て
あ
る
た
め
、
そ
の
前
段
階
の
建
物
址
も
同
じ
性
格

の
建
物
と
み
て
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
王
興
寺
址
の
場
合
、
東
堂
と
西
堂
の
外
郭
か
ら
別
途
の
建
物
址
が
確
認
さ
れ
て
お
り
注
目
を
集
め
た(

図
六-

八
の
一)

。
こ
の
建
物
址
は
ま
だ
全

面
発
掘
が
完
了
し
て
い
な
い
た
め
正
確
な
規
模
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
・
西
回
廊
址
北
端
の
東
堂
と
西
堂
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
六
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
、
東
側

と
西
側
か
ら
対
称
を
な
し
て
発
見
さ
れ
た
３
７

。
そ
の
中
で
西
側
外
郭
の
建
物
址
は
基
壇
が
比
較
的
よ
く
残
っ
て
お
り
、
割
石
を
平
積
し
た
石
築
基
壇
と
、
そ
の

外
郭
に
小
形
石
材
と
平
瓦
片
を
多
量
に
敷
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た(

図
六-

八
の
二)

３
８

。
こ
の
建
物
址
は
東
西
三
二
・
四
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三
四
・
八
メ
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ー
ト
ル
の
長
方
形
を
呈
し
、
西
側
基
壇
は
別
途
に
作
ら
れ
て
お
ら
ず
、
寺
域
西
側
の
境
界
と
な
る
南
北
築
台
ま
で
連
結
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
建
物
址

の
内
部
は
、
耕
作
と
洪
水
な
ど
に
よ
っ
て
削
土
さ
れ
た
り
撹
乱
に
よ
っ
て
正
確
な
状
況
を
把
握
し
が
た
い
。
し
か
し
、
建
物
址
南
側
一
帯
か
ら
礎
石
五
個
、
石
列

六
基
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
側
と
南
側
、
北
側
か
ら
確
認
さ
れ
た
三
二
・
四
メ
ー
ト
ル
、
三
四
・
八
メ
ー
ト
ル
の
基
壇
石
列
は
、
ひ
と
つ
の
建
物

を
構
成
す
る
建
物
基
壇
と
み
な
し
が
た
く
、
複
数
の
建
物
址
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
ひ
と
つ
の
院
を
構
成
す
る
基
壇
と
し
て
の
性
格
を
有
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

一
方
、
東
側
外
郭
の
建
物
址
は
遺
構
上
面
が
大
部
分
削
平
さ
れ
て
お
り
、
基
壇
土
が
確
認
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。
本
格
的
に
調
査
さ
れ
て
い
な
い
が
、
西
側
外
郭

建
物
址
と
対
称
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
院
を
な
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
廊
外
郭
の
東
・
西
建
物
址
は
、
現

在
ま
で
南
北
方
向
の
建
物
基
壇
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
程
度
で
あ
る
が(

以
下
、
東
・
西
外
郭
建
物
址
と
呼
ぶ)

、
百
済
寺
院
で
は
そ
れ
ま
で

見
ら
れ
な
か
っ
た
新
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

王
興
寺
址
の
一
一
次
調
査
で
は
、
寺
域
の
西
側
の
境
界
と
み
ら
れ
る
築
台
が
確
認
さ
れ
た(

本
稿
の
第
四
章
第
一
節
参
照)

３
９

。
王
興
寺
址
が
位
置
す
る
旧
地

形
は
北
側
と
東
側
が
高
く
、
南
側
と
西
側
が
低
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
南
側
と
西
側
が
台
地
造
成
の
た
め
に
盛
土
さ
れ
、
南
側
と
西
側
の
境
界
部
に
は
大
き
な
割
石

を
利
用
し
て
築
台
を
築
い
た
。
一
一
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た
寺
域
西
側
の
境
界
の
築
台
は
伽
藍
中
枢
部
か
ら
西
に
約
七
六
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
。
一
方
、
伽
藍

中
心
部
か
ら
約
六
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
か
ら
も
南
北
方
向
の
石
築
施
設
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
幅
が
約
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
施
設
は
中
央
の
進
入

路(

南
北
石
築
、
幅
一
二
・
八
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
約
六
二
メ
ー
ト
ル)
と
類
似
し
た
形
態
で
あ
る
た
め
寺
刹
に
出
入
り
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
進
入
路
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。
王
興
寺
址
の
発
掘
団
は
、
百
済
の
寺
院
が
対
称
構
造
を
な
し
て
い
る
た
め
東
側
一
帯
に
も
こ
う
し
た
施
設
が
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。 

現
在
ま
で
の
発
掘
調
査
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の
が
図
六-

八
の
一
の
王
興
寺
址
伽
藍
配
置
推
定
図
で
あ
る
。
王
興
寺
址
は
木
塔
と
金
堂
、
講
堂
が
南
北
の
中

心
軸
線
に
配
置
さ
れ
、
回
廊
址
北
端
に
長
さ
四
十
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
十
三
メ
ー
ト
ル
前
後
の
東
堂
と
西
堂
が
位
置
し
、
講
堂
址
の
東
西
側
に
別
途
建
物
址
が
配
置

さ
れ
た
典
型
的
な
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伽
藍
中
心
部
の
外
郭
か
ら
ひ
と
つ
の
院
と
い
え
る
別
途
の
建
物
址
群
、
つ
ま
り
東
・
西
外
郭

建
物
址
が
対
称
を
な
し
て
配
置
さ
れ
る
と
い
う
新
た
な
変
化
も
共
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
建
物
址
の
正
確
な
構
造
や
性
格
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、

配
置
を
見
る
と
回
廊
内
側
の
建
物
よ
り
低
い
が
、
東
西
の
境
界
の
築
台
の
内
側
に
独
立
で
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
位
相
を
無
視
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
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い
え
る
だ
ろ
う
。 

王
興
寺
址
の
こ
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
は
、
そ
の
前
段
階
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
軍
守
里
寺
址
の
伽
藍
配
置
と
相
通
ず
る
点
が
あ
る (

図
六-

九
の
一)

。

軍
守
里
寺
址
は
一
九
三
五
～
三
六
年
と
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
七
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
が
、
伽
藍
配
置
に
関
連
し
て
は
最
近
の
再
調
査

で
も
既
存
の
調
査
内
容
と
異
な
る
新
た
な
事
実
は
追
加
さ
れ
な
か
っ
た
。
特
に
東
方
基
壇
が
金
堂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
再
調
査
さ
れ

た
が
、
耕
作
に
よ
っ
て
削
平
さ
れ
た
た
め
、
建
物
の
基
壇
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
４
０

。
し
か
し
、
軍
守
里
寺
址
の
東
側
の
外
郭
に
金
堂
址
と
並
行
し
て
配
置
さ

れ
た
東
方
基
壇
の
建
物
址
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
の
発
掘
調
査
報
告
書
に
は
東
方
基
壇
の
建
物
址
の
瓦
積
基
壇
と
礎
石
群
の
写
真
が
よ
く
残
っ

て
い
る
た
め
で
あ
る
４
１

。 

し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
王
興
寺
址
を
は
じ
め
と
し
た
最
近
の
百
済
寺
院
に
対
す
る
発
掘
調
査
を
基
に
図
六-

九
の
二
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
の
復
元
図
を
作
成
し

た
。
既
存
の
図
と
異
な
っ
て
い
る
部
分
は
二
点
あ
る
。
一
つ
目
は
、
西
回
廊
址
の
北
端
に
西
堂
が
あ
っ
た
こ
と
が
図
六-

九
の
一
で
確
認
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
東

側
に
も
東
堂
が
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。
東
堂
と
西
堂
の
建
物
の
規
模
は
東
回
廊
址
の
内
側
の
石
列
が
講
堂
址
の
東
側
の
東
北
基
壇
の
付
近
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
４
２

、
陵
山
里
寺
址
の
東
堂
・
西
堂
を
参
考
に
し
、
三
間
か
ら
な
る
建
物
と
推
定
し
た
。
二
つ
目
は
、
東
回
廊
址
の
外
郭
に
金
堂
址
と
平
行
に
配
置
さ

れ
た
東
方
基
壇
の
建
物
址
を
参
考
と
し
、
西
側
に
も
同
じ
大
き
さ
の
建
物
を
復
元
し
た
。
図
六-

九
の
一
の
石
田
茂
作
が
西
方
基
壇
と
命
名
し
た
建
物
址
は
東
方

基
壇
の
建
物
址
と
大
き
さ
や
位
置
が
異
な
り
、
左
右
対
称
を
な
し
て
い
な
い
た
め
、
い
わ
ゆ
る
付
属
建
物
址
の
一
つ
で
あ
る
西
堂
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

図
六-

八
の
一
の
王
興
寺
址
の
伽
藍
配
置
を
参
考
に
し
、
東
方
基
壇
に
対
称
さ
れ
る
建
物
が
西
側
に
も
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。
以
上
の
推
定
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、

図
六-

八
の
一
と
図
六-

九
の
二
か
ら
百
済
の
寺
院
に
は
回
廊
址
の
北
端
の
東
堂
と
西
堂
を
境
界
と
し
、
そ
の
外
郭
に
も
う
一
つ
の
建
物
が
分
布
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
王
興
寺
址
の
場
合
、
今
後
も
継
続
し
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
た
め
、
建
物
の
規
模
や
基
壇
型
式
、
さ
ら
に
建
物
址
の
性
格
が
よ
り
明
確
に

な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
４
３

。 

そ
れ
で
は
、
二
つ
の
寺
院
の
回
廊
外
郭
で
確
認
さ
れ
た
東
・
西
外
郭
建
物
址
は
い
か
な
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
の
が
弥
勒
寺
址
の
伽
藍
配
置
で
あ
る(

図
六-

一
〇)

。
弥
勒
寺
址
の
伽
藍
配
置
は
三
院
並
列
式
と
い
う
極
め
て
独
特
な
型
式
を
呈
す
る
が
、
定
林
寺
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式
伽
藍
配
置
と
い
う
百
済
寺
院
の
伝
統
の
中
で
創
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る(

本
稿
の
第
四
章
第
一
節
参
照)

。
弥
勒
寺
址
中
院
の
場
合
、
中
門-

木

塔-
金
堂-

講
堂
と
い
う
泗
沘
時
期
の
典
型
的
な
伽
藍
配
置
を
な
し
な
が
ら
、
講
堂
が
な
く
中
門-

石
塔-

金
堂
の
み
で
構
成
さ
れ
た
西
院
と
東
院
が
追
加
的
に
建
設

さ
れ
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
た
め
で
あ
る(

本
稿
の
第
四
章
第
一
節)

。
つ
ま
り
、
中
院
を
中
心
に
し
て
回
廊
を
境
界
に
東
・
西
院
が
東
西
に
平
行
す
る
よ
う
に
配

置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
六-

八
の
一
と
図
六-

九
の
二
、
図
六-

一
〇
を
比
較
す
る
と
、
図
六-

一
〇
の
講
堂
南
側
の
東
西
に
配
置
さ
れ
た
僧

房
址
は
扶
余
定
林
寺
址
で
確
認
さ
れ
た
図
六-

八
の
一
と
図
六-

九
の
二
の
東
・
西
回
廊
北
端
の
付
属
建
物
址(

東
堂
・
西
堂)

が
変
形
し
た
可
能
性
が
あ
る
４
４

。

そ
れ
ゆ
え
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
の
回
廊
址
外
側
の
東
・
西
外
郭
建
物
址
は
そ
の
性
格
や
機
能
が
弥
勒
寺
址
の
東
・
西
院
と
一
定
の
関
連
を
持
つ
の
で
は
な
い

か
と
推
定
で
き
る
。 

二
つ
の
寺
院
の
東
・
西
外
郭
建
物
址
は
、
配
置
様
相
や
残
存
基
壇
の
型
式
か
ら
み
る
と
、
中
央
の
金
堂
址
よ
り
格
が
低
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

し
、
独
立
し
た
領
域
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
つ
つ
単
独
で
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
単
純
に
僧
侶
が
寝
食
す
る
た
め
の
居
住
空
間
で
あ
る
と
判
断
し

難
い
。
そ
の
中
で
軍
守
里
寺
址
の
東
側
外
郭
建
物
址
は
、
そ
の
配
置
に
お
い
て
飛
鳥
寺
の
東
金
堂
と
の
類
似
点
が
み
ら
れ
る
が
、
東
回
廊
と
い
わ
ゆ
る
東
堂
建
物

に
区
分
さ
れ
、
そ
の
外
郭
に
配
置
さ
れ
た
点
で
違
い
が
あ
る
。
王
興
寺
址
の
東
西
外
郭
建
物
址
の
場
合
、
法
隆
寺
西
院
伽
藍
の
東
室
・
西
室
と
類
似
す
る
配
置
を

と
っ
て
い
る
が
、
大
規
模
な
築
台
を
築
い
て
独
立
空
間
を
形
成
し
て
い
る
４
５

。
東
西
外
郭
建
物
址
の
名
称
や
性
格
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
文
献
記
錄
を
通
し
た

詳
細
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
が
、
寺
院
全
体
の
空
間
的
な
配
置
か
ら
み
る
と
、
座
禅
・
瞑
想
の
場
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
た
禅
堂
や
、
寺
院
の
事
務
や
行
政
を
執

り
行
っ
た｢

別
院｣

ま
た
は｢

僧
院｣

の
よ
う
な
も
の
と
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
４
６

。
。 

た
だ
し
、
軍
守
里
寺
址
の
東
外
郭
建
物
址
は
そ
の
遺
構
が
全
く
分
か
ら
な
い
状
況
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
な
る
推
定
が
難
し
く
、
王
興
寺
址
の
西
外
郭
建
物
址
の

場
合
も
、
現
在
、
発
掘
調
査
が
進
行
中
で
あ
り
、
遺
構
の
状
況
が
明
確
で
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
推
論
は
困
難
で
あ
り
、
他
日
を
期
す
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、

日
本
の
飛
鳥
寺
が
創
建
さ
れ
る
以
前
、
百
済
寺
院
で
は
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
が
造
営
さ
れ
た
六
世
紀
中
後
半
段
階
に
既
存
の
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
一
定
の

変
化
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
「
僧
院
」
や
「
別
院
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
初
歩
的
な
形
態
の
多
院
式
寺
院
の
形
態
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。 
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二) 
百
済
寺
院
に
み
え
る
新
要
素
の
出
現
背
景 

六
世
紀
中
後
半
の
扶
余
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
で
新
要
素
が
出
現
す
る
背
景
に
つ
い
て
よ
り
広
い
視
野
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
中
国
北
方
の
寺
院
は
北
朝

時
代
の
前
塔
後
殿
の
単
院
式
か
ら
隋
唐
代
に
は
多
院
落
多
仏
殿
の
多
院
式
へ
と
変
化
し
、
こ
れ
は
隋
唐
代
に
至
っ
て
北
方
仏
教
の
宗
派
が
分
立
し
、
崇
拝
対
象
が

多
元
化
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
４
７

。
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
た
隋
唐
代
の
寺
院
址
と
し
て
は
、
長
安
の
青
龍
寺
や
西
明
寺
が
代
表
的
で
あ
る
。

青
龍
寺
の
場
合
、
東
西
に
連
接
す
る
二
か
所
の
院
落
遺
跡
が
確
認
さ
れ
た
が
、
西
院
か
ら
は
中
門
と
仏
塔
、
仏
殿
、
回
廊
、
配
房
が
、
東
院
か
ら
は
仏
殿
と
墻
址
、

北
門
址
な
ど
が
確
認
さ
れ
た(
図
六-

十
一
の
一)

。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
青
龍
寺
址
が
多
院
式
伽
藍
配
置
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
４
８

。
六
五
六
年
に
創
建

さ
れ
た
西
明
寺
の
場
合
、
部
分
的
な
調
査
に
お
い
て
大
形
院
落(

主
院)

一
ヶ
所
と
こ
れ
に
付
属
す
る
二
か
所
の
小
形
院
落(

南
東
院
と
南
西
院)

が
確
認
さ
れ
た

(

図
六-

十
一-

二)

。
図
六-

十
一
は
全
体
伽
藍
の
一
／
一
五
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
文
献
記
録
の
「
大
殿
十
三
所
」
や
「
凡
有
十
院
」
の
一
部
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
４
９

。 

敦
煙
莫
高
窟
の
壁
画
は
建
物
配
置
の
多
様
な
型
式
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
中
の
第
二
三
一
窟
や
第
一
四
八
窟
の
横
列
三
院
式
の
配
置
に
注
目
し
た
い
５
０

。
第

二
三
一
窟
の
場
合
、
三
つ
の
院
が
連
結
さ
れ
ず
に
独
立
し
て
い
る
が
、
中
央
が
よ
り
大
き
く
、
東
西
側
が
小
さ
く
中
央
に
向
く
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る(

図
六-

十
二-

一)

。
第
一
四
八
窟
で
は
三
つ
の
院
が
互
い
に
連
結
さ
れ
て
お
り
、
中
央
が
よ
り
大
き
く
、
東
西
側
が
小
さ
い
。
東
西
側
の
建
物
を
取
り
囲
ん
で
い
る
回
廊

は
中
央
の
回
廊
よ
り
小
さ
く
、
中
央
と
は
二
層
楼
閣
の
門
を
つ
く
っ
て
通
れ
る
よ
う
に
し
た(

図
六-

十
二
の
二)

。
こ
れ
ら
の
石
窟
の
開
鑿
年
代
は
盛
唐
か
ら
晩

唐
で
あ
る
た
め
、
百
済
寺
院
と
直
接
比
較
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
北
魏
末
期
か
ら
隋
代
に
か
け
て
開
鑿
さ
れ
た
麦
積
山
石
窟
で
は
一
つ
の
壁
に
い
く
つ
か
の
龕
室
を
配
置
す
る
一
列
三
龕
の
石
窟
が
確
認
さ
れ
る
。
こ

れ
を
参
考
に
す
る
と
、
図
六-

十
二
の
壁
画
も
六
世
紀
代
の
多
院
式
寺
院
の
形
態
を
み
せ
て
い
る
と
い
っ
て
も
無
理
は
な
い
。
図
六-

十
三
の
麦
積
山
石
窟
に
お
け

る
北
魏
後
期
の
第
二
八
窟
と
第
三
〇
窟
お
よ
び
隋
代
の
第
五
窟
の
一
列
三
窟
石
窟
の
場
合
、
皇
龍
寺
址
重
建
伽
藍
の
三
金
堂
や
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
と
類
似
す
る
形

態
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 



 

 

 

 

314 

一
方
、
図
六-

一
二
・
一
三
の
よ
う
に
中
心
殿
閣
の
両
側
に
付
属
建
物
を
置
く
型
式
は
、
当
時
の
宮
殿
建
築
か
ら
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

北
魏
の
洛
陽
永
寧
寺
に
お
け
る
仏
殿
の
形
態
が
太
極
殿
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
記
録
は
有
名
で
あ
る
５
１

。
と
こ
ろ
で
、
太
極
殿
と
い
う
名
称
が
初
め
て
使
わ
れ

る
曹
魏
洛
陽
城
以
来
、
隋
唐
代
以
前
ま
で
中
国
の
王
宮
で
は
太
極
殿
の
東
西
側
に
東
堂
と
西
堂
が
共
に
建
立
さ
れ
て
い
た
５
２

。
こ
の
時
の
東
西
堂
の
機
能
に
つ

い
て
、
東
堂
は
朝
見
・
請
政
の
場
、
西
堂
は
皇
帝
の
居
住
の
場
と
し
て
太
極
殿
よ
り
若
干
格
が
低
か
っ
た
５
３

。
南
朝
建
康
城
の
場
合
、
太
極
殿
が
十
二
間
、
東

西
二
堂
は
七
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
太
極
殿
・
東
西
二
堂
型
式
は
漢
化
政
策
を
推
進
し
た
北
魏
の
孝
文
帝
が
建
設
し
た
洛
陽
城
で
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
百
済
の
三
金
堂
で
も
皇
龍
寺
址
重
建
伽
藍
に
見
ら
れ
る
仏
殿
と
そ
の
東
西
建
物
の
配
置
は
、
中
国
の
宮
殿
建
築
に
起
源
し
、
石
窟
寺
院
や
仏
教
寺

院
に
影
響
を
与
え
た
も
の
が
、
再
度
影
響
を
与
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
５
４

。 

文
献
記
録
に
見
ら
れ
る
最
も
古
い
時
期
の
多
院
式
寺
院
は
五
二
〇
年
に
梁
武
帝
が
父
の
た
め
に
鍾
山
に
建
立
し
た
大
愛
敬
寺
で
「
中
院
か
ら
大
門
ま
で
の
距
離

は
七
里
に
い
た
り
、
廊
廡
が
互
い
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
軒
が
互
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
傍
ら
に
は
三
六
院
を
置
い
た
が
、
す
べ
て
池
と
高
台
を
置
き
、

周
囲
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
た
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
５
５

。
本
史
料
の
旁
院
は
別
院
を
い
い
、
主
院
で
あ
る
中
院
の
傍
ら
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
５
６

。

大
愛
敬
寺
の
三
六
院
が
具
体
的
に
い
か
な
る
様
子
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
隋
唐
代
に
盛
行
し
た
多
院
式
伽
藍
配
置
が
南
朝
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
重
要
な
史
料
と
い
え
よ
う
５
７

。 

近
年
、
東
魏
・
北
斉
の
鄴
南
城
の
趙
彭
城
廃
寺
址
か
ら
木
塔
址
と
南
西
側
の
院
落
お
よ
び
寺
院
の
周
囲
を
囲
ん
で
い
た
堀
が
発
掘
さ
れ
た(

図
六-

十
四)

５
８

。

寺
院
の
外
郭
を
取
り
囲
む
堀
は
正
方
形
に
近
い
が
、
東
西
側
が
四
五
〇
余
メ
ー
ト
ル
、
南
北
側
が
四
三
〇
余
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
深
さ
が
約
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
が

五
～
六
メ
ー
ト
ル
で
、
四
方
の
中
央
に
通
路
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
方
形
の
木
塔
は
寺
院
の
中
心
部
か
ら
南
側
寄
り
に
位
置
し
て
お
り
、
舎
利
荘
厳
具
を
埋
め
た

塼
函
も
発
見
さ
れ
た
。
中
央
の
塔
址
の
北
側
か
ら
は
仏
殿
址
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
南
東
側
と
南
西
側
の
二
か
所
か
ら
院
落
が
発
見
さ
れ
た
。
南
西
側
の
院

落
は
四
方
を
廊
方
式
の
建
物
が
取
り
囲
む
閉
鎖
形
の
院
落
で
あ
る
が
、
一
辺
が
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
内
部
か
ら
は
東
西
三
八
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
〇
メ
ー
ト
ル

の
規
模
の
仏
殿
址
が
確
認
さ
れ
た
。
南
東
側
か
ら
も
こ
れ
と
対
称
と
な
る
院
落
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
形
態
や
規
模
、
配
置
な
ど
が
同
一
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
た
。
一
方
、
中
央
の
塔
址
の
東
西
側
か
ら
幅
八
メ
ー
ト
ル
程
度
の
南
北
方
向
の
建
物
址
が
発
見
さ
れ
た
が
、
夯
土
層
が
非
常
に
狭
く
て
薄
い
と
い
う
。 
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図
六-

十
四
の
趙
彭
城
廃
寺
址
の
伽
藍
配
置
図
は
こ
れ
ま
で
中
国
で
確
認
さ
れ
た
最
も
古
い
時
期
の
多
院
式
の
寺
院
で
あ
り
、
六
世
紀
中
半
の
段
階
に
北
朝
地

域
で
も
こ
の
よ
う
な
型
式
の
寺
院
が
出
現
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
型
式
の
出
現
は
文
献
記
録
に
見
ら
れ
る
南
朝
の
多
院
式
の
寺

院
と
も
関
連
し
て
お
り
、
中
国
の
春
秋
時
代
の
宗
廟
遺
跡
や
伝
統
的
な
住
宅
で
あ
る
四
合
院
に
そ
の
原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
５
９

。
ま
だ
発
掘
が

進
行
中
で
あ
る
た
め
、
即
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
図
六-

十
二
の
一
の
敦
煌
莫
高
窟
第
二
三
一
窟
に
描
か
れ
た
仏
教
寺
院
と
類
似
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

興
味
深
い
こ
と
に
趙
彭
城
廃
寺
址
を
示
し
た
図
六-

十
四
を
見
る
と
図
六-

八
の
一
、
図
六-

九
の
二
、
図
六-

一
〇
の
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
と
類
似
し
て
い
る

部
分
が
あ
る
。
中
央
の
塔
の
東
西
側
に
回
廊
と
み
ら
れ
る
建
物
が
南
北
に
長
く
配
置
さ
れ
、
東
南
院
落
と
西
南
院
落
を
区
分
す
る
よ
う
な
形
態
は
、
軍
守
里
寺
址

や
王
興
寺
址
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
東
堂
・
西
堂
に
よ
っ
て
伽
藍
中
枢
部
と
外
郭
を
区
分
し
、
そ
の
外
郭
に
建
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
型
式
と
類
似
し
て
い
る
。
ま

た
、
寺
域
の
外
郭
に
堀
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
こ
と
も
陵
山
里
寺
址
や
王
興
寺
址
、
弥
勒
寺
址
な
ど
で
も
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
六
世
紀
中
後
半
の
軍
守
里
寺

址
と
王
興
寺
址
に
お
い
て
東
堂
・
西
堂
や
東
西
回
廊
の
外
郭
に
新
た
な
性
格
の
建
物
が
建
立
さ
れ
た
背
景
に
は
、
中
国
南
北
朝
時
代
か
ら
隋
唐
代
に
流
行
し
た
多

院
式
寺
院
が
一
定
の
影
響
を
与
え
、
そ
れ
以
前
の
段
階
の
宮
闕
建
築
と
も
一
定
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。 

威
徳
王
は
五
六
七
年
よ
り
南
朝
一
辺
倒
か
ら
北
斉
・
北
周
な
ど
北
朝
国
家
と
も
交
流
を
再
開
す
る
。
扶
余
の
陵
山
里
・
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
・
王
興
寺
址

な
ど
で
出
土
す
る
北
斉
の
上
平
五
銖
銭
は
そ
の
具
体
的
な
証
拠
で
あ
る
。
王
興
寺
址
の
舎
利
を
奉
安
し
た
心
礎
石
の
舎
利
孔
の
蓋
が
、
河
北
省
定
県
の
華
塔
址
出

土
の
盝
頂
形
方
形
函
と
同
一
で
あ
り
、
宝
珠
形
の
把
手
が
つ
い
た
円
筒
形
の
銅
盒
子
は
六
〇
六
年
の
年
代
を
持
つ
隋
代
の
河
北
省
定
県
出
土
の
銅
盒
子
に
類
似
し

て
い
る
こ
と
や
益
山
の
王
宮
里
の
平
面
形
態
が
鄴
南
城
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
推
定
な
ど
は
こ
う
し
た
趨
勢
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
６
０

。
た
だ
、
文
献
記
録
を

み
る
と
、
南
朝
の
建
康
で
多
院
式
寺
院
が
先
に
出
現
し
た
と
み
ら
れ
る
た
め
、
南
朝
か
ら
直
接
輸
入
さ
れ
た
可
能
性
も
残
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伝
播
ル

ー
ト
に
つ
い
て
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

百
済
に
お
け
る
南
朝
の
仏
教
寺
院
の
影
響
は
熊
津
期
以
降
、
特
に
五
四
一
年
に
工
匠
・
画
師
が
派
遣
さ
れ
て
百
済
で
活
動
し
て
以
後
持
続
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
六
世
紀
中
後
半
に
あ
ら
わ
れ
た
変
化
の
原
因
も
、
新
た
な
外
交
関
係
が
形
成
さ
れ
た
北
朝
や
他
の
国
家(

特
に
高
句
麗)

、
そ
し
て
梁
に
代
わ

る
陳
と
の
関
係
に
求
め
る
方
が
説
得
力
が
あ
る
。
こ
の
時
に
新
た
に
見
ら
れ
は
じ
め
る
文
化
要
素
を
南
朝
や
北
朝
の
ど
ち
ら
か
一
つ
で
あ
る
と
断
定
し
難
い
。
そ



 

 

 

 

316 

れ
は
中
国
南
北
朝
相
互
間
に
も
文
化
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
特
定
国
家
の
影
響
と
言
い
が
た
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
新
た
に
登
場
す
る
文
化
要
素
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
百
済
に
あ
っ
た
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
基
本
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
百
済
内
部
で
の
選
択
的
な
受
容
や
変
容
が

あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
方
、
百
済
の
寺
院
か
ら
は
高
句
麗
寺
院
の
影
響
も
継
続
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
先
述
し
た
二
重
基
壇
の
下
成
礎
石
や
一
棟
二
室
建
物
址
以
外
に
も
講
堂
址
の

左
右
側
の
別
途
建
物
址
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
建
物
址
は
、
陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
図
六-

五
の
二
の
よ
う
に
非
対
称
的
な
形
態
を
呈
し
て
い
る
が
、
軍
守
里
寺

址
や
王
興
寺
址
の
段
階(
図
六-

八
の
一
お
よ
び
図
六
―
九
の
二
参
照)

に
な
る
と
対
称
を
な
す
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
建
物
址
が
高
句
麗
の
清

岩
里
廃
寺
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
清
岩
里
廃
寺
の
建
物
配
置
図
は
『
古
蹟
調
査
報
告
書
』
に
掲
載
さ
れ
た
図
六-

十
五
の
一
が
主
に
利
用
さ
れ
た

６
１

。
し
か
し
、
二
次
調
査
を
主
導
し
た
米
田
美
代
治
が
作
成
し
た
図
と
両
者
を
あ
わ
せ
て
補
完
し
た
小
泉
顕
夫
の
再
作
成
図
な
ど
の
三
種
類
が
あ
る
６
２

。
図
六-

十
五
と
他
の
図
と
の
大
き
な
違
い
は
中
央
の
金
堂
址
後
ろ
の
建
物
址
群
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
図
六-

十
五
の
一
が
昭
和
十
三
年(

一
九
三
八)

の
調
査
内
容

に
対
す
る
報
告
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
北
側
一
帯
を
調
査
し
た
昭
和
十
四
年(

一
九
三
九)

の
内
容
が
漏
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。 

一
九
三
九
年
の
米
田
美
代
治
の
調
査
は
一
次
調
査
で
見
つ
か
っ
た
敷
塼
殿
址
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
帯
か
ら
三
か
所
の
建

物
の
基
壇
址
を
検
出
し
、
北
側
か
ら
も
一
基
の
建
物
址
の
痕
跡
を
見
つ
け
た
が
、
新
設
の
墳
墓
に
よ
っ
て
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
６
３

。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
建
物
址
は
敷
塼
殿
址
と
報
告
さ
れ
た
地
域
か
ら
高
麗
時
代
の
瓦
片
と
鉄
器
類
が
出
土
し
、
塼
を
敷
い
た
形
式
や
礎
石
の
形
態
が
高
麗
時
代
の
特
徴
を
見
せ
て
い

る
と
し
て
後
代
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
八
角
建
物
址
や
中
央
の
金
堂
址
な
ど
か
ら
も
高
麗
時
代
の
瓦
片
が
多
量
に
発
見
さ
れ
、
定
陵
寺
址
か
ら

も
敷
塼(

九
号
と
一
〇
号)

建
物
址
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
の
み
で
こ
の
建
物
址
が
後
代
の
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
建
物
址
群
は
百
済

や
新
羅
の
寺
院
の
伽
藍
配
置
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
講
堂
址
と
そ
の
東
西
側
の
別
途
建
物
址
お
よ
び
北
側
の
僧
房
址
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

高
句
麗
寺
院
で
は
非
常
に
古
い
段
階
か
ら
講
堂
址
の
左
右
側
に
別
途
建
物
を
造
営
し
た
の
で
あ
る
。 

平
壌
の
定
陵
寺
址
か
ら
は
講
堂
址
と
推
定
さ
れ
る
八
号
建
物
址
の
北
側
で
の
み
別
途
建
物
址(

九
号)

が
確
認
さ
れ
た(

図
六-

十
六)

。
定
陵
寺
址
の
場
合
、Ⅰ

区
域
の
八
角
建
物
址(

一
号)

と
六
号
建
物
址(

金
堂)

と
の
問
お
よ
び
そ
の
北
側
に
東
西
回
廊
が
通
っ
て
い
る
こ
と
や
、
八
角
建
物
址
と
中
央
の
金
堂
址(

六
号)

が
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中
門
を
通
る
南
北
の
中
軸
線
か
ら
東
側
に
寄
っ
て
配
置
さ
れ
た
点
、
東
西
金
堂
址(

二
・
三
号)

の
規
模
が
異
な
っ
て
い
る
点
な
ど
、
い
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い

問
題
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
号
建
物
址
の
西
側
か
ら
別
途
建
物
址
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
一
〇
号
建
物
の
よ
う
に
ま
っ
た

く
異
な
る
形
態
に
変
形
さ
れ
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
陵
山
里
寺
址
な
ど
の
百
済
の
寺
院
に
お
い
て
別
途
建
物
址
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
清

岩
里
廃
寺
な
ど
高
句
麗
寺
院
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
非
対
称
的
な
要
素
ま
た
は
定
陵
寺
址
と
の
関
連
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

こ
こ
で
定
陵
寺
址
に
つ
い
て
さ
ら
に
注
目
し
た
い
点
は
、
南
北
の
回
廊
に
よ
っ
て
寺
域
を
五
つ
の
区
域
に
区
分
し
た
こ
と
で
あ
る
。Ⅰ

区
域
の
八
角
建
物
址

(

一
号)

と
六
号
建
物
址(
金
堂)

と
の
間
や
、
そ
の
北
側
に
あ
る
東
西
回
廊
は
創
建
当
初
の
も
の
で
は
な
く
、
後
代
に
敷
設
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、

東
西
二
二
三
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
三
二
・
八
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
広
い
面
積
を
五
個
の
区
域
に
区
分
し
た
南
北
の
回
廊
は
創
建
期
か
ら
の
も
の
と
し
な
い
理
由
は

な
い
６
４

。
こ
の
よ
う
に
回
廊
で
寺
域
を
区
分
す
る
方
式
は
先
述
し
た
東
魏
・
北
斉
時
期
の
趙
彭
城
廃
寺
址(

図
六-

十
四)

中
央
の
塔
址
の
東
西
側
か
ら
確
認
さ
れ

た
南
北
方
向
の
建
物
址
や
、
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
の
東
・
西
堂
址
お
よ
び
東
西
回
廊
址
と
酷
似
し
て
い
る(

図
六-

八
の
一
お
よ
び
図
六-

九
の
二
参
照)

。
百

済
の
寺
院
に
お
け
る
二
重
基
壇
と
下
成
礎
石
を
は
じ
め
、
一
棟
二
室
建
物
址
、
講
堂
址
左
右
の
別
途
建
物
址
の
よ
う
な
多
様
な
要
素
が
高
句
麗
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
回
廊
を
利
用
し
て
空
間
を
区
画
す
る
方
式
も
高
句
麗
の
影
響
で
あ
る
可
能
性
を
無
視
で
き
な
い
。 

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
図
六-

八
の
一
お
よ
び
図
六-
九
の
二
の
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
な
ど
、
百
済
の
寺
院
で
確
認
さ
れ
た
回
廊
の
外
郭
の
東
西
建
物
址

や
、
そ
れ
を
配
置
す
る
方
式
お
よ
び
空
間
の
区
画
方
式
は
中
国
南
北
朝
時
代
の
多
院
式
寺
院
の
影
響
と
と
も
に
高
句
麗
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
も
し
、
軍
守
里
寺
址
の
回
廊
外
郭
の
東
建
物
址
を
金
堂
址
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
で
き
る
な
ら
ば
、
百
済
で
は
高
句
麗
寺
院
に
お
け
る
品
字
形
の
三
金

堂
を
認
知
し
な
が
ら
も
北
朝
的
な
一
列
式
配
置
を
採
択
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
が
高
句
麗
系
統
の
三
金
堂

形
式
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
百
済
で
は
す
で
に
高
句
麗
の
そ
れ
を
認
知
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
た
め
で
あ
る
。
六
世
紀
中
後
半
段
階
に
百
済
で
は
飛

鳥
寺
の
三
金
堂
と
同
じ
形
式
の
伽
藍
配
置
が
直
接
具
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
百
済
の
造
寺
工
た
ち
は
す
で
に
高
句
麗
や
中
国
南
北
朝
寺
院
の
伽
藍
配

置
に
関
す
る
情
報
を
幅
広
く
認
知
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
六
世
紀
代
の
百
済
で
は
高
句
麗
の
文
化
が
幅
広
く
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
百
済
で
は
方
形
木
塔
や
東
堂
・
西
堂
と
い
っ
た
要
素
を
維
持
・
発
展
さ
せ
つ
づ
け
、
新
た
に
中
国
の
南
北
朝
や
高
句
麗
の
影
響
を
共
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に
受
容
し
た
た
め
に
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
の
よ
う
な
百
済
的
な
創
造
と
変
形
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
威
徳
王
陵
と
推
定
さ
れ
る
東

下
塚
で
高
句
麗
の
古
墳
壁
画
の
影
響
を
受
け
た
壁
画
が
製
作
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
古
墳
の
構
造
は
確
実
に
百
済
の
伝
統
的
な
古
墳
型
式
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ

と
と
脈
絡
的
に
類
似
す
る
と
い
え
よ
う
。 

さ
ら
に
、
百
済
に
お
い
て
六
世
紀
中
後
半
に
こ
う
し
た
三
金
堂
が
出
現
し
た
思
想
的
な
背
景
と
し
て
弥
勒
信
仰
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
百
済
で
は
聖
王
代

以
後
の
弥
勒
下
生
信
仰
に
基
づ
く
転
輪
聖
王
の
理
念
が
積
極
的
に
広
め
ら
れ
、
威
徳
王
代
の
五
八
四
年
に
は
日
本
に
弥
勒
仏
を
送
っ
た
こ
と
や
新
羅
の
僧
侶
で
あ

る
真
慈
が
弥
勒
に
会
う
た
め
に
熊
川(

公
州)

水
源
寺
に
入
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
な
ど
、
弥
勒
信
仰
が
幅
広
く
存
在
し
て
い
た
６
５

。
こ
の
こ
と
か
ら
百
済
で

は
そ
れ
以
前
に
も
弥
勒
信
仰
に
対
す
る
理
解
や
信
仰
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
世
紀
中
半
以
降
に
弥
勒
信
仰
が
本
格
的
に
重
視
さ
れ
た
の
は
、
玄

光
に
よ
る
慧
思
の
末
法
意
識
的
弥
勒
信
仰
の
受
容
と
関
連
し
て
い
た
と
す
る
６
６

。 

南
朝
の
陳
に
留
学
し
た
玄
光
は
南
嶽
衡
山
の
慧
思(

五
一
四
～
五
七
七)

門
下
で
法
華
三
昧
行
法
と
弥
勒
信
仰
を
学
び
五
七
〇
年
代
に
帰
国
し
た
人
物
で
あ
る
。

慧
思
は
当
時
北
朝
で
少
し
ず
つ
現
れ
て
い
た
末
法
意
識
を
受
容
し
な
が
ら
こ
れ
を
克
復
す
る
方
法
と
し
て
弥
勒
信
仰
を
強
調
し
た
６
７

。
彼
の
弥
勒
信
仰
は
玄
光

を
通
し
て
百
済
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
真
慈
が
弥
勒
に
会
う
た
め
に
公
州
に
来
た
と
い
う
記
録
も
こ
れ
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
益
山
弥
勒
寺
址

の
三
院
並
列
式
伽
藍
配
置
は
未
来
に
弥
勒
が
出
現
す
る
際
の
三
会
説
法
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
空
間
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
軍
守
里
寺
址
や
王

興
寺
址
に
お
い
て
初
歩
的
な
多
院
式
寺
院
の
形
態
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
弥
勒
信
仰
と
い
っ
た
仏
教
教
理
に
関
す
る
理
解
が
深
化
し
、
伽
藍

配
置
に
も
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
６
８

。 

 

（
三
） 

百
済
寺
院
と
飛
鳥
寺
の
三
金
堂 

六
世
紀
中
後
半
の
百
済
寺
院
で
は
定
林
寺
址
や
陵
山
里
寺
址
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
要
素
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
そ
の
後
に
新
羅
や
日

本
の
寺
院
に
も
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
飛
鳥
寺
よ
り
年
代
的
に
若
干
先
に
建
立
さ
れ
た
慶
州
皇
龍
寺
址
の
伽
藍
変
遷
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。
皇
龍
寺
址
の
発
掘
調
査
報
告
書
で
は
創
建
伽
藍(

図
六-

十
七
の
一)

が
五
七
四
年
の
丈
六
尊
像
鋳
造
を
契
機
に
し
て
、
五
八
四
年
に
は
こ
れ
を
安
置
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す
る
た
め
の
金
堂
が
造
成
さ
れ
る
と
と
も
に
重
建
伽
藍(

図
六-

十
七
の
二)

に
変
わ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
重
建
伽
藍
は
六
四
五
年
に
九
層
木
塔
が
完

成
す
る
と
と
も
に
一
段
落
し
た
。
そ
し
て
、
重
建
伽
藍
に
見
ら
れ
る
三
金
堂
型
式
は
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
て
変
形
し
た
新
羅
式
の
一
塔
三
金
堂
式
伽
藍
配
置
と

し
た
６
９

。 

と
こ
ろ
で
、
皇
龍
寺
址
の
創
建
伽
藍
と
重
建
伽
藍
は
、
軍
守
里
寺
址(

図
六-

九
の
二)

、
王
興
寺
址(

図
六-

八
の
一)

、
定
陵
寺
址(

図
六-

十
六)

な
ど
と
比
較

す
る
と
興
味
深
い
点
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
創
建
伽
藍
の
場
合
、
百
済
と
高
句
麗
寺
院
の
要
素
が
す
べ
て
確
認
で
き
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
図
六-

十
七
の
一

の
場
合
、
回
廊
が
伽
藍
の
全
体
を
区
画
す
る
点
は
定
陵
寺
址
と
似
て
い
る
が
、
北
側
と
東
西
側
に
僧
房
状
の
建
物
を
配
置
し
て
い
た
点
は
百
済
寺
院
と
類
似
し
て

い
る
と
言
え
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
皇
龍
寺
址
の
創
建
瓦
か
ら
高
句
麗
系
と
百
済
系
の
瓦
当
が
共
に
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
通
じ
る
点
で
あ

る(

図
六-

十
八
の
一
・
二
、
本
稿
の
第
五
章
第
二
節
参
照)

。
図
六-

十
七
の
二
の
重
建
伽
藍
の
場
合
、
伽
藍
を
三
区
画
し
た
回
廊
を
撤
去
し
て
中
金
堂
が
他
の
金

堂
よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
東
西
に
平
行
し
配
置
さ
れ
る
７
０

。
こ
う
し
た
三
金
堂
の
配
置
は
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
、
弥
勒
寺
址
な
ど
の
百
済
寺
院
の
配
置
と

相
通
ず
る
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
金
堂
で
あ
る
と
い
っ
て
も
高
句
麗
と
関
連
づ
け
る
必
要
は
な
い
と
い
え
よ
う
。 

重
建
伽
藍
の
中
金
堂
の
基
壇
型
式
は
二
重
基
壇
で
あ
る
が
、
下
層
は
長
大
石
、
上
層
は
架
構
式
基
壇
で
、
下
層
基
壇
と
上
層
基
壇
の
間
に
下
成
礎
石
が
存
在
す

る
。
こ
の
よ
う
な
基
壇
形
式
は
百
済
寺
院
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
図
六-

四
の
よ
う
に
下
成
礎
石
は
高
句
麗
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
定
林

寺
址
を
は
じ
め
百
済
寺
院
に
お
い
て
早
く
か
ら
採
用
さ
れ
て
お
り
、
上
層
基
壇
に
架
構
式
を
使
用
し
た
事
例
が
陵
山
里
寺
址
の
金
堂
址
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
例
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
皇
龍
寺
址
の
中
金
堂
址
の
基
壇
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
７
１

。
飛
鳥
寺
の
東
西
金
堂
址
の
二
重
基
壇
の
場
合
も
下
層

基
壇
の
長
大
石
と
下
成
礎
石
は
百
済
と
同
じ
で
あ
る
が
、
上
層
は
玉
石
積
と
な
っ
て
い
る
。
百
済
か
ら
は
い
ま
だ
こ
う
し
た
上
層
基
壇
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、

一
般
的
に
百
済
の
工
人
の
影
響
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
建
伽
藍
の
中
金
堂
の
二
重
基
壇
も
高
句
麗
の
直
接
的
な
影
響
で
は
な
く
、
百
済
を
通
し
た

影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
、
皇
龍
寺
の
重
建
伽
藍
の
東
金
堂
の
場
合
、
上
層
基
壇
が
一
枚
の
長
大
石
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事
例
は
三
国
の
中
で
新
羅
で
の
み
確
認
で
き

る
。
そ
の
た
め
、
東
金
堂
は
中
金
堂
よ
り
若
干
新
し
い
時
期
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
新
羅
で
独
自
に
変
形
し
た
基
壇
形
式
と
見
ら
れ
る
。
重
建
伽
藍
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に
使
用
さ
れ
た
図
六-

十
八
の
三
・
四
の
南
朝
系
瓦
当
は
、
無
加
工
の
丸
瓦
を
瓦
当
と
接
合
さ
せ
る
百
済
系
統
の
技
術
を
使
用
し
て
い
る
が
、
百
済
で
は
ほ
と
ん

ど
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
文
様
で
あ
る
．
こ
の
瓦
当
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
は
高
句
麗
系
と
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
は
南
朝
系
と
す
る
見
解
が
優
勢
で
あ
り
７
２

、
特

に
五
五
二
年
に
新
羅
が
漢
江
流
域
を
占
有
し
て
か
ら
高
句
麗
や
百
済
の
仲
介
を
通
さ
ず
に
直
接
陳
と
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
が
提

示
さ
れ
た(

本
稿
の
第
六
章
第
一
節
参
照)

７
３

。
こ
の
よ
う
に
皇
龍
寺
で
は
丈
六
尊
像
を
安
置
す
る
た
め
に
重
建
伽
藍
が
建
立
さ
れ
て
か
ら
は
高
句
麗
や
百
済
、

南
朝
的
な
文
化
要
素
と
と
も
に
新
羅
独
自
の
変
形
が
起
こ
っ
た
と
い
え
る
。 

こ
の
よ
う
に
五
八
四
年
か
ら
造
成
・
運
営
が
開
始
さ
れ
た
皇
龍
寺
の
重
建
伽
藍
に
は
、
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
、
弥
勒
寺
址
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
中
金
堂
を

中
心
に
し
て
東
西
に
平
行
し
て
外
郭
の
建
物
を
配
置
す
る
伽
藍
配
置
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
こ
れ
を
高
句
麗
の
影
響
と
理
解
し
て
き
た
が
、
百
済
の
影

響
や
そ
の
後
の
新
羅
的
な
変
形
と
み
る
こ
と
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
７
４

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
六
世
紀
中
後
半
の
軍
守
里
寺
址
と
五
七
七
年
の
王
興
寺

址
、
五
八
四
年
以
後
の
皇
龍
寺
址
の
重
建
伽
藍
、
五
八
八
年
以
後
の
飛
鳥
寺
に
見
ら
れ
る
三
金
堂
は
百
済
寺
院
の
築
造
術
の
対
外
伝
播
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、

一
定
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
図
六-

九
の
二
の
軍
守
里
寺
址
と
図
六-

八
の
一
の
王
興
寺
址
か
ら
東
堂
・
西
堂
と
東
西
回
廊
が
撤

去
さ
れ
、
回
廊
の
内
部
に
中
心
殿
閣
を
配
置
し
た
形
態
が
図
六-

十
七
の
二
の
皇
龍
寺
址
の
重
建
伽
藍
の
三
金
堂
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
高
句
麗
的
な
品
字

形
に
配
置
し
た
も
の
が
図
六-

十
九
の
飛
鳥
寺
三
金
堂
と
い
え
る
た
め
で
あ
る
。 

先
述
し
た
よ
う
に
扶
余
の
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
の
伽
藍
配
置
に
見
ら
れ
る
新
要
素
は
、
そ
れ
ま
で
の
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
基
に
し
、
高
句
麗
的
な
伽
藍

配
置
と
東
魏
・
北
斉
の
趙
彭
城
廃
寺
址
な
ど
の
中
国
南
北
朝
時
代
の
多
院
式
寺
院
の
影
響
を
受
け
て
出
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
さ
ら
に
皇
龍
寺

址
の
重
建
伽
藍
と
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
に
も
影
響
を
与
え
、
新
た
に
変
形
さ
れ
た
形
態
の
伽
藍
配
置
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
皇

龍
寺
址
の
場
合
、
百
済
の
み
な
ら
ず
高
句
麗
の
影
響
が
部
分
的
で
は
あ
る
が
確
認
さ
れ
る
が
、
飛
鳥
寺
の
場
合
、
百
済
以
外
に
高
句
麗
の
文
化
要
素
を
全
く
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
を
み
て
も
飛
鳥
寺
三
金
堂
は
高
句
麗
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
百
済
を
経
由
し
て
伝
え
ら

れ
た
と
見
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
。 

特
に
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
祖
形
は
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
が
直
接
的
な
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
軍
守
里
寺
址
の
場
合
、
東
外
郭
建
物
址
以
外
に
も
金
堂
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址
の
下
成
礎
石
と
木
塔
址
の
斜
道
が
飛
鳥
寺
の
も
の
と
類
似
す
る
。
年
代
的
に
約
一
〇
年
ほ
ど
し
か
差
が
な
い
王
興
寺
址
の
場
合
、
心
礎
石
の
安
置
方
式
、
舎
利

供
養
具
の
出
土
様
相
な
ど
が
飛
鳥
寺
の
も
の
と
最
も
類
似
し
て
い
る
７
５

。
ま
た
、
出
土
瓦
当
の
場
合
も
王
興
寺
址
で
は
飛
鳥
寺
創
建
瓦
に
見
ら
れ
る
花
組
・
星

組
二
系
統
が
全
て
確
認
さ
れ
て
い
る(

本
書
の
第
六
章
第
二
節
参
照)

。
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
で
星
組
系
列
は
大
通
寺
式
瓦
当
が
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
花
組
系
列
は

官
北
里
・
王
宮
里
な
ど
百
済
の
王
宮
で
使
用
し
た
も
の
を
採
択
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
飛
鳥
寺
の
造
営
に
は
百
済
の
特
定
寺
院
の
築
造
技
術
の
み
が
伝
達
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
非
常
に
多
様
な
方
面
の
技
術
が
国
家
的
な
次
元
で
組
織
的
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

皇
龍
寺
の
場
合
、
高
句
麗
僧
侶
の
恵
亮
の
建
議
を
受
け
て
開
創
し
た
と
い
う
推
定
が
あ
る
が
７
６

、
高
句
麗
的
な
要
素
よ
り
は
百
済
的
な
文
化
要
素
が
多
分
に

み
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
別
途
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
址
を
建
立
す
る
際
に
百
済
の
技
術
的
な
影
響
が
大
き
か
っ

た
た
め
、
こ
う
し
た
雰
囲
気
が
持
続
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。
第
五
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
興
輪
寺
址
か
ら
出
士
し
た
瓦
当
は
、
公
州
の
大
通
寺

式
瓦
当
と
文
様
や
製
作
技
法
が
同
様
で
あ
る
た
め
瓦
当
だ
け
で
な
く
寺
院
造
営
の
技
術
も
百
済
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
理
解
し
た
。
そ
の
よ
う
な
影

響
が
あ
っ
た
た
め
、
六
四
三
年
に
九
層
木
塔
を
建
て
る
際
に
再
び
百
済
か
ら
阿
非
知
の
よ
う
な
技
術
者
を
招
請
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

新
羅
で
は
六
三
四
年
か
ら
芬
皇
寺
を
建
立
す
る
際
、
図
六-

二
十
の
よ
う
な
新
た
な
型
式
の
品
字
形
の
三
金
堂
を
つ
く
る
が
、
こ
れ
は
新
羅
内
部
に
お
い
て
百

済
だ
け
で
な
く
高
句
麗
の
影
響
も
続
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
７
７

。
ま
た
、
百
済
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
品
字
形
の
三
金
堂
型
式
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
た
め
、

飛
鳥
寺
の
三
金
堂
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
を
創
出
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
飛
鳥
寺
の
そ
れ
が
高
句
麗
の
影
響
で
あ
っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
皇
龍
寺
址
の
創
建

伽
藍
や
重
建
伽
藍
、
芬
皇
寺
の
よ
う
に
部
分
的
に
で
も
高
句
麗
的
な
要
素
が
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
三
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
飛
鳥
寺
で
は
三

金
堂
と
い
う
要
素
以
外
に
高
句
麗
と
関
連
す
る
も
の
が
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
高
句
麗
と
百
済
の
影
響
を
共
に
受
け
た
皇
龍
寺
な
ど
新
羅
の
事
例
を
通

し
て
み
て
も
、
む
し
ろ
飛
鳥
寺
こ
そ
百
済
の
造
寺
工
に
よ
っ
て
全
て
の
寺
院
の
造
営
技
術
が
伝
受
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。 

飛
鳥
寺
三
金
堂
の
高
句
麗
起
源
説
は
六
世
紀
後
半
の
高
句
麗
と
倭
の
対
外
関
係
か
ら
見
て
も
問
題
が
あ
る
。
五
七
〇
年(

欽
明
三
十
一)

に
成
立
し
た
高
句
麗
の

対
倭
外
交
は
敏
達
二
年(

五
七
三)

と
三
年(

五
七
四)

の
使
臣
派
遣
以
後
、
五
九
五
年
に
高
句
麗
の
僧
侶
慧
慈
が
倭
に
来
る
ま
で
二
十
一
年
間
断
絶
し
て
い
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
『
続
日
本
紀
』
和
銅
四
年(

七
一
一)

十
二
月
条
に
狛
臣
秋
麻
呂
の
二
世
祖
比
等
古
が
用
明
天
皇
代(

在
位
、
五
八
五
～
五
八
七
年)

に
高
句
麗
に
派
遣
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さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
高
句
麗
か
ら
仏
教
文
化
を
受
容
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
推
定
す
る
見
解
も
あ
る
７
８

。
し
か
し
、
こ

の
記
録
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
彼
に
関
す
る
高
句
麗
の
反
応
も
全
く
確
認
で
き
な
い
た
め
に
従
い
難
い
７
９

。
つ
ま
り
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
元
興

寺
縁
起
』
に
記
録
さ
れ
た
よ
う
に
、
五
八
七
年
に
飛
鳥
寺
の
造
営
が
発
願
さ
れ
て
寺
域
が
定
ま
り
、
五
八
八
年
に
百
済
の
工
人
集
団
が
派
遣
さ
れ
、
五
九
二
年
に

金
堂
と
回
廊
の
工
事
が
開
始
さ
れ
、
五
九
三
年
に
仏
舎
利
を
心
礎
に
安
置
し
て
刹
柱
を
た
て
る
時
ま
で
高
句
麗
と
倭
は
公
式
的
な
外
交
が
し
ば
ら
く
断
絶
し
て
い

た
と
い
え
る
。 

と
こ
ろ
で
、
飛
鳥
寺
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
南
門
と
中
門
、
塔
、
三
金
堂
は
非
常
に
整
然
と
一
貫
し
て
造
営
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
８
０

。
し
た
が

っ
て
、
飛
鳥
寺
の
寺
院
造
営
計
画
は
高
句
麗
の
僧
侶
が
渡
っ
て
き
た
五
九
五
年
以
前
に
す
で
に
百
済
の
技
術
者
集
団
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
た
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
五
九
三
年
正
月
に
仏
舎
利
を
塔
の
礎
石
に
安
置
す
る
儀
式
を
執
り
行
っ
た
際
、
蘇
我
馬
子
ら
百
余
人
が
百
済
の
服
を
着
た
と
い
う

『
扶
桑
略
記
』
の
記
録
は
８
１

、
飛
鳥
寺
と
百
済
と
の
密
接
な
関
連
性
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
高
句
麗
の
僧
侶
慧
慈
の
渡
日
や
六
〇
五
年
の
高

句
麗
の
黄
金
献
上
を
補
助
的
な
根
拠
と
し
て
い
る
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
高
句
麗
起
源
説
は
当
時
の
対
外
関
係
や
史
料
か
ら
か
ら
み
て
無
理
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
隋
書
』
倭
国
伝
の
「
敬
仏
法
、
於
百
済
求
得
仏
経
、
始
有
文
字
」
と
い
う
記
録
の
よ
う
に
、
日
本
は
百
済
を
通
じ
て
漢
字
文
明
と
共
に
仏
法
を
受
け
た
と
い
う

こ
と
が
当
時
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
国
際
的
な
常
識
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
歴
史
的
な
事
実
に
近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

従
来
の
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
源
流
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
看
過
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
技
術
者
が
個
別
的
に
渡
っ
て
来
た

の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
一
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
よ
う
な
形
態
で
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
８
２

。
寺
院
の
造
営
技
術
は
土

木
・
建
築
だ
け
で
な
く
、
彫
刻
・
金
工
・
木
工
・
石
工
な
ど
各
分
野
の
多
様
な
手
工
業
技
術
が
集
大
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
技
術
の
相
互
依
存
度
や
提
携

度
が
高
い
８
３

。
も
し
、
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
一
棟
の
金
堂
を
建
て
よ
う
と
し
た
当
初
の
計
画
が
外
部
の
要
因
に
よ
っ
て
三

棟
の
金
堂
を
建
て
る
計
面
に
変
更
さ
れ
た
な
ら
ば
、
設
計
変
更
に
と
も
な
う
瓦
や
木
材
、
石
材
、
金
属
な
ど
他
の
工
事
部
分
の
支
援
も
必
要
に
な
る
た
め
、
そ
の

余
波
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
史
料
六-

二
の
『
元
興
寺
縁
起
』
の
本
文
に
は
百
済
か
ら
「
金
堂
の
本
様
」
が
伝
来
し
た
と
明
確
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
本
様
」
と
は
「
製
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作
の
基
礎
に
な
る
手
本
」
と
い
う
意
味
で
、
設
計
図
的
な
制
作
の
下
図
を
指
す
８
４

。
こ
れ
を
見
る
と
、
飛
鳥
寺
の
金
堂
に
当
初
か
ら
百
済
の
技
術
が
用
い
ら
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
東
・
西
両
金
堂
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
二
つ
の
建
物
址
で
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
二
重
基
壇
と
下
成
礎
石
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
確

認
さ
れ
た
最
も
古
い
事
例
は
高
句
麗
の
清
岩
里
寺
址
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
技
術
は
高
句
麗
か
ら
直
接
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
百
済
を
経
由
し

て
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
８
５

。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
も
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
は
全
面
的
に
百
済
の
技
術
者
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
、
そ
れ
は
外

部
的
な
要
因
に
よ
っ
て
突
然
設
計
が
変
更
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
百
済
に
よ
っ
て
計
画
・
実
行
さ
れ
た
と
み
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。 

五
八
八
年
、
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
技
術
者
集
団
は
個
別
的
に
日
本
へ
招
聘
さ
れ
た
り
散
発
的
に
渡
来
し
た
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
公
的

な
組
織
で
あ
り
、
単
一
チ
ー
ム
の
よ
う
に
各
技
術
や
工
事
部
門
が
極
め
て
有
機
的
に
連
結
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
飛
鳥
寺
の
建
立
に
お
い
て
伽
藍
配
置
の
側

面
の
み
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
た
と
み
な
す
こ
と
は
根
本
的
に
無
理
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
飛
鳥
寺
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
系
統
の
造
営
技
術
や
寺
院
の
プ
ラ

ン
は
す
べ
て
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
総
合
的
に
計
画
さ
れ
、
実
現
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
飛
鳥
寺
か
ら
は
百
済
の
寺
院
に
み
ら
れ
る
文
化
要
素
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
東
金
堂
の
二
重
基
壇
の
場
合
、

玉
石
積
を
使
用
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
り
、
瓦
当
に
お
い
て
も
九
葉
や
一
〇
葉
、
一
一
葉
な
ど
、
百
済
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
蓮
弁
文
様
が
使
用
さ
れ
た

(

本
稿
の
第
六
章
第
二
節
参
照)

。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
化
受
容
者
側
の
部
分
的
な
変
形
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
飛
鳥
寺
三
金
堂
は
そ
れ
と
酷
似
す
る
配
置
を
呈

す
る
も
の
が
高
句
麗
の
清
岩
里
廃
寺
で
あ
る
が
、
木
塔
の
平
面
形
態
が
異
な
り
、
ま
た
時
間
的
な
差
が
大
き
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
高
句
麗
の
文
化
は
様
々
な
方

面
で
百
済
文
化
の
中
に
吸
収
・
同
化
さ
れ
、
百
済
で
は
高
句
麗
だ
け
で
な
く
中
国
南
北
朝
時
代
の
多
院
式
寺
院
な
ど
の
新
た
な
文
化
要
素
ま
で
吸
収
し
な
が
ら
軍

守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
、
弥
勒
寺
址
の
よ
う
な
百
済
的
な
伽
藍
配
置
を
作
り
出
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
も
ま
た
百
済
に
淵
源
を
持
つ
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
日
本
で
初
め
て
寺
院
が
造
営
さ
れ
る
と
同
時
に
日
本
内
部
の
政
治
や
仏
教
界
、
技
術
的
な
事
情
な
ど
に
よ
っ
て
部
分
的
に
変
形
し
た
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 
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そ
の
よ
う
な
変
形
が
発
生
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
五
八
八
年
に
百
済
の
技
術
者
集
団
が
派
遣
さ
れ
る
前
、
五
七
七
年
に
す
で
に
造
仏
工
と
造
寺
工
が
派

遣
さ
れ
て
い
た
点
が
留
意
さ
れ
る
。
五
七
七
年
に
百
済
か
ら
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
造
仏
工
は
、
そ
の
後
に
飛
鳥
寺
の
本
尊
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
飛
鳥
大
仏
の
製
作
に

参
加
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
８
６

、
造
寺
工
の
場
合
も
寺
院
建
立
と
関
連
し
た
木
造
建
築
に
必
要
な
技
術
や
伽
藍
配
置
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
教
育
し
た
り

知
ら
せ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
が
百
済
寺
院
と
同
じ
形
態
で
具
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
五
七
七
年
に
派
遣
さ
れ
た
造
寺
工

の
事
前
活
動
に
よ
っ
て
、
百
済
寺
院
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
要
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
関
す
る
情
報
を
日
本
側
で
あ
る
程
度
知
っ
て
い
た

た
め
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
当
時
日
本
の
最
高
の
実
力
者
で
あ
っ
た
蘇
我
馬
子
が
百
済
か
ら
技
術
者
を
招
聘
し
て
寺
院
を
造
営
す
る
際
に
、
中
央
に
木
塔
と
三
金

堂
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
権
威
的
な
建
築
物
と
し
て
の
威
容
を
よ
り
大
き
く
誇
示
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
８
７

。
ま
た
、
以
後
の
初
期
寺
院
と
は

異
な
り
金
堂
が
三
つ
も
必
要
と
し
た
こ
と
も
よ
り
多
く
の
多
様
な
形
式
の
仏
像
を
奉
安
で
き
る
こ
と
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
側
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
、
飛
鳥
寺
で
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
特
徴
的
な
東
堂
・
西
堂
の
よ
う
な
建
物
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
金
堂
址
と
講
堂
址
の
間
に
北
回
廊
が
設
け
ら
れ
る

と
い
う
違
い
も
生
じ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
飛
鳥
寺
建
立
の
初
期
般
階
は
ま
だ
僧
侶
の
数
が
多
く
な
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
僧
房
が
必
要
で
な
か
っ
た
た

め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
講
堂
が
よ
り
遅
く
建
て
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
か
、
講
経
の
よ
う
な
も
の
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
た
め

に
あ
ら
わ
れ
た
変
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
飛
鳥
寺
の
造
営
は
す
べ
て
が
百
済
の
各
種
技
術
者
た
ち
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
受
容
す

る
主
体
で
あ
る
蘇
我
氏
の
立
場
や
日
本
仏
教
界
の
事
情
、
寺
院
造
営
に
関
す
る
情
報
や
技
術
水
準
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
伽
藍
配
置
に
も
部
分
的
な
変
形
が
あ
ら

わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

そ
れ
で
は
、
五
八
八
年
百
済
か
ら
日
本
の
飛
鳥
寺
の
建
立
に
技
術
者
集
団
を
派
遣
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
崇
仏
と
廃
仏
論
争
で
廃
仏
派
で
あ
る
物
部
氏

を
討
伐
し
た
後
、
蘇
我
氏
が
台
頭
し
た
と
い
う
日
本
内
部
の
情
勢
変
化
も
重
要
な
理
由
で
あ
る
が
８
８

、
百
済
内
部
で
も
そ
れ
に
相
応
す
る
よ
う
な
必
要
や
事
情

が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
五
七
〇
年
代
の
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
の
対
倭
外
交
の
変
化
と
五
八
一
年
の
文
帝
に
よ
る
隋
の
開
国
と
い
っ
た
東
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ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
で
あ
る
。 

 
ま
ず
韓
半
島
の
三
国
と
倭
の
関
係
変
化
を
み
て
み
る
と
、
五
五
二
年
新
羅
の
漢
江
下
流
域
の
確
保
と
五
六
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
新
羅
の
南
北
両
朝
に
対
す
る
自

主
外
交
の
開
始
、
高
句
麗
と
北
斉
の
関
係
悪
化
は
高
句
麗
の
対
倭
外
交
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
高
句
麗
は
五
七
〇
年
に
倭
に
使
臣
を
派
遣
す
る
８
９

。
倭
で
は
五
七

〇
年
七
月
、
高
句
麗
の
使
臣
を
山
背
の
相
楽
館
に
留
ま
ら
せ
た
後
、
二
年
程
度
の
時
間
が
過
ぎ
て
高
句
麗
の
国
書
を
伝
達
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
高
句
麗
と
の
外
交

に
対
す
る
立
場
を
整
理
す
る
の
に
時
間
を
要
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
倭
で
は
高
句
麗
の
国
交
開
始
要
求
に
対
す
る
結
論
を
下
す
前
の
五
七
一
年
三
月
、

新
羅
に
使
節
を
派
遣
し
て
新
羅
と
の
外
交
的
な
交
渉
を
再
開
し
、
五
七
五
年
以
後
か
ら
は
し
ば
ら
く
断
絶
し
た
百
済
と
も
国
交
を
再
開
す
る
９
０

。
五
七
〇
年
に

高
句
麗
、
五
七
一
年
に
新
羅
と
の
交
渉
が
再
開
さ
れ
て
以
後
、
倭
は
高
句
麗
や
新
羅
よ
り
百
済
へ
頻
繁
に
使
臣
を
派
遣
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
に

よ
る
と
倭
は
五
七
五
年
か
ら
五
八
三
年
ま
で
百
済
か
ら
仏
教
関
係
文
物
の
み
輸
入
し
た
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
９
１

。 

対
中
関
係
に
お
い
て
百
済
威
徳
王
は
隋
文
帝
が
即
位
し
た
五
八
一
年
と
翌
年
で
あ
る
五
八
二
年
に
使
臣
を
派
遣
す
る
。
そ
の
後
の
五
八
九
年
に
は
隋
が
陳
を
滅

亡
さ
せ
て
、
隋
の
戦
船
が
耽
羅
国(

済
州
島)

に
漂
着
す
る
と
同
時
に
戦
船
を
隋
に
送
還
す
る
と
と
も
に
遣
使
し
て
隋
の
平
陳
を
祝
賀
す
る
上
表
文
を
奉
じ
る
。
そ

の
過
程
で
百
済
は
隋
と
の
関
係
悪
化
を
回
避
で
き
た
。
百
済
か
ら
日
本
に
大
規
模
な
技
術
者
集
団
を
派
遣
し
た
五
八
八
年
は
陳
が
滅
亡
す
る
以
前
で
、
百
済
か
ら

は
五
八
四
年
と
五
八
六
年
に
陳
に
遣
使
を
続
け
た
。
百
済
が
隋
の
登
場
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
八
八
年
以
前
に
陳
に
遣
使
し
続
け
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
南
北

朝
の
対
立
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
で
自
国
の
優
位
を
保
と
う
と
す
る
外
交
戦
略
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
９
２

。 

六
世
紀
後
半
、
新
羅
の
浮
上
と
隋
の
登
場
に
よ
り
百
済
と
高
句
麗
は
倭
と
の
外
交
関
係
を
再
び
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
高
句
麗
が
隋
を
意
識
し
た
軍
事
協
力
を

考
慮
し
た
と
す
れ
ば
、
百
済
は
新
羅
を
相
手
に
す
る
軍
事
協
力
を
考
え
た
だ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
百
済
に
と
っ
て
仏
教
は
非
常
に
有
用
な
手
段
で
あ
っ
た
。
第
五

章
で
述
べ
た
よ
う
に
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
の
建
立
に
際
し
て
自
国
の
技
術
者
を
派
遣
し
た
経
験
を
有
し
て
い
た
百
済
と
し
て
は
日
本
に
対
し
て
も
仏

教
と
関
連
し
た
文
物
を
積
極
的
に
活
用
し
た
と
い
え
る
９
３

。 

威
徳
王
は
五
七
七
年
に
経
論
を
は
じ
め
と
す
る
僧
侶
と
造
仏
工
、
造
寺
工
を
派
遣
し
、
五
八
四
年
鹿
深
臣
に
よ
る
弥
勒
石
像
の
伝
授
、
五
八
八
年
に
善
信
尼
ら

の
百
済
へ
の
留
学
を
受
容
す
る
な
ど
仏
教
を
媒
介
に
し
て
日
本
と
の
関
係
を
持
続
さ
せ
て
い
る
。
特
に
、
日
本
の
崇
仏
と
廃
仏
論
争
が
終
息
し
た
後
に
は
、
飛
鳥
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寺
の
建
立
に
必
要
な
技
術
を
支
援
す
る
た
め
に
自
国
の
技
術
者
を
臨
時
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
形
態
で
組
織
し
て
高
位
官
僚
と
僧
侶
ら
と
共
に
派
遣
す
る

こ
と
で
倭
と
の
外
交
関
係
を
よ
り
一
層
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

し
た
が
っ
て
、
百
済
か
ら
は
六
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
の
中
で
日
本
に
関
す
る
外
交
的
な
主
導
権
を
よ
り
積
極
的
に
行
使
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
飛

鳥
寺
の
建
立
に
自
国
の
技
術
者
集
団
を
派
遣
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
百
済
で
は
定
林
寺
址
や
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
の
よ
う
な
大
規
模
寺
刹

を
造
営
し
な
が
ら
内
部
的
に
寺
院
造
営
に
必
要
な
技
術
力
と
シ
ス
テ
ム
を
備
え
、
中
国
の
南
北
朝
国
家
や
高
句
麗
の
文
化
を
幅
広
く
受
容
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ

を
よ
り
効
率
的
に
遂
行
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。 

最
後
に
、
三
金
堂
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
は
図
六-

十
九
の
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
東
・
西
両
金
堂
に
つ
い
て
通
説
に
沿
っ
て
金
堂

と
叙
述
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
金
堂
」
ま
た
は
「
仏
殿
」
と
呼
べ
る
か
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
平
安
前
期(

九
一
七
年
説

有
力)

に
成
立
し
た
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
に
は
鹿
深
臣
将
来
の
弥
勒
石
像
が
「
今
在
左
京
元
興
寺
東
金
堂
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
平
城
京
の
元
興
寺
に
は
東
金

堂
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
な
遺
構
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
は
現
在
明
日
香
村
に
あ
る
飛
鳥
寺
の
東
金
堂
を
指
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
９
４

。

し
か
し
、
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の
「
東
金
堂
」
と
い
う
名
称
を
六
世
紀
後
半
ま
で
遡
及
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
と
は
別
途
の
検
討
を
要
す
る

と
考
え
る
。 

一
九
五
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
発
掘
報
告
書
に
は
東
・
西
両
金
堂
の
遺
構
に
対
す
る
考
察
の
末
尾
に
「
い
ず
れ
に
し
て
も
以
上
の
諸
点
を
綜
合
し
て
み
る
と
、

東
・
西
両
金
堂
の
建
築
は
中
門
、
塔
、
金
堂
に
比
べ
る
と
、
構
造
的
に
も
意
匠
的
に
も
格
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
或
は
そ
れ
だ
け
古
風
な
建

物
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
９
５

と
い
う
興
味
深
い
記
録
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
西
金
堂
で
は
中
金
堂
や
木
塔
、
講
堂
、
中
門
な
ど
で
発
見
さ
れ
る
椽

木
瓦
も
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
９
６

。
し
た
が
っ
て
、
中
門
や
塔
、
中
金
堂
に
比
べ
構
造
的
や
意
匠
的
に
格
が
低
い
こ
の
東
西
の
両
建
物
を
果
た
し
て
金
堂
と
同
格

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
の
疑
問
が
残
る
。
百
済
の
軍
守
里
寺
址
と
王
興
寺
址
に
見
ら
れ
る
回
廊
外
郭
の
東
西
外
郭
建
物
址
は
中
央
の
金
堂
よ
り
は
格

が
低
く
、
そ
の
後
に
建
立
さ
れ
た
弥
勒
寺
址
の
東
院
・
西
院
の
場
合
も
中
院
よ
り
格
が
低
い
建
物
群
で
あ
る
。
新
羅
皇
龍
寺
址
の
場
合
も
東
西
金
堂
は
中
金
堂
よ

り
規
模
や
意
匠
の
面
に
お
い
て
格
が
低
い
。
し
た
が
っ
て
、
飛
鳥
寺
の
い
わ
ゆ
る
東
・
西
両
金
堂
を
金
堂
や
仏
殿
と
呼
ぶ
よ
り
は
「
東
・
西
礼(

仏)

堂
」
と
呼
ぶ



 

 

 

 

327 

こ
と
を
提
案
し
た
い
。
東
・
西
金
堂(

あ
る
い
は
仏
殿)

は
寺
院
の
中
心
的
な
殿
閣
で
あ
る
中
金
堂
と
は
性
格
や
格
が
異
な
る
た
め
こ
れ
を
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
。

塔
お
よ
び
金
堂
を
礼
拝
し
、
読
経
な
ど
の
宗
教
行
儀
を
行
う
場
、
つ
ま
り
礼
拝
空
間
と
い
う
意
味
で
９
７

、
そ
の
性
格
が
明
確
に
な
る
ま
で
は
ひ
と
ま
ず
「
礼

(

仏)

堂
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
『
元
興
寺
縁
起
』
の
「
本
文
」
に
は
「
先
金
堂
礼
仏
堂
等
略
作
」
と
し
て
金
堂
と
礼
仏
堂
を
別
途
に
明
記
し
て

い
る
が
、
こ
の
記
録
の
「
礼
仏
堂
」
が
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
東
・
西
金
堂
を
指
す
も
の
と
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
点
も
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
９
８

。 

 (

四)
 

四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
の
成
立 

飛
鳥
寺
建
立
以
後
、
明
日
香
村
の
豊
浦
寺
、
奥
山
廃
寺
、
橘
寺
を
は
じ
め
と
し
て
聖
徳
太
子
と
関
連
が
あ
る
法
隆
寺
の
若
草
伽
藍
、
四
天
王
寺
、
中
宮
寺
で
は

全
て
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
が
採
用
さ
れ
て
い
る
９
９

。
こ
れ
に
つ
い
て
飛
鳥
寺
式
伽
藍
配
置
と
は
異
な
る
系
統
の
文
化
が
も
う
一
度
百
済
か
ら
入
っ
て
き
た
と

い
う
意
見
も
提
起
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
寺
院
で
は
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
の
一
つ
で
あ
る
星
組
流
派
の
瓦
当
が
主
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
は
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
東
西
金
堂
を
省
略
し
た
形
態
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
は
百
済
の
主
流
的
な
伽
藍
配
置
の

型
式
で
あ
る
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
回
帰
し
た
と
み
る
の
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
飛
鳥
寺
式
伽
藍
配
置
と
い
う
も
の
も
基
本
的
に
は
百
済
寺

院
の
伽
藍
配
置
の
流
れ
の
中
で
理
解
で
き
、
飛
鳥
寺
の
建
立
以
後
に
は
む
し
ろ
百
済
寺
院
の
原
型
に
近
い
型
式
が
選
択
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。 

日
本
の
四
天
王
寺
式
で
発
掘
さ
れ
た
伽
藍
配
置
を
基
本
型
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
は
百
済
寺
院
の
一
塔
一
金
堂
式
の
伽
藍
配
置
に
し
た
が

い
な
が
ら
も
東
西
回
廊
北
端
の
東
堂
と
西
堂
を
つ
く
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
講
堂
址
の
左
右
側
に
別
途
建
物
址
を
設
け
ず
に
す
ぐ
北
回
廊
に
連
結
さ
せ
る
な
ど
、
百

済
寺
院
と
異
な
る
点
も
確
認
さ
れ
る
１
０
０

。
し
か
し
、
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
に
関
す
る
全
貌
が
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
違

い
が
生
じ
た
背
景
や
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
綿
密
な
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

韓
半
島
の
廃
寺
址
に
対
す
る
最
初
の
発
掘
調
査
で
あ
る
軍
守
里
寺
址
が
発
掘
さ
れ
た
と
き
、
百
済
寺
院
は
中
門-

塔-

金
堂-

講
堂
が
南
北
一
直
線
に
配
置
さ
れ

た
も
の
が
定
型
を
な
す
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
「
軍
守
里
式
伽
藍
配
置
」
が
新
羅
や
日
本
の
寺
院
に
影
響
を
与
え
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
１
０
１

。
当
時

は
金
堂
や
木
塔
の
配
置
に
の
み
注
目
し
、
そ
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
が
日
本
の
初
期
古
代
寺
院
、
特
に
大
阪
四
天
王
寺
の
伽
藍
配
置
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
点
の
み
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が
強
調
さ
れ
た
１
０
２

。
し
か
し
、
最
近
の
定
林
寺
址
に
お
け
る
再
発
掘
を
契
機
と
し
て
、
講
堂
と
回
廊
の
連
結
方
式
が
再
検
討
さ
れ
、
両
者
の
間
に
は
共
通
点
だ

け
で
な
く
、
相
違
点
も
存
在
す
る
可
能
性
が
提
起
さ
れ
た(

本
稿
の
第
二
章
第
一
節
お
よ
び
第
四
章
第
一
節
参
照)

。
た
だ
し
、
最
近
提
起
さ
れ
た
相
違
点
と
い
う

の
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
学
界
で
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
惹
か
な
か
っ
た
内
容
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
比

較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
１
０
３

。 

飛
鳥
寺
が
建
立
さ
れ
て
以
後
、
伽
藍
配
置
の
主
流
と
な
る
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
の
講
堂
と
回
廊
の
連
結
方
式
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
豊
浦
寺
や

若
草
伽
藍
の
場
合
、
現
在
ま
で
の
発
掘
調
査
の
内
容
を
見
る
と
、
こ
れ
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
１
０
４

。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
昔
発

掘
さ
れ
か
つ
難
解
な
問
題
と
は
い
え
、
大
阪
四
天
王
寺
報
告
書
を
再
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
新
た
な
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
ず
、
こ
こ
で
も
講
堂
と
回
廊
の
連
結
が
北
回
廊
で
す
ぐ
に
連
結
し
た
の
で
は
な
く
、
創
建
期
に
は
別
途
建
物
の
よ
う
な
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性

が
確
認
さ
れ
た
１
０
５

。
図
六-

二
十
一
は
東
回
廊
北
側
の
講
堂
と
連
結
す
る
地
区
の
遺
構
実
測
図
で
あ
る
１
０
６

。
２
つ
の
図
面
を
詳
細
に
み
て
み
る
と
、
図
六-

二

十
一
の
一
の
上
段
中
央
に
は
北
側
に
上
る
周
溝
が
明
確
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
四
天
王
寺
講
堂
東
側
が
北
回
廊
に
直
接
連
結
す
る
の
で
は
な
く
、
百
済
寺
院
の

別
途
建
物
の
よ
う
な
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
が
別
途
の
建
物
な
の
か
付
属
建
物(

い
わ
ゆ
る
東
堂)

な
の
か
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必

要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
は
異
な
る
連
結
方
式
で
あ
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。 

四
天
王
寺
の
講
堂
は
い
わ
ゆ
る
一
棟
二
室
建
物
と
似
て
い
る
点
が
み
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』(

一
〇
〇
七
年)

に
は
、
こ
の
講
堂
に
対
し
て
非
常
に
興
味
深
い
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
講
堂
は
八
間
で
あ
る
が
、
西
側
の
四
間
は
夏
堂
、
東
の
四
間
は
冬
堂
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
仏
像
を
安
置
し
て
い
た
と
さ
れ
る
１
０
７

。
こ
の
夏
堂
と
冬
堂
の
構
造
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
第
四
章
第
一
節
で
説
明

し
た
百
済
寺
院
の
い
わ
ゆ
る
一
棟
二
室
建
物
、
そ
の
中
で
も
特
に
陵
山
里
寺
址
講
堂
の
場
合
、
西
室
に
は
オ
ン
ド
ル
が
設
置
さ
れ
る
一
方
、
東
室
に
は
設
置
さ
れ

ず
、
こ
の
点
で
も
類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
陵
山
里
寺
址
の
オ
ン
ド
ル
が
設
置
さ
れ
た
西
室
は
、
四
天
王
寺
の
冬
堂
の
よ
う
に
、

主
に
冬
に
使
用
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
東
室
は
夏
堂
の
よ
う
に
、
主
に
夏
に
使
用
さ
れ
た
場
所
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
百
済
寺
院
の
一
棟
二
室

建
物
も
建
物
の
機
能
面
か
ら
み
る
と
、
季
節
に
よ
っ
て
空
間
を
別
々
に
利
用
す
る
た
め
考
案
さ
れ
た
可
能
性
を
提
起
で
き
る
の
で
あ
る
１
０
８

。 
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一
方
、
四
天
王
寺
以
外
に
も
、
飛
鳥
寺
や
山
田
寺
、
法
隆
寺
な
ど
日
本
の
初
期
寺
院
で
は
、
講
堂
が
偶
数
間
と
な
る
場
合
が
し
ば
し
ば
発
見
さ
れ
る
。
こ
れ
も

百
済
寺
院
の
講
堂
で
主
に
発
見
さ
れ
る
一
棟
二
室
建
物
の
構
造
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
今
後
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
よ
り
綿
密
な
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
四
天
王
寺
の
夏
堂
と
冬
堂
は
百
済
寺
院
か
ら
始
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

四
天
王
寺
址
で
は
図
六-

二
十
一
の
二
の
よ
う
に
南
回
廊
と
西
回
廊
の
連
結
が
直
接
Ｌ
字
型
に
取
り
付
く
も
の
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
１
０
９

。
図
中
の
太

線
は
、
創
建
期
遺
構
の
痕
跡
で
あ
る
た
め
、
南
回
廊
と
西
回
廊
の
連
結
は
別
途
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
部
で
検
討
し
た
定
林
寺

址
や
陵
山
里
寺
址
の
よ
う
に
、
南
回
廊
と
東
西
回
廊
が
別
途
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
い

う
も
の
も
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
は
異
な
る
配
置
を
み
せ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
し
た
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
日
本
の
他

の
初
期
寺
院
の
発
掘
で
も
こ
の
部
分
に
対
す
る
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
百
済
寺
院
と
の
比
較
・
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

一
方
、
大
阪
の
四
天
王
寺
の
都
城
内
に
お
け
る
位
置
と
の
関
係
に
お
い
て
も
百
済
と
の
関
連
性
が
注
目
さ
れ
る
。
四
天
王
寺
は
難
波
宮
の
南
側
約
二
・
五
キ
ロ

の
西
側
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
東
に
難
波
大
道
が
通
る
。
七
世
紀
前
半
の
創
建
段
階
に
は
塔
と
金
堂
が
完
成
し
て
い
た
が
、
前
期
難
波
宮
が
建
立
さ
れ
た
七

世
紀
中
半
頃
に
中
門
か
ら
回
廊
・
講
堂
が
完
成
し
て
伽
藍
中
心
部
が
整
備
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
１
１
０

。
こ
の
よ
う
な
配
置
関
係
に
よ
っ
て
四
天
王
寺

は
前
期
難
波
宮
の
「
官
寺
」
と
し
て
機
能
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
１
１
１

。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
王
宮
と
寺
院
を
都
城
の
中
心
に
意
図
的
に
配

置
す
る
様
相
は
百
済
泗
沘
期
の
王
宮
と
定
林
寺
址
の
関
係
や
離
宮
と
推
定
さ
れ
る
益
山
王
宮
里
遺
跡
と
帝
釈
寺
址
の
関
係
で
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る(

本
稿
の

第
二
章
第
二
節
お
よ
び
第
四
章
第
一
節
参
照)

。
し
た
が
っ
て
、
難
波
京
の
最
も
中
心
的
な
位
置
に
官
寺
で
あ
り
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
四
天
王
寺
を
建
立
し
た

こ
と
は
百
済
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
は
斑
鳩
宮
と
若
草
伽
藍
、
百
済
宮
と
百
済
大
寺
の
関
係
に
お
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。 

初
期
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
関
連
し
て
富
田
林
市
に
所
在
す
る
新
堂
廃
寺
と
お
亀
石
古
墳
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
つ
の
遺
跡
の
配
置
を
み
る
と
、

寺
院
の
北
西
側
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
離
れ
て
古
墳
が
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
中
間
に
寺
院
の
瓦
を
供
給
し
た
オ
ガ
ン
ジ
池
瓦
窯
が
位
置
す
る(

図
六-

二
二)

。

お
亀
石
古
墳
は
横
口
式
石
槨
で
あ
り
、
石
棺
の
周
囲
か
ら
瓦
積
護
壁
の
よ
う
な
施
設
に
使
用
さ
れ
た
平
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
製
作
技
法
は
新
堂
廃
寺
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で
出
土
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
は
や
く
か
ら
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
が
新
堂
廃
寺
を
建
立
し
た
壇
越
で
あ
っ
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
て
い
る

１
１
２

。
そ
の
後
、
古
墳
の
追
加
調
査
に
お
い
て
須
恵
器
片
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
古
墳
の
築
造
年
代
が
七
世
紀
前
半
に
比
定
さ
れ
、
そ
の
時
期
は
お
お
よ
そ
新

堂
廃
寺
の
創
建
期
中
門
の
瓦
が
製
作
さ
れ
た
頃
に
該
当
す
る
と
い
う
見
解
が
提
起
さ
れ
た
１
１
３

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
亀
石
古
墳
の
被
葬
者
は
新
堂
廃
寺
を
建
立

し
た
主
体
と
非
常
に
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
遺
跡
は
古
墳
と
寺
院
の
対
応
を
み
せ
る
好
資
料
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
扶

余
陵
山
里
寺
址
と
陵
山
里
古
墳
群
の
関
係
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。 

新
堂
廃
寺
の
場
合
、
基
本
的
に
は
中
門-

塔-

金
堂-

講
堂
が
一
直
線
に
配
置
さ
れ
た
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
を
と
る
。
し
か
し
、
図
六-

二
十
三
の
よ
う
に
、
東

西
回
廊
の
中
間
部
分
で
東
方
建
物
と
西
方
建
物
と
命
名
さ
れ
る
特
異
な
建
物
が
確
認
で
き
、
こ
れ
を
「
新
堂
廃
寺
式
伽
藍
配
置
」
と
い
う
新
た
な
型
式
の
伽
藍
配

置
で
あ
る
と
再
認
識
さ
せ
た
１
１
４

。
し
か
し
、
東
方
・
西
方
建
物
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
東
堂
と
西
堂
に
あ
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

寺
院
こ
そ
が
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
最
も
忠
実
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
新
堂
廃
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
七
世
紀
前
半
か
ら
中
半
と
推

定
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
椽
木
瓦(

Ｒ
群)

が
飛
鳥
寺
の
１
型
式
椽
木
瓦
と
同
笵
品
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
七
世
紀
初
頭
ま
で
遡
ら
せ
る
見

解
が
提
示
さ
れ
た
１
１
５

。
ど
ち
ら
の
見
解
に
従
う
か
は
即
断
で
き
な
い
が
飛
鳥
寺
の
造
営
以
後
、
非
常
に
早
い
段
階
か
ら
百
済
で
流
行
し
た
定
林
寺
式
伽
藍
配
置

が
日
本
の
初
期
寺
院
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
。 

一
方
、
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
東
堂
・
西
堂
の
機
能
や
性
格
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
四
天
王
寺
式
伽
藍
配

置
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
再
検
討
す
る
必
要
性
と
と
も
に
日
本
の
初
期
古
代
寺
院
に
も
新
た
な
課
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
日
本
の
学
界
で
は
早
く
か
ら
堂
塔
の
位

置
関
係
だ
け
で
な
く
、
仏
地
と
僧
地
の
組
合
せ
か
ら
伽
藍
配
置
を
分
類
し
、
そ
の
展
開
過
程
を
説
明
し
て
き
た
１
１
６

。
そ
の
際
に
重
要
で
あ
る
と
提
示
さ
れ
た
史

料
が
『
魏
書
』
釈
老
志
の
記
録
で
あ
る
１
１
７

。
そ
こ
で
は
五
重
塔
と
仏
殿
な
ど
の
仏
地
と
、
講
堂
や
禅
堂
な
ど
の
僧
地
を
別
に
記
載
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
根

拠
に
中
国
で
も
古
く
か
ら
両
者
を
区
分
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
理
解
し
た
。
そ
れ
以
降
は
、
仏
地
と
僧
地
の
概
念
を
も
と
に
、
塔
や
金
堂
、
講
堂
な
ど
を
回
廊
が

ど
の
よ
う
に
囲
み
閉
鎖
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
伽
藍
配
置
型
式
を
分
類
し
て
き
た
。 

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
よ
う
に
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
に
見
ら
れ
る
東
堂
と
西
堂
を
本
稿
の
よ
う
に
僧
房
の
よ
う
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
１
１
８

、
特
に
軍
守
里



 

 

 

 

331 

寺
址
と
王
興
寺
址
の
東
西
外
郭
建
物
址
と
そ
れ
を
囲
む
空
間
を
別
院
や
僧
院
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
「
少
な
く
と
も
」
百
済
寺
院
で
は
こ
の
よ
う
な
仏

地
と
僧
地
の
概
念
を
直
接
的
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。
百
済
寺
院
の
場
合
、
定
林
寺
址
の
建
立
段
階
か
ら
僧
地
と
仏
地
が
断
絶
的
に
配
置
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
東
堂
・
西
堂
と
い
っ
た
折
衷
的
な
空
間
が
作
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
百
済
寺
院
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
日
本
の
初
期
古

代
寺
院
の
場
合
も
こ
の
問
題
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
１
１
９

。 

そ
の
後
、
日
本
の
古
代
寺
院
で
は
塔
と
金
堂
を
東
西
に
併
置
す
る
法
隆
寺
式
伽
藍
配
置
が
出
現
す
る
。
法
隆
寺
式
伽
藍
配
置
は
百
済
大
寺
に
比
定
さ
れ
て
い
る

吉
備
池
廃
寺
で
最
初
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
型
式
は
韓
半
島
で
は
全
く
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
日
本
的
な
伽
藍
配
置
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
背
景
と
関
連
し
て
寺
院
の
景
観
と
い
う
側
面
で
見
る
時
、
既
存
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
の
側
面
の
景
観
が
影
響
を
与
え
た
と
す
る
見
解
も
提
起
さ
れ
て
い

る
１
２
０

。
と
こ
ろ
で
、
日
本
で
は
法
隆
寺
式
や
川
原
寺
式
の
よ
う
に
極
め
て
多
様
な
型
式
の
伽
藍
配
置
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
大
き
な
枠
か
ら
み
る

と
、
堂
塔
の
数
や
位
置
の
違
い
も
、
飛
鳥
寺
式
と
四
天
王
寺
式
を
い
か
に
組
み
合
わ
せ
る
か
に
よ
る
差
異
と
い
え
る
。
日
本
で
最
初
の
仏
教
寺
院
を
造
営
す
る
際

に
百
済
か
ら
飛
鳥
寺
式
と
四
天
王
寺
式
を
共
に
受
容
し
て
寺
院
を
建
立
し
た
た
め
、
二
つ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
選
択
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
多
様
な
型
式
の
伽
藍
配
置
が
出
現
し
得
た
の
で
あ
る
。 
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第
二
節 

飛
鳥
寺
に
派
遣
さ
れ
た
瓦
博
士
の
性
格 

 

(

一)
  

泗
沘
遷
都
以
後
の
百
済
の
寺
院
と
王
宮
の
瓦
当 

百
済
寺
院
造
営
技
術
の
伝
播
と
日
本
に
お
け
る
受
容
過
程
を
最
も
よ
く
示
す
資
料
の
一
つ
が
瓦
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
瓦
当
に
つ
い
て
は
、
百
済
地
域
か
ら
出

土
し
た
主
要
資
料
を
集
大
成
し
た
図
録
や
報
告
書
が
比
較
的
多
く
刊
行
さ
れ
、
日
本
の
場
合
、
飛
鳥
寺
出
土
瓦
当
に
関
す
る
重
要
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
両

者
を
比
較
す
る
こ
と
が
あ
る
程
度
可
能
な
た
め
で
あ
る
１
２
１

。
こ
れ
に
よ
っ
て
百
済
故
地
で
出
土
し
た
瓦
当
の
中
か
ら
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
祖
形
を
探
す
作
業
も
共

に
進
行
し
て
き
た
。  

亀
田
修
一
は
文
様
と
製
作
技
法
を
通
し
て
こ
の
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
最
初
の
研
究
者
で
あ
り
、
彼
は
花
組
は
扶
蘇
山
城
、
星
組
は
旧
衙
里
寺
址
に
そ
の

原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
花
組
文
様
に
星
組
の
接
合
技
法
を
使
用
し
た
り
星
組
文
様
に
花
組
接
合
技
法
を
使
用
し
た
場
合
が
あ
る
た
め
、

百
済
で
は
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
文
様
と
製
作
技
法
が
一
対
一
で
対
応
し
て
は
い
な
い
と
し
た
１
２
２

。 

李
タ
ウ
ン
は
星
組
の
祖
形
を
旧
衙
里
寺
址
か
ら
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
花
組
の
場
合
、
龍
井
里
寺
址
出
土
瓦
当
と
関
連
す
る
と
し
た
１
２
３

。
彼
は
五
八

八
年
に
派
遣
さ
れ
た
四
人
の
瓦
博
士
は
星
組
を
指
導
し
、
そ
の
後
の
五
九
六
年
の
木
塔
完
成
以
前
に
も
う
一
度
系
統
を
異
に
す
る
瓦
工
が
派
遣
さ
れ
花
組
を
指
導

し
た
も
の
と
言
及
し
た
。
こ
れ
は
日
本
の
学
界
で
花
組
と
星
組
の
時
期
差
を
想
定
し
な
か
っ
た
り
花
組
を
若
干
古
く
見
る
通
説
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
清
水

昭
博
は
星
組
の
瓦
当
文
様
と
製
作
技
法
が
大
通
寺
式
瓦
当
の
中
で
金
徳
里
系
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
金
徳
里
窯
や
本
義
里
窯
で
作
業
し
た
瓦
工
集
団
が
関
与
し
た

の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
１
２
４

。
花
組
の
場
合
、
官
北
里
遺
跡
な
ど
で
同
じ
文
様
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
接
合
技
法
が
異
な
る
も
の
の
七
世
紀
前
半
の
弥
勒
寺
址
で

花
組
の
接
合
技
法
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
見
る
と
、
そ
れ
以
前
す
で
に
百
済
で
そ
の
よ
う
な
技
法
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
見
た
。
ま
た
、
百
済
瓦
生
産
体
制
の

特
徴
と
し
て
遠
隔
地
生
産
、
瓦
陶
兼
業
、
複
数
生
産-

複
数
供
給
体
制
を
指
摘
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
飛
鳥
寺
を
中
心
に
し
た
日
本
の
初
期
瓦
生
産
体
制
と
同
じ
で

あ
る
と
し
た
１
２
５

。 

以
上
の
研
究
を
通
し
て
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
の
中
で
星
組
系
列
は
い
わ
ゆ
る
大
通
寺
式
瓦
当
の
文
様
と
製
作
技
法
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
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の
中
で
金
徳
里
窯
址
出
土
品
が
最
も
類
似
す
る
旧
衙
里
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
、
龍
井
里
寺
址
、
官
北
里
遺
跡
、
軍
守
里
寺
址
な
ど
で
同
笵
品
が
確
認
さ
れ
た
。
花

組
の
場
合
、
文
様
が
類
似
す
る
事
例
は
あ
る
も
の
の
七
世
紀
以
前
に
接
合
手
法
ま
で
類
似
す
る
事
例
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
点
か
ら
花
組
の
祖

形
や
系
統
を
説
明
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
に
な
る
と
い
え
る
。 

一
方
、
日
本
の
初
期
瓦
生
産
体
制
に
ま
で
百
済
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
逆
に
飛
鳥
寺
を
中
心
に
し
た
日
本
の
初
期
瓦
の
研
究
が
泗
沘
期
の
瓦
研
究
に
も
参

考
に
な
り
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
花
弁
の
形
態
や
丸
瓦
の
形
態
、
製
作
技
術
が
百
済
で
は
そ
れ
ほ
ど
相
関
関
係
が
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
１
２
６

。
飛
鳥
寺
の
創
建
時
に
活
躍
し
た

技
術
者
た
ち
は
各
々
花
組
と
星
組
の
文
様
と
技
術
を
兼
備
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
花
組
と
星
組
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
後
裔
や
技
術
的
影
響
を
受
け
た
工
人
が
七
世

紀
前
半
ま
で
そ
れ
を
維
持
し
な
が
ら
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
百
済
地
域
に
お
い
て
二
つ
の
造
瓦
集
団
の
系
譜
を
単
線

的
に
遡
及
さ
せ
て
把
握
す
る
必
要
は
な
く
な
る
が
、
百
済
や
飛
鳥
寺
で
花
組
の
文
様
を
持
っ
て
星
組
技
法
で
製
作
し
た
り
、
そ
の
反
対
の
事
例
が
あ
る
こ
と
を
見

る
と
あ
る
面
で
は
首
肯
で
き
る
点
も
な
く
は
な
い
。 

し
か
し
、
星
組
が
大
通
寺
式
瓦
当
と
系
統
的
に
つ
な
が
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
努
力
自
体
が
無
意
味
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
。
た
だ
し
、
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
源
流
に
関
す
る
問
題
は
特
定
遺
跡
の
ど
の
遺
物
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
式
の
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
は
そ
れ
を
生
産
し
た
工
人
集

団
や
生
産
体
制
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
よ
り
進
ん
だ
見
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
重
要
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
。 

一
方
、
本
稿
の
第
一
章
第
二
節
で
は
熊
津
期
の
瓦
生
産
体
制
に
つ
い
て
蓮
華
文
瓦
当
の
系
統
と
官
営
造
瓦
工
房
の
成
立
過
程
で
説
明
し
て
い
る
。
熊
津
期
の
瓦

当
の
中
で
最
も
古
い
公
山
城
出
土
瓦
当
の
場
合
、
文
献
記
録
と
関
連
さ
せ
て
み
る
と
南
斉
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
公
州

西
穴
寺
址
や
新
元
寺
址
の
よ
う
に
漢
城
期
の
製
作
技
術
が
残
っ
て
い
る
瓦
当
が
出
土
し
て
は
い
る
が
、
大
通
寺
の
建
立
を
経
な
が
ら
新
た
な
瓦
当
が
作
ら
れ
る
。

大
通
寺
式
瓦
当
は
文
様
だ
け
で
な
く
瓦
当
裏
面
の
調
整
方
法
、
接
合
手
法
が
公
山
城
式
と
は
異
な
る
。
文
献
記
録
を
見
る
と
、
梁
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
泗
沘
遷
都
以
後
に
は
瓦
当
型
の
主
流
と
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
大
通
寺
式
瓦
当
が
百
済
の
官
営
造
瓦
工
房
で
製
作
さ
れ
た
た
め
と

推
定
し
た
。
熊
津
期
に
は
宋
山
里
六
号
墳
か
ら
出
土
し
た
「
梁
官
瓦
為
師
矣
」
銘
塼
か
ら
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
梁
の
官
営
工
房
の
影
響
を
受
け
て
塼
築
墳
築
造



 

 

 

 

334 

用
の
塼
を
生
産
し
た
が
、
こ
れ
以
後
百
済
で
は
五
二
六
年
の
熊
津
城
の
修
理
、
五
二
七
年
の
大
通
寺
の
建
立
を
経
な
が
ら
官
営
造
瓦
工
房
が
成
立
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
五
三
五
年
頃
に
生
産
さ
れ
た
慶
州
興
輪
寺
式
瓦
当
の
場
合
、
大
通
寺
式
瓦
当
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
て
生
産
さ
れ
た
が(

本
稿
の
第
五
章)

、
こ
れ

は
百
済
で
す
で
に
官
営
造
瓦
工
房
体
制
が
成
立
し
て
い
た
た
め
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
し
な
が
ら
次
に
泗
沘
期
の
瓦
当
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
泗
沘
期
の
瓦
当
に
つ
い
て
は
各
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
瓦
当

を
型
式
分
類
し
た
り
全
て
の
遺
跡
の
出
土
品
に
つ
い
て
文
様
と
技
術
属
性
を
基
準
で
類
型
分
類
し
て
編
年
す
る
方
式
、
生
産
遺
跡
と
消
費
遺
跡
の
関
係
を
把
握
す

る
方
式
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
を
通
し
て
各
遺
跡
で
い
か
な
る
型
式
の
瓦
当
が
出
土
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
各
類
型
別
瓦
当
の
全

般
的
な
変
化
様
相
や
そ
の
供
給
体
制
に
つ
い
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
泗
沘
遷
都
以
後
、
王
宮
や
寺
院
に
供
給
さ
れ
た
瓦
当
の
相
違
点
の
有

無
に
つ
い
て
は
関
心
が
及
ば
ず
、
特
に
各
寺
院
の
創
建
期
瓦
当
が
相
互
に
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
関
心
を
引
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
、
泗
沘
遷
都
直
後
か
ら
六
世
紀
後
半
ま
で
の
扶
余
地
域
に
お
け
る
主
要
寺
院
と
王
宮
区
域
に
属
す
る
遺
跡
を
対
象
と
し
て
創
建
期
瓦
当

を
抽
出
し
て
両
者
間
に
文
様
や
技
術
、
需
給
体
系
に
お
い
て
違
い
が
あ
っ
た
か
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。
本
章
で
述
べ
る
製
作
技
法
に
つ
い
て
は
本
稿
の
第
一

章
の
図
一-

一
一
の
模
式
図
を
参
考
さ
れ
た
い
。 

ま
ず
泗
沘
期
に
お
け
る
百
済
寺
院
の
中
で
五
八
八
年
以
前
と
設
定
で
き
る
定
林
寺
址
と
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
な
ど
四
ヶ
所
を
中
心
に
検
討

し
て
み
よ
う
。
そ
の
中
で
定
林
寺
址
の
場
合
、
発
掘
報
告
書
で
は
泗
沘
期
に
属
す
る
九
つ
の
型
式
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
大
通
寺
式
瓦
当
や
単
弁
七
葉
瓦
当
な

ど
が
漏
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
多
様
な
型
式
の
瓦
当
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
２
７

。
そ
の
中
で
創
建
瓦
は
四
種
類
以
上
で
報
告
書
の

Ｂ
型
式(

１
型
式)

と
Ｃ
型
式(

２
型
式)

、
未
報
告
資
料
な
ど
で
あ
る(

図
六-
二
四)

１
２
８

。
そ
の
中
で
１
・
２
型
式
はⅡ

2a

技
法
を
使
用
し
て
お
り
１
型
式
瓦
当

の
裏
面
に
は
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ
る
。
１
型
式
は
旧
衙
里
寺
址
で
も
同
笵
品
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
１
・
２
型
式
が
主
流
を
な
し
な
が
ら
共
に
出
土

し
た
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
た
め
創
建
瓦
か
ら
み
て
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
１
２
９

。
創
建
瓦
の
生
産
地
は
定
林
寺
址
東
側
の
窯
址
と
考
え
ら
れ
１
３
０

、
大
通
寺

式(

４
型
式)

の
場
合
、
不
明
窯
Ａ
１
で
別
途
に
製
作
・
供
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
定
林
寺
址
の
創
建
瓦
は
南
京
の
鍾
山
祭
壇
遺
跡
と
鍾
山
二
号
寺
廟
遺
跡
、
南
平
王
蕭
偉
墓
闕
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
１
３
１

。
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特
に
南
平
王
蕭
偉
墓
闕
か
ら
出
土
し
た
図
六-

二
五
のⅠ

・Ⅲ

型
は
定
林
寺
址
出
土
１
・
３
型
式
と
類
似
し
、Ⅱ

型
は
２
型
式
と
類
似
す
る
１
３
２

。
蕭
偉
は
五
三

三
年
に
亡
く
な
っ
た
た
め
墓
闕
は
そ
れ
以
後
に
建
築
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
筆
者
は
定
林
寺
址
の
創
建
を
五
四
一
年
に
梁
か
ら
渡
っ
て
き
た
工
匠
・
画
師
の
直
接
的
な

参
与
と
指
導
に
よ
り
、
そ
の
成
果
が
木
塔
の
建
立
や
塔
内
塑
像
の
製
作
、
伽
藍
配
置
に
も
影
響
を
与
え
た
と
推
定
し
た(

本
書
の
第
二
章
第
一
節
参
照)

。
し
た
が

っ
て
、
蕭
偉
墓
闕
か
ら
出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当
と
定
林
寺
址
創
建
瓦
の
類
似
性
は
既
存
の
筆
者
の
見
解
と
符
合
す
る
。
こ
れ
を
見
る
と
百
済
で
は
大
通
寺
の
建
立

以
後
の
五
四
一
年
以
後
に
も
再
度
梁
の
造
瓦
術
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
定
林
寺
址
の
創
建
瓦
で
あ
る
１
～
３
型
式
の
同
笵
品
が
扶

余
地
域
か
ら
制
限
的
に
発
見
さ
れ
て
お
り
、
大
通
寺
式
瓦
当
と
技
術
的
に
も
大
き
な
違
い
が
な
い
こ
と
を
見
る
と
瓦
当
の
場
合
、
そ
の
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く

な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

陵
山
里
寺
址
の
場
合
、
五
〇
〇
余
点
の
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
が
、
全
十
六
種
類
に
分
類
さ
れ
る(

本
稿
の
第
三
章
第
二
節
参
照)

。
そ
の
中
で
創
建
瓦
は
１
型

式
と
３
・
４
・
９
型
式
瓦
当
で
あ
り
、
１
型
式
は
さ
ら
に
五
種
類
に
細
分
さ
れ
る
が
、
代
表
的
な
二
種
類
の
み
紹
介
し
た(

図
六-

二
六)

。
１
型
式
の
場
合
、
陵

山
里
寺
址
以
外
で
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
陵
山
里
寺
址
式
瓦
当
と
呼
ん
で
も
良
い
だ
ろ
う
。
寺
院
の
南
回
廊
東
南
側
の
窯
址
か
ら
１
ａ
型
式(

金
鍾
萬
分
類

Ⅰ
D
b
5

ア)

が
出
土
し
た
た
め
、
こ
の
型
式
が
最
も
古
い
段
階
か
ら
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
１
ｂ
～
１
ｅ
式
も
寺
院
専
用
窯
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

３
・
４
型
式
の
場
合
、
１
型
式
と
は
蓮
弁
文
様
の
み
な
ら
ず
胎
土
や
焼
成
度
を
異
に
し
て
お
り
、
詳
細
な
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
明
窯
Ｂ
１
・
２
で
生

産
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
、
９
型
式
の
場
合
、
大
通
寺
式
瓦
当
で
あ
り
、
舒
川
金
徳
里
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
１
３
３

。
こ
の
遺
跡
の
場
合
、

１
型
式
の
ａ
と
ｂ
、
１
型
式
以
外
の
創
建
瓦
の
間
に
若
干
の
時
期
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
近
接
す
る
窯
で
１
型
式
瓦
当
を
主
に
生
産
し
、
金
堂
や
中

門
を
建
立
し
て
か
ら
は
次
第
に
遠
隔
地
の
窯
で
瓦
を
大
量
生
産
し
て
寺
院
を
完
成
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
考
え
ら
れ
る
。 

軍
守
里
寺
址
の
創
建
瓦
は
大
通
寺
式
蓮
弁
の
円
形
突
起
式
二
種
類
と
三
角
反
転
形
の
蓮
弁
を
施
し
た
二
種
類
な
ど
四
種
類
以
上
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(

図

六-

二
七)

１
３
４

。
円
形
突
起
式
の
場
合
、
先
端
無
加
工
の
丸
瓦
を
接
合
さ
せ
たⅢ

1

技
法
の
１
Ａ
型
式
とⅢ

2c

技
法
を
使
用
し
た
１
Ｂ
型
式
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
１
Ａ
型
式
は
大
通
寺
式
瓦
当
の
蓮
弁
を
祖
形
と
し
な
が
ら
も
接
合
技
法
が
異
な
り
、
不
明
窯
Ａ
１
や
金
徳
里
窯
址
で
は
な
く
不
明
窯
Ａ
２
で
生
産
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
角
反
転
形
の
場
合
、
中
房
蓮
子
の
形
態
が
異
な
り
２
Ａ
・
２
Ｂ
型
式
に
区
分
し
た
が
、
全
て
亭
岩
里
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
こ
か
ら
は
２
Ａ
・
２
Ｂ
型
式
だ
け
で
な
く
亭
岩
里
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
小
形
瓦
当
や
椽
木
瓦
、
箱
子
型
塼
な
ど
が
七
世
紀
前
半
頃
ま
で
持
続
的
に
供
給
さ
れ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

軍
守
里
寺
址
の
場
合
、
定
林
寺
址
や
陵
山
里
寺
址
の
よ
う
に
は
寺
院
附
近
で
は
窯
址
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
白
馬
江
対
岸
側
の
亭
岩
里
窯
址
や
不
明
窯
Ａ
２

か
ら
瓦
を
供
給
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
亭
岩
里
窯
址
の
場
合
、
軍
守
里
寺
址
以
外
に
も
官
北
里
・
双
北
里
・
花
枝
山
遺
跡
を
は
じ
め
と
し
て
定
林
寺
址
・
陵
山
里

寺
址
・
東
南
里
遺
跡
・
臨
江
寺
址
な
ど
十
六
ヶ
所
の
遺
跡
で
同
笵
品
が
発
見
さ
れ
た
１
３
５

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
亭
岩
里
窯
址
を
国
家
施
設
の
補
修
を
目
的
と
し

て
設
置
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
見
解
が
あ
る
１
３
６

。
こ
こ
で
生
産
さ
れ
た
瓦
の
供
給
地
が
、
国
家
施
設
に
の
み
限
定
的
に
供
給
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
別
途

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
陵
山
里
寺
址
の
事
例
を
見
る
と
補
修
用
瓦
当
の
可
能
性
は
充
分
に
想
定
で
き
る
と
考
え
る
。 

と
こ
ろ
で
、
亭
岩
里
窯
址
で
さ
ら
に
一
層
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
が
官
営
造
瓦
工
房
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
産
さ
れ
た
瓦
が
官
北
里
や
陵
山

里
寺
址
の
よ
う
な
多
数
の
国
家
施
設
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
が
公
的
な
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
１
３
７

、
そ
の
う
え
窯
の
構
造
に
お
い
て
も

平
窯
と
登
窯
の
長
軸
と
短
軸
の
偏
差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
規
格
性
が
確
認
さ
れ
る
点
も
、
大
規
模
的
な
生
産
体
制
段
階
の
様
子
を
示
す
も
の
と
い
え
る
１
３
８

。

軍
守
里
寺
址
の
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
を
生
産
し
た
不
明
窯
Ａ
２
の
場
合
、
公
州
大
通
寺
址
に
瓦
当
を
供
給
し
た
不
明
窯
Ａ
１
や
金
徳
里
窯
址
と
は
異
な
る
が
、
大
通

寺
式
瓦
当
を
祖
形
と
し
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
り
、
不
明
窯
Ａ
１
を
官
営
造
瓦
工
房
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
不
明
窯
Ａ
２
も
ま
た
官
営
造
瓦
工
房
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
軍
守
里
寺
址
で
発
見
さ
れ
た
創
建
瓦
は
亭
岩
里
窯
址
と
不
明
窯
Ａ
２
な
ど
二
ヶ
所
の
官
営
工
房
で
製
作
・
供
給
さ
れ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
不
明
窯
Ａ
２
で
生
産
さ
れ
た
瓦
当
は
主
に
木
塔
に
供
給
さ
れ
た
後
に
断
絶
す
る
が
、
亭
岩
里
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
瓦
当
は
主
に
金
堂

に
供
給
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
各
種
道
具
瓦
を
は
じ
め
と
し
て
箱
子
型
塼
な
ど
も
供
給
し
、
七
世
紀
前
半
に
は
補
修
用
瓦
当
ま
で
供
給
し
続
け
て
い
た
。
こ

れ
を
見
る
と
軍
守
里
寺
址
と
こ
の
二
窯
址
の
関
係
は
若
干
異
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
亭
岩
里
窯
址
は
そ
の
他
の
寺
院
の
近
接
窯
の
よ
う
な
役

割
を
担
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。  

軍
守
里
寺
址
の
創
建
瓦
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
様
相
は
王
室
と
密
接
に
関
連
す
る
大
通
寺
址
や
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺
址
、
後
述
す
る
王
興
寺
址
と
は
か
な

り
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
創
建
時
に
最
小
二
ヶ
所
の
官
営
工
房
か
ら
瓦
が
供
給
さ
れ
て
い
る
様
相
は
王
室
発
源
の
寺
刹
と
は
大
き
く
異
な
る
た
め
に
こ
こ
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を
「
官
寺
」
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
１
３
９

。
軍
守
里
寺
址
の
金
堂
や
木
塔
、
講
堂
は
他
の
寺
院
に
比
べ
て
大
き
く
寺
院
全
体
が
大
規
模
で

あ
る
と
い
う
点
も
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
の
創
建
瓦
と
道
具
瓦
を
生
産
し
た
亭
岩
里
窯
址
は
都
城
の
他
の
公
的
な
施
設
に
も
瓦
を
供
給
し
た
泗

沘
期
の
代
表
的
で
あ
る
官
営
造
瓦
工
房
で
あ
る
。
し
か
し
、
軍
守
里
寺
址
の
立
場
か
ら
見
る
と
そ
れ
は
寺
刹
の
専
用
瓦
工
房
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
王
宮
や

官
庁
施
設
で
な
い
寺
刹
で
こ
の
よ
う
な
様
相
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
寺
刹
を
官
寺
と
推
定
で
き
る
端
緒
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

王
興
寺
址
の
場
合
、
こ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
王
興
寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
は
千
点
余
り
に
達
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ

た
資
料
は
極
め
て
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
最
近
、
王
興
寺
址
東
側
約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
の
窯
址
か
ら
発
掘
さ
れ
た
資
料
と
共
に
伽
藍
中
心
部
か
ら
出
土

し
た
瓦
当
に
対
す
る
分
析
結
果
が
報
告
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
１
４
０

。
王
興
寺
址
や
そ
の
窯
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
う
ち
、
創
建
期
の
瓦
当
と
考
え
ら
れ
る

資
料
を
分
類
す
る
と
図
六-

二
八
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
創
建
瓦
は
ハ
ー
ト
形
蓮
弁
二
種
、
円
形
突
起
式
蓮
弁
四
種
な
ど
六
種
類
が
確
認
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
最
も
古
い
段
階
の
創
建
期
瓦
当
は
１
・
２
型
式
と
３
・
４
型
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
蓮
弁
文
様
と
製
作
技
法
、
瓦
当
と
連
結
し
た
丸
瓦

の
違
い
な
ど
を
通
し
て
１
・
２
型
式
を
Ａ
組
、
３
～
６
型
式
をB

組
に
区
分
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。 

Ａ
組
の
場
合
、
ハ
ー
ト
型
蓮
弁
で
中
房
に
圏
線
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
１
型
式(

報
告
書
の111D

①
型
式)

は
一+

八
顆
の
蓮
子
にⅡ

1b

技
法
が
多
く
、
一
部Ⅲ

1

技
法
も
共
に
見
ら
れ
る
。
２
型
式(

報
告
書
の1

11
D

②
型
式)
は
瓦
窯
址
で
の
み
出
土
し
て
い
る
がⅡ

1b

技
法
で
接
合
さ
れ
た
。
６
号
窯
址
で
は
１
型
式
が
無
段
式

丸
瓦
と
連
結
し
た
ま
ま
発
見
さ
れ
て
い
る
が(

図
六-

二
九)

、
七
・
九
号
で
も
同
じ
も
の
が
確
認
さ
れ
た
。
２
型
式
が
出
土
し
た
２
・
３
号
窯
址
で
は
無
段
式
丸

瓦
の
み
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
Ａ
組
は
全
て
無
段
式
丸
瓦
を
連
結
し
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。
１
型
式
の
場
合
、
寺
域
中
心
部
の
ほ
ぼ
全

て
の
建
物
址
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
窯
址
で
は
最
も
古
い
段
階
に
属
す
る
３
号
窯
址
か
ら
最
も
新
し
い
時
期
に
属
す
る
５
号
窯
址
で
も
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
創
建
期
か
ら
廃
窯
時
ま
で
持
続
的
に
生
産
さ
れ
王
興
寺
址
に
供
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
４
１

。 

Ｂ
組
の
場
合
、
蓮
弁
の
形
態
や
中
房
に
配
置
さ
れ
た
蓮
子
の
数
な
ど
に
よ
っ
て
細
分
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
古
い
段
階
に
属
す
る
３
型
式(

報
告

書
の1
1
1
C

①
型
式)

と
４
型
式(

報
告
書
の1

1
1
C

②
型
式)

も
創
建
瓦
と
考
え
ら
れ
る
。
３
型
式
の
場
合
、
一+

八
顆
の
蓮
子
が
中
房
の
端
に
偏
っ
て
配
置
さ
れ
て
お

り
、Ⅱ

2
a

・Ⅱ
2
b

・Ⅱ
2
c

技
法
が
全
て
確
認
さ
れ
裏
面
に
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
鮮
明
に
見
ら
れ
る
。
寺
域
内
部
か
ら
発
見
さ
れ
た
一
七
六
点
中
九
〇
点
が
こ
の
型
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式
に
属
す
る
。
４
型
式
は
五
点
確
認
で
き
、
３
型
式
に
比
べ
て
直
径
が
一
六
・
三
セ
ン
チ
と
大
き
く
若
干
厚
く
てⅡ

2b

技
法
で
接
合
さ
れ
て
い
る
。
５
型
式
と
６

型
式
は
中
房
に
一+

八
と
一+

六
顆
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
お
りⅡ

2a

技
法
で
接
合
さ
れ
て
お
り
、
５
型
式
の
場
合
、
龍
井
里
寺
址
と
官
北
里
遺
跡
、
６
型
式
は
官

北
里
遺
跡
と
旧
衙
里
寺
址
、
佳
塔
里
寺
址
で
同
笵
品
が
確
認
さ
れ
た
１
４
２

。
と
こ
ろ
で
Ｂ
組
に
属
す
る
瓦
当
は
蓮
弁
の
形
態
や
接
合
技
法
、
瓦
当
裏
面
の
回
転
ナ

デ
の
痕
跡
な
ど
が
大
通
寺
式
瓦
当
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
３
・
４
型
式
は
泗
沘
期
の
他
の
遺
跡
で
は
出
土
し
て
い
な
い
新
た
な
文
様
で
あ
る
た
め

王
興
寺
址
で
の
み
独
自
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
３
型
式
の
場
合
、
東
西
石
築
の
下
部
か
ら
有
段
式
丸
瓦
と
結
合
し
た
も
の
が
確
認
さ

れ
て
い
る
１
４
３

。 

こ
の
よ
う
に
王
興
寺
址
で
発
見
さ
れ
た
創
建
瓦
は
、
文
様
と
製
作
技
術
、
連
結
丸
瓦
の
型
式
を
基
準
に
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
が
花
組
と
星
組
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
と
非
常
に
類
似
す
る
現
象
で
あ
り
、
Ａ
組
は
花
組
、
Ｂ
組
は
星
組
に
対
応
す
る
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
る(

図
六-

二
九)

１
４
４

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
飛
鳥
寺
の
創
建
と
年
代
的
に
最
も
近
い
王
興
寺
址
の
創
建
瓦
を
製
作
し
た
工
人
が
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
今
後
王
興
寺
址
の
瓦
当
に
関
す
る
よ
り
体
系
的
か
つ
綿
密
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
細
部
的
な
技
術
や
生
産

体
制
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
た
め
即
断
し
が
た
い
。 

す
な
わ
ち
、
二
つ
の
寺
院
の
創
建
瓦
は
そ
の
文
様
が
一
対
一
で
対
応
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
Ａ
組
の
場
合
、
飛
鳥
寺
の
花
組
に
見
ら
れ
るⅡ

3

技
法
が
全

く
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
Ｂ
組
の
場
合
も
瓦
当
と
連
結
し
た
有
段
式
丸
瓦
が
玉
縁
部
ま
で
麻
布
を
か
ぶ
せ
て
成
形
す
る
方
式
で
製
作
さ
れ
て
い
る
た
め
星
組
の
そ

れ
と
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
特
に
、
瓦
の
生
産
体
制
に
お
い
て
飛
鳥
寺
は
近
接
窯
と
遠
隔
地
窯
体
制
を
敷
い
て
い
る
の
に
対
し
、
王
興
寺
址
は
近
接
窯
で
創
建

期
の
全
て
の
瓦
を
生
産
す
る
方
式
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
王
興
寺
址
窯
址
で
製
作
さ
れ
た
Ａ
・
Ｂ
組
の
創
建
瓦(

特
に
１
型
式
と
３
型
式)

は
伽
藍
中
心
部

に
対
す
る
発
掘
で
全
て
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
瓦
当
は
扶
余
地
域
の
他
の
遺
跡
で
は
全
く
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
扶
余
地
域
の
瓦
建
物
址
で
最
も
頻

繁
に
発
見
さ
れ
る
大
通
寺
式
瓦
当
は
少
量
し
か
出
土
し
て
お
ら
ず
、
亭
岩
里
窯
址
で
生
産
さ
れ
た
瓦
当
は
皆
無
で
あ
る
。
百
済
寺
院
の
場
合
、
飛
鳥
寺
の
よ
う
に

近
接
窯
と
遠
隔
地
窯
を
共
に
運
営
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
１
４
５

、
王
興
寺
址
は
創
建
期
に
近
接
窯
の
み
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
王
興
寺
址
創
建
瓦

に
見
ら
れ
る
二
種
類
の
瓦
当
は
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
花
組
・
星
組
と
類
似
し
て
い
て
も
そ
の
生
産
体
制
ま
で
は
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
飛
鳥
寺
建
立
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以
前
に
扶
余
地
域
で
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
造
瓦
組
織
に
よ
っ
て
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
事
実
を
資
料
と
し
て
確
認
で
き
る
点
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
い
え
よ
う

１
４
６

。 

王
興
寺
址
で
こ
の
よ
う
に
新
た
な
瓦
生
産
体
制
が
出
現
し
た
背
景
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
王
興
寺
址
建
立
の
特
殊
性
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
木
塔
址
か
ら
発
見
さ
れ
た
青
銅
舎
利
盒
に
は
昌
王
、
つ
ま
り
威
徳
王
が
亡
き
王
子
の
た
め
に
寺
院
を
建
て
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
王
興
寺
址
は
妹
兄
公
主

が
発
願
し
た
陵
山
里
寺
址
と
は
異
な
り
国
王
自
身
が
発
願
し
た
勅
願
寺
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
王
興
寺
址
が
建
立
さ
れ
た
段
階
に
は
大
通
寺
址
や
定
林
寺
址
と

は
異
な
り
外
部
的
な
技
術
支
援
が
な
く
と
も
寺
院
の
建
立
が
可
能
で
あ
り
、
中
央
行
政
組
織
で
あ
る
二
十
二
部
司
が
完
備
さ
れ
王
権
が
安
定
し
強
化
さ
れ
た
と
い

え
る
。
も
し
、
王
興
寺
を
造
営
し
た
り
運
営
す
る
た
め
の
「
造
寺
官
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
１
４
７

、
功
徳
部
と
司
空
部
な
ど
か
ら
工
人
を
選
ん
だ

り
作
業
量
を
割
り
当
て
る
方
式
で
瓦
を
生
産
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
王
興
寺
址
の
建
立
は
こ
の
よ
う
に
国
王
の
直
接
的
な
統
制
下
で
迅
速
に
推
進

さ
れ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
寺
院
の
隣
近
で
瓦
を
大
量
生
産
す
る
体
制
が
運
営
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。 

次
に
同
時
期
の
泗
沘
期
の
王
宮
で
は
い
か
な
る
型
式
の
瓦
当
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
み
て
い
く
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
の
に
先
立
ち
ま
ず
泗
沘
期
の
王

宮
址
や
関
連
遺
跡
が
何
な
の
か
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
泗
沘
期
の
王
宮
の
位
置
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
植
民
地
期
の
地
籍
図
で
方
形
区

画
が
確
認
さ
れ
る
旧
衙
里
・
官
北
里
一
帯
が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
、
百
済
滅
亡
後
に
唐
の
支
配
と
関
連
す
る
中
心
的
な
施
設
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
「
大

唐
」
銘
瓦
当
が
出
土
し
た
扶
蘇
山
城
と
そ
の
東
南
側
の
双
北
里
一
円
に
も
中
心
地
域
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
状
況
や
木
簡
な
ど
の
遺

物
の
出
土
様
相
を
総
合
し
て
み
る
と
、
泗
沘
期
の
王
宮
区
域
は
扶
蘇
山
城
を
は
じ
め
と
す
る
南
側
の
旧
衙
里
・
官
北
里
・
双
北
里
一
帯
で
西
側
は
官
北
里
大
形
建

物
址
の
西
側
地
域
、
東
側
は
扶
余
初
等
学
校
や
扶
余
女
子
高
校
付
近
、
南
側
は
定
林
寺
址
北
側
を
境
界
に
す
る
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(

本
稿
の
第
二
章

第
二
節
参
照)

。  

と
こ
ろ
で
、
泗
沘
期
の
王
宮
に
使
用
さ
れ
た
瓦
当
の
場
合
、
寺
院
址
の
よ
う
に
遺
跡
別
に
創
建
瓦
を
抽
出
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
扶
余
旧
衙

里
・
官
北
里
・
双
北
里
遺
跡
は
地
域
的
に
非
常
に
広
い
が
瓦
当
の
出
土
様
相
が
比
較
的
単
純
で
あ
る
た
め
王
宮
区
域
出
土
瓦
当
と
い
う
概
念
で
一
緒
に
検
討
す
る

こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
次
に
旧
衙
里
遺
跡
、
官
北
里
遺
跡
、
双
北
里
遺
跡
と
扶
蘇
山
城
、
益
山
王
宮
里
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
六
世
紀
代
の
瓦
当
を
分
析
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し
た
が
部
分
的
に
七
世
紀
代
の
資
料
も
共
に
紹
介
し
た
。
官
北
里
・
双
北
里
遺
跡
は
王
宮
区
域
の
東
西
側
に
位
置
し
て
い
る
が
、
瓦
当
の
出
土
様
相
が
類
似
し
て

い
る
。
旧
衙
里
遺
跡
の
場
合
、
六
世
紀
後
半
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
る
が
１
４
８

、
遷
都
直
後
の
比
較
的
古
い
瓦
当
が
多
数
発
見
さ
れ
て
お
り
、
扶
蘇
山
城
の
場
合
、

王
宮
の
防
御
の
み
な
ら
ず
王
宮
の
背
後
地
と
し
て
後
苑
の
機
能
を
兼
ね
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
１
４
９

。
王
宮
里
遺
跡
は
武
王
代
が
中
心
時
期
で
は
あ
る
が
六
世
紀

末
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
共
に
検
討
し
た
。 

 

図
六-

三
〇
は
六
世
紀
中
後
半
を
中
心
に
し
た
扶
余
と
益
山
の
王
宮
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
を
分
類
し
た
も
の
で
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
１
５
０

。
そ
の
中
で
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
大
通
寺
式
瓦
当
で
文
様
や
技
術
で
最
も
多
様
な
変
化
を
見
せ
る
が
１
～
４
型
式
が
六
世
紀
代
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
蓮
弁
が
六
葉
の
も
の
と
八
葉
の
も
の
二
種
類
が
あ
り
、
中
房
に
一+

六
、
一+

七
、
一+

八
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
、
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
合
方
式
はⅡ

2a

技
法
と

Ⅲ
1

技
法
と
も
に
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
公
州
大
通
寺
式
瓦
当
と
文
様
や
技
術
が
類
似
す
る
２a

型
式
と
１
型
式
が
最
も
古
く
、
舒
川
金
徳
里
窯
址
出
土
品
の
よ

う
な
２
ｂ
型
式
や
接
合
手
法
がⅢ

1

技
法
に
変
わ
っ
た
３
・
４
型
式
が
そ
の
後
に
続
い
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
１
～
４
型
式
瓦
当
を
基
本
型
と
し

な
が
ら
蓮
弁
と
蓮
子
の
形
態
が
変
わ
っ
た
５
・
６
型
式
は
六
世
紀
末
や
七
世
紀
前
半
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
王
宮
区
域
で
遷

都
前
後
か
ら
七
世
紀
前
半
ま
で
製
作
・
使
用
さ
れ
た
笵
型
と
い
え
る
。
１
～
６
型
式
の
瓦
当
が
出
土
し
た
地
域
を
見
る
と
旧
衙
里
と
官
北
里
遺
跡
に
多
く
、
扶
蘇

山
城
・
双
北
里
で
も
少
数
確
認
さ
れ
る
が
、
益
山
王
宮
里
一
帯
で
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。 

Ｂ
グ
ル
ー
プ
は
、
７
・
８
型
式
が
六
世
紀
代
に
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
７
型
式
は
ハ
ー
ト
形
蓮
弁
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
が
あ
り
瓦
当
面
が
八
等
分
さ
れ
て
お

ら
ず
蓮
弁
の
大
き
さ
が
少
し
ず
つ
異
な
る
。
中
房
は
凸
形
で
一+

八
の
蓮
子
が
八
個
の
間
弁
に
対
応
す
る
位
置
に
あ
る
が
、
方
形
に
近
い
形
態
で
配
置
さ
れ
て
い

る
。
８
型
式
は
７
型
式
と
似
て
い
る
が
蓮
弁
の
中
央
が
三
角
形
に
隆
起
し
て
尖
形
の
よ
う
に
見
え
蓮
弁
が
若
干
短
い
。
中
房
は
若
干
凹
面
を
呈
し
、
周
囲
が
圏
線

状
を
な
し
て
一+

八
の
蓮
子
が
界
線
に
対
応
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
７
・
８
型
式
と
も
にⅡ

2b

技
法
で
接
合
さ
れ
て
お
り
、
一
部
回
転
ナ
デ
の
痕
跡
が
あ
る
も

の
も
確
認
さ
れ
る
。
瓦
当
面
の
厚
さ
が
一
・
一
～
一
・
三
セ
ン
チ
と
薄
く
、
周
縁
が
〇
・
五
セ
ン
チ
程
度
と
薄
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
９
型
式
は
ボ
リ
ュ
ー
ム

感
あ
る
蓮
弁
が
８
型
式
と
似
て
い
る
が
、
中
房
の
蓮
子
が
鈍
く
な
る
。
１
０
型
式
は
蓮
弁
が
平
た
く
中
房
が
広
く
な
る
が
、
一+

七+

一
六
の
蓮
子
が
二
重
に
配
置

さ
れ
圏
線
が
あ
る
。
１
１
型
式
は
蓮
弁
の
中
央
と
間
弁
が
三
角
形
を
な
し
、
中
房
は
凸
形
に
突
出
し
て
い
る
が
一+

六+

一
三
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
た
。
９
～
１
１
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型
式
は
７
・
８
型
式
を
基
本
と
し
て
変
形
し
た
も
の
で
七
世
紀
初
半
以
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

Ｂ
グ
ル
ー
プ
は
、
扶
余
地
域
の
王
宮
区
域
だ
け
で
な
く
益
山
王
宮
里
遺
跡
で
も
出
土
し
て
い
る
。
７
・
８
型
式
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
は
飛
鳥
寺
の
花
組
の
直

接
的
な
祖
形
と
見
て
、
五
八
八
年
以
前
と
す
る
見
解
が
早
く
か
ら
提
示
さ
れ
た
が
１
５
１

、
官
北
里
遺
跡
の
創
建
瓦
と
し
て
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
前
後
と
す
る
反

論
も
あ
っ
た
１
５
２

。
し
か
し
、
官
北
里
遺
跡
の
瓦
建
物
と
方
形
蓮
池
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
遺
跡
が
、
遷
都
前
後
で
な
く
六
世
紀
後
半
以
後
に
造
営
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
が
最
近
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た(

本
稿
の
第
二
章
第
二
節
参
照)

。
し
た
が
っ
て
、
７
・
８
型
式
は
五
三
八
年
ま
で
遡
ら
ず
五
八
八
年
以
前
の

六
世
紀
中
後
半
頃
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。  

Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
中
房
が
大
き
く
蓮
弁
の
端
と
間
弁
が
三
角
形
を
な
す
亭
岩
里
窯
址
生
産
品
で
あ
る
。
１
２
～
１
４
型
式
は
蓮
弁
の
形
態
が
同
じ
で
中
房

が
大
き
く
、
瓦
当
と
丸
瓦
の
接
着
力
を
高
め
る
た
め
の
補
強
土
の
痕
跡
が
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る
。
１
２
・
１
４
型
式
は
一+

四
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
る
が
１
２

型
式
はⅡ

2c

技
法
、
１
４
型
式
はⅢ

1

技
法
で
接
合
さ
れ
た
。
１
３
型
式
はⅡ

2c

技
法
で
接
合
さ
れ
て
お
り
、
当
初
一+

五
の
蓮
子
が
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

内
の
一
個
が
と
れ
た
よ
う
に
見
え
る
亭
岩
里
Ａ-
１
号
窯
址
出
土
品
が
あ
る
。
Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
出
土
量
が
少
な
く
こ
れ
ま
で
旧
衙
里
、
官
北
里
、
双
北
里

で
の
み
確
認
さ
れ
て
お
り
、
益
山
王
宮
里
遺
跡
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

扶
余
官
北
里
遺
跡
に
対
す
る
発
掘
で
は
遺
跡
の
全
域
で
盛
土
台
地
層
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
を
基
準
に
し
て
そ
の
下
部
と
上
部
の
生
活
面
を
区
分
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
下
部
で
は
工
房
や
貯
蔵
穴
な
ど
が
発
見
さ
れ
、
上
部
で
は
各
種
建
物
址
と
蓮
池
、
井
戸
址
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。
盛
土
台
地
の
造
成
年
代
と
関
連

し
て
ラ
地
区
大
形
殿
閣
建
物
の
基
壇
盛
土
層
内
部
で
発
見
さ
れ
た
２
ａ
・
８
・
１
３
型
式
の
瓦
当
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
瓦
当
は
そ
の
廃
棄
時
点
が
注
目
さ
れ
る

が
、
そ
の
中
で
８
型
式
の
年
代
は
五
八
八
年
以
前
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
を
通
し
て
こ
の
一
帯
に
対
す
る
台
地
造
成
が
六
世
紀
後
半
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た

(

本
稿
の
第
二
章
第
二
節
参
照)

。
と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
八
年
の
バ
地
区
に
対
す
る
調
査
で
は
盛
土
層
内
部
か
ら
中
国
製
青
磁
罐
片
が
発
見
さ
れ
た(

図
二-

二
八
参

照)

。
こ
の
遺
物
は
器
形
や
蓮
華
文
の
形
態
が
中
国
陳
代
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
も
の
と
類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
官
北
里
一
帯
の
台
地
造
成
は
六
世
紀
第
４

四
半
期
以
後
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
１
５
３

。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
盛
土
層
か
ら
発
見
さ
れ
た
２
ａ
・
８
・
１
３
型
式
瓦
当
の
使
用
時
期
は
そ
れ
と
同

時
期
あ
る
い
は
若
干
古
い
六
世
紀
中
後
半
と
見
て
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。
泗
沘
遷
都
直
後
の
官
北
里
一
帯
は
工
房
や
貯
蔵
施
設
が
位
置
し
て
い
た
た
め
、
王
宮
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の
中
心
殿
閣
の
外
郭
や
内
裏
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
宮
の
中
心
区
域
に
対
す
る
発
掘
で
新
た
な
型
式
が
出
土
す
る
可
能
性
は
残

っ
て
い
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ま
で
出
土
し
た
瓦
当
を
中
心
に
そ
の
使
用
時
期
を
調
べ
て
み
る
と
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
１
～
４
型
式
は
大
通
寺
式
瓦
当
の
展
開
過
程

か
ら
見
る
と
遷
都
前
後
か
ら
使
用
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
７
・
８
型
式
は
盛
土
層
で
確
認
さ
れ
た
共
伴
遺
物
か
ら
見
る
と
、
五
八
八
年
以
前

で
あ
る
六
世
紀
中
後
半
か
ら
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
同
笵
品
の
事
例
を
見
る
と
Ｂ
グ
ル
ー
プ
よ
り
は
若
干
古
い
段
階
か
ら
出

現
し
て
い
る
が
、
出
土
量
が
少
な
い
た
め
補
修
用
瓦
当
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
泗
沘
期
の
王
宮
の
殿
閣
に
使
用
さ
れ
た
瓦
当
は
遷
都
以
後

か
ら
六
世
紀
中
後
半
ま
で
は
Ａ
グ
ル
ー
プ
が
主
流
を
な
し
、
六
世
紀
中
後
半
か
ら
は
次
第
に
Ｂ
グ
ル
ー
プ
で
代
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
扶
蘇
山
城
と
双
北
里

遺
跡
で
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
が
最
も
多
く
発
見
さ
れ
て
お
り
１
５
４

、
離
宮
と
推
定
さ
れ
る
益
山
王
宮
里
遺
跡
で
も
Ｂ
グ
ル
ー
プ
が
創
建
瓦
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
と
こ

ろ
で
、
王
宮
里
遺
跡
で
Ａ
・
Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
瓦
当
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
い
こ
と
を
見
る
と
、
六
世
紀
末
や
七
世
紀
初
半
を
基
点
で
Ａ
・
Ｃ
グ
ル
ー
プ
は
こ
れ
以

上
王
宮
区
域
で
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。  

そ
れ
で
は
、
王
宮
区
域
で
生
産
さ
れ
た
瓦
当
の
中
で
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
間
に
違
い
が
生
じ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
を
瓦
生
産
体

制
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
泗
沘
遷
都
前
後
の
王
宮
の
殿
閣
に
大
通
寺
式
瓦
当
が
主
に
使
用
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、

筆
者
は
こ
の
瓦
当
が
百
済
中
央
の
官
営
造
瓦
工
房
で
製
作
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
と
こ
ろ
で
王
宮
区
域
か
ら
出
土
し
た
大
通
寺
式
の
Ａ
グ
ル
ー
プ
瓦

当
は
円
形
突
起
式
と
い
う
文
様
と
回
転
ナ
デ
技
法
は
共
通
す
る
が
、
蓮
弁
の
数
や
蓮
子
の
数
、
接
合
技
法
な
ど
に
お
い
て
非
常
に
多
様
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

清
水
昭
博
は
こ
れ
を
大
通
寺
系
、
鳳
凰
洞
系
、
金
徳
里
系
、
軍
守
里
系
の
よ
う
に
細
く
分
類
し
た
１
５
５

。
こ
の
よ
う
な
細
か
い
型
式
は
部
分
的
に
時
期
差
を
反
映

す
る
と
い
え
る
が
、
一
方
で
は
短
期
間
で
大
量
に
瓦
を
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
遷
都
前
後
の
事
情
と
も
関
連
し
て
い
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
遷
都
前

後
の
王
宮
区
域
の
大
規
模
土
木
工
事
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
、
多
様
な
出
自
を
持
つ
瓦
工
を
集
め
瓦
を
製
作
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、
文
様
は
共
通
す
る
が

様
々
な
接
合
技
法
が
駆
使
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
推
論
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
遷
都
初
期
の
王
宮
区
域
で
使
用
さ
れ
た
Ａ
グ
ル
ー
プ
瓦
当
は
特
定
中
央
行
政
機
関
で
単
独
に
生
産
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

将
作
大
匠
や
都
監
と
い
っ
た
臨
時
機
構
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
瓦
当
に
見
ら
れ
る
円
形
突
起
式
と
い
う
文
様
の
共
通
性
は
該
当
国
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家
機
構
の
強
力
な
統
制
力
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
同
じ
文
様
を
使
用
し
な
が
ら
も
他
の
接
合
技
法
を
駆
使
し
て
い
る
点
は
、
各
工
房
ご
と
に
自

身
の
技
術
を
固
守
し
た
た
め
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
次
第
に
技
術
が
共
有
さ
れ
る
と
と
も
に
任
意
的
に
選
択
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
遷

都
以
後
の
大
規
模
土
木
工
事
を
経
て
官
営
造
瓦
工
房
内
部
で
は
特
定
の
接
合
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
が
さ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
た
な
く
な
り
、
特
に
そ
の
実
務

責
任
者
と
い
え
る
瓦
博
士
はⅡ

2

技
法
やⅢ

1

技
法
な
ど
を
全
て
熟
知
し
た
り
駆
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

六
世
紀
中
後
半
か
ら
製
作
さ
れ
た
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
時
期
差
は
あ
る
が
扶
余
地
域
の
王
宮
区
域
の
み
な
ら
ず
益
山
地
域
で
発
見
さ
れ
た
瓦
当
と
も
文
様
と

製
作
技
術
が
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
扶
余
と
益
山
王
宮
の
瓦
建
物
で
同
笵
品
の
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
と
こ
ろ
で
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
７
・

８
型
式
を
基
本
型
と
し
て
９
～
１
１
型
式
に
継
続
し
て
改
笵
が
進
行
し
た(

図
六-

三
〇)

。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
扶
余
や
益
山
地
域
の
寺
刹
で
新
た
に
寺
院
を
建

立
す
る
た
び
に
新
た
な
文
様
の
瓦
当
を
製
作
し
た
こ
と
と
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
７
・
８
型
式
の
文
様
を
非
常
に
重
要

視
し
た
り
そ
の
生
産
過
程
に
持
続
的
な
統
制
や
管
理
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
１
５
６

。
こ
れ
を
見
る
と
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
瓦
当
は
将
作
大
匠
の
よ
う
な
臨
時
的

な
行
政
機
構
で
は
な
く
常
設
的
な
中
央
行
政
機
関
傘
下
の
官
営
造
瓦
工
房
で
生
産
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
１
５
７

。
こ
の
よ
う
な
推
論
が
妥

当
な
ら
ば
、
泗
沘
期
の
王
宮
区
域
で
発
見
さ
れ
た
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
Ｂ
グ
ル
ー
プ
間
の
違
い
は
臨
時
的
行
政
組
織
が
担
当
し
た
瓦
の
生
産
が
次
第
に
司
空
部
や
功
徳

部
傘
下
の
官
営
造
瓦
工
房
に
再
編
さ
れ
る
過
程
で
発
生
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

(

二)
  

飛
鳥
寺
創
建
瓦
と
百
済
の
瓦
博
士 

史
料
六-

一
～
三
か
ら
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
は
百
済
の
瓦
博
士
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ま
で
は
そ
の
祖
形
が
百
済
故
地
の
瓦
当
の
中
で
ど
こ

に
由
来
す
る
の
か
に
つ
い
て
関
心
が
集
中
し
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、
星
組
系
列
の
瓦
当
に
つ
い
て
は
、
旧
衙
里
寺
址
や
大
通
寺
式
瓦
当
の
う
ち
金
徳
里
窯
で
作
業

し
た
瓦
工
集
団
に
淵
源
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
１
５
８

。
そ
れ
は
円
形
突
起
式
の
文
様
と
裏
面
の
回
転
ナ
デ
技
法
、
丸
瓦
先
に
端
を
有
段
式
に
調
整
し
た
後

に
接
合
さ
せ
る
手
法(

Ⅱ
2
a)

な
ど
が
飛
鳥
寺
の
星
組
系
列
と
一
致
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
花
組
系
列
の
場
合
は
扶
蘇
山
城
や
龍
井
里
寺
址
、
官
北

里
遺
跡
な
ど
で
見
解
が
交
錯
し
て
い
る
１
５
９

。
花
組
の
場
合
、
瓦
当
の
文
様
は
類
似
し
て
い
る
が
花
組
系
列
で
特
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
る
丸
瓦
先
端
部
の
調
整
技
法
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(
Ⅱ
3
a
)

は
ま
だ
六
世
紀
代
の
資
料
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。  

と
こ
ろ
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
王
興
寺
址
窯
址
と
伽
藍
中
心
部
に
対
す
る
発
掘
調
査
で
は
そ
の
創
建
瓦
が
飛
鳥
寺
の
花
組(

Ａ
組)

、
星
組(

Ｂ
組)

と
非
常
に
類

似
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
ト
形
蓮
弁
を
持
つ
１
・
２
型
式(

Ａ
組)

は
無
段
式
丸
瓦
と
連
結
し
、
円
形
突
起
式
蓮
弁
を
持
つ
３
・
４
型
式

(

Ｂ
組)

は
有
段
式
丸
瓦
と
連
結
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た(

図
六-

二
九)

。
し
た
が
っ
て
、
王
興
寺
址
の
創
建
瓦
を
生
産
し
た
造
瓦
集
団
が
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
を
生

産
し
た
工
人
で
あ
っ
た
か
少
な
く
と
も
非
常
に
深
い
関
連
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
王
興
寺
址
の
場
合
、
飛
鳥
寺
の
建
立
時
期
と
最
も
類
似
し
て
お
り
、
前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
伽
藍
配
置
や
心
礎
石
の
安
置
方
法
、
舎
利
荘
厳
方
式
な
ど
の
類
似
性
が
非
常
に
高
い
た
め
、
そ
こ
か
ら
出
土
す
る
瓦
当
が
類
似
す
る
こ
と
は
あ

る
意
味
当
然
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
両
者
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
王
興
寺
址
出
土
瓦
は
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
と
類
似
す

る
と
は
い
え
相
違
点
も
あ
る
た
め
、
直
接
的
な
祖
形
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
性
急
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
で
花
弁
の
形
態
や
丸
瓦
の
形
態
、
製
作
技
術
と
い
う
も
の
が
百
済
で
は
さ
ほ
ど
相
関
関
係
が
な
い
と
い
う
見
解
が
再
び
注
目
さ
れ
る
１
６
０

。

つ
ま
り
、
飛
鳥
寺
の
創
建
時
に
渡
っ
て
き
た
瓦
博
士
は
各
々
花
組
と
星
組
の
文
様
と
技
術
を
兼
備
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
偶
然
に
花
組
と
星
組
に
分
け
ら
れ
て
七

世
紀
前
半
ま
で
維
持
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
泗
沘
遷
都
以
後
、
大
規
模
的
な
土
木
工
事
を
経
な
が
ら
特
に
官
営
造
瓦
工
房
を
中
心
に
活
動
し
な
が
ら
全
般
的

な
造
瓦
術
の
向
上
や
技
術
的
な
共
有
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
宮
区
域
か
ら
出
土
し
た
図
六-

三
〇
の
２
～
４
型
式
の
大
通
寺
式
瓦
当
は
同
じ
文
様
を
持
ち
な

が
ら
も
多
様
な
接
合
手
法
を
駆
使
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
興
寺
址
五
号
窯
址
で
は
花
組(

Ａ
組)

と
星
組(

Ｂ
組)

の
瓦
当
と
無
段
式
お
よ
び
有
段
式
丸
瓦
が
共
に
生

産
さ
れ
て
い
る
１
６
１

。
こ
れ
を
見
る
と
百
済
の
官
営
工
房
に
所
属
し
た
技
術
系
官
僚
で
あ
り
実
務
責
任
者
と
い
え
る
瓦
博
士
は
そ
れ
ぞ
れ
花
組
と
星
組
の
文
様
と

技
術
を
兼
備
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
１
６
２

。 

こ
れ
ま
で
飛
鳥
寺
の
花
組
と
星
組
の
源
流
の
摸
索
に
お
い
て
、
特
に
瓦
の
製
作
技
術
面
を
強
調
し
た
こ
と
で
看
過
さ
れ
て
き
た
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
両
地
域

の
瓦
当
の
文
様
が
似
て
い
る
と
は
い
え
全
く
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
飛
鳥
寺
の
花
組
と
星
組
を
代
表
す
る
１
ａ
・
１
ｂ
型
式
と
３
ａ
・
３
ｂ
型
式
、

５
型
式
の
場
合
、
十
葉
や
九
・
十
一
葉
で
百
済
の
瓦
当
で
は
見
ら
れ
な
い
文
様
で
あ
る(

図
六-
三
十
一)

１
６
３

。
こ
れ
を
見
る
と
、
百
済
の
瓦
当
と
飛
鳥
寺
の
瓦

当
が
似
て
い
る
と
は
い
え
、
決
し
て
全
く
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
予
見
で
き
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
二
つ
の
側
面
を
考
慮
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
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飛
鳥
寺
で
百
済
で
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
瓦
当
文
様
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
や
脈
絡
に
関
す
る
点
で
、
も
う
一
つ
は
そ
の
よ
う
に
し
て
採
択
さ
れ
た
瓦

当
文
様
の
淵
源
や
意
味
に
関
す
る
点
で
あ
る
。 

ま
ず
、
飛
鳥
寺
創
建
瓦
に
新
た
な
文
様
が
使
用
さ
れ
た
背
景
に
関
し
て
は
泗
沘
期
に
お
け
る
主
要
寺
院
創
建
瓦
の
様
相
が
注
目
さ
れ
る
。
前
節
で
説
明
し
た
よ

う
に
定
林
寺
址
や
陵
山
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
の
創
建
瓦
は
「
～
～
寺
式
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
非
常
に
多
様
で
特
徴
的
な
瓦
当
文
様
を
新
た
に
製
作
・

使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
様
相
は
七
世
紀
代
の
益
山
帝
釈
寺
址
や
弥
勒
寺
址
の
創
建
瓦
に
お
い
て
明
確
に
確
認
で
き
る
事
項
で
あ
る
１
６
４

。
し
た
が
っ
て
、

飛
鳥
寺
で
新
た
な
文
様
を
採
択
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
百
済
寺
院
の
造
営
に
お
い
て
新
た
な
寺
院
の
創
建
と
新
た
な
瓦
当
文
様
の

製
作
は
ご
く
一
般
的
な
現
象
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
済
寺
院
の
創
建
瓦
と
い
う
視
角
か
ら
見
る
と
、
飛
鳥
寺
で
新
た
な
型
式
の
創

建
瓦
が
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
新
た
な
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
当
然
新
た
な
文
様
が
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
日
本
の
場
合
、
飛
鳥
寺
が
完
成
し
て
以
降
、
花
組
系
と
星
組
系
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
文
様
属
性
と
技
術
系
統
を
維
持
し
な
が
ら
別
個
に
活
動
し
て
い
た

１
６
５

。
こ
れ
は
百
済
寺
院
と
は
異
な
る
点
で
む
し
ろ
百
済
王
宮
に
お
け
る
瓦
当
の
使
用
様
相
と
類
似
す
る
。
泗
沘
期
の
王
宮
関
連
遺
跡
で
は
初
期
に
は
図
六-

三

〇
の
２
～
４
式
の
大
通
寺
式
瓦
当
が
広
範
囲
に
使
用
さ
れ
た
が
、
六
世
紀
中
後
半
を
基
点
に
図
六-

三
〇
の
７
・
８
型
式
の
瓦
当
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
、
七
世
紀

前
半
に
は
益
山
地
域
で
も
同
じ
文
様
が
使
用
さ
れ
た
。
王
宮
の
殿
閣
に
使
用
さ
れ
た
瓦
当
は
図
六-

三
〇
の
５
・
６
型
式
や
９
～
１
１
型
式
瓦
の
よ
う
に
瓦
笵
の

改
笵
を
通
し
た
文
様
の
連
続
性
が
強
い
が
、
こ
れ
は
寺
院
の
瓦
当
と
は
全
く
異
な
る
様
相
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
百
済
の
王
宮
区
域
で
使
用
さ
れ
た
瓦
当
で
さ

ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
大
通
寺
式
瓦
当
は
星
組
の
祖
形
で
、
ハ
ー
ト
型
蓮
弁
を
持
つ
瓦
当
は
そ
の
出
土
地
は
異
な
る
が
花
組
系
列
の
祖
形
と
さ
れ
て
い
る
瓦
当
の

文
様
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
五
八
八
年
以
前
に
扶
余
地
域
の
王
宮
の
殿
閣
に
は
花
組
と
星
組
の
文
様
と
最
も
類
似
す
る
瓦
当
が
使
用
さ
れ

て
い
た
と
い
え
る
。 

飛
鳥
寺
の
場
合
、
基
本
的
に
は
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
、
百
済
寺
院
の
常
例
に
し
た
が
っ
て
新
た
な
文
様
の
瓦
笵
が
新
た
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
際
に
採
択
さ
れ
た
文
様
は
百
済
の
王
宮
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
花
組
と
類
似
す
る
７
・
８
型
式
瓦
当
は
六
世
紀
中
後
半
か

ら
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
最
新
の
文
様
で
あ
り
、
星
組
と
類
似
す
る
２
～
４
型
式
瓦
当
は
遷
都
直
後
か
ら
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
飛
鳥
寺
の
花
組
や
星
組
で
こ
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の
よ
う
な
文
様
を
採
択
し
た
こ
と
は
発
願
者
で
あ
る
蘇
我
氏
の
非
常
に
意
図
的
な
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
は
記
念
的
建
造
物
と
し
て
寺
院
を
初
め
て
建
立

し
て
、
百
済
か
ら
最
新
の
文
様
、
そ
れ
も
王
宮
で
使
用
し
て
い
た
瓦
当
文
様
を
採
択
す
る
こ
と
で
自
身
の
権
威
を
よ
り
一
層
誇
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
発
願
者
や
発
注
元
が
文
様
を
選
択
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
し
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
１
６
６

。 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
源
流
は
ど
こ
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
は
単
純
に
特
定
遺
跡
や
窯

址
か
ら
出
土
し
た
瓦
が
そ
の
祖
形
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
解
答
よ
り
は
瓦
を
生
産
し
た
窯
址
や
造
瓦
集
団
を
提
示
す
る
こ
と
が
よ
り

適
切
で
あ
り
、
花
組
と
星
組
の
祖
形
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
遺
跡
か
ら
求
め
る
よ
り
王
興
寺
址
の
よ
う
に
単
一
遺
跡
で
組
合
せ
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
筆
者
は
六
世
紀
中
後
半
に
お
け
る
百
済
の
王
宮
と
寺
院
の
殿
閣
に
使
用
さ
れ
た
瓦
を
生
産
し
た
「
官
営
工
房

の
造
瓦
集
団
や
技
術
者
」
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
花
組
の
場
合
、
生
産
地
が
不
明
で
あ
る
が
扶
余
旧
衙
里
・
官
北
里
・
双
北
里
遺
跡
お
よ
び
扶
蘇
山
城
・
王
宮

里
遺
跡
な
ど
王
宮
関
連
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
瓦
当
を
祖
形
に
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
１
６
７

。
星
組
の
場
合
、
金
徳
里
窯
址
や
王
興
寺
址
窯
址
で
活
動
し

た
造
瓦
集
団
と
関
連
が
あ
り
、
王
宮
区
域
の
み
な
ら
ず
王
興
寺
址
の
よ
う
に
寺
院
か
ら
も
出
土
す
る
大
通
寺
式
瓦
当
を
祖
形
と
し
た
と
い
え
る
。
泗
沘
期
の
王
宮

関
連
遺
跡
で
は
両
者
と
も
に
発
見
さ
れ
る
が
細
か
い
技
術
属
性
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
王
興
寺
址
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
八
八
年
以

前
に
百
済
で
活
動
し
た
瓦
博
士
は
花
組
と
星
組
の
技
術
を
兼
備
し
て
王
宮
と
寺
院
の
瓦
当
を
製
作
し
て
供
給
す
る
官
営
造
瓦
工
房
に
所
属
し
た
技
術
系
官
僚
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

古
代
寺
院
の
造
営
技
術
は
土
木
建
築
の
み
な
ら
ず
彫
刻
・
金
工
・
木
工
・
石
工
な
ど
各
分
野
の
多
様
な
手
工
業
技
術
が
集
大
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
古
墳
の
築

造
よ
り
技
術
の
相
互
依
存
度
や
提
携
度
が
高
か
っ
た
１
６
８

。
五
八
八
年
に
派
遣
さ
れ
た
渡
来
系
の
技
術
工
人
は
前
時
期
の
古
墳
時
代
に
渡
来
し
た
技
術
者
と
は
大

き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
文
献
記
録
を
通
し
て
分
か
る
よ
う
に
当
時
の
技
術
工
人
は
全
て
百
済
の
中
央
行
政
機
関
に
所
属
す
る
技
術
系
官
僚
で
あ
っ
た
１
６
９

。
彼
ら

は
個
別
に
渡
日
し
た
の
で
は
な
く
、
飛
鳥
寺
の
建
立
を
支
援
す
る
た
め
に
国
家
が
組
織
し
た
派
遣
団
の
よ
う
な
一
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
形
態
で
一
緒
に

派
遣
さ
れ
た(

本
稿
の
第
六
章
第
一
節
参
照)

。
史
料
六-

一
～
三
の
『
日
本
書
紀
』
や
『
元
興
寺
縁
起
』
な
ど
の
関
連
史
料
を
見
る
と
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
は
た
と
え
臨
時
的
で
は
あ
る
と
は
し
て
も
、
率
系
の
官
等
を
所
持
し
た
高
位
官
僚
と
仏
教
僧
侶
、
技
術
工
人
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
技
術
系
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官
僚
の
所
属
を
推
定
し
て
み
る
と
、
露
盤
博
士
は
前
内
部
、
寺
師
は
木
部
、
画
工
は
前
内
部
ま
た
は
功
徳
部
に
所
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。  

前
内
部
の
場
合
、
国
王
の
近
侍
機
構
と
し
て
王
命
の
出
納
と
国
政
を
総
括
す
る
部
署
で
あ
り
、
新
羅
内
省
と
非
常
に
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
１
７
０

。

新
羅
の
内
省
で
は
そ
の
傘
下
で
多
様
な
宮
中
手
工
業
工
房
を
運
営
し
て
い
た
１
７
１

。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、
金
属
部
分
全
体
を
担
当
し
た
露
盤
博
士
は
前
内
部

に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
史
料
六-

三
で
露
盤
博
士
が
技
術
工
人
の
中
で
ま
ず
最
初
に
記
録
さ
れ
て
い
る
点
や
徳
系
官
等
の
中
で
最
も
高
い

将
徳
を
冠
称
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
よ
う
な
前
内
部
の
位
相
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

寺
師
の
場
合
、
寺
工
と
し
て
も
出
て
く
る
た
め
五
七
七
年
に
派
遣
さ
れ
た
造
寺
工
と
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
ら
は
木
造
建
築
と
関
連
し
た
業
務
を
遂
行
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
木
部
に
所
属
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
画
工
の
場
合
、
前
内
部
や
司
空
部
に
所
属
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
明

確
な
根
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
他
の
事
例
を
参
考
す
る
と
、
中
央
行
政
官
署
に
所
属
す
る
技
術
系
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
。 

瓦
博
士
の
場
合
、
功
徳
部
と
司
空
部
に
配
属
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
六
世
紀
後
半
、
百
済
で
は
功
徳
部
と
司
空
部
に
多
数
の
造
瓦
所
が
配
置
さ
れ
た
二

元
的
な
官
営
工
房
体
制
が
運
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
五
八
八
年
に
派
遣
さ
れ
た
瓦
博
士
が
功
徳
部
や
司
空
部
の
ど
ち
ら
か
一
つ
の
部
署
に
の

み
所
属
し
て
い
た
官
員
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
、
飛
鳥
寺
建
立
支
援
の
た
め
の
臨
時
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
二
つ
の
部
署
に
所
属
す
る
瓦
博
士
た
ち
が
一
緒
に
選
出
さ
れ
た
可
能
性
が
よ
り
高
い
と
考
え
る
。
五
八
八
年
、
百
済
で
は
一
度
に
四
名
も
の
瓦
博
士
を
派

遣
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
時
点
で
の
瓦
製
作
の
重
要
性
や
緊
急
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
が
、
一
方
で
は
一
つ
の
部
署
か
ら
四
名
の
瓦
博
士
が
一
度
に
選
出
で

き
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
に
派
遣
さ
れ
た
四
名
の
瓦
博
士
は
司
空
部
や
功
徳
部
に
別
途
に
所
属
し
て
い
る
状
況
で
選
出
さ
れ
て
、

一
緒
に
派
遣
さ
れ
た
可
能
性
が
よ
り
高
い
と
考
え
る
。
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
が
花
組
と
星
組
に
分
か
れ
、
百
済
の
王
宮
や
寺
院
に
使
用
さ
れ
た
瓦
の
要
素
が
共
に
見

ら
れ
る
点
、
寺
院
建
立
以
後
に
花
組
と
星
組
の
流
派
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
展
開
様
相
を
見
せ
る
こ
と
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
情
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
１
７
２

。 

史
料
六-

一
～
三
か
ら
瓦
博
士
が
百
済
の
官
営
工
房
に
所
属
し
て
い
た
技
術
系
官
僚
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
類
推
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
百

済
瓦
に
対
す
る
研
究
で
は
官
営
工
房
の
成
立
や
展
開
過
程
、
中
央
行
政
組
織
と
の
関
連
性
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
不
足
し
て
お
り
、
泗
沘
期
の
王
宮
で
使
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用
さ
れ
た
瓦
が
何
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
度
外
視
す
る
傾
向
が
な
く
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
本
章
で
は
百
済
官
営
造
瓦
工
房
の
変
化
様
相
を
把
握
し
た
後
、

百
済
の
王
宮
や
寺
院
に
瓦
を
供
給
し
た
司
空
部
と
功
徳
部
に
所
属
し
て
い
た
技
術
系
官
僚
で
あ
り
実
務
責
任
者
で
あ
る
瓦
博
士
が
五
八
八
年
に
飛
鳥
寺
の
瓦
を
製

作
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

一
方
、
史
料
六-
一
～
三
を
見
る
と
、
飛
鳥
寺
を
造
営
し
な
が
ら
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
瓦
博
士
な
ど
の
技
術
匠
人
は
東
漢
氏
や
朝
妻
氏
な
ど
在
来
の
渡
来
人

技
術
者
を
「
部
首
」
と
し
て
置
き
、
そ
の
下
に
「
諸
手
」
と
表
現
さ
れ
た
在
地
の
下
級
技
術
者
を
動
員
し
て
い
る
１
７
３

。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
第
二
章
で
検
討
し

た
よ
う
に
五
四
一
年
に
梁
か
ら
渡
っ
て
き
た
工
匠
・
画
師
の
指
導
を
受
け
て
百
済
の
定
林
寺
址
の
造
営
や
塔
内
塑
像
の
製
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
そ
の
原
初
的
な

形
態
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
五
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
新
羅
の
興
輪
寺
の
造
営
に
お
い
て
も
百
済
か
ら
造
瓦
術
が
伝
授
さ
れ
た
際
、
在
地
の
工
人

が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
そ
う
し
た
点
で
百
済
か
ら
寺
院
造
営
技
術
が
伝
授
さ
れ
た
新
羅
や
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
技
術
の
習
得
過
程

は
非
常
に
類
似
す
る
パ
タ
ー
ン
で
展
開
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
対
し
て
も
今
後
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
と
め 

飛
鳥
寺
三
金
堂
の
高
句
麗
源
流
説
は
、
そ
の
発
掘
当
時
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
た
三
金
堂
が
高
句
麗
の
清
岩
里
寺
址
に
し
か
な
か
っ
た
た
め
に
提
起
さ
れ
た
学
説

の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
飛
鳥
寺
か
ら
は
三
金
堂
と
い
う
プ
ラ
ン
以
外
に
高
句
麗
寺
院
と
類
似
す
る
も
の
が
ま
っ
た
く
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
高
句
麗
寺
院
の

影
響
が
あ
ら
わ
れ
た
過
程
に
つ
い
て
も
明
確
に
説
明
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
三
金
堂
が
両
時
期
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
か
、
百
済
地
域
で
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
と

類
似
す
る
寺
院
が
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
、
百
済
化
さ
れ
た
高
句
麗
の
文
化
が
再
び
日
本
へ
伝
播
し
た
と
い
う
見
解
な
ど
が
提
示
さ
れ
た
。
二
時
期

造
営
説
は
、
史
料
批
判
と
発
掘
調
査
の
結
果
に
対
す
る
再
検
討
に
よ
っ
て
早
い
時
期
か
ら
否
定
さ
れ
た
。 

そ
こ
で
第
一
節
で
は
後
二
者
の
立
場
か
ら
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
百
済
起
源
説
を
新
た
に
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
百
済
寺
院
に
は
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
と
同
様
で
は

な
い
が
、
類
似
し
た
寺
院
が
存
在
し
て
お
り
、
高
句
麗
の
文
化
が
直
接
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
百
済
を
経
由
し
て
伝
播
さ
れ
た
可
能
性
を
提
起
し
た
。 

五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半
か
ら
始
ま
っ
た
高
句
麗
系
文
化
の
百
済
へ
の
流
入
は
六
世
紀
中
半
か
ら
は
次
第
に
支
配
層
に
ま
で
拡
散
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
威
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徳
王
陵
と
推
定
さ
れ
る
東
下
塚
に
高
句
麗
系
統
の
壁
画
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
高
句
麗
文
化
の
流
入
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
威
徳
王
は
五
六
七
年
を
起

点
と
し
て
北
朝
の
国
家
と
の
交
渉
を
再
開
す
る
な
ど
本
格
的
に
王
権
を
強
化
し
、
南
朝
中
心
の
外
交
か
ら
抜
け
出
し
北
朝
と
高
句
麗
系
統
の
文
化
を
積
極
的
に
受

容
し
た
。
百
済
で
は
弥
勒
寺
址
建
立
以
前
の
六
世
紀
中
後
半
の
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
を
建
設
し
な
が
ら
回
廊
外
郭
に
新
た
な
性
格
の
建
物
を
建
立
す
る
な
ど

初
歩
的
な
形
態
の
多
院
式
寺
院
を
造
営
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
要
素
は
中
国
南
北
朝
時
代
か
ら
隋
唐
代
に
流
行
し
た
多
院
式
寺
院
や
高
句
麗
寺
院
の
影
響
を

受
け
た
た
め
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

六
世
紀
中
後
半
に
建
立
さ
れ
た
軍
守
里
寺
址
と
五
七
七
年
の
王
興
寺
址
、
五
八
四
年
の
皇
龍
寺
址
重
建
伽
藍
、
そ
し
て
五
八
八
年
の
飛
鳥
寺
伽
藍
配
置
に
は
互

い
に
一
定
の
関
連
性
を
有
す
る
と
い
え
る
。
六
世
紀
中
後
半
か
ら
百
済
寺
院
に
見
ら
れ
る
多
院
式
寺
院
で
東
堂
・
西
堂
や
東
西
回
廊
が
撤
去
さ
れ
た
形
態
が
皇
龍

寺
址
重
建
伽
藍
の
三
金
堂
で
あ
り
、
そ
れ
を
高
句
麗
的
な
品
字
形
に
配
置
し
た
も
の
が
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
伽
藍
配
置
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
で
あ
る
。
六
世
紀
代

の
百
済
で
は
高
句
麗
の
文
化
が
幅
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
百
済
寺
院
に
お
い
て
飛
鳥
寺
三
金
堂
と
同
じ
伽
藍
配
置
が
具
現
さ
れ
な
く
と
も
高
句

麗
が
直
接
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
く
、
百
済
を
経
由
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
高
句
麗

の
直
接
的
な
影
響
で
あ
る
な
ら
ば
、
皇
龍
寺
址
の
よ
う
に
部
分
的
で
は
あ
る
が
高
句
麗
的
な
要
素
が
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
飛
鳥
寺
で
は
そ
う
し
た

要
素
を
全
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
参
考
に
な
る
。 

一
方
、
高
句
麗
と
日
本
は
五
七
四
年
か
ら
五
九
五
年
ま
で
一
時
的
に
外
交
交
渉
が
中
断
し
た
状
態
で
あ
り
、
高
句
麗
の
僧
侶
慧
慈
が
派
遣
さ
れ
た
五
九
五
年
は

百
済
の
技
術
者
集
団
が
倭
に
渡
り
金
堂
や
木
塔
を
建
立
工
事
に
着
手
し
た
後
で
あ
っ
た
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
一
貫
し
た
造
営
計
画
を
持
っ
て
建
立
さ
れ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
に
お
い
て
、
三
金
堂
の
要
素
の
み
を
高
句
麗
に
淵
源
と
理
解
す
る
に
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
。
五
九
五
年
の
段
階
で
飛
鳥

寺
は
百
済
の
技
術
者
集
団
に
よ
っ
て
寺
院
の
造
営
プ
ラ
ン
が
立
案
さ
れ
、
す
で
に
工
事
が
着
手
さ
れ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

飛
鳥
寺
の
建
立
の
た
め
に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
技
術
者
は
、
国
家
で
臨
時
的
に
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
各
技
術
部
門

が
有
機
的
に
連
繋
さ
れ
て
い
た
た
め
、
伽
藍
配
置
の
み
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
た
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。
金
堂
の
本
様
が
百
済
か
ら
伝
来
し
、
東
・
西
金
堂
の

二
重
基
壇
と
下
成
礎
石
が
百
済
の
影
響
を
受
け
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
の
建
立
は
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
技
術
者
集
団
に
よ
っ
て
総
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合
的
に
計
画
さ
れ
実
施
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
百
済
は
六
世
紀
中
後
半
、
新
羅
の
台
頭
と
隋
の
登
場
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
の
変
化

の
中
で
仏
教
を
媒
介
と
し
た
技
術
の
伝
授
を
通
じ
て
日
本
に
対
す
る
主
導
権
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
技
術
支
援
を
し
た
と
い
え
る
。
た

だ
し
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
が
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
と
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
五
七
七
年
に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
造
寺
工
の
活
動
を
通
し
て
日
本
内
部
で

伽
藍
配
置
に
関
す
る
情
報
を
あ
る
程
度
把
握
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

飛
鳥
寺
建
立
以
後
、
日
本
の
初
期
寺
院
に
は
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
は
百
済
の
主
流
的
な
型
式
で
あ
る
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
再
び
選

択
し
た
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
両
者
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
阪
の
四
天
王
寺
の
場
合
、
講
堂
の
東
西
に
別
途

建
物
の
よ
う
な
施
設
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
夏
堂
と
冬
堂
か
ら
な
る
講
堂
は
百
済
寺
院
の
い
わ
ゆ
る
一
棟
二
室
建
物
址
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
新
堂
廃
寺
と

亀
石
古
墳
の
関
係
は
古
墳
と
寺
院
が
関
連
す
る
好
例
と
し
て
陵
山
里
寺
址
と
陵
山
里
古
墳
群
の
関
係
と
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
。
新
堂
廃
寺
の
東
西
回
廊
か
ら
発

見
さ
れ
た
東
方
建
物
・
西
方
建
物
も
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
東
堂
と
西
堂
に
該
当
す
る
。
ま
だ
事
例
が
少
な
い
が
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
が
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽

藍
配
置
と
類
似
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 

第
二
節
で
は
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
源
流
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
百
済
瓦
当
の
問
題
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
泗
沘
期
の
瓦
当
に
つ
い
て
は
定
林
寺
址
、
陵
山
里
寺

址
、
軍
守
里
寺
址
、
王
興
寺
址
な
ど
の
寺
院
か
ら
出
土
し
た
創
建
期
の
瓦
当
と
旧
衙
里
・
官
北
里
・
双
北
里
、
扶
蘇
山
城
、
益
山
王
宮
里
な
ど
王
宮
関
連
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
瓦
当
を
区
分
し
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
泗
沘
期
の
主
な
寺
院
は
新
た
な
寺
院
が
創
建
さ
れ
る
際
、
新
し
い
笵
型
が
製
作
さ
れ
そ
れ
を
使
用
す
る

が
、
王
宮
区
域
で
は
特
定
文
様
の
瓦
笵
が
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
飛
鳥
寺
と
年
代
的
に
近
い
王
興
寺
址
の
創
建
瓦
か
ら
花
組
・
星

組
系
列
と
最
も
類
似
す
る
パ
タ
ー
ン
と
と
も
に
若
干
の
差
異
点
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

し
た
が
っ
て
、
百
済
の
諸
遺
跡
で
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
源
流
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
特
定
遺
跡
や
遺
物
か
ら
完
全
に
同
一
な
も
の
を
探
す
よ
り
、
そ
れ
を
生
産

し
た
造
瓦
集
団
や
瓦
博
士
の
性
格
を
説
明
す
る
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
を
製
作
し
た
瓦
博
士
は
六
世
紀
中
後
半
、
百
済
の
「
王

宮
と
寺
院
」
の
殿
閣
に
使
用
し
た
瓦
を
生
産
し
た
「
官
営
造
瓦
工
房
の
造
瓦
集
団
や
技
術
系
官
僚
」
で
あ
っ
た
。
花
組
の
場
合
、
生
産
地
は
不
明
で
あ
る
が
扶
余

旧
衙
里
・
官
北
里
・
双
北
里
遺
跡
お
よ
び
扶
蘇
山
城
・
王
宮
里
遺
跡
な
ど
王
宮
関
連
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
を
祖
形
と
し
、
星
組
の
場
合
、
金
徳
里
窯
址
や
王
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興
寺
址
窯
址
で
活
動
し
た
造
瓦
集
団
と
関
連
が
あ
り
大
通
寺
式
瓦
当
を
祖
形
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

飛
鳥
寺
の
場
合
、
百
済
寺
院
の
創
建
瓦
が
新
た
な
笵
型
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
そ
の
創
建
時
に
新
た
な
文
様
の
瓦
笵
が
製
作
・
使
用
さ
れ
た
。

そ
の
時
に
採
択
さ
れ
た
文
様
は
百
済
の
王
宮
で
使
用
さ
れ
た
最
新
の
文
様
で
あ
っ
た
。
特
に
、
飛
鳥
寺
の
金
堂
や
木
塔
に
使
用
さ
れ
た
花
組
系
列
の
瓦
当
は
百
済

の
王
宮
で
使
用
さ
れ
て
い
た
最
新
の
文
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
記
念
的
建
物
の
建
立
を
通
し
て
権
威
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
蘇
我
氏
の
意
図
的
な
選
択
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
五
八
八
年
に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
瓦
博
士
は
王
宮
や
寺
院
の
瓦
を
供
給
し
た
功
徳
部
と
司
空
部
に
所
属
し
た
技
術
系
官
僚
で
あ
り
実
務
責
任
者
と
し

て
、
寺
師
と
共
に
国
家
で
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

日
本
最
初
の
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
の
造
営
は
全
面
的
に
百
済
の
造
寺
工
と
瓦
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
技
術
者
に
よ
っ
て
完
成
し
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は

百
済
寺
院
と
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
受
容
の
主
体
で
あ
る
蘇
我
氏
の
立
場
や
日
本
の
仏
教
界
お
よ
び
技
術
の
水
準
、
特
に
五
七
七
年
に
派
遣

さ
れ
た
造
寺
工
と
造
仏
工
の
事
前
活
動
が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
飛
鳥
寺
の
造
営
は
単
純
な
モ
ノ
の
輸
出
や
輸
入
で
な
く
、
人
間
の
移
動
に
よ
る
技
術
の
伝
授
過

程
で
あ
っ
た
。
文
化
を
受
容
す
る
側
の
立
場
が
反
映
さ
れ
、
変
化
が
生
じ
る
こ
と
は
考
え
て
み
る
と
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
変

容
が
ど
の
程
度
ま
で
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
一
金
堂
を
三
金
堂
に
変
更
す
る
ほ
ど
の
大
規
模
な
設
計
変
更
は
不
可

能
で
あ
っ
た
が
、
瓦
当
文
様
を
選
択
す
る
程
度
に
は
可
能
で
あ
っ
た
と
見
た
の
で
あ
る
。 

 

                                        

  

 

１ 

史
料
六-

二
・
三
の
元
興
寺
伽
藍
縁
起
幷
流
記
資
財
帳
の
活
字
本
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。 

藤
田
経
世
編
『
校
刊
美
術
史
料
二
』(

寺
院
編
上
巻
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
二
年
、
七
五
～
八
三
頁)

。 

２ 

大
橋
一
章
「
飛
鳥
寺
の
創
立
と
本
尊
」(

『
奈
良
美
術
成
立
史
論
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
八
二
～
八
六
頁)

。 

３ 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』(

一
九
五
八
年)

。 

４ 

仏
教
芸
術
学
会
「
飛
鳥
寺
の
発
掘
を
め
ぐ
っ
て-

座
談
会
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
三
、
一
九
五
八
年
、
四
七
頁)

。
座
談
会
の
記
録
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
当
時
ま
で
日
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本
の
学
界
で
は
高
句
麗
文
化
を
低
く
評
価
し
、
百
済
に
つ
い
て
は
漠
然
と
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
反
省
の
雰
囲
気
が
提
起
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。 

５ 

こ
れ
ま
で
高
句
麗
系
瓦
当
に
分
類
さ
れ
て
い
た
瓦
の
源
流
に
つ
い
て
上
原
真
人
は
日
本
自
体
の
創
作
説
、
清
水
昭
博
は
新
羅
影
響
説
を
主
張
し
て
い
る
。 

上
原
真
人
「
寺
院
造
営
と
生
産
」(

『
記
念
的
建
物
の
成
立
』
、
鈴
木
博
之
・
山
岸
常
人
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年)

。 

清
水
昭
博
「
古
新
羅
瓦
の
溯
源
に
関
す
る
検
討
」(

『
王
権
と
武
器
と
信
仰
』
、
管
谷
文
則
編
、
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年)

。 

６ 

毛
利
久
「
飛
鳥
大
仏
の
周
辺
」(

『
仏
教
芸
術
』
六
七
、
一
九
六
八
年)

。 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ベ
ル
チ
エ
「
飛
鳥
寺
問
題
の
再
吟
味
」(

『
仏
教
芸
術
』
九
六
、
一
九
七
四
年)

。 

上
原
和
『
仏
法
東
流
』(

学
生
社
、
一
九
八
七
年)

。 

７ 

大
橋
一
章
「
飛
鳥
寺
の
創
立
に
関
す
る
問
題
」(

『
仏
教
芸
術
』
一
〇
七
、
一
九
七
六
年) ; 

『
奈
良
美
術
成
立
史
論
』(

二
〇
〇
九
年)

。 

坪
井
清
足
「
飛
鳥
寺
創
建
諸
説
の
検
討
」(
『
文
化
財
論
叢
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
創
立
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
、
一
九
八
二
年)

。 

８ 

大
川
清
「
扶
余
の
百
済
時
代
寺
院
跡
」(

『
百
済
の
考
古
学
』
、
考
古
学
選
書
五
、
雄
山
閣
、
一
九
七
二
年)

。 

猪
熊
兼
勝
「
発
掘
す
す
む
大
和
の
飛
鳥
時
代
寺
院
跡
」(
『
仏
教
芸
術
』
二
三
五
、
一
九
九
七
年)

。 

趙
源
昌
「
百
済
軍
守
里
寺
址
の
築
造
技
法
と
造
営
主
体
の
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
五
一
、
二
〇
〇
八
年)

。 

佐
川
正
敏
「
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
・
木
塔
心
礎
施
設
・
舍
利
奉
安
形
式
の
系
譜
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
、
勉
誠
出

版
、
二
〇
一
〇
年)

。 

９ 

速
水
侑
『
日
本
仏
教
史(

古
代)

』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
四
四
～
四
七
頁)

。 

１
０ 

伊
藤
義
教
『
ペ
ル
シ
ア
文
化
渡
来
考
』(

岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年)

。 

門
脇
禎
二
「
飛
鳥
開
眼-

歴
史(

一)

」(

『
飛
鳥-

古
代
へ
の
旅
』(

別
冊
太
陽)

、
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年)

。 

西
本
昌
弘
「
飛
鳥
に
来
た
西
域
の
吐
火
羅
人
」(

『
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
三
、
関
西
大
学
、
二
〇
一
〇
年)

。 

１
１ 

も
ち
ろ
ん
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
が
南
北
朝
な
ど
中
国
の
仏
教
寺
院
に
す
で
に
存
在
し
た
可
能
性
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
百
済
で
は
中
国
南
北
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朝
時
代
の
寺
院
と
高
句
麗
寺
院
の
影
響
を
共
に
受
け
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
と
い
う
要
素
が
中
国
や
高
句
麗
な
ど
に
す
で
に
プ
ロ
ト
タ
イ

プ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
百
済
を
媒
介
に
し
て
日
本
に
伝
播
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

１
２ 

扶
余
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
る
高
句
麗
系
土
器
の
出
土
地
と
編
年
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
を
参
考
に
し
た
。 

金
容
民
「
百
済
泗
沘
期
土
器
に
対
す
る
一
考
察-

扶
蘇
山
城
出
土
土
器
を
中
心
に
」(

『
文
化
財
』
三
一
、
一
九
九
八
年)

。  

朴
永
民
「
百
済
泗
沘
期
遺
跡
出
土
高
句
麗
系
土
器
」(

『
二
〇
〇
二
年
報
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

。  

金
鍾
萬
『
百
済
土
器
の
新
研
究
』(

書
景
文
化
社
、
二
〇
〇
七
年)

。 

土
田
純
子
「
泗
沘
様
式
土
器
に
見
ら
れ
る
高
句
麗
土
器
の
影
響
に
対
す
る
検
討
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
二
、
二
〇
一
〇
年)

。 

１
３ 

土
田
純
子
「
泗
沘
様
式
土
器
に
見
ら
れ
る
高
句
麗
土
器
の
影
響
に
対
す
る
検
討
」(

上
掲
誌
、
一
四
一
頁)

。 

１
４ 

泗
沘
時
期
に
出
現
す
る
新
器
種
は
中
国
製
金
属
器
や
陶
磁
器
を
模
倣
す
る
系
統
と
高
句
麗
土
器
の
技
術
的
・
形
態
的
影
響
を
受
け
た
系
統
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
山
本
孝
文
「
百
済
泗
沘
時
期
土
器
様
式
の
成
立
と
展
開
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
三

～
一
五
七
頁)

。 

１
５ 

梁
時
恩
「
南
韓
で
確
認
さ
れ
る
高
句
麗
の
時·

空
間
的
正
体
性
」(

『
考
古
学
』
一
〇
巻
二
号
、
中
部
考
古
学
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
〇
～
一
二
三
頁)

。 

１
６ 

朴
淳
発
「
高
句
麗
と
百
済-

泗
沘
様
式
百
済
土
器
の
形
成
背
景
を
中
心
に
」(

『
高
句
麗
と
東
ア
ジ
ア
』
、
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
高
麗
大
博
物
館
、
二
〇
〇
五

年
、
三
五
頁)

お
よ
び
土
田
純
子
「
泗
沘
様
式
土
器
に
見
ら
れ
る
高
句
麗
土
器
の
影
響
に
対
す
る
検
討
」(

前
掲
誌
、
一
四
二
～
一
四
七
頁)

。 

１
７ 

金
容
民
「
百
済
の
煙
家
に
つ
い
て
」(

『
文
化
財
』
三
五
、
二
〇
〇
二
年)
。 

金
圭
東
「
百
済
土
製
煙
筒
試
論
」(

『
科
技
考
古
研
究
』
八
、
二
〇
〇
二
年)

。 

崔
栄
柱
「
三
国
時
代
土
製
煙
筒
研
究-

韓
半
島
と
日
本
列
島
を
中
心
に
」(

『
湖
南
考
古
学
報
』
三
一
、
二
〇
〇
九
年)

。 

１
８ 

柳
基
正
「
泗
沘
期
オ
ン
ド
ル
施
設
建
物
址
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
三
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
八
～
一
七
〇
頁)

。 

１
９ (

財)

百
済
文
化
開
発
研
究
院
『
百
済
瓦
塼
図
録
』(

一
九
八
三
年
、
一
九
九
頁
の
図
版
三
九
〇(
双
北
里)

、
三
九
一(

扶
余
初
等
学
校
西
側)

、
三
九
二(

龍
寇
里)

、
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二
〇
〇
頁
の
図
版
三
九
三(

双
北
里
扶
余
初
等
学
校
敷
地))

お
よ
び
国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
瓦
塼
』(

二
〇
一
〇
年
、
一
九
〇
頁
の
図
四
九
三(

龍
井
里
寺
址))

な

ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。 

２
０ 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
瓦
塼
』(

前
掲
書
、
九
四
頁
の
図
一
七
一(

官
北
里)

、
一
八
九
頁
の
図
四
八
九
～
四
九
二(

龍
井
里
寺
址))

な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
の

グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
接
合
技
法
が
既
存
の
百
済
瓦
当
に
見
ら
れ
る
も
の
と
異
な
る
た
め
、
高
句
麗
系
瓦
当
と
し
た
。
一
方
、
扶
余
双
北
里
と
龍
井
里
寺
址
の
瓦
当

を
高
句
麗
の
平
壌
土
城
里
や
清
岩
里
寺
址
で
出
土
す
る
瓦
当
と
関
連
す
る
と
い
う
指
摘
が
最
近
提
起
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る(

鄭
治
泳
「
百
済
・
高
句
麗
と
魏
晋

南
北
朝
の
製
瓦
術
比
較
研
究
」(

『
中
央
考
古
研
究
』
八
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
七
頁))

。 

２
１ 

高
句
麗
系
瓦
当
の
製
作
技
術
に
関
す
る
用
語
お
よ
び
特
徴
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
を
参
考
に
し
た
。
吉
井
秀
夫
・
崔
英
姫
「
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
山
田
釮
次

郞
寄
贈
高
句
麗
瓦
の
検
討
」(

『
日
本
所
在
高
句
麗
遺
物Ⅱ

』
、
東
北
亞
歴
史
財
団
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
二
～
一
〇
六
頁)

。 

２
２ 

趙
源
昌
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
を
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
め
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
を
六
世
紀
第
３
四
半
期
に
編
年
し
、
亀
田
修
一
は
Ａ
グ
ル
ー
プ
を
百
済
が
漢
江
流
域
を
一
時

的
に
占
領
し
た
六
世
紀
中
半
に
、
李
タ
ウ
ン
は
Ａ
・
Ｂ
グ
ル
ー
プ
と
も
龍
井
里
寺
址
下
層
金
堂
址
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
て
、
五
三
八
年
の
遷
都
以
後
で
あ
る

六
世
紀
第
２
四
半
期
と
推
定
し
て
い
る
。  

李
タ
ウ
ン
「
百
済
の
瓦
生
産-

熊
津
時
代
・
泗
沘
時
代
を
中
心
と
し
て
」(

『
韓
半
島
考
古
学
論
叢
』
、
西
谷
正
編
、
二
〇
〇
二
年)

。 

趙
源
昌
「
百
済
熊
津
期
龍
井
里
下
層
寺
院
の
性
格
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
四
二
、
二
〇
〇
三
年)

。 

亀
田
修
一
「
熊
津
・
泗
沘
時
代
の
瓦
」(

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年)

。 

趙
源
昌
「
熊
津
～
泗
沘
期
瓦
当
か
ら
み
た
高
句
麗
製
瓦
術
の
百
済
へ
の
伝
播
」(

『
白
山
学
報
』
八
一
、
二
〇
〇
八
年)

。 

２
３ 

一
方
、
軍
守
里
寺
址
の
指
頭
文
軒
平
瓦
は
高
句
麗
集
安
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
る
波
文
軒
平
瓦
と
類
似
す
る
が
、
中
間
に
細
い
線
が
あ
る
点
は
洛
陽
永
寧
寺
出
土
品
に

よ
り
近
い
。
そ
の
系
統
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

２
４ 

趙
源
昌
「
百
済
二
重
基
壇
築
造
術
の
日
本
飛
鳥
寺
へ
の
伝
播
」(

『
百
済
研
究
』
三
五
、
二
〇
〇
二
年)

。 

清
水
重
敦
・
山
下
秀
樹
「
古
代
寺
院
建
築
に
お
け
る
特
異
な
基
壇
、
平
面
と
そ
の
構
造
」(

『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
八
』
、
二
〇
〇
九
年)

。 
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裵
秉
宣
「
扶
余
地
域
百
済
建
物
址
の
構
造
」(

『
定
林
寺-

歴
史
文
化
的
価
値
と
研
究
現
況
』
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

。 

２
５ 

こ
の
よ
う
な
見
解
は
発
掘
終
了
直
後
か
ら
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
浅
野
清
「
飛
鳥
寺
の
建
築
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
三
、
一
九
五
八
年
、
一
六
～
一
七
頁)

。 

２
６ 

そ
の
機
能
と
関
連
し
て
、
日
本
の
大
阪
四
天
王
寺
の
講
堂
と
関
連
し
た
記
録
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

２
７ 

両
国
の
衝
突
地
点
は
大
き
く
二
つ
の
地
域
に
分
け
ら
れ
る
が
、
ひ
と
つ
は
漢
江
か
ら
礼
成
江
流
域
一
帯
と
忠
清
北
道
一
帯
で
あ
る
。
時
期
的
に
は
四
九
五
～
五
二
九

年
の
間
に
は
漢
江
～
礼
成
江
流
域
で
、
五
四
〇
～
五
五
〇
年
の
間
に
は
忠
北
一
帯
で
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
、
後
者
に
つ
い
て
は
疑
問
は
無
い
が
、

前
者
の
場
合
、
溫
祚
王
～
多
婁
王
代
や
肖
古
王
～
古
爾
王
代
の
靺
鞨
関
係
記
事
に
登
場
す
る
地
名
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
を
信
頼

で
き
な
い
と
い
う
立
場
と
、
史
料
の
存
在
を
信
頼
し
て
、
武
寧
王
代
に
一
時
的
に
漢
城
一
帯
を
回
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
理
解
す
る
、
武
寧
王
代
に
一
時
的

に
漢
城
一
帯
を
回
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
理
解
す
る
場
に
分
け
ら
れ
る
。
研
究
史
的
整
理
と
主
要
論
旨
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

林
起
煥
「
熊
津
時
期
百
済
と
高
句
麗
対
外
関
係
記
事
の
再
検
討
」(

『
百
済
文
化
』
三
七
、
二
〇
〇
八
年)

。 

金
賢
淑
「
高
句
麗
の
漢
江
流
域
領
有
と
支
配
」(
『
百
済
研
究
』
五
〇
、
二
〇
〇
九
年)

。 

２
８ 

朴
淳
発
「
高
句
麗
と
百
済
」(

前
掲
書
、
三
八
頁)

で
は
高
句
麗
と
の
戦
闘
か
ら
回
復
し
た
旧
百
済
住
民
た
ち
を
未
開
発
地
域
で
あ
る
扶
余
地
域
に
移
住
さ
せ
、
低
湿

地
の
開
発
と
と
も
に
新
都
造
営
の
準
備
を
進
め
た
と
す
る
。 

２
９ 

下
令
完
固
堤
防
、
驅
内
外
遊
食
者
歸
農
。(

『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀 

武
寧
王 

一
〇
年
条)  

３
０ 

金
吉
植
「
百
済
始
祖
仇
台
廟
と
陵
山
里
寺
址
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
六
九
、
二
〇
〇
八
年
、
六
二
～
六
三
頁)

。
金
吉
植
は
こ
の
よ
う
な
金
工
品
を
六
世
紀
前
半
に

編
年
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遺
物
は
全
て
工
房
址
一
の
廃
棄
段
階
の
遺
物
で
あ
る
た
め
、
七
世
紀
前
半
以
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
製
作
時
期
ま
た
は
寺
院
の
創
建
時
期
で
あ
る
六
世
紀
中
後
半
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

３
１ 

田
中
俊
明
・
東
潮
「
扶
余
の
古
墳
」(

『
韓
国
の
古
代
遺
跡
二-

百
済
・
伽
耶
編
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年
、
一
二
九
～
一
三
〇
頁)

。 

安
輝
濬
「
百
済
の
絵
画
」(

『
百
済
の
美
術
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
四
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年
、
四
二
一
～
四
二
五
頁)

。 

３
２ 

吉
井
秀
夫
「
百
済
地
域
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
分
類
の
再
検
討
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
七
九-

二
、
一
九
九
三
年
、
八
六
～
八
八
頁)

。 
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吉
井
秀
夫
『
古
代
朝
鮮
墳
墓
に
み
る
国
家
形
成
』(

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
〇
～
二
〇
二
頁)

。 

３
３ 

も
ち
ろ
ん
、
陵
山
里
寺
址
の
よ
う
に
古
墳
と
関
連
す
る
願
刹
が
築
造
さ
れ
て
こ
と
を
高
句
麗
の
み
の
影
響
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
筆
者
は
南
朝
か
ら
派
遣
さ

れ
た
毛
詩
博
士
陸
詡
や
梁
武
帝
の
孝
に
対
す
る
実
践
の
姿
を
み
る
と
、
南
朝
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た(

本
稿
の
第
三
章
第
三
節
参
照)

。
陵
山
里
寺
址

の
造
営
に
高
句
麗
の
影
響
を
過
度
に
考
慮
す
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
部
で
一
棟
二
室
建
物
址
や
オ
ン
ド
ル
、
高
句
麗
系
統
の
金
工
品
、
土
器

類
な
ど
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
高
句
麗
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
否
定
し
が
た
い
。 

３
４ 

山
本
孝
文
「
百
済
泗
沘
期
石
室
墳
の
階
層
性
と
政
治
制
度
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
四
七
、
二
〇
〇
二
年)

。 

３
５ 

東
下
塚
壁
画
に
は
真
坡
里
一
号
墳
な
ど
高
句
麗
の
影
響
も
あ
る
が
、
南
朝
の
線
刻
塼
画
の
影
響
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
特
に
蓮
華
文
の
表
現
は
一
定
の
百
済
化
が
な

さ
れ
た
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
全
虎
兌
「
伽
倻
古
墳
壁
画
に
関
す
る
一
考
察
」(

『
韓
国
古
代
史
論
叢
』
四
、
一
九
九
二
年
、
一
八
六
～
一
八
九
頁)

。 

３
６ 

佐
川
正
敏
「
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
、
木
塔
心
礎
施
設
、
舍
利
奉
安
形
式
の
系
譜
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
二
〇
一
〇
年
、
一
六
四
頁)

。 

３
７ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址-

第
一
〇
次
発
掘
調
査
」(

『
二
〇
〇
九
百
済
文
化
を
探
し
て
』
、
二
〇
一
〇
年
、
三
三
～
三
四
頁)

。 

３
８ 

国
立
扶
余
文
化
財
硏
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址
第
一
三
次
発
掘
調
査
諮
問
委
員
会
議
資
料
」(

油
印
物
、
二
〇
一
二
年)

。 

３
９ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址-

第
一
一
次
発
掘
調
査
」(

『
二
〇
一
〇
百
済
文
化
を
探
し
て
』
、
二
〇
一
一
年
、
二
九
～
三
一
頁)

。 

４
０ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
軍
守
里
寺
址Ⅰ

-

木
塔
址
、
金
堂
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
〇
年
、
八
一
～
八
二
頁)

。 

４
１ 

石
田
茂
作
「
扶
余
軍
守
里
廃
寺
址
発
掘
調
査(

槪
報)

」(

『
昭
和
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
三
七
年
、
図
版
五
一
・
五
二)

。 

４
２ 

図
六-

九-

一
の
中
央
基
壇(

金
堂
址)

と
東
方
基
壇
、
東
北
基
壇
の
間
の
花
崗
岩
石
列
を
寺
院
と
は
関
連
の
無
い
遺
構
と
み
る
場
合
も
あ
る(

趙
源
昌
「
百
済
軍
守
里

寺
址
の
築
造
技
法
と
造
営
主
体
の
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
五
一
、
二
〇
〇
八
年
、
一
七
四
～
一
七
五
頁))

。
し
か
し
、
西
回
廊
址
北
端
か
ら
西
堂
建
物
址

が
確
認
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
石
列
も
東
堂
建
物
址
と
関
連
す
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

４
３ 

筆
者
は
王
興
寺
址
の
東
西
外
郭
建
物
址
を
、
弥
勒
寺
址
の
東
院
と
西
院
の
金
堂
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
と
い
う
見
解
を
提
起
し
た
が(

李
炳
鎬
「
百
済
寺
院
か
ら
み

た
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
源
流
」(

『
文
化
財
の
解
析
と
保
存
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チⅨ

』
、
二
○
一
二
年))

、
西
側
外
郭
建
物
址
が
南
北
に
細
長
い
形
態
を
な
し
て
い
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る
と
い
う
最
近
の
発
掘
進
行
状
況
を
知
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
よ
う
に
見
解
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。 

４
４ 

弥
勒
寺
址
の
三
院
式
伽
藍
配
置
が
仁
寿
二
年(

六
〇
二)

に
建
立
さ
れ
た
永
泰
寺
の
伽
藍
配
置
と
非
常
に
類
似
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る(

宿
白
「
隋
代
仏
寺
布
局
」

『
考
古
与
文
物
』
二
期
、
一
九
九
七
年
、
二
八
頁)

。
後
述
す
る
よ
う
に
弥
勒
寺
址
の
三
院
式
伽
藍
配
置
に
も
隋
唐
代
に
盛
行
し
た
多
院
式
寺
院
の
影
響
が
あ
っ
た

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

４
５ 

一
方
、
扶
余
陵
山
里
寺
址
の
西
回
廊
西
側
一
帯
で
も
大
型
の
石
築
基
壇
と
建
物
址
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
北
西
側
か
ら
長
方
形
の
掘
立
柱
建
物
や
僧
房
の
よ
う
な
建
物

址
が
検
出
さ
れ
た(

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
―
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

前
掲
書
、
六
九
～
七
四
頁)

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
王
興
寺
址
の

西
側
一
帯
で
確
認
さ
れ
る
基
壇
と
石
列
は
、
僧
院
を
構
成
す
る
施
設
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。 

４
６ 

イ
ン
ド
の
寺
院
に
み
ら
れ
る
僧
侶
の
集
団
生
活
や
修
行
の
た
め
の
空
間
で
あ
る
僧
院
や
魏
書
釈
老
志
の
三
九
八
年
平
城
に
建
立
さ
れ
た
仏
寺
の
僧
侶
の
た
め
の
空
間

で
あ
る
「
講
堂
禅
堂
及
沙
門
座
」
の
禅
堂
や
沙
門
座
の
よ
う
な
も
の
が
注
目
さ
れ
る
。
一
方
、
上
原
真
人
は
古
代
寺
院
の
伽
藍
配
置
を
僧
地
と
仏
地
に
区
別
し
て

説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
釈
老
志
の
記
録
を
重
要
視
し
て
引
用
し
て
お
り
参
考
と
な
る
。
上
原
真
人
「
仏
教｣

(

『
岩
波
講
座
日
本
考
古
学
四-

集
落
と
祭
祀
』
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
三
一
三
～
三
一
四
頁)
。 

４
７ 

河
利
群
「
北
朝
お
よ
び
隋
唐
代
寺
院
の
考
古
学
的
考
察-

塔
・
殿
・
院
の
関
係
変
化
を
中
心
に
」(

『
東
ア
ジ
ア
古
代
寺
址
比
較
研
究Ⅱ

-

金
堂
址
編
』
、
国
立
扶
余

文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

。 

４
８ 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
所
西
安
唐
城
隊
「
唐
長
安
青
龍
寺
遺
址
」(

『
考
古
学
報
』
二
期
、
一
九
八
九
年)

。
一
方
、
青
龍
寺
の
前
身
は
五
八
二
年
に
創
建
さ
れ
た
霊

感
寺
で
、
西
院
の
前
塔
後
殿
式
建
築
址
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
い
う(

宿
白
「
隋
代
仏
寺
布
局
」(

前
掲
誌
、
二
九
～
三
〇
頁))

。 

４
９ 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所 

西
安
唐
城
工
作
隊
「
唐
長
安
西
明
寺
遺
址
発
掘
簡
報
」(

『
考
古
』
一
期
、
一
九
九
〇
年)

。  

安
家
瑤
「
唐
長
安
西
明
寺
遺
址
的
考
古
発
現
」(

『
唐
研
究
』
六
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

５
０ 

蘇
黙
「
莫
高
窟
壁
画
に
み
え
る
寺
院
建
築
」(

『
中
国
石
窟
敦
煌
莫
高
窟
』
四
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
二
〇
四
～
二
〇
五
頁)

。 

５
１ 

浮
図
北
有
仏
殿
一
所
、
形
如
太
極
殿
。(

『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
永
寧
寺
条) 
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５
２ 
王
仲
殊
「
中
国
古
代
宮
内
正
殿
太
極
殿
的
建
置
及
其
与
党
東
亜
諸
国
的
関
係
」(

『
考
古
』
一
一
期
、
二
〇
〇
三
年
、
七
八
～
八
二
頁)

。 

５
３ 

中
国
古
代
都
城
の
太
極
殿
・
東
西
二
堂
型
式
の
機
能
と
変
化
過
程
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

吉
田
歓
「
隋
唐
長
安
宮
城
中
枢
部
の
成
立
過
程
」(

『
古
代
文
化
』
四
九
冊
一
号
、
一
九
九
七
年)

。 

５
４ 

高
句
麗
の
安
鶴
宮
南
宮
で
も
東
西
に
付
属
建
物(

二
・
三
号
宮
殿)

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
太
極
殿
・
東
西
二
堂
型
式
は
高
句
麗
に
も
影
響
を
与
え
た

可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
皇
龍
寺
重
建
伽
藍
の
中
金
堂
と
東
西
金
堂
も
高
句
麗
に
淵
源
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る(

梁
正
錫
「
高
句
麗
安
鶴
宮
南
宮
正
殿
廓
の
宮
闕

構
造
」(

『
韓
国
古
代
正
殿
の
系
譜
と
都
城
制
』
、
書
景
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
～
五
〇
頁)

。
し
か
し
、
安
鶴
宮
遺
跡
の
造
営
時
期
に
つ
い
て
は
議
論
が
多
い
た

め
、
こ
の
学
説
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
で
あ
る
。 

５
５ 

中
院
之
去
大
門
、
連
袤
七
里
。
廊
廡
相
架
檐
霤
臨
属
、
旁
置
三
十
六
院
。
皆
設
池
台
周
宇
环
繞
。(

道
宣
撰
、
『
続
高
僧
伝
』
巻
一 

宝
唱
伝
、
Ｔ
五
〇
、
Ｎ
ｏ
．
二

〇
六
〇
．
四
二
七
頁
上)

。 

５
６ 

梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
刹
の
検
討
を
通
し
て
み
た
百
済
泗
沘
期
仏
教
寺
刹
の
諸
問
題
」(

『
百
済
研
究
』
五
〇
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
三
～
一
六
四
頁)

。 

５
７ 

こ
の
た
め
一
塔
三
金
堂
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
南
朝
で
成
立
し
、
そ
れ
が
北
朝
へ
伝
播
し
た
と
把
握
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
大
橋
一
章
「
古
代
文
化
史
の
な

か
の
飛
鳥
寺
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
三
三
一
頁)

。 

５
８ 

朱
岩
石
「
南
北
朝
寺
院
遺
跡
と
出
土
遺
物
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

。 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
・
河
北
省
文
物
研
究
所
鄴
城
考
古
隊
「
河
北
臨
漳
県
鄴
城
遺
址
趙
彭
城
北
朝
仏
寺
遺
址
的
勘
査
与
発
掘
」(

『
考
古
』
七
期
、
二
〇

一
〇
年)

。 

５
９ 

大
脇
潔
「
飛
鳥
・
藤
原
京
の
寺
院
」(

『
飛
鳥
か
ら
藤
原
京
へ
』
、
古
代
の
都
一
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
〇
頁)

。
大
脇
潔
は
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
源
流
を
中
国
の
伝
統

的
な
住
宅
形
式
で
あ
る
四
合
院
か
ら
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
が
、
中
国
で
図
六-
一
四
の
よ
う
な
寺
院
が
す
で
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
飛
鳥
寺
の
源
流

も
そ
れ
以
後
の
文
化
伝
播
過
程
の
中
か
ら
摸
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

６
０ 

周
炅
美
「
百
済
仏
教
金
属
工
芸
の
様
相
と
特
徴
」(

『
人
文
社
会
科
学
研
究
』
一
〇
巻
一
号
、
釜
慶
大
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
～
二
〇
頁)

。 
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金
容
民
「
益
山
王
宮
城
の
造
営
と
空
間
区
画
に
対
す
る
考
察
」(

『
古
代
都
市
と
王
権
』
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

。 

６
１ 

小
泉
顕
夫
「
平
壌
清
岩
里
廃
寺
址
の
調
査
」(

『
昭
和
十
三
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
四
〇
年
、
図
版
九
・
一
〇)

。 

６
２ 

米
田
美
代
治
「
朝
鮮
上
代
の
建
築
と
伽
藍
配
置
に
及
ぼ
せ
る
天
文
思
想
の
影
響
」(

『
建
築
学
会
論
文
集
』
二
一
、
一
九
四
一
年) ; 

『
朝
鮮
上
代
建
築
の
研
究
』

(

秋
田
屋
、
一
九
四
四
年
、
一
三
八
頁)

。 

 
 
 

小
泉
顕
夫
「
高
句
麗
清
岩
里
廃
寺
跡
の
調
査
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
三
、
一
九
五
八
年
、
八
四
頁)

。 

６
３ 

米
田
美
代
治
『
朝
鮮
上
代
建
築
の
研
究
』(

前
掲
書
、
一
三
七
頁)

。 

６
４ 

こ
の
よ
う
な
南
北
回
廊
は
た
と
え
時
期
的
な
問
題
は
あ
る
も
の
の
平
壌
安
鶴
宮
遺
跡
と
慶
州
城
東
洞
殿
廊
址
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め
、
宮
闕
建
築
と
関
連
す
る

も
の
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
。 

６
５ 

崔
鈆
植
「
三
国
時
代
弥
勒
信
仰
と
来
世
意
識
」(

『
講
座
韓
国
古
代
史
八-

古
代
人
の
精
神
世
界
』
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
七
～
二
六
二
頁)

。 

吉
基
泰
「
水
源
寺
弥
勒
信
仰
の
性
格
」(

『
百
済
文
化
』
三
六
、
二
〇
〇
七
年
、
七
～
一
六
頁)

。 

６
６ 

崔
鈆
植
「
百
済
後
期
弥
勒
思
想
の
展
開
過
程
と
特
性
」(
『
韓
国
思
想
史
学
』
三
七
、
二
〇
一
一
年
、
五
～
九
頁)

。 

６
７ 

こ
の
点
を
見
て
も
中
国
の
南
北
朝
時
代
の
仏
教
や
仏
教
造
像
を
南
朝
的
な
も
の
や
北
朝
的
な
も
の
に
区
分
し
て
断
絶
的
に
把
握
す
る
に
は
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。 

６
８ 

王
興
寺
址
の
舍
利
奉
安
過
程
を
通
し
て
、
王
興
寺
が
弥
勒
信
仰
と
関
連
し
た
可
能
性
を
言
及
し
た
論
考
が
あ
り
参
考
と
な
る
。 

吉
基
泰
「
王
興
寺
址
舍
利
函
銘
文
を
通
し
て
み
た
百
済
仏
教
」(

『
韓
国
史
市
民
講
座
』
四
四
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
五
～
一
五
九
頁
。 

６
９ 

金
正
基
「
皇
龍
寺
伽
藍
変
遷
に
関
す
る
考
察
」(

『
皇
龍
寺
』
、
一
九
八
四
年
、
三
七
一
～
三
七
八
頁)

。 

７
０ 

梁
正
錫
「
皇
龍
寺
伽
藍
変
遷
過
程
に
対
す
る
再
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
四
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
七
～
二
二
〇
頁)

で
は
皇
龍
寺
址
重
建
金
堂
址
と
西
金

堂
址
の
間
に
存
在
し
て
い
た
原
西
回
廊
址
か
ら
一
次
中
金
堂
址
だ
け
で
な
く
西
金
堂
址
と
連
結
す
る
翼
廊
の
痕
跡
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
、
東·

西
金
堂

址
も
創
建
伽
藍
段
階
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
新
た
な
見
解
を
提
示
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
三
金
堂
の
配
置
形
式
は
百
済
軍
守
里
寺
址
や
弥
勒
寺
址
と
通
ず
る
と
し
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た
。
さ
ら
に
皇
龍
寺
址
の
重
建
伽
藍
と
木
塔
は
弥
勒
寺
址
の
三
院
式
伽
藍
配
置
と
木
塔
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
可
能
性
を
提
起
し
て
い
る(

梁
正
錫
「
新
羅
皇

龍
寺
九
層
木
塔
の
造
成
に
関
す
る
比
較
史
的
検
討
」(

『
東
北
学
院
大
学
論
集: 

歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
二
〇
〇
六
年
、
二
二
〇
～
二
二
六
頁))

。 

７
１ 

趙
源
昌
「
皇
龍
寺
重
建
伽
藍
金
堂
址
基
壇
築
造
術
の
系
統
」(

『
文
化
史
学
』
三
二
、
二
〇
〇
九
年
、
五
三
～
五
五
頁)

。 

７
２ 

趙
源
昌
「
皇
龍
寺
重
建
期
瓦
当
か
ら
み
た
新
羅
の
対
南
朝
交
渉
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
五
二
、
二
〇
〇
六
年)

。  

清
水
昭
博
「
古
新
羅
瓦
の
溯
源
に
関
す
る
検
討
」(

前
掲
書)

。 

７
３ 

趙
源
昌
「
皇
龍
寺
重
建
期
瓦
当
か
ら
み
た
新
羅
の
対
南
朝
交
渉
」(

前
掲
誌
、
三
八
～
四
一
頁)

。 

７
４ 

た
だ
し
、
皇
龍
寺
址
重
建
伽
藍
の
三
金
堂
に
つ
い
て
中
国
南
北
朝
時
代
の
太
極
殿
と
東
西
両
堂
の
影
響
と
推
定
し
た
見
解
も
提
起
さ
れ
て
お
り
共
に
参
考
と
な
る
。

梁
正
錫
「
新
羅
に
お
け
る
太
極
殿
と
東
西
堂
」(

『
韓
国
古
代
正
殿
の
系
譜
と
都
城
制
』
、
二
〇
〇
八
年
、
六
四
～
七
〇
頁))

。 

７
５ 

佐
川
正
敏
「
日
本
古
代
木
塔
基
壇
の
構
築
技
法
と
地
下
式
心
礎
、
お
よ
び
そ
の
東
ア
ジ
ア
的
考
察
」(

『
東
北
学
院
大
学
論
集: 

歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
東
北
学
院

大
学
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年)

。 

佐
川
正
敏
「
日
本
古
代
木
塔
基
壇
の
構
築
技
術
復
原
と
心
礎
設
置
形
式
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
四
四
、
二
〇
〇
六
年)

。 

佐
川
正
敏
「
飛
鳥
寺
木
塔
心
礎
考
」(

『
坪
井
清
足
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
』
、
坪
井
清
足
先
生
の
卒
寿
を
お
祝
い
す
る
会
、
二
〇
一
〇
年)

。 

大
橋
一
章
の
場
合
、
王
興
寺
址
と
と
も
に
旧
衙
里
寺
址
の
心
礎
石
と
の
関
連
性
に
も
注
目
し
て
い
る(

大
橋
一
章
「
六
世
紀
後
半
の
百
済
寺
院
の
舍
利
安
置
に
つ
い

て
」(

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
六
、
二
〇
一
〇
年)

。 

７
６ 

李
基
白
「
皇
龍
寺
と
そ
の
創
建
」(

『
新
羅
思
想
史
研
究
』
、
一
潮
閣
、
一
九
八
六
年)

。 

７
７ 

李
康
根
「
芬
皇
寺
の
伽
藍
配
置
と
三
金
堂
形
式
」(

『
芬
皇
寺
の
諸
照
明
』
、
新
羅
文
化
祭
学
術
発
表
会
論
文
集
二
〇
、
一
九
九
九
年)

。 
 

７
８ 

延
敏
洙
「
古
代
韓
日
外
交
史-

三
国
と
倭
を
中
心
に
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
七
、
二
〇
〇
二
年
、
二
二
一
頁)

。 

７
９ 

井
上
直
樹
「
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
半
ば
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
と
高
句
麗
の
対
倭
外
交
」(

『
朝
鮮
学
報
』
二
二
一
、
二
〇
一
一
年
、
三
八
頁
の
脚
注
八)

。
一
方
、
井

上
直
樹
は
五
九
五
年
の
高
句
麗
の
対
倭
交
渉
再
開
に
つ
い
て
、
隋
の
登
場
と
関
係
悪
化
に
よ
っ
て
倭
と
の
結
束
を
強
化
し
て
新
羅
や
百
済
を
牽
制
す
る
た
め
慧
慈
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を
倭
に
派
遣
し
た
と
考
え
た
。 

８
０ 

坪
井
清
足
「
飛
鳥
寺
創
建
諸
説
の
検
討
」(

『
文
化
財
論
叢
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
創
立
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
、
一
九
八
二
年
、
一
七
四
～
一
七
五
頁)

。 

８
１ 

元
年
正
月
。
蘇
我
大
臣
馬
子
宿
禰
依
合
戦
願
。
於
飛
鳥
地
建
法
興
寺
。
立
刹
柱
日
。
島
大
臣
幷
百
余
人
、
皆
着
百
済
服
。
観
者
悉
悅
、
以
仏
舍
利
籠
置
刹
柱
礎
中
。

(

『
扶
桑
略
記
』 
推
古
天
皇
条) 

８
２ 

中
国
で
は
国
家
的
な
造
営
事
業
に
関
与
し
た
官
署
と
し
て
少
府
と
将
作
大
匠
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
将
作
大
匠
は
「
有
事
即
置
無
事
即
罷｣

す
る
臨
時
的
性
格
の
機

構
で
あ
っ
た(

向
井
佑
介
「
魏
の
洛
陽
城
建
設
と
文
字
瓦
」(

『
待
兼
山
考
古
学
論
集Ⅱ

』
、
大
阪
大
学
考
古
学
研
究
室
編
、
二
〇
一
〇
年
、
七
二
～
七
三
頁))

。

百
済
で
飛
鳥
寺
を
建
立
す
る
た
め
臨
時
に
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
も
こ
の
よ
う
な
性
格
の
組
織
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。 

８
３ 

上
原
真
人
「
寺
院
造
営
と
生
産
」(
前
掲
書
、
九
〇
～
九
一
頁)

。 

８
４ 

稲
木
吉
一
「
上
代
造
形
史
に
お
け
る
「
様
」
の
考
察
」(

『
仏
教
芸
術
』
一
七
一
、
一
九
八
七
年
、
一
一
八
～
一
一
九
頁)

。 

８
５ 

浅
野
清
「
飛
鳥
寺
の
建
築
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
三
、
一
九
五
八
年
、
一
六
～
一
七
頁)

。 

８
６ 

大
橋
一
章
『
飛
鳥
の
文
明
開
化
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
一
三
七
～
一
四
六
頁)

。 

８
７ 

飛
鳥
寺
の
発
源
者
の
意
図
に
つ
い
て
、
寺
院
造
営
の
プ
ラ
ン
や
技
術
を
韓
半
島
の
三
国
か
ら
習
う
こ
と
で
国
際
色
が
豊
か
な
大
伽
藍
を
出
現
さ
せ
、
そ
の
偉
容
を
内

外
に
誇
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
場
合
も
あ
る
。  

加
藤
謙
吉
「
蘇
我
氏
と
飛
鳥
寺
」(

『
古
代
を
考
え
る-

古
代
寺
院
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年)

。 

三
六
～
三
八
頁
。 

８
８ 

曾
根
正
人
「
日
本
仏
教
の
黎
明
」(

『
日
本
の
時
代
史
三-

倭
国
か
ら
日
本
へ
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
四
～
一
八
四
頁)

。 

８
９ 

李
成
市
「
高
句
麗
と
日
隋
外
交
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』
、
一
九
九
八
年
、
二
九
〇
～
二
九
三
頁)

。 

井
上
直
樹
「
五
七
〇
年
代
の
高
句
麗
の
対
倭
外
交
に
つ
い
て
」(

『
年
報
朝
鮮
学
』
一
一
、
九
州
大
学
朝
鮮
学
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
七
～
二
〇
頁)

。 

李
成
制
「
五
七
〇
年
代
高
句
麗
の
対
倭
交
渉
と
そ
の
意
味
」(

『
韓
国
古
代
史
探
究
』
二
、
韓
国
古
代
史
探
究
学
会
、
二
〇
〇
九
年
、
六
〇
～
六
八
頁)

。 

９
０ 

金
恩
淑
「
六
世
紀
後
半
の
新
羅
と
倭
国
の
国
交
成
立
過
程
」(

『
新
羅
文
化
祭
学
術
発
表
論
文
集
』
一
五
、
一
九
九
四
年)

。
一
方
、
金
恩
淑
は
百
済
と
倭
が
五
五
五
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年
以
降
五
七
四
年
ま
で
外
交
的
な
交
渉
が
断
絶
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
新
羅
の
加
耶
占
領
に
よ
っ
て
両
国
を
往
来
で
き
る
安
全
な
交
通
路
を
喪
失
し
た
こ
と
を
挙

げ
て
い
る
。 

９
１ 

こ
れ
は
当
時
の
新
羅
が
倭
に
自
国
の
沿
岸
を
航
海
し
て
百
済
に
行
け
る
よ
う
許
可
し
、
百
済
か
ら
文
物
を
受
け
入
れ
る
文
化
的
な
目
的
に
制
限
し
た
た
め
と
考
え
て

い
る(

金
恩
淑
「
六
世
紀
後
半
の
新
羅
と
倭
国
の
国
交
成
立
過
程
」(

『
新
羅
文
化
祭
学
術
発
表
論
文
集
』
一
五
、
一
九
九
四
年
、
二
一
九
～
二
二
〇
頁))

。
お
よ

び
金
恩
淑
「
倭
国
と
の
関
係
」(

『
韓
国
史
』
七
、
国
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
七
年
、
一
四
七
頁))

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
倭
の
支
配
層

は
百
済
を
は
じ
め
と
し
た
対
外
交
流
に
お
い
て
新
羅
の
統
制
を
受
け
た
状
況
を
不
便
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
欽
明(

五
七
一
年)

、
敏
達(

五
七
五
・
五
八
三
・
五

八
五
年)

、
崇
峻(

五
九
一
年)
な
ど
倭
王
が
「
打
新
羅
、
建
任
那
」
す
る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
推
測
で
き
る
と
し
た
。 

９
２ 

金
子
修
一
「
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
と
遣
隋
使
」(

『
遣
隋
使
が
み
た
風
景
』
、
気
賀
澤
保
規
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
六
一
～
六
三
頁)

。 

９
３ 

新
羅
興
輪
寺
と
日
本
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
の
成
立
過
程
が
持
つ
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
で
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
仏
教
受
容
過
程
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
次
の

論
考
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

田
中
史
生
「
百
済
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
と
渡
来
人
」(
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
三
六
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
四
～
一
二
五
頁)

。 

９
４ 

大
橋
一
章
『
飛
鳥
の
文
明
開
化
』(

前
掲
書
、
二
二
〇
～
二
二
一
頁)

。 

９
５ 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』(

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
五
八
年
、
四
三
～
四
四
頁)

。 

９
６ (

上
掲
書
、
三
四
頁)

。 

９
７ 

光
森
正
士
「
古
代
寺
院
の
礼
拝
空
間
に
つ
い
て
の
試
論-

三
金
堂
・
二
金
堂
の
存
在
に
対
す
る
疑
問
」(

『
龍
谷
史
壇
』
九
三
・
九
四
合
集
、
一
九
九
八
年) ; 

『
仏

教
美
術
論
考
』
、
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年)

。 

９
８ 

『
日
本
書
紀
』
に
は
「
仏
堂
与
步
廊｣

と
記
録
さ
れ
た
も
の
が
『
元
興
寺
縁
起
』
の
本
文
で
は
「
金
堂
礼
仏
堂
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
水
野
柳
太
郞
は
「
礼
仏
堂｣

が
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
が
、
一
塔
三
金
堂
の
伽
藍
配
置
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
提
起
し
て
い
る
。  

水
野
柳
太
郞
、
一
九
九
三
「
日
本
書
紀
と
元
興
寺
縁
起
の
対
比
」
『
日
本
古
代
の
寺
院
と
史
料
』
、
吉
川
弘
文
館
、
五
三
～
五
四
頁
。 
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９
９ 
森
郁
夫
『
日
本
古
代
寺
院
造
営
の
研
究
』(

法
政
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年)

。 
花
谷
浩
「
京
内
卄
四
寺
に
つ
い
て
」(

『
研
究
論
集
』Ⅺ

、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

花
谷
浩
「
豊
浦
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
」(

『
古
代
瓦
研
究
』Ⅰ

、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

平
松
良
雄
「
明
日
香
に
お
け
る
古
代
寺
院
の
調
査
と
遺
物
」(

『
続
明
日
香
村
史
』
、
上
巻
考
古
編
、
二
〇
〇
六
年)

。 

１
０
０ 

金
正
基
「
韓
国
か
ら
見
た
日
本
古
代
寺
院
跡
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
九
、
一
九
九
三
年
、
一
九
頁)

。 

１
０
１ 

石
田
茂
作
「
百
済
寺
院
と
法
隆
寺
」(

『
朝
鮮
学
報
』
五
、
一
九
五
三
年) ; 

『
法
隆
寺
雑
記
帖
』(

学
生
社
、
一
九
六
九
年)

。 

斎
藤
忠
「
扶
余
軍
守
里
廃
寺
跡
に
見
ら
れ
る
伽
藍
配
置
と
そ
の
源
流
」(

『
百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

。 

１
０
２ 

当
時
の
官
学
者
た
ち
は
百
済
寺
院
が
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
同
じ
と
い
う
点
と
と
も
に
出
土
遺
物
が
飛
鳥
文
化
と
類
似
す
る
点
の
み
を
強
調
し
た
。
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
他
者
の
視
角
で
あ
り
問
題
が
あ
る(
李
炳
鎬
「
植
民
地
期
に
お
け
る
扶
余
地
域
の
寺
址
調
査
に
対
す
る
再
検
討
」(

『
奈
良
美
術
研
究
』
一
一
、
二
〇
一

一
年)

)

。 

１
０
３ 

こ
れ
に
つ
い
て
恩
山
金
剛
寺
址
に
北
回
廊
が
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
、
四
天
王
寺
の
回
廊
の
建
立
が
遅
か
っ
た
り
、
若
草
伽
藍
で
回
廊
跡
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
が
あ
っ
た(
島
田
敏
男
「
寺
院
建
築
の
は
じ
ま
り
」(

『
日
本
の
時
代
史
三-

倭
国
か
ら
日
本
へ
』
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
二
年
、
二
六
二
頁)
)

。
し
か
し
、
第
四
章
第
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
恩
山
金
剛
寺
址
の
北
回
廊
は
後
代
の
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

１
０
４ 

石
田
茂
作
「
法
隆
寺
若
草
伽
藍
址
の
発
掘
」(

『
性
相
』
特
別
号
、
「
日
本
上
代
文
化
の
研
究｣

、
一
九
四
一
年 ; 

『
法
隆
寺
雑
記
帖
』(

前
掲
書)

。 

花
谷
浩
「
豊
浦
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
」(

『
古
代
瓦
研
究
』Ⅰ

、
二
〇
〇
〇
年)

。 

奈
良
文
化
財
研
究
所
『
法
隆
寺
若
草
伽
藍
跡
発
掘
調
査
報
告
』(

二
〇
〇
七
年)
。 

１
０
５ 

こ
の
部
分
は
第
一
六
回
古
代
寺
院
研
究
会(

二
〇
一
一
年
五
月
一
五
日)

で
綱
伸
也
の
発
表
文
で
最
初
に
指
摘
さ
れ
た(

綱
伸
也
「
四
天
王
寺
伽
藍
と
そ
の
出
土
瓦｣

、

第
一
六
回
古
代
寺
院
研
究
会
発
表
文
、
二
〇
一
一
年)

。 

１
０
６ 

文
化
財
保
護
委
員
会
『
四
天
王
寺
』(

一
九
六
七
年
、
図
五
七
お
よ
び
図
六
一)

。 
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１
０
７ 
講
法
堂
一
宇
、
瓦
葺
八
間
、
夏
堂
四
間
、
金
色
阿
弥
陀
仏
像
一
軀
丈
六
、
冬
堂
四
間
、
色
観
音
像
一
体
丈
六
。(

『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』) 

一
方
、
発
掘
担
当
者
は
講
堂
の
中
央
で
東
側
と
西
側
を
区
分
す
る
柱
穴
が
南
北
に
配
列
さ
れ
た
も
の
が
確
認
さ
れ
た
と
し
た
が(

藤
島
亥
治
郞
『
古
寺
再
現
』(

学
生

社
、
一
九
六
七
年
、
五
三
～
五
四
頁))

、
最
終
発
掘
報
告
書
で
は
西
側
区
域
全
体
で
柱
穴
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
釈
然
と
し
な
い
点
が
あ
る(

文
化
財
保
護
委
員
会

『
四
天
王
寺
』(
前
掲
書
、
一
九
六
頁
の
図
八
八)

)

。 

１
０
８ 

た
だ
、
陵
山
里
寺
址
の
講
堂
址
と
東
西
側
の
建
物
は
祠
廟
や
祠
堂
と
い
っ
た
機
能
を
担
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る(

本
稿
の
第
三
章
第
三
節
参
照)

。 

１
０
９ 

文
化
財
保
護
委
員
会
『
四
天
王
寺
』(

前
掲
書
、
図
五
〇
お
よ
び
図
五
一)

。 

１
１
０ 

綱
伸
也
「
四
天
王
寺
出
土
瓦
の
再
検
討
」(

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
四
〇
、
一
九
九
五
年)

。 

綱
伸
也
「
四
天
王
寺
出
土
瓦
の
編
年
的
考
察
」(

『
堅
田
直
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
、
真
陽
社
、
一
九
九
七
年)

。 

１
１
１ 

澤
村
仁
「
難
波
京
と
四
天
王
寺
そ
の
他
一
二
の
問
題
に
つ
い
て
」(

『
難
波
宮
址
研
究
』
七
、
論
考
編
、
一
九
八
一
年)

。 

１
１
２ 

藤
澤
一
夫
「
新
堂
廃
寺
の
性
格
」(

『
河
内
新
堂
・
烏
含
寺
の
調
査
』
、
一
九
六
一
年)

。 

１
１
３ 

粟
田
熏
「
お
亀
石
古
墳
の
築
造
年
代-

新
堂
廃
寺
出
土
平
瓦
と
の
比
較
を
と
お
し
て
」(

『
藤
澤
一
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
』
、
二
〇
〇
二
年)

。 

１
１
４ 

小
濱
成
「
河
内
新
堂
廃
寺
の
伽
藍
配
置
に
関
す
る
一
考
察
」(

『
藤
澤
一
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
』
、
二
〇
〇
二
年)

。 

富
田
林
市
教
育
委
員
会
『
新
堂
廃
寺
跡
・
オ
ガ
ン
ジ
池
瓦
窯
跡
・
お
亀
石
古
墳
』(

二
〇
〇
三
年)

。 

１
１
５ 

粟
田
熏
「
新
堂
廃
寺
の
創
建
年
代
」(

『
志
学
台
考
古
』
七
、
大
阪
大
谷
大
学
文
化
財
学
科
、
二
〇
〇
七
年)

。 

１
１
６ 

太
田
博
太
郞
「
南
都
六
宗
寺
院
の
建
築
構
成
」(

『
法
隆
寺
と
斑
鳩
の
古
寺
』
、
日
本
古
寺
美
術
全
集
二
、
集
英
社
、
一
九
七
九
年)

。 

上
原
真
人
「
仏
教
」(

前
掲
書
、
一
九
八
六
年)

。 

１
１
７ 

是
歲
、
始
作
五
級
仏
図
、
耆
闍
崛
山
及
須
弥
山
殿
、
加
以
繢
飾
。
別
構
講
堂
禪
堂
及
沙
門
座
、
莫
不
嚴
具
焉
。(

『
魏
書
』 

釈
老
志) 

１
１
８ 

八
世
紀
中
半
に
製
作
さ
れ
た
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
の
図
面
と
記
載
内
容
に
関
す
る
分
析
で
も
僧
房
が
伽
藍
中
心
部
に
位
置
し
て
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

山
口
英
男
「
大
和
額
田
寺
伽
藍
並
條
里
図
」(

『
日
本
古
代
莊
園
図
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年)

。 



 

 

 

 

365 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                  

 
服
部
伊
久
男
「
古
代
莊
園
図
か
ら
み
た
氏
寺
の
構
造
と
景
観
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
八
八
、
二
〇
〇
一
年)

。 

１
１
９ 

仏
教
の
分
類
基
準
は
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
で
あ
る
。
資
財
帳
で
も
基
本
的
に
三
宝
を
も
と
に
分
類
さ
れ
、
奈
良
時
代
で
は
安
置
場
所
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
仏
像

が
仏
物
、
経
典
が
法
物
、
常
住
僧
お
よ
び
聖
僧
が
僧
物
に
分
類
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
原
氏
の
分
類
は
「
法｣

と
い
う
槪
念
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も

共
に
参
考
す
る
必
要
が
あ
る
。 

川
尻
秋
生
「
資
財
帳
か
ら
み
た
伽
藍
と
大
衆
院
・
政
所
」(

『
古
代
』
一
一
〇
、
二
〇
〇
一
年
、
二
三
三
～
二
三
七
頁)

。 

１
２
０ 

綱
伸
也
「
景
観
的
見
地
か
ら
の
伽
藍
配
置
」(

『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
五
四
五
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
頁)

。 

１
２
１ 

飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
は
瓦
当
の
文
様
と
製
作
技
術
、
連
結
し
た
丸
瓦
の
型
式
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
花
組
系
列
と
星
組
系
列
の
瓦
当
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る(

図
六

-

三
一
参
照)

。
こ
れ
に
関
す
る
主
要
な
研
究
成
果
と
し
て
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。  

菱
田
哲
郞
「
畿
内
の
初
期
瓦
生
産
と
工
人
動
向
」(

『
史
林
』
六
九-

三
、
一
九
八
六
年)

。 

大
脇
潔
「
飛
鳥
時
代
初
期
の
同
笵
軒
丸
瓦
」(
『
古
代
』
九
七
、
一
九
九
六
年)

。 

花
谷
浩
「
寺
の
瓦
作
り
と
宮
の
瓦
作
り
」(

『
考
古
学
研
究
』
四
〇-

二
、
一
九
九
三
年)

。 

花
谷
浩
「
飛
鳥
寺
・
豊
浦
寺
の
創
建
瓦
」(

前
掲
誌)

。 

上
原
真
人
「
初
期
瓦
生
産
と
屯
倉
制
」(

『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
二
、
二
〇
〇
三
年)

。 

納
谷
守
幸
「
軒
丸
瓦
製
作
手
法
の
変
遷
」(

『
明
日
香
村
文
化
再
調
査
研
究
紀
要
』
四
、
二
〇
〇
四
年)

。 

１
２
２ 

亀
田
修
一
「
百
済
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
」(

『
古
代
瓦
研
究Ⅰ

』
、
二
〇
〇
〇
年) ; 

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書
、
一
〇
五
～
一
〇
六
頁)

。 

１
２
３ 

李
タ
ウ
ン
「
百
済
の
瓦
か
ら
み
た
飛
鳥
時
代
初
期
の
瓦
に
つ
い
て
」(

『
飛
鳥
・
白
鳳
の
瓦
と
土
器-

年
代
論
』
一
二
、
帝
塚
山
大
学
、
一
九
九
九
年)

。 

李
タ
ウ
ン
「
百
済
瓦
博
士
考
」(

『
湖
南
考
古
学
報
』
二
〇
、
二
〇
〇
四
年)

。 

１
２
４ 

清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

『
日
本
考
古
学
』
一
七
、
二
〇
〇
四
年) ; 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、
二
〇

一
二
年)

。 
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１
２
５ 
清
水
昭
博
「
瓦
の
伝
来-

百
済
と
日
本
の
初
期
瓦
生
産
体
制
の
比
較
」(

『
考
古
学
論
攷
』
二
七
、
二
〇
〇
四
年) ; 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

前
掲
書)

。 

１
２
６ 

上
原
真
人
「
初
期
瓦
生
産
と
屯
倉
制
」(

前
掲
誌
、
七
頁)

。 

１
２
７ 

尹
武
炳
『
定
林
寺
』(

忠
南
大
博
物
館
、
一
九
八
一
年
、
三
三
～
三
六
頁)

。 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
瓦
塼
』(

前
掲
書
、
二
〇
四
～
二
一
三
頁)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
一
年
、
三
二
三
～
三
三
三
頁)

。 

１
２
８ 

発
掘
報
告
書
に
は
な
い
が
、
国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
瓦
塼
』(

前
掲
書
、
二
〇
八
頁
の
図
五
三
二(

３
型
式)

や
二
一
一
頁
の
図
五
四
二(

４
型
式))

も
時
期
的
に

古
い
た
め
、
創
建
瓦
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
２
９ 

亀
田
修
一
「
百
済
古
瓦
考
」(

『
百
済
研
究
』
一
二
、
一
九
八
一
年) ; 

『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書
、
五
九
頁)

。 

１
３
０ 

金
誠
亀
「
扶
余
の
百
済
窯
址
と
出
土
遺
物
に
つ
い
て
」(

『
百
済
研
究
』
二
一
、
一
九
九
一
年
、
二
二
五
頁)

。 

１
３
１ 

賀
云
翶
「
南
朝
瓦
総
論
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
造
瓦
技
術
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

。 

１
３
２ 

南
京
市
文
物
研
究
所
・
南
京
栖
霞
区
文
化
局
「
南
京
梁
南
平
王
蕭
偉
墓
闕
発
掘
簡
報
」(

『
文
物
』
七
期
、
二
〇
〇
二
年)

。
百
済
・
新
羅
の
瓦
当
と
建
康
地
区
第

二
期(

中
期)

の
蓮
華
文
瓦
当
の
類
似
性
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(

賀
云
翶
、
二
〇
〇
五
『
六
朝
瓦
当
与
六
朝
都
城
』
、
文
物
出
版
社
、
五
七
頁)

。 

１
３
３ 

本
稿
の
第
三
章
第
二
節
参
照
。
た
だ
、
５
型
式
を
創
建
瓦
と
理
解
す
る
場
合
、
初
期
か
ら
亭
岩
里
窯
址
か
ら
も
瓦
を
供
給
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

１
３
４ 

清
水
昭
博
「
軍
守
里
廃
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
検
討｣

(

『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
九
六
、
二
〇
〇
六
年) ; 

『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

前
掲
書)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
軍
守
里
寺
址Ⅰ

-

木
塔
址
・
金
堂
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
〇
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
泗
沘
期
瓦
硏
究Ⅱ

』(

二
〇
一
〇
年)

。 

１
３
５ 

清
水
昭
博
「
百
済
泗
沘
時
代
の
瓦
生
産-

扶
余
亭
岩
里
窯
の
検
討
」(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅹ

、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
〇
頁) ; 

『
古
代
日

韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

前
掲
書)

。 

１
３
６ 

金
鍾
萬
「
泗
沘
時
代
瓦
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
相
小
考
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
二
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
六
頁)

。 
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１
３
７ 
清
水
昭
博
「
百
済
泗
沘
時
代
の
瓦
生
産
」(

前
掲
誌
、
一
〇
七
頁)

。 

１
３
８ 

崔
卿
煥
「
錦
江
流
域
百
済
土
器
窯
址
の
構
造
と
生
産
体
制
に
対
す
る
一
研
究
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
六
、
二
〇
一
〇
年
、
八
四
～
八
六
頁)

。 

１
３
９ 

百
済
の
場
合
、
官
寺
や
僧
官
の
設
置
に
関
す
る
記
録
は
な
い
が
、
日
本
の
僧
官
設
置
の
契
機
と
な
っ
た
上
表
文
の
作
成
者
が
百
済
の
僧
観
勒
で
あ
り
、
僧
正
・
僧

都
の
名
称
が
南
朝
に
の
み
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
百
済
仏
教
に
も
そ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。  

井
上
光
貞
「
日
本
に
お
け
る
仏
教
統
制
機
関
の
確
立
過
程
」(

『
井
上
光
貞
著
作
集
一
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
一
四
三
頁
及
び
三
三
三
～
三
三
四
頁)

。 

１
４
０ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
興
寺
址Ⅱ

-

瓦
窯
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
七
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
泗
沘
期
瓦
研
究Ⅲ

』(

二
〇
一
一
年)

。 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址-

第
一
二
次
発
掘
調
査
」(

『
二
〇
一
一
百
済
文
化
を
探
し
て
』
、
二
〇
一
二
年)

。 

１
４
１ 

１
型
式
は
寺
域
内
部
で
発
見
さ
れ
た
一
七
六
点
の
瓦
当
中
、
五
一
点
を
占
め
る
。
１
型
式
は
講
堂
址
な
ど
で
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
い
反
面
、
３
型
式
は
ほ
ぼ
全

て
の
建
物
址
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
１
型
式
が
３
型
式
よ
り
若
干
先
に
製
作
・
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

朴
原
志
「
王
興
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
製
作
技
術
と
系
統
」(
『
百
済
泗
沘
期
瓦
研
究Ⅲ

』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
、
八
二
頁)

。 

１
４
２ 

い
わ
ゆ
る
大
通
寺
式
瓦
当
に
属
す
る
５
型
式
と
６
型
式
は
一
七
六
点
中
、
五
点
お
よ
び
一
点
に
過
ぎ
ず
、
泗
沘
期
の
他
の
遺
跡
で
同
笵
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
王
興
寺
址
で
は
創
建
瓦
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
創
建
よ
り
一
段
階
新
し
い
補
修
用
瓦
当
と
考
え
ら
れ
る
。 

文
玉
賢
「
百
済
王
興
寺
の
瓦
供
給
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
韓
国
伝
統
文
化
研
究
』
九
、
二
〇
一
一
年
、
三
二
～
三
三
頁)

。 

１
４
３ 

朴
原
志
「
王
興
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
製
作
技
術
と
系
統
」(

前
掲
書
、
九
二
頁)
。
た
だ
、
王
興
寺
址
の
五
号
窯
址
で
は
ハ
ー
ト
形
蓮
弁
の
１
型
式
瓦
当
と
無
段
式
丸

瓦
、
円
形
突
起
式
蓮
弁
の
３
型
式
瓦
当
と
有
段
式
丸
瓦
と
と
も
に
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
文
様
と
丸
瓦
の
組
合
せ
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
４
４ 

佐
川
正
敏
「
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
・
木
塔
心
礎
施
設
・
舍
利
奉
安
形
式
の
系
譜
」(
前
掲
書
、
一
八
〇
頁)

で
そ
の
可
能
性
を
最
初
に
指
摘
し
て
い
る
。 

１
４
５ 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書
、
一
五
五
～
一
五
六
頁)

お
よ
び
清
水
昭
博
「
瓦
の
伝
来
」(

前
掲
誌
、
一
八
八
頁)

。 



 

 

 

 

368 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                  

 

１
４
６ 
王
興
寺
址
以
前
に
も
軍
守
里
寺
址
や
陵
山
里
寺
址
、
定
林
寺
址
で
創
建
瓦
の
生
産
に
二
つ
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
構
成
さ
れ
た
造
瓦
組
織
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
が
、
文
様
の
み
な
ら
ず
瓦
当
と
連
結
す
る
丸
瓦
の
型
式
、
接
合
手
法
な
ど
を
系
列
化
で
き
る
事
例
は
こ
こ
が
初
め
て
で
あ
る
。 

１
４
７ 

造
寺
官
と
い
う
用
語
は
「
造
飛
鳥
寺
官｣

と
い
う
造
語
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
吉
川
真
司
「
飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討
」(

『
木
簡
研
究
』
二
三
、
二
〇
〇
一
年
、

二
一
七
～
二
一
九
頁)

。 

１
４
８ 

李
炳
鎬
「
扶
余
旧
衙
里
出
土
塑
造
像
と
そ
の
遺
跡
の
性
格
」(

『
百
済
文
化
』
三
七
、
二
〇
〇
七
年)

。 

１
４
９ 

田
中
俊
明
「
王
都
と
し
て
の
泗
沘
城
に
対
す
る
予
備
的
考
察｣(

『
百
済
研
究
』
二
一
、
一
九
九
〇
年
、
一
八
〇
～
一
八
一
頁)

。 

１
５
０ 

本
稿
で
は
扶
余
官
北
里
、
双
北
里
で
収
集
さ
れ
た
高
句
麗
系
瓦
当(

図
六-

三
〇
の
一
九)

や
旧
衙
里
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
定
林
寺
址
の
創
建
瓦(

図
六-

二
四
の
１
型

式)

な
ど
は
検
討
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
瓦
当
は
六
世
紀
代
の
瓦
当
の
中
で
も
少
数
派
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
５
１ 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書
、
七
八
～
七
九
頁)

。 

１
５
２ 

李
タ
ウ
ン
「
百
済
の
瓦
生
産-

熊
津
時
代
・
泗
沘
時
代
を
中
心
と
し
て
」(

『
韓
半
島
考
古
学
論
叢
』
、
西
谷
正
編
、
二
〇
〇
二
年
、
四
八
六
頁)

。 

１
５
３ 

南
浩
鉉
「
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
の
性
格
と
時
間
的
位
置
」(

『
百
済
研
究
』
五
一
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
七
～
一
一
九
頁)

。 

１
５
４ 

双
北
里
遺
跡
で
Ａ
グ
ル
ー
プ
瓦
当
が
発
見
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
一
帯
に
対
す
る
開
発
が
遅
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

１
５
５ 

清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(
前
掲
誌)

。 

１
５
６ 

一
方
、
七
世
紀
前
半
以
後
、
扶
余
地
域
の
王
宮
遺
跡
で
は
図
六-

三
〇
の
一
六
～
一
八
の
単
弁
七
葉
蓮
華
文
瓦
当
と
巴
文
、
素
文
瓦
当
が
主
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

１
５
７ 

そ
の
よ
う
な
業
務
を
遂
行
で
き
る
ほ
ど
の
中
央
行
政
官
署
と
し
て
は
功
德
部
や
司
空
部
が
想
定
さ
れ
、
中
で
も
土
木
工
事
と
関
連
す
る
司
空
部
が
よ
り
有
力
で
あ

る
が
、
そ
の
証
拠
は
無
い
。
五
八
八
年
以
前
の
泗
沘
時
期
の
寺
院
と
王
宮
に
用
い
ら
れ
る
瓦
の
生
産
は
、
司
空
部
と
功
德
部
傘
下
に
多
数
の
官
営
工
房
が
配
属
さ

れ
る
多
元
的
な
官
営
造
瓦
工
房
体
制
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

１
５
８ 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書
、
六
八
～
六
九
頁)

。
清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

前
掲
誌
、
七
一
頁)

。
李
タ
ウ

ン
「
百
済
瓦
博
士
考
」(

前
掲
誌
、
一
四
六
頁)

。 
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１
５
９ 
亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

前
掲
書
、
七
八
～
七
九
頁)

。
清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

前
掲
誌
、
九
四
頁)

。
李
タ
ウ

ン
「
百
済
瓦
博
士
考
」(

前
掲
誌
、
一
四
八
頁)

。 

１
６
０ 

上
原
真
人
「
初
期
瓦
生
産
と
屯
倉
制
」(

前
掲
誌
、
七
頁)

。 

１
６
１ 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
興
寺
址Ⅱ

-

瓦
窯
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
七
年
、
一
五
〇
～
一
七
〇
頁)

。 

１
６
２ 

実
際
、
花
組
系
列
の
瓦
当
を
観
察
し
て
み
る
と
、Ⅱ

3
a

、Ⅱ
3b

技
法
も
無
加
工
の
丸
瓦
を
接
合
さ
せ
るⅢ

1

技
法
やⅢ

2

技
法
と
非
常
に
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
花
組
の
接
合
技
法
も
瓦
博
士
か
ら
始
ま
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

１
６
３ 

飛
鳥
寺
出
土
瓦
当
の
分
類
や
型
式
名
称
に
つ
い
て
は
花
谷
浩
の
次
の
論
文
に
従
っ
た(

花
谷
浩
「
飛
鳥
寺
・
豊
浦
寺
の
創
建
瓦
」(

前
掲
誌)

。
一
方
、
扶
余
王
興
寺

址
で
は
飛
鳥
寺
の
花
組
系
列
瓦
当
に
見
ら
れ
る
も
の
と
類
似
す
る
素
弁
十
葉
の
蓮
華
文
を
持
っ
た
椽
木
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら(

国
立
扶
余
博
物
館
・
国
立

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
王
興
寺
』(
前
掲
書
、
四
六
頁))

、
百
済
で
は
蓮
弁
の
数
が
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。 

１
６
４ 

李
タ
ウ
ン
「
印
刻
瓦
を
通
し
て
み
た
益
山
の
瓦
に
対
す
る
研
究
」(

『
古
文
化
』
七
〇
、
二
〇
〇
七
年
、
九
九
～
一
〇
二
頁)

。 

１
６
５ 

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
付
属
博
物
館
『
蓮
華
百
相
』(

一
九
九
九
年)

。 

清
水
昭
博
『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

前
掲
書)
。 

１
６
６ 

ま
た
、
飛
鳥
寺
の
主
要
堂
塔
に
は
花
組
が
使
用
さ
れ
、
回
廊
な
ど
外
郭
に
は
星
組
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
百
済
で
花
組
系
列
の
文
様
が
よ
り
新
し
い
様
式
で
あ
っ

た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 

１
６
７ 

一
方
、
飛
鳥
寺
花
組
のⅡ

2c

接
合
技
法
が
六
世
紀
代
の
百
済
遺
跡
で
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
弥
勒
寺
址
で
同
じ
技
法
が
確
認
さ
れ
、
花
組
の
中

でⅠ
b

式
とⅠ
c

式
の
接
合
技
法
は
先
端
無
加
工
丸
瓦
を
接
合
す
るⅢ

技
法
と
も
通
じ
る
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
百
済
の
官
営
工
房
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て

も
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。 

１
６
８ 

上
原
真
人
「
寺
院
造
営
と
生
産
」(

前
掲
書
、
九
〇
～
九
一
頁)

。 

１
６
９ 

五
八
八
年
以
前
に
日
本
へ
派
遣
さ
れ
た
五
経
博
士
や
易
博
士
、
暦
博
士
、
医
博
士
、
採
薬
師
、
楽
人
の
場
合
、
德
系
官
等
を
所
持
し
た
場
合
が
多
い
が
、
泗
沘
遷
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都
以
後
に
は
二
二
部
司
の
中
で
司
徒
部(

五
経
博
士)

、
日
官
部(

易
博
士
、
暦
博
士)

、
薬
部(

医
博
士
、
採
薬
師)

、
法
部(

楽
人)

な
ど
が
所
属
し
た
官
僚
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
７
０ 

李
文
基
「
泗
沘
時
代
百
済
前
内
部
体
制
の
運
営
と
変
化｣(

『
百
済
研
究
』
四
二
、
二
〇
〇
五
年
、
七
二
頁)

。 

１
７
１ 

朴
南
守
「
新
羅
宮
中
手
工
業
の
成
立
と
整
備
」(

『
東
国
史
学
』
二
六
、
一
九
九
二
年) ; 

『
新
羅
手
工
業
史
研
究
』(

一
九
九
六
年)

。 

１
７
２ 

こ
の
場
合
で
も
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
諸
博
士
が
三
年
ご
と
に
交
代
し
た
事
情
を
一
括
し
て
記
述
し
た
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
花
組
と
星

組
の
瓦
当
の
年
代
差
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
今
後
、
よ
り
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

１
７
３ 

平
野
邦
雄
「
今
来
漢
人
」(

『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年)

。 

浅
香
年
木
「
倭
政
権
と
手
工
業
生
産
」(
『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年)

。 

大
橋
一
章
「
飛
鳥
寺
の
発
願
と
造
営
組
織
」(
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
一-

三
、
一
九
九
五
年) ; 

『
奈
良
美
術
成
立
史
論
』(

二
〇
〇
九
年)

。 

田
中
史
生
「
飛
鳥
寺
建
立
と
渡
来
工
人
・
僧
侶
た
ち-

倭
国
に
お
け
る
技
術
伝
習
の
新
局
面
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

。 
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四
世
紀
後
半
に
仏
教
を
受
容
し
た
百
済
は
中
国
や
高
句
麗
な
ど
周
辺
国
家
か
ら
仏
教
や
仏
教
寺
院
に
必
要
な
技
術
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
百
済
的
な
仏
教
文

化
を
形
成
し
、
こ
れ
を
周
辺
国
家
の
新
羅
や
日
本
へ
と
積
極
的
に
伝
え
た
。
百
済
は
激
動
す
る
六
〜
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
仏
教
の
拡
散
や
仏
教
寺
院
の
建

立
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
主
導
的
か
つ
積
極
的
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
述
べ
た
論
点
を
改
め
て
整
理
し
て
お
こ
う
。 

第
一
部
で
は
、
百
済
に
お
け
る
仏
教
受
容
と
仏
教
寺
院
の
成
立
お
よ
び
そ
の
展
開
過
程
を
瓦
当
と
塑
像
、
木
簡
な
ど
の
出
土
遺
物
と
伽
藍
配
置
を
中
心
に
検
討

し
た
。 

第
一
章
で
は
、
百
済
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
過
程
と
初
期
の
寺
院
に
つ
い
て
考
究
し
た
。
百
済
は
四
世
紀
後
半
、
枕
流
王
代
に
東
晋
か
ら
仏
教
を
初
め
て
受
容

し
た
。
当
時
、
百
済
は
歴
史
書
を
編
纂
す
る
ほ
か
、
中
国
に
使
節
を
派
遣
す
る
な
ど
漢
字
や
漢
文
に
対
す
る
理
解
の
水
準
は
相
当
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
楽
浪
郡
の
廃
置
に
伴
う
多
数
の
中
国
系
遺
民
の
移
住
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

百
済
の
仏
教
受
容
は
、
高
句
麗
が
仏
教
を
通
し
て
前
秦
と
の
協
力
を
強
化
し
た
こ
と
に
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
仏
教
を
信
奉
し
た
東
晋
の
孝
文
帝
と
の
紐
帯

強
化
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
伝
来
以
後
、
百
済
は
新
都
で
あ
る
漢
山
に
仏
寺
を
建
立
し
た
が
、
こ
れ
は
高
句
麗
と
の
対
決
構
図
の
中
で
都
城
を

荘
厳
に
す
る
た
め
の
象
徴
物
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。 

漢
城
期
の
仏
教
遺
物
は
蓮
華
文
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
金
属
器
や
磁
器
、
瓦
当
以
外
に
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
熊
津
期
初
に
活
動
し
た
発
正
の
事
例
か
ら
、
漢
城

期
末
か
ら
熊
津
期
初
に
お
け
る
百
済
の
仏
教
活
動
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ソ
ウ
ル
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
獣
面
文
瓦
当
や
蓮
華
文
瓦
当
は
、

百
済
が
楽
浪
や
高
句
麗
以
外
に
も
中
国
南
北
朝
の
諸
国
家
と
幅
広
く
交
流
し
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
仏
教
文
化
を
輸
入
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。 

熊
津
期
に
な
る
と
、
武
寧
王
陵
か
ら
出
土
し
た
多
様
な
遺
物
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
南
朝
仏
教
の
要
素
を
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
武
寧
王
陵

を
造
営
し
た
聖
王
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
大
通
寺
は
百
済
の
本
格
的
な
仏
教
寺
院
と
い
え
る
が
、
関
連
遺
構
が
全
く
見
つ
か
っ
て
い
な
い
た
め
、
出
土
瓦
当
を
中

心
に
そ
の
技
術
的
な
系
統
に
つ
い
て
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
に
は
、
中
国
南
京
で
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
瓦
製
作
技
術
が
確
認
さ
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れ
る
。
加
え
て
、
「
梁
官
瓦
為
師
矣
」
銘
塼
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
百
済
の
造
瓦
に
南
朝
梁
の
影
響
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
大
通
寺

址
よ
り
古
い
段
階
の
、
王
宮
で
あ
る
公
山
城
で
発
見
さ
れ
た
瓦
当
の
場
合
も
、
文
献
記
録
の
検
討
か
ら
南
斉
と
の
関
連
性
を
類
推
で
き
る
。
泗
沘
都
城
や
慶
州
興

輪
寺
址
で
は
大
通
寺
式
瓦
当
と
同
一
の
文
様
・
製
作
技
術
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
瓦
当
が
多
数
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
、
百
済
で
は
大
通
寺
を
造
営

す
る
過
程
で
官
営
造
瓦
工
房
の
よ
う
な
官
営
手
工
業
体
制
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
百
済
で
は
大
通
寺
式
と
は
異
な
る
公
山
城

式
瓦
当
や
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
た
瓦
当
も
生
産
さ
れ
て
い
た
た
め
、
高
句
麗
の
造
瓦
術
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
も
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

第
二
章
で
は
、
泗
沘
遷
都
以
後
、
都
城
の
中
央
に
建
立
さ
れ
た
定
林
寺
址
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
塑
像
の
奉
安
場
所
と
製
作
時
期
、

系
統
と
伽
藍
配
置
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
定
林
寺
址
出
土
の
塑
像
は
共
伴
遺
物
と
文
献
記
録
か
ら
、
五
四
一
年
、
梁
の
工
匠
・
画
師
な
ど
の
技
術
者
の
直

接
的
な
援
助
を
受
け
て
製
作
さ
れ
、
創
建
当
初
に
は
木
塔
内
に
安
置
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
定
林
寺
址
は
塔
内
塑
像
の
製
作
や
造
瓦
術
、
緑
釉
の
製
作
技
術
、

さ
ら
に
は
木
塔
の
建
立
を
は
じ
め
、
東
堂
と
西
堂
と
い
っ
た
伽
藍
配
置
に
至
る
ま
で
、
南
朝
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
二
重
基
壇
の
下

成
礎
石
や
講
堂
址
東
西
の
別
途
建
物
址
と
い
っ
た
要
素
は
高
句
麗
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
定
林
寺
は
主
と
し
て
南
朝
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
高
句
麗
文
化

も
部
分
的
に
受
容
し
つ
つ
成
立
し
た
と
い
え
る
。 

定
林
寺
址
で
成
立
し
た
伽
藍
配
置
の
影
響
は
百
済
滅
亡
期
ま
で
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
百
済
泗
沘
期
の
寺
院
は
「
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
」
の
成
立
と
展
開

過
程
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
百
済
式
寺
院
は
、
定
林
寺
の
創
建
を
も
っ
て
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
で
は
講
堂
と
回
廊
が

北
回
廊
に
連
結
す
る
の
で
は
な
く
、
回
廊
北
端
の
付
属
建
物
や
講
堂
の
東
西
に
あ
る
別
途
建
物
に
連
結
す
る
。
ま
た
、
回
廊
北
端
で
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
付
属

建
物
は
、
金
堂
よ
り
格
が
低
く
、
僧
房
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
寝
食
が
行
わ
れ
た
生
活
空
間
で
あ
る
講
堂
北
側
の
僧
房
と
い
う
よ
り
は
、
よ
り
公
的

な
性
格
が
強
い
た
め
、
こ
こ
で
は
僧
坊
と
区
別
し
て
こ
れ
を
「
東
堂
・
西
堂
」
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
外
、
東
西
回
廊
と
南
回
廊
は
Ｌ
字
形
状
に
直
ち
に
連
結

さ
れ
ず
、
断
絶
し
、
南
回
廊
は
東
西
回
廊
よ
り
も
若
干
長
く
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

定
林
寺
址
出
土
の
塑
像
か
ら
創
建
期
の
木
塔
に
奉
安
さ
れ
た
塔
内
塑
像
に
は
礼
仏
図
の
場
面
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
俗

世
の
支
配
者
を
越
え
て
仏
教
界
の
支
配
者
を
指
向
し
た
聖
王
の
意
図
が
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
梁
の
武
帝
が
派
遣
し
た
工
匠
・
画
師
の
存
在
は
定
林
寺
址
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建
立
に
梁
の
専
門
技
術
と
百
済
王
室
の
絶
対
的
な
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
六
年
条
に
み
え
る
丈
六
尊
像
造
成
と
も
関
連
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
欽
明
紀
六
年
条
の
丈
六
尊
像
造
成
記
録
は
当
時
の
百
済
の
事
情
を
反
映
し
た
信
憑
性
の
高
い
記
録
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
定
林
寺
址
の
建

立
が
聖
王
の
造
像
を
通
し
た
功
徳
の
実
践
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。 

次
に
、
泗
沘
都
城
内
部
に
お
け
る
定
林
寺
址
の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
泗
沘
都
城
内
部
で
発
見
さ
れ
た
道
路
遺
跡
の
開
設
時
期
と
王
宮
の
位
置
に
つ

い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
ま
で
泗
沘
都
城
は
遷
都
当
時
か
ら
整
然
と
し
た
街
路
区
画
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
、
具
体
的
な
根

拠
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
推
定
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
の
発
掘
資
料
に
も
と
づ
く
と
、
街
路
区
画
の
大
部
分
は
六
世
紀
後
半
頃

に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
植
民
地
期
に
製
作
さ
れ
た
地
籍
図
と
滅
亡
期
の
「
大
唐
」
銘
瓦
当
、
出
土
木
簡
な
ど
か
ら
推
定
し
た
泗
沘
期
の

王
宮
や
王
宮
区
域
と
定
林
寺
の
位
置
関
係
を
考
究
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
密
接
に
関
連
性
を
も
っ
て
造
営
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。 

こ
の
よ
う
に
定
林
寺
址
は
洛
陽
永
寧
寺
や
南
京
同
泰
寺
の
よ
う
に
、
王
宮
の
南
側
に
一
定
の
計
画
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
王
宮
と
と
も
に
都
城
の

最
も
顕
著
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
定
林
寺
址
造
営
時
に
作
ら
れ
た
木
塔
内
の
塑
像
や
百
済
式
寺
院
は
泗
沘
遷
都
直
後
の
聖
王
の
王
権
強
化
整
備
に
と
も
な

う
記
念
碑
的
造
形
物
の
一
つ
で
あ
り
、
定
林
寺
址
は
そ
の
後
、
百
済
の
最
も
核
心
的
な
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
三
章
で
は
、
王
陵
群
で
あ
る
陵
山
里
古
墳
群
に
隣
接
し
て
建
立
さ
れ
た
陵
山
里
寺
址
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
陵
山
里
寺
址
の
中
門
址
南
側
か
ら
は
多
量
の
木

簡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
既
往
の
研
究
で
は
木
簡
の
記
載
内
容
の
み
か
ら
、
そ
の
性
格
・
用
途
な
ど
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
出
土
位
置
や
共
伴
遺
物
か
ら
、
そ
の
廃
棄
時
期
と
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
陵
山
里
木
簡
は
五
五
四
年
の
管
山
城
の
戦
い
で
の
聖
王
戦
死

以
後
か
ら
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
ま
で
に
製
作
・
使
用
・
廃
棄
さ
れ
た
が
、
一
部
の
木
簡
は
六
世
紀
後
半
ま
で
製
作
・
使
用
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
大
部
分
が
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
前
後
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
木
簡
が
陵
山
里
寺
址
の
初
期
講
堂
址
に
あ
っ
た
何

ら
か
の
施
設
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
木
簡
に
記
録
さ
れ
た
内
容
が
仏
教
や
死
者
の
儀
礼
と
関
連
す
る
も
の
、
物
品
の
生
産
地
と
移
動
な

ど
帳
簿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
を
考
慮
す
る
と
、
陵
山
里
木
簡
は
陵
山
里
寺
院
の
造
営
や
運
営
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
八
次
調

査
で
発
見
さ
れ
た
、
二
〇
〇
二
‐
一
号
四
面
木
簡
は
陵
山
里
寺
院
の
建
立
に
動
員
さ
れ
た
人
々
に
食
米
を
支
給
し
た
こ
と
を
記
録
し
た
中
間
帳
簿
で
あ
る
と
お
も
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わ
れ
る
が
三
〇
〇
号
、
三
〇
六
号
、
三
一
〇
号
木
簡
な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
分
析
し
て
み
る
と
、
陵
山
里
寺
址
一
帯
に
は
米
な
ど
の
物
品
の
移

動
と
関
連
し
た
倉
庫
施
設
や
行
政
組
織
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

陵
山
里
木
簡
の
性
格
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
木
簡
が
出
土
し
た
北
側
の
高
い
地
点
に
あ
っ
た
伽
藍
中
心
部
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
伽
藍
中
心
部
か
ら
出
土
し
た
瓦
当
の
型
式
分
類
と
相
対
編
年
、
建
物
址
別
の
分
布
情
況
に
注
目
し
、
伽
藍
中
心
部
建
物
の
建
立
過
程
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
五
〇
二
点
の
瓦
当
が
出
土
し
て
い
る
が
、
型
式
分
類
の
結
果
、
一
三
種
類
の
蓮
華
文
瓦
当
と
二
種
類
の
巴
文
瓦
当
、
一
種
類
の
素

文
瓦
当
が
確
認
さ
れ
た
。
瓦
当
の
型
式
か
ら
み
て
１
型
式
と
３
・
４
・
９
型
式
は
創
建
期
瓦
で
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
１
ａ
型
式
が
最
も
古
い
段
階
に
該
当
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
１
ａ
型
式
が
生
産
さ
れ
る
初
期
段
階
で
は
、
一
窯
址-

一
寺
院
型
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
１
ｂ
式
～
１
ｅ
式
瓦
が
生
産
さ
れ
、
３
・
４
・
９
型

式
の
生
産
・
供
給
段
階
で
は
複
数
窯
址-
一
寺
院
型
に
変
化
す
る
。
ま
た
、
時
期
的
に
新
し
く
少
量
の
み
出
土
す
る
瓦
当
は
、
補
修
用
瓦
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、

５
型
式
は
金
堂
址
、
６
型
式
は
木
塔
址
、
７
型
式
は
講
堂
址
か
ら
集
中
的
に
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
は
こ
れ
ら
建
物
を
修
築
す
る
た
め
に
特
別
に
製
作
・

供
給
さ
れ
た
瓦
当
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。 

そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
各
型
式
別
瓦
当
の
建
物
址
別
の
分
布
と
暗
渠
な
ど
排
水
施
設
の
築
造
過
程
、
建
物
址
の
構
造
、
木
簡
な
ど
の
共
伴
遺
物
な
ど
を
総
合
的
に

分
析
し
、
伽
藍
中
心
部
の
建
物
の
建
立
順
序
を
討
究
し
た
。
そ
の
結
果
、
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
中
心
部
は
講
堂
址
と
そ
の
付
属
建
物
で
あ
る
不
明
建
物
址Ⅰ

、
工

房
址Ⅱ

、
そ
し
て
不
明
建
物
址Ⅱ

、
工
房
址Ⅰ

な
ど
が
ま
ず
建
立
さ
れ
、
そ
の
後
、
木
塔
址
と
金
堂
址
、
中
門
址
、
回
廊
址
の
順
で
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物
址
群
が
木
塔
址
や
金
堂
址
に
先
ん
じ
て
造
築
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
建
物
址
が
寺
院
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
特
殊
な
目
的
を
有

し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。 

陵
山
里
寺
址
の
最
下
層
遺
構
か
ら
は
中
国
製
青
磁
片
と
硯
片
、
土
器
片
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
遺
物
は
、
五
六
七
年
よ
り
古
く
、
五
五
〇
年
前

後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
の
建
物
址
群
は
、
木
塔
建
立
以
前
か
ら
機
能
し
、
聖
王
陵
の
築
造
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

初
期
建
物
址
群
は
全
て
廂
や
庭
を
備
え
て
お
り
、
二
室
あ
る
い
は
三
室
か
ら
な
る
が
、
講
堂
の
場
合
は
一
棟
二
室
建
物
で
、
東
西
に
翼
舎
が
あ
る
独
特
な
構
造
を

な
す
。
講
堂
址
の
こ
の
よ
う
な
構
造
は
集
安
東
台
子
遺
跡
と
類
似
し
、
そ
れ
が
、
本
来
、
講
堂
で
は
な
く
、
祭
祀
関
連
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
仏
教
が
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盛
行
し
て
い
た
梁
や
北
魏
で
は
陵
墓
の
そ
ば
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
高
句
麗
の
場
合
も
伝
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
に
お
い
て
、
陵
墓
と
寺
院
の
結
合
事
例
を

確
認
で
き
る
。
百
済
で
は
陵
山
里
古
墳
と
陵
山
里
寺
址
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群
は
、
建
物

の
構
造
と
配
置
、
出
土
木
簡
な
ど
の
共
伴
遺
物
と
の
関
係
、
五
六
七
年
以
後
の
状
況
な
ど
か
ら
、
陵
山
里
古
墳
群
、
特
に
聖
王
陵
の
築
造
や
聖
王
を
追
福
す
る
た

め
の
各
種
祭
祀
を
執
り
行
っ
た
祠
廟
あ
る
い
は
祠
堂
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

陵
山
里
寺
址
は
大
き
く
三
期
に
区
分
さ
れ
る
が
、
第
一
期
は
、
五
五
〇
年
代
か
ら
五
六
七
年
の
木
塔
建
立
以
前
ま
で
の
、
講
堂
址
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
建
物

址
群
が
王
陵
の
祠
廟
と
し
て
機
能
し
た
段
階
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
五
六
七
年
の
木
塔
の
心
礎
石
造
営
か
ら
木
塔
と
金
堂
な
ど
の
寺
院
関
連
施
設
が
建
立
さ
れ
た

段
階
で
、
伽
藍
中
心
部
の
建
物
が
完
成
す
る
。
そ
の
過
程
で
外
郭
の
排
水
路
と
中
門
址
南
側
一
帯
の
大
々
的
な
整
備
作
業
も
行
わ
れ
た
。
第
三
期
は
、
六
世
紀
後

半
～
七
世
紀
前
半
か
ら
滅
亡
ま
で
で
、
講
堂
址
北
側
と
西
回
廊
址
西
側
一
帯
の
開
発
整
備
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
な
お
、
講
堂
址
を
中
心
に
し
た
初
期
建
物

址
群
は
、
寺
院
成
立
以
後
に
も
引
き
続
き
伽
藍
の
付
属
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
寺
院
以
後
も
既
存
の
陵
墓
へ
の
祭
祀
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
陵
山
里
寺
址
の
陵
寺
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
一
層
鮮
明
に
示
し
て
い
る
。 

第
四
章
で
は
、
扶
余
と
益
山
地
域
の
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
と
塑
像
な
ど
の
出
土
遺
物
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
泗
沘
遷
都
以
後
に
成
立
し
た
定
林
寺
式
伽
藍
配

置
は
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
類
似
す
る
が
、
講
堂
と
回
廊
が
北
回
廊
に
よ
っ
て
連
結
す
る
の
で
は
な
く
、
東
・
西
回
廊
北
端
の
付
属
建
物
、
講
堂
址
東

西
の
別
途
建
物
に
よ
っ
て
連
結
す
る
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
相
違
す
る
。
こ
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
は
、
塑
像
を
は
じ
め
と
す
る
共
伴
遺
物
と
文
献
記
録
な
ど
か
ら

み
て
、
泗
沘
遷
都(

五
三
八
年)

以
後
、
中
国
南
朝
の
影
響
に
よ
っ
て
成
立
し
た
が
、
高
句
麗
の
影
響
も
多
少
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
定
林
寺
式
伽
藍

配
置
は
六
世
紀
中
ば
か
ら
後
半
の
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
に
お
い
て
東
・
西
回
廊
の
外
郭
に
建
物
が
増
築
さ
れ
る
が
、
六
世
紀
末
以
後
に
は
一
部
の
殿
閣
が
建

立
さ
れ
な
い
な
ど
の
変
化
を
み
せ
る
。
七
世
紀
前
半
に
建
立
さ
れ
た
弥
勒
寺
は
三
院
並
列
式
伽
藍
配
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
を
も
と
に
、
中

国
の
大
型
院
落
式
寺
院
や
弥
勒
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

次
に
、
百
済
故
地
で
し
ば
し
ば
出
土
す
る
塑
像
の
展
開
過
程
と
周
辺
国
家
の
塑
像
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
探
究
し
た
。
百
済
の
塑
像
は
こ
れ
ま
で
廃
寺
址
や
窯

址
な
ど
一
二
ヶ
所
で
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
主
に
寺
院
の
木
塔
や
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
手
捏
法
、
笵
抜
の
二
つ
の
技
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法
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
成
形
後
に
焼
成
し
た
も
の
や
乾
燥
さ
せ
た
も
の
も
あ
る
。
釉
薬
が
施
さ
れ
た
塑
像
や
窯
址
か
ら
塑
像
が
出
土
す
る
こ
と
は
、
百
済
で
は
必

ず
し
も
多
く
な
い
が
、
焼
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
南
京
で
発
見
さ
れ
た
塑
像
に
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
技
術
系
統
が
南
朝
に
連
な
っ
て

い
た
可
能
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

百
済
塑
像
の
製
作
技
術
の
特
徴
は
高
句
麗
の
元
五
里
寺
址
出
土
塑
像
や
新
羅
の
四
天
王
寺
出
土
緑
釉
塼
な
ど
で
も
部
分
的
に
確
認
さ
れ
る
。
日
本
で
も
四
天
王

寺
関
連
文
献
記
録
や
川
原
寺
裏
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
塑
像
か
ら
、
百
済
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
川
原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
品
の
場

合
、
廃
棄
状
況
だ
け
で
な
く
製
作
技
法
も
益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
と
酷
似
し
て
お
り
、
釉
薬
が
施
さ
れ
た
緑
釉
塼
か
ら
み
て
、
百
済
滅
亡
以
後
の
遺
民
に
よ
る
技

術
の
伝
播
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。 

第
二
部
で
は
、
瓦
当
と
伽
藍
配
置
を
中
心
に
新
羅
の
興
輪
寺
址
と
飛
鳥
寺
に
見
ら
れ
る
百
済
技
術
の
影
響
を
考
究
し
た
。 

第
五
章
で
は
、
新
羅
最
初
の
寺
院
で
あ
る
興
輪
寺
址
に
比
定
さ
れ
る
慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
瓦
を
分
析
し
、
百
済
系
瓦
製
作
技
術
の
新
羅
へ
の
伝
播
過
程

を
論
じ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
慶
州
地
域
で
発
見
さ
れ
た
百
済
系
瓦
当
の
導
入
過
程
は
、
慶
州
勿
川
里
瓦
窯
址
出
土
の
無
瓦
桶
製
作
法
で
製
作
さ
れ
た
平
瓦
が
使

用
さ
れ
る
段
階
、
月
城
垓
字
の
出
土
の
百
済
系
瓦
当
文
様
に
円
筒
接
合
後
分
割
法(

Ⅰ
1

技
法)

で
接
合
し
た
瓦
当
が
作
ら
れ
る
段
階
、
慶
州
工
高
一
帯
で
収
拾
さ

れ
た
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
瓦
当
の
よ
う
な
百
済
系
瓦
当
文
様
に
丸
瓦
加
工
接
合
法(Ⅱ

2
a

技
法)

で
製
作
す
る
段
階
、
３
・
６
型
式
お
よ
び
９
～
１
１
型
式
の
よ
う
に

丸
瓦
被
覆
接
合
法(Ⅲ

技
法)

で
製
作
す
る
段
階
に
整
理
で
き
る
。 

慶
州
勿
川
里
瓦
窯
址
か
ら
出
土
し
た
初
期
の
平
瓦
は
技
術
的
に
ソ
ウ
ル
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
漢
城
期
の
平
瓦
へ
と
連
な
り
、
共
伴
土
器
か
ら
み
て
、
五
世

紀
後
半
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
月
城
垓
字
出
土
瓦
当
の
場
合
、
瓦
当
文
様
が
大
通
寺
址
と
類
似
し
て
い
る
が
、
漢
城
期
の
円
筒
接
合
後
分
割
法

(
Ⅰ

技
法)

で
製
作
さ
れ
て
い
る
た
め
、
瓦
笵
の
よ
う
な
道
具
の
み
が
伝
え
ら
れ
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
百
済
の
事
例
を
参
照
す
る
と
、
六
世
紀
前
半
、
具
体

的
に
は
五
二
〇
年
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た1

Ａ
・1

Ｂ
型
式
瓦
当
は
大
通
寺
式
瓦
当
を
モ
デ
ル
と
し
て
製
作
さ
れ
、
瓦
当
文
様
と
文
献
記
録
か
ら
み
て
、
五
三
五
年
頃
に
製
作

さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
１
Ａ
・
１
Ｂ
型
式
瓦
当
は
と
も
に
出
土
し
た
有
段
式
丸
瓦
と
枠
板
連
結
式
瓦
桶
を
利
用
し
た
平
瓦
と
セ
ッ
ト
で
あ
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る
た
め
、
単
純
な
道
具
の
移
動
だ
け
で
な
く
、
百
済
系
瓦
製
作
技
術
を
有
す
る
瓦
工
人
の
移
動
に
伴
う
技
術
の
伝
播
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
部
の
平
瓦
は

枠
板
連
結
式
瓦
桶
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
、
広
端
面
に
同
心
円
文
や
線
文
の
痕
跡
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
百
済
の
造
瓦
術
の
伝
播
過
程
に
お
い
て

慶
州
の
土
器
製
作
工
人
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

１
Ａ
と
１
Ｂ
型
式
瓦
当
は
慶
州
工
高
一
帯
で
出
土
し
た
最
も
古
い
段
階
の
も
の
で
、
公
州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
と
文
様
や
製
作
技
法
が
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
瓦

当
は
五
三
五
年
か
ら
興
輪
寺
を
本
格
的
に
建
立
し
た
と
い
う
文
献
記
録
か
ら
み
て
、
興
輪
寺
の
創
建
瓦
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
ひ
と
ま
ず
「
興
輪
寺

式
瓦
当
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
興
輪
寺
式
瓦
当
は
新
羅
に
お
け
る
仏
教
伝
来
の
過
程
で
未
確
認
で
あ
っ
た
、
百
済
の
影
響
を
具
体
的
に
示
す
初
め
て
の

考
古
資
料
で
あ
り
、
六
世
紀
前
半
の
南
朝-

百
済-

新
羅
の
瓦
製
作
技
術
や
仏
教
の
伝
播
過
程
を
解
明
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
百
済
か
ら
新
羅
へ
の

技
術
者
集
団
派
遣
は
、
梁
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
と
想
定
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
高
句
麗
の
軍
事
的
な
脅
威
の
も
と
、
新
羅
と
の
協
力
関
係
維
持
あ
る

い
は
そ
れ
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
一
方
、
興
輪
寺
式
瓦
当
で
確
認
さ
れ
る
百
済
系
造
瓦
術
は
そ
の
後
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
皇
龍
寺
址
や
慶
州
地
域
の
建
物
址
出
土
の
百
済
系
瓦
当
や
天
官
寺
址
の
瓦
積
基
壇
建
物
址
か
ら
、
そ
の
影
響
は
七
世
紀
代
ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。 

第
六
章
で
は
、
日
本
の
最
初
の
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
と
創
建
瓦
を
中
心
に
百
済
寺
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
高
句
麗

起
源
説
は
、
発
掘
当
時
に
知
ら
れ
て
い
た
三
金
堂
が
、
高
句
麗
の
清
岩
里
寺
址
し
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
提
起
さ
れ
た
学
説
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
飛
鳥

寺
で
は
三
金
堂
と
い
う
プ
ラ
ン
以
外
、
高
句
麗
寺
院
と
の
類
似
点
を
見
い
だ
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
最
近
の
発
掘
成
果
を
中
心
に
し
て
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
百
済
起
源

説
を
新
た
に
提
起
し
た
。
百
済
寺
院
で
は
飛
鳥
寺
三
金
堂
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
と
比
較
で
き
る
新
要
素
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
句
麗
の

文
化
が
直
接
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
百
済
を
経
由
し
て
伝
播
し
た
可
能
性
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。 

五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半
に
始
ま
っ
た
高
句
麗
系
文
化
の
百
済
へ
の
流
入
は
、
六
世
紀
中
半
か
ら
は
次
第
に
支
配
者
層
に
ま
で
拡
散
し
、
威
徳
王
陵
と
考
え

ら
れ
る
東
下
塚
に
は
高
句
麗
系
統
の
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
威
徳
王
は
五
六
七
年
を
起
点
に
し
て
北
朝
国
家
と
の
交
渉
を
再
開
す
る
な
ど
王
権
強
化
作
業
を
本

格
化
さ
せ
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
南
朝
一
辺
倒
の
外
交
か
ら
脱
却
し
、
北
朝
と
高
句
麗
系
統
の
文
化
を
積
極
的
に
受
容
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
百
済
で
は
飛
鳥
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寺
の
建
立
以
前
の
六
世
紀
中
後
半
の
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
で
東
西
外
郭
建
物
址
ま
た
は
建
物
址
群
と
呼
べ
る
独
特
な
建
物
が
新
た
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
単
純
な
居
住
空
間
で
あ
る
僧
房
と
理
解
す
る
よ
り
は
、
座
禅
や
瞑
想
の
場
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
禅
堂
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
し
た
り
、
寺
院
全
体
の

空
間
配
置
か
ら
み
る
と
、
中
枢
伽
藍
と
区
分
さ
れ
る
独
立
し
た
空
間
に
配
置
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、｢

僧
院｣

や｢

別
院｣

の
よ
う
な
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
で
あ
る
。
初
歩
的
な
形
態
の
多
院
式
寺
院
の
姿
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
六
世
紀
中
後
半
の
百
済
寺
院
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
新
し
い

要
素
は
、
中
国
の
南
北
朝
時
代
か
ら
隋
唐
代
に
流
行
し
た
多
院
式
寺
院
や
高
句
麗
寺
院
の
影
響
を
受
け
て
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
う
し
た
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
改
め
て
六
世
紀
中
後
半
に
建
立
さ
れ
た
軍
守
里
寺
址
、
五
七
七
年
建
立
の
王
興
寺
、
五
八
四
年
に
造
営
さ
れ
た
皇
龍
寺
の
重

建
伽
藍
、
五
八
八
年
創
建
の
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
を
み
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
。
百
済
寺
院
に
み
え
る
多
院
式
寺
院
の
初
期
的
形
態
か
ら

東
堂
・
西
堂
、
さ
ら
に
は
東
西
回
廊
を
取
り
除
い
た
も
の
が
、
皇
龍
寺
址
重
建
伽
藍
の
三
金
堂
で
あ
り
、
そ
れ
を
高
句
麗
的
な
品
字
形
に
配
置
し
た
も
の
が
、
飛

鳥
寺
三
金
堂
と
考
え
ら
れ
る
。
六
世
紀
代
の
百
済
で
は
、
高
句
麗
文
化
を
幅
広
く
受
容
し
て
い
た
が
、
飛
鳥
寺
三
金
堂
は
高
句
麗
で
は
な
く
、
百
済
か
ら
伝
え
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
、
年
代
的
に
も
近
い
軍
守
里
寺
址
や
王
興
寺
址
が
最
も
直
接
的
な
祖
形
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
か
り
に
、
そ
れ
が
高
句
麗
の
影
響
を
直
接
的

に
受
け
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
皇
龍
寺
址
の
よ
う
に
部
分
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
高
句
麗
的
要
素
が
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
飛
鳥
寺
の
場
合
、
そ

の
よ
う
な
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
そ
の
よ
う
に
推
定
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。 

ま
た
、
高
句
麗
の
僧
侶
慧
慈
が
日
本
へ
派
遣
さ
れ
た
の
は
五
九
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
百
済
の
技
術
者
集
団
の
倭
到
来
、
金
堂
・
木
塔
建
立
工
事
着
手

以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
起
源
を
高
句
麗
に
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
五
九
五
年
段
階
で
は
百
済
の
技
術
者
集
団
に
よ
っ
て

飛
鳥
寺
の
造
営
プ
ラ
ン
が
立
案
さ
れ
、
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

飛
鳥
寺
の
建
立
の
た
め
に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
技
術
者
た
ち
は
国
家
が
臨
時
的
に
組
織
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
よ
う
に
、
各
技
術
部
門
が
有
機
的
に

連
携
し
て
い
た
た
め
、
伽
藍
配
置
の
み
が
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
金
堂
の
様
式
も
百
済
か
ら
伝
え
ら
れ
、
東
・
西
金
堂
の

二
重
基
壇
と
下
成
礎
石
も
百
済
の
影
響
を
受
け
て
造
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
飛
鳥
寺
三
金
堂
の
建
立
は
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
技
術
工
人
に
よ
っ
て

総
合
的
に
計
画
さ
れ
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
百
済
は
六
世
紀
中
ば
か
ら
後
半
の
新
羅
の
台
頭
と
隋
の
登
場
と
い
う
激
動
す
る
東
ア
ジ
ア
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国
際
社
会
に
お
い
て
、
仏
教
を
媒
介
と
し
た
技
術
の
伝
授
を
通
し
て
、
日
本
に
対
す
る
主
導
権
を
よ
り
堅
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
技
術
支
援
を

行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
飛
鳥
寺
の
三
金
堂
が
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
五
七
七
年
に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ

た
造
寺
工
の
活
動
に
よ
っ
て
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
伽
藍
配
置
に
関
す
る
情
報
が
あ
る
程
度
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

飛
鳥
寺
建
立
後
、
日
本
の
初
期
寺
院
に
は
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
百
済
の
主
流
伽
藍
配
置
形
式
と
い
え
る
定
林
寺
式
伽
藍
配

置
が
再
度
、
選
択
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
は
通
説
と
は
異
な
り
、
大
阪
の
四
天
王
寺
の
場
合
、
講
堂
の
東
西
に
別
途
建

物
の
よ
う
な
施
設
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
か
り
に
、
夏
堂
と
冬
堂
か
ら
な
る
講
堂
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
百
済
寺
院
の
い
わ
ゆ
る
一
棟
二
室
建
物
址

と
類
似
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
新
堂
廃
寺
と
亀
石
古
墳
は
古
墳
と
寺
院
が
結
合
し
た
事
例
で
あ
り
、
陵
山
里
寺
址
と
陵
山
里
古
墳
群
の
関
係
と
酷
似
す
る

と
い
え
る
。
新
堂
廃
寺
の
東
西
回
廊
か
ら
発
見
さ
れ
た
東
方
建
物
・
西
方
建
物
は
、
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
の
東
堂
と
西
堂
に
該
当
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み

て
、
定
林
寺
式
伽
藍
配
置
が
日
本
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
と
理
解
さ
れ
る
。 

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
飛
鳥
寺
創
建
瓦
の
源
流
を
解
明
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
百
済
瓦
当
の
検
討
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
泗
沘
期
の
瓦
当
を
、
廃
寺
址
出

土
の
創
建
瓦
当
と
王
宮
関
連
遺
跡
出
土
の
瓦
当
を
区
分
し
、
そ
の
結
果
、
泗
沘
期
の
主
な
寺
院
で
は
、
新
た
な
寺
院
創
建
に
際
し
て
、
新
規
の
瓦
笵
が
製
作
・
使

用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
王
宮
区
域
で
は
特
定
文
様
の
瓦
笵
が
継
続
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
、
飛
鳥
寺
と
年
代
的
に
近
い
王
興
寺
址

の
創
建
瓦
で
は
若
干
の
相
違
点
も
あ
る
も
の
の
、
花
組
・
星
組
系
列
と
最
も
類
似
す
る
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
た
。
百
済
の
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡
か
ら
飛
鳥
寺
創
建

瓦
の
源
流
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
遺
跡
や
遺
物
に
お
い
て
全
く
同
じ
も
の
を
探
す
よ
り
は
そ
れ
を
生
産
し
た
造
瓦
集
団
や
瓦
博
士
の
性
格
を
説
明
す
る

こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
飛
鳥
寺
の
創
建
瓦
を
製
作
し
た
瓦
博
士
は
六
世
紀
中
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
百
済
の
「
王
宮
と
寺
院
」
に
使
用
さ
れ
た
瓦
を
生
産
し

た
「
官
営
造
瓦
工
房
の
造
瓦
集
団
や
技
術
系
官
僚
」
で
あ
っ
た
。
花
組
は
生
産
地
が
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
扶
余
旧
衙
里
・
官
北
里
・
双
北
里
遺
跡
お

よ
び
扶
蘇
山
城
・
王
宮
里
遺
跡
な
ど
王
宮
関
連
遺
跡
で
出
土
す
る
瓦
当
を
祖
形
と
し
、
星
組
は
金
徳
里
窯
址
や
王
興
寺
址
窯
址
で
活
動
し
た
造
瓦
集
団
と
関
係
が

あ
り
、
大
通
寺
式
瓦
当
を
祖
形
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

百
済
寺
院
で
は
寺
院
創
建
に
際
し
て
新
た
な
瓦
笵
が
製
作
さ
れ
た
よ
う
に
、
飛
鳥
寺
の
場
合
も
創
建
時
に
新
た
な
文
様
の
瓦
笵
が
製
作
・
使
用
さ
れ
て
い
た
。
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そ
の
場
合
、
採
択
さ
れ
た
文
様
は
百
済
の
王
宮
で
使
用
さ
れ
て
い
た
最
新
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
記
念
的
建
物
の
建
立
に
よ
っ
て
権
威
を
誇
示
し
よ
う
と
し

た
蘇
我
氏
の
意
図
的
選
択
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
五
八
八
年
に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
瓦
博
士
は
王
宮
や
寺
院
の
瓦
を
供
給
し
た
功
徳
部
と
司
空
部
に
所
属

し
た
技
術
系
官
僚
で
、
実
務
責
任
者
と
し
て
寺
師
ら
と
と
も
に
国
家
が
組
織
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
最
初

の
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
は
、
全
面
的
に
百
済
の
造
寺
工
と
瓦
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
技
術
者
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
百
済
寺
院
と

全
く
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
飛
鳥
寺
の
造
営
は
単
純
な
モ
ノ
の
移
動
で
な
く
人
間
の
移
動
に
よ
る
産
物
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
金
堂
を
三
金
堂

に
変
更
す
る
ほ
ど
の
大
規
模
設
計
変
更
は
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
の
、
瓦
当
の
文
様
を
選
択
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
が
本
稿
の
要
旨
で
あ
る
。
四
世
紀
後
半
、
東
晋
か
ら
仏
教
を
受
容
し
た
百
済
は
、
六
世
紀
前
半
に
梁
と
の
積
極
的
な
交
流
に
よ
っ
て
本
格
的
寺
院
で
あ
る

大
通
寺
を
建
立
す
る
。
新
羅
の
興
輪
寺
建
立
に
関
わ
る
技
術
の
伝
播
は
そ
う
し
た
経
験
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
五
三
八
年
の
泗
沘
遷
都
後
、

梁
の
工
匠
・
画
師
の
技
術
的
な
支
援
に
よ
っ
て
都
城
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
定
林
寺
址
が
建
立
さ
れ
、
百
済
的
な
寺
院
型
が
完
成
し
た
。
そ
れ
以
後
、
百
済

で
は
墳
墓
と
寺
院
が
結
合
し
た
陵
寺
と
し
て
の
陵
山
里
寺
址
、
官
寺
と
推
定
さ
れ
る
軍
守
里
寺
址
、
国
王
が
発
願
し
た
王
興
寺
址
が
建
立
さ
れ
、
百
済
的
な
寺
院

型
は
そ
れ
ら
の
造
営
過
程
で
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
五
八
八
年
、
百
済
は
日
本
の
飛
鳥
寺
に
技
術
者
集
団
を

派
遣
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
純
然
た
る
百
済
の
技
術
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
と
い
え
る
。
七
世
紀
以
降
に
は
離
宮
や
別
都
と
し
て
益
山
王
宮
里
遺
跡
を
造
営

し
つ
つ
、
帝
釈
寺
址
や
弥
勒
寺
址
も
引
き
続
き
建
立
さ
れ
た
。
六
世
紀
後
半
以
後
、
百
済
は
南
朝
だ
け
で
な
く
、
高
句
麗
や
北
朝
、
隋
唐
の
寺
院
造
営
技
術
を
幅

広
く
受
容
し
つ
つ
、
百
済
的
寺
院
を
一
層
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
１

。
百
済
の
外
部
か
ら
の
技
術
伝
受
や
外
部
へ
の
伝
授
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て

有
機
的
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
羅
の
興
輪
寺
や
日
本
の
飛
鳥
寺
に
お
け
る
百
済
の
技
術
の
伝
播
は
互
い
に
類
似
点
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
百
済
は
中
国
の
南
朝
や
北
朝
、
隋
唐
、
高
句
麗
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
仏
教
や
寺
院
造
営
技
術
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
そ
れ
を
シ
ス

テ
ム
化
し
、
さ
ら
に
他
国
に
技
術
伝
播
で
き
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
を
成
熟
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
百
済
は
周
辺
国
家
に
対
す
る
外
交
的
影
響
力
を
拡
大
、

強
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
百
済
は
単
な
る
文
化
の
伝
達
者
や
経
由
地
で
は
な
か
っ
た
。
興
輪
寺
で
出
土
し
た
瓦
当
や
飛
鳥
寺
に
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見
ら
れ
る
三
金
堂
な
ど
は
中
国
南
朝
や
高
句
麗
の
文
化
要
素
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
百
済
国
内
に
お
い
て
す
で
に
製
作
さ
れ
、
百
済
化
し
た
も
の
が

再
度
伝
授
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
新
羅
や
日
本
の
初
期
寺
院
に
見
ら
れ
る
新
た
な
文
化
要
素
か
ら
逆
に
百
済
文
化
の
変
化
過
程
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。 

百
済
の
仏
教
寺
院
の
特
徴
は
多
様
な
文
化
系
統
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
当
時
、
最
新
の
文
化
が
反
映
さ
れ
国
際
性
豊
か
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
通
寺
式
瓦
当

を
は
じ
め
と
し
て
扶
余
定
林
寺
址
や
そ
れ
以
後
に
建
立
さ
れ
た
百
済
の
寺
院
に
は
、
南
朝
だ
け
で
な
く
高
句
麗
、
北
朝
、
隋
唐
な
ど
多
様
な
文
化
要
素
が
有
機
的

に
共
存
し
て
い
る
。
他
国
の
先
進
的
な
文
化
要
素
を
素
早
く
導
入
し
、
洗
練
さ
れ
た
文
化
を
作
り
上
げ
た
こ
と
こ
そ
が
百
済
の
寺
院
、
さ
ら
に
は
百
済
文
化
全
般

の
特
性
と
い
え
る
。
百
済
は
こ
う
し
た
過
程
で
仏
教
や
仏
教
寺
院
の
造
営
技
術
を
媒
介
に
し
て
活
発
な
外
交
活
動
を
行
い
、
現
実
的
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
百
済
仏
教
寺
院
の
特
性
は
本
稿
で
論
及
で
き
な
か
っ
た
他
の
仏
教
関
連
遺
物
や
遺
構
、
六
～
七
世
紀
代
の
他
の
出
土
遺
物
な
ど
に

お
い
て
も
、
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

イ
ン
ド
を
起
源
と
す
る
仏
教
は
中
国
を
経
て
韓
半
島
に
も
伝
来
し
た
が
、
百
済
の
仏
教
寺
院
の
展
開
過
程
と
そ
の
伝
播
過
程
の
意
義
は
中
国
や
高
句
麗
な
ど
周

辺
国
家
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
れ
ば
、
よ
り
具
体
的
に
解
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
百
済
仏
教
寺
院
に
影
響
を
与
え
た
中
国
南
朝
や
高
句
麗
の
仏
教

寺
院
に
つ
い
て
は
未
だ
詳
ら
か
で
は
な
い
部
分
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
、
そ
れ
ら
周
辺
諸
国
の
寺
院
研
究
が
進
展
す
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
本
稿
の
内
容

も
追
加
・
訂
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
古
代
史
研
究
に
お
い
て
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
韓
国
で
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
塑

像
や
瓦
当
に
注
目
し
、
百
済
寺
院
を
考
究
す
る
上
で
の
資
料
と
し
て
積
極
的
に
活
用
す
る
と
と
も
に
近
年
、
細
分
化
さ
れ
た
各
学
問
分
野
の
問
題
意
識
に
と
ら
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
発
掘
調
査
を
ふ
ま
え
て
明
ら
か
に
な
っ
た
伽
藍
配
置
、
遺
構
、
出
土
遺
物
な
ど
と
も
比
較
・
検
討
し
つ
つ
巨
視
的
か
つ
総
合
的
な
観
点
か
ら
百

済
の
古
代
寺
院
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
論
究
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
百
済
寺
院
を
研
究
す
る
上
で
の
必
要
な
観
点
や
方
法
論
に
つ
い
て
の
新
た
な
試

み
の
一
つ
と
評
す
る
の
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

百
済
は
積
極
的
に
外
部
の
文
物
を
輸
入
し
て
主
体
的
仏
教
寺
院
を
発
展
、
完
成
さ
せ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
周
辺
国
家
に
積
極
的
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
国
の
利
益
を
拡
大
さ
せ
て
き
た
。
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
百
済
の
対
外
関
係
に
お
け
る
仏
教
の
果
た
し
た
役
割
、
意
義
と
い
え
る
。
仏
教
や
仏
教
寺
院
を
媒
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介
に
行
わ
れ
た
百
済
の
周
辺
国
家
と
の
交
流
協
力
過
程
は
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
が
進
む
べ
き
方
向
を
具
体
的
に
指
し
示
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
示

唆
的
で
あ
る
。
政
治
・
経
済
・
軍
事
的
競
争
と
葛
藤
の
な
か
に
あ
る
現
在
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
百
済
仏
教
寺
院
の
展
開
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
議
論
は
、

「
文
化
」
を
通
じ
て
の
交
流
と
協
力
の
重
要
性
と
今
後
の
可
能
性
を
具
体
的
に
示
し
て
お
り
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
教
訓
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

                                        

  

 

１ 

本
稿
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
帝
釈
寺
址
や
弥
勒
寺
址
も
、
六
三
九
年
に
建
立
さ
れ
た
日
本
の
百
済
大
寺
と
の
関
連
性
を
ふ
ま
え
つ

つ
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
百
済
宮
と
百
済
大
寺
の
組
合
せ
や
九
層
塔
の
造
営
な
ど
は
、
益
山
王
宮
里
遺
跡
や
益
山
の
仏
教
寺
院
と
の
共
通
点
が
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。 
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補
論 

植
民
地
期
の
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査  

 

は
じ
め
に 

植
民
地
期
に
お
け
る
百
済
史
に
関
す
る
研
究
は
、
高
句
麗
史
や
新
羅
史
に
比
べ
、
さ
ほ
ど
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
津
田
左
右
吉
、
白
鳥
庫
吉
、
今
西
龍
、
池
内

宏
た
ち
に
よ
る
主
要
な
論
考
が
あ
る
が
、
百
済
の
初
期
記
録
に
関
す
る
史
料
批
判
や
滅
亡
期
に
関
す
る
主
題
に
限
定
さ
れ
る
。
今
西
龍
の
場
合
、
近
古
肖
王
代
以

前
の
記
録
を
否
定
し
、
百
済
が
任
那
日
本
府
の
保
護
と
統
制
下
で
歴
史
を
展
開
し
た
と
把
握
し
た
が
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
認
識
体
系
は
そ
の
後
の
日
本
人
研
究
者

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
１

。 

百
済
史
研
究
の
不
振
は
百
済
と
倭
の
縁
を
強
調
し
な
が
ら
扶
余
を
内
鮮
一
体
の
霊
地
と
宣
伝
し
、
神
宮
を
造
営
し
よ
う
と
し
た
事
実
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
む

し
ろ
意
外
と
い
え
る
。
百
済
最
後
の
首
都
で
あ
っ
た
扶
余
に
神
宮
が
建
設
さ
れ
た
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
植
民
地
期
に
行
な
わ
れ
た
古
蹟
調
査
や
博
物
館

活
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
古
蹟
調
査
事
業
は
彼
ら
の
植
民
史
観
や
関
心
事
を
考
古
学
的
に
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
で
あ
る
発
掘
報
告
書
や
図
録
の
発
刊
、
博
物
館
活
動
は
植
民
統
治
の
文
化
的
成
果
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

古
蹟
調
査
事
業
や
博
物
館
活
動
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
当
時
の
具
体
的
な
活
動
状
況
の
把
握
と
共
に
多
様
な
立
場
か
ら
評
価
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
時
期
的
に
は
一
九
二
〇
年
代
以
前
、
地
域
的
に
は
慶
州
や
平
壌
を
中
心
に
し
た
活
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
お
り
、
百
済
故
地
の
全
般
的
な
状
況
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
整
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
第
一
節
で
は
京
畿
道
・
忠
清
道
・
全
羅
道
な
ど
百
済
故
地
に
関
す
る
古
蹟
調
査
事
業
の
全
般
的
な
内
容
を
整
理
す
る
。
古
蹟
調
査
事
業
に
関
す
る
史
論

的
評
価
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
古
蹟
調
査
事
業
を
時
期
ご
と
に
区
分
し
、
そ
の
流
れ
を
理
解
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
第
二
節
で
は
一
九
三
〇
年
代
か
ら
扶
余
地

域
の
廃
寺
址
に
対
す
る
発
掘
が
集
中
し
た
国
内
外
的
な
背
景
を
追
跡
す
る
。
日
本
の
学
界
の
動
向
と
共
に
財
団
法
人
扶
余
古
蹟
保
存
会
と
い
っ
た
地
域
社
会
の
活

動
も
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
植
民
地
期
の
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
の
展
開
過
程
と
扶
余
地
域
に
お
け
る
廃
寺
址
調
査
が
持
つ
性
格
や
意

義
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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第
一
節 

時
期
別
古
蹟
調
査
事
業
の
展
開
過
程 

日
本
の
官
学
者
た
ち
に
よ
る
古
蹟
調
査
事
業
は
調
査
の
主
体
や
組
織
、
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
四
時
期
ま
た
は
六
時
期
に
区
分
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
２

。
百
済

故
地
の
場
合
、
一
九
〇
九
年
に
扶
余
と
公
州
地
域
に
対
す
る
調
査
が
始
ま
る
た
め
、
大
き
く
四
時
期
に
区
分
で
き
る
。
本
稿
で
は
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
一
五
年

ま
で
の
関
野
貞
を
中
心
に
し
た
古
建
築
お
よ
び
古
蹟
調
査
の
時
期
を
第
一
期
、
「
古
蹟
及
遺
物
保
存
規
則
」
が
施
行
さ
れ
た
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
二
〇
年
ま
で

を
第
二
期
、
朝
鮮
総
督
府
学
務
局
古
蹟
調
査
課
で
古
蹟
調
査
を
主
管
し
た
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
三
一
年
ま
で
を
第
三
期
、
戦
時
体
制
下
で
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
を

中
心
に
古
蹟
調
査
事
業
が
実
施
さ
れ
た
一
九
三
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
を
第
四
期
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。  

 

（
一
）
第
一
期
の
古
蹟
調
査
活
動(

一
九
〇
九
～
一
九
一
五
年) 

一
九
〇
二
年
の
関
野
貞
に
よ
る
古
建
築
物
調
査
で
は
百
済
故
地
の
調
査
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
活
動
は
一
九
〇
九
年
か
ら
一

九
一
五
年
ま
で
進
行
さ
れ
た
関
野
貞
一
行
の
古
蹟
調
査
か
ら
始
ま
る
。
一
九
〇
九
年
八
月
二
三
日
、
関
野
貞
は
統
監
部
度
支
部
建
築
所
古
建
築
物
調
査
嘱
託
に
任

命
さ
れ
古
蹟
調
査
を
委
託
さ
れ
た
。
彼
は
建
築
分
野
で
工
学
士
栗
山
俊
一
、
考
古
学
分
野
で
谷
井
済
一
を
助
手
と
し
て
チ
ー
ム
を
構
成
し
た
。
関
野
貞
一
行
の
第

一
期
古
蹟
調
査
活
動
に
つ
い
て
は
調
査
日
程
の
復
元
作
業
と
共
に
当
時
の
発
掘
調
査
の
実
態
が
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
い
る
３

。 

こ
れ
を
基
に
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
活
動
を
整
理
し
た
も
の
が<

表
七-

一>

で
あ
り
、
第
一
期
の
古
蹟
調
査
は
広
州
と
公
州
、
扶
余
、
益
山
な
ど
「
百

済
の
都
城
址
に
対
す
る
調
査
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
九
〇
九
年
一
一
月
三
〇
日
、
扶
余
・
公
州
地
域
の
踏
査
を
皮
切
り
に
広
州
と
益
山
地
域
に
対
す
る
調
査
が

実
施
さ
れ
た
。
益
山
地
域
の
場
合
、
王
宮
里
遺
跡(

馬
韓
王
宮
址
と
推
定)

、
弥
勒
山
城(

箕
準
城
と
推
定)

、
双
陵
を
馬
韓
の
遺
跡
と
把
握
し
て
お
り
４

、
弥
勒
寺

址
石
塔
と
王
宮
里
五
重
石
塔
を
全
て
統
一
新
羅
時
代
の
も
の
と
把
握
し
て
い
た
５

。 

第
一
期
の
百
済
故
地
に
対
す
る
発
掘
調
査
は
一
九
一
二
年
九
月
の
栗
山
俊
一
に
よ
る
石
村
里
古
墳
群
調
査
か
ら
始
ま
る
。
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
三
に
は
石
村
付

近
の
百
済
古
墳
分
布
図
が
残
っ
て
お
り
、
甲
塚
二
三
基
、
乙
塚
六
七
基
が
表
示
さ
れ
て
い
る(
図
七-

一)

。
一
九
一
七
年
の
谷
井
済
一
の
調
査
に
は
甲
塚
を
土
墳
、
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乙
塚
は
石
塚
と
表
記
し
て
い
る
た
め
、
甲
塚
は(

封
土)

石
室
墳
、
乙
塚
は
積
石
塚
を
指
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
関
野
貞
は
こ
の
古
墳
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
非
常
に
簡
略
に
報
告

し
た
だ
け
で
６

調
査
の
経
過
や
詳
細
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
製
作
さ
れ
た

図
七-

一
は
植
民
地
期
に
刊
行
さ
れ
た
石
村
洞
古
墳
群
の
唯
一
の
分
布
図
と
い
う
点
に
お
い

て
、
そ
の
後
の
石
村
洞
一
帯
の
遺
跡
に
対
す
る
研
究
で
一
次
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。 

関
野
貞
一
行
は
一
九
一
三
年
ま
で
主
要
遺
跡
を
幅
広
く
調
査
す
る
が
、
一
九
一
五
年
か

ら
は
開
城
、
慶
州
、
扶
余
な
ど
特
定
地
域
の
古
墳
発
掘
に
集
中
す
る
。
そ
の
中
で
注
目
さ

れ
る
の
が
扶
余
陵
山
里
古
墳
群
の
発
掘
で
あ
る
７

。
関
野
貞
一
行
に
よ
る
一
九
〇
九
年
の
扶

余
調
査
で
は
こ
の
古
墳
群
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
一
一
年
三

月
頃
、
扶
余
と
論
山
を
つ
な
ぐ
道
路
改
修
工
事
の
過
程
で
古
墳
群
が
発
見
さ
れ
、
一
九
一

四
年
、
公
州
に
居
住
し
て
い
た
考
古
学
会
会
員
で
あ
る
藤
井
鏗
治
に
よ
る
現
場
踏
査
、
考

古
学
会
幹
事
で
あ
る
谷
井
済
一
の
報
告
に
よ
っ
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

陵
山
里
古
墳
群
に
関
す
る
最
初
の
発
掘
は
一
九
一
五
年
、
黒
板
勝
美
に
よ
っ
て
始
ま
っ

た
。
黒
板
勝
美
は
総
督
府
と
は
別
途
に
東
京
帝
国
大
学
の
命
令
を
受
け
て
一
九
一
五
年
五

月
初
め
か
ら
七
月
末
ま
で
韓
半
島
南
部
地
域
の
史
跡
を
調
査
し
た
。
彼
が
韓
半
島
南
部
地

域
、
そ
の
中
で
も
洛
東
江
・
蟾
津
江
・
錦
江
流
域
を
調
査
し
た
理
由
は
、
こ
の
地
域
と
日

本
と
の
関
係
、
特
に
任
那
日
本
府
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
８

。
彼
が
調
査
を
終

え
て
か
ら
連
載
し
た
新
聞
記
事
に
は
「
韓
国
併
合
は
任
那
日
本
府
の
復
活
で
あ
る
た
め
、
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吾
も
上
古
に
あ
っ
た
よ
う
に
同
国
同
文
化
と
い
う
思
想
が
有
れ
ば
和
合
と
な
る
は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
な
ど
韓
日
併
合
の
合
法
性
を
古
代
史
を
通
し
て
証
明
し
よ

う
と
し
た
９

。
黒
板
勝
美
は
慶
州
、
加
耶
方
面
の
調
査
を
終
え
て
南
原
、
論
山
、
公
州
を
経
由
し
て
七
月
九
日
扶
余
に
到
着
す
る
。
そ
の
後
、
陵
山
里
古
墳
群
の

中
で
最
も
大
き
い
封
土
を
持
つ
中
下
塚
と
西
下
塚
を
発
掘
し
た
１
０

。 

発
掘
を
始
め
た
数
日
後
、
陵
山
里
に
到
着
し
た
関
野
貞
一
行
は
中
下
塚
の
次
に
規
模
が
大
き
い
中
上
塚
を
発
掘
し
、
そ
の
後
七
月
一
六
日
ま
で
塼
牀
塚
、
割
石

塚
、
横
穴
塚
と
共
に
扶
蘇
山
城
と
聖
興
山
城
を
調
査
す
る
。
当
時
の
陵
山
里
古
墳
群
に
対
す
る
調
査
結
果
は
関
野
貞
に
よ
っ
て
直
ち
に
報
告
さ
れ
、
一
九
一
六
年

『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
三
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
１
１

。 

関
野
貞
が
最
も
注
目
し
た
も
の
は
中
上
塚
か
ら
出
土
し
た
金
銅
透
彫
金
具
で
、
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
に
は
宝
冠
金
具
と
紹
介
さ
れ
て
い
る(

図
七-

二)

。
彼
は

こ
の
遺
物
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
昔
盗
掘
さ
れ
た
時
に
残
っ
た
も
の
で
、
そ
の
輪
郭
の
曲
線
透
彫
の
唐
草
文
様
な
ど
は
純
然
と
我
が
飛
鳥
時
代
の
文
様
で
あ
り
、
ほ

と
ん
ど
差
が
な
い
と
い
っ
て
も
良
い
。
我
が
飛
鳥
時
代
の
芸
術
が
百
済
式
の
真
写
で
あ
っ
た
こ
と
は
実
物
上
、
こ
の
一
片
の
金
具
で
も
明
確
に
証
明
で
き
る
」
と

し
て
、
こ
の
古
墳
を
聖
王
や
威
徳
王
の
墓
と
推
定
し
た
１
２

。
関
野
貞
は
こ
の
金
銅
透
彫
金
具
を
、
法
隆
寺
に
伝
わ
る
遺
物
の
模
様
と
同
じ
も
の
と
と
ら
え
、
倭

と
百
済
、
南
朝
を
連
結
す
る
文
化
交
流
の
様
相
に
対
す
る
認
識
の
枠
組
み
を
初
め
て
言
及
す
る
１
３

。 

 

（
二
）
第
二
期
の
古
蹟
調
査
活
動(

一
九
一
六
～
一
九
二
〇
年) 

朝
鮮
総
督
府
で
は
一
九
一
五
年
に
施
政
五
年
記
念
朝
鮮
物
産
共
進
会
を
開
催
し
た
後
、
同
年
一
二
月
一
日
に
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
を
設
立
す
る
。
博
物
館
の
主

な
業
務
は
古
蹟
調
査
の
年
次
計
画
、
古
建
築
物
修
理
・
工
事
、
博
物
館
陳
列
と
陳
列
品
の
収
集
お
よ
び
購
入
、
古
蹟
図
譜
と
報
告
書
な
ど
の
出
版
、
内
外
人
の
文

化
視
察
案
内
、
国
宝
保
存
、
古
寺
社
修
理
、
史
跡
指
定
な
ど
の
業
務
に
発
掘
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
１
４

。
そ
れ
ま
で
に
関
野
貞
が
実
施
し
た
古
蹟
調
査
と
鳥
居
龍

蔵
が
行
っ
た
史
料
調
査
を
統
合
し
て
朝
鮮
総
督
府
の
所
属
機
関
で
あ
る
博
物
館
が
主
管
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
総
督
府
で
直
接
古
蹟
を
調
査

し
博
物
館
で
保
存
・
管
理
す
る
事
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
黒
板
勝
美
の
提
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
こ
れ
を
「
最
初
の
統
一

的
文
化
行
政
」
と
宣
伝
し
た
１
５

。 
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一
九
一
六
年
七
月
四
日
、
朝
鮮
総
督
府
で
は
府
令
第
五
二
号
で
「
古
蹟
及
遺
物
保
存
規
則
」(

以
下
「
保
存
規
則
」
と
呼
ぶ)

を
制
定
・
公
布
す
る
。
「
保
存
規

則
」
樹
立
以
後
、
古
蹟
調
査
は
古
蹟
調
査
委
員
会
が
組
織
さ
れ
て
五
ヶ
年
事
業
計
画
が
樹
立
さ
れ
る
な
ど
比
較
的
体
系
的
に
進
行
し
た
。
一
九
一
六
年
に
古
蹟
調

査
五
ヶ
年
事
業
計
画
が
樹
立
さ
れ
、
二
次
年
度
で
あ
る
一
九
一
七
年
に
は
百
済
故
地
に
対
す
る
全
面
的
な
調
査
が
実
施
さ
れ
る
１
６

。
第
二
期
の
調
査
は
百
済
故

地
に
対
す
る
最
も
「
広
範
囲
で
組
織
的
な
調
査
」
で
あ
り
、
第
一
期
の
調
査
内
容
を
拡
大
・
深
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
１
７

。 

第
二
期
の
古
蹟
調
査
は
一
九
一
六
年
八
月
二
一
日
、
今
西
龍
に
よ
る
百
済
都
城
址(

広
州
郡
一
円)

、
風
納
里
土
城
、
石
村
馬
墳
な
ど
の
調
査
か
ら
始
ま
る
１
８

。

一
九
一
七
年
以
後
に
は
谷
井
済
一
が
主
導
的
に
調
査
し
た
が
、
第
一
期
に
調
査
さ
れ
て
い
る
広
州
、
公
州
、
扶
余
、
益
山
地
域
以
外
に
羅
州
地
域
に
対
す
る
特
別

調
査
が
実
施
さ
れ
た(

<

表
七-
二>

)
。 

そ
の
中
で
石
村
付
近
の
古
墳
群
に
対
す
る
発
掘
調
査
は
一
九
一
六
年
に
今
西
龍
が
そ
の
外
形
に
関
す
る
簡
略
な
調
査
を
実
施
し
、
二
カ
ッ
ト
の
写
真
を
残
し
て

い
る
。
集
安
地
域
の
積
石
塚
群
と
の
関
連
性
に
言
及
し
て
「
積
石
塚
」
と
い
う
用
語
を
最
初
に
使
用
し
た
１
９

。
一
九
一
七
年
の
谷
井
済
一
の
調
査
は
こ
れ
よ
り

さ
ら
に
精
密
な
調
査
で
あ
っ
た
が
、
石
村
里
・
可
楽
里
・
芳
荑
里
古
墳
群
に
対
す
る
部
分
発
掘
調
査
も
共
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
高
陽
郡
中
谷
里
古
墳
、
驪

州
郡
梅
龍
里
古
墳
を
調
査
し
、
百
済
初
期
の
墳
墓
と
し
て
「
他
日
詳
細
に
報
告
す
る
」
と
し
た
が
、
可
楽
里
二
号
墳
の
平
面
図
と
断
面
図
、
石
村
里
一
号
墳
の
全

景
と
内
部
写
真
二
カ
ッ
ト
が
知
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
２
０

。 

一
九
七
〇
年
代
、
石
村
洞
古
墳
群
一
帯
に
は
三
・
四
号
墳
を
除
く
と
完
全
な
形
態
を
維
持
し
て
い
た
古
墳
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
百
済
国
家
の
出

現
と
成
長
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は<

図
七-

一>

の
分
布
図
と
現
古
墳
群
と
の
対
応
関
係
を
積
極
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
２
１

。
特
に
東
西
五
〇
・
四
メ
ー

ト
ル
、
南
北
四
八
・
五
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
石
村
洞
三
号
墳
の
石
槨
内
部
に
は
ビ
ニ
ー
ル
が
混
入
し
て
い
た
こ
と
か
ら
２
２

、
一
九
一
七
年
の
谷
井
済
一
の
調
査

内
容
を
把
握
す
る
の
は
大
変
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
九
四
二
年
に
朝
鮮
総
督
府
か
ら
発
刊
さ
れ
た
『
朝
鮮
宝
物
古
蹟
調
査
資
料
』
に
は
石
村
里
・

可
楽
里
古
墳
に
つ
い
て
「
直
径
五
間(

約
九
メ
ー
ト
ル)

以
上
の
も
の
が
約
九
五
ヶ
所
、
そ
れ
以
下
の
も
の
が
二
二
ヶ
所
、
そ
の
他
不
明
の
大
部
分
は
石
と
土
が
混

ざ
っ
て
お
り
、
少
数
土
か
ら
な
っ
た
も
の
が
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
２
３

。
こ
の
よ
う
な
説
明
を
見
る
と
、
非
常
に
詳
細
な
分
布
調
査
が
実
施
さ
れ
た
と
推
察

で
き
る
。 
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『
朝
鮮
宝
物
古
蹟
調
査
資
料
』
の
凡
例
に
よ
る
と
、
こ
の
本
は
一
九
四
二
年

に
刊
行
さ
れ
た
と
は
い
え
、
一
九
一
六
・
一
七
年
殖
産
局
山
林
課
で
林
野
中
に

あ
る
古
蹟
遺
物
を
調
査
し
て
「
古
蹟
台
帳
」
を
製
作
し
、
要
存
林
野
そ
の
他
の

管
理
、
あ
る
い
は
処
分
す
る
際
に
参
考
と
す
る
た
め
に
編
纂
し
た
も
の
と
し
て

い
る
。
当
時
に
は
目
録
の
み
公
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
図
面
の
一
部
が
現
在
、
国

立
中
央
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
２
４

。
そ
の
う
ち
「
広
州
郡
」
編
に
は
可
楽

里
一
号
墳
実
測
図
、
石
村
里
一
・
二
・
三
・
四
号
墳
実
測
図
、
石
村
里
八
号
墳

実
測
図
、
石
村
里
古
墳
群
配
置
図
、
石
村
里
地
籍
図
、
二
里
夢
村
土
城
地
籍
図
、

芳
荑
里
古
墳
群
分
布
図
な
ど
が
残
っ
て
い
る
２
５

。 

図
面
に
残
っ
て
い
る
大
正
六
年
九
月
調
査
、
大
正
八
・
九
年
製
図
と
い
う
記

録
か
ら
、
こ
の
資
料
は
一
九
一
七
年
九
月
に
谷
井
済
一
が
調
査
し
、
一
九
二
〇

年
に
報
告
書
製
作
の
た
め
に
製
図
し
た
も
の
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
が
、
石
村

洞
・
可
楽
洞
・
芳
荑
里
一
帯
の
古
墳
群
に
関
す
る
詳
細
な
分
布
図
が
含
ま
れ
て

い
る(

図
七-

三)

。
図
七-

三
の
分
布
図
に
は
石
村
洞
・
可
楽
洞
古
墳
群
二
八
〇

基
以
上
、
芳
荑
里
古
墳
群
一
六
基
な
ど
が
表
示
さ
れ
て
い
る
２
６

。
こ
れ
ら
の
図

面
は
漢
城
期
の
古
墳
群
の
分
布
状
況
を
研
究
す
る
際
に
基
礎
的
な
資
料
と
な
る

だ
ろ
う
２
７

。 

こ
の
時
期
の
陵
山
里
古
墳
群
に
対
す
る
二
次
調
査
と
し
て
西
上
塚
と
東
上
塚
、
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東
下
塚
に
対
す
る
発
掘
も
実
施
さ
れ
た
。
東
下
塚
玄
室
内
部
か
ら
は
四
神
図
と
蓮
花
雲
文
壁
画
が
発
見
さ
れ
た
が
副
葬
品
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
彼
は
「
百
済
滅
亡
当
時
駐
留
し
た
唐
軍
の
仕
業
」
と
叙
述
し
て
い
る
２
８

。
益
山
双
陵
に
対
す
る
発
掘
も
実
施
さ
れ
た
が
、
古
墳
の
構
造
や
木
棺
装

飾
が
陵
山
里
古
墳
群
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
百
済
末
期
の
王
族
の
陵
墓
と
し
て
編
年
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
る
２
９

。
双
陵
か
ら
出
土
し
た

木
棺
は
比
較
的
完
全
な
状
態
で
残
っ
て
お
り
、
若
干
の
復
元
・
修
理
を
経
て
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
に
陳
列
さ
れ
た
。
梅
原
末
治
は
彼
の
著
書
で
実
測
図
を
提
示
し

て
い
る
３
０

。 

一
九
一
七
年
と
一
九
一
八
年
に
は
羅
州
潘
南
面
古
墳
群
に
対
す
る
特
別
調
査
が
実
施
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
新
村
里
九
号
墳
か
ら
は
、
金
銅
冠
と
金
銅
履
、
環
頭

大
刀
な
ど
が
出
土
し
耳
目
を
集
め
た
。
当
時
の
報
告
書
で
は
「
こ
れ
ら
の
古
墳
は
そ
の
葬
法
と
関
係
遺
物
な
ど
か
ら
み
て
恐
ら
く
倭
人
の
も
の
で
あ
る
。
後
日
、

「
羅
州
潘
南
面
に
お
け
る
倭
人
の
遺
跡
」
と
題
し
て
特
別
報
告
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
し
た
３
１

。
し
か
し
、
そ
の
後
な
ん
ら
後
続
措
置
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
当
時
の
発
掘
品
は
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
に
収
蔵
・
登
録
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
部
は
常
設
公
開
・
陳
列
さ
れ
た
３
２

。
潘
南
面
古
墳
群
に
対

す
る
発
掘
の
成
果
は
期
待
以
上
で
、
同
年
に
今
西
龍
が
発
掘
し
た
咸
安
末
伊
山
三
四
号
墳(

現
在
の
末
山
里
四
号
墳)

出
土
鹿
角
刀
装
具
３
３

と
と
も
に
韓
半
島
南

部
地
域
で
確
認
さ
れ
た
倭
系
遺
物
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。 

と
こ
ろ
で
、
谷
井
済
一
一
行
は
羅
州
潘
南
面
古
墳
群
を
ど
の
よ
う
に
認
知
し
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
『
朝
鮮
宝
物
古
蹟
調
査
資
料
』

と
い
う
冊
子
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
潘
南
面
に
所
在
す
る
五
ヶ
所
の
古
墳
群
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
新
已
里
、
大
月
里
と
い
う
地
名
は
一
九
一
四
年
四
月

の
行
政
区
域
統
廃
合
以
前
の
地
名
で
あ
る
３
４

。
こ
れ
を
見
る
と
、
一
九
一
七
・
一
八
年
の
潘
南
面
古
墳
群
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
る
以
前
に
殖
産
局
山
林
課

が
す
で
に
こ
の
一
帯
の
古
墳
群
を
把
握
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
３
５

。
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
一
六
・
一
七
年
に
殖
産
局
山
林
課
で
は
林
野
に
あ
る
古
蹟
遺
物

を
調
査
し
て
「
古
蹟
台
帳
」
を
作
成
し
、
国
有
林
の
中
で
特
別
に
要
存
林
野
を
管
理
す
る
た
め
こ
の
よ
う
な
資
料
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。 

植
民
地
期
の
林
野
調
査
事
業
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
も
う
少
し
み
て
い
こ
う
。
朝
鮮
総
督
府
は
林
野
の
所
有
権
者
を
確
認
す
る
た
め
に
一
九
〇
八
年
に
「
森
林

法
」
を
制
定
す
る
が
、
三
年
以
内
に
森
林
山
野
の
地
籍
お
よ
び
面
積
の
略
図
を
添
付
し
て
申
告
す
る
よ
う
に
し
て
、
一
九
一
〇
年
に
は
そ
れ
と
は
別
途
に
国
有
・

民
有
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
「
林
籍
調
査
」
を
実
施
す
る
。
林
籍
調
査
が
終
了
し
た
一
九
一
一
年
に
は
「
区
分
調
査
」
と
い
う
名
前
で
国
有
林
編
入
地
を
対
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象
に
要
存
・
不
要
存
を
分
け
る
作
業
を
施
行
す
る
。
要
存
国
有
林
と
は
「
国
土
保
安
と
森
林
経
営
」
の
た
め
国
有
で
存
続
さ
せ
る
森
林
を
い
い
、
不
要
存
国
有
林

は
「
将
来
民
間
に
移
譲
す
る
林
野
」
と
し
て
貸
付
お
よ
び
譲
与
の
対
象
に
な
る
も
の
を
指
す
。
朝
鮮
総
督
府
は
不
要
存
林
を
「
造
林
を
奨
励
す
る
」
と
い
う
名
分

で
民
間
に
貸
付
し
た
が
、
そ
の
規
定
を
一
九
一
一
年
六
月
に
「
森
林
令
」
と
し
て
交
付
し
「
造
林
貸
付
制
度
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
後
、
朝
鮮
総
督
府
は
土
地
調
査

事
業
が
終
了
す
る
頃
に
民
有
林
の
所
有
権
を
明
確
に
し
、
所
有
者
に
一
種
の
税
金
を
か
け
る
た
め
に
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
四
年
ま
で
林
野
調
査
事
業
を
再
度

実
施
す
る
３
６

。 

一
九
一
一
年
に
実
施
さ
れ
た
「
区
分
調
査
」
で
要
存
国
有
林
に
分
類
さ
れ
る
場
合
、
軍
事
上
必
要
で
あ
っ
た
り
森
林
経
営
に
必
要
な
場
所
で
、
大
部
分
の
林
相

が
優
秀
で
経
済
的
価
値
が
高
い
地
点
で
あ
っ
た
３
７

。
と
こ
ろ
で
、
要
存
林
野
の
中
に
は
「
学
術
上
、
特
に
国
有
と
し
て
存
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

所
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
殖
産
局
山
林
課
で
は
古
蹟
台
帳
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
朝
鮮
宝
物
古
蹟
調
査
資
料
目
録
』
は
関
野
貞
や
古

蹟
調
査
委
員
会
の
古
蹟
調
査
の
内
容
よ
り
は
る
か
に
広
範
囲
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
全
羅
道
の
場
合
、
第
二
期
ま
で
に
古
蹟
調
査
が
実
施
さ
れ
た

地
域
は
全
州
や
益
山
、
羅
州
、
順
天
、
麗
水
郡
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
資
料
集
に
は
全
て
の
郡
単
位
の
古
蹟
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
州
郡
の

場
合
、
公
山
城
以
外
に
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
城
址
と
寺
址
、
窯
址
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
参
考
に
す
る
と
、
山
林
課
の
「
古
蹟

台
帳
」
は
植
民
地
期
に
全
国
的
に
調
査
さ
れ
た
最
も
広
範
囲
か
つ
詳
細
な
資
料
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
３
８

。 

一
方
、
「
古
蹟
台
帳
」
の
国
有
林
境
界
図
が
作
成
さ
れ
た
時
点
は
一
九
一
六
・
一
七
年
で
あ
る
が
、
潘
南
面
古
墳
群
の
地
名
表
記
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
九
一
四
年
四
月
一
日
以
前
に
す
で
に
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
に
「
要
存
置
予
定
林
野
選
定
標
準
に
関
す

る
件
」(

『
官
報
』 (

官
通
牒
第
三
三
一
号)

)

、
一
九
一
三
年
五
月
二
日
に
「
要
存
置
予
定
林
野
調
査
に
関
す
る
件
」(

官
報(

官
通
牒
第
一
〇
六
号)

)

が
公
布
さ

れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
一
九
一
三
年
五
月
以
後
に
は
こ
の
よ
う
な
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
羅
州
潘
南
面
古
墳

群
な
ど
地
方
の
重
要
な
古
蹟
を
把
握
す
る
に
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
進
行
さ
れ
た
土
地
調
査
事
業
と
そ
れ
に
伴
っ
て
作
ら
れ
た
地
形
図
、
一
九
一
三
年
の
要
存
林

野
に
関
す
る
調
査
結
果
な
ど
が
多
く
の
参
考
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
九
一
六
年
に
公
布
さ
れ
た
「
保
存
規
則
」
は
殖
産
局
山
林
課
の
「
古
蹟

台
帳
」
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
す
な
ど
相
互
補
完
的
な
側
面
か
ら
運
営
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
３
９

。 
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（
三
）
第
三
期
の
古
蹟
調
査
活
動(

一
九
二
一
～
一
九
三
一
年) 

一
九
一
六
年
の
「
保
存
規
則
」
の
実
施
以
後
、
活
気
を
帯
び
た
古
蹟
調
査
事
業
は
一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
の
勃
発
で
大
部
分
が
中
止
あ
る
い
は
萎
縮
し
た
。

総
督
府
で
は
一
九
二
〇
年
に
い
わ
ゆ
る
「
文
化
政
策
」
を
標
榜
し
て
、
古
蹟
調
査
事
業
に
お
い
て
も
組
織
を
改
編
す
る
が
、
一
九
二
一
年
に
は
学
務
局
に
古
蹟
調

査
課
を
新
設
し
て
博
物
館
と
古
蹟
調
査
を
統
括
さ
せ
た
。
し
か
し
、
学
務
局
古
蹟
調
査
課
は
一
九
二
三
年
に
財
政
緊
縮
を
理
由
に
定
員
が
縮
小
さ
れ
、
一
九
二
四

年
末
に
は
課
を
廃
止
し
て
学
務
局
宗
教
課
に
業
務
を
移
管
し
て
一
九
三
一
年
ま
で
持
続
す
る
４
０

。
藤
田
亮
策
は
こ
の
時
期
を
一
種
の
「
整
理
時
代
」
と
呼
ん
で

い
る
が
４
１

、
一
九
一
六
年
以
来
発
掘
・
収
集
さ
れ
た
莫
大
な
遺
物
を
整
理
し
て
発
掘
報
告
書
を
刊
行
し
、
科
学
的
で
精
密
な
分
析
を
実
施
し
て
考
古
学
的
事
業

の
効
果
を
宣
伝
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ
う
し
た
点
で
第
三
期
は
発
掘
自
体
は
減
る
が
「
整
理
と
保
存
活
動
」
が
中
心
と
な
る
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

第
三
期
の
古
蹟
調
査
は
慶
州
金
冠
塚
、
金
鈴
塚
、
飾
履
塚
な
ど
慶
州
地
域
の
新
羅
古
墳
と
楽
浪
・
高
句
麗
古
墳
に
対
す
る
発
掘
に
の
み
集
中
し
、
百
済
故
地
に

つ
い
て
は<

表
七-

三>

の
よ
う
に
公
州
宋
山
里
古
墳
群
を
除
く
と
保
存
や
収
拾
調
査
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一
九
二
二
年
五
月
に
小
泉
顕
夫
は
陵
山
里
東
下
塚
壁

画
墳
の
状
態
を
視
察
し
、
平
百
済
塔
周
囲
の
木
柵
を
修
理
す
る
た
め
に
扶
余
地
域
に
出
張
し
、
扶
余
保
勝
会
に
陳
列
さ
れ
た
鄭
智
遠
銘
仏
像
と
扶
蘇
山
城
出
土
土

器
、
蓮
華
文
瓦
当
な
ど
を
調
査
す
る
４
２

。
そ
の
中
で
扶
蘇
山
城
か
ら
発
見
さ
れ
て
鄭
智
遠
銘
仏
像
に
つ
い
て
は
鄭
・
趙
な
ど
の
姓
か
ら
見
る
と
、
中
国
六
朝
時

代
の
小
金
銅
仏
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
、
瓦
当
に
つ
い
て
も
蓮
弁
の
型
式
と
手
法
が
飛
鳥
時
代
の
古
瓦
と
同
じ
で
あ
る
と
し
な
が
ら
飛
鳥
美
術

の
研
究
者
に
興
味
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。 

一
九
二
三
年
六
月
頃
、
公
州
尋
常
高
等
小
学
校
敷
地
の
東
北
側
で
塼
が
発
見
さ
れ
た
。
関
野
貞
は
そ
の
入
手
経
緯
を
詳
し
く
調
査
・
報
告
し
て
、
楽
浪
時
代
の

塼
と
類
似
す
る
と
し
た
４
３

。
そ
の
後
、
一
九
二
七
年
三
月
、
鶴
峰
里
陶
窯
址
の
調
査
を
終
え
た
野
守
健
・
神
田
惣
蔵
は
宋
山
里
二
・
五
号
墳
と
錦
町
一
号
墳
な

ど
第
三
期
の
古
墳
を
調
査
し
た
後
、
一
九
三
五
年
度
に
報
告
書
を
刊
行
し
た
４
４

。 

こ
の
時
期
の
公
州
地
域
の
古
墳
発
掘
を
主
導
し
た
の
は
軽
部
慈
恩
で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
一
月
に
公
州
高
普
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
彼
は
一
九
三
二
年
ま
で

五
年
間
、
七
三
八
基
と
い
う
途
方
も
な
い
数
の
古
墳
を
発
掘
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
行
跡
や
発
掘
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
幾
度
か
整
理
と
評
価
が
行
わ
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れ
て
い
る
が
４
５

、
有
光
教
一
の
場
合
、
「
公
州
の
場
合
、
特
異
な
こ
と
は
遺
物
の
略
取
目
的
以
外
に

研
究
目
的
と
い
う
美
名
の
下
、
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
者
に
よ
っ
て
一
〇
〇
〇
基
に
も
達
す
る
百
済
古

墳
が
「
私
掘
」
さ
れ
た
」
と
批
判
し
て
い
る
４
６

。
軽
部
慈
恩
の
発
掘
方
法
に
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
期
ま
で
発
掘
さ
れ
た
百
済
の
古
墳
で
副
葬
品
が
ほ

と
ん
ど
出
土
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
上
調
査
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
彼
が
公
州
地
域
の
古
墳
を
紹

介
し
た
こ
と
で
野
守
健
な
ど
に
よ
っ
て
宋
山
里
古
墳
に
対
す
る
発
掘
が
再
開
さ
れ
た
４
７

。
こ
の
よ
う

な
彼
の
活
動
に
よ
っ
て
各
地
方
に
お
け
る
地
域
単
位
の
古
蹟
調
査
が
初
め
て
認
識
さ
れ
は
じ
め
た
と

い
う
点
に
お
い
て
、
古
蹟
調
査
委
員
会
の
発
掘
以
外
の
活
動
と
し
て
一
定
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
４
８

。 

一
九
二
五
年
七
月
一
七
・
一
八
日
に
は
漢
江
で
数
百
年
ぶ
り
の
洪
水(

乙
丑
大
洪
水)

が
起
こ
り
、

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
の
過
程
で
岩
寺
里
遺
跡
、
風
納
里
土
城
、
船
里
遺
跡
な
ど
の
姿
が
知
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
遺
物
を
収
拾
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
四
月
、
学
務
局
宗
教
課

技
手
田
中
十
蔵
の
復
命
書
に
よ
る
と
４
９

、
同
年
八
月
中
旬
頃
、
風
納
土
城
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
鐎
斗
二
点
を
某
商
人
が
博
物
館
に
持
ち
込
み
、
八
月
下
旬
に
実
地
を
探
査
し
て
み
る
と
百
済
土

器
片
と
多
種
多
様
な
遺
物
が
散
布
し
て
お
り
、
こ
の
時
に
岩
寺
里
と
船
里
も
共
に
調
査
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
５
０

。 

当
時
収
拾
さ
れ
た
遺
物
は
現
在
の
国
立
中
央
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
風
納
土
城
出
土
品

の
場
合
、
一
九
二
五
年
九
月
二
一
日
と
二
三
日
、
一
一
月
一
五
日
に
収
拾
さ
れ
た
と
い
う
注
記
が
残



 

 

 393 

っ
て
い
る
。
復
命
書
で
田
中
十
蔵
は
今
西
龍
の
既
存
の
報
告
内
容
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
鮎
貝
房
之
進
は
風
納
土
城
を
河
南
慰
礼
城
に
比
定

し
た
。
総
督
府
博
物
館
に
陳
列
さ
れ
て
い
た
風
納
土
城
出
土
鐎
斗(

二
点)

を
祭
器
用
と
推
定
し
つ
つ
有
力
な
証
拠
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
５
１

。
最

近
の
風
納
土
城
の
発
掘
成
果
を
勘
案
す
る
と
、
当
時
の
収
集
遺
物
に
対
す
る
情
報
が
そ
の
後
全
く
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る
５
２

。 

一
方
、
こ
の
時
期
の
古
蹟
調
査
委
員
会
の
活
動
と
は
別
途
に
今
西
龍
と
藤
島
亥
治
郎
に
よ
っ
て
益
山
弥
勒
寺
址
に
対
す
る
調
査
研
究
が
行
わ
れ
た
。
今
西
龍
は

一
九
二
八
年
に
全
羅
北
道
を
探
訪
し
、
翌
年
「
全
羅
北
道
西
部
地
方
旅
行
雑
記
」
と
い
う
題
名
の
文
を
『
文
教
の
朝
鮮
』
を
通
し
て
連
載
し
た
が
、
そ
の
過
程
で

弥
勒
寺
址
の
石
塔
を
百
済
時
代
に
創
建
さ
れ
た
も
の
と
主
張
す
る
５
３

。
彼
は
『
三
国
遺
事
』
の
弥
勒
寺
創
建
記
事
を
積
極
的
に
受
容
し
、
扶
余
定
林
寺
塔
、
益

山
王
宮
塔
、
古
阜
塔
立
里
塔
が
同
一
型
式
で
全
て
百
済
時
代
に
属
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。 

藤
島
亥
治
郎
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
、
益
山
弥
勒
寺
址
に
対
す
る
地
表
調
査
を
実
施
し
た
後
、
伽
藍
配
置
と
石
塔
復
元
図
に
関
す
る
重
要
な
仮
説
を
提
示
す
る

５
４

。
特
に
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
は
西
塔
院
と
東
塔
院
の
後
方
に
大
規
模
な
伽
藍(

中
塔
院)

を
想
定
し
て
遺
跡
の
現
状
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
百
済
仏

寺
建
築
の
計
画
性
を
検
討
し
、
唐
尺
で
な
く
東
魏
尺
で
も
完
尺
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
、
西
塔
を
九
層
塔
に
復
元
し
た
復
元
図
も
提
示
し
て

い
る
。
藤
島
亥
治
郎
が
提
示
し
た
品
字
形
伽
藍
配
置
図
は
一
九
八
一
年
、
中
院
木
塔
址
と
金
堂
址
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
は
、
『
三
国
遺
事
』
の
「
殿
塔
廊
各
三
所

創
之
」
と
い
う
記
録
を
最
も
合
理
的
に
復
元
し
た
と
評
価
さ
れ
た
。 

 

（
四
）
第
四
期
の
古
蹟
調
査
活
動(

一
九
三
一
～
一
九
四
五
年) 

朝
鮮
総
督
府
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
財
政
の
緊
縮
と
行
政
の
整
理
を
実
施
し
、
博
物
館
や
古
蹟
調
査
事
業
が
縮
小
さ
れ
、
一
九
二
六
年
以
後
に
は
積
極
的

な
事
業
が
ほ
ぼ
停
止
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
財
政
上
の
困
難
を
打
開
す
る
た
め
に
黒
板
勝
美
は
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
を
組
織
す
る
５
５

。
一
九
三
一
年

八
月
に
組
織
さ
れ
た
こ
の
研
究
会
は
朝
鮮
総
督
府
の
外
郭
団
体
と
し
て
古
蹟
調
査
委
員
会
の
活
動
の
う
ち
古
蹟
・
宝
物
の
調
査
研
究
お
よ
び
出
版
部
分
を
担
当
し

な
が
ら
一
九
四
五
年
ま
で
古
蹟
調
査
事
業
を
主
導
す
る
５
６

。 

朝
鮮
古
蹟
研
究
会
の
活
動
は
外
部
寄
付
金
に
依
存
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
事
業
を
持
続
的
に
維
持
す
る
に
は
目
に
見
え
る
成
果
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
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慶
州
の
新
羅
古
墳
と
平
壌
の
楽
浪
古
墳
に
調
査
が
集
中
す
る
と
い
う
跛
行
的
な
状
況
を
生
み
出
し
た
５
７

。
百
済
故
地
と
関
連
し
て
は
一
九
三
五
年
扶
余
に
百
済

研
究
所
が
設
立
さ
れ
、
扶
余
地
域
の
古
墳
と
寺
址
に
対
す
る
発
掘
を
専
門
的
に
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。 

朝
鮮
古
蹟
研
究
会
の
運
営
は
至
急
を
要
す
る
場
合
が
多
く
、
黒
板
勝
美
の
提
案
に
よ
っ
て
幹
事
で
あ
る
藤
田
亮
策
が
単
独
で
実
施
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
５
８

。

研
究
会
で
は
経
費
節
減
の
た
め
に
専
任
研
究
員
を
置
か
ず
、
随
時
総
督
府
博
物
館
や
帝
室
博
物
館
の
官
員
ま
た
は
東
京
帝
大
、
京
都
帝
大
、
京
城
帝
大
の
教
官
に

旅
費
を
与
え
研
究
員
と
し
て
委
嘱
し
た
５
９

。 

石
田
茂
作
も
や
は
り
扶
余
の
古
蹟
調
査
に
参
加
し
た
の
は
、
黒
板
勝
美
と
の
個
人
的
な
縁
と
藤
田
亮
策
の
勧
誘
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
当
時
、
石
田
茂
作
は

東
京
帝
室
博
物
館
に
鑑
査
官
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
仏
教
考
古
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
黒
板
勝
美
が
代
表
を
務
め
て
い
た
財
団
法
人
聖
徳
太
子
奉
讃
会
の

財
政
支
援
を
受
け
て
飛
鳥
時
代
の
寺
院
遺
跡
、
い
わ
ゆ
る
「
聖
徳
太
子
四
六
院
」
に
対
す
る
現
場
調
査
を
一
九
二
七
年
か
ら
八
年
余
り
に
か
け
て
行
い
、
そ
れ
を

整
理
し
て
『
飛
鳥
時
代
寺
院
址
の
研
究
』
と
い
う
書
籍
を
出
版
す
る
６
０

。
そ
の
後
、
飛
鳥
時
代
の
寺
院
を
研
究
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
百
済
の
寺
院
を
調
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
藤
田
亮
策
の
勧
め
に
よ
っ
て
百
済
の
寺
院
調
査
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
６
１

。 

藤
澤
一
夫
の
場
合
、
「
本
来
、
毛
利
久
氏
が
京
大
史
学
科
を
卒
業
し
て
梅
原
末
治
教
授
か
ら
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
に
勤
め
な
が
ら
扶
余
調
査
に
従
事
す
る
こ
と

を
勧
め
ら
れ
た
が
、
同
氏
が
断
っ
た
た
め
自
身
が
同
地
で
出
張
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
６
２

。
彼
が
一
九
四
一
年
に
日
本
古
代
瓦
研
究
の
バ
イ
ブ
ル

と
評
さ
れ
て
い
る
『
摂
河
泉
出
土
古
瓦
の
研
究
』
を
発
表
し
た
後
、
日
本
古
代
瓦
の
源
流
で
あ
る
韓
半
島
の
瓦
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
扶
余
で
活

動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
６
３

。
こ
の
よ
う
に
第
四
期
の
扶
余
地
域
に
対
す
る
古
蹟
調
査
に
は
百
済
の
寺
院
と
瓦
当
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
専

門
家
た
ち
が
新
た
に
参
加
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
黒
板
勝
美
と
藤
田
亮
策
が
い
た
。 

第
四
期
の
古
蹟
調
査
活
動
は<

表
七-

四>

の
よ
う
に
公
州
宋
山
里
と
羅
州
潘
南
面
古
墳
群
を
除
く
と
全
て
扶
余
地
域
の
寺
院
遺
跡
に
集
中
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
四
期
は
「
扶
余
と
い
う
地
域
史
と
仏
教
考
古
学
と
い
う
分
野
の
研
究
」
が
実
施
さ
れ
た
時
期
と
い
え
、
一
九
三
九
年
に
扶
余
神
宮
造
営
が
発
表
さ
れ
た
後
で
は
、

そ
の
よ
う
な
傾
向
が
さ
ら
に
深
化
し
た
。 

第
四
期
の
発
掘
は
宋
山
里
六
号
墳
の
収
拾
調
査
と
宋
山
里
二
九
号
墳
に
対
す
る
調
査
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
う
ち
宋
山
里
六
号
墳
に
つ
い
て
は
軽
部
慈
恩
の
略
報
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告
と
小
泉
顕
夫
の
回
顧
録
、
尹
龍
爀

に
よ
っ
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
６
４

。

宋
山
里
六
号
と
二
九
号
の
発
掘
は
一

九
二
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
公
州
地
域

の
古
墳
調
査
の
延
長
線
に
あ
り
盗
掘

と
破
壊
に
と
も
な
う
収
拾
調
査
で
あ

っ
た
。
宋
山
里
六
号
墳
で
は
四
神
図

の
壁
画
、
塼
築
墳
の
構
造
、
銘
文
塼

な
ど
が
確
認
さ
れ
学
界
の
耳
目
を
集

め
た
。
関
野
貞
は
銘
文
塼
を
「
梁
良

(

？)

□
為(

？)

師
矣
」
と
判
読
し
、

「
良(

？)

□
」
は
梁
か
ら
来
た
塼
工
で

は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
さ
ら
に
塼

の
製
法
と
型
式
が
梁
か
ら
直
接
伝
来

し
た
も
の
と
し
て
、
百
済
文
化
が
南

朝
特
に
梁
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け

た
と
い
う
明
確
な
証
拠
で
あ
る
と
し

た
６
５

。 
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扶
余
地
域
の
場
合
、
一
九
一
七
年
の
陵
山
里
古
墳
群
調
査
以
後
、
発
掘
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
一
九
三
五
年
に
再
開
さ
れ
る
６
６

。
最
初
に
石
田
茂
作
に

よ
っ
て
軍
守
里
寺
址
、
東
南
里
寺
址
、
佳
塔
里
寺
址
に
対
す
る
発
掘
が
実
施
さ
れ
、
有
光
教
一
に
よ
っ
て
外
里
寺
址
と
潘
南
面
古
墳
群
に
対
す
る
発
掘
、
梅
原
末

治
に
よ
っ
て
陵
山
里
東
古
墳
群
に
対
す
る
発
掘
が
実
施
さ
れ
る
。
一
九
三
五
年
の
軍
守
里
寺
址
発
掘
以
後
、
一
九
三
六
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
第
三
次
古
蹟
調
査

(

一
九
三
六
～
一
九
三
八
年)

で
は
高
句
麗
や
百
済
遺
跡
に
も
力
を
注
ぎ
、
個
別
遺
跡
の
精
密
な
発
掘
と
共
に
全
面
的
な
分
布
調
査
も
実
施
す
る
よ
う
方
針
が
立
て

ら
れ
る
６
７

。
ま
た
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
が
扶
余
地
域
の
発
掘
を
再
開
し
た
背
景
に
は
、
一
九
二
七
年
と
一
九
三
三
年
の
宋
山
里
古
墳
群
に
対
す
る
発
掘
が
百
済

古
墳
に
関
す
る
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
と
と
も
に
百
済
遺
跡
に
対
す
る
詳
細
な
調
査
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
６
８

。 

一
九
三
九
年
の
扶
余
神
宮
造
営
を
契
機
に
総
督
府
博
物
館
扶
余
分
館
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
、
分
館
内
に
百
済
研
究
所
を
置
い
て
藤
澤
一
夫
が
常
住
し
な
が
ら

調
査
を
専
門
的
に
担
当
す
る
。
一
九
四
一
年
六
月
扶
余
に
赴
任
し
た
藤
澤
一
夫
は
定
林
寺
址
、
旧
衙
里
寺
址
、
旧
校
里
寺
址
、
扶
蘇
山
城
、
扶
蘇
山
廃
寺
址(

別

名
西
腹
寺
址)

、
金
城
山
廃
寺
址
な
ど
を
発
掘
す
る
が
、
そ
の
調
査
内
容
は
一
九
四
五
年
八
月
以
後
に
き
わ
め
て
簡
略
に
報
告
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
６
９

。 

一
九
四
一
年
五
月
末
に
は
扶
余
神
宮
進
入
路
の
工
事
中
、
窯
址
が
発
見
さ
れ
米
田
美
代
治
が
緊
急
調
査
を
実
施
す
る
７
０

。
戦
後
、
小
泉
顕
夫
は
こ
の
窯
址
に

つ
い
て
錦
城
山
佳
塔
里
部
落
入
口
の
山
す
そ
に
位
置
す
る
窯
址
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
飛
鳥
寺
に
隣
接
す
る
瓦
窯
と
構
造
が
類
似
す
る
と
指
摘
し
た
７
１

。
し
か

し
、
こ
の
遺
跡
は
現
在
の
双
北
里
窯
址
に
該
当
す
る
。
国
立
中
央
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
古
文
書
の
中
に
は
当
時
調
査
さ
れ
た
双
北
里
窯
址
に
関
す
る
申
告

書
綴
と
調
査
図
面
、
保
存
施
設
計
画
図
な
ど
が
残
っ
て
い
る(
図
七-

五
の
一)

７
２

。
国
立
扶
余
博
物
館
に
は
当
時
調
査
さ
れ
た
土
器
片
と
瓦
片
の
一
部
が
残
存
し

て
い
る
こ
と
か
ら
今
後
追
加
的
な
報
告
が
必
要
で
あ
る
７
３

。 

植
民
地
期
に
行
な
わ
れ
た
扶
余
地
域
の
発
掘
は
泗
沘
期
を
理
解
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
遺
跡
に
対
す
る
調
査
で
あ
る
た
め
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
再

発
掘
が
実
施
さ
れ
た
。
定
林
寺
址
と
扶
蘇
山
廃
寺
址
を
皮
切
り
に
錦
城
山
建
物
址
、
東
南
里
寺
址
、
軍
守
里
寺
址
に
対
す
る
再
調
査
を
は
じ
め
と
し
て
最
近
で
は

定
林
寺
址
に
対
す
る
再
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る(

本
書
の
第
四
章
第
一
節
参
照)

。
そ
の
う
ち
一
部
遺
跡
の
場
合
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
建

物
址
や
遺
物
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
期
待
以
上
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
当
時
の
発
掘
調
査
が
い
か
に
拙
速
に
実
施
さ
れ
た
か
を
如
実
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
７
４

。
特
に
最
近
、
定
林
寺
址
の
再
調
査
過
程
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
当
時
の
発
掘
資
料
の
未
報
告
や
不
誠
実
な
報
告
は
多
く
の
問
題
点
を
起
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こ
し
て
い
る
。
当
時
発
掘
さ
れ
た
遺
物
に
対
す
る
再
報
告
作
業
と
共
に
当
時
の
未
報
告
資
料
に
対
す
る
再
調
査
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。 

一
九
三
五
年
以
後
の
古
蹟
調
査
は
扶
余
地
域
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
が
、
一
九
三
八
年
五
月
に
突
然
、
羅
州
潘
南
面
古
墳
群
に
対
す
る
発
掘
が
実
施
さ
れ
る
。

報
告
書
に
よ
る
と
、
こ
の
遺
跡
は
深
刻
な
盗
掘
が
行
わ
れ
、
原
状
が
分
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
破
壊
さ
れ
た
た
め
調
査
し
た
と
い
う
７
５

。
発
掘
の
結
果
、
新
村
里

六
号
、
徳
山
里
二
号
墳
は
墳
丘
の
形
態
が
日
本
の
前
方
後
円
墳
と
類
似
し
て
お
り
、
徳
山
里
三
号
、
大
安
里
九
号
は
周
溝
を
巡
ら
せ
た
痕
跡
が
日
本
の
古
式
墳
と

類
似
す
る
外
形
を
呈
し
て
お
り
、
副
葬
品
の
中
で
曲
玉
・
環
頭
大
刀
・
埴
輪
・
円
筒
形
土
器
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
構
造
と
内
容
全
て
に
お
い
て
日
本
的
な
色
彩
が

濃
厚
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
有
光
教
一
は
、
谷
井
済
一
が
「
恐
ら
く
倭
人
の
痕
跡
で
は
な
い
か
」
と
話
し
た
こ
と
に
同
調
し
な
が
ら
三
国
時
代
内
鮮
間
の
形
勢

を
検
討
す
る
際
に
格
別
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
７
６

。
一
九
一
七
・
一
八
年
の
潘
南
面
古
墳
群
に
対
す
る
発
掘
以
後
、
二
〇
年
ぶ
り
に
再
び
探
索
さ
れ
た

倭
系
遺
跡
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
追
加
調
査
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
潘
南
面
古
墳
群
に
対
す
る
当
時
の
評
価
と
追
加
発
掘
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
対
し
て

は
別
途
の
考
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
７
７

、
財
政
的
な
側
面
と
扶
余
神
宮
建
設
に
伴
う
扶
余
地
域
発
掘
の
緊
急
性
が
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
二
節 

扶
余
地
域
の
廃
寺
址
に
対
す
る
調
査
背
景
と
意
味 

百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
は
整
理
と
保
存
が
中
心
と
な
る
第
三
期
を
経
て
第
四
期
に
は
「
扶
余
」
地
域
の
「
廃
寺
址
」
を
中
心
に
再
び
活
気
を
帯
び
る
。

一
九
三
五
年
の
軍
守
里
寺
址
発
掘
以
前
ま
で
韓
半
島
の
古
蹟
調
査
事
業
は
古
墳
の
調
査
が
中
心
で
あ
っ
た
７
８

。
軍
守
里
寺
址
の
発
掘
は
朝
鮮
総
督
府
が
韓
半
島

で
実
施
し
た
最
初
の
寺
址
発
掘
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
成
果
は
期
待
以
上
で
あ
っ
た
。
当
時
の
新
聞
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
石
田
茂
作
は
扶
余
で
初
め
て
四
天
王
寺
式
伽

藍
配
置
を
確
認
し
、
木
塔
址
下
部
か
ら
出
土
し
た
二
点
の
仏
像
は
飛
鳥
時
代
の
そ
れ
と
完
全
に
符
合
す
る
こ
と
か
ら
「
日
本
の
飛
鳥
時
代
の
仏
教
文
化
が
百
済
か

ら
伝
来
し
た
事
実
を
証
明
す
る
最
初
の
史
蹟
」
で
あ
る
と
し
た
７
９

。 

石
田
茂
作
は
一
九
二
六
年
に
初
め
て
扶
余
を
訪
問
し
た
後
、
「
も
し
慶
州
が
朝
鮮
の
奈
良
と
す
る
な
ら
ば
、
扶
余
は
飛
鳥
の
旧
都
に
該
当
す
る
」
と
そ
の
印
象

を
述
懐
し
て
い
る
８
０

。
当
時
、
満
鮮
旅
行
の
調
査
成
果
を
基
に
韓
半
島
の
文
化
が
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
文
化
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て

古
代
日
本
と
韓
半
島
の
交
渉
の
様
相
を
編
年
的
に
考
察
し
て
い
る
８
１

。
そ
の
後
、
聖
徳
太
子
奉
讃
会
か
ら
財
政
支
援
を
受
け
て
い
わ
ゆ
る
「
聖
徳
太
子
四
六
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院
」
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
、
当
時
日
本
の
学
界
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
て
い
た
法
隆
寺
再
建
非
再
建
論
争
を
注
視
し
な
が
ら
百
済
寺
院
に
対
す
る
調
査
の
必

要
性
を
痛
感
し
た
と
い
う
８
２

。
こ
の
よ
う
な
点
を
み
る
と
、
石
田
茂
作
を
は
じ
め
と
す
る
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
に
よ
る
扶
余
地
域
の
寺
院
に
対
す
る
古
蹟
調
査
は

日
本
の
初
期
仏
教
寺
院
、
特
に
飛
鳥
時
代
の
古
代
寺
院
と
百
済
寺
院
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

石
田
茂
作
の
寺
院
研
究
に
は
「
私
の
古
瓦
の
鑑
識
、
仏
寺
建
築
な
ど
の
知
識
は
個
人
的
な
関
係
か
ら
博
士(

関
野
貞)

の
訓
導
に
負
う
と
こ
ろ
が
非
常
に
大
き

い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
関
野
貞
の
影
響
が
多
大
で
あ
っ
た
８
３

。
関
野
貞
は
一
九
一
五
・
一
七
年
に
陵
山
里
伝
王
陵
群
か
ら
出
土
し
た
宝
冠
金
具
を
通
し
て
百
済

の
文
化
を
中
国
南
朝
と
倭
間
か
ら
規
定
し
よ
う
と
し
、
そ
の
後
、
宋
山
里
六
号
墳
の
塼
と
銘
文
塼
を
通
し
て
梁
と
百
済
の
文
化
交
渉
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
と

こ
ろ
で
、
関
野
貞
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
官
学
者
た
ち
は
飛
鳥-

百
済-

梁
の
交
渉
に
注
目
し
な
が
ら
も
百
済
で
内
在
化
し
た
南
朝
の
文
化
が
日
本
に
伝
え
ら
れ

た
の
で
は
な
く
、
南
朝
の
文
化
が
百
済
を
経
由
し
て
直
ち
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
理
解
し
た
。
そ
の
前
後
に
藤
澤
一
夫
は
飛
鳥
時
代
の
瓦
当
に
つ
い
て
南
梁
百

済
様
式
、
高
句
麗
百
済
様
式
と
い
う
二
つ
の
系
統
を
設
定
し
、
百
済
様
式
自
体
も
中
国
南
梁
と
の
文
化
交
渉
の
中
で
成
立
し
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る

８
４

。 二
〇
世
紀
初
め
、
日
本
人
研
究
者
の
間
で
飛
鳥
文
化
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
日
本
美
術
史
の
発
展
過
程
と
も
関
連
が
あ
る
。
西
欧
の
方
法
論
を
採

り
入
れ
た
日
本
最
初
の
美
術
史
は
一
八
九
〇
～
九
一
年
に
東
京
美
術
学
校
で
講
義
し
た
岡
倉
天
心
の
『
日
本
美
術
史
』
で
あ
る
。
彼
の
美
術
論
の
中
で
特
記
に
値

す
る
こ
と
は
韓
半
島
を
は
じ
め
と
す
る
大
陸
か
ら
導
入
さ
れ
た
美
術
品
や
渡
来
人
が
作
っ
た
美
術
品
が
大
部
分
を
占
め
る
推
古
時
代
の
美
術
を
「
日
本
美
術
史
」

の
始
ま
り
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
８
５

。
彼
は
天
孫
の
後
裔
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
大
和
民
族
と
は
血
統
が
異
な
る
先
住
民
の
美
術
を
否
定
し
、
仏
教
が
伝
来
し
た
時

期
で
あ
る
飛
鳥
時
代
の
美
術
か
ら
日
本
美
術
史
が
始
ま
っ
た
と
設
定
し
て
い
る
８
６

。
彼
の
『
日
本
美
術
史
』
は
当
初
は
講
義
案
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
九
二

二
年
に
日
本
美
術
院
発
行
の
『
岡
倉
天
心
全
集
』
で
活
字
化
さ
れ
る
。
日
本
美
術
史
研
究
の
進
展
と
拡
散
は
、
飛
鳥
文
化
の
源
流
に
対
す
る
研
究
者
の
関
心
を
よ

り
一
層
高
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

当
時
、
日
本
の
学
界
の
飛
鳥
文
化
に
対
す
る
関
心
の
増
大
、
理
解
の
深
化
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
「
法
隆
寺
再
建
非
再
建
論
争
」
で
あ
る
。

現
在
の
法
隆
寺
西
院
伽
藍
が
創
建
当
初
で
あ
る
飛
鳥
時
代
の
も
の
な
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
『
日
本
書
紀
』
の
天
智
天
皇
九
年(

六
七
〇) 

四
月
に
法
隆
寺
が
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焼
失
し
た
と
い
う
記
録
の
よ
う
に
、
そ
の
後
に
再
建
さ
れ
た
も
の
な
の
か
に
対
す
る
論
争
で
あ
り
、
日
本
建
築
史
と
日
本
美
術
史
の
研
究
も
こ
の
論
争
を
通
し
て

開
始
・
発
展
し
た
８
７

。
こ
の
論
争
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
非
再
建
説
を
最
も
積
極
的
に
主
張
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
関
野
貞
で
あ
り
、
彼
は
一
九

二
〇
年
代
後
半
ま
で
引
き
続
き
こ
の
学
説
を
補
完
し
て
い
っ
た
。 

こ
の
論
争
は
一
九
三
九
年
一
二
月
に
法
隆
寺
内
部
に
あ
っ
た
若
草
伽
藍
の
心
礎
石
が
返
還
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
８
８

、
心
礎
石
の
旧
位
置
を
探
す
た
め
の
発

掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
石
田
茂
作
と
末
永
雅
雄
が
主
軸
に
な
っ
て
実
施
し
た
発
掘
の
結
果
、
若
草
伽
藍
は
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置

を
呈
し
て
お
り
、
出
土
瓦
当
が
七
世
紀
初
め
に
該
当
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た(

図
七-

六)

８
９

。
一
九
三
九
年
一
二
月
、
石
田
茂
作
が
若
草
伽
藍
に
対
す
る
発
掘
を

担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
若
草
伽
藍
の
心
礎
石
に
つ
い
て
新
聞
に
寄
稿
し
た
こ
と
が
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
前
年
度
ま
で
軍
守
里
寺
址
を
は
じ
め
と
す

る
百
済
寺
院
址
を
実
際
に
発
掘
し
た
現
場
専
門
家
と
い
う
点
が
大
き
く
作
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
う
し
た
点
で
扶
余
地
域
の
寺
址
に
対
す
る
発
掘
調
査
は
日
本
の
古
代
寺
院
の
発
掘
や
研
究
を
活
発
に
す
る
う
え
で
大
き
く
寄
与
し
た
と
評
価
で
き
る
９
０

。

し
か
し
、
百
済
地
域
に
お
い
て
寺
址
の
発
掘
が
実
施
さ
れ
た
背
景
を
見
る
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
日
本
の
学
界
の
未
解
決
課
題
を
扶
余
地
域
に
お
け
る
寺
址
の

発
掘
を
通
し
て
確
認
す
る
た
め
の
過
程
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
物
は
先
天
的
に
他
者
の
視
角
か
ら
整
理
さ
れ
加
工
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
限
界
を
内

包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
ら
は
百
済
寺
院
と
日
本
の
古
代
寺
院
の
伽
藍
配
置
で
見
ら
れ
る
共
通
性
に
の
み
注
目
し
、
相
違
点
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て

無
関
心
で
あ
っ
た
９
１

。  

一
方
、
当
時
に
は
学
者
だ
け
で
な
く
一
般
人
の
場
合
も
奈
良
・
京
都
の
古
都
に
対
す
る
関
心
が
大
き
く
高
ま
っ
て
い
た
。
奈
良
・
京
都
の
古
都
作
り
作
業
は
日

本
近
代
天
皇
制
の
展
開
過
程
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
つ
つ
展
開
し
、
そ
の
過
程
で
仏
像
・
古
社
寺
だ
け
で
な
く
奈
良
・
京
都
自
体
が
「
文
化
財
化
」
さ
れ
た
９
２

。

こ
の
よ
う
な
過
程
で
修
学
旅
行
の
一
般
化
と
古
寺
巡
礼
の
ブ
ー
ム
は
法
隆
寺
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
国
内
の
初
期
古
代
寺
院
に
対
す
る
関
心
を
大
き
く
高
め
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
９
３

。 

こ
こ
に
鉄
道
な
ど
交
通
の
発
達
は
日
本
人
の
朝
鮮
旅
行
を
活
性
化
さ
せ
た
が
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
満

鮮
旅
行
と
古
都
慶
州
の
観
光
に
関
す
る
研
究
が
あ
り
参
考
と
な
る
９
４

。
朝
鮮
の
外
地
観
光
に
必
要
な
各
種
旅
行
案
内
書
と
紀
行
文
の
刊
行
、
交
通
施
設
と
宿
泊
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施
設
の
拡
充
は
「
新
た
な
日
本
の
地
」
で
あ
る
朝
鮮
に
対
す
る
観
光
事
業
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
朝
鮮
総
督
府
の
意
志
と
合
致
し
、
一
層
拡
大
し
た
。
日
本
と

「
似
た
」
地
域
と
見
な
さ
れ
た
朝
鮮
旅
行
に
対
す
る
魅
力
は
、
他
の
外
地(

満
州
、
台
湾
な
ど
の
日
本
統
治
管
轄
地)

よ
り
違
和
感
が
少
な
く
、
特
に
旅
行
者
の
優

越
感
、
つ
ま
り
先
進
文
化
の
主
体
と
し
て
の
自
負
心
が
も
た
ら
す
楽
し
み
を
満
喫
で
き
た
と
い
う
９
５

。 

こ
の
よ
う
な
外
的
な
変
化
と
共
に
扶
余
古
蹟
保
存
会
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
社
会
内
部
の
活
動
も
注
目
さ
れ
る
。
一
九
一
五
年
に
発
足
し
た
扶
余
古
蹟
保
存
会

は
一
九
二
九
年
二
月
末
、
朝
鮮
総
督
府
か
ら
財
団
法
人
設
立
許
可
を
得
て
組
織
が
拡
大
し
て
財
政
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
後
活
発
に
活
動
す
る
。
財
団
法
人
化
の
た

め
の
扶
余
古
蹟
保
存
会
の
陳
情
書
や
設
立
趣
旨
書
に
は
百
済
を
日
本
と
縁
が
深
い
土
地
で
あ
り
、
飛
鳥
文
化
形
成
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
強
調
し
な
が

ら
百
済
と
日
本
を
「
脣
歯
輔
車
」
の
関
係
と
す
る
な
ど
両
国
の
緊
密
性
を
強
調
し
て
い
る
９
６

。
財
団
法
人
扶
余
古
蹟
保
存
会
の
発
足
と
活
動
は
百
済
の
旧
都
扶

余
を
飛
鳥
の
故
郷
と
認
識
さ
せ
て
観
光
名
所
化
す
る
こ
と
を
促
進
し
た
。 

財
団
法
人
扶
余
古
蹟
保
存
会
が
実
施
し
た
主
な
事
業
は
古
蹟
の
保
存
、
遺
物
の
保
存
お
よ
び
収
集
、
古
蹟
に
関
す
る
調
査
研
究
お
よ
び
発
表
、
観
覧
者
の
便
宜

提
供
の
た
め
の
計
画
お
よ
び
設
備
、
そ
の
他
古
蹟
遺
物
の
保
存
に
関
す
る
事
項
お
よ
び
古
蹟
遺
物
紹
介
な
ど
で
あ
っ
た
９
７

。
そ
の
う
ち
の
遺
物
の
収
集
と
保
存

活
動
を
見
る
と
、
遺
物
の
購
入
・
寄
贈
・
寄
託
な
ど
が
行
わ
れ
た
が
、
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
「
前
部
」
銘
標
石
な
ど
六
〇
点
余
り
を
購
入
し
皐
蘭

寺
石
仏
二
体
な
ど
が
寄
託
さ
れ
、
多
数
の
瓦
当
と
土
器
、
古
馬
像
な
ど
が
寄
贈
さ
れ
た
。 

ま
た
、
大
坂
金
太
郎
を
中
心
に
扶
蘇
山
門
楼
址
、
甑
山
城
、
塩
倉
里
古
墳
な
ど
が
調
査
さ
れ
た
が
、
公
州
・
扶
余
・
青
陽
の
三
郡
を
中
心
に
扶
余
分
館
成
立
時

ま
で
持
続
し
た
。
ま
た
、
古
蹟
保
存
だ
け
で
な
く
一
般
人
に
こ
れ
を
知
ら
せ
る
た
め
の
交
通
・
宿
泊
な
ど
便
宜
施
設
の
確
保
と
扶
余
の
古
蹟
を
紹
介
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
お
よ
び
ハ
ガ
キ
、
案
内
記
な
ど
の
発
刊
事
業
を
実
施
し
た
９
８

。
そ
の
結
果
、
財
団
法
人
設
立
以
後
、
考
古
品
陳
列
館
を
訪
問
し
た
観
覧
客
数
は
一
九
二

九
年
に
三
五
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
の
が
一
九
三
二
年
末
に
は
七
一
五
六
人
と
二
倍
以
上
増
加
し
た
９
９

。 

こ
れ
と
関
連
し
て
大
坂
金
太
郎
の
個
人
的
な
活
動
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
慶
州
で
主
に
活
動
し
た
彼
は
一
九
三
二
年
末
、
扶
余
博
物
館
長
と
し
て
赴
任

し
た
後
１
０
０

、
扶
余
の
古
蹟
に
対
す
る
再
解
釈
を
通
し
て
扶
余
の
霊
地
化
ま
た
は
聖
域
化
作
業
に
邁
進
し
た
１
０
１

。
例
え
ば
、
欽
明
天
皇
九
年(

五
四
八)

に
三
七

〇
人
の
日
本
人
を
百
済
に
送
っ
て
築
城
し
た
と
い
う
得
爾
辛
城
を
扶
余
邑
東
側
の
青
馬
山
城
に
比
定
し
、
こ
れ
は
当
時
日
本
が
積
極
的
に
百
済
救
護
に
努
め
た
と



 

 

 401 

い
う
証
拠
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
落
花
岩
に
身
を
投
じ
た
主
体
が
百
済
の
女
性
だ
け
で
な
く
日
本
人
の
夫
人
も
含
ま
れ
た
と
し
た
り
皐
蘭
寺
を
日
本
人
最
初
の

留
学
生
が
起
居
し
た
場
所
で
あ
る
と
宣
伝
し
た
。
彼
の
活
動
が
一
部
扶
余
の
観
光
名
所
化
に
寄
与
し
、
一
九
三
九
年
の
扶
余
神
宮
が
建
設
さ
れ
る
土
台
と
な
っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
上
の
事
例
は
全
て
史
実
を
歪
曲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
弊
害
は
し
ば
ら
く
続
き
１
０
２

、
慶
州
で
の
古
蹟
調
査
活
動
を
地
域
の

み
移
し
て
再
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

朝
鮮
総
督
府
は
神
武
天
皇
即
位
二
六
〇
〇
年
の
一
九
四
〇
年
を
記
念
す
る
た
め
、
一
九
三
五
年
一
〇
月
か
ら
紀
元
二
六
〇
〇
年
祝
典
準
備
委
員
会
を
内
閣
に
設

置
す
る
な
ど
多
く
の
努
力
を
傾
け
、
朝
鮮
総
督
府
で
も
施
政
三
〇
年
を
記
念
す
る
た
め
の
各
種
行
事
を
企
画
す
る
。
朝
鮮
総
督
府
で
は
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て

扶
余
に
神
宮
を
造
営
す
る
と
い
う
内
容
を
一
九
三
九
年
三
月
八
日
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
１
０
３

。
一
九
三
九
年
八
月
一
日
に
は
扶
余
神
宮
清
祓
式
を
挙
行
す
る
が
、

こ
の
日
、
中
堅
青
少
年
修
練
所
開
所
式
と
総
督
府
博
物
館
扶
余
分
館
開
館
式
が
同
時
に
行
わ
れ
た
１
０
４

。 

中
堅
青
少
年
修
練
所
は
、
毎
年
各
道
知
事
が
推
薦
す
る
男
女
五
〇
〇
人
を
入
所
さ
せ
、
一
ヶ
月
ず
つ
精
神
教
育
と
簡
単
な
軍
事
訓
練
を
実
施
す
る
場
所
で
あ
り

１
０
５

、
佳
塔
里
寺
址
は
こ
の
訓
練
所
を
作
る
過
程
で
発
見
さ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
。
扶
余
別
館
は
、
一
九
二
九
年
に
発
足
し
た
財
団
法
人
扶
余
古
蹟
保
存
会
が
主
軸

と
な
っ
て
一
九
三
三
年
か
ら
扶
余
別
館
建
設
請
願
書
を
提
出
し
た
が
、
財
政
上
の
問
題
で
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
扶
余
神
宮
造
営
を
契
機
に
別
館
設
立

が
決
定
さ
れ
、
一
九
三
九
年
四
月
一
日
か
ら
観
覧
が
許
諾
さ
れ
て
開
館
式
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
扶
余
別
館
の
開
館
は
内
鮮
一
体
の
深
化
と

神
宮
建
設
な
ど
朝
鮮
総
督
府
の
植
民
政
策
意
図
が
反
映
さ
れ
た
産
物
と
い
え
る
。 

扶
余
神
宮
建
設
に
よ
っ
て
扶
余
市
街
地
整
備
の
た
め
の
扶
余
神
都
建
設
計
画(

一
九
三
九
・
一
〇
・
三
一)

が
樹
立
さ
れ
、
扶
余
と
窺
岩
一
帯
の
四
四
二
四
万
㎡

(

約
一
三
三
八
万
坪)

を
計
画
区
域
と
し
て
決
定
す
る(

図
七-

七)

１
０
６

。
当
時
、
人
口
一
五
〇
〇
〇
人
も
な
ら
な
い
扶
余
面
を
対
象
に
し
て
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に

広
い
面
積
を
都
市
計
画
面
積
と
し
た
こ
と
は
非
常
に
特
異
な
事
例
で
あ
る
。
扶
余
の
都
市
計
画
案
で
注
目
さ
れ
る
の
は
広
い
面
積
の
神
宮
外
苑
を
作
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
日
本
で
は
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
橿
原
神
宮
の
規
模
を
広
げ
、
外
苑
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
計
画
が
樹
立
さ
れ
て
い

た
１
０
７

。
し
た
が
っ
て
、
扶
余
神
宮
建
設
計
画
案
を
立
て
る
際
に
、
橿
原
神
宮
の
整
備
過
程
を
参
照
し
、
問
題
点
に
つ
い
て
事
前
に
備
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
推

察
で
き
る
。 
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一
九
三
〇
年
代
の
扶
余
地
域
に
お
け
る
古
蹟
調
査
の
再
開
と
観
光
名
所
化
は
扶
余
神
宮
の
造
営
と
神
都
建
設
に
帰
結
さ
れ
、
扶
余
は
「
内
鮮
一
体
の
霊
地
」
と

し
て
宣
伝
さ
れ
る
。
国
民
精
神
総
動
員
朝
鮮
連
盟
か
ら
刊
行
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
る
と
、
百
済
の
都
で
あ
る
扶
余
が
日
本
と
最
も
縁
故
が
深
い
場
所
で
あ

る
こ
と
か
ら
神
宮
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
１
０
８

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
業
は
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
の
い
わ
ゆ
る
太
平
洋
戦
争
が

勃
発
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
工
事
が
進
捗
さ
れ
ず
、
一
九
四
五
年
前
半
期
に
神
宮
の
礎
石
工
事
が
終
わ
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

 

ま
と
め 

本
章
で
は
百
済
故
地
に
関
す
る
古
蹟
調
査
事
業
の
展
開
過
程
を
四
時
期
に
区
分
し
て
そ
の
流
れ
を
把
握
し
、
さ
ら
に
一
九
三
〇
年
代
か
ら
扶
余
地
域
に
お
け
る

寺
址
の
発
掘
調
査
が
集
中
し
た
背
景
を
追
跡
し
て
み
た
。
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
事
業
は
大
き
く
四
時
期
に
展
開
し
た
。 

第
一
期
は
一
九
〇
九
年
の
関
野
貞
一
行
の
古
蹟
調
査
か
ら
始
ま
り
、
光
州
、
公
州
、
扶
余
、
益
山
な
ど
百
済
の
都
城
址
に
対
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
。
第
二
期

は
一
九
一
六
年
の
「
保
存
規
則
」
施
行
以
後
、
最
も
広
範
囲
か
つ
組
織
的
な
調
査
が
実
施
さ
れ
る
が
、
第
一
期
の
都
城
址
に
加
え
て
羅
州
地
域
に
対
す
る
発
掘
が

追
加
さ
れ
る
。
古
蹟
調
査
委
員
会
で
羅
州
潘
南
面
古
墳
群
の
よ
う
な
新
た
な
遺
跡
を
認
知
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
殖
産
局
山
林
課
で
作
成
し
た
「
古
蹟
台
帳
」

と
い
っ
た
基
礎
資
料
が
あ
っ
た
た
め
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
期
は
一
九
二
〇
年
代
以
後
、
財
政
的
・
行
政
的
な
理
由
か
ら
発
掘
調
査
は
減
少

す
る
が
、
発
掘
報
告
書
の
刊
行
と
い
っ
た
整
理
と
遺
跡
の
保
存
が
中
心
と
な
る
。
第
四
期
は
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
が
設
立
さ
れ
て
以
後
、
一
九
三
五
年
か
ら
扶
余
地

域
の
寺
院
址
に
対
す
る
調
査
が
集
中
的
に
実
施
さ
れ
る
。
百
済
故
地
に
関
す
る
古
蹟
調
査
事
業
は
都
城
址
中
心
の
調
査
、
全
地
域
を
対
象
に
し
た
組
織
的
な
調
査

と
発
掘
、
整
理
お
よ
び
保
存
活
動
、
特
定
地
域
と
分
野
を
中
心
に
し
た
調
査
な
ど
で
展
開
し
た
と
い
え
る
。 

一
九
三
〇
年
代
中
半
以
後
、
百
済
故
地
の
古
蹟
調
査
は
古
墳
に
対
す
る
調
査
で
な
く
、
扶
余
地
域
の
廃
寺
址
が
中
心
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
向
転
換
は
日

本
の
学
界
の
飛
鳥
文
化
に
対
す
る
関
心
の
増
大
、
財
団
法
人
扶
余
古
蹟
保
存
会
の
活
動
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
日
本
学
界
の
懸
案
で
あ
っ

た
法
隆
寺
再
建
非
再
建
論
争
の
解
明
と
い
う
自
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
飛
鳥
文
化
の
源
流
で
あ
る
百
済
寺
院
に
対
す
る
理
解
が
必
須
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
必
要
性
か
ら
扶
余
の
寺
院
址
発
掘
に
参
加
し
た
石
田
茂
作
は
軍
守
里
寺
址
を
は
じ
め
と
す
る
扶
余
地
域
の
寺
院
址
発
掘
を
通
し
て
日
本
の
四
天
王
寺
式
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伽
藍
配
置
の
源
流
が
百
済
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
彼
は
、
そ
の
後
、
日
本
に
戻
っ
て
法
隆
寺
論
争
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
る
若
草
伽
藍
の
発
掘
を
主
導

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
百
済
故
地
に
対
す
る
古
蹟
調
査
事
業
、
特
に
扶
余
地
域
の
廃
寺
址
に
関
す
る
発
掘
調
査
は
日
本
の
飛
鳥
時
代
の
寺
院
に
関
す

る
問
題
意
識
が
早
く
か
ら
、
そ
し
て
深
く
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
一
九
二
九
年
に
財
団
法
人
と
な
っ
た
扶
余
古
蹟
保
存
会
は
大
坂
金
太
郎
を
中
心
に
活
発
に
活
動
し
な
が
ら
、
扶
余
を
日
本
と
縁
が
深
い
百
済
の
旧
都
と

認
識
さ
せ
て
観
光
名
所
化
す
る
の
に
寄
与
す
る
。
そ
う
し
た
対
内
外
的
な
活
動
の
結
果
、
扶
余
は
日
本
と
縁
が
深
い
場
所
で
あ
る
と
宣
伝
さ
れ
、
一
九
三
九
年
に

朝
鮮
総
督
府
は
扶
余
地
域
に
神
宮
と
神
都
を
造
営
す
る
こ
と
と
な
り
、
扶
余
は
内
鮮
一
体
の
霊
地
と
し
て
永
ら
く
記
憶
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

遺
跡
や
遺
物
は
自
ら
は
語
ら
な
い
。
そ
れ
を
調
査
し
た
目
的
や
研
究
者
の
史
観
に
よ
っ
て
解
釈
は
変
わ
る
た
め
で
あ
る
。
植
民
地
期
の
扶
余
地
域
に
お
け
る
廃

寺
址
調
査
で
は
百
済
の
寺
院
が
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置
と
い
う
こ
と
と
共
に
出
土
遺
物
が
飛
鳥
文
化
と
直
接
関
連
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
が
何
よ
り
重
要
な

課
題
で
あ
り
成
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
百
済
寺
院
の
伽
藍
配
置
や
遺
物
が
飛
鳥
時
代
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
の
み
で
、
そ
の
差
異
点

に
つ
い
て
は
無
関
心
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
他
者
化
さ
れ
た
視
角(

自
身
の
基
準
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
規
定
し
た
外
在
的
問
題
意
識)

と
研
究
傾
向

は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。 

 

□ 

百
済
故
地
の
古
蹟
調
査
事
業
関
連
参
考
文
献(

表
一
～
四
関
連)

 

谷
井
済
一
「
朝
鮮
通
信
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
三-

六
、
日
本
考
古
学
会
、
一
九
一
二
年)

。 

関
野
貞
「
朝
鮮
東
部
の
遺
跡
」(

『
建
築
雜
誌
』
三
一
、
一
九
一
三
年)

 
;
 

『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年)

。 

関
野
貞
「
朝
鮮
文
化
ノ
遺
跡
其
三
」(

『
朝
鮮
古
蹟
調
査
略
報
告
』
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
一
四
年)

。 

関
野
貞
「
新
羅
及
百
済
古
墳
」(

『
朝
鮮
及
満
洲
』
九
七
、
朝
鮮
及
満
洲
社
、
一
九
一
五a

年)

。 

関
野
貞
「
百
済
の
遺
跡
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
六-

一
、
一
九
一
五b

年)
 
;
 

『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年)

。 

黒
板
勝
美
「
朝
鮮
史
蹟
遺
物
調
査
復
命
書
」(

一
九
一
六
年)

 
;
 

『
黒
板
勝
美
先
生
遺
文
』(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年)

。 

朝
鮮
総
督
府
『
大
正
五
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』(

一
九
一
七
年)

。 

朝
鮮
総
督
府
『
大
正
六
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』(

一
九
二
〇
年)

。 
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朝
鮮
総
督
府
『
大
正
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』(

一
九
二
四
年)

。 

関
野
貞
「
公
州
新
出
土
百
済
時
代
の
塼
」(

『
建
築
雜
誌
』
四
五
三
、
一
九
二
四
年)

 
;
 

『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年)

。 
軽
部
慈
恩
「
公
州
に
於
け
る
百
済
古
墳
一
・
二
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
二
三
巻
七
・
九
号
、
一
九
三
三
年)

。 

軽
部
慈
恩
「
公
州
に
於
け
る
百
済
古
墳
三
～
六
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
二
四
巻
三
・
五
・
六
・
九
号
、
一
九
三
四
年)

。 

朝
鮮
総
督
府
『
昭
和
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
二
冊(

公
州
宋
山
里
古
蹟
調
査
報
告
、
一
九
三
五
年)

。 

軽
部
慈
恩
「
公
州
に
於
け
る
百
済
古
墳
七
～
八
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
二
六
巻
三
・
四
号
、
一
九
三
六
年)

。 

朝
鮮
古
蹟
硏
究
会
『
昭
和
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』(

一
九
三
七
年)

。 

朝
鮮
古
蹟
硏
究
会
『
昭
和
十
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』(

一
九
三
八
年)

。 

斎
藤
忠
「
彙
報-

昭
和
一
四
年
に
お
け
る
朝
鮮
古
蹟
調
査
の
槪
要
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
三
〇
巻
一
号
、
一
九
四
〇
年)

。 

朝
鮮
古
蹟
硏
究
会
『
昭
和
十
三
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』(

一
九
四
〇
年)

。 

杉
三
朗
「
百
済
山
懐
精
舍
址
」(

『
古
美
術
』
一
三
巻
五
号
、
一
九
四
三
年)

。 

軽
部
慈
恩
『
百
済
美
術
』(

宝
雲
舍
、
一
九
四
六
年)

。 

藤
澤
一
夫
「
百
済
仏
敎
遺
跡
の
硏
究
」(

『
人
文
』
三
巻
一
号
、
一
九
四
六
年)

。 

藤
澤
一
夫
「
古
代
寺
院
の
遺
構
に
見
る
韓
日
の
関
係
」(
『
ア
ジ
ア
文
化
』
八
巻
二
号
、
一
九
七
一
年)

。 

穴
澤

光
・
馬
目
順
一
「
羅
州
潘
南
古
墳
群
」(

『
古
代
学
硏
究
』
七
〇
、
一
九
七
三
年)

。 

有
光
敎
一
「
羅
州
潘
南
面
新
村
里
第
九
号
墳
発
掘
調
査
記
録
」(
『
朝
鮮
学
報
』
九
四
、
一
九
八
〇
年)

。 

有
光
敎
一
「
扶
余
陵
山
里
伝
百
済
王
陵
・
益
山
双
陵
」(

『
橿
原
考
古
学
硏
究
論
集
』
四
・
五
合
集
、
一
九
八
三
年)

。 

小
泉
顕
夫
『
朝
鮮
古
代
遺
跡
の
遍
歷
』(

六
興
出
版
、
一
九
八
六
年)

。 

徐
聲
勳
・
成
洛
俊
『
羅
州
潘
南
古
墳
群-

綜
合
調
査
報
告
書
』(

国
立
光
州
博
物
館
、
一
九
八
八
年)

。 

高
橋
潔
「
関
野
貞
を
中
心
と
し
た
朝
鮮
古
蹟
調
査
行
程
」(

『
考
古
学
史
硏
究
』
九
、
二
〇
〇
一
年)

。 

有
光
敎
一
「
公
州
宋
山
里
第
二
九
号
墳
」(

『
朝
鮮
古
蹟
硏
究
会
遺
稿
』Ⅱ

、
ユ
ネ
ス
コ
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
二
年)

。 

高
正
龍
「
扶
余
時
代
の
藤
澤
先
生
」(

『
朝
鮮
古
代
硏
究
』
五
、
二
〇
〇
四
年)

。 

李
炳
鎬
「
扶
余
旧
衙
里
出
土
塑
造
像
と
そ
の
遺
跡
の
性
格
」(

『
百
済
文
化
』
三
六
、
二
〇
〇
七
年)

。 
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１ 
盧
重
国
『
百
済
政
治
史
研
究
』(

一
潮
閣
、
一
九
八
八
年
、
六
～
七
頁)

。 

２ 

早
乙
女
雅
博
「
新
羅
の
考
古
学
調
査
一
〇
〇
年
の
研
究
」(

『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
三
九
、
二
〇
〇
五
年)

。 

高
橋
潔
・
広
瀨
繁
明
・
山
本
訝
和
「
関
野
貞
の
朝
鮮
古
蹟
調
査
」(

『
関
野
貞
の
ア
ジ
ア
踏
査
』
、
東
京
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ンⅩ

Ⅹ

、
二
〇
〇
五
年)

。 

李
順
子
『
日
帝
強
占
期
古
蹟
調
査
事
業
研
究
』(

景
仁
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年)

。 

３ 

高
橋
潔
「
関
野
貞
を
中
心
と
し
た
朝
鮮
古
蹟
調
査
旅
程: 

一
九
〇
九
～
一
九
一
五
」(

『
考
古
学
史
研
究
』
九
、
二
〇
〇
一
年)

。 

内
田
好
昭
「
日
帝
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査(

上)

」(

『
考
古
学
史
研
究
』
九
、
二
〇
〇
一
年)

。 

４ 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
三(
一
九
一
六
年)

お
よ
び
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
解
説
』
三(

一
九
一
六
年
、
一
～
四
頁)

。 

５ 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
四(
一
九
一
六
年)

お
よ
び
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
解
説
』
四(

一
九
一
六
年
、
三
～
四
頁)

。 

６ 

関
野
貞
「
朝
鮮
東
部
の
遺
跡
」(

『
建
築
雑
誌
』
三
一
、
一
九
一
三
年) ; 

『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
、
七
〇
七
頁)

。 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
解
説
』
三(

一
九
一
六
年
、
七
頁)

。 

７ 

陵
山
里
古
墳
群
発
掘
の
経
緯
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。
高
橋
潔
「
関
野
貞
を
中
心
と
し
た
朝
鮮
古
蹟
調
査
旅
程: 

一
九
〇
九
～
一
九
一
五
」(

前
掲
誌
、

二
七
～
二
九
頁)

お
よ
び
内
田
好
昭
「
日
帝
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査(

上)

」(

前
掲
誌
、
七
七
頁)

。 

８ 

鄭
尙
雨
「
一
九
一
〇
～
一
九
一
五
年
の
朝
鮮
総
督
府
囑
託
の
学
術
調
査
事
業
」(

『
歴
史
と
現
実
』
六
八
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
七
頁)

。 

９ 

『
毎
日
新
報
』
に
は
一
九
一
五
年
七
月 

二
二
・
二
三
日
付
に
「
任
那
故
地
紀
行｣

と
い
う
黒
板
勝
美
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
掲
載
さ
れ
、
七
月
二
九
日
か
ら
八
月
一
七

日
ま
で
「
南
鮮
史
蹟
の
調
査｣

を
一
五
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
た
。
し
か
し
、
踏
査
の
結
果
は
芳
し
く
な
く
「
今
後
、
多
数
の
資
料
を
発
見
し
、
上
代
文
化
の
痕
跡
が

闡
明
と
な
る
時
期
が
あ
る
も
の
と
信
じ
る
」(

一
九
一
五
・
八
・
一
〇
日
付)

と
し
、
後
日
に
期
し
て
い
る
。 

１
０ 

黒
板
勝
美
「
朝
鮮
事
蹟
遺
物
調
査
復
命
書
」(

『
黒
板
勝
美
先
生
遺
文
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
三
〇
～
三
二
頁)

。 

１
１ 

関
野
貞
「
百
済
の
遺
跡
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
六
巻
四
号
、
一
九
一
五
年) ; 

『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

前
掲
書
、
四
六
六
頁)

。 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
三(

前
掲
書
、
二
五
八
頁
の
図
版
七
三
一)

。 
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１
２ 
関
野
貞
『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

前
掲
書
、
四
六
六
～
四
六
七
頁)

。 

１
３ 

図
七-
二
の
金
銅
装
飾
は
冠
飾
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
心
葉
形
の
文
様
は
法
隆
寺
金
堂
に
奉
安
さ
れ
た
四
天
王
像
の
宝
冠
や
玉
蟲
廚
子
の
飾
金
具
、
仏
像
光

背
な
ど
に
広
く
使
用
さ
れ
た
装
飾
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
建
築
史
家
の
伊
東
忠
太
は
そ
の
後
、
こ
の
文
様
を
百
済
式
と
推
定
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る(

伊

東
忠
太
「
玉
蟲
廚
子
の
文
様
と
其
源
流
」(

『
仏
教
美
術
』
一
三
、
一
九
二
九
年))

。
こ
の
文
様
に
対
す
る
最
近
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な

る
。
山
本
忠
尙
「
飛
鳥
の
文
様-

猪
目
形
」(

『
季
刊
明
日
香
風
』
八
三
、
二
〇
〇
二
年)

。 

１
４ 

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
古
文
化
財
の
保
存
」(

『
朝
鮮
学
報
』
一
、
一
九
五
一
年
、
二
五
九
～
二
六
一
頁)

。
一
方
、
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
の
主
要
沿
革
と
活
動
に
つ
い
て

は
次
の
論
考
で
整
理
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る
。
金
仁
德
「
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
」(

『
韓
国
博
物
館
一
〇
〇
年
史
』
、
国
立
中
央
博
物
館
編
、
社
会
評
論
、
二
〇

〇
九
年)

。 

１
５ 

李
成
市
「
黒
板
勝
美
を
通
し
て
み
た
植
民
地
と
歴
史
学
」(

『
韓
国
文
化
』
二
三
、
一
九
九
九
年) ; 

『
作
ら
れ
た
古
代
』(

サ
ミ
ン
、 

二
〇
〇
一
年
、
二
一
七
～

二
一
九
頁)

。 

１
６ 

朝
鮮
総
督
府
「
大
正
五
年
度
古
蹟
割
説
明
お
よ
び
槪
要
」(

『
大
正
五
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
一
七
年)

。 

朝
鮮
総
督
府
「
大
正
六
年
度
古
蹟
調
査
事
務
計
画
」(

『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
二
〇
年)

。 

１
７ 

第
二
期
に
は
一
九
一
六
年
の
今
西
龍
の
漢
江
流
域(

一
府
一
五
郡)
、
一
九
一
七
年
の
谷
井
済
一
の
京
畿
道
広
州
・
高
陽
、
忠
南
天
安
・
公
州
・
青
陽
・
論
山
、
全
北

益
山
、
全
南
羅
州
、
一
九
一
八
年
の
全
南
羅
州
・
順
天
・
麗
水
な
ど
に
対
す
る
古
蹟
調
査
が
行
わ
れ
た
。 

１
８ 

当
時
、
今
西
龍
は
漢
城
時
期
の
百
済
都
城
址
に
つ
い
て
河
南
慰
礼
城
は
広
州
、
漢
山
は
南
漢
山
と
把
握
し
て
い
た
。 

１
９ 

今
西
龍
「
京
畿
道
広
州
郡
等
遺
跡
遺
物
調
査
報
告
書
」(

『
大
正
五
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
一
七
年
、
八
五
～
八
七
頁)

。 

２
０ 

谷
井
済
一
「
京
畿
道
広
州
群
な
ど
一
〇
郡
古
蹟
調
査
略
報
告
」(

『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
二
〇
年
、
五
九
六
～
六
〇
一
頁)

。
そ
の
後
、
一
九

三
五
年
の
宋
山
里
古
墳
群
に
関
す
る
発
掘
報
告
書
を
発
刊
し
た
際
、
百
済
初
期
の
古
墳
型
式
を
説
明
す
る
過
程
で
、
石
村
里
六
・
七
号
墳
平
面
図
、
可
楽
里
二
号
墳

に
関
す
る
実
測
図
、
中
谷
里
甲
・
乙
墳
お
よ
び
梅
龍
里
二
・
八
号
墳
実
測
図
を
掲
載
し
た(

朝
鮮
総
督
府
『
昭
和
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告(

第
二
冊)-

公
州
宋
山
里
古
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墳
調
査
報
告
』(

一
九
三
五
年)

、
挿
図
一
〇
～
一
二)

。 

２
１ 

権
五
栄
「
漢
城
都
邑
期
文
化
遺
産
の
分
布
様
相
と
活
用
方
案
」(

『
漢
城
百
済
の
歴
史
と
文
化
』
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五
三
～
一
五
四
頁)

。 

２
２ (

上
掲
書
、
一
五
七
～
一
五
八
頁)

。 

２
３ 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
宝
物
古
蹟
調
査
資
料
』(

一
九
四
二
年
、
四
八
頁)

。 

２
４ 

国
立
中
央
博
物
館
で
は
『
光
復
以
前
調
査
遺
跡
遺
物
未
公
開
図
面
』
と
い
う
題
目
で
最
近
ま
で
六
冊
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。 

２
５ 

国
立
中
央
博
物
館
『
光
復
以
前
博
物
館
資
料
目
録
集
』(

一
九
九
七
年
、
二
三
七
～
二
三
八
頁)

。 

２
６ 

こ
の
一
帯
に
関
す
る
一
九
七
〇
年
代
の
発
掘
調
査
で
石
村
洞
一
帯
の
古
墳
分
布
図
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
可
楽
洞
古
墳
群
で
は
六
基
、
芳
荑
洞
古
墳
群
で
は 

六

基
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。 

２
７ 

本
稿
が
二
〇
一
〇
年
に
最
初
に
発
表
さ
れ
た
後
、
植
民
地
期
の
石
村
洞
古
墳
群
の
発
掘
地
域
と
そ
れ
以
後
の
発
掘
調
査
内
容
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
た
論
文
が
公
表

さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る(

図
七-

四)

。 

趙
佳
英
「
石
村
洞
古
墳
群
の
築
造
様
相
検
討-

古
墳
分
布
を
中
心
に
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
五
、
二
〇
一
二
年)

。 

２
８ 

朝
鮮
総
督
府
「
扶
余
郡
」(

『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
二
〇
年
、
六
二
八
頁)

。 

２
９ (

上
掲
書
、
六
五
二
頁)

。 

３
０ 

梅
原
末
治
「
百
済
の
古
墓
制
」(

『
朝
鮮
古
代
の
墓
制
』
、
左
右
宝
刊
行
会
版
、
一
九
四
六
年
、
図
版
二
二)

。 

３
１ 

朝
鮮
総
督
府
「
羅
州
郡
」(

『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
二
〇
年
、
六
五
二
頁)

。 

３
２ 

有
光
教
一
「
羅
州
潘
南
面
新
村
里
第
九
号
墳
発
掘
調
査
記
録
」(

『
朝
鮮
学
報
』
九
四
、
一
九
八
〇
年
、
一
二
一
頁)

。
総
督
府
博
物
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
陳
列
品
図

鑑
に
は
羅
州
潘
南
面
徳
山
里
五
号
墳
甕
棺
と
土
器
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る(

朝
鮮
総
督
府
博
物
館
『
博
物
館
陳
列
品
図
鑑
』
三(

一
九
二
六
年))

。
図
鑑
に
は
新

村
里
五
号
墳
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
古
墳
は
当
時
調
査
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
誤
字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

３
３ 

今
西
龍
「
咸
安
郡(

上)

」(

『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
二
〇
年
、
二
五
九
～
二
七
三
頁)

。
今
西
龍
は
こ
の
鹿
角
刀
裝
具
に
つ
い
て
日
本
か
ら
輸
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入
さ
れ
た
も
の
か
日
本
の
製
品
を
模
倣
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る(

上
掲
書
、
二
六
六
頁)

。 

３
４ 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
宝
物
古
蹟
調
査
資
料
』
（
一
九
四
二
年
、
一
七
二
～
一
七
三
頁
）
。 

３
５ 

国
立
文
化
財
研
究
所
『
羅
州
新
村
里
九
号
墳
』(

二
〇
〇
一
年
、
三
七
頁)

。 

３
６ 

崔
柄
澤
「
日
帝
下
林
野
調
査
事
業
の
施
行
目
的
と
性
格
」(

『
韓
国
文
化
』
三
七
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
〇
～
二
〇
九
頁)

。 

３
７ 

要
存
国
有
林
の
分
布
地
は
林
相
が
優
良
な
北
部
国
境
地
帯
の
鴨
綠
江
、
豆
満
江
流
域
の
原
始
林
と
蓋
馬
高
原
お
よ
び
江
原
道
一
帯
に
集
中
分
布
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
三
南
地
方
の
要
存
林
野
は
学
術
上
の
必
要
に
よ
る
山
城
、
廃
寺
址
、
窯
址
が
大
部
分
で
あ
る
。 

３
８ 

一
九
一
七
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
林
野
調
査
事
業
の
場
合
、
該
当
地
域
の
林
野
所
有
者
や
国
有
林
野
の
縁
故
者
二
名
以
上
を
選
定
し
て
地
主
総
代(

林
野
総
代)

と
し
た

が
、
そ
れ
は
面
長
や
区
長
職
に
長
期
間
従
事
し
た
者
で
一
般
の
実
状
に
精
通
し
協
力
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
一
方
、
一
九
一
〇
年
代
初
半
か
ら
は
郡
守
、
面
長
、
憲

兵
分
遣
所
長
を
設
立
主
体
と
す
る
植
林
組
合
が
登
場
す
る
。
要
存
林
野
の
詳
し
い
把
握
と
管
理
に
は
彼
ら
の
深
い
関
与
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
姜
英
心

「
日
帝
下
「
朝
鮮
林
野
調
査
事
業
」
に
関
す
る
研
究(

下)

」(

『
韓
国
学
報
』
三
四
、
一
九
八
四
年
、
九
四
頁)

。
お
よ
び
崔
柄
澤
「
日
帝
下
林
野
調
査
事
業
の
施
行

目
的
と
性
格
」(

前
掲
誌
、
二
一
八
～
二
二
四
頁)

。 

３
９ 

『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
に
は
「
本
府
土
木
局
営
繕
課
実
測
」
と
い
う
古
墳
実
測
図
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
朝
鮮
総
督
府
内
部
で
は
古
蹟
調
査
に
関
す
る
資

料
が
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
営
繕
課
の
実
測
図
の
意
義
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
が
参
考
と
な
る
。 

綱
伸
也
・
内
田
好
昭
「
関
野
貞
と
日
本
考
古
学
」(

『
関
野
貞
の
ア
ジ
ア
踏
査
』
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
三
～
一
二
四
頁)

。 

４
０ 

李
順
子
『
日
帝
強
占
期
古
蹟
調
査
事
業
研
究
』(

前
掲
書
、
一
三
九
～
一
四
一
頁)

。 

４
１ 

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
に
於
け
る
古
蹟
の
調
査
及
び
保
存
の
沿
革
」(

『
朝
鮮
』
一
九
九
、
一
九
三
一
年
、
九
九
頁)

。 

４
２ 

小
泉
顕
夫
「
扶
余
発
見
の
遺
物
の
二
三
」(

『
大
正
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
書(

一
冊)
』
、
一
九
二
四
年
、
三
五
頁)

。 

４
３ 

関
野
貞
「
公
州
新
出
土
百
済
時
代
の
塼
」(

『
建
築
雑
誌
』
四
五
三
、
一
九
二
四
・
五
年) ; 
『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

前
掲
書
、
四
七
六
～
四
八
〇
頁)

。 

４
４ 

朝
鮮
総
督
府
『
昭
和
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告(

第
二
冊)

-

公
州
宋
山
里
古
墳
調
査
報
告
』(

前
掲
書)
。 
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４
５ 
尹
龍
爀
「
軽
部
慈
恩
の
公
州
百
済
文
化
研
究
」(

『
百
済
文
化
』
三
四
、
二
〇
〇
五
年)

。 
尹
龍
爀
「
軽
部
慈
恩
の
百
済
古
墳
調
査
と
遺
物
」(

『
韓
国
史
学
報
』
二
五
、
二
〇
〇
六
年)

。 

鄭
相
基
「
植
民
地
期
資
料
か
ら
み
た
宋
山
里
と
陵
山
里
古
墳
群
」(

『
東
垣
学
術
論
文
集
』
一
〇
、
二
〇
〇
九
年)

。 

４
６ 

有
光
教
一
「
公
州
宋
山
里
第
二
九
号
墳
」(

『
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
遺
稿
』Ⅱ

、
ユ
ネ
ス
コ
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
頁)

。
有
光
教
一
は

「
私
掘
」
に
つ
い
て
、
法
律
上
、
総
督
府
が
任
命
し
た
古
蹟
調
査
委
員
や
総
督
府
博
物
館
職
員
が
発
掘
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
と
脚
注
を
付

け
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
軽
部
慈
恩
の
調
査
が
、
短
期
間
に
遺
物
の
み
収
集
し
報
告
書
も
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
彼
ら
の
古
蹟
調
査
活
動
と
い
か
な
る
違
い
が

あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
当
時
、
古
蹟
調
査
委
員
会
は
主
要
遺
跡
に
対
す
る
発
掘
を
独
占
し
な
が
ら
盗
掘
を
放
置
・
助
長
し
、
そ
の
結
果
多
く
の
重
要
な
遺
跡
が
破

壊
、
消
滅
し
た
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
い
。 

４
７ 

梅
原
末
治
「
百
済
の
古
墓
制
」(

前
掲
書
、
六
三
～
六
四
頁)

。  

４
８ 

当
時
の
軽
部
慈
恩
の
活
動
と
関
連
し
た
著
書
と
し
て
次
の
文
献
が
参
考
と
な
る
。
軽
部
慈
恩
編
『
忠
南
鄕
土
誌
』(

公
州
公
立
高
等
普
通
学
校
校
友
会
、
一
九
三
五

年)
 
;
 

『
百
済
美
術
』(

宝
雲
舍
、
一
九
四
六
年)

 
;
 

『
百
済
遺
跡
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年)

。 

４
９ 

国
立
中
央
博
物
館
「
大
正
一
二
～
一
五
年
復
命
書
」(

『
国
立
中
央
博
物
館
保
管
古
文
書
目
録
』
、
一
九
九
六
年
、
文
書
番
号
一
三
九-

一
五
番)

。
田
中
十
蔵
は
一

九
一
五
年
に
技
手
と
し
て
総
督
府
博
物
館
に
勤
務
し
、
地
図
測
量
、
製
図
を
担
当
し
て
い
た(

金
仁
德
「
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
」(

前
掲
書
、
一
一
九
頁))

。 

５
０ 

当
時
、
収
集
さ
れ
国
立
中
央
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
船
里
出
土
文
字
瓦
に
関
す
る
論
考
が
発
表
さ
れ
て
お
り
参
考
と
な
る
。 

金
圭
東·

成
在
賢
「
船
里
銘
文
瓦
考
察
」(

『
考
古
学
誌
』
一
七
、
二
〇
一
一
年)

。 

５
１ 

鮎
貝
房
之
進
「
百
済
古
都
案
内
記
」
『
朝
鮮
』
二
三
四
、
一
九
三
四
年
一
一
月
、
一
一
四
～
一
一
五
頁)

。
一
方
、
一
九
三
三
年
に
発
刊
さ
れ
た
図
鑑
に
は
「
風
納

土
城
は
そ
の
地
理
上
の
位
置
か
ら
、
ま
た
出
土
し
た
土
器
、
陶
器
、
銅
弩
、
白
銅
鏡
な
ど
か
ら
百
済
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
無
く
、
こ
の
鐎
斗
も
ま
た
百
済

旧
都
の
遺
品
と
し
て
大
陸
文
化
移
入
の
好
例
を
示
す
」
と
説
明
し
て
い
る(

朝
鮮
総
督
府
博
物
館
『
博
物
館
陳
列
品
図
鑑
』
四(

一
九
三
三
年))

。
し
か
し
現
在
、
国

立
中
央
博
物
館
所
蔵
品
の
中
に
銅
弩
や
白
銅
鏡
は
残
っ
て
い
な
い
。 
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５
２ 
た
だ
、
一
九
三
七
年
ソ
ウ
ル
近
郊
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
紹
介
す
る
冊
子
の
中
に
石
村
洞
古
墳
、
風
納
土
城
、
岩
寺
洞
遺
跡
を
紹
介
し
た
も
の
が
あ
り
参
考
と
な

る
。
佐
脇
精
編
『
風
納
里
土
城
』(

京
電
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
第
三
集
、
京
城
電
気
株
式
会
社
、
一
九
三
七
年)

。 

５
３ 

今
西
龍
「
全
羅
北
道
西
部
地
方
旅
行
雑
記
」(

『
文
教
の
朝
鮮
』
、
一
九
二
九
年) ; 

『
百
済
史
研
究
』(

近
沢
書
店
、
一
九
三
四
年
、
五
六
八
～
五
六
九
頁)

。 

５
４ 

藤
島
亥
治
郞
「
朝
鮮
建
築
史
論
其
三
」(

『
建
築
雑
誌
』
二
、
一
九
三
〇
年) ; 

『
朝
鮮
建
築
史
論
』(

一
九
六
九
年)

。 

５
５ 

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
古
蹟
調
査
」(

『
朝
鮮
学
論
考
』
、
藤
田
先
生
記
念
事
業
会
、
一
九
六
三
年
、
八
二
頁)

。 

５
６ 

李
順
子
「
日
帝
強
占
期
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
と
古
蹟
調
査
事
業
」(

『
日
帝
強
占
期
古
蹟
調
査
事
業
研
究
』
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
八
～
二
二
五
頁)

。 

５
７ 

呉
永
贊
『
楽
浪
郡
研
究
』(

四
季
節
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
二
頁)

。 

５
８ 

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
古
蹟
調
査
」(

前
掲
書
、
八
二
～
八
三
頁)

。 

５
９ 

有
光
教
一
「
私
の
朝
鮮
考
古
学
」(

『
三
千
里
』
三
八
、
一
九
八
四
年) ; 

『
朝
鮮
考
古
学
七
十
五
年
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
七
年
、
八
頁)

。 

６
０ 

石
田
茂
作
『
飛
鳥
時
代
寺
院
址
の
研
究
』((

財)
聖
德
太
子
奉
讚
会
、
一
九
三
六
年)

。
こ
の
本
に
は
黒
板
勝
美
の
「
書｣

と
著
者
本
人
の
「
序
文｣

が
あ
る
。
石
田
茂

作
は
一
九
二
六
年
、
満
鮮
旅
行
中
に
病
に
罹
り
六
ヶ
月
間
入
院
し
、
そ
の
後
、
中
川
忠
順
の
推
薦
で
聖
德
太
子
奉
讚
会
の
「
聖
德
太
子
四
十
六
院
の
研
究
」
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。 

６
１ 

石
田
茂
作
『
法
隆
寺
雑
記
帖
』(

前
掲
書
、
一
九
四
～
一
九
五
頁)
。 

６
２ 

藤
澤
一
夫
「
百
済
国
都
泗
沘
城
と
日
本
摂
河
国
百
済
郡
」(

『
激
動
の
古
代
東
ア
ジ
ア
』
、
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年
、
一
四
四
頁)

。 

６
３ 

高
正
龍
「
扶
余
時
代
の
藤
澤
先
生
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
五
、
二
〇
〇
四
年
、
二
一
頁)

。 

６
４ 

軽
部
慈
恩
『
百
済
美
術
』(

前
掲
書
、
一
一
六
～
一
二
六
頁)

。 

小
泉
顕
夫
「
公
州
の
古
墳
」(

『
朝
鮮
古
代
遺
跡
の
遍
歷
』
、
一
九
八
六
年
、
二
〇
〇
～
二
〇
七
頁)

。 

尹
龍
爀
「
公
州
宋
山
里
六
号
墳
の
四
神
図
壁
画
に
つ
い
て
」(

前
掲
誌
、
四
七
九
～
五
〇
六
頁)

。 

６
５ 

関
野
貞
「
塼
か
ら
見
た
る
百
済
と
支
那
南
北
朝
特
に
梁
と
の
文
化
関
係
」(

『
宝
雲
』
一
〇
、
一
九
三
四
年
九
月) ; 

『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

前
掲
書
、
四
八
九
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～
四
九
〇
頁)

。 

６
６ 

一
九
三
〇
年
代
以
後
、
扶
余
地
域
の
古
蹟
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
で
整
理
し
た
。 

李
炳
鎬
「
日
帝
強
占
期
扶
余
地
域
の
古
蹟
調
査
」(

『
日
帝
強
占
期
の
泗
沘
認
識
』
、(

財)

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
～
一
六
頁)

。 

６
７ 

斎
藤
忠
「
調
査
計
画
と
其
の
実
施
の
経
過
」(

『
昭
和
十
三
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
三
七
年
、
一
頁)

。 

６
８ 

梅
原
末
治
「
扶
余
陵
山
里
東
古
墳
の
調
査
」(

『
昭
和
十
三
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
三
八
年
、
一
二
四
頁)

。 

６
９ 

藤
澤
一
夫
「
百
済
仏
教
遺
跡
の
研
究
」(

『
人
文
』
三
巻
一
号
、
一
九
四
六
年)

。  

藤
澤
一
夫
「
古
代
寺
院
の
遺
構
に
見
る
韓
日
の
関
係
」(

『
ア
ジ
ア
文
化
』
八
巻
二
号
、
一
九
七
一
年)

。 

７
０ 

米
田
美
代
治
は
一
九
四
二
年
一
〇
月
に
病
死
す
る
前
ま
で
扶
余
に
滞
在
し
な
が
ら
定
林
寺
址
五
層
塔
と
王
宮
里
五
層
塔
の
実
測
図
を
作
成
し
、
そ
の
意
匠
計
画
に
関

す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
米
田
美
代
治
『
朝
鮮
上
代
建
築
の
研
究
』(

秋
田
屋
、
一
九
四
四
年)

。 

７
１ 

小
泉
顕
夫
「
百
済
石
仏
の
発
見
」(

『
朝
鮮
古
代
遺
跡
の
遍
歷
』
、
一
九
八
六
年
、
一
八
八
～
一
八
九
頁)

。
飛
鳥
寺
の
瓦
窯
は
一
九
五
三
年
と
一
九
八
二
年
の
二
回

に
わ
た
っ
て
二
基
が
調
査
さ
れ
た
。(

明
日
香
村
教
育
委
員
会
『
飛
鳥
寺
瓦
窯
の
調
査
』(

一
九
八
三
年))

。
図
七-

五
の
二
は
一
号
瓦
窯
で
、
こ
こ
か
ら
は
飛
鳥
寺

の
創
建
瓦
の
中
で
花
組
系
列(

図
六-

三
一
の
一a)

の
瓦
が
製
作
・
供
給
さ
れ
た
場
所
と
推
定
さ
れ
て
い
る(

大
脇
潔
「
飛
鳥
時
代
初
期
の
同
笵
軒
丸
瓦
」(

『
古
代
』

九
七
、
一
九
九
六
年
、
二
二
六
～
二
二
七
頁)

)

。 

７
２ 

双
北
里
窯
址
は
瓦
陶
兼
業
の
登
窯
で
燒
成
室
、
窯
床(

階
段
式)

、
煙
道
部
な
ど
窯
の
構
造
と
出
土
品
を
勘
案
す
る
と
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
が
中
心
年
代
で

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

７
３ 

扶
余
神
宮
の
造
営
過
程
で
行
わ
れ
た
発
掘
は
、
通
常
の
調
査
進
行
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
未
整
理
・
未
報
告
状
態
に
あ
る
。
例
え
ば
、
旧
衙
里
寺
址
の
場
合
、
一

九
四
二
年
九
月
に
方
形
舎
利
孔
が
あ
る
心
礎
石
が
残
っ
て
お
り
、
収
拾
調
査
を
実
施
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
付
近
に
扶
余
警
察
署
庁
舎
建
設
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
調
査
を
実
施
で
き
ず
、
庁
舎
完
成
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
裏
庭
か
ら
多
量
の
瓦
と
塑
造
像
片
を
収
集
し
た
と
い
う(

李
炳
鎬
「
扶
余
旧
衙
里
出
土
塑
造
像

と
そ
の
遺
跡
の
性
格
」(

『
百
済
文
化
』
三
六
、
二
〇
〇
七
年
、
六
八
～
六
九
頁))

。 



 

 

 412 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                  

 

７
４ 
軍
守
里
寺
址
、
外
里
寺
址
、
佳
塔
里
寺
址
、
東
南
里
寺
址
に
つ
い
て
は
当
時
の
も
の
と
再
発
掘
調
査
の
内
容
を
比
較
し
た
論
考
が
あ
り
参
考
と
な
る(

金
成
南
・
李

美
賢
「
日
帝
強
占
期
の
遺
跡
発
掘
調
査
と
再
検
討
」(

『
日
帝
強
占
期
の
泗
沘
認
識
』
、
二
〇
〇
九
年))

。 

７
５ 

有
光
教
一
「
羅
州
潘
南
面
古
墳
の
発
掘
調
査
」(

『
昭
和
十
三
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
四
〇
年
、
二
〇
頁)

。 

７
６ (

前
掲
書
、
三
四
頁)

。 

７
７ 

津
田
左
右
吉
は
一
九
一
七
年
の
古
蹟
調
査
委
員
会
に
よ
る
任
那
日
本
府
の
探
求
に
つ
い
て
「
憶
測
説
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
根
拠
が
弱
い
と
懐
疑
的
な
立
場
を
提

起
し
、
今
西
龍
も
こ
れ
に
同
調
し
た
と
い
う(

林
直
樹
「
今
西
龍
と
朝
鮮
考
古
学
」(

『
青
丘
学
術
論
集
』
一
四
、
一
九
九
九
年
、
七
五
頁))

。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気

の
中
で
谷
井
済
一
の
仮
称
「
羅
州
潘
南
面
に
お
け
る
倭
人
の
遺
跡
」
と
い
う
報
告
書
は
つ
い
に
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
。
梅
原
末
治
が
「
南
鮮
各
地
の
古
墳
墓
は
全
羅

南
道
地
帯
を
除
く
と
、
広
範
囲
な
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も(

梅
原
末
治
「
南
鮮
に
於
け
る
古
墳
墓
調
査
の
経
過
」(

『
朝
鮮

古
代
の
墓
制
』
、
一
九
四
六
年
、
八
七
頁)

)
、
古
蹟
調
査
委
員
会
や
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
で
は
潘
南
面
古
墳
群
に
対
す
る
発
掘
調
査
の
方
針
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。 

７
８ 

こ
れ
は
関
野
貞
が
建
築
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
点
と
遺
物
蒐
集
の
容
易
さ
な
ど
に
起
因
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
関
野
貞
の
古
墳
発
掘
の
目
的
は
「
失
わ
れ
た
木

造
建
築
と
古
墳
の
関
係
」
の
解
明
で
あ
り
、
彼
は
古
墳
を
一
種
の
文
化
標
徴
と
認
識
し
て
い
た(

山
本
雅
和
「
文
化
標
徴
と
し
て
の
古
墳
」(

『
考
古
学
史
研
究
』
九
、

二
〇
〇
一
年
、
四
九
～
五
八
頁))

。 

７
９ 

杉
三
郞
「
軍
守
里
寺
址
発
掘
」(

『
趣
味
の
扶
余
』
、
迎
月
堂
、
一
九
四
一
年
、
一
〇
頁)

。
一
九
三
六
年
一
〇
月
一
六
日
付
『
報
智
新
聞
』
の
「
仏
教
伝
来
の
祖
地

百
済
の
旧
都
発
掘
」
記
事
を
再
引
用
。 

８
０ 

高
橋
健
自
・
石
田
茂
作
『
満
鮮
考
古
行
脚
』(

雄
山
閣
、
一
九
二
七
年
、
五
二
頁)
。 

８
１ 

石
田
茂
作
「
飛
鳥
奈
良
時
代
に
於
け
る
日
鮮
文
化
の
交
渉
」(

『
考
古
学
雑
誌
』
一
八
巻
二
号
、
一
九
二
八
年)

。 

８
２ 

石
田
茂
作
「
法
隆
寺
若
草
伽
藍
址
の
発
掘
に
就
て
」(

前
掲
書
、
一
九
四
～
一
九
五
頁)

。 

８
３ 

綱
伸
也
「
瓦
研
究
に
お
け
る
三
つ
の
指
標
」(

『
考
古
学
史
研
究
』
八
、
一
九
九
八
年
、
三
九
頁)
。 
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８
４ 
藤
澤
一
夫
「
日
鮮
古
代
屋
瓦
の
系
譜
」(

『
世
界
美
術
全
集
』
二
、
角
川
書
店
、
一
九
六
一
年)

。
こ
の
よ
う
な
藤
澤
一
夫
の
瓦
研
究
の
特
徴
に
つ
い
て
は
次
の
論
考

が
参
考
と
な
る
。
綱
伸
也
「
藤
澤
一
夫
先
生
と
瓦
研
究
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
五
、
二
〇
〇
四
年)

。 

８
５ 

高
木
博
志
「
日
本
美
術
史
と
朝
鮮
美
術
史
の
成
立
」(

『
国
史
の
神
話
を
超
え
て
』
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
〇
～
一
七
一
頁)

。 

８
６ 

金
容
撤
「
岡
倉
天
心
と
日
本
美
術
史
の
成
立
」(

『
日
本
思
想
』
七
、
二
〇
〇
四
年
、
一
八
五
頁)

。 

８
７ 

大
橋
一
章
「
法
隆
寺
の
創
建
と
再
建
」(

『
講
座
美
術
史
』
一
六
、
二
〇
〇
一
年
、
二
三
頁)

。
最
近
、
若
草
伽
藍
に
関
す
る
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
参
考
と
な
る(

島

田
敏
男
「
法
隆
寺
再
建
・
非
再
建
論
爭
史
と
若
草
伽
藍
」(

『
法
隆
寺
若
草
伽
藍
蹟
発
掘
調
査
報
告
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年))

。 

８
８ 

法
隆
寺
東
南
側
若
草
伽
藍
と
伝
わ
る
空
き
地
に
は
本
来
、
心
礎
石
が
残
っ
て
い
た
。
一
九
二
九
年
四
月
、
法
隆
寺
を
調
査
し
た
石
田
茂
作
は
塔
址
を
調
査
し
た
が
、

礎
石
は
す
で
に
大
阪
の
あ
る
富
豪
の
邸
宅
に
移
さ
れ
て
い
た
。
一
九
三
九
年
三
月
、
喜
田
貞
吉
・
足
立
康
に
よ
っ
て
法
隆
寺
論
争
が
再
燃
し
た
時
、
石
田
茂
作
は
そ

の
仲
裁
の
た
め
法
隆
寺
問
題
を
批
判
す
る
文
章
を
新
聞
に
寄
稿
し
た
。
そ
の
過
程
で
こ
の
礎
石
を
言
及
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
問
題
の
礎
石
が
法
隆
寺
に

返
還
さ
れ
た
。 

８
９ 

石
田
茂
作
「
法
隆
寺
若
草
伽
藍
址
の
発
掘
に
就
て
」(
前
掲
書
、
一
二
八
～
一
三
九
頁)

。 

９
０ 

坂
誥
秀
一
「
軍
守
里
廃
寺
址
と
若
草
伽
藍
」(

『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
月
号(

通
巻
五
九
六
号)

、
二
〇
一
〇
年)

に
も
こ
の
よ
う
な
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。 

９
１ 

東
西
回
廊
址
北
側
の
い
わ
ゆ
る
付
属
建
物
址
の
場
合
、
軍
守
里
寺
址
の
発
掘
で
す
で
に
実
態
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
長
い
間
関
心
が
払
わ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
で
整
理
し
た
。
李
炳
鎬
「
植
民
地
期
に
お
け
る
扶
余
地
域
の
寺
址
調
査
に
対
す

る
再
検
討
」(

『
奈
良
美
術
研
究
』
一
一
、
二
〇
一
一
年)

。 

９
２ 

高
木
博
志
「
序
文
」(

『
近
代
天
皇
制
と
古
都
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
頁)

。 

９
３ 

そ
の
中
で
和
辻
哲
郎
の
『
古
寺
巡
礼
』(

岩
波
書
店)

は
一
九
一
八
年
に
『
思
潮
』
と
い
う
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
も
の
を
一
九
一
九
年
五
月
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、

奈
良
の
古
寺
に
対
す
る
印
象
を
豊
か
な
美
的
感
受
性
が
交
わ
っ
た
端
正
な
文
体
で
記
し
て
い
る
が
、
当
時
こ
の
本
を
持
っ
て
古
都
奈
良
を
訪
問
す
る
人
々
が
多
か

っ
た
と
い
う
。 
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９
４ 
中
根
隆
行
「
帝
国
日
本
の
満
鮮
観
光
地
と
古
都
慶
州
の
表
象
」(

『
韓
国
文
学
研
究
』
三
六
、
二
〇
〇
九
年)

。 

９
５ 

徐
己
才
「
日
本
近
代
「
旅
行
案
内
書
」
を
通
し
て
み
た
朝
鮮
と
朝
鮮
観
光
」(

『
日
本
語
文
学
』
一
三
、
二
〇
〇
二
年
、
四
三
四
頁)

。 

９
６ 

李
順
子
「
地
方
古
蹟
保
存
会
と
地
方
博
物
館
」(

『
日
帝
強
占
期
古
蹟
調
査
事
業
研
究
』
、
二
〇
〇
九
年
、
四
二
二
～
四
二
三
頁)

。 

９
７ 

李
慶
洙
「
扶
余
地
域
近
代
博
物
館
の
胎
動
と
国
立
博
物
館
扶
余
分
館
の
成
立
」(

『
特
別
展
扶
余
博
物
館
の
足
跡
』
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
四
～
二
八
五
頁)

。 

９
８ 

当
時
刊
行
さ
れ
た
扶
余
関
連
主
要
案
内
記
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

扶
余
古
蹟
保
存
会
『
百
済
の
事
蹟
と
扶
余
の
名
勝
旧
蹟
』(

一
九
二
六
年) 

(

財)

扶
余
古
蹟
保
存
会
『
百
済
旧
都
扶
余
古
蹟
名
勝
案
内
記
』(

一
九
三
四
年) 

(

財)

扶
余
古
蹟
保
存
会
『
扶
余
を
見
る
に
は
！
』(

一
九
三
四
年) 

(

財)

扶
余
古
蹟
保
存
会
『
百
済
旧
都
古
蹟
名
勝
写
真
帖
』(

一
九
三
四
年) 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
総
督
府
博
物
館 

扶
余
分
館
略
案
内
』(

一
九
三
九
年)  

杉
三
郞
『
趣
味
の
扶
余
』(

迎
月
堂
、
一
九
四
一
年)
。 

９
９ 

崔
錫
栄
「
日
帝
植
民
地
の
状
況
と
扶
余
古
蹟
保
存
会
の
活
動
」(

『
韓
国
博
物
館
歴
史
一
〇
〇
年
』
、
民
俗
園
、
二
〇
〇
八
年
、
一
七
四
～
一
七
五
頁)

。 

１
０
０ 

彼
は
一
九
三
二
年
一
一
月
、
総
督
府
博
物
館
長
藤
田
亮
策
、
忠
清
南
道
知
事
岡
崎
哲
郞
の
要
請
を
受
け
て
扶
余
博
物
館
長
と
な
り
、
百
済
の
遺
跡
調
査
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う(

大
坂
金
太
郞
「
在
鮮
回
顧
十
題
」(

『
朝
鮮
学
報
』
四
五
、
一
九
六
七
年
、
九
六
頁))

。
し
か
し
、
彼
が
関
与
し
て
発
行
し
た
『
扶
余

古
蹟
名
勝
案
内
記
』
の
凡
例
に
は(

財)

扶
余
古
蹟
保
存
会
囑
託
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

１
０
１ 

崔
錫
栄
「
日
帝
植
民
地
の
状
況
と
扶
余
古
蹟
保
存
会
の
活
動
」(

前
掲
書
、
一
七
九
～
一
八
八
頁)

。 

１
０
２ 

朝
鮮
総
督
府
で
は
扶
余
を
内
鮮
一
体
の
聖
地
と
し
て
加
工
し
宣
伝
す
る
た
め
、
文
人
た
ち
を
動
員
し
た
り
も
し
た
。
金
東
仁
は
『
白
馬
江
』
と
い
う
小
説
を
一
九

四
一
年
七
月
二
四
日
か
ら
翌
年
一
月
三
〇
日
ま
で
毎
日
新
報
に
連
載
し
た
が
、
皐
蘭
寺
を
日
本
人
女
性
た
ち
が
最
初
に
留
学
・
修
学
し
た
場
所
と
し
て
描
写
す
る

な
ど
大
坂
金
太
郞
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る(

韓
秀
暎
「
古
代
史
復
元
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
親
日
文
学
認
識
の
地
平
」(

『
実
践
文
学
』
六
五
、
二
〇
〇
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二
年
、
一
九
五
頁)

)

。 

１
０
３ 

孫
禎
睦
「
日
帝
下
扶
余
神
宮
造
営
と
い
わ
ゆ
る
扶
余
神
都
建
設
」(

『
韓
国
学
報
』
四
九
、
一
九
八
七
年
、
一
三
〇
～
一
三
五
頁)

。 

１
０
４ 

「
扶
余
の
扶
蘇
山
霊
地
に
意
義
深
い
三
大
儀
式
」
『
東
亞
日
報
』
一
九
三
九
年
八
月
二
日
付
。 

１
０
５ 

孫
禎
睦
「
日
帝
下
扶
余
神
宮
造
営
と
い
わ
ゆ
る
扶
余
神
都
建
設
」(

前
掲
誌
、
一
三
九
～
一
四
〇
頁)

。 

１
０
６ 

扶
余
神
宮
と
神
都
の
具
体
的
な
建
立
計
画
に
つ
い
て
は
青
木
治
市
「
扶
余
神
都
に
就
て｣(

一
～
三)(

『
雑
誌
区
画
整
理
』
一
九
四
一
年
四
月
・
六
月
・
八
月
号)

と

孫
禎
睦
「
日
帝
下
扶
余
神
宮
造
営
と
い
わ
ゆ
る
扶
余
神
都
建
設
」(

前
掲
誌)

が
参
考
と
な
る
。
一
方
、
公
州
大
学
の
鄭
載
潤
教
授
か
ら
は
「
扶
余
神
宮
を
現
在
の

三
忠
祠
一
帯
に
建
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
こ
こ
を
扶
蘇
山
城
を
観
覧
す
る
観
光
客
が
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
門
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
扶
余
を
訪

問
し
た
観
光
客
は
自
然
と
神
宮
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
道
を
過
ぎ
な
が
ら
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
と
百
済
と
日
本
が
ひ
と
つ
の
ル
ー
ツ
に
あ
る
こ
と
を
自

然
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
観
光
を
通
し
て
内
鮮
一
体
を
自
然
と
注
入
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
皐
蘭
寺
に
あ
る
三
千

宮
女
の
壁
画
も
同
様
で
あ
る
。
為
政
者
の
失
政
に
よ
っ
て
百
済
が
滅
亡
し
た
と
い
う
観
念
は
、
朝
鮮
の
民
衆
た
ち
に
朝
鮮
の
滅
亡
は
義
慈
王
と
同
様
に
朝
鮮
国
王

の
失
政
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
自
然
と
植
え
付
け
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
扶
余
神
宮
の
選
定
位
置
や
配
置
意
図
に
対
す
る
有
益
な
指
摘
を
頂
い
た
。 

１
０
７ 

高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
と
古
都
』(

前
掲
書
、
五
三
～
五
五
頁)

。 

１
０
８ 

国
民
精
神
総
動
員
朝
鮮
連
盟
『
内
鮮
一
体
の
霊
地
扶
余
』(

一
九
三
九
年
、
一
～
四
頁)

。 
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<付録> 扶余陵山里寺址出土瓦当の型式別出土位置

連

番

型

式
出土地点

報告書の

図面番号

報告書の

図版番号

遺物

番号
備考

1 1a 講堂址 4699-

2 1a 講堂址南西側基壇前 125-2 156-2 4641

3 1a 講堂址南西側隅 4699-

4 1a 講堂址南側1号石槨 4699-

5 1a 講堂址南側1号石槨(94年) 4699-

6 1a 講堂址南側 4699-

7 1a 講堂址南側基壇 130-3 161-3 4699-

8 1a 講堂址南側基壇 4649

9 1a 講堂址南側基壇 4699-

10 1a 講堂址南側基壇 4699-

11 1a 講堂址南側基壇 4699-

12 1a 講堂址東室南東隅 4685

13 1a 講堂址東室南東隅 128-6 159-6 4658

14 1a 講堂址東室南東隅 127-4 158-4 4655

15 1a 講堂址東室東南隅 130-5 161-5 4699-

16 1a 講堂址東室東南隅 4699-

17 1a 講堂址東室東南隅 4699-

18 1a 講堂址東室 4699-

19 1a 講堂址北西側隅基壇 126-7 157-7 4662

20 1a 講堂址北西側隅 4699-

21 1a 講堂址北側基壇外側 4699-

22 1a 講堂址北側排水路-西室に偏在 162-7 188-7 4502

23 1a 講堂址西室 4633

24 1a 講堂址西室 121-1 152-1 4635

25 1a 講堂址西室 121-2 152-2 4637

26 1a 講堂址西室建物址 4699-

27 1a 講堂址西室基壇 4699-

28 1a 講堂址西室南西隅 4699-

29 1a 講堂址西室南西隅 4644

30 1a 講堂址西室北西側 124-6 155-6 4672

31 1a 講堂址西室西南隅 126-8 157-8 4678

32 1a 講堂址西室西南隅 130-8 161-8 4667

33 1a 講堂址西室西南隅南側 120-2 151-2 4631

34 1a 講堂址西室西南隅 124-3 155-3 4699-

35 1a 講堂址西室西南隅 4564-

36 1a 講堂址西室西南隅 4699-

37 1a 講堂址西室西南隅 4699-

38 1a 講堂址西室 4699-

39 1a 講堂址西室 4564-

40 1a 講堂址西室～工房址Ⅱ基壇間 119-1 150-1 4638

41 1a 講堂址西側 129-8 160-8 4642

42 1a 講堂址西側基壇 4679

43 1a 講堂址西側基壇 129-3 160-3 4648

44 1a 講堂址中央 127-1 158-1 4650

45 1a 講堂址 123-3 154-3 4639

46 1a 講堂址 4564-
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47 1a 講堂址 120-1 151-1 4632

48 1a 講堂址 4647

49 1a 講堂址～工房址Ⅱ間 4564-

50 1a 講堂址～工房址Ⅱ間 4564-

51 1a 講堂址～不明建物址Ⅰ間 4699-

52 1a 工房址Ⅰ西側退間外側 75-5 105-4 5362タ-1

53 1a 工房址Ⅱ基壇間 4699-

54 1a 工房址Ⅱ東南隅 4699-

55 1a 工房址Ⅱ東側基壇外側 126-6 157-6 4664

56 1a 工房址Ⅱ 4699-

57 1a 工房址Ⅱ 126-4 157-4 4699-

58 1a 工房址Ⅱ～講堂址基壇間 4564-

59 1a 工房址Ⅱ～講堂址基壇間 4699-

60 1a 工房址Ⅱ～講堂址北側境界 4688

61 1a 工房址Ⅱ～講堂址間 4699-

62 1a 金堂址 4564-

63 1a 金堂址 4564-

64 1a 金堂址南側基壇 158-4 184-4 4487

65 1a 金堂址外郭 156-8 182-8 4561-28 1/2

66 1a 南回廊端、西大排水路 5659-17

67 1a 南回廊南9.4m東大排水路西14.2m 189-2 219-2 5471

68 1a 南回廊南側14 5659-20

69 1a 南回廊東側推定窯址(92) 3520

70 1a 南回廊東側推定窯址(92) 48-14 82-14 3517

71 1a 南回廊東側、東南側一帶 185-2 215-2 5469

72 1a 南回廊址端排水路附近 161-5 187-5 4561-1 1/2(丸瓦残存)

73 1a 東排水路と東南回廊の交差地点 151-2 177-2 4478 丸瓦残存

74 1a 東側大排水路(96年) 187-7 217-7 5463

75 1a 東回廊後方東排水路と石築間 156-2 182-2 4561-17 1/2

76 1a 木塔址 4563-

77 1a 木塔址 4561-32 1/4

78 1a 木塔址 4563-

79 1a 木塔址東側基壇外側 4561-35 3/8

80 1a 木塔址西北側外郭 4561-31 1/2

81 1a 不明建物址Ⅰ後方北側·排水路 155-2 181-2 4513

82 1a 不明建物址Ⅰ～講堂址東室排水口 4699-

83 1a 不明建物址Ⅱ 150-1 176-1 4479 丸瓦残存

84 1a 不明建物址Ⅱ 188-8 218-8 5479

85 1a 不明建物址Ⅱ 185-1 215-1 5475

86 1a 不明建物址Ⅱ建物址 152-2 178-2 4482 丸瓦残存

87 1a 不明建物址Ⅱ建物址 152-1 178-1 4481 丸瓦残存

88 1a 不明建物址Ⅱ東側排水路 162-6 188-6 4561-19 1/2

89 1a 不明建物址Ⅱ 4561-42 1/2

90 1a 西大排水路(96年) 5659-1

91 1a 西大排水路(95年) 4561-33 1/4

92 1a 西大排水路(95年) 4563-

93 1a 西側排水路工房址Ⅰ間 163-2 189-2 4561-18 1/2

94 1a 未詳(95年) 151-1 177-1 4480 丸瓦残存

95 1a 未詳(95年) 4564-

96 1a 中門址階段南側13 5659-22

97 1a 中門址西側南回廊前 162-1 188-1 4520

98 1b 講堂址基壇 4699-
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99 1b 講堂址南側1号石槨(94年) 4699-

100 1b 講堂址南側基壇 4699-

101 1b 講堂址南側基壇 4699-

102 1b 講堂址南側基壇 4561-36 1/2

103 1b 講堂址東北隅 4699-

104 1b 講堂址東北隅 126-5 157-5 4669

105 1b 講堂址東北隅 4699-

106 1b 講堂址東室東南隅 4699-

107 1b 講堂址東室東南隅 4699-

108 1b 講堂址東室東南隅 4699-

109 1b 講堂址東室北東隅 4699-

110 1b 講堂址東室北側 127-8 158-8 4699-

111 1b 講堂址東室 124-2 155-2 4646

112 1b 講堂址東室 4699-

113 1b 講堂址東側建物址 4564-

114 1b 講堂址東側 126-1 157-1 4682

115 1b 講堂址東側 4699-

116 1b 講堂址北東隅 127-7 158-7 4699-

117 1b 講堂址北側大排水路 162-4 188-4 4461-34

118 1b 講堂址北側 4564-

119 1b 講堂址西室西南隅 4699-

120 1b 講堂址西室西北側 4699-

121 1b 講堂址西室西側基壇 4699-

122 1b 講堂址 4686

123 1b 講堂址 4699-

124 1b 工房址Ⅱ 125-7 156-7 4659

125 1b 工房址Ⅱ東南隅 4699-

126 1b 工房址Ⅱ外側北側堆積土 155-1 181-1 4561-8 1/2

127 1b 工房址Ⅱ 122-1 153-1 4636

128 1b 工房址Ⅱ～講堂址間 4699-

129 1b 金堂址 4563-

130 1b 金堂址 4563-

131 1b 金堂址 4563-

132 1b 金堂址 4564-

133 1b 金堂址 165-5 191-5 4561-7 1/2

134 1b 金堂址東側基壇外側 168-1 194-1 4518

135 1b 金堂址東側 164-1 190-1 4517

136 1b 金堂址西側基壇外郭 163-7 189-7 4495

137 1b 金堂址外郭 4561-38 1/4

138 1b 金堂址～木塔址間 4564-

139 1b 金堂址～木塔址間(木塔に近い) 156-5 182-5 4505

140 1b 金堂址～木塔址中央 4500

141 1b 南回廊端西側大排水路(96年) 187-6 217-6 5467

142 1b 南回廊南に33m、西排水路東23m 5659-16

143 1b 南回廊南39m、西排水路東13m 5659-14

144 1b 南回廊南68m、東大排水路西42m 5659-10

145 1b 南回廊南に33m、西大排水路から東に16m 186-7 216-7 5470

146 1b 南回廊南側25.2、西大排水路西側11.4m 5659-21

147 1b 南回廊東側排水路南側 162-2 188-2 4508

148 1b 南回廊排水路附近 4564-

149 1b 南回廊から南に14m 187-5 217-5 5462
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150 1b 東大排水路內部 5662-23

151 1b 東側大排水路(96年) 186-6 216-6 5459

152 1b 東回廊址西側基壇 5484

153 1b 木塔址 4563-

154 1b 木塔址 4564-

155 1b 木塔址 160-2 186-2 4561-6 2/3

156 1b 木塔址 4563-

157 1b 木塔址 4563-

158 1b 木塔址 4563-

159 1b 木塔址 4563-

160 1b 木塔址 4561-43 1/2

161 1b 木塔址 4563-

162 1b 木塔址 4564-

163 1b 木塔址 4563-

164 1b 木塔址 4563-

165 1b 木塔址 4563-

166 1b 木塔址 4564-

167 1b 木塔址 4564-

168 1b 木塔址 4561-44 1/2

169 1b 木塔址 160-3 186-3 4548

170 1b 木塔址 4564-

171 1b 木塔址 4563-

172 1b 木塔址 4564-

173 1b 木塔址南東側 165-2 191-2 4561-40 1/2

174 1b 木塔址南東側 4564-

175 1b 木塔址東側 165-7 191-7 4561-13 1/2

176 1b 木塔址東側 4564-

177 1b 木塔址東側 165-3 191-3 4561-12 1/4

178 1b 木塔址東側基壇 4563-

179 1b 木塔址東側基壇 4564-

180 1b 木塔址東側基壇 4563-

181 1b 木塔址東側基壇 4561-9 1/2

182 1b 木塔址東側基壇 4563-

183 1b 木塔址東側基壇 4561-15 1/8

184 1b 木塔址北東基壇隅 4561-41 1/4

185 1b 木塔址北東隅 4561-11

186 1b 木塔址北側外郭 163-5 189-5 4496

187 1b 木塔址北側外郭 167-7 193-7 4506

188 1b 木塔址西側基壇 4564-

189 1b 木塔址西側基壇 4564-

190 1b 木塔址前5m地点 159-2 185-2 4561-25 1/2

191 1b 木塔址周辺 5659-19

192 1b 木塔址 160-1 186-1 4561-24 1/2

193 1b 木塔址 4563-

194 1b 木塔址 4561-27 1/2

195 1b 木塔址 4564-

196 1b 木塔址 4564-

197 1b 不明建物址Ⅰ外側 167-4 193-4 4561-30 1/2

198 1b 不明建物址Ⅰ排水口 122-2 153-2 4634

199 1b 不明建物址Ⅰ北側西大排水路 162-8 188-8 4491

200 1b 不明建物址Ⅰ～講堂址東室排水口周辺 4699-

201 1b 不明建物址Ⅰ～講堂址東室排水口周辺 4699-
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202 1b 不明建物址Ⅰ～講堂址東室排水口 4699-

203 1b 不明建物址Ⅱ南側基壇 4564-

204 1b 不明建物址Ⅱ東側 4563-

205 1b 不明建物址Ⅱ 4564-

206 1b 不明建物址Ⅱ 155-5 181-5 4561-2 1/2

207 1b 不明建物址Ⅱ 164-3 190-3 4561-5 1/2

208 1b 不明建物址Ⅱ東側大排水路 162-5 188-5 4561-29 1/4

209 1b 不明建物址Ⅱ西側 4564-

210 1b 不明建物址Ⅱ 156-1 182-1 4542

211 1b 不明建物址Ⅱ 5659-13

212 1b 不明建物址Ⅱ 155-3 181-3 4504

213 1b 西大排水路內部(94年) 5662-25

214 1b 西側大排水路(96年) 5659-11

215 1b 西回廊址東側基壇前 73-1 103-1 536121-1

216 1b 西回廊址西側基壇回廊 4561-37 1/4

217 1b 未詳(95年) 4563-

218 1b 未詳(95年) 4564-

219 1b 未詳(95年) 4561-39 1/2

220 1b 未詳(95年) 4563-

221 1b 未詳(95年) 4564-

222 1b 未詳(95年) 4564-

223 1b 未詳(95年) 4561-26 1/2

224 1b 未詳(96年) 5659-18

225 1b 中門址東側南回廊前 4561-10 1/4

226 1b 中門址西側南回廊南側 4563-

227 1b 中門址西側南回廊南側基壇 4564-

228 1b 中門址西側 5659-12

229 1b 中門址前広場 189-1 219-1 5478

230 1c 92陵14Tr 48-11 82-11 3518

231 1c 講堂址東室南東隅 123-2 154-2 4651

232 1c 講堂址北側基壇外側 129-2 160-2 4663

233 1c 講堂址北側基壇外側 129-4 160-4 4660

234 1c 講堂址石列と基壇間 129-5 159-5 4677

235 1c 講堂址(西室) 129-5 160-5 4490

236 1c 工房址Ⅰ北側間西側基壇 75-4 105-3 53612-1

237 1c 金堂址 160-4 186-4 4507

238 1c 金堂址～木塔址間 156-7 182-7 4561-14 1/2

239 1c 木塔址 168-5 194-5 4549

240 1c 木塔址東北側隅 167-5 193-5 4494

241 1c 木塔址東側 169-7 195-7 4547

242 1c 木塔址東側基壇 159-6 185-6 4555

243 1c 木塔址北東隅 166-4 192-4 4561-23 3/8

244 1c 木塔址北東隅 164-7 190-7 4561-22 1/2

245 1c 木塔址北東側隅 167-2 193-2 4493

246 1c 木塔址西側基壇外側 158-7 184-7 4488

247 1c 木塔址西側基壇 158-8 184-8 4550

248 1c 不明建物址Ⅱ東側東排水路 167-6 193-6 4503

249 1c 西側大排水路暗渠施設南側3m 186-5 216-5 5466

250 1c 西回廊址附近 75-3 105-2 5362

251 1d 金堂址後方広場 5659-15

252 1d 南回廊北側排水路 162-3 188-3 4561-20 1/4

253 1d 東回廊 4561-16 1/2
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254 1d 木塔址 4564-

255 1d 木塔址 4563-

256 1d 木塔址南側基壇 157-6 183-6 4516

257 1d 木塔址東北側隅 159-7 185-7 4492 4488と同笵品

258 1d 木塔址東北側 4563-

259 1d 木塔址東側 4564-

260 1d 木塔址東側基壇外側 164-2 190-2 4486 丸瓦残存-縄文

261 1d 木塔址東側基壇外側 4561-21 1/4

262 1d 木塔址東側基壇 159-8 185-8 4515

263 1d 木塔址東側基壇 4563-

264 1d 木塔址北側外郭 167-8 193-8 4499

265 1d 木塔址周辺 4563-

266 1d 不明建物址Ⅱ東側基壇外部東北側 128-3 159-3 4666

267 1d 不明建物址Ⅱ 4524

268 1d 西大排水路(96年) 5662-24

269 1d 中門址 4564-

270 1e 未詳(95年調査) 153-1 179-1 4483 丸瓦残存

271 2 92陵12Tr 3521

272 2 金堂址西側基壇外郭 156-3 182-3 4489

273 2 中門址東側南回廊前 161-4 187-4 4497

274 2 中門址東側南回廊 161-3 187-3 4498

275 2 金堂址 4501

276 2 金堂址 4510

277 2 金堂址 168-4 194-4 4532

278 2 金堂址 169-2 195-2 4533

279 2 金堂址 169-1 195-1 4536

280 2 東回廊址 169-8 195-8 4551

281 2 金堂址 170-3 196-3 4552

282 2 金堂址 167-1 193-1 4557

283 2 金堂址 4562-4 3/8

284 2 金堂址 4562-6

285 2 金堂址 4562-15 3/8

286 2 金堂址西側基壇外郭 4562-10 1/4

287 2 金堂址 4562-11 2/3

288 2 木塔址北側外郭 4562-2 3/8

289 2 木塔址北側基壇外郭 4562-13 3/8

290 2 不明建物址Ⅱ 4562-3 1/4

291 2 不明建物址Ⅱ 4562-8 1/8

292 2 金堂址 4562-14 3/8

293 2 中門址西側南回廊 4562-12 1/2

294 2 金堂址 4562-1 1/2

295 2 不明建物址Ⅱ 4562-16 1/2

296 2 中門址東側南回廊前 4562-7 3/8

297 2 中門址東側南回廊東側基壇 161-2 187-2 4562-5 1/2

298 2 金堂址 4563-

299 2 金堂址 4563-

300 2 金堂址 4563-

301 2 金堂址 4563-

302 2 金堂址西側基壇 4563-

303 2 金堂址 4563-

304 2 西排水路(95年) 4563-
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305 2 金堂址 4563-

306 2 金堂址 4563-

307 2 未詳(95年) 4563-

308 2 木塔址 4564-

309 2 金堂址 4564-

310 2 講堂址東室南東隅 4564-

311 2 中門址西側南回廊南側基壇 4564-

312 2 金堂址 4564-

313 2 不明建物址Ⅰ北側 128-4 159-4 4681

314 2 工房址Ⅱ西側基壇北側地点 53626-5

315 2 未詳(93年) 73-6 103-6 53626-6

316 2 工房址Ⅰ北側排水口 75-2 105-1 53626-2

317 2 西側大排水路南側回廊端(96年) 186-2 216-2 5456

318 2 東側大排水路內部(96年) 186-4 216-4 5457

319 2 南回廊南73m、東排水路西30m 5659-6

320 2 東回廊址西側基壇 5659-4

321 2 東大排水路(96年) 5659-5

322 2 中門址 5659-3

323 3 92陵出土地未詳 48-13 82-13 未詳

324 3 92陵10Tr(不明建物址Ⅰ) 48-12 82-12 3519

325 3 金堂址 158-3 184-3 4521

326 3 金堂址 168-8 194-8 4525 4521と同笵品

327 3 金堂址 168-6 194-6 4526

328 3 西排水路內部 163-3 189-3 4527

329 3 金堂址 157-7 183-7 4535

330 3 金堂址 158-2 184-2 4540

331 3 金堂址 4544

332 3 金堂址 4563-

333 3 金堂址 4563-

334 3 金堂址 4563-

335 3 木塔址 4563-

336 3 金堂址 4563-

337 3 金堂址 4563-

338 3 未詳(95年) 4564-

339 3 金堂址 4564-

340 3 金堂址 4564-

341 3 金堂址 166-3 192-3 4584-9

342 3 金堂址 153-3 179-3 4584-1 1/2丸瓦残存

343 3 金堂址 166-5 192-5 4584-5 1/2

344 3 金堂址 4584-15 1/4

345 3 金堂址 153-2 179-2 4580 3/8丸瓦残存

346 3 金堂址 157-1 183-1 4584-13 1/4

347 3 金堂址 164-8 190-8 4584-6 1/4

348 3 金堂址東側 4584-3 1/2

349 3 金堂址西側基壇外郭 4584-16

350 3 金堂址 4584-10 1/2

351 3 金堂址 157-4 183-4 4584-11 3/8

352 3 金堂址 157-2 183-2 4584-4 1/2

353 3 金堂址 161-1 187-1 4584-7 1/2

354 3 木塔址北側 165-6 191-6 4584-17 3/8

355 3 西側大排水路(95年) 163-1 189-1 4584-12 1/4

356 3 不明建物址Ⅱ西側基壇 165-4 191-4 4584-8 1/4

357 3 中門址西側南回廊南側 4584-2
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358 3 不明建物址Ⅰ～不明建物址Ⅱ間 128-7 159-7 4640

359 3 西側排水路内(94年) 125-1 156-1 4657

360 3 講堂址西室南西隅 128-8 159-8 4671

361 3 西回廊址付近 73-4 103-4 53613-2

362 3 中門址 187-8 217-8 5477

363 3 南回廊南33.5m、西大排水路東15.5m 5659-2

364 4 金堂址 150-2 176-2 4485 丸瓦残存

365 4 中門址前西側 160-6 186-6 4529

366 4 中門址前西側 170-6 196-6 4530

367 4 未詳(95年) 4531

368 4 未詳(95年) 168-7 194-7 4537

369 4 金堂址 169-4 195-4 4538

370 4 西側大排水路(95年) 168-3 194-3 4539

371 4 金堂址 169-3 195-3 4541

372 4 金堂址 170-1 196-1 4543

373 4 金堂址 158-1 184-1 4545

374 4 金堂址 170-7 196-7 4553

375 4 不明建物址Ⅱ東側基壇 4563-

376 4 金堂址 4563-

377 4 金堂址 4564-

378 4 金堂址 4564-

379 4 講堂址排水路 4564-

380 4 金堂址西側 4564-

381 4 不明建物址Ⅱ 4564-

382 4 金堂址北側 4564-

383 4 未詳(95年) 4564-

384 4 中門址南側南回廊前 4564-

385 4 講堂址西室 124-1 155-1 4670

386 4 講堂址西室西側基壇前 123-1 154-1 4703-1 丸瓦残存

387 4 東大排水路(96年) 186-3 216-3 5455

388 4 西側大排水路(96年) 186-8 216-8 5465

389 4 金堂址後方広場 188-7 218-7 5485

390 4 西側大排水路(96年) 168-2 194-2 6666

391 5 工房址Ⅰ排水口 73-2 103-2 536170-1 図面74-2と接合

392 5 金堂址～木塔址間 4559-10

393 5 金堂址 4563-

394 5 金堂址 4563-

395 5 金堂址 4563-2 丸瓦残存

396 5 金堂址 166-1 192-1 4563-1 丸瓦残存

397 5 金堂址 4559-4

398 5 金堂址 4563-

399 5 金堂址 4564-

400 5 金堂址 4559-14

401 5 金堂址 4563-3 1/4

402 5 金堂址 4559-9

403 5 金堂址西側基壇外郭 166-2 192-2 4519

404 5 金堂址西側基壇 4564-

405 5 金堂址西側基壇外郭 170-2 196-2 4514

406 5 金堂址西側基壇外郭 4559-1

407 5 金堂址西側基壇外郭 4559-13

408 5 金堂址 4559-12
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409 5 金堂址 4559-3

410 5 金堂址 4564-

411 5 金堂址 4564-

412 5 金堂址 164-6 190-6 4559-5

413 5 木塔址北側2.6m 167-3 193-3 4559-7

414 5 木塔址北側2.6m 4559-8

415 5 木塔址周辺 4563-

416 5 木塔址下層基壇外側 4559-11

417 5 西側大排水路(95年) 163-4 189-4 4559-2

418 5 未詳(95年) 4564-

419 5 未詳(95年) 4563-

420 6 講堂址東室東側基壇 4698-2

421 6 木塔址 170-4 196-4 4554

422 6 木塔址 4585-2 1/4

423 6 木塔址 4585-10 3/8

424 6 木塔址 4585-13 1/8

425 6 木塔址 4585-4 3/8

426 6 木塔址基壇北側 165-1 191-1 4585-15 1/4

427 6 木塔址基壇北側 4585-14 1/4

428 6 木塔址基壇北側 4585-9 3/8

429 6 木塔址南側基壇 4585-7 1/4

430 6 木塔址南側基壇 4585-5 1/2

431 6 木塔址東北側 164-4 190-4 4585-3 3/8

432 6 木塔址東北側 4585-16

433 6 木塔址東側基壇 159-1 185-1 4585-11 1/4

434 6 木塔址東側基壇 4585-12

435 6 木塔址東側基壇 4585-6 1/4

436 6 木塔址東側基壇 4585-8 3/8

437 6 木塔址北側外郭 170-5 196-5 4556

438 6 木塔址西側基壇 4585-1 1/4

439 6 木塔址 4563-

440 6 未詳(95年) 169-5 195-5 4522

441 7 講堂址東側基壇 4564-

442 7 木塔址北側 4561-4

443 7 不明建物址Ⅱ東側東排水路 4564-

444 7 講堂址東室南東隅 4564-

445 7 金堂址 4561-3

446 7 工房址Ⅱ北側基壇外側 124-5 155-5 4675

447 7 講堂址 125-3 156-3 4665

448 7 講堂址 125-4 156-4 4676

449 7 講堂址東北隅 125-5 156-5 4698-1

450 7 講堂址 125-8 156-8 4661

451 7 工房址Ⅰ南側西大排水路 126-2 157-2 4656

452 7 講堂址西室西南隅 127-6 158-6 4643

453 7 講堂址東室南東隅 129-1 160-1 4652

454 7 西回廊址밖小型建物址北西側隅 129-6 160-6 4654

455 7 講堂址東北隅 130-4 161-4 4653

456 7 不明建物址Ⅰ北側 130-6 161-6 4683

457 7 不明建物址Ⅰ～講堂址東室排水口 130-7 161-7 4645

458 7 未詳(95年)ラ-6 163-8 189-8 4512

459 7 不明建物址Ⅱ西側基壇外側 169-6 195-6 4528
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460 8a 講堂址西側基壇北西側隅 130-2 161-2 4680

461 8a 金堂址 4564-

462 8a 東側大排水路(96年) 187-3 217-3 5460

463 8a 不明建物址Ⅱ 4564-

464 8a 講堂址西室 119-2 150-2 4697 丸瓦残存

465 8a 講堂址西室西北隅 124-4 155-4 4687

466 8a 金堂址 157-8 183-8 4523

467 8a 東排水路(96年) 5659-9

468 8b 講堂址北側石列外側 127-5 158-5 4684

469 8b 工房址Ⅰ排水路 73-5 103-5 53611-1

470 8b 工房址Ⅰ北側排水路中央 74-1 104-1 5361 丸瓦残存

471 8b 工房址Ⅱ北側 130-1 161-1 4668

472 8b 南回廊南6m、東排水路西4m 5659-7

473 8b 南回廊西側端 5659-8

474 9a 中門址 160-8 186-8 4546

475 9a 中門址 160-6 186-6 4509

476 9a 木塔址南側基壇 4564-

477 9a 未詳(95年)ラ-12 163-6 189-6 4511

478 9b 南回廊端から南側に5m 186-1 216-1 5458

479 9b 中門址階段南側 187-1 217-1 5464

480 10 木塔址 4564-

481 10 未詳(95年) 4564-

482 10 中門址南西隅 187-2 217-2 5461

483 10 中門址右側 187-4 217-4 5476

484 11 木塔址西側 4564-

485 11 木塔址西側基壇外側 159-5 185-5 4534

486 11 木塔址西側 4564-

487 11 木塔址西側基壇 4564-

488 11 西大排水路(94年) 128-2 159-2 4674

489 11 未詳(94年) 128-1 159-1 4673

490 12 西側大排水路(94年) 4698-3

491 12 西回廊址外側小型建物址 73-7 103-7 53613-1

492 13 金堂址 4559-6

493 13 金堂址 157-5 183-5 4559-3-3 1/2

494 巴文 西側大排水路西側石築列上部 170-8 196-8 4477 巴文1式

495 巴文 西回廊址附近 73-3 103-3 53626-4 巴文2式

496 素文 南回廊排水路 154-2 180-2 4560-

497 素文 南回廊排水路 154-3 180-3 4560-

498 素文 木塔址 154-4 180-4 4560-

499 素文 木塔址 154-1 180-1 4476 丸瓦残存

500 素文 木塔址 4560-

501 素文 木塔址 154-4 180-5 4560-

502 素文 未詳(96年) 188-1 218-1 4700

※報告書の図版と図面は国立扶余博物館、『陵寺-扶餘陵山里寺址發掘調査進展報告書』

(図面·図版編、二○○○年)を基にした。遺物番号は国立扶余博物館の管理番号で、扶餘3

517～3521番は1次調査(92年)、扶余5361～5362番は2次調査(93年)、扶余4631～4703番は

3次調査(94年)、扶余4461～4585番は4次調査(95年)、扶余5455～5485番は5次調査(96年)

出土品である。
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〇
一
二
年)

 

井
内
古
文
化
研
究
室
編
『
朝
鮮
瓦
塼
図
譜Ⅲ

』(

百
済·

新
羅
一
、
真
陽
社
、
一
九
七
八
年)

 

石
田
茂
作
「
扶
余
軍
守
里
廃
寺
址
発
掘
調
査(

概
報)

」(

『
昭
和
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
三
七
年)

 

石
田
茂
作
・
斉
藤
忠
「
扶
余
に
於
け
る
百
済
寺
址
の
調
査(

概
報)

」(

『
昭
和
十
三
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
四
〇
年)

 

今
西
龍
「
京
畿
道
広
州
郡
等
遺
跡
遺
物
調
査
報
告
書
」(

『
大
正
五
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
一
七
年)

 

今
西
龍
「
咸
安
郡(

上)

」(

『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
二
〇
年)

 

梅
原
末
治
「
扶
余
陵
山
里
東
古
墳
の
調
査
」(

『
昭
和
十
三
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
八
年)

 

梅
原
末
治
・
藤
田
亮
策
『
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
』
四(

養
德
社
、
一
九
四
七
年)

 

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
『
荘
厳-

飛
鳥
・
白
鳳
仏
の
イ
ン
テ
リ
ア
』(

二
〇
〇
一
年)

 

河
南
省
文
物
研
究
所
・
文
物
出
版
社
『
鞏
県
石
窟
寺
』(

平
凡
社
、
一
九
八
三
年)

 

京
都
帝
国
大
学
『
新
羅
古
瓦
の
研
究
』(

京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
一
三
冊
、
一
九
三
四
年)
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粟
田
薰
『
新
堂
廃
寺
・
オ
ガ
ン
ジ
池
瓦
窯
出
土
瓦
の
研
究
』(

京
都
大
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年)

 

関
西
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
「
飛
鳥
・
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
東
ア
ジ
ア
資
料
集
」(

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
二
年)

 
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
『
迷
の
大
寺-

飛
鳥
・
川
原
寺:

 

白
鳳
の
仏
』(

一
九
九
六
年)

 
小
泉
顕
夫
「
扶
余
発
見
の
遺
物
の
二
三
」(

『
大
正
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
書(

一
冊)

』
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
二
四
年)

 

小
泉
顕
夫
「
泥
仏
出
土
地
元
五
里
廃
寺
址
の
調
査
」(

『
昭
和
十
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
三
八
年)

 

小
泉
顕
夫
「
平
壤
清
岩
里
廃
寺
址
の
調
査
」(

『
昭
和
十
三
度
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
四
〇
年)

 

国
民
精
神
総
動
員
朝
鮮
連
盟
『
内
鮮
一
体
の
霊
地
扶
余
』(

一
九
三
九
年)

 

五
島
美
術
館
『
天
平
に
咲
く
し
た
華-

日
本
の
三
彩
と
綠
釉
』(

一
九
九
八
年)
 

斉
藤
忠
「
調
査
計
画
と
其
の
実
施
の
経
過
」(

『
昭
和
十
三
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
、
一
九
三
七
年)

 

谷
井
済
一
「
京
畿
道
広
州
群
等
十
郡
古
蹟
調
査
略
報
告
」(

『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
二
〇
年)

 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
解
説
』
三
・
四(

一
九
一
六
年)

 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
三
・
四(
一
九
一
六
年)

 

朝
鮮
総
督
府
「
大
正
五
年
度
古
蹟
割
説
明
及
び
概
要
」(

『
大
正
五
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
一
七
年)

 

朝
鮮
総
督
府
「
大
正
六
年
度
古
蹟
調
査
事
務
計
画
」(
『
大
正
六
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
』
、
一
九
二
〇
年)

 

朝
鮮
総
督
府
博
物
館
『
博
物
館
陳
列
品
図
鑑
』
三(

一
九
二
六
年)

 

朝
鮮
総
督
府
博
物
館
『
博
物
館
陳
列
品
図
鑑
』
四(

一
九
三
三
年)

 

朝
鮮
総
督
府
『
昭
和
二
年
度
古
蹟
調
査
報
告(

第
二
冊)

-

公
州
宋
山
里
古
墳
調
査
報
告
』(

一
九
三
五
年)

 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
扶
余
分
館
略
案
内
』(

一
九
三
九
年)

 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
宝
物
古
蹟
調
査
資
料
』(

一
九
四
二
年)

 

天
水
麦
積
山
石
窟
芸
術
研
究
所
・
文
物
出
版
社
『
麦
積
山
石
窟
』(

平
凡
社
、
一
九
九
六
年)

 

敦
煌
文
物
研
究
所
『
敦
煌
莫
高
窟
』(

平
凡
社
、
一
九
八
〇
年)

 

富
田
林
市
教
育
委
員
会
『
新
堂
廃
寺
跡
・
オ
ガ
ン
ジ
池
瓦
窯
跡
・
お
亀
石
古
墳
』(

富
田
林
市
教
育
委
員
会
調
査
報
告
第
三
五
集
、
二
〇
〇
三
年)

 

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
『
蓮
華
百
相-

瓦
か
ら
み
た
初
期
寺
院
の
成
立
と
展
開
』(

一
九
九
九
年)

 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
寺
発
掘
調
査
報
告
』(

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
五
冊
、
一
九
五
八
年)

 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
定
林
寺
調
査
」(

『
飛
鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
』
八
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
七
八
年)

 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
薬
師
寺
発
掘
調
査
報
告
』(

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
四
五
冊
、
一
九
八
七
年)

 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺-

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
発
掘
報
告
』(

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
四
七
冊
、
一
九
九
八
年)
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奈
良
文
化
財
研
究
所
『
法
隆
寺
若
草
伽
藍
跡
発
掘
調
査
報
告
』(

奈
良
文
化
財
研
究
所
学
報
第
七
六
冊
、
二
〇
〇
七
年)

 

藤
澤
一
夫
「
新
堂
廃
寺
の
性
格
」(

『
河
内
新
堂
・
烏
含
寺
の
調
査
』
、
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
第
一
二
集
、
一
九
六
一
年)

 
扶
余
古
蹟
保
存
会
『
百
済
の
事
蹟
と
扶
余
の
名
勝
旧
蹟
』(

一
九
二
六
年)

 
扶
余
古
蹟
保
存
会
『
百
済
旧
都
古
蹟
名
勝
写
真
帖
』(

一
九
三
四
年)

 

扶
余
古
蹟
保
存
会
『
百
済
旧
都
扶
余
古
蹟
名
勝
案
内
記
』(

一
九
三
四
年)

 

扶
余
古
蹟
保
存
会
『
扶
余
を
見
る
に
は
！
』(

一
九
三
四
年)

 

文
化
財
保
護
委
員
会
『
四
天
王
寺
』(

一
九
六
七
年)

 

龍
門
文
物
保
管
所
・
北
京
大
学
考
古
系
『
龍
門
石
窟
』(

平
凡
社
、
一
九
八
七
年 

 

韓
国
語
の
報
告
書(

カ
ナ
タ
順)

 

慶
尚
北
道
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
市
沙
正
洞
四
五
九-

九
番
地
收
拾
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
調
査
報
告
第
七
集
、
二
〇
〇
一
年)

 

公
州
師
範
大
学
博
物
館
『
公
山
城
百
済
推
定
王
宮
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
八
七
年)

 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
殿
廊
址
・
南
古
塁
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
九
集
、
一
九
九
五
年)

 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
新
羅
王
京
発
掘
調
査
報
告
書Ⅰ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
三
二
集
、
二
〇
〇
二
年)

 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
慶
州
仁
旺
洞
五
五
六
・
五
六
六
番
地
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
三
六
集
、
二
〇
〇
三
年)

 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
慶
州
蓀
谷
洞
・
勿
川
里
遺
跡-
慶
州
競
馬
場
予
定
敷
地A

地
区
』(

学
術
研
究
叢
書
第
三
七
集
、
二
〇
〇
四
年)

 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
慶
州
天
官
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(
学
術
研
究
叢
書
第
三
八
集
、
二
〇
〇
四
年)

 

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
「
慶
州(

伝)

仁
容
寺
址
発
掘
調
査
」(

『
年
報
』
二
〇
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
慶
州
博
物
館
『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
收
拾
調
査
』(

学
術
調
査
報
告
第
二
三
冊
、
二
〇
一
一
年)

 

国
立
光
州
博
物
館
『
羅
州
潘
南
古
墳
群:

 

綜
合
調
査
報
告
書
』(

学
術
叢
書
第
一
三
冊
、
一
九
八
八
年)

 

国
立
文
化
財
研
究
所
『
羅
州
新
村
里
九
号
墳
』(

羅
州
市
、
二
〇
〇
一
年)

 

国
立
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
址
石
塔-

基
壇
部
發
掘
調
査
報
告
書
』(

益
山
市
、
二
〇
一
二
年)

 

国
立
博
物
館
『
金
剛
寺-

扶
余
郡
恩
山
面
琴
公
里
百
済
寺
址
発
掘
報
告
』(

古
蹟
調
査
報
告
第
七
集
、
一
九
六
九
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書Ⅱ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
一
三
集
、
一
九
九
六
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
宮
南
池Ⅱ

-

現
宮
南
池
西
北
便
一
帶
』(

学
術
研
究
叢
書
第
二
九
集
、
二
〇
〇
一
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
址
西
塔
周
辺
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
二
八
集
、
二
〇
〇
一
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
興
寺
址Ⅱ

-

瓦
窯
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
四
一
集
、
二
〇
〇
七
年)
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国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
一
〇
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
四
五
集
、
二
〇
〇
八
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
廃
寺
址-

学
術
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
四
八
集
、
二
〇
〇
八
年)

 
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
宮
里
発
掘
調
査
中
間
報
告Ⅵ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
四
七
集
、
二
〇
〇
八
年)

 
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅲ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
〇
集
、
二
〇
〇
九
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡Ⅳ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
一
集
、
二
〇
〇
九
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
王
興
寺
址Ⅲ

-

木
塔
址
・
金
堂
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
二
集
、
二
〇
〇
九
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
韓
中
日
古
代
寺
址
比
較
研
究(

Ⅰ
)
-

木
塔
址
編
』(

学
術
研
究
叢
書
第
四
九
集
、
二
〇
〇
九
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址-

第
一
〇
次
発
掘
調
査
」(

『
二
〇
〇
九
百
済
文
化
を
探
し
て
』
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
泗
沘
期
瓦
研
究Ⅱ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
六
集
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
軍
守
里
寺
址
一-

木
塔
址
・
金
堂
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
三
集
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
韓
中
日
古
代
寺
址
比
較
研
究(

Ⅱ
)
-

金
堂
址
編
』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
四
集
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址-
第
一
一
次
発
掘
調
査
」(

『
二
〇
一
〇
百
済
文
化
を
探
し
て
』
、
二
〇
一
一
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
泗
沘
期
瓦
研
究Ⅲ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
六
〇
集
、
二
〇
一
一
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告Ⅴ

』(

学
術
研
究
叢
書
第
六
二
集
、
二
〇
一
一
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
六
一
集
、
二
〇
一
一
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
帝
釈
寺
址-

発
掘
調
査
報
告
書Ⅰ
』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
八
集
、
二
〇
一
一
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址-

第
一
二
次
発
掘
調
査
」(

『
二
〇
一
一
百
済
文
化
を
探
し
て
』
、
二
〇
一
二
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
硏
究
所
「
扶
余
王
興
寺
址
第
一
三
次
発
掘
調
査
諮
問
委
員
会
議
資
料
」(

油
印
物
、
二
〇
一
二
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
扶
余
亭
岩
里
窯
址Ⅱ

』(

遺
跡
調
査
報
告
第
四
冊
、
一
九
九
二
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』(

遺
跡
調
査
報
告
第
八
冊
、
二
〇
〇
〇
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
陵
寺-

扶
余
陵
山
里
寺
址
六
～
八
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

遺
跡
調
査
報
告
第
一
三
冊
、
二
〇
〇
七
年)

 

国
立
中
央
博
物
館
『
国
立
中
央
博
物
館
保
管
古
文
書
目
録
』(

一
九
九
六
年)

 

国
立
中
央
博
物
館
『
光
復
以
前
博
物
館
資
料
目
録
集
』(

一
九
九
七
年)

 

権
五
栄
・
権
度
希
「
社
倉
里
山
一
〇-

一
番
地
出
土
遺
物
の
紹
介
」(

『
吉
城
里
土
城
』
、
韓
神
大
学
校
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年)

 

錦
江
文
化
遺
産
研
究
院
『
扶
余
佳
塔
里
佳
塔
ド
ゥ
ル
遺
跡
』(

発
掘
調
査
報
告
第
八
冊
、
二
〇
一
二
年)

 

金
誠
亀
・
金
鍾
萬
・
尹
龍
熙
『
青
陽
汪
津
里
窯
址
』(

遺
跡
調
査
報
告
第
一
四
冊
、
二
〇
〇
八
年)

 

金
日
成
大
学
『
東
明
王
陵
と
そ
の
附
近
の
高
句
麗
遺
跡
』(

金
日
成
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年)
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東
国
大
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
『
慶
州
蓀
谷
洞
・
勿
川
里
遺
跡(

Ⅲ
)
-

競
馬
場
予
定
敷
地B

地
区
』(

研
究
叢
書
第
九
冊
、
二
〇
〇
三
年)

 

文
化
財
管
理
局
文
化
財
研
究
所
『
武
寧
王
陵-

発
掘
調
査
報
告
書
』(

一
九
七
三
年)

 
文
化
財
管
理
局
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺
址
発
掘
調
査
中
間
略
報
告
』(

一
九
八
二
年)

 
文
化
財
管
理
局
文
化
財
研
究
所
『
皇
龍
寺
』(

一
九
八
四
年)

 

文
化
財
管
理
局
文
化
財
研
究
所
『
弥
勒
寺-

発
掘
発
掘
調
査
報
告
書Ⅰ

』(

一
九
八
七
年)

 

文
化
財
管
理
局
『
百
済
古
都
文
化
圈
文
化
遺
跡
整
備
計
画(

案)

』(

一
九
七
九
年)

 

民
族
文
化
遺
産
研
究
院
「
康
津
月
南
寺
址
真
覚
国
師
碑
周
辺
文
化
財
精
密
発
掘
調
査
現
場
説
明
会
資
料
」
、
二
〇
一
二
年(

油
印
物)

 

朴
敬
道
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
八
次
発
掘
調
査
概
要
」(

『
東
垣
学
術
論
文
集
』
五
、
二
〇
〇
二
年)

 

扶
余
郡
『
二
〇
一
一
年
扶
余
都
市
計
画
再
整
備
用
役
結
果
報
告
書
』(

二
〇
〇
四
年)

 

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
『
扶
余
東
南
里
寺
址
整
備
基
本
計
画
』(

扶
余
郡
、
二
〇
〇
七
年)

 

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
『
扶
余
佳
塔
里
百
済
遺
跡
』(

発
掘
調
査
報
告
第
四
冊
、
二
〇
一
〇
年)

 

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
「
扶
余
泗
沘
宮
址
発
掘
調
査
第
一
次
現
場
説
明
会
資
料
」(

二
〇
一
一
年)

 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
益
山
弥
勒
寺
址
東
塔
址
基
壇
お
よ
び
下
部
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
二
集
、
一
九
九
二
年)

 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
旧
衙
里
百
済
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
研
究
叢
書
第
七
集
、
一
九
九
三
年)

 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
伝
天
王
寺
址
文
化
財
保
存
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
』(

扶
余
郡
、
一
九
九
三
年)

 

扶
余
文
化
財
研
究
所
『
龍
井
里
寺
址
』(

学
術
研
究
叢
書
第
五
集
、
一
九
九
三
年)

 

ソ
ウ
ル
大
博
物
館
『
龍
院
里
遺
跡
Ｃ
地
区
発
掘
調
査
報
告
書
』(
ソ
ウ
ル
大
人
文
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年)

 

聖
林
文
化
財
研
究
院
『
慶
州
花
谷
地
区
地
表
水
補
強
開
発
事
業
地
区
内
遺
跡
』(

文
化
財
発
掘
調
査
略
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年)

 

宋
義
政
・
尹
炯
元
『
法
泉
里Ⅰ

』(

国
立
中
央
博
物
館
古
蹟
調
査
報
告
第
三
一
集
、
二
〇
〇
〇
年)

 

申
光
燮
「
扶
蘇
山
城-

廃
寺
址
発
掘
調
査
報
告(

一
九
八
〇
年)

」(

『
扶
蘇
山
城
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
国
立
文
化
財
研
究
所
学
術
研
究
叢
書
第
一
一
集
、
一
九
九
六
年)

 

円
光
大
学
校
馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
『
益
山
帝
釈
寺
址
試
掘
調
査
報
告
書
』(

遺
跡
調
査
報
告
第
三
六
集
、
一
九
九
四
年)

 

円
光
大
学
校
博
物
館
『
益
山
王
宮
里
伝
瓦
窯
址(

帝
釈
寺
廃
棄
場)

試
掘
調
査
報
告
書
』(
博
物
館
学
術
叢
書
第
二
三
冊
、
二
〇
〇
六
年)

 

尹
武
炳
『
定
林
寺-

定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』(

忠
南
大
学
校
博
物
館
、
一
九
八
一
年)

 

尹
武
炳
「
扶
余
双
北
里
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」(

『
百
済
研
究
』
一
三
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
八
二
年)

 

尹
武
炳
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告
』Ⅰ

、
忠
南
大
博
物
館
、
一
九
八
五
年)

 

尹
武
炳
「
扶
余
定
林
寺
址
蓮
池
遺
跡
発
掘
報
告
書
」(

『
百
済
研
究
』
一
八
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
八
七
年)

 

尹
武
炳
『
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
発
掘
報
告
』Ⅱ

(

博
物
館
叢
書
第
一
八
集
、
一
九
九
九
年)
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李
南
奭
・
徐
程
錫
『
大
通
寺
址
』(

公
州
大
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年)

 

鄭
海
濬
・
尹
智
熙
『
扶
余
双
北
里
二
八
〇-

五
遺
跡
』(

(

財)

百
済
文
化
財
研
究
院
文
化
遺
跡
調
査
報
告
第
二
六
集
、
二
〇
一
一
年)

 
忠
南
大
百
済
研
究
所
『
泗
沘
都
城-

陵
山
里
お
よ
び
軍
守
里
地
点
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
〇
三
年)
 

忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
『
扶
余
東
南
里
二
一
六-

七
番
地
遺
跡
』(

遺
跡
調
査
報
告
第
三
五
冊
、
二
〇
〇
七
年)

 

忠
清
大
学
博
物
館
・
扶
余
郡
『
扶
余
臨
江
寺
址
』(

学
術
研
究
叢
書
第
二
二
集
、
二
〇
〇
七
年)

 

忠
清
文
化
財
研
究
院
『
扶
余
陵
山
里
東
羅
城
内
・
外
部
百
済
遺
跡
』(

文
化
遺
跡
調
査
報
告
第
五
八-

一
集
、
二
〇
〇
六
年)

 

忠
清
文
化
財
研
究
院
『
扶
余
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
・
北
浦
遺
跡
』(

文
化
遺
跡
調
査
報
告
第
九
四
集
、
二
〇
〇
九
年)

 

韓
国
文
化
財
保
護
財
団
『
慶
州
競
馬
場
予
定
敷
地
Ｃ-

Ⅰ

地
区
発
掘
調
査
報
告
書
』(

学
術
調
査
報
告
第
二
五
冊
、
一
九
九
九
年)

 

韓
国
先
史
文
化
研
究
院
『
清
州
福
台
洞
遺
跡
』(

学
術
報
告
第
九
集
、
二
〇
〇
八
年)

 

韓
国
伝
統
文
化
学
校
『
扶
余
陵
山
里
寺
址-

第
九
次
発
掘
調
査
報
告
書
』(

二
〇
一
〇
年)

 

 

韓
国
語
の
図
録(

カ
ナ
タ
順)

 

国
立
慶
州
博
物
館
『
美
し
い
新
羅
瓦
、
そ
の
千
年
の
息
遣
い-

新
羅
瓦
塼
』(

シ
テ
ィ
パ
ー
ト
ナ
ー
、
二
〇
〇
〇
年)

 

国
立
慶
州
博
物
館
・
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
『
特
別
展
四
天
王
寺
』(

芸
脈
、
二
〇
〇
九
年)

 

国
立
公
州
博
物
館
『
国
立
公
州
博
物
館
』(

シ
テ
ィ
パ
ー
ト
ナ
ー
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
公
州
博
物
館
『
武
寧
王
陵
を
格
物
す
る-

武
寧
王
陵
発
掘
四
〇
周
年
記
念
特
別
展
』(

ア
ン
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
一
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
瓦
塼
』(

シ
テ
ィ
パ
ー
ト
ナ
ー
、
一
九
八
九
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
国
立
扶
余
博
物
館
図
録
』(

三
和
出
版
社
、
一
九
九
七
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
文
字
』(

ハ
イ
セ
ン
ス
、
二
〇
〇
二
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
の
工
房
』(

芸
脈
、
二
〇
〇
六
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
懐
か
し
い
も
の
は
大
地
の
中
に
あ
る
‐
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
の
新
発
掘
百
済
文
化
財
』(

芸
脈
、
二
〇
〇
七
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
木
簡
』(

学
研
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
木
に
残
さ
れ
た
暗
号
、
木
簡
』(

芸
脈
、
二
〇
〇
九
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
中
興
を
夢
見
る-

陵
山
里
寺
址
』(

芸
脈
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
瓦
塼
』(

シ
テ
ィ
パ
ー
ト
ナ
ー
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
・
仏
教
中
央
博
物
館
『
百
済
伽
藍
に
込
め
ら
れ
た
仏
教
文
化
』(

ウ
ィ
ナ
ジ
ー
、
二
〇
〇
九
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
・
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
百
済
王
興
寺
』(

芸
脈
、
二
〇
〇
八
年)
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国
立
中
央
博
物
館
『
三
国
時
代
仏
教
彫
刻
』(

三
和
出
版
社
、
一
九
九
〇
年)

 

国
立
中
央
博
物
館
『
特
別
展
百
済
』(

通
川
文
化
社
、
一
九
九
九
年)

 
東
国
大
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
『
来
如
哀
反
多
羅-

東
国
大
学
校
建
学
一
〇
〇
周
年
紀
念
塑
造
仏
特
別
展
』(

デ
ザ
イ
ン
ト
ゥ
ル
、
二
〇
〇
六
年)

 
弥
勒
寺
址
遺
物
展
示
館
『
特
別
展
全
北
の
廃
寺
出
土
遺
物
』(

全
羅
北
道
益
山
地
区
文
化
遺
跡
址
管
理
事
務
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

百
済
文
化
開
発
研
究
院
『
百
済
瓦
塼
図
録
』(

百
済
遺
物
図
録
二
、
一
九
八
三
年)

 

百
済
文
化
開
発
研
究
院
『
百
済
工
芸
・
彫
刻
図
録
』(

百
済
遺
物
図
録
三
、
一
九
九
二
年)
 

忠
南
大
学
校
博
物
館
『
忠
南
大
学
校
博
物
館
図
録
』(

一
九
八
三
年)

 

 

中
国
語(

ピ
ン
イ
ン
順)

 

安
家
瑤
「
唐
長
安
西
明
寺
遺
址
的
考
古
発
現
」(

『
唐
研
究
』
六
、
二
〇
〇
〇
年)

 

成
都
市
文
物
考
古
工
作
隊
・
成
都
市
文
物
考
古
研
究
所
「
成
都
市
西
安
路
南
朝
石
刻
造
像
清
理
簡
報
」(

『
文
物
』
二
期
、
一
九
九
八
年)

 

大
同
市
博
物
館·

山
西
省
文
物
工
作
委
員
会
「
大
同
方
山
北
魏
永
固
陵
」(

『
文
物
』
七
期
、
一
九
七
八
年)

 

大
同
市
博
物
館
「
大
同
北
魏
方
山
思
遠
仏
寺
遺
址
発
掘
報
告
」(

『
文
物
』
四
期
、
二
〇
〇
七
年)

 

江
蘇
省
文
物
工
作
隊
・
鎭
江
市
博
物
館
「
江
蘇
鎭
江
甘
露
寺
鐵
塔
塔
基
発
掘
記
」(

『
考
古
』
六
期
、
一
九
六
一
年)

 

南
京
博
物
院
「
江
蕭
丹
陽
県
胡
橋
建
山
兩
座
南
朝
墓
葬
」(
『
文
物
』
二
期
、
一
九
八
〇
年)

 

南
京
博
物
院
「
南
京
西
善
橋
南
朝
墓
」(

『
東
南
文
化
』
一
期
、
一
九
九
七
年)

 

南
京
市
博
物
館
『
六
朝
風
采
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)

 

南
京
市
博
物
館
「
南
京
市
江
寧
区
胡
村
南
朝
墓
」(

『
考
古
』
六
期
、
二
〇
〇
八
年)

 

南
京
市
文
物
保
存
委
員
会
「
南
京
郊
区
兩
座
南
朝
墓
清
理
簡
報
」(

『
文
物
』
二
期
、
一
九
八
〇
年)

 

南
京
市
文
物
研
究
所
・
南
京
栖
霞
区
文
化
局
「
南
京
梁
南
平
王
蕭
偉
墓
闕
発
掘
簡
報
」(

『
文
物
』
七
期
、
二
〇
〇
二
年)

 

袁
曙
光
「
四
川
省
博
物
館
所
蔵
万
仏
寺
石
刻
造
像
整
理
簡
報
」(

『
文
物
』
一
〇
期
、
二
〇
〇
一
年)

 

鎭
江
古
城
考
古
所
・
鎭
江
博
物
館
「
鎭
江
鐵
甕
城
南
門
遺
址
発
掘
報
告
」(

『
考
古
学
報
』
四
期
、
二
〇
一
〇
年)

 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺-

一
九
七
九
～
一
九
九
四
年
考
古
発
掘
報
告
』(

中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
六
年)

 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
所
西
安
唐
城
隊
「
唐
長
安
青
龍
寺
遺
址
」(

『
考
古
学
報
』
、
一
九
八
九
年)

 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
西
安
唐
城
工
作
隊
「
唐
長
安
西
明
寺
遺
址
発
掘
簡
報
」(

『
考
古
』
一
期
、
一
九
九
〇
年)

 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
・
河
北
省
文
物
研
究
所
鄴
城
考
古
隊
「
河
北
臨
漳
県
鄴
城
遺
址
趙
彭
城
北
朝
仏
寺
遺
址
的
勘
査
與
発
掘
」(

『
考
古
』
七
期
、
二
〇
一
〇
年)
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三
．
単
行
本 

 
日
本
語(

五
十
音
順)

 
石
田
茂
作
『
飛
鳥
時
代
寺
院
址
の
研
究
』(

(

財)

聖
德
太
子
奉
讚
会
、
一
九
三
六
年)

 

石
田
茂
作
『
法
隆
寺
雜
記
帖
』(

学
生
社
、
一
九
六
九
年)

 

伊
藤
義
教
『
ペ
ル
シ
ア
文
化
渡
来
考
』(

岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年)

 

今
西
龍
『
百
済
史
研
究
』(

近
沢
書
店
、
一
九
三
四
年)

 

上
原
和
『
仏
法
東
流
』(
学
生
社
、
一
九
八
七
年)

 

上
原
真
人
『
蓮
華
文
』(

日
本
の
美
術
三
五
九
、
至
文
堂
、
一
九
九
六
年)
 

上
原
真
人
『
瓦
を
読
む
』(

歴
史
発
掘
一
一
、
講
談
社
、
一
九
九
七
年)
 

梅
原
末
治
『
朝
鮮
古
代
の
墓
制
』(
座
右
宝
刊
行
会
版
、
一
九
四
六
年)

 

大
川
清
編
『
百
済
の
考
古
学
』(

雄
山
閣
、
一
九
七
二
年)

 

大
西
修
也
『
日
韓
古
代
彫
刻
史
論
』(

中
国
書
店
、
二
〇
〇
二
年)

 

大
橋
一
章
『
飛
鳥
の
文
明
開
化
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年)

 

大
橋
一
章
『
奈
良
美
術
成
立
史
論
』(

中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年)

 

鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
二-

受
容
期
の
仏
教
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年)

 

亀
田
修
一
『
日
韓
古
代
瓦
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年)

 

軽
部
慈
恩
『
百
済
美
術
』(

宝
雲
舍
、
一
九
四
六
年)

 

軽
部
慈
恩
編
『
忠
南
鄕
土
誌
』(

公
州
公
立
高
等
普
通
学
校
校
友
会
、
一
九
三
五
年)

 

軽
部
慈
恩
『
百
済
遺
跡
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年)

 

河
上
麻
由
子
『
古
代
ア
ジ
ア
世
界
の
対
外
交
渉
と
仏
教
』(

山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年)

 

小
泉
顕
夫
『
朝
鮮
古
代
遺
跡
の
遍
歴-

発
掘
調
査
三
十
年
の
回
想
』(

六
興
出
版
、
一
九
八
六
年)

 

黄
寿
永
・
田
村
円
澄
編
『
百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

 

小
杉
一
雄
『
中
国
文
様
史
の
研
究
』(

新
樹
社
、
一
九
七
九
年)

 

小
杉
一
雄
『
中
国
仏
教
美
術
史
の
研
究
』(

新
樹
社
、
一
九
八
〇
年)

 

古
代
を
考
え
る
会
『
古
代
を
考
え
る
五-

古
代
の
日
本
と
朝
鮮Ⅰ

-

』(

一
九
七
六
年)

 

佐
藤
武
敏
『
中
国
古
代
工
業
史
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年)
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佐
脇
精
編
『
風
納
里
土
城
』(

京
電
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
第
三
集
、
京
城
電
気
株
式
会
社
、
一
九
三
七
年)

 

清
水
昭
博
『
古
代
日
韓
造
瓦
技
術
の
交
流
史
』(

清
文
堂
、
二
〇
一
二
年)

 
鈴
木
靖
民
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』(

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 
諏
訪
義
純
『
中
国
南
朝
仏
教
史
の
研
究
』(

法
蔵
館
、
一
九
九
七
年)

 

関
野
貞
『
瓦
』(

考
古
学
講
座
、
雄
山
閣
、
一
九
二
八
年)

 

関
野
貞
『
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』(

岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年)

 

高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
と
古
都
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年)

 

高
橋
健
自
・
石
田
茂
作
『
満
鮮
考
古
行
脚
』(

雄
山
閣
、
一
九
二
七
年)

 

田
中
俊
明
・
東
潮
『
韓
国
の
古
代
遺
跡
二-

百
済
・
伽
耶
編
』(

中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年)

 

田
中
俊
明
・
東
潮
『
高
句
麗
の
歴
史
と
遺
跡
』(

中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年)

 

田
中
史
生
、
『
倭
国
と
渡
来
人
』(
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年)
 

田
村
円
澄
『
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
』(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年)

 

朝
鮮
文
化
研
究
所
編
『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』(

ア
ジ
ア
地
域
文
化
学
叢
書
四
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年)

 

朝
鮮
文
化
研
究
所
編
『
東
ア
ジ
ア
古
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
』(

ア
ジ
ア
研
究
機
構
叢
書
人
文
学
篇
第
一
巻
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年)

 

西
川
杏
太
郞
『
塑
像
』(

日
本
の
美
術
二
五
五
、
至
文
堂
、
一
九
八
七
年)

 

速
水
侑
『
日
本
仏
教
史
』
古
代
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年)

 

藤
島
亥
治
郞
『
古
寺
再
現
』(

学
生
社
、
一
九
六
七
年)

 

藤
島
亥
治
郞
『
朝
鮮
建
築
史
論
』(

景
仁
文
化
社
、
一
九
六
九
年)

 

牧
田
諦
亮
『
観
世
音
應
驗
記
研
究
』(

平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
〇
年)

 

松
下
隆
章
編
『
研
究
発
表
と
座
談
会:

 

川
原
寺
裏
山
遺
跡
出
土
品
に
つ
い
て
』(
仏
教
美
術
研
究
上
野
記
念
財
団
助
成
研
究
会
、
一
九
七
七
年)

 

水
野
柳
太
郞
『
日
本
古
代
の
寺
院
と
史
料
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年)

 

森
郁
夫
『
日
本
古
代
寺
院
造
営
の
研
究
』(

法
政
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年)

 

森
三
樹
三
郞
『
梁
武
帝-

仏
教
王
朝
の
悲
劇
』(

平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
六
年)

 

山
崎
信
二
『
古
代
造
瓦
史-

東
ア
ジ
ア
と
日
本
』(

雄
山
閣
、
二
〇
一
一
年)

 

吉
井
秀
夫
『
古
代
朝
鮮
墳
墓
に
み
る
国
家
形
成
』(

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

吉
村
怜
『
中
国
仏
教
図
像
の
研
究
』(

東
方
書
店
、
一
九
八
三
年)

 

米
田
美
代
治
『
朝
鮮
上
代
建
築
の
研
究
』(

秋
田
屋
、
一
九
四
四
年)
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李
成
市
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年)

 

李
成
市
『
東
ア
ジ
ア
文
化
圈
の
形
成
』(

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年)

 

 
韓
国(
カ
ナ
タ
順)

 

姜
友
邦
『
円
融
と
調
和-

韓
国
古
代
彫
刻
史
研
究
』(

悅
話
堂
、
二
〇
〇
〇
年)

 

姜
友
邦
『
法
空
と
荘
厳-

韓
国
古
代
彫
刻
史
の
原
理Ⅱ

』(

悅
話
堂
、
二
〇
〇
二
年)

 

姜
仁
求
『
百
済
古
墳
研
究
』(

一
志
社
、
一
九
九
七
年)

 

国
立
文
化
財
研
究
所
『
全
国
文
化
遺
跡
発
掘
調
査
年
表-

增
補
版Ⅱ

』(

二
〇
〇
一
年)

 

国
立
文
化
財
研
究
所
『
百
済
仏
教
文
化
の
宝
庫
、
弥
勒
寺
』(

国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
、
二
〇
一
〇
年)

 

国
立
文
化
財
研
究
所
・
益
山
市
『
弥
勒
寺
復
原
研
究
学
術
資
料
叢
書Ⅰ

～Ⅳ

』(

二
〇
一
〇
年)

 

国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
『
扶
余
王
興
寺
址
出
土
舍
利
器
の
意
味
』(

国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
集
、
二
〇
〇
八
年)

 

国
立
扶
余
博
物
館
『
古
代
東
ア
ジ
ア
上
の
百
済
金
屬
工
芸-

香
爐
発
掘
一
五
周
年
記
念
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』(

二
〇
〇
八
年)

 

金
東
旭
『
百
済
の
服
飾
』(

百
済
文
化
開
発
研
究
院
、
一
九
八
五
年)

 

金
理
那
『
韓
国
古
代
仏
教
彫
刻
史
研
究
』(

一
潮
閣
、
一
九
八
九
年)

 

金
理
那
『
韓
国
古
代
仏
教
彫
刻
比
較
研
究
』(

文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年)

 

金
鍾
萬
『
百
済
土
器
の
新
研
究
』(

書
景
文
化
社
、
二
〇
〇
七
年)

 

金
哲
埈
『
韓
国
古
代
社
会
研
究
』(

ソ
ウ
ル
大
出
版
部
、
一
九
九
〇
年)

 

吉
基
泰
『
百
済
泗
沘
時
代
の
仏
教
信
仰
研
究
』(

書
景
、
二
〇
〇
六
年)

 

金
誠
亀
『
百
済
の
瓦
塼
芸
術
』(

周
留
城
、
二
〇
〇
四
年)

 

金
栄
晃
『
中
世
語
辞
典
』(

科
学
百
科
事
典
綜
合
出
版
社
、
一
九
九
四
年)

 

盧
明
鎬
ほ
か
『
韓
国
古
代
中
世
地
方
制
度
の
諸
問
題
』(

集
文
堂
、
一
九
九
四
年)

 

盧
重
国
『
百
済
政
治
史
研
究
』(

一
潮
閣
、
一
九
八
八
年)

 

盧
泰
敦
『
韓
国
史
を
通
し
て
み
た
我
々
と
世
界
に
対
す
る
認
識
』(

プ
ル
ビ
ッ
、
一
九
九
八
年)

 

睦
楨
培
『
三
国
時
代
の
仏
教
』(

東
国
大
出
版
部
、
一
九
八
九
年)

 

文
明
大
『
観
仏
と
古
拙
美-

三
国
時
代
仏
教
彫
刻
史
研
究
』(

礼
耕
、
二
〇
〇
三
年)

 

朴
南
守
『
新
羅
手
工
業
史
研
究
』(

新
書
園
、
一
九
九
六
年)

 

朴
淳
発
『
百
済
の
都
城
』(

忠
南
大
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年)
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山
本
孝
文
『
三
国
時
代
律
令
の
考
古
学
的
研
究
』(

書
景
、
二
〇
〇
六
年)

 

孫
楨
睦
『
日
帝
強
占
期
都
市
計
画
研
究
』(

一
志
社
、
一
九
九
〇
年)

 
辛
鍾
遠
『
新
羅
初
期
仏
教
史
研
究
』(

民
族
社
、
一
九
九
二
年)

 
吳
永
贊
『
楽
浪
郡
研
究
』(

四
季
節
、
二
〇
〇
六
年)

 

尹
善
泰
『
木
簡
が
聞
か
せ
て
く
れ
る
百
済
物
語
り
』(

周
留
城
、
二
〇
〇
七
年)

 

李
基
東
『
百
済
史
研
究
』(

一
潮
閣
、
一
九
九
六
年)

 

李
基
白
『
新
羅
思
想
史
研
究
』(

一
潮
閣
、
一
九
八
六
年)

 

李
基
白
『
韓
国
古
代
政
治
社
会
史
研
究
』(

一
潮
閣
、
一
九
九
六
年)

 

李
道
学
『
生
き
て
い
る
百
済
史
』(

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
、
二
〇
〇
三
年)

 

李
成
市
『
作
ら
れ
た
古
代
』(

三
印
、
二
〇
〇
一
年)

 

李
順
子
『
日
帝
強
占
期
古
蹟
調
査
事
業
研
究
』(

景
仁
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年)

 

李
王
基
『
百
済
寺
刹
建
築
の
造
形
と
技
術
』(
周
留
城
、
二
〇
〇
六
年)

 

李
龍
範
『
韓
満
交
流
史
研
究
』(

同
和
出
版
公
社
、
一
九
八
九
年)

 

李
漢
祥
『
裝
身
具
賜
與
体
制
か
ら
み
た
百
済
の
地
方
支
配
』(

書
景
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年)

 

張
慶
浩
『
百
済
寺
刹
建
築
』(

芸
耕
産
業
社
、
一
九
九
〇
年)

 

張
慶
浩
『
美
し
い
百
済
建
築
』(

周
留
城
、
二
〇
〇
四
年)

 

チ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ホ
ン
『
東
明
王
陵
に
対
す
る
研
究
』(

平
壌(

朝
鮮)
、
一
九
九
四
年)

 

趙
源
昌
『
百
済
建
築
技
術
の
対
日
伝
播
』(

書
景
、
二
〇
〇
四
年)

 

趙
源
昌
『
韓
国
古
代
瓦
当
と
製
瓦
術
の
交
流
』(

書
景
、
二
〇
一
〇
年)

 

周
炅
美
『
中
国
古
代
仏
舍
利
荘
厳
研
究
』(

一
志
社
、
二
〇
〇
二
年)

 

崔
孟
植
『
百
済
平
瓦
新
研
究
』(

学
研
文
化
社
、
一
九
九
九
年)

 

忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
編
『
百
済
の
祭
儀
と
宗
教
』(

百
済
文
化
史
大
系
一
三
、
二
〇
〇
七
年)

 

  中
国
語(

ピ
ン
イ
ン
順)

 

高
敏
『
魏
晋
南
北
朝
経
済
史
』
下(

上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年)

 

河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
『
鄧
県
彩
色
画
像
塼
墓
』(

文
物
科
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年)

 

賀
云
翶
『
六
朝
瓦
当
與
六
朝
都
城
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年)
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申
云
艶
『
中
国
古
代
瓦
当
研
究
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年)

 

蘇
默
『
敦
煌
建
築
研
究
』(

文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
年)

 
王
靖
憲
『
古
硯
拾
零
』(

湖
北
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年)

 
魏
存
成
『
高
句
麗
考
古
』(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年)

 

楊
泓
『
中
国
古
兵
與
美
術
考
古
論
集
』(

文
物
、
二
〇
〇
七
年)

 

楊
寬
『
中
国
古
代
陵
寢
制
度
史
研
究
』(

上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

 

張
贊
初
『
長
江
中
下
流
歴
史
考
古
論
文
集
』(

科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年)

 

朱
偰
『
金
陵
古
蹟
図
考
』(
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年)

 

 

四
．
論
文 

 

日
本
語
の
論
文(

五
十
音
順)

  

浅
香
年
木
「
倭
政
権
と
手
工
業
生
産
」(

『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年)

 

浅
野
清
「
飛
鳥
寺
の
建
築
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
三
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
八
年
』 

穴
澤
和
光
・
馬
目
順
一
「
羅
州
潘
南
面
古
墳
群
」(

『
古
代
学
研
究
』
七
〇
、
古
代
学
研
究
会
、
一
九
七
三
年)

 

綱
干
善
教
「
飛
鳥
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
出
土
遺
物
」(

『
仏
教
芸
術
』
九
九
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年)

 

綱
干
善
教
『
川
原
寺
裏
山
出
土
の
塼
仏
と
塑
像
』(

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
古
京
顕
彰
会
、
一
九
七
六
年)

 

綱
伸
也
「
四
天
王
寺
出
土
瓦
の
再
検
討
」(

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
四
〇
、
大
阪
歴
史
学
会
、
一
九
九
五
年)

 

綱
伸
也
「
四
天
王
寺
出
土
瓦
の
編
年
的
考
察
」(

『
堅
田
直
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
、
真
陽
社
、
一
九
九
七
年)

 

綱
伸
也
「
瓦
研
究
に
お
け
る
三
つ
の
指
標
」(

『
考
古
学
史
研
究
』
八
、
京
都
木
曜
ク
ラ
ブ
、
一
九
九
八
年)

 

綱
伸
也
「
日
本
に
お
け
る
瓦
積
基
壇
の
成
立
と
展
開-

畿
内
を
中
心
と
し
て
」(

『
日
本
考
古
学
』
一
九
、
日
本
考
古
学
協
会
、
二
〇
〇
五
年)

 

綱
伸
也
「
景
観
的
見
地
か
ら
の
伽
藍
配
置
」(

『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
五
四
五
、
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
二
〇
〇
六
年)

 

綱
伸
也
「
四
天
王
寺
伽
藍
と
そ
の
出
土
瓦
」(

第
一
六
回
古
代
寺
院
研
究
会
発
表
文
、
二
〇
一
一
年)

 

綱
伸
也
・
内
田
好
昭
「
関
野
貞
と
日
本
考
古
学
」(

『
関
野
貞
の
ア
ジ
ア
踏
査
』
東
京
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ンⅩ

Ⅹ

、
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年)

 

鮎
貝
房
之
進
「
百
済
古
都
案
内
記
」(

『
朝
鮮
』
二
三
四
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
四
年
』 

有
光
教
一
「
羅
州
潘
南
面
新
村
里
第
九
号
墳
発
掘
調
査
記
録
」(

『
朝
鮮
学
報
』
九
四
、
一
九
八
〇
年)

 

有
光
教
一
「
私
の
朝
鮮
考
古
学
」(

『
三
千
里
』
三
八
、
一
九
八
四
年)

 
;
 

『
朝
鮮
考
古
学
七
十
五
年
』
（
昭
和
堂
、 

二
〇
〇
七
年)
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井
内
潔
「
南
朝
梁
と
熊
津
期
百
済
文
化-

宋
山
里
六
号
墳
と
大
通
寺
に
係
わ
る
新
思
考
か
ら
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
八
、
朝
鮮
古
代
研
究
刊
行
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

池
内
宏
「
安
羅
に
お
け
る
わ
が
官
家
の
沒
落
」(

『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
〇
年)

 
石
井
公
成
「
仏
教
受
容
期
の
国
家
と
仏
教
」(

『
東
ア
ジ
ア
社
会
と
仏
教
文
化
』
、
春
秋
社
、
一
九
九
六
年)

 
石
田
茂
作
「
飛
鳥
奈
良
時
代
に
於
け
る
日
鮮
文
化
の
交
渉
」(

『
考
古
学
雜
誌
』
一
八
巻
二
号
、
日
本
考
古
学
会
、
一
九
二
八
年)

 

石
田
茂
作
「
百
済
寺
院
と
法
隆
寺
」(

『
朝
鮮
学
報
』
五
、
朝
鮮
学
会
、
一
九
五
三
年)

 

石
田
茂
作
「
橘
寺
・
定
林
寺
の
発
掘
」(

『
飛
鳥
』
、
近
畿
日
本
叢
書
三
、
一
九
六
三
年)
 

伊
東
忠
太
「
玉
蟲
廚
子
の
文
様
と
其
源
流
」(

『
仏
教
美
術
』
一
三
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
九
年)

 

稲
垣
晋
也
「
新
羅
の
古
瓦
と
飛
鳥
・
白
鳳
時
代
古
瓦
の
新
羅
的
要
素
」(

『
新
羅
と
日
本
の
古
代
文
化
』(

田
村
円
澄
・
秦
弘
燮
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年)

 

稲
木
吉
一
「
上
代
造
形
史
に
お
け
る
「
様
」
の
考
察
」(

『
仏
教
芸
術
』
一
七
一
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年)

 

稲
田
奈
津
子
「
百
済
弥
勒
寺
の
舍
利
奉
安
記
に
つ
い
て
」(

『
朱
』
五
五
、
伏
見
稲
荷
大
社
、
二
〇
一
一
年)

 

井
上
直
樹
「
五
七
〇
年
代
の
高
句
麗
の
対
倭
外
交
に
つ
い
て
」(

『
年
報
朝
鮮
学
』
一
一
、
九
州
大
学
朝
鮮
学
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

井
上
直
樹
「
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
半
ば
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
と
高
句
麗
の
対
倭
外
交
」(

『
朝
鮮
学
報
』
二
二
一
、
朝
鮮
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 

井
上
光
貞
「
日
本
に
お
け
る
仏
教
統
制
機
関
の
確
立
過
程
」(

『
井
上
光
貞
著
作
集
一
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年)

 

猪
熊
兼
勝
「
発
掘
す
す
む
大
和
の
飛
鳥
時
代
寺
院
跡
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
三
五
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年)

 

今
泉
隆
雄
「
但
馬
国
分
寺
木
簡
と
国
分
寺
の
創
建
」(
『
古
代
木
簡
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年)

 

尹
善
泰
「
木
簡
か
ら
み
た
百
済
泗
沘
都
城
の
内
と
外
」(

『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』
、
ア
ジ
ア
地
域
文
化
学
叢
書
四
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年)

 

尹
善
泰
「
新
出
木
簡
か
ら
み
た
百
済
の
文
書
行
政
」(

『
朝
鮮
学
報
』
二
一
五
、
朝
鮮
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

上
原
真
人
「
瓦
の
見
方
に
つ
い
て
」(

『
富
山
市
考
古
学
資
料
館
紀
要
』
三
、
富
山
市
考
古
学
資
料
館
、
一
九
八
四
年)

 

上
原
真
人
「
仏
教
」(

『
岩
波
講
座
日
本
考
古
学
四-

集
落
と
祭
祀
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年)

 

上
原
真
人
「
初
期
瓦
生
産
と
屯
倉
制
」(

『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
二
、
京
都
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
三
年)

 

上
原
真
人
「
寺
院
造
営
と
生
産
」(

『
記
念
的
建
物
の
成
立
』
、
鈴
木
博
之
・
山
岸
常
人
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

内
田
好
昭
「
日
帝
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
考
古
学
的
発
掘
調
査(

上)

」(

『
考
古
学
史
研
究
』
九
、
京
都
木
曜
ク
ラ
ブ
、
二
〇
〇
一
年)

 

有
働
智
奘
「
六
世
紀
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
問
題
」(

『
国
学
院
雜
誌
』
一
一
二-

七
、
二
〇
一
一
年)

 

大
江
篤
「
天
暦
期
の
御
願
寺-

『
新
儀
式
』
の
記
載
の
も
つ
意
味
」(

『
人
文
論
究
』
三
五-

四
、
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
、
一
九
八
六
年)

 

大
岡
実
「
興
福
寺
」(

『
南
都
七
大
寺
の
研
究
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
六
年)

 

大
川
清
「
扶
余
の
百
済
時
代
寺
院
跡
」(

『
百
済
の
考
古
学
』(

考
古
学
選
書
五
、
雄
山
閣
、
一
九
七
二
年)

 

大
坂
金
太
郞
「
在
鮮
回
顧
十
題
」(

『
朝
鮮
学
報
』
四
五
、
朝
鮮
学
会
、
一
九
六
七
年)
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太
田
博
太
郞
「
南
都
六
宗
寺
院
の
建
築
構
成
」(

『
法
隆
寺
と
斑
鳩
の
古
寺
』
、
日
本
古
寺
美
術
全
集
二
、
集
英
社
、
一
九
七
九
年)

 

大
西
修
也
「
百
済
の
石
仏
坐
像-

蓮
洞
里
石
造
如
来
像
を
め
ぐ
っ
て
ー
」(

『
仏
教
芸
術
』
一
〇
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年)

 
大
西
修
也
「
百
済
仏
立
像
と
一
光
三
尊
形
式
」(

『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
三
一
五
、
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
七
七
年)

 
大
西
修
也
「
百
済
半
跏
像
の
系
譜
に
つ
い
て
」(

『
仏
教
芸
術
』
一
五
八
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
五
年)

 

大
橋
一
章
「
飛
鳥
寺
の
創
立
に
関
す
る
問
題
」(

『
仏
教
芸
術
』
一
〇
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年)

 

大
橋
一
章
「
飛
鳥
寺
の
発
願
と
造
営
組
織
」(

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
一-

三
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
一
九
九
五
年)

 

大
橋
一
章
「
古
代
文
化
史
の
な
か
の
飛
鳥
寺
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 

大
橋
一
章
「
六
世
紀
後
半
の
百
済
寺
院
の
舍
利
安
置
に
つ
い
て
」(

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
六
、
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
、
二
〇
一
〇
年)

 

大
脇
潔
「
飛
鳥
時
代
初
期
の
同
笵
軒
丸
瓦
」(

『
古
代
』
九
七
、
早
稲
田
大
学
考
古
学
会
、
一
九
九
六
年)

 

大
脇
潔
「
飛
鳥
・
藤
原
京
の
寺
院
」(

『
飛
鳥
か
ら
藤
原
京
へ
』(

古
代
の
都
一)

、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年)

 

小
笠
原
好
彦
「
瓦
積
基
壇
考-

近
江
・
山
背
・
大
和
・
河
内
」(

『
日
本
古
代
寺
院
造
営
氏
族
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年)

 

岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
編
「
北
魏
方
山
永
固
陵
の
研
究
」(

『
東
方
学
報
』
八
〇
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年)

 

賀
云
翶
「
南
朝
瓦
総
論
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
造
瓦
技
術
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
第
三
冊
、
二
〇
一
〇
年)

 

勝
浦
令
子
「
長
屋
王
家
の
米
支
給
関
係
木
簡
」(
『
木
簡
研
究
』
二
一
、
一
九
九
九
年)

 

加
藤
謙
吉
「
蘇
我
氏
と
飛
鳥
寺
」(

『
古
代
を
考
え
る-
古
代
寺
院
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年)

 

門
脇
禎
二
「
飛
鳥
開
眼-

歴
史(

一)

」(

『
飛
鳥-

古
代
へ
の
旅
』(

別
冊
太
陽)

、
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年)

 

金
子
修
一
「
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
と
遣
隋
使
」(

『
遣
隋
使
が
み
た
風
景
』
、
気
賀
澤
保
規
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
一
二
年)

 

亀
田
修
一
「
百
済
古
瓦
考
」(

『
百
済
研
究
』
一
二
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
八
一
年)

 

亀
田
修
一
「
百
済
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
」(

『
古
代
瓦
研
究Ⅰ

-

飛
鳥
寺
の
創
建
か
ら
百
済
大
寺
の
成
立
ま
で
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

亀
田
修
一
「
扶
余
「
大
唐
」
銘
軒
丸
瓦
の
語
る
も
の
」(

『
古
代
文
化
』
五
六-
一
一(

通
巻
五
五
〇
号)

、
古
代
学
協
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

軽
部
慈
恩
「
扶
蘇
山
南
側
中
腹
廃
寺
址
出
土
の
塑
像
」(

『
百
済
美
術
』
、
宝
雲
社
、
一
九
四
六
年)

 

河
上
麻
由
子
「
遣
隋
使
と
仏
教
」(

『
日
本
歴
史
』
七
一
七
、
日
本
歴
史
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

河
上
麻
由
子
「
中
国
南
朝
の
対
外
関
係
に
お
い
て
仏
教
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
」(

『
史
学
雜
誌
』
一
一
七-

一
二
、
史
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

川
尻
秋
生
「
資
財
帳
か
ら
み
た
伽
藍
と
大
衆
院·

政
所
」(

『
古
代
』
一
一
〇
、
早
稲
田
大
学
考
古
学
会
、
二
〇
〇
一
年)

 

喜
田
貞
吉
「
大
唐
平
百
済
国
碑
に
関
す
る
疑
問
」(

『
考
古
学
雜
誌
』
一
五
巻
五
号
、
日
本
考
古
学
会
、
一
九
二
五
年)

 

北
野
耕
平
「
百
済
時
代
寺
院
址
の
分
布
と
立
地
」(

『
百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』
、
黄
寿
永
・
田
村
円
澄
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

 

木
村
宣
彰
「
曇
始
と
高
句
麗
仏
教
」(

『
仏
教
学
百
セ
ミ
ナ
』
三
一
、
大
谷
大
学
仏
教
学
会
、
一
九
八
〇
年)
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金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
文
様
の
形
式
と
年
代
観
」(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅱ

、
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

金
正
基
「
韓
国
の
寺
院
遺
跡
に
つ
い
て
」(

『
仏
教
芸
術
』
八
三
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
年)

 
金
正
基
「
韓
国
か
ら
見
た
日
本
古
代
寺
院
跡
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
九
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年)

 
金
誠
亀
「
百
済
・
新
羅
の
瓦
窯
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
九
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年)

 

金
有
植
「
五
～
六
世
紀
新
羅
と
周
辺
諸
国
の
瓦
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
造
瓦
技
術
の
変
遷
と
伝
播
』
、
科
学
研
究
補
助
基
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
九
年)

 

金
容
民
「
王
興
寺
跡
と
舍
利
器·

荘
厳
具
の
発
掘
調
査
成
果
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 

金
理
那
「
宝
珠
捧
持
形
菩
薩
の
系
譜
」(

『
法
隆
寺
か
ら
薬
師
寺
へ
』
、
講
談
社
、
一
九
九
〇
年)

 

窪
添
慶
文
「
南
北
朝
時
期
の
国
際
関
係
と
仏
教
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 

粟
田
熏
「
お
亀
石
古
墳
の
築
造
年
代-

新
堂
廃
寺
出
土
平
瓦
と
の
比
較
を
と
お
し
て
」(

『
藤
澤
一
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
』
、
藤
澤
一
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
二

〇
〇
二
年)

 

粟
田
熏
「
新
堂
廃
寺
の
創
建
年
代
」(
『
志
学
台
考
古
』
七
、
大
阪
大
谷
大
学
文
化
財
学
科
、
二
〇
〇
七
年)

 

黒
板
勝
美
「
朝
鮮
事
蹟
遺
物
調
査
複
命
書
」(
『
黒
板
勝
美
先
生
遺
文
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年)

 

小
泉
顕
夫
「
高
句
麗
清
岩
里
廃
寺
跡
の
調
査
」(
『
仏
教
芸
術
』
三
三
、
一
九
五
八
年)

 

高
正
龍
「
扶
余
時
代
の
藤
澤
先
生
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
五
、
朝
鮮
古
代
研
究
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

小
杉
一
雄
「
六
朝
及
び
隋
代
に
於
け
る
塔
基
表
示
」(
『
中
国
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
、
新
樹
社
、
一
九
八
〇
年)

 

小
玉
大
円
「
求
法
僧
謙
益
と
そ
の
周
辺(

上)

」(

『
馬
韓
百
済
文
化
』
八
、
円
光
大
馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
、
一
九
八
五
年)

 

小
玉
大
円
「
求
法
僧
謙
益
と
そ
の
周
辺(

下)

」(

『
馬
韓
百
済
文
化
』
一
〇
、
円
光
大
馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
、
一
九
八
七
年)

 

小
浜
成
「
河
内
新
堂
廃
寺
の
伽
藍
配
置
に
関
す
る
一
考
察
」(

『
藤
澤
一
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
』
、
藤
澤
一
夫
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年)

 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
出
土
木
簡
と
泗
沘
都
城
関
連
施
設
」(

『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
二
五
、
古
代
学
研
究
所
二
〇
〇
五
年)

 

崔
英
姫
「
新
羅
に
お
け
る
平
瓦·

丸
瓦
製
作
技
術
の
展
開
」(

『
東
ア
ジ
ア
瓦
研
究
』
一
、
東
ア
ジ
ア
瓦
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年)

 

錢
国
祥
「
洛
陽
永
寧
寺
と
塔
基
壇
の
発
掘
と
研
究
」(

『
東
北
学
院
大
学
論
集:

 
歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
東
北
学
院
大
学
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

斉
藤
忠
「
扶
余
軍
守
里
廃
寺
跡
に
見
ら
れ
る
伽
藍
配
置
と
そ
の
源
流
」(

『
百
済
文
化
と
飛
鳥
文
化
』
、
黄
寿
永
・
田
村
円
澄
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

 

崔
孟
植
・
尹
根
一
「
王
宮
里
廃
寺
跡
の
発
掘
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年)

 

早
乙
女
雅
博
「
新
羅
の
考
古
学
調
査
一
〇
〇
年
の
研
究
」(

『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
三
九
、
朝
鮮
史
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年)

 

坂
誥
秀
一
「
軍
守
里
廃
寺
址
と
若
草
伽
藍
」(

『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
五
九
六
、
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
二
〇
一
〇
年)

 

佐
川
正
敏
「
日
本
古
代
木
塔
基
壇
の
構
築
技
法
と
地
下
式
心
礎
、
お
よ
び
そ
の
東
ア
ジ
ア
的
考
察
」(
『
東
北
学
院
大
学
論
集:

 

歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
東
北
学
院
大
学
学
術
研

究
会
、
二
〇
〇
六
年)
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佐
川
正
敏
「
日
本
古
代
木
塔
基
壇
の
構
築
技
術
復
原
と
心
礎
設
置
形
式
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
四
四
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年)

 

佐
川
正
敏
「
飛
鳥
寺
木
塔
心
礎
考
」(

『
坪
井
清
足
先
生
卒
寿
記
念
論
文
集
』
、
坪
井
清
足
先
生
の
卒
寿
を
お
祝
い
す
る
会
、
二
〇
一
〇
年)

 
佐
川
正
敏
「
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
・
木
塔
心
礎
施
設
・
舍
利
奉
安
形
式
の
系
譜
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 
佐
川
正
敏
「
南
北
朝
時
代
か
ら
明
時
代
ま
で
造
瓦
技
術
の
変
遷
と
変
革
」(

『
古
代
』
一
二
九·

一
三
〇
合
倂
号
、
早
稲
田
大
学
考
古
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 

澤
村
仁
「
難
波
京
と
四
天
王
寺
そ
の
他
一
二
の
問
題
に
つ
い
て
」(

『
難
波
宮
址
研
究
』
七(

論
考
編)

、(

財)

大
阪
市
文
化
財
協
会
、
一
九
八
一
年)

 

島
田
敏
男
「
寺
院
建
築
の
は
じ
ま
り
」(

『
日
本
の
時
代
史
三-

倭
国
か
ら
日
本
へ
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年)

 

清
水
昭
博
「
出
土
狀
況
か
ら
み
た
塼
仏
用
法
の
検
討
」(

『
考
古
学
論
攷
』
一
九
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年)

 

清
水
昭
博
「
百
済
「
大
通
寺
式
」
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

『
日
本
考
古
学
』
一
七
、
日
本
考
古
学
協
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

清
水
昭
博
「
瓦
の
伝
来-

百
済
と
日
本
の
初
期
瓦
生
産
体
制
の
比
較
」(

『
考
古
学
論
攷
』
二
七
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年)

 

清
水
昭
博
「
軍
守
里
廃
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
検
討
」(

『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
九
六
、
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
六
年)

 

清
水
昭
博
「
斑
鳩
か
ら
み
た
飛
鳥
」(
『
都
城-

古
代
日
本
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
七
年)

 

清
水
昭
博
「
古
新
羅
瓦
の
溯
源
に
関
す
る
検
討-

有
軸
素
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
を
中
心
と
し
て
」(

『
王
権
と
武
器
と
信
仰
』
、
管
谷
文
則
編
、
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年)

 

清
水
昭
博
「
百
済
泗
沘
時
代
の
瓦
生
産-

扶
余
亭
岩
里
窯
の
検
討
」(

『
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
研
究
報
告
』Ⅹ

、
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

清
水
昭
博
「
韓
半
島
南
部
地
域
に
お
け
る
初
期
造
瓦
技
術
の
導
入
・
普
及
と
そ
の
背
景-

百
済
・
新
羅
の
初
期
造
瓦
技
術
と
仏
教
」(

『
市
大
日
本
史
』
一
三
、
大
阪
市
立
大
学

日
本
史
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

清
水
重
敦
・
山
下
秀
樹
「
古
代
寺
院
建
築
に
お
け
る
特
異
な
基
壇
・
平
面
と
そ
の
構
造
」(

『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
八
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年)

 

下
倉
渉
「
南
北
朝
の
帝
都
と
寺
院
」(

『
東
北
学
院
大
学
論
集:

 
歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
東
北
学
院
大
学
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
） 

朱
岩
石
「
鄴
城
遺
跡
趙
彭
城
東
魏
北
斉
仏
寺
跡
の
調
査
と
発
掘
」(
『
東
北
学
院
大
学
論
集:

 

歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
東
北
学
院
大
学
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

朱
岩
石
「
南
北
朝
寺
院
遺
跡
と
出
土
遺
物
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 

宿
白
「
五
・
六
世
紀
、
北
中
国
に
お
け
る
人
物
造
形
上
の
変
化
と
諸
問
題
」(
『
中
国
国
宝
展
』
、
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

 

白
井
克
也
「
東
京
国
立
博
物
館
物
保
管
青
磁
獸
脚
硯
」(

『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
六
八
、
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

 

白
石
太
一
郞
「
古
墳
の
終
末
と
寺
院
造
営
の
始
ま
り
」(

『
河
内
古
代
寺
院
巡
礼
』
、
大
阪
市
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年)

 

白
井
陽
子
「
日
本
出
土
の
三
尊
塼
仏-

そ
の
製
作
の
は
じ
ま
り
」(

『
考
古
学
論
攷
』
三
四
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

 

新
川
登
亀
男
「
古
代
朝
鮮
半
島
の
舍
利
と
舍
利
銘
文-

飛
鳥
寺
再
考
の
準
備
と
し
て
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権-

王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年) 

秦
弘
燮
「
百
済
寺
院
の
伽
藍
制
度
」(

『
古
代
を
考
え
る
五-

古
代
の
日
本
と
朝
鮮Ⅰ

』
、
古
代
を
考
え
る
会
、
一
九
七
六
年)

 

申
光
燮
・
洪
性
彬
「
扶
蘇
山
廃
寺
跡
の
発
掘
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
一
九
九
三
年)

 

末
松
保
和
「
新
羅
仏
教
伝
来
伝
説
考
」(

『
新
羅
史
の
諸
問
題
』
、
東
洋
文
庫
、
一
九
五
四
年)
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杉
三
郞
「
軍
守
里
寺
址
発
掘
」(

『
趣
味
の
扶
余
』
、
迎
月
堂
、
一
九
四
一
年)

 

杉
三
郞
「
百
済
山
懷
精
舍
址
」(

『
古
美
術
』
一
三
巻
五
号
、
宝
雲
舍
、
一
九
四
三
年)

 
杉
山
信
三
「
大
唐
平
百
済
塔
の
比
例
に
就
い
て
」(

『
考
古
学
』
八
巻
六
号
、
東
京
考
古
学
会
、
一
九
三
八
年)

 
鈴
木
靖
民
「
石
上
神
宮
七
支
刀
銘
に
つ
い
て
の
一
試
論
」(

『
坂
本
太
郞
博
士
頌
寿
記
念
日
本
史
学
論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年)

 

諏
訪
義
純
「
梁
武
帝
仏
教
関
係
史
蹟
年
譜
考
」(

『
中
国
南
朝
仏
教
史
の
研
究
』
、
法
蔵
館
、
一
九
九
七
年)

 

妹
尾
周
三
・
佐
竹
昭
「
二
〇
〇
一
年
出
土
の
木
簡-

広
島
安
芸
国
分
寺
跡
」(

『
木
簡
研
究
』
二
四
、
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
二
年)

 

瀨
間
正
之
「
百
済
弥
勒
寺
「
金
製
舍
利
奉
安
記
」
と<

聖
德
太
子>

」(

『
日
本
書
紀
の
迷
と
聖
德
太
子
』
、
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年)

 

曾
根
正
人
「
日
本
仏
教
の
黎
明
」(

『
日
本
の
時
代
史
三-

倭
国
か
ら
日
本
へ
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年)

 

薗
田
香
融
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
伝
来
と
受
容
」(

『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
二
二
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
八
九
年)

 

蘇
黙
「
莫
高
窟
壁
画
に
み
え
る
寺
院
建
築
」(

『
中
国
石
窟
敦
煌
莫
高
窟
』
四
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年)

 

高
橋
潔
・
広
瀨
繁
明
・
山
本
訝
和
「
関
野
貞
の
朝
鮮
古
蹟
調
査
」(

『
関
野
貞
の
ア
ジ
ア
踏
査
』(

東
京
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ンⅩ

Ⅹ
)

、
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年) 

高
橋
潔
「
関
野
貞
を
中
心
と
し
て
朝
鮮
古
蹟
調
査
旅
程:

 

一
九
〇
九
～
一
九
一
五
」(

『
考
古
学
史
研
究
』
九
、
京
都
木
曜
ク
ラ
ブ
、
二
〇
〇
一
年
』 

高
橋
照
彦
「
日
本
古
代
に
お
け
る
三
彩·

緑
釉
陶
の
歴
史
的
特
質
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告)

九
四
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年)

 

高
橋
照
彦
「
緑
釉
陶
器-

そ
の
変
遷
と
特
質
」(

『
列
島
の
古
代
史
六-

專
門
技
能
と
技
術
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年)

 

武
田
幸
男
「
六
世
紀
に
お
け
る
朝
鮮
三
国
の
国
家
体
制
」(
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
四
、
学
生
社
、
一
九
八
〇
年)

 

伊
達
宗
泰
「
古
墳
・
寺
・
氏
族
」(

『
末
永
先
生
古
稀
記
念
古
代
学
論
叢
』
、
一
九
六
七
年)

 
;
 

森
浩
一
編
『
論
集
終
末
期
古
墳
』(

塙
書
房
、
一
九
七
三
年)

 

田
中
塚
「
三
彩
・
緑
釉
」(

『
世
界
陶
磁
全
集
』
二
、
小
学
館
、
一
九
七
九
年)

 

田
中
俊
明
「
百
済
漢
城
時
代
に
お
け
る
王
都
の
変
遷
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
一
、
朝
鮮
古
代
研
究
刊
行
会
、
一
九
九
七
年)

 

田
中
俊
明
「
慶
州
新
羅
廃
寺
考(

一)
-

新
羅
王
都
研
究
の
予
備
的
考
察
」(
『
堺
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
三
、
堺
女
子
短
期
大
学
、
一
九
八
八
年)

 

田
中
俊
明
「
朝
鮮
三
国
の
陵
寺
に
つ
い
て
」(

『
東
ア
ジ
ア
都
城
の
比
較
研
究
』
、
橋
本
義
則
編
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年)

 

田
中
史
生
「
百
済
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
と
渡
来
人
」(

『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
三
六
、
古
代
学
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

田
中
史
生
「
飛
鳥
寺
建
立
と
渡
来
工
人·

僧
侶
た
ち-

倭
国
に
お
け
る
技
術
伝
習
の
新
局
面
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 

田
辺
征
夫
「
古
代
寺
院
の
基
壇-

切
石
積
基
壇
と
瓦
積
基
壇
」(

『
原
始
古
代
社
会
研
究
』
四
、
校
倉
書
房
、
一
九
七
八
年)

 

田
辺
征
夫
・
森
郁
夫
「
寺
院
の
造
営
」(

『
日
本
歴
史
考
古
学
を
学
ぶ
』
中
、
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年)

 

田
辺
征
夫
「
瓦
積
基
壇
と
渡
来
系
氏
族
」(

『
季
刊
考
古
学
』
六
〇
、
雄
山
閣
、
一
九
九
七
年)

 

田
村
円
澄
「
百
済
仏
教
史
序
説
」(

『
百
済
文
化
と
日
本
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年)

 

田
村
円
澄
「
漢
訳
仏
教
圈
の
仏
教
伝
来
」(

『
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年)

 



 

 

 

 

444 

張
慶
浩
「
弥
勒
寺
跡
の
発
掘
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年)

 

張
慶
浩
「
韓
国
古
代
寺
院
跡
の
発
掘
」(

『
仏
教
芸
術
』
二
〇
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年)

 
坪
井
清
足
「
飛
鳥
寺
創
建
諸
説
の
検
討
」(

『
文
化
財
論
叢
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
創
立
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
、
一
九
八
二
年)

 
寺
崎
保
広
「
帳
簿
」(

『
文
字
と
古
代
日
本
一
支
配
と
文
字
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年)

 

寺
島
典
人
「
日
本
塑
像
分
布
一
覽
表(

日
本
国
内)

」(

『
石
山
寺
境
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
大
津
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
三
九
集
、
二
〇
〇
六
年)

 

寺
島
典
人
「
研
究
ノ
ー
ト
大
津
市
内
の
塑
像
に
つ
い
て
」(

『
大
津
市
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
四
、
大
津
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年)

 

戸
田
有
二
「
百
済
の
鐙
瓦
製
作
技
法
に
つ
い
て(

Ⅰ
)

」(

『
百
済
文
化
』
三
〇
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年)

 

戸
田
有
二
「
百
済
の
鐙
瓦
製
作
技
法
に
つ
い
て(

Ⅳ
)

」(

『
百
済
文
化
』
三
七
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年)

 

百
橋
明
穗
「
古
代
寺
院
に
お
け
る
堂
内
壁
画
荘
厳
の
系
譜
」(

『
秋
山
光
和
博
士
古
稀
記
念
美
術
史
論
文
集
』
、
便
利
堂
、
一
九
九
一
年)

 

富
谷
至
「
漢
代
穀
倉
制
度-

エ
チ
ナ
川
流
域
の
食
糧
支
給
よ
り-

」(

『
東
方
学
報
』
六
八
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年)

 

永
島
暉
臣
愼
「
高
句
麗
の
都
城
と
建
築
」(

『
難
波
宮
址
の
研
究
』
七(

論
考
篇)

、(

財)

大
阪
市
文
化
財
協
会
、
一
九
八
一
年)

 

中
島
正
「
軒
瓦
か
ら
み
た
高
麗
寺
の
沿
革
」(
『
高
麗
寺
跡
』
、
山
城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年)

 

納
谷
守
幸
「
軒
丸
瓦
製
作
手
法
の
変
遷
」(

『
明
日
香
村
文
化
財
調
査
研
究
紀
要
』
四
、
明
日
香
村
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

西
本
昌
弘
「
飛
鳥
に
来
た
西
域
の
吐
火
羅
人
」(
『
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
三
、
関
西
大
学
、
二
〇
一
〇
年)

 

西
山
良
平
「
陵
寺
の
誕
生-

嘉
祥
寺
再
考
」(

『
日
本
国
家
の
史
的
特
質(

古
代
・
中
世)

』
、
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
、
一
九
九
七
年)

 

服
部
伊
久
男
「
古
代
荘
園
図
か
ら
み
た
氏
寺
の
構
造
と
景
観
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
八
八
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年)

 

花
谷
浩
「
寺
の
瓦
作
り
と
宮
の
瓦
作
り
」(

『
考
古
学
研
究
』
四
〇-

二
、
考
古
学
研
究
会
、
一
九
九
三
年)

 

花
谷
浩
「
京
内
卄
四
寺
に
つ
い
て
」(

『
研
究
論
集
』Ⅺ

、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

花
谷
浩
「
飛
鳥
寺
・
豊
浦
寺
の
創
建
瓦
」(

『
古
代
瓦
研
究-

飛
鳥
寺
の
創
建
か
ら
百
済
大
寺
の
成
立
ま
で
』Ⅰ

、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

花
谷
浩
「
豊
浦
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
」(

『
古
代
瓦
研
究-

飛
鳥
寺
の
創
建
か
ら
百
済
大
寺
の
成
立
ま
で
』Ⅰ

、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

花
谷
浩
「
飛
鳥
の
瓦
と
百
済
の
瓦
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
造
瓦
技
術
』
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

 

林
直
樹
「
今
西
龍
と
朝
鮮
考
古
学
」(

『
青
丘
学
術
論
集
』
一
四
、
韓
国
文
化
研
究
振
興
財
団
、
一
九
九
九
年)

 

光
森
正
士
「
古
代
寺
院
の
礼
拜
空
間
に
つ
い
て
の
試
論-

三
金
堂·

二
金
堂
の
存
在
に
対
す
る
疑
問
」(

『
仏
教
美
術
論
考
』
、
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
』 

樋
口
隆
康
「
百
済
武
寧
王
陵
出
土
鏡
と
七
子
鏡
」(

『
史
林
』
五
五
巻
四
号
、
史
学
研
究
会
、
一
九
七
二
年)

 

菱
田
哲
郞
「
畿
内
の
初
期
瓦
生
産
と
工
人
の
動
向
」(

『
史
林
』
六
九-

三
、
史
学
研
究
会
、
一
九
八
六
年)

 

平
川
南
「
道
祖
神
信
仰
の
源
流
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
三
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
六
年)

 

平
川
南
「
百
済
の
都
出
土
の
連
公
木
簡
」(

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
三
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年)
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平
川
南
「
正
倉
院
佐
波
理
加
盤
附
属
文
書
の
再
検
討
」(

『
日
本
歴
史
』
七
五
〇
、
日
本
歴
史
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

平
野
邦
雄
「
今
来
漢
人
」(

『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年)

 
平
松
良
雄
「
明
日
香
に
お
け
る
古
代
寺
院
の
調
査
と
遺
物
」(

『
続
明
日
香
村
史
』(

上
巻
考
古
編)

、
明
日
香
村
、
二
〇
〇
六
年)

 
藤
澤
一
夫
「
百
済
仏
教
遺
跡
の
研
究
」(

『
人
文
』
三
巻
一
号
、
人
文
科
学
委
員
会
、
一
九
四
六
年)

 

藤
澤
一
夫
「
日
鮮
古
代
屋
瓦
の
系
譜
」(

『
世
界
美
術
全
集
』
二
、
角
川
書
店
、
一
九
六
一
年)

 

藤
澤
一
夫
「
古
代
寺
院
の
遺
構
に
見
る
韓
日
の
関
係
」(

『
ア
ジ
ア
文
化
』
八
巻
二
号
、
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
、
一
九
七
一
年)

 

藤
澤
一
夫
「
百
済
国
都
泗
沘
城
と
日
本
摂
河
国
百
済
郡
」(

『
激
動
の
古
代
東
ア
ジ
ア
』
、
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年)

 

藤
島
亥
治
郞
「
朝
鮮
建
築
史
論
其
三
」(

『
建
築
雜
誌
』
二
、
日
本
建
築
学
会
、
一
九
三
〇
年)

 

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
に
於
け
る
古
蹟
の
調
査
及
び
保
存
の
沿
革
」(

『
朝
鮮
』
一
九
九
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
一
年)

 

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
古
文
化
財
の
保
存
」(

『
朝
鮮
学
報
』
一
、
朝
鮮
学
会
、
一
九
五
一
年)

 

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
古
蹟
調
査
」(

『
朝
鮮
学
論
考
』
、
藤
田
先
生
記
念
事
業
会
、
一
九
六
三
年)

 

仏
教
芸
術
学
会
「
飛
鳥
寺
の
発
掘
を
め
ぐ
っ
て-

座
談
会
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
三
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
八
年)

 

船
山
徹
「
捨
身
の
思
想-

六
朝
仏
教
史
の
一
断
面
」(

『
東
方
学
報
』
七
四
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ベ
ル
チ
エ
「
飛
鳥
寺
問
題
の
再
吟
味
」(

『
仏
教
芸
術
』
九
六
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年)

 

古
市
晃
「
統
合
中
枢
の
成
立
と
変
遷
」(

『
日
本
古
代
王
権
の
支
配
論
理
』
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年)

 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
研
究
の
現
段
階
」(

『
東
ア
ジ
ア
都
城
の
比
較
研
究
』
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年)

 

松
井
忠
春
「
韓
国
の
土
器
文
化
に
つ
い
て-

百
済
の
長
鼓
形
器
台
と
そ
の
性
格
」(

『
激
動
の
古
代
東
ア
ジ
ア-

六
・
七
世
紀
を
中
心
に
』
、
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年) 

水
野
柳
太
郞
「
日
本
書
紀
と
元
興
寺
縁
起
の
対
比
」(

『
日
本
古
代
の
寺
院
と
史
料
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年)

 

向
井
佑
介
「
魏
の
洛
陽
城
建
設
と
文
字
瓦
」(

『
待
兼
山
考
古
学
論
集Ⅱ
』
、
大
阪
大
学
考
古
学
研
究
室
、
二
〇
一
〇
年)

 

向
井
佑
介
「
北
魏
平
城
時
代
の
仏
教
寺
院
と
塑
像
」(

『
仏
教
芸
術
』
三
一
六
、
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
一
年)

 

毛
利
久
「
飛
鳥
大
仏
の
周
辺
」(

『
仏
教
芸
術
』
六
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
八
年)

 

毛
利
光
俊
彦
「
古
代
朝
鮮
冠(

百
済)

」(

『
瓦
衣
千
年-

森
郁
夫
先
生
還
曆
記
念
論
文
集
』
、
森
郁
夫
先
生
還
曆
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九
九
九
年)

 

森
郁
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
初
期
寺
院
の
成
立
」(

『
学
叢
』
一
六
、
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
四
年)

 

門
田
誠
一
「
三
国
史
記
百
済
本
紀
所
載
の
築
城
用
語
考
」(

『
古
代
ア
ジ
ア
東
地
域
相
の
考
古
学
的
研
究
』
、
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年)

 

山
尾
幸
久
「
ヤ
マ
ト
国
家
の
形
成
と
日
朝
関
係
」(

『
古
代
の
日
朝
関
係
』
、
塙
書
房
、
一
九
八
九
年)

 

山
口
英
男
「
帳
簿
と
木
簡-

正
倉
院
文
書
の
帳
簿
・
継
文
と
木
簡
」(

『
木
簡
研
究
』
二
二
、
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
〇
年)

 

山
口
英
男
「
大
和
額
田
寺
伽
藍
並
條
里
図
」(

『
日
本
古
代
荘
園
図
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年)
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山
崎
信
二
「
百
済
の
瓦
生
産
」(

『
古
代
造
瓦
史-

東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
、
雄
山
閣
、
二
〇
一
一
年)

 

山
崎
隆
之
「
永
寧
寺
塔
内
塑
像
の
製
作
技
法
に
つ
い
て
」(

『
北
魏
洛
陽
永
寧
寺
』
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
八
年)

 
山
田
隆
文
「
韓
国
の
塼
仏
」(

『
朝
鮮
古
代
研
究
』
一
、
朝
鮮
古
代
研
究
刊
行
会
、
一
九
九
九
年)

 
山
中
章
「
古
代
宮
都
成
立
期
の
都
市
性
」(

『
新
体
系
日
本
史
六
都
市
社
会
史
』
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

 

山
本
忠
尚
「
飛
鳥
の
文
様-

猪
目
形
」(

『
季
刊
明
日
香
風
』
八
三
、
飛
鳥
保
存
財
団
、
二
〇
〇
二
年)

 

山
本
雅
和
「
文
化
標
徴
と
し
て
の
古
墳
」(

『
考
古
学
史
研
究
』
九
、
京
都
木
曜
ク
ラ
ブ
、
二
〇
〇
一
年)

 

吉
井
秀
夫
「
百
済
地
域
に
お
け
る
橫
穴
式
石
室
分
類
の
再
検
討
」(

『
考
古
学
雜
誌
』
七
九-

二
、
日
本
考
古
学
会
、
一
九
九
三
年)

 

吉
川
真
司
「
飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討
」(

『
木
簡
研
究
』
二
三
、
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
一
年
』 

吉
村
怜
「
百
済
武
寧
王
妃
木
枕
に
画
か
れ
た
仏
教
図
像
に
つ
い
て
」(

『
美
術
史
研
究
』
一
四
、
早
稲
田
大
学
美
術
史
学
会
、
一
九
七
七
年)

 

吉
村
怜
「
仏
教
美
術
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
伝
播
」(

『
東
ア
ジ
ア
社
会
と
仏
教
文
化
』
、
春
秋
社
、
一
九
九
六
年)

 

米
田
美
代
治
「
扶
余
百
済
五
層
石
塔
の
意
匠
計
画
」(

『
韓
国
上
代
建
築
の
研
究
』
、
秋
田
屋
、
一
九
四
四
年)

 

李
成
市
「
高
句
麗
と
日
隋
外
交
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国
家
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年)

 

李
成
市
「
東
ア
ジ
ア
の
木
簡
文
化-

伝
播
の
過
程
を
読
み
と
く
」(

『
木
簡
か
ら
古
代
が
み
え
る
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年)

 

李
成
市
「
王
興
寺
の
成
立
と
百
済
仏
教-

高
句
麗·
新
羅
仏
教
と
の
関
係
を
中
心
に
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年)

 

李
タ
ウ
ン
「
百
済
の
瓦
か
ら
み
た
飛
鳥
時
代
初
期
の
瓦
に
つ
い
て
」(

『
飛
鳥
・
白
鳳
の
瓦
と
土
器-

年
代
論
』
、
一
九
九
九
年)

 

李
タ
ウ
ン
「
百
済
の
瓦
生
産-

熊
津
時
代
・
泗
沘
時
代
を
中
心
と
し
て
」(

『
韓
半
島
考
古
学
論
叢
』
、
西
谷
正
編
、
す
ず
さ
わ
書
店
、
二
〇
〇
二
年)

 

李
炳
鎬
「
植
民
地
期
に
お
け
る
扶
余
地
域
の
寺
址
調
査
に
対
す
る
再
検
討
」(

『
奈
良
美
術
研
究
』
一
一
、
早
稲
田
大
学
奈
良
美
術
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

 

梁
正
錫
「
新
羅
皇
龍
寺
九
層
木
塔
の
造
成
に
関
す
る
比
較
史
的
検
討
」(
『
東
北
学
院
大
学
論
集:

 

歴
史
と
文
化
』
四
〇
、
東
北
学
院
大
学
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
美
術
史
編
「
美
術
史
料
と
し
て
読
む
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』-

釈
読
と
研
究(

二)

東
晋
金
陵
長
干
塔
緣
二
」(

『
奈
良
美
術
研
究
』
八
、
早
稲
田
大
学

奈
良
美
術
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年)

 

和
田
萃
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
喪
葬
儀
礼
」(

『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀·

信
仰
』
上
、
塙
書
房
、
一
九
九
五
年)

 

渡
辺
昭
人
・
関
広
尚
世
・
佐
竹
昭
「
釈
文
の
修
正
と
追
加-

広
島
安
芸
国
分
寺
跡
」(
『
木
簡
研
究
』
二
六
、
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

 

韓
国
語
の
論
文(

カ
ナ
タ
順)

 

姜
英
心
「
日
帝
下
「
朝
鮮
林
野
調
査
事
業
」
に
関
す
る
研
究(

下)

」(

『
韓
国
学
報
』
三
四
、
一
志
社
、
一
九
八
四
年)

 

姜
友
邦
「
四
天
王
寺
址
出
土
彩
釉
四
天
王
浮
彫
像
の
復
元
的
考
察
」(

『
美
術
資
料
』
二
五
、
国
立
中
央
博
物
館
、
一
九
八
〇
年)

 

姜
友
邦
「
陵
旨
塔
四
方
仏
塑
造
像
の
考
察
」(

『
新
羅
文
化
』
一
七
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
六
年)
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姜
友
邦
「
武
寧
王
妃
頭
枕
と
足
座
の
霊
気
化
生
の
造
形
解
釈
と
図
像
解
釈
」(

『
武
寧
王
陵
を
格
物
す
る-

武
寧
王
陵
発
掘
四
〇
周
年
記
念
特
別
展
』
、
国
立
公
州
博
物
館
、
二
〇

一
一
年)

 
姜
鍾
元
「
扶
余
東
南
里
と
錦
山
栢
嶺
山
城
出
土
文
字
資
料
」(

『
木
簡
と
文
字
』
三
、
韓
国
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 
姜
賢
淑
「
伝
東
明
王
陵
と
真
坡
里
古
墳
群
の
性
格
検
討
」(

『
湖
西
考
古
学
』
一
八
、
湖
西
考
古
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

姜
賢
淑
「
中
国
吉
林
省
東
台
子
遺
跡
再
考
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
五
、
韓
国
考
古
学
報
、
二
〇
一
〇
年)

 

高
木
博
志
「
日
本
美
術
史
と
朝
鮮
美
術
史
の
成
立
」(

『
国
史
の
神
話
を
越
え
て
』
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
、
二
〇
〇
四
年)

 

郭
東
錫
「
百
済
泗
沘
期
の
仏
像
の
特
徴
と
日
本
の
飛
鳥
彫
刻
と
の
関
係
」(

『
百
済
泗
沘
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

丘
冀
鍾
・
李
眅
燮
「
扶
余
佳
塔
里
ジ
ャ
ン
グ
モ
ク
ド
ゥ
ル
百
済
遺
跡
調
査
概
報
」(

『
湖
西
地
域
文
化
遺
跡
発
掘
成
果
』(

第
一
二
回
湖
西
考
古
学
会
学
術
大
会
発
表
集
、
二
〇
〇
五
年) 

国
立
文
化
財
研
究
所
・
益
山
市
「
弥
勒
寺
の
寺
刹
配
置
」(

『
弥
勒
寺
復
原
考
証
基
礎
調
査
研
究
報
告
書
二
』(

弥
勒
寺
復
原
研
究
学
術
資
料
叢
書Ⅲ

)

、
二
〇
一
〇
年)

 

権
五
栄
「
考
古
資
料
を
通
し
て
み
た
百
済
と
中
国
の
文
物
交
渉
」(

『
震
檀
学
報
』
六
六
、
震
檀
学
会
、
一
九
九
八
年)

 

権
五
栄
「
艇
止
山
遺
跡
と
百
済
の
喪
葬
儀
礼
」(

『
艇
止
山
』
、
学
術
調
査
叢
書
第
七
冊
、
一
九
九
九
年)

 

権
五
栄
「
古
代
韓
国
の
喪
葬
儀
礼
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
〇
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
〇
年)

 

権
五
栄
「
喪
葬
制
を
中
心
に
し
た
武
寧
王
陵
と
南
朝
墓
の
比
較
」(

『
百
済
文
化
』
三
一
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

権
五
栄
「
漢
城
期
百
済
瓦
の
製
作
伝
統
と
発
展
の
画
期
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年)

 

権
五
栄
「
漢
城
都
邑
期
文
化
遺
産
の
分
布
様
相
と
活
用
方
案
」(

『
漢
城
百
済
の
歴
史
と
文
化
』
、
書
景
文
化
社
、
二
〇
〇
七
年)

 

権
五
栄
「
聖
な
る
井
戸
の
祭
祀
」(

『
地
方
史
と
地
方
文
化
』
一
一
巻
二
号
、
歴
史
文
化
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

権
兌
遠
「
百
済
の
籠
冠
考
」(

『
尹
武
炳
博
士
回
甲
紀
念
論
叢
』
、
通
川
文
化
社
、
一
九
八
四
年)

 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
の
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
三
九
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年)

 

近
藤
浩
一
「
百
済
時
期
の
孝
思
想
受
容
と
そ
の
意
義
」(

『
百
済
研
究
』
四
二
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

近
藤
浩
一
「
扶
余
陵
山
里
羅
城
築
造
木
簡
再
論
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
九
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

金
圭
東
「
百
済
土
製
煙
筒
試
論
」(

『
科
技
考
古
研
究
』
八
、
亞
洲
大
学
校
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年)

 

金
圭
東
・
成
在
賢
「
船
里
銘
文
瓦
考
察
」(

『
考
古
学
誌
』
一
七
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
一
一
年)

 

金
基
民
「
新
羅
瓦
製
作
法
に
関
す
る
研
究-

慶
州
勿
川
里
出
土
瓦
を
中
心
に
」(

東
亞
大
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
一
年)

 

金
吉
植
「
氷
庫
を
通
し
て
み
た
公
州
艇
止
山
遺
跡
の
性
格
」(

『
考
古
学
誌
』
一
二
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年)

 

金
吉
植
「
百
済
始
祖
仇
台
廟
と
陵
山
里
寺
址
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
六
九
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

金
理
那
「
三
国
時
代
の
捧
持
宝
珠
形
菩
薩
立
像
研
究
」(

『
美
術
資
料
』
三
七
、
国
立
中
央
博
物
館
、
一
九
八
五
年)

 

金
理
那
「
百
済
初
期
仏
像
様
式
の
成
立
と
中
国
仏
教
」(

『
百
済
史
の
比
較
研
究
』
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
三
年)
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金
理
那
「
高
句
麗
仏
教
彫
刻
様
式
の
展
開
と
中
国
仏
教
彫
刻
」(

『
高
句
麗
美
術
の
対
外
交
渉
』
、
韓
国
美
術
史
学
会
、
一
九
九
六
年)

 

金
理
那
「
七
世
紀
百
済
の
仏
教
彫
刻
」(

『
百
済
の
美
術
』
百
済
文
化
史
大
系
一
四
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年)

 
金
洛
中
「
扶
余
泗
沘
都
城
に
対
す
る
研
究
成
果
と
課
題
」(

『
韓
国
の
都
城:

 

三
国
～
朝
鮮
、
発
掘
調
査
と
成
果
』
、
国
立
慶
州
・
扶
余
・
加
耶
文
化
財
研
究
所
開
所
二
〇
周
年

記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
二
〇
一
〇
年)

 

金
洛
中
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
と
造
営
の
特
徴
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
四
、
韓
国
上
古
史
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 

金
洛
中
「
百
済
定
林
寺
の
創
建
年
代｣

(

『
文
化
財
』
四
五-

四
、
国
立
文
化
財
硏
究
所
、
二
〇
一
二
年)

 

金
奉
烈
・
朴
鍾
進
「
高
麗
伽
藍
の
構
成
形
式
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」(

『
大
韓
建
築
学
会
論
文
集
』
五
巻
六
号(

通
巻
二
六)

、
大
韓
建
築
学
会
、
一
九
八
九
年)

 

金
相
鉉
「
百
済
威
徳
王
に
よ
る
父
王
の
た
め
の
追
福
と
夢
殿
観
音
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
一
五
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
一
九
九
九
年)

 

金
相
鉉
「
中
国
文
献
所
載
高
句
麗
仏
教
史
記
録
の
検
討
」(

『
高
句
麗
の
思
想
と
文
化
』
、
高
句
麗
研
究
財
団
、
二
〇
〇
五
年)

 

金
相
鉉
「
百
済
武
王
代
仏
教
界
の
動
向
と
弥
勒
寺
」(

『
韓
国
史
学
報
』
三
七
、
高
麗
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 

金
善
基
「
益
山
帝
釈
寺
址
一
考
察
」(
『
文
物
研
究
』
六
、
東
ア
ジ
ア
文
物
研
究
学
術
財
団
、
二
〇
〇
二
年)

 

金
善
基
「
益
山
帝
釈
寺
の
百
済
瓦
に
つ
い
て
」(

『
瓦
学
会
論
文
集
』
三
、
韓
国
瓦
学
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

金
誠
亀
「
安
鴨
池
出
土
古
式
瓦
当
の
形
式
的
考
察
」(

『
美
術
資
料
』
二
九
、
国
立
中
央
博
物
館
、
一
九
八
一
年)

 

金
誠
亀
「
扶
余
の
百
済
窯
址
と
出
土
遺
物
に
つ
い
て
」(

『
百
済
研
究
』
二
一
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
一
年)

 

金
誠
亀
「
新
羅
瓦
の
成
立
と
そ
の
変
遷
」(

『
新
羅
瓦
塼
』
、
国
立
慶
州
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

 

金
成
南
「
百
済
泗
沘
王
宮
の
拡
大
と
変
貌
過
程
試
論
」(

第
五
七
回
忠
南
大
百
済
研
究
所
公
開
講
座
発
表
文
、
二
〇
〇
七
年)

 

金
成
南
・
李
美
賢
「
日
帝
強
占
期
の
遺
跡
発
掘
調
査
と
再
検
討
」(
『
日
帝
強
占
期
の
泗
沘
認
識
』
、(

財)

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年)

 

金
寿
泰
「
百
済
の
地
方
統
治
と
道
使
」(

『
百
済
の
中
央
と
地
方
』
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
七
年)

 

金
寿
泰
「
百
済
威
徳
王
代
扶
余
陵
山
里
寺
院
の
創
建
」(

『
百
済
文
化
』
二
七
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
一
九
九
八
年)

 

金
寿
泰
「
百
済
の
聖
王
代
の
郡
令
と
城
主
」(

『
百
済
文
化
』
三
一
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

金
姸
秀
「
韓
国
古
代
の
寺
刹
工
房
施
設
に
つ
い
て
」(

『
美
術
史
の
鼎
立
と
拡
散(
二
巻)

-

韓
国
お
よ
び
東
洋
の
美
術
』
、
社
会
評
論
、
二
〇
〇
六
年)

 

金
英
心
「
百
済
地
方
統
治
体
制
研
究
」(

ソ
ウ
ル
大
博
士
学
位
論
文
、
一
九
九
七
年)

 

金
英
心
「
百
済
の
地
方
統
治
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
再
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
八
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

金
永
旭
「
百
済
吏
読
に
つ
い
て
」(

『
口
訣
研
究
』
一
一
、
口
訣
学
会
、
二
〇
〇
三
年)

 

金
英
媛
「
百
済
時
代
中
国
陶
磁
の
輸
入
と
倣
製
」(

『
百
済
文
化
』
二
七
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
一
九
九
八
年)

 

金
英
媛
「
統
一
新
羅
時
代
鉛
釉
の
発
達
と
磁
器
の
出
現
」(

『
美
術
資
料
』
六
二
、
国
立
中
央
博
物
館
、
一
九
九
九
年)

 

金
煐
泰
「
威
徳
王
当
時
の
仏
教
」(

『
百
済
仏
教
思
想
研
究
』
、
東
国
大
出
版
部
、
一
九
八
五
年)
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金
完
鎭
「
国
語
学
一
〇
年
先
の
将
来
を
展
望
す
る
」(

『
国
語
国
文
学
の
未
来
へ
の
道
を
問
う
』
、
太
学
社
、
二
〇
〇
五
年)

 

金
容
民
「
百
済
泗
沘
期
土
器
に
対
す
る
一
考
察-

扶
蘇
山
城
出
土
土
器
を
中
心
に
」(

『
文
化
財
』
三
一
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
八
年)

 
金
容
民
「
百
済
煙
家
に
つ
い
て
」(

『
文
化
財
』
三
五
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 
金
容
民
「
益
山
王
宮
城
の
造
営
と
空
間
区
画
に
対
す
る
考
察
」(

『
古
代
都
市
と
王
権
』
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

金
容
撤
「
岡
倉
天
心
と
日
本
美
術
史
の
成
立
」(

『
日
本
思
想
』
七
、
韓
国
日
本
思
想
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

金
有
植
「
瓦
を
通
し
て
み
た
新
羅
・
高
句
麗
の
対
外
交
渉
」(

『
東
岳
美
術
史
学
』
二
、
東
岳
美
術
史
学
会
、
二
〇
〇
一
年)

 

金
恩
淑
「
六
世
紀
後
半
新
羅
と
倭
国
の
国
交
成
立
過
程
」(

『
新
羅
文
化
祭
学
術
発
表
論
文
集
』
一
五
、
新
羅
文
化
宣
揚
会
、
一
九
九
四
年)

 

金
恩
淑
「
倭
国
と
の
関
係
」(

『
韓
国
史
』
七
、
国
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
七
年)

 

金
仁
徳
「
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
」(

『
韓
国
博
物
館
一
〇
〇
年
史
』
国
立
博
物
館
編
、
社
会
評
論
、
二
〇
〇
九
年)

 

金
正
基
「
弥
勒
寺
塔
と
定
林
寺
塔-
建
立
時
期
の
先
後
に
関
し
て-

」(

『
考
古
美
術
』
一
六
四
、
考
古
美
術
同
好
会
、
一
九
八
四
年)

 

金
正
基
「
皇
龍
寺
伽
藍
変
遷
に
関
す
る
考
察
」(

『
皇
龍
寺
』
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
八
四
年)

 

金
正
基
「
韓
国
古
代
伽
藍
の
実
態
と
考
察
」(
『
蕉
雨
黄
寿
永
博
士
古
稀
紀
念
美
術
史
学
論
叢
』
、
通
文
館
、
一
九
八
八
年)

 

金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
に
対
す
る
小
考
」(
『
新
羅
文
化
』
一
七
・
一
八
合
集
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

金
鍾
萬
「
泗
沘
時
代
瓦
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
相
小
考
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
二
、
国
立
公
州
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年)

 

金
鍾
萬
「
聖
王
時
代
百
済
生
活
土
器
」(

『
百
済
聖
王
と
彼
の
時
代
』
、
扶
余
郡
、
二
〇
〇
七
年)

 

金
鍾
萬
「
扶
余
陵
山
里
建
物
群
の
性
格
と
変
遷
」
、
『
考
古
学
誌
』
一
七
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
一
一
年)

 

金
泰
植
「
百
済
の
加
耶
地
域
関
係
史:
 

交
渉
と
征
服
」(

『
百
済
の
中
央
と
地
方
』
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
七
年)

 

金
昌
鎬
「
新
羅
興
輪
寺
の
伽
藍
配
置
問
題
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

金
賢
淑
「
高
句
麗
の
漢
江
流
域
領
有
と
支
配
」(

『
百
済
研
究
』
五
〇
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年)

 

金
賢
晶
「
陵
山
里
寺
址
出
土
印
花
紋
土
器
に
対
す
る
検
討
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
二
、
国
立
公
州
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年)

 

金
惠
瑗
「
敦
煌
莫
高
窟
唐
代<

維
摩
経
変>

に
み
ら
れ
る
世
俗
人
聴
衆
の
図
像
と
意
味
」(
『
美
術
史
の
鼎
立
と
拡
散
二
巻-

韓
国
お
よ
び
東
洋
の
美
術
』
、
社
会
評
論
、
二
〇
〇
六
年) 

金
和
英
「
韓
国
蓮
華
文
研
究
」(

梨
花
女
大
博
士
学
位
論
文
、
一
九
七
六
年)

 

吉
基
泰
「
呪
噤
師
と
薬
師
信
仰
」(

『
百
済
泗
沘
時
代
の
仏
教
信
仰
研
究
』
、
書
景
、
二
〇
〇
六
年)

 

吉
基
泰
「
水
源
寺
弥
勒
信
仰
の
性
格
」(

『
百
済
文
化
』
三
六
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年)

 

吉
基
泰
「
王
興
寺
址
舍
利
函
銘
文
を
通
し
て
み
た
百
済
仏
教
」(

『
韓
国
史
市
民
講
座
』
四
四
、
一
潮
閣
、
二
〇
〇
九
年)

 

吉
井
秀
夫
・
崔
英
姫
「
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
山
田
釮
次
郞
寄
贈
高
句
麗
瓦
の
検
討
」(

『
日
本
所
在
高
句
麗
遺
物Ⅱ

』
、
東
北
亞
歴
史
財
団
、
二
〇
〇
九
年)

 

南
浩
鉉
「
扶
余
官
北
里
百
済
遺
跡
の
性
格
と
時
間
的
位
置-

二
〇
〇
八
年
度
調
査
区
域
を
中
心
に
」(

『
百
済
研
究
』
五
一
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)
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盧
明
鎬
・
李
承
宰
「
高
麗
顕
宗
・
靖
宗
代
釈
迦
塔
重
修
記
録
の
判
読
・
訳
注
」(

『
釈
迦
塔
発
見
遺
物
調
査
中
間
報
告
』
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年)

 

盧
重
国
「
新
羅
と
百
済
の
交
渉
と
交
流
」(

『
新
羅
文
化
』
一
七
・
一
八
合
集
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 
盧
重
国
「
百
済
の
度
量
衡
と
そ
の
運
用
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
〇
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
五
年)

 
盧
重
国
「
医
・
薬
技
術
の
発
展
と
医
療
活
動
」(

『
百
済
社
会
思
想
史
』
、
知
識
産
業
社
、
二
〇
一
〇
年)

 

盧
泰
敦
「
三
韓
に
対
す
る
認
識
の
変
遷
」(

『
韓
国
史
研
究
』
三
八
、
韓
国
史
研
究
会
、
一
九
八
二
年)

 

大
橋
一
章
「
法
隆
寺
の
創
建
と
再
建
」(

『
講
座
美
術
史
』
一
六
、
韓
国
仏
教
美
術
史
学
会
、
二
〇
〇
一
年) 

柳
基
正
「
泗
沘
期
オ
ン
ド
ル
施
設
建
物
址
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
国
立
公
州
博
物
館
紀
要
』
三
、
国
立
公
州
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年) 

文
東
錫
「
梁
武
帝
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て-

百
済
と
関
連
性
を
中
心
に
」(

『
東
亞
考
古
論
壇
』
二
、
忠
清
文
化
財
研
究
院
、
二
〇
〇
六
年) 

文
東
錫
「
漢
城
百
済
の
茶
文
化
と
茶
確
」(

『
百
済
研
究
』
五
六
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
一
一
二
年) 

文
明
大
「
元
五
里
寺
址
塑
像
の
研
究
」(

『
考
古
美
術
』
一
五
〇
、
考
古
美
術
同
好
会
、
一
九
八
一
年)

 

文
明
大
「
扶
余
定
林
寺
址
か
ら
出
土
し
た
仏
像
と
陶
俑
」(

『
季
刊
美
術
』(

冬
号)

、
中
央
日
報
社
、
一
九
八
一
年)

 

文
玉
賢
「
百
済
王
興
寺
の
瓦
供
給
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
韓
国
伝
統
文
化
研
究
』
九
、
韓
国
伝
統
文
化
大
学
校
伝
統
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

 

閔
庚
仙
「
百
済
泗
沘
期
寺
刹
の
伽
藍
配
置
の
変
化
様
相
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
古
文
化
』
七
八
、
韓
国
大
学
博
物
館
協
会
、
二
〇
一
一
年)

 

朴
光
烈
「
新
羅
瑞
鳳
冢
と
壺
衧
塚
の
絶
対
年
代
考
」(
『
仏
教
考
古
学
』
二
、
威
徳
大
学
校
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年)

 

朴
光
烈
「
新
羅
積
石
木
槨
墳
出
土
黄
金
遺
物
と
初
伝
仏
教
」(

『
文
化
史
学
』
二
七
、
文
化
史
学
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

朴
南
守
「
新
羅
宮
中
手
工
業
の
成
立
と
整
備
」(

『
東
国
史
学
』
二
六
、
東
国
史
学
会
、
一
九
九
二
年)

 

朴
南
守
「
中
・
下
代
工
人
の
分
化
と
社
会
経
済
的
地
位
変
動
」(
『
新
羅
手
工
業
史
』
、
新
書
園
、
一
九
九
六
年)

 

朴
南
守
「
益
山
弥
勒
寺
址
出
土
金
鋌
と
百
済
の
衡
制
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
四
九
、
韓
国
史
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

朴
普
鉉
「
金
銅
冠
か
ら
み
た
羅
州
新
村
里
九
号
墳
乙
棺
の
年
代
」(

『
百
済
研
究
』
二
八
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
八
年)

 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
の
構
造
に
つ
い
て
」(

『
百
済
研
究
』
三
一
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
空
間
区
画
予
察
」(

『
湖
西
地
方
史
研
究
』
、
湖
雲
崔
槿
黙
教
授
定
年
記
念
論
叢
刊
行
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年)

 

朴
淳
発
「
漢
城
期
百
済
の
対
中
交
渉
一
例-

夢
村
土
城
出
土
金
銅
銙
帶
金
具
推
考
」(

『
湖
西
考
古
学
』
一
一
、
湖
西
考
古
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

朴
淳
発
「
高
句
麗
と
百
済-

泗
沘
様
式
百
済
土
器
の
形
成
背
景
を
中
心
に
」(

『
高
句
麗
と
東
ア
ジ
ア
』
、
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
集)

、
高
麗
大
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年) 

朴
淳
発
「
公
州
水
村
里
古
墳
群
出
土
中
国
磁
器
と
交
差
年
代
問
題
」(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
四
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
五
年)

 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
研
究
の
現
況
と
課
題
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

朴
淳
発
「
泗
沘
都
城
と
益
山
王
宮
城
」(

『
馬
韓
百
済
文
化
』
一
七
、
円
光
大
馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年)
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朴
淳
発
「
百
済
籠
冠
俑
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
四
八
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

朴
永
民
「
百
済
泗
沘
期
遺
跡
出
土
高
句
麗
系
土
器
」(

『
二
〇
〇
二
年
報
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 
朴
永
福
「
青
陽
陶
製
仏
像
台
座
調
査
報
告
」(

『
美
術
資
料
』
四
九
、
国
立
中
央
博
物
館
、
一
九
九
二
年)

 
朴
容
塡
「
公
州
大
通
寺
址
出
土
瓦
当
研
究
」(

『
考
古
美
術
』
一
二
一
・
一
二
二
合
集
、
考
古
美
術
同
好
会
、
一
九
七
四
年)

 

朴
容
塡
「
百
済
瓦
当
の
体
系
的
分
流-

軒
丸
瓦
を
中
心
に
」(

『
百
済
文
化
』
九
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
一
九
七
六
年)

 

朴
原
志
「
王
興
寺
出
土
軒
丸
瓦
の
製
作
技
術
と
系
統
」(

『
百
済
泗
沘
期
瓦
研
究Ⅲ

』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

 

朴
胤
善
「
威
徳
王
代
百
済
と
南
北
朝
の
関
係
」(

『
歴
史
と
現
実
』
六
一
、
韓
国
歴
史
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

朴
仲
煥
「
扶
余
陵
山
里
寺
址
発
掘
調
査
概
要-

二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
〇
一
年
調
査
内
容
」(

『
東
垣
学
術
論
文
集
』
四
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年)

 

朴
仲
煥
「
扶
余
陵
山
里
発
掘
木
簡
予
報
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
八
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
二
年)

 

朴
泰
祐
「
木
簡
資
料
を
通
し
て
み
た
泗
沘
都
城
の
空
間
構
造
」(

『
百
済
学
報
』
創
刊
号
、
百
済
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

朴
泰
祐
・
鄭
海
濬
・
尹
智
熙
「
扶
余
双
北
里
二
八
〇-

五
番
地
出
土
木
簡
報
告
」(

『
木
簡
と
文
字
』
二
、
韓
国
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

朴
憲
敏
「
慶
州
地
域
古
新
羅
～
統
一
新
羅
時
代
瓦
研
究
」(

『
瓦
の
生
産
と
流
通
』
、
韓
国
瓦
学
会
第
八
回
定
期
学
術
大
会
、
二
〇
一
一
年)

 

パ
ク
・
ヒ
ョ
ン
ジ
ョ
ン
「
扶
余
定
林
寺
址
陶
俑
復
元
の
た
め
の
籠
冠
服
飾
研
究
」(

『
服
飾
』
五
一
巻
六
号
、
韓
国
服
飾
学
会
、
二
〇
〇
一
年)

 

朴
洪
国
「
瓦
塼
資
料
を
通
し
た
霊
廟
寺
址
と
興
輪
寺
址
の
位
置
比
定
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

方
国
花
「
扶
余
陵
山
里
出
土
二
九
九
号
木
簡
」(

『
木
簡
と
文
字
』
六
、
韓
国
木
簡
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

方
起
東
「
集
安
東
台
子
高
句
麗
建
築
遺
址
の
性
質
と
年
代
」(
『
高
句
麗
遺
跡
と
遺
物
研
究
』
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
九
年)

 

裵
秉
宣
「
扶
余
地
域
百
済
建
物
址
の
構
造
」(

『
定
林
寺-

歴
史
文
化
的
価
値
と
研
究
現
況
』
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

裵
秉
宣
「
弥
勒
寺
の
配
置
と
建
築
遺
構
を
通
し
て
み
た
百
済
の
造
営
技
術
」(

『
百
済
仏
教
文
化
の
宝
庫
、
弥
勒
寺
』
、
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、

二
〇
一
〇
年)

 

山
崎
信
二
「
七
世
紀
後
半
の
瓦
か
ら
み
た
朝
鮮
三
国
と
日
本
の
関
係
」(

『
韓
日
文
化
財
論
集
』Ⅰ

、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

山
本
孝
文
「
百
済
泗
沘
期
石
室
墳
の
階
層
性
と
政
治
制
度
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
四
七
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
二
年)

 

山
本
孝
文
「
百
済
泗
沘
期
の
陶
硯-

分
類
・
編
年
と
歴
史
的
意
義
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年)

 

山
本
孝
文
「
韓
半
島
の
唐
式
銙
帶
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」(

『
嶺
南
考
古
学
』
三
四
、
嶺
南
考
古
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

山
本
孝
文
「
百
済
泗
沘
時
期
土
器
様
式
の
成
立
と
展
開
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

徐
己
才
「
日
本
近
代
「
旅
行
案
内
書
」
を
通
し
て
み
た
朝
鮮
と
朝
鮮
観
光
」(

『
日
本
語
文
学
』
一
三
、
韓
国
日
本
語
文
学
会
、
二
〇
〇
二
年)

 

徐
五
善
「
韓
国
平
瓦
文
様
の
時
代
的
変
遷
に
対
す
る
研
究
」(

忠
南
大
碩
士
学
位
論
文
、
一
九
八
五
年)

 

成
正
鏞
「
瓦
」(

『
聖
住
寺
』
、
忠
南
大
博
物
館
、
一
九
九
八
年)
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成
正
鏞
「
百
済
と
中
国
の
貿
易
陶
磁
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年)

 

成
亨
美
「
扶
余
定
林
寺
址
九
次
調
査
地
域
に
対
す
る
考
古
地
磁
気
学
的
研
究
」(

『
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

 
蘇
哉
潤
「
百
済
軒
丸
瓦
製
作
技
法
と
生
産
体
制
の
変
化-

風
納
土
城
出
土
品
を
中
心
に
」(

『
百
済
学
報
』
四
、
百
済
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 
蘇
賢
淑
「
梁
武
帝
の
仏
教
政
策
」(

『
仏
教
学
報
』
五
四
、
東
国
大
仏
教
文
化
研
究
院
、
二
〇
一
〇
年)

 

孫
禎
睦
「
日
帝
下
扶
余
神
宮
造
営
と
い
わ
ゆ
る
扶
余
神
都
建
設
」(

『
韓
国
学
報
』
四
九
、
一
志
社
、
一
九
八
七
年)

 

孫
浩
成
「
扶
余
双
北
里
一
一
九
安
全
セ
ン
タ
ー
敷
地
出
土
木
簡
の
内
容
と
判
読
」(

『
木
簡
と
文
字
』
七
、
韓
国
木
簡
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 

申
光
燮
「
扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址
考
」(

『
百
済
研
究
』
二
四
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
四
年)

 

申
光
燮
「
陵
山
里
寺
址
の
発
掘
調
査
と
伽
藍
の
特
徴
」(

『
百
済
金
銅
大
香
爐
と
古
代
東
亞
世
亞
』
、
百
済
金
銅
大
香
爐
発
掘
一
〇
周
年
記
念
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
国
立

扶
余
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年)

 

申
光
燮
「
百
済
泗
沘
時
代
陵
寺
研
究
」(

中
央
大
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
六
年)

 

申
栄
勳
「
扶
余
臨
江
寺
址
発
掘
參
加
記
」(

『
考
古
美
術
』
五
巻
一
一
号
、
考
古
美
術
同
好
会
、
一
九
六
四
年)

 

申
栄
勳
「
既
往
の
新
羅
瓦
の
研
究
」(

『
韓
国
建
築
史
大
系Ⅴ
-

新
羅
の
瓦
』
、
東
山
文
化
社
、
一
九
七
六
年)

 

申
鍾
国
「
泗
沘
都
城
発
掘
調
査
の
成
果
と
意
義
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

辛
鍾
遠
「
「
道
人
」
使
用
例
を
通
し
て
み
た
南
朝
仏
教
と
韓
日
関
係
」(

『
韓
国
史
研
究
』
五
九
、
韓
国
史
研
究
会
、
一
九
八
七
年)

 

辛
鍾
遠
「
百
済
仏
教
美
術
の
思
想
的
背
景
」(

『
百
済
の
彫
刻
と
美
術
』
、
公
州
大
学
校
博
物
館
、
一
九
九
一
年)

 

辛
鍾
遠
「
三
国
仏
教
と
中
国
の
南
朝
文
化
」(

『
講
座
韓
国
古
代
史
九-

文
化
の
受
容
と
伝
播
』
、
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

辛
鍾
遠
「
三
国
の
仏
教
初
伝
者
と
初
期
仏
教
の
性
格
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
四
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

申
昌
秀
「
皇
龍
寺
址
瓦
廃
棄
遺
構
出
土
新
羅
瓦
当
」(

『
文
化
財
』
一
八
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
五
年)

 

申
昌
秀
「
三
国
時
代
新
羅
瓦
の
研
究-

皇
龍
寺
址
出
土
新
羅
瓦
を
中
心
に
」(
『
文
化
財
』
二
〇
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
七
年)

 

申
昌
秀
「
興
輪
寺
の
発
掘
成
果
検
討
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

新
川
登
亀
男
「
百
済
と
日
本
の
飛
鳥
・
奈
良
の
仏
教
文
化
」(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
一
三
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
一
一
年)

 

沈
相
六
・
李
美
賢
・
李
孝
重
「
扶
余
中
央
聖
潔
教
会
遺
跡
お
よ
び
テ
ィ
ッ
ケ
遺
跡
出
土
木
簡
報
告
」(

『
木
簡
と
文
字
』
七
、
韓
国
木
簡
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 

安
啓
賢
「
百
済
仏
教
に
関
す
る
諸
問
題
」(

『
百
済
仏
教
文
化
の
研
究
』
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
四
年)

 

安
輝
濬
「
百
済
の
絵
画
」(

『
百
済
の
美
術
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
四
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年)

 

梁
起
錫
「
百
済
威
徳
王
代
の
王
権
の
存
在
形
態
と
性
格
」(

『
百
済
研
究
』
二
一
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
〇
年)

 

梁
起
錫
「
百
済
威
徳
王
代
の
対
外
関
係
」(

『
先
史
と
古
代
』
一
九
、
韓
国
古
代
学
会
、
二
〇
〇
三
年)

 

梁
時
恩
「
南
韓
で
確
認
さ
れ
る
高
句
麗
の
時
・
空
間
的
正
体
性
」(

『
考
古
学
』
一
〇
巻
二
号
、
中
部
考
古
学
会
、
二
〇
一
一
年)
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梁
銀
景
「
遼
寧
省
朝
陽
北
塔
出
土
塑
造
像
研
究
」(

『
美
術
史
学
研
究
』
二
五
六
、
韓
国
美
術
史
学
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

梁
銀
景
「
高
句
麗
塑
造
仏
像
と
中
国
塑
造
仏
像
の
関
係
」(

『
東
北
亞
歴
史
論
叢
』
二
四
、
東
北
亞
歴
史
財
団
、
二
〇
〇
九
年)

 
梁
銀
景
「
梁
武
帝
時
期
の
仏
教
寺
刹
、
仏
教
彫
刻
と
社
会
変
化
」(

『
美
術
史
学
』
二
三
、
韓
国
美
術
史
教
育
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 
梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
刹
の
検
討
を
通
し
て
み
た
百
済
泗
沘
期
仏
教
寺
刹
の
諸
問
題
」(

『
百
済
研
究
』
五
〇
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年)

 

梁
銀
景
「
百
済
扶
蘇
山
寺
址
出
土
品
の
再
検
討
と
寺
刹
の
性
格
」(

『
百
済
研
究
』
五
二
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

 

梁
銀
景
「
百
済
帝
釈
寺
址
出
土
塑
造
像
の
分
析
と
木
塔
址
を
通
し
た
奉
安
原
形
推
定
」(

『
湖
西
考
古
学
』
二
三
、
湖
西
考
古
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

梁
銀
景
「
南
京
地
域
南
朝
金
銅
仏
像
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ａ
研
究
』
一
一
、
釜
山
大
中
国
研
究
所
、
二
〇
一
一
年)

 

梁
正
錫
「
皇
龍
寺
伽
藍
変
遷
過
程
に
対
す
る
再
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
四
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
一
年)

 

梁
正
錫
「
弥
勒
寺
址
塔
址
の
調
査
過
程
に
対
す
る
検
討
」(

『
韓
国
史
学
報
』
三
六
、
高
麗
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 

楊
泓
「
百
済
仏
教
文
化
に
対
す
る
南
朝
の
影
向
」(

『
扶
余
王
興
寺
址
出
土
舍
利
器
の
意
義
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

嚴
基
日
「
泗
沘
期
百
済
瓦
窯
の
構
造
変
化
研
究
」(

『
百
済
文
化
』
四
三
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

 

嚴
基
杓
「
百
済
石
塔
の
先
後
に
対
す
る
考
察
」(

『
文
化
史
学
』
一
六
、
文
化
史
学
会
、
二
〇
〇
一
年)

 

余
昊
奎
「
四
世
紀
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
と
高
句
麗
対
外
政
策
の
変
化
」(

『
歴
史
と
現
実
』
三
六
、
韓
国
歴
史
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
年)

 

余
昊
圭
「
漢
城
時
期
百
済
の
都
城
制
と
防
御
体
系
」(
『
百
済
研
究
』
三
六
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

延
敏
洙
「
六
世
紀
前
半
の
加
耶
諸
国
を
巡
る
百
済
・
新
羅
の
動
向
」(

『
新
羅
文
化
』
七
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
年)

 

延
敏
洙
「
古
代
韓
日
外
交
史-

三
国
と
倭
を
中
心
に
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
七
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
二
年)

 

王
志
高
「
六
朝
建
康
城
遺
跡
出
土
陶
瓦
の
観
察
と
研
究
」(

『
瓦
の
生
産
と
流
通
』
、
韓
国
瓦
学
会
第
八
回
定
期
学
術
大
会
発
表
文
、
二
〇
一
一
年)

 

尹
武
炳
「
扶
余
定
林
寺
址
発
掘
記
」(

『
仏
教
美
術
』
一
〇
、
東
国
大
学
校
博
物
館
、
一
九
九
一
年)

 

尹
武
炳
「
百
済
王
都
泗
沘
城
研
究
」(

『
学
術
院
研
究
論
文
集(

人
文
・
社
会
編)

』
三
三
、
大
韓
民
国
学
術
院
、
一
九
九
四
年)

 

尹
善
泰
「
扶
余
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」(

『
東
国
史
学
』
四
〇
、
東
国
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

尹
善
泰
「
百
済
泗
沘
都
城
と
嵎
夷-

木
簡
か
ら
み
た
泗
沘
都
城
の
内
と
外
」(

『
東
亞
考
古
論
壇
』
二
、
忠
清
文
化
財
研
究
院
、
二
〇
〇
六
年)

 

尹
善
泰
「
百
済
の
文
書
行
政
と
木
簡
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
八
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

尹
龍
九
「
中
国
系
官
僚
と
そ
の
活
動
」(

『
百
済
の
対
外
交
渉
』
、
百
済
文
化
史
大
系
九
、 
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年)

 

尹
龍
爀
「
軽
部
慈
恩
の
公
州
百
済
文
化
研
究
」(

『
百
済
文
化
』
三
四
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

尹
龍
爀
「
軽
部
慈
恩
の
百
済
古
墳
調
査
と
遺
物
」(

『
韓
国
史
学
報
』
二
五
、
高
麗
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

尹
龍
爀
「
公
州
宋
山
里
六
号
墳
の
四
神
図
壁
画
に
つ
い
て
」(

『
韓
国
史
学
報
』
二
七
、
高
麗
史
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

尹
龍
熙
「
扶
余
臨
江
寺
址
発
掘
調
査
概
報
」(

『
考
古
学
誌
』
一
七
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
一
一
年)
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李
康
根
「
慶
州
の
文
化
財
に
対
す
る
再
認
識-

新
羅
最
初
の
寺
、
興
輪
寺
を
中
心
に
」(

『
慶
州
文
化
』
四
、
慶
州
文
化
院
、
一
九
九
八
年)

 

李
康
根
「
芬
皇
寺
の
伽
藍
配
置
と
三
金
堂
形
式
」(

『
芬
皇
寺
の
諸
照
明
』
、
新
羅
文
化
祭
学
論
文
集
二
〇
、
新
羅
文
化
宣
揚
会
、
一
九
九
九
年)

 
李
康
承
「
百
済
時
代
の
尺
に
対
す
る
研
究-

扶
余
双
北
里
遺
跡
出
土
尺
を
中
心
に
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
四
三
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
〇
年)

 
李
慶
洙
「
扶
余
地
域
近
代
博
物
館
の
胎
動
と
国
立
博
物
館
扶
余
分
館
の
成
立
」(

『
特
別
展
扶
余
博
物
館
の
足
跡
』
、
国
立
扶
余
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年)

 

李
基
東
「
百
済
国
の
政
治
理
念
に
対
す
る
一
考
察
」(

『
震
檀
学
報
』
六
九
、
震
檀
学
会
、
一
九
九
〇
年)

 

李
基
白
「
百
済
仏
教
受
容
年
代
の
検
討
」(

『
震
檀
学
報
』
七
一
・
七
二
合
集
、
震
檀
学
会
、
一
九
九
一
年)

 

李
基
白
「
三
国
時
代
仏
教
受
容
の
実
際-

仏
教
「
下
賜
説
」
批
判
」(

『
百
済
研
究
』
二
九
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
九
年)

 

李
南
奭
「
百
済
蓮
華
文
瓦
当
の
一
研
究-

公
山
城
王
宮
址
出
土
品
を
中
心
に
」(

『
古
文
化
』
三
二
、
韓
国
大
学
博
物
館
協
会
、
一
九
八
八
年)

 

李
タ
ウ
ン
「
百
済
瓦
博
士
考
」(
『
湖
南
考
古
学
報
』
二
〇
、
湖
南
考
古
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

李
タ
ウ
ン
「
印
刻
瓦
を
通
し
て
み
た
益
山
の
瓦
に
対
す
る
研
究
」(

『
古
文
化
』
七
〇
、
韓
国
大
学
博
物
館
協
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

李
道
学
「
漢
城
末
熊
津
時
代
百
済
王
位
継
承
と
王
権
の
性
格
」(

『
韓
国
史
研
究
』
五
〇
・
五
一
合
集
、
韓
国
史
研
究
会
、
一
九
八
五
年)

 

李
道
学
「
定
林
寺
址
五
層
塔
碑
銘
と
そ
の
作
成
背
景
」(

『
先
史
と
古
代
』
八
、
韓
国
古
代
学
会
、
一
九
九
七
年)

 

李
道
学
「
抱
川
半
月
山
城
出
土
「
高
句
麗
」
瓦
銘
文
の
再
検
討
」(

『
高
句
麗
研
究
』
三
、
高
句
麗
研
究
会
、
一
九
九
七
年)

 

李
道
学
「
王
興
寺
址
舍
利
器
銘
文
分
析
を
通
し
て
み
た
百
済
威
徳
王
代
の
政
治
と
仏
教
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
四
二
、
韓
国
史
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

李
文
基
「
泗
沘
時
代
百
済
前
内
部
体
制
の
運
営
と
変
化
」(
『
百
済
研
究
』
四
二
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
造
営
過
程
」(

『
韓
国
史
論
』
四
七
、
ソ
ウ
ル
大
国
史
学
科
、
二
〇
〇
二
年)

 

李
炳
鎬
「
百
済
泗
沘
都
城
の
構
造
と
運
営
」(

『
韓
国
の
都
城-
都
城
造
営
の
伝
統
』
、
ソ
ウ
ル
市
立
大
ソ
ウ
ル
学
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年)

 

李
炳
鎬
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
技
法
と
奉
安
場
所
」(
『
美
術
資
料
』
七
二
・
七
三
合
集
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年)

 

李
炳
鎬
「
扶
余
定
林
寺
址
出
土
塑
像
の
製
作
時
期
と
系
統
」(

『
美
術
資
料
』
七
四
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
六
年)

 

李
炳
鎬
「
扶
余
臨
江
寺
址
出
土
塑
像
に
つ
い
て
」(

『
扶
余
臨
江
寺
址
』
、
忠
清
大
博
物
館
学
術
研
究
叢
書
二
二
、
二
〇
〇
七
年)

 

李
炳
鎬
「
扶
余
旧
衙
里
出
土
塑
像
と
そ
の
遺
跡
の
性
格
」(

『
百
済
文
化
』
三
六
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年)

 

李
炳
鎬
「
泗
沘
都
城
の
構
造
と
築
造
過
程
」(

『
百
済
の
建
築
と
土
木
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
五
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年)

 

李
炳
鎬
「
泗
沘
都
城
と
慶
州
王
京
の
比
較
試
論
」(

『
東
ア
ジ
ア
都
城
と
新
羅
王
京
の
比
較
研
究
』
、
新
羅
文
化
祭
学
術
論
文
集
二
九
、
新
羅
文
化
宣
揚
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

李
炳
鎬
「
日
帝
強
占
期
扶
余
地
域
の
古
蹟
調
査
」(

『
日
帝
強
占
期
の
泗
沘
認
識
』
、(

財)

扶
余
郡
文
化
財
保
存
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年)

 

李
炳
鎬
「
古
式
蓮
華
文
瓦
当
の
分
類
と
編
年
」(

『
慶
州
工
業
高
等
学
校
内
遺
構
收
拾
調
査
』
、
国
立
慶
州
博
物
館
、
二
〇
一
一
年)

 

李
善
姫
「
月
城
垓
字
出
土
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
編
年
研
究
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
〇
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 

李
成
珪
「
韓
国
古
代
国
家
の
形
成
と
漢
字
受
容
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
三
二
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
三
年)
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李
星
培
「
百
済
書
芸
と
木
簡
の
書
風
」(

『
百
済
研
究
』
四
〇
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年)

 

李
成
市
「
黒
板
勝
美
を
通
し
て
み
た
植
民
地
と
歴
史
学
」(

『
韓
国
文
化
』
二
三
、
ソ
ウ
ル
大
韓
国
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年)

 
李
成
制
「
五
七
〇
年
代
高
句
麗
の
対
倭
交
渉
と
そ
の
意
味 

」(

『
韓
国
古
代
史
探
究
』
二
、
韓
国
古
代
史
探
究
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 
李
永
植
「
百
済
の
加
耶
進
出
過
程
」(

『
韓
国
古
代
史
論
叢
』
七
、
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
、
一
九
九
五
年)

 

李
龍
範
「
北
朝
前·

後
期
仏
教
の
高
句
麗
伝
来
」(

『
論
文
集
』
一
二
、
東
国
大
学
校
、
一
九
七
三
年)

 

李
鎔
賢
「
木
簡
」(

『
百
済
の
文
化
と
生
活
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
二
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年)

 

李
裕
群
「
中
国
伽
藍
配
置
の
変
化
お
よ
び
百
済
に
及
ぼ
し
た
影
響
」(

『
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
文
化
と
百
済
』
、
ハ
ノ
ル
文
化
遺
産
研
究
院
開
院
五
周
年
記
念
国
際
学
術
大
会
、
二

〇
〇
九
年)

 

李
在
景
「
沙
正
洞
建
物
址
と
興
輪
寺
址
」(

『
新
羅
文
化
』
二
〇
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

李
眅
燮
・
尹
善
泰
「
扶
余
双
北
里
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
・
北
浦
遺
跡
の
調
査
成
果
」(

『
木
簡
と
文
字
』
創
刊
号
、
韓
国
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

李
漢
祥
「
公
州
艇
止
山
遺
跡
の
編
年
と
性
格
」(

『
百
済
の
王
室
祭
祀
遺
跡
「
公
州
艇
止
山
」
学
術
発
表
会
』
、
国
立
公
州
博
物
館
、
一
九
九
八
年)

 

李
漢
祥
「
艇
止
山
出
土
土
器
お
よ
び
瓦
の
検
討
」(

『
艇
止
山
』
、
国
立
公
州
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

 

李
漢
祥
「
百
済
の
葬
礼
風
習
」(

『
百
済
の
生
活
と
文
化
』
、
百
済
文
化
史
大
系
一
二
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年)

 

李
漢
祥
「
新
羅
古
墳
の
中
の
外
来
文
物
の
調
査
と
研
究
」(

『
中
央
考
古
研
究
』
六
、
中
央
文
化
財
研
究
院
、
二
〇
一
〇
年)

 

李
賢
淑
「
爾
雅
釈
宮
釈
例
考
」(

『
人
文
科
学
研
究
』
一
一
、
西
原
大
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

李
亨
源
「
泗
沘
都
城
内
軍
守
里
地
点
の
空
間
区
画
お
よ
び
性
格
」(

『
湖
西
考
古
学
』
八
、
湖
西
考
古
学
会
、
二
〇
〇
三
年)

 

李
浩
炯
「
唐
津
九
龍
里
窯
址
收
拾
調
査
概
要
」(

『
考
古
学
誌
』
四
、
韓
国
考
古
美
術
研
究
所
、
一
九
九
二
年)

 

林
起
煥
「
熊
津
時
期
百
済
と
高
句
麗
対
外
関
係
記
事
の
再
検
討
」(
『
百
済
文
化
』
三
七
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

林
玲
愛
「
四
天
王
寺
址
塑
像
の
尊
名
」(

『
美
術
史
論
壇
』
二
七
、
韓
国
美
術
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年)

 

林
永
珍
「
中
国
六
朝
磁
器
の
百
済
導
入
背
景
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
八
三
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
一
二
年)

 

張
寅
成
「
古
代
韓
国
人
の
疾
病
観
と
医
療
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
二
〇
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
〇
年)

 

張
寅
成
「
南
朝
の
喪
礼
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
三
二
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年)

 

張
寅
成
「
百
済
の
医
薬
と
道
教
文
化
」(

『
百
済
研
究
』
五
二
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

 

錢
国
祥
「
中
国
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
瓦
当
」(

『
古
代
東
ア
ジ
ア
三
国
の
対
外
交
渉
』
、
国
立
慶
州
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年)

 

田
庸
昊
「
王
宮
里
遺
跡
の
最
近
の
発
掘
成
果
」(

『
益
山
王
宮
里
遺
跡
の
調
査
成
果
と
意
義
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
二
〇
〇
九
年)

 

田
中
俊
明
「
王
都
と
し
て
の
泗
沘
城
に
対
す
る
予
備
的
考
察
」(

『
百
済
研
究
』
二
一
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
〇
年)

 

全
虎
兌
「
伽
倻
古
墳
壁
画
に
関
す
る
一
考
察
」(

『
韓
国
古
代
史
論
叢
』
四
、
韓
国
古
代
史
研
究
会
、
一
九
九
二
年)
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鄭
珖
鎬
「
高
句
麗
仏
教
受
容
の
国
際
社
会
的
背
景
」(

『
人
文
研
究
』
九
、
仁
荷
大
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
三
年)

 

鄭
相
基
「
植
民
地
期
資
料
か
ら
み
た
宋
山
里
と
陵
山
里
古
墳
群
」(

『
東
垣
学
術
論
文
集
』
一
〇
、
国
立
中
央
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年)

 
鄭
尚
雨
「
一
九
一
〇
～
一
九
一
五
年
朝
鮮
総
督
府
囑
託
の
学
術
調
査
事
業
」(

『
歴
史
と
現
実
』
六
八
、
韓
国
歴
史
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年)

 
鄭
子
英
「
六
～
七
世
紀
百
済
寺
刹
内
講
堂
左
右
建
物
址
の
変
遷
過
程
考
察
」(

『
建
築
歴
史
研
究
』
七
三
、
韓
国
建
築
歴
史
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

鄭
子
英
「
扶
余
定
林
寺
址
伽
藍
配
置
と
編
年
的
検
討
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
六
、
韓
国
上
古
史
学
会
、
二
〇
一
二
年)

 

鄭
治
泳
「
漢
城
期
百
済
瓦
製
作
技
術
の
展
開
様
相
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
六
三
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

鄭
治
泳
「
百
済
漢
城
期
瓦
当
の
形
成
と
系
統
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
六
四
、
韓
国
上
古
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 

鄭
治
泳
「
百
済
・
高
句
麗
と
魏
晋
南
北
朝
製
瓦
術
比
較
研
究
」(

『
中
央
考
古
研
究
』
八
、
中
央
文
化
材
研
究
院
、
二
〇
一
一
年)

 

鄭
浩
燮
「
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
銘
文
と
被
葬
者
に
関
す
る
諸
問
題
」(

『
高
句
麗
渤
海
研
究
』
三
六
、
高
句
麗
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

趙
佳
英
「
石
村
洞
古
墳
群
の
築
造
様
相
検
討-

古
墳
分
布
を
中
心
に
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
五
、
韓
国
上
古
史
学
会
、
二
〇
一
二
年)

 

趙
景
徹
「
百
済
聖
王
代
儒
仏
政
治
理
念-
陸
詡
と
謙
益
を
中
心
に
」(

『
韓
国
思
想
史
学
』
一
五
、
韓
国
思
想
史
学
会
、
二
〇
〇
〇
年)

 

趙
景
徹
「
百
済
聖
王
代
大
通
寺
創
建
の
思
想
的
背
景
」(

『
国
史
館
論
叢
』
九
八
、
国
史
編
纂
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年)

 

趙
景
徹
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
式
王
号
比
較
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
四
三
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

趙
景
徹
「
百
済
仏
教
史
の
展
開
と
政
治
変
動
」(
韓
国
学
中
央
研
究
院
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
六
年)

 

趙
景
徹
「
百
済
王
室
の
三
年
喪-

武
寧
王
と
聖
王
を
中
心
に
」(

『
東
方
学
志
』
一
四
五
、
延
世
大
国
学
研
究
院
、
二
〇
〇
八
年)

 

趙
成
允
『
「
慶
州
出
土
新
羅
平
瓦
の
編
年
試
論
』(

慶
州
大
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
〇
年)

 

趙
成
允
「
古
新
羅
有
段
式
瓦
に
つ
い
て
」(

『
古
文
化
』
五
七
、
韓
国
大
学
博
物
館
協
会
、
二
〇
〇
一
年)

 

趙
成
允
「
新
羅
古
式
蓮
華
文
軒
丸
瓦
の
製
作
時
期
に
つ
い
て
」(

『
釜
山
史
学
』
三
〇
、
釜
山
慶
南
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

曺
永
祿
「
扶
余
臨
江
寺
址
発
掘
記
」(

『
東
国
史
学
』
八
、
東
国
史
学
会
、
一
九
六
五
年)

 

曺
永
鉉
「
伝
東
明
王
陵
の
墓
主
比
定
」(

『
科
技
考
古
研
究
』
一
〇
、
亞
洲
大
学
校
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年)

 

趙
源
昌
「
公
州
地
域
寺
址
研
究-

伝
百
済
寺
址
を
中
心
に
」(

『
百
済
文
化
』
二
八
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年)

 

趙
源
昌
「
百
済
二
重
基
壇
築
造
術
の
日
本
飛
鳥
寺
へ
の
伝
播
」(

『
百
済
研
究
』
三
五
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

趙
源
昌
「
百
済
熊
津
期
龍
井
里
下
層
寺
院
の
性
格
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
四
二
、
韓
国
上
古
史
学
会
、
二
〇
〇
三
年)

 

趙
源
昌
「
法
泉
里
四
号
墳
出
土
青
銅
蓋
蓮
花
突
帶
文
の
意
味
」(

『
百
済
文
化
』
三
三
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年)

 

趙
源
昌
「
扶
余
陵
寺
第
三
建
物
址(

別
名
工
房
址Ⅰ

)

の
建
築
考
古
学
的
検
討
」(

『
先
史
と
古
代
』
二
四
、
韓
国
古
代
学
会
、
二
〇
〇
六
年)

 

趙
源
昌
「
新
羅
瓦
積
基
壇
の
型
式
と
編
年
」(

『
新
羅
文
化
』
二
八
、
東
国
大
新
羅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年)

 

趙
源
昌
「
皇
龍
寺
重
建
期
瓦
当
か
ら
み
た
新
羅
の
対
南
朝
交
渉
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
五
二
、
韓
国
上
古
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年)
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趙
源
昌
「
夢
村
土
城
出
土
伝
百
済
瓦
当
の
製
作
主
体
検
討
」(

『
先
史
と
古
代
』
二
九
、
韓
国
古
代
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

趙
源
昌
「
百
済
軍
守
里
寺
址
の
築
造
技
法
と
造
営
主
体
の
検
討
」(

『
韓
国
古
代
史
研
究
』
五
一
、
韓
国
古
代
史
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 
趙
源
昌
「
熊
津
～
泗
沘
期
瓦
当
か
ら
み
た
高
句
麗
製
瓦
術
の
百
済
伝
播
」(

『
白
山
学
報
』
八
一
、
白
山
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 
趙
源
昌
「
皇
龍
寺
重
建
伽
藍
金
堂
址
基
壇
築
造
術
の
系
統
」(

『
文
化
史
学
』
三
二
、
文
化
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 

趙
源
昌
「
百
済
泗
沘
期
扶
余
扶
蘇
山
寺
址
の
築
造
技
法
と
伽
藍
配
置
検
討
」(

『
歴
史
と
談
論
』
五
九
、
湖
西
史
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 

趙
胤
宰
「
公
州
宋
山
里
六
号
墳
銘
文
塼
判
読
に
対
す
る
管
見
」(

『
湖
西
考
古
学
報
』
一
九
、
湖
西
考
古
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

趙
胤
宰
「
扶
余
定
林
寺
寺
名
の
由
来
と
意
味
に
対
す
る
検
討
」(

『
韓
国
史
学
報
』
四
五
、
高
麗
史
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 

趙
恩
慶
「
弥
勒
寺
址
石
塔
の
構
造
体
系
と
築
造
解
析
」(

弘
益
大
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
一
年)

 

趙
海
淑
「
百
済
木
簡
記
録
「
宿
世
結
業
…
」
に
つ
い
て
」(

『
冠
嶽
語
文
研
究
』
三
一
、
ソ
ウ
ル
大
国
語
国
文
学
科
、
二
〇
〇
六
年)

 

佐
川
正
敏
「
日
本
古
代
木
塔
基
壇
の
構
築
技
術
復
原
と
心
礎
設
置
形
式
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
四
四
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年)

 

周
炅
美
「
百
済
仏
教
金
属
工
芸
の
様
相
と
特
徴
」(

『
人
文
社
会
科
学
研
究
』
一
〇
巻
一
号
、
釜
慶
大
人
文
社
会
科
学
所
、
二
〇
〇
九
年)

 

中
根
隆
行
「
帝
国
日
本
の
満
鮮
観
光
地
と
古
都
慶
州
の
表
象
」(

『
韓
国
文
学
研
究
』
三
六
、
東
国
大
韓
国
文
学
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年)

 

秦
弘
燮
「
百
済
寺
院
の
伽
藍
制
度
」(

『
百
済
研
究
』
二
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
七
一
年)

 

車
侖
貞
「
三
国
時
代
菩
薩
像
に
対
す
る
一
考
察-
持
物
を
中
心
に
」(

『
仏
教
美
術
史
学
』
二
、
通
道
寺
聖
宝
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年)

 

千
寬
宇
「
馬
韓
諸
国
の
位
置
試
論
」(

『
東
洋
学
』
九
、
一
九
七
九
年 

;
 

『
古
朝
鮮
史
・
三
韓
史
研
究
』
、
一
潮
閣
、
一
九
八
九
年)

 

清
水
昭
博
「
百
済
大
通
寺
式
軒
丸
瓦
の
成
立
と
展
開
」(

『
百
済
研
究
』
三
八
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年)

 

崔
卿
煥
「
錦
江
流
域
百
済
土
器
窯
址
の
構
造
と
生
産
体
制
に
対
す
る
一
研
究
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
六
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

崔
孟
植
「
皇
龍
寺
址
回
廊
外
廓
出
土
平
瓦
調
査
研
究
」(

『
文
化
史
学
』
一
七
、
文
化
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

崔
柄
澤
「
日
帝
下
林
野
調
査
事
業
の
施
行
目
的
と
性
格
」(

『
韓
国
文
化
』
三
七
、
ソ
ウ
ル
大
韓
国
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年)

 

崔
錫
栄
「
日
帝
植
民
地
の
状
況
と
扶
余
古
蹟
保
存
会
の
活
動
」(

『
韓
国
博
物
館
歴
史
一
〇
〇
年
』
、
民
俗
園
、
二
〇
〇
八
年)

 

崔
聖
銀
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
彫
刻
を
通
し
て
み
た
百
済
弥
勒
寺
の
仏
像
」(

『
百
済
文
化
』
四
三
、
公
州
大
百
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

 

崔
聖
銀
「
百
済
塑
像
の
様
相
と
そ
の
伝
播-

新
羅
と
白
鳳
の
塑
像
と
関
連
し
て-

」(

『
飛
鳥
・
川
原
寺
裏
山
遺
跡
と
東
ア
ジ
ア
資
料
集
』
、
関
西
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
、

二
〇
一
二
年 

崔
鈆
植
「
三
国
時
代
弥
勒
信
仰
と
来
世
意
識
」(

『
講
座
韓
国
古
代
史
八-

古
代
人
の
精
神
世
界
』
、
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年)

 

崔
鈆
植
「
百
済
撰
述
文
献
と
し
て
の
『
大
乗
四
論
玄
義
記
』
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
三
六
、
韓
国
史
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

崔
鈆
植
「
『
大
乗
四
論
玄
義
記
』
百
済
撰
述
再
論
」(

『
韓
国
史
研
究
』
一
三
八
、
韓
国
史
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年)

 

崔
鈆
植
「
仏
国
寺
西
石
塔
重
修
形
止
記
の
再
構
成
を
通
し
た
仏
国
寺
石
塔
重
修
関
連
内
容
の
再
検
討
」(

『
震
檀
学
報
』
一
〇
五
、
震
檀
学
会
、
二
〇
〇
八
年)
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崔
鈆
植
「
百
済
後
期
仏
教
教
学
の
変
遷
と
弥
勒
思
想
の
性
格
」(

『
百
済
仏
教
文
化
の
宝
庫
、
弥
勒
寺
』
、
国
立
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

 

崔
鈆
植
「
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
地
域
の
仏
教
拡
散
過
程
に
対
す
る
再
検
討
」(

『
忠
清
学
と
忠
清
文
化
』
一
三
、
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二
〇
一
一
年)

 
崔
鈆
植
「
百
済
後
期
弥
勒
思
想
の
展
開
過
程
と
特
性
」(

『
韓
国
思
想
史
学
』
三
七
、
韓
国
思
想
史
学
会
、
二
〇
一
一
年)

 
崔
栄
柱
「
三
国
時
代
土
製
煙
筒
研
究-

韓
半
島
と
日
本
列
島
を
中
心
に
」(

『
湖
南
考
古
学
報
』
三
一
、
湖
南
考
古
学
会
、
二
〇
〇
九
年)

 

崔
英
姫
「
新
羅
古
式
軒
丸
瓦
の
製
作
技
法
と
系
統
」(

『
韓
国
上
古
史
学
報
』
七
〇
、
韓
国
上
古
史
学
報
、
二
〇
一
〇
年)

 

崔
鍾
圭
「
済
羅
耶
の
文
物
交
流-

百
済
金
工Ⅱ

」(

『
百
済
研
究
』
二
三
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
九
二
年)

 

卓
京
柏
「
百
済
泗
沘
期
仏
塔
の
造
形
技
術
研
究
」
、
明
知
大
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
〇
年)

 

土
田
純
子
「
百
済
有
蓋
三
足
器
の
編
年
研
究
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
五
二
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
四
年)

 

土
田
純
子
「
泗
沘
様
式
土
器
に
み
ら
れ
る
高
句
麗
土
器
の
影
響
に
対
す
る
検
討
」(

『
韓
国
考
古
学
報
』
七
二
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
一
〇
年)

 

平
川
南
「
百
済
と
古
代
日
本
に
お
け
る
道
祭
祀
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

河
利
群
「
北
朝
お
よ
び
隋
唐
代
寺
院
の
考
古
学
的
考
察-

塔
・
殿
・
院
の
関
係
変
化
を
中
心
に
」(

『
東
ア
ジ
ア
古
代
寺
址
比
較
研
究Ⅱ

-

金
堂
址
篇
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究

所
、
二
〇
一
〇
年)

 

賀
云
翺
「
南
朝
時
代
建
康
地
域
蓮
華
文
瓦
当
の
変
遷
過
程
お
よ
び
関
連
問
題
の
研
究
」(

『
漢
城
期
百
済
の
物
流
シ
ス
テ
ム
と
対
外
交
渉
』
、
韓
神
大
学
術
院
、
二
〇
〇
三
年)

 

賀
云
翺
「
南
京
鍾
山
二
号
寺
遺
址
出
土
瓦
当
初
探
」(
『
東
亞
考
古
論
壇
』
創
刊
号
、
忠
清
文
化
財
研
究
院
、
二
〇
〇
五
年)

 

韓
秀
暎
「
古
代
史
復
元
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
親
日
文
学
認
識
の
地
平
」(

『
実
踐
文
学
』
六
五
、
実
踐
文
学
社
、
二
〇
〇
二
年)

 

韓
郁
「
遺
構
を
通
し
た
六
・
七
世
紀
百
済
伽
藍
建
物
の
復
原
的
研
究
」(

弘
益
大
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
八
年)

 

韓
芝
仙
「
風
納
土
城
慶
堂
地
区
再
発
掘
調
査
成
果
」(

『
様
式
の
考
古
学
』
、
韓
国
考
古
学
会
、
二
〇
〇
八
年)

 

韓
芝
守
「
百
済
風
納
土
城
出
土
施
釉
陶
器
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
五
一
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年)

 

戸
田
有
二
「
百
済
の
軒
丸
瓦
瓦
製
作
技
法
に
つ
い
て(

Ⅱ
)

」(

『
百
済
研
究
』
四
〇
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年)

 

戸
田
有
二
「
百
済
泗
沘
時
代
に
お
け
る
造
瓦
集
団
の
一
端
」(

『
百
済
泗
沘
時
期
文
化
の
再
照
明
』
、
国
立
扶
余
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年)

 

黄
寿
永
「
百
済
帝
釈
寺
址
研
究
」(

『
百
済
研
究
』
四
、
忠
南
大
百
済
研
究
所
、
一
九
七
三
年)

 

 

中
国
語
の
論
文
（
ピ
ン
イ
ン
順
） 

方
起
東
「
集
安
東
台
子
高
句
麗
建
築
遺
址
的
性
質
和
年
代
」(

『
東
北
考
古
與
歴
史
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
二
年)

 

賀
云
翺
「
南
京
鍾
山
二
号
寺
遺
址
出
土
南
朝
瓦
当
及
與
南
朝
定
林
寺
関
係
研
究
」(

『
考
古
與
文
物
』
一
期
、
陝
西
省
考
古
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年)

 
 

河
上
麻
由
子
「
仏
教
與
朝
貢
的
関
係-

以
南
北
朝
時
期
爲
中
心
」(

『
伝
統
中
国
研
究
集
刊
』
一
、
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年)

 

李
梅
田
「
長
江
中
游
地
区
六
朝
隋
唐
青
瓷
分
期
研
究
」(

『
華
夏
考
古
』
四
期
、
二
〇
〇
〇
年)

 



 

 

 

 

459 

錢
国
祥
「
漢
魏
洛
陽
城
出
土
瓦
当
的
分
期
與
研
究
」(

『
考
古
』
一
〇
期
、
一
九
九
六
年)

 

宿
白
「
隋
代
仏
寺
布
局
」(

『
考
古
與
文
物
』
二
期
、
一
九
九
七
年)

 
孫
華
「
四
川
綿
陽
平
楊
府
君
闕
闕
身
造
像
」(

『
漢
唐
之
間
的
宗
教
芸
術
與
考
古
』
、
巫
泓
主
編
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年)

 
王
志
高
「
南
朝
帝
王
陵
寢
初
探
」(

『
南
方
文
物
』
四
期
、
江
西
省
文
化
庁
、
一
九
九
九
年)

 

王
志
高
「
六
朝
帝
王
陵
寢
述
論
」(

『
南
京
曉
庄
学
院
学
報
』
二
〇
巻
二
期
、
南
京
曉
庄
学
院
学
報
編
集
部
、
二
〇
〇
四
年)

 

王
志
高
・
王
光
明
「
南
京
紅
土
橋
出
土
的
南
朝
泥
塑
像
及
相
関
問
題
研
討
」(

『
東
南
文
化
』
三
期
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

 

楊
泓
「
百
済
定
林
寺
遺
址
初
論
」(

『
宿
白
先
生
八
秩
華
誕
紀
念
文
集
』
、
文
物
、
二
〇
〇
〇
年)

 

趙
燦
鵬
「
南
朝
梁
元
帝
職
貢
図
題
記
佚
文
続
拾
」(

『
文
史
』
四
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年)

 

鍾
曉
青
「
北
魏
洛
陽
永
寧
寺
塔
復
原
探
討
」(

『
文
物
』
五
期
、
一
九
九
八
年)
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図
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百
済
漢
城
期
主
要
遺
跡
の
位
置
図 

図
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公
州
武
寧
王
陵
出
土
王
妃
頭
枕
の
実
測
図 

図
１-
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ソ
ウ
ル
ト
ゥ
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ソ
ム
出
土
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図
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原
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里
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図
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中
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出
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図
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ソ
ウ
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夢
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土
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土
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華
文
瓦
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図
１-
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公
州
大
通
寺
址
出
土
「
大
通
」
銘
文
字
瓦 

図
１-

１
０ 

公
州
大
通
寺
址
の
伽
藍
配
置
推
定
図 

図
１-

１
１ 

瓦
当
接
合
技
法
の
模
式
図 

図
１-

１
２ 

公
州
地
域
主
要
遺
跡
の
分
布
図 

図
１-

１
３ 

熊
津
期
の
主
要
蓮
華
文
瓦
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図
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１ 
 
 

扶
余
地
域
に
お
け
る
廃
寺
址
の
分
布
図 

図
２-

２ 
 

扶
余
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
図
と
瓦
廃
棄
竪
穴 

図
２-

３ 
 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
大
型
塑
像 

図
２-

４ 
 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
中
型
塑
像 

図
２-

５ 
 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
蝋
石
製
三
尊
仏
片 

図
２-

６ 
 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
小
型
塑
像 

図
２-

７ 
 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
情
景
塑
像
１ 

図
２-

８ 
 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
情
景
塑
像
２ 

図
２-

９ 
 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
頭
像
頚
部
と
上
半
身
の
凹
部 

図
２-

１
０ 

中
国
南
京
出
土
の
各
種
塑
像 

図
２-

１
１ 

中
国
四
川
省
綿
陽
市
平
楊
府
君
闕
上
の
闕
身
造
像 

図
２-

１
２ 

中
国
鞏
県
石
窟
第
１
窟
前
壁
の
皇
帝
礼
仏
図
と
龍
門
石
窟
賓
陽
中
洞

の
前
壁
浮
彫
り 

図
２-

１
３ 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
人
物
像
片 

図
２-

１
４ 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
人
物
像
片(

未
報
告
資
料) 

図
２-

１
５ 

唐
閻
立
本
の
『
王
会
図
』
部
分
と
五
代
南
唐
顧
徳
謙
模
の
『
梁
元

帝
番
客
入
朝
図
』
の
魯
国
使
臣
部
分 

図
２-

１
６ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
の
人
物
像
片
と 

扶
余
旧
衙
里
寺
址
出
土
の
人
物
像
片 

図
２-

１
７ 

中
国
四
川
省
成
都
市
西
安
路
出
土
の
梁
中
大
通
２
年
銘
仏
造
像
と
成

都
万
仏
寺
出
土
の
梁
中
大
通
５
年
銘
仏
造
像 

図
２-

１
８ 

扶
余
定
林
寺
址
の
五
層
石
塔
と
単
弁
七
葉
蓮
華
文
瓦
当 

図
２-

１
９ 

扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
中
国
製
青
磁
壺
片
と
中
国
南
京
対
文
山
南
朝

墓
出
土
の
青
磁
蓮
華
文
壺 

図
２-
２
０ 

南
京
霊
山
墓
出
土
の
籠
冠
俑 

図
２-

２
１ 
扶
余
定
林
寺
址
と
中
国
南
京
出
土
の
蓮
華
文
瓦
当 
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図
２-

２
２ 

扶
余
錦
城
山
出
土
の
緑
釉
器
台
片
と
公
州
宋
山
里
出
土
の
器
台
、
羅

州
伏
岩
里
１
号
墳
出
土
の
緑
釉
托
盞 

図
２-
２
３ 

扶
余
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
２-

２
４ 
扶
余
定
林
寺
址
出
土
の
高
麗
時
代
の
文
字
瓦 

図
２-

２
５ 

扶
余
官
北
里
長
方
形
区
画
の
ナ
地
区
発
掘
現
況
図 

図
２-

２
６ 

扶
余
官
北
里
遺
跡
出
土
の
坩
堝
と
坩
堝
の
蓋
の
「
官
」
銘 

図
２-

２
７ 

扶
余
官
北
里
遺
跡
の
大
型
殿
閣
建
物
の
盛
土
層
か
ら 

出
土
し
た
蓮
華
文
瓦
当 

図
２-

２
８ 

扶
余
官
北
里
遺
跡(

バ
地
区)
出
土
の
中
国
製
青
磁
片 

図
２-

２
９ 

１
９
１
０
年
代
地
籍
図
に
見
え
る
官
北
里
、
旧
衙
里
一
円
と
定
林
寺

址 

図
２-

３
０ 

扶
余
市
街
地
計
画
平
面
図
の
部
分(

１
９
３
９
年
作
成) 

図
２-

３
１ 

扶
余
宮
南
池
一
帯
の
東
西
道
路
遺
跡 

図
２-

３
２ 

扶
余
軍
守
里
地
点
の
道
路
と
建
物
群 

図
２-

３
３ 

扶
余
陵
山
里
・
佳
塔
里
地
点
の
道
路
と
隋
の
五
銖
銭 

図
２-

３
４ 

扶
余
ヒ
ョ
ン
ネ
ド
ゥ
ル
遺
跡
の
堤
防
施
設
と
北
斉
の
上
平
五
銖
銭 

図
２-

３
５ 

泗
沘
期
の
王
宮
区
域
と
関
連
す
る
主
要
遺
跡
の
位
置 

図
２-

３
６ 

泗
沘
期
の
王
宮
区
域
案
と
定
林
寺
址
の
位
置
関
係 

図
３-

１ 
 
 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
３-

２ 
 

扶
余
陵
山
里
出
土
木
簡
の
出
土
位
置 

図
３-

３ 
 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
暗
渠
施
設
配
置
図 

図
３-

４ 
 

扶
余
陵
山
里
出
土
２
０
０
１-

８
号
木
簡
の
写
真 

図
３-

５ 
 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
南
回
廊
西
側
ト
レ
ン
チ
土
層
図(

８
次
調
査) 

図
３-

６ 
 

扶
余
陵
山
里
沼
地
出
土
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中
国
青
磁
片 

図
３-
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公
州
・
扶
余
出
土
の
各
種
陶
硯
片 

図
３-
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扶
余
陵
山
里
出
土
２
０
０
２-

１
号
木
簡
の
赤
外
線
写
真
と
判
読
文 

図
３-
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２
０
０
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号
木
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３
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写
真 

図
３-
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扶
余
陵
山
里
寺
址
の
中
門
址
南
側
の
道
路
遺
構
概
念
図 

図
３-

１
１ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
瓦
当
の
接
合
技
法
模
式
図 

図
３-

１
２ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
の
１
型
式
瓦
当 

図
３-

１
３ 

１
型
式
瓦
当
の
丸
瓦
部
の
形
態 

図
３-

１
４ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
の
３
型
式
～
７
型
式
瓦
当 

図
３-

１
５ 

３
型
式
と
４
型
式
瓦
当
の
丸
瓦
部
の
形
態  

図
３-

１
６ 

５
型
式
瓦
当
の
丸
瓦
部
と
復
元
接
合 

図
３-

１
７ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
の
８
型
式
～
１
１
型
式
瓦
当 

図
３-

１
８ 

８
型
式
瓦
当
丸
瓦
部
の
形
態 

図
３-

１
９ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
の
１
２
型
式
～
１
３
型
式
お
よ
び
巴
文
と
素

文
瓦
当 

図
３-

２
０ 

１
２
型
式
丸
瓦
内
部
の
釘
穴
の
状
況 

図
３-
２
１ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
隣
接
部
の
窯
址
位
置
図 

図
３-
２
２ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
復
原
鳥
瞰
図 

図
３-

２
３ 
扶
余
陵
山
里
寺
址
の
初
期
建
物
址
群 



 

 

 

 

463 

図
３-

２
４ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
講
堂
址
西
室
出
土
の
木
製
漆
器 

図
３-

２
５ 

集
安
東
台
子
遺
跡
の
建
物
址
群 

図
３-
２
６ 

公
州
艇
止
山
遺
跡
の
遺
構
配
置
図 

図
３-

２
７ 
大
同
北
魏
方
山
の
永
固
堂
と
思
遠
仏
寺
の
配
置
図 

図
３-

２
８ 

平
壌
の
伝
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
の
配
置 

図
３-

２
９ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
と
周
辺
の
遺
跡
分
布
図 

図
３-

３
０ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
変
遷
過
程 

図
４-

１ 
 
 

扶
余
定
林
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
４-

２ 
 
 

扶
余
陵
山
里
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
４-

３ 
 
 

扶
余
軍
守
里
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
４-

４ 
 
 

扶
余
王
興
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
４-

５ 
 
 

扶
余
王
興
寺
址
の
金
堂
址
と
木
塔
址
区
間
の
土
層
図 

図
４-

６ 
 
 

扶
余
東
南
里
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
４-

７ 
 
 

益
山
帝
釈
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
４-

８ 
 
 

益
山
王
宮
里
遺
跡
と
帝
釈
寺
址
の
位
置
関
係 

図
４-

９ 
 
 

益
山
弥
勒
寺
址
の
伽
藍
配
置
図
と
西
石
塔
下
部
出
土
の
瓦
当 

図
４-

１
０ 

扶
余
恩
山
金
剛
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
４-

１
１ 

扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址
の
伽
藍
配
置
図
と
唐
式
帯
金
具 

図
４-

１
２ 

所
謂
１
棟
２
室
建
物
址 

図
４-

１
３ 

扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
各
種
塑
像 

図
４-
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４ 

扶
余
旧
衙
里
寺
址
出
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図
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５ 

扶
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江
寺
址
出
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図
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６ 

青
陽
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津
里
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址
出
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各
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塑
像 

図
４-

１
７ 

青
陽
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里
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址
出
土
大
型
仏
像
台
座 

図
４-

１
８ 

益
山
帝
釈
寺
址
廃
棄
場
出
土
各
種
塑
像 

図
４-

１
９ 

益
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帝
釈
寺
址
廃
棄
場
出
土
塑
像
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と
各
種
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土 

図
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０ 

益
山
弥
勒
寺
址
出
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各
種
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像
と
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仏 

図
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２
１ 

益
山
弥
勒
寺
址
西
石
塔
下
部
出
土
螺
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図
４-

２
２ 

扶
余
恩
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金
剛
寺
址
出
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各
種
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像 

図
４-

２
３ 

扶
余
旧
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里
寺
址
出
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塑
像
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図
４-

２
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扶
余
扶
蘇
山
廃
寺
址
出
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各
種
塑
像 

図
４-

２
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益
山
王
宮
里
遺
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出
土
螺
髪 

図
４-

２
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南
京
市
江
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区
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村
南
朝
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後
壁
の
塔
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装
飾 

図
４-

２
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五
里
寺
址
出
土
塑
造
仏
坐
像
と
塑
造
菩
薩
立
像
、
平
壌
土
城
里
出
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陶
笵 

図
４-

２
８ 

慶
州
四
天
王
寺
址
出
土
の
緑
釉
塼
片 

図
４-

２
９ 

慶
州
錫
杖
寺
址
出
土
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塑
造
神
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像
片
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片
、
各
種
塼
仏
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図
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山
遺
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出
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図
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図
５-
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慶
州
興
輪
寺
址(

慶
州
工
高)

と
霊
廟
寺
址(

天
鏡
林
興
輪
寺)

の
位
置 

図
５-

２ 
 
 

慶
州
霊
廟
寺
址(

天
鏡
林
興
輪
寺)

出
土
の
文
字
瓦 

図
５-
３ 

 
 

慶
州
工
高
一
帯
出
土
の
古
式
蓮
華
文
瓦
当
の
型
式
分
類
案 

図
５-
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１
８
２
番
瓦
当
と
１
８
３
番
瓦
当
の
比
較 

図
５-
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慶
州
校
洞
で
収
集
さ
れ
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華
文
瓦
当 

図
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慶
州
興
輪
寺
址
で
収
集
さ
れ
た
蓮
華
文
瓦
当 

図
５-
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慶
州
工
高
出
土
の
平
瓦
と
有
段
式
丸
瓦 

図
５-
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慶
州
六
通
里
瓦
窯
址
出
土
の
蓮
華
文
瓦
当 

図
５-
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公
州
艇
止
山
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跡
出
土
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華
文
瓦
当
と
有
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式
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瓦 

図
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慶
州
城
東
洞
殿
廊
址
出
土
の
蓮
華
文
瓦
当 

図
５-

１
１ 
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州
天
官
寺
址
出
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蓮
華
文
瓦
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図
５-
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公
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当 

図
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図
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里
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瓦
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器 

図
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飛
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図
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南
京
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出
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瓦
と
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図
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７ 
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興
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寺
址
出
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瓦 

図
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８ 

慶
州
皇
龍
寺
址
出
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種
瓦
当 

図
５-
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９ 
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州
天
官
寺
址
１
号
建
物
址
の
内
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扶
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地
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土
器 

図
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扶
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地
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出
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の
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家 

図
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扶
余
地
域
出
土
の
高
句
麗
系
瓦
当 

図
６-
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代
寺
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と
下
成
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石 

図
６-
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１
棟
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室
建
物
址 

図
６-

６   

扶
余
陵
山
里
古
墳
群
東
下
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の
壁
画 

図
６-
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熊
津
・
泗
沘
期
に
お
け
る
主
要
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造
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変
遷 

図
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扶
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王
興
寺
址
の
伽
藍
配
置
図
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側
外
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建
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址 

図
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扶
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軍
守
里
寺
址
の
伽
藍
配
置
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図
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益
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弥
勒
寺
址
の
伽
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配
置
図 

図
６-
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長
安
青
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寺
と
西
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の
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配
置
図 

図
６-
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敦
煌
莫
高
窟
弥
勒
経
変
の
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の
仏
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寺
院 

図
６-

１
３ 

甘
粛
省
麦
積
山
石
窟
の
実
測
図 

図
６-

１
４ 

東
魏
・
北
斉
鄴
南
城
趙
彭
城
廃
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
６-

１
５ 

平
壌
清
岩
里
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
６-

１
６ 

平
壌
定
陵
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
６-

１
７ 

慶
州
皇
龍
寺
址
の
伽
藍
配
置
図 

図
６-

１
８ 

慶
州
皇
龍
寺
址
出
土
の
各
種
瓦
当 

図
６-

１
９ 

飛
鳥
寺
の
伽
藍
配
置
図 

図
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慶
州
芬
皇
寺
址
創
建
伽
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伽
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配
置
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図
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大
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四
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王
寺
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実
測
図
と
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回
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遺
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図

お
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図
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と
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図
６-

２
３ 

新
堂
廃
寺
の
伽
藍
配
置
図 

図
６-

２
４ 

扶
余
定
林
寺
址
の
創
建
瓦 

図
６-
２
５ 

南
京
の
南
平
王
蕭
偉
墓
闕
出
土
の
瓦
当 

図
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２
６ 
扶
余
陵
山
里
寺
址
の
創
建
瓦 

図
６-

２
７ 

扶
余
軍
守
里
寺
址
の
創
建
瓦 

図
６-

２
８ 

扶
余
王
興
寺
址
の
創
建
瓦 

図
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余
王
興
寺
址
の
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建
瓦
と
飛
鳥
寺
の
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建
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合
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関
係 

図
６-
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余
の
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宮
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域
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出
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し
た
瓦
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図
６-

３
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飛
鳥
寺
の
創
建
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図
７-

１   
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朝
鮮
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図
譜
』
三
の
石
村
付
近
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墳
分
布
図 

図
７-

２   

扶
余
陵
山
里
中
上
塚
出
土
の
宝
冠
金
具(

金
銅
透
彫
金
具) 

図
７-

３   

ソ
ウ
ル
石
村
里
・
可
楽
里
一
帯
の
古
墳
分
布
図(

１
９
１
７
年
作
成) 

図
７-

４   

ソ
ウ
ル
石
村
里
・
可
楽
里
一
帯
の
古
墳
分
布
図
と
発
掘
調
査
さ
れ
た
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墳
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の
対
応
図
面 

図
７-

５   

米
田
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代
治
調
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双
北
里
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址
実
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図
と
飛
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寺
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図
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６   

若
草
伽
藍
址
の
発
掘
実
測
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図
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７   

扶
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計
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面
図(

１
９
３
９
年
作
成)   
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  図1-1　百済漢城期主要遺跡の位置図(朴淳発、2011)

(漢山･南城)
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       図1-2　公州武寧王陵出土王妃頭枕の実測図(文化財管理局文化財研究所、1973)

     図1-3　ソウルトゥクソム出土金銅如来坐像(正面と側面)(国立中央博物館、1990)
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図1-4　

原州法泉里4号墳

出土青銅蓋

(宋義政・尹炯元、2000)

  図1-5　羅州新村里9号墳出土金銅冠

        (1.全体写真、2.台冠、3.帽冠)(国立光州博物館、1988)
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 図1-6　中国製青磁蓮華文碗 (1.天安龍院里、2.ソウル風納土城)

 図1-7　ソウル風納土城出土瓦当(1.獣面文瓦当、2.蓮華文瓦当)(韓芝仙、2008)

 図1-8　ソウル夢村土城出土蓮華文瓦当(亀田修一,2006)
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図1-9　

公州大通寺址出土

「大通」銘文字瓦

(国立中央博物館、1999)

図1-10

公州大通寺址の

伽藍配置

推定図

(軽部慈恩作成)
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図1-12　

公州地域

主要遺跡の分布図

(朴淳発、2011)

 図1-11　瓦当接合技法の模式図
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 図1-13　熊津期の主要蓮華文瓦当

         (1～4.公州公山城、5.公州西穴寺址、6.公州大通寺址、7.公州艇止山遺跡、

          8.扶余龍井里寺址、9.慶州工業高等学校(伝興輪寺址))
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  図2-1　扶余地域における廃寺址の分布図(国立扶余文化財研究所、2008)

         1.佳増里寺址　2.佳塔里寺址　3.観音寺址　4.旧校里寺址　5.軍守里寺址

         6.陵山里寺址　7.東南里寺址　8.東山里寺址　9.バムゴル寺址　10.扶蘇山寺址

         11.石木里寺址　12.双北里寺址①　13.双北里寺址②　14.龍井里寺址　15.臨江寺址

         16.伝天王寺址　17.定林寺址　18.中井里建物址　19.鶴里寺址　20.郷校畑寺址

         21.県北里寺址　22.金剛寺址　23.王興寺址　24.外里寺址　25.虎岩寺址
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図2-2　扶余定林寺址の伽藍配置図と瓦廃棄竪穴(尹武炳作成)

瓦廃棄
竪穴
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  図2-3　扶余定林寺址出土の大型塑像(1.瓦製仏耳破片(27.5cm)、2.瓦製仏身破片A・B(14.6cm))

 図2-4　扶余定林寺址出土の中型塑像

        (1.捧宝珠菩薩像片、2.螺髪、3.仏手・仏足片、4.各種衣褶片)



476

図2-5　

扶余定林寺址

出土の

蝋石製三尊仏片

(国立扶余博物館、1997)

図2-6　扶余定林寺址出土の小型塑像

       (1.仏頭A、2.仏頭D+E、3.仏頭(未報告),4.仏頭C)
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図2-7　扶余定林寺址出土の情景塑像1(各種の頭像片・上半身片・下半身片)

                 図2-8　扶余定林寺址出土の情景塑像2

                        (1.浄瓶片、2.下半身Q、3.木葉装飾片)
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図2-9　扶余定林寺址出土の頭像頚部と上半身の凹部

 図2-10　中国南京出土の各種塑像(1.南京鍾山二号寺址(伝上定林寺),2.南京紅土橋附近の寺址(伝延興寺)

 図2-11　中国四川省綿陽市平楊府君闕上の闕身造像(1.第1龕、2.第10龕)(孫華、2000)
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図2-14　扶余定林寺址出土の人物像片(未報告資料)

 図2-13　扶余定林寺址出土の人物像片(国立扶余文化財研究所、2011)

 図2-12　中国鞏県石窟第1窟前壁の皇帝礼仏図(1)と龍門石窟賓陽中洞の前壁浮彫り(2)
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図2-15　唐閻立本の『王会図』部分(1)と五代南唐顧徳謙模の『梁元帝番客入朝図』
        の魯国使臣(国立公州博物館、2010)

図2-16　扶余陵山里寺址出土の人物像片(1)、扶余旧衙里寺址出土の人物像片(2)
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図2-17　中国四川省成都市西安路出土の梁中大通2年(530)銘仏造像(1)と

        成都万仏寺出土の梁中大通5年(533)銘仏造像(2)

        (成都市文物考古工作隊外、1998および袁曙光、2001)
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1

2

図2-18　扶余定林寺址の五層石塔(1)と単弁七葉蓮華文瓦当(2)



483

図2-20　

南京霊山墓

出土の籠冠俑

(高33.5cm)

(南京市博物館、2004)

図2-19　扶余定林寺址出土の中国製青磁壺片(1)と中国南京対文山南朝墓出土の

        青磁蓮華文壺(2)(南京市文物保存委員会、1980)
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図2-21　扶余定林寺址と中国南京出土の蓮華文瓦当(1.定林寺址(A類型)、2.定林寺址(B類型)、

        3.定林寺址(C類型)、4.南京梁南平王蕭偉墓闕、5.南京鍾山二号寺址)

    図2-22　扶余錦城山出土の緑釉器台片(1)と公州宋山里出土の器台(2)、

            羅州伏岩里1号墳出土の緑釉托盞(3)(国立中央博物館、1999)
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 図2-23　扶余定林寺址の伽藍配置図

         (1.藤沢一夫、2.尹武炳、3.国立扶余文化財研究所、4.筆者の修正案)

         (藤沢一夫、1971: 尹武炳、1981: 国立扶余文化財研究所、2011)
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 図2-25　扶余官北里長方形区画のナ地区発掘現況図(国立扶余文化財研究所、2009)

図2-24　

扶余定林寺址出土の

高麗時代の文字瓦

(国立扶余博物館、1997)
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図2-27　扶余官北里遺跡の大型殿閣建物の盛土層から出土した蓮華文瓦当

        (国立扶余文化財研究所、2009)

図2-26　

扶余官北里遺跡

出土の坩堝と

坩堝の蓋の「官」銘

(国立扶余博物館、2006)
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図2-29　1910年代地籍図に見える官北里、旧衙里一円と定林寺址

図2-28　扶余官北里遺跡(バ地区)出土の中国製青磁片(国立扶余文化財研究所、2009)
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図2-31　扶余宮南池一帯の東西道路遺跡(国立扶余文化財研究所、2001)

図2-30　扶余市街地計画平面図の部分(1939年作成)
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図2-33　扶余陵山里・佳塔里地点の道路と隋の五銖銭(忠清文化財研究院、2006)

図2-32　扶余軍守里地点の道路と建物群(忠南大百済研究所、2003)
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図2-35　泗沘期の王宮区域と関連する主要遺跡の位置

図2-34　扶余ヒョンネドゥル遺跡の堤防施設と北斉の上平五銖銭(忠清文化財研究院、2009)
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図2-36　泗沘期の王宮区域案と定林寺址の位置関係
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図3-1　扶余陵山里寺址の伽藍配置図(国立扶余博物館、2010)
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図3-2　扶余陵山里木簡の出土位置
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図3-4　扶余陵山里出土2001-8号木簡の写真

図3-3　扶余陵山里寺址の暗渠施設配置図(国立扶余博物館、2010)
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図3-7　公州･扶余出土の各種陶硯片(1.公州公山城出土硯　2.陵山里8次調査品　3.陵山里7次調

        査品　4.陵山里7次調査品)(公州師範大学博物館、1987および国立扶余博物館、2007)

図3-6　扶余陵山里沼地出土の中国青磁片(1.青磁貼花人物文樽片、2.黒褐釉陶硯台脚片、

       3.青磁盞片)(国立扶余博物館、2007)

図3-5　扶余陵山里寺址の南回廊西側トレンチ土層図(8次調査)
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図3-8　扶余陵山里出土2002-1号木簡の赤外線写真と判読文

忄吏
 豬
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図3-9　2002-1号木簡の3面細部写真(1.「食」の細部、2.未確認文字の細部)

図3-10　扶余陵山里寺址の中門址南側の道路遺構概念図
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図3-11　扶余陵山里寺址出土瓦当の接合技法模式図
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図3-13　1型式瓦当の丸瓦部の形態

図3-12　扶余陵山里寺址出土の1型式瓦当
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図3-15　3型式と4型式瓦当の丸瓦部の形態 

図3-16　5型式瓦当の丸瓦部と復元接合

図3-14　扶余陵山里寺址出土の3型式～7型式瓦当
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図3-18　8型式瓦当丸瓦部の形態

図3-17　扶余陵山里寺址出土の8型式～11型式瓦当
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図3-20　12型式丸瓦内部の釘穴の状況

図3-19　扶余陵山里寺址出土の12型式～13型式および巴文と素文瓦当



504

図3-21　扶余陵山里寺址隣接部の窯址位置図
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図3-23　扶余陵山里寺址の初期建物址群

図3-24　扶余陵山里寺址の講堂址西室出土の木製漆器(国立扶余博物館、2010)

図3-22　扶余陵山里寺址の復原鳥瞰図
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図3-26　

公州艇止山遺跡の

遺構配置図

(李漢祥、2000)

図3-25　集安東台子遺跡の建物址群(方起東、1982)
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図3-28　

平壌の伝東明王陵と

定陵寺の配置

(金日成大学、1976)

図3-27　

大同北魏方山の

永固堂と思遠仏寺の

配置図

(1947年度Wenley調査図面)

古墳群

A

B

C

E

C

D

D

眞珠池

傳東明王陵

定陵寺址
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遞馬所古墳群

図3-29　

扶余陵山里寺址と

周辺の遺跡分布図

図3-30　扶余陵山里寺址の変遷過程

一段階

二段階 三段階
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図4-1　

扶余定林寺址の伽藍配置図

(1.藤沢一夫作成、2.尹武炳作成、

 3.国立扶余文化財研究所、4.修正案)

図4-2　

扶余陵山里寺址の

伽藍配置図

(国立扶余博物館、2000)

付
属
建
物

付
属
建
物
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図4-3　

扶余軍守里寺址の伽藍配置図

(1.石田茂作作成、2.国立扶余文化財研究所、

 3.筆者作成の修正案)

(石田茂作、1937:国立扶余文化財研究所、2010)

1

2

3
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図4-4　扶余王興寺址の伽藍配置図(国立扶余文化財研究所、2011)

図4-5　扶余王興寺址の金堂址と木塔址区間の土層図(国立扶余文化財研究所、2009)

西
外
郭
建
物

東
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建
物
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図4-6　扶余東南里寺址の伽藍配置図(1.石田茂作作成、2.忠南大博物館)

       (石田茂作・斎藤忠、1940および扶余郡文化財保存センター、2007)

1

2

東北
基壇

西北
基壇
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図4-8　益山王宮里遺跡と帝釈寺址の位置関係

図4-7　

益山帝釈寺址の

伽藍配置図

(国立扶余文化財研究所、2011)
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図4-10　扶余恩山金剛寺址の伽藍配置図

        (国立博物館、1969)

図4-9　益山弥勒寺址の伽藍配置図(1･2)と西石塔下部出土の瓦当(3)

      (1.藤島亥治郎、1930, 2.文化財研究所、1987, 3.文化財研究所、2012)

3
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図4-11　扶余扶蘇山廃寺址の伽藍配置図(1.藤沢一夫作成、2.国立扶余博物館)と

        唐式帯金具(3)(藤沢一夫、1971:申光燮、1994:国立扶余博物館、1997)

図4-12　

所謂1棟2室建物址

(1.陵山里寺址、2.益山王宮里遺跡、

3.弥勒寺址講堂址、4.弥勒寺址東僧房址、

5.集安東台子遺跡、6.慶州皇龍寺址(創建伽藍)

(裵秉宣、2008)
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図4-13　

扶余陵山里寺址

出土各種塑像(縮尺不同)

(1.塑造坐像、2.各種塑像)

1

2
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図4-14　

扶余旧衙里寺址

出土各種塑像(縮尺不同)　

(1.頭像片、2.身像片

 3.各種塑像片)

1 222

3
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図4-15　扶余臨江寺址出土各種塑像(縮尺不同)

図4-16　青陽汪津里窯址出土各種塑像(金誠亀ほか、2008)

図4-17　青陽本義里窯址出土大型仏像台座(正面と左側面)(国立公州博物館、2010)
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図4-18　益山帝釈寺址廃棄場出土各種塑像(縮尺不同)(円光大学校博物館、2006)
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図4-19　益山帝釈寺址廃棄場出土塑像の背面と各種胎土

図4-21　益山弥勒寺址西石塔下部出土螺髪(崔聖銀、2010)

図4-20　益山弥勒寺址出土各種塑像と塼仏(縮尺不同)
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図4-22　

扶余恩山金剛寺址

出土各種塑像

(縮尺不同)

図4-23　

扶余旧橋里寺址

出土塑像片

(正面と背面)

図4-24　

扶余扶蘇山廃寺址

出土各種塑像

(縮尺不同)
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図4-25　

益山王宮里遺跡出土螺髪

(国立扶余文化財研究所、2008)

図4-26　南京市江寧区胡村南朝墓後壁の塔型装飾(南京市博物館、2008)

図4-27　

平安南道平原郡

元五里寺址出土塑造仏坐像塑(1)と

塑造菩薩立像(2)、

平壌市楽浪区域土城里出土陶笵(3･4)

(国立中央博物館、1990)
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図4-29　慶州錫杖寺址出土の塑造神将像片(1)、陶笵片(2)、各種塼仏片(3)

        (東国大慶州キャンパス博物館、2006)

図4-28　慶州四天王寺址出土の緑釉塼片(国立慶州博物館ほか、2009)

1

2 3
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図4-30　日本川原寺裏山遺跡出土の各種塑像(縮尺不同)(飛鳥資料館、1985)
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図4-32　日本川原寺裏山遺跡出土の緑釉塼

        (飛鳥資料館、1985)

図4-31　日本川原寺裏山遺跡出土の十二支神将像のウマとニワトリの頭状片

        (明日香村教育委員会、1983)

図4-33　日本川原寺裏山遺跡出土の

        武装天部像の腰部(正面と側面)

        (飛鳥資料館、1985)
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図5-1　

慶州興輪寺址(慶州工高)と

霊廟寺址(天鏡林興輪寺)の

位置

図5-2　慶州霊廟寺址(天鏡林興輪寺)出土の文字瓦(1.霊廟之寺　2.大令妙寺造瓦)

1 2
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図5-3　慶州工高一帯出土古式蓮華文瓦当の型式分類案
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図5-4　182番瓦当と183番瓦当の比較

図5-5　慶州校洞で収集された蓮華文瓦当(井内古文化研究室編、1978)

図5-6　慶州興輪寺址で収集された蓮華文瓦当(井内古文化研究室編、1978)

図5-7　慶州工高出土の平瓦(413番、450番、451番)と有段式丸瓦(400番)

400

1(413) 2(450)

3(451)

4(400)
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図5-11　慶州天官寺址出土の蓮華文瓦当(崔英姫、2010)

図5-9　公州艇止山遺跡出土の蓮華文瓦当と有段式丸瓦(李漢祥、2000)

図5-8　慶州六通里瓦窯址出土の蓮華文瓦当(金誠亀、1993)

図5-10　

慶州城東洞殿廊址

出土蓮華文瓦当

(国立慶州文化財研究所、1995)

1 2
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図5-12　公州大通寺址出土の蓮華文瓦当(清水昭博、2003)

図5-13　慶州月城垓字出土の蓮華文瓦当(1.百済系、2.高句麗系)

        (国立慶州博物館、2000)

1 2
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図5-14　慶州勿川里窯址出土「無瓦桶製作法」の瓦と土器(崔英姫、2009)

       （1~3.C-Ⅰ-3-44号竪穴遺構, 4~5.C-Ⅰ-3-35号竪穴遺構, 6~9.瓦当）
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図5-16　南京地域出土丸瓦と平瓦(王志高、2012)

図5-15　飛鳥寺出土平瓦の補足痕(花谷浩、2000)
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図5-18　慶州皇龍寺址出土の各種瓦当(国立慶州博物館、2000)

　　　　(1.創建伽藍-高句麗系、2.創建伽藍-百済系、

　　　 　3・4.重建伽藍所用瓦)

図5-17　慶州興輪寺址出土の文字瓦(1.「王(?)興」(130番)、2.「寺」(131番)(国立慶州博物館、2011)

1 ２
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図5-19　慶州天官寺址1号建物址内部の瓦積基壇(1)と平面図(2)

        (国立慶州文化財研究所、2004)
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図6-1　扶余地域出土の高句麗系土器(1・4.ソウル九宜洞、2.ソウル紅蓮峰2堡塁、3.ソウル

        紅蓮峰1堡塁、5.扶余宮南池、6.扶余亭岩里窯址、7・13.扶余陵山里寺址、8.扶余官北里、

        9.益山王宮里、10.論山表井里古墳、11.扶余松菊里甕棺、12.扶余旧衙里井址)

図6-2　扶余地域出土の煙家

(1.集安禹山下M2325号墓、

 2.花枝山遺跡、3.扶蘇山城、

 4.陵山里寺址)１

２

３

４
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図6-5　1棟2室建物址(1.集安東台子遺跡、2.陵山里寺址講堂址) 

      (方起東、1982および国立扶余博物館、2000)

図6-3　

扶余地域出土の高句麗系瓦当

(1.扶余双北里、2.扶余龍井里寺址)

(国立扶余博物館、2010)

図6-4　

古代寺院の二重基壇と下成礎石

(1.清岩里寺址、2.軍守里寺址、

 3.皇龍寺址(中金堂)、4.飛鳥寺(東金堂)
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図6-6　

扶余陵山里古墳群

東下塚の壁画

(1.白虎図、2.蓮華雲文図)

(国立扶余博物館、1997)

図6-7　

熊津・泗沘期における

主要古墳の石室構造の変遷

(1.宋山里古6号墳、2.陵山里

   東下塚、3.陵山里中上塚)
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図6-8　扶余王興寺址の伽藍配置図(1)と西側外郭建物址(2)

       (国立扶余文化財研究所、2010･2012)

図6-9　扶余軍守里寺址の伽藍配置図(1.1937年石田茂作の発掘図面、2.推定復元図)
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図6-10　

益山弥勒寺址の伽藍配置図

(文化財管理局文化研究所、1987)

図6-11　

長安青龍寺と西明寺の伽藍配置図

(1.青龍寺址、2.西明寺址)

(中国社会科学院考古所西安唐城隊、1989

および中国社会科学院考古研究所西安唐城

工作隊、1990)2

１
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図6-14　東魏・北斉鄴南城趙彭城廃寺址の伽藍配置図

        (中国社会科学院考古研究所、2010)

図6-12　敦煌莫高窟弥勒経変の中の仏教寺院(敦煌文物研究所、1980)
        (1.第231窟北壁上部、2.第148窟南壁)

図6-13　甘粛省麦積山石窟の実測図(天水麦積山石窟芸術研究所ほか、1996)
        (1.第30窟、2.第5窟)
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  図6-15　平壌清岩里寺址の伽藍配置図

         (1.1940年小泉顕夫作成、2.1944年米田美代治作成、3.1958年小泉顕夫作成)
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図6-17　

慶州皇龍寺址の伽藍配置図

(1.創建伽藍、2.重建伽藍)

(文化財管理局文化財研究所、1984)

  図6-16　平壌定陵寺址の伽藍配置図(田中俊明・東潮、1995)

1

2
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図6-19　

飛鳥寺の伽藍配置図

(飛鳥資料館、1985)

図6-18　

慶州皇龍寺址出土の

各種瓦当(国立慶州博物館、2000)

(1.創建伽藍-高句麗系、

 2.創建伽藍-百済系、

 3・4.重建伽藍所用瓦)

1 2

3 4
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図6-21　大阪四天王寺回廊の周溝実測図(左)と東回廊東北区域の遺構図(1)

        および回廊西南部の実測図(2)(文化財保護委員会、1967)

図6-20　慶州芬皇寺址創建期の伽藍配置図(李康根、1999)
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図6-23　

新堂廃寺の伽藍配置図

(富田林市教育委員会、2003)

図6-22　

新堂廃寺とオガンジ池瓦窯、

お亀石古墳の位置図

(富田林市教育委員会、2003)
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図6-26　扶余陵山里寺址の創建瓦

図6-25　

南京の南平王蕭偉墓闕

出土の瓦当

(南京市文物研究所ほか、2002)

図6-24　

扶余定林寺址の創建瓦
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図6-28　扶余王興寺址の創建瓦(国立扶余文化財研究所、2011)

図6-27　扶余軍守里寺址の創建瓦(国立扶余文化財研究所、2010)
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図6-29　扶余王興寺址の創建瓦(1・2)と飛鳥寺の創建瓦(3・4)の組み合わせ関係

星組-有段式丸瓦 花組-無段式丸瓦
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図6-30　扶余の王宮区域から出土した各種瓦当
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図6-31　飛鳥寺の創建瓦(花谷浩、2000)
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図7-1　『朝鮮古蹟図譜』三の石村付近の百済古墳分布図(朝鮮総督府、1916)

図7-2　扶余陵山里中上塚出土の宝冠金具(金銅透彫金具)(朝鮮総督府、1916)
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図7-4　ソウル石村里・可楽里一帯の古墳分布図と

       発掘調査された古墳群の対応図面(趙佳英、2012)

図7-3　ソウル石村里・可楽里一帯の古墳分布図(1917年作成)
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図7-5　米田美代治調査(1941.6.)の扶余双北里窯址実測図(1)と

       飛鳥寺の1号瓦窯実測図(2)
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図7-6　

若草伽藍址の発掘実測図

(1941年石田茂作作図に加筆)

(石田茂作、1969)

図7-7　

扶余市街地計画平面図

(1939年作成)


